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司
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Ｘ
ビ
ル

印
刷
所
　
株

式

会

社

メ

デ

ィ
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八
〇
八
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番
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岡
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八
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　目
次

日
本
法
学
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十
八
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　目
次

論
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ロ
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パ
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デ
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け
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学
校
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育
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受
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利
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憲
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岡
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長
谷
川
　
貞
　
之

翻
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彙
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第
２
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文
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衡
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憲
章
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集
団
安
全
保
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体
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組
み

─
安
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保
障
理
事
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権
限
と
裁
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射
程
を
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ぐ
っ
て

─

 

本
　
吉
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樹

髙
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夫
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授
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記
念
論
文
集

法
と
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長 谷 川 貞 之 教 授 近 影





献

　呈

　の

　辞

一

献
　
呈
　
の
　
辞

長
谷
川
貞
之
先
生
は
、
日
本
大
学
法
学
部
に
一
六
年
に
わ
た
り
奉
職
さ
れ
、
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
ご
退
職
さ

れ
ま
す
。
こ
こ
に
謹
ん
で
感
謝
の
意
を
表
す
と
と
も
に
、
退
職
記
念
論
文
集
を
編
み
、
こ
れ
を
先
生
に
献
呈
い
た
し
ま
す
。

長
谷
川
先
生
は
、
昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
三
月
に
学
習
院
大
学
法
学
部
法
学
科
を
ご
卒
業
後
、
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年
四
月
に

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
ご
進
学
さ
れ
、
民
法
お
よ
び
信
託
法
を
中
心
と
す
る
民
事
法
の
研
究
を
志
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和

六
〇
（
一
九
八
五
）
年
三
月
に
同
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
を
修
了
し
、
修
士
号
を
取
得
さ
れ
た
後
、
同
博
士
後
期
課
程
に
ご

進
学
さ
れ
て
、
研
究
者
の
途
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）
年
三
月
に
同
博
士
後
期
課
程
を
単
位
取
得
の
う
え
中
途
退
学

し
、
同
年
四
月
に
駿
河
台
大
学
法
学
部
の
専
任
講
師
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
で
の
研
究
教
育
に
従
事
す
る
日
々
を
過
ご
さ
れ
る
な
か
、

平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
一
月
に
慶
應
義
塾
大
学
よ
り
「
過
失
相
殺
の
理
論
史
的
系
譜
『
被
害
者
の
過
失
』
理
論
」
で
博
士
（
法
学
）
の
学

位
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
駿
河
台
大
学
法
学
部
助
教
授
、
同
学
部
教
授
（
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
兼
担
）
と
な
り
、
平
成
一
六

（
二
〇
〇
四
）
年
四
月
に
は
獨
協
大
学
に
研
究
教
育
の
場
を
移
し
、
獨
協
大
学
法
学
部
教
授
（
大
学
院
法
学
研
究
科
兼
担
当
）、
同
大
学
法
科
大

学
院
（
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
）
教
授
に
ご
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
四
月
に
日
本
大
学
法
学
部
教
授
お
よ
び
同

大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
に
ご
就
任
さ
れ
、
以
来
、
本
学
に
お
い
て
民
法
を
中
心
に
研
究
教
育
に
あ
た
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、

平
成
一
八
（
二
〇
〇
六
）
年
六
月
に
は
弁
護
士
登
録
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）
を
さ
れ
、
民
事
事
件
お
よ
び
家
事
事
件
に
も
従
事
さ
れ
、
実



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二

務
に
も
携
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

長
谷
川
先
生
の
研
究
は
、
民
法
お
よ
び
信
託
法
を
中
心
に
、
多
方
面
か
つ
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
公
刊
さ
れ
て
い
る
ご
著
書
お
よ

び
ご
論
文
な
ど
か
ら
み
ま
す
と
、
博
士
論
文
の
研
究
テ
ー
マ
と
さ
れ
た
過
失
相
殺
の
ほ
か
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
根
保
証
・
根

抵
当
権
、
信
託
受
託
者
の
信
認
義
務
、
信
認
代
理
、
役
務
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
契
約
と
消
費
者
保
護
、
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化

と
契
約
上
の
諸
問
題
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
と
契
約
理
論
な
ど
を
研

究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
動
物
ペ
ッ
ト
の
法
律
問
題
は
、
先
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。

平
成
二
九
（
二
〇
一
七
）
年
二
月
か
ら
同
年
一
〇
月
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
（
マ
イ
ン
ツ
）
で
客
員
研

究
員
に
迎
え
ら
れ
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
契
約
上
の
地
位
の
譲
渡
の
問
題
に
つ
い
て
比
較
法
的
視
点
か
ら
ご
研
究
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
研
究
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
民
法
の
担
保
物
権
と
信
託
と
の
関
係
を
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
一
冊
の
ご
著
書

に
ま
と
め
ら
れ
、『
担
保
権
信
託
の
法
理
』（
二
〇
一
一
年
・
勁
草
書
房
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
近
時
の
債
権
法
改
正
に

あ
た
っ
て
は
、
民
法
の
研
究
者
ら
と
『
社
会
の
変
容
と
民
法
典
』（
共
著
、
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）、『
民
法
改
正
案
の
検
討
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
』

（
共
著
、
成
文
堂
・
二
〇
一
三
年
）
を
出
版
さ
れ
、
立
法
作
業
の
是
非
や
改
正
法
の
問
題
点
を
世
に
問
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
改
正
法
の
施
行
後

は
、
債
権
法
改
正
過
程
を
分
析
し
な
が
ら
、
訴
訟
実
務
で
押
さ
え
る
べ
き
重
要
論
点
を
網
羅
し
た
『
改
正
［
債
権
法
］
に
お
け
る
判
例
法

理
の
射
程
』（
共
著
、
第
一
法
規
・
二
〇
二
〇
年
）
を
公
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。
直
近
の
著
作
で
は
、
委
任
と
解
除
と
の
関
係
に
つ
い
て
民
法
典

の
編
纂
時
に
遡
っ
て
沿
革
か
ら
近
時
の
債
権
法
改
正
に
至
る
ま
で
を
分
析
し
た
『
委
任
の
任
意
解
除
権
』（
二
〇
二
三
年
・
成
文
堂
）
が
注

目
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本
大
学
法
学
部
叢
書
第
四
六
巻
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
す
。

学
会
関
係
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
一
〇
月
か
ら
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
一
〇
月
ま
で
私
法
学
会
理
事
、



献

　呈

　の

　辞

三

平
成
二
七
（
二
〇
一
五
）
年
一
一
月
か
ら
は
ペ
ッ
ト
法
学
会
理
事
を
務
め
ら
れ
、
多
大
な
る
貢
献
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
学
生
の

教
育
に
も
熱
心
に
ご
対
応
さ
れ
、
先
生
が
ご
担
当
さ
れ
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
か
ら
は
多
く
の
す
ぐ
れ
た
人
材
が
輩
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
谷
川
先
生
は
、
学
内
行
政
に
お
い
て
も
、
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
か
ら
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
ま
で
比
較
法
研
究
所
次
長
、

平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
か
ら
平
成
三
一
（
二
〇
一
九
）
年
ま
で
大
学
院
運
営
委
員
会
副
委
員
長
お
よ
び
研
究
委
員
会
副
委
員
長
を
務
め

ら
れ
、
学
部
の
運
営
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

長
谷
川
先
生
が
ご
定
年
を
迎
え
ら
れ
ま
す
こ
と
を
お
祝
い
し
、
ま
た
、
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
活
動
や
本
学
に
お
い
て
貢
献
さ
れ
ま

し
た
こ
と
に
感
謝
を
申
し
上
げ
、
こ
の
度
、
学
内
外
の
民
法
研
究
者
を
は
じ
め
と
し
、
先
生
に
ご
指
導
賜
り
ま
し
た
研
究
者
ら
に
よ
り
、

長
谷
川
貞
之
教
授
退
職
記
念
論
文
集
と
し
て
『
多
様
化
す
る
社
会
と
法
律
学
の
課
題
』
を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
価
値
観
が
多

様
化
す
る
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
民
法
の
領
域
だ
け
で
も
債
権
法
改
正
や
相
続
法
改
正
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
の
よ
う
な
時

期
に
、
学
内
外
の
研
究
者
ら
が
参
集
し
、
こ
の
よ
う
な
論
文
集
を
刊
行
す
る
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
長
谷
川
先
生
に
は
、
今
後
と
も
一
層
の
ご
指
導
お
よ
び
ご
支
援
を
賜
り
、
我
々
を
暖
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
先
生
の
ご
健
康
と
更
な
る
ご
活
躍
を
祈
念
し
、
献
呈
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

令
和
五
（
二
〇
二
三
）年
二
月
吉
日

�

法
学
部
長
　
小
　
田
　
司





目

　
　次





目

　
　次

七

献
　
呈
　
の
　
辞

役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
ド
イ
ツ
給
付
障
害
法
を
素
材
に
し
て

─

長
　
坂
　
　
　
純
�
�

三

消
費
税
の
再
検
討
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
阿
　
部
　
徳
　
幸
�
�
四
一

合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
を
素
材
と
し
て

─

大
久
保
　
拓
　
也
�
�
七
九

婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
　
杉
　
麻
　
美
�
�
一
〇
三

「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
岡
　
田
　
俊
　
幸
�
�
一
三
五

昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
議
会
で
の
審
議
を
中
心
に

─

末
　
澤
　
国
　
彦
�
�
一
七
三

公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
高
　
畑
　
英
一
郎
�
�
一
九
七



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

八

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
第
一
七
条
⑴
⒞
に
お
け
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て

─

中
　
村
　
　
　
進
�
�
二
三
一

合
同
行
為
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
岡
松
参
太
郎
博
士
の
所
論
を
中
心
に

─

中
　
山
　
知
　
己
�
�
二
七
三

社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�

─
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
判
タ
一
四
七
一
号
二
四
八
頁
を
素
材
と
し
て

─

松
　
嶋
　
隆
　
弘
�
�
三
〇
五

法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
松
　
嶋
　
康
　
尚
�
�
三
三
三

代
替
執
行
の
実
施
費
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
吉
　
田
　
純
　
平
�
�
三
五
三

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
組
合
契
約
の
法
的
性
質
論
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
吉
　
井
　
啓
　
子
�
�
四
〇
〇

動
物
の
治
療
費
の
賠
償
に
お
け
る
愛
着
利
益
・
動
物
保
護
の
考
慮

─
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
示
唆
�
�
�
山
　
田
　
孝
　
紀
�
�
四
三
八

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
お
け
る
「
契
約
の
領
域
」
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�

─
ス
ザ
ン
ヌ
・
ル
ケ
ッ
ト
の
共
通
利
益
の
契
約
（contrats d'intérêt com

m
un

）
論
を
参
考
に

─

矢
　
島
　
秀
　
和
�
�
四
六
四

保
険
契
約
の
解
除
に
関
す
る
日
仏
比
較
の
可
能
性
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
松
　
田
　
真
　
治
�
�
五
〇
四



目

　
　次

九

電
子
マ
ネ
ー
の
第
三
者
に
よ
る
無
権
限
利
用
に
お
け
る
保
有
者
の
保
護
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
フ
ラ
ン
ス
通
貨
金
融
法
典
を
参
考
に

─

深
　
川
　
裕
　
佳
�
�
五
二
八

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
信
頼
関
係
と
契
約
上
の
利
益
か
ら
み
る
委
任
の
終
了
と
継
続
�
�
�
�
�
�
蓮
　
田
　
哲
　
也
�
�
五
六
二

ド
イ
ツ
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
に
お
け
る
双
務
契
約
・
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

片
務
契
約
概
念
と
有
償
契
約
・
無
償
契
約
概
念
の
展
開

萩
　
原
　
基
　
裕
�
�
五
九
二

債
権
で
あ
る
賃
借
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
効
理
論
の
展
開
と
、

そ
の
将
来
的
展
望
に
つ
い
て
の
再
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
「
権
利
の
性
質
」
の
実
質
的
機
能
と
「
権
利
の
内
容
」
か
ら
そ
の
保
護
の

　
　
あ
り
方
の
必
要
性
と
許
容
性
に
つ
い
て
の
理
論
展
開
・
序
論

─

西
　
島
　
良
　
尚
�
�
六
二
八

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
小
切
手
の
「
支
払
保
証
」
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
柴
　
崎
　
　
　
暁
�
�
六
四
六

社
債
管
理
補
助
者
に
よ
る
社
債
管
理
の
在
り
方
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
鬼
　
頭
　
俊
　
泰
�
�
六
七
四

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
不
当
取
引
の
一
考
察
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
会
社
の
事
業
再
生
の
観
点
か
ら

─

金
　
澤
　
大
　
祐
�
�
六
九
八

生
命
・
身
体
の
侵
害
に
よ
る
逸
失
利
益
の
賠
償
の
あ
り
方
に
関
す
る
再
検
討
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�

─
後
遺
障
害
に
よ
る
逸
失
利
益
の
定
期
金
賠
償
を
認
め
た
最
高
裁
判
決
を
契
機
と
し
て

─

加
　
藤
　
雅
　
之
�
�
七
二
四



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
〇

Ｅ
Ｃ
の
利
用
規
約
に
お
け
る
不
明
確
条
項
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
帷
　
子
　
翔
　
太
�
�
七
五
二

ハ
ー
グ
成
年
者
保
護
条
約
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
き
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
国
連
障
害
者
権
利
条
約
と
の
交
わ
り
を
中
心
に

─

織
　
田
　
有
基
子
�
�
七
八
四

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
履
行
順
序
論
に
も
と
づ
く
契
約
の
分
類
と
リ
ス
ク
配
分
�
�
�
�
�

─
改
正
民
法
に
お
け
る
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
位
置
づ
け
を
素
材
と
し
て

─

出
　
雲
　
　
　
孝
�
�
八
二
二

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
的
構
造
と
提
供
者
の
法
的
責
任
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
芦
　
野
　
訓
　
和
�
�
八
五
八

梅
説
の
求
償
制
度
論
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
福
　
田
　
誠
　
治
�
�
八
九
二

長
谷
川
貞
之
教
授
　
略
歴
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
八
九
三

長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
八
九
七

索
　
　
引



長
谷
川
貞
之
教
授
退
職
記
念
論
文
集





役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

三

役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任

─
ド
イ
ツ
給
付
障
害
法
を
素
材
に
し
て

─
長

　
　坂

　
　
　
　
　純

目
　
次

一
　
問
題
の
所
在

二
　
契
約
法
規
範
の
変
容
と
改
正
民
法
の
規
律
構
造

三
　
ド
イ
ツ
給
付
障
害
法
に
お
け
る
議
論
状
況

四
　
役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任

五
　
結
　
び

論
　
説

）
五
八
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

四

一
　
問
題
の
所
在

周
知
の
よ
う
に
、
現
代
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
保
険
・
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
教
育
サ
ー
ビ
ス
、
情
報
サ
ー
ビ
ス
な

ど
、
多
く
の
分
野
で
多
種
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
取
引
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
新
種
の
サ
ー
ビ
ス
も
次
々
と
開
発
さ
れ
、
提
供
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
取
引
の
進
展
（
１
）

に
伴
っ
て
生
じ
得
る
ト
ラ
ブ
ル
に
対
処
す
る
た
め
に
、
法
的
に
も
サ
ー
ビ
ス
を
規
制
対
象
と
す
る

こ
と
が
増
え
て
い
る
（
割
賦
販
売
法
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
、
商
標
法
、
不
正
競
争
防
止
法
な
ど
）。

サ
ー
ビ
ス
取
引
の
進
展
と
い
う
事
態
は
、
有
体
的
財
貨
の
供
給
と
い
う
「
与
え
る
債
務
（
給
付
）」
か
ら
各
種
役
務
の
提
供
と
い
う

「
な
す
債
務
（
給
付
）」
へ
と
、
債
務
態
様
の
重
要
性
が
移
っ
て
き
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
契
約
法
規
範
に

お
け
る
「
引
渡
債
務
」
か
ら
「
行
為
債
務
」
へ
の
比
重
の
拡
大
で
あ
る
（
２
）

。
し
か
し
、
役
務
を
伴
う
契
約
と
い
っ
て
も
、
役
務
の
み
を
目
的

と
す
る
も
の
か
ら
、「
物
」
の
供
給
と
混
合
す
る
場
合
も
み
ら
れ
、
ま
た
、
不
完
全
な
役
務
の
態
様
や
顧
客
の
救
済
方
法
も
色
々
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
役
務
お
よ
び
役
務
提
供
契
約
の
多
様
性
か
ら
は
、
民
法
典
の
諸
規
定
だ
け
で
は
十
分
に
対
応
し
き
れ
な
い
問
題
も
浮
上
す

る
。
民
法
典
に
お
け
る
契
約
法
の
諸
規
定
は
、
専
ら
「
物
」
給
付
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
役
務
へ
の
法
的
対
応
は
十
分
で
は
な
い
。

債
権
総
則
規
定
で
は
、「
債
権
の
目
的
」（
三
九
九
条
以
下
）
に
つ
き
、
債
務
（
給
付
）
の
概
念
分
類
に
は
一
切
言
及
し
て
お
ら
ず
、
主
体
と

し
て
の
役
務
提
供
者
の
視
点
や
対
象
と
し
て
の
役
務
の
視
点
か
ら
定
め
ら
れ
た
規
定
も
な
い
。
ま
た
、
契
約
規
定
の
中
に
役
務
提
供
型
の

典
型
契
約
と
し
て
雇
用
・
請
負
・
委
任
・
寄
託
を
お
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
多
様
な
役
務
の
一
部
を
抽
象
的
概
念
で
も
っ
て
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
不
完
全
な
役
務
に
対
す
る
提
供
者
責
任
の
一
端
を
呈
示
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
役
務
提
供
契
約
に
お
い
て
も

）
五
八
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

五

提
供
者
の
債
務
不
履
行
責
任
や
契
約
不
適
合
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
物
」
給
付
と
は
異
な
り
、
役
務
提
供

に
あ
っ
て
は
、
給
付
結
果
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
瑕
疵
の
な
い
役
務
と
は
何
か
が
そ
も
そ
も
定
ま
っ
て
い
な
い
う
え
に
、
実

際
に
な
さ
れ
た
役
務
の
質
を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
導
か
れ
る
効
果
に
つ
い
て
も
、
単
に
損
害
賠
償
や
契
約

解
除
に
よ
っ
て
不
完
全
な
役
務
か
ら
の
救
済
を
図
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
今
回
（
二
〇
一
七
年
）
の
改
正
民
法
に
導
入
さ
れ
た
契

約
不
適
合
責
任
（
五
六
二
条
以
下
）
の
適
用
に
関
し
て
も
、
そ
れ
は
物
給
付
を
伴
う
契
約
（
物
の
製
作
・
修
繕
、
運
送
、
寄
託
な
ど
）
の
み
が

対
象
と
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
一
定
の
結
果
の
達
成
が
約
束
さ
れ
た
契
約
に
限
定
適
用
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
は
、
物
給
付
を
伴
わ
な
い

役
務
提
供
（
純
粋
役
務
＝
情
報
提
供
や
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
に
も
適
用
可
能
か
な
ど
が
問
題
と
な
ろ
う
（
３
）

。

学
説
に
お
い
て
も
、
役
務
提
供
契
約
を
検
討
す
べ
き
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、「
物
」
の
供
給
に
関
す
る
契
約
類
型
と
並
立
さ
せ
た
役
務

提
供
型
契
約
類
型
の
定
立
や
欠
陥
・
瑕
疵
の
あ
る
役
務
の
認
定
判
断
な
ど
に
関
し
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
契
約
締
結
に
際
し

て
の
事
業
者
の
説
明
・
表
示
義
務
の
内
容
や
約
款
規
制
、
役
務
の
安
全
性
確
保
の
具
体
的
方
策
、
継
続
的
契
約
関
係
に
お
け
る
中
途
解
約

権
の
保
障
や
代
金
前
払
契
約
の
規
制
な
ど
、
実
務
上
の
対
応
を
要
す
る
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
未
だ
役
務
提
供
型
の
契
約

法
は
生
成
途
上
に
あ
り
、
役
務
提
供
者
責
任
の
体
系
化
も
そ
の
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
（
４
）

。

以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
、
役
務
提
供
契
約
の
目
的
で
あ
る
行
為
債
務
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
帰
責
構
造
を
検
討
す

る
。
改
正
民
法
四
一
五
条
は
、
改
正
前
民
法
四
一
五
条
の
「
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
と
い
う
文
言
を
損
害
賠
償
の
一
般
的
免

責
要
件
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
そ
の
判
断
基
準
を
「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
」
に
求
め
る
こ

と
を
明
記
す
る
。
こ
こ
で
債
務
者
が
不
履
行
責
任
を
負
う
理
由
は
、
契
約
に
よ
り
約
束
し
た
債
務
を
履
行
し
な
い
と
い
う
「
契
約
の
拘
束

力
」（「
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（pacta sunt servanda

）」
と
い
う
原
則
〔
パ
ク
タ
原
則
〕）
に
求
め
ら
れ
、
行
動
の
自
由
の
保
障
を

）
五
八
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

六

基
礎
に
据
え
た
伝
統
的
な
過
失
責
任
の
原
則
（
過
失
責
任
主
義
）
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
る
（
５
）

。

し
か
し
、
改
正
民
法
に
お
い
て
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
立
要
件
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
は
判
然
と
し

な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
損
害
賠
償
の
成
立
要
件
は
「
債
務
の
不
履
行
」
と
「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
と
い
う
二
元
的
構
成
に

立
脚
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
理
解
に
関
し
て
は
様
々
な
修
正
が
加
え
ら
れ
て
き
た
（
６
）

。
役
務
提
供
契
約
に
お
い
て

は
、
専
ら
役
務
の
提
供
（
行
為
債
務
）
の
み
を
内
容
と
す
る
契
約
の
ほ
か
、「
物
」
の
供
給
と
の
関
連
性
も
踏
ま
え
た
類
型
化
が
な
さ
れ
、

履
行
結
果
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
給
付
実
態
に
即
し
た
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
当
事
者
の
契
約
関
係
に
お
け

る
行
為
態
様
、
す
な
わ
ち
、
履
行
過
程
に
お
け
る
具
体
的
な
行
為
義
務
の
違
反
が
、
債
務
不
履
行
の
判
断
基
準
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
法
を
素
材
に
し
て
検
討
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
以
下
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
称
す
る
）

は
、
給
付
障
害
を
債
務
関
係
か
ら
生
じ
る
「
義
務
違
反
（P

flichtverletzung

）」
概
念
に
包
括
し
、
契
約
義
務
の
存
立
根
拠
規
定
を
設
け
、

積
極
的
債
権
侵
害
論
の
展
開
過
程
で
理
論
的
深
化
が
進
め
ら
れ
た
契
約
義
務
論
の
成
果
が
収
斂
さ
れ
た
。
ま
た
、「
帰
責
事
由

（V
ertretenm

üssen

）」
に
関
し
て
は
、
そ
の
原
則
を
過
失
責
任
主
義
に
求
め
、
過
失
責
任
原
理
の
評
価
や
債
務
（
給
付
）
類
型
に
関
連
づ

け
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
法
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
、
ド
イ
ツ
法
は
格
好
の
理
論
モ
デ
ル
を
提
供
す
る

で
あ
ろ
う
（
７
）

。

）
五
八
八
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

七

二
　
契
約
法
規
範
の
変
容
と
改
正
民
法
の
規
律
構
造

１
　
契
約
法
規
範
の
変
容
と
役
務
提
供
契
約

⑴

　契
約
法
規
範
の
変
容

周
知
の
よ
う
に
、
近
代
民
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
契
約
自
由
の
原
則
（
民
法
五
二
一
条
・
五
二
二
条
二
項
）
は
、
当
事
者
の
対
等
性
・
互

換
性
を
前
提
と
す
る
が
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
当
事
者
間
の
経
済
的
・
社
会
的
格
差
（
特
に
情
報
力
・
交
渉
力
格
差
）
の
問
題
性
が
露
呈

し
、
そ
の
修
正
が
図
ら
れ
て
き
た
（
締
約
強
制
、
方
式
規
制
、
内
容
の
適
正
化
な
ど
）。
し
か
し
、
他
方
で
、
近
年
の
契
約
法
の
潮
流
と
し
て
、

契
約
自
由
の
強
調
な
い
し
合
意
重
視
の
傾
向
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
（
８
）

。
そ
れ
は
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
の
自
己
決
定
に
よ
る
契
約
自
由

の
強
調
や
契
約
利
益
を
中
心
と
す
る
債
権
法
の
構
築
へ
向
け
た
動
き
、
契
約
の
尊
重
（
保
護
）
思
想
（
９
）

と
い
っ
た
諸
場
面
で
あ
ら
わ
れ
て
い

る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
、「
契
約
自
由
の
修
正
」
と
「
契
約
自
由
の
復
権
」
が
併
行
・
拮
抗
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
あ

る
。ま

た
、
取
引
社
会
の
進
展
に
対
応
し
て
契
約
形
態
が
変
容
し
て
き
た
こ
と
も
、
現
代
契
約
法
の
特
徴
で
あ
る
（
10
）

。
契
約
当
事
者
（
主
体
）

の
具
体
的
な
属
性
（
消
費
者
・
事
業
者
・
労
働
者
な
ど
）
へ
の
配
慮
、
契
約
内
容
の
定
型
化
や
取
引
方
法
の
多
様
化
に
よ
る
特
別
法
の
制

定
・
改
正
の
進
展
（
割
賦
販
売
法
・
特
定
商
取
引
法
・
金
融
商
品
販
売
法
な
ど
）、
取
引
関
係
の
多
角
化
（
複
数
の
契
約
関
係
の
連
鎖
〔
連
続
（
11
）

〕
や

循
環
構
造
な
ど
）
の
ほ
か
、
契
約
目
的
物
の
多
様
化
と
い
う
特
徴
も
顕
著
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
目
的
物
と
し
て
、
大
量
生
産
さ
れ

た
代
替
性
の
あ
る
種
類
物
が
多
く
な
る
と
と
も
に
、
情
報
や
無
形
サ
ー
ビ
ス
の
重
要
性
が
増
大
し
、
役
務
提
供
契
約
お
よ
び
行
為
債
務
は

現
代
契
約
法
の
特
徴
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
問
題
で
あ
る
。

）
五
八
五
（
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八

⑵

　役
務
提
供
契
約
論
の
展
開

役
務
提
供
契
約
お
よ
び
行
為
債
務
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
一
般
契
約
法
や
契
約
類
型
の
視
点
か
ら
そ
の
特
徴
と
概
念
の
意
義
が

説
か
れ
、
ま
た
、
役
務
の
欠
陥
・
瑕
疵
に
対
す
る
役
務
提
供
者
責
任
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
12
）

。
特
に
、
役
務
提
供
契
約
お
よ
び
提
供
者
責
任

を
消
費
者
被
害
の
救
済
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

⒜

　役
務
提
供
契
約
の
性
質
決
定
　
行
為
債
務
（
な
す
債
務
）
概
念
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
結
果
債
務
・
手
段
債
務
概
念
に

対
応
さ
せ
て
論
じ
る
見
解
が
有
力
で
あ
り
、
役
務
提
供
給
付
の
特
徴
も
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
と
り
わ
け
、
役
務
の
不
可
視
性
・
無
形
性
、

品
質
の
客
観
的
評
価
の
困
難
性
、
復
元
返
還
の
困
難
性
、
貯
蔵
不
可
能
性
、
人
的
依
存
性
・
信
用
供
与
的
性
格
、
役
務
態
様
の
多
様
性
な

ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
役
務
提
供
契
約
は
、「
物
」
の
供
給
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
類
型
化
さ
れ
る
（
物
供
給
と
混
合
す
る
場

合
、
物
に
関
わ
ら
な
い
場
合
〔
純
粋
役
務
〕）
と
と
も
に
、
履
行
結
果
の
態
様
（
結
果
の
達
成
が
約
束
さ
れ
て
い
る
場
合
〔
さ
ら
に
有
形
的
に
具
現
化

す
る
も
の
と
無
形
の
も
の
〕
と
約
束
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
こ
れ
ら
の
混
合
型
）
に
即
し
た
分
析
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
典
型
契
約
と
の

対
比
か
ら
、
役
務
提
供
自
体
を
目
的
と
す
る
の
か
（
雇
用
・
委
任
）、
一
定
の
結
果
の
達
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
か
（
請
負
）
と
い
う

「
給
付
目
的
の
差
違
」、
あ
る
い
は
役
務
（
労
務
）
提
供
者
の
役
務
受
領
者
か
ら
の
独
立
性
（
請
負
・
委
任
）、
従
属
性
（
雇
用
）
と
い
っ
た

「
当
事
者
の
関
与
」
の
度
合
に
応
じ
た
差
別
化
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
当
事
者
に
よ
る
結
果
達
成
の
期
待
は
契
約
に
よ
り

異
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
当
事
者
間
の
独
立
性
・
従
属
性
と
い
う
点
も
段
階
的
な
い
し
類
型
的
に
種
々
考
え
ら
れ
る
（
13
）

。
多
様
な
役
務
提
供
給

付
を
包
括
す
る
視
点
や
分
類
す
る
枠
組
み
は
確
立
さ
れ
て
は
い
な
い
。

以
上
の
状
況
か
ら
は
、
典
型
契
約
制
度
の
意
義
な
い
し
契
約
類
型
の
機
能
に
関
し
て
も
改
め
て
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
（
14
）

。
最
近
で

は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
議
論
の
紹
介
も
盛
ん
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
解
釈
か
ら
性
質
を
決
定
し
、
具
体
的
事
案
に
適
用
可
能

）
五
五
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

九

な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
確
定
す
る
と
い
う
作
業
の
一
環
で
あ
る
「
契
約
の
法
性
決
定
」
に
関
す
る
議
論
の
検
討
（
15
）

や
、
契
約
の
一
般
理
論
と
各
種

の
典
型
契
約
の
規
律
と
の
間
に
特
定
の
問
題
に
関
し
て
共
通
の
性
質
を
も
つ
同
系
類
の
契
約
に
妥
当
す
る
理
論
（
中
間
理
論
）
に
関
す
る

議
論
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
16
）

。

⒝

　役
務
提
供
者
責
任
　
役
務
提
供
者
責
任
の
性
質
・
内
容
に
関
し
て
も
、
そ
の
解
明
へ
向
け
た
一
定
の
傾
向
を
窺
う
こ
と
は
で
き
ず
、

諸
説
が
林
立
す
る
。
結
果
債
務
・
手
段
債
務
類
型
か
ら
の
分
析
や
「
物
」
給
付
と
関
連
づ
け
た
不
完
全
な
役
務
の
判
断
、
消
費
者
保
護
の

見
地
か
ら
役
務
提
供
者
の
注
意
義
務
の
水
準
を
引
き
上
げ
る
考
え
方
な
ど
、
そ
の
解
決
方
向
性
に
関
し
て
は
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
上

述
の
役
務
提
供
給
付
の
諸
特
徴
か
ら
は
、
そ
の
債
務
不
履
行
や
契
約
不
適
合
の
判
断
は
容
易
で
は
な
い
。
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
典
型
・

非
典
型
契
約
を
含
む
多
く
の
役
務
提
供
契
約
に
関
す
る
事
例
が
集
積
さ
れ
て
き
て
い
る
が
（
17
）

、
同
種
の
事
案
に
お
い
て
帰
責
根
拠
（
被
違
反

義
務
）
の
理
解
は
一
致
せ
ず
、
ま
た
、
債
務
内
容
の
特
定
や
債
務
者
の
な
し
た
行
為
の
事
実
認
定
と
本
旨
不
履
行
の
評
価
に
関
す
る
判
断

過
程
が
明
確
で
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。

私
見
は
、
不
完
全
履
行
論
の
成
果
か
ら
解
決
方
向
性
を
得
ら
れ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
不
完
全
履
行
概
念
は
、
履
行
遅
滞
と
履
行
不

能
と
い
う
二
つ
の
態
様
に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
も
の
を
捉
え
る
た
め
の
い
わ
ば
補
充
的
な
態
様
と
し
て
、
不
履
行
責
任
の
拡
張
を
も
た
ら

し
た
。
そ
し
て
、
次
第
に
多
種
多
様
な
役
務
提
供
契
約
が
登
場
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
行
為
債
務
の
重
要
性
が
増
す
に
至
り
、
こ
の
種

の
債
務
に
あ
っ
て
は
「
与
え
る
債
務
（
引
渡
債
務
）」
以
上
に
不
完
全
履
行
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
不
完
全
履
行
論
は
、
契
約
上
の
債
務
・
義
務
構
造
に
関
す
る
理
論
的
進
化
を
も
た
ら
し
た
点
で
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
債

務
・
義
務
に
立
脚
し
て
債
務
不
履
行
を
捉
え
る
分
析
手
法
は
、
本
旨
不
履
行
の
判
断
基
準
を
解
明
す
る
う
え
で
有
用
で
あ
り
、
ま
た
、
役

務
提
供
契
約
で
は
当
事
者
の
契
約
関
係
に
お
け
る
行
為
態
様
（
行
為
義
務
）
が
評
価
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
債
務
者
の
帰
責
性
が

）
五
五
九
（
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一
〇

よ
り
鮮
明
に
な
り
得
る
と
考
え
る
（
18
）

。
こ
の
点
で
、
こ
れ
ま
で
の
積
極
的
債
権
侵
害
論
（
契
約
義
務
論
）
の
成
果
を
導
入
し
た
ド
イ
ツ
給
付

障
害
法
は
、
格
好
の
理
論
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
。

２
　
改
正
民
法
の
規
律
構
造

⑴

　役
務
提
供
契
約
と
民
法
改
正

今
回
の
改
正
民
法
の
立
法
過
程
お
よ
び
契
約
法
の
規
律
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
留
意
点
が
認
め
ら
れ
る
。
民
法
（
債
権
法
）
改
正
委

員
会
の
改
正
試
案
お
よ
び
そ
れ
を
踏
ま
え
た
法
制
審
に
お
い
て
は
、
役
務
提
供
契
約
に
関
し
て
検
討
さ
れ
た
（
19
）

。
そ
こ
で
は
、
雇
用
・
請

負
・
委
任
・
寄
託
を
包
括
す
る
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
「
役
務
提
供
契
約
」
を
位
置
づ
け
、
無
名
の
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
も
適
用

さ
れ
る
総
則
規
定
と
し
て
、
①
役
務
提
供
者
の
義
務
、
②
具
体
的
報
酬
請
求
権
の
発
生
に
関
す
る
一
般
原
則
、
③
役
務
受
領
者
の
任
意
解

除
権
と
そ
れ
に
伴
う
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
予
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
中
間
試
案
の
段
階
で
総
則
規
定
を
お
く
こ
と
が
断
念

さ
れ
、
準
委
任
の
規
定
の
改
正
に
拠
る
こ
と
と
し
た
が
（
20
）

、
要
綱
仮
案
の
段
階
で
そ
れ
も
見
送
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
法
制
審
で
は
、
様
々
な
役
務
提
供
を
内
容
と
す
る
契
約
の
う
ち
で
、
委
任
に
関
す
る
規
定
が
妥
当
す
る
類
型
も
あ
れ
ば
、

そ
う
で
な
い
類
型
も
あ
り
、
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
を
前
提
に
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
受
任
者
の
知
識
や
技
能
と
い
っ
た
専
門
性
を
重
視

し
て
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
（
た
と
え
ば
、
医
療
や
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
）、
準
委
任
を
類
型
化
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
基
準
の
合

理
性
や
明
確
性
の
点
で
疑
問
が
あ
る
と
さ
れ
た
（
21
）

。
そ
し
て
、
結
局
、
委
任
の
規
定
が
準
用
さ
れ
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
規
律
が
不
明
確

で
あ
り
、
他
方
で
、
適
用
さ
れ
る
規
律
を
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
（
22
）

。
な
お
、

「
継
続
的
契
約
」
に
関
し
て
も
、
中
間
試
案
の
段
階
で
は
共
通
す
る
規
律
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
（
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
の
終
了
、
期
間

の
定
め
の
な
い
契
約
の
終
了
、
解
除
の
効
力
（
23
）

）、
要
綱
仮
案
に
至
る
過
程
で
見
送
ら
れ
た
（
24
）

。

）
五
五
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

一
一

そ
の
後
成
立
し
た
改
正
民
法
に
お
い
て
は
、
契
約
自
由
の
原
則
が
明
文
化
さ
れ
（
五
二
一
条
・
五
二
二
条
二
項
）、
典
型
契
約
の
諾
成
契

約
化
が
図
ら
れ
た
（
諾
成
的
消
費
貸
借
〔
五
八
七
条
の
二
〕、
使
用
貸
借
〔
五
九
三
条
〕、
寄
託
〔
六
五
七
条
〕）。
ま
た
、
売
買
の
契
約
不
適
合
責

任
（
五
六
二
条
以
下
）
の
有
償
契
約
へ
の
準
用
（
五
五
九
条
。
請
負
の
瑕
疵
担
保
責
任
規
定
の
削
除
）
や
履
行
（
ま
た
は
利
益
）
割
合
に
応
じ
た
報

酬
請
求
権
規
定
の
創
設
（
六
二
四
条
の
二
〔
雇
用
〕、
六
三
四
条
〔
請
負
〕、
六
四
八
条
三
項
〔
委
任
〕、
六
六
五
条
〔
六
四
八
条
の
準
用
。
寄
託
〕）
な

ど
、
役
務
提
供
契
約
に
対
応
す
る
規
律
も
認
め
ら
れ
る
。

⑵

　契
約
責
任
法
の
構
造

⒜

　債
務
不
履
行
責
任
　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
改
正
民
法
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
（
四
一
五
条
）
を
「
契
約
の
拘

束
力
」（
パ
ク
タ
原
則
）
か
ら
導
く
（
25
）

。
こ
れ
は
、
近
時
の
国
際
的
な
契
約
法
の
潮
流
（
国
際
物
品
売
買
契
約
に
関
す
る
国
連
条
約
〔
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
〕、

ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
〔
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
〕、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
〔
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
〕
な
ど
）
を
背
景
と
す
る
理
解
で
あ
る
と
さ
れ
、
伝
統

的
な
過
失
責
任
主
義
は
放
棄
さ
れ
、
契
約
で
引
き
受
け
た
債
務
が
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
賠
償
責
任
は
免
れ
ず
、
そ
れ
が
契
約
の
想
定
外
の

リ
ス
ク
が
原
因
と
な
っ
て
生
じ
た
場
合
に
は
例
外
と
し
て
免
責
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
契
約
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
き
債
務

者
が
い
か
な
る
内
容
の
債
務
を
引
き
受
け
た
の
か
と
い
う
契
約
の
解
釈
が
決
め
手
と
な
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
立
要
件
は
、「
債
務
の
不
履
行
」
と
「
帰
責
事
由
（
過
失
）」

の
二
元
的
構
成
に
立
脚
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
改
正
民
法
四
一
五
条
に
お
い
て
、「
債
務
の
不
履
行
」
の
判
断
基
準
、「
帰
責

事
由
」・「
非
帰
責
事
由
（
免
責
事
由
）」
の
理
解
と
「
債
務
の
不
履
行
」
と
の
関
係
、
不
法
行
為
規
範
と
の
関
係
な
ど
、
規
律
構
造
は
判
然

と
し
な
い
（
26
）

。「
契
約
の
拘
束
力
」
に
基
づ
く
考
え
方
（
約
束
〔
合
意
〕
し
た
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
）
を
重
視
す
る
と
、「
債
務
の
不
履
行
」

の
判
断
の
み
で
損
害
賠
償
を
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
契
約
内
容
の
判
断
と
帰
責
事
由
の
有
無
の
判
断
と
が
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
が
（
27
）

、
こ

）
五
五
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
二

の
点
の
理
解
も
明
ら
か
で
は
な
い
。「
行
為
債
務
」（
特
に
手
段
債
務
〔
例
、
医
師
の
診
療
債
務
〕）
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
具
体
的
な
行
為

に
対
す
る
評
価
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
の
過
失
判
断
と
の
相
違
は
な
い
と
み
る
と
、
帰
責
事
由
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ

き
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
そ
う
す
る
と
、「
物
」
給
付
（
財
産
権
移
転
型
・
利
用
型
契
約
）
と
は
別
に
、
役
務
提
供
契
約
に
対
応
さ
せ
た
特

別
の
責
任
法
の
構
築
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
帰
責
根
拠
を
「
契
約
の
拘
束
力
」（「
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
契
約
に
よ
り
引
き
受
け
た
債
務
の
内
容
を
実
現
し
な
い
」
と
い
う
事
態
）

に
求
め
る
立
場
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
本
来
的
債
権
の
効
力
と
し
て
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
は
、
損
害
賠
償
は

責
任
法
理
と
い
う
よ
り
も
本
来
の
債
務
の
履
行
を
確
保
・
実
現
さ
せ
る
制
度
（
代
償
的
給
付
な
い
し
反
対
給
付
と
の
調
整
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

不
法
行
為
規
範
と
の
峻
別
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
方
向
へ
向
か
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠

償
は
あ
く
ま
で
責
任
法
理
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
み
れ
ば
、
損
害
賠
償
責
任
を
正
当
化
す
べ
く
根
拠
が
必
要
と
は

な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

履
行
・
追
完
請
求
や
代
金
減
額
請
求
、
解
除
と
は
異
な
り
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
は
、
本
来
的
債
務
の
実
現
（
債
務
の
履
行

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
債
権
者
が
被
っ
た
損
害
）
の
み
な
ら
ず
、
債
務
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
（
債

務
の
不
履
行
の
結
果
債
権
者
が
被
っ
た
損
害
）
の
賠
償
ま
で
及
び
得
る
の
で
あ
り
、
債
務
内
容
の
実
現
の
範
囲
を
超
え
た
損
害
賠
償
の
帰
責
根

拠
を
別
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
帰
責
事
由
と
し
て
の
「
過
失
」
を
根
拠
と
し
て
き
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
過
失
責
任
主
義
を
堅
持
す
る
理
由
も
、
こ
の
よ
う
な
正
当
化
根
拠
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
債
務
の
不
履
行
」
と
「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
に
よ
る
二
元
的
要
件
構
成
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
（
28
）

。

も
っ
と
も
、
学
説
上
の
最
大
の
争
点
で
あ
る
「
過
失
責
任
主
義
」
か
「
契
約
の
拘
束
力
」
か
と
い
う
損
害
賠
償
の
帰
責
根
拠
に
関
し
て
は
、

）
五
五
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

一
三

四
一
五
条
の
明
文
か
ら
は
直
接
に
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⒝

　契
約
不
適
合
責
任
　
改
正
民
法
は
、
長
ら
く
法
的
性
質
に
関
し
て
争
い
の
あ
っ
た
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
、
債
務
不
履
行
責
任

（
不
完
全
履
行
責
任
）
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。「
隠
れ
た
瑕
疵
」
概
念
に
代
わ
る
「
契
約
不
適
合
」
概
念
の
採
用
、
追
完

請
求
権
お
よ
び
代
金
減
額
請
求
権
の
創
設
、
請
負
契
約
独
自
の
担
保
責
任
規
定
の
削
除
な
ど
、
改
正
前
民
法
の
規
律
を
大
き
く
変
え
て
い

る
（
29
）

。「
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
種
類
、
品
質
又
は
数
量
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
」
場
合
（
五
六
二
条
一
項
）、
売
主
の
帰
責

事
由
を
要
す
る
こ
と
な
く
追
完
請
求
権
（
五
六
二
条
）・
代
金
減
額
請
求
権
（
五
六
三
条
）
が
認
め
ら
れ
る
。
損
害
賠
償
請
求
権
お
よ
び
契

約
解
除
権
は
、
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
に
よ
る
が
（
五
六
四
条
）、
権
利
行
使
の
期
間
制
限
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
（
五
六
六
条
。
物
の
種

類
・
品
質
の
不
適
合
の
場
合
に
限
定
）。
そ
し
て
、
売
買
の
規
定
は
、
そ
れ
以
外
の
有
償
契
約
に
準
用
さ
れ
る
（
五
五
九
条
）。

目
的
物
の
契
約
不
適
合
が
役
務
（
行
為
債
務
）
の
瑕
疵
に
起
因
す
る
場
合
（
物
の
製
作
・
修
繕
、
運
送
、
寄
託
な
ど
）
は
、
目
的
物
に
関
連

づ
け
た
責
任
構
成
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
（
財
産
権
）
の
移
転
自
体
を
目
的
と
す
る
売
買
と
は
異
な
り
、
仕
事
の
完
成
と
い
う
役

務
の
提
供
を
主
た
る
目
的
と
す
る
請
負
で
は
、
そ
の
評
価
要
素
も
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
が
責
任
構
造
の
理
解
に
も
関
わ
っ
て
く
る
（
30
）

。
さ
ら

に
、
物
に
関
わ
ら
な
い
役
務
提
供
給
付
（
純
粋
役
務
＝
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
、
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
教
育
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
の
瑕
疵
が
問
題

と
な
る
場
合
に
は
、
契
約
不
適
合
責
任
の
適
用
・
準
用
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
物
」
給
付
と
は
異
な
り
、
役
務
提
供
給
付

に
あ
っ
て
は
、
給
付
結
果
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
瑕
疵
の
な
い
役
務
と
は
何
か
が
定
ま
っ
て
い
な
い
場
合
も
多
く
、
実
際
に

な
さ
れ
た
役
務
の
質
を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
と
一
応
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
責
任
内
容
と
し
て
は
、
不
完
全

な
結
果
の
是
正
な
い
し
原
状
回
復
と
し
て
の
瑕
疵
修
補
請
求
や
新
た
な
役
務
提
供
請
求
、
場
合
に
よ
っ
て
は
役
務
提
供
者
の
変
更
請
求

）
五
五
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
四

（「
物
」
取
引
の
代
物
請
求
に
相
応
）
な
ど
も
考
え
ら
れ
、
契
約
不
適
合
責
任
の
効
果
と
も
親
和
的
で
あ
る
。
契
約
不
適
合
責
任
を
契
機
に
、

役
務
提
供
者
責
任
の
帰
責
構
造
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

三
　
ド
イ
ツ
給
付
障
害
法
に
お
け
る
議
論
状
況

１
　
役
務
提
供
型
契
約
類
型
の
変
遷

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
お
よ
び
国
内
法
と
し
て
の
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
役
務
提
供
給
付
（D

ienstleistung

）
概
念
の
理
解
は
未
だ
一
致
し

て
お
ら
ず
、
ま
た
、
役
務
提
供
契
約
の
規
律
構
成
に
関
し
て
も
議
論
が
あ
り
、
生
成
途
上
に
あ
る
（
31
）

。

ロ
ー
マ
法
で
は
、
適
切
な
訴
権
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
契
約
類
型
へ
の
当
て
は
め
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
統
一
的
な
賃
貸
借
契
約

（locatio conductio

〔
賃
約
〕）
が
、
役
務
提
供
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
た
（
32
）

。
す
な
わ
ち
、
賃
貸
人
は
、
あ
る
も
の
を
一
定
の
代
価
と
引
換

え
に
自
由
に
処
分
さ
せ
、
賃
借
人
は
、
合
意
さ
れ
た
利
用
ま
た
は
労
務
お
よ
び
そ
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
（
物
・
労
務
の
利
用
、

人
・
物
の
運
送
、
目
的
物
の
加
工
・
修
繕
な
ど
）
と
す
る
契
約
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
多
様
な
内
容
を
有
す
る
賃
貸
借
契
約
は
、
中
世
以
降
（
一
六
、
一
七
世
紀
）
徐
々
に
分
化
さ
れ
、
物
賃

貸
借
（locatio conductio rei

）、
労
務
賃
貸
借
（locatio conductio operarum

）、
仕
事
賃
貸
借
（locatio conductio operis

）
に
三
分
さ
れ

て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
物
賃
貸
借
か
ら
後
二
者
が
区
別
さ
れ
、
各
々
雇
用
契
約
と
請
負
契
約
と
し
て
確
立
し
た
。
ド
イ
ツ
の
パ
ン
デ
ク
テ

ン
法
学
は
、
こ
の
よ
う
な
雇
用
契
約
と
請
負
契
約
の
峻
別
を
受
け
継
ぎ
、
労
務
の
完
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
契
約
と
、
労
務
の
完
成

へ
向
け
た
手
段
を
講
じ
る
こ
と
だ
け
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
契
約
に
細
分
さ
れ
て
い
っ
た
（
33
）

。

）
五
五
九
（
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行
賠
償
責
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（
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一
五

こ
う
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
以
上
の
三
分
類
の
伝
統
を
承
継
し
、
役
務
提
供
契
約
は
、
仕
事
（
労
務
）
の
完
成
の
有
無
に
応
じ
て
雇
用
契

約
と
請
負
契
約
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
一
般
的
理
解
と
な
っ
て
い
る
（
34
）

。
委
任
契
約
は
、
無
償
契
約
と
さ
れ
て
い
る
た

め
に
（
35
）

、
役
務
提
供
契
約
の
類
型
と
し
て
の
重
要
な
意
味
を
有
し
な
い
。
ま
た
、
有
償
事
務
処
理
契
約
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
七
五
条
）
は
、
事
務
処
理

を
内
容
と
す
る
雇
用
契
約
ま
た
は
請
負
契
約
に
委
任
の
ル
ー
ル
が
補
充
適
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
独
立
し
た
契
約
類
型
と
し
て
は
扱
わ
れ

な
い
（
36
）

。
な
お
、
高
度
な
役
務
提
供
給
付
（
医
師
・
弁
護
士
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
高
級
労
務
）
を
目
的
と
す
る
契
約
は
、
雇
用
契
約
に
分
類
さ
れ
る

（「
自
由
な
雇
用
契
約
〔freier D

ienstvertrag

〕」
と
称
さ
れ
る
（
37
）

）。

２
　
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
立
要
件

⑴

　給
付
障
害
の
統
一
的
要
件
と
し
て
の
「
義
務
違
反
」

Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
二
〇
〇
二
年
よ
り
施
行
さ
れ
た
債
務
法
現
代
化
法
に
よ
り
、
不
能
と
遅
滞
に
限
定
し
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
規
定
を
改
正
し
、

給
付
障
害
を
包
括
す
る
統
一
的
な
「
義
務
違
反
」
概
念
を
採
用
し
た
。
そ
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、「
義
務
違

反
」
に
つ
き
「
帰
責
事
由
」
が
存
す
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
（
38
）

。
不
能
・
遅
滞
お
よ
び
保
護
義
務
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
）
違
反
を
根
拠
と

す
る
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
・
三
項
、
同
二
八
一
条
、
同
二
八
二
条
、
同
二
八
三
条
）、
給
付
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠

償
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
二
項
、
二
八
六
条
）、
義
務
違
反
に
基
づ
く
一
般
的
な
損
害
賠
償
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
）
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
ま
ず
、
債
務
者
の
行
為
が
契
約
そ
の
他
の
債
務
関
係
の
本
旨
に
適
合
し
な
い
と
い
う
事
態
を
義
務
違
反
概
念
に
即
し
て
判

断
す
る
。
給
付
障
害
の
統
一
的
概
念
と
し
て
「
義
務
違
反
」
を
定
め
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
一
文
）、
さ
ら
に
、
債
務
関
係
か
ら
生
じ
る

義
務
に
関
し
て
は
、
給
付
に
関
連
す
る
義
務
（
同
二
四
一
条
一
項
）
に
限
定
さ
れ
ず
、
そ
の
他
の
義
務
（
同
条
二
項
）
お
よ
び
法
律
行
為
に

類
似
し
た
債
務
関
係
か
ら
生
じ
る
義
務
（
と
り
わ
け
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
義
務
〔
同
三
一
一
条
二
項
・
三
項
〕）
を
包
含
す
る
。
し
た

）
五
五
九
（
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が
っ
て
、
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
義
務
が
問
題
と
な
る
の
か
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。

義
務
構
造
に
関
す
る
議
論
は
、
主
に
積
極
的
債
権
侵
害
論
の
中
で
展
開
さ
れ
た
。
一
方
で
、
契
約
債
務
関
係
の
構
造
分
析
に
立
脚
し
て

給
付
義
務
に
対
比
さ
せ
た
付
随
義
務
・
保
護
義
務
と
い
う
形
で
の
整
理
が
な
さ
れ
（
39
）

、
ま
た
、
債
権
者
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
利
益
状
態
と
の

関
係
か
ら
当
該
義
務
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
分
析
さ
れ
（
40
）

、
諸
義
務
の
具
体
的
内
容
や
相
互
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

概
し
て
、
契
約
義
務
は
、
当
該
義
務
の
指
向
す
る
利
益
か
ら
、
給
付
利
益
な
い
し
給
付
結
果
（
債
権
者
が
債
務
者
の
給
付
を
通
し
て
獲
得
し

得
る
利
益
）
の
保
持
へ
向
け
ら
れ
る
も
の
（
主
た
る
給
付
義
務
、
従
た
る
給
付
義
務
、
付
随
的
義
務
）
と
完
全
性
利
益
（
生
命
・
身
体
・
健
康
等
の

人
格
的
利
益
ま
た
は
所
有
権
等
の
財
産
的
利
益
、
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
た
法
律
上
保
護
に
値
す
る
利
益
）
の
保
持
へ
向
け
ら
れ
る
も
の
（
保
護
義
務
）

に
分
け
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。「
主
た
る
給
付
義
務
（H

auptleistungspflicht

）」（
例
、
売
買
目
的
物
の
所
有
権
・
占
有
の
移
転
義
務
、
代
金
支
払

義
務
）
は
、
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
く
当
該
債
務
関
係
（
契
約
関
係
）
の
類
型
を
決
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
従
た
る
給
付
義
務

（N
ebenleistungspflicht

）」（
例
、
売
買
目
的
物
の
据
付
・
組
立
て
、
用
法
説
明
な
ど
）
は
、「
主
た
る
給
付
義
務
」
と
併
存
し
て
債
務
関
係
の
内

容
を
画
す
る
義
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
従
た
る
給
付
義
務
」
と
「
付
随
的
義
務
（N

ebenpflichten

）」（
論
者
に
よ
り
異
な
る
が
、
履
行
の
準

備
、
目
的
物
の
保
管
・
用
法
説
明
を
例
示
す
る
見
解
も
あ
る
）
の
区
別
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
者
で
は
履
行
請
求
権
（
従
た
る
給
付
結
果
）・
訴
求

可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
点
で
区
別
す
る
の
が
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
理
解
で
あ
る
（
41
）

。「
付
随
的
義
務
」
は
、
そ
の
違
反
が
あ
っ
て
も
給
付
結

果
が
実
現
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
れ
が
給
付
結
果
の
不
完
全
（
＝
給
付
義
務
違
反
）
と
評
価
さ
れ
て
は
じ
め
て
問
題
と
さ
れ
、
独
自
で
は

帰
責
根
拠
と
は
な
ら
な
い
点
で
給
付
義
務
と
相
違
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
と
は
構
造
上
峻
別
さ
せ
た
形
で
「
完
全
性
利
益
保
護
義
務

（S
chutzpflicht

）」
を
観
念
す
る
の
が
一
般
的
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
義
務
は
契
約
債
務
関
係
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
か
、
特
に
保
護
義
務
を
債
務
関
係
の
中
に
取
り
込
め
る
の
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
否
定
す
る
と
き
に
は
保
護
義

）
五
五
八
（
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務
は
不
法
行
為
規
範
へ
放
逐
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
肯
定
す
る
と
き
に
は
そ
の
法
的
論
拠
お
よ
び
債
務
関
係
の
機
能
領
域

（
契
約
規
範
）
の
限
界
づ
け
が
問
題
と
さ
れ
、
保
護
義
務
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
（
42
）

。

債
務
法
現
代
化
法
（
債
務
法
改
正
）
以
後
の
学
説
も
、
問
題
と
な
る
給
付
実
態
を
以
上
の
よ
う
な
債
務
関
係
か
ら
生
じ
る
諸
義
務
に
対

応
さ
せ
て
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
一
項
を
根
拠
と
す
る
（
主
・
従
の
）
給
付
義
務
と
同
条
二
項
が
意
味
す
る
保
護
義

務
に
峻
別
し
（
43
）

、
あ
る
い
は
、「
給
付
に
関
連
す
る
義
務
」
と
「
給
付
に
関
連
し
な
い
義
務
」
に
即
し
て
給
付
障
害
（
義
務
違
反
）
を
類
型
化

し
て
（
44
）

、
損
害
賠
償
や
契
約
解
除
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
も
区
別
し
て
処
理
さ
れ
る
。
特
に
、
保
護
義
務
に
関
し
て
は
、
そ
の
根
拠
規
定
が

設
け
ら
れ
た
が
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
）、
給
付
義
務
と
の
判
別
お
よ
び
義
務
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
き
未
だ
共
通
の
理

解
は
得
ら
れ
て
い
な
い
（
45
）

。

以
上
の
動
向
か
ら
は
、「
義
務
違
反
」
と
し
て
問
題
と
な
る
給
付
実
態
は
、（
主
・
従
の
）
給
付
義
務
違
反
ま
た
は
保
護
義
務
違
反
と
し

て
の
認
定
判
断
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
役
務
提
供
契
約
に
お
い
て
も
上
記
の
よ
う
な
契
約
義
務
の
基
本
構
造
は
妥
当

す
る
の
か
、
ま
た
、
役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
の
判
断
に
関
し
て
検
討
を
要
す
る
。

⑵

　「帰
責
事
由
」
要
件
の
理
解

損
害
賠
償
請
求
権
は
、
義
務
違
反
に
つ
き
、
さ
ら
に
「
帰
責
事
由
」
が
あ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
二
文
）。
帰

責
事
由
は
、
過
失
責
任
主
義
を
原
則
と
し
（
同
二
七
六
条
一
項
（
46
）

）、
そ
れ
は
取
引
上
必
要
と
さ
れ
る
注
意
を
欠
く
こ
と
を
い
う
（
同
条
二
項
）。

今
日
、
過
失
と
は
、
取
引
に
適
っ
た
客
観
的
な
行
為
を
基
準
に
し
て
判
断
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
47
）

。

そ
こ
で
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
立
に
つ
き
、「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
を
要
件
と
し
た
理
由
が
問
題
と
な
る
。
カ
ナ
ー
リ
ス

（C
an

aris

）
は
、
債
務
者
が
債
務
と
し
て
負
担
し
た
給
付
を
実
現
し
な
い
、
あ
る
い
は
契
約
上
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
、
そ
れ
が
債
務

）
五
五
五
（
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者
に
と
っ
て
重
大
な
負
担
と
な
る
場
合
が
あ
る
か
ら
だ
と
説
明
す
る
（
48
）

。
す
な
わ
ち
、
と
り
わ
け
一
次
的
給
付
義
務
か
ら
二
次
的
給
付
義
務

へ
移
行
す
る
場
合
（
49
）

に
は
、
不
履
行
損
害
の
賠
償
は
一
次
的
給
付
よ
り
も
重
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
く
、
遅
延
損
害
の
賠
償
や
責
任
の

厳
格
化
、
さ
ら
に
保
護
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
も
債
務
者
に
重
大
な
負
担
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
効

果
を
債
務
者
の
特
別
な
有
責
性
、
つ
ま
り
帰
責
事
由
（
過
失
）
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
二

文
か
ら
は
、
債
務
者
が
義
務
違
反
に
つ
き
帰
責
事
由
が
な
い
こ
と
を
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、「
帰
責
事
由
」
概
念
を
め
ぐ
り
、
過
失
責
任
主
義
を
維
持
す
る
こ
と
の
当
否
に
関
し
て
は
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

に
消
極
的
な
立
場
に
あ
っ
て
も
、
過
失
責
任
主
義
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
見
解
は
み
ら
れ
な
い
。
本
来
的
給
付
に
代
わ
る
金
銭
給
付
の
賠

償
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
帰
責
事
由
を
不
要
と
す
る
見
解
（
50
）

も
、
完
全
性
利
益
侵
害
（
保
護
義
務
違
反
）
の
場
面
で
は
過
失
責
任
を
否
定

せ
ず
、
ま
た
、
国
際
的
契
約
法
の
ル
ー
ル
に
依
拠
し
て
過
失
責
任
主
義
の
後
退
を
主
張
す
る
見
解
（
51
）

に
あ
っ
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
い
て
は
、

規
定
構
造
上
、
帰
責
事
由
（
過
失
の
有
無
）
は
免
責
要
件
と
さ
れ
る
が
故
に
、
過
失
責
任
主
義
の
意
義
が
失
わ
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い

（
多
分
に
技
巧
的
で
は
あ
る
）。
こ
の
点
は
、
日
本
民
法
四
一
五
条
も
同
様
の
構
成
を
採
っ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、「
債
務
の
不
履

行
」
と
「
非
帰
責
事
由
（
免
責
事
由
）」
の
関
係
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
。

ま
た
、
結
果
債
務
と
行
為
債
務
・
保
護
義
務
と
い
う
債
務
（
給
付
）
類
型
に
立
脚
す
る
立
場
か
ら
、
義
務
違
反
と
帰
責
事
由
（
過
失
）

が
重
複
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
行
為
に
関
連
す
る
（
結
果
に
関
連
し
な
い
）
給
付
義
務
」

と
「
給
付
に
関
連
し
な
い
付
随
義
務
（
保
護
義
務
〔
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
〕）」
に
つ
い
て
は
、
義
務
違
反
と
帰
責
事
由
（
過
失
）
の
認
定
判

断
は
重
な
り
、
特
に
、
保
護
義
務
違
反
の
場
合
に
は
両
要
件
の
判
断
対
象
と
な
る
債
務
者
の
行
為
は
一
致
す
る
と
解
す
る
点
で
は
ほ
ぼ
異

論
は
な
い
。
こ
れ
は
、
役
務
提
供
契
約
・
行
為
債
務
の
特
質
に
関
わ
る
留
意
点
で
あ
り
、
後
に
改
め
て
検
討
す
る
。

）
九
九
九
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

一
九

以
上
の
い
ず
れ
の
見
解
に
あ
っ
て
も
、「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
要
件
を
放
棄
し
「
義
務
違
反
」
要
件
に
一
元
化
す
る
主
張
は
み
ら
れ
な

い
。
二
元
的
構
成
を
維
持
し
つ
つ
、
一
定
の
場
面
で
は
帰
責
事
由
要
件
の
機
能
が
縮
減
さ
れ
る
と
の
見
解
が
散
見
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

３
　
役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
の
特
徴

⑴

　「義
務
違
反
」
概
念

上
述
し
た
よ
う
に
、
給
付
障
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、「
義
務
違
反
」
に
つ
き
「
帰
責
事
由
」
が
必
要

と
な
る
。
両
要
件
の
意
義
お
よ
び
関
係
に
つ
い
て
は
、
証
明
責
任
の
分
配
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

原
則
と
し
て
、
債
権
者
は
、「
義
務
違
反
」（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
一
文
）、
損
害
の
発
生
お
よ
び
そ
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
証
明
責
任

を
負
い
、
義
務
違
反
の
証
明
に
よ
り
「
帰
責
事
由
」（
同
項
二
文
）
は
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
不
存
在
に
つ
き
債
務
者
が
証
明
責
任
を
負

う
（
証
明
責
任
の
転
換
）
と
解
さ
れ
て
い
る
（
52
）

。
ま
た
、
損
害
発
生
の
原
因
が
債
務
者
の
保
護
範
囲
・
危
険
領
域
か
ら
生
じ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
場
合
に
は
、
証
明
責
任
の
転
換
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
（
53
）

。

証
明
責
任
は
、
義
務
の
種
類
（
給
付
義
務
、
保
護
義
務
）、
内
容
（
結
果
に
関
連
す
る
義
務
、
行
為
に
関
連
す
る
義
務
）、
義
務
違
反
の
態
様

（
不
給
付
、
不
完
全
給
付
、
そ
の
他
の
給
付
障
害
）
に
応
じ
て
議
論
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
義
務
違
反
」
と
は
、
債
務
者
の
行
為
が
債
務
関
係
が

予
定
す
る
義
務
（
給
付
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
学
説
は
、
そ
れ
を
①
「
結
果
に
関
連
す
る
給
付
義
務

（erfolgsbezogene L
eistungspflichten

）」
と
、
②
「
行
為
に
関
連
す
る
給
付
義
務
（verhaltensbezogene

〔handlungsbezogene ; 

tätigkeitsbezogene

〕L
eistungspflichten

）」
と
に
区
別
し
て
捉
え
て
い
る
（
54
）

。

①
は
、
あ
る
一
定
の
結
果
の
実
現
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
例
え
ば
、
売
買
目
的
物
の
給
付
不
能
、
遅
滞
、
不
完
全
給

付
が
「
義
務
違
反
」
と
し
て
判
断
さ
れ
、
債
務
者
は
、
そ
こ
で
の
帰
責
事
由
の
不
存
在
を
主
張
立
証
す
る
。
①
は
、
主
に
引
渡
債
務
（
与

）
九
九
九
九
（
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二
〇

え
る
債
務
）
を
目
的
と
す
る
財
産
権
移
転
型
な
い
し
財
産
権
利
用
型
契
約
が
対
象
と
な
る
が
、
さ
ら
に
、
給
付
結
果
の
実
現
が
予
定
さ
れ

て
い
る
役
務
提
供
型
契
約
（
請
負
契
約
、
旅
行
契
約
、
運
送
契
約
、
寄
託
契
約
、
倉
庫
契
約
な
ど
）
に
も
妥
当
す
る
（
55
）

。
例
え
ば
、
請
負
人
は
仕
事

完
成
義
務
を
負
う
か
ら
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
三
一
条
）、
物
お
よ
び
権
利
の
瑕
疵
（
同
六
三
三
条
）
か
ら
義
務
違
反
が
判
断
さ
れ
、
ま
た
、
建
築
契
約

に
お
け
る
建
築
家
（
同
六
五
〇
Ｐ
条
）
も
、
完
成
し
た
建
築
物
の
瑕
疵
の
証
明
が
義
務
違
反
と
な
る
。
同
様
に
、
運
送
契
約
に
お
け
る
運

送
人
の
義
務
違
反
も
、
旅
客
・
貨
物
の
損
傷
の
有
無
か
ら
判
断
さ
れ
る
（
56
）

。
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
結
果
債
務
と
解
さ
れ
て
き
た
契
約
類
型

で
あ
り
、
給
付
行
為
と
そ
の
行
使
に
よ
る
給
付
結
果
は
区
別
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
②
は
、
契
約
締
結
時
点
で
は
給
付
結
果
の
実
現
を
債
務
者
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
現
へ
向
け
た
一
定
の
行

為
の
み
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
手
段
債
務
と
し
て
類
別
さ
れ
て
き
た
契
約
で
あ
り
、
雇
用
・
労
働
契
約
、
治

療
契
約
、
弁
護
士
契
約
な
ど
が
対
象
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
給
付
結
果
の
実
現
に
向
け
た
行
為
を
し
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
逸
脱
し

た
行
為
が
「
義
務
違
反
」
と
さ
れ
、
そ
の
認
定
判
断
は
取
引
上
必
要
と
さ
れ
る
注
意
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
六
条
二
項
）
を
基
準
に
す
る
と
解
す
る

と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
義
務
違
反
」
は
「
帰
責
事
由
」
要
件
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
治
療
契
約
は
、
原
則
と
し
て
医
師
に
医
学
的
治
療
を
成
功
さ
せ
る
義
務
ま
で
は
負
わ
さ
ず
、
一
定
の
行
為
を
義
務
づ
け
る
に

す
ぎ
な
い
（「
行
為
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」）
か
ら
雇
用
契
約
に
分
類
さ
れ
る
（
57
）

。
そ
し
て
、
医
師
の
義
務
違
反
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
一
文
）

は
、
治
療
効
果
の
不
達
成
に
で
は
な
く
、
一
般
に
認
め
ら
れ
る
医
療
水
準
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
が
（
58
）

、
そ
れ
と
帰
責
事
由
要
件
と
の
区

別
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
59
）

。
同
じ
く
、
弁
護
士
契
約
に
お
い
て
も
、
依
頼
者
が
敗
訴
し
た
こ
と
が
弁
護
士
の
義
務
違
反
と
な
る
の
で
は

な
く
、
助
言
等
が
専
門
家
と
し
て
の
水
準
を
満
た
し
て
い
た
か
否
か
が
判
断
要
素
と
な
る
（
60
）

。

さ
ら
に
、「
行
為
に
関
連
す
る
（
付
随
）
義
務
」
な
い
し
「
給
付
に
関
連
し
な
い
義
務
」
に
つ
い
て
も
、
上
述
の
②
（「
行
為
に
関
連
す
る

）
九
九
九
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

二
一

給
付
義
務
」）
の
場
合
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
と
す
る
見
解
（
61
）

が
有
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
に
基
づ
く
保
護
義
務
・
配

慮
義
務
（R

ücksichtnahm
epflichten

）
の
他
、
説
明
義
務
、
助
言
義
務
、
警
告
義
務
、
監
督
義
務
な
ど
は
、
契
約
成
立
時
に
は
定
ま
っ
て

お
ら
ず
、
履
行
過
程
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
債
権
者
は
、
債
務
者
の
こ
の
種
の
客
観
的
な
義
務
違
反
を
証
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
②
の
場
合
と
同
様
に
取
引
上
必
要
と
さ
れ
る
注
意
（
同
二
七
六
条
二
項
）
が
基
準
と
な
る
。
治
療
契
約
に
お
け
る
医

師
の
患
者
に
対
す
る
説
明
義
務
・
情
報
提
供
義
務
や
弁
護
士
・
税
理
士
な
ど
の
依
頼
者
に
対
す
る
助
言
義
務
、
銀
行
の
顧
客
に
対
す
る
説

明
・
助
言
義
務
な
ど
が
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
は
契
約
義
務
構
造
の
理
解
に
よ
っ
て
は
（
主
・
従
の
）
給
付
義
務
と
し
て
構
成

さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
一
文
の
「
義
務
違
反
」
概
念
に
は
給
付
義
務
の
不
履
行
と
そ
の

他
の
行
為
義
務
違
反
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
見
解
が
、
既
に
債
務
法
現
代
化
法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
存
し
て
い
た
（
62
）

。

⑵

　「義
務
違
反
」
と
「
帰
責
事
由
」
の
関
係

前
述
し
た
よ
う
に
、「
帰
責
事
由
」
要
件
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
二
文
）
は
、
同
二
七
六
条
一
項
が
定
め
る
帰
責
構
造
、
す
な
わ
ち
過

失
責
任
主
義
を
原
則
と
し
、
そ
れ
は
取
引
上
必
要
と
さ
れ
る
注
意
を
欠
く
こ
と
を
い
う
（
同
条
二
項
（
63
）

）。
そ
し
て
、
給
付
障
害
法
に
お
い
て

は
、
不
法
行
為
法
以
上
に
客
観
的
注
意
義
務
基
準
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
債
権
者
は
債
務
者
が
契
約
に
適
っ
た
給
付
を

す
る
こ
と
を
期
待
し
、
そ
の
客
観
的
・
規
範
的
な
給
付
に
対
す
る
信
頼
が
保
障
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
64
）

。
不
法
行
為
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一

項
）
で
は
、
侵
害
行
為
に
つ
き
直
接
に
故
意
・
過
失
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
が
、
給
付
障
害
法
（
同
二
八
〇
条
）
で
は
、
給
付
実
態
に
対
す

る
「
義
務
違
反
」
と
し
て
の
認
定
判
断
を
踏
ま
え
て
、「
帰
責
事
由
」
の
有
無
が
（
同
二
七
六
条
を
介
在
さ
せ
て
）
問
わ
れ
る
（
65
）

。

そ
し
て
、
債
務
法
現
代
化
法
の
制
定
以
降
、
債
務
（
給
付
）
類
型
に
着
目
し
て
、「
義
務
違
反
」
と
「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
要
件
の
関

係
を
論
じ
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
ま
ず
、
シ
ュ
ー
ル
ツ
ェ
／
エ
バ
ー
ス
（S

ch
u

lze /
 E

bers

）
は
、「
給
付
に
関
連
す
る
義
務
」
と
「
給

）
九
九
九
九
（
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二
二

付
に
関
連
し
な
い
付
随
義
務
」（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
）
に
分
け
、
両
要
件
の
関
係
を
論
じ
る
（
66
）

。
す
な
わ
ち
、
給
付
に
関
す
る
義
務
の
不

履
行
が
存
す
る
場
合
に
は
、
不
履
行
に
至
っ
た
根
拠
（
債
務
者
の
行
為
）
を
証
明
す
る
こ
と
を
新
債
務
法
は
予
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
不

履
行
は
義
務
違
反
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、
過
失
が
推
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
医
療
契
約
に
お
け
る
医
師
の
責
任
は
、
あ
る
一
定

の
治
療
結
果
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
不
履
行
が
客
観
的
な
義
務
違
反
を
構
成
す
る
と
同
時
に
過
失
（
同
二
八
〇
条
一
項
二

文
）
も
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
付
随
義
務
（
同
二
四
一
条
二
項
）
違
反
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
患
者
側
が
医
師
の
具
体
的
な
過

誤
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
67
）

。
シ
ュ
ー
ル
ツ
ェ
／
エ
バ
ー
ス
は
、
給
付
義
務
（
同
二
四
一
条
一
項
）
の
不
履
行
は
、
一
般
に
「
義
務
違

反
」
を
構
成
す
る
と
同
時
に
「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
の
存
在
も
推
定
さ
れ
る
と
し
て
、
医
師
の
責
任
（
行
為
債
務
）
を
例
示
し
て
論
じ
て

い
る
。

ロ
ー
レ
ン
ツ
（L

oren
z

）
は
、
給
付
義
務
を
「
結
果
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
と
「
結
果
に
関
連
し
な
い
給
付
義
務
」
に
二
分
し
て
論

じ
る
（
68
）

。
す
な
わ
ち
、「
結
果
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
に
お
い
て
は
、
給
付
の
不
実
現
（
不
能
、
遅
滞
、
不
完
全
な
給
付
）
が
義
務
違
反

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
一
文
）
で
あ
り
、
帰
責
事
由
（
同
項
二
文
）
は
、
義
務
違
反
に
至
っ
た
事
情
に
関
わ
り
、
前
者
は
債
権
者
が
、
後
者

に
つ
い
て
は
債
務
者
が
証
明
責
任
を
負
う
。「
結
果
に
関
連
し
な
い
給
付
義
務
」
は
、
債
務
者
が
行
為
の
み
義
務
づ
け
ら
れ
る
場
合
で
あ

る
。
医
師
の
責
任
に
関
し
て
は
、
あ
る
一
定
の
治
療
結
果
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
客
観
的
義
務
違
反
は
同
時
に
医
師
の
過

失
も
推
定
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
患
者
は
具
体
的
な
医
師
に
よ
る
治
療
の
過
誤
を
証
明
し
、
帰
責
事
由
（
過
失
）
の
証
明
責
任

は
医
師
に
転
換
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
給
付
に
関
連
し
な
い
付
随
義
務
」（
完
全
性
利
益
保
護
義
務
）
に
関
し
て
は
、
義
務
違
反
と
帰
責
事
由

の
判
断
は
重
複
し
、
債
権
者
に
よ
る
注
意
義
務
違
反
の
証
明
は
同
時
に
帰
責
事
由
の
証
明
と
な
る
。

ロ
ー
レ
ン
ツ
に
よ
る
債
務
類
型
に
関
す
る
分
析
視
覚
は
、
そ
の
後
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
リ
ー
ム
（R

ieh
m

）
は
、
ロ
ー
レ
ン

）
九
九
九
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

二
三

ツ
と
同
様
に
、「
結
果
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」（
例
、
売
買
目
的
物
の
引
渡
し
）、「
行
為
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」（
例
、
請
負
契
約
、
医
療
契

約
、
助
言
契
約
）、
配
慮
義
務
（
保
護
義
務
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
）
に
類
別
し
て
論
じ
る
（
69
）

。「
結
果
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
の
場
合
は
、

契
約
に
よ
り
定
ま
っ
た
債
権
者
の
給
付
期
待
の
保
護
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
行
為
の
評
価
は
要
求
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

「
行
為
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
違
反
お
よ
び
配
慮
義
務
違
反
の
場
合
に
は
、
債
務
者
の
責
め
の
あ
る
行
為
は
義
務
違
反
と
帰
責
事
由
の

両
概
念
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
と
り
わ
け
、
配
慮
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
義
務
違
反
と
帰
責
事
由
（
過
失
）
判
断
の
い
ず
れ
の
段
階
に

お
い
て
も
、
同
じ
行
為
が
評
価
の
対
象
と
な
り
、
不
法
行
為
規
範
に
も
類
似
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

同
じ
く
、
ル
ー
シ
ェ
ル
デ
ー
ア
ス
（L

oosch
eld

ers

）
も
、「
結
果
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
と
「
行
為
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
に
分

け
て
、「
義
務
違
反
」
と
「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
の
関
係
を
検
討
す
る
（
70
）

。「
結
果
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

義
務
違
反
と
帰
責
事
由
（
過
失
）
が
別
個
に
判
断
さ
れ
る
が
、「
行
為
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
の
場
合
（
例
、
労
働
契
約
、
そ
の
他
の
役
務

提
供
契
約
〔
医
師
、
弁
護
士
等
の
契
約
〕）
は
債
務
者
の
行
為
自
体
が
評
価
対
象
と
さ
れ
、
責
任
根
拠
と
し
て
の
行
為
義
務
違
反
の
判
断
は
、

同
時
に
帰
責
事
由
と
し
て
の
過
失
判
断
と
重
複
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
判
断
枠
組
み
は
、
保
護
義
務
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
）
違

反
の
処
理
を
す
る
際
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
契
約
義
務
を
「
結
果
に
関
連
す
る
義
務
」
と
「
行
為
に
関
連
す

る
義
務
」
に
二
分
し
て
捉
え
る
分
析
手
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
の
結
果
債
務
・
手
段
債
務
概
念
の
類
別
に
一
致
す
る
と
い
う
（
71
）

。

以
上
の
見
解
は
、
い
ず
れ
も
損
害
賠
償
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
、「
義
務
違
反
」
と
「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
の
二
元
的
構
成
に
立
っ

た
う
え
で
、
債
務
（
給
付
）
の
類
型
に
即
し
て
両
者
の
関
係
を
分
析
・
検
討
し
て
い
る
。
ま
ず
、「
給
付
に
関
連
す
る
義
務
（
給
付
義
務
）」

と
「
給
付
に
関
連
し
な
い
義
務
（
保
護
義
務
）」
に
分
け
ら
れ
（
シ
ュ
ー
ル
ツ
ェ
／
エ
バ
ー
ス
）、
前
者
は
、
さ
ら
に
「
結
果
に
関
連
す
る
給
付

義
務
」（
例
、
売
買
契
約
）
と
「
行
為
に
関
連
す
る
（
結
果
に
関
連
し
な
い
）
給
付
義
務
」（
役
務
提
供
契
約
）
に
細
分
さ
れ
る
（
ロ
ー
レ
ン
ツ
、

）
九
九
九
九
（
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二
四

リ
ー
ム
、
ル
ー
シ
ェ
ル
デ
ー
ア
ス
）。
し
か
し
、
給
付
義
務
違
反
の
場
合
の
要
件
構
成
に
関
し
て
は
争
い
が
あ
る
。
給
付
義
務
違
反
の
場
合
に

は
、
一
般
に
、
義
務
違
反
の
認
定
判
断
は
帰
責
事
由
（
過
失
）
判
断
に
重
な
る
（
推
定
さ
れ
る
）
と
解
す
る
見
解
（
シ
ュ
ー
ル
ツ
ェ
／
エ
バ
ー

ス
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
）
が
あ
る
一
方
で
、「
結
果
に
関
連
す
る
給
付
義
務
」
に
お
い
て
は
、
帰
責
事
由
（
債
務
者
の
行
為
評
価
）
を
要
し
な
い
と

の
見
解
（
リ
ー
ム
）、
ま
た
、
反
対
に
義
務
違
反
と
は
別
に
過
失
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
（
ル
ー
シ
ェ
ル
デ
ー
ア
ス
）
に

分
か
れ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
、「
行
為
に
関
連
す
る
（
結
果
に
関
連
し
な
い
）
給
付
義
務
」
と
「
給
付
に
関
連
し
な
い
付
随
義
務
（
保
護
義
務

〔
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
〕）」
に
つ
い
て
は
、
義
務
違
反
と
帰
責
事
由
（
過
失
）
の
判
断
は
重
な
り
、
特
に
、
保
護
義
務
違
反
の
場
合
に
は
両

要
件
の
判
断
要
素
と
な
る
債
務
者
の
行
為
は
一
致
す
る
と
解
す
る
点
で
は
、
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
（
72
）

。
そ
れ
は
、
役
務
提
供
契
約
に
お
い
て
は

給
付
結
果
の
達
成
へ
向
け
て
債
務
者
の
行
為
が
介
在
し
、「
義
務
違
反
」
は
債
務
者
に
よ
る
義
務
（
給
付
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
逸
脱
し
た

行
為
と
し
て
認
定
判
断
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
の
判
断
に
際
し
て
は
債
務
者
の
具
体
的
な
行
為
（
作
為
ま
た
は
不
作

為
）
が
評
価
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

四
　
役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任

１
　
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
理
論
的
示
唆

ド
イ
ツ
法
の
議
論
は
、
日
本
民
法
四
一
五
条
の
規
律
構
造
を
理
解
す
る
う
え
で
も
参
考
と
な
る
。
損
害
賠
償
請
求
権
の
成
立
要
件
を

「
債
務
の
不
履
行
」
と
「
帰
責
事
由
」
の
二
元
的
構
成
に
立
脚
し
て
捉
え
る
立
場
か
ら
は
、
ま
ず
、
同
条
の
「
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履

）
九
九
九
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

二
五

行
を
し
な
い
と
き
」
の
判
断
基
準
が
問
題
と
な
る
。
四
一
五
条
一
項
は
、
不
能
以
外
の
債
務
不
履
行
を
包
括
的
に
規
定
す
る
が
、
損
害
賠

償
の
根
拠
と
な
る
事
実
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
契
約
当
事
者
が
負
担
す
る
義
務
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
の
義

務
違
反
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
義
務
違
反
」
要
件
を
め
ぐ
る
議
論
が
参
考
と
な
る
。

契
約
義
務
に
立
脚
す
る
分
析
手
法
は
、
当
該
契
約
関
係
の
性
質
決
定
・
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
債
務
不
履
行
の
認
定

判
断
や
責
任
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
規
範
を
設
定
す
る
う
え
で
有
用
で
あ
る
。

次
に
、「
帰
責
事
由
」
要
件
の
判
断
要
素
で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、
こ
れ
を
過
失
責
任
主
義
に
基
づ
く
概
念
と
み
る
理
解
が
定
着
し
、

行
為
義
務
違
反
と
し
て
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
。「
債
務
の
不
履
行
」
を
契
約
義
務
に
即
し
て
判
断
す
る
立
場
か
ら
は
、「
義
務
違

反
」
概
念
が
債
務
不
履
行
判
断
と
帰
責
事
由
（
過
失
）
判
断
の
二
段
階
に
わ
た
り
登
場
す
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
行
為
債
務
（
特
に

手
段
債
務
と
称
さ
れ
る
債
務
内
容
が
特
定
し
て
い
な
い
役
務
〔
例
、
医
師
の
診
療
債
務
〕）
の
不
履
行
の
場
合
は
、
債
務
の
内
容
は
過
失
の
内
容
を

構
成
す
る
行
為
義
務
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
目
さ
れ
、
不
履
行
判
断
と
行
為
義
務
違
反
の
判
断
を
分
断
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

考
え
る
と
、
要
件
構
成
の
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、「
義
務
違
反
」
と
「
帰
責
事
由
」
要
件
が
客

観
的
過
失
概
念
を
介
入
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
義
務
違
反
」
要
件
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
契
約
義
務
と
「
帰
責
事
由
」
要

件
の
要
素
と
な
る
債
務
者
の
（
具
体
的
な
）
行
為
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
、
債
務
（
給
付
）
の
類
別
処
理
を
志
向
す
る
見
解
が
有
力
で
あ

り
、
参
考
と
な
る
。

２
　
役
務
提
供
契
約
の
義
務
構
造

損
害
賠
償
請
求
権
を
契
約
義
務
に
立
脚
し
て
捉
え
る
立
場
か
ら
は
、
役
務
提
供
契
約
上
の
義
務
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
役
務
提
供
契
約
の
特
徴
や
性
質
に
関
し
て
、
共
通
の
理
解
が
得
ら
れ
て
は
い
な
い
。
一
般
に
は
、
役
務
と

）
九
九
九
九
（
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六

は
、
提
供
者
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
労
務
や
便
益
を
い
い
、
役
務
提
供
契
約
と
は
、
こ
の
よ
う
な
役
務
の
提
供
が
債
務
内
容
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
な
す
契
約
と
解
さ
れ
て
き
た
（
73
）

。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
物
」
取
引
と
の
関
係
か
ら
、「
物
の
供
給
と
役
務
提
供
が
混
合
し
て
い
る
場

合
」（
物
の
製
作
・
修
繕
、
運
送
、
寄
託
、
教
材
付
受
講
契
約
、
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
、
有
料
老
人
人
ホ
ー
ム
な
ど
）
と
「
物
に
関
わ
ら
な
い
役
務
提
供
」

（
純
粋
役
務
＝
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
、
家
庭
教
師
サ
ー
ビ
ス
、
結
婚
紹
介
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
）
に
類
型
化
さ
れ
（
74
）

、
ま
た
、
そ
の
履
行
結

果
の
態
様
か
ら
は
、「
結
果
の
達
成
が
約
束
さ
れ
て
い
る
有
形
物
に
具
現
化
す
る
も
の
」（
有
体
的
成
果
型
＝
建
物
の
建
築
、
理
容
・
美
容
サ
ー

ビ
ス
な
ど
）、「
一
定
の
結
果
の
達
成
が
当
事
者
間
で
約
束
さ
れ
て
い
る
無
形
の
も
の
」（
無
体
的
成
果
の
有
形
化
型
＝
運
送
、
他
人
の
物
の
保
管

な
ど
）、「
結
果
の
達
成
が
約
束
さ
れ
て
い
な
い
無
形
の
も
の
」（
結
果
無
体
型
＝
医
師
・
弁
護
士
の
業
務
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
プ
レ
ー
な
ど
）
や
こ

れ
ら
の
「
混
合
型
」（
企
画
旅
行
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
目
的
地
へ
の
移
動
は
無
体
的
成
果
の
有
形
化
型
で
あ
る
が
、
旅
行
計
画
の
遂
行
や
ガ
イ
ド
等
は

結
果
無
体
型
）、
と
い
っ
た
整
理
も
試
み
ら
れ
て
き
た
（
75
）

。

こ
の
よ
う
な
多
様
な
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
契
約
義
務
の
基
本
構
造
か
ら
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
窺
え
る
で
あ

ろ
う
。
ま
ず
、
役
務
提
供
が
物
の
供
給
と
混
合
す
る
場
合
や
一
定
の
結
果
の
達
成
が
約
束
さ
れ
て
い
る
契
約
で
は
、
給
付
義
務
の
認
定
が

容
易
で
あ
り
、
ま
た
、
物
の
瑕
疵
に
関
連
付
け
た
責
任
構
成
な
ど
、
引
渡
債
務
（
与
え
る
債
務
）
に
準
じ
た
処
理
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、

完
全
性
利
益
の
保
護
が
給
付
に
取
り
込
ま
れ
、
保
護
義
務
が
（
主
・
従
の
）
給
付
義
務
と
し
て
認
め
ら
れ
る
契
約
が
、
役
務
提
供
型
に
お

い
て
は
顕
著
で
あ
る
。
運
送
、
寄
託
、
警
備
契
約
の
他
、
旅
行
・
宿
泊
契
約
、
学
校
教
育
・
保
育
委
託
契
約
な
ど
（
76
）

、
種
々
認
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
契
約
の
履
行
に
際
し
て
完
全
性
利
益
の
侵
害
が
予
見
し
得
る
と
す
れ
ば
、
債
務
不
履
行
の
判
断
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
物
の
供
給
に
か
か
わ
ら
ず
、
か
つ
給
付
結
果
が
約
束
さ
れ
て
い
な
い
契
約
（
純
粋
役
務
＝
い
わ
ゆ
る
手
段
債
務
〔
医
師
・
弁
護
士

な
ど
の
役
務
〕）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
債
務
が
対
象
と
さ
れ
る
か
ら
、「
債
務
の
不
履
行
」
と
「
帰
責
事
由
」
の
関
係
評
価
が
問
題

）
九
九
九
八
（
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二
七

と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
。
一
方
で
、
こ
こ
で
は
行
為
義
務
（
給
付
義
務
）
の
違
反
は

「
帰
責
事
由
（
過
失
）」
の
判
断
と
重
複
す
る
と
の
主
張
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
保
護
義
務
違
反
の
場
面
で
は
、
そ
れ
は
過
失
を
構

成
す
る
客
観
的
注
意
義
務
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
の
、
給
付
義
務
は
、
結
果
に
関
連
す
る
概
念
に
す
ぎ
ず
、
過
失
を
構
成
す
る
行
為
の

違
法
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
の
主
張
が
対
立
す
る
。
私
見
は
、
前
者
の
主
張
を
支
持
す
る
が
、
こ
の
点
は
、「
債
務
の
不
履

行
」
と
「
帰
責
事
由
」
の
認
定
判
断
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
役
務
提
供
契
約
上
の
義
務
（
債
務
）
の
基
本
構
造
を
解
明
す
る
際

の
重
要
な
留
意
点
で
も
あ
る
（
77
）

。
も
っ
と
も
、
純
粋
役
務
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
役
務
の
規
格
化
・
標
準
化
が
進
め
ら
れ
れ
ば
、
上
述
の

引
渡
債
務
に
準
じ
た
処
理
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
例
え
ば
、
自
動
車
教
習
所
や
資
格
試
験
対
策
の
受
講
契
約
な
ど
）。

３
　「
債
務
の
不
履
行
」
と
「
帰
責
事
由
」

⑴

　「債
務
の
不
履
行
」

債
務
の
履
行
過
程
に
お
い
て
は
、「
主
た
る
給
付
義
務
」
を
中
核
と
す
る
す
べ
て
の
義
務
が
、
給
付
結
果
な
い
し
契
約
目
的
の
達
成
へ

向
け
て
一
体
と
な
っ
て
機
能
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
給
付
利
益
（
給
付
結
果
）
の
保
持
へ
向
け
ら
れ
る
義
務
と
し

て
は
、（
主
・
従
の
）
給
付
義
務
の
他
、
付
随
的
義
務
の
存
在
が
主
張
さ
れ
る
が
、
付
随
的
義
務
は
給
付
結
果
の
侵
害
（
給
付
義
務
違
反
）
の

評
価
の
中
に
吸
収
さ
れ
、
独
自
で
は
帰
責
根
拠
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
保
護
義
務
に
つ
い
て
は
、
契
約
関
係
の
規

範
的
解
釈
に
よ
り
当
事
者
意
思
が
補
充
さ
れ
る
結
果
、
契
約
規
範
の
適
用
に
服
す
る
と
解
さ
れ
る
（
78
）

。
そ
う
す
る
と
、
本
旨
不
履
行
と
は
、

給
付
義
務
違
反
な
い
し
保
護
義
務
違
反
と
し
て
の
認
定
判
断
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
79
）

。

給
付
義
務
の
不
履
行
が
存
す
る
場
合
は
、
①
「
給
付
義
務
の
欠
如
（
遅
滞
・
不
能
）
ま
た
は
債
務
の
本
旨
に
不
適
合
な
履
行
」（
＝
給
付

結
果
の
不
完
全
）
と
②
「
不
完
全
な
履
行
に
起
因
す
る
侵
害
」（
＝
完
全
性
利
益
侵
害
）
に
分
け
ら
れ
る
。
①
は
、
例
え
ば
、
建
物
建
築
工
事

）
九
九
九
五
（
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の
瑕
疵
、
自
動
車
修
理
の
不
完
全
、
旅
行
契
約
に
お
け
る
路
線
の
変
更
、
興
信
所
に
よ
る
誤
っ
た
調
査
、
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
瑕
疵
（
大
学

受
験
予
備
校
の
実
態
が
入
学
案
内
の
表
示
や
説
明
と
相
違
す
る
、
英
会
話
学
校
の
不
適
切
な
指
導
な
ど
）
等
、
役
務
提
供
給
付
自
体
が
不
完
全
な
場

合
で
あ
る
。
ま
た
、
主
た
る
給
付
義
務
が
完
全
性
利
益
の
保
護
そ
の
も
の
で
あ
る
場
合
（
例
え
ば
、
寄
託
契
約
、
警
備
契
約
、
保
育
委
託
契
約

な
ど
）
や
、
完
全
性
利
益
の
保
護
を
抜
き
に
し
て
は
契
約
上
の
義
務
の
履
行
は
考
え
ら
れ
な
い
場
合
（
従
た
る
給
付
義
務
＝
例
え
ば
、
運
送
契

約
、
医
療
契
約
、
学
校
教
育
契
約
な
ど
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
不
履
行
の
帰
責
根
拠
は
、
い
ず
れ
も
給
付
義
務
違
反
に
求
め
ら
れ
る
。

②
は
、
不
完
全
な
役
務
提
供
給
付
に
よ
り
、
当
事
者
の
完
全
性
利
益
の
侵
害
（
拡
大
損
害
）
に
至
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
建
築
建

物
の
瑕
疵
に
よ
り
注
文
者
の
所
有
動
産
が
損
傷
し
た
、
自
動
車
の
修
理
の
不
備
に
起
因
し
た
事
故
、
運
送
人
に
よ
る
運
送
方
法
が
適
切
で

な
か
っ
た
た
め
に
運
送
品
が
損
傷
し
た
、
従
業
員
を
採
用
す
る
た
め
に
依
頼
し
た
信
用
調
査
に
不
備
が
あ
っ
た
た
め
に
依
頼
者
が
損
害
を

被
っ
た
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
も
、
帰
責
根
拠
と
し
て
は
給
付
義
務
の
不
履
行
と
し
て
判
断
し
、
そ
の
う
え
で
給
付
義

務
の
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
ど
の
範
囲
で
認
め
る
べ
き
か
が
問
題
に
な
る
と
考
え
る
。

次
に
、
給
付
義
務
の
不
履
行
が
な
い
場
合
（
保
護
義
務
違
反
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
修
理
を
依
頼
さ
れ
た
自
動
車
が
修
理
工
場
か
ら
盗

ま
れ
た
り
、
雑
誌
発
送
業
務
を
請
け
負
っ
た
者
が
預
か
っ
た
顧
客
情
報
を
何
者
か
に
コ
ピ
ー
さ
れ
悪
用
さ
れ
た
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
会

員
が
ク
ラ
ブ
内
の
貴
重
品
ボ
ッ
ク
ス
に
預
け
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
盗
取
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

給
付
義
務
違
反
が
存
し
な
い
場
面
で
あ
る
と
解
す
る
と
、
保
護
義
務
違
反
が
問
題
と
な
り
、
不
法
行
為
と
の
境
界
を
接
す
る
場
面
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
。

な
お
、
説
明
・
情
報
提
供
義
務
や
指
示
・
警
告
・
助
言
義
務
な
ど
の
付
随
義
務
の
違
反
に
関
し
て
も
、
そ
れ
が
給
付
結
果
の
侵
害
を
生

じ
る
場
合
に
は
、
上
述
の
給
付
義
務
の
不
履
行
と
し
て
判
断
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
付
随
義
務
違
反
に
よ
り
完
全
性
利
益
の
侵
害
に
至
れ
ば
、

）
九
九
九
九
（
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二
九

保
護
義
務
違
反
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑵

　
｢

帰
責
事
由｣

二
元
的
要
件
構
成
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
か
ら
は
、「
債
務
の
不
履
行
」
と
「
帰
責
事
由
」
は
、
い
ず
れ
も
当
該
契
約
に
よ
り

内
容
が
決
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
区
別
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
手
段
債
務
（
例
、
診
療
債
務
）
の
不
完
全
履
行
や
保
護
義

務
違
反
の
み
が
問
題
と
な
る
場
合
は
、
両
要
件
は
区
別
で
き
な
い
と
解
す
る
の
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
給
付
義
務
違
反
な
い
し
保
護
義
務
違
反
と
し
て
の
「
債
務
の
不
履
行
」
が
判
断
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
る
損

害
の
賠
償
責
任
を
債
務
者
に
帰
せ
し
め
る
要
件
で
あ
る
「
帰
責
事
由
」（
行
為
義
務
違
反
＝
過
失
）
は
、
原
則
と
し
て
既
に
存
在
す
る
と
考

え
る
。
学
説
に
は
、
帰
責
事
由
（
過
失
）
を
「
注
意
義
務
違
反
（S

orgfaltspflichtverletzung

）」
や
「
具
体
的
行
為
義
務
（
付
随
〔
的
注
意
〕

義
務
）
違
反
」
と
し
て
捉
え
る
見
解
（
80
）

が
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、「
自
動
車
の
修
理
に
不
備
が
あ
っ
た
」、「
運
送
を
約
束
し
た
品
物
を

損
傷
さ
せ
た
」、「
英
会
話
学
校
が
約
束
し
た
内
容
の
授
業
を
行
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
必
要
な
検
査
を
し
て
引

き
渡
す
」、「
適
切
な
方
法
で
運
送
す
る
」、「
適
切
な
授
業
を
実
施
す
る
」
と
い
っ
た
行
為
義
務
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
こ
れ
ら
は
給
付

結
果
の
保
護
を
目
的
と
す
る
「
付
随
的
義
務
」
の
内
容
を
構
成
す
る
も
の
だ
と
も
解
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
給
付
義
務
違
反

の
認
定
判
断
に
際
し
て
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
不
法
行
為
法
で
は
、
侵
害
行
為
・

結
果
に
対
す
る
直
接
的
な
帰
責
根
拠
と
し
て
注
意
義
務
違
反
は
妥
当
す
る
が
、
給
付
障
害
法
に
お
い
て
は
「
義
務
違
反
」
の
判
断
が
先
行

す
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
注
意
義
務
違
反
を
介
在
さ
せ
る
意
義
が
乏
し
い
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
当
事
者
が
予
見
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
ま
で
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
引
き
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
場
合
は
帰
責
事
由
は
な
い
と
し
て
賠
償
責
任
は
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
履
行
の
事
態
が
認
定
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、

）
九
九
九
九
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三
〇

さ
ら
に
債
務
者
の
免
責
事
由
（
非
帰
責
事
由
）
の
存
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
基
本
的
に
は
、
債
務
者
の
予
見
可
能
性
・
結
果
回

避
可
能
性
が
な
い
不
可
抗
力
の
他
、
債
権
者
や
第
三
者
に
よ
る
行
為
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
医

師
の
診
療
義
務
に
関
す
る
医
療
水
準
や
、
弁
護
士
・
税
理
士
な
ど
の
専
門
家
と
し
て
の
業
務
水
準
も
、
こ
こ
で
考
慮
要
素
と
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
免
責
事
由
（
帰
責
事
由
の
不
存
在
）
の
証
明
責
任
は
債
務
者
が
負
う
こ
と
に
な
る
。

４
　
民
法
四
一
五
条
の
構
造

私
見
に
よ
る
と
、
四
一
五
条
一
項
本
文
の
「
債
務
の
不
履
行
」
と
は
、
給
付
義
務
違
反
な
い
し
保
護
義
務
違
反
と
し
て
判
定
さ
れ
る
給

付
実
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
段
階
で
、
賠
償
責
任
を
債
務
者
に
帰
せ
し
め
る
要
件
で
あ
る
「
帰
責
事
由
」
の
存
在
が
推

定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
不
履
行
の
判
定
に
対
し
当
事
者
が
予
見
で
き
な
い
よ
う
な
事
態
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
の

免
責
事
由
が
認
定
さ
れ
る
。
同
条
一
項
た
だ
し
書
で
「
契
約
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
債
務
者

の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
」
を
規
定
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
債
務
不
履
行
の
態
様
に
課
さ
れ
る
免
責
ル
ー
ル
を
明
確
に

し
て
い
る
。
当
事
者
の
主
観
的
意
思
の
み
な
ら
ず
、
契
約
の
性
質
、
契
約
を
締
結
し
た
目
的
等
、
当
該
契
約
を
取
り
巻
く
諸
事
情
を
考
慮

し
て
定
ま
る
。

な
お
、
以
上
の
よ
う
な
帰
責
構
造
の
理
解
は
、「
物
」
給
付
（
引
渡
債
務
）
の
場
合
に
も
整
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
結
　
び

本
稿
で
は
、
役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
の
要
件
論
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
債
務
不
履
行
賠
償
論
を
踏
ま
え
、
近

）
九
九
九
九
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三
一

時
の
ド
イ
ツ
民
法
（
給
付
障
害
法
）
理
論
を
参
考
に
検
討
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
債
務
不
履
行
賠
償
の
帰
責
要
件
は
、
契
約
義
務
構
造

の
分
析
に
立
脚
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
過
失
責
任
主
義
に
対
す
る
批
判
は
、

役
務
提
供
給
付
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

本
稿
は
、
債
務
不
履
行
賠
償
の
検
討
の
一
端
に
留
ま
る
が
、
役
務
提
供
契
約
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
役
務

提
供
給
付
の
特
徴
を
前
提
と
す
る
性
質
決
定
や
類
型
化
は
、
役
務
提
供
契
約
法
の
構
築
へ
向
け
て
重
要
な
論
点
と
な
る
。
ま
た
、
役
務
提

供
者
責
任
に
関
し
て
も
、
損
害
賠
償
の
他
に
、
追
完
請
求
や
契
約
解
除
な
ど
の
諸
効
果
を
含
め
た
体
系
的
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
理
論
的
深
化
に
期
待
し
た
い
。

（
1
） 

「
サ
ー
ビ
ス
」
概
念
お
よ
び
「
サ
ー
ビ
ス
取
引
」
の
意
義
・
機
能
に
関
し
て
は
、
村
上
恭
一
「
サ
ー
ビ
ス
取
引
の
概
念
枠
組
」
流
通
研
究
八
巻

二
号
（
二
〇
〇
五
）
二
三
頁
以
下
、
小
宮
路
雅
博
「
サ
ー
ビ
ス
の
諸
特
性
と
サ
ー
ビ
ス
取
引
の
諸
課
題
」
経
済
研
究
（
成
城
大
学
）
一
八
七
号

（
二
〇
一
〇
）
一
四
九
頁
以
下
参
照
。

（
2
） 

一
般
に
は
、「
な
す
債
務
」
と
「
行
為
債
務
」
は
同
義
に
解
さ
れ
る
が
、「
な
す
債
務
」
は
、
引
渡
債
務
を
包
含
さ
せ
て
捉
え
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
、
ま
た
、
債
務
内
容
実
現
た
め
の
強
制
手
段
に
関
連
し
た
概
念
（
執
行
法
上
の
概
念
）
と
さ
れ
る
（
拙
著
『
契
約
責
任
の
構
造
と
射
程
─
完
全
性

利
益
侵
害
の
帰
責
構
造
を
中
心
に
─
』〔
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
〕
三
八
七
─
三
八
八
頁
参
照
）。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
契
約
関
係
に
お
け
る
当
事

者
の
行
為
態
様
（
行
為
義
務
）
の
面
を
強
調
す
る
意
味
か
ら
も
、
役
務
提
供
給
付
を
「
行
為
債
務
」
と
総
称
し
て
お
く
。

（
3
） 

拙
著
『
契
約
法
規
範
の
変
容
と
責
任
法
理
』（
成
文
堂
、
二
〇
二
二
）
三
二
二
─
三
二
三
頁
参
照
。

（
4
） 

役
務
提
供
契
約
の
特
質
と
提
供
者
責
任
に
関
す
る
筆
者
な
り
の
検
討
と
し
て
、
拙
著
・
前
掲
注（
２
）三
八
四
頁
以
下
、
拙
稿
「
役
務
（
サ
ー
ビ

ス
）
の
提
供
と
非
典
型
契
約
」
椿
＝
伊
藤
編
『
非
典
型
契
約
の
総
合
的
検
討
（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
二
号
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
）
三
八
頁
以
下
、

同
「
役
務
提
供
契
約
の
特
質
と
提
供
者
責
任
の
構
造
」
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
五
二
巻
二
号
（
二
〇
一
五
）
一
頁
以
下
。

）
九
九
九
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
二

さ
ら
に
、
近
時
の
研
究
と
し
て
、
北
居
功
「
役
務
の
顧
客
適
合
性
─
履
行
プ
ロ
セ
ス
で
確
定
さ
れ
る
給
付
内
容
」
法
政
論
集
二
五
四
号

（
二
〇
一
四
）
四
五
九
頁
以
下
、
手
島
豊
「
役
務
提
供
契
約
」
安
永
＝
鎌
田
＝
能
見
監
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅲ
契
約
（
２
）』（
商
事
法
務
、

二
〇
一
八
）
二
九
九
頁
以
下
、
都
筑
満
雄
「
各
種
契
約
の
一
般
理
論
と
日
仏
の
契
約
法
改
正
─
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
─
」
道
垣
内
＝
片
山
他
編

『
近
江
古
稀
・
社
会
の
発
展
と
民
法
学
［
下
巻
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
九
）
四
三
一
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
5
） 

潮
見
佳
男
「
債
権
法
改
正
と
債
務
不
履
行
の
『
帰
責
事
由
』」
法
曹
時
報
六
八
巻
三
号
（
二
〇
一
六
）
五
頁
、
八
─
九
頁
、
山
本
敬
三
「
契
約

責
任
法
の
改
正
─
民
法
改
正
法
案
の
概
要
と
そ
の
趣
旨
」
同
六
八
巻
五
号
（
二
〇
一
六
）
四
頁
、
一
一
頁
。
な
お
、
中
田
裕
康
「
損
害
賠
償
に
お
け

る
『
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
』」
瀬
川
＝
能
見
他
編
『
民
事
責
任
法
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
）
三
六
七

頁
以
下
参
照
。

（
6
） 

拙
著
・
前
掲
注（
２
）一
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
7
） 

ド
イ
ツ
給
付
障
害
法
の
規
定
構
造
お
よ
び
「
義
務
違
反
」・「
帰
責
事
由
」
概
念
に
関
す
る
議
論
の
詳
細
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
３
）一
〇
六
頁
以

下
参
照
。
本
稿
で
は
、「
行
為
債
務
」
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
分
析
・
検
討
を
加
え
る
。

（
8
） 

中
田
裕
康
「
債
権
法
に
お
け
る
合
意
の
意
義
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
八
号
（
二
〇
一
〇
）
二
頁
以
下
（
同
『
私
法
の
現
代
化
』〔
有
斐
閣
、

二
〇
二
二
〕
所
収
）、
同
『
契
約
法
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
）
五
五
頁
以
下
参
照
。

（
9
） 

改
正
民
法
に
お
け
る
「
契
約
の
尊
重
（favor cotractus

）」
思
想
の
意
義
・
機
能
に
関
し
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
３
）一
頁
以
下
参
照
。

（
10
） 

な
お
、
河
上
正
二
「
債
権
法
講
義
［
各
論
］
４
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
三
八
号
（
二
〇
一
六
）
八
六
─
八
九
頁
も
参
照
。

（
11
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
３
）三
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
12
） 

前
掲
注（
４
）所
掲
の
論
考
を
参
照
。

（
13
） 

北
居
教
授
は
、
履
行
プ
ロ
セ
ス
で
の
役
務
の
顧
客
適
合
性
（
役
務
内
容
が
顧
客
の
個
別
的
な
適
性
・
要
望
に
合
わ
せ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
）
を

確
保
す
る
契
約
交
渉
ル
ー
ル
の
整
備
が
急
務
で
あ
る
と
す
る
（
北
居
・
前
掲
注〔
４
〕四
七
七
─
四
七
八
頁
）。

（
14
） 

典
型
契
約
制
度
の
意
義
・
機
能
お
よ
び
混
合
・
非
典
型
の
契
約
類
型
の
本
性
に
関
し
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
３
）三
九
頁
以
下
参
照
。

（
15
） 

山
代
忠
邦
「
契
約
の
性
質
決
定
と
内
容
調
整
（
一
）（
二
）（
三
）（
四
）（
五
・
完
）
─
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
典
型
契
約
と
コ
ー
ズ
の
関
係
を

）
九
九
九
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

三
三

手
が
か
り
と
し
て
─
」
法
学
論
叢
一
七
七
巻
三
号
四
九
頁
以
下
、
同
五
号
四
八
頁
以
下
、
同
一
七
八
巻
三
号
四
八
頁
以
下
（
い
ず
れ
も
二
〇
一
五
）、

同
四
号
五
九
頁
以
下
、
同
一
七
九
巻
五
号
四
三
頁
以
下
（
い
ず
れ
も
二
〇
一
六
）、
森
田
修
『
契
約
の
法
性
決
定
』（
商
事
法
務
、
二
〇
二
〇
）
な
ど

参
照
。

（
16
） 
都
筑
・
前
掲
注（
４
）四
三
一
頁
以
下
、
森
田
宏
樹
「
契
約
」
北
村
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
二
〇
〇
年
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）
三
一
七
頁

以
下
な
ど
参
照
。

（
17
） 

拙
著
・
前
掲
注（
２
）一
四
五
─
一
四
六
頁
、
三
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
18
） 

拙
著
・
前
掲
注（
２
）一
三
八
頁
以
下
、
三
一
〇
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
３
）三
一
九
頁
以
下
参
照
。

（
19
） 

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解
・
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
）
三
頁
以
下
、
民
事
法
研
究
会
編

集
部
編
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
検
討
事
項
』（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
一
）
六
三
三
頁
以
下
、
商
事
法
務
編
『
民
法
（
債
権
関

係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
の
補
足
説
明
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
）
四
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（
20
） 

商
事
法
務
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
（
概
要
付
き
）（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
四
三
号
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
）

一
八
一
頁
、
同
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
）
四
九
九
頁
。

（
21
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
八
二
回
会
議
（
平
成
二
六
年
一
月
一
四
日
）
部
会
資
料
七
三
Ｂ
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関

す
る
要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
検
討
（
９
）」
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
四
一
七
頁
。

（
22
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
九
三
回
会
議
（
平
成
二
六
年
七
月
八
日
）
部
会
資
料
八
一
─
三
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関

す
る
要
綱
仮
案
の
原
案
（
そ
の
３
）
補
充
説
明
」
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
二
二
頁
。
な
お
、
手
島
・
前
掲
注（
４
）三
〇
一
頁
以
下
、
吉
永
一
行
「
役
務
提
供
型
契

約
法
改
正
の
挫
折
─
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
の
議
論
の
分
析
」
産
大
法
学
四
八
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
五
）
一
頁
以
下
、
長
谷
川
貞

之
「
委
任
に
お
け
る
委
任
者
の
任
意
解
除
と
『
受
任
者
の
利
益
』
─
債
権
法
改
正
過
程
か
ら
見
え
た
も
の
─
」
本
誌
八
五
巻
二
号
（
二
〇
一
九
）

七
二
頁
以
下
参
照
。

（
23
） 

商
事
法
務
・
前
掲
注（
20
）『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
』
一
三
五
頁
以
下
、
同
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す

る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
』
三
九
二
頁
以
下
。

）
九
九
九
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
四

（
24
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
八
〇
回
会
議
（
平
成
二
五
年
一
一
月
一
九
日
）
部
会
資
料
七
〇
Ａ
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に

関
す
る
要
綱
案
の
た
た
き
台
（
５
）」
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版
六
七
頁
参
照
。

（
25
） 
民
法
四
一
五
条
の
改
正
経
緯
お
よ
び
規
律
構
造
に
関
し
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
３
）七
九
頁
以
下
参
照
。

（
26
） 
拙
著
・
前
掲
注（
３
）九
五
頁
以
下
。

（
27
） 

中
田
裕
康
『
債
権
総
論 

第
四
版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
）
一
五
六
頁
。

（
28
） 

私
見
の
詳
細
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
３
）一
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
29
） 

こ
れ
ま
で
の
瑕
疵
担
保
責
任
論
の
展
開
と
契
約
不
適
合
責
任
の
帰
責
構
造
、
今
後
の
議
論
の
展
開
可
能
性
に
関
し
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
３
）

二
五
一
頁
以
下
参
照
。

（
30
） 

拙
著
・
前
掲
注（
３
）二
九
六
─
二
九
九
頁
、
三
二
二
頁
以
下
参
照
。

（
31
） 

C
h

ristian
e W

en
d

eh
orst, D

as V
ertragsrecht der D

ienstleistungen im
 deutschen und künftigen europäischen R

echt, A
cP
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（2006

）, S
. 205ff.

周
知
の
よ
う
に
、
役
務
提
供
契
約
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
国
内
法
に
お
け
る
議
論
の
他
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
役
務
提
供
契
約

の
統
一
化
へ
向
け
た
動
向
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
サ
ー
ビ
ス
契
約
法
原
則
〔
Ｐ
Ｅ
Ｌ
Ｓ
Ｃ
〕、
共
通
参
照
枠
草
案
〔
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
〕
な
ど
）
も
顕
著
で
あ
る

（W
en

d
eh

orst, a. a. O
, S

. 281ff. ; H
a

n
n

es U
n

b
era

th
, D

er D
ienstleistungsvertrag im

 E
ntw

urf des G
em

einsam
en 

R
eferenzrahm

ens, Z
E

uP
 2008, S

. 745ff. ; C
h

ris J
an

sen, P
rinciples of E

uropean L
aw

 on S
ervice C

ontracts :  B
ackground, 

G
enesis, and D

rafting M
ethod ; T

h
om

as K
ad

n
er G

razian
o, D

ienstleistungsverträge im
 R

echt der S
chw

eiz, Ö
sterreichs und 

D
eutschlands im

 V
ergleich m

it den R
egelungen des D

raft C
om

m
on F

ram
e of R

eference, in : R
einhard Z

im
m

erm
ann 

〔H
rsg.

〕, 

S
ervice C

ontracts, 2010, pp. 43 et seq., S
. 59ff. ; M

arco B
. M

. L
oos, S

ervice C
ontracts, in : A

rthur S
. H

artkam
p / M

artijn W
. 

H
esselink / E

w
oud H

. H
ondius / C

hantal M
ak / C

. E
dgar du P

erron 

〔H
rsg.

〕, T
ow

ards a E
uropean C

ivil C
ode, F

ourth 

R
evised and E

xpanded E
dition 2011, pp. 757 et seq. 

邦
語
文
献
と
し
て
、
北
居
・
前
掲
注〔
４
〕四
六
六
頁
以
下
、
マ
リ
ー
＝
ロ
ー
ズ
・
マ

ク
ガ
イ
ア
ー
〈
訳 

大
中
有
信
〉「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
か
ら
共
通
参
照
枠
へ
〔
一
〕〔
二
・
完
〕
─
現
行
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
立
案
グ
ル
ー

）
九
九
九
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

三
五

プ
と
そ
の
基
盤
─
」
民
商
法
雑
誌
一
四
〇
巻
二
号
一
頁
以
下
、
同
三
号
四
二
頁
以
下
〔
い
ず
れ
も
二
〇
〇
九
〕、
寺
川
永
「
役
務
提
供
契
約
の
法
理

に
つ
い
て
の
覚
書
」
小
野
＝
滝
沢
他
編
『
松
本
還
暦
・
民
事
法
の
現
代
的
課
題
』〔
商
事
法
務
、
二
〇
一
二
〕
八
三
四
頁
以
下
な
ど
参
照
）。

（
32
） 
北
居
・
前
掲
注（
４
）四
六
一
頁
、W

endehorst, a. a. O
. （F

n. 31

）, S. 214ff. ; F
ilippo R

anieri, D
ienstleistungsverträge : R

echtsgeschichte 

und die italienische E
rfahrung, in : R

einhard Z
im

m
erm

ann 

（H
rsg.

）, S
ervice C

ontracts, 2010, S
. 2ff.

（
33
） 

R
an

ieri, a. a. O
. 

（F
n. 32

）, S
. 13ff.

（
34
） 

W
en

d
eh

orst, a. a. O
. 

（F
n. 31

）, S
. 233ff.

（
35
） 

一
木
孝
之
『
委
任
契
約
の
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
二
一
）
七
頁
以
下
参
照
。

（
36
） 

W
en

d
eh

orst, a. a. O
. 

（F
n. 31

）, S
. 235 - 237.  

な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
他
に
役
務
提
供
型
契
約
と
し
て
、
雇
用
に
準
ず
る
治
療
契
約

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
三
〇
ａ
条
以
下
）、
請
負
に
準
ず
る
旅
行
契
約
（
同
六
五
一
ａ
条
以
下
）、
仲
介
（
同
六
五
二
条
以
下
）、
寄
託
（
同
六
八
八
条
以
下
）
な

ど
を
規
定
す
る
。

（
37
） 

W
en

d
eh

orst, a. a. O
. 

（F
n. 31

）, S
. 246f.

（
38
） 

給
付
障
害
法
の
規
定
構
造
に
関
し
て
は
、C

lau
s - W

ilh
elm

 C
an

aris, D
as allgem

eine L
eistungsstörungsrecht im

 S
chuldrechtsm

o

dernisierungsgesetz, Z
R

P
 2001, S

. 329ff. ; D
an

iel Z
im

m
er, D

as neue R
echt der L

eistungsstörungen, N
JW

 2002, S
. 1ff. 

な
ど
参

照
。

（
39
） 

K
arl L

aren
z, L

ehrbuch des S
chuldrechts B

d.Ⅰ
A

llgem
einer T

eil, 14. A
ufl. 1987, S

. 7ff. ; J
oach

im
 G

ern
h

u
ber, H

andbuch 

des S
chuldrechts B

d. 8, 1989, S
. 6ff. ; D

ieter M
ed

icu
s, B

ürgerliches R
echt, 18. A

ufl. 1999, S
. 148ff. ; d

erselbe, S
chuldrechtⅠ

A
llgem

einer T
eil, 12. A

ufl. 2000, S
. 204f. 

な
ど
。

（
40
） 

V
olker E

m
m

erich, in : A
thenaum

 - Z
ivilrecht B

d.Ⅰ
G

rundlagen des V
ertrags - und S

chuldrechts, 1972, S
. 304ff. ; 

d
erselbe, D

as R
echt der L

eistngsstörungen, 4. A
ufl. 1997, S

. 37 - 40, 47f., 244 - 246, 248f. ; M
ü

n
ch

K
om

m
 - E

m
m

erich, 4. 

A
ufl. 2002, R

n. 52ff., 261ff. der V
orbem

. zu §
 275. ; E

sser - E
ike S

ch
m

id
t, S

chuldrecht B
d.Ⅰ

T
eilband 1, 8. A

ufl. 1995, S
. 

105ff. ; P
alan

d
tB

G
B

 - H
elm

u
t H

ein
rich

s, 60. A
ufl. 2001, R

n. 6f. zu vor §
 241, R

n. 23ff. zu §
 242. 

な
ど
。

）
九
九
九
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
六

（
41
） 

L
aren

z, a. a. O
. 

（F
n. 39

）, S
. 11f. ; E

ike S
ch

m
id

t, a. a. O
. 

（F
n. 40

）, S
. 105ff. 

な
ど
。

（
42
） 

保
護
義
務
論
の
詳
細
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
２
）一
九
頁
以
下
参
照
。

（
43
） 

H
ein

 K
ötz, V

ertragsrecht, 2. A
ufl. 2012, S

. 203ff. ; S
tau

d
in

gersB
G

B
 - D

irk O
lzen, 2015, R

n. 144ff., 153ff. zu §
 241.

（
44
） 

P
eter G

rösch
ler, D

ie notw
endige U

nterscheidung von L
eistungspflichten und N

ebenpflichten nach neuem
 S

chuldrecht, in : 

F
estschrift für H

orst K
onzen zum

 70. G
eburtstag, 2006, S

. 113 - 118, 120f.

（
45
） 

O
lzen, a. a. O

. 
（F

n. 43

）, R
n. 157 - 162. zu §

 241. ; H
an

s C
h

ristoph
 G

rigoleit, L
eistungspflichten und S

chutzpflichten, in 

: F
estschrift für C

laus - W
ilhelm

 C
anaris zum

 70. G
eburtstag B

d.Ⅰ
, 2007, S

. 276ff.

な
お
、
最
近
、
給
付
障
害
法
に
お
け
る
義
務
違
反
の
帰
責
構
造
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
壮
大
な
研
究
成
果
が
公
に
さ
れ
た
。
ゼ
ル
ツ
ェ
ー
ア

（S
elzer

）
は
、
債
務
法
現
代
化
法
の
制
定
過
程
で
の
義
務
違
反
概
念
め
ぐ
る
議
論
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
の
構
造
と
帰
責
原
理
、
行
為
プ
ロ
グ

ラ
ム
（
同
二
四
一
条
一
項
〔（
主
・
従
の
）
給
付
義
務
〕・
二
項
〔
そ
の
他
の
行
為
義
務
（w

eitere V
erhaltenspflicht

）〕）
か
ら
逸
脱
し
た
行
為

（
＝
義
務
違
反
）
と
有
責
性
（V

erschulden
）
と
の
関
係
な
ど
の
諸
論
点
の
考
察
を
踏
ま
え
、
義
務
の
存
在
、
義
務
違
反
、
免
責
事
由
（
同
二
七
六

条
一
項
）
の
不
存
在
、
損
害
の
発
生
と
い
う
構
造
を
描
出
す
る
（D

irk S
elzer, P

flichtverletzung im
 L

eistungsstörungsrecht, 2022.

）。

（
46
） 

他
方
で
、
契
約
上
の
合
意
に
基
づ
く
保
証
ま
た
は
調
達
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
と
い
う
結
果
的
に
は
過
失
と
は
無
関
係
な
責
任
も
併
存
し
て
規
定

す
る
。

（
47
） 

N
ils J

an
sen, D

ie S
truktur des H

aftungsrechts, 2003, S
. 440ff. ; M

ü
n

ch
K

om
m

 - S
tefan

 G
ru

n
d

m
an

n, 6. A
ufl. 2012, R

n. 

50ff. zu§
276.

（
48
） 

C
lau

s - W
ilh

elm
 C

an
aris, S

chuldrechtsreform
 2002, 2002, S

. 664.

（
49
） 

一
次
的
給
付
義
務
の
代
わ
り
（
不
履
行
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
）、
あ
る
い
は
そ
れ
と
併
存
す
る
も
の
（
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
）
が

二
次
的
給
付
義
務
で
あ
る
（L

aren
z, a. a. O

. 

〔F
n. 39

〕, S
. 9.

）。

（
50
） 

H
olger S

u
tsch

et, G
arantiehaftung und V

erschuldenshaftung im
 gegenseitigen V

ertrag, 2006, S
. 23ff., 250ff., 283ff.

（
51
） 

W
olfgan

g S
ch

u
r, L

eistung und S
orgfalt, 2001, S

. 78ff. ; W
in

fried
 - T

h
om

as S
ch

n
eid

er, A
bkehr vom

 V
erschuldensprinzip 

）
九
九
九
八
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

三
七

?, 2007, S
. 161ff., 289ff., 479f.

（
52
） 

な
お
、
被
用
者
の
労
働
関
係
上
の
義
務
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
が
証
明
責
任
を
負
う
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
一
九
ａ
条
）。
ま

た
、
治
療
契
約
（B

ehandlungsvertrag

）
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
治
療
お
よ
び
説
明
の
瑕
疵
に
関
す
る
証
明
に
つ
き
、
治
療
者
（
医
師
）
の
責
任

を
推
定
す
る
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
（
同
六
三
〇
ｈ
条
）。

（
53
） 

E
rm

an
B

G
B

 I - D
an

iel U
lber, 16. A

ufl. 2020, R
n. 66 - 68. zu§

280.

（
54
） 

U
lber, a. a. O

. 

（F
n. 53

）, R
n. 76 - 79. zu§

280. ; J
ü

rgen
 K

oh
ler, P

flichtverletzung und V
ertretenm

üssen - die 

bew
eisrechtlichen K

onsequenzen den neuen§
280 A

bs. 1 B
G

B
, Z

Z
P

 2005, S
. 30 - 38, 45f. ; S

tep
h

a
n

 L
oren

z, 

S
chuldrechtsreform

 2002 : P
roblem

schw
erpunkte drei Jahre dannach, N

JW
 2005, S

. 1890. ; S
tau

d
in

gersB
G

B
 - R

olan
d

 

S
ch

w
arze, 2019, R

n. D
10, D

21. zu§
280. ; D

ieter M
ed

icu
s /

 S
teph

an
 L

oren
z, S

chuldrechtⅠ
A

llgem
einer T

eil, 22. A
ufl. 2021, 

S
. 134f. ; G

rü
n

ebergB
G

B
 - C

h
ristian

 G
rü

n
eberg, 81. A

ufl. 2022, R
n. 35 - 37. zu§

280.

（
55
） 

G
rü

n
eberg, a. a. O

. 

（F
n. 54

）, R
n. 35. zu§

280.

（
56
） 

S
ch

w
arze, a. a. O

. 

（F
n. 54

）, R
n. F

55, F
64f., F

75. zu§
280.

（
57
） 

C
h

ristian
 K

atzen
m

eier, S
chuldrechtsm

odernisierung und S
chadensersatzrechtsänderung - U

m
bruch in der A

rzthaftung, 

V
ersR

 2002, S
. 1066f. ; A

n
d

reas S
pickh

off, D
as S

ystem
 der A

rzthaftung im
 reform

ierten S
chuldrecht, N

JW
 2002, S

. 2532f. ; 

G
erald

 S
pin

d
ler /

 O
liver R

ieckers, D
ie A

usw
irkungen der S

chuld - und S
chadensrechtsreform

 auf die A
rzthaftung, JuS

 

2004, S
. 273. 

な
お
、R

ein
er S

ch
u

lze /
 M

artin
 E

bers, S
treitfragen im

 neuen S
chuldrecht, JuS

 2004, S
. 269f. 

参
照
。

治
療
契
約
に
関
し
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
三
〇
ａ
条
～
六
三
〇
ｈ
条
に
規
定
さ
れ
る
。
医
学
的
治
療
に
関
す
る
治
療
者
（
医
師
）
と
患
者
と
の
間
の
契

約
を
雇
用
契
約
の
特
別
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
（
同
六
三
〇
ｂ
条
参
照
）、
治
療
者
の
情
報
提
供
・
説
明
義
務
、
診
療
記
録
、
治
療
過
程
の
証
明
責

任
な
ど
に
関
し
て
定
め
て
い
る
。

（
58
） 

S
ch

w
arze, a. a. O

. 

（F
n. 54

）, R
n. F

56ff. zu§
280. ; S

pickh
off, a. a. O

. 

（F
n. 57

）, S
. 2535 - 2537. ; d

erselbe, D
ie 

E
ntw

icklung des A
rztrechts 2004 / 2005, N

JW
 2005, S

. 1698f.

）
九
九
九
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
八

（
59
） 

S
pin

d
ler /

 R
ieckers, a. a. O

. 

（F
n. 57

）, S
. 274f.

（
60
） 

S
ch

w
arze, a. a. O

. 

（F
n. 54

）, R
n. F

71. zu§
280.

（
61
） 

L
oren

z, a. a. O
. 

（F
n. 54

）, S
. 1890. ; S

ch
w

arze, a. a. O
. 

（F
n. 54

）, R
n. D

10, D
21, F

38f., F
42. zu§

280. ; M
ed

icu
s /

 L
oren

z, 

a. a. O
. 

（F
n. 54

）, S
. 135. ; G

rü
n

eb
erg, a. a. O

. 

（F
n. 54

）, R
n. 37. zu§

280. ; V
olk

er E
m

m
erich

, D
as R

echt der 

L
eistungsstörungen, 6. A

ufl. 2005, S
. 316f. ; M

ü
n

ch
K

om
m

 - W
olfgan

g E
rn

st, 9. A
ufl. 2022, R

n. 154. zu§
280. 

な
お
、
売
買
目
的

物
の
瑕
疵
結
果
損
害
の
場
合
も
、
帰
責
根
拠
と
し
て
行
為
義
務
違
反
を
問
題
と
す
る
見
解
が
あ
る
（K

oh
ler, a. a. O

. 

〔F
n. 54

〕, S
. 34 - 38. 

）。

（
62
） 

C
lau

s - W
ilh

elm
 C

an
aris, D

ie R
eform

 des R
echts der L

eistungsstörungen, JZ
 2001, S

. 523. ; H
an

s S
toll, N

otizen zur 

N
euordnung des R

echts der L
eistungsstörungen, JZ

 2001, S
. 593. 

な
ど
。
拙
著
・
前
掲
注（
２
）一
一
八
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
３
）

一
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
63
） 

C
lau

s - W
ilh

elm
 C

an
aris, D

ie N
euregelung des L

eistungsstörungs - und des K
aufrechts, in : E

gon L
orenz 

（H
rsg.

）, 

K
arlsruher F

orum
 2002 : S

chuldrechtsm
odernisierung, 2003, S

. 29f. 

参
照
。
な
お
、
拙
著
・
前
掲
注（
３
）一
三
九
頁
以
下
参
照
。

（
64
） 

M
artin

 J
osef S

ch
erm

aier, vor§
276. Z

ivilrechtliche V
erantw

ortlichkeit, in : M
athias S

chm
oeckel / Joachim

 R
ückert / 

R
einhard Z

im
m

erm
ann 

（H
rsg.

）, H
istorisch - kritischer K

om
m

entar zum
 B

G
B

 B
d.Ⅱ

, 2007, S
. 1039f. 

ま
た
、
過
失
は
、
具
体
的
な

行
為
者
の
個
々
の
能
力
で
は
な
く
、
当
該
取
引
領
域
に
お
け
る
標
準
的
な
構
成
員
の
能
力
か
ら
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
が
、
手
工
業
者
に
あ
っ
て
は
、

標
準
的
な
能
力
を
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
主
観
的
非
難
可
能
性
か
ら
判
断
さ
れ
る
（D

irk L
oosch

eld
ers, S

chuldrecht A
llgem

einer 

T
eil, 19. A

ufl. 2021, S
. 192 - 194.

）。

（
65
） 

M
edicus / L

orenz, a. a. O
. （F

n. 54

）, S. 147. （
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
は
、
同
二
七
六
条
の
よ
う
な
「
回
り
道
（U

m
weg

）」
を
必
要
と
し
な
い
と
い

う
） ; S
pickhoff, a. a. O

. 

（F
n. 57

）, S.2535. ; S
ebastian H

enke, D
ie O

bligation im
 deutschen und französischen L

eistungsstörungsrecht, 

2022, S
. 124ff.

（
66
） 

S
ch

u
lze /

 E
bers, a. a. O

. 

（F
n. 57

）, S
. 269f.

（
67
） 

S
pin

d
ler /

 R
ieckers, a. a. O

. 

（F
n. 57

）, S
. 273 - 275. 

参
照
。

）
九
九
九
九
（



役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
（
長
坂
）

三
九

（
68
） 

S
teph

an
 L

oren
z, S

chuldrechtsm
odernisierung - E

rfahrungen seit dem
 1. Januar 2002, in : E

gon L
orenz 

（H
rsg.

）, 

K
arlsruher F

orum
 2005, 2006, S

. 37 - 40.
（
69
） 

T
h

om
as R

ieh
m

, P
flichtverletzung und V

ertretenm
üssen - Z

ur D
ogm

atik der§
§

280ff. B
G

B
 -, in : F

estschrift für C
laus 

- W
ilhelm

 C
anaris zum

 70. G
eburtstag B

d.Ⅰ
, 2007, S

. 1088 - 1092, 1094 - 1096, 1103.

（
70
） 

D
irk L

oosch
eld

ers, D
er B

ezugspunkt der V
ertretenm

üssen bei S
chadensersatzansprüchen w

egen M
angelhaftigkeit der 

K
aufsache, in : F

estschrift für C
laus - W

ilhelm
 C

anaris zum
 70. G

eburtstag B
d.Ⅰ

, 2007, S
. 738 - 742. ; d

erselbe, S
chuldrecht 

A
llgem

einer T
eil, 12.  A

ufl. 2014, S
. 194. 

同
旨
の
見
解
と
し
て
、Ilaria S

y, P
flichtverletzung und V

ertretenm
üssen beim

 

S
chadensersatz statt der L

eistung, 2010, S
. 17 - 20, 26 - 29.

（
71
） 

L
oosch

eld
ers, a. a. O

. 
（F

n. 70

）, S
chuldrecht A

llgem
einer T

eil, S
. 194. 

同
旨
の
見
解
と
し
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な
ど
。

（
73
） 

中
田
裕
康
「
現
代
に
お
け
る
役
務
提
供
契
約
の
特
徴
（
中
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
七
九
号
（
一
九
九
五
）
三
四
頁
（
同
『
継
続
的
取
引
の
研
究
』〔
有
斐

閣
、
二
〇
〇
〇
〕
所
収
）、
浦
川
道
太
郎
「
サ
ー
ビ
ス
契
約
に
お
け
る
消
費
者
被
害
の
救
済
─
不
完
全
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
と
役
務
提
供
者
責
任
─
」

鎌
田
＝
来
生
他
編
『
岩
波
講
座 

現
代
法
13
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
）
二
二
〇
頁
な
ど
参
照
。

（
74
） 

河
上
正
二
「
商
品
の
サ
ー
ビ
ス
化
と
役
務
の
欠
陥
・
瑕
疵
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
九
三
号
（
一
九
九
六
）
八
─
一
二
頁
。

（
75
） 

浦
川
・
前
掲
注（
73
）二
二
一
頁
、
長
尾
治
助
「
サ
ー
ビ
ス
の
欠
陥
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
者
の
契
約
責
任
─
消
費
者
契
約
を
中
心
と
し
て
─
」
中

川
他
編
『
星
野
古
稀
・
日
本
民
法
学
の
形
成
と
課
題 

下
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
）
七
七
三
─
七
七
四
頁
。

（
76
） 

雇
用
契
約
の
安
全
配
慮
義
務
に
関
し
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
債
権
者
（
使
用
者
＝
他
人
の
労
務
を
受
領
す
る
者
）
が
債
務
者
の
生

）
九
九
九
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

四
〇

命
・
身
体
の
安
全
を
配
慮
す
べ
き
義
務
で
あ
る
点
で
、
そ
の
性
質
・
構
造
を
異
に
す
る
（
高
橋
眞
『
安
全
配
慮
義
務
の
研
究
』〔
成
文
堂
、

一
九
九
二
〕
一
四
一
頁
以
下
）。

（
77
） 
な
お
、
給
付
義
務
と
履
行
過
程
に
お
け
る
債
務
者
の
給
付
行
為
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
議
論
が
あ
る
（
拙
著
・
前
掲
注〔
２
〕二
九
二
頁
以
下

参
照
）。

（
78
） 

契
約
債
務
関
係
の
構
造
把
握
に
関
し
て
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
２
）二
九
二
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
３
）一
八
〇
頁
以
下
、
拙
稿
「
契
約
上
の
義

務
概
念
の
拡
張
と
債
務
関
係
構
造
─
ド
イ
ツ
民
法
理
論
を
素
材
に
し
て
─
」『
伊
藤
傘
寿
・
現
代
私
法
規
律
の
構
造
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
七
）

二
九
頁
以
下
参
照
。

（
79
） 

詳
細
は
、
拙
著
・
前
掲
注（
２
）三
一
〇
頁
以
下
、
四
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
80
） 

ド
イ
ツ
で
は
、
過
失
の
構
成
要
件
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
六
条
二
項
の
「
注
意
（S

orgfalt

）」
に
関
し
て
、
外
的
注
意
（Ä

ußere S
orgfalt

）

と
内
的
注
意
（Innere S

orgfalt
）
に
分
け
て
検
討
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
は
、
目
的
に
適
っ
た
行
為
、
規
範
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
行
為
か
否

か
と
い
っ
た
判
断
で
あ
り
、
過
失
概
念
に
関
わ
る
。
後
者
は
、
個
々
人
に
よ
る
注
意
の
評
価
で
あ
り
、
あ
る
情
況
下
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
か
、
当
該
情
況
下
で
は
結
果
を
予
見
で
き
た
と
い
っ
た
判
断
に
関
わ
り
、
有
責
性
要
素
と
さ
れ
る
（E

rw
in

 D
eu

tsch, D
ie 

F
ahrlässigkeit im

 neuen S
chuldrecht, A

cP
 202 

〔2002

〕, S
. 903f. ; d

erselbe, D
ie M

edizinhaftung nach dem
 neuen S

chuldrecht 

und dem
 neuen S

chadensrecht, JZ
 2002, S

. 589, 591.

な
ど
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
り
、
共
通
の
理
解
に
は

至
っ
て
い
な
い
（S

pickh
off, a. a. O

. 

〔F
n. 57

〕, S
, 2535f.

）。

ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
過
失
は
債
務
者
の
具
体
的
行
為
義
務
（
付
随
〔
的
注
意
〕
義
務
）
違
反
と
し
て
捉
え
る
傾
向
も
み
ら
れ
た
（
北
川

善
太
郎
「
債
務
不
履
行
に
お
け
る
有
責
性
」
法
学
論
叢
一
一
八
巻
四
・
五
・
六
号
〔
一
九
八
六
〕
一
一
一
─
一
一
三
頁
、
前
田
達
明
『
口
述
債
権
総

論 

第
三
版
』〔
成
文
堂
、
一
九
九
三
〕
一
三
六
─
一
三
七
頁
な
ど
）。

）
九
九
九
九
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

四
一

消
費
税
の
再
検
討

阿

　
　部

　
　徳

　
　幸

一
、
は
じ
め
に

消
費
税
（
１
）

が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
一
〇
月
一
日
よ
り
、
仕
入
税
額
控
除
は
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
に
変

更
さ
れ
る
（
同
日
施
行
後
消
費
税
法
〘
以
下
「
新
消
費
税
法
」
と
い
う
。〙
30
①
、
57
の
２
①
）。
消
費
税
に
お
け
る
「
日
本
型
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」

の
導
入
で
あ
る
。
わ
が
国
に
消
費
税
が
導
入
さ
れ
た
の
は
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
昭
和
世
代
か
ら
す
れ
ば
新
し
い

税
、
平
成
世
代
か
ら
す
れ
ば
、
物
心
が
つ
い
た
時
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
税
と
な
る
。
そ
の
捉
え
方
は
世
代
に
よ
っ
て
違
う
。
し
か
し
、

導
入
後
三
〇
余
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
期
間
は
消
費
税
導
入
の
期
間
、
す
な
わ
ち
助
走
期
間
と
し
て
捉
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
何
事
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
走
り
出
し
た
ば
か
り
の
制
度
・
シ
ス
テ
ム
は
最
初
は
段
取
り
が
悪
く

不
備
も
多
い
。
消
費
税
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
昨
今
、
こ
れ
ま
で
の
期
間
を
振
り
返
り
、
こ
の
不
備
と
そ
の
是
正
の
様
子
を
確
認
し
な

論

　説

）
三
二
〇
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

四
二

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
期
間
を
助
走
期
間
と
し
て
も
、
例
え
ば
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
度
一
般
会
計
歳
入
予
算
に
お
い
て
既

に
消
費
税
は
国
税
だ
け
で
も
、
所
得
税
二
〇
、三
兆
円
、
法
人
税
一
三
、三
兆
円
を
抜
き
二
一
、五
兆
円
と
最
も
大
き
な
財
源
と
し
て
見
込

ま
れ
て
い
る
（
２
）

。
消
費
税
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
基
幹
税
と
し
て
成
長
し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
今
後
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
く
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
消
費
税
に
基
幹
税
と
し
て
の
地
位
を
与
え
る
た
め
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
様
子
を
振
り
返
り
、
わ
が
国
の
国
情
に
合
っ
た

よ
り
民
主
的
な
税
制
と
し
て
消
費
税
を
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

財
務
省
は
、
こ
の
消
費
税
に
つ
い
て
一
般
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
３
）

。

「
消
費
税
は
、
消
費
一
般
に
対
し
て
広
く
公
平
に
課
さ
れ
る
税
で
す
。
そ
の
た
め
、
原
則
と
し
て
全
て
の
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
の
国
内
に

お
け
る
販
売
、
提
供
な
ど
が
課
税
対
象
で
あ
り
、
事
業
者
を
納
税
義
務
者
と
し
て
、
そ
の
売
上
げ
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
税

の
累
積
を
排
除
す
る
た
め
に
、
事
業
者
は
、
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
か
ら
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
を
控
除
し
、
そ
の
差
額
を
納
付
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
事
業
者
に
課
さ
れ
る
消
費
税
相
当
額
は
、
コ
ス
ト
と
し
て
販
売
価
格
に
織
り
込
ま
れ
、
最
終
的
に
は
消
費
者

が
負
担
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。（「
直
接
税
」
と
呼
ば
れ
る
所
得
税
な
ど
に
対
し
、
こ
の
よ
う
に
納
税
義
務
者
と
実
質
負
担
者
が
異
な
る

税
を
「
間
接
税
」
と
呼
び
ま
す
）」
で
あ
る
。

少
々
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
売
上
げ
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
、
消
費
税
相
当
額
に
コ
ス
ト
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

そ
し
て
消
費
税
は
一
般
的
に
間
接
税
と
し
て
分
類
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
明
確
に
消
費
税
を
間
接
税
と
は
い
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た

コ
ス
ト
と
す
れ
ば
こ
れ
は
費
用
の
一
部
で
あ
り
自
ら
負
担
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
一
般
納
税
者
が
認
識
し
て
い
る
消
費
税
の

姿
と
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
わ
が
国
で
は
「
消
費
税
」
と
い
う
も
の
の
、
こ
の
税
は
一
般
的
に
付
加
価
値
税

（
Ｖ
Ａ
Ｔ
）
に
分
類
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
消
費
税
と
は
言
え
、
消
費
（
売
上
げ
）
に
対
し
て
課
税
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
付
加
価
値
」
に

）
三
二
〇
一
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

四
三

対
し
て
課
税
す
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
消
費
税
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

消
費
税
が
変
容
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
今
、
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
消
費
税
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
消
費
税
の
本
質
そ
の
も
の

を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
改
め
て
消
費
税
の
本
質
に
つ
い
て
、
若
干
の
再
検
討
を
行
っ
て
み
た
い
（
４
）

。

二
、
消
費
税
に
対
す
る
消
費
者
の
誤
解

消
費
税
法
は
、
価
格
の
表
示
と
し
て
、「
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
を
含
め
た
価
格
」
で
表
示
す
る
こ

と
を
要
求
す
る
（
消
費
税
法
63
）。
こ
の
総
額
表
示
義
務
は
、
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
、
二
〇
〇
四
（
平

成
一
六
）
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
（
平
成
一
五
年
税
制
改
正
法
附
則
１
八
ニ
）。
し
か
し
、
消
費
税
率
八
％
へ
の
引
上
げ
に
伴
い
総
額

表
示
を
要
し
な
い
特
例
措
置
が
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
〇
月
か
ら
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
が
延
期
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
最
終
的
に
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
三
月
三
一
日
ま
で
こ
の
特
例
は
延
長
さ
れ
た
（
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
10
①
、
同
附
則

２
①
、
平
成
二
八
年
税
制
改
正
法
附
則
３
）。
具
体
的
に
は
、
こ
の
間
、
表
示
す
る
商
品
の
価
格
が
税
込
価
格
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
な
い
た
め

の
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
、
総
額
表
示
（
税
込
価
格
の
表
示
）
を
必
要
と
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
消
費
者
の
利
便
性

に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
期
間
で
あ
っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
税
込
価
格
を
表
示
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
も
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
財
務
省
は
、
こ
の
「
特
例
を
適
用
し
た
場
合
の
認
め
ら
れ
る
例
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
具
体
例
を
示
し

た
【
図
表
１
（
５
）

】。

そ
も
そ
も
こ
の
総
額
表
示
は
、
こ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
「
税
抜
価
格
表
示
」
で
は
、
レ
ジ
で
請
求
さ
れ
る
ま
で
最
終
的
に
い
く
ら
支

）
三
二
〇
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

四
四

払
え
ば
よ
い
の
か
分
か
り
に
く
く
、
ま
た
同
一
の
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
な
が
ら
「
税
抜
価
格
表
示
」
と
「
税
込

価
格
表
示
」
が
混
在
し
て
い
る
た
め
価
格
の
比
較
が
し
づ

ら
い
と
い
っ
た
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
事
前
に

「
消
費
税
相
当
額
を
含
む
価
格
」
を
一
目
で
分
か
る
よ
う

に
す
る
（
６
）

と
い
っ
た
消
費
者
の
利
便
性
か
ら
の
も
の
と
説
明

さ
れ
る
。
し
か
し
、
消
費
者
か
ら
す
れ
ば
、
日
々
の
消
費

行
為
に
お
い
て
【
図
表
１
】
で
示
さ
れ
た
価
格
表
示
に
長

い
こ
と
触
れ
て
い
れ
ば
、
自
ず
と
本
体
価
格
と
は
別
に
消
費
税
を
支
払
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ

る
。
も
は
や
消
費
者
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
消
費
税
の
構
造
は
「
本
体
価
格
＋
税
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
財
務
省
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

に
よ
れ
ば
、「
事
業
者
に
課
さ
れ
る
消
費
税
相
当
額
は
、
コ
ス
ト
と
し
て
販
売
価
格
に
織
り
込
ま
れ
」
と
い
っ
て
い
た
。
す
る
と
消
費
税

の
構
造
は
、「
本
体
価
格
＋
消
費
税
相
当
額
の
価
格
」、
す
な
わ
ち
す
べ
て
が
「
価
格
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
裏
づ
け
る

も
の
と
し
て
東
京
地
判
平
成
二
・
三
・
二
六
（
判
時
１
３
４
４
号
115
頁
）
は
、「
消
費
者
が
事
業
者
に
対
し
て
支
払
う
消
費
税
分
は
あ
く
ま

で
商
品
や
役
務
の
提
供
に
対
す
る
対
価
の
一
部
と
し
て
の
性
格
し
か
有
し
な
い
」
と
判
示
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
み
れ
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
で

一
、〇
〇
〇
円
の
買
い
物
を
し
て
一
、一
〇
〇
円
支
払
っ
た
場
合
、
一
〇
〇
円
は
消
費
税
で
は
な
く
一
、一
〇
〇
円
の
買
い
物
を
し
た
と
い

う
こ
と
を
こ
の
判
決
は
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
消
費
者
の
負
担
し
て
い
る
消
費
税
相
当
額
は
税
で
は
な
く
対
価
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
売
上
（
本
体
価
格
＋
消
費
税
相
当
額
の
価
格
）
の
中
か
ら
事
業
者
が
消
費
税
を
納
付
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
事
業
者
が
消
費
者
か
ら

【図表 １】��特例を適用した場合の�
認められる例
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税
を
国
に
代
わ
っ
て
預
か
り
、
そ
れ
を
国
に
納
付
し
て
い
る
と
い
う
法
的
構
造
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
消
費
者
の
誤
解
を
解
消
す
る
た
め
も
あ
り
、
総
額
表
示
が
義
務
付
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
か
つ
て
消
費
税
の
滞
納
対
策
と

し
て
、
国
税
庁
は
消
費
税
を
「
預
り
金
的
性
格
」
を
い
っ
て
い
た
が
、
こ
の
「
預
り
金
的
性
格
」
と
い
う
表
現
も
や
め
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
こ
の
消
費
税
の
性
格
を
預
り
金
な
の
か
、
預
り
金
的
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
が
そ
の
納
税
義
務
者
を
「
事
業

者
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
消
費
税
法
５
①
）
が
、
例
え
ば
所
得
税
法
に
お
け
る
「
給
与
所
得
に
係
る
源
泉
徴
収
」

と
の
対
比
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
よ
り
鮮
明
な
も
の
と
な
る
。
所
得
税
法
183
条
１
項
は
、
給
与
等
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
支
払

の
際
、
そ
の
給
与
等
に
つ
い
て
所
得
税
を
徴
収
し
、
翌
月
一
〇
日
ま
で
に
国
に
納
付
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
源
泉

所
得
税
は
、
源
泉
徴
収
義
務
者
に
と
っ
て
明
ら
か
に
そ
の
意
味
で
の
「
預
り
金
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
消
費
税
法
は
、
消
費
者
を
納
税

義
務
者
と
は
し
て
い
な
い
の
と
同
時
に
、
事
業
者
に
対
し
課
税
資
産
の
譲
渡
等
（
消
費
税
法
２
九
）
の
際
、
消
費
税
相
当
額
を
徴
収
す
る

こ
と
を
義
務
付
け
て
も
い
な
い
。
結
論
と
し
て
消
費
税
と
は
、
事
業
者
に
と
っ
て
預
り
金
で
も
な
け
れ
ば
預
り
金
的
性
格
の
も
の
で
は
な

い
。総

額
表
示
導
入
の
理
由
は
消
費
者
の
利
便
性
が
い
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
導
入
理
由
は
、
こ
の
他
消
費
税
の
性
格
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
。

少
々
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。「
そ
も
そ
も
消
費
税
は
事
業
者
を
納
税
義
務
者
と
し
、
取
引
の
各
段
階
で
そ
の
売
上
げ
に
対
し
て
課
税
さ

れ
る
が
、
税
相
当
額
は
コ
ス
ト
と
し
て
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
価
格
に
織
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
通
じ
、
最
終
的
に
は
消
費
者
に
転

嫁
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た
間
接
税
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
取
引
に
際
し
て
事
業
者
が
消
費
者
か
ら
受
領
す
る
消
費
税
相
当

額
は
財
貨
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
事
業
者
の
売
上
げ
は
あ
く
ま
で
取
引
総
額
で
あ
り
、
こ
う
し
た
消
費
税
の
性
格
や
仕

組
み
か
ら
す
れ
ば
、
消
費
税
に
関
す
る
価
格
表
示
は
、
取
引
総
額
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
本
来
の
あ
り
方
と
考
え
ら
れ
る
（
７
）

」
で
あ
る
。
こ
こ
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で
も
事
業
者
の
販
売
価
格
は
あ
く
ま
で
取
引
総
額
だ
か
ら
総
額
表
示
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

繰
り
返
す
が
一
般
消
費
者
の
感
覚
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
長
年
に
わ
た
り
【
図
表
１
】
の
よ
う
な
価
格
表
示
、
す
な
わ
ち
「
税
抜
価

格
」、「
本
体
価
格
」、
さ
ら
に
は
「
＋
消
費
税
」
に
な
れ
親
し
ん
で
き
た
結
果
、
消
費
者
に
は
「
対
価
の
一
部
」
と
し
て
の
意
識
は
な
い
。

総
額
表
示
が
求
め
ら
れ
る
今
日
、
巷
で
は
「
一
、〇
〇
〇
円
（
税
込
一
、一
〇
〇
円
）」
と
い
っ
た
価
格
表
示
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
一
般
消
費

者
の
感
覚
は
あ
く
ま
で
も
「
本
体
価
格
＋
税
」
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
の
も
と
に
成
り
立
つ
消
費
税
が
、
予
算
レ
ベ
ル
と
は

い
え
、
所
得
税
・
法
人
税
を
抜
き
、
最
も
大
き
な
財
源
、
い
わ
ば
わ
が
国
税
制
の
中
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

三
、
消
費
税
は
間
接
税
な
の
か

消
費
税
は
一
般
的
に
間
接
税
（indirect tax

）
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
本
体
価
格
＋
税
」
と
い
っ
た
構
造
か
ら
の
も
の

で
あ
る
。
総
額
表
示
の
導
入
理
由
に
よ
れ
は
こ
の
構
造
は
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
消
費
税
が
間
接
税
で
あ
る
こ
と
は
強

調
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
間
接
税
と
は
、
財
政
学
上
の
伝
統
的
な
区
分
に
し
た
が
え
ば
、
法
律
上
の
納
税
義
務
者
と
実
際
に
税
を
負
担
す
る
担
税
者
と

が
一
致
せ
ず
、
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
税
と
定
義
さ
れ
る
。
た
だ
し
転
嫁
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
消
費
者
が
負
担
す
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
具
体
的
に
わ
が
国
消
費
税
法
は
、
韓
国
付
加
価
値
税
法
と
は
異
な
り
こ
の
転
嫁
を
強
制
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
「
可
能
性
」
認
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
（
８
）

。
つ
ま
り
こ
の
伝
統
的
な
区
分
に
従
え
ば
、
税
の
転
嫁
が
で
き
れ
ば
間
接
税
と
し
て
機
能

し
、
転
嫁
で
き
な
け
れ
ば
自
ら
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
直
接
税
と
し
て
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
税
の
転
嫁
を
基
礎
と
し
た
議
論
で

あ
る
。
し
か
し
東
京
地
判
平
成
二
・
三
・
二
六
に
よ
れ
ば
あ
く
ま
で
も
、「
消
費
税
分
は
そ
の
本
質
が
対
価
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
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「
税
」
を
転
嫁
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
予
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
も
対
価
（
価
格
）
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
税
を
対
価
（
価
格
）
に
上
乗
せ
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
対
価
（
価
格
）
の
上
乗
せ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
税
の
転

嫁
の
有
無
を
根
拠
に
消
費
税
の
性
格
論
を
論
ず
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。

で
は
消
費
税
と
は
間
接
税
で
は
な
く
、
直
接
税
（direct tax

）
と
区
分
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
繰
返
し
に
な
る
が
東
京
地
判
平
成

二
・
三
・
二
六
は
、「
消
費
税
分
は
そ
の
本
質
が
対
価
」
と
判
示
し
た
。
そ
の
う
え
で
同
判
決
文
は
、「
消
費
税
の
納
税
義
務
者
が
消
費
者
、

徴
収
義
務
者
が
事
業
者
で
あ
る
と
は
解
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
国
税
通
則
法
施
行
令
46
条
は
「
間
接
国
税
の
範
囲
」
を
定

め
る
。
そ
こ
で
は
「
消
費
税
法
47
条
２
項
（
引
取
り
に
係
る
課
税
貨
物
に
つ
い
て
の
課
税
標
準
額
及
び
税
額
の
申
告
等
）
に
規
定
す
る
課
税
貨
物

に
課
さ
れ
る
消
費
税
」
を
間
接
国
税
に
含
め
る
も
の
の
、
こ
こ
で
の
検
討
対
象
と
し
た
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
は
間
接
国
税

に
含
め
て
い
な
い
。
つ
ま
り
税
法
自
身
が
間
接
税
に
含
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
消
費
税
法
そ
の
も
の
も
、
例
え
ば
そ
の
28
条
に

お
い
て
、
消
費
税
の
課
税
標
準
を
「
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
消
費
税
の
課
税
標
準
は
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
と
す
る
」

と
い
う
。
そ
の
う
え
で
こ
の
「
対
価
の
額
」
に
つ
い
て
、「
対
価
と
し
て
収
受
し
、
又
は
収
受
す
べ
き
一
切
の
金
銭
又
は
金
銭
以
外
の
物

若
し
く
は
権
利
そ
の
他
経
済
的
な
利
益
の
額
と
し
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
き
課
さ
れ
る
べ
き
消
費
税
額
及
び
当
該
消
費
税
額
を
課
税

標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
べ
き
地
方
消
費
税
額
に
相
当
す
る
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は

「
課
さ
れ
た
消
費
税
額
…
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
課
さ
れ
る
べ
き
…
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
消
費
税
法
は
消
費
税
相

当
額
の
価
格
が
「
転
嫁
」（
上
乗
せ
）
さ
れ
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、「
転
嫁
」（
上
乗
せ
）
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
課
税
標
準
を

計
算
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

現
行
消
費
税
法
に
よ
れ
ば
、
そ
の
納
税
義
務
は
「
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
」（
消
費
税
法
９
②
一
）
に
よ
り
判
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
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の
検
討
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
課
税
売
上
高
」
は
い
わ
ゆ
る
「
税
込
み
」
金
額
で
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
同
条
文

は
、「
課
税
売
上
高
を
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
」
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
判
平
成
一
七
・
二
・
一
（
民
集
59
巻
２
号

245
頁
）
は
、
消
費
税
「
法
28
条
１
項
の
趣
旨
は
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
と
し
て
収
受
さ
れ
た
金
銭
等
の
額
の
中
に
は
、
当
該
資
産

の
譲
渡
等
の
相
手
方
に
転
嫁
さ
れ
た
消
費
税
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
課
税
標
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
上
記
の
と
お

り
こ
れ
を
控
除
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
消
費
税
の
納
税
義
務
を
負
わ
ず
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等

の
相
手
方
に
対
し
て
自
ら
に
課
さ
れ
る
消
費
税
に
相
当
す
る
額
を
転
嫁
す
べ
き
立
場
に
な
い
免
税
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
相
当
額

を
上
記
の
と
お
り
控
除
す
る
こ
と
は
、
法
の
予
定
し
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
は
税
抜
金
額
に

よ
り
判
定
す
る
旨
を
判
示
し
た
。
前
出
東
京
地
判
の
い
う
「
消
費
税
分
は
、
そ
の
本
質
が
対
価
」
か
ら
で
は
な
く
、
免
税
事
業
者
に
お
い

て
は
、
そ
も
そ
も
転
嫁
す
る
消
費
税
相
当
額
は
存
在
し
な
い
と
い
う
論
点
か
ら
の
、
す
な
わ
ち
消
費
税
を
間
接
税
で
あ
る
と
い
う
認
識
か

ら
の
判
示
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
も
う
少
し
こ
の
「
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
」
を
み
て
み
た
い
。
繰
り
返
す
が
消
費
税
法
は
、
現
年
度
で
は
な
く
基
準
期
間

で
そ
の
納
税
義
務
を
判
断
す
る
よ
う
に
求
め
る
。
今
日
、
多
く
の
個
人
事
業
者
・
中
小
事
業
者
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
な

か
、
事
業
の
継
続
・
雇
用
維
持
に
懸
命
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
彼
ら
は
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
赤
字
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
所
得

税
・
法
人
税
の
納
税
は
、
原
則
、
求
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
消
費
税
は
そ
れ
で
も
納
税
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
消
費
税

と
は
、
消
費
者
か
ら
預
か
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
か
ら
そ
れ
を
納
付
す
る
こ
と
は
事
業
が
赤
字
で
あ
る
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
間

接
税
的
論
調
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
消
費
税
法
は
、「
小
規
模
事
業
者
に
係
る
納
税
義
務
の
免
除
」（
消
費
税
法
９
）（
以
下
単
に
「
事
業
者
免

税
制
度
」
と
い
う
。）
と
し
て
、
事
業
者
の
う
ち
、
そ
の
課
税
期
間
に
対
す
る
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
以
下
で
あ
る

）
三
二
一
二
（
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四
九

者
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
消
費
税
の
納
税
義
務
を
免
除
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
仮
に
そ
の
課
税
期
間
に
お
け
る
課

税
売
上
高
が
一
千
万
円
以
下
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
を
超
え
て
い
れ
ば
、
そ
の
課
税
期
間

に
お
け
る
消
費
税
の
納
税
義
務
は
免
除
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
課
税
期
間
の
納
税
義
務
の
有
無
は
あ
く
ま
で
も
基
準
期
間
に
よ
り
判

断
さ
れ
、
そ
の
課
税
期
間
の
課
税
売
上
高
は
考
慮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
一
百
万
円
で
あ
り

そ
の
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
が
一
億
円
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
課
税
期
間
の
納
税
義
務
は
無
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
は
逆

に
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
一
億
円
で
あ
り
、
そ
の
課
税
期
間
の
売
上
高
が
一
百
万
円
で
も
納
税
義
務
は
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
な
ぜ
消
費
税
法
は
、
そ
の
課
税
期
間
の
課
税
売
上
高
で
納
税
義
務
の
免
除
を
判
定
せ
ず
、
基
準
期
間
の
そ
れ
で
判
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
消
費
税
で
は
税
の
転
嫁
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
消
費
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
事
業
者
が
一
万
円

の
商
品
を
販
売
す
る
場
合
、
商
品
代
金
一
万
円
と
消
費
税
一
千
円
を
消
費
者
か
ら
収
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
免
税
事
業
者

で
あ
れ
ば
そ
の
必
要
は
な
く
商
品
代
金
一
万
円
だ
け
で
よ
い
。
つ
ま
り
、
商
品
を
販
売
す
る
時
に
お
い
て
自
身
が
納
税
義
務
者
な
の
か
、

は
た
ま
た
免
税
事
業
者
な
の
か
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
消
費
者
か
ら
収
受
す
る
金
額
に
違
い
が
出
て
し
ま
う
。
一
般
的
に
説
明
さ
れ
る
そ

の
理
由
で
あ
る
（
９
）

。
確
か
に
免
税
事
業
者
は
、
そ
も
そ
も
納
税
義
務
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
消
費
者
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
消
費
税
を
収
受
す
る

必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
消
費
税
分
は
そ
の
本
質
が
対
価
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
消
費
税
法
は
、
現
実
に
消
費
税
相
当

分
を
転
嫁
し
、
収
受
し
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
収
受
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
課
税
標
準
を
計
算
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
こ
の
議
論
も
、
消
費
税
が
間
接
税
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
構
造
が
「
本
体
価
格
＋
税
」
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が

消
費
税
の
構
造
は
、「
本
体
価
格
＋
税
」
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
こ
の
基
準
期
間
を
利
用
し
て
の
納
税
義
務
の
判
定
は
、
あ
く
ま
で
も
課
税
技
術
上
の
問
題
で
あ
り
、
敢
え
て
い

）
三
二
一
三
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〇
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月
）

五
〇

う
な
ら
ば
、
課
税
庁
が
そ
の
二
年
前
に
消
費
税
の
納
税
義
務

の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
の
装
置
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ

の
基
準
期
間
に
お
け
る
納
税
義
務
の
判
定
に
よ
り
、
現
事
業

年
度
の
実
績
に
関
わ
ら
ず
納
税
が
求
め
ら
れ
、
こ
と
さ
ら
コ

ロ
ナ
禍
に
お
け
る
中
小
零
細
事
業
者
等
に
と
っ
て
消
費
税
は

過
酷
な
税
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
過
酷
な
税
か
ら
い
く
ら
か

で
も
解
放
さ
せ
る
た
め
に
は
現
年
度
判
定
に
す
る
必
要
が
あ

る
。消

費
税
と
は
事
業
者
に
と
っ
て
過
酷
な
税
で
あ
る
。
現
事

業
年
度
の
実
績
が
赤
字
で
あ
っ
て
も
そ
の
税
額
計
算
方
法
か

ら
納
税
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
理
由
の
一
つ
で

あ
る
。
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
八
月
、
国
税
庁
は
「
令
和

三
年
度
租
税
滞
納
状
況
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
た
（
10
）

。
こ
れ
に

よ
れ
ば
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
度
に
お
け
る
新
規
発
生
滞

納
額
は
、
七
、五
二
七
億
円
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

内
訳
を
み
れ
ば
消
費
税
が
三
、九
九
七
億
円
と
、
全
体
の

五
三
・
一
％
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
地
方
消

【図表 ２】消費税新規発生滞納額の推移

）
三
二
一
〇
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五
一

費
税
は
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
滞
納
実
額
は
こ
れ
を
上
回
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
消
費
税
の
滞
納
は
、
慢
性
的
に
そ
し
て
高
額
の
ま
ま
消

費
税
施
行
直
後
か
ら
続
い
て
い
る
【
図
表
２
】。
巷
間
い
わ
れ
る
消
費
税
を
間
接
税
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
質
事
業
者
に
は
負

担
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
負
担
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
こ
れ
ほ
ど
恒
常
的
に
、
そ
し
て
高
額
な
ま
ま
滞
納
が
続
い
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
事
業
者
自
体
が
負
担
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
（
11
）

。
こ
の
こ
と
は
消
費
税
が
間
接
税
に
限
ら
ず
直
接
税
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
消
費
税
と
は
、
直
接
税
と
も
間
接
税
と
も
明
確
に
区
分
で
き
な
い
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
一
〇
月
一
日
よ
り
、
こ
の
消
費
税
に
お
け
る
仕
入
税
額
控
除
は
、「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
日
本
型
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
の
導
入
で
あ
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
軽
減
税
率
（
平
成
二
八
年
税
制
改

正
法
附
則
34
①
、
地
方
税
法
72
の
83
）
の
導
入
が
い
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
軽
減
税
率
が
逆
進
性
対
策
と
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

高
額
所
得
者
・
低
所
得
者
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
消
費
者
に
こ
の
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
で
は
、
こ
の
適
格
請
求
書
は
、
事
前
に
登
録
し
た
課
税
事
業
者
の
み
が
交
付
で
き
る
こ
と
な
り
、
免
税
事

業
者
は
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
免
税
事
業
者
は
、
自
ら
課
税
事
業
者
と
な
る
か
若
し
く
は

最
悪
の
場
合
、
市
場
か
ら
の
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
消
費
税
法
上
事
業
者
免
税
制
度
を
維
持
し
た
ま
ま
の
実
質
的
制
度
廃
止
で
あ
る
。

ま
た
そ
こ
で
は
、
免
税
事
業
者
が
消
費
税
免
税
を
維
持
し
続
け
る
た
め
に
は
、
更
な
る
価
格
引
き
下
げ
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

た
だ
し
こ
れ
に
は
、
免
税
事
業
者
も
価
格
に
き
ち
ん
と
消
費
税
分
を
転
嫁
し
、
自
ら
課
税
事
業
者
と
な
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

批
判
も
あ
る
。
価
格
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
も
施
行
さ
れ
て
お
り
、
公
正
取
引
委
員
会
を
中
心
に
価
格
転
嫁
の
監
視
を
続
け
て
い
る
か
ら

と
い
う
理
由
に
よ
る
。
し
か
し
、
こ
の
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
監
視
は
、
税
率
引
上
げ
の
際
の
も
の
で
あ
り
、
今
回
は
税
率
引
上
げ
で

は
な
い
。
ま
た
、「
下
請
け
は
元
請
け
と
対
等
に
価
格
交
渉
で
き
な
い
」、「
元
請
け
に
は
逆
ら
え
な
い
」
と
現
場
の
声
を
報
道
す
る
も
の

）
三
二
一
一
（
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五
二

も
あ
る
（
12
）

。
さ
ら
に
は
最
高
裁
ま
で
も
が
免
税
事
業
者
を
、「
消
費
税
の
納
税
義
務
を
負
わ
ず
、
課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
相
手
方
に
対
し
て

自
ら
に
課
さ
れ
る
消
費
税
に
相
当
す
る
額
を
転
嫁
す
べ
き
立
場
に
な
い
」
と
い
う
（
前
出
最
判
平
成
一
七
・
二
・
一
）。
ま
た
地
裁
レ
ベ
ル
で

は
あ
る
が
、「
消
費
税
法
の
規
定
上
、
事
業
者
は
、
仕
入
税
額
相
当
額
の
負
担
を
、
他
の
事
業
者
や
消
費
者
に
対
し
て
転
嫁
す
る
権
利
や

義
務
を
有
し
て
い
る
と
は
解
さ
れ
ず
、
実
際
に
転
嫁
で
き
る
か
否
か
は
当
該
事
業
者
の
経
営
状
態
、
市
場
環
境
等
の
影
響
を
受
け
ざ
る
を

得
な
い
」（
神
戸
地
裁
平
成
二
四
・
一
一
・
二
七
・
税
資
262
号
順
号
１
２
０
９
７
）
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
免
税
事
業
者

は
消
費
税
相
当
額
を
転
嫁
す
べ
き
立
場
に
な
い
。
し
か
し
課
税
事
業
者
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
消
費
税
相
当
額
を
転
嫁
で
き
る
か
否
か
は
、

市
場
に
お
け
る
そ
の
事
業
者
の
立
場
・
力
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
消
費
税
と
は
、
そ
の
事
業
者
の
経
済
市
場
に
お
け
る

立
場
・
力
に
よ
り
、
転
嫁
で
き
る
場
合
も
あ
れ
ば
転
嫁
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
先
の
東
京
地
判
平
成

二
・
三
・
二
六
に
よ
れ
ば
消
費
税
相
当
額
は
価
格
で
あ
っ
た
。
消
費
税
の
構
造
と
し
て
は
、「
本
体
価
格
＋
税
」
で
は
な
く
、「
本
体
価
格

＋
本
体
価
格
＝
本
体
価
格
」
の
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
消
費
税
相
当
額
の
「
転
嫁
」
の
問
題
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
価
格
決
定
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
先
の
東
京
地
判
平
成
二
・
三
・
二
六
も
、「
消
費
税
の
納
税
義
務
者
が
消
費
者
、

徴
収
義
務
者
が
事
業
者
で
あ
る
と
は
解
さ
れ
な
い
」
と
判
示
す
る
。
先
の
最
判
平
成
一
七
・
二
・
一
、
神
戸
地
判
平
成

二
四
・
一
一
・
二
七
は
と
も
に
、
消
費
税
の
性
格
を
間
接
税
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
強
調
す
る
が
た
め
、「
転
嫁
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
た
こ
と
に
よ
る
判
示
で
あ
る
。

国
税
庁
は
、「
消
費
税
の
基
本
的
仕
組
み
」
に
つ
い
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
【
図
表
３
（
13
）

】
の
よ
う
な
図
を
用
い
て
説
明
す
る
。

そ
し
て
そ
こ
で
は
、「
消
費
税
は
、
事
業
者
に
負
担
を
求
め
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
税
金
分
は
事
業
者
が
販
売
す
る
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
の
価
格
に
含
ま
れ
て
、
次
々
と
転
嫁
さ
れ
、
最
終
的
に
商
品
を
消
費
し
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
消
費
者
が
負
担
す
る
こ
と
に

）
三
二
一
一
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五
三

な
り
ま
す
」
と
説
明
を
加
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
並
び
に
図
は
あ
く
ま
で
も
消
費

税
法
、
消
費
税
制
度
が
予
定
し
て
い
る
様
子
を
示
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
現

実
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
こ
こ
で
は
、
事
業
者
が
次
の
事

業
者
へ
販
売
す
る
に
あ
た
り
、
①
適
正
な
利
益
を
確
保
し
て
販
売
し
て
い
る
こ
と
、
②

さ
ら
に
完
全
な
転
嫁
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
前
提
に
説
明
さ
れ
、
描
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
①
・
②
い
ず
れ
も
販
売
「
価
格
」
の
問
題
と
な

る
。国

税
庁
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
度
に
お
け
る
法
人
税
の
申
告
の
う
ち

黒
字
申
告
割
合
は
三
五
・
三
％
と
い
う
。
逆
に
み
れ
ば
六
四
・
七
％
の
法
人
は
赤
字
申
告

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
度
実
績
で
は
黒
字
申
告
割
合

は
三
五
・
〇
％
、
す
な
わ
ち
赤
字
申
告
割
合
六
五
・
〇
％
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
14
）

。
仮
に
消

費
税
相
当
額
を
そ
の
販
売
価
格
に
完
全
に
「
転
嫁
」
が
で
き
て
い
る
と
仮
定
し
て
も
、

そ
の
販
売
価
格
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
適
正
な
利
益
が
確
保
で
き
な

け
れ
ば
、
そ
の
法
人
は
赤
字
申
告
と
な
る
。
で
は
赤
字
申
告
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、

そ
の
消
費
税
の
負
担
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
赤
字
と
は
適
正
な
価
格
で
販
売
で

き
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
そ
の
消
費
税
相
当
額
は
結
局
事
業

者
自
ら
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
間
接
税
と
し
て
は
機
能
し
な
い
こ
と
に
な

【図表 ３】消費税の負担と納付の流れ

）
三
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一
一
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十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

五
四

る
。
そ
の
結
果
、
消
費
税
は
滞
納
と
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
こ
の
傾
向
は
、
一
般
的
に
中
小
零
細
事
業
者
ほ
ど
傾
斜
的
に
強
ま
る
こ
と

な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
消
費
税
の
税
率
が
一
〇
％
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
時
期
の
も
の
で
は
あ
る
が
、「
消
費
税
率
が
一
〇
％
に
上
が
る

一
〇
月
を
控
え
、
中
小
・
零
細
企
業
の
経
営
者
は
、
取
引
先
へ
の
納
入
価
格
に
増
税
分
を
上
乗
せ
（
転
嫁
）
で
き
な
い
と
不
安
を
募
ら
せ

て
い
る
。
多
く
の
中
小
・
零
細
企
業
は
下
請
け
で
立
場
が
弱
く
、
元
受
け
か
ら
の
値
下
げ
『
圧
力
』
に
逆
ら
い
に
く
い
。
政
府
は
監
視
を

強
め
て
き
た
が
、
下
請
け
が
増
税
分
を
肩
代
わ
り
す
る
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た
な
い
恐
れ
が
あ
る
（
15
）

」
と
、
現
場
の
声
を
報
道
す
る
も
の
も
あ

る
。「

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
」
の
導
入
、
こ
れ
は
実
質
的
な
事
業
者
免
税
点
制
度
の
廃
止
で
あ
る
。
中
小
零
細
事
業
者
、
こ
と
さ
ら
現

状
免
税
事
業
者
で
あ
る
者
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
も
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」
の
み
に
登
録
番
号
を
付
与
す

る
の
で
は
な
く
、
全
事
業
者
に
付
番
し
、
課
税
事
業
者
を
選
択
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
現
事
業
年
度
の
課
税
売
上
高
に
よ
る
納
税
義
務
の

判
定
と
す
れ
ば
事
業
者
免
税
点
制
度
は
存
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
16
）

。
し
か
し
、
こ
の
予
定
さ
れ
る
「
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
」
も
、
消

費
税
と
は
、
消
費
者
か
ら
預
か
っ
て
い
る
間
接
税
だ
と
す
る
議
論
か
ら
す
れ
ば
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
免
税
事
業
者
で
あ
っ
た
の
だ

か
ら
、
消
費
者
か
ら
消
費
税
相
当
額
を
徴
収
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
課
税
業
者
と
な
れ
ば
正
々
堂
々
と
消
費
者
か
ら
消
費
税
相
当
額

を
徴
収
し
、
そ
の
預
か
っ
た
金
銭
を
国
庫
に
納
付
す
る
だ
け
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
益
税
問
題
（
17
）

」
で
あ
る
。

こ
の
日
本
型
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
施
行
を
、
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
電
子
帳
簿
保
存
制
度
（「
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
国
税
関

係
帳
簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」）
の
推
進
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
る
と
、
将
来
的
に
「
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
」
へ
の
完
全
移

行
が
容
易
に
想
像
で
き
る
（
な
お
今
回
の
こ
の
「
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
」
に
お
い
て
も
、
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。（
新
消
費
税

法
57
の
４
①
（
18
）））。

こ
れ
は
韓
国
付
加
価
値
税
と
同
様
に
、
電
子
的
方
法
に
よ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
に
電
子
署
名
し
た
う
え
作
成
・
発
給
す
る
と

）
三
二
一
一
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

五
五

と
も
に
、
そ
れ
を
国
税
庁
に
伝
送
す
る
制
度
を
予
感
さ
せ
る
（
19
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
事
業
者
間
の
経
済
取
引
は
実
質
的
に
丸
裸
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
消
費
税
が
い
わ
ゆ
る
「
本
体
価
格
＋
税
」
と
し
て
の
間
接
税
と
は
い
い
切
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ

と
す
る
と
、
巷
間
言
わ
れ
る
事
業
者
免
税
制
度
、
簡
易
課
税
制
度
（
消
費
税
法
37
）
に
基
づ
く
益
税
問
題
は
法
的
に
は
存
在
し
な
い
こ
と

に
な
る
。
事
業
者
が
他
の
事
業
者
や
消
費
者
か
ら
消
費
税
相
当
額
を
収
受
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
価
格
の
一
部
で
あ
り
、
ま
た
事
業
者
は
、

他
の
事
業
者
や
消
費
者
に
対
し
て
転
嫁
す
る
権
利
や
義
務
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
こ
の
事
業
者
免
税
制
度
、
簡
易
課

税
制
度
は
、
消
費
税
を
直
接
税
と
し
た
上
で
の
規
定
で
あ
り
、
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
益
税
問
題
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
時
点
の
も
の
で
は
あ
る
が
（
す
な
わ
ち
消
費
税
率
五
％
当
時
）、
事
業
者
免
税

制
度
に
よ
る
も
の
約
四
、〇
〇
〇
億
円
、
簡
易
課
税
制
度
に
よ
る
も
の
約
一
、〇
〇
〇
億
円
と
す
る
報
告
も
あ
る
（
20
）

。
さ
ら
に
二
〇
一
二
（
平

成
二
四
）
年
一
〇
月
に
は
、
会
計
検
査
院
が
「
消
費
税
の
簡
易
課
税
制
度
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
会
計
検
査
院
法
第
30
条
の
２
の
規
定
に

基
づ
く
報
告
書
を
公
表
し
た
（
21
）

。
そ
こ
で
は
、
事
業
区
分
ご
と
に
み
な
し
仕
入
率
（
消
費
税
法
37
①
、
同
施
行
令
57
）
と
課
税
仕
入
率
の
平
均

を
比
較
す
る
と
、
み
な
し
仕
入
率
が
全
て
の
事
業
区
分
に
お
い
て
課
税
仕
入
率
の
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
第
五
種
事
業

（
運
輸
・
通
信
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
及
び
不
動
産
業
）
の
法
人
と
個
人
事
業
者
を
合
わ
せ
た
課
税
仕
入
率
の
平
均
は
三
二
・
四
％
と
な
っ
て
お
り
、

み
な
し
仕
入
率
五
〇
％
と
の
開
差
が
顕
著
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
旨
を
報
告
し
、
益
税
問
題
を
取
り
上
げ
、
財
務
省
に
そ
の
是
正
を
要
請

し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
無
益
な
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
「
本
体
価
格
＋
税
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
益

税
問
題
そ
の
も
の
が
法
的
に
は
存
在
し
な
い
架
空
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
無
益
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
会
計
検
査
院

が
こ
の
益
税
問
題
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
税
を
間
接
税
へ
と
さ
ら
な
る
誘
導
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

再
度
、「
事
業
者
免
税
点
制
度
」
規
定
を
検
討
し
て
み
た
い
。
会
計
検
査
院
は
、「
平
成
二
二
年
決
算
検
査
報
告
」
に
お
い
て
、
新
設
法

）
三
二
一
一
（
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五
六

人
の
場
合
、
設
立
第
一
期
・
第
二
期
に
お
い
て
相
当
の
売
上
高
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
な
い
た
め
免
税

業
者
と
な
っ
て
い
る
法
人
が
相
当
数
見
受
け
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
（
22
）

。
こ
の
指
摘
を
受
け
て
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
に
関
わ
ら
ず
、
前

年
度
開
始
の
日
か
ら
六
か
月
の
課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
を
超
え
る
か
ど
う
か
で
消
費
税
の
納
税
義
務
を
判
定
す
る
（
消
費
税
法
９
の
２

①
）、
さ
ら
に
は
資
本
金
等
の
額
が
一
千
万
円
以
上
の
新
設
法
人
の
場
合
、
そ
の
基
準
期
間
が
な
い
事
業
年
度
の
納
税
義
務
は
免
除
さ
れ

な
い
（
消
費
税
法
12
の
２
）
と
消
費
税
法
が
改
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
免
税
事
業
者
で
あ
れ
ば
、
売
上
金
額
が
、
資
本
金
等
の
額
が
い
く
ら

で
あ
ろ
う
と
収
受
す
る
・
す
べ
き
消
費
税
は
な
い
の
で
あ
り
納
税
の
必
要
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
改
正
は
、
消
費
税
を
収
受

し
て
い
る
・
い
な
い
と
い
っ
た
間
接
税
と
し
て
側
面
で
は
な
く
、
事
業
者
そ
の
も
の
に
負
担
を
求
め
る
直
接
税
と
し
て
の
側
面
か
ら
な
さ

れ
た
改
正
な
の
で
あ
る
。

ど
う
も
財
務
省
・
国
税
庁
を
は
じ
め
と
し
た
わ
が
国
政
府
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
都
合
で
、
消
費
税
の
性
格
を
間
接
税
と
い
っ
た
り
、

直
接
税
と
い
っ
て
み
た
り
し
て
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
間
接
税
・
直
接
税
と
っ
た
区
分
は
そ
れ
ほ
ど

重
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
、「
直
接
税
の
間
接
税
化
」、「
間
接
税
の
直
接
税
化
」
が
い
わ
れ
て
い
る
。
一
般
論
と
し
て
法
人
税
は
直

接
税
に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
法
人
企
業
か
ら
す
れ
ば
、
法
人
税
は
コ
ス
ト
の
一
つ
で
あ
り
、
原
価
計
算
に
お
い
て
は
法
人
税
も
コ
ス
ト

と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
（
フ
ル
コ
ス
ト
原
理
）。
つ
ま
り
、
適
正
に
価
格
に
転
嫁
で
き
れ
ば
そ
れ
は
法
人
税
で
あ
れ
、
消
費
税
で

あ
っ
て
も
間
接
税
と
し
て
機
能
し
、
逆
に
転
嫁
で
き
な
け
れ
ば
直
接
税
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
こ
の
区
分
は
転
嫁
す

る
こ
と
・
し
な
い
こ
と
を
立
法
者
の
予
定
に
基
づ
く
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

）
三
二
一
一
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

五
七

四
、
消
費
税
と
福
祉
目
的
税

消
費
税
法
１
条
２
項
は
、「
消
費
税
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
毎
年
度
、
制
度
と
し
て

確
立
さ
れ
た
年
金
、
医
療
及
び
介
護
の
社
会
保
障
給
付
並
び
に
少
子
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
も
の
と
す

る
」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
八
月
二
二
日
、「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改

革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」（
以
下
「
社
会
保
障
財
源
法
」
と
い
う
。）
に
よ
り
新
設
さ
れ
、
二
〇
一
四
（
平
成

二
六
）
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
消
費
税
の
創
設
根
拠
と
な
る
税
制
改
革
法
（
昭
和
六
三
年
法
律
第
107
号
）
10
条
は
、「
消

費
税
の
創
設
」
と
し
て
、「
…
国
民
福
祉
の
充
実
等
に
必
要
な
歳
入
構
造
の
安
定
化
に
資
す
る
た
め
、
…
消
費
税
を
創
設
す
る
」
と
い
っ

て
い
た
。
こ
の
二
項
新
設
は
、
こ
の
税
制
改
革
法
路
線
に
従
い
明
文
化
し
た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

繰
り
返
す
が
こ
の
消
費
税
は
わ
が
国
に
お
い
て
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
に
登
場
し
た
。
そ
し
て
そ
の
税
率
は
三
％
か
ら
始
ま
り
、
そ

の
後
五
％
、
八
％
、
そ
し
て
現
在
の
一
〇
％
（
消
費
税
法
29
、
地
方
税
法
72
の
83
）（
軽
減
税
率
八
％
）
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
消
費
税
は
、

所
得
に
担
税
力
を
見
出
す
も
の
で
は
な
く
消
費
に
そ
れ
を
見
出
す
た
め
、
景
気
変
動
に
左
右
さ
れ
な
い
安
定
し
た
財
源
が
見
込
め
る
租
税

だ
と
い
わ
れ
る
（
23
）

。
そ
し
て
消
費
税
率
一
％
引
上
げ
に
よ
り
、
二
、七
兆
円
の
増
収
が
見
込
ま
れ
る
と
も
巷
間
言
わ
れ
て
い
る
。【
図
表
４
（
24
）

】

は
、
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
か
ら
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
ま
で
の
一
般
会
計
税
収
の
推
移
を
ま
と
め
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
確
か
に
消

費
税
は
右
肩
上
が
り
と
な
っ
て
お
り
順
調
に
税
収
は
増
え
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
会
計
税
収
は
、
消
費
税
導
入
直
後
の
一
九
九
〇

（
平
成
二
）
年
の
六
〇
、一
兆
円
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
に
は
六
〇
、四
兆
円
と
い
う
年
度
も
あ
る
が
、
ト
ー
タ
ル

的
に
み
て
増
え
て
い
な
い
ば
か
り
か
む
し
ろ
減
少
し
て
き
た
。
一
方
で
法
人
税
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
消
費
税
導
入
時
の
一
九
八
九

）
三
二
一
一
（
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五
八

（
平
成
元
）
年
の
一
九
、〇
兆
円
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
続
け
て
い
る
。
少
し
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
財
務
省
は
「
中
期
的
な
税
収
減
（
九

年
度
→
一
六
年
度
）
と
そ
の
主
な
要
因
に
つ
い
て
」
と
し
て
、
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
度
と
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
度
と
を
比
べ
、
そ

の
税
収
減
合
計
一
二
、二
兆
円
の
要
因
を
税
制
改
正
に
よ
る
も
の
七
、六
兆
円
、
経
済
要
因
等
に
よ
る
減
収
四
、六
兆
円
と
分
析
し
、
結
論

付
け
て
い
る
（
25
）

。
つ
ま
り
財
務
省
は
、
こ
の
間
の
税
収
減
の
う
ち
約
六
二
％
（
七
、六
兆
円
）
は
、
税
制
改
正
に
よ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
減
税

が
要
因
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。【
図
表
５
】
は
財
務
省
が
公
表
す
る
「
法
人
税
率
の
推
移
」
で
あ
る
（
26
）

。
消
費
税
導
入
の
一
八
九
八
（
平
成

元
）
年
当
時
四
〇
％
だ
っ
た
法
人
税
率
は
現
在
二
三
・
二
％
と
約
半
分
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
て
き
た
。
財
務
省
の
い
う
税
収
減
の
要
因

で
あ
る
減
税
は
ま
ず
こ
こ
に
現
れ
る
。
さ
ら
に
財
務
省
が
減
税
に
よ
る
税
収
減
を
い
う
も
の
の
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
度
に
お
い
て

さ
ら
に
法
人
税
率
は
三
〇
％
か
ら
二
五
・
五
％
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
こ
の
理
由
は
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
六
月
一
八
日
閣
議
決

定
さ
れ
た
「
新
成
長
戦
略
」
が
発
端
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
デ
フ
レ
か
ら
脱
却
し
、
日
本
経
済
を
本
格
的
な
成
長
軌
道
に
乗
せ
て
い
く
た

め
、
国
内
企
業
の
国
際
競
争
力
強
化
と
外
資
系
企
業
の
立
地
を
促
進
し
、
雇
用
と
国
内
投
資
を
拡
大
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
政
策
課
題
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
課
題
の
実
現
に
向
け
、
先
進
国
の
中
で
も
ア
メ
リ
カ
と
並
ん
で
最
も
高
い
水
準
に
あ
る
わ
が
国
の
国
税
と
地
方

税
を
合
わ
せ
た
法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
等
に
よ
り
財
源
確
保
を
図
り
つ
つ
、
法
人
税
率
を
引
き
下
げ
る
（
27
）

と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
度
に
お
い
て
も
さ
ら
な
る
引
下
げ
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、「
国
際
競
争
力
の
強
化
」

と
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
度
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
法
人
実
効
税
率
を
二
〇
％
台
に
ま
で
引
下
げ
る
こ
と
を
目
指
し
て
の
も

の
で
あ
っ
た
（
28
）

。
繰
り
返
す
が
い
ず
れ
も
国
際
競
争
力
の
強
化
を
求
め
て
の
税
率
引
き
下
げ
で
あ
り
（
29
）

、
そ
の
前
提
と
し
て
「
課
税
ベ
ー
ス
の

拡
大
等
」
を
い
う
。
こ
の
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
と
い
え
ば
野
田
佳
彦
内
閣
（
当
時
）
が
、
消
費
税
率
を
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年

に
八
％
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
一
〇
％
に
引
き
上
げ
る
法
案
を
提
出
。
同
年
八
月
一
〇
日
に
参
院
本
会
議
で
可
決
し
成
立
さ
せ

）
三
二
一
二
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

五
九

【図表 ４】一般会計税収の推移

【図表 ５】法人税率の推移

）
三
二
一
三
（
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六
〇

た
年
で
も
あ
っ
た
。
法
人
税
率
引
下
げ
の
前
提
で
あ
る
「
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
等
」
と
は
、
こ
の
消
費
税
率
の
引
上
げ
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。

法
人
税
率
の
引
下
げ
に
あ
た
り
、「
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
等
」
を
前
提
と
し
て
い
た
。
わ
が
国
の
法
人
税
に
お
け
る
国
際
競
争
力
を
い

う
場
合
、
常
に
そ
の
税
率
ば
か
り
が
検
討
対
象
と
な
る
。
法
人
税
率
の
引
下
げ
に
あ
た
り
「
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
等
」
が
い
わ
れ
る
が
、

そ
も
そ
も
わ
が
国
の
法
人
課
税
で
は
様
々
な
租
税
特
別
措
置
に
よ
り
課
税
ベ
ー
ス
が
大
幅
に
侵
食
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
浸
食
も
企

業
規
模
が
大
き
く
な
る
に
比
例
し
拡
大
し
て
い
く
。【
図
表
６
（
30
）

】
は
、
菅
隆
徳
税
理
士
が
試
算
し
た
二
〇
一
九
（
平
成
三
一
）
年
四
月
一
日

か
ら
二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
の
租
税
特
別
措
置
法
（
以
下
「
措
置
法
」
と

い
う
。）
に
お
け
る
課
税
ベ
ー
ス
の
浸
食
に
よ
る
法
人
税
の
減
税
額
で
あ
る
（
31
）

。
な
お
、
こ
こ
で
は
大
企
業
を
資
本
金
一
〇
億
円
超
、
中
堅

企
業
を
資
本
金
一
億
円
超
一
〇
億
円
ま
で
、
そ
し
て
中
小
企
業
を
資
本
金
一
億
円
以
下
と
し
て
分
類
し
て
い
る
（
以
下
同
じ
）。
菅
税
理
士

に
よ
れ
ば
、
こ
の
間
、
措
置
法
の
適
用
に
よ
り
二
兆
二
、三
七
九
億
円
も
の
法
人
税
が
減
税
と
な
っ
た
と
報
告
す
る
。
そ
し
て
こ
の
金
額

の
う
ち
大
企
業
に
対
す
る
も
の
を
一
兆
一
、六
二
五
億
円
と
試
算
す
る
。
さ
ら
に
同
税
理
士
は
、
租
税
特
別
措
置
は
措
置
法
の
み
な
ら
ず

法
人
税
法
と
い
っ
た
本
法
に
も
現
れ
る
こ
と
か
ら
【
図
表
７
】、
ト
ー
タ
ル
的
に
大
企
業
の
租
税
特
別
措
置
に
よ
る
法
人
税
の
減
税
額
を

六
兆
七
〇
一
億
円
と
試
算
す
る
。
さ
ら
に
は
措
置
法
に
よ
る
減
税
額
の
約
六
二
％
は
大
企
業
が
享
受
し
て
い
る
実
態
を
も
報
告
す
る
【
図

表
８
】。

法
人
税
率
の
引
下
げ
と
租
税
特
別
措
置
に
よ
る
課
税
ベ
ー
ス
の
浸
食
、
こ
と
さ
ら
大
企
業
の
法
人
税
負
担
は
こ
の
二
つ
に
よ
り
恒
常
的

に
軽
減
さ
れ
て
き
た
。
一
般
会
計
税
収
の
推
移
【
図
表
５
】
に
よ
れ
ば
、
消
費
税
導
入
に
よ
り
新
た
な
財
源
が
確
保
さ
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
税
収
は
伸
び
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
間
消
費
税
の
税
率
は
引
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
こ
の
間
の
消
費
税
収
は
、
恒
常

）
三
二
一
〇
（
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六
一

【図表 ６】租税特別措置法による減税額

【図表 ７】租税特別措置による大企業減税額（２0１9年度）

【図表 ８】規模別 １社当たりの租税特別措置による減税額（２0１9年度）

）
三
二
一
一
（
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六
二

的
な
法
人
税
率
の
引
下
げ
と
租
税
特
別
措
置
に
よ
る
課
税
ベ
ー
ス
の
浸
食
に
よ
る
法
人
税
減
税
の
穴
埋
め
財
源
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
（
32
）

。
し
か
し
現
行
消
費
税
法
１
条
２
項
に
も
あ
る
通
り
、
消
費
税
は
あ
く
ま
で
も
福
祉
財
源
で
あ
る
と
い
っ
た
反
論
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た

だ
し
消
費
税
率
を
い
く
ら
引
上
げ
て
も
、
そ
の
一
方
で
法
人
税
を
減
税
し
て
い
れ
ば
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
税
収
は
増
え
る
は
ず
が
な
い
。

こ
れ
で
は
社
会
保
障
費
を
捻
出
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
社
会
保
障
費
の
捻
出
と
は
建
前
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
そ
の
証
左
と
し
て
、
同
法
１

条
２
項
を
新
設
し
た
社
会
保
障
財
源
法
附
則
18
条
２
項
は
、「
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
の
実
施
等
に
よ
り
、
財
政
に
よ
る
機
動
的
対
応
が

可
能
と
な
る
中
で
、
我
が
国
経
済
の
需
要
と
供
給
の
状
況
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
経
済
へ
の
影
響
等
を
踏
ま
え
、
成
長
戦
略
並
び

に
事
前
防
災
及
び
減
災
等
に
資
す
る
分
野
に
資
金
を
重
点
的
に
配
分
す
る
こ
と
な
ど
、
我
が
国
経
済
の
成
長
等
に
向
け
た
施
策
を
検
討
す

る
」
と
も
規
定
す
る
。
消
費
税
法
１
条
２
項
は
、
消
費
税
の
収
入
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
福
祉
四
経
費
に
充
て
る
と
い
う
も
の
の
、
附
則

18
条
２
項
で
は
、
わ
が
国
経
済
の
成
長
等
に
向
け
た
施
策
に
充
て
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
消
費
税
の
本
質

こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
こ
の
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
転
嫁
（shifting

）
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
間
接
税
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

で
は
ど
う
し
て
財
務
省
・
国
税
庁
を
は
じ
め
と
し
て
わ
が
国
政
府
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
消
費
税
を
間
接
税
と
い
い
続
け
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
消
費
税
は
間
接
税
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
法
人
税
と
い
っ
た
ほ
か
の
税
目
に
お
い
て
は
こ
れ
ほ
ど
直
接
税
・

間
接
税
の
区
分
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
法
人
税
が
直
接
税
で
あ
る
こ
と
が
自
明
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
ら

の
区
分
は
、
納
税
義
務
者
と
担
税
者
が
一
致
す
る
か
否
か
を
、
立
法
者
が
「
予
定
」
し
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
ず
、
直
接
税
・
間
接
税
の
区

分
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
た
だ
し
消
費
税
を
間
接
税
と
す
る
な
ら
ば
、
一
般
消
費
者
は
担
税
者
と
し
て
租
税
法
律
関
係
の
枠
外
に

）
三
二
一
一
（
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六
三

置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
別
の
次
元
の
問
題
も
残
る
。
予
算
ベ
ー
ス
と
は
い
え
最
も
大
き
な
財
源
が
予
定
さ
れ
る
租
税
に
お
い
て
、

一
般
国
民
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
消
費
者
（
担
税
者
）
が
租
税
法
律
関
係
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
、
彼
ら
を
租
税
の
分
野
に
お
い
て
植
物
人

間
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
（
33
）

。

わ
が
国
消
費
税
は
、「
消
費
型
」（consum

ption-type

）
の
付
加
価
値
税
（
Ｖ
Ａ
Ｔ
）
で
あ
る
（
34
）

。
現
在
、
わ
が
国
を
含
め
各
国
で
実
施
ま

た
は
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
る
付
加
価
値
税
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
「
消
費
型
」
で
あ
る
（
35
）

。
こ
の
か
た
ち
の
付
加
価
値
税
は
フ
ラ
ン
ス
で

考
案
さ
れ
た
。
一
九
六
七
年
に
デ
ン
マ
ー
ク
が
初
め
て
こ
の
租
税
を
導
入
し
た
。
次
い
で
、
一
九
六
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
、
当
時
の
西
ド
イ

ツ
が
導
入
し
、
そ
の
後
イ
ギ
リ
ス
（
一
九
七
三
年
）
な
ど
で
の
導
入
を
経
て
、
今
日
で
は
Ｅ
Ｕ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
）
の
共
通
税
と
な
っ
て

い
る
。
現
在
、
世
界
的
に
は
、
韓
国
、
台
湾
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
太
平
洋
圏
の
諸
国
を
含
め
、
大
多
数
の
国
々

が
導
入
し
て
い
る
（
36
）

。

フ
ラ
ン
ス
で
考
案
さ
れ
た
こ
の
付
加
価
値
税
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
を
直
接
税
で
は
な
く
「
モ
ノ
に
か
か
る
間
接
税
」
と
し

て
定
義
づ
け
た
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
間
接
税
と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
は
こ
の
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
税
を
間
接
税

と
し
て
定
義
づ
け
た
理
由
は
、
当
時
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
（
関
税
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
：G

eneral A
greem

ent on T
ariffs and T

rade

）
に
あ
っ

た
。
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
は
、
公
正
・
平
等
な
貿
易
を
保
障
す
る
た
め
、
輸
出
国
の
政
府
が
、
輸
出
企
業
に
対
し
輸
出
補
助
金
を
支
給
し
た
り
、
租

税
に
よ
る
優
遇
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
じ
た
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
そ
れ
ま
で
輸
出
企
業
に
補
助
金
を
支
給
し
て
い
た
た
め

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
違
反
と
な
る
。
し
か
し
同
政
府
は
、
何
と
か
租
税
を
通
じ
て
輸
出
企
業
に
補
助
金
を
与
え
る
方
法
は
な
い
か
と
模
索
し
た
。
そ

こ
で
同
政
府
は
、
事
業
者
が
請
求
書
に
付
加
価
値
税
額
を
別
記
し
、「
自
分
が
払
っ
た
税
を
返
し
て
も
ら
う
の
だ
か
ら
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
協
定
に

は
違
反
し
な
い
」
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
（
37
）

。
な
お
こ
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
活
動
は
、
一
九
九
五
年
に
発
足
し
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
：

）
三
二
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

六
四

W
orld T

rade O
rganization

）
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
そ
の
基
本
理
念
、
差
別
待
遇
の
排
除
と
い
っ
た
理
念
も
、
現
在
ま
で

も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
付
加
価
値
税
が
登
場
し
た
の
は
、
戦
後
わ
が
国
に
お
け
る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
地
方
税
に
お
け
る
法
人
事

業
税
に
代
わ
り
導
入
が
い
わ
れ
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
に
「
付
加
価
値
税
法
」
は
国
会
を
通
過
し
可
決
成
立
し
た
。
こ
こ
で
の
課

税
対
象
と
な
る
付
加
価
値
と
は
、
売
上
高
か
ら
原
材
料
と
費
用
（
人
件
費
と
利
子
・
地
代
を
除
く
。）
と
し
て
計
算
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

逆
説
的
に
み
れ
ば
、
利
益
と
人
件
費
、
利
子
・
地
代
が
課
税
対
象
と
し
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
の
計
算
方
法
は
、
現
在
の

消
費
税
法
に
お
け
る
納
付
消
費
税
額
の
計
算
方
法
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
付
加
価
値
税
は
、
法
人
事
業
税
に
代
わ
り
導
入
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
た
め
直
接
税
に
分
類
さ
れ
た
。
た
だ
し
法
案
は
成
立
し
た
も
の
の
国
民
の
反
対
が
多
く
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
に
一

度
も
施
行
さ
れ
な
い
ま
ま
廃
止
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
お
こ
こ
に
お
け
る
反
対
理
由
も
「
転
嫁
」
問
題
と
「
負
担
能
力
」
が
問
題
視
さ

れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
（
38
）

。
な
お
こ
こ
で
い
う
「
負
担
能
力
」
と
は
、
人
件
費
を
支
払
え
ば
支
払
う
ほ
ど
そ
の
分
税
負
担
が
多
く
な
る
と
い

う
こ
と
と
の
関
連
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
象
は
現
行
消
費
税
制
に
お
い
て
も
同
様
に
機
能
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
登
場
し
た
付
加
価
値
税
で
は
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
輸
出
企
業
に
補
助
金
を
与
え
る
た
め
、
ど
う
し
て
も

「
モ
ノ
に
係
る
間
接
税
」
に
仕
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
39
）

。
消
費
税
は
、
輸
出
大
企
業
に
膨
大
な
還
付
金
を
も
た
ら
し
て

い
る
。【
図
表
９
】
は
、
湖
東
京
至
元
静
岡
大
学
教
授
に
よ
る
主
な
輸
出
大
企
業
に
対
す
る
還
付
消
費
税
額
の
試
算
で
あ
る
（
40
）

。
消
費
税
は
、

一
方
に
お
い
て
恒
常
的
に
そ
し
て
多
額
の
滞
納
税
額
を
生
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
は
こ
れ
だ
け
多
額
の
還
付
金
が
発
生
し
て
い

る
。
と
て
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
、
決
し
て
「
中
立
」
と
は
言
え
な
い
税
制
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
輸
出
還
付
金
だ
け
を
み
れ
ば
、

輸
出
企
業
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
補
助
金
的
な
性
格
（
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
わ
が
国
財
務
省

）
三
二
一
一
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

六
五

は
、
輸
出
免
税
制
度
は
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、「
国
際
ル
ー
ル
に
従
っ
て
お
り
、

制
度
に
問
題
が
な
い
」
と
い
う
に
留
ま
る
（
41
）

。
輸
出
物
品
や
国
外
で
提
供
さ

れ
る
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
消
費
税
の
課
税
主
体
政
策
論
と
し
て
の
仕
向
地

主
義
（destination principle （

42
））

に
よ
る
回
答
で
あ
る
。
こ
の
仕
向
地
主
義

に
よ
れ
ば
、
税
制
に
お
け
る
国
際
的
競
争
中
立
性
の
確
保
に
つ
な
が
り
、

ま
た
各
国
の
租
税
に
関
す
る
主
権
を
相
互
に
尊
重
す
る
こ
と
に
も
な
る
こ

と
か
ら
、
国
際
慣
行
的
に
一
般
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
際
的
に
み
れ
ば
仕
向
地
主
義
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
か
も
し

れ
な
い
が
、
消
費
税
を
国
内
的
に
み
れ
ば
輸
出
企
業
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
類
型
の
付
加
価
値
税
を
採
用
し
て
い

な
い
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
の
輸
出
還
付
金
を
「
非
関
税
障
壁
」
と
認
識
し
て

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
ア
メ
リ
カ
製
品
を
海
外
へ
輸
出
す
れ
ば
、

輸
出
企
業
に
は
特
段
租
税
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
が
、
そ
れ
が
輸
入

さ
れ
た
国
で
は
そ
の
国
の
付
加
価
値
税
が
課
税
さ
れ
る
、
②
海
外
か
ら
ア

メ
リ
カ
へ
と
輸
入
さ
れ
て
く
る
製
品
に
対
し
て
は
、
原
産
地
で
課
税
免
除

さ
れ
る
た
め
に
還
付
金
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
ア
メ
リ
カ
へ
入

【図表 9】輸出大企業に対する還付金額上位１0社の推算

）
三
二
一
一
（
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八
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四
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（
二
〇
二
三
年
二
月
）

六
六

る
際
に
は
付
加
価
値
税
課
税
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
43
）

。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
で
は
付
加
価
値
税
に
還
付
金
が
伴
い
、
こ
れ
が
「
非
関
税

障
壁
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
44
）

。

わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
付
加
価
値
税
が
い
わ
れ
出
し
た
の
は
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
）
年
一
月
、
大
平
正
芳
首
相
（
当
時
）
が
財
政
再

建
の
た
め
「
一
般
消
費
税
」
導
入
を
閣
議
決
定
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
の
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
わ
が
国

財
界
は
、
円
高
に
よ
る
国
際
競
争
力
の
低
下
に
苦
慮
し
て
い
た
。
こ
の
国
際
競
争
力
の
対
策
の
一
環
と
し
て
の
一
般
消
費
税
、
付
加
価
値

税
導
入
、
す
な
わ
ち
租
税
を
通
じ
た
輸
出
補
助
金
の
付
与
と
い
う
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
岩
本
沙
弓
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
は
日

本
の
法
人
税
率
引
下
げ
と
消
費
税
導
入
を
併
せ
て
、「
非
関
税
障
壁
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
対
抗
策
を
講
じ
て
い
る
旨
を
報
告
す
る
。
以

下
、
岩
本
氏
の
報
告
を
抜
粋
す
る
。
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
の
こ
の
非
関
税
障
壁
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の

間
で
の
通
商
交
渉
を
取
り
上
げ
る
。
具
体
的
に
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
消
費
税
導
入
前
、
す
な
わ
ち
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
前
の
通
商

交
渉
は
、
牛
肉
・
オ
レ
ン
ジ
な
ど
と
い
っ
た
個
別
品
目
の
交
渉
に
終
始
し
て
い
た
（
45
）

。
し
か
し
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
七
月
一
四
日
、
日

米
首
脳
会
議
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｈ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
（
当
時
）
は
「
日
米
構
造
協
議
」（S

tructural Im
pedim

ents Initiatve

）
を
提
案

し
、
実
現
し
た
。
こ
の
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年
と
は
、
わ
が
国
に
消
費
税
が
導
入
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
協
議
で
は
日
米
両
国
の
国

際
収
支
不
均
衡
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
か
ら
日
米
間
の
協
議
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
個
別
品
目
で
の
市
場
参

入
問
題
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
経
済
、
日
本
社
会
の
構
造
や
そ
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
た
う
え
で
の
交
渉
と
な
っ
て
い

く
。
そ
し
て
同
協
議
は
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
の
「
日
米
包
括
経
済
協
議
」（U

.S
.-Japan F

ram
ew

ork T
alks on B

ilateral T
rade

）
へ
と

引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
（
46
）

。

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
は
、
村
山
富
一
内
閣
（
当
時
）
が
、
消
費
税
率
を
三
％
か
ら
五
％
へ
引
上
げ
を
決
め
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
年

）
三
二
一
一
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

六
七

か
ら
ア
メ
リ
カ
は
「
年
次
改
革
要
望
書
」（T

he U
.S

.-Japan R
egulatory R

eform
 and C

om
petition P

olicy Initiative

）
を
日
本
政
府
に
突

き
付
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
は
日
本
に
対
し
、
規
制
緩
和
に
つ
い
て
の
要
望
を
掲
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
わ
が
国
に
対

す
る
内
政
干
渉
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
47
）

。

次
は
橋
本
龍
太
郎
政
権
下
で
あ
る
。
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
橋
本
内
閣
は
消
費
税
率
五
％
を
実
行
し
、
法
人
税
率
三
七
．
五
％
か
ら

一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
に
三
四
・
五
％
へ
、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
に
は
三
〇
％
へ
引
下
げ
た
。
こ
の
施
策
に
対
し
て
さ
ら
に
年

次
要
望
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
重
点
的
な
規
制
緩
和
と
し
て
、
同
政
権
下
、
着
手
さ
れ
た
の
が
一
九
九
六
（
平
成
五
）
年
か
ら
行
わ
れ
た

大
規
模
な
金
融
制
度
改
革
、
日
本
版
ビ
ッ
グ
バ
ン
で
あ
っ
た
（
48
）

。

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
九
月
、
民
主
党
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
が
発
足
し
た
。
鳩
山
内
閣
は
消
費
税
率
を
四
年
間
引
上
げ
な
い
旨
を
公

約
に
掲
げ
て
い
た
。
す
る
と
こ
の
年
、
こ
れ
ま
で
散
々
日
本
に
構
造
協
議
を
迫
っ
て
き
た
年
次
改
革
要
望
書
は
突
如
廃
止
さ
れ
た
（
49
）

。
し
か

し
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
六
月
、
菅
直
人
政
権
が
発
足
し
、
消
費
税
率
一
〇
％
を
表
明
し
、
法
人
税
率
を
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年

か
ら
二
五
・
五
％
へ
引
下
げ
る
と
、
同
年
一
一
月
に
は
、「
日
米
経
済
調
和
対
話
」（E

conom
ic H

arm
onization Initiative

）
と
し
て
、
か
た

ち
を
変
え
た
対
日
要
求
が
復
活
す
る
こ
と
に
な
る
（
50
）

。
そ
し
て
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
八
月
、
野
田
佳
彦
政
権
が
「
社
会
保
障
と
税
の

一
体
改
革
法
（
51
）

」
を
成
立
さ
せ
た
。
こ
こ
に
は
消
費
税
率
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
野
田
総
理
は
、
こ
れ
に
先
立
つ

二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
一
一
月
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
首
脳
会
議
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
の
方
針
を
表
明
し
て
い
る
（
52
）

。

こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
は
、
わ
が
国
の
消
費
税
率
引
上
げ
＋
法
人
税
率
引
下
げ
に
対
す
る
報
復
措
置
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ

公
文
書
に
こ
の
報
復
措
置
と
し
て
の
記
述
が
あ
り
、
こ
の
公
文
書
の
内
容
と
辻
褄
が
合
う
と
岩
本
氏
は
指
摘
す
る
（
53
）

。
岩
本
氏
に
従
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
は
わ
が
国
の
消
費
税
率
引
上
げ
＋
法
人
税
率
引
下
げ
に
よ
る
不
公
正
・
不
平
等
な
貿
易
か
ら
自
国
の
企
業
を
、
産
業
を
守
る
た

）
三
二
一
一
（
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〇
二
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年
二
月
）

六
八

め
、
日
本
政
府
に
様
々
な
要
求
を
突
き
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
保
障
財
源
法
に
よ
り
消
費
税
法
１
条
２
項
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
こ

で
は
消
費
税
収
は
福
祉
財
源
に
充
て
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
ア
メ
リ
カ
の
対
日
交
渉
を
見
れ
ば
こ
の
規
定
の
新
設
は
、
消
費
税
と
は
、

そ
し
て
そ
の
税
率
引
上
げ
と
は
、
福
祉
財
源
を
調
達
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
非
関
税
障
壁
の
強
化
で
は
な
い
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
に
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。
振
り
返
れ
ば
こ
の
非
関
税
障
壁
、
す
な
わ
ち
「
消
費
税
率
引
上
げ
＋
法
人
税
率
引
下
げ
」
は
、

多
く
の
中
小
零
細
事
業
者
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
多
く
の
一
般
国
民
（
消
費
者
）
の
犠
牲
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
恩
恵
は
ご
く
少
数
の
輸
出
大
企
業
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
こ
れ
だ
け
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
、
国
境
と
い
う
も
の
を
意
識
さ
せ
な
い
現
代
に
お
い
て
、
社
会
保
障
財
源
の
調
達
と
い
っ
た

国
内
問
題
だ
け
を
根
拠
に
、
わ
が
国
の
消
費
税
制
を
議
論
検
討
す
る
こ
と
自
体
が
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
今
日
、
国
際
税
務
に
関
す
る
議

論
が
活
発
で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
の
議
論
の
結
果
が
、
法
人
税
法
・
所
得
税
法
と
い
っ
た
個
別
税
法
に
落
と
し
込

ま
れ
る
。
こ
れ
は
消
費
税
法
で
も
同
じ
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
般
消
費
者
の
消
費
に
担
税
力
を
見
出
す
消
費
税
こ
そ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波

に
さ
ら
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
。
そ
の
端
的
な
例
が
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
度
改
正
の
、
国
外
の
事
業
者
か
ら
の
一
定
の
「
電
気
通
信

利
用
役
務
提
供
」（
消
費
税
法
２
①
八
の
三
）
を
受
け
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
国
内
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
消
費
税

の
課
税
対
象
に
加
え
る
こ
と
に
し
た
（
消
費
税
法
４
③
三
）
こ
と
な
ど
が
目
新
し
い
。
こ
れ
は
財
務
省
が
い
う
付
加
価
値
税
で
の
国
際
慣
行

で
あ
る
仕
向
地
主
義
の
採
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
国
の
税
制
を
考
え
る
に
あ
た
り
政
策
論
と
し
て
は
国
際
情
勢
と
の
関
係
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
日
の
消
費
税
を
考
え
る
に
あ
た
り
こ
の
国
際
情
勢
を
無
視
し
て
は
そ
の
本
質
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
こ
の
国
政
情
勢
と
は
こ
こ
で
は
「
国
際
競
争
力
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
消
費
税
が
導
入
さ
れ
三
〇
数
年
が
経
過
し
た
わ
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
税
が
輸
出
企
業
に
対
す
る
還
付
金
と
し
て
、

）
三
二
一
二
（
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六
九

か
た
ち
を
変
え
た
補
助
金
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
財
務
省
は
国
際
ル
ー
ル
に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
う
が
そ
の
実
態

は
形
を
変
え
た
補
助
金
で
あ
る
。
そ
し
て
国
際
競
争
力
の
名
の
も
の
に
こ
の
輸
出
還
付
金
と
し
て
の
補
助
金
を
捻
出
し
て
い
く
た
め
に
は
、

Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
／
Ｗ
Ｔ
Ｏ
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
消
費
税
を
福
祉
財
源
と
し
て
の
間
接
税
と
言
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
消
費
税
は
恒
常
的
に
そ
し
て
高
額
な
滞
納
税
金
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
般
的
に
こ
の
傾
向
は
中
小
零
細
事
業
者
ほ
ど
強

ま
る
は
ず
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
滞
納
は
、
中
小
零
細
事
業
者
を
淘
汰
さ
せ
る
機
能
を
持
ち
合
わ
せ
る
。
消
費
税
の
滞
納
は
、
適
正
な
利

益
の
も
と
販
売
価
格
を
自
ら
設
定
で
き
な
い
中
小
零
細
事
業
者
に
重
く
の
し
か
か
る
。
滞
納
が
続
け
ば
自
ず
と
そ
の
事
業
者
は
市
場
か
ら

淘
汰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
小
零
細
事
業
者
が
市
場
か
ら
淘
汰
さ
れ
れ
ば
、
彼
ら
が
こ
れ
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た
市
場
に
お
け
る
様
々

な
権
益
は
大
企
業
が
棚
ぼ
た
的
に
吸
収
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
国
内
に
お
け
る
新
規
事
業
者
の
市
場
参
入
を
抑
制
す
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
。
や
は
り
一
般
論
に
は
な
る
が
新
規
に
事
業
を
立
ち
上
げ
た
場
合
、
立
ち
上
げ
か
ら
数
年
は
赤
字
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
法
人

税
・
所
得
税
で
あ
れ
ば
、
こ
の
本
格
起
動
ま
で
の
期
間
、
す
な
わ
ち
赤
字
の
間
は
納
税
は
原
則
求
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
消
費
税
は
間
接

税
を
根
拠
に
納
税
が
求
め
ら
れ
、
納
税
が
免
除
さ
れ
て
も
益
税
問
題
と
し
て
非
難
を
受
け
る
。
こ
と
さ
ら
「
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
」

が
動
き
だ
せ
ば
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
ま
る
。
そ
の
う
え
消
費
税
は
人
件
費
が
課
税
対
象
と
な
る
。
法
人
企
業
、
こ
と
さ
ら
大
企
業
は

消
費
税
納
税
額
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
派
遣
社
員
な
ど
に
頼
り
非
正
規
雇
用
を
増
加
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
「
格
差
社
会
」
を
生
み

出
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
検
討
か
ら
し
て
消
費
税
と
は
、
大
企
業
に
と
っ
て
は
メ
リ
ッ
ト
ば
か
り
が
目
立
ち
、
中
小
零
細
事
業
者
に
と
っ
て
は
苦
し

い
ば
か
り
の
も
の
で
あ
る
。
消
費
税
は
、
強
い
者
を
よ
り
強
く
し
、
弱
い
者
を
と
こ
と
ん
追
い
込
む
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
消

費
税
の
本
質
と
は
、
大
企
業
優
遇
装
置
に
他
な
ら
な
い
。

）
三
二
一
三
（
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七
〇

六
、
お
わ
り
に

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
一
〇
月
一
日
よ
り
、
わ
が
国
消
費
税
が
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
導
入
に
よ
り
消
費
税
は
間
接
税
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
消
費
税
と
は
大
企
業
優
遇
装
置
、
こ

と
さ
ら
輸
出
大
企
業
優
遇
装
置
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
優
遇
は
、
国
内
の
中
小
零
細
事
業
者
の
犠
牲
の
も
と
に
成
り
立
つ
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
は
多
く
の
国
民
（
消
費
者
）
を
犠
牲
と
し
た
う
え
で
の
も
の
で
も
あ
る
。
大
企
業
、
こ
と
さ
ら
輸
出
大
企
業
の
国
際
競
争

力
を
強
化
す
る
。
大
企
業
が
潤
え
ば
そ
の
取
引
先
で
あ
る
中
小
零
細
事
業
者
も
、
さ
ら
に
は
そ
の
従
業
員
ま
で
も
が
潤
う
こ
と
に
な
る
と

い
っ
た
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
理
論
に
基
づ
く
政
策
の
よ
う
で
あ
る
。
安
倍
晋
三
首
相
（
当
時
）
は
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
月
二
八
日
参

議
院
本
会
議
に
お
い
て
、「
…
現
在
の
我
が
国
に
お
い
て
は
、
長
引
く
デ
フ
レ
か
ら
の
脱
却
と
経
済
再
生
の
実
現
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
り

ま
す
。
我
々
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
で
は
な
く
、
経
済
の
好
循
環
の
実
現
で
あ
り
、
地
方
経
済
の
底
上
げ

で
あ
り
ま
す
…
（
54
）

」
と
答
弁
し
た
。
ま
た
同
年
二
月
二
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
は
、「
…
全
体
を
底
上
げ
す
る
政
策
を
行
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
に
お
い
て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
勝
ち

抜
い
て
い
く
こ
と
も
当
然
で
あ
り
ま
す
。
同
時
に
、
そ
こ
で
上
げ
た
利
益
に
お
い
て
は
、
一
日
も
早
く
下
請
企
業
も
含
め
均
て
ん
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
あ
る
い
は
、
従
業
員
に
還
元
を
し
て
い
た
だ
く
…
（
55
）

」
と
も
答
弁
す
る
。
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
で
は
な
い
が
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ

ン
的
な
政
策
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
（
56
）

。
確
か
に
経
済
の
好
循
環
の
実
現
、
地
方
経
済
の
底
上
げ
、
そ
し
て
全
体
を
底
上
げ
は
誰
も
が
期

待
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
消
費
税
の
持
つ
そ
の
大
企
業
優
遇
装
置
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
経
済
の
好
循
環
の
実
現
も
、
地
方
経

済
の
底
上
げ
も
、
そ
し
て
全
体
を
底
上
げ
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
し
こ
れ
か
ら
も
出
来
な
い
（
57
）

。
大
企
業
の
み
が
優
遇
さ
れ
る
だ
け
で
あ

）
三
二
一
〇
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

七
一

る
。
大
企
業
だ
け
が
潤
っ
た
後
の
わ
が
国
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
一
〇
月
四
日
、
岸
田
文
雄
内
閣
が
発
足
し
た
。
岸
田
総
理
は
、
同
一
〇
月
一
二
日
の
所
信
表
明
演
説
へ
の
代

表
質
問
に
対
し
て
、「
…
税
制
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
所
得
税
や
相
続
税
に
つ
い
て
最
高
税
率
の
引
き
上
げ
な
ど
再
分
配
機
能
の
回

復
を
図
る
た
め
の
見
直
し
な
ど
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
消
費
税
に
つ
い
て
は
社
会
保
障
の
財
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
当
面
、

消
費
税
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
…
」
と
そ
の
考
え
を
示
す
（
58
）

。
法
人
税
に
つ
い
て
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後

も
法
人
税
に
つ
い
て
は
そ
の
税
率
引
上
げ
に
否
定
的
な
考
え
を
示
し
（
59
）

、
消
費
税
に
つ
い
て
も
「
社
会
保
障
の
財
源
」
と
い
う
に
留
ま
る
。

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
六
月
七
日
閣
議
決
定
の
『
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
２
２
』
で
は
、「
…
応
能
負
担
を
通
じ
た
再

分
配
機
能
の
向
上
・
格
差
の
固
定
化
防
止
を
図
り
つ
つ
、
公
平
か
つ
多
様
な
働
き
方
な
ど
に
中
立
的
で
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い

税
制
を
構
築
し
…
（
60
）

」（
三
〇
頁
）
と
い
う
。
応
能
負
担
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
本
来
、
逆
進
性
が
顕
著
な
消
費
税
の
見
直
し
は
急
務
の
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
消
費
税
を
前
提
と
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

や
は
り
消
費
税
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
消
費
税
の
廃
止
を
言
え
ば
必
ず
そ
の
財
源
が
問
題
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
一

部
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
租
税
特
別
措
置
に
よ
る
法
人
税
課
税
に
お
け
る
ゆ
が
み
の
是
正
、
同
時
に
所
得
税
に
お
け
る
そ
れ
を
実

施
す
れ
ば
財
源
の
確
保
は
で
き
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
ス
タ
イ
ル
の
消
費
税
制
を
ア
メ
リ
カ
は
導
入
し
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
税
制
は
、
消

費
税
が
な
く
と
も
そ
の
国
の
財
政
が
成
り
立
つ
こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
る
。

（
1
） 

本
稿
に
お
い
て
消
費
税
と
い
う
場
合
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
消
費
税
法
（
昭
和
六
三
年
法
律
第
108
号
）
と
地
方
税
法
第
２
章
第
３
節
「
地
方

）
三
二
一
一
（
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二
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七
二

消
費
税
」（
地
方
税
法
第
72
条
の
77
以
下
）
を
併
せ
た
も
の
を
指
す
。

（
2
） 

財
務
省
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
令
和
４
年
度
予
算
の
ポ
イ
ン
ト
」
一
〇
頁
　https://w

w
w

.m
of.go.jp/policy/budget/budger_w

orkflow
/

budget/fy2021/seifuan2021/01.pdf

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
3
） 
財
務
省
「
も
っ
と
知
り
た
い
税
の
こ
と
（
令
和
４
年
６
月
）」
一
八
頁

https://w
w

w
.m

of.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/05.pdf

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
4
） 

消
費
税
制
の
問
題
点
を
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
拙
稿
「
中
小
企
業
税
制
の
検
討
」『
企
業
環
境
研
究
年
報
第
18
号
』
所
収
　

二
〇
一
三
年
。
ま
た
最
近
の
も
の
と
し
て
富
岡
幸
雄
「
消
費
税
制
を
め
ぐ
る
諸
論
点
の
検
討
と
改
革
へ
の
所
見
」『
税
制
研
究
№
77
』
所
収
　

二
〇
二
〇
年
な
ど

（
5
） 

「
特
集
　
消
費
税
率
引
上
げ
に
つ
い
て
」
財
務
省
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
令
和
元
年
10
月
号
』
九
頁

（
6
） 

武
田
昌
輔
監
修
『
Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
消
費
税
法
』
五
三
〇
三
頁
　
第
一
法
規
出
版

（
7
） 

武
田
前
掲（
注
６
）五
三
〇
三
頁

（
8
） 

韓
国
附
加
価
値
税
法
31
条
は
「
取
引
徴
収
」
と
し
て
、「
事
業
者
が
、
財
貨
ま
た
は
役
務
を
供
給
す
る
場
合
に
は
、
第
29
条
第
１
項
に
よ
る
供

給
価
格
額
に
第
30
条
に
よ
る
税
率
を
適
用
し
て
計
算
し
た
付
加
価
値
税
を
、
財
貨
ま
た
は 

役
務
の
供
給
を
受
け
る
者
か
ら
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
規
定
す
る
。

（
9
） 

例
え
ば
、
熊
王
征
秀
『
消
費
税
法
講
義
録
』
一
二
八
頁 
二
〇
一
九
年 

中
央
経
済
社

（
10
） 

国
税
庁
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
令
和
３
年
度
租
税
滞
納
状
況
に
つ
い
て
」（
令
和
四
年
八
月
）

https://w
w

w
.nta.go.jp/inform

ation/release/kokuzeicho/2022/sozei_taino/pdf/sozei_taino.pdf

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
11
） 

消
費
税
滞
納
の
実
態
と
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
三
木
義
一
「
税
制
改
正
と
会
計
検
査
院
」『
会
計
検
査
研
究
№
23
』
所
収
　

二
〇
〇
一
年

）
三
二
一
一
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

七
三

（
12
） 

東
京
新
聞
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
付
朝
刊

（
13
） 

国
税
庁
「
消
費
税
の
あ
ら
ま
し
（
令
和
４
年
６
月
）」
一
頁

https://w
w

w
.m

of.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0406_pdf/all.pdf
（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
14
） 

国
税
庁
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
令
和
２
事
務
年
度 

法
人
税
等
の
申
告
（
課
税
）
事
績
の
概
要
（
令
和
３
年
11
月
）」

https://w
w

w
.nta.go.jp/inform

ation/release/kokuzeicho/2021/hojin_shinkoku/pdf/hojin_shinkoku.pdf

　（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇

閲
覧
）

（
15
） 

東
京
新
聞
前
掲（
注
12
）

（
16
） 

韓
国
附
加
価
値
税
法
で
は
、
そ
の
納
税
義
務
者
を
す
べ
て
の
事
業
者
と
し
て
定
め
る
（
韓
国
附
加
価
値
税
法
３
）。
そ
し
て
す
べ
て
の
事
業
者

に
付
加
価
値
税
の
申
告
・
納
税
義
務
を
課
し
て
い
る
（
同
法
２
三
）。
そ
の
う
え
で
年
間
供
給
対
価
（
売
上
高
）
が
、
二
、四
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
未
満
で

あ
る
一
定
の
個
人
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
納
税
義
務
を
免
除
し
て
い
る
（
同
法
69
）。
こ
の
よ
う
に
韓
国
で
は
、
現
事
業
年
度
の
課
税
売
上
高
に
よ

る
納
税
義
務
の
判
定
を
行
っ
て
い
る
。

（
17
） 

か
ね
て
よ
り
こ
の
益
税
問
題
を
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
拙
稿
「
現
行
消
費
税
法
の
『
益
税
』
問
題
と
中
小
事
業
者
」『
日
本
法
学
第

68
巻
３
号
』
所
収
　
二
〇
〇
二
年

（
18
） 

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
六
月
七
日
閣
議
決
定
さ
れ
た
『
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
２
２
』
に
お
い
て
も
、
明
確
に
「
…
２
０

２
３
年
10
月
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
実
施
を
見
据
え
て
標
準
化
さ
れ
た
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
の
普
及
促
進
等
を
行
う
…
」
と
い
う
。
同
一
八
頁

（
19
） 

韓
国
附
加
価
値
税
で
は
、
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
を
法
定
化
し
、
国
税
庁
へ
の
提
出
を
義
務
付
け
る
（
韓
国
附
加
価
値
税
法
32
、
同
施
行
令
68
④
）。

（
20
） 

鈴
木
善
充
「
消
費
税
に
お
け
る
益
税
の
推
計
」『
会
計
検
査
研
究
№
43
』
二
〇
一
一
年
所
収

（
21
） 

会
計
検
査
院
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
報
告
（
随
時
報
告
）」

https://report.jbaudit.go.jp/org/h23/Z
U

IJI6/2011-h23-3507-0.htm

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

）
三
二
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

七
四

（
22
） 

会
計
検
査
院
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
『
国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
報
告
（
随
時
報
告
）』〈
平
成
二
三
年
報
告
〉

「
消
費
税
の
課
税
期
間
に
係
る
基
準
期
間
が
な
い
法
人
の
納
税
義
務
の
免
除
に
つ
い
て
」

https://report.jbaudit.go.jp/org/h22/Z
U

IJI10/2010-h22-6500-0.htm
（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
23
） 

財
務
省
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
社
会
保
障
費
を
賄
う
の
に
な
ぜ
消
費
税
な
の
か
」

https://w
w

w
.m

of.go.jp/zaisei/sustainable-system
s/sustainable-supply.htm

l

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
24
） 

財
務
省
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
財
政
に
関
す
る
資
料
」

https://w
w

w
.m

of.go.jp/tax_policy/sum
m

ary/condition/010.pdf

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
25
） 

税
調
第
一
九
回
基
礎
問
題
小
委
員
会
（
九
月
二
八
日
）
資
料
「
わ
が
国
財
政
及
び
税
制
の
現
状
と
課
題
」
二
〇
頁

https://w
w

w
.cao.go.jp/zei-cho/history/1996-2009/gijiroku/kiso/2004/pdf/kiso_b19a.pdf

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
26
） 

財
務
省
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
法
人
課
税
に
関
す
る
基
本
的
な
資
料
」

https://w
w

w
.m

of.go.jp/tax_policy/sum
m

ary/corporation/082.pdf

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
27
） 

大
蔵
財
務
協
会
編
『
改
正
税
法
の
す
べ
て
平
成
24
年
度
版
』
一
〇
七
頁

（
28
） 

大
蔵
財
務
協
会
編
『
改
正
税
法
の
す
べ
て
平
成
27
年
度
版
』
三
二
〇
頁

（
29
） 

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
二
月
二
日
第
一
八
九
回
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
麻
生
財
務
大
臣
（
当
時
）
は
、
大
塚
耕
平
議
員
の

質
問
に
対
し
て
、「
…
法
人
税
の
改
革
で
す
け
ど
、
課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大
し
つ
つ
法
人
税
率
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
な
ぜ
引
き
下
げ
る

か
と
い
え
ば
国
際
競
争
力
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
…
」
と
、
明
確
に
そ
の
理
由
を
答
弁
し
て
い
る
。

）
三
二
一
一
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

七
五

（
30
） 

【
図
表
６
】
を
は
じ
め
、【
図
表
７
】、【
図
表
８
】、
そ
し
て
【
図
表
９
】
は
い
ず
れ
も
菅
隆
徳
「
２
０
２
１
年
３
月
期
大
企
業
の
決
算
法
人
税

に
大
穴
」『
税
経
新
報
№
703
』（
二
〇
二
一
年
）
所
収
を
一
部
加
筆

（
31
） 
朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二
〇
年
度
に
お
け
る
こ
の
租
税
特
別
措
置
に
よ
る
減
税
額
八
兆
四
七
八
億
円
と
報
道
す
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
内

五
〇
五
三
億
円
は
試
験
研
究
に
よ
る
減
税
額
で
あ
り
、
更
に
そ
の
七
六
％
（
三
八
六
八
億
円
）
は
、
企
業
数
で
は
全
体
の
〇
・
一
％
に
も
満
た
な
い

資
本
金
一
〇
〇
億
円
超
の
大
企
業
に
あ
て
ら
れ
た
と
い
う
。（
朝
日
新
聞
二
〇
二
二
・
九
・
六
付
朝
刊
）

（
32
） 

法
人
税
減
税
と
消
費
税
増
税
の
相
関
関
係
を
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
湖
東
京
至
「
安
倍
政
権
の
行
っ
た
法
人
税
減
税
と
消
費
税
増
税
」『
税

制
研
究
№
76
』
所
収
　
二
〇
一
九
年

（
33
） 

間
接
税
が
一
般
納
税
者
を
植
物
人
間
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば
北
野
弘
久
『
直
接
税
と
間
接
税
』（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
105
）

一
九
八
七
年

（
34
） 

北
野
弘
久
編
『
現
代
税
法
講
義
（
５
訂
版
）』
二
五
三
頁
（
石
村
耕
治
担
当
）　
二
〇
〇
九
年
　
法
律
文
化
社

（
35
） 

北
野
編
前
掲（
注
34
）二
四
七
頁

（
36
） 

北
野
編
前
掲（
注
34
）二
四
四
～
二
四
五
頁

（
37
） 

湖
東
京
至
「
消
費
税
の
何
が
問
題
な
の
か
」『
世
界
852
号
』
一
九
一
頁
以
下 

二
〇
一
五
年

（
38
） 

山
下
壽
文
『
戦
後
税
制
改
革
と
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
』
五
九
～
六
三
頁
二
〇
二
〇
年 

同
文
舘
出
版

（
39
） 

湖
東
前
掲（
注
37
）一
九
一
頁

（
40
） 

全
国
商
工
新
聞
第
二
〇
二
一
年
一
一
月
一
日
付

（
41
） 

東
京
新
聞
二
〇
一
九
年
九
月
一
八
日
付
朝
刊

（
42
） 

仕
向
地
主
義
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
取
組
み
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
西
山
由
美
「
国
境
を
超
え
る
取
引
に
対
す
る
消
費
税
─
ド
イ
ツ
売
上

税
法
を
素
材
と
し
て
─
」『
法
學
政
治
學
論
究
33
号
』
所
収
。
わ
が
国
の
法
的
問
題
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
野
一
色
直
人
「
国
境
を
越
え
た
役

務
の
提
供
に
対
す
る
消
費
税
の
課
税
に
お
け
る
国
外
事
業
者
の
納
税
義
務
に
係
る
法
的
課
題
」『
近
畿
大
学
法
学
第
65
巻
第
３･

４
号
』
所
収
な
ど

（
43
） 

岩
本
沙
弓
『
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
消
費
税
を
許
さ
な
い
』
四
四
頁
（
文
春
新
書
948
）　
二
〇
一
四
年

）
三
二
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

七
六

（
44
） 

岩
本
前
掲（
注
43
）四
三
頁

（
45
） 

岩
本
前
掲（
注
43
）一
一
〇
～
一
一
二
頁

（
46
） 
岩
本
前
掲（
注
43
）一
一
二
頁

（
47
） 
岩
本
前
掲（
注
43
）一
一
七
頁

（
48
） 

岩
本
前
掲（
注
43
）一
一
七
頁

（
49
） 

岩
本
前
掲（
注
43
）一
一
八
頁

（
50
） 

岩
本
前
掲（
注
43
）一
一
九
頁

（
51
） 

正
確
に
は
、「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」

（
平
成
二
四
年
法
律
第
68
号
）

（
52
） 

岩
本
前
掲（
注
43
）一
二
〇
頁

（
53
） 

岩
本
前
掲（
注
43
）一
一
九
頁
。
な
お
こ
こ
で
は
こ
の
報
復
措
置
が
、
日
本
の
み
な
ら
ず
中
国
を
は
じ
め
と
し
た
付
加
価
値
税
導
入
国
に
向
け
て

も
行
わ
れ
て
い
る
旨
も
報
告
す
る
。
さ
ら
に
安
倍
晋
三
内
閣
の
も
と
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
が
二
度
延
期
さ
れ
た
が
、
こ
の
延
期
に
対
す
る
ア
メ

リ
カ
の
対
応
と
し
て
、
岩
本
「
消
費
税
増
税
延
期
の
可
能
性
と
安
倍
政
権
─
ト
ラ
ン
プ
政
権
と
の
通
商
交
渉
を
踏
ま
え
て
─
」『
税
制
研
究
№
76
』

所
収
　
二
〇
一
九
年

（
54
） 

同
会
議
に
お
け
る
相
原
久
美
子
議
員
に
対
す
る
答
弁

（
55
） 

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
二
月
二
日
参
議
院
予
算
委
員
会（
前
掲
29
）、
大
塚
耕
平
議
員
に
対
す
る
答
弁

（
56
） 

岸
田
文
雄
首
相
は
、
第
四
九
回
総
選
挙
公
示
前
の
二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
八
日
、
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
主
催
の
討
論
会
に
お
い
て
、
自
民
党
総
裁

と
し
て
、
安
倍
政
権
下
の
経
済
政
策
、
い
わ
ゆ
る
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
「
新
自
由
主
義
的
な
政
策
は
市
場
や
競
争
に
偏
重
し
た
政
策
だ
っ
た
。
成
長
し

て
も
富
が
一
部
に
集
中
し
、
分
配
も
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
が
な
か
な
か
起
こ
ら
な
か
っ
た
」
と
発
言
し
た
（
二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
九
日
付
日
本
経
済

新
聞
「
２
０
２
１
衆
院
選
党
首
討
論
の
要
旨
」）。

（
57
） 

朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、「
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
に
よ
る
と
、
２
０
２
０
年
の
日
本
の
平
均
賃
金
は
、
加
盟
国
35
カ
国
中
22
位
で

）
三
二
一
一
（



消
費
税
の
再
検
討
（
阿
部
）

七
七

３
万
８
、５
１
４
ド
ル
（
１
ド
ル
＝
110
円
で
424
万
円
）。
こ
の
30
年
で
日
本
は
4.4
％
増
と
ほ
ぼ
横
ば
い
だ
が
、
米
国
47.7
％
増
、
英
国
44.2
％
増
な
ど
と
差

が
大
き
い
。
賃
金
の
額
も
、
隣
国
の
韓
国
に
15
年
に
抜
か
れ
た
」
と
全
体
的
底
上
げ
は
程
遠
い
様
子
を
報
道
す
る
（
同
紙
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
〇

日
付
「
日
本
経
済
の
現
在
価
値
」）。

（
58
） 
日
テ
レ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
24
「
消
費
税
10
％
“
当
面
維
持
”
の
考
え
　
岸
田
首
相
」（
10
／
12
（
火
） 16:16

配
信
）

https://new
s.yahoo.co.jp/articles/8627f251680ba2331aa57ca4ea8b6a9f45729380

（
二
〇
二
二
・
九
・
一
〇
閲
覧
）

（
59
） 

日
本
経
済
新
聞
前
掲（
注
56
）

（
60
） 

『
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
２
２
』（
前
掲
注
18
）
三
〇
頁

）
三
二
一
一
（





合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

七
九

合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と

社
員
の
除
名
の
訴
え

─
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
を
素
材
と
し
て

─
大
久
保

　
　拓

　
　也

＜

目
次＞

一
　
は
じ
め
に

二
　
合
同
会
社
に
お
け
る
社
員
の
退
社
請
求
の
方
法

三
　
二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
の
提
訴
権
と
除
名
事
由

四
　
結
び
に
代
え
て

論
　
説

）
一
六
〇
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

八
〇

一
　
は
じ
め
に

合
同
会
社
は
、
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
）
年
の
会
社
法
制
定
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
。
合
同
会
社
は
設
立
件
数
も
増
え
て

い
る
（
１
）

こ
と
に
と
も
な
い
、
社
員
間
の
対
立
が
法
的
争
い
へ
と
発
展
す
る
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
。
特
に
、
業
務
執
行
社
員
が
二
人
の
二
人
会

社
に
お
い
て
は
、
一
度
社
員
間
の
対
立
が
起
こ
る
と
会
社
の
存
続
を
危
う
く
す
る
ほ
ど
深
刻
な
対
立
が
生
じ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
会
社
設

立
時
に
は
争
い
が
起
こ
る
こ
と
ま
で
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
争
い
が
生
じ
た
場
合
の
対
処
方
法
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
会
社
の
解
散
（
２
）

の
制
度
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
合
同
会
社
に
お
け
る
社
員
の
退
社
請
求
の
方
法
と
し
て
社
員
の
除
名
に
関
す
る

問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
　
合
同
会
社
に
お
け
る
社
員
の
退
社
請
求
の
方
法

１
　
合
同
会
社
の
社
員
の
業
務
執
行
権

こ
こ
で
は
ま
ず
、
合
同
会
社
の
社
員
の
業
務
執
行
権
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
合
同
会
社
に
お
い
て
は
、
所
有
と
経
営
が
一
致
し
て

お
り
、
社
員
自
身
が
業
務
執
行
に
あ
た
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
（
３
）

。
こ
の
た
め
、
社
員
の
対
立
が
業
務
執
行
に
も
影
響
す
る
構
造
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
だ
か
ら
で
あ
る
。

合
同
会
社
と
は
、
会
社
内
部
の
規
律
に
つ
い
て
は
組
合
と
同
様
に
、
広
く
、
定
款
自
治
・
契
約
自
由
の
原
則
が
妥
当
す
る
会
社
で
あ
り
、

出
資
者
全
員
の
責
任
を
有
限
責
任
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
会
社
法
五
七
六
条
四
項
）。

）
一
六
〇
一
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

八
一

合
同
会
社
は
社
員
が
業
務
執
行
を
行
う
た
め
、
定
款
で
か
な
り
自
由
に
業
務
執
行
形
態
を
設
計
で
き
る
（
会
社
法
五
七
七
条
）。
す
な
わ

ち
、
合
同
会
社
の
社
員
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
合
同
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
（
同
法
五
九
〇
条
一
項
）。
社

員
が
二
人
以
上
の
場
合
に
は
、
合
同
会
社
の
業
務
は
社
員
の
過
半
数
で
決
定
す
る
（
同
条
二
項
）。

ま
た
、
業
務
執
行
社
員
を
定
め
て
業
務
を
執
行
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
（
会
社
法
五
九
一
条
一
項
）。
そ
の
場
合
に
は
、
業
務
執
行
社
員

が
合
同
会
社
を
代
表
す
る
（
た
だ
し
、
他
に
代
表
社
員
や
代
表
者
を
定
め
た
場
合
は
別
で
あ
る
（
同
法
五
九
九
条
一
項
））。
業
務
執
行
社
員
が
二
人

以
上
の
場
合
に
は
、
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
業
務
執
行
社
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定
す
る
（
同
法
五
九
一
条
一
項
）。

そ
の
場
合
で
も
業
務
執
行
社
員
が
各
自
で
会
社
を
代
表
す
る
（
同
条
二
項
）。

業
務
執
行
社
員
に
は
、
①
善
管
注
意
義
務
（
会
社
法
五
九
三
条
一
項
）・
忠
実
義
務
（
同
条
二
項
）
を
負
い
、
②
競
業
規
制
（
同
法
五
九
四

条
）・
③
利
益
相
反
取
引
規
制
（
同
法
五
九
五
条
）
が
課
さ
れ
る
。
任
務
を
怠
っ
た
場
合
は
、
④
合
同
会
社
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負

う
（
同
法
五
九
六
条
）
ほ
か
、
⑤
悪
意
ま
た
は
重
過
失
が
あ
る
と
き
は
、
第
三
者
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
（
同
法
五
九
七
条
）。

法
人
も
、
合
同
会
社
の
業
務
執
行
社
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
当
該
法
人
は
、
当
該
業
務
を
執
行
す
る
社
員
の
職

務
を
行
う
べ
き
自
然
人
（
職
務
執
行
者
）
を
選
任
し
、
そ
の
者
の
氏
名
・
住
所
を
他
の
社
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
会
社
法

五
九
八
条
一
項
（
４
）

）。
職
務
執
行
者
に
つ
い
て
、
業
務
執
行
社
員
の
義
務
や
責
任
に
関
す
る
前
記
①
～
⑤
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

２
　
退
社
事
由
と
除
名
の
訴
え

合
同
会
社
は
人
的
繋
り
が
強
く
、
社
員
の
意
見
の
相
違
等
に
よ
っ
て
会
社
の
運
営
に
支
障
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
そ
こ
で

退
社
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
退
社
と
は
、
持
分
会
社
に
お
い
て
、
会
社
の
存
続
中
に
特
定
の
社
員
の
社
員
資
格
が
絶
対
的
に
消
滅
す

）
一
六
〇
一
（
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八
二

る
こ
と
を
い
う
（
５
）

。
も
っ
と
も
、
合
同
会
社
の
社
員
は
す
べ
て
有
限
責
任
社
員
で
あ
り
、
出
資
全
額
払
込
主
義
（
間
接
有
限
責
任
）
を
と
る

た
め
（
会
社
法
五
七
六
条
四
項
、
五
七
八
条
）、
投
下
資
本
の
回
収
方
法
に
つ
い
て
は
会
社
債
権
者
に
対
す
る
配
慮
が
必
要
で
あ
る
（
同
法

六
三
五
条
）。

合
同
会
社
で
は
、
退
社
し
た
社
員
が
持
分
の
払
戻
し
を
受
け
る
（
会
社
法
六
一
一
条
）
こ
と
が
基
本
と
な
る
。
持
分
の
譲
渡
に
よ
る
投
下

資
本
の
回
収
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
（
６
）

。
退
社
の
規
定
に
よ
り
社
員
が
退
社
し
た
場
合
に
は
、
持
分
会
社
は
、
当
該

社
員
が
退
社
し
た
時
に
、
当
該
社
員
に
係
る
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
定
款
の
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
同
法
六
一
〇
条
）。

⑴

　退
社
事
由

合
同
会
社
で
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
退
社
す
る
任
意
退
社
（
会
社
法
六
〇
六
条
一
項
）
と
、
法
定
の
退
社
事
由
に
よ
る
法
定
退
社

（
同
法
六
〇
七
条
）
の
場
合
が
あ
る
。

任
意
退
社
は
、
持
分
会
社
の
存
続
期
間
を
定
款
で
定
め
な
か
っ
た
場
合
ま
た
は
あ
る
社
員
が
生
存
し
て
い
る
間
持
分
会
社
が
存
続
す
る

こ
と
を
定
款
で
定
め
た
場
合
に
は
、
各
社
員
は
、
事
業
年
度
の
終
了
の
時
に
お
い
て
退
社
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
こ
の
場
合
、
六
か
月
前
ま
で
に
予
告
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
会
社
法
六
〇
六
条
一
項
））。
ま
た
、
各
社
員
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
（
７
）

が
あ

る
と
き
は
、
い
つ
で
も
退
社
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
三
項
）。

こ
れ
に
対
し
、
法
定
退
社
は
、
①
定
款
で
定
め
た
事
由
の
発
生
、
②
総
社
員
の
同
意
、
③
死
亡
、
④
法
人
で
あ
る
社
員
が
合
併
に
よ
り

消
滅
し
た
場
合
、
⑤
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
⑥
④
・
⑤
を
除
く
解
散
、
⑦
後
見
開
始
の
審
判
を
受
け
た
こ
と
、
⑧
除
名
、
⑨
債
権
者
に

よ
る
持
分
の
差
押
え
を
受
け
た
社
員
の
退
社
、
⑩
一
部
の
社
員
を
原
因
と
す
る
設
立
無
効
ま
た
は
取
消
判
決
確
定
後
に
他
の
社
員
全
員
の

）
一
六
〇
一
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

八
三

同
意
に
よ
り
合
同
会
社
を
継
続
す
る
場
合
等
で
あ
る
（
会
社
法
六
〇
七
条
一
項
、
六
〇
九
条
一
項
、
八
四
五
条
）。
た
だ
し
、
⑤
⑥
⑦
の
事
由
に

つ
い
て
は
、
定
款
で
、
退
社
し
な
い
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
六
〇
七
条
二
項
）。
ま
た
、
③
④
の
事
由
に
つ
い
て
、
定
款
で
、

当
該
社
員
の
一
般
承
継
人
（
相
続
人
・
合
併
存
続
法
人
）
が
当
該
社
員
の
持
分
を
承
継
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
六
〇
八
条
）。

⑵

　除
名
の
訴
え

⑴
で
述
べ
た
法
定
退
社
事
由
の
一
つ
と
し
て
、
合
同
会
社
に
は
除
名
の
訴
え
と
い
う
制
度
が
あ
る
（
会
社
法
六
〇
七
条
一
項
八
号
、

八
五
九
条
（
８
）

）。
こ
の
制
度
は
、
合
同
会
社
の
よ
う
な
人
的
繋
が
り
が
強
い
会
社
は
、
他
面
に
お
い
て
、
社
員
の
意
思
の
相
違
等
に
よ
り
、

会
社
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
と
き
に
対
処
す
る
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

除
名
の
訴
え
は
、
持
分
会
社
の
社
員
（
対
象
社
員
）
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
持
分
会
社
は
、
対
象
社
員
以

外
の
社
員
の
過
半
数
の
決
議
に
基
づ
き
、
訴
え
を
も
っ
て
対
象
社
員
の
除
名
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

い
う
「
対
象
社
員
以
外
の
社
員
の
過
半
数
の
決
議
」
に
つ
い
て
、
持
分
会
社
に
は
決
議
機
関
や
決
議
方
法
に
関
す
る
規
定
は
な
い
こ
と
か

ら
、
決
議
の
方
法
は
自
由
で
あ
り
、
持
回
り
決
議
等
で
よ
く
、
招
集
に
つ
い
て
特
別
の
手
続
を
必
要
と
は
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。

除
名
事
由
は
、
①
出
資
の
義
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
、
②
競
業
禁
止
の
規
定
（
会
社
法
五
九
四
条
一
項
、
五
九
八
条
二
項
）
に
違
反
し
た
こ

と
、
③
業
務
を
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
、
ま
た
は
業
務
を
執
行
す
る
権
利
が
な
い
の
に
業
務
の
執
行
に
関
与
し
た
こ
と
、

④
持
分
会
社
を
代
表
す
る
に
当
た
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
、
ま
た
は
代
表
権
が
な
い
の
に
持
分
会
社
を
代
表
し
て
行
為
を
し
た
こ
と
、
⑤

①
～
④
の
ほ
か
、
重
要
な
義
務
を
尽
く
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
除
名
の
訴
え
は
対
象
社
員
を
被
告
と
し
（
同
法
八
六
一
条
一
号
）、
判
決
が

確
定
す
る
と
対
象
社
員
は
退
社
す
る
こ
と
に
な
る
。

）
一
六
〇
一
（
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八
四

除
名
さ
れ
た
社
員
も
退
社
し
た
社
員
と
し
て
会
社
に
対
し
そ
の
持
分
の
払
戻
請
求
権
を
有
す
る
が
（
会
社
法
六
一
一
条
一
項
）、
社
員
が

除
名
に
よ
っ
て
退
社
し
た
場
合
に
は
、
退
社
し
た
社
員
と
持
分
会
社
と
の
間
の
計
算
は
除
名
の
訴
え
を
提
起
し
た
時
に
お
け
る
持
分
会
社

の
財
産
の
状
況
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
10
）

。

こ
の
除
名
の
訴
え
に
関
す
る
各
論
的
な
論
点
に
つ
い
て
は
、
三
で
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
　
二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
の
提
訴
権
と
除
名
事
由

二
で
は
、
所
有
と
経
営
が
一
致
す
る
合
同
会
社
に
お
い
て
は
、
社
員
自
身
が
業
務
執
行
に
あ
た
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

社
員
の
対
立
が
業
務
執
行
に
も
影
響
す
る
こ
と
か
ら
、
社
員
の
退
社
を
求
め
る
方
法
が
法
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
二
２
⑵
で
述
べ

た
除
名
の
訴
え
が
あ
る
。
一
で
述
べ
た
よ
う
に
特
に
業
務
執
行
社
員
が
二
名
の
二
人
会
社
に
お
い
て
は
社
員
間
の
対
立
が
激
化
す
る
と
会

社
の
存
続
を
も
危
う
く
す
る
場
合
も
あ
る
。

こ
の
問
題
す
な
わ
ち
二
人
会
社
に
お
い
て
、
除
名
の
提
訴
権
の
有
無
や
除
名
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
が
、
東
京
地
判

令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
（
金
判
一
六
四
一
号
五
〇
頁
）
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
事
案
を
素
材
に
、
二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
の
提
訴

権
と
除
名
事
由
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

１
　
二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
の
提
訴
権
が
争
わ
れ
た
裁
判
例

二
人
会
社
に
お
い
て
、
除
名
の
提
訴
権
の
有
無
が
争
わ
れ
た
の
が
、
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
で
あ
る
。
こ
の
事
案
の
概
要

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

）
一
六
〇
〇
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

八
五

株
式
会
社
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
以
下
「
Ａ
Ｈ
Ｄ
」
と
い
う
）
は
、
有
価
証
券
の
保
有
お
よ
び
運
用
業
務
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社

で
あ
る
。
Ｂ
社
は
、
不
動
産
の
売
買
、
交
換
、
賃
貸
、
管
理
お
よ
び
そ
の
仲
介
、
代
理
業
並
び
に
宅
地
造
成
開
発
等
を
目
的
と
す
る
株
式

会
社
で
あ
り
、
そ
の
代
表
者
は
Ｄ
で
あ
る
。

Ａ
Ｈ
Ｄ
は
、
平
成
三
〇
年
三
月
下
旬
、
Ｄ
か
ら
の
勧
誘
を
契
機
と
し
て
、
転
売
目
的
で
Ｃ
社
か
ら
東
京
国
際
空
港
（
羽
田
空
港
）
の
敷

地
内
に
あ
る
Ｃ
社
所
有
の
航
空
機
用
の
格
納
庫
（
格
納
庫
、
事
務
所
お
よ
び
そ
の
付
帯
設
備
・
備
品
等
一
式
を
併
せ
て
「
本
件
格
納
庫
」
と
い
う
）

を
取
得
す
る
こ
と
と
し
、
Ｄ
が
代
表
者
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
Ｙ
と
の
間
で
、
本
件
格
納
庫
お
よ
び
そ
の
営
業
権
を
有
効
利
用
す
る
事
業

を
行
う
た
め
の
Ｓ
Ｐ
Ｃ
と
し
て
、
同
年
四
月
二
〇
日
に
、
Ａ
Ｈ
Ｄ
と
Ｙ
は
、
Ｘ
合
同
会
社
（
原
告
）
を
設
立
し
た
。
Ｘ
社
は
格
納
庫
賃
貸

業
、
管
理
お
よ
び
運
営
等
を
目
的
と
す
る
合
同
会
社
で
あ
り
、
資
本
金
の
額
は
二
〇
万
円
（
設
立
時
の
出
資
額
：
Ａ
Ｈ
Ｄ
一
二
万
円
、
Ｙ
八
万

円
）
で
あ
り
、
Ａ
Ｈ
Ｄ
お
よ
び
Ｙ
以
外
の
社
員
は
い
な
い
。
Ｙ
お
よ
び
Ａ
Ｈ
Ｄ
は
、
い
ず
れ
も
Ｘ
社
の
設
立
時
か
ら
そ
の
業
務
執
行
社
員

の
地
位
に
あ
る
と
と
も
に
、
Ｙ
は
Ｘ
社
の
設
立
時
か
ら
、
Ａ
社
は
令
和
二
年
四
月
七
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｘ
社
の
代
表
社
員
の
地
位
に
あ

る
。そ

の
後
の
経
緯
は
後
記
図
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
Ｈ
Ｄ
が
、
平
成
三
〇
年
五
月
一
八
日
、
本
件
格
納
庫
の
取
得
資
金
と
す
る
趣
旨
で
、
Ｘ
社
名
義
の
預
金
口
座
に
一
八
億
円
を
振
り
込

ん
だ
。
そ
の
う
ち
二
億
八
〇
〇
〇
万
円
に
つ
い
て
、
Ｃ
社
の
当
時
の
代
理
人
弁
護
士
Ｅ
の
預
か
り
口
名
義
の
預
金
口
座
に
お
い
て
保
管
し

た
が
、
Ｅ
と
Ｄ
と
の
協
議
の
結
果
、
二
億
八
〇
〇
〇
万
円
を
Ｙ
名
義
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ん
だ
（
以
下
「
本
件
振
込
金
」
と
い
う
）。

Ｄ
は
、
本
件
振
込
金
を
、
本
件
格
納
庫
の
取
得
と
は
直
接
関
係
の
な
い
不
動
産
取
引
や
Ｂ
社
名
義
で
購
入
し
た
不
動
産
の
代
金
の
支
払

に
使
用
し
た
。
Ｄ
は
Ｘ
社
に
対
し
、
平
成
三
一
年
三
月
二
二
日
か
ら
令
和
元
年
七
月
一
六
日
ま
で
の
間
に
、
本
件
振
込
金
の
返
還
と
し
て

）
一
六
〇
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

八
六

合
計
五
三
〇
〇
万
円
を
支
払
う
と
と
も
に
、
Ａ
Ｈ
Ｄ
に
対
し
、
二
億
一
七
〇
〇
万
円
を
私
的
に
流
用
し
た
こ
と
を
認
め
る
旨
の
同
日
付
け

確
認
書
及
び
同
額
を
借
入
金
と
し
て
、
一
時
借
用
す
る
旨
の
同
日
付
け
一
時
借
用
書
を
差
し
入
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｙ
、
Ｄ
お
よ
び
Ｂ
社
は
、
前
記
の
各
訴
訟
を
提
起
さ
れ
た
後
も
、
Ｘ
社
に
対
し
、
本
件
振
込
金
と
前
記
の
支
払
額

（
本
件
振
込
金
の
返
還
と
し
て
合
計
五
三
〇
〇
万
円
）
と
の
差
額
（
二
億
二
七
〇
〇
万
円
）
を
支
払
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
な
見
通
し
も

立
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
Ｘ
社
は
、
Ｘ
社
の
業
務
執
行
社
員
で
あ
る
Ｙ
お
よ
び
そ
の
職
務
執
行
者
で
あ
る
Ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ｘ
社
に
対
し
て
善
管
注
意
義

務
お
よ
び
忠
実
義
務
を
負
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
格
納
庫
の
取
得
資
金
と
す
る
趣
旨
で
Ａ
Ｈ
Ｄ
が
提
供
し
た
一
八
億
円
を
原
資
と
す

る
本
件
振
込
金
を
Ｄ
お
よ
び
Ｂ
社
の
私
的
支
払
に
流
用
し
、
そ
の
う
ち
二
億
二
七
〇
〇
万
円
を
返
済
せ
ず
、
Ｘ
社
に
同
額
の
損
害
を
与
え

た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
お
よ
び
Ｄ
の
当
該
行
為
は
、
合
同
会
社
の
社
員
の
除
名
事
由
で
あ
る
会
社
法
八
五
九
条
三
号
お
よ
び
五
号
に
該
当

す
る
と
主
張
し
て
、
Ｙ
の
除
名
を
求
め
て
提
訴
し
た
の
が
こ
の
事
件
で
あ
る
。

）
一
六
〇
一
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

八
七

＜時系列表＞
Ｘ社 ＡＨＤ Ｃ社 一般社団法人Ｙ、Ｂ、Ｄ

平
成
30
年

3 月下旬 Ｄからの勧誘を契機とし
て、転売目的でＣ社から
東京国際空港（羽田空
港）の敷地内にあるＣ社
所有の航空機用の格納庫
（格納庫、事務所および
その付帯設備・備品等一
式を併せて「本件格納
庫」という）を取得する
こととする

Ｄが代表者である一般社
団法人Ｙとの間で、本件
格納庫およびその営業権
を有効利用する事業を行
うためのＳＰＣを設立す
ることなどを内容とする
合意

４月13日 本件格納庫の取得資金と
する趣旨で、Ｂ社名義の
預金口座に10億円を振り
込む。

Ｂ社

４月20日 Ｘ社設立。資本金額20万
円。ＡＨＤおよびＹ以外
の社員はいない。

Ｘ設立時の出資額：
ＡＨＤ12万円。業務執行
社員。

Ｘ設立時の出資額：Ｙ ８
万円。業務執行社員。設
立時からＸ社の代表社員

４月26日 Ｃ社・Ｘ社間：Ｃ社がＸ
社に対し本件格納庫並び
にその敷地の使用権およ
び本件格納庫における営
業権を代金2８億円で譲渡
すること、同代金のうち
① ９億円を契約締結日で
ある同日に、②1８億円を
同年 ５月16日に、③ 1億
円を本件格納庫等の転売
手続の完了日に、それぞ
れ支払うことなどを内容
とする売買契約締結

５月1８日 Ｘ社名義の預金口座に1８
億円振込（本件格納庫の
取得資金とする趣旨）

５月22日 当時の代理
人 弁 護 士
（Ｅ）

Ｄは、本件職務執行者と
して、前記の1８億円のう
ち 2億８000万円について、
Ｃ社に対する売買代金と
しての支払を留保した上
で、Ｃ社の国等に対する
本件格納庫に関する未払
の土地使用代金（本件格
納庫の敷地に係る国有財
産使用料）および遅延損
害金の支払に充てるため、
同弁護士（Ｅ）の預かり
口名義の預金口座におい
て保管することを合意

）
一
六
〇
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

八
八

平
成
31
年

3 月13日	
・1８日

Ｅ：Ｄと協
議した上で、
上記の保管
金のうち 2
億 円（13
日 ）・８000
万 円（1８
日）を、Ｙ
名義の預金
口座に振込
（本件振込
金）

3月13日
～同月2９
日頃まで

本件振込金のうち少なく
とも合計 1億５８00万円を、
本件格納庫の取得とは直
接関係のない 3件の不動
産取引に関連する支払の
ために使用。このうち 1
件についてはＢ社名義で
購入した不動産の代金
５５00万円の支払に使用

3月22日
～令和元
年 ７月16
日まで

Ｘ社に対し、本件振込金
の返還として合計５300万
円を支払うとともに、
ＡＨＤに対し、確認書
（ 2億1７00万円を私的に
流用したことを認める
旨）・一時借用書（同額
を借入金として、一時借
用する旨）を差し入れる

令
和
元
年

５ 月13日
頃

本件職務執行者として提
出したＡＨＤの担当取締
役宛ての報告書（本件報
告書）において、弁護士
に保管させた上記の金員
の全額が残存しており、
これを国に対する支払に
充てることが可能である
ことを前提とする内容の
報告をした

6月2８日 ＡＨＤ関係者に対し、既
に弁護士Ｅから同金員の
返還を受けたことや、こ
のうち合計 1億５８00万円
を上記の支払のために使
用したことなどを説明

令
和
２
年

４ 月 ７ 日 Ｘ社の代表社員の地位に
就く

）
一
六
一
六
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

八
九

10月22日 Ｘ社の社員として、本件
職務執行者であるＤが本
件振込金を私的支払に流
用したことを前提に、Ｙ
をＸ社の社員から除名す
る訴えを提起することに
同意

11月11日 本件訴訟提起

12月 ８ 日 本件振込金の私的支払へ
の流用を理由とするＹ・
Ｄ・Ｂ社に対する損害賠
償請求訴訟（東京地方裁
判所令和 2年（ワ）第
31121号）提起

）
一
六
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

九
〇

２
　
二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
の
提
訴
権

⑴

　除
名
の
提
訴
権
に
関
す
る
問
題
点

二
２
⑵
で
述
べ
た
よ
う
に
除
名
の
訴
え
と
は
、
持
分
会
社
は
、
対
象
社
員
以
外
の
社
員
の
過
半
数
の
決
議
に
基
づ
き
、
訴
え
を
も
っ
て

対
象
社
員
の
除
名
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
会
社
法
八
五
九
条
柱
書
）。
同
規
定
で
は
「
対
象
社
員
以
外
の
社
員

の
過
半
数
の
決
議
に
基
づ
き
」
訴
え
を
も
っ
て
対
象
社
員
の
除
名
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
言
上
、
一
名
の

社
員
に
よ
っ
て
過
半
数
の
決
議
と
す
る
こ
と
を
想
定
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
社
員
が
二
名
の
場
合
、
対
象
社
員
を
除
く
と
一

名
の
み
と
な
る
の
で
、
こ
の
要
件
を
満
た
す
か
が
問
題
と
な
る
。

１
で
述
べ
た
近
時
の
裁
判
例
の
争
点
の
一
つ
が
こ
の
問
題
で
あ
る
。

⑵

　二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
の
提
訴
権
に
関
す
る
裁
判
例
お
よ
び
学
説
の
検
討

会
社
法
八
五
九
条
に
基
づ
く
社
員
の
除
名
請
求
に
つ
い
て
、
か
つ
て
の
判
例
（
合
名
会
社
の
事
案
＝
大
判
明
四
二
年
一
〇
月
一
三
日
民
録

一
五
輯
七
七
二
頁
）
は
、
社
員
の
一
人
が
他
の
社
員
の
除
名
を
請
求
し
て
い
る
こ
と
を
、
他
の
社
員
の
全
員
の
同
意
と
解
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
除
名
は
三
名
以
上
の
社
員
か
ら
な
る
会
社
に
お
い
て
の
み
有
効
に
行
わ
れ
う
る
と
解
し
て
い
た
。
こ
れ
は
昭
和
一
三
年
改
正
前
商

法
七
〇
条
で
は
除
名
は
他
の
社
員
の
一
致
に
よ
る
と
し
て
い
た
法
制
度
下
の
事
案
で
あ
り
、
ま
た
、
社
員
が
一
名
と
な
る
こ
と
に
よ
り
直

ち
に
会
社
が
解
散
す
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
除
名
は
会
社
の
存
続
を
前
提
と
す
る
と
し
て
い
た
法
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
（
合
資

会
社
の
事
案
＝
大
決
大
正
一
二
年
一
月
二
〇
日
民
集
二
巻
一
号
八
頁
）
も
理
由
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
昭
和
一
三
年
商
法
改
正
に
よ
り
、
会
社
は
、
他
の
社
員
の
過
半
数
の
決
議
で
社
員
の
除
名
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で

）
一
六
一
一
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

九
一

き
る
と
し
（
同
年
改
正
商
法
八
六
条
）、
ま
た
、
社
員
が
一
人
と
な
っ
た
こ
と
は
会
社
の
解
散
事
由
で
は
あ
っ
た
も
の
の
（
同
法
九
四
条
四
号
）、

社
員
が
一
人
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
新
た
に
社
員
を
加
入
さ
せ
て
会
社
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
同
法
九
五
条
二
項
）。

社
員
が
二
名
の
会
社
に
つ
い
て
は
、
除
名
に
よ
り
社
員
が
一
名
に
な
る
の
で
会
社
の
解
散
請
求
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
等
と
し
て
除
名
は
認

め
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
（
11
）

が
、
そ
の
後
社
員
が
二
名
の
会
社
で
あ
っ
て
も
除
名
を
請
求
で
き
る
と
い
う
見
解
が
有
力
に
な
っ
て

い
っ
た
（
12
）

。

裁
判
例
を
み
る
と
、
山
形
地
酒
田
支
判
平
成
三
年
一
二
月
一
七
日
判
タ
七
八
三
号
二
三
一
頁
（
13
）

も
、
昭
和
一
三
年
改
正
「
商
法
八
六
条

は
、
社
員
の
除
名
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
に
は
、
他
の
社
員
の
過
半
数
の
決
議
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
社
員
が
三

名
以
上
の
通
常
の
場
合
を
規
定
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
形
式
的
な
理
由
の
み
で
、
社
員
が
二
名
の
会
社
に
つ
き
除

名
を
一
切
否
定
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
」
こ
と
や
、
同
年
改
正
に
よ
り
、「
社
員
が
一
名
に
な
っ
た
場
合
で
も
新
た
な
社
員
を
加
え
て

会
社
を
継
続
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
（
九
五
条
二
項
）
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
…
会
社
の
解
散
を
生
ず
る
と
の
理
由
で
除
名
を
否
定
す
る

必
要
は
な
く
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
、
社
員
が
二
名
の
会
社
に
お
い
て
も
社
員
の
一
名
が
他
の
社
員
を
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
解
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
会
社
法
の
下
で
は
持
分
会
社
の
社
員
が
一
名
に
な
っ
た
こ
と
が
持
分
会
社
の
解
散
事
由
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
（
会
社
法

六
四
一
条
四
号
は
「
社
員
が
欠
け
た
こ
と
」
を
解
散
事
由
と
し
て
い
る
）
こ
と
、
さ
ら
に
除
名
の
法
定
事
由
が
あ
り
、
裁
判
所
の
判
断
の
下
で
除

名
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
二
人
会
社
で
あ
っ
て
も
除
名
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
（
1４
）

。

）
一
六
一
一
（
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九
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⑶

　前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
と
二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
の
提
訴
権

⑵
で
述
べ
た
が
裁
判
例
と
学
説
の
傾
向
で
あ
る
が
、
会
社
法
制
定
後
に
お
い
て
、
二
人
会
社
に
お
い
て
社
員
が
除
名
の
提
訴
権
を
行
使

す
る
こ
と
を
求
め
た
公
刊
裁
判
例
が
、
１
で
述
べ
た
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
で
あ
る
。

同
裁
判
所
は
、「
会
社
法
八
五
九
条
に
よ
れ
ば
、
訴
え
を
も
っ
て
社
員
の
除
名
を
請
求
す
る
た
め
に
は
、
当
該
社
員
以
外
の
社
員
の
過

半
数
の
決
議
を
要
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
要
件
は
社
員
が
三
名
以
上
で
あ
る
通
常
の
場
合
を
想
定
し
た
も
の
と
解
さ
れ

る
こ
と
や
、
会
社
法
に
お
い
て
は
社
員
が
一
名
と
な
っ
た
こ
と
が
持
分
会
社
の
解
散
事
由
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
会
社
法
六
四
一
条
参

照
）
な
ど
に
照
ら
せ
ば
、
社
員
が
二
名
の
合
同
会
社
に
お
い
て
も
、
こ
の
う
ち
一
名
の
社
員
の
意
思
に
基
づ
き
訴
え
を
も
っ
て
他
の
社
員

の
除
名
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
⑵
で
述
べ
た
が
裁
判
例
と
学
説
の
傾
向
に
沿
う

も
の
と
い
え
る
。

３
　
二
人
会
社
に
お
け
る
紛
争
と
除
名
事
由

⑴

　除
名
事
由
の
概
要

二
２
⑵
で
述
べ
た
よ
う
に
除
名
事
由
は
、
①
出
資
の
義
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
、
②
競
業
禁
止
の
規
定
（
会
社
法
五
九
四
条
一
項
、

五
九
八
条
二
項
）
に
違
反
し
た
こ
と
、
③
業
務
を
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
、
ま
た
は
業
務
を
執
行
す
る
権
利
が
な
い
の

に
業
務
の
執
行
に
関
与
し
た
こ
と
、
④
持
分
会
社
を
代
表
す
る
に
当
た
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
、
ま
た
は
代
表
権
が
な
い
の
に
持
分
会
社

を
代
表
し
て
行
為
を
し
た
こ
と
、
⑤
①
～
④
の
ほ
か
、
重
要
な
義
務
を
尽
く
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

①
は
、
出
資
義
務
が
社
員
が
会
社
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
他
の
義
務
に
比
し
て
重
要
な
社
員
の
義
務
で
あ
り
、
当
該
義
務
の
不
履
行
は

）
一
六
一
一
（
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そ
れ
自
体
で
除
名
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
除
名
事
由
と
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
1５
）

。

②
は
、
持
分
会
社
は
少
人
数
の
社
員
か
ら
成
る
の
で
、
業
務
執
行
社
員
の
一
人
が
競
業
義
務
に
違
反
し
て
も
、
会
社
の
事
業
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
除
名
事
由
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
16
）

。
こ
の
規
定
に
よ
る
除
名
を
認
め
た
裁
判
例
に
、
東
京
高
判
昭
和
三
一
年
八
月

三
日
（
下
民
集
七
巻
八
号
二
〇
八
三
頁
：
最
判
昭
和
三
三
年
五
月
二
〇
日
民
集
一
二
巻
七
号
一
〇
七
七
頁
の
原
審
）
が
あ
る
。

③
に
定
め
る
「
業
務
を
執
行
す
る
に
あ
た
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
た
こ
と
」
と
は
、
旅
館
ま
た
は
料
理
店
営
業
の
会
社
が
そ
の
店
中
で

賭
博
場
を
開
く
こ
と
、
物
品
売
買
業
の
会
社
が
法
令
に
反
す
る
取
引
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
広
い
意
味
で
会
社
の
行
為
と
み
ら
れ
る
よ
う

な
行
為
を
し
た
こ
と
（
1７
）

、
あ
る
い
は
、
会
社
財
産
の
横
領
そ
の
他
不
正
行
為
を
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
福
島
地
会
津
若

松
支
判
昭
和
四
二
年
八
月
三
一
日
下
民
一
八
巻
七
＝
八
号
九
一
〇
頁
（
1８
）

）。「
業
務
を
執
行
す
る
権
利
が
な
い
の
に
業
務
の
執
行
に
関
与
し
た
こ
と
」

と
は
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
が
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
（
会
社
法
五
九
一
条
一
項
）
や
特
定
の
社
員
に
つ
き
業
務
執
行
権
が
な
い

こ
と
を
定
め
た
場
合
（
同
法
五
九
〇
条
一
項
参
照
）、
あ
る
い
は
会
社
法
八
六
〇
条
ま
た
は
五
九
一
条
五
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
社
員
に

つ
き
業
務
執
行
権
が
消
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
以
外
の
社
員
が
業
務
執
行
に
関
与
し
た
場
合
を
い

う
も
の
と
解
さ
れ
る
（
1９
）

。

④
「
代
表
権
が
な
い
の
に
持
分
会
社
を
代
表
し
て
行
為
を
し
た
こ
と
」
と
は
、
越
権
代
表
が
含
ま
れ
、
代
表
権
を
有
し
な
い
社
員
が
会

社
の
名
声
・
信
用
を
利
用
し
て
会
社
の
名
義
で
取
引
を
行
い
、
私
腹
を
肥
や
す
よ
う
な
場
合
で
あ
る
（
20
）

。

⑤
「
重
要
な
義
務
を
尽
く
さ
な
い
こ
と
」
の
趣
旨
は
重
要
な
義
務
違
反
を
除
名
事
由
と
す
る
こ
と
か
ら
、
過
失
の
軽
重
を
判
断
し
て
そ

の
適
用
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
（
21
）

。
ま
た
、
裁
判
例
で
は
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、「
被
告
ら
が
専
ら
会
社
経
営

の
実
権
を
握
り
な
が
ら
、
そ
の
経
算
が
放
漫
に
流
れ
、
遂
に
は
原
告
会
社
を
事
実
上
倒
産
さ
せ
、
更
に
そ
の
債
務
整
理
に
関
し
て
も
種
々

）
一
六
一
一
（
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の
不
手
際
を
な
し
た
こ
と
、
殊
に
経
理
面
が
杜
撰
な
た
め
会
社
の
規
模
に
比
し
て
不
相
応
に
多
額
の
使
途
不
明
金
（
役
員
仮
払
金
）
を
出

し
た
上
、
そ
の
経
理
に
関
し
て
種
々
の
疑
点
を
抱
か
れ
た
ま
ま
現
在
に
至
つ
て
も
そ
の
合
理
的
な
釈
明
を
な
し
得
な
い
こ
と
、
ま
た
早
急

に
そ
の
解
決
を
迫
ら
れ
て
い
る
債
務
の
整
理
に
つ
い
て
も
実
現
性
の
な
い
整
理
案
を
作
成
し
、
こ
れ
が
会
社
の
債
権
者
に
受
け
容
れ
ら
れ

な
い
ま
ま
殆
ど
な
す
と
こ
ろ
な
く
今
日
に
至
り
、
そ
の
遅
延
損
害
金
に
関
す
る
分
の
み
で
も
会
社
に
日
々
相
当
額
の
損
害
を
与
え
て
い
る

こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
被
告
ら
の
悪
意
に
よ
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
会
社
の
代
表
社
員
ま
た
は
業
務
執
行
社
員
と
し
て
重
大
な
義

務
違
背
で
あ
る
と
い
う
べ
」
き
で
あ
る
等
と
し
て
い
る
（
前
掲
福
島
地
会
津
若
松
支
判
昭
和
四
二
年
八
月
三
一
日
）。

⑵

　前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
と
二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
事
由

１
⑵
で
述
べ
た
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
で
は
⑴
③
の
「
業
務
を
執
行
す
る
に
あ
た
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
た
こ
と
」

（
会
社
法
八
五
九
条
三
号
）
に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
同
裁
判
例
は
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
前
記
前
提
事
実
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
社
の
業
務
執
行
社
員
で
あ
る
Ｙ
の
職
務
執
行
者
で
あ
る
Ｄ
は
、
Ａ
Ｈ
Ｄ
が
本
件
格
納
庫
の
取
得
資
金

と
す
る
趣
旨
で
Ｘ
社
名
義
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ん
だ
一
八
億
円
の
一
部
（
二
億
八
〇
〇
〇
万
円
）
が
本
件
振
込
金
の
原
資
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
認
識
し
て
お
り
（
…
）、
Ｃ
社
の
当
時
の
代
理
人
弁
護
士
と
の
間
で
、
Ｃ
社
の
国
等
に
対
す
る
本
件
格
納
庫
に
関
す
る
未
払
の
土

地
使
用
代
金
（
本
件
格
納
庫
の
敷
地
に
係
る
国
有
財
産
使
用
料
）
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
に
充
て
る
た
め
、
上
記
二
億
八
〇
〇
〇
万
円
を
同

弁
護
士
の
預
か
り
口
名
義
の
預
金
口
座
に
お
い
て
保
管
す
る
旨
を
自
ら
合
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
…
）、
同
弁
護
士
と
の
協
議
後
に

同
弁
護
士
か
ら
Ｙ
名
義
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
同
額
の
金
員
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
合
計
一
億
五
八
〇
〇
万
円
を
本
件
格
納
庫
の

取
得
と
は
直
接
関
係
の
な
い
三
件
の
不
動
産
取
引
に
関
連
す
る
支
出
の
た
め
に
使
用
し
、
こ
の
う
ち
一
件
に
つ
い
て
は
Ｂ
社
名
義
で
購
入

）
一
六
一
〇
（
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し
た
不
動
産
の
代
金
五
五
〇
〇
万
円
の
支
払
に
使
用
し
た
上
（
…
）、
Ａ
Ｈ
Ｄ
の
担
当
取
締
役
に
対
し
、
上
記
の
と
お
り
既
に
同
弁
護
士

か
ら
返
還
を
受
け
て
そ
の
相
当
部
分
を
使
用
済
み
で
あ
っ
た
上
記
二
億
八
〇
〇
〇
万
円
を
国
に
対
す
る
支
払
に
充
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
す
る
趣
旨
の
客
観
的
状
況
に
反
す
る
報
告
を
し
て
お
り
（
…
）、
本
件
振
込
金
の
目
的
外
使
用
を
Ａ
Ｈ
Ｄ
関
係
者
に
認
め
た
後
も
、

本
件
振
込
金
の
大
部
分
（
返
還
済
み
の
五
三
〇
〇
万
円
を
控
除
し
た
二
億
二
七
〇
〇
万
円
）
を
Ｘ
社
に
返
還
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
見
通

し
も
立
っ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
（
…
）。」

そ
う
す
る
と
、「
Ｄ
は
、
本
件
振
込
金
の
本
来
の
使
用
目
的
を
認
識
し
た
上
で
、
少
な
く
と
も
そ
の
二
分
の
一
を
超
え
る
額
を
故
意
に

目
的
外
に
使
用
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
加
え
、
目
的
外
使
用
さ
れ
た
金
員
の
額
、
Ａ
Ｈ
Ｄ
に
対
す
る
当
初
の
報
告
内
容
、
当
該

金
員
の
返
還
状
況
及
び
そ
の
見
通
し
等
の
事
情
も
考
慮
す
れ
ば
」、
Ｙ
の
職
務
執
行
者
で
あ
る
Ｄ
の
上
記
行
為
は
、
会
社
法
八
五
九
条
三

号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
判
示
す
る
。

Ｄ
は
、
二
１
で
述
べ
た
法
人
Ｙ
の
業
務
執
行
社
員
で
あ
る
が
、
合
同
会
社
Ｙ
の
本
来
の
業
務
と
は
直
接
関
係
の
な
い
不
動
産
取
引
等
の

た
め
に
使
用
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
⑴
で
述
べ
た
除
名
事
由
③
の
「
業
務
を
執
行
す
る
に
あ
た
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
た
こ
と
」

に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
は
、
除
名
事
由
に
関
す
る
解
釈
を
明
確

に
し
た
事
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
合
同
会
社
に
お
け
る
社
員
の
除
名
の
訴
え
の
選
択

１
で
は
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
の
事
案
を
紹
介
し
て
解
釈
上
の
問
題
を
２
・
３
で
検
討
し
た
。
こ
こ
ま
で
は
裁
判

例
の
検
討
を
中
心
と
し
た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
事
案
を
素
材
と
し
て
、
合
同
会
社
、
特
に
本
稿
で
取
り
上
げ
た
二
人
会
社
に
お
い
て
社

）
一
六
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

九
六

員
の
除
名
の
訴
え
が
選
択
さ
れ
た
理
由
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

⑴

　二
人
会
社
に
お
い
て
除
名
の
訴
え
が
棄
却
さ
れ
た
裁
判
例
と
の
比
較

ま
ず
、
３
で
述
べ
た
除
名
事
由
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
に
お
い
て
は
、
二
人
会
社
の
一
方
社
員

の
除
名
の
訴
え
に
つ
い
て
、
他
方
社
員
の
業
務
執
行
行
為
が
除
名
事
由
に
該
当
し
、
除
名
の
訴
え
が
認
容
さ
れ
て
い
る
。
本
件
と
同
様
に
、

二
人
会
社
で
あ
る
合
同
会
社
に
つ
い
て
、
除
名
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
裁
判
例
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
東
京
高
判
平
成
元
年
一
二
月
一
一
日
金
判
一
五
九
四
号
二
八
頁
は
、
原
審
（
東
京
地
判
令
和
元
年
七
月
三
日
金
判
一
五
七
七
号

二
九
頁
）
の
判
断
を
肯
定
し
た
裁
判
例
（
22
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
合
同
会
社
甲
の
二
人
の
業
務
執
行
社
員
（
乙
と
丙
：
離
婚
協
議
中
の
夫
婦
）
間
で

会
社
の
収
入
の
ほ
と
ん
ど
を
稼
い
で
い
る
乙
に
対
し
、
甲
が
除
名
を
求
め
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
原
告
甲
は
、
乙
の
行
為
は
３
⑴
で
述

べ
た
除
名
事
由
③
～
⑤
に
該
当
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
除
名
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。
東
京
高
裁
は
、

原
審
の
判
断
を
基
本
的
に
引
用
し
て
、「
除
名
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
社
員
を
合
同
会
社
か
ら
強
制
的
に
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

除
名
事
由
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
当
該
社
員
の
行
為
が
、
形
式
的
に
除
名
事
由
に
該
当
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
当
該
行
為

に
よ
り
社
員
間
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
等
に
よ
り
、
当
該
合
同
会
社
の
活
動
が
成
り
立
た
な
く
な
る
（
事
業
の
継
続
に
著
し
い
支
障
が

あ
る
）
た
め
、
当
該
社
員
を
当
該
合
同
会
社
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
、
当
該
合
同
会
社
が
存
続
し
て
活
動
す
る
た
め
に
や
む
を
得
な
い
と

い
え
る
よ
う
な
事
情
を
要
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」「
被
告
乙
の
行
為
に
よ
り
社
員
間
の
信
頼
関
係
が
一
定
程
度
損
な
わ
れ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
に
よ
り
原
告
甲
社
の
活
動
が
成
り
立
た
な
く
な
る
（
原
告
甲
社
の
事
業
継
続
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
）
と
は
い
え
ず
、
原
告
甲
社
が

存
続
し
て
活
動
す
る
た
め
に
被
告
乙
を
排
除
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
い
え
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

）
一
六
一
一
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

九
七

被
告
乙
を
原
告
甲
社
の
社
員
よ
り
除
名
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
。

こ
の
裁
判
例
の
原
審
ま
た
は
東
京
高
裁
の
評
釈
で
は
、
結
論
に
賛
成
す
る
も
の
が
多
い
が
、
理
論
付
け
を
疑
問
視
す
る
も
の
が
あ
る
（
23
）

。

す
な
わ
ち
、
除
名
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
だ
け
で
は
足
り
ず
、「
事
業
の
継
続
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
」
こ
と
を
除
名
事
由
に
該
当
し

な
い
こ
と
の
基
礎
付
け
と
す
る
の
は
理
論
的
に
行
き
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

被
告
乙
が
甲
会
社
の
収
入
の
ほ
と
ん
ど
を
稼
い
で
い
る
と
い
う
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
除
名
事
由
の
判
決
理
由
に
つ
い

て
は
理
論
的
に
明
確
な
基
準
が
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
人
会
社
で
他
方
社
員
を
退
任
さ
せ
る
と
会
社
の
存
続
に
影
響
を

与
え
る
お
そ
れ
が
生
じ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
３
で
述
べ
た
除
名
事
由
に
つ
い
て
よ
り
明
確
な
判
断
基

準
を
示
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。
前
掲
東
京
高
判
平
成
元
年
一
二
月
一
一
日
と
、
本
稿
で
扱
っ
た
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日

と
で
は
事
案
が
異
な
る
が
、
後
者
の
除
名
事
由
に
関
す
る
判
断
枠
組
み
は
あ
る
程
度
明
確
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑵

　東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
に
お
い
て
除
名
の
訴
え
が
選
択
さ
れ
た
理
由

そ
れ
で
は
、
⑴
で
述
べ
た
前
掲
東
京
高
判
平
成
元
年
一
二
月
一
一
日
と
は
異
な
り
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
に
お
い

て
、
除
名
の
訴
え
が
選
択
さ
れ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
別
訴
で
あ
る
東
京
地
判
令
和
三
年
一
二
月

二
〇
日
（
Ｌ
Ｉ
Ｃ
／
Ｄ
Ｂ
文
献
番
号
Ｌ
０
７
６
３
１
１
７
４
）
を
も
と
に
若
干
の
検
討
を
試
み
る
。

こ
の
事
件
は
、
Ｘ
社
が
、
Ｘ
社
の
代
表
社
員
か
つ
業
務
執
行
社
員
で
あ
る
Ｙ
の
職
務
執
行
者
で
あ
り
Ｂ
社
の
代
表
取
締
役
で
も
あ
る
Ｄ

に
お
い
て
Ｘ
社
の
資
金
を
私
的
支
払
に
流
用
し
た
こ
と
が
共
同
不
法
行
為
ま
た
は
善
管
注
意
義
務
違
反
・
忠
実
義
務
違
反
を
構
成
す
る
な

ど
と
し
て
、
Ｙ
・
Ｂ
社
・
Ｄ
に
対
し
、
共
同
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
る
事
案
で
あ
る
。

）
一
六
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

九
八

裁
判
所
は
、「
Ｄ
は
、
本
件
資
金
二
〔
Ｃ
社
の
当
時
の
代
理
人
弁
護
士
Ｅ
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
保
管
金
二
億
八
〇
〇
〇
万

円
：
筆
者
註
〕
の
原
資
が
Ｘ
社
に
よ
る
本
件
格
納
庫
の
取
得
資
金
と
す
る
趣
旨
で
Ａ
Ｈ
Ｄ
か
ら
Ｘ
社
名
義
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た

一
八
億
円
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
Ｙ
の
職
務
執
行
者
の
地
位
を
利
用
し
て
、
本
件
資
金
二
を
故
意
に
本
来
の
目
的
と
は

異
な
る
目
的
に
使
用
し
、
そ
の
一
部
を
自
身
が
代
表
者
で
あ
る
Ｂ
社
に
よ
る
本
件
不
動
産
代
金
の
支
払
に
使
用
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
」
と
し
て
、
Ｙ
・
Ｂ
社
・
Ｄ
に
よ
る
本
件
資
金
二
の
「
目
的
外
使
用
は
、
Ｘ
社
に
対
す
る
共
同
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
Ｙ
名
義
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
本
件
資
金
二
の
う
ち
返
還
未
了
で
あ
る
二
億
二
七
〇
〇
万
円
に
つ
い
て
は
、
Ｄ

が
、
Ａ
Ｈ
Ｄ
に
対
し
Ｂ
社
名
義
及
び
Ｄ
個
人
名
義
で
作
成
し
た
二
億
一
七
〇
〇
万
円
の
私
的
流
用
を
認
め
る
旨
の
確
認
書
を
差
し
入
れ
て

い
る
こ
と
や
、
不
動
産
取
引
に
関
連
す
る
支
払
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
一
億
五
八
〇
〇
万
円
を
除
く
六
九
〇
〇
万
円
の
具
体
的
な
使
途
に

関
す
る
説
明
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
他
方
で
、
Ｂ
社
名
義
で
の
不
動
産
取
引
に
使
用
さ
れ
た
の
は
本
件
不
動
産
代
金
の
支
払
に
関
す
る

五
五
〇
〇
万
円
の
み
で
あ
る
こ
と
…
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｙ
及
び
Ｄ
は
上
記
二
億
二
七
〇
〇
万
円
の
全
額
に
つ
い
て
、
Ｂ
社
は
こ
の
う
ち
本

件
不
動
産
代
金
に
相
当
す
る
五
五
〇
〇
万
円
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
連
帯
し
て
Ｘ
社
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
も
の
と
認
め
る
の

が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
二
月
二
〇
日
は
Ｙ
・
Ｂ
社
・
Ｄ
の
共
同
不
法
行
為
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判
示

と
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
に
お
い
て
Ｙ
の
除
名
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
者
に
お
い
て
共
同
不
法
行
為
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
Ｙ
に
資
産
が
な
け
れ
ば
損
害
賠
償
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
後
者
の
除

名
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
Ｙ
に
は
Ｘ
社
の
持
分
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
損
害
賠
償
の
原
資
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、

後
者
で
除
名
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
者
の
損
害
賠
償
も
Ｙ
ら
に
対
し
て
き
ち
ん
と
請
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
考
え

）
一
六
一
六
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

九
九

る
と
、
後
者
は
、
損
害
賠
償
の
争
奪
戦
と
も
い
え
る
本
件
訴
訟
に
お
い
て
は
要
と
な
る
判
断
が
示
さ
れ
た
と
い
え
、
こ
の
点
で
⑴
で
述
べ

た
前
掲
東
京
高
判
平
成
元
年
一
二
月
一
一
日
と
も
判
断
が
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
結
び
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
の
検
討
を
通
じ
て
、
合
同
会
社
に
お
け
る
除
名
の
訴
え
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

二
で
は
合
同
会
社
に
お
け
る
社
員
の
退
社
請
求
の
方
法
を
概
説
し
、
三
で
は
二
人
会
社
に
お
け
る
除
名
の
訴
え
を
提
起
す
る
場
合
に
つ
い

て
検
討
し
た
。

合
同
会
社
の
設
立
件
数
が
増
え
て
い
る
現
在
、
前
掲
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
以
外
に
も
、
社
員
間
の
紛
争
が
深
刻
化
し
、

除
名
の
訴
え
が
提
訴
さ
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
念
頭
に
、
今
後
の
裁
判
例
の
動
向
に
も
注
目
し
て
ゆ
き
た
い
。

※
本
稿
は
、
令
和
四
年
度
日
本
大
学
法
学
部
研
究
費
［
学
術
研
究
費
（
共
同
研
究
費
）］「
一
般
条
項
に
お
け
る
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
」

（
代
表 

松
嶋
隆
弘
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）	

令
和
二
年
度
の
税
務
統
計
に
よ
れ
ば
、
合
同
会
社
は
一
三
万
三
八
九
〇
社
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
れ
以
外
は
、
株
式
会
社
（
特
例
有
限
会
社

を
含
む
）
は
二
五
六
万
八
一
〇
九
社
、
合
名
会
社
は
三
三
五
二
社
、
合
資
会
社
は
一
万
二
九
六
七
社
、
ま
た
会
社
以
外
の
法
人
（
一
般
社
団
・
一
般

財
団
法
人
等
）
は
七
万
〇
四
一
九
社
で
あ
る
（
国
税
庁
長
官
官
房
企
画
課
「
令
和
二
年
度
分
会
社
標
本
調
査
─
調
査
結
果
報
告
─
」（
令
和
四
年
五

月
）https://w

w
w
.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/kaishahyohon2020/pdf/R

02.pdf

）。

）
一
六
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
〇
〇

（
2
）	

筆
者
は
以
前
、
株
式
会
社
に
お
け
る
会
社
の
解
散
の
訴
え
に
お
け
る
解
散
事
由
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
会
社
の
解
散
の
訴

え
に
お
け
る
解
散
事
由
の
検
討
─
東
京
地
判
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
を
素
材
と
し
て
─
」
喜
多
義
人
教
授
追
悼
論
文
集
『
国
際
法
と
社
会
科
学
を
め

ぐ
る
諸
問
題
』
日
本
法
学
八
七
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
三
頁
）。

（
3
）	
松
嶋
隆
弘
＝
大
久
保
拓
也
編
『
商
事
法
講
義
１
　
会
社
法
』（
二
〇
二
〇
年
）
二
七
一
頁
〔
松
嶋
隆
弘
執
筆
〕。
合
同
会
社
は
、
事
業
者
が
自
由

に
事
業
展
開
す
る
こ
と
を
後
押
し
す
る
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
新
し
い
企
業
形
態
に
お
け
る
法
人

格
の
意
義
と
会
社
債
権
者
保
護
」
判
タ
一
二
〇
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
四
頁
。

（
４
）	

法
人
が
業
務
を
執
行
す
る
社
員
に
就
任
し
た
場
合
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
に
課
さ
れ
る
善
管
注
意
義
務
、
忠
義
実
義
務
、
競
業
避
止
義
務
、

利
益
相
反
取
引
規
制
お
よ
び
こ
れ
ら
の
義
務
に
反
す
る
行
為
を
し
た
場
合
に
生
じ
る
法
定
責
任
が
、
当
該
法
人
の
役
員
や
従
業
員
等
関
係
者
の
ど
の

範
囲
ま
で
適
用
さ
れ
る
か
不
明
瞭
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
と
し
て
法
人
が
就
任
し
た
場
合
に
は
、
当
該
法
人
に
自

然
人
の
職
務
執
行
者
を
選
任
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
、
前
記
諸
義
務
が
適
用
さ
れ
る
人
的
範
囲
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
江
頭
憲
治
郎

＝
中
村
直
人
編
著
『
論
点
体
系
会
社
法
４
（
第
２
版
）』（
二
〇
二
一
年
）
四
四
四
頁
〔
橡
川
泰
史
執
筆
〕）。

（
５
）	

江
頭
＝
中
村
編
著
・
前
掲（
４
）四
六
四
頁
〔
和
田
宗
久
執
筆
〕。

（
6
）	

奥
島
孝
康
ほ
か
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
　
会
社
法
３
〔
第
２
版
〕』
別
冊
法
セ
二
三
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
六
八
頁
〔
青
竹
正
一
執

筆
〕。

（
７
）	

や
む
を
得
な
い
事
由
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
江
頭
＝
中
村
編
著
・
前
掲（
４
）四
六
六
頁
以
下
参
照
〔
和
田
執
筆
〕。

（
８
）	

合
同
会
社
に
は
、
除
名
の
訴
え
の
ほ
か
、
解
散
判
決
（
会
社
法
六
四
一
条
七
号
、
八
三
三
条
二
項
）
の
制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、

合
同
会
社
の
よ
う
な
人
的
繋
が
り
が
強
い
会
社
に
お
け
る
社
員
間
の
対
立
が
激
化
し
た
場
合
に
対
処
す
る
方
法
で
あ
る
（
岩
原
紳
作
編
『
会
社
法
コ

ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
1９
）
外
国
会
社
・
雑
則
（
１
）』（
二
〇
二
一
年
）
三
二
六
頁
〔
出
口
正
義
執
筆
〕）。
や
む
を
得
な
い
事
由
（
解
散
事
由
）
が
あ
る

場
合
に
は
、
合
同
会
社
の
社
員
は
、
訴
え
を
も
っ
て
合
同
会
社
の
解
散
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
会
社
法
八
三
三
条
二
項
）。
①
社
員
間
の
対

立
に
よ
り
信
頼
関
係
が
破
壊
さ
れ
て
膠
着
し
た
不
和
対
立
状
態
が
生
じ
、
会
社
の
目
的
た
る
業
務
の
執
行
が
困
難
と
な
り
、
そ
の
結
果
会
社
ひ
い
て

は
総
社
員
が
回
復
し
難
い
損
害
を
被
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
や
、
②
社
員
間
に
多
数
派
と
少
数
派
の
対
立
が
あ
り
、
会
社
の
業
務
の
執
行
が
多
数
派

）
一
六
一
一
（



合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
（
大
久
保
）

一
〇
一

社
員
に
よ
っ
て
不
公
正
か
つ
利
己
的
に
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
少
数
派
社
員
が
い
わ
れ
の
な
い
恒
常
的
な
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
解

散
の
他
に
こ
れ
を
打
開
す
る
手
段
の
な
い
限
り
、
解
散
事
由
が
認
め
ら
れ
る
（
最
判
昭
和
六
一
年
三
月
一
三
日
民
集
四
〇
巻
二
号
二
二
九
頁
。
評
釈

に
北
川
徹
「
判
批
」
神
作
裕
之
ほ
か
編
『
会
社
法
判
例
百
選
（
第
４
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
二
五
四
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
六
二
頁
）。

（
９
）	
上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
（
１
）』（
一
九
八
五
年
）
三
二
一
頁
〔
小
瀬
村
邦
夫
執
筆
〕、
酒
巻
俊
雄
＝
龍
田
節
編
集
代
表
『
逐
条

解
説
会
社
法
（
９
）』（
二
〇
一
六
年
）
三
四
四
頁
〔
一
ノ
澤
直
人
執
筆
〕。

（
10
）	

除
名
に
よ
る
退
社
と
い
う
効
果
の
発
生
は
、
除
名
の
訴
え
の
判
決
が
確
定
し
た
時
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
除
名
の
効
果
の
発
生
は
除
名
事
由
が

生
じ
た
時
点
よ
り
も
遅
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
訴
え
の
提
起
に
お
け
る
会
社
財
産
の
状
況
に
従
っ
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
神
田

秀
樹
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
1４
）
持
分
会
社
（
１
）』（
二
〇
一
四
年
）
二
六
七
頁
〔
松
元
暢
子
〕）。

（
11
）	

松
田
二
郎
『
会
社
法
概
論
』（
一
九
六
八
年
）
三
九
七
頁
、
石
井
照
久
『
会
社
法
　
下
巻
』（
一
九
六
七
年
）
四
一
九
頁
、
田
中
誠
二
『
三
全
訂

会
社
法
詳
論
　
下
巻
』（
一
九
九
四
年
）
一
二
四
四
頁
。

（
12
）	

大
隅
健
一
郎
＝
今
井
宏
『
会
社
法
論
　
上
巻
（
第
３
版
）』（
一
九
九
一
年
）
九
七
頁
、
上
柳
ほ
か
編
・
前
掲（
９
）三
二
二
頁
〔
小
瀬
村
執
筆
〕。

（
13
）	

前
掲
山
形
地
酒
田
支
判
平
成
三
年
一
二
月
一
七
日
の
評
釈
も
、
判
旨
に
肯
定
的
な
評
価
を
す
る
も
の
が
あ
る
（
受
川
環
大
「
判
批
」
判
タ

八
七
〇
号
（
一
九
九
五
年
）
七
八
頁
、
山
口
和
男
「
判
批
」『
平
成
４
年
度
重
要
判
例
解
説
』
判
タ
八
二
一
号
（
一
九
九
三
年
）
一
八
〇
頁
）。

（
1４
）	

奥
島
・
前
掲（
6
）四
六
三
頁
〔
今
泉
邦
子
執
筆
〕、
江
頭
憲
治
郎
＝
中
村
直
人
編
著
『
論
点
体
系
会
社
法
６
（
第
２
版
）』（
二
〇
二
一
年
）

三
七
二
頁
〔
前
田
修
志
執
筆
〕。

（
1５
）	

岩
原
編
・
前
掲（
８
）六
六
四
頁
〔
伊
藤
雄
司
執
筆
〕。

（
16
）	

田
中
誠
二
＝
山
村
忠
平
『
五
全
訂
　
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
会
社
法
』（
一
九
九
四
年
）
一
一
二
頁
。

（
1７
）	

田
中
＝
山
村
・
前
掲（
16
）一
一
二
頁
。

（
1８
）	

前
掲
福
島
地
会
津
若
松
支
判
昭
和
四
二
年
八
月
三
一
日
の
評
釈
と
し
て
、
島
十
郎
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
四
七
一
号
（
一
九
七
一
年
）
一
四
三
頁
。

（
1９
）	

岩
原
・
前
掲（
８
）六
六
五
頁
〔
伊
藤
執
筆
〕。

（
20
）	

岩
原
・
前
掲（
８
）六
六
六
頁
〔
伊
藤
執
筆
〕。

）
一
六
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
〇
二

（
21
）	

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲（
９
）三
二
〇
頁
〔
小
瀬
村
執
筆
〕。

（
22
）	

原
審
の
評
釈
と
し
て
、
中
村
康
江
「
持
分
会
社
に
お
け
る
社
員
の
除
名
制
度
と
除
名
事
由
」
立
命
館
法
学
三
八
七
・
三
八
八
号
（
二
〇
一
九
年
）

二
三
六
頁
以
下
、
長
谷
川
乃
理
「
判
批
」
税
務
事
例
五
二
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
七
三
頁
、
一
ノ
澤
直
人
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説
編
集
委
員
会

編
『
速
報
判
例
解
説
─
新
・
判
例
解
説W

atch

─
　
2７
号
』
法
セ
ミ
増
刊
（
二
〇
二
一
年
）
一
一
三
頁
、
神
吉
正
三
「
判
批
」
龍
谷
法
学
五
四
巻

一
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
五
三
頁
、
小
林
俊
明
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
五
六
六
号
（
二
〇
二
二
年
）
一
五
〇
頁
、
東
京
高
裁
の
評
釈
と
し
て
、
松
元
暢

子
「
判
批
」
櫻
田
嘉
章
ほ
か
編
『
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
63
号
』
法
律
時
報
別
冊
（
二
〇
二
一
年
）
九
四
頁
、
南
健
悟
「
判
批
」
金
判
一
六
二
一
号

（
二
〇
二
一
年
）
二
頁
等
。

（
23
）	

長
谷
川
・
前
掲（
22
）七
六
頁
、
小
林
・
前
掲（
22
）一
五
二
頁
、
松
元
・
前
掲（
22
）九
七
頁
、
南
・
前
掲（
22
）六
頁
等
。

）
一
六
一
一
（



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書
（
大
杉
）

一
〇
三

婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書

大

　
　杉

　
　麻

　
　美

１
．
は
じ
め
に

２
．「
婚
姻
費
用
」
概
念
の
変
遷

⑴
　
歴
史
的
経
緯

⑵
　
学
説
～
婚
姻
費
用
に
お
け
る
「
扶
養
」
と
「
扶
助
」
の
概
念

３
．
破
綻
の
視
点
か
ら
み
る
「
婚
姻
費
用
」

４
．
お
わ
り
に
～
今
後
の
課
題

論
　
説

）
五
八
〇
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
〇
四

１
．
は
じ
め
に

民
法
七
六
〇
条
は
「
夫
婦
は
、
そ
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
婚
姻
か
ら
生
ず
る
費
用
を
分
担
す
る
」
と
規
定

す
る
と
こ
ろ
、
本
条
は
民
法
七
五
二
条
が
規
定
す
る
夫
婦
間
扶
助
義
務
の
経
済
的
機
能
を
有
す
る
条
文
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

民
法
七
三
九
条
に
よ
り
婚
姻
関
係
が
成
立
し
た
夫
婦
は
、
夫
婦
別
産
制
の
理
念
の
も
と
、
婚
姻
関
係
維
持
に
要
す
る
必
要
を
出
捐
す
る

た
め
、
各
自
に
お
い
て
婚
姻
費
用
を
分
担
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
い
わ
ゆ
る
婚
姻
関
係
の
維
持
の
た
め
の
婚
姻
費
用
の
分
担
（
団
体
性
）

と
夫
婦
別
産
制
に
も
と
づ
く
婚
姻
費
用
の
分
担
（
独
立
性
）
と
い
う
二
つ
の
理
念
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の

理
念
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
双
方
の
理
念
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。

戦
後
「
家
」
制
度
が
廃
止
さ
れ
、「
家
」
を
中
心
と
す
る
家
族
の
団
体
性
は
否
定
さ
れ
た
が
、
婚
姻
し
た
夫
婦
の
共
同
生
活
と
い
う
側

面
で
の
「
生
活
共
同
体
（
共
同
性
）」
は
存
在
し
、
少
な
く
と
も
生
活
事
実
で
の
団
体
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
意
味
に
お
い

て
も
団
体
維
持
の
た
め
の
法
的
考
察
は
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
夫
婦
の
婚
姻
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
離
婚
に

至
ら
な
い
場
合
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
関
係
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
婚
姻
費
用
分
担
に
お
い
て
考
慮
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
の
点
「
…
し
か
し
そ
の
根
底
に
あ
る
婚
姻
結
合
関
係
の
故
に
、
そ
の
義
務
違
反
が
婚
姻
関
係
の
解
消
（
離
婚
）
に
み
ち
び
く
と
い
う

段
階
に
至
ら
な
い
以
上
、
な
お
婚
姻
共
同
体
回
復
の
方
向
で
問
題
を
処
理
す
る
と
要
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
相
手
方
配
偶
者
も
共
同
体
回

復
に
必
要
な
最
底
線
を
確
保
す
べ
く
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
り
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
に
婚

）
五
八
〇
一
（



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書
（
大
杉
）

一
〇
五

姻
費
用
を
ど
の
よ
う
に
分
担
す
る
か
に
つ
い
て
は
従
来
の
離
婚
原
因
と
は
異
な
る
考
慮
を
必
要
と
す
る
（
１
）

。

婚
姻
関
係
が
破
綻
状
態
に
あ
る
場
合
に
つ
い
て
の
婚
姻
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
関
係
が
離
婚
に
よ
り
消
滅
し
て
い
な
い
段
階
で
、

そ
の
状
況
が
変
化
し
て
い
る
婚
姻
関
係
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
婚
姻
費
用
分
担
額
に
つ
い
て
も
、
夫
婦
関
係
が
円

満
で
あ
る
と
き
と
同
じ
「
扶
助
」
が
相
当
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
一
般
親
族
間
に
お
け
る
「
扶
養
」
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
問
題
と

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

婚
姻
関
係
が
破
綻
状
態
に
あ
る
場
合
の
婚
姻
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
、「
破
綻
」
の
事
実
状
態
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の

か
、
い
ず
れ
の
時
点
を
も
っ
て
「
破
綻
」
し
て
い
る
と
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
婚
姻
関
係
を
破
綻
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
「
有
責
性
」

を
婚
姻
費
用
分
担
額
の
算
定
要
素
と
す
る
の
か
等
に
つ
い
て
、
婚
姻
費
用
分
担
の
た
め
の
考
慮
要
素
と
い
っ
た
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と

と
な
る
。

こ
の
点
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
婚
姻
関
係
の
破
綻
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
婚
姻
費
用
標
準
算
定
方
式
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

以
降
は
、
婚
姻
費
用
標
準
算
定
方
式
に
よ
り
婚
姻
費
用
が
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
考
慮
要
素
と
し
て
は
お
も
に
、
夫
婦
の
一
方

に
婚
姻
関
係
を
破
綻
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
有
責
性
が
あ
る
か
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
の
分
析
が
あ
る
（
２
）

。

い
ま
だ
離
婚
に
よ
り
解
消
さ
れ
て
い
な
い
婚
姻
関
係
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
婚
姻
費
用
の
分
担
額
に
つ
い
て
は
、
生
活
の
実
体
を
考

慮
し
て
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
て
も
、

婚
姻
関
係
を
破
綻
さ
せ
た
者
に
有
責
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
然
の
よ
う
に
婚
姻
費
用
が
減
額
さ
れ
た
り
、
婚
姻
費
用
義
務
が
免
除
さ

れ
た
り
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
慎
重
に
議
論
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
拙
著
「
婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
」
に
お
い
て
は
、「
破
綻
を
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
難
」
し
い

）
五
八
〇
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
〇
六

と
し
た
う
え
で
「
離
婚
原
因
に
お
け
る
破
綻
と
同
様
の
考
え
方
を
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
配
偶
者
の
不
利
益
を
発
生
さ
せ
る
結
果
と
な
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
」
こ
と
か
ら
「
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
日
常
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
他
方
配
偶
者
の
承
諾
な
し

に
日
常
生
活
が
行
わ
れ
る
事
例
も
あ
」
る
と
し
て
、
婚
姻
関
係
の
破
綻
と
い
う
指
標
の
判
断
に
つ
い
て
、
離
婚
原
因
に
お
け
る
破
綻
の
認

定
方
法
に
と
ら
わ
れ
ず
、
生
活
実
態
に
即
し
た
判
断
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
３
）

。

婚
姻
関
係
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
分
担
の
問
題
は
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
の
婚
姻
関
係
は
、
夫
婦
間
「
扶
養
」
と
な

る
の
か
夫
婦
間
「
扶
助
」
と
な
る
の
か
、
ま
た
婚
姻
費
用
分
担
額
を
決
す
る
に
あ
た
り
、
婚
姻
関
係
「
破
綻
」
の
理
念
を
ど
こ
に
求
め
る

べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
ま
ず
第
一
に
婚
姻
費
用
分
担
の
問
題
は
、
夫
婦
間
「
扶
養
」
で
あ
る
か
夫
婦
間
「
扶
助
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
歴
史
的
経
緯

も
含
め
て
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
夫
婦
関
係
「
破
綻
時
」
の
婚
姻
費
用
の
考
え
方
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
整
理
し
た
う
え
で
、

婚
姻
関
係
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

２
．「
婚
姻
費
用
」
概
念
の
変
遷

⑴
　
歴
史
的
経
緯
（
４
）

婚
姻
費
用
に
つ
き
、
民
法
第
一
議
案
で
は
「
第
八
百
十
五
條
　
夫
ハ
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切
ノ
費
用
ヲ
負
檐
ス
但
妻
カ
戸
主
タ
ル
ト
キ

ハ
妻
之
ヲ
負
檐
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
（
５
）

。
本
条
は
戸
主
で
あ
る
夫
が
婚
姻
費
用
を
負
担
す
る
と
し
、
妻
は
戸
主
で
あ
る
場
合
に
婚
姻
費

用
を
負
担
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
婚
姻
費
用
負
担
者
は
「
戸
主
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

）
五
八
〇
〇
（



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書
（
大
杉
）

一
〇
七

民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
に
お
い
て
は
婚
姻
費
用
の
分
担
に
つ
き
、「
第
百
一
条
　
夫
婦
ハ
其
資
力
二
応
シ
テ
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切

ノ
費
用
ヲ
負
担
ス
可
シ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
民
法
第
一
議
案
に
お
い
て
は
戸
主
が
負
担
す
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
夫
婦
が
資
力
に
応

じ
て
婚
姻
費
用
を
負
担
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
民
法
草
案
人
事
編
理
由
書
で
は
「
婚
姻
ハ
一
家
ヲ
立
テ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

從
テ
諸
般
ノ
入
費
ヲ
生
ス
ヘ
シ
此
入
費
ハ
其
婚
姻
ノ
負
担
タ
レ
ハ
夫
婦
ノ
者
其
資
力
二
応
シ
テ
之
ヲ
負
担
セ
サ
ル
可
ラ
ス
夫
婦
ハ
苦
楽
ヲ

共
ニ
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
資
力
ヲ
以
テ
相
生
養
ス
ヘ
キ
ハ
当
然
ノ
義
務
ニ
シ
テ
其
財
産
ヲ
挙
テ
共
通
ト
為
ス
ハ
真
二
婚
姻
ノ
性
質
二
適

ス
ル
モ
ノ
ト
云
フ
ヘ
シ
」
と
し
て
、
夫
婦
は
苦
楽
を
共
に
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
互
に
扶
養
し
合
い
財
産
が
共
通
と
な
る
の
は
「
婚
姻
の

性
質
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
夫
ハ
家
長
ニ
シ
テ
其
婦
ヲ
保
護
ス
ヘ
キ
ノ
義
務
ア
ル
ニ
由
リ
其
身
分
二
応
シ
其
婦
二
対
シ
相

応
ノ
給
養
ヲ
為
シ
決
シ
テ
其
需
用
ヲ
欠
ク
可
ラ
ス
（
６
）

」
と
さ
れ
て
お
り
、
夫
は
「
家
長
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
婚
姻
費
用
に
つ
い
て
は
「
夫
」

が
負
担
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
な
お
人
事
法
案
で
は
「
第
八
三
条
　
夫
ハ
婚
姻
ヨ
リ
生
ズ
ル
一
切
ノ
費
用
ヲ
負
担
ス
但
シ
妻
ガ
戸
主
ナ
ル

ト
キ
ハ
妻
ハ
之
ヲ
負
担
ス
　
前
項
ノ
規
定
ハ
夫
婦
間
二
別
段
ノ
契
約
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ
」
と
し
て
、
夫
婦
間
の
契
約
に
よ
り
本

条
の
規
定
を
排
除
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
「
夫
」
が
負
担
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
（
７
）

。

明
治
民
法
の
制
定
に
か
か
る
議
論
に
お
い
て
も
、
第
一
四
七
回
法
典
調
査
會
に
お
い
て
「
第
八
百
十
五
条
　
夫
ハ
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
一

切
ノ
費
用
ヲ
負
檐
ス
但
妻
カ
戸
主
タ
ル
ト
キ
ハ
妻
之
ヲ
負
檐
ス
」
と
提
案
さ
れ
て
い
た
。

本
条
に
つ
き
、
法
典
調
査
会
に
お
い
て
梅
謙
次
郎
委
員
よ
り
、「
…
妻
ガ
自
分
ノ
財
産
ノ
収
入
ヲ
夫
二
出
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ

コ
ト
ダ
ケ
デ
ア
ル
ト
其
目
的
ハ
婚
姻
ヨ
リ
生
ズ
ル
費
用
ヲ
以
テ
ソ
レ
ヲ
以
テ
償
フ
爲
メ
デ
ア
ル
ト
書
イ
テ
ア
ツ
テ
モ
ソ
レ
ダ
ケ
デ
以
テ
婚

姻
ヨ
リ
生
ズ
ル
費
用
ヲ
皆
拂
フ
テ
往
ク
ノ
デ
ハ
ナ
イ
夫
ガ
負
檐
ス
ベ
キ
モ
ノ
デ
ナ
イ
カ
ラ
妻
カ
ラ
モ
収
入
ヲ
皆
出
サ
セ
テ
皆
其
方
二
當
テ

ル
」
と
説
明
す
る
も
の
の
、
財
産
管
理
共
通
制
の
も
と
で
は
夫
婦
間
で
「
細
カ
イ
計
算
ヲ
シ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
サ
ウ
シ
マ

）
五
八
〇
一
（
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　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
〇
八

ス
レ
バ
夫
ガ
婚
姻
ヨ
リ
生
ズ
ル
一
切
ノ
負
檐
ヲ
計
算
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
當
然
ノ
コ
ト
ト
思
フ
」
と
し
て
夫
が
負
担
者
と
な
る
と
説
明
さ

れ
た
。
こ
の
点
、
穂
積
八
束
委
員
よ
り
、
婚
姻
費
用
支
出
の
順
序
に
つ
き
「
…
先
ツ
夫
二
財
産
ガ
ア
レ
バ
ソ
レ
デ
總
テ
ノ
費
用
ヲ
拂
ハ
シ

メ
若
モ
及
バ
サ
ル
ト
キ
ハ
妻
ノ
財
産
二
往
ク
ト
云
フ
順
序
ガ
ア
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
カ
若
ク
ハ
サ
ウ
云
フ
順
序
ガ
ナ
イ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス

カ
」
旨
の
質
問
が
な
さ
れ
た
が
、
梅
謙
次
郎
委
員
は
「
…
ド
チ
ラ
ノ
財
産
カ
ラ
出
シ
テ
モ
構
ヒ
ハ
シ
ナ
イ
」
と
述
べ
て
い
る
（
８
）

。

本
条
に
つ
い
て
は
、
民
法
中
修
正
案
（
９
）

、
民
法
整
理
決
議
案
（
10
）

に
お
い
て
も
特
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
明
治
民
法
（
明
治
二
九
年
民
法
）

に
お
い
て
は
「
旧
民
七
九
八
條
①
　
夫
ハ
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切
ノ
費
用
ヲ
負
担
ス
但
妻
カ
戸
主
タ
ル
ト
キ
ハ
妻
之
ヲ
負
担
ス
」
と
規
定

さ
れ
た
。

明
治
民
法
に
お
い
て
婚
姻
費
用
分
担
者
が
夫
と
さ
れ
た
点
に
つ
き
立
法
理
由
で
は
「
既
成
法
典
ニ
ハ
本
條
二
相
當
ス
ル
條
文
ナ
シ
其
財

産
取
得
編
第
四
百
二
十
六
條
二
婦
ハ
特
有
財
産
ノ
果
實
及
ヒ
自
己
ノ
所
得
ヲ
費
用
分
檐
ノ
爲
メ
ニ
配
偶
者
二
供
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

ト
言
フ
モ
唯
此
規
定
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切
ノ
費
用
ヲ
夫
ノ
負
檐
ナ
リ
ト
ノ
主
意
明
カ
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
寧
ロ
之
ヲ
明
言
ス

ル
ニ
如
カ
ス
獨
逸
民
法
草
案
ハ
本
條
ト
等
シ
ク
之
ヲ
明
言
シ
タ
リ
但
書
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ハ
妻
カ
戸
主
タ
ル
ト
キ
ハ
妻
カ
一
切
ノ
費
用
ヲ
負
檐

ス
ヘ
キ
ハ
當
然
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
し
て
ド
イ
ツ
民
法
に
よ
れ
ば
夫
婦
の
財
産
は
管
理
共
通
制
で
あ
る
と
こ
ろ
、
婚
姻
費
用
分
担
者
は
夫
で

あ
る
こ
と
か
ら
本
条
に
よ
り
そ
れ
を
明
確
に
述
べ
、「
家
」
制
度
の
も
と
で
「
戸
主
」
で
あ
る
「
夫
」
が
負
担
す
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
た

の
で
あ
る
（
11
）

。

こ
の
点
夫
婦
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
明
治
民
法
七
九
八
条
第
一
項
に
お
い
て
婚
姻
費
用
の
分
担
者
が
原
則
と
し
て
戸
主
で
あ
る
夫

と
定
め
ら
れ
、
明
治
民
法
七
九
九
条
第
一
項
に
お
い
て
「
夫
又
ハ
女
戸
主
ハ
用
方
二
従
ヒ
其
配
偶
者
ノ
財
産
ノ
使
用
及
ヒ
収
益
ヲ
為
ス
権

利
ヲ
有
ス
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
…
夫
婦
各
自
ノ
財
産
ノ
所
有
權
ハ
婚
姻
二
因
リ
テ
亳
モ
變
動
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
法
律
上
夫
婦
ノ

）
五
八
一
八
（



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書
（
大
杉
）

一
〇
九

共
有
財
産
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ナ
キ
ナ
リ
。
而
シ
テ
婚
姻
ヨ
リ
生
ズ
ル
一
切
ノ
費
用
ハ
夫
叉
ハ
女
戸
主
二
於
テ
之
ヲ
負
檐
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

其
代
リ
二
夫
叉
ハ
女
戸
主
ハ
用
方
二
從
ヒ
テ
相
手
方
配
偶
者
ノ
財
産
ノ
使
用
及
ビ
収
益
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
。」
と
し
、
婚
姻
費
用
負

担
者
が
そ
の
支
出
の
た
め
に
相
手
方
配
偶
者
の
財
産
を
「
使
用
及
び
収
益
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
説
明
さ
れ
る
（
12
）

。

夫
ま
た
は
女
戸
主
の
た
め
に
他
方
配
偶
者
の
財
産
に
対
す
る
使
用
収
益
権
が
認
め
ら
れ
る
の
は
「
代
償
た
る
意
義
を
有
す
る
」
と
さ
れ
、

「
夫
ま
た
は
女
戸
主
が
婚
姻
生
活
費
用
を
負
檐
す
る
に
足
る
資
産
若
し
く
は
能
力
を
有
し
な
い
と
き
は
、
夫
婦
相
互
の
扶
養
義
務
に
基
き
、

却
っ
て
妻
ま
た
は
女
戸
主
の
夫
に
於
て
、
そ
の
費
用
を
負
檐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
13
）

。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
費
用
を

負
担
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
に
は
夫
婦
間
の
「
扶
養
」
義
務
に
基
づ
き
婚
姻
費
用
を
負
担
す
る
と
さ
れ
、
婚
姻
費
用
か
ら
夫
婦
間
扶

養
へ
の
移
行
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
14
）

。

戦
後
現
行
法
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、「
家
」
制
度
は
廃
止
す
る
と
さ
れ
た
も
の
の
司
法
省
民
事
局
は
当
初
「（
ロ
）
新
憲
法
に
基
づ
き

民
法
親
族
編
及
び
相
続
編
中
改
正
を
要
す
べ
き
事
項
試
案
（
第
一
案
）（
司
法
省
民
事
局
）」
と
し
て
「
三
　
婚
姻
　（
ホ
）
夫
婦
は
相
互
に

扶
養
の
義
務
を
負
ふ
こ
と
。（
現
行
七
九
〇
通
）　
婚
姻
よ
り
生
ず
る
費
用
は
原
則
と
し
て
夫
の
負
担
と
す
る
こ
と
（
現
行
七
九
八
通
）（
或
は

共
同
負
担
と
す
べ
き
か
）」
が
示
さ
れ
婚
姻
費
用
は
「
夫
」
の
負
担
と
さ
れ
て
い
た
（
15
）

。

幹
事
案
（
昭
和
二
一
・
七
・
二
〇
・
Ｂ
班
案
（
婚
姻
）・
堀
内
幹
事
・
来
栖
幹
事
）
に
お
い
て
も
、「
第
四
　
妻
の
無
能
力
及
び
夫
婦
財
産
制
　

二
　
夫
は
婚
姻
よ
り
生
ず
る
一
切
の
費
用
を
負
担
す
る
も
、
夫
婦
間
に
於
て
別
段
の
定
を
為
す
こ
と
を
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
」
と
し
て

ま
ず
は
夫
が
婚
姻
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
16
）

。

審
議
に
お
け
る
議
論
で
は
、
こ
の
点
に
つ
き
我
妻
榮
委
員
よ
り
「
民
事
局
試
案
で
は
、
原
則
と
し
て
夫
の
負
担
と
し
な
が
ら
、
カ
ッ
コ

に
入
れ
て
、『
或
い
は
共
同
負
担
と
す
べ
き
か
』
と
あ
っ
た
。
そ
れ
を
堀
内
・
来
栖
幹
事
案
で
は
婚
姻
よ
り
生
ず
る
一
切
の
費
用
を
負
担

）
五
八
一
五
（
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〇
二
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二
月
）

一
一
〇

す
る
の
は
原
則
と
し
て
夫
だ
が
、
夫
婦
間
に
お
い
て
別
段
の
定
め
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
」
と
し
た
点
に
つ
い
て
「
一
歩

を
進
め
た
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
17
）

。

そ
の
後
の
審
議
経
過
で
は
、
民
法
改
正
要
綱
案
（
昭
和
二
一
・
七
・
二
九
）（
起
草
委
員
第
二
次
案
）
に
お
い
て
「
第
十
一
　
夫
婦
法
定
財

産
制
に
関
す
る
規
定
を
左
の
如
く
修
正
す
る
こ
と
。
一
　
婚
姻
よ
り
生
ず
る
費
用
は
夫
婦
の
資
産
、
収
入
其
の
他
一
切
の
事
情
を
斟
酌
し

て
適
当
に
協
力
負
担
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
、
特
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
現
行
民
法
七
六
〇
条
が
規
定
さ
れ
た
。

こ
の
点
に
つ
き
奥
野
政
府
委
員
は
旧
法
に
お
け
る
婚
姻
費
用
分
担
者
が
夫
で
あ
る
点
に
つ
き
「
夫
婦
平
等
の
原
則
か
ら
見
ま
す
と
不
公

平
で
あ
り
ま
す
」
と
し
て
「
共
同
と
い
っ
て
も
そ
の
半
分
ず
つ
出
す
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
…
資
産
収
入
な
ど
一
切
の
事
情
を
考
慮

し
て
分
担
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
現
行
民
法
七
六
〇
条
に
よ
る
婚
姻
費
用
の
分
担
と
扶
養
の
関
係
に

つ
き
「
観
念
的
に
は
七
百
六
十
条
と
扶
養
と
い
う
も
の
と
は
区
別
し
て
考
え
れ
ば
、
考
え
ら
れ
ん
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
際
問
題
と

し
て
そ
れ
が
婚
姻
生
活
の
費
用
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
む
し
ろ
七
百
六
十
条
で
大
体
の
関
係
は
け
り
が
つ
く
」
と
し
た
う
え
で
「
夫
婦
の
間

に
お
い
て
の
そ
の
生
活
費
が
誰
か
ら
出
る
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
決
め
て
置
く
以
上
は
、
夫
婦
婚
姻
状
態
が
継
続
し
て
お
る
間
に
お

い
て
は
、
殆
ど
婚
姻
生
活
用
の
関
係
以
外
に
扶
養
の
請
求
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
殆
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
な
意
味
か
ら
色
々

な
意
味
を
以
ち
ま
し
て
扶
養
の
字
を
扶
助
と
い
う
ふ
う
に
改
め
た
」
と
説
明
し
て
い
る
（
18
）

。

奥
野
政
府
委
員
の
発
言
は
、
婚
姻
関
係
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
夫
婦
の
関
係
に
強
い
扶
養
義
務
を
認
め
る
こ
と
を
肯
定
す
る

と
こ
ろ
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
に
は
、
か
え
っ
て
当
事
者
に
過
度
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
も
あ
り
、
法
制
度
上
の
婚
姻
費
用

の
理
念
を
道
徳
上
の
理
念
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
に
よ
り
婚
姻
費
用
に
ど
の
程
度
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
概
念
を
含
ま
せ
る
か
の
問
題
も
あ
る
。

）
五
八
一
一
（



婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書
（
大
杉
）

一
一
一

現
行
民
法
七
六
〇
条
の
前
提
と
な
る
扶
助
に
つ
い
て
奥
野
幹
事
は
さ
ら
に
臨
時
法
制
調
査
会
第
三
回
総
会
議
事
速
記
録
に
お
い
て
、

「
…
一
般
に
夫
婦
間
の
扶
養
の
義
務
の
関
係
、
或
は
同
居
の
義
務
の
関
係
、
或
は
そ
の
外
に
婚
姻
の
継
続
、
費
用
の
負
担
、
そ
う
い
う
風

な
も
の
総
て
を
含
ん
で
互
に
協
力
す
る
と
い
う
風
な
言
葉
で
現
わ
し
て
い
る
」
と
し
「
民
法
上
の
扶
養
の
義
務
…
よ
り
さ
ら
に
進
ん
で
積

極
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
中
川
委
員
も
「
…
夫
婦
の
関
係
に
は
ど
ん
な
に
強
い
扶
養
義
務
を
認
め
て
も
差

支
え
な
い
」
と
し
、
牧
野
委
員
は
協
力
扶
助
と
い
う
言
葉
に
幅
広
い
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
…
そ
れ
が
民
法
を
理
解
す
る
道

義
的
な
考
え
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
夫
婦
は
一
心
同
体
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
そ
こ
に
本
当
の
夫
婦
の
道
義
的
の
生
活
と
い

う
も
の
が
現
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
」
と
し
て
、
協
力
扶
助
が
道
徳
的
な
指
針
と
な
り
、
夫
婦
の
生
活
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
（
19
）

。

⑵
　
学
説
～
婚
姻
費
用
に
お
け
る
「
扶
養
」
と
「
扶
助
」
の
概
念

現
行
民
法
第
七
六
〇
条
は
、
夫
婦
平
等
の
見
地
よ
り
、
明
治
民
法
当
時
に
お
い
て
夫
婦
は
「
扶
養
」
の
関
係
性
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
て

い
た
と
こ
ろ
、
婚
姻
関
係
の
維
持
に
つ
い
て
は
そ
れ
よ
り
も
広
い
「
扶
助
」
の
概
念
と
す
る
こ
と
で
、
か
つ
て
の
「
家
」
存
続
の
た
め
の

家
族
間
扶
養
の
概
念
と
は
異
な
り
、
夫
婦
と
そ
の
子
か
ら
な
る
法
制
度
上
の
婚
姻
関
係
を
維
持
形
成
す
る
た
め
の
基
準
と
さ
れ
、
婚
姻
関

係
を
維
持
形
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
概
念
が
包
含
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
婚
姻
関
係
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
の
婚
姻
費
用
に
つ
い
て
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
様
な
場
合
で
も
夫

婦
間
に
お
け
る
婚
姻
費
用
分
担
義
務
の
存
否
、
婚
姻
費
用
分
担
義
務
か
ら
扶
助
義
務
に
移
行
す
る
か
、
あ
る
い
は
親
族
間
に
お
け
る
扶
養

義
務
に
移
行
す
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

）
五
八
一
一
（
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一
一
二

明
治
民
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
、
中
川
善
之
助
博
士
が
ド
イ
ツ
民
法
の
管
理
共
通
制
で
あ
り
、「
基
調
的
に
は
夫
婦
別

産
制
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
一
方
、
夫
婦
財
産
制
は
「
全
く
父
権
的
家
族
制
度
の
正
確
な
投
影
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
法
定
財
産
の
あ

り
方
が
家
制
度
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
20
）

。

ま
た
婚
姻
費
用
分
担
義
務
に
つ
い
て
中
川
善
之
助
博
士
は
「
…
協
生
の
義
務
が
あ
る
か
ら
婚
姻
關
係
な
の
で
あ
り
、
養
育
義
務
が
あ
る

か
ら
親
子
關
係
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
婚
姻
關
係
は
協
生
義
務
の
上
に
立
ち
、
親
子
關
係
は
養
育
義
務
の
上
に
の
み
考
へ
ら
れ
る
。

夫
は
妻
を
『
扶
け
養
ふ
』
の
で
は
な
く
て
、
妻
と
生
活
を
協
同
す
る
が
故
に
彼
は
夫
な
の
で
あ
る
。」「
私
が
婚
姻
法
上
配
偶
者
の
負
擔
す

る
も
の
所
謂
『
協
生
義
務
』
は
、『
夫
婦
は
（
如
何
な
る
場
合
に
於
い
て
も
）
互
に
扶
養
ヲ
爲
ス
義
務
ヲ
負
フ
』
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
つ
て
、

通
常
の
場
合
に
於
け
る
夫
又
ハ
女
戸
主
た
る
妻
の
所
謂
『
婚
姻
費
用
負
擔
義
務
』（
民
法
七
九
八
條
）
と
同
一
物
で
は
な
い
。」
と
述
べ
ら

て
い
た
（
21
）

。

す
な
わ
ち
、
夫
婦
間
に
は
「
協
生
義
務
」
が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
「
扶
養
義
務
」
で
あ
り
、
婚
姻
費
用
分
担
義
務
は
「
扶
養
義
務
」

と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
婚
姻
費
用
を
分
担
す
る
こ
と
は
扶
養
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

婚
姻
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
、
明
治
民
法
七
九
八
条
第
二
項
が
、
夫
婦
間
の
扶
養
義
務
を
規
定
す
る
明
治
民
法
七
九
〇
条
の
適
用
を
妨

げ
な
い
と
規
定
す
る
こ
と
に
着
目
し
、「
夫
叉
ハ
女
戸
主
カ
扶
養
ヲ
受
ク
ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
其
配
偶
者
ハ
自
己
ノ
身
分
及
ヒ
資
力
二

應
シ
テ
之
ヲ
扶
養
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
」
と
し
て
、
婚
姻
費
用
分
担
義
務
の
他
に
も
夫
婦
間
の
扶
養
必
要
状
態
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、

夫
婦
相
互
の
扶
養
義
務
と
し
て
、
扶
養
の
概
念
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
も
あ
っ
た
（
22
）

。

こ
の
点
梅
謙
次
郎
博
士
は
「
夫
ハ
一
家
ノ
主
宰
ニ
シ
テ
其
戸
主
タ
ル
場
合
ハ
勿
論
戸
主
タ
ラ
サ
ル
場
合
二
於
テ
モ
夫
カ
財
産
ヲ
有
シ
之

ヲ
以
テ
其
妻
子
ヲ
養
フ
ヲ
通
例
ト
セ
ル
カ
故
二
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
費
用
ノ
如
キ
ハ
原
則
ト
シ
テ
夫
ノ
負
檐
二
屬
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ
當
然
ナ
ル

）
五
八
一
一
（
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一
三

所
」
と
し
て
、
こ
れ
は
「
婚
姻
ヲ
爲
シ
タ
ル
ヨ
リ
生
ス
ル
結
果
ナ
レ
ハ
ナ
リ
」
と
し
て
、
婚
姻
を
し
た
夫
及
び
妻
の
身
分
を
取
得
し
た
こ

と
に
よ
り
発
生
す
る
効
果
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
、
婚
姻
費
用
分
担
義
務
は
夫
が
負
担
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
り
、
こ
れ
は
婚
姻
の
効
果

と
し
て
取
得
す
る
身
分
よ
り
発
生
す
る
と
し
て
い
た
（
23
）

。

こ
れ
に
対
し
、「
婚
姻
費
用
ハ
夫
婦
共
同
生
活
上
最
モ
重
キ
負
檐
ナ
レ
ハ
之
ヲ
夫
一
人
ノ
負
檐
ス
ヘ
シ
ト
ナ
ス
ハ
實
際
上
ヨ
リ
見
テ
公

正
二
非
ラ
ス
」
と
し
て
夫
婦
の
共
同
生
活
に
お
け
る
費
用
分
担
の
公
平
性
の
見
地
よ
り
、
妻
が
財
産
を
有
し
相
当
の
収
入
が
あ
る
場
合
に

は
、
妻
も
婚
姻
費
用
を
分
担
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
扶
養
義
務
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
婚
姻
費
用
分
担
義
務
は
あ
く
ま
で
も

夫
婦
財
産
制
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
（
24
）

、
穂
積
重
遠
博
士
は
、
当
時
夫
婦
財
産
管
理
共
通
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
批
判

し
、
婚
姻
費
用
分
担
義
務
等
の
よ
う
な
制
度
は
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
場
合
に
こ
そ
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
實
際
上
時
に
甚
だ

不
公
正
な
、
殊
に
妻
に
不
利
益
な
、
結
果
を
呈
す
る
」
と
し
て
別
産
制
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
場
合
の
別
産
制
の
効
果
と
し
て
は
「
萬

一
別
居
と
か
離
婚
と
か
云
ふ
場
合
に
は
、
元
來
財
産
が
別
々
に
な
つ
て
居
る
方
が
紛
争
を
複
雑
に
し
な
い
で
却
っ
て
よ
か
ら
う
」
と
さ
れ

て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
夫
婦
が
対
等
な
立
場
で
婚
姻
費
用
を
分
担
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
25
）

。

婚
姻
費
用
が
夫
婦
間
に
お
け
る
扶
養
義
務
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
く
ま
で
も
夫
婦
財
産
制
で
の
費
用
負
担
の
問
題
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
、
明
治
民
法
第
七
九
〇
条
に
お
け
る
夫
婦
扶
養
の
義
務
と
、
同
七
九
八
条
一
項
の
婚
姻
費
用
が
夫
の
単
独
負
担
で
あ
る
こ

と
は
矛
盾
し
て
お
り
、
家
産
は
夫
が
管
理
し
（
管
理
共
通
制
）、
妻
は
家
の
一
員
と
し
て
養
わ
れ
る
た
め
、
夫
が
管
理
者
と
し
て
、
婚
姻
費

用
を
支
出
す
る
の
は
家
制
度
の
考
え
方
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
扶
養
に
つ
い
て
は
相
互
扶
養
の
義
務
が
あ
る
と
す
る
こ
と

か
ら
、
制
度
そ
の
も
の
が
矛
盾
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
（
26
）

。

婚
姻
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
、
明
治
民
法
七
九
〇
条
は
「
夫
婦
ハ
互
二
扶
養
ヲ
爲
ス
義
務
を
負
フ
」
と
す
る
一
方
、
同
第
七
九
八
条
一

）
五
八
一
一
（
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巻
第
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号
（
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〇
二
三
年
二
月
）

一
一
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項
が
「
夫
ハ
婚
姻
ヨ
リ
生
ス
ル
一
切
ノ
費
用
ヲ
負
担
ス
」
と
し
た
の
に
対
し
、
現
行
法
は
七
五
二
条
に
お
い
て
「
夫
婦
は
同
居
し
、
互
い

に
協
力
し
扶
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
七
六
〇
条
で
は
「
夫
婦
は
、
そ
の
資
産
、
収
入
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
婚

姻
か
ら
生
ず
る
費
用
を
分
担
す
る
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、
明
治
民
法
に
お
け
る
「
扶
養
」
と
「
婚
姻
費
用
」
の
関
係
、
現
行
民
法
に
お
け

る
「
扶
助
」
と
「
婚
姻
費
用
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
中
川
善
之
助
博
士
は
「
…
旧
法
の
下
に
お
い
て

も
、
一
様
に
扶
養
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
あ
っ
て
、
夫
婦
の
扶
養
と
未
成
熟
の
子
に
対
す
る
親
の
扶
養
だ
け
は
、
そ
の
他
の
単
な
る
親

族
的
扶
養
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
力
説
し
、
前
者
を
生
活
保
持
の
義
務
、
後
者
を
生
活
扶
助
の
義
務
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て

い
た
…
旧
法
の
よ
う
に
夫
婦
の
場
合
に
も
同
じ
く
扶
養
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
場
合
に
は
、
解
釈
上
、
右
の
よ
う
な
分
析
と
区
別
が
必

要
で
あ
っ
た
。
そ
の
私
が
行
っ
た
い
わ
ゆ
る
夫
婦
間
の
生
活
保
持
の
義
務
を
新
法
は
夫
婦
の
扶
助
と
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
、「
扶

助
は
夫
婦
が
互
い
に
自
分
の
生
活
を
保
持
す
る
の
と
同
様
に
相
手
方
の
生
活
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
婚
姻
生
活
の
保
持

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
法
定
財
産
制
に
い
わ
ゆ
る
『
婚
姻
か
ら
生
ず
る
費
用
』
の
負
担
と
同
じ
こ
と
に
な
る
」
と
説
明
さ
れ
る
（
27
）

。

す
な
わ
ち
「
…
…
『
生
活
を
協
同
に
す
る
の
義
務
』
は
實
に
婚
姻
關
係
の
要
素
で
あ
る
。
故
に
私
は
、
斯
る
義
務
を
、
單
な
る
扶
養
義

務
と
區
別
す
る
た
め
、
特
に
『
生
活
協
同
の
義
務
』
と
呼
ん
で
居
る
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
明
治
民
法
に
お
い
て
は
「
…
夫
ま
た

は
女
戸
主
た
る
妻
が
婚
姻
の
費
用
を
負
擔
す
る
こ
と
七
九
八
條
の
定
む
る
所
の
如
く
で
あ
る
が
、
愈
々
夫
ま
た
は
女
戸
主
に
於
い
て
之
が

不
能
に
な
つ
た
場
合
に
は
女
戸
主
に
非
ざ
る
妻
又
は
女
戸
主
の
夫
も
配
偶
者
と
共
に
婚
姻
生
活
を
保
持
す
る
の
義
務
が
あ
る
譯
で
之
が
民

法
所
謂
『
夫
婦
ハ
互
二
扶
養
ヲ
爲
ス
義
務
』
で
あ
り
、
私
の
所
謂
『
生
活
協
同
の
義
務
』
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
28
）

。

夫
婦
生
活
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
本
質
は
か
わ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
生
活
を
共
同
に
す
る
と
い
う
実
態
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
、
明
治
民
法
七
九
〇
条
に
お
け
る
「
扶
養
」
は
婚
姻
関
係
の
要
素
と
し
て
夫
婦
間
に
認
め
ら
れ
る
義

）
五
八
一
一
（
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務
で
あ
る
の
に
対
し
、
現
行
民
法
七
五
二
条
に
は
「
扶
助
」
と
規
定
さ
れ
法
定
財
産
制
に
お
け
る
婚
姻
費
用
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
、
現

行
民
法
八
七
七
条
に
お
け
る
「
扶
養
」
と
は
概
念
が
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
夫
婦
間
扶
養
の
範
囲
と
婚
姻
費
用
分
担
の
費
目
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
機
能
の
側
面
に
着
目
し
「
…
一
方
配
偶
者
が
自

己
の
生
活
需
要
に
不
足
す
る
場
合
に
、
他
方
配
偶
者
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
は
、
一
面
で
は
、
婚
姻
費
用
の
分
担
で
あ
り
、
他
面
で
は
、

扶
養
義
務
の
履
行
で
あ
る
」
と
し
て
、
婚
姻
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
民
法
七
六
〇
条
の
婚
姻
費
用
分
担
義
務
の
対
象
と
な
り
、

婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
等
の
理
由
に
よ
り
「
一
体
的
な
家
族
的
生
活
共
同
体
を
構
成
し
て
」
い
な
い
場
合
で
い
ま
だ
離
婚
に
至
っ
て

い
な
い
場
合
に
は
民
法
七
五
二
条
に
お
け
る
生
活
扶
助
義
務
が
登
場
す
る
と
の
見
解
が
あ
る
（
29
）

。

夫
婦
間
に
お
け
る
「
一
体
的
な
家
族
的
生
活
共
同
体
」
が
あ
る
か
否
か
を
基
準
と
し
て
民
法
七
六
〇
条
と
民
法
七
五
二
条
と
の
適
用
関

係
を
決
す
る
べ
き
と
の
見
解
で
あ
り
、
夫
婦
間
の
財
産
関
係
は
生
活
扶
助
と
婚
姻
費
用
分
担
の
両
側
面
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。

ま
た
、
夫
婦
間
の
扶
助
は
夫
婦
間
扶
養
の
程
度
を
定
め
る
「
限
界
点
」
で
あ
る
と
し
て
、「
…
夫
婦
各
自
の
私
有
財
産
を
共
同
的
に
消

費
し
て
婚
姻
関
係
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
の
法
規
範
化
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
婚
姻
関
係
に
変
化
が
生
じ
「
…
扶
養
問
題
が
お
こ

れ
ば
、
七
五
二
条
で
一
方
の
他
方
に
対
す
る
扶
養
出
捐
を
命
じ
ま
た
そ
の
限
界
を
定
め
、
そ
の
上
で
従
前
と
異
な
っ
た
割
合
と
方
法
で
婚

姻
費
用
分
担
の
問
題
が
お
こ
る
わ
け
で
、
七
六
〇
条
は
そ
の
場
合
の
規
準
で
も
あ
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
30
）

。

こ
れ
ら
の
見
解
は
い
ず
れ
も
夫
婦
間
の
生
活
実
態
を
考
慮
し
「
一
体
的
な
家
族
的
生
活
共
同
体
」「
婚
姻
関
係
を
維
持
す
る
」
と
表
現

す
る
が
、「
家
族
的
生
活
共
同
体
」「
婚
姻
関
係
」
の
維
持
に
つ
い
て
は
多
様
な
形
態
が
存
在
し
、
そ
の
す
べ
て
を
考
慮
し
て
婚
姻
費
用
分

担
額
を
決
定
す
る
こ
と
に
は
、
多
様
な
生
活
形
態
を
ど
の
程
度
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
の
問
題
も
残
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

）
五
八
一
一
（
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こ
の
よ
う
な
多
様
な
生
活
形
態
に
つ
い
て
「
中
間
的
な
特
別
の
扶
養
義
務
」
を
提
唱
す
る
見
解
が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
「
…
絶
対
的

必
要
性
が
な
く
て
も
相
対
的
な
必
要
性
が
あ
れ
ば
生
ず
る
こ
と
も
あ
り
う
る
点
に
お
い
て
生
活
扶
助
義
務
と
は
異
な
り
、
ま
た
、
自
己
と

同
程
度
の
生
活
を
相
手
方
に
保
障
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
点
に
お
い
て
生
活
保
持
義
務
と
も
異
な
る
扶

養
義
務
」
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
31
）

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
費
用
分
担
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
各
夫
婦
ご
と
の
個
別
事
情

を
考
慮
す
る
こ
と
と
な
る
。

夫
婦
間
扶
養
と
婚
姻
費
用
分
担
の
関
係
は
、
一
方
配
偶
者
が
婚
姻
費
用
分
担
請
求
を
し
た
際
に
他
方
配
偶
者
に
生
活
扶
助
の
範
囲
で
の

婚
姻
費
用
分
担
を
求
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
夫
婦
間
扶
養
の
範
囲
で
婚
姻
費
用
分
担
の
求
め
る
か
の
問
題
に
帰
す
る
と
こ
ろ
、
婚
姻
費
用

は
婚
姻
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
対
等
な
立
場
に
た
つ
夫
婦
間
で
そ
の
分
担
割
合
を
定
め
る
と

い
う
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
「
…
夫
婦
間
で
、
相
手
方
の
生
活
困
窮
を
要
件
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
婚
姻
生
活
の
一
体
的
維
持
を
義
務
付
け
て
い
る
の
が
、

七
六
〇
条
の
婚
姻
費
用
の
分
担
義
務
で
あ
る
と
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
私
も
基
本
的
に
は
、
夫
婦
間
で
の
婚
姻
生
活
の
維
持
は
、
婚
姻
費

用
の
分
担
義
務
に
よ
り
行
わ
れ
、
夫
婦
間
に
当
然
に
扶
養
関
係
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
立
場
に
立
つ
」
と
さ
れ
、「
…
家
族

と
り
わ
け
そ
の
中
心
で
あ
る
婚
姻
関
係
が
、
生
存
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
…
夫
婦
は
、
生
産

労
働
で
あ
れ
、
家
事
労
働
で
あ
れ
、
協
力
し
て
そ
の
婚
姻
関
係
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
が
、
こ
の
全
面
的

責
任
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
32
）

。

婚
姻
関
係
は
あ
く
ま
で
も
婚
姻
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
存
在
基
盤
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
一
般
親
族
の
扶
養
義
務
と
は
異
な

り
、
対
等
な
夫
婦
間
で
の
協
力
義
務
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

）
五
八
一
〇
（
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民
法
七
六
〇
条
に
お
け
る
婚
姻
費
用
分
担
義
務
が
婚
姻
関
係
の
維
持
を
前
提
と
し
て
協
力
を
す
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
協

力
」
関
係
は
、
婚
姻
共
同
体
が
維
持
さ
れ
て
い
る
「
状
態
」
に
応
じ
て
変
化
す
る
も
の
と
と
ら
え
れ
ば
、
夫
婦
の
協
力
関
係
は
「
扶
助
」

と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
婚
姻
関
係
が
「
破
綻
」
し
、
そ
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
、
夫
婦
の
「
協
力
」
の
性
質
・
程
度

を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
は
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
て
い
る
状
況
を
婚
姻
費
用
の
算
定
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
べ
き
か
の

問
題
と
な
る
。
以
下
で
は
婚
姻
費
用
の
評
価
指
標
と
な
る
「
破
綻
」
概
念
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

３
．
破
綻
の
視
点
か
ら
み
る
「
婚
姻
費
用
（
33
）
」

こ
れ
ま
で
の
検
討
よ
り
婚
姻
費
用
分
担
額
の
算
定
に
際
し
て
は
、
旧
法
の
「
扶
養
」
の
文
言
を
「
扶
助
」
に
修
正
し
、
婚
姻
関
係
維
持

に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
夫
婦
間
協
力
の
範
囲
を
広
く
求
め
る
反
面
、
婚
姻
関
係
の
変
化
に
よ
る
婚
姻
扶
養
分
担
額
に
つ
い
て
は
「
破

綻
」
を
指
標
と
し
、
分
担
額
を
決
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
も
の
の
そ
の
程
度
に
つ
い
て
は
「
扶
養
」
と
す
る
も
の
、「
扶
助
」
と
す
る

も
の
、「
中
間
的
な
扶
養
義
務
」
と
す
る
も
の
等
の
見
解
が
み
ら
れ
た
（
34
）

。

婚
姻
費
用
分
担
額
の
判
断
基
準
の
一
つ
で
あ
る
「
破
綻
」
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
に
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
「
別
居
」
し
て
い
る
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
も
の
の
、
破
綻
に
至
る
経
緯
の
考
慮
に
つ
い
て
は
他
に
も
当
事
者
の
「
有
責
性
」
が
考
慮
さ
れ
る
な
ど
、
当
事
者
の
個
別
的

事
情
を
考
慮
し
つ
つ
算
定
す
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
（
35
）

。

こ
の
う
ち
「
破
綻
」
に
つ
い
て
は
婚
姻
関
係
の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
判
断
要
素
と
し
て
、
主
観
的
要
素

（
当
事
者
の
意
思
）
及
び
客
観
的
要
素
（
別
居
）
の
双
方
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
他
方
「
有
責
性
」
を
考
慮
す
る
と
す
れ
ば
、
当
事

）
五
八
一
一
（
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者
の
有
責
性
を
問
わ
な
い
と
さ
れ
る
破
綻
の
理
念
に
有
責
性
と
い
う
相
容
れ
な
い
概
念
を
持
ち
込
む
も
の
で
あ
り
、
婚
姻
費
用
分
担
額
算

定
の
際
に
有
責
性
の
概
念
を
持
ち
込
む
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

婚
姻
関
係
の
破
綻
と
は
、
婚
姻
関
係
が
「
回
復
不
可
能
な
状
態
」
に
変
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
お
よ
そ
当
事
者
の
意
思
に

よ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
客
観
的
に
判
断
す
る
た
め
の
指
標
と
し
て
別
居
と
い
う
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
本
来
的
に
は
当
事
者
の

一
方
に
婚
姻
関
係
を
回
復
さ
せ
る
意
思
が
恒
久
的
に
失
わ
れ
、
他
方
配
偶
者
が
当
該
状
況
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
至
っ
た
と

き
に
は
じ
め
て
破
綻
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
状
況
は
当
事
者
の
主
観
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
客
観

的
指
標
と
し
て
の
「
別
居
」
を
も
っ
て
物
理
的
距
離
を
は
か
る
と
と
も
に
心
理
的
距
離
の
程
度
を
は
か
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
問
題
は
、
婚
姻
関
係
の
状
況
が
変
化
す
る
場
合
に
は
段
階
を
追
っ
て
徐
々
に
変
化
を
す
る
こ
と
か
ら
、
ど
の
時
点
を
も
っ
て
破
綻

と
認
定
し
、
婚
姻
費
用
の
程
度
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
婚
姻
を
破
綻
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
寄
与
割
合
を
認
定
し
、
寄
与

度
に
よ
る
減
額
を
算
定
す
る
等
の
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
寄
与
度
は
「
有
責
性
」
と
は
異
な
り
家
庭
を
破
壊
さ
せ
た
「
事

実
」
を
判
断
基
準
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
中
川
淳
教
授
は
「
…
客
観
的
に
完
全
に
破
綻
し
た
夫
婦
間

に
お
い
て
、
な
お
婚
姻
費
用
の
分
担
が
当
然
に
存
続
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
私
は
疑
問
に
思
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
を
深
く
論
じ
な
い
。

た
だ
、
破
綻
別
居
に
つ
い
て
は
、
何
を
も
っ
て
破
綻
と
判
断
す
る
か
は
、
学
説
は
一
致
し
て
い
な
い
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
（
36
）

。婚
姻
関
係
破
綻
時
の
婚
姻
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
婚
姻
関
係
の
回
復
可
能
性
に
判
断
基
準
を
求
め
る
も
の
、
第
二
に
婚
姻
関

係
破
綻
に
関
し
て
の
当
事
者
の
有
責
性
の
程
度
に
判
断
基
準
を
求
め
る
も
の
、
第
三
に
破
綻
に
つ
い
て
段
階
的
理
論
を
と
る
も
の
に
分
類

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
五
五
八
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第
一
の
点
に
つ
い
て
は
「
…
婚
姻
費
用
分
担
は
平
等
な
人
格
者
で
あ
る
夫
と
妻
が
婚
姻
の
協
力
関
係
の
一
環
と
し
て
分
担
し
合
う
も
の

で
あ
る
か
ら
、
協
力
関
係
回
復
の
有
無
で
そ
の
分
担
の
程
度
は
区
別
し
て
よ
い
」
と
し
て
、
婚
姻
関
係
の
回
復
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は

婚
姻
関
係
は
破
綻
し
て
い
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
37
）

。

婚
姻
費
用
分
担
算
定
の
根
拠
を
婚
姻
関
係
の
「
回
復
可
能
性
」
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
関
係
が
破

綻
後
の
夫
婦
の
交
流
状
況
や
当
事
者
の
婚
姻
回
復
に
か
か
る
意
思
の
程
度
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
最
高
裁
昭
和
六
二
年
九
月
二
日
判
決
が
提
示
す
る
婚
姻
観
よ
り
「
…
…
婚
姻
生
活
共
同
体
へ
の
回
復
の
可
能
性
が
皆
無
と
認

め
ら
れ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
も
、
な
お
離
婚
に
い
た
っ
て
い
な
い
か
ら
（
＝
な
お
形
式
的
に
は
婚
姻
中
だ
か
ら
）
と
い
う
理
由
だ
け
で
婚

姻
費
用
分
担
義
務
の
存
続
を
認
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
38
）

。

婚
姻
費
用
分
担
額
算
定
に
当
た
り
婚
姻
回
復
の
可
能
性
を
判
断
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
回
復
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
婚
姻
費
用

分
担
義
務
の
存
続
を
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
見
解
で
あ
る
。

第
二
は
、「
…
扶
養
の
義
務
は
、
本
来
、
同
居
義
務
や
協
力
義
務
等
と
同
一
の
理
念
か
ら
生
じ
、
こ
れ
ら
の
義
務
と
深
く
関
連
し
あ
っ

て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
義
務
に
一
方
配
偶
者
が
反
し
た
場
合
に
は
他
方
配
偶
者
の
婚
姻
費
用
分
担
義
務
が
軽
減
さ
れ
る
と

す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
の
破
断
に
つ
い
て
当
事
者
の
有
責
性
を
考
慮
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
有
責
配
偶
者
へ
の
婚
姻
費
用
分
担
義
務

は
生
活
扶
助
義
務
に
変
質
し
、「
…
別
居
有
責
の
配
偶
者
が
こ
れ
を
認
め
ら
れ
て
も
、
決
し
て
、
自
己
の
過
誤
を
利
用
し
利
益
を
得
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
権
利
の
行
使
が
権
利
の
濫
用
と
な
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
問
題
は
有
責
配
偶
者
の
離
婚
請
求
問

題
と
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
「
…
扶
養
請
求
を
完
全
に
封
ず
る
こ
と
は
妥
当
を
欠
く
よ
う
に
思

わ
れ
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
39
）

。

）
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こ
の
点
「
…
相
手
方
が
要
扶
養
状
態
に
あ
り
、
自
分
に
扶
養
能
力
が
あ
る
限
り
扶
養
義
務
を
負
う
。
し
か
も
権
利
者
の
責
任
や
対
価
性

を
問
題
に
し
な
い
の
だ
か
ら
、
婚
姻
破
綻
の
責
任
や
協
力
の
有
無
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
責
配
偶
者
で
あ
っ
て
も
、
要

扶
養
状
態
に
あ
れ
ば
、
婚
姻
費
用
分
担
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て
、
問
題
は
扶
養
の
程
度
な
の
で
あ
る
か
ら
「
…
別
居
に

よ
り
共
同
生
活
関
係
が
な
く
な
り
、
そ
の
回
復
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
義
務
者
は
生
活
扶
助
義
務
の
程
度
で
扶
養
＝
婚
姻
費
用
を
分

担
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
義
務
者
が
有
責
で
あ
る
場
合
に
は
、
扶
養
と
は
別
の
論
理
で
生
活
保
持
義
務
の
程
度
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
40
）

。

ま
た
有
責
性
を
婚
姻
費
用
算
定
の
際
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、「
…
有
責
性
と
い
っ
て
も
婚
姻
が
破
綻
す
る
要
素
は
複
雑
で
あ

る
し
、
ま
た
有
責
性
に
も
程
度
の
差
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
の
濫
用
と
し
て
請
求
を
一
律
に
否
定
す
る
の
で

は
な
く
、
有
責
の
程
度
が
い
ち
じ
る
し
い
場
合
に
か
ぎ
っ
て
請
求
を
否
定
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
41
）

。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
婚
姻
費
用
分
担
の
程
度
を
有
責
性
に
か
か
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
婚
姻
関
係
破
綻
の
一
因
に
当
事
者
の
有
責
性

が
あ
る
場
合
に
は
夫
婦
の
協
力
関
係
は
「
扶
助
」
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

婚
姻
関
係
が
事
実
上
「
破
綻
」
し
て
い
る
場
合
に
そ
れ
を
如
何
に
制
度
上
の
「
破
綻
」
と
し
て
考
慮
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
概

念
の
「
乖
離
」
も
あ
る
と
こ
ろ
、
婚
姻
関
係
存
続
中
で
あ
っ
て
も
婚
姻
関
係
の
変
化
に
伴
い
「
扶
助
」
の
内
容
・
程
度
は
変
化
す
る
。
こ

の
よ
う
な
見
解
の
根
拠
と
な
る
の
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
説
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
婚
姻
に
よ
り
発
生
す
る
効
果
」
で

あ
り
婚
姻
制
度
の
本
質
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
婚
姻
制
度
の
存
在
そ
の
も
の
に
存
在
意
義
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
（
42
）

。

こ
の
点
別
居
に
至
る
経
緯
の
多
様
性
か
ら
婚
姻
破
綻
に
対
す
る
有
責
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、「
決
定
す
る
に
さ
い
し
て
、
い

わ
ゆ
る
『
そ
の
他
の
一
切
の
事
情
』
と
し
て
婚
姻
破
綻
の
責
任
の
有
無
、
別
居
の
正
当
性
の
存
否
な
ど
を
斟
酌
し
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で

）
五
五
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も
な
い
」
と
述
べ
る
見
解
が
あ
る
（
43
）

。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
、
婚
姻
費
用
分
担
義
務
の
判
断
に
際
し
、
有
責
性
を
考
慮
し
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

有
責
性
を
考
慮
し
な
い
と
す
る
見
解
は
、「
…
別
居
の
原
因
の
全
部
ま
た
は
大
部
分
が
当
事
者
の
い
ず
れ
の
側
に
あ
る
の
か
を
確
定
す

る
こ
と
は
、
婚
姻
費
用
分
担
事
件
の
目
的
で
は
な
い
」
と
し
て
、
有
責
性
を
考
慮
要
素
と
す
る
こ
と
を
否
定
し
、「
信
義
則
に
反
す
る
よ

う
な
特
段
の
事
情
」
の
あ
る
場
合
に
限
り
考
慮
す
る
と
す
る
判
例
の
判
断
を
支
持
す
る
（
44
）

。

こ
の
点
、
婚
姻
費
用
分
担
の
請
求
時
に
お
け
る
婚
姻
関
係
の
状
態
を
考
慮
し
「
…
円
満
な
夫
婦
関
係
が
営
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

状
態
に
あ
る
」
場
合
に
は
「
…
生
活
保
持
義
務
を
認
め
る
基
盤
は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
こ
と
か
ら
「
…
婚
姻

費
用
分
担
請
求
に
か
か
る
審
判
に
お
い
て
は
、
法
律
上
の
夫
婦
で
あ
る
と
い
う
身
分
関
係
に
基
づ
き
、
一
般
親
族
間
と
同
様
の
扶
養
義
務

（
い
わ
ゆ
る
生
活
扶
助
義
務
）
が
夫
婦
の
間
に
存
す
る
こ
と
を
前
提
に
分
担
額
を
決
定
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
考
え
る
」
と
し
て
、
夫
婦
が

別
居
し
て
い
る
場
合
に
は
夫
婦
関
係
の
扶
助
義
務
で
は
な
く
一
般
親
族
間
で
の
扶
養
義
務
を
考
慮
す
る
こ
と
と
な
り
、
婚
姻
費
用
分
担
請

求
者
の
有
責
性
は
考
慮
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
45
）

。
婚
姻
費
用
分
担
義
務
は
婚
姻
関
係
の
継
続
的
な
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
婚
姻
関
係
の
継
続
的
な
維
持
を
望
め
な
い
場
合
に
は
婚
姻
法
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
を
排
除
す
る
と
の
理
解
で
あ
る
。

婚
姻
費
用
分
担
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
基
盤
と
し
て
の
婚
姻
関
係
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
夫
婦
の
扶
助
義
務
は
「
夫
婦
相
互
を
そ
の

限
度
に
お
い
て
扶
養
義
務
者
と
す
る
と
い
う
私
的
扶
養
の
枠
組
み
に
お
い
て
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
」
こ
と
、
ま
た
「
扶
養
の
緊
急
性
」

を
考
慮
し
て
、
有
責
性
は
離
婚
の
局
面
で
慰
謝
料
請
求
や
財
産
分
与
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
離
婚
成
立
ま
で
の
有
責
配
偶

者
に
対
す
る
生
活
扶
助
義
務
を
他
方
配
偶
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
が
衡
平
に
反
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
見
解

が
あ
る
（
46
）

。
婚
姻
費
用
分
担
義
務
算
定
に
際
し
、
有
責
性
等
の
婚
姻
関
係
を
破
綻
さ
せ
た
事
由
を
考
慮
せ
ず
、
そ
れ
は
離
婚
の
際
に
慰
謝
料

）
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請
求
や
財
産
分
与
等
で
考
慮
す
る
こ
と
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
間
扶
養
に
関
す
る
破
綻
概
念
に
つ
き
「
…
扶
養
義
務
の
性
質
は
規
範
的
生
活
共
同
体
を
前
提
と
せ
ざ
る

生
活
扶
助
義
務
に
近
づ
く
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
…
私
の
見
解
は
、
夫
婦
関
係
破
綻
の
度
合
い
に
応
じ
て
そ
の
扶
養
義
務
内
容
が
変
化

す
る
も
の
と
し
、
最
低
限
度
い
わ
ゆ
る
生
活
扶
助
義
務
に
至
る
と
す
る
段
階
的
思
考
態
度
で
あ
る
（
47
）

」
と
し
て
段
階
的
に
変
容
す
る
婚
姻
関

係
に
着
目
し
、
そ
れ
を
容
認
す
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
中
川
善
之
助
教
授
が
提
唱
さ
れ
る
「
事
実
の
先
行
」
に
着
目
す
る
。

こ
の
見
解
は
さ
ら
に
、
破
綻
の
判
断
要
素
に
つ
き
考
慮
し
た
上
で
「
…
婚
姻
破
綻
を
ひ
き
お
こ
す
要
素
の
う
ち
当
事
者
の
主
観
的
内
面

的
要
素
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
、
扶
養
の
要
件
・
程
度
の
問
題
も
純
客
観
的
な
問
題
で
は
な
く
、
当
事
者
の
主
観
的
要
素
を

顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
別
居
は
単
な
る
終
局
で
は
な
く
、
終
局
（
離
婚
）
に
至
り
得
る
一
段
階
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
つ
の
冷

却
期
間
と
し
て
更
に
高
次
の
婚
姻
関
係
回
復
の
た
め
の
一
つ
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
で
も
あ
り
う
る
と
理
解
し
、
破
綻
責
任
に
よ
る
扶
助
額
の
加

減
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
を
充
分
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。
破
綻
別
居
中
に
生
じ
る
扶
養
請
求
に
つ

い
て
は
、
法
は
正
常
な
婚
姻
関
係
回
復
の
方
向
に
お
い
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
48
）

」
と
す
る
。

破
綻
を
段
階
的
に
捉
え
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
主
観
的
側
面
が
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
夫
婦
間
扶
養
は
婚
姻
関
係
回
復
に
向

け
て
の
手
段
で
あ
る
の
に
対
し
、
破
綻
か
ら
別
居
に
至
る
過
程
で
の
婚
姻
費
用
分
担
義
務
は
、
離
婚
に
至
る
場
合
と
婚
姻
関
係
回
復
に
至

る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
、
当
事
者
の
主
観
的
側
面
が
い
ず
れ
の
場
合
に
属
す
る
か
を
考
慮
し
、
婚
姻
費
用
分
担
額
を
考
慮
す
る
と

す
る
。

段
階
的
過
程
説
の
考
え
方
に
は
、
婚
姻
関
係
の
多
様
性
を
詳
細
に
考
慮
し
よ
う
と
す
る
。

）
五
五
八
一
（
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書
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一
二
三

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
費
用
分
担
額
決
定
に
あ
た
っ
て
の
基
準
時
で
あ
る
「
破
綻
」
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
関
係
の
回
復
可

能
性
に
判
断
基
準
を
求
め
る
見
解
、
婚
姻
関
係
破
綻
に
関
し
て
の
当
事
者
の
有
責
性
の
程
度
に
判
断
基
準
を
求
め
る
見
解
、
第
三
に
破
綻

に
つ
い
て
段
階
的
理
論
を
と
る
見
解
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
説
に
お
い
て
も
具
体
的
な
基
準
時
に
つ
い
て
は
更

な
る
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

婚
姻
関
係
の
破
綻
に
つ
い
て
は
す
で
に
離
婚
原
因
の
判
断
基
準
と
し
て
「
別
居
」
が
客
観
的
指
標
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
平
成

八
年
二
月
二
六
日
に
法
制
審
議
会
が
答
申
し
た
民
法
改
正
要
綱
が
離
婚
原
因
の
一
つ
と
し
て
創
設
し
て
い
る
「
夫
婦
が
五
年
以
上
継
続
し

て
婚
姻
の
本
質
に
反
す
る
別
居
を
し
て
い
る
と
き
」
と
い
う
条
項
と
婚
姻
費
用
分
担
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
見
解
が
あ

る
（
49
）

。二
〇
〇
九
年
年
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
各
論
（
逐
条
的
な
検
討
）
と
し
て
、「
Ａ
─
三
（
婚
姻
費
用
の
分
担
）　
①
夫
婦
は
、
そ

の
資
産
、
収
入
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
子
の
監
護
に
要
す
る
費
用
を
含
む
婚
姻
か
ら
生
ず
る
費
用
を
分
担
す
る
。
②
前
項
の

分
担
の
割
合
及
び
方
法
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
当
事
者
の
間
の
協
議
で
定
め
る
。」
と
さ
れ
た
（
50
）

。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
…
本
報
告
で
は
、
Ａ
─
三
を
夫
婦
の
義
務
と
し
、
強
行
規
定
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
…
『
扶
助
義
務
』
と
は

『
扶
養
義
務
』
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
レ
ベ
ル
は
低
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
ち
、
か
つ
、
婚
姻

費
用
分
担
義
務
は
共
同
生
活
が
継
続
し
て
い
る
場
合
（
同
居
し
て
い
る
場
合
）
に
の
み
存
続
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
共
同
生
活
の
破
綻
後

（
別
居
後
）
は
婚
姻
費
用
分
担
義
務
は
消
滅
し
、
通
常
の
扶
養
義
務
と
同
レ
ベ
ル
の
扶
助
義
務
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
論
理
的
な
考
え

方
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
別
居
に
つ
き
こ
の
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
が
適
切
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
見
解
が
あ

る
（
51
）

。

）
五
五
八
一
（
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婚
姻
費
用
の
基
礎
が
婚
姻
共
同
体
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
婚
姻
共
同
体
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
婚
姻
費
用
分
担
義
務
は
存
在

し
な
い
。
し
か
し
他
方
、
婚
姻
関
係
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
は
外
形
上
は
婚
姻
共
同
体
が
存
在
し
て
お
り
、
形
骸
化
し
て
い
る
婚
姻
関
係
に

対
し
婚
姻
費
用
を
認
め
る
根
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
や
は
り
、
い
っ
た
ん
婚
姻
関
係
を
形
成
し
た
当
事
者
が
負
う
べ
き
責
任
の
問
題

と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
そ
の
負
担
の
程
度
は
、
請
求
者
の
生
活
実
態
を
考
慮
し
、
必
要
と
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
の

み
義
務
者
に
負
担
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
当
然
に
夫
婦
間
「
扶
助
」
の
問
題
と
し
て
最
低
限
の
生
活
費
が
保

障
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
も
請
求
者
の
生
活
実
態
を
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

４
．
お
わ
り
に
～
今
後
の
課
題

婚
姻
費
用
分
担
は
、
婚
姻
期
間
中
に
必
要
と
さ
れ
る
費
用
の
分
担
割
合
に
つ
い
て
夫
婦
の
寄
与
割
合
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

制
定
当
時
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
し
た
場
合
の
婚
姻
費
用
分
担
に
つ
い
て
は
想
定
さ
れ
ず
、
長
期
間
に
わ
た
る
別
居
の
場
合
の
婚
姻
費
用
分

担
な
ど
の
問
題
も
相
ま
っ
て
、
婚
姻
費
用
分
担
に
際
し
て
の
「
破
綻
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
婚
姻
費
用
は
、
婚
姻
関
係
に
あ
る
夫
婦
が
必
要
と
す
る
費
用
に
関
し
て
の
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
性
質
上
、
独
立
性
と
団
体
性

と
い
う
二
つ
の
理
念
に
奉
仕
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
夫
婦
の
独
立
性
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
夫
婦
各
自
の
生
活
実

態
を
考
慮
し
た
う
え
で
分
担
額
を
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
婚
姻
関
係
の
破
綻
に
よ
る
婚
姻
費
用
分
担
額
の
減
額
は
と
わ
れ
な
い
こ
と

と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
で
は
、
有
責
配
偶
者
か
ら
の
婚
姻
費
用
分
担
請
求
に
つ
い
て
も
扶
助
の
必
要
性
が
あ
れ
ば
義

務
者
に
婚
姻
費
用
分
担
義
務
が
発
生
す
る
。
他
方
婚
姻
関
係
に
お
け
る
団
体
性
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
婚
姻
費
用
分
担
額
の
算
定
に
際
し

）
五
五
八
一
（
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二
五

て
有
責
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
婚
姻
関
係
に
お
け
る
団
体
性
を
重
視
す
る
考
え
方
は
婚
姻
関
係
を
維
持
す

る
に
あ
た
っ
て
の
当
事
者
の
「
責
任
」
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
婚
姻
関
係
解
消
に
向
け
て
考
慮
さ
れ
る
「
破
綻
」
と
は
性
質
が

異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
婚
姻
費
用
を
分
担
す
る
こ
と
が
婚
姻
関
係
を
維
持
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
で
あ
る
か
否
か
の
視
点
か
ら

評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
婚
姻
関
係
の
解
消
に
向
け
ら
れ
る
「
破
綻
」
の
概
念
と
は
異
な
る
こ
と
と
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
子
が
あ
る
夫
婦
に
つ
い
て
は
婚
姻
費
用
の
算
定
に
当
た
り
、
子
の
教
育
費
用
も
含
ま
れ
る
た
め
慎
重
な
議
論
が
必
要
と
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
す
る
過
程
に
着
目
し
「
…
現
代
に
お
け
る
現
実
の
事
実
に
お
い
て
は
、
離
婚
は
必
ず
し
も
常
に
そ
う
で
あ

る
わ
け
で
は
な
く
、
離
婚
の
事
実
上
の
原
因
は
は
な
は
だ
複
雑
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
「
…
婚
姻
は
売
買
や
賃
貸
借
の
よ
う
な
契
約
関

係
と
は
こ
と
な
り
、
二
人
の
人
間
の
あ
い
だ
の
作
用
・
反
作
用
の
無
数
の
連
鎖
反
応
の
過
程
」
で
あ
る
と
し
た
見
解
が
あ
る
（
52
）

。

婚
姻
関
係
の
破
綻
は
、
事
実
上
段
階
的
に
そ
の
関
係
が
崩
壊
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
法
的
に
評
価
す
る
際
に
は
、
あ
る
時

点
を
も
っ
て
破
綻
を
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
婚
姻
費
用
分
担
の
問
題
は
婚
姻
関
係
が
外
形
上
破
綻
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
夫
婦
間
に
精
神
的
交
流
が
失
わ
る
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
問
題
で
あ
る
。
夫
婦
の
一
方
に
婚
姻
費
用
分
担
の
意
思
が
失
わ
れ
れ
ば
婚
姻

費
用
分
担
請
求
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
発
生
す
る
。
と
す
れ
ば
婚
姻
費
用
分
担
に
お
い
て
破
綻
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
婚
姻
費
用
分

担
の
問
題
の
解
決
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
婚
姻
関
係
に
あ
る
当
事
者
の
経
済
状
況
を
考
慮
し
て
具
体
的
に
分
担
の
程
度
を
考
慮

す
る
こ
と
が
相
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
婚
姻
関
係
破
綻
の
事
実
や
有
責
性
の
問
題
は
、
離
婚
原
因
の
一
事
由
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
問
題
と
な
る
が
、
か
り

）
五
五
八
一
（
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二
六

に
こ
の
よ
う
な
問
題
が
婚
姻
算
定
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
婚
姻
関
係
を
破
綻
さ
せ
た
と
い
う
有
責
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
婚

姻
関
係
を
自
ら
破
綻
さ
せ
た
と
い
う
事
実
は
、
婚
姻
関
係
と
い
う
団
体
を
形
骸
化
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
形
成
し
た
団
体
を

崩
壊
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
団
体
を
崩
壊
さ
せ
た
者
に
婚
姻
費
用
分
担
請
求
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
（
53
）

。

家
族
法
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
「
破
綻
」「
有
責
性
」
の
概
念
は
、
婚
姻
共
同
体
を
維
持
す
る
た
め
に
構
成
員
で
あ
る
夫
や
妻
は
ど
の

程
度
の
寄
与
を
す
る
か
／
し
な
い
か
の
問
題
で
も
あ
り
、
婚
姻
形
態
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
婚
姻
破
綻
時
の
婚
姻
費
用
算
定
時
に
際
し
、
制
定
経
緯
や
学
説
を
中
心
に
一
考
察
を
試
み
た
が
、
破
綻
の
概
念
も
め
ぐ
っ

て
は
さ
ら
な
る
検
討
を
す
る
た
め
に
他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

［
謝
辞
］
本
論
稿
は
令
和
四
年
九
月
二
四
日
（
土
）
に
椿
民
法
塾
に
お
け
る
報
告
を
加
筆
修
正
致
し
ま
し
た
。
当
日
は
多
く
の
先
生
方
か

ら
有
益
な
示
唆
を
頂
い
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
拙
い
論
説
で
は
あ
り
ま
す
が
、
長
谷
川
貞
之
先
生
の
ご
退
職
を
お
祝
い

さ
せ
て
頂
く
機
会
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
1
）	

深
谷
松
男
「
夫
婦
扶
養
の
法
的
構
造
─
扶
養
法
研
究
序
説
─
」
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
　
法
経
篇
第
一
三
号
（
一
九
六
五
）
一
四
六
─

一
四
七
頁
。

（
2
）	

水
野
貴
浩
「
判
批
」
月
報
司
法
書
士
五
四
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
七
六
─
七
七
頁
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
判
例
に
お
い
て
婚
姻
関
係

の
破
綻
を
考
慮
す
る
も
の
が
少
な
い
理
由
に
つ
き
、
裁
判
官
の
論
稿
に
お
い
て
「『
…
婚
姻
費
用
の
分
担
義
務
は
、
婚
姻
と
い
う
法
律
上
の
身
分
関

）
五
五
八
〇
（
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七

係
か
ら
生
じ
る
義
務
で
あ
っ
て
、
婚
姻
関
係
が
破
綻
状
態
に
あ
る
こ
と
か
ら
婚
姻
費
用
の
分
担
義
務
を
免
れ
た
り
、
分
担
額
が
減
額
さ
れ
る
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
』
な
い
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
分
析
す
る
。

（
3
）	
拙
稿
「
婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
日
常
家
事
に
関
す
る
一
考
察
」
日
本
法
学
第
八
四
巻
第
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
七
八
─
二
七
九
頁
。
な
お
深

谷
前
掲（
１
）一
五
九
─
一
六
〇
頁
は
「
…
破
綻
的
別
居
夫
婦
の
扶
養
こ
そ
が
夫
婦
扶
養
の
理
論
構
成
の
中
心
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す

る
と
と
も
に
「
…
扶
養
法
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
歴
史
的
比
較
法
研
究
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
現
在
の
日
本
の
家
族
の
殊
に
扶
養
の
実
態

の
適
格
な
把
握
の
必
要
性
を
お
ぼ
え
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
4
）	

婚
姻
扶
養
の
分
担
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
松
本
タ
ミ
「
明
治
民
法
と
夫
婦
の
婚
姻
費
用
に
か
か
る
規
定
の
系
譜
─
婚
姻
費
用
分

担
と
性
別
役
割
分
担
構
造
Ⅱ
─
」
中
川
淳
先
生
還
暦
祝
賀
論
集
刊
行
会
編
『
現
代
社
会
と
家
族
法
』（
一
九
八
七
年
［
第
一
版
第
一
刷
］、
日
本
評
論

社
）
一
四
〇
頁
以
下
、
坂
本
圭
右
『
夫
婦
の
財
産
的
独
立
と
平
等
』（
平
成
二
年
［
初
版
第
一
刷
］、
成
文
堂
）、
平
田
厚
「
民
法
七
五
二
条
の
系
譜

と
解
釈
」
法
科
大
学
院
論
集
一
七
号
六
一
頁
以
下
等
数
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
本
稿
は
現
代
に
お
け
る
婚
姻
関
係
の
状
況
的
変
化
に
伴
う
婚
姻
費
用

分
担
に
つ
い
て
新
た
な
視
点
か
ら
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

（
5
）	

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
三
　
民
法
第
一
議
案
』（
商
事
法
務
研
究
会
）
二
九
八
頁
。

（
6
）	

明
治
文
化
資
料
叢
書
刊
行
会
編
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
　
第
三
巻
　
法
律
編
上
』（
昭
和
三
四
年
、
風
間
書
房
）
九
五
─
九
六
頁
。

（
7
）	

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
立
法
資
料
全
集
　
別
巻
一
六
三
』
人
事
法
案
（
仮
称
）　
第
一
編
親
族
（
昭
和
一
六
年
整
理
）、

第
二
編
相
続
（
昭
和
一
五
年
整
理
）（
二
〇
〇
〇
年
［
復
刻
版
第
一
刷
］、
信
山
社
出
版
）
二
九
頁
。

（
8
）	

民
法
議
事
速
記
録
六
「
第
一
四
六
回
法
典
調
査
會
議
事
速
記
録
（
明
治
二
八
年
一
二
月
九
日
）」
二
八
三
頁
。「
第
一
四
七
回
法
典
調
査
會
議
事

速
記
録
」
三
二
九
─
三
三
〇
頁
。

（
9
）	

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
五
　
民
法
中
修
正
案
　
親
族
編
相
続
編
』（
昭
和
六
三
年
、
商
事
法

務
研
究
会
）
一
一
頁
。

（
10
）	

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
一
四
　
民
法
整
理
決
議
案
　
第
四
編
親
族
第
五
編
相
続
』（
昭
和
六
三

年
、
商
事
法
務
研
究
会
）
九
頁
。

）
五
五
八
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
二
八

（
11
）	

『
民
法
修
正
案
理
由
書
』（
明
治
三
一
年
、
博
文
館
）
七
七
頁
。

（
12
）	

穂
積
陳
重
『
親
族
法
大
意
』（
大
正
六
年
［
第
三
版
］、
岩
波
書
店
）
七
九
─
八
〇
頁
。

（
13
）	
近
藤
英
吉
『
親
族
法
講
義
要
綱
』（
昭
和
一
三
年
、
弘
文
堂
書
房
）
一
〇
六
─
一
〇
七
頁
。
こ
の
点
堀
内
節
『
親
族
法
要
義
』（
昭
和
一
五
年
、

精
興
社
書
店
）
二
六
一
頁
は
「
…
財
産
の
所
有
權
は
配
偶
者
各
自
に
屬
す
る
も
の
と
し
、
管
理
及
び
費
用
は
そ
の
一
方
の
負
檐
と
し
、
夫
婦
各
自
の

利
益
と
共
同
生
活
關
係
と
を
調
和
せ
し
め
や
う
と
す
る
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
規
定
は
細
微
に
及
ん
で
ゐ
る
だ
け
、
却
て
實
用
的
價
値
を
持

た
な
い
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
根
本
松
男
「
日
常
家
事
代
理
権
」『
家
族
制
度
全
集
　
法
律
編
第
一
巻
　
婚
姻
』（
昭
和
一
二
年
、
河
出

書
房
）
一
四
一
─
一
四
二
頁
は
「
此
の
費
用
の
負
檐
は
夫
の
法
律
上
の
義
務
で
あ
り
、
夫
が
之
に
支
出
し
た
金
額
は
妻
の
爲
め
の
立
替
金
と
い
ふ
や

う
な
も
の
で
な
い
か
ら
、
夫
婦
不
和
と
な
り
別
居
又
は
離
婚
を
爲
す
に
至
つ
て
も
、
夫
よ
り
妻
に
對
し
其
の
支
出
せ
る
費
用
の
償
還
を
請
求
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

（
14
）	

椿
寿
夫
「
婚
姻
費
用
の
分
担
と
夫
婦
の
扶
助
義
務
」
中
川
善
之
助
教
授
還
暦
記
念
家
族
法
大
系
刊
行
委
員
会
編
『
家
族
法
大
系
Ⅱ
（
婚
姻
）』

（
昭
和
三
四
年
［
初
版
第
一
刷
］、
有
斐
閣
）
二
三
三
頁
は
「
…
立
法
関
係
者
が
婚
姻
費
用
規
定
の
ド
イ
ツ
近
代
法
史
的
意
義
に
全
く
考
慮
せ
ず
独
自

の
立
場
で
臨
む
な
ら
ば
、『
扶
養
か
ら
婚
姻
費
用
へ
』
と
『
婚
姻
費
用
か
ら
扶
養
へ
』
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
、
任
意
の
二
者
間
の
択
一
の
問
題
に

す
ぎ
な
く
な
り
、
結
局
は
用
語
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
15
）	

我
妻
榮
編
『
戦
後
に
お
け
る
民
法
改
正
の
経
過
』（
一
九
八
八
年
［
第
一
版
第
二
刷
］、
日
本
評
論
社
）
二
一
二
頁
。

（
16
）	

我
妻
榮
前
掲（
15
）二
一
八
頁
。

（
17
）	

我
妻
榮
前
掲（
15
）三
四
─
三
五
頁
。

（
18
）	

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
民
法
改
正
に
関
す
る
国
会
関
係
資
料
』
四
八
四
─
四
八
五
頁
・
五
六
一
─
五
六
二
頁
。
坂
本
圭
右
「
婚
姻
費
用
の

分
担
と
夫
婦
扶
養
」
中
京
法
学
第
七
巻
第
三
・
四
合
併
号
（
一
九
七
二
）
六
頁
。

（
19
）	

我
妻
榮
前
掲（
15
）二
六
六
頁
・
二
七
一
頁
・
二
七
三
頁
。

（
20
）	

中
川
善
之
助
『
親
族
法
　
上
巻
』（
昭
和
三
五
年
［
第
一
刷
］、
青
林
書
院
）
二
三
七
─
二
三
八
頁
。

（
21
）	

中
川
善
之
助
「
親
族
的
扶
養
義
務
の
本
質
」
法
學
新
報
第
三
八
卷
六
號
（
昭
和
三
年
）
一
三
・
一
九
頁
。
な
お
中
川
善
之
助
『
日
本
親
族
法
─

）
五
五
五
八
（



婚
姻
破
綻
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に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書
（
大
杉
）

一
二
九

昭
和
一
七
年
─
』（
昭
和
一
八
年
［
第
三
刷
］、
日
本
評
論
社
）
二
三
〇
頁
は
、
夫
婦
の
一
般
的
効
果
に
お
け
る
扶
養
義
務
（
旧
民
七
九
〇
条
）
に
お

い
て
扶
養
義
務
は
「
相
互
的
の
義
務
で
あ
る
が
、
法
律
上
婚
姻
費
用
を
負
檐
す
べ
き
者
は
先
順
位
を
と
る
。
民
法
第
九
五
四
條
以
下
の
規
定
は
主
と

し
て
親
族
的
扶
養
義
務
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
婦
の
間
に
は
必
ら
ず
し
も
適
用
せ
ら
れ
な
い
」
と
し
て
「
配
偶
者
が
『
自
己
ノ
資
産
又
ハ

勞
務
二
依
リ
テ
生
活
ヲ
爲
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ニ
ノ
ミ
』（
民
九
五
九
條
）
發
生
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
扶
養
方
法
の
選
擇
權
も
な
い
」
と
指

摘
さ
れ
る
。

（
22
）	

仁
井
田
益
太
郎
『
改
訂
增
補
　
親
族
法
相
續
法
論
』（
大
正
八
年
［
改
定
增
補
第
五
版
］、
有
斐
閣
）
一
七
四
頁
。

（
23
）	

梅
謙
次
郎
『
訂
正
增
補
第
二
十
版
　
民
法
要
義
　
卷
之
四
親
族
編
』（
明
治
四
三
年
［
第
二
十
版
］、
有
斐
閣
書
房
）
一
七
五
頁
。

（
24
）	

中
島
玉
吉
『
民
法
釈
義
　
卷
之
四
親
族
篇
』（
昭
和
一
二
年
［
第
一
版
］、
金
刺
芳
流
堂
）
三
八
七
・
三
八
八
頁
・
三
八
九
頁
で
は
「
夫
婦
間
ノ

扶
養
義
務
ハ
相
互
的
ニ
シ
テ
自
己
ノ
財
産
又
ハ
勞
務
ニ
ヨ
リ
至
リ
テ
始
メ
テ
發
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
指
摘
す
る
。

（
25
）	

穂
積
重
遠
『
親
族
法
』（
昭
和
八
年
［
第
一
刷
］、
岩
波
書
店
）
三
三
九
─
三
四
〇
頁
。

（
26
）	

椿
寿
夫
「
婚
姻
費
用
の
分
担
と
夫
婦
の
扶
助
義
務
」
中
川
善
之
助
助
教
授
還
暦
記
念
家
族
法
大
系
刊
行
委
員
会
編
『
家
族
法
大
系
Ⅱ
（
婚
姻
）』

（
昭
和
三
四
年
［
初
版
第
一
刷
］、
有
斐
閣
）
二
三
二
頁
は
「
…
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
生
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
両
者
の
比
較
・
関
係
と
り
わ
け
両

立
し
て
い
る
根
拠
が
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
も
あ
な
が
ち
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
す
る
。
な
お
、
外
岡
茂
十
郎
『
親
族
法
』（
昭
和

二
五
年
、
評
論
社
）
一
六
四
頁
は
、「
婚
姻
費
用
を
夫
に
の
み
負
わ
せ
て
、
妻
を
無
責
任
の
地
位
に
立
た
せ
た
り
、
ま
た
は
、
夫
に
支
拂
能
力
な
き

場
合
に
始
め
て
妻
に
第
二
次
的
責
任
を
負
わ
せ
た
り
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
妻
の
隷
屬
的
地
位
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
て
『
夫
妻
の
獨
立
對
等
』

の
思
想
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
27
）	

中
川
善
之
助
『
新
訂
　
親
族
法
』（
一
九
六
五
年
［
新
訂
第
一
刷
］、
青
林
書
院
新
社
）
二
二
九
─
二
三
〇
頁
。

（
28
）	

中
川
善
之
助
前
掲（
21
）一
一
頁
、
一
二
頁
、
一
三
頁
、
一
九
頁
。

（
29
）	

有
地
亨
「
婚
姻
費
用
分
担
の
請
求
（
一
）」
判
時
四
三
八
号
一
五
八
─
一
五
九
頁
。
な
お
沼
正
也
「
私
的
扶
養
の
あ
り
方
」
法
時
三
一
巻
一
〇

号
八
三
頁
で
は
「
…
夫
婦
・
親
子
間
の
高
度
の
扶
養
が
、
夫
婦
で
あ
る
が
ゆ
え
に
親
子
で
あ
る
が
故
に
あ
る
に
は
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
も

う
一
つ
背
後
に
こ
れ
ら
の
者
が
必
然
的
な
共
同
生
活
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
本
質
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
不
当
に
看
過

）
五
五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
三
〇

し
て
は
な
ら
な
い
。
…
か
よ
う
な
緊
密
な
生
活
協
同
が
失
わ
れ
た
と
き
に
は
、
お
の
れ
と
同
質
的
な
生
活
の
保
障
と
い
う
高
度
の
扶
養
性
は
逐
次
に

褪
色
し
て
生
活
扶
助
の
扶
養
に
近
接
し
て
行
く
。」
と
す
る
。

（
30
）	
深
谷
前
掲（
１
）一
〇
五
─
一
〇
六
頁
。

（
31
）	
太
田
武
男
『
家
族
法
の
歴
史
と
展
望
』（
昭
和
六
一
年
［
第
一
版
第
一
刷
］、
一
粒
社
）
二
一
六
─
二
一
七
頁
は
「
…
別
居
中
の
婚
費
分
担
義
務

の
性
格
を
、
こ
の
中
川
教
授
の
提
唱
に
な
る
二
つ
の
扶
養
義
務
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
し
て
二
者
択
一
的
に
性
格
づ
け
て
き
た
従
来
の
学
者
・
実
務

家
の
見
解
に
か
ね
が
ね
疑
問
を
持
っ
て
い
た
」
と
し
て
「
…
義
務
の
本
質
は
、
当
事
者
双
方
の
文
字
通
り
『
諸
般
の
事
情
』
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ

う
る
弾
力
的
・
相
対
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
、
具
体
的
な
判
断
に
あ
た
っ
て
は
「
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
ケ
ー

ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
に
決
定
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
き
鍛
冶
教
授
は
婚
姻
関
係
の
破
綻
が
当
事
者
に

及
ぼ
す
心
理
面
で
の
影
響
を
民
法
七
六
〇
条
に
お
け
る
「
一
切
の
事
情
」
に
含
め
る
か
に
つ
き
「
…
調
停
に
お
い
て
は
よ
く
行
わ
れ
が
ち
で
は
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
は
、
い
か
に
非
訟
で
あ
る
と
は
い
え
審
判
の
裁
量
の
範
囲
外
の
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
鍛
冶

良
堅
「
夫
婦
関
係
が
事
実
上
破
綻
し
て
い
る
場
合
の
婚
姻
費
用
分
担
の
程
度
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
か
」
ジ
ュ
リ
四
一
九
号
（
一
九
六
九
年
）

一
一
六
頁
）。
ま
た
後
藤
佳
旦
「
婚
姻
破
綻
別
居
中
の
婚
姻
費
用
の
分
担
義
務
に
つ
い
て
」
中
川
淳
先
生
古
希
祝
賀
論
集
刊
行
会
編
『
中
川
淳
先
生

古
希
祝
賀
論
集
　
新
世
紀
へ
向
か
う
家
族
法
』（
平
成
一
〇
年
［
初
版
］、
日
本
加
除
出
版
）
一
九
六
頁
に
お
い
て
、
婚
姻
費
用
請
求
者
が
有
責
配
偶

者
で
あ
る
場
合
に
つ
き
自
己
責
任
の
原
則
を
適
用
し
つ
つ
「
…
請
求
者
の
最
低
生
活
を
維
持
す
る
程
度
を
こ
え
る
経
済
的
給
付
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
…
扶
養
義
務
の
性
格
は
、
生
活
保
持
義
務
と
生
活
扶
助
義
務
の
中
間
的
な
義
務
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
32
）	

犬
伏
由
子
「
夫
婦
間
の
生
活
保
障
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
」
山
形
大
学
紀
要
一
五
巻
一
号
（
昭
和
五
九
年
）
一
七
─
一
八
頁
。
な
お
坂
本
前
掲

（
一
八
）一
〇
頁
・
一
二
頁
は
民
法
七
六
〇
条
と
扶
養
の
関
係
に
つ
き
、「
…
そ
の
本
質
は
も
と
よ
り
適
用
範
囲
に
お
い
て
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
民
法
七
六
〇
条
は
「
…
現
実
に
支
出
さ
れ
る
婚
姻
費
用
の
負
担
方
法
を
定
め
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
法
定
夫
婦
財
産
制
の
一
部
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
と
お
し
て
、
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、「
…
…
法
定
財
産
制
の

中
で
、
と
く
に
経
済
的
側
面
に
お
け
る
夫
婦
協
力
の
実
質
を
担
保
す
る
た
め
に
、
夫
婦
の
一
体
な
生
活
を
保
持
せ
し
む
べ
き
機
能
を
果
す
の
が
第

七
六
〇
条
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
坂
本
圭
右
『
夫
婦
の
財
産
的
独
立
と
平
等
』（
成
文
堂
、
平
成
二
年
）
一
九
二
頁
は

）
五
五
五
一
（



婚
姻
破
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け
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婚
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用
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助
に
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す
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覚
書
（
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杉
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一
三
一

「
…
夫
婦
の
同
程
度
の
生
活
維
持
が
そ
の
協
力
義
務
の
内
容
と
し
て
要
請
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
婚
姻
費
用
の
負
担
は
、
す
べ
て
の
財
産
を
原
則
と
し
て

夫
婦
に
各
別
に
帰
属
せ
し
め
る
完
全
別
産
制
の
例
外
若
し
く
は
制
約
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
…
極
端
な
ま
で
に
個
人
法
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
わ

が
法
定
財
産
制
の
な
か
で
、
し
か
も
必
然
的
に
共
同
生
活
に
と
も
な
う
夫
婦
の
関
係
に
お
い
て
、
と
く
に
経
済
的
側
面
に
お
け
る
夫
婦
協
力
の
実
質

を
担
保
す
る
た
め
に
、
夫
婦
の
同
程
度
の
生
活
を
維
持
せ
し
む
べ
き
機
能
を
果
す
の
が
第
七
六
〇
条
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
33
）	

婚
姻
関
係
の
状
況
的
変
化
が
婚
姻
費
用
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
有
地
亨
「
夫
婦
関
係
の
破
綻
と
婚
姻
費
用
の
分
担
」
沼
邊
愛
一
・
太
田
武

男
・
久
貴
忠
彦
編
『
家
事
審
判
事
件
の
研
究
（
一
）』（
昭
和
六
三
年
［
第
一
版
第
一
刷
］、
一
粒
社
）
三
〇
頁
以
下
、
宮
井
忠
夫
「
判
批
」
判
時

八
一
九
号
二
〇
頁
以
下
、
鍛
冶
良
堅
前
掲（
30
）一
一
一
頁
以
下
、
同
「
三
　
夫
婦
関
係
が
事
実
上
破
綻
し
て
い
る
場
合
の
婚
姻
費
用
の
分
担
」
東
京

家
庭
裁
判
所
身
分
法
研
究
会
編
『
家
事
事
件
の
研
究
（
二
）』（
昭
和
四
八
年
［
初
版
第
一
刷
］、
有
斐
閣
）
三
〇
頁
以
下
、
後
藤
佳
旦
前
掲（
31
）

一
八
三
頁
以
下
に
お
い
て
も
す
で
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
本
稿
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
経
緯
の
も
と
に
現
代
に
お
け
る
破
綻
の
定
義

を
再
構
成
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

（
34
）	

中
間
的
扶
養
義
務
に
つ
い
て
は
冷
水
登
紀
代
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
三
二
巻
四
・
五
号
七
〇
〇
頁
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
事
例
が
紹
介
さ
れ

「
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
「
…
別
居
中
の
夫
婦
の
扶
養
義
務
は
、
婚
姻
中
の
夫
婦
間
の
扶
養
義
務
・
婚
姻
費
用
分
担
義
務
と
離
婚
後
の
扶
養
の
中
間
的

な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
離
婚
後
扶
養
に
準
じ
て
扱
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
算
定
方
式
・
算
定
表
の
適
用
に
つ
き
「
…
上
記
算
定
方

式
・
算
定
表
を
ど
れ
ぐ
ら
い
の
別
居
期
間
に
つ
い
て
用
い
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
も
、
別
居
の
原
因
又
は
破
綻
の
有
責
性
と
婚
姻
費
用
分
担

義
務
の
程
度
の
軽
減
の
問
題
と
と
も
に
考
慮
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。

（
35
）	

有
地
亨
前
掲（
33
）三
二
頁
で
は
「
…
夫
婦
は
相
互
に
こ
れ
ら
の
義
務
を
い
ず
れ
も
履
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
家
族
生
活
を
円
滑
に
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
妥
当
な
婚
姻
費
用
分
担
額
を
算
定
す
る
際
に
は
、
破
綻
状
態
に
つ
い
て
各
種
の
事
情
を
十
分
考
慮
す
る
必
要
が

あ
る
」
と
す
る
。

（
36
）	

中
川
淳
「
判
批
」
戸
籍
時
報
六
二
二
号
（
平
成
二
〇
年
）
六
四
頁
。

（
37
）	

有
地
亨
・
松
嶋
道
夫
「
婚
姻
費
用
の
算
定
」
沼
邊
愛
一
、
太
田
武
男
、
久
貴
忠
彦
『
家
事
審
判
事
件
の
研
究
（
一
）』（
昭
和
六
三
年
［
第
一
版

第
一
刷
］、
一
粒
社
）
五
一
─
五
二
頁
。

）
五
五
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
三
二

（
38
）	

辻
朗
「
婚
姻
費
用
分
担
義
務
に
関
す
る
一
考
察
」「
小
野
幸
二
教
授
古
稀
記
念
論
集
」
刊
行
委
員
会
企
画
『
21
世
紀
の
家
族
と
法
─
小
野
幸
二

教
授
古
稀
記
念
論
集
』（
二
〇
〇
七
年
［
初
版
第
一
刷
］、
法
学
書
院
）
二
〇
四
頁
。

（
39
）	
石
原
義
幸
「
別
居
中
の
夫
婦
間
の
扶
養
義
務
─
判
例
を
中
心
と
し
て
─
」
松
山
商
大
論
集
第
二
四
巻
第
六
号
（
昭
和
四
九
年
）
四
二
─
四
三
頁
。

黒
田
樹
里
「
婚
姻
の
破
綻
と
婚
姻
費
用
分
担
義
務
─
最
高
裁
平
成
一
七
年
六
月
九
日
決
定
を
契
機
と
し
て
─
」
国
士
舘
法
研
論
集
第
九
号

（
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
─
二
二
頁
で
は
「
…
回
復
の
見
込
み
の
あ
る
別
居
の
場
合
は
、
生
活
保
持
義
務
の
程
度
で
婚
姻
費
用
分
担
請
求
が
認
め
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
が
、
婚
姻
の
破
綻
に
よ
り
回
復
の
見
込
み
の
な
い
別
居
の
場
合
は
、
分
担
者
の
生
活
も
維
持
で
き
、
申
立
人
で
あ
る
配
偶
者
が
最
低

限
の
生
活
を
維
持
で
き
る
程
度
は
給
付
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
婚
姻
が
継
続
し
て
い
る
以
上
、
有
責
性
の
有
無
を
問
わ
ず
、
そ
の
程
度
の
リ
ス
ク

は
負
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
有
責
配
偶
者
か
ら
の
生
活
費
の
請
求
を
認
め
る
と
い
っ
て
も
、
別
居
中
に
不
貞
行
為
の
相
手
方
に
生
計
を
支
え
て

も
ら
う
場
合
等
は
、
配
偶
者
に
対
す
る
婚
姻
費
用
分
担
請
求
は
権
利
の
濫
用
と
な
る
と
考
え
る
」
と
す
る
。

（
40
）	

二
宮
周
平
『
家
族
法
』（
二
〇
一
三
年
［
第
四
版
］、
新
世
社
）
六
五
─
六
六
頁
。
な
お
犬
伏
由
子
前
掲（
32
）一
二
─
一
三
頁
は
「
…
別
居
に
つ

い
て
の
責
任
が
い
ず
れ
に
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
場
合
も
多
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
生
活
保
持
義
務
か
生
活
扶
助
義
務
か

の
い
ず
れ
か
に
振
り
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
…
破
綻
的
別
居
の
場
合
を
中
心
に
考
え
れ
ば
…
夫
婦
間
の
扶
養
義
務
も

他
の
親
族
間
の
扶
養
義
務
と
基
本
的
に
は
同
じ
私
的
扶
養
義
務
（
生
活
扶
助
義
務
）
と
考
え
た
上
で
、
具
体
的
扶
養
義
務
決
定
に
お
い
て
は
、
夫
婦

関
係
破
綻
に
つ
い
て
の
有
責
性
も
、
扶
養
義
務
の
内
容
決
定
の
一
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
考
え
る
方
が
妥
当
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
41
）	

宮
井
忠
夫
「
判
批
」
判
例
時
報
八
一
九
号
一
三
七
頁
。

（
42
）	

鍛
冶
良
堅
「
扶
養
の
論
理
と
婚
姻
費
用
の
論
理
」
ケ
ー
ス
研
究
一
七
三
号
一
一
頁
は
「
保
持
義
務
の
論
理
が
、
ま
さ
に
婚
姻
家
族
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
忠
実
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

（
43
）	

坂
本
圭
右
「
婚
姻
費
用
分
担
と
夫
婦
扶
養
」
中
京
法
学
七
巻
三
号
・
四
号
（
一
九
七
三
年
）
一
七
頁
。
な
お
羽
生
香
織
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌

一
五
三
巻
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
八
三
五
─
八
三
六
頁
は
、
裁
判
例
を
分
析
し
「
私
見
と
し
て
、
予
見
可
能
性
の
観
点
か
ら
、
失
職
、
震
災
、
妊
娠

等
は
事
情
の
変
更
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
婚
姻
費
用
分
担
額
の
減
額
を
認
め
得
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
44
）	

松
久
和
彦
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
五
六
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
四
三
頁
。

）
五
五
五
一
（



婚
姻
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婚
姻
費
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助
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覚
書
（
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杉
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一
三
三

（
45
）	

水
野
貴
浩
「
判
批
」
月
報
司
法
書
士
五
四
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
七
六
─
七
七
頁
。

（
46
）	

常
岡
史
子
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
三
五
巻
六
号
一
一
五
六
頁
─
一
一
五
七
頁
。

（
47
）	
深
谷
前
掲（
１
）一
二
七
頁
は
中
川
博
士
が
提
唱
す
る
扶
養
二
元
論
に
つ
い
て
「
…
夫
婦
・
親
子
関
係
の
破
綻
（
的
別
居
）
に
中
心
視
点
を
お
き
、

そ
の
場
合
の
扶
養
問
題
の
解
決
を
は
か
る
た
め
の
理
論
的
操
作
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
」
を
指
摘
す
る
。
ま
た
多
治
川
卓
朗
「
日
常
家
事
債
務

（
民
法
七
六
一
条
）
と
相
手
方
の
信
頼
保
護
（
二
・
完
）
─
『
婚
姻
関
係
の
破
綻
』
の
特
殊
性
に
つ
い
て
」
熊
本
法
学
第
一
〇
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）

六
四
頁
は
「
…
仮
に
、
婚
姻
共
同
生
活
関
係
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
場
合
に
、
夫
婦
関
係
が
未
だ
完
全
に
崩
壊
し
て
い
な
い
状
態
を
『
崩
壊
過
程
』、

夫
婦
関
係
が
既
に
完
全
に
崩
壊
し
て
い
る
状
態
を
『
崩
壊
後
』
と
呼
ん
で
概
念
的
に
区
別
す
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
、
こ
の
両
者
は
程
度
に
よ
り

判
別
さ
れ
る
連
続
し
た
状
態
で
あ
る
…
裁
判
官
は
、
当
該
行
為
の
効
力
が
本
人
に
帰
属
す
る
と
言
え
る
程
度
に
婚
姻
共
同
生
活
関
係
が
維
持
さ
れ
て

い
た
か
ど
う
か
（
当
該
行
為
の
効
力
が
本
人
に
帰
属
し
な
い
と
い
え
る
程
度
に
婚
姻
共
同
生
活
関
係
が
崩
壊
し
て
い
た
か
ど
う
か
）
を
認
定
す
れ
ば

足
り
、
一
般
論
と
し
て
当
該
夫
婦
の
夫
婦
関
係
が
完
全
に
崩
壊
し
て
い
た
か
否
か
を
認
定
す
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
。

（
48
）	

深
谷
前
掲（
１
）一
四
三
─
一
四
四
頁
。

（
49
）	

辻
朗
前
掲（
38
）二
〇
三
─
二
〇
四
頁
。
こ
の
点
冷
水
登
紀
代
「
判
批
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
三
号
一
七
頁
に
お
い
て
も
「
…
婚
姻
関
係
が
回

復
見
込
み
も
な
い
ほ
ど
破
綻
し
て
い
れ
ば
婚
姻
費
用
分
担
義
務
が
軽
減
さ
れ
う
る
が
、
ど
の
程
度
の
長
期
の
別
居
が
『
破
綻
』
と
認
定
さ
れ
る
の
か

も
、
明
確
で
は
な
い
」
と
し
て
「
…
婚
姻
費
用
分
担
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
今
後
、
離
婚
原
因
と
し
て
の
別
居
の
問
題
と
と
も
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
え
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
50
）	

中
田
裕
康
編
『
家
族
法
改
正
：
婚
姻
・
親
子
関
係
を
中
心
に
』（
二
〇
一
〇
年
［
初
版
第
一
刷
］、
有
斐
閣
）
二
七
頁
。

（
51
）	

大
村
敦
志
「
婚
姻
・
離
婚
」
中
田
裕
康
前
掲（
50
）三
一
頁
。
な
お
人
見
康
子
『
現
代
夫
婦
財
産
法
の
展
開
』（
一
九
七
〇
年
、
鳳
舎
）
二
一
二

頁
─
二
一
三
頁
は
「
…
婚
姻
費
用
分
担
と
い
い
婚
姻
生
活
に
お
け
る
同
居
・
協
力
・
扶
助
と
い
う
婚
姻
共
同
観
念
は
、
必
然
的
に
夫
と
妻
の
全
活
動

を
包
括
す
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
夫
と
妻
は
純
然
た
る
個
人
活
動
と
婚
姻
生
活
に
お
け
る
活
動
と
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
劃

す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
婚
姻
費
用
の
理
念
の
浮
遊
性
を
指
摘
す
る
。

（
52
）	

川
島
武
宜
「
離
婚
慰
籍
料
と
財
産
分
与
と
の
関
係
─
法
的
保
護
と
法
的
構
成
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
」
川
島
武
宜
編
集
代
表
『
我
妻
榮
先
生

）
五
五
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
三
四

還
暦
記
念
／
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
上
』（
一
九
五
七
年
、
有
斐
閣
）
二
七
一
─
二
七
二
頁
。

（
53
）	

深
谷
前
掲（
17
）一
四
六
頁
は
「
…
婚
姻
は
夫
婦
の
相
互
関
係
に
よ
る
結
合
関
係
で
あ
り
、
夫
婦
間
の
法
的
義
務
ガ
相
互
的
で
あ
る
こ
と
も
こ
れ

に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
夫
婦
の
義
務
の
相
互
性
の
結
果
、
一
方
の
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
、
他
方
の
そ
れ
に
対
応
す
る
義
務
は
縮
減
さ
れ
る
と
い
う

効
果
を
生
ず
る
」
と
し
て
、
婚
姻
関
係
の
相
互
性
を
指
摘
す
る
。

）
五
五
五
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
三
五

「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由

岡

　
　田

　
　俊

　
　幸

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
集
会
禁
止
の
要
件

Ⅲ
　
判
例
の
展
開

Ⅳ
　
検
討

Ⅴ
　
結
び
に
か
え
て

論

　説

）
七
七
七
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
三
六

Ⅰ
　
は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」（C

orona-S
paziergänge

）
は
、
二
〇
二
一
年
冬
に
ド
イ
ツ
各
地
に
お
い
て
急
速
に
活
発
化
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
い
て
、
人
々
は
、「
気
晴
ら
し
や
健
康
な
ど
の
た
め
に
、
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
こ
と
（
１
）

」
や
「
特
定
の
目
的
を
も
た
ず

に
、
気
の
向
く
ま
ま
に
歩
く
こ
と
（
２
）

」
と
い
う
意
味
で
の
「
散
歩
」
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ロ
ナ
散
歩
は
、
政
府
の
コ
ロ
ナ
対
策

措
置
に
抗
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
デ
モ
行
進
の
一
形
態
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
基
本
法
八
条
の
「
集
会
」

と
は
「
公
共
の
意
見
形
成
へ
の
関
与
に
向
け
ら
れ
た
共
同
の
討
論
又
は
意
見
表
明
を
目
的
と
す
る
一
定
の
場
所
に
お
け
る
多
数
人
の
会

合
」
で
あ
る
（
３
）

が
、
コ
ロ
ナ
散
歩
は
、
参
加
者
が
政
府
の
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
に
対
す
る
反
対
を
表
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
（
４
）

市
街
地
を
他

の
人
と
一
緒
に
歩
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
憲
法
上
「
集
会
」
に
該
当
す
る
（
さ
ら
に
集
会
法
上
の
「
集
会
」
に
も
該
当
す
る
。）。
し
か
し
、
コ

ロ
ナ
散
歩
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
し
て
事
前
に
「
散
歩
」
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
り
、「
散
歩
」
の
約
束
が
さ
れ
た
り
す
る
が
、「
散
歩
」
で

あ
っ
て
「
集
会
」
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
集
会
法
一
四
条
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
届
出
が
行
わ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
、
届
出

が
な
い
た
め
、
集
会
官
庁
は
、
コ
ロ
ナ
散
歩
と
い
う
集
会
の
主
催
者
と
対
話
す
る
機
会
を
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、
集
会
の
主
催
者
が
不
明
で

あ
る
た
め
、
個
別
の
集
会
に
つ
い
て
時
間
、
場
所
、
人
数
等
を
限
定
す
る
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
最
小
離
隔
距
離
の
保

持
や
マ
ス
ク
着
用
を
集
会
参
加
者
に
義
務
付
け
る
条
件
を
付
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
い
て
は
、
散

歩
を
す
る
人
々
は
、
最
小
離
隔
距
離
を
保
持
せ
ず
、
ま
た
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
な
い
ま
ま
市
街
地
を
歩
く
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
（
後

述
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
が
そ
う
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。）。
そ
の
た
め
、
一
部
の
市
等
は
、
一
般
処
分
に
よ
っ
て
期
間
を

限
定
し
て
無
届
の
コ
ロ
ナ
散
歩
を
禁
止
し
た
。
例
え
ば
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
九
日
の
一
般
処
分

）
七
七
七
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
三
七

（
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。）
に
よ
っ
て
、
市
全
域
に
お
い
て
、
曜
日
に
関
係
な
く
、
ま
た
一
回
限
り
の
も
の
か
繰
り
返

さ
れ
る
も
の
か
を
問
わ
ず
、「
月
曜
散
歩
」
又
は
「
散
歩
」
の
一
般
的
な
呼
び
か
け
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
の
、
届
出
が
な
く
官
庁
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
す
べ
て
の
集
会
及
び
代
替
集
会
を
禁
止
し
、
即
時
執
行
を
命
じ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
反
し
た
場
合
に
は
、
集
会

の
解
散
等
の
直
接
強
制
を
す
る
こ
と
に
し
た
（
５
）

。
コ
ロ
ナ
散
歩
に
関
連
す
る
無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
る
各
市
等
の
一
般
処
分
に
対

し
て
、
市
民
は
各
市
等
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
と
と
も
に
、
各
地
の
行
政
裁
判
所
に
一
般
処
分
に
対
す
る
異
議
申
立
て
の
延
期
効

の
回
復
又
は
命
令
を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
。
こ
う
し
た
市
民
の
申
立
て
を
受
け
て
、
各
地
の
行
政
裁
判
所
は
、
仮
の
権
利
保
護
の
手
続

き
に
お
い
て
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
（
６
）

を
皮
切
り
に
数
多
く
の
決
定
を
下
し
、
一
般
処
分
に
よ

る
集
会
の
予
防
的
禁
止
の
適
法
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
。
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
一
般
処
分
に
よ
る
集
会
の
予
防
的

禁
止
を
違
法
（
と
見
込
ま
れ
る
）
と
判
断
し
た
決
定
が
続
出
し
た
（
七
件
）
こ
と
は
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
本
稿
は
、
一
般
処
分
に
よ
る

集
会
の
予
防
的
禁
止
を
適
法
（
と
見
込
ま
れ
る
）
と
判
断
し
た
決
定
を
含
め
て
行
政
裁
判
所
の
諸
決
定
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
し
、
若

干
の
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
、
コ
ロ
ナ
散
歩

に
関
連
す
る
決
定
を
下
し
て
お
り
（
７
）

、
ま
た
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
二
五
日
、
市
の
一
般
処
分
に
よ
る
「
月
曜

散
歩
及
び
土
曜
散
歩
」
並
び
に
類
似
の
行
事
の
禁
止
の
違
法
性
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
本
案
判
決
を
下
し
て
い
る
（
８
）

。
本
稿
は
、

上
記
の
決
定
及
び
判
決
も
紹
介
・
検
討
の
対
象
に
含
め
る
。
以
下
、
ま
ず
、
決
定
・
判
決
を
紹
介
・
検
討
す
る
た
め
の
前
提
作
業
と
し
て

集
会
禁
止
の
要
件
を
確
認
す
る
（
Ⅱ
）。
つ
ぎ
に
、
一
般
処
分
に
よ
る
コ
ロ
ナ
散
歩
の
予
防
的
禁
止
に
関
す
る
決
定
・
判
決
を
時
系
列
に

沿
っ
て
紹
介
す
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
判
例
に
含
ま
れ
る
若
干
の
問
題
点
を
簡
単
に
検
討
す
る
（
Ⅳ
）。

）
七
七
七
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
三
八

Ⅱ
　
集
会
禁
止
の
要
件

㈠
　
集
会
法
一
五
条
一
項
は
、「
管
轄
官
庁
は
、
処
分
を
す
る
時
点
で
認
識
可
能
な
事
情
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
当
該
集
会
又
は
行
進

を
実
施
し
た
場
合
に
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
直
接
の
危
険
が
及
ぶ
と
き
は
、
当
該
集
会
又
は
行
進
を
禁
止
し
、
又
は
一
定
の
条
件
を
付

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
五
年
五
月
一
四
日
の
決
定
（
ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ
決
定
）
に
お

い
て
、
集
会
法
一
五
条
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
行
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
集
会
法
一
五
条
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
解
釈
及
び
適

用
に
際
し
て
、
集
会
の
禁
止
及
び
解
散
が
、
①
重
要
な
共
同
体
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
②
比
例
原
則
を
遵
守
し
つ
つ
、
か
つ
、
③
重

要
な
共
同
体
利
益
に
対
す
る
認
識
可
能
な
事
情
か
ら
導
出
さ
れ
る
直
接
的
危
険
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
と

き
は
、
基
本
法
八
条
に
適
合
す
る
と
説
示
し
た
（
９
）

。
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
二
年
一
二
月
一
日
の
決
定
に
お
い
て
、
集
会

の
自
由
は
、
意
見
表
明
の
自
由
と
同
じ
よ
う
に
、
個
人
の
人
格
の
発
展
及
び
民
主
的
秩
序
に
と
っ
て
基
本
的
重
要
性
を
有
し
て
お
り
、
集

会
の
禁
止
及
び
解
散
は
、
こ
の
基
本
権
に
対
す
る
も
っ
と
も
強
力
な
制
約
で
あ
る
か
ら
、
集
会
の
禁
止
及
び
解
散
は
、
厳
格
な
要
件
に
縛

ら
れ
、
こ
れ
が
同
価
値
的
な
法
益
の
保
護
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
防
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
っ
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
示
し
た
（
10
）

。

㈡
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
従
う
と
、
集
会
禁
止
は
、
ま
ず
、「
重
要
な
共
同
体
利
益
」
又
は
「
同
価
値
的
な
法
益
」
を
保
護
す

る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
〇
年
八
月
三
〇
日
の
決
定
に
お
い
て
、

「
基
本
法
二
条
二
項
一
項
に
基
づ
く
生
命
及
び
身
体
的
無
瑕
性
に
対
す
る
第
三
者
の
基
本
権
」
は
、「
原
理
的
に
同
価
値
的
な
他
の
利
益
」

に
含
ま
れ
る
と
説
示
し
た
（
11
）

。
一
般
処
分
に
よ
る
無
届
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
予
防
的
禁
止
は
、
集
会
参
加
者
及
び
通
行
人
等
の
第
三
者
の

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
三
九

生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
集
会
の
禁
止
及
び
解
散
は
「
重
要
な
共
同
体
利
益
」
の
保
護
の
た
め
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
を
充
た
し
て
い
る
。

㈢
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
五
年
五
月
一
四
日
の
決
定
に
お
い
て
、
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
対
す
る
「
直
接
的
」
危
険
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
官
庁
の
介
入
権
限
は
、
禁
止
及
び
解
散
が
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
直
接
の
危
険
が
及
ぶ
場
合
に
限
り
許

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
直
接
性
の
要
求
に
よ
っ
て
、
制
約
の
要
件
は
、
一
般
の
警
察
法
に
お
け
る
よ
り
も
強
力
に
狭

め
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
事
件
に
お
い
て
そ
の
時
々
に
危
険
予
測
が
必
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
危
険
予
測
は
つ
ね
に
蓋
然
性
判
断
で
あ
る

が
、
そ
の
根
拠
を
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
応
じ
て
集
会
法
一
五
条
一
項
は
、「
認
識
可
能
な
事

情
」
に
、
つ
ま
り
事
実
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
疑
い
又
は
推
測
で
は
十
分
で
は
あ
り
得
な

い
、
と
（
12
）

。
そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
具
体
化
し
て
い
る
。
①
公
共
の
安
全
に
対
す
る
危
険
と
集
会
の

実
施
と
の
間
に
十
分
に
明
確
な
因
果
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
は
、
妨
げ
ら
れ
ず
に
事
態

が
進
行
し
た
場
合
に
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
集
会
の
自
由
と
対
立
す
る
法
益
に
対
す
る
損
害
を
発
生
さ
せ
る
に
至
る
具
体
的
事
情
を
必

要
と
す
る
（
13
）

。
②
集
会
官
庁
が
行
っ
た
危
険
予
測
は
、
合
理
的
評
価
を
し
た
場
合
に
危
険
発
生
の
十
分
な
蓋
然
性
が
明
ら
か
に
な
る
具
体
的

で
理
解
可
能
な
事
実
根
拠
を
必
要
と
し
て
お
り
、
単
な
る
疑
い
及
び
推
測
で
は
十
分
で
は
な
い
（
14
）

。
③
危
険
予
測
の
た
め
に
、
以
前
の
集
会

が
、
モ
ッ
ト
ー
、
場
所
、
日
時
並
び
に
参
加
者
及
び
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
範
囲
の
点
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
る
集
会
と
の
類
似
性
を
示
す
限

り
に
お
い
て
、
以
前
の
集
会
に
関
連
し
た
出
来
事
も
状
況
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
15
）

。
④
防
御
権
と
し
て
の
基
本
権
の
コ
ン

セ
プ
ト
に
適
合
す
る
行
政
法
の
一
般
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
、
禁
止
事
由
の
存
在
に
関
す
る
説
明
責
任
及
び
立
証
責
任
は
官
庁
が
負
う
（
16
）

。
コ

ロ
ナ
散
歩
に
関
連
す
る
無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
る
一
般
処
分
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の

）
七
七
一
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
四
〇

要
件
の
充
足
の
有
無
が
最
大
の
論
点
と
な
る
。
以
下
（
Ⅲ
）
に
お
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
が
こ
の
要
件
の
充
足
の
有
無
を
ど
の
よ
う
に
判

断
し
た
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
判
例
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈣
　
さ
ら
に
、
集
会
の
禁
止
又
は
解
散
は
、
最
終
手
段
で
あ
り
、
条
件
を
付
す
と
い
う
よ
り
緩
や
か
な
手
段
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
比
例
原
則
に
基
づ
く
（
17
）

。
基
本
法
八
条
一
項
の
保
障
は
、
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
集
会
禁
止
措
置

を
命
ず
る
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
事
後
的
解
散
が
優
先
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
18
）

。
コ
ロ
ナ
散
歩
に
関
連
す
る

無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
る
一
般
処
分
の
適
法
性
に
関
し
て
は
比
例
原
則
適
合
性
が
も
う
一
つ
の
重
要
な
論
点
と
な
る
。
し
か
し
、

紙
幅
の
制
約
の
た
め
、
比
例
原
則
適
合
性
を
判
断
し
た
部
分
は
紹
介
・
検
討
の
対
象
に
は
し
な
い
。

Ⅲ
　
判
例
の
展
開

一

　二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
（
第
三
部
）
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
決
定
（
19
）

（
判
例
①
）
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
コ
ロ
ナ
散
歩

に
関
連
す
る
無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
た
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
の
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
九
日
の
一
般
処
分
に
対
す
る
異
議
申
立

て
の
延
期
効
の
回
復
又
は
命
令
を
求
め
る
申
立
て
を
斥
け
た
（
20
）

。
行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
は
充
足
さ

れ
て
い
る
と
判
断
し
た
。
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
の
違
反
は
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
は
な

く
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
違
反
か
ら
損
害
発
生
の
高
度
の
蓋
然
性
を
帰
結
で
き
な
い
の
で
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
違
反
は

原
則
と
し
て
禁
止
又
は
制
限
を
正
当
化
し
な
い
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
行
政
裁
判
所
は
、
届
出
を
著
し
く
遅
れ
て
す
る
こ
と
又
は
届
出

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
四
一

を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
会
官
庁
及
び
警
察
が
、
必
要
な
組
織
的
措
置
を
講
じ
、
公
共
の
秩
序
又
は
安
全
を
維
持
す
る
た
め
の
人
員

を
準
備
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
妨
害
し
た
場
合
に
は
、
別
の
こ
と
が
当
て
は
ま
り
、
こ
の
場
合
、
官
庁
は
、
行
事
の
開
始
を
待
つ
必

要
は
な
く
、
当
該
行
事
を
集
会
法
一
五
条
三
項
に
基
づ
い
て
解
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
を
示
し
た
（R

n. 40

）。
そ
し
て
、

行
政
裁
判
所
は
、
一
五
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
が
存
在
す
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
（
月
曜
日
）
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
に
つ
い
て
、「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
届
出
が
改
め
て
市
に
な

さ
れ
た
が
、
こ
の
届
出
は
、
申
請
者
に
よ
る
と
、
第
三
者
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
取
り
下
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
散
歩
」

の
呼
び
か
け
、
そ
の
開
始
時
間
及
び
出
発
場
所
並
び
に
目
的
地
を
記
し
た
チ
ラ
シ
は
流
通
し
続
け
た
。
実
際
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
〇

日
の
夜
、
一
八
時
一
五
分
頃
か
ら
約
一
五
〇
人
が
市
内
中
心
部
の
各
所
に
現
れ
、
コ
ロ
ナ
対
策
規
制
に
対
す
る
抗
議
活
動
と
し
て
市
内
中

心
部
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
た
（R

n. 42

）。
そ
の
際
、
参
加
者
は
、
複
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
キ
ャ
ン
ド
ル
又
は
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
携

帯
電
話
の
灯
を
手
に
し
て
様
々
な
道
を
あ
る
場
所
か
ら
あ
る
場
所
に
向
け
て
移
動
し
た
。
参
加
者
の
大
部
分
は
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い

な
か
っ
た
。
こ
の
行
動
か
ら
、「
散
歩
」
の
主
催
者
が
、
意
図
的
に
届
出
を
し
な
い
で
、
届
出
を
し
た
集
会
に
課
さ
れ
る
条
件
、
例
え
ば
、

コ
ロ
ナ
命
令
三
条
二
項
と
結
び
付
い
た
三
条
一
項
に
基
づ
く
マ
ス
ク
着
用
義
務
を
上
回
る
よ
う
な
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
を

意
図
的
に
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
無
届
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
参
加
者
は
、
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
、
集
会
官

庁
及
び
警
察
が
、
特
定
の
経
路
又
は
場
所
を
固
定
し
た
集
会
を
命
じ
た
り
、
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
十
分
な
人
員
を

投
入
し
た
り
す
る
等
の
必
要
な
組
織
的
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
（R

n. 43

）。
少
な

く
な
い
数
の
集
会
参
加
者
は
、
過
去
に
お
い
て
、
ま
さ
に
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
三
日
の
月
曜
散
歩
の
よ
う
な
無
届
集
会
に
お
い
て
、
マ

ス
ク
を
着
用
せ
ず
、
ま
た
、
離
隔
距
離
規
定
も
遵
守
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
、
市
は
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
可
能
な
事

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
四
二

情
を
合
理
的
に
評
価
す
る
と
、
無
届
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
が
新
た
に
実
施
さ
れ
た
場
合
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
果
た
さ
れ
ず
、
離
隔
距
離

も
保
持
さ
れ
な
い
こ
と
等
が
見
込
ま
れ
、
公
共
の
安
全
が
著
し
く
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

（R
n. 44

）。

二

　二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
の
決
定
（
21
）

（
判
例
②
）
に
お
い
て
、
バ
ー
ト
・
メ
ル
ゲ
ン
ト
ハ
イ
ム

市
が
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
一
般
処
分
に
よ
っ
て
「
月
曜
散
歩
」
又
は
「
散
歩
」
の
呼
び
か
け
に
関
連
す
る
無
届
集
会
を
禁
止
し

た
こ
と
（
22
）

に
つ
い
て
、
市
が
挙
げ
た
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
根
拠
は
予
防
的
集
会
禁
止
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

（R
n. 28

）
と
判
断
し
た
。

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
の
単
な
る
違
反
は
集
会
法
一
五
条
一
項
の
意
味
に
お
け

る
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
（R

n. 29

）
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
集
会
法
一
五
条
三
項

は
、
届
出
の
懈
怠
の
制
裁
と
し
て
集
会
の
解
散
の
可
能
性
を
規
定
し
て
い
る
が
、
集
会
の
届
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
機
械
的
に
集
会

の
解
散
又
は
予
防
的
禁
止
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
解
散
及
び
禁
止
は
、
管
轄
官
庁
の
法
的
義
務
で
は
な
く
、
権
限
で
あ
り
、

官
庁
は
、
集
会
の
自
由
の
高
度
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
て
、
介
入
の
た
め
の
そ
の
他
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
場
合
に
限
り
行
使
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
。
届
出
の
欠
如
及
び
そ
れ
に
伴
う
情
報
入
手
の
遅
れ
は
官
庁
の
介
入
を
容
易
に
す
る
だ
け
で
あ
る
（R

n. 29

）。
そ
し
て
、
行

政
裁
判
所
は
、
上
記
の
ル
ー
ル
は
、
適
時
に
届
出
が
可
能
で
あ
っ
た
集
会
、
又
は
、
過
失
に
よ
り
若
し
く
は
そ
も
そ
も
意
図
的
に
届
出
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
集
会
に
も
当
て
は
ま
る
と
指
摘
し
（R

n. 29

）、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
（
第
三
部
）
が
二
〇
二
一
年
一
二
月

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
四
三

二
一
日
の
決
定
に
お
い
て
示
し
た
考
え
方
を
否
定
し
た
（
以
下
、
こ
の
部
分
を
「
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所

決
定
の
考
え
方
」
と
い
う
。）。

つ
ぎ
に
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
市
が
、
予
防
的
集
会
禁
止
に
よ
っ
て
第
三
者
の
生
命
及
び
健
康
に
対
す
る
基
本
権

を
保
護
す
る
と
い
う
正
当
な
目
的
を
追
求
す
る
範
囲
に
お
い
て
も
、
事
実
の
根
拠
に
基
づ
い
て
合
理
的
に
評
価
し
た
場
合
に
市
域
に
つ
い

て
第
三
者
の
法
益
に
対
す
る
損
害
発
生
の
十
分
な
蓋
然
性
を
根
拠
付
け
る
危
険
予
測
は
存
在
し
な
い
（R

n. 30

）
と
判
断
し
た
。
行
政
裁

判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
研
究
所
（
Ｒ
Ｋ
Ｉ
）
の
リ
ス
ク
評
価
に
よ
る
と
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
住
民
の
健
康
に
対
す
る
危
険
は
非
常
に
高
い
と
評
価
さ
れ
る
（R

n. 32

）。
ま
た
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
見
方
に
よ
る
と
、
例
え
ば
、

最
小
離
隔
距
離
を
確
実
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
長
時
間
の
会
話
及
び
顔
を
近
づ
け
て
接
触
す
る
場
合
、
並
び
に
、
混
雑
し

た
見
通
せ
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
屋
外
に
お
け
る
マ
ス
ク
着
用
は
有
効
で
あ
る
（R

n. 34

）。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
、
市

域
に
お
い
て
、
本
件
一
般
処
分
の
対
象
と
な
る
無
届
集
会
が
実
施
さ
れ
た
場
合
、
直
接
的
危
険
を
肯
定
す
る
た
め
に
必
要
な
高
度
の
蓋
然

性
を
も
っ
て
、
集
会
参
加
者
間
に
お
け
る
又
は
集
会
参
加
者
か
ら
第
三
者
へ
の
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
十
分
な
危
険

予
測
が
欠
け
て
い
る
（R

n. 35

）。
市
は
、
禁
止
さ
れ
た
集
会
に
お
い
て
も
、
必
要
な
最
小
離
隔
距
離
が
保
持
さ
れ
ず
、（
適
切
な
）
マ
ス
ク

が
（
規
則
通
り
に
）
着
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
大
雑
把
に
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
想
定
は
、
具
体
的
か
つ
理
解
可
能
な

事
実
の
根
拠
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
上
記
の
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
危
険
が
生
じ
る
の

か
に
つ
い
て
の
結
論
を
引
き
出
す
た
め
に
、
同
一
の
申
請
者
又
は
同
じ
人
的
サ
ー
ク
ル
の
同
一
又
は
類
似
の
集
会
の
以
前
の
経
験
を
使
用

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
潜
在
的
集
合
参
加
者
及
び
当
該
地
域
の
事
情
に
即
し
た
個
別
事
案
に
お
け
る
審
査
が
必
要
で
あ
る
。

市
は
、
本
件
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
審
査
を
怠
っ
て
い
る
。
市
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
集
会
活
動
の
連
邦
規
模

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
四
四

で
の
増
加
と
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
〇
日
か
ら
一
二
日
の
週
末
に
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
他
の
都
市
で
行
わ
れ
た
コ
ロ

ナ
予
防
措
置
に
反
対
す
る
デ
モ
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、
市
域
に
お
い
て
予
測
さ
れ
る
健
康
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
根
拠

付
け
る
に
は
は
じ
め
か
ら
適
合
的
で
は
な
い
。
市
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
遵
法
精
神
が
結
局
は
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
「
比
較
的
最
近
の
過
去
に
お
け
る
多
様
な
経
験
」
に
言
及
し
、
感
染
防
護
措
置
の
違
反
が
ま
す
ま
す
激
化
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
潜
在
的
集
会
参
加
者
が
「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
に
属
す
る
と
言
え
る
の
か
、
ど
の
よ
う

な
範
囲
に
お
い
て
属
す
る
と
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
経
験
が
市
に
お
け
る
以
前
の
集
会
に
関
連
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
指
摘
は
な
い
。
ま
た
、
一
般
処
分
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
二
日
及
び
一
九
日
の
出

来
事
か
ら
は
、
こ
の
観
点
に
お
い
て
何
も
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
市
は
、
あ
る
「
散
歩
」
に
つ
い
て
時
間
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
、
最
大

二
五
〇
人
が
市
内
を
歩
き
回
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
最
小
離
隔
距
離
が
原
則
と
し
て
保
持
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
、
マ
ス
ク
は

少
数
の
個
別
事
例
に
お
い
て
の
み
着
用
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
上
記
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
並
び
に
最
小
離
隔

距
離
の
保
持
又
は
マ
ス
ク
着
用
を
集
会
参
加
者
に
促
す
努
力
の
成
否
に
つ
い
て
の
理
解
可
能
な
事
実
が
示
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 36

）。
市

は
、
冬
季
に
お
い
て
も
旧
市
街
に
お
け
る
人
の
往
来
が
多
い
こ
と
と
旧
市
街
の
路
地
が
狭
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、

す
で
に
実
施
さ
れ
た
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
に
反
対
す
る
無
届
集
会
と
の
関
連
性
を
示
し
て
い
な
い
。
集
会
に
参
加
し
て
い
な
い
す
べ
て
の
人

に
対
す
る
も
っ
ぱ
ら
抽
象
的
な
危
険
の
阻
止
は
、
集
会
法
一
五
条
一
項
に
基
づ
く
集
会
法
上
の
介
入
を
正
当
化
し
な
い
（R

n. 37

）。

三

　二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
（
第
一
四
部
）
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
の
決
定
（
23
）

（
判
例
③
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
一
年
一
二
月

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
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会
の
自
由
（
岡
田
）

一
四
五

二
〇
日
の
ブ
レ
ッ
テ
ン
市
の
一
般
処
分
に
含
ま
れ
る
予
防
的
集
会
禁
止
は
違
法
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
（R

n. 113

）
と
判
断
し
た
（
24
）

。

行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
の
充
足
を
否
定
し
た
。
行
政
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政

裁
判
所
（
第
三
部
）
が
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
決
定
に
お
い
て
示
し
た
考
え
方
に
言
及
し
つ
つ
も
、
本
件
は
同
種
の
事
案
類
型
で

は
な
い
（R

n. 95
）
た
め
、
本
件
に
お
い
て
は
、
一
般
処
分
に
よ
る
無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
は
、
個
別
事
案
の
具
体
的
状
況
─
こ
れ
は
、

一
般
処
分
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
所
的
適
用
範
囲
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
─
に
基
づ
い
て
、
意
図
的
に
届
出
を
し

な
い
集
会
が
行
わ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
集
会
の
実
施
中
に
、
具
体
的
に
見
込
ま
れ
る
そ
の
形
態
の
故
に
特
に

重
大
な
感
染
の
危
険
又
は
そ
の
他
の
公
共
に
安
全
に
対
す
る
重
大
な
危
険
が
生
じ
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
の
予
測
を
裏
付
け
る
具
体

的
で
理
解
可
能
な
事
実
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
（R

n. 96

）。
そ
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
市
の
一
般
処
分
を
支
え
る
直
接
的

危
険
状
況
は
、
簡
易
審
査
に
よ
る
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 86

）。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

当
部
の
見
解
に
よ
る
と
、
簡
易
審
査
を
し
た
場
合
、
少
な
く
と
も
市
域
に
お
け
る
類
似
の
集
会
の
従
来
の
進
行
状
況
に
か
ん
が
み
る
と
、

二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
、
市
域
に
お
い
て
、
重
大
な
感
染
の
危
険
を
発
生
さ
せ
る
、
又
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
そ

の
他
の
重
大
な
危
険
を
引
き
起
こ
す
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
無
届
集
会
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
十
分
な
事
実
の
根
拠
は
存
在

し
な
い
（R

n. 100

）。
た
し
か
に
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
、
─
事
前
に
テ
レ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
「
月
曜
散
歩
」
の
呼
び
か
け
が
行

わ
れ
て
─
数
人
が
「
灯
の
散
歩
」
の
た
め
に
マ
ル
ク
ト
広
場
に
キ
ャ
ン
ド
ル
と
ラ
ン
タ
ン
を
持
っ
て
現
れ
た
。
し
か
し
、
市
の
報
告
に
よ

る
と
、
参
加
者
は
、
現
場
に
い
た
警
察
官
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ
た
後
は
離
隔
距
離
を
保
持
し
、
デ
モ
行
進
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（R

n. 

101

）。
ま
た
、
合
計
四
二
人
が
、
六
つ
の
小
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
事
前
の
届
出
な
し
に
マ
ル
ク
ト
広
場
に
現
れ
た
二
〇
二
二
年
一
月

一
〇
日
の
出
来
事
に
お
い
て
も
、
参
加
者
は
、
た
し
か
に
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
警
察
の
報
告
に
よ
る
と
、
最
小
離
隔
距

）
七
七
一
一
（
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離
を
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
保
持
し
て
い
た
。
解
散
し
た
後
は
、
参
加
者
の
一
部
は
自
主
的
に
集
会
場
所
を
離
れ
、
そ
の
他
の
参
加

者
は
、
警
察
の
再
度
の
要
求
の
後
、
集
会
場
所
を
離
れ
た
（R

n. 102

）。
さ
ら
に
、
市
の
一
般
処
分
に
お
い
て
、
六
人
の
警
察
官
が
負
傷

し
た
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
三
日
に
マ
ン
ハ
イ
ム
で
起
き
た
出
来
事
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
集
会
は
全
般
的
に
平
和

的
で
あ
っ
た
（R

n. 103

）。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
集
会
の
参
加
者
も
、
ま
た
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
の
参
加
者
も

マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
、
市
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、「
散
歩
」
の
一
般
的
呼
び
か
け
に
関
連
す
る
将
来
の
無

届
集
会
に
お
い
て
と
く
に
重
大
な
感
染
の
危
険
が
生
じ
る
と
い
う
予
測
を
根
拠
付
け
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
州
の
命
令
制
定
者
は
、
公

共
の
場
に
お
い
て
、
感
染
リ
ス
ク
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
で
十
分
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。
こ
の
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
を
確
実
に
遵
守
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
コ
ロ
ナ
命
令
三
条
二
項
二
号
は
、
屋
外
に
お
い
て
医

療
用
マ
ス
ク
の
着
用
を
命
じ
て
い
る
（R
n. 104

）。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
集
会
の
参
加
者
は
、
市
に
よ
る
と
、
警
察
の
注
意
が

行
わ
れ
た
後
は
、
離
隔
距
離
基
準
を
保
持
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
に
お
い
て
も
、
警
察
の
報
告
に
よ
る

と
、
最
小
離
隔
距
離
は
広
範
囲
に
保
持
さ
れ
て
い
た
（R

n. 105

）。
市
は
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
の

出
来
事
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
三
日
の
出
来
事
、
ロ
イ
ト
リ
ン
ゲ
ン
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
一
日
の

出
来
事
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
と
は
異
な
り
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
無
届
の
「
散
歩
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
、

二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
無
届
の
「
散
歩
」
に
お
い
て
も
、
三
桁
又
は
四
桁
の
参
加
者
が
集
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
数
十
人
の
参
加

者
が
集
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
数
十
人
の
参
加
者
は
、
警
察
が
到
着
す
る
と
─
少
な
く
と
も
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
に
お
い

て
は
─
七
人
の
小
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
た
。
そ
れ
故
、
感
染
予
防
の
た
め
に
必
要
な
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
は
、
集
会
参
加
者
が
協
力
し

た
場
合
、
原
則
と
し
て
問
題
な
く
可
能
で
あ
る
人
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
（R

n. 106
）。
本
件
の
事
実
状
況
か
ら
は
、
最
小
離
隔
距
離
を

）
七
七
一
一
（
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七

保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
集
会
参
加
者
の
協
力
を
、
よ
り
緩
や
か
な
措
置
、
と
く
に
警
察
の
注
意
に
よ
っ
て
は
作
出
で
き
な
い
と
い
う
結

論
は
引
き
出
せ
な
い
。
市
域
で
行
わ
れ
た
集
会
に
お
い
て
、
感
染
予
防
の
た
め
に
必
要
な
最
小
離
隔
距
離
は
、
広
範
囲
に
自
発
的
に

（
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
）、
又
は
、
少
な
く
と
も
警
察
か
ら
注
意
さ
れ
た
後
に
（
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
集
会
）
保
持
さ
れ
た

（R
n. 107

）。
最
後
に
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
警
察
部
隊
・
治
安
部
隊
を
、
無
届
集
会
に
起
因
す
る
動
員
の

需
要
を
充
た
す
た
め
に
現
場
に
お
い
て
十
分
な
範
囲
で
使
用
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
具
体
的
根
拠
は
な
い
（R

n. 108

）。
公
共
の
安
全
に

対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
「
散
歩
」
の
呼
び
か
け
に
関
連
し
て
市
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
無
届
集
会
に
よ
っ
て
は
充
足
さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 109

）。

四

　二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
の
決
定
（
25
）

（
判
例
④
）
に
お
い
て
、
感
染
症
予
防
法
二
八
ａ
条
八
項
一

文
と
結
び
付
い
た
同
条
七
項
一
文
と
さ
ら
に
結
び
付
い
た
同
条
一
項
一
〇
号
は
、
あ
ら
ゆ
る
集
会
は
必
然
的
に
感
染
症
予
防
法
上
望
ま
し

く
な
い
接
触
を
伴
う
と
い
う
理
由
だ
け
で
集
会
禁
止
が
許
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
処
分
を
し
た
時

点
で
認
識
可
能
な
事
情
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
と
、
集
会
が
実
施
さ
れ
た
場
合
に
予
見
さ
れ
るS

A
R

S
-C

oV
-2

ウ
イ
ル
ス
感
染
に
よ
っ

て
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
直
接
の
危
険
が
及
び
、
か
つ
、
こ
の
危
険
が
感
染
症
予
防
法
二
八
ａ
条
七
項
一
文
の
意
味
に
お
け
る
制
限
に

よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
程
度
ま
で
縮
減
で
き
な
い
と
き
は
、
感
染
症
予
防
法
上
の
規
定
は
、
個
別
の
事
案
に
お
け
る
集
会
の
禁
止
を
妨
げ
る

も
の
で
な
い
と
の
解
釈
を
示
し
た
（R

n. 15

）。
そ
し
て
、
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
及
び
そ
の
他
の
市
町
村
の
区
域

に
お
い
て
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
反
対
の
無
届
集
会
を
一
般
的
に
禁
止
す
る
シ
ュ
タ
ル
ン
ベ
ル
ク
郡
庁
の
一
般
処
分
（R

n. 1

）
に
関
し
て
、
郡

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
四
八

庁
の
危
険
予
測
は
上
記
の
要
件
を
充
た
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
（R

n 16

）。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
当
法
廷
は
、
本
件

一
般
処
分
の
適
用
地
域
に
お
け
る
以
前
の
集
会
に
お
け
る
経
験
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
と
、
本
件
一
般
処
分
の
適
用
地
域
に
お
い
て
実
施

さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
集
会
に
際
し
て
公
共
の
安
全
又
は
秩
序
に
対
す
る
直
接
的
危
険
が
生
じ
る
と
十
分
な
確
実
性
を
も
っ
て
認
識
で

き
な
い
。
本
件
一
般
処
分
の
決
定
に
お
け
る
記
載
か
ら
は
、
合
計
で
四
つ
の
市
町
村
に
お
い
て
、
二
〇
人
か
ら
三
〇
〇
人
が
参
加
し
た
無

届
集
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
際
に
感
染
症
予
防
法
上
又
は
そ
の
他
の
重
大
な
危
険
が
発
生
し
た
こ
と
は
示

さ
れ
て
い
な
い
（R

n. 17
）。

五

　二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
決
定

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
の
決
定
（
26
）

（
判
例
⑤
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

市
の
一
般
処
分
に
対
す
る
申
立
人
の
訴
え
の
延
期
効
を
命
じ
た
（
主
文
）
が
、
無
届
集
会
の
予
防
的
禁
止
は
本
案
手
続
き
に
お
い
て
憲
法

上
の
要
件
に
適
合
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
示
す
根
拠
が
あ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 35

）。
行
政
裁
判
所
は
、
届
出
を
し
な
い

こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
解
散
事
由
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
、
適
時
に
届
出
を
し
な
か
っ
た
集
会
、
又
は
、
過
失
に
よ
っ
て
若
し

く
は
そ
も
そ
も
意
図
的
に
届
出
を
し
な
か
っ
た
集
会
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
解
散
の
要
件
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す

る
直
接
的
危
険
の
存
在
で
あ
る
と
説
く
（R

n. 36

）。
そ
し
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
に
対
す
る

抗
議
に
関
連
し
た
す
べ
て
の
集
会
を
禁
止
す
る
一
般
処
分
（R

n. 2-9
）
を
裏
付
け
る
市
の
危
険
予
測
の
合
理
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る

（R
n. 37

）。
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

ⅰ
　
バ
イ
エ
ル
ン
州
集
会
法
一
三
条
一
項
に
基
づ
く
届
出
義
務
の
単
な
る
違
反
、
及
び
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
集
会
官
庁
又
は
警
察

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
四
九

部
隊
に
よ
る
集
会
の
「
統
制
可
能
性
」
の
困
難
化
は
、
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
存
在
を
想
定
す
る
た
め
に
十
分

で
は
な
い
。
憲
法
制
定
者
は
、
屋
外
集
会
は
危
険
を
内
在
し
て
お
り
、
障
害
が
生
じ
易
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
手
続
き
に
よ
る
集
会

の
予
防
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
あ
え
て
排
除
し
た
の
で
あ
る
（R

n. 38

）。

ⅱ
　
市
の
危
険
予
測
は
、
と
り
わ
け
、
直
近
数
週
間
の
抗
議
活
動
の
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
処
分
に
お
け
る
理
由
だ
け

で
は
、
最
小
離
隔
距
離
保
持
要
求
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
等
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
に
つ
い
て
集
会
の
自
由
の
憲
法
上
の
ラ
ン
ク

と
の
関
係
に
お
い
て
必
要
な
評
価
（
重
み
付
け
）
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
当
部
は
、
集
会
状
況
を
独
自
に
評
価
す
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
当
部
に
は
、
こ
の
評
価
を
点
検
し
、
基
本
権
制
約
の
重
大
性
と
の
均
衡
を
と
る
た
め
に
必
要
な
事
実
の
根
拠

─
と
く
に
集
会
の
全
体
状
況
と
の
関
係
に
お
け
る
違
反
の
数
及
び
程
度
─
が
部
分
的
に
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
（R

n. 39

）。

六

　二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
市
の
抗
告
を
受
け
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
の
決
定
（
27
）

（
判
例
⑥
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二

年
一
月
一
九
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
を
変
更
し
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
の
一
般
処
分
に
対
す
る
訴
え
の
延
期
効
の
命
令
を

求
め
る
申
立
て
を
棄
却
し
た
（
主
文
）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
予
防
的
禁
止
を
含
む
一
般
処
分
は
適
法
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と

判
断
し
た
（R

n. 16

）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
上
記
行
政
裁
判
所
決
定
と
は
異
な
り
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
の
充

足
を
認
め
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。
一
般
処
分
の
理
由
及
び
市
の
補
充
的
反
論
に
お
け
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
一

日
、
八
日
、
一
五
日
、
二
二
日
及
び
二
〇
二
二
年
一
月
五
日
の
集
会
の
事
案
に
つ
い
て
の
記
載
は
十
分
に
説
得
力
が
あ
り
、
こ
の
記
載
は
、

集
会
参
加
者
が
、
組
織
的
か
つ
そ
の
大
多
数
に
よ
っ
て
、
集
会
場
所
、
集
会
場
所
の
固
定
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
に
関
し
て

）
七
七
一
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
五
〇

自
ら
不
当
で
あ
る
と
考
え
る
制
限
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（R

n. 24

）。
市
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
、

二
九
日
及
び
三
〇
日
並
び
に
二
〇
二
二
年
一
月
五
日
、
七
日
及
び
一
二
日
の
警
察
本
部
の
予
測
及
び
報
告
書
を
自
ら
の
予
測
の
根
拠
と
し

て
使
用
す
る
が
、
こ
れ
は
正
当
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
市
が
行
っ
た
危
険
予
測
の
十
分
な
事
実
及
び
根
拠
が
明
ら
か
に
な
る
。
最
近

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
市
中
心
部
の
様
々
な
場
所
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
抗
議
行
動
又
は
集
会
の
性
質
を
有
す
る
「
散
歩
」
が
小
グ
ル
ー
プ
か

ら
大
規
模
グ
ル
ー
プ
（
場
合
に
よ
っ
て
は
数
千
人
の
参
加
者
）
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
マ
ス
ク
を
着

用
し
な
い
で
法
律
上
の
最
小
離
隔
距
離
が
全
体
的
か
つ
組
織
的
に
保
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
警
察
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
警
察
官
に
対
す

る
身
体
的
攻
撃
に
至
る
関
係
者
の
攻
撃
的
反
応
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
公
道
及
び
脇
道
に
お
い
て
制
御
不
能
な
回
避
行
動
が
繰
り
返
さ
れ

て
お
り
、
デ
モ
参
加
者
の
圧
倒
的
多
数
は
必
要
な
衛
生
ル
ー
ル
を
遵
守
し
つ
つ
集
会
を
円
滑
に
実
施
す
る
用
意
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
市
が
挙
げ
た
警
察
本
部
の
予
測
及
び
報
告
書
か
ら
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 25

）。

七

　二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
決
定

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
（
第
四
部
）
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日
の
決
定
（
28
）

（
判
例
⑦
）
に
お
い
て
、「
月
曜
散
歩
」
の
禁
止
に
関

す
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
の
一
般
処
分
に
つ
い
て
適
法
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
し
た
（
29
）

。
行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す

る
直
接
的
危
険
の
要
件
は
充
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
衆
に
対

し
て
参
加
の
勧
誘
が
な
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
及
び
二
〇
二
二
年
一
月
三
日
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
中
心
部
で
行
わ
れ
た
無
届

集
会
の
進
行
状
況
か
ら
、
上
記
の
集
会
に
参
加
し
た
人
々
は
、
将
来
に
お
い
て
も
マ
ス
ク
の
非
着
用
及
び
離
隔
距
離
の
不
保
持
に
よ
っ
て

重
大
な
感
染
の
危
険
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
十
分
な
根
拠
が
明
ら
か
に
な
る
。
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
五
一

裁
判
所
及
び
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
が
判
断
し
た
事
案
と
は
異
な
り
、
参
加
者
の
人
数
は
明
ら
か
に
多
く
（
二
〇
二
二
年
一
月
三
日

に
お
い
て
は
最
大
三
〇
〇
人
）、
警
察
官
の
命
令
に
全
般
的
に
従
わ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
。
回
避
行
動
及
び
そ
の
他
の
行
動
も
、

明
ら
か
に
背
後
で
操
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
そ
の
責
任
者
は
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
（R

n.27

）。
申
立
人
は
、
コ
ロ
ナ
予
防
措

置
に
反
対
す
る
大
規
模
デ
モ
は
常
に
平
和
的
に
行
わ
れ
、
参
加
者
は
関
連
す
る
基
準
を
ほ
と
ん
ど
遵
守
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
月
曜
デ
モ
に

も
同
じ
人
々
が
参
加
す
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
当
部
は
こ
れ
に
賛
成
し
な
い
。
何
故
な
ら
、

月
曜
デ
モ
の
届
出
を
し
な
い
こ
と
は
、
予
防
的
に
条
件
が
付
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
、
付
さ
れ
た
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
る

責
任
者
及
び
十
分
な
数
の
会
場
整
理
担
当
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
を
明
ら
か
に
追
求
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
及
び
二
〇
二
二
年
一
月
三
日
の
月
曜
散
歩
は
、
そ
こ
に
現
れ
た
参
加
者
の
行
動
が
上
記
の
大
規
模

デ
モ
の
参
加
者
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（R

n. 28

）。
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
及
び
一
七
日
の
─
す
で
に
禁

止
さ
れ
て
い
た
─
月
曜
デ
モ
に
参
加
し
た
人
の
数
は
著
し
く
減
少
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
執
行
停
止
を
し
た
場
合
に
お
け
る
健
康
に
対

す
る
さ
ら
な
る
著
し
い
危
険
性
を
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
知
見
の
現
在
の
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
日

の
出
来
事
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
根
拠
と
な
る
（R

n.30

）。
と
く
に
、
い
わ
ゆ
る
オ
ミ
ク
ロ
ン
変
異
株
の
感
染
者
数
が
著
し
く
増

加
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
違
反
か
ら
健
康
に
対
す
る
重
大
な
危
険
が
生
じ
る

（R
n.32

）。
ま
た
、
申
立
人
は
、
月
曜
散
歩
の
あ
ら
ゆ
る
参
加
者
は
無
自
覚
感
染
者
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
故
、
離
隔
距
離
保
持

義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
違
反
は
、
こ
れ
ら
の
人
が
さ
ら
に
感
染
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
。
病
院
に

お
け
る
使
用
中
の
集
中
治
療
用
病
床
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
も
、
存
在
す
る
脅
威
を
著
し
く
低
減
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、

オ
ミ
ク
ロ
ン
変
異
株
の
感
染
者
数
が
著
し
く
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
無
症
状
者
又
は
軽
症
者
に
加
え
て
、
集
中
治
療
を

）
七
七
一
一
（
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〇
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一
五
二

必
要
す
る
事
例
数
も
再
び
上
昇
し
、
入
院
を
要
す
る
事
例
数
も
再
び
上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え

て
、
感
染
者
数
が
非
常
に
増
加
し
た
場
合
、
病
院
で
働
く
人
に
も
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
患
者
に
と
っ
て
の
新

た
な
感
染
の
危
険
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、
患
者
の
看
護
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
人
員
の
大
幅
な
不
足
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
健
康
に
対
す
る
一
般
的
危
険
が
発
生
す
る
（R

n.33

）。

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
決
定
に
対
し
て
は
、
決
定
が
下
さ
れ
た
日
に
抗
告
が
さ
れ
た
が
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上

級
行
政
裁
判
所
は
、
同
日
抗
告
を
棄
却
し
た
（
30
）

。

八

　二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定

シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
の
決
定
（
31
）

（
判
例
⑧
）
に
お
い
て
、
一
般
処
分
に
よ
る
集
会
禁
止
は

基
本
法
八
条
か
ら
導
出
さ
れ
る
憲
法
上
の
基
準
を
充
た
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 18

）。
行
政
裁
判
所
は
、
市
が
挙
げ
た
公
共
の
安

全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
根
拠
は
予
防
的
集
会
禁
止
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た
（R

n. 27

）。
行
政
裁
判
所
は
、

二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
を
確
認
し
た
（R

n. 28

）
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

市
は
、
一
般
処
分
の
理
由
に
お
い
て
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
に
お
い
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
阻
止
の
た
め
の
予
防
措
置
、

と
く
に
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
が
保
持
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
マ
ス
ク
着
用
義
務
が
広
範
囲
に
無
視
さ
れ
た
こ
と
を
考

慮
に
入
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
類
似
の
集
会
は
、
集
会
参
加
者
は
集
会
指
導
部
の
呼
び
か
け
の
後
は
条
件
を
遵
守
す
る
用
意
が
あ
る
が
、

集
会
指
導
部
が
常
に
又
は
繰
り
返
し
呼
び
か
け
を
し
な
け
れ
ば
離
隔
距
離
保
持
義
務
又
は
医
療
用
マ
ス
ク
着
用
義
務
に
対
す
る
重
大
な
違

反
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
市
に
よ
る
と
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
無
届
の

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
五
三

「
散
歩
」
の
場
合
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
に
市
庁
舎
前
の
マ
ル
ク
ト
広
場
に
約
二
〇
〇
人
が
集
ま
り
、
そ
の
後
、
キ
ャ
ン
ド
ル
や

時
に
は
た
い
ま
つ
を
持
ち
な
が
ら
市
中
心
部
を
行
進
し
た
が
、
最
小
離
隔
距
離
が
保
持
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
、
マ
ス
ク
の
着
用
は

ご
く
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
警
察
や
集
会
官
庁
の
呼
び
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
会
指
導
部
は
名
乗
り
出
な
か
っ
た
。
二
〇
二
一

年
一
二
月
二
七
日
に
は
、
約
五
〇
〇
人
が
集
ま
っ
て
同
じ
出
来
事
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
集
会
参
加
者
は
横
断
幕
も
ブ
ラ
カ
ー
ト
も
持
た
ず

集
ま
っ
た
が
、
集
会
参
加
者
が
感
染
予
防
措
置
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
、
集
会
終
了
後
約
三
〇
分
間
、
警
察
官
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
多
く
の
人
々
が
マ
ル
ク
ト
広
場
に
残
り
、
見
せ
つ
け
る
よ
う
に
抱
き
合
っ
た
り
、
感
染
予
防
措
置
に
反
対
す
る
内
容
の
ビ
ラ
を
配
っ

た
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（R

n.36

）。
マ
ス
ク
着
用
義
務
、
最
小
離
隔
距
離
等
の
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
か

ど
う
か
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
危
険
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
の
結
論
を
引
き
出
す
た
め
に
、
同
一
の
申
請
者
又
は
同
じ
人
的
サ
ー
ク

ル
の
同
一
又
は
類
似
の
集
会
の
以
前
の
経
験
を
使
用
で
き
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
潜
在
的
集
合
参
加
者
及
び
当
該
地
域
の
事
情
に
即
し

た
個
別
事
案
に
お
け
る
審
査
が
必
要
で
あ
る
。
市
は
、
上
記
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
並
び
に
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
又
は
マ
ス
ク

着
用
を
集
会
参
加
者
に
促
す
努
力
の
成
否
に
つ
い
て
の
理
解
可
能
な
事
実
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
集
会
終
了
後
も
、
警
察
官
が
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
々
が
マ
ル
ク
ト
広
場
に
残
り
、
抱
き
合
っ
た
り
、
ビ
ラ
を
配
っ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
記
述
は
、
市
が
参

加
者
に
予
防
措
置
の
遵
守
を
促
す
努
力
を
し
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
不
利
な
事
情
で
あ
る
。
市
は
、
集
会
参
加
者
が
集
会
指
導
者
の

働
き
か
け
に
応
じ
て
予
防
措
置
を
遵
守
す
る
用
意
が
あ
っ
た
場
合
に
も
無
届
集
会
の
実
施
中
に
予
防
措
置
の
遵
守
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
警
察
や
集
会
官
庁
の
呼
び
か
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
集
会

指
導
部
は
名
乗
り
出
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
公
共
の
安
全
に
対
す
る
危
険
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故

な
ら
、
集
会
指
導
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
こ
の
種
の
集
会
の
典
型
的
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
は
未
だ
公
共
の
安
全
に
危
険
を
及
ぼ
す
も
の

）
七
七
一
一
（
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一
五
四

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
市
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
遵
法
精
神
が
結
局
は
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
示
す
「
比
較
的
最
近
の
過
去
に
お
け
る
多
様
な
経
験
」
に
言
及
し
、
禁
止
さ
れ
た
集
会
の
多
く
の
参
加
者
は
、
感
染
予
防
法
上

の
要
求
の
遵
守
に
努
め
る
と
い
う
保
証
を
信
頼
に
足
る
程
度
に
は
提
供
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
認
定
し
て
い
る
が
、
潜
在
的
集
会
参
加
者
が

「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
に
属
す
る
と
言
え
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
属
す
る
と
言
え
る
の
か
に
つ
い
て
も
、

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
経
験
が
市
に
お
け
る
以
前
の
集
会
に
関
連
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
指
摘
は
な
い
（R

n.37

）。
当
部

は
、
本
件
一
般
処
分
の
適
用
地
域
に
お
け
る
以
前
の
集
会
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
本
件
一
般
処
分
の
適
用
地
域
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態

の
集
会
に
お
い
て
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
十
分
な
確
実
性
を
も
っ
て
認
識
で
き
な
い
。
と
く
に
、

集
会
参
加
者
が
、
集
会
場
所
、
集
会
場
所
の
固
定
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
又
は
離
隔
距
離
に
関
す
る
自
ら
が
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
感
じ
る

条
件
を
組
織
的
か
つ
そ
の
大
多
数
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
十
分
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
（R

n. 38

）。

九

　二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
の
決
定
（
32
）

（
判
例
⑨
）
に
お
い
て
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
が
い
わ
ゆ
る
コ

ロ
ナ
散
歩
に
関
連
し
て
発
布
し
た
一
般
処
分
に
お
け
る
集
会
禁
止
は
違
法
で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
と
判
断
し
た
（R

n. 33

）。
行
政
裁

判
所
は
、
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
反
対
の
無
届
集
会
に
よ
っ
て
生
じ
る
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
市
が
行
っ

た
危
険
予
測
は
法
的
な
疑
問
を
免
れ
な
い
と
指
摘
し
た
（R

n.24

）。
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト

行
政
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
を
確
認
し
た
（R

n.26

）
上
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危

険
は
、
集
会
官
庁
が
、
可
能
な
届
出
が
さ
れ
な
い
た
め
に
危
険
を
防
御
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
根
拠
付

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
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会
の
自
由
（
岡
田
）

一
五
五

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
市
は
、
本
件
一
般
処
分
の
予
防
的

禁
止
は
い
わ
ゆ
る
月
曜
散
歩
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
月
曜
散
歩
は
、
偶
然
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
及
び
ビ
ラ
に
よ
っ
て
参
加
の
勧
誘
が
行
わ
れ
、
通
常
の
場
合
、
月
曜
日
に
同
じ
場
所
で
実
施
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
市
は
、

市
域
に
お
い
て
、
毎
週
月
曜
日
に
、
こ
の
種
の
意
図
的
に
届
出
を
し
な
い
集
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
認
識
状
況
に
よ
っ
て
、
市
は
、
毎
週
月
曜
日
に
適
切
な
警
察
力
を
用
意
し
て
お
く
こ
と
等
の
危
険
防
御
法
上
の
対
応
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
状
況
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
処
分
の
理
由
付
け
か
ら
も
、
ま
た
市
の
反
論
か
ら
も
、
他
の
曜
日
に
、
コ
ロ
ナ
予
防
措

置
に
反
対
す
る
無
届
集
会
が
行
わ
れ
、
市
は
、
言
わ
ば
不
意
打
ち
を
さ
れ
て
、
危
険
防
御
法
上
の
方
法
に
よ
っ
て
適
切
な
対
応
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
根
拠
の
あ
る
危
険
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
市
が
挙
げ
る
過
去
の
出
来
事
も
、
ま
た
、
将
来
の
無
届
集
会
の
予
防

的
禁
止
に
関
す
る
市
の
検
討
も
、
も
っ
ぱ
ら
、
い
わ
ゆ
る
月
曜
散
歩
を
引
き
合
い
に
出
し
て
お
り
、
市
は
、
そ
の
計
画
に
つ
い
て
十
分
な

知
識
を
有
し
て
い
る
（R

n. 26

）。

一
〇

　二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
の
決
定
（
33
）

（
判
例
⑩
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
及
び
二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
決
定
に
対
す
る
憲
法

異
議
の
訴
え
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
仮
命
令
発
布
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
第
一
部
会
は
、
同
決
定
に
お
い
て
、
市
域
に
お
い
て
行
わ
れ

る
、「
月
曜
散
歩
」
又
は
「
散
歩
」
の
呼
び
か
け
に
関
連
す
る
不
特
定
多
数
の
集
会
に
つ
い
て
、
予
防
的
に
一
般
処
分
に
よ
っ
て
集
会
禁

止
を
行
う
こ
と
が
一
定
の
要
件
の
下
で
基
本
法
八
条
の
意
義
及
び
射
程
範
囲
に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
憲
法
上
の
未
解
決
の

）
七
七
一
一
（
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問
題
で
あ
り
、
そ
の
解
明
は
本
案
の
手
続
き
に
留
保
さ
れ
る
（R

n. 7

）
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
結
果
衡
量
を
行
う
際
に
次
の
よ
う

に
述
べ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
月
曜
デ
モ
」
の
届
出
を
し
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
予
防
的
に
条
件
を
課
さ
れ
る
こ
と
を
逃
れ
、

集
会
官
庁
に
よ
っ
て
予
防
的
に
又
は
集
会
の
実
施
中
に
課
さ
れ
る
条
件
を
遵
守
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
責
任
者
及
び
十
分
な
数
の
会
場

整
理
担
当
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
、
と
い
う
裁
判
所
の
評
価
が
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
、
当
然
の
認
定
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
「
散
歩
」
を
呼
び

か
け
た
り
、「
散
歩
」
に
参
加
す
る
つ
も
り
の
あ
る
人
々
は
、
そ
の
大
部
分
に
お
い
て
、
感
染
予
防
に
役
立
つ
諸
条
件
、
と
く
に
マ
ス
ク

の
着
用
又
は
離
隔
距
離
の
保
持
を
遵
守
す
る
用
意
が
な
い
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
裁
判
所
は
、
同
じ
市
で
行
わ
れ
た
比
較
的
最
近

の
二
つ
の
「
月
曜
散
歩
」
に
お
い
て
得
ら
れ
た
経
験
で
、
こ
の
想
定
を
裏
付
け
る
も
の
に
依
拠
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
（R

n. 9

）。

一
一

　二
〇
二
二
年
二
月
四
日
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
市
の
抗
告
を
受
け
て
、
二
〇
二
二
年
二
月
四
日
の
決
定
（
34
）

（
判
例
⑪
）
に
お

い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
を
変
更
し
た
。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
行
政
裁
判
所
決
定
と
は
異

な
り
、
厳
格
な
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
て
も
市
の
危
険
予
測
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
（R

n.10

）。
そ
の

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ
　
た
し
か
に
一
般
処
分
を
集
会
法
一
四
条
に
基
づ
く
届
出
義
務
違
反
だ
け
で
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
件
に
お

い
て
、
市
は
、「
月
曜
散
歩
」
及
び
そ
の
他
の
「
散
歩
」
の
禁
止
を
た
ん
な
る
届
出
の
欠
如
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、

現
在
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
市
に
と
っ
て
は
、
現
行
の
コ
ロ
ナ
予
防
規
定
の
遵
守
、
と
く
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小

）
七
七
一
一
（
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由
（
岡
田
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一
五
七

離
隔
距
離
の
保
持
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
を
条
件
の
付
与
に
よ
っ
て
確
保
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
感
染
症
拡
大
に
対
処
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
っ
た
。
無
届
の
「
散
歩
」
と
し
て
行
事
を
実
施
す
る
目
的
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
届
出

を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
的
な
コ
ロ
ナ
予
防
規
定
又
は
集
会
法
上
の
条
件
を
遵
守
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
責
任
者
及
び
会
場
整

理
責
任
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
集
会
参
加
者
に
求
め
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
意
図
的
に
届
出
を
し
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
危
険
防
御
の
た
め
の
保
全
措
置
を
行
わ
せ
な
い
点
に
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 

11

）。ⅱ
　
当
法
廷
は
、
行
政
裁
判
所
決
定
と
は
異
な
り
、「
散
歩
」
に
お
い
て
マ
ス
ク
着
用
義
務
又
は
離
隔
距
離
保
持
命
令
が
ご
く
一
部
に

お
い
て
し
か
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
著
し
く
高
度
の
感
染
の
危
険
が
生
じ
る
と
す
る
市
の
予
測
を
説
得
力

が
あ
る
と
判
断
す
る
。
市
は
、
こ
の
評
価
の
根
拠
を
、
例
え
ば
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
三
日
に
行
わ
れ
た
「
散
歩
」
／
「
光
の
行
進
」

に
お
け
る
経
験
に
求
め
て
い
る
。
約
一
〇
〇
人
が
集
ま
っ
た
が
、
そ
の
際
に
、
一
部
に
お
い
て
最
小
離
隔
距
離
が
保
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、

マ
ス
ク
着
用
は
ご
く
一
部
の
人
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
。
集
会
の
ル
ー
ト
は
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
市
中
心
部
を
通
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
八
日
の
届
出
が
さ
れ
た
別
の
行
事
に
お
い
て
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
八
日
の
行
事
と
同
じ
よ
う
に
、
繰
り
返
さ
れ

る
最
小
離
隔
距
離
保
持
命
令
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
違
反
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
、
集
会
指
導
部
が
繰
り
返
し
介
入
を
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
九
日
の
一
般
処
分
の
対
象
で
あ
っ
た
二
〇
二
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
集
会
に
お
い
て
も
、
類
似
の
状
況

が
確
認
さ
れ
る
。
市
の
評
価
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
に
お
け
る
経
験
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
約
三
〇
〇
人
が
市
中
心

部
を
行
進
し
た
が
、
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
が
繰
り
返
し
遵
守
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
、
参
加
者
の
多
数
は
マ
ス
ク
を
着
用
せ
ず
、
又
は
マ
ス

ク
を
規
則
通
り
に
着
用
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
経
験
は
、
プ
レ
ス
の
報
道
に
も
、
ま
た
、
コ
ロ
ナ
政
策
の
批
判
者
に
よ
っ
て
他
の
場
所

）
七
七
一
一
（
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に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
「
散
歩
」
の
現
象
に
お
け
る
経
験
と
も
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
モ
行
進
に
お
い
て
─
場
合
に
よ
っ

て
は
現
行
の
予
防
措
置
に
対
す
る
抗
議
の
表
現
と
し
て
も
─
通
常
の
場
合
に
著
し
い
程
度
に
お
い
て
コ
ロ
ナ
命
令
の
諸
規
定
の
違
反
が
行

わ
れ
る
こ
と
は
、
利
用
可
能
な
す
べ
て
の
情
報
に
よ
る
と
、
当
法
廷
に
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（R

n.12

）。

一
二

　二
〇
二
二
年
二
月
四
日
コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
決
定

コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
四
日
の
決
定
（
35
）

（
判
例
⑫
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
六
日
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
ク
州
集
会
官
庁
の
一
般
処
分
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
無
届
集
会
の
予
防
的
禁
止
（
期
間
は
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
か
ら
二
〇
二
二
年
二
月

一
三
日
ま
で
。）
は
違
法
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
（R

n. 31

）
と
判
断
し
た
（
36
）

。
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
簡
易
審
査
を

し
た
場
合
、
当
部
の
見
解
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
住
民
の
健
康
に
対
す
る
危
険
は
依
然
と
し
て
極
め
て
高
い
と
評
価
さ
れ
る
と
の

Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
評
価
を
前
提
と
し
て
も
、
市
は
、
一
般
処
分
の
対
象
で
あ
る
市
の
一
部
区
域
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
三
日
ま
で
の
期

間
に
お
い
て
、
具
体
的
に
予
見
さ
れ
る
形
態
に
よ
る
と
重
大
な
感
染
の
危
険
を
発
生
さ
せ
る
、
又
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
そ
の
他
の

重
大
な
危
険
を
引
き
起
こ
す
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
無
届
集
会
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
実
質
的
に
は
説
明
し
て
い
な
い
（R

n. 21

）。

市
は
、
一
般
処
分
の
理
由
の
中
で
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
予
防
措
置
に
関
連
す
る
基
準
、
と
く
に
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
最
小
離

隔
距
離
保
持
義
務
が
広
範
囲
に
無
視
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
集
会
は
、
通
常
の
場
合
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
進
行
す
る
と
い
う
特
徴

を
有
し
て
い
る
た
め
、
衛
生
法
上
要
求
さ
れ
る
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
最
小
離
隔
距
離
を
徹
底
的
に
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
集
会
実
施
中
及
び
集
会
終
了
後
に
参
加
者
の
間
で
発
生
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
人
々
と
の
間
で
も
発
生
す
る
。
各
人
の
歩
行

の
速
さ
及
び
集
会
の
進
行
に
よ
っ
て
、
渋
滞
、
加
速
及
び
遅
延
が
生
じ
る
。
加
え
て
、
会
話
を
す
る
こ
と
及
び
合
同
で
声
を
出
し
て
ア

）
七
七
一
一
（
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田
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一
五
九

ピ
ー
ル
を
す
る
こ
と
は
飛
沫
感
染
の
高
度
の
リ
ス
ク
を
含
ん
で
い
る
、
と
（R

n. 22

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
記
述
は
、
届
出
が

さ
れ
た
デ
モ
行
進
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
危
険
を
無
条
件
に
推
論
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
十
分
に
理
解
可
能

な
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
市
は
、
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
又
は
医
療
用
マ
ス
ク
の

着
用
を
集
会
参
加
者
に
促
す
努
力
の
成
否
に
つ
い
て
も
、
理
解
可
能
な
事
実
等
を
提
出
し
て
い
な
い
（R

n. 23

）。
一
般
処
分
の
理
由
に
お

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
コ
ッ
ト
ブ
ス
散
歩
の
参
加
者
は
感
染
予
防
法
上
の
規
定
を
「
通
例
に
従
っ
て
」
遵
守
し

て
い
な
い
。
ま
た
、「
こ
の
具
体
的
集
会
」
の
参
加
者
は
、
医
療
用
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
お
ら
ず
、
最
小
離
隔
距
離
も
保
持
し
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
、
無
届
の
コ
ッ
ト
ブ
ス
散
歩
が
新
た
に
実
施
さ
れ
た
場
合
、
集
会
指
導
部
及
び
会
場
整
理
担
当
者
が
存
在
し
な
い
こ
と

も
原
因
と
な
り
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
の
保
持
が
遵
守
さ
れ
ず
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
著
し
い
危
険
を
発
生
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
（R

n 24

）。
し
か
し
、
衛
生
法
上
の
基
準
の
不
遵
守
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
指

摘
は
、
直
接
的
危
険
を
想
定
す
る
た
め
の
理
解
可
能
な
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
具
体
性
を
完
全
に
欠
く
も
の
で
あ

る
。
市
は
、
集
会
参
加
者
の
「
少
な
く
な
い
人
数
」
は
、
過
去
に
お
い
て
、
ま
さ
に
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
、
二
〇
二
二
年
一
月
三

日
、
八
日
、
一
〇
日
、
一
五
日
、
一
七
日
、
一
八
日
、
二
二
日
、
二
四
日
に
行
わ
れ
た
無
届
集
会
に
お
い
て
、
拡
声
器
に
よ
る
通
知
に
も

か
か
わ
ら
ず
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
規
定
を
遵
守
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
集
会
の
解
散
の
後
も
立
ち
去
ら
な
か
っ
た
、
と
述
べ

て
い
る
。
し
か
し
、
別
の
個
所
で
は
、
警
察
に
よ
る
要
求
、
条
件
の
付
与
及
び
処
分
の
通
知
は
、
意
図
的
に
遠
ざ
か
っ
た
り
、
騒
い
だ
り

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
上
不
可
能
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
内
容
上
矛
盾
が
あ
る
。
ま
た
、
主
張
さ
れ
て
い
る
違
反
は
詳

細
な
点
に
お
い
て
理
解
可
能
で
は
な
く
、
と
く
に
市
は
、
そ
の
記
載
を
検
証
し
、
説
得
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
警
察
の
報
告
書
又

は
そ
の
他
の
資
料
を
提
出
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
と
く
に
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
離
隔
距
離
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
屋
外
に
お
け

）
七
七
一
七
（
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る
感
染
リ
ス
ク
は
原
則
と
し
て
著
し
く
低
く
、
屋
外
に
お
け
る
マ
ス
ク
着
用
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｉ
の
観
点
か
ら
は
、
例
え
ば
最
小
離
隔
距
離
が
確

実
に
保
持
で
き
な
い
場
合
に
（
限
り
）
意
味
が
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 25

）。
一
般
処
分
に
お
い
て
は
、
コ
ッ
ト

ブ
ス
散
歩
の
参
加
者
の
多
さ
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
集
会
参
加
者
の
具
体
的
人
数
も
、
直
接
的
危
険
性
と
の
関
連
性
も
挙
げ
ら
れ
て
い

な
い
。
警
察
の
措
置
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
集
会
参
加
者
は
、
市
域
に
お
い
て
小
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
た
と
の
記
載
と
の
整
合
性
を
欠

い
て
い
る
（R

n. 26
）。
加
え
て
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
三
日
ま
で
の
期
間
に
、
警
察
部
隊
及
び
治
安
維
持
部
隊
を
現
地
に
お
い
て
十
分
な

範
囲
で
利
用
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
具
体
的
根
拠
も
な
い
（R

n. 27

）。

一
三

　二
〇
二
二
年
二
月
一
〇
日
ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定

ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
〇
日
の
決
定
（
37
）

（
判
例
⑬
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年

二
月
四
日
コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
決
定
を
変
更
し
、
仮
の
権
利
保
護
の
申
立
て
を
斥
け
た
（
主
文
）。
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の

安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ⅰ
　
コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
の
見
解
と
異
な
り
、
市
は
、
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
保
持
命
令
の
大
規
模
な
違
反
及
び
多
数

の
集
会
法
違
反
が
行
わ
れ
た
過
去
の
「
散
歩
」
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
禁
止
処
分
に
お
い
て
場
所
及
び
日
時
に
つ
い
て
詳
し
く
指
定
さ
れ

た
将
来
の
無
届
集
会
の
場
合
も
、S

A
R

S
-C

oV
-2

感
染
拡
大
阻
止
命
令
の
基
準
が
散
発
的
に
し
か
遵
守
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
ダ
ミ
ッ
ク
の
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
法
違
反
に
よ
っ
て
無
届
集
会
の
予
防
的
禁
止
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
極
め
て
高

度
の
感
染
の
危
険
が
生
じ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（R

n. 2
）。
二
〇
二
二
年
二
月
一
三
日
ま
で
の
間
に
一
般
処
分
の
対
象

と
な
る
市
の
一
部
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
コ
ッ
ト
ブ
ス
散
歩
」
に
関
連
し
た
無
届
集
会
に
お
い
て
と
く
に
重
大
な
感
染
の
危
険
が
発

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
一

生
す
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
い
う
予
測
を
根
拠
付
け
る
た
め
に
、
十
分
に
具
体
的
な
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
予
防
措
置

反
対
者
の
集
会
の
ま
さ
に
本
質
的
特
徴
で
あ
る
違
反
に
つ
い
て
説
明
は
、「
検
証
し
、
説
得
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
警
察
の
報
告

書
又
は
そ
の
他
の
資
料
」
が
な
く
て
も
理
解
可
能
で
あ
り
、
信
用
で
き
る
。
同
じ
よ
う
な
報
告
が
プ
レ
ス
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
（R

n. 7

）。

ⅱ
　
一
般
処
分
の
理
由
付
け
は
、
届
出
が
さ
れ
た
デ
モ
行
進
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
危
険
を
無
条
件
に
推
論

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
行
政
裁
判
所
の
言
明
に
も
説
得
力
が
な
い
（R

n. 8

）。
届
出
義
務
違
反
だ
け
で
は
集
会
の
禁
止
又
は
制
限

を
正
当
化
し
な
い
が
、
届
出
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
庁
が
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
公
共
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
の
人
員
を
準
備

で
き
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
別
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
（R

n. 9

）。

一
四

　二
〇
二
二
年
七
月
二
五
日
コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
判
決

コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
二
五
日
の
判
決
（
38
）

（
判
例
⑭
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
三
日
の
市
の
一
般
処

分
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
月
曜
散
歩
及
び
土
曜
散
歩
」
並
び
に
類
似
の
行
事
の
禁
止
の
違
法
性
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
棄
却
し
た
（
主

文
）。
行
政
裁
判
所
は
、
被
告
（
市
）
が
行
っ
た
危
険
予
測
は
法
的
審
査
に
耐
え
る
と
判
断
し
た
（R

n.36

）。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
の
コ
ブ
レ
ン
ツ
第
一
警
察
署
の
意
見
表
明
か
ら
、
本
件
一
般
処
分
が
発
布
さ
れ
る
ま
で
に
行
わ
れ
た

九
つ
の
散
歩
（
二
〇
二
一
年
一
三
日
、
一
八
日
、
二
〇
日
、
二
五
日
及
び
二
七
日
並
び
に
二
〇
二
二
年
一
月
一
日
、
三
日
、
八
日
及
び
一
〇
日
）
に
お

い
て
、
当
初
一
五
〇
人
で
あ
っ
た
参
加
者
は
一
〇
〇
〇
人
か
ら
三
〇
〇
〇
人
に
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
警

察
の
情
報
に
よ
る
と
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
七
日
、
二
〇
二
二
年
三
日
、
八
日
及
び
一
〇
日
の
集
会
に
お
い
て
も
、
集
会
参
加
者
の
大

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
六
二

多
数
は
、
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
、
と
く
に
マ
ス
ク
着
用
義
務
及
び
離
隔
距
離
保
持
命
令
を
遵
守
し
て
い
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
集
会
参
加
者

は
、
幾
度
も
警
察
官
が
第
三
者
の
保
護
の
た
め
に
定
め
た
行
進
ル
ー
ト
を
外
れ
た
。
一
部
の
参
加
者
は
、
警
察
官
及
び
官
庁
職
員
に
対
す

る
攻
撃
行
為
に
よ
っ
て
行
進
ル
ー
ト
を
外
れ
て
、
例
え
ば
非
常
に
混
雑
し
て
い
る
ク
リ
ス
マ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
ま
で
到
達
し
た
。

二
〇
二
一
年
一
二
月
二
五
日
の
集
会
に
お
い
て
、
集
会
の
ル
ー
ト
変
更
を
阻
止
す
る
た
め
に
警
察
官
の
隊
列
が
組
ま
れ
た
が
、
集
会
参
加

者
は
暴
力
に
よ
っ
て
こ
れ
を
突
破
し
よ
う
と
し
た
。
ペ
ッ
パ
ー
ス
プ
レ
ー
の
使
用
に
よ
っ
て
、
暴
力
行
使
も
辞
さ
な
い
集
会
参
加
者
を
予

定
さ
れ
た
行
進
ル
ー
ト
に
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
比
例
原
則
の
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
部
分
的
に
攻
撃
的
に
進
行
し
て
い
る

集
会
の
進
行
が
制
御
さ
れ
な
く
な
る
危
惧
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
も
集
会
の
解
散
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（R

n. 38

）。
こ
の
よ
う
な
知
見

に
か
ん
が
み
る
と
、
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
反
対
者
に
よ
る
「
散
歩
」
の
更
な
る
実
施
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
あ
る
と
い

う
市
の
想
定
に
法
的
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
種
の
行
事
に
お
け
る
従
来
の
出
来
事
に
か
ん
が
み
る
と
、
将
来
に
お
い

て
も
、
現
行
の
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
違
反
が
生
じ
、
こ
れ
に
よ
り
住
民
の
健
康
保
護
に
対
す
る
直
接
的
危
険
が
発
生
す
る
と
い
う
想
定
は

も
っ
と
も
で
あ
る
（R

n. 39

）。
届
出
義
務
違
反
の
場
合
に
お
い
て
、
ま
さ
に
届
出
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
庁
が
、
必
要
な
組
織
的

措
置
を
講
じ
、
公
共
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
人
員
を
用
意
で
き
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
は
、
集
会
禁
止
が

例
外
的
に
考
慮
に
値
す
る
こ
と
を
原
告
は
理
解
し
て
い
な
い
。
被
告
が
禁
止
し
た
集
会
及
び
行
進
は
、
き
っ
か
け
が
与
え
ら
れ
て
自
然
発

生
的
に
行
わ
れ
た
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
公
開
さ
れ
て
い
る
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
事
前
に
広
く
告
知
さ
れ
、

毎
週
月
曜
日
と
金
曜
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
集
会
に
対
す
る
責
任
か
ら
逃
れ
、
官
庁
に
よ
っ
て
条
件
を
付
さ
れ
る
こ
と
を

回
避
す
る
た
め
に
届
出
を
意
識
的
に
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
想
定
を
正
当
化
す
る
（R

n. 45

）。

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
三

Ⅳ
　
検
討

以
上
に
お
い
て
時
系
列
に
即
し
て
紹
介
し
た
判
例
の
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

㈠
　
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
一
般
処
分
は
、
政
府
の
コ
ロ
ナ
対
策
措
置
に
反
対
す
る
「
無
届
」
集
会
を
禁
止
す
る
点
で
共
通
す
る

が
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
の
単
な
る
違
反
は
、
集
会
法
一
五
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
は

な
く
、
集
会
法
一
四
条
の
届
出
義
務
違
反
は
そ
れ
自
体
と
し
て
集
会
の
禁
止
を
正
当
化
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
争
い
は
な
く
、
こ
れ
は
議

論
の
前
提
で
あ
る
。

㈡
　
危
険
予
測
は
、
過
去
の
諸
事
情
に
基
づ
く
将
来
の
展
開
の
危
険
状
況
の
評
価
で
あ
る
が
、
Ⅱ
㈢
で
述
べ
た
よ
う
に
、
危
険
予
測
の

た
め
に
、
以
前
の
集
会
が
、
モ
ッ
ト
ー
、
場
所
、
日
時
並
び
に
参
加
者
及
び
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
範
囲
の
点
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
る
集
会

と
の
類
似
性
を
示
す
限
り
に
お
い
て
、
以
前
の
集
会
に
関
連
し
た
出
来
事
も
状
況
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
過

去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
進
行
状
況
か
ら
将
来
の
展
開
の
危
険
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。
最
小
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク

着
用
義
務
の
著
し
い
違
反
は
、
コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
現
状
に
か
ん
が
み
る
と
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
で
あ
る
と
認

定
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
過
去
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
い
て
、
最
小
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
著
し
い
違
反

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
将
来
に
お
け
る
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
い
て
も
、
最
小
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
著
し
い
違
反
が

行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
で
き
る
十
分
に
具
体
的
根
拠
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
行
政
裁
判
所
が
、
過
去
に
お
け
る
コ
ロ

ナ
散
歩
に
お
い
て
最
小
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
著
し
い
違
反
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、

二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
③
）
は
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
の
「
灯
の
散
歩
」
の
参
加

）
七
七
一
一
（
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八
十
八
巻
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四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
六
四

者
は
警
察
の
注
意
が
行
わ
れ
た
後
は
最
小
離
隔
距
離
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
二
〇
二
一
年
一
月
一
〇
日
の
集
会
に
お
い
て
も
最

小
離
隔
距
離
は
広
範
囲
に
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
を
指
摘
し
て
（
39
）

、
少
な
く
と
も
市
域
に
お
け
る
類
似
の
集
会
の
従
来
の
進
行
状
況
に
か

ん
が
み
る
と
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
、
市
域
に
お
い
て
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
重
大
な
危
険
を
引
き
起
こ
す
高
度

の
蓋
然
性
が
あ
る
集
会
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
十
分
な
事
実
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
（
40
）

。
ま
た
、
潜
在
的
集
合
参

加
者
及
び
当
該
地
域
の
事
情
に
即
し
た
個
別
事
案
に
お
け
る
審
査
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト

ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
②
）
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
の
集
会
活
動
の
連
邦
規
模

0

0

0

0

で
の
増
加
と
同
じ
州
の
他
の

0

0

都
市

0

0

で
行
わ
れ
た
コ
ロ
ナ
予
防
措
置
に
反
対
す
る
デ
モ
は
、
市
域

0

0

に
お
い
て
予
測
さ
れ
る
直
接
的
危
険
を
根
拠
付
け
る
に
は
は
じ
め
か
ら

適
合
的
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
決
定
は
、「
ク
ヴ
ェ
ー
ア
デ
ン
カ
ー
・
シ
ー
ン
」
と
市
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
コ
ロ

ナ
散
歩
」
の
潜
在
的
参
加
者
と
の
関
係
性
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
41
）

。
さ
ら
に
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
状
況
か
ら
公

共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
具
体
的
根
拠
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
に
お
い
て
最
小
離
隔
距
離
保

持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
の
著
し
い
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
実
が
官
庁
の
側
か
ら
相
当
程
度
に
具
体
的
か
つ
詳
細
に
示
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
二
二
年
一
月
一
七
日
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
④
）
は
、
本
件
一
般
処
分
の
決
定
に
お

け
る
記
載
か
ら
は
、
合
計
で
四
つ
の
市
町
村
に
お
い
て
、
二
〇
人
か
ら
三
〇
〇
人
が
参
加
し
た
無
届
集
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
際
に
感
染
症
予
防
法
上
又
は
そ
の
他
の
重
大
な
危
険
が
発
生
し
た
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
42
）

。
ま

た
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑤
）
は
、
一
般
処
分
に
お
け
る
理
由
だ
け
で
は
、
集
会
状
況
を
独

自
に
評
価
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
最
小
離
隔
距
離
保
持
要
求
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
等
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
に

関
す
る
事
実
根
拠
を
十
分
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
43
）

。
さ
ら
に
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
五

裁
判
所
決
定
（
判
例
⑧
）
も
、
市
は
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
に
お
い
て
離
隔
距
離
保
持
義
務
及
び
マ
ス
ク
着
用
義
務
に
対
す
る
重
大

な
違
反
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
上
記
の
違
反
の
数
、
種
類
及
び
程
度
並
び
に
最
小
離
隔
距
離
の
保
持
又
は
マ
ス
ク

着
用
を
集
会
参
加
者
に
促
す
努
力
の
成
否
に
つ
い
て
の
詳
細
な
事
実
を
示
し
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
44
）

。
二
〇
二
二
年
二
月
四
日

コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑫
）
も
、
同
じ
趣
旨
の
指
摘
を
し
て
い
る
（
45
）

。
こ
の
よ
う
に
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
状
況
か
ら

公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
具
体
的
根
拠
を
導
き
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
二
〇
二
二
年
一
月
か
ら
二
月

に
か
け
て
一
般
処
分
に
よ
る
集
会
の
予
防
的
禁
止
を
違
法
（
と
見
込
ま
れ
る
）
と
判
断
し
た
決
定
が
続
出
し
た
（
七
件
）
こ
と
は
、
こ
の
こ

と
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

㈢
　
こ
れ
に
対
し
て
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
要
件
の
充
足
を
肯
定
す
る
決
定
の
多
く
は
、「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
い
う

類
型
の
集
会
に
特
別
の
危
険
性
を
見
出
す
。
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
①
）
は
、
届
出
を

著
し
く
遅
れ
て
す
る
こ
と
又
は
届
出
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
会
官
庁
及
び
警
察
が
、
必
要
な
組
織
的
措
置
を
講
じ
、
公
共
の
秩
序

又
は
安
全
を
維
持
す
る
た
め
の
人
員
を
準
備
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
妨
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
コ
ロ
ナ
散
歩
に
お
け
る
特
別
の

危
険
性
を
見
出
し
た
（
46
）

。
し
か
し
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
②
）
は
、
集
会
の
届
出
を

し
な
か
っ
た
こ
と
は
機
械
的
に
集
会
の
解
散
又
は
予
防
的
禁
止
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
集
会
の
自
由
の
高
度
の
重
要
性
に
か

ん
が
み
る
と
、
介
入
の
た
め
の
そ
の
他
の
要
件
が
充
足
さ
れ
た
場
合
に
限
り
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
届
出
の
欠
如
及
び

そ
れ
に
伴
う
情
報
入
手
の
遅
れ
は
官
庁
の
介
入
を
容
易
に
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
ル
ー
ル
は
「
そ
も
そ
も
意
図
的
に
届
出
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
集
会
」
に
も
当
て
は
ま
る
と
指
摘
し
（
47
）

、
二
〇
二
一
年
一
二
月
二
一
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
決
定
が
示
し
た
考
え
方
を
否

定
し
た
。
二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
九
日
ミ
ュ

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
六
六

ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所
決
定
（
48
）

（
判
例
⑤
）、
二
〇
二
二
年
一
月
二
七
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
（
49
）

（
判
例
⑧
）
及
び
二
〇
二
二

年
一
月
二
七
日
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
（
第
四
部
）
決
定
（
50
）

（
判
例
⑨
）
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
決
定
の
考
え
方
に
立

つ
と
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
具
体
的
根
拠
は
、
も
っ
ぱ
ら
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
状
況
か
ら
導
き
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
過
去
の
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
の
状
況
か
ら
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
示
す
具
体
的
根
拠
を
導

き
出
す
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
い
う
類
型
の
集
会
に
特
別
の
危
険
性
を
見
出
す
考
え
方
は
、
当
初
は
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
判
例
の
動
向
を
見
る
と
、
上
記
の
考
え
方
は
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

二
〇
二
二
年
一
月
二
四
日
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑦
）
は
、
上
記
の
考
え
方
を
否
定
す
る
決
定
が
続
出
す
る
中
で
、「
月

曜
デ
モ
」
の
届
出
を
し
な
い
こ
と
は
、
予
防
的
に
条
件
が
付
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
、
付
さ
れ
た
条
件
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
働
き
か
け
る

責
任
者
及
び
十
分
な
数
の
会
場
整
理
担
当
者
を
指
名
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
を
明
ら
か
に
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
た
（
51
）

。
そ
し
て
、
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定
（
判
例
⑩
）
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判

所
の
評
価
が
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
こ
れ
は
、
当
然
の
認
定
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
コ
ロ
ナ
散
歩

を
呼
び
か
け
、
又
は
コ
ロ
ナ
散
歩
に
参
加
す
る
つ
も
り
の
あ
る
人
々
の
大
部
分
は
感
染
予
防
に
役
立
つ
諸
条
件
を
遵
守
す
る
用
意
が
な
い

と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
説
示
し
た
（
52
）

。
こ
の
決
定
の
後
、
二
〇
二
二
年
二
月
四
日
コ
ッ
ト
ブ
ス
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑫
）
は

二
〇
二
二
年
一
月
一
二
日
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
行
政
裁
判
所
決
定
の
考
え
方
を
踏
襲
し
た
（
53
）

が
、
二
〇
二
二
年
二
月
四
日
バ
ー
デ
ン
・

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
上
級
行
政
裁
判
所
決
定
（
判
例
⑪
）
は
、
意
図
的
に
届
出
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
危
険
防
御
の
た
め
の
保
全
措

置
を
行
わ
せ
な
い
点
に
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
（
54
）

。
さ
ら
に
、
二
〇
二
二
年
二
月
一
〇
日

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
七

ベ
ル
リ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
上
級
裁
判
所
決
定
（
55
）

（
判
例
⑬
）
及
び
二
〇
二
二
年
七
月
二
五
日
コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
判
決
（
56
）

（
判

例
⑭
）
も
こ
の
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
二
〇
二
二
年
一
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
決
定
（
判

例
⑩
）
が
転
換
点
と
な
り
、
行
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
い
う
類
型
の
集
会
に
特
別
の
危
険
性
を
見
出
す
考
え
方

が
む
し
ろ
支
配
的
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
考
え
方
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

㈣
　「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
を
予
防
的
に
一
般
処
分
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
こ
と
が
一
定
の
要
件
の
下
で
基
本
法
八
条
の
意
義
及
び
射
程
範
囲

に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
は
未
解
決
の
問
題
で
あ
る
（
57
）

。
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
お
け
る
今
後
の
議
論
の
展
開
が
注
目
さ

れ
る
（
58
）

。

Ⅴ
　
結
び
に
か
え
て

判
例
学
習
に
お
い
て
は
、
判
例
が
示
し
た
解
釈
論
又
は
判
断
枠
組
み
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
個
別
具
体
的
事
案
の
検
討
の
部
分
、
と
く

に
事
実
認
定
・
事
実
評
価
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
59
）

。
コ
ロ
ナ
「
散
歩
」
に
関
連
す
る

無
届
集
会
の
一
般
的
禁
止
を
命
じ
る
一
般
処
分
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
①
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
存
否
及
び
②
比
例
原

則
適
合
性
が
争
点
と
な
る
が
、
本
稿
が
紹
介
・
検
討
の
対
象
と
し
た
行
政
裁
判
所
の
決
定
・
判
決
は
、
①
及
び
②
に
関
す
る
従
来
の
解
釈

論
・
判
断
枠
組
み
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
解
釈
論
・
判
断
枠
組
み
に
従
っ
て
具
体
的
事
案
を
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
。
本
稿
は
、
個
別
具
体
的
事
件
の
検
討
の
部
分
（
行
政
裁
判
所
は
、
公
共
の
安
全
に
対
す
る
直
接
的
危
険
の
存
否
を
ど
の
よ
う
に
認

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
六
八

定
し
て
い
る
の
か
）
に
つ
い
て
、
詳
し
い
紹
介
と
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
（
60
）

。

〔
後
記
〕　
長
谷
川
先
生
は
、
筆
者
が
大
学
院
修
士
課
程
に
入
学
し
、
研
究
者
と
な
る
べ
く
勉
学
を
始
め
た
と
き
、
同
じ
大
学
の
大
学
院

博
士
課
程
に
在
籍
す
る
学
生
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
記
憶
に
よ
る
と
、
筆
者
が
大
学
院
に
入
学
し
た
年
の
四
月
に
実
施
さ
れ
た
ガ
イ
ダ
ン
ス

に
お
い
て
、
大
学
院
担
当
教
授
に
よ
る
説
明
の
後
、
当
時
学
生
で
あ
っ
た
長
谷
川
先
生
が
挙
手
さ
れ
て
、
大
学
院
生
の
待
遇
改
善
、
と
く

に
研
究
発
表
の
機
会
の
拡
充
に
つ
い
て
強
い
調
子
で
迫
力
の
あ
る
発
言
を
さ
れ
た
。
大
学
院
生
総
体
の
利
益
を
代
弁
す
る
長
谷
川
先
生
の

発
言
に
筆
者
は
感
動
し
、
こ
の
と
き
の
長
谷
川
先
生
の
お
姿
は
筆
者
の
脳
裏
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
。
も
っ
と
も
、
長
谷
川
先
生
は
法
学

研
究
科
私
法
学
専
攻
の
学
生
で
、
筆
者
は
法
学
研
究
科
公
法
学
専
攻
の
学
生
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
後
、
大
学
院
の
授
業
で
ご
一
緒
す
る

機
会
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
長
谷
川
先
生
は
一
九
八
八
年
四
月
に
は
駿
河
台
大
学
法
学
部
に
赴
任
さ
れ
た
た
め
、
大
学
院
に
お
い
て
面

識
を
得
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
─
か
な
り
の
時
を
経
て
─
筆
者
は
、
日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な

り
、
す
で
に
法
学
部
教
授
に
就
任
さ
れ
て
い
た
長
谷
川
先
生
に
ご
挨
拶
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
二
〇
一
五
年
こ
ろ
、

法
学
部
図
書
館
地
下
一
階
で
長
谷
川
先
生
を
お
見
か
け
し
、
恐
る
恐
る
声
を
か
け
て
自
己
紹
介
を
し
て
面
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
大

学
院
入
学
直
後
の
若
か
り
し
日
の
筆
者
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
長
谷
川
先
生
の
退
職
記
念
論
文
集
に
同
僚
と
し
て
寄
稿
で
き
る
こ
と
は

筆
者
に
と
っ
て
光
栄
で
か
つ
幸
福
な
巡
り
合
わ
せ
で
あ
り
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。
末
筆
で
あ
る
が
、
長
谷
川
先
生
が
今
後
と
も
ご
健

勝
で
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
し
た
い
。

（
1
） 

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
第
六
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
六
九

三
九
四
頁
。

（
2
） 

松
村
明
・
三
省
堂
編
修
所
編
『
大
辞
林
』（
三
省
堂
、
一
九
八
八
年
）
一
〇
一
七
頁
。

（
3
） B

V
erfG

E
 104, 92 

（104

）.

（
4
） V

gl. V
G

 F
reiburg 

（B
reisgau

）, B
eschluss vom

 24. Januar 2022 – 4 K
 142/22 –, juris, R

n. 20.

（
5
） P

ressem
itteilung des V

G
 K

arlsruhe v. 22. 12. 2021; V
G

 K
arlsruhe, B

eschluss vom
 21. D

ezem
ber 2021 – 3 K

 4579/21 –, 

juris, R
n. 2-9.

（
6
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 21. D
ezem

ber 2021 – 3 K
 4579/21 –, juris.

（
7
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 31. Januar 2022 - 1 B

vR
 208/22 -, http://w

w
w

.bverfg.de/e/

rk20220131_1bvr020822.htm
l.

（
8
） V

G
 K

oblenz, U
rteil vom

 25. Juli 2022 – 3 K
 268/22.K

O
 –, juris.

（
9
） B

V
erfG

E
 69, 315 

（354

）. 

こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
正
浩
『
立
憲
国
家
と
憲
法
変
遷
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
三
七
頁
以
下
を

参
照
。

（
10
） B

V
erfG

E
 87, 399 

（409

）.

（
11
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 30. A

ugust 2020 - 1 B
vQ

 94/20 -, R
n. 16, http://w

w
w

.bverfg.

de/e/qk20200830_1bvq009420.htm
l.

（
12
） B

V
erfG

E
 69, 315 

（353 f.

）.

（
13
） B

V
erfG

, K
am

m
erbeschluss vom

 21. A
pril 1998 – 1 B

vR
 2311/94 –, juris, R

n. 27; B
V

erfG
, S

tattgebender K
am

m
erbeschluss 

vom
 19. D

ezem
ber 2007 – 1vR

 2793/04 –, juris, R
n. 20.

（
14
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 07. N
ovem

ber 2008 – 1 B
vQ

 43/08 –, juris, R
n. 17; B

V
erfG

, S
tattgebender 

K
am

m
erbeschluss vom

 12. M
ai 2010 – 1 B

vR
 2636/04 –, juris, R

n. 17.

（
15
） B

V
erfG

, S
tattgebender K

am
m

erbeschluss vom
 12. M

ai 2010 – 1 B
vR

 2636/04 –, juris, R
n. 17; B

V
erfG

, E
instw

eilige 

）
七
七
一
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
七
〇

A
nordnung vom

 04. S
eptem

ber 2009 – 1 B
vR

 2147/09 –, juris, R
n. 13.

（
16
） B

V
erfG

, E
instw

eilige A
nordnung vom

 01. M
ai 2001 – 1 B

vQ
 21/01 –, juris, R

n. 14; B
V

erfG
, E

instw
eilige A

nordnung vom
 

04. S
eptem

ber 2009 – 1 B
vR

 2147/09 –, juris, R
n. 13.

（
17
） B

V
erfG

E
 69, 315 

（353

）.

（
18
） B

V
erfG

E
 69, 315 

（362

）.

（
19
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 21. D
ezem

ber 2021 – 3 K
 4579/21 –, juris. 

「
Ⅲ
　
判
例
の
展
開
」
に
お
い
て
決
定
及
び
判
決
の
引
用

は
本
文
中
に
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
20
） P

ressem
itteilung des V

G
 K

arlsruhe v. 22. 12. 2021.

（
21
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 12. Januar 2022 – 1 K
 80/22 –, juris.

（
22
） P

ressem
itteilung des V

G
 S

tuttgart v. 14. 01. 2022.

（
23
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 14 K
 119/22 –, juris.

（
24
） P

ressem
itteilung des V

G
 K

arlsruhe v. 17. 01. 2022.

（
25
） B

ayerischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 10 C
S

 22.126 –, juris.

（
26
） V

G
 M

ünchen, B
eschluss vom

 19. Januar 2022 – M
 33 S

 22.216 –, juris.

（
27
） B

ayerischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 19. Januar 2022 – 10 C
S

 22.162 –, juris.

（
28
） V

G
 F

reiburg B
eschl. v. 24. 1. 2022 – 4 K

 158/22, B
eckR

S
 2022, 459. 

な
お
、
同
じ
日
に
下
さ
れ
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所

（
第
四
部
）
の
決
定
と
し
て
、V

G
 F

reiburg 

（B
reisgau

）, B
eschluss vom

 24. Januar 2022 – 4 K
 142/22 –, juris

が
あ
る
。

（
29
） P

ressem
itteilung des V

G
 F

reiburg v. 24. 01. 2022.

（
30
） V

G
H

 M
annheim

 B
eschl. v. 24. 1. 2022 – V

G
H

 9 S
 178/22, B

eckR
S

 2022, 809.

（
31
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 1 K
 371/22 –, juris.

（
32
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 4 K
 185/22 –, juris.

）
七
七
一
一
（



「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由
（
岡
田
）

一
七
一

（
33
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 31. Januar 2022 - 1 B

vR
 208/22 -, http://w

w
w

.bverfg.de/e/

rk20220131_1bvr020822.htm
l.

（
34
） V

erw
altungsgerichtshof B

aden-W
ürttem

berg, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 – 10 S

 236/22 –, juris.

（
35
） V

G
 C

ottbus, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 – 3 L

 29/22 –, juris.

（
36
） P

räventives V
ersam

m
lungsverbot in C

ottbus: A
llgem

einverfügung rechtsw
idrig, https://vg-cottbus.brandenburg.de/vg/de/

presse/pressem
itteilungen/~08-02-2022-pm

-006-22-vgc.

（
37
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, B

eschluss vom
 10. F

ebruar 2022 – O
V

G
 1 S

 16/22 –, juris.

（
38
） V

G
 K

oblenz, U
rteil vom

 25. Juli 2022 – 3 K
 268/22.K

O
 –, juris. 

コ
ブ
レ
ン
ツ
行
政
裁
判
所
は
、
同
日
、
同
じ
内
容
の
別
の
判
決
を

下
し
て
い
る
（V

G
 K

oblenz, U
rteil vom

 25. Juli 2022 – 3 K
 269/22.K

O
 –, juris

）。

（
39
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 14 K
 119/22 –, juris, R

n. 105.

（
40
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 14 K
 119/22 –, juris, R

n. 100.

（
41
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 12. Januar 2022 – 1 K
 80/22 –, juris, R

n. 36.

（
42
） B

ayerischer V
erw

altungsgerichtshof, B
eschluss vom

 17. Januar 2022 – 10 C
S

 22.126 –, juris, R
n. 17.

（
43
） V

G
 M

ünchen, B
eschluss vom

 19. Januar 2022 – M
 33 S

 22.216 –, juris, R
n. 39.

（
44
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 1 K
 371/22 –, juris, R

n. 36 f.

（
45
） V

G
 C

ottbus, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 – 3 L

 29/22 –, juris, R
n. 23.

（
46
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 21. D
ezem

ber 2021 – 3 K
 4579/21 –, juris, R

n. 40.

（
47
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 12. Januar 2022 – 1 K
 80/22 –, juris, R

n. 29.

（
48
） V

G
 M

ünchen, B
eschluss vom

 19. Januar 2022 – M
 33 S

 22.216 –, juris, R
n. 36.

（
49
） V

G
 S

tuttgart, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 1 K
 371/22 –, juris, R

n. 28.

（
50
） V

G
 K

arlsruhe, B
eschluss vom

 27. Januar 2022 – 4 K
 185/22 –, juris, R

n. 26.

）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
七
二

（
51
） V

G
 F

reiburg B
eschl. v. 24. 1. 2022 – 4 K

 158/22, B
eckR

S
 2022, 459, R

n 28.
（
52
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 31. Januar 2022 - 1 B

vR
 208/22 -, R

n. 9, http://w
w

w
.bverfg.

de/e/rk20220131_1bvr020822.htm
l.

（
53
） V

G
 C

ottbus, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 – 3 L

 29/22 –, juris, R
n. 18.

（
54
） V

erw
altungsgerichtshof B

aden-W
ürttem

berg, B
eschluss vom

 4. F
ebruar 2022 - 10 S

 236/22 -, juris, R
n. 11.

（
55
） O

berverw
altungsgericht B

erlin-B
randenburg, B

eschluss vom
 10. F

ebruar 2022 – O
V

G
 1 S

 16/22 –, juris, R
n. 9.

（
56
） V

G
 K

oblenz, U
rteil vom

 25. Juli 2022 – 3 K
 268/22.K

O
 –, juris, R

n. 45.

（
57
） B

V
erfG

, B
eschluss der 1. K

am
m

er des E
rsten S

enats vom
 31. Januar 2022 - 1 B

vR
 208/22 -, R

n 7, http://w
w

w
.bverfg.de/

e/rk20220131_1bvr020822.htm
l.

（
58
） 

原
稿
提
出
の
時
点
（
二
〇
二
二
年
一
一
月
一
一
日
）
ま
で
に
筆
者
が
参
照
で
き
た
文
献
と
し
て
、H

en
rik E

iben
stein

/
H

olger G
reve, 

„C
orona-S

paziergänge “ und die V
ersam

m
lungsfreiheit, N

V
w

Z
-E

xtra 4a 2022, S
. 1; N

orbert J
an

z/
W

ilfried
 P

eters, E
verything 

goes – D
er „C

orona-S
paziergang “ im

 V
ersam

m
lungsrecht, G

S
Z

 2022, S
. 132; N

orbert J
an

z/
W

ilfried
 P

eters, A
rt. 8 G

G
 in der 

P
andem

ie V
ier aktuelle F

ragestellungen des V
ersam

m
lungsrechts, N

ordrhein-W
estfälische V

erw
altungsblätter 07/2022, S

. 

269

が
あ
る
。

（
59
） 

「
平
成
二
二
年
新
司
法
試
験
の
採
点
実
感
等
に
関
す
る
意
見
（
憲
法
）」
は
、「
実
務
に
お
い
て
判
例
の
持
つ
意
味
を
十
分
に
認
識
し
、
基
本
判

例
は
、
判
決
原
文
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
判
決
に
お
け
る
理
論
的
問
題
を
検
討
し
、
そ
し
て
事
実
認
定
・
事
実
評

価
の
問
題
点
を
個
別
的
・
具
体
的
に
理
解
・
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
ド
イ
ツ
判
例
の
研
究
に
も
当

て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
60
） 

な
お
、「
危
険
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
行
政
法
研
究
者
に
よ
る
多
く
の
優
れ
た
業
績
（
例
え
ば
、
桑
原
勇
進
『
環
境
法
の
基
礎
理
論
─
国
家
の

環
境
保
全
義
務
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
及
び
米
田
雅
宏
『「
警
察
権
の
限
界
」
論
の
再
定
位
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
所
収
の
諸
論
文
）

が
あ
る
。

）
七
七
一
一
（



昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
七
三

昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て

─
議
会
で
の
審
議
を
中
心
に

─

末

　
　澤

　
　国

　
　彦

一
　
は
じ
め
に

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
八
月
十
四
日
、
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
決
定
し
、
同
年
九
月
二
日
に
降
伏
文
書
に
調
印
し
連
合

国
の
占
領
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
占
領
政
策
は
日
本
の
統
治
機
構
を
活
用
し
た
間
接
統
治
が
行
わ
れ
、
新
憲
法
の
制

定
を
は
じ
め
と
す
る
「
民
主
化
」
が
行
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
た
。
競
馬
を
め
ぐ
る
馬
政
に
つ
い
て
も

「
終
戦
に
よ
っ
て
馬
政
計
画
は
終
息
し
、
馬
は
他
の
家
畜
と
と
も
に
経
済
家
畜
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
１
）

」
と
い
う
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
の
軍
馬
中
心
の
馬
政
か
ら
大
き
な
変
革
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
農
林
行
政
の
組
織
面
に
も
表
れ
て
い
る
。

論

　説

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
七
四

ま
ず
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
六
日
、
農
商
省
官
制
が
農
林
省
官
制
に
改
正
さ
れ
、
農
林
省
が
設
置
さ
れ
た
（
２
）

。
さ
ら
に
同
年
十
月
二
十
六

日
、
農
林
省
官
制
が
改
正
さ
れ
、
馬
政
局
が
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
日
、
農
林
省
分
課
規
程
が
改
正
さ
れ
、
競
馬
に
関
す
る
問
題
は
畜

産
局
畜
政
課
、
馬
産
に
関
す
る
問
題
は
畜
産
局
馬
産
課
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
３
）

。

一
方
、
馬
券
の
発
行
を
伴
う
競
馬
に
関
し
て
見
て
み
る
と
、
公
認
競
馬
に
つ
い
て
は
競
馬
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
七
号
）
が
効
力

を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
前
の
地
方
競
馬
を
整
理
統
合
し
た
鍛
錬
馬
競
走
で
馬
券
の
発
行
の
合
法
化
根
拠
と
な
っ
た
軍
馬
資
源
保
護

法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
七
十
六
号
）
は
、
昭
和
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
、「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
ノ
受
諾
ニ
伴
ヒ
発
ス
ル
命
令
ニ
関
ス
ル
件

ニ
基
ク
軍
馬
資
源
保
護
法
廃
止
等
ニ
関
ス
ル
件
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
六
百
四
十
三
号
）
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
軍
馬
資
源
保

護
法
に
代
わ
っ
て
あ
ら
た
に
地
方
競
馬
に
お
け
る
馬
券
発
行
の
合
法
化
根
拠
と
な
っ
た
も
の
が
地
方
競
馬
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第

五
十
七
号
）
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
地
方
競
馬
法
の
制
定
過
程
で
見
ら
れ
た
議
論
を
中
心
に
地
方
競
馬
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
の
過
程
を
検
討
す
る

も
の
で
あ
る
。
刑
法
の
賭
博
及
び
富
く
じ
に
関
す
る
罪
の
例
外
規
定
を
設
け
る
に
あ
た
り
、
競
馬
法
・
軍
馬
資
源
保
護
法
で
は
馬
匹
改
良
、

軍
馬
の
確
保
の
必
要
性
・
緊
急
性
と
い
う
国
策
が
合
法
化
の
理
由
と
さ
れ
た
が
、
終
戦
に
伴
い
馬
政
計
画
が
終
息
し
た
状
況
の
下
、
こ
れ

に
代
わ
る
合
法
化
の
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
た
、
競
馬
法
・
軍
馬
資
源
保
護
法
の
審
議
の
際
に

馬
券
に
反
対
の
立
場
を
取
る
も
の
が
多
か
っ
た
貴
族
院
で
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
特
に
競
馬
法
で

は
、
馬
券
の
発
行
に
大
き
な
制
限
を
設
け
る
、
軍
馬
資
源
保
護
法
で
は
、
馬
券
に
代
わ
る
国
民
の
関
心
を
呼
ぶ
方
法
が
見
つ
か
っ
た
な
ら

ば
馬
券
の
廃
止
を
検
討
す
る
と
い
う
言
質
を
取
っ
て
賛
成
に
転
じ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
地
方
競
馬
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
地
方
競
馬
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
（
４
）

の
ほ
か
、
競
馬
と
い
う
収
益
事
業
の
観
点
か
ら
戦
前
戦
後
の
連

）
五
五
一
一
（
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続
性
に
関
す
る
研
究
（
５
）

な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
馬
券
の
合
法
化
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
明
治
期
の
馬
券
黙
許
時
代
か
ら

現
行
刑
法
制
定
に
伴
う
馬
券
の
禁
止
（
６
）

、
競
馬
法
の
制
定
に
伴
う
馬
券
の
合
法
化
（
７
）

、
軍
馬
資
源
保
護
法
制
定
に
伴
う
馬
券
の
合
法
化
（
８
）

の
研
究

の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
同
様
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
９
）

。

二
　
終
戦
直
後
の
競
馬
を
め
ぐ
る
状
況

㈠

　公
認
競
馬
の
状
況

競
馬
法
に
基
づ
く
公
認
競
馬
は
、
昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
十
二
月
の
閣
議
決
定
で
中
止
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
（
10
）

。
そ
し
て
昭

和
十
九
年
度
以
降
の
競
走
は
、
能
力
検
定
競
走
と
し
て
馬
券
の
発
行
無
し
で
行
わ
れ
た
（
11
）

。
ま
た
競
馬
場
の
施
設
は
、
陸
軍
に
貸
し
出
さ
れ

て
い
た
（
12
）

。
終
戦
後
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
返
還
さ
れ
た
が
、
今
度
は
進
駐
軍
に
よ
る
駐
留
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
競
馬
の

再
開
の
目
途
が
全
く
立
た
な
い
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
日
本
競
馬
会
は
、
競
馬
再
開
に
向
け
て
準
備
を
開
始
し
た
。
昭
和
二
十
年
十
一
月
に
理
事
会
を
行
い
、
①
競
馬
施
行

の
目
的
、
②
競
馬
施
行
開
始
時
期
及
び
施
行
競
馬
場
、
③
出
走
馬
、
④
開
催
日
時
お
よ
び
回
数
、
⑤
競
走
馬
の
所
属
、
⑥
調
教
師
・
騎
手

の
件
、
⑦
勝
馬
投
票
、
⑧
政
府
納
付
金
の
使
途
、
⑨
馬
主
団
体
、
⑩
生
産
者
団
体
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
討
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ

の
討
議
内
容
を
も
と
に
競
馬
施
行
要
綱
案
を
ま
と
め
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
職
員
や
調
教
師
に
意
見
聴
取
を
行
っ
た
（
13
）

。
一
方
、
生
産
者
や
馬

主
は
、「
競
馬
の
民
主
化
」
に
向
け
て
そ
れ
ぞ
れ
活
発
な
動
き
に
出
て
い
た
（
14
）

。
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
六

月
、
日
本
競
馬
会
理
事
長
安
田
伊
左
衛
門
は
、
和
田
博
雄
農
林
大
臣
に
競
馬
委
員
会
設
立
の
申
請
を
行
い
、
翌
月
認
可
さ
れ
た
。
こ
の
競

馬
委
員
会
は
、
馬
主
、
生
産
者
、
学
識
経
験
者
、
日
本
競
馬
会
役
員
、
調
教
師
か
ら
構
成
さ
れ
、
こ
こ
で
競
馬
施
行
規
程
の
改
正
や
競
馬

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
七
六

開
催
日
程
、
番
組
と
競
走
距
離
な
ど
が
討
議
さ
れ
た
（
15
）

。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
動
き
と
並
行
し
て
進
駐
軍
と
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
進
駐
軍
と

の
交
渉
で
は
、
進
駐
軍
将
兵
の
競
馬
観
覧
に
あ
た
り
①
入
場
料
や
税
金
の
徴
収
の
是
非
（
16
）

、
②
勝
馬
投
票
券
の
発
売
の
是
非
、
③
払
戻
金
に

税
金
を
賦
課
す
る
こ
と
の
是
非
、
④
進
駐
軍
使
用
の
紙
幣
の
取
扱
、
⑤
競
馬
場
内
外
整
備
の
た
め
の
Ｍ
Ｐ
派
遣
に
つ
い
て
な
ど
で
あ
っ

た
（
17
）

。
ま
た
戦
時
中
、
農
地
に
転
用
さ
れ
て
い
た
馬
場
の
復
旧
工
事
も
行
わ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
十
七
日
、
東
京
・
京
都
の
両
競
馬
場
で
三
年
ぶ
り
に
公
認
競
馬
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

㈡

　闇
競
馬
（
無
法
規
競
馬
）
の
横
行

軍
馬
資
源
保
護
法
の
廃
止
を
受
け
て
、
公
認
競
馬
以
外
で
馬
券
の
発
売
を
伴
う
競
馬
の
開
催
は
困
難
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
中
央
馬
事

会
や
各
都
道
府
県
馬
匹
組
合
連
合
会
な
ど
の
要
請
に
よ
り
、
地
方
競
馬
の
合
法
的
再
開
に
向
け
て
農
林
省
と
し
て
は
何
ら
か
の
形
で
策
を

取
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
農
林
省
は
農
地
改
革
の
問
題
や
食
糧
危
機
対
策
な
ど
に
追
わ
れ
、
地
方
競
馬
の
再
開
は
優
先
順
位
が
低

く
新
法
を
制
定
し
て
合
法
化
す
る
に
は
時
間
を
要
す
る
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
、
各
都
道
府
県
馬
匹
組
合
連
合
会
な
ど
を
中
心
に
法
律
に
よ
ら
ず
に
馬
券
を
発
行
す
る
競
馬
、
い
わ
ゆ
る
「
闇
競
馬
」

が
全
国
各
地
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
18
）

。
こ
の
闇
競
馬
で
あ
る
が
、「
進
駐
軍
慰
安
」、「
戦
災
復
興
」、「
引
揚
同
胞
者
支
援
」
な
ど
を

名
目
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
開
催
形
態
は
、
昭
和
二
十
一
年
五
月
に
神
奈
川
県
藤
沢
の
元
航
空
隊
跡
地
を
利
用
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の

の
よ
う
に
全
く
の
無
許
可
の
も
の
も
あ
っ
た
（
19
）

。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
は
か
つ
て
の
地
方
競
馬
規
則
（
昭
和
二
年
農
林
内
務
省
令
）

に
準
ず
る
形
で
知
事
の
認
可
を
得
て
「
県
地
方
競
馬
規
則
」、「
馬
匹
能
力
検
定
競
技
会
実
施
要
綱
」、「
家
畜
能
力
検
定
競
励
会
施
行
要

綱
」
と
い
っ
た
条
例
を
制
定
し
、
一
応
の
「
合
法
化
」
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
北
海
道
で
は
「
進
駐
軍
競
馬
」
と
称
さ
れ
る
競

）
五
五
一
一
（
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馬
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
進
駐
軍
（
ア
メ
リ
カ
第
十
一
空
挺
師
団
）
が
北
海
道
庁
に
命
令
を
出
し
馬
匹
組
合
連
合
会
な
ど
が
運
営
を
行
う

も
の
で
、
日
本
競
馬
会
の
札
幌
・
函
館
両
競
馬
場
の
ほ
か
、
室
蘭
で
も
開
催
さ
れ
た
（
20
）

。
そ
し
て
、「
沖
縄
を
除
い
て
全
国
で
闇
競
馬
が
開

催
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
山
形
、
和
歌
山
、
鳥
取
、
島
根
、
岡
山
、
徳
島
、
福
岡
、
長
崎
、
宮
崎
の
九
県
で
あ
っ
た
（
21
）

」
と
い
う
よ
う
に
ほ

ぼ
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
一
方
、
こ
の
闇
競
馬
の
主
催
団
体
は
、
そ
の
収
益
を
馬
事
振
興
だ
け
で
は
な
く
開
催
県
や

市
町
村
へ
の
納
付
金
、
引
揚
者
・
戦
災
者
援
護
、
社
会
事
業
へ
の
寄
付
な
ど
を
条
例
で
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
闇
競
馬
は
娯
楽
が
乏
し
く
公
認
競
馬
が
中
止
状
態
に
あ
る
終
戦
直
後
の
状
況
下
で
公
認
競
馬
場
が
あ
る
地
域
を
中
心
に
好
意
的
に
受

け
止
め
ら
れ
た
（
22
）

。

し
か
し
、
闇
競
馬
に
出
走
す
る
馬
は
、
元
軍
馬
、
農
耕
馬
、
荷
馬
車
用
の
輓
馬
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
騎
乗
す
る
騎
手
は
専
業
の
騎

手
だ
け
で
な
く
騎
乗
経
験
の
あ
る
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
よ
く
、
そ
こ
に
は
八
百
長
な
ど
の
不
正
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
馬

券
の
計
算
業
務
は
鍛
錬
馬
競
走
時
代
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
生
か
さ
れ
た
が
、
払
戻
金
の
計
算
ミ
ス
が
発
生
し
、
そ
れ
に
伴
い
観
客
が
騒
ぐ
事
態

が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
主
催
団
体
は
、
警
察
の
力
が
緩
ん
で
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
た
め
、
場
内
警
備
に
地
元
の
暴
力
団

を
使
っ
て
収
拾
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
暴
力
団
の
介
入
は
、
時
に
は
馬
主
や
騎
手
を
脅
す
こ
と
も
あ
り
八
百
長
発
生
の

温
床
に
な
っ
て
い
た
。
地
方
競
馬
法
施
行
後
の
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
が
、
群
馬
県
の
高
崎
競
馬
場
で
は
八
百
長
を
め
ぐ
っ
て
騎
手
と
馬
が
日

本
刀
で
斬
り
つ
け
ら
れ
る
事
件
な
ど
が
発
生
し
て
い
る
（
23
）

。
ま
た
、
暴
力
団
の
介
入
は
、
馬
券
の
発
売
と
賭
博
の
縄
張
り
の
問
題
や
出
走
馬

を
集
め
る
た
め
彼
ら
の
力
を
借
り
る
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
鍛
錬
馬
競
走
の
よ
う
に
陸
軍
や
馬
政
局
の
介
入
・
統
制
が
な
か
っ

た
た
め
、
馬
券
購
入
枚
数
の
制
限
や
配
当
上
限
の
制
限
は
な
く
射
幸
性
の
面
か
ら
も
問
題
が
あ
っ
た
。

一
方
、
闇
競
馬
の
取
締
に
つ
い
て
は
、
全
く
の
無
許
可
の
も
の
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
の
取
締
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
24
）

。
し
か

）
五
五
一
一
（
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し
、
条
例
を
制
定
し
た
も
の
や
進
駐
軍
競
馬
に
つ
い
て
は
全
く
取
締
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
警
察
を
管
轄
す
る
内
務
省
の
官
僚

が
官
選
知
事
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
闇
競
馬
で
あ
る
が
、
い
く
ら
知
事
の
認
可
や
進
駐
軍
の
命
令
が
あ
る
と
は
い
え
、
国
法
で
あ
る
刑
法
を
無
視
し
て
行
わ
れ

て
い
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
（
25
）

。
そ
こ
で
、「
レ
ー
ス
が
公
正
に
行
な
わ
れ
ず
観
客
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
よ
う
な
こ

と
も
多
く
な
っ
た
。
従
っ
て
こ
れ
を
野
放
し
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
弊
害
を
取
り
除
く
た
め
（
26
）

」
法
整
備
を
行
い
、
地
方

競
馬
の
公
正
明
朗
な
開
催
を
目
指
し
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
農
林
省
は
、
地
方
競
馬
法
の
審
議
の
中
で
「
地
方
競
馬
ニ
対
ス
ル

政
府
ノ
提
案
ヲ
要
求
ス
ル
民
間
カ
ラ
ノ
切
望
モ
ア
リ
マ
シ
テ
考
慮
致
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ケ
レ
ド
モ
、
政
府
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
色
々
ノ
都
合

カ
ラ
提
案
ス
ル
ニ
至
ラ
ナ
カ
ッ
タ
（
27
）

」
と
大
石
倫
治
農
林
政
務
次
官
の
発
言
に
あ
る
よ
う
に
地
方
競
馬
法
制
定
に
向
け
て
の
準
備
は
行
わ
れ

て
い
た
（
28
）

。
し
か
し
農
林
省
は
、
前
述
の
よ
う
に
農
地
改
革
問
題
や
食
糧
危
機
の
問
題
に
追
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
競
馬
法
と
の
整
合
性
や
競

馬
法
改
正
の
問
題
も
あ
り
、
法
案
作
成
に
時
間
が
か
か
る
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
中
央
馬
事
会
（
29
）

が
中
心
と
な
っ
て
草
案
が
作

成
さ
れ
、
馬
産
地
選
出
の
議
員
や
畜
産
関
係
の
議
員
な
ど
に
よ
っ
て
第
九
十
回
帝
国
議
会
に
上
程
さ
れ
た
の
が
地
方
競
馬
法
案
で
あ
る
（
30
）

。

三
　
議
会
に
お
け
る
審
議

㈠

　衆
議
院
で
の
審
議

地
方
競
馬
法
案
は
、
昭
和
二
十
一
年
八
月
二
十
九
日
よ
り
衆
議
院
で
審
議
が
開
始
さ
れ
た
。
本
会
議
の
冒
頭
で
、
提
案
者
を
代
表
し
て

小
笠
原
八
十
美
が
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
。
小
笠
原
は
、
青
森
県
馬
匹
組
合
連
合
会
会
長
で
中
央
馬
事
会
理
事
で
あ
っ
た
（
31
）

。
そ
し
て
、「
我

ガ
国
現
下
ノ
情
勢
上
、
食
糧
問
題
ノ
解
決
ハ
、
国
民
生
活
ノ
安
定
ト
平
和
新
日
本
ノ
建
設
上
最
モ
重
要
ナ
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
ガ
為

）
五
五
一
一
（
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九

ニ
ハ
肥
料
ノ
増
産
ト
耕
地
面
積
ノ
拡
張
ガ
急
務
中
ノ
急
務
ト
セ
ラ
ル
ヽ
所
デ
ア
リ
マ
ス
（
32
）

」
と
述
べ
、
食
糧
増
産
の
た
め
に
は
馬
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
さ
ら
に
肥
料
・
耕
地
面
積
・
家
畜
の
栄
養
面
の
問
題
を
具
体
的
な
数
値
を
挙
げ
て
説
明
し
、「
然
ル
ニ
、
是
ガ

奨
励
ニ
付
テ
ハ
従
来
国
庫
補
助
等
モ
ア
ッ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
今
後
ハ
之
ヲ
多
ク
期
待
ス
ル
コ
ト
ハ
出
来
ナ
イ
ノ
デ
、
是
ガ
奨
励
資
源

ヲ
自
主
的
ニ
畜
産
自
体
ニ
求
メ
ネ
バ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
、
此
ノ
意
味
ニ
於
テ
地
方
競
馬
ヲ
開
催
シ
、
共
ノ
収
益
ヲ
以
テ
畜
産
奨
励
ノ
資
源
ニ
充

テ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
、
最
モ
緊
要
ナ
コ
ト
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
33
）

」
と
地
方
競
馬
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
軍
馬
育
成
は
必
要

な
く
な
っ
た
の
で
、
馬
政
方
針
を
変
更
し
各
種
制
限
を
撤
廃
し
て
民
間
の
自
由
な
馬
産
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
り
、「
之
ニ
適
応
ス
ベ
キ

種
馬
ヲ
繋
養
シ
、
産
業
用
ニ
適
ス
ル
馬
ヲ
生
産
シ
、
産
業
ニ
適
ス
ル
育
成
調
教
ヲ
ナ
サ
ネ
バ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
、
是
等
ノ
目
的
達
成
ノ
為
ニ
ハ
、

地
方
競
馬
ニ
輓
曳
其
ノ
他
産
業
用
馬
調
教
ニ
適
当
ナ
ル
競
走
種
目
ヲ
加
ヘ
、
産
業
用
馬
ノ
能
力
増
進
ヲ
図
ル
コ
ト
ガ
最
モ
大
切
ナ
ノ
デ
、

是
ハ
競
馬
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
能
ク
ナ
シ
難
キ
所
ガ
ア
リ
マ
ス
（
拍
手
）
此
ノ
意
味
ニ
於
テ
モ
速
カ
ニ
地
方
競
馬
ヲ
開
催
ス
ル
コ
ト
ガ
必
要
デ

ア
リ
マ
ス
（
34
）

」
と
産
業
馬
育
成
に
は
軽
種
馬
中
心
で
速
力
を
重
視
す
る
公
認
競
馬
と
は
競
走
体
系
が
異
な
る
地
方
競
馬
の
開
催
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
目
下
の
国
家
的
問
題
で
あ
る
食
糧
問
題
を
解
決
さ
せ
る
た
め
に
は
、
産
業
馬
・
農
耕
馬
の
改
良
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
産
業
馬
・
農
耕
馬
の
改
良
に
よ
り
、
肥
料
問
題
や
耕
地
面
積
拡
大
の
問
題
が
解
決
し
食
糧
増
産
に
つ
な
が
る
た
め
、
公
認

競
馬
と
は
異
な
る
体
系
の
地
方
競
馬
を
開
催
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
地
方
競
馬
に
お
い
て
馬
券
を
発
行
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
小
笠
原
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
（
35
）

。

（
前
略
）
更
ニ
競
馬
ハ
、
馬
券
ヲ
発
売
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
マ
シ
テ
新
円
ヲ
吸
収
シ
、
浮
動
購
買
力
ヲ
減
少
シ
、「
イ
ン
フ
レ
」
対
策
致（
マ
マ
）ト
シ
マ
シ
テ
モ

最
モ
有
効
適
切
デ
ア
リ
マ
ス
（
拍
手
）
加
之
馬
券
税
ノ
徴
収
ニ
依
リ
、
国
庫
収
入
ノ
増
加
ヲ
図
ル
ト
共
ニ
、
競
馬
ノ
施
行
ニ
依
リ
マ
シ
テ
得
タ
ル
剰

余
金
ハ
、
畜
産
奨
励
、
社
会
事
業
資
金
等
ニ
使
用
セ
ラ
レ
、
国
庫
ノ
負
担
ヲ
少
ク
ス
ル
点
ニ
付
テ
モ
重
大
ナ
ル
役
割
ヲ
果
ス
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
競
馬

）
五
五
一
五
（
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ハ
一
面
ニ
於
テ
健
全
ナ
ル
大
衆
娯
楽
デ
モ
ア
リ
マ
ス
、
今
ヤ
地
方
競
馬
ノ
実
施
ハ
、
国
民
一
般
ノ
熱
烈
ナ
ル
要
望
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
結
果
ハ
、

何
等
法
規
ナ
キ
ニ
拘
ラ
ズ
各
地
ニ
地
方
競
馬
類
似
ノ
競
馬
ガ
開
催
セ
ラ
レ
、
其
収
入
ハ
前
ニ
述
ベ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
方
法
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
ク
、

勿
論
国
庫
収
入
モ
ナ
ク
、
其
ノ
多
ク
ハ
濫
費
セ
ラ
レ
テ
居
ル
ト
云
フ
状
況
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
儘
ニ
放
任
ス
ル
時
ハ
、
収
拾
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
結
果

ニ
到
ル
コ
ト
ハ
、
火
ヲ
賭
ル
ヨ
リ
モ
明
カ
ナ
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
此
ノ
情
勢
ニ
応
ズ
ル
為
ニ
モ
、
地
方
競
馬
法
ノ
制
定
ハ
最
モ
緊
要
ノ
コ
ト
デ
ア

リ
マ
ス
（
後
略
）

こ
こ
で
は
、
馬
券
の
発
行
が
刑
法
の
例
外
に
な
る
こ
と
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
ず
、
馬
券
発
行
の
効
用
と
地
方
競
馬
法
の
制
定
が
闇
競
馬

の
撲
滅
に
つ
な
が
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
小
笠
原
は
、
地
方
競
馬
の
施
行
者
の
問
題
、
競
馬
場
の
数
や
開
催
期
間
、
競
走

の
種
類
、
馬
券
を
「
優
勝
馬
票
」
と
称
し
無
制
限
に
購
入
で
き
る
こ
と
、
払
戻
金
の
問
題
と
売
上
金
の
使
用
方
法
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し

た
。そ

し
て
、
十
八
名
の
委
員
が
選
ば
れ
、
八
月
三
十
一
日
、
九
月
二
日
、
九
月
五
日
の
三
回
に
わ
た
っ
て
地
方
競
馬
法
案
委
員
会
が
開
か

れ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
出
席
し
た
政
府
関
係
者
は
大
石
倫
治
農
林
政
務
次
官
が
三
回
す
べ
て
、
和
田
博
雄
農
林
大
臣
が
第
二

回
の
み
、
難
波
理
平
農
林
事
務
官
が
第
二
回
と
第
三
回
に
出
席
す
る
の
み
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
法
の
例
外
規
定
の
審
議
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
司
法
省
、
内
務
省
関
係
者
の
出
席
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
農
林
政
務
次
官
の
大
石
は
中
央
馬
事
会

の
専
務
理
事
（
36
）

で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
審
議
の
中
心
は
産
業
馬
・
農
耕
馬
の
必
要
性
や
売
得
金
の
使
途
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
馬
券
の
賭
博
性
に
関
す
る
審
議
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
唯
一
馬
券
の
弊
害
と
取
締
に
関
す
る
質
疑
は
、
第
二
回
委
員
会

に
お
い
て
永
井
勝
次
郎
と
小
笠
原
と
の
間
で
行
わ
れ
た
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
で
あ
る
（
37
）

。

○
永
井
委
員
　
提
案
者
ニ
御
尋
ネ
シ
マ
ス
、
競
馬
会
ヲ
開
催
シ
テ
行
ク
上
ニ
於
テ
従
来
ノ
弊
カ
ラ
見
マ
ス
ト
、
競
馬
場
ヲ
全
国
的
ニ
回
ッ
テ
歩
ク
俗

）
五
五
一
一
（



昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
八
一

ナ
言
葉
デ
言
ヘ
バ
ゴ
ロ
ツ
キ
ノ
ヤ
ウ
ナ
一
ツ
ノ
集
団
ガ
ア
ッ
テ
、
ソ
レ
ガ
開
催
ノ
上
ニ
於
テ
不
明
朗
ニ
シ
テ
居
ル
点
ガ
相
当
ア
ッ
タ
ト
思
ヒ
マ
ス
、

勿
論
此
ノ
競
馬
ノ
開
催
ハ
主
ト
シ
テ
畜
産
ノ
奨
励
ニ
資
シ
、
其
ノ
中
ニ
皆
ガ
畜
産
ニ
関
心
ヲ
持
チ
、
明
朗
ニ
楽
シ
ム
ト
云
フ
所
ニ
狙
ヒ
ガ
ア
ル
ノ
デ

ア
リ
マ
シ
テ
、
随
テ
「
レ
ー
ス
」
ノ
内
容
ガ
明
朗
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
サ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
事
柄
ニ
付
テ
其
取
締
ヤ
、「
レ
ー
ス
」
ノ
番

組
ノ
組
合
セ
ト
カ
、
或
ハ
馬
券
ノ
問
題
ト
カ
色
々
ナ
問
題
ガ
ア
ル
デ
ア
リ
マ
セ
ウ
ガ
、
ソ
レ
等
ニ
対
ス
ル
内
容
ノ
明
朗
化
ト
云
フ
事
柄
ニ
付
テ
ド
ウ

云
フ
御
考
ヘ
ヲ
持
ッ
テ
居
ラ
レ
マ
ス
カ

○
小
笠
原
委
員
　
御
尋
ネ
ガ
ア
リ
マ
シ
タ
カ
ラ
御
答
ヘ
致
シ
マ
ス
ガ
、
如
何
ニ
モ
御
尤
モ
ナ
御
気
付
ノ
点
デ
ア
リ
マ
ス
、
提
案
者
ト
シ
テ
ハ
地
方
競

馬
ナ
ル
モ
ノ
ハ
本
会
議
デ
モ
御
説
明
申
上
ゲ
タ
通
リ
、
開
催
地
ノ
其
ノ
県
ニ
於
テ
飼
養
管
理
シ
タ
、
或
ハ
隣
接
ノ
都
道
府
県
デ
二
箇
年
間
飼
養
致
シ

タ
其
ノ
馬
ニ
限
ッ
テ
出
場
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
、
ソ
レ
ヲ
四
歳
以
上
八
歳
以
下
ノ
馬
ト
云
フ
コ
ト
ニ
定
メ
ル
予
定
デ
ア
リ
マ
ス
、
随
テ
従
来
ノ
如
ク

旅
カ
ラ
旅
ヘ
ト
渡
ッ
テ
歩
イ
タ
騎
手
ニ
依
ッ
テ
競
走
ガ
出
来
ル
モ
ノ
ト
ハ
私
ハ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
百
姓
ノ
少
シ
気
ノ
利
イ
タ
人
ガ
騎
手
ニ
ナ
ッ

テ
競
走
ス
ル
ノ
ダ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
、
地
方
競
馬
ノ
主
タ
ル
目
的
デ
ア
リ
マ
ス
、
所
ガ
是
ニ
ハ
今
御
述
ベ
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
心
配
ヲ
提
案
者
ノ
私

モ
余
程
持
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
ド
ウ
云
フ
コ
ト
カ
ト
言
ヘ
バ
、
茲
ニ
産
業
馬
ヲ
目
的
ト
シ
、
其
ノ
発
達
ヲ
期
ス
ル
為
ニ
競
馬
ヲ
ヤ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、

従
来
ノ
競
馬
ノ
「
フ
ァ
ン
」
ガ
何
ト
ナ
ク
速
度
重
点
主
義
デ
、
ド
ウ
シ
テ
モ
ソ
レ
ニ
重
点
ヲ
置
カ
レ
ル
ヤ
ウ
ナ
気
配
ガ
ア
ル
、
而
モ
ソ
レ
ハ
関
東
、

関
西
ノ
方
ノ
競
馬
ノ
盛
ン
ナ
所
ニ
最
モ
多
イ
ヤ
ウ
ナ
関
係
ガ
ア
リ
マ
ス
ノ
デ
、
ソ
コ
ニ
心
配
ガ
出
テ
来
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
生
産
地
ヤ
其
ノ
他
ノ

田
舎
ノ
方
デ
ハ
其
ノ
心
配
ハ
更
ニ
ナ
イ
モ
ノ
ト
思
ヒ
マ
ス
、（
中
略
）
其
ノ
他
ノ
取
締
方
針
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
、
商
売
的
ニ
奔
ッ
テ
競
走
馬
ヲ
操
縦
致

シ
、
何
カ
八
百
長
デ
モ
ヤ
ル
ヤ
ウ
ナ
気
配
ヲ
持
ッ
タ
今
マ
デ
非
難
ノ
ア
ル
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ハ
、
厳
重
ニ
オ
互
ヒ
ノ
間
ニ
於
テ
取
除
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ

ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
ソ
レ
ハ
オ
互
ヒ
ノ
間
ニ
ヨ
ク
決
メ
テ
置
キ
サ
ヘ
ス
レ
バ
、
関
東
、
関
西
ノ
方
モ
ソ
レ
ゾ
レ
是
ハ
改
マ
ル
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
、

以
上
御
答
ヘ
ヲ
申
上
ゲ
マ
ス

）
五
五
一
一
（
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こ
の
よ
う
に
地
方
競
馬
は
、
地
域
密
着
型
で
展
開
す
れ
ば
弊
害
は
除
去
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
八
百
長
対
策
に
つ
い
て
は
直
接
回
答

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
競
馬
場
の
数
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
て
も
「
ヤ
ハ
リ
競
馬
ト
云
フ
モ
ノ
モ
、
悪
ク
言
ヘ
バ
前
ニ
モ
申
上
ゲ
タ
通

リ
賭
博
ニ
類
似
シ
タ
面
ガ
ア
ル
ノ
デ
、
ヤ
ハ
リ
建
（
マ
マ
）

全
娯
楽
ノ
度
ヲ
過
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
相
当
ニ
社
会
的
ニ
考
ヘ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ

デ
、
或
ル
限
度
ニ
止
メ
テ
置
ク
ト
云
フ
コ
ト
ガ
必
要
ダ
ト
思
ヒ
マ
シ
テ
（
38
）

」
と
い
う
回
答
の
中
に
「
賭
博
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
る
程
度

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
議
論
の
結
果
、
地
方
競
馬
法
案
は
、
九
月
五
日
に
全
会
一
致
で
委
員
会
を
通
過
し
、
九
月
八
日
の
本
会
議
で
は
簡
単
な
審

議
報
告
が
あ
る
の
み
で
質
疑
は
な
く
、
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

㈡

　貴
族
院
で
の
審
議

貴
族
院
で
は
、
九
月
十
日
に
上
程
さ
れ
、
地
方
競
馬
法
案
特
別
委
員
会
で
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
、
九
月
十
一
日
、
十
三
日
、

十
四
日
、
十
七
日
と
審
議
が
行
わ
れ
た
。
特
別
委
員
会
の
委
員
長
は
、
競
馬
法
や
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
に
尽
力
し
、
馬
政
調
査
会
委

員
、
軍
用
保
護
馬
鍛
錬
中
央
会
副
会
頭
、
日
本
競
馬
会
評
議
員
な
ど
を
歴
任
し
、
当
時
中
央
馬
事
会
顧
問
で
あ
る
西
尾
忠
方
で
あ
っ
た
（
39
）

。

そ
し
て
委
員
に
は
日
本
競
馬
会
理
事
長
で
日
本
競
馬
の
父
と
い
わ
れ
る
安
田
伊
左
衛
門
（
40
）

や
元
農
林
次
官
で
中
央
馬
事
会
会
長
の
松
村
真

一
郎
（
41
）

、
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
に
尽
力
し
た
獣
医
師
で
も
あ
る
四
条
隆
徳
（
42
）

と
い
っ
た
競
馬
や
馬
政
の
関
係
者
が
参
加
し
て
い
た
。
ま

た
、
法
律
関
係
者
で
は
、
検
事
総
長
や
司
法
大
臣
を
歴
任
し
た
小
山
松
吉
（
43
）

、
弁
護
士
の
有
馬
忠
三
郎
（
44
）

が
参
加
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
小
山

は
、
明
治
四
十
年
刑
法
の
施
行
に
伴
い
馬
券
の
発
行
が
禁
止
さ
れ
る
直
前
の
明
治
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
九
月
二
十
七
日
、
鳴
尾
速
歩

競
馬
会
の
幹
部
を
賭
博
容
疑
で
検
挙
し
た
い
わ
ゆ
る
鳴
尾
競
馬
事
件
の
指
揮
を
取
っ
た
検
察
官
で
も
あ
っ
た
（
45
）

。

）
五
五
一
一
（



昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
八
三

特
別
委
員
会
で
の
審
議
で
は
、
競
馬
法
や
軍
馬
資
源
保
護
法
の
審
議
の
際
に
見
ら
れ
た
馬
券
の
発
行
は
賭
博
で
あ
る
と
し
て
正
面
か
ら

反
対
す
る
意
見
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
議
論
の
中
心
は
、
戦
後
の
馬
政
計
画
の
あ
り
方
や
農
業
問
題
、
売
得
金
の
使
途
、
射
幸
行

為
と
イ
ン
フ
レ
対
策
と
の
関
係
、
競
馬
法
と
の
関
係
・
整
合
性
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
馬
券
の
合
法
化
の
根
拠
や
賭
博
性
に
関
す
る

議
論
も
し
っ
か
り
と
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
馬
券
を
反
対
す
る
の
で
は
な
く
馬
券
を
賛
成
す
る
立
場
か
ら
の

質
疑
応
答
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
九
月
十
一
日
の
第
一
回
委
員
会
で
地
方
競
馬
法
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
の
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
四
条
隆
徳
と
大
石
農
林
政
務
次

官
と
の
次
の
よ
う
な
質
疑
が
行
わ
れ
た
（
46
）

。

○
侯
爵
四
条
隆
徳
君
　
私
ガ
伺
ッ
タ
ノ
ハ
、
戦
争
終
結
前
迄
ハ
、
此
ノ
競
馬
法
改
正
ニ
際
シ
マ
シ
テ
ハ
馬
券
ガ
イ
ツ
モ
問
題
ニ
ナ
ッ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ

ス
ガ
、
是
デ
ハ
国
防
上
困
ル
カ
ラ
ト
云
フ
ノ
デ
、
其
ノ
結
果
ハ
馬
票
ヲ
売
ル
コ
ト
ニ
ナ
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
国
防
上
困
ラ
ナ
ケ
レ
バ
ド
ウ
ナ

ル
カ
ト
云
フ
コ
ト
ガ
又
玆
ニ
問
題
ニ
ナ
ル
コ
ト
ナ
ン
デ
、
其
ノ
時
ノ
話
カ
ラ
ハ
、
素
直
ニ
申
セ
バ
、
国
防
上
馬
ガ
要
ラ
ナ
イ
ト
云
フ
時
期
ニ
ナ
レ
バ

一
応
考
ヘ
直
サ
ナ
ク
チ
ャ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
風
ニ
取
レ
ル
ノ
デ
ス
ガ
、
現
在
富
籤
モ
売
ッ
テ
居
ル
世
ノ
中
デ
、
馬
票
ヲ
売
ル
コ
ト
ガ
全
然
イ
カ
ヌ
ト
私

ハ
考
ヘ
ル
訳
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
実
際
問
題
ニ
於
テ
、
当
時
ノ
軍
馬
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
モ
ウ
如
何
ナ
ル
非
難
ガ
ア
ッ
テ
モ
之
ヲ
是
非
共
作
ラ

ニ
ャ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
ノ
デ
馬
票
ヲ
売
ル
コ
ト
ニ
ナ
ッ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
時
ト
今
ノ
状
態
ガ
余
リ
ニ
モ
違
フ
モ
ノ
デ
ス
カ
ラ
、
私
ハ
コ
ウ
云
フ

質
問
ヲ
申
上
ゲ
タ
ヤ
ウ
ナ
訳
デ
、
実
際
問
題
ニ
於
テ
、
当
時
国
防
上
必
要
デ
ア
ッ
タ
ヨ
リ
以
上
ニ
馬
ノ
重
要
性
ガ
ア
レ
バ
、
玆
ニ
馬
票
ヲ
売
ル
ト
云

フ
コ
ト
モ
成
立
ツ
訳
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
実
際
ニ
奨
励
シ
ヨ
ウ
ト
思
ヘ
バ
、
何
モ
馬
ダ
ケ
デ
ナ
ク
テ
、
石
炭
ヲ
掘
ル
ン
デ
モ
ナ
ン
デ
モ
、
奨
励
金
ト
云

フ
方
法
ガ
ア
ル
ノ
デ
、
特
ニ
今
ハ
馬
票
ヲ
売
ッ
テ
奨
励
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
何
人
ニ
モ
納
得
ノ
行
ク
話
ヲ
伺
ヘ
レ
バ
非
常
ニ
幸
ダ
ト
思
ッ
タ

ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
ニ
関
シ
テ
御
意
見
ア
リ
マ
ス
カ

）
五
五
一
一
（
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四

○
政
府
委
員
（
大
石
倫
治
君
）　
率
直
ナ
ル
御
尋
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
余
リ
諄
ク
ナ
リ
マ
ス
ト
御
迷
惑
デ
ア
ル
ト
存
ジ
マ
シ
テ
差
控
ヘ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

ガ
、
先
刻
モ
申
上
ゲ
マ
シ
タ
通
リ
日
本
ノ
此
ノ
耕
地
ヲ
完
全
ニ
耕
シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
不
足
ナ
ル
食
糧
ノ
増
産
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
ト
致
シ
マ
ス
ル
ニ
ハ
、

ド
ウ
シ
テ
モ
馬
ノ
必
要
ヲ
私
共
ハ
痛
切
ニ
感
ジ
テ
居
ル
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
先
刻
モ
同
ジ
大
動
物
デ
ア
リ
マ
シ
テ
モ
、
牛
ト
馬
ノ
関
係
ガ
違
フ
ト
申

上
ゲ
マ
シ
タ
コ
ト
ハ
、
東
北
、
北
信
、
北
海
道
ト
云
フ
穀
倉
方
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
一
番
食
糧
ノ
増
産
ヲ
致
シ
マ
ス
ル
ニ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
肥

料
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
其
ノ
肥
料
ハ
硫
安
ヲ
初
メ
金
肥
等
ヲ
以
テ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
現
在
ニ
於
テ
ハ
需
要
ノ
数
分
ノ
一
モ
生
産
ハ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ヌ
ノ
デ
、

肥
料
ノ
不
足
ハ
所
謂
収
穫
ノ
不
足
ヲ
来
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
之
ヲ
確
保
致
シ
マ
ス
コ
ト
ハ
、
ド
ウ
シ
テ
モ
堆
厩
肥
ニ
俟
タ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ

ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
堆
肥
ヲ
生
産
致
シ
マ
ス
ル
一
番
ノ
生
産
力
ヲ
持
チ
、
其
ノ
肥
効
力
ヲ
多
ク
持
ッ
テ
居
リ
マ
ス
ル
ノ
ハ
馬
ノ
堆
厩
肥
デ
ア
ル
コ
ト

ハ
御
承
知
ノ
通
リ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、（
中
略
）
日
本
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
ド
ウ
シ
テ
モ
軍
隊
ガ
必
要
デ
ア
ル
ト
カ
、
国
防
上
ド
ウ
デ
ア
ル
ト
カ
云
フ
問

題
デ
ナ
シ
ニ
、
日
本
ソ
レ
自
身
ノ
国
民
生
活
ノ
上
ニ
馬
ノ
必
要
ハ
御
認
メ
ヲ
下
サ
レ
テ
居
ル
コ
ト
ト
存
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
馬
ガ
年
々
減
退

ヲ
致
ス
傾
向
ヲ
持
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
今
迄
政
府
ハ
多
額
ノ
補
助
助
成
ヲ
致
シ
テ
生
産
或
ハ
飼
育
ノ
奨
励
ヲ
致
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
モ
ノ
ガ
、
御
承
知
ノ

通
リ
終
戦
後
其
ノ
筋
ノ
註
文
モ
ア
リ
、
全
然
此
ノ
助
成
費
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
削
ラ
レ
マ
シ
テ
、
昭
和
二
十
一
年
度
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
一
文
モ
ナ
ク

ナ
ッ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、（
中
略
）
一
面
直
接
奨
励
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ト
共
ニ
、
多
面
経
済
的
助
成
ノ
資
源
タ
ラ
シ
メ
ル
上
ニ

於
キ
マ
シ
テ
地
方
競
馬
、
又
公
認
競
馬
ト
云
フ
モ
ノ
ノ
必
要
ヲ
政
府
ト
致
シ
テ
認
メ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
此
ノ
観
点
カ
ラ
致
シ（

マ
マ
）
テ
マ
シ
現
在

ノ
馬
ハ
仮
令
一
割
二
割
ノ
生
産
増
加
ヲ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
ド
ウ
モ
此
処
デ
申
上
ゲ
テ
ハ
如
何
カ
ト
存
ジ
マ
ス
ガ
、
屠
殺
数
ガ
多
ク
ナ
ッ
テ
参
リ
マ
シ

テ
、
ナ
カ
ナ
カ
是
ガ
防
ギ
切
レ
ナ
ク
ナ
ッ
テ
参
リ
マ
シ
タ
、（
中
略
）
誠
ニ
残
念
ナ
コ
ト
デ
ハ
ア
リ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
、
政
府
ト
致
シ
テ
是
ガ
防
遏
ヲ

致
ス
ノ
デ
ハ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
ナ
カ
ナ
カ
ソ
レ
ヲ
根
本
的
ニ
防
遏
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
マ
セ
ヌ
、
従
ッ
テ
奨
励
上
余
程
ノ
此
処
ニ
手
段
ヲ
講
ズ
ル
必
要

ガ
ア
ル
ト
、
斯
様
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

）
五
五
一
一
（
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こ
の
よ
う
に
、
食
糧
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
馬
の
耕
地
整
備
力
や
馬
の
堆
厩
肥
の
効
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
戦
後
に
な
り
軍
馬
の
必

要
性
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
馬
に
関
す
る
奨
励
予
算
が
削
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
食
糧
不
足
で
馬
が
食
用
と
し
て
屠
殺
さ
れ
馬
の
絶
対

数
が
減
少
し
て
い
る
。
そ
こ
で
地
方
競
馬
で
馬
の
生
産
・
飼
育
の
奨
励
を
行
う
こ
と
が
、
地
方
競
馬
に
お
け
る
馬
券
発
行
の
目
的
で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
九
月
十
三
日
の
第
二
回
委
員
会
で
は
、
小
山
松
吉
か
ら
競
馬
法
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
学
生
生
徒
未
成
年
者
へ
の
馬
券
の
発
売
に

関
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
大
石
農
林
政
務
次
官
は
、「
時
勢
ノ
変
化
ニ
伴
フ
モ
ノ

ト
御
了
解
願
ヒ
タ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
言
論
、
集
会
、
結
社
ガ
自
由
ニ
ナ
リ
マ
シ
テ
、
政
談
演
説
ノ
如
キ
モ
ノ
モ
、
結
社
ノ
如
キ
モ
ノ
モ

殆
ド
ソ
レ
等
ノ
制
限
ヲ
撤
廃
セ
ラ
レ
テ
居
リ
マ
ス
時
局
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
（
47
）

」
と
戦
後
の
民
主
化
・
自
由
化
の
流
れ
に
あ
る
こ
と
を
そ
の
理

由
と
す
る
答
弁
を
行
っ
た
。

そ
し
て
、
九
月
十
七
日
の
第
四
回
委
員
会
で
は
、
帝
室
博
物
館
総
長
で
あ
っ
た
渡
部
信
（
48
）

と
大
石
農
林
政
務
次
官
と
の
質
疑
応
答
で
は
、

馬
券
の
賭
博
性
の
問
題
か
ら
始
ま
り
、
競
馬
法
や
宝
く
じ
も
臨
時
資
金
調
整
法
（
昭
和
十
二
年
法
律
第
八
十
六
号
）
と
い
う
合
法
化
の
根
拠

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
闇
競
馬
と
学
生
生
徒
未
成
年
者
へ
の
馬
券
発
売
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
を
行
っ
て
い
る
（
49
）

。

○
渡
部
信
君
　
サ
ウ
致
シ
マ
ス
ル
ト
、
法
律
ノ
規
定
ガ
ナ
ケ
レ
バ
大
体
競
技
的
ノ
モ
ノ
デ
ア
ッ
テ
モ
違
法
デ
ア
ル
ト
御
認
ニ
ナ
ル
ト
致
シ
マ
ス
レ
バ
、

第
一
回
ノ
時
カ
ラ
伺
ッ
テ
居
リ
マ
ス
ト
、
地
方
ニ
於
テ
ハ
競
馬
ヲ
ヤ
ッ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
地
方
競
馬
ニ
於
テ
ハ
馬
券
ハ

矢
張
リ
売
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ウ
カ
、
其
ノ
点
ヲ
チ
ョ
ッ
ト
…
…

○
政
府
委
員
（
大
石
倫
治
君
）　
終
戦
後
此
ノ
地
方
競
馬
ト
申
ス
ベ
キ
モ
ノ
、
即
チ
先
般
来
申
上
ゲ
テ
居
リ
マ
シ
タ
総
動
員
法
ニ
伴
ッ
テ
出
来
マ
シ
タ

軍
馬
資
源
保
護
法
ニ
依
ル
鍛
錬
馬
競
走
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
廃
止
セ
ラ
レ
マ
シ
テ
以
来
、
何
等
ノ
規
定
モ
法
律
モ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
其
ノ
後
実
質
上

）
五
五
一
一
（
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所
謂
地
方
競
馬
類
似
ノ
モ
ノ
ガ
行
ハ
レ
テ
居
リ
マ
シ
テ
、
其
ノ
競
馬
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
矢
張
リ
優
勝
馬
票
ニ
ハ
配
当
ガ
伴
フ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス

○
渡
部
信
君
　
サ
ウ
致
シ
マ
ス
ル
ト
法
律
上
ノ
根
拠
ナ
ク
シ
テ
馬
券
ヲ
売
ッ
タ
、
ソ
レ
ハ
マ
ア
地
方
長
官
ノ
認
可
ガ
ア
ル
ト
云
フ
御
話
デ
ゴ
ザ
イ
マ

ス
ル
ガ
、
何
カ
法
律
上
ノ
根
拠
ナ
ク
シ
テ
、
通
説
ニ
依
ル
賭
博
ト
認
メ
ル
モ
ノ
ヲ
公
認
シ
タ
ヤ
ウ
ナ
恰
好
ニ
ナ
リ
マ
ス
ガ
、
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ

マ
ス
デ
セ
ウ
カ

○
政
府
委
員
（
大
石
倫
治
君
）　
此
ノ
点
ハ
ハ
ッ
キ
リ
玆
デ
御
答
ヘ
申
シ
兼
ネ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
類
似
競
馬
モ
地
方
長
官
、
所
謂
知
事
ガ
認

可
ヲ
与
ヘ
テ
行
フ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
全
然
開
催
者
ガ
何
等
ノ
法
規
其
ノ
他
ヲ
無
視
シ
テ
ヤ
ッ
テ
居
ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
デ
モ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ

マ
ス
、
開
催
届
ヲ
致
シ
、
ソ
レ
ニ
対
シ
テ
地
方
長
官
ガ
認
可
ヲ
致
ス
、
又
所
ニ
依
リ
マ
シ
テ
ハ
売
上
金
ノ
中
カ
ラ
百
分
ノ
五
程
度
位
ノ
、
名
前
ハ
ド

ウ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
カ
、
寄
附
金
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
カ
、
兎
ニ
角
収
入
ヲ
得
テ
居
ル
ト
云
フ
所
モ
ア
ル
ヤ
ウ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス

○
渡
部
信
君
　
サ
ウ
致
シ
マ
ス
ル
ト
、
マ
ア
法
律
上
ノ
根
拠
ナ
ク
賭
博
ヲ
公
認
シ
タ
ト
云
フ
恰
好
ニ
ナ
ル
訳
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ガ
、
其
ノ
意
味
カ
ラ
申

シ
マ
シ
テ
モ
、
御
話
ノ
通
リ
早
ク
此
ノ
法
律
ヲ
制
定
ス
ル
コ
ト
ハ
非
常
ニ
必
要
ナ
コ
ト
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
殊
ニ
此
ノ
前
ノ
御
話
ニ
依
レ
バ
、
色
々
収

入
ノ
使
ヒ
方
等
モ
監
督
ノ
方
法
ガ
ナ
イ
ト
云
フ
話
モ
ア
リ
マ
シ
タ
ガ
、
一
部
サ
ウ
云
フ
税
デ
ハ
ア
リ
マ
ス
マ
イ
ガ
、
税
ノ
ヤ
ウ
ナ
名
前
デ
取
ッ
タ
ヤ

ウ
ナ
所
モ
ア
ル
ト
致
シ
マ
ス
ト
、
孰
レ
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
斯
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
法
律
ハ
早
ク
通
ス
必
要
ガ
益
々
ア
ル
ヤ
ウ
ニ
存
ジ
マ
ス
ル
ガ
、
ソ
レ
デ

誰
方
カ
仰
シ
ャ
ッ
タ
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ガ
、
サ
ウ
致
シ
マ
ス
ト
、
サ
ウ
云
フ
賭
博
ト
学
説
ナ
リ
、
判
例
上
認
メ
ラ
レ
テ
居
ル
コ
ト
ヲ
学
生
ヤ
未
成
年

者
デ
モ
御
許
ニ
ナ
ル
ノ
カ
、
現
在
ノ
競
馬
法
デ
ハ
認
メ
テ
居
ナ
イ
コ
ト
ヲ
御
許
ニ
ナ
ル
、
如
何
ニ
自
由
主
義
デ
ア
リ
マ
シ
テ
モ
未
成
年
者
デ
モ
之
ヲ

御
許
ニ
ナ
ル
ト
云
フ
風
ニ
セ
ラ
レ
タ
御
趣
旨
ハ
何
処
ニ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ

○
政
府
委
員
（
大
石
倫
治
君
）　
其
ノ
点
ハ
細
則
、
或
ハ
施
行
規
則
ニ
依
ッ
テ
制
限
シ
得
ル
場
合
ガ
ア
ル
ト
存
ジ
マ
ス
、
法
律
ノ
面
デ
ハ
制
限
ヲ
シ
テ

居
ラ
ヌ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
ガ
、
此
ノ
法
律
ノ
施
行
細
則
ノ
運
営
等
ニ
依
リ
マ
シ
テ
、
相
当
制
限
、
或
ハ
秩
序
ノ
上
ニ
、
或
ハ
国
民
思
想
ノ
上
ニ
悪
影

）
五
五
一
一
（
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）

一
八
七

響
ノ
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
ル
場
合
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
相
当
制
限
ヲ
加
ヘ
テ
取
締
ヲ
致
シ
タ
イ
ト
斯
ウ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス

こ
の
よ
う
に
、
法
的
根
拠
の
な
い
闇
競
馬
に
対
し
て
一
刻
も
早
く
地
方
競
馬
法
を
制
定
し
て
合
法
化
す
る
こ
と
と
学
生
・
未
成
年
者
の

馬
券
購
入
に
つ
い
て
は
細
則
、
施
行
規
則
で
対
応
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
第
二
回
委
員
会
で
は
学
生
・
未
成
年
者
の
馬
券
購
入
は
、

民
主
化
・
自
由
化
の
流
れ
に
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

続
い
て
「
い
よ
い
よ
真
打
と
い
っ
た
趣
（
50
）

」
で
松
村
真
一
郎
が
質
問
に
立
っ
た
。
午
前
中
の
審
議
で
松
村
は
宝
く
じ
と
の
比
較
か
ら
馬
券

の
売
り
上
げ
の
イ
ン
フ
レ
対
策
効
果
に
つ
い
て
の
質
問
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
福
田
赳
夫
大
蔵
事
務
官
か
ら
「
競
馬
ノ
関
係
ガ
非
常
ナ
宜

イ
施
設
デ
ア
ル
ト
云
フ
ノ
ハ
是
ハ
御
同
感
デ
ア
リ
マ
ス
（
51
）

」
と
い
う
答
弁
を
引
き
出
し
た
。
そ
し
て
午
後
の
審
議
で
は
、
古
島
義
英
司
法
政

務
次
官
と
世
耕
弘
一
内
務
政
務
次
官
が
臨
席
し
た
。
こ
こ
で
松
村
は
、
長
時
間
に
わ
た
る
質
問
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
①
全
国
の
闇
競

馬
の
実
態
を
例
示
し
こ
れ
ら
の
合
法
化
の
必
要
性
、
②
不
正
行
為
蔓
延
防
止
の
た
め
の
競
馬
場
数
の
制
限
、
③
馬
券
の
発
売
枚
数
制
限
の

撤
廃
と
控
除
率
の
引
き
下
げ
、
④
不
正
行
為
防
止
を
含
む
公
正
な
開
催
運
営
の
必
要
性
、
⑤
日
本
の
農
業
政
策
に
お
け
る
馬
の
必
要
性
が

主
張
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
古
島
司
法
政
務
次
官
は
、「
併
シ
ナ
ガ
ラ
法
律
ニ
根
拠
ヲ
有
シ
、
サ
ウ
シ
テ
御
質
問
ノ
中
ニ
ア
リ
マ
ス
ヤ

ウ
ナ
効
果
ノ
ア
ル
コ
ト
デ
ア
ル
ナ
ラ
バ
、
之
ヲ
奨
励
致
サ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
筋
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
相
成
ル
ベ
ク
違
反
ノ
ナ
イ

ヤ
ウ
ナ
法
律
的
正
当
ナ
事
項
ニ
於
テ
御
説
ノ
通
リ
ノ
目
的
ヲ
達
シ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
（
52
）

」
と
答
弁
し
た
。
ま
た
、
世
耕
内
務
政
務
次

官
は
、「
幸
ニ
近
ク
地
方
競
馬
法
ノ
成
立
ス
ル
運
ビ
ト
ナ
リ
マ
シ
タ
場
合
ニ
ハ
、
只
今
ノ
御
趣
旨
ヲ
体
シ
マ
シ
テ
十
分
取
締
ヲ
致
シ
タ
イ

斯
様
ニ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
（
53
）

」
と
答
弁
し
た
。
さ
ら
に
、
大
石
農
林
政
務
次
官
は
、「
地
方
競
馬
法
ノ
成
立
ノ
暁
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ノ
運
用
等

ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
御
趣
旨
ニ
副
フ
ヤ
ウ
ナ
取
扱
ヒ
ヲ
致
ス
コ
ト
ガ
最
モ
適
正
デ
ア
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
（
54
）

」
と
答
弁
し
た
。
こ
れ
ら
の
答
弁
で

農
林
・
司
法
・
内
務
三
省
か
ら
事
実
上
の
同
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
八
八

第
四
回
委
員
会
は
、
こ
の
松
村
の
質
疑
の
後
、
小
原
謙
太
郎
に
よ
る
日
本
競
馬
会
批
判
と
も
と
れ
る
質
問
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
安

田
伊
左
衛
門
に
よ
っ
て
日
本
競
馬
会
の
馬
事
振
興
の
歴
史
的
役
割
を
強
調
し
た
上
で
三
つ
の
お
願
い
を
す
る
と
い
う
形
で
賛
成
の
意
見
表

明
が
行
わ
れ
た
（
55
）

。
さ
ら
に
西
尾
委
員
長
か
ら
も
賛
成
の
意
見
が
表
明
さ
れ
た
。
そ
し
て
採
決
が
行
わ
れ
、
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
、
特
別

委
員
会
を
通
過
し
た
。

そ
し
て
、
九
月
二
十
三
日
の
本
会
議
で
は
西
尾
委
員
長
の
報
告
の
の
ち
、
採
決
が
行
わ
れ
、
満
場
一
致
で
地
方
競
馬
法
案
は
可
決
成
立

し
た
。

四
　
地
方
競
馬
法
の
内
容

地
方
競
馬
法
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日
に
公
布
さ
れ
、
即
日
施
行
さ
れ
た
。
地
方
競
馬
法
は
、
原
案
通
り
の
全
二
十
三
条
と

附
則
か
ら
な
っ
て
い
た
（
56
）

。
さ
ら
に
十
一
月
二
十
日
に
地
方
競
馬
法
施
行
規
則
（
農
林
省
令
第
六
十
七
号
）
が
制
定
さ
れ
た
（
57
）

。
地
方
競
馬
法
の

主
な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
条
で
各
都
道
府
県
を
区
域
と
す
る
馬
匹
組
合
連
合
会
と
中
央
馬
事
会
が
地
方
競
馬
の
開
催
専
有
権
を
有
す
る
こ
と
と
地
方
競

馬
は
馬
事
振
興
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
第
二
条
で
は
地
方
競
馬
を
開
催
す
る
場
合
は
地
方
長
官
に
届
出
を
す
る
こ
と
が
規

定
さ
れ
た
。
第
三
条
で
は
競
馬
場
の
数
を
北
海
道
は
三
箇
所
以
内
、
各
都
府
県
は
一
箇
所
以
内
に
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
第
四
条
で

は
、
出
走
馬
は
地
域
飼
養
馬
、
す
な
わ
ち
地
域
の
産
業
馬
や
農
耕
馬
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
公
認
競
馬
と
の
差
異
を
図
る
こ
と
が
規
定
さ

れ
た
。
第
五
条
か
ら
第
七
条
で
地
方
競
馬
は
原
則
年
四
回
開
催
し
、
一
回
の
開
催
期
間
は
六
日
間
で
開
催
時
に
は
入
場
者
よ
り
入
場
料
を

徴
収
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
第
八
条
で
一
口
十
円
以
下
の
「
優
勝
馬
票
」
と
い
う
馬
券
を
額
面
金
額
で
発
売
が
で
き
る
こ

）
五
五
一
一
（



昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
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制
定
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い
て
（
末
澤
）

一
八
九

と
が
規
定
さ
れ
、
発
売
枚
数
の
制
限
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
第
九
条
は
、
競
馬
開
催
関
係
者
に
対
す
る
馬
券
の
発
売
が
禁
止
さ
れ
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
た
。
第
一
〇
条
で
は
、
優
勝
馬
票
の
的
中
者
に
対
し
、
額
面
金
額
の
百
倍
を
超
え
な
い
範
囲
で
払
戻
金
を
交
付
で
き
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
た
。
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
三
条
は
、
優
勝
馬
票
の
売
得
金
に
関
す
る
規
定
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
は
競
馬

施
行
に
関
す
る
農
林
大
臣
の
命
令
権
が
規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
二
条
は
各
種
不
正
行
為
に
対
す
る
罰
則
規
定
で

あ
る
。
さ
ら
に
附
則
で
馬
券
税
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
六
十
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
な
お
、
貴
族
院
の
審
議
で

問
題
と
な
っ
た
学
生
生
徒
未
成
年
者
の
馬
券
購
入
禁
止
に
つ
い
て
は
、
地
方
競
馬
法
施
行
規
則
の
第
十
五
条
に
規
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
伴
い
整
合
性
を
取
る
た
め
に
競
馬
法
の
改
正
も
行
わ
れ
、
地
方
競
馬
法
の
公
布
前
の
十
月
十
四
日
に
公

布
さ
れ
た
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
（
58
））。

そ
の
結
果
、
公
認
競
馬
で
も
馬
券
の
発
売
枚
数
の
制
限
、
譲
渡
禁
止
規
定
が
廃
止
さ
れ
、

払
戻
金
も
券
面
金
額
の
十
倍
以
内
か
ら
百
倍
以
内
に
改
正
さ
れ
た
。
審
議
の
際
に
改
正
の
理
由
は
「
刻
下
ノ
通
貨
対
策
ノ
一
翼
（
59
）

」
と
イ
ン

フ
レ
対
策
に
競
馬
法
を
活
用
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

地
方
競
馬
法
は
、
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
に
改
正
が
行
わ
れ
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
八
号
）
競
馬
場
の
数
が
北
海
道
六
箇
所

以
内
、
各
都
府
県
は
二
箇
所
以
内
と
改
め
ら
れ
た
（
60
）

。
そ
し
て
、
地
方
競
馬
法
は
、
昭
和
二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
七
月
十
三
日
、
新
し
い

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
制
定
に
伴
い
廃
止
さ
れ
た
。

五
　
お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
地
方
競
馬
法
の
制
定
過
程
を
見
て
き
た
が
、
競
馬
法
、
軍
馬
資
源
保
護
法
の
審
議
の
際
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
馬
券
に

対
す
る
強
い
反
対
意
見
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
議
員
の
顔
触
れ
が
変
わ
っ
た
こ
と
や
戦
後
の
価
値
観
の
変

）
五
五
一
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
九
〇

化
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
、
競
馬
法
、
軍
馬
資
源
保
護
法
の
貴
族
院
に
お
け
る
審
議
で
徹
底
し
た
馬
券
反
対
論
を
述
べ
た
土

方
寧
は
、
昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
五
月
ま
で
の
在
任
で
あ
っ
た
（
61
）

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
衆
議
院
、
貴
族
院
の
審
議
に

お
い
て
中
央
馬
事
会
関
係
者
が
主
導
し
て
審
議
が
行
わ
れ
た
た
め
、
委
員
等
へ
の
根
回
し
等
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
衆
議
院
の
審
議
の
際
に
司
法
省
、
内
務
省
関
係
者
の
出
席
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
や
、
九
月
七
日
の
貴
族
院
予
算
委

員
会
第
四
分
科
会
の
審
議
の
中
で
競
馬
法
に
関
す
る
質
問
が
出
た
際
に
「
地
方
競
馬
ハ
原
案
通
リ
デ
通
ル
ヤ
ウ
ナ
空
気
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
（
62
）

」

と
楠
見
義
男
農
林
次
官
が
答
弁
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
馬
匹
改
良
、
軍
馬
の
確
保
の
必
要
性
・
緊
急
性
と
い
う

国
策
に
代
わ
る
合
法
化
の
理
由
と
し
て
馬
匹
改
良
に
よ
る
食
糧
増
産
が
掲
げ
ら
れ
た
。
確
か
に
こ
の
当
時
の
社
会
状
況
を
考
え
る
と
十
分

な
国
策
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
将
来
国
内
が
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
る
と
刑
法
の
例
外
規
定
を
設
け
る
だ
け
の
国
策
と
言

え
る
か
ど
う
か
は
微
妙
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
由
を
出
し
て
ま
で
も
法
の
制
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
は
、
横
行
す
る
脱
法
的
行
為
で
あ
る
闇
競
馬
を
合
法
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
63
）

。
こ
の
こ
と
は
、
闇
競
馬
の

主
催
団
体
の
多
く
が
各
都
府
県
の
馬
匹
組
合
連
合
会
で
あ
り
、
そ
の
上
部
団
体
が
中
央
馬
事
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま

た
、
貴
族
院
の
審
議
の
中
で
法
案
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
て
も
、
そ
の
部
分
は
施
行
規
則
で
カ
バ
ー
し
よ
う
と
す
る
な
ど
法
の
成
立
を
急
い

で
い
た
点
も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
馬
匹
改
良
に
よ
る
食
糧
増
産
と
い
う
目
的
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
出
走

馬
を
産
業
馬
や
農
耕
馬
に
限
定
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
速
力
重
視
の
軽
種
馬
主
体
の
公
認
競
馬
と
の
差
異
を
つ
け

る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
競
馬
は
、
公
認
競
馬
と
異
な
る
体
系
の
競
馬
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
法
の
制
定
を
急
が
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
競
馬
法
と
の
統
合
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
審
議
の
中
で
も
競
馬
法
と
の
一
体
化
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
競
馬
法
に

）
五
五
一
一
（



昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
九
一

よ
る
公
認
競
馬
を
主
催
す
る
日
本
競
馬
会
に
対
し
て
は
、
昭
和
二
十
一
年
八
月
二
十
三
日
の
衆
議
院
建
議
委
員
会
に
お
い
て
寺
島
隆
太
郎

ほ
か
三
名
に
よ
り
「
日
本
競
馬
界
民
主
化
に
関
す
る
建
議
案
」
が
提
出
さ
れ
た
り
（
64
）

、
貴
族
院
の
審
議
の
中
で
も
小
原
謙
太
郎
に
よ
る
日
本

競
馬
会
批
判
の
質
問
（
65
）

な
ど
が
あ
り
、
軍
事
協
力
機
関
で
も
あ
っ
た
日
本
競
馬
会
の
見
直
し
は
近
い
将
来
必
至
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
際

に
は
、
競
馬
法
の
全
面
改
正
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
あ
え
て
地
方
競
馬
法
と
い
う
別
の
法
律
を
制
定
し
、
競
馬

法
改
正
の
際
に
統
合
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
地
方
競
馬
法
は
、
横
行
す
る
闇
競
馬
の
脱
法
的
状
態
を
解
決
さ
せ
る
た
め
の
暫
定
的
に
制
定
さ
れ
た
法
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
は
当
座
の
国
策
と
も
い
え
る
「
馬
匹
改
良
に
よ
る
食
糧
増
産
」
と
い
う
合
法
化
理
由
が
掲
げ
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

（
1
）	

農
林
省
大
臣
官
房
総
務
課
編
『
農
林
行
政
史
第
十
三
巻
』（
昭
和
五
十
年
・
農
林
省
大
臣
官
房
総
務
課
）
八
二
頁
。

（
2
）	

官
報
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
六
日
付
一
頁
、
農
林
省
大
臣
官
房
総
務
課
編
『
農
林
行
政
史
第
六
巻
』（
昭
和
四
十
七
年
・
農
林
省
大
臣
官
房
総

務
課
）
一
一
頁
以
下
。

（
3
）	

官
報
昭
和
二
十
年
十
月
二
十
六
日
付
一
八
九
頁
、
官
報
昭
和
二
十
年
十
一
月
六
日
付
三
〇
頁
、
前
掲
・『
農
林
行
政
史
第
六
巻
』
一
五
頁
以
下
。

（
4
）	

神
翁
顕
彰
会
編
『
続
日
本
馬
政
史
　
二
』（
昭
和
三
十
八
年
・
神
翁
顕
彰
会
）
八
四
四
頁
以
下
、
地
方
競
馬
全
国
協
会
編
『
地
方
競
馬
史
第
一

巻
』（
昭
和
四
十
七
年
・
地
方
競
馬
全
国
協
会
）
一
三
五
頁
以
下
、
日
本
中
央
競
馬
会
総
務
部
調
査
課
編
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』（
昭
和
五
十
年
・

日
本
中
央
競
馬
会
）
一
四
六
頁
以
下
、
古
畑
恒
雄
「
競
馬
法
（
一
）」
研
修
三
三
四
号
（
昭
和
五
十
一
年
）
九
一
頁
以
下
。
北
海
道
馬
産
史
編
集
委

員
会
編
『
蹄
跡
』（
昭
和
五
十
八
年
・
北
海
道
馬
産
史
編
集
委
員
会
）
五
四
六
頁
以
下
、
中
央
畜
産
会
編
『
日
本
畜
政
史
』（
平
成
十
一
年
・
中
央
畜

産
会
）
五
六
七
頁
以
下
、
古
林
栄
一
「
北
海
道
の
馬
と
競
馬
の
歴
史
」
と
か
ち
馬
文
化
を
支
え
る
会
編
『
北
海
道
の
馬
文
化
と
馬
の
知
識
』（
平
成

二
十
年
・
と
か
ち
馬
文
化
を
支
え
る
会
）
一
〇
頁
以
下
、
関
耕
平
・
平
田
直
樹
「
地
方
競
馬
の
変
遷
─
益
田
競
馬
馬
主
・
大
石
正
の
聞
き
書
き
」
山

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
九
二

陰
研
究
一
号
（
平
成
二
十
年
）
六
五
頁
以
下
、
立
川
健
治
『
地
方
競
馬
の
戦
後
史
─
始
ま
り
は
闇
・
富
山
を
中
心
に
』（
平
成
二
十
四
年
・
世
織
書

房
）
一
頁
以
下
、
本
田
伸
彰
「
競
馬
を
め
ぐ
る
状
況
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
六
四
巻
七
号
（
平
成
二
十
六
年
）
三
九
頁
以
下
。

（
5
）	
萩
野
寛
雄
「
競
馬
事
業
に
お
け
る
連
続
性
」
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
六
六
号
（
平
成
十
三
年
）
九
九
頁
以
下
。

（
6
）	
末
澤
国
彦
「
明
治
四
十
年
刑
法
の
制
定
と
馬
券
の
禁
止
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
令
和
二
年
）
二
九
一
頁
以
下
。

（
7
）	

末
澤
国
彦
「
大
正
十
二
年
・
競
馬
法
の
制
定
に
よ
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
八
三
巻
三
号
（
平
成
二
十
九
年
）
一
〇
五
頁
以
下
。

（
8
）	

末
澤
国
彦
「
鍛
錬
馬
競
走
に
お
け
る
馬
券
の
合
法
化
に
つ
い
て
─
軍
馬
資
源
保
護
法
の
制
定
過
程
と
と
も
に
─
」
日
本
法
学
八
七
巻
二
号
（
令

和
三
年
）
一
四
五
頁
以
下
。

（
9
）	

な
お
、
資
料
の
引
用
に
際
し
、
旧
漢
字
体
に
つ
い
て
は
現
在
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
適
宜
改
め
た
。

（
10
）	

詳
し
く
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
総
務
部
調
査
課
編
『
日
本
競
馬
史
第
六
巻
』（
昭
和
四
十
七
年
・
日
本
中
央
競
馬
会
）
六
〇
九
頁
以
下
、
中
央

競
馬
ピ
ー
ア
ー
ル
・
セ
ン
タ
ー
編
『
近
代
競
馬
の
軌
跡
─
昭
和
史
の
あ
ゆ
み
と
と
も
に
─
』（
昭
和
六
十
三
年
・
日
本
中
央
競
馬
会
）
二
六
一
頁
以

下
を
参
照
。

（
11
）	

詳
し
く
は
、
前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
六
巻
』
六
二
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
12
）	

詳
し
く
は
、
前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
六
巻
』
六
七
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
13
）	

詳
し
く
は
、
前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』
一
一
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
14
）	

詳
し
く
は
、
前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』
一
五
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
15
）	

詳
し
く
は
、
前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』
一
六
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
16
）	

馬
券
税
法
第
二
条
で
勝
馬
投
票
券
の
発
行
お
よ
び
払
戻
金
に
税
金
が
課
さ
れ
て
い
た
。

（
17
）	

詳
し
く
は
、
前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』
一
五
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
18
）	

立
川
・
前
掲
書
で
は
、
富
山
に
つ
い
て
は
三
頁
以
下
、
そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
二
三
頁
以
下
で
闇
競
馬
の
実
態
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
が

行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
闇
競
馬
に
関
す
る
資
料
が
乏
し
い
た
め
、
現
在
同
書
以
上
の
実
態
解
明
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）	

前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』
一
四
七
頁
。
な
お
、
立
川
・
前
掲
書
は
じ
め
に
ⅳ
頁
以
下
で
は
全
く
の
無
許
可
の
も
の
を
「
ヤ
ミ
競
馬
」、
何

）
五
五
一
一
（



昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
九
三

ら
か
の
許
可
を
得
て
い
る
も
の
を
「
闇
競
馬
」
と
区
別
し
て
い
る
。

（
20
）	

詳
し
く
は
、
前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』
五
四
頁
以
下
、
道
新
ス
ポ
ー
ツ
編
『
北
の
蹄
音
　
ホ
ッ
カ
イ
ド
ウ
競
馬
四
十
年
史
』（
平
成
元

年
・
道
新
ス
ポ
ー
ツ
）
二
九
頁
以
下
、
立
川
・
前
掲
書
一
六
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
21
）	
立
川
・
前
掲
書
三
一
頁
。

（
22
）	

札
幌
の
進
駐
軍
競
馬
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
よ
り
一
時
間
に
わ
た
り
ラ
ジ
オ
中
継
が
行
わ
れ
た
。

（
23
）	

詳
し
く
は
、
立
川
・
前
掲
書
七
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
24
）	

四
国
で
は
厳
し
い
取
り
締
ま
り
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
立
川
・
前
掲
書
一
一
三
頁
を
参
照
。

（
25
）	

前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』
九
七
頁
で
は
、
当
時
北
海
道
庁
の
畜
産
技
師
で
あ
っ
た
佐
伯
才
一
が
、
進
駐
軍
競
馬
に
つ
い
て
日
高
地
区
の
サ

ラ
ブ
レ
ッ
ド
復
活
の
功
績
は
認
め
な
が
ら
も
「
国
内
法
規
を
無
視
し
無
法
の
競
馬
を
強
行
し
た
罪
は
大
き
く
、
許
し
難
い
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）	

前
掲
『
地
方
競
馬
史
第
一
巻
』
一
三
七
頁
。

（
27
）	

「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
案
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
一
号
」（
昭
和
二
十
一
年
）
一
頁
。

（
28
）	

前
掲
『
日
本
競
馬
史
第
七
巻
』
五
六
頁
で
は
、
昭
和
二
十
一
年
六
月
七
日
か
ら
一
週
間
、
東
京
で
農
林
省
が
主
体
と
な
っ
て
地
方
競
馬
実
施
条

例
案
の
研
究
会
が
行
わ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

（
29
）	

中
央
馬
事
会
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
地
方
競
馬
史
第
一
巻
』
一
三
八
頁
を
参
照
。

（
30
）	

法
案
が
ま
と
ま
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
立
川
・
前
掲
書
二
一
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
31
）	

神
翁
顕
彰
会
編
『
続
日
本
馬
政
史
　
三
』（
昭
和
三
十
八
年
・
神
翁
顕
彰
会
）
一
六
一
頁
、
前
掲
『
地
方
競
馬
史
第
一
巻
』
一
三
八
頁
、
衆
議

院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史
・
衆
議
院
議
員
名
鑑
』（
平
成
二
年
・
大
蔵
省
印
刷
局
）
一
〇
五
頁
。

（
32
）	

「
第
九
〇
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
三
十
七
号
」（
昭
和
二
十
一
年
）
五
五
九
頁
。

（
33
）	

前
掲
「
第
九
〇
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
三
十
七
号
」
五
五
九
頁
。

（
34
）	

前
掲
「
第
九
〇
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
三
十
七
号
」
五
六
〇
頁
。

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
九
四

（
35
）	

前
掲
「
第
九
〇
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
三
十
七
号
」
五
六
〇
頁
。

（
36
）	

前
掲
『
続
日
本
馬
政
史
　
三
』
一
六
一
頁
以
下
、
前
掲
『
地
方
競
馬
史
第
一
巻
』
一
三
八
頁
。

（
37
）	
「
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
地
方
競
馬
法
案
委
員
会
議
録
（
速
記
）
第
二
回
」（
昭
和
二
十
一
年
）
六
頁
以
下
。

（
38
）	
前
掲
「
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
地
方
競
馬
法
案
委
員
会
議
録
（
速
記
）
第
二
回
」
九
頁
。

（
39
）	

前
掲
『
続
日
本
馬
政
史
　
三
』
一
五
七
頁
、
衆
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史
・
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』（
平
成
二
年
・
大
蔵

省
印
刷
局
）
五
〇
頁
。

（
40
）	

前
掲
『
続
日
本
馬
政
史
　
三
』
一
五
一
頁
以
下
、
前
掲
『
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
一
七
三
頁
。

（
41
）	

前
掲
『
地
方
競
馬
史
第
一
巻
』
一
三
八
頁
、
前
掲
『
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
一
六
五
頁
。

（
42
）	

前
掲
『
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
一
八
頁
。

（
43
）	

前
掲
『
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
一
二
三
頁
。

（
44
）	

前
掲
『
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
九
二
頁
。

（
45
）	

鳴
尾
競
馬
事
件
に
つ
い
て
は
、
大
江
志
乃
夫
『
明
治
馬
券
始
末
』（
平
成
十
七
年
・
紀
伊
国
屋
書
店
）
一
三
二
頁
以
下
、
末
澤
・
前
掲
「
明
治

四
十
年
刑
法
の
制
定
と
馬
券
の
禁
止
に
つ
い
て
」
三
〇
六
頁
、
杉
本
竜
『
近
代
日
本
の
競
馬
─
大
衆
娯
楽
へ
の
道
』（
令
和
四
年
・
創
元
社
）
九
一

頁
以
下
を
参
照
。

（
46
）	

「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
一
号
」（
昭
和
二
十
一
年
）
三
頁
以
下
。

（
47
）	

「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
二
号
」（
昭
和
二
十
一
年
）
三
頁
。

（
48
）	

前
掲
『
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
一
七
九
頁
。

（
49
）	

「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
四
号
」（
昭
和
二
十
一
年
）
一
頁
以
下
。

（
50
）	

立
川
・
前
掲
書
二
六
四
頁
。

（
51
）	

前
掲
「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
四
号
」
五
頁
。

（
52
）	

前
掲
「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
四
号
」
一
二
頁
以
下
。

）
五
五
一
一
（



昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て
（
末
澤
）

一
九
五

（
53
）	

前
掲
「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
四
号
」
一
三
頁
。

（
54
）	

前
掲
「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
四
号
」
一
三
頁
。

（
55
）	
安
田
は
、
日
本
競
馬
会
が
馬
券
を
伴
う
競
馬
開
催
の
独
占
権
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
初
地
方
競
馬
法
に
は
反
対
の
意
思
を
持
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
立
川
・
前
掲
書
二
七
三
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
小
山
知
一
「
馬
事
に
尽
し
た
松
村
さ
ん
」
松
村
真
一
郎
笑
子

記
念
録
刊
行
会
編
『
松
村
真
一
郎
笑
子
記
念
録
』（
昭
和
四
十
六
年
・
松
村
真
一
郎
笑
子
記
念
録
刊
行
会
）
二
五
四
頁
以
下
に
は
地
方
競
馬
法
を
め

ぐ
る
安
田
と
松
村
の
懇
談
の
様
子
を
当
時
日
本
競
馬
会
理
事
で
あ
っ
た
小
山
知
一
が
回
想
し
て
い
る
。

（
56
）	

官
報
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
付
一
五
三
頁
以
下
。

（
57
）	

官
報
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
付
一
五
五
頁
以
下
。

（
58
）	

官
報
昭
和
二
十
一
年
十
月
十
五
日
付
九
五
頁
。

（
59
）	

「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
第
四
十
号
」（
昭
和
二
十
一
年
）
五
四
二
頁
。
な
お
、
衆
議
院
の
審
議
は
、「
第
九
十
回
帝
国
議
会

衆
議
院
議
事
速
記
録
第
五
十
号
」（
昭
和
二
十
一
年
）
八
二
八
頁
以
下
。

（
60
）	

官
報
昭
和
二
十
二
年
五
月
一
日
付
一
頁
。

（
61
）	

前
掲
『
貴
族
院
・
参
議
院
議
員
名
鑑
』
一
五
六
頁
。

（
62
）	

「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
予
算
委
員
会
第
四
分
科
会
（
農
林
省
商
工
省
）
議
事
速
記
録
第
二
号
（
昭
和
二
十
一
年
）
一
二
頁
。

（
63
）	

松
村
真
一
郎
笑
子
記
念
録
刊
行
会
編
・
前
掲
書
二
五
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
64
）	

「
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
建
議
委
員
会
議
録
（
速
記
）
第
六
回
」（
昭
和
二
十
一
年
）
五
七
頁
。

（
65
）	

前
掲
「
第
九
十
回
帝
国
議
会
貴
族
院
地
方
競
馬
法
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
第
四
号
」
一
三
頁
。

）
五
五
一
一
（





公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

一
九
七

公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離

高

　
　畑

　
　英
一
郎

は
じ
め
に

１
．
ア
メ
リ
カ
建
国
期
の
教
育

２
．
公
立
学
校
の
発
足
と
発
展

３
．
公
立
学
校
で
の
無
宗
派
主
義

４
．
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
大
量
移
民

５
．
公
立
学
校
の
無
宗
派
主
義
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
対

６
．
国
民
統
合
の
手
段
と
し
て
の
「
聖
書
朗
読
」

７
．「
聖
書
朗
読
」
を
め
ぐ
る
判
例

お
わ
り
に

論
　
説

）
九
九
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

一
九
八

は
じ
め
に

日
本
国
憲
法
は
、
宗
教
団
体
へ
の
特
権
付
与
・
財
政
支
援
（
二
〇
条
一
項
後
段
、
八
九
条
前
段
）、
政
府
の
宗
教
教
育
・
宗
教
的
活
動
を
禁

止
し
（
二
〇
条
三
項
）、
さ
ら
に
宗
教
団
体
に
政
治
上
の
権
力
行
使
を
禁
じ
て
い
る
（
二
〇
条
一
項
後
段
）。
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
、
憲
法
は

政
教
分
離
原
則
を
採
用
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
１
）

。
政
府
が
公
立
学
校
で
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
は
、
特
定
の
信
仰
を
支
援
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
、
政
教
分
離
に
違
反
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
も
、
政
教
分
離
規
定
に
相
当
す
る
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
一
七
九
一
年
に
制
定
し
た
（
２
）

。
特
定
宗
教
の
支
援
と
な

る
公
立
学
校
で
の
宗
教
教
育
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
長
ら
く
公
立
学
校
に
お
い
て
宗
教
的
な
活
動
が
容
認
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
、
一
日
の
授
業
が
開
始
さ
れ
る
前
に
聖
書
の
一
節
を
読
む
「
聖
書
朗
読
」
で
あ
る
。
こ
の
聖
書
朗
読
は
、

一
九
六
三
年
に
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
が
憲
法
違
反
の
判
決
を
下
す
（
３
）

ま
で
、
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
各
地
で
行
わ
れ
て

き
た
。
こ
う
し
た
慣
行
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
が
キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
に
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
指
標
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
古
く
か
ら
認

識
さ
れ
許
容
さ
れ
て
い
た
（
４
）

。

公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
に
は
別
の
側
面
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
建
国
を
担
っ
て
き
た
人
々
の
価
値
観
の
保
全
と
し
て
の
側
面

で
あ
り
、
移
民
国
家
で
は
当
然
に
発
生
す
る
文
化
的
軋
轢
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
、
移
民
を
ア
メ
リ
カ
社
会
に
同
化
さ
せ
る
手
段
だ
っ

た
。
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
価
値
観
の
下
で
の
国
民
統
合
（「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
事
実
上
の
公
定
（
５
）

」）
は
、
一
九
世
紀
ア
メ
リ

カ
の
公
立
学
校
制
度
を
通
貫
す
る
主
軸
で
あ
り
、
そ
れ
は
「（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
）
無
宗
派
主
義
」
と
呼
ば
れ
た
。
公
立
学
校
で
の
聖
書

朗
読
は
そ
れ
を
支
え
る
活
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

一
九
九

第
二
次
世
界
大
戦
後
で
も
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
を
主
要
な
前
提
と
し
て
お
り
、
冷
戦
期
に
反
宗
教
的
な
ソ
ビ
エ

ト
連
邦
に
対
抗
す
る
点
で
も
信
仰
を
重
視
し
て
い
た
。
だ
が
そ
の
頃
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
価
値
観
だ
け
に
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、

カ
ト
リ
ッ
ク
や
ユ
ダ
ヤ
教
を
広
く
包
含
す
る
多
元
主
義
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
（
一
神
教
的
な
）
宗
教
多
元

主
義
が
定
着
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
公
立
学
校
か
ら
宗
教
的
活
動
が
消
え
て
い
っ
た
。
た
だ
そ
の
背
後
に
、
学
校
教
育
を
め
ぐ
る
一
〇
〇

年
以
上
に
わ
た
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
壮
絶
な
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
（
６
）

。

本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
制
度
の
発
足
と
定
着
、
そ
の
中
で
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
が
必
要
と
さ
れ
た
背
景
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
的
価
値
観
を
基
盤
と
す
る
ア
メ
リ
カ
社
会
に
対
す
る
移
民
た
ち
の
反
発
、
同
化
の
手
段
と
し
て
の
聖
書
朗
読
が
も
た
ら
し
た
軋
轢
、

政
教
分
離
原
則
と
聖
書
朗
読
と
の
関
係
を
考
察
し
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
社
会
が
政
教
分
離
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
の
一

端
を
示
し
た
い
。

１
．
ア
メ
リ
カ
建
国
期
の
教
育

ａ
．
植
民
地
時
代
の
教
育

植
民
地
期
の
ア
メ
リ
カ
に
移
民
し
た
多
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
産
階
級
の
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
読
み
書
き
や
計
算
の
能
力
に
は
ば
ら

つ
き
が
あ
っ
た
（
７
）

。
植
民
地
の
商
業
が
発
展
し
て
イ
ギ
リ
ス
や
他
の
植
民
地
と
の
交
易
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
（
８
）

、
ま
た
男
性
に
選
挙
権
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
識
字
能
力
は
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
初
等
教
育
が
盛
ん
に
な
っ
た
（
９
）

。
例
え
ば
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
は

一
六
四
七
年
に
義
務
教
育
法
を
制
定
し
て
、
タ
ウ
ン
に
学
校
の
設
立
を
義
務
付
け
て
い
た
（
10
）

。
植
民
地
で
の
教
育
は
、
実
用
的
な
知
識
の
提

供
と
と
も
に
、
聖
書
を
理
解
す
る
基
礎
を
子
供
た
ち
に
与
え
る
こ
と
で
社
会
を
野
蛮
さ
か
ら
守
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
11
）

。

）
九
九
一
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
〇
〇

北
部
植
民
地
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
共
同
体
建
設
の
た
め
に
は
教
育
が
最
も
重
要
で
あ
り
、
知
的
遺
産
の
継
承
機
関
と
し
て
だ
け
で
は

な
く
、
文
化
追
求
の
機
関
と
し
て
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
12
）

。
北
部
に
多
く
入
植
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は
聖
書
中
心
主
義
に
立
つ
の

で
、
聖
書
に
関
す
る
知
識
が
必
須
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
な
る
識
字
能
力
を
広
く
普
及
さ
せ
る
た
め
に
も
教
育
に
力
を
注
ぐ
必
要
が
あ
っ

た
（
13
）

。
一
六
四
七
年
法
で
設
置
さ
れ
た
学
校
は
当
初
有
償
で
あ
っ
た
が
、
学
校
運
営
費
の
不
足
分
に
税
金
が
投
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

徐
々
に
授
業
料
を
支
払
う
の
は
金
銭
的
に
余
裕
の
あ
る
家
庭
の
み
と
な
っ
て
い
っ
た
（
14
）

。
そ
し
て
、
一
八
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
学
校
運
営

費
や
教
師
の
給
与
の
大
半
が
公
費
で
賄
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
や
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
な

ど
で
は
、
こ
の
時
点
で
無
償
の
公
立
学
校
が
事
実
上
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
15
）

。

人
口
の
ま
ば
ら
な
南
部
で
は
学
校
は
設
立
さ
れ
ず
（
16
）

、
主
に
家
庭
が
教
育
を
担
っ
て
い
た
（
17
）

。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
な
ど
の

東
海
岸
中
部
で
も
、
植
民
地
政
府
の
関
与
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
（
18
）

。
東
海
岸
中
部
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
か
ら

移
民
が
入
植
し
た
の
で
、
北
部
や
南
部
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
系
移
民
と
い
う
言
語
的
に
も
社
会
的
に
も
均
一
な
集
団
で
植
民
地
が
構
成
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
19
）

。
そ
の
た
め
、
社
会
的
文
化
的
な
統
一
の
た
め
に
学
校
を
設
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
移
民
集

団
の
教
会
や
各
家
庭
が
教
育
を
担
当
し
た
（
20
）

。
東
海
岸
中
部
で
は
各
々
の
移
民
集
団
が
自
分
た
ち
の
文
化
を
子
供
た
ち
に
教
育
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
こ
こ
が
イ
ギ
リ
ス
領
に
な
っ
て
か
ら
も
言
語
を
英
語
に
統
一
す
る
と
い
っ
た
同
化
政
策
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
（
21
）

。

ｂ
．
建
国
期
の
教
育

独
立
革
命
の
前
後
に
は
、
教
育
は
ア
メ
リ
カ
建
国
の
理
念
を
維
持
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
22
）

。
建
国
当
初
か
ら
（
大
規

模
国
家
で
の
持
続
可
能
性
な
ど
）
民
主
制
に
対
す
る
懸
念
が
あ
り
、
さ
ら
に
シ
ェ
イ
ズ
の
反
乱
（
一
七
八
六
年
（
23
））

や
ウ
ィ
ス
キ
ー
税
反
乱

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
〇
一

（
一
七
九
一
年
（
24
））

が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
そ
の
も
の
に
動
揺
を
与
え
て
い
た
が
、
建
国
の
父
た
ち
は
教
育
を
通
じ
て
自
由
と
秩
序
を
確
保
す
る

こ
と
で
克
服
し
よ
う
と
し
、
そ
の
実
現
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
聖
書
に
基
づ
く
道
徳
教
育
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
（
25
）

。
そ
の
た

め
、
ア
メ
リ
カ
建
国
期
で
も
教
育
は
宗
教
的
要
素
を
多
く
帯
び
、
内
容
も
教
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
（
26
）

。
合
衆
国
憲
法
に
政
教
分
離
原
則
が

明
記
さ
れ
た
後
も
公
定
教
会
制
を
続
け
る
州
は
あ
り
、
宗
教
学
校
へ
の
公
金
援
助
も
多
く
行
わ
れ
て
い
た
（
27
）

。

と
は
い
え
、
公
立
学
校
を
設
立
す
る
動
き
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
公
立
学
校
の
設
置
を
州
政
府
に
要
請
す
る
州
憲
法
が
制
定
さ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
28
）

。
し
か
し
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
公
立
学
校
制
度
の
設
立
を
何
度
か
提
案
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

州
議
会
は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
人
々
が
教
育
の
た
め
の
新
た
な
課
税
や
学
校
教
育
制
度
と

い
っ
た
政
府
の
新
規
の
制
度
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
29
）

。
こ
う
し
た
懸
念
が
建
国
時
の
公
立
学
校
設
立
の
動

き
を
挫
く
も
の
と
な
っ
た
（
30
）

。
他
方
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
は
、
一
七
八
〇
年
代
に
は
全
州
に
無
償
の
小
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
一
七
九
五
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
ま
で
税
金
を
財
源
と
す
る
学
校
が
設
置
さ
れ
、
二
〇
歳
未
満
の
子
ど
も
の
三
七
％

に
当
た
る
五
万
八
〇
〇
〇
人
が
通
学
し
て
い
た
が
、
教
育
の
た
め
の
新
た
な
課
税
に
対
す
る
不
評
か
ら
、
五
年
で
頓
挫
し
た
。
ヴ
ァ
ー
ジ

ニ
ア
州
と
同
じ
く
、
共
和
政
府
は
教
育
に
介
入
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
31
）

。

ｃ
．
建
国
期
の
教
育
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
対
応

ア
メ
リ
カ
建
国
直
後
に
教
育
に
対
応
し
た
の
は
、
主
に
タ
ウ
ン
な
ど
地
方
政
府
で
あ
っ
た
。
合
衆
国
憲
法
に
は
連
邦
政
府
が
教
育
を
規

律
す
る
規
定
は
な
い
の
で
、
連
邦
政
府
は
教
育
に
は
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
32
）

。
だ
が
建
国
の
父
た
ち
と
同
様

に
、
連
邦
政
府
も
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
り
（
33
）

、
独
立
一
三
州
の
西
側
に
広
が
る
連
邦
領
で
の
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
建
設
と
そ

）
九
九
一
一
（
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二
〇
二

の
際
の
土
地
売
却
に
関
す
る
一
七
八
五
年
の
公
有
地
条
令
（L

and O
rdinance of 1785

）
は
、
六
マ
イ
ル
四
方
の
区
画
を
三
六
に
区
分
し
、

そ
の
第
一
六
区
画
を
公
立
学
校
維
持
の
た
め
に
使
用
す
る
よ
う
規
定
し
て
い
た
（
34
）

。
一
七
八
七
年
七
月
に
制
定
し
た
北
西
部
条
令

（N
orthw

est O
rdinance of 1787

）
も
「
学
校
と
教
育
手
段
は
永
久
に
奨
励
さ
れ
る
」
と
規
定
し
（
35
）

、
現
在
の
ミ
シ
ガ
ン
州
や
オ
ハ
イ
オ
州
な

ど
に
該
当
す
る
北
西
部
領
土
（
36
）

の
開
拓
に
は
学
校
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
た
（
37
）

。
さ
ら
に
連
邦
政
府
は
、
新
し
い
州
が
連
邦
に
加

入
す
る
際
に
公
立
学
校
の
設
置
を
要
求
し
て
い
た
（
38
）

。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
政
府
は
そ
の
管
理
す
る
土
地
の
提
供
を
通
じ
て
、
新
規
加
入
の

州
に
教
育
の
提
供
を
要
請
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
39
）

。

２
．
公
立
学
校
の
発
足
と
発
展

建
国
当
初
か
ら
、
連
邦
政
府
も
州
政
府
も
教
育
の
重
要
性
は
認
識
し
て
い
た
の
だ
が
、
一
九
世
紀
初
頭
の
教
育
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
州
以
外
で
は
、
主
に
家
庭
や
私
立
学
校
で
行
わ
れ
て
い
た
。
本
格
的
な
公
立
学
校
設
置
の
動
き
は
一
八
三
〇
年
代
に
始
ま
る
。
こ
の
時

期
に
ア
メ
リ
カ
の
都
市
化
と
工
業
化
が
進
み
、
資
本
主
義
の
発
展
が
人
々
の
識
字
と
計
算
の
能
力
の
向
上
を
要
求
し
た
。
都
市
へ
の
人
口

の
集
中
は
商
業
と
出
版
を
発
展
さ
せ
た
が
、
商
業
に
は
計
算
能
力
が
、
出
版
に
は
読
み
書
き
の
能
力
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
40
）

。
こ
う

し
た
労
働
者
の
育
成
と
い
う
産
業
界
か
ら
の
要
望
は
公
立
学
校
推
進
の
原
動
力
と
な
っ
た
（
41
）

。
他
方
、
都
市
化
は
犯
罪
件
数
を
増
加
さ
せ
た

の
で
、
そ
の
抑
止
の
た
め
の
道
徳
教
育
も
公
立
学
校
の
使
命
と
な
っ
た
（
42
）

。
公
立
学
校
は
、
共
通
の
言
語
で
あ
る
英
語
や
社
会
道
徳
、
初
等

教
育
の
機
会
均
等
を
提
供
し
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
で
生
活
を
送
る
た
め
の
経
済
的
諸
条
件
を
子
供
た
ち
が
習
得
す
る
機
関
と
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
43
）

。

公
立
学
校
は
ま
た
、
商
人
層
や
中
産
階
級
の
実
用
的
価
値
観
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
多
元
主
義
や
科
学
技
術
、
経
済
的
職

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
〇
三

業
的
実
用
主
義
が
教
育
の
内
容
と
な
っ
て
い
っ
た
（
44
）

。
こ
う
し
た
世
俗
的
な
実
用
主
義
的
価
値
観
の
普
及
が
公
立
学
校
で
の
宗
教
的
教
義
教

育
の
比
重
を
低
下
さ
せ
た
と
も
い
わ
れ
る
（
45
）

。
さ
ら
に
公
立
学
校
は
、
資
本
家
な
ど
の
富
裕
層
が
勤
勉
な
労
働
者
を
養
成
す
る
の
に
必
要
な

存
在
で
あ
り
、
勤
勉
者
の
育
成
を
通
じ
た
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
（
46
）

。
他
方
で
、
労
働
者
側
も
公
立

学
校
の
設
立
を
要
請
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
経
済
的
政
治
的
搾
取
か
ら
労
働
者
を
守
る
た
め
に
は
、
読
み
書
き
計
算
と
い
っ
た
初
等
教
育

が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
要
請
で
あ
っ
た
（
47
）

。

つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
と
は
、
善
良
な
社
会
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
人
道
主
義
、
社
会
に
お
け
る
政
治
的
地
位
の
向
上
を
求
め

る
労
働
者
の
願
望
、
適
正
な
労
働
者
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
経
営
者
・
資
本
家
た
ち
の
期
待
、
経
済
的
社
会
的
特
権
の
維
持
を
求
め
る
富

裕
層
の
願
望
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
価
値
観
や
社
会
文
化
の
保
持
を
求
め
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
人
た
ち
の
期
待
が
複
雑
に
絡
み
合
っ

た
結
果
の
産
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
（
48
）

。
ア
メ
リ
カ
の
経
済
発
展
が
も
た
ら
し
た
都
市
化
の
進
展
、
工
業
化
社
会
の
到
来
、
農
村
の
衰
退
な

ど
が
与
え
る
共
和
制
へ
の
不
安
が
公
立
学
校
の
設
置
を
推
進
す
る
要
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
49
）

。
民
主
制
が
対
峙
す
る
難
し
い
問
題
を
解
決

す
る
の
に
は
教
育
の
力
が
必
要
だ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
国
民
の
堅
固
な
信
念
も
、
公
立
学
校
制
度
の
発
展
に
寄
与
し
た
（
50
）

。
さ
ら
に
「
共
和
国

の
共
通
の
文
化
」
を
作
り
上
げ
る
必
要
性
や
（
51
）

、
教
育
の
機
会
均
等
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
価
値
観
と
文
化
の
保
持
、
ア
メ
リ
カ
文
化
で

の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
優
位
性
の
確
保
も
、
公
立
学
校
設
立
の
目
的
で
あ
っ
た
（
52
）

。

教
育
は
州
の
管
轄
で
あ
り
（
53
）

、
学
校
教
育
の
具
体
的
内
容
は
、
タ
ウ
ン
な
ど
地
方
政
府
が
そ
の
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
決
定
し
て
い

た
（
54
）

。し
か
し
、
公
立
学
校
の
設
立
は
順
調
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
公
立
学
校
を
維
持
す
る
た
め
の
課
税
に
反
対
す
る
人
は
少

な
く
な
く
、
子
供
が
い
な
い
、
す
で
に
十
分
な
教
育
を
受
け
て
い
る
な
ど
の
理
由
で
公
立
学
校
を
必
要
と
し
な
い
人
に
ま
で
課
税
を
す
る

）
九
九
一
一
（
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二
〇
四

こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
（
55
）

。
さ
ら
に
、
無
償
の
公
立
学
校
の
存
在
自
体
が
、
自
助
自
立
を
本
旨
と
す
る
ア
メ
リ
カ

の
個
人
主
義
と
矛
盾
す
る
と
も
考
え
ら
れ
た
（
56
）

。
だ
が
、
こ
う
し
た
懸
念
や
反
対
は
、
一
八
三
〇
年
代
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
が
多
く
ア
メ

リ
カ
に
流
入
し
た
こ
と
に
よ
り
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
で
あ
っ
て
も
先
住
の
白
人
と
は
経
済
的
文

化
的
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
同
一
性
を
揺
る
が
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
英
語
と
い
う
共
通
言
語
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
的
な
共
通
道
徳
を
子
供
た
ち
に
教
育
す
る
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
社
会
は
そ
の
一
体
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
公
立
学
校
は
、
移
民
の
子

供
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
社
会
に
同
化
さ
せ
る
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
57
）

。

３
．
公
立
学
校
で
の
無
宗
派
主
義

一
九
世
紀
初
頭
の
初
等
教
育
を
担
っ
た
私
立
学
校
は
、
公
立
学
校
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
徐
々
に
勢
い
を
失
っ
て
い
っ
た
（
58
）

。
公

立
学
校
が
普
及
す
る
一
八
三
〇
年
代
は
、
各
州
に
お
い
て
政
教
分
離
制
が
確
立
し
た
時
期
（
59
）

で
も
あ
り
、
公
立
学
校
で
特
定
宗
派
の
教
義
の

教
育
を
禁
止
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
60
）

。
新
興
の
公
立
学
校
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
価
値
観
の
教
育
を
主
眼
と

し
て
い
た
の
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
各
派
に
共
通
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
基
づ
い
た
道
徳
教
育
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
民
主
政
に

不
可
欠
な
国
民
の
一
体
性
は
、
宗
派
教
育
で
は
実
現
不
能
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
た
（
61
）

。
そ
れ
ゆ
え
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
共
通
す
る
キ
リ

ス
ト
教
の
教
え
」
で
あ
る
「
無
宗
派
主
義
（non-sectarianism
）」
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
62
）

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、

一
六
一
一
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
編
纂
さ
れ
た
欽
定
聖
書
（K

ing Jam
es V

ersion

）
の
朗
読
が
行
わ
れ
る
限
り
、
無
宗
派
主
義
は
受
け
容
れ
可

能
な
も
の
で
あ
っ
た
（
63
）

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
各
派
の
違
い
を
超
え
、
ア
メ
リ
カ
教
の
萌
芽
を
生
み
出
し
た
第
二
次
信
仰
復
興
運
動
の
影
響
を

受
け
つ
つ
（
64
）

、
こ
の
無
宗
派
主
義
の
推
進
に
尽
力
し
た
ホ
ー
レ
ス
・
マ
ン
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
教
育
長
）
は
、
宗
派
的
な
解
説
な
し
に
聖

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
〇
五

書
の
内
容
を
把
握
さ
せ
る
こ
と
が
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
共
通
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
」
を
形
成
す
る
の
に
不
可
欠
だ
と
説
い
た
（
65
）

。
要

す
る
に
聖
書
の
素
読
が
無
宗
派
主
義
の
中
核
な
の
で
あ
り
（
66
）

、
そ
れ
は
公
立
学
校
で
の
重
要
な
行
事
と
な
っ
て
い
っ
た
（
67
）

。

無
宗
派
主
義
の
下
、
公
立
学
校
の
児
童
・
生
徒
た
ち
は
政
治
的
宗
教
的
問
題
に
つ
い
て
自
主
的
に
判
断
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
。
宗
教
問
題
で
自
主
的
に
判
断
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
信
仰
に
関
す
る
自
己
決
定
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
特
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

聖
書
の
内
容
を
自
ら
理
解
す
る
こ
と
で
醸
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
聖
書
を
素
読
す
る
意
義
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
68
）

。
批
判
的
思
考
も

公
教
育
で
要
請
さ
れ
る
べ
き
能
力
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宗
派
教
義
を
中
心
と
す
る
教
育
で
は
達
成
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

た
（
69
）

。無
宗
派
主
義
に
立
脚
す
る
こ
と
で
、
州
や
地
方
の
政
府
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
各
派
の
教
義
論
争
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に

各
教
会
が
自
主
的
に
発
展
す
る
の
を
促
す
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
共
有
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
価
値
観
を
公
立
学
校
を
通
じ
て
支

持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
（
70
）

。

無
宗
派
主
義
は
こ
の
よ
う
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
間
の
調
和
を
念
頭
に
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
カ
ト

リ
ッ
ク
移
民
の
大
量
流
入
で
あ
っ
た
（
71
）

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
価
値
観
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
の
優
位
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
意
向
が
無

宗
派
主
義
の
形
成
を
い
っ
そ
う
促
し
た
の
で
あ
る
（
72
）

。
先
住
の
白
人
た
ち
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
価
値
観
を
共
和
主
義
や
経
済
発
展
、
高
潔

な
道
徳
観
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
中
核
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
73
）

。
も
っ
と
も
、
二
〇
世
紀
に
な
る
ま
で
聖
書
朗

読
を
法
律
で
義
務
づ
け
て
い
た
の
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
だ
け
で
あ
り
（
一
八
二
六
年
制
定
）、
他
の
州
は
、
こ
れ
を
植
民
地
時
代
か
ら

の
伝
統
的
慣
行
と
考
え
て
い
た
（
74
）

。

無
宗
派
主
義
に
立
脚
す
る
公
立
学
校
制
度
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
全
国
化
し
て
い
く
（
75
）

。
た
だ
、
例
え
ば
一
九
世
紀
の
教
科
書
の
第
一

）
九
九
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一
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（
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〇
二
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年
二
月
）

二
〇
六

の
目
的
が
子
供
に
国
家
へ
の
忠
誠
を
植
え
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
国
家
へ
の
忠
誠
が
他
へ
の
あ
ら
ゆ
る
忠
誠
に
勝
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
す
文
章
が
多
く
教
科
書
に
記
さ
れ
て
い
た
（
76
）

。
こ
の
よ
う
に
宗
教
色
の
薄
い
公
立
学
校
制
度
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
保
守
派

は
当
初
反
対
し
て
い
た
が
（
77
）

、
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
に
対
抗
す
る
必
要
か
ら
、
一
八
七
〇
年
頃
に
は
公
立
学
校
制

度
が
最
良
で
あ
り
、
宗
派
教
育
は
公
立
学
校
で
は
許
さ
れ
な
い
が
一
般
的
な
宗
教
教
育
は
公
立
学
校
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
の
認
識

で
一
致
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
78
）

。

公
立
学
校
制
度
が
ア
メ
リ
カ
社
会
に
定
着
す
る
一
方
で
、
各
教
会
に
よ
る
宗
派
教
育
は
残
存
し
た
。
宗
派
教
育
に
対
す
る
州
政
府
の
支

援
禁
止
は
、
す
で
に
一
九
世
紀
前
半
に
は
ア
メ
リ
カ
の
人
々
の
行
動
指
針
の
よ
う
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
（
79
）

。
一
八
七
〇
年
代
か
ら

一
八
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
公
費
援
助
禁
止
は
厳
格
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
一
九
世
紀
末
に
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す
る
公
費
援
助

を
認
め
る
州
は
皆
無
に
な
っ
て
い
た
（
80
）

。

一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
公
立
学
校
を
通
じ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
共
通
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
「
ア
メ
リ
カ
主
義
」
と

し
て
す
べ
て
の
国
民
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
81
）

。
つ
ま
り
、
教
育
を
通
じ
た
善
良
な
愛
国
的
な
市
民
の

育
成
（
こ
の
よ
う
な
道
徳
観
を
持
つ
市
民
が
社
会
に
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
市
民
の
増
加
は
政
治
体
制
の
安
定
化
に
寄
与
す
る
と
理
解
さ
れ

て
い
た
）
と
そ
れ
に
よ
る
貧
困
と
犯
罪
の
撲
滅
の
手
段
と
し
て
公
立
学
校
は
期
待
さ
れ
た
で
あ
り
（
82
）

、
そ
の
た
め
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に

共
通
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
基
づ
く
道
徳
教
育
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

無
宗
派
主
義
と
は
い
い
な
が
ら
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
共
通
す
る
教
え
を
基
盤
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
価
値
観
と

は
相
い
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
立
学
校
で
無
宗
派
主
義
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
を
否
定
す

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
（
83
）

。
結
局
の
と
こ
ろ
無
宗
派
主
義
と
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
〇
七

作
り
出
さ
れ
た
偏
狭
な
概
念
な
の
で
あ
り
（
84
）

、
そ
の
背
景
に
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
（
85
）

。

４
．
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
大
量
移
民

植
民
地
時
代
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
政
策
の
影
響
も
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を

抱
い
て
い
た
し
（
86
）

、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
厳
し
い
制
約
を
課
し
て
い
た
（
87
）

。
一
八
世
紀
初
頭
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
宗
教
的
自
由
と
市
民
の
権
利
を
享
受

で
き
た
の
は
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
と
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
植
民
地
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
的
自
由
は
認
め
ら
れ

ず
、
ま
た
彼
ら
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
維
持
す
る
た
め
の
教
会
税
を
徴
収
さ
れ
て
い
た
（
88
）

。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
は
、
歴
史
的
由
来
、
公
定
教
会
制
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
優
遇
法
令
、
あ
る
い
は
教
皇
と
い
う

「
外
国
君
主
」
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
に
対
す
る
反
感
な
ど
に
基
づ
く
（
89
）

。
独
立
後
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
他
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
派
と
平
等
に
扱
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
州
は
州
憲
法
や
州
法
で
カ
ト
リ
ッ
ク

を
差
別
し
て
い
た
。

他
方
で
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
統
領
が
カ
ト
リ
ッ
ク
排
除
を
非
難
し
た
命
令
を
発
し
た
こ
と
（
90
）

な
ど
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
寛
容
の
機
運
は

高
ま
っ
た
。
一
九
世
紀
初
頭
の
信
教
の
自
由
化
や
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
大
統
領
の
自
由
主
義
的
な
思
想
の
影
響
に
よ
り
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感

情
は
下
火
に
な
り
、
差
別
的
法
律
も
徐
々
に
廃
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
91
）

。
そ
も
そ
も
、
建
国
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
人
口
は
三
万
人

ほ
ど
で
あ
り
、
当
時
の
人
口
の
一
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
（
92
）

、
大
き
な
社
会
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
一
八
三
〇
年
以
降
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
偏
見
は
強
ま
っ
て
い
く
。
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移
民
の
急
増
（
93
）

に
よ
り
、
民
主
制
が
危
機
的
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
と
、
西
部
へ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
増
大
に
対
す
る
懸
念
が
そ
の
主
な
原
因
で
あ
る
（
94
）

。
こ
の
時
期
に
移
民

）
九
九
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一
（
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二
〇
八

が
多
く
到
来
し
た
理
由
の
一
つ
が
ア
メ
リ
カ
の
経
済
成
長
と
工
業
化
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
都
市
化
を
促
し
、
ア
メ
リ
カ
を
農
村
社
会
か

ら
都
市
社
会
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
（
95
）

。

こ
の
時
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
の
多
く
が
ド
イ
ツ
系
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
で
あ
っ
た
（
96
）

。
も
と
も
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
一
六
世
紀
か
ら
事

実
上
の
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
主
な
栄
養
源
と
す
る
よ
う
な
苦
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た

が
（
97
）

、
一
八
〇
一
年
の
併
合
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
の
支
配
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
彼
ら
の
生
活
水
準
は
著
し
く
低
下
し
（
98
）

、
そ
の
一
部
は
ア
メ
リ
カ

に
移
民
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
移
民
の
数
が
急
増
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
四
〇
年
代
後
半
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で

発
生
す
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
飢
饉
で
あ
っ
た
（
99
）

。
一
八
四
五
年
に
南
米
で
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
疫
病
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に

蔓
延
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
。
飢
饉
を
逃
れ
る
た
め
に
一
八
五
五
年
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
者
は
約

一
五
〇
万
人
に
上
る
と
い
わ
れ
る
（
100
）

。
彼
ら
の
多
く
は
着
の
身
着
の
ま
ま
で
ア
メ
リ
カ
に
上
陸
し
、
そ
の
ま
ま
病
院
や
救
貧
院
な
ど
の
福
祉

施
設
に
収
容
さ
れ
た
（
101
）

。
貧
困
の
移
民
の
大
量
流
入
に
加
え
、
衰
弱
し
た
移
民
の
救
済
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
ア
メ

リ
カ
人
た
ち
は
不
満
を
募
ら
せ
、
移
民
排
斥
の
感
情
を
醸
成
し
て
い
っ
た
（
102
）

。
ド
イ
ツ
系
の
移
民
は
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
ユ

ダ
ヤ
教
徒
な
ど
様
々
な
信
仰
を
も
つ
者
で
あ
っ
た
が
、
英
語
が
不
自
由
と
い
う
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
（
103
）

。

カ
ト
リ
ッ
ク
が
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
理
解
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
が
先
住
の
ア
メ
リ
カ
白
人
と

は
異
な
る
移
民
で
あ
り
（
104
）

、
都
市
に
居
住
し
、
貧
困
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
の
特

徴
は
、
農
村
部
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
と
は
親
和
的
で
は
な
く
、
都
市
の
拡
大
、
貧
困
層
の
増

加
が
こ
の
従
来
の
価
値
観
の
脅
威
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
105
）

。

ア
メ
リ
カ
の
経
済
発
展
は
南
北
戦
争
後
に
は
さ
ら
に
進
み
、
そ
れ
が
い
っ
そ
う
移
民
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
移
民
た
ち
の
多

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
〇
九

く
が
工
場
労
働
者
と
な
り
、
そ
れ
が
さ
ら
な
る
都
市
化
を
促
し
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
大
幅
な
変
容
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
（
106
）

。
そ
れ
ゆ

え
、
移
民
の
統
制
が
喫
緊
の
政
治
課
題
と
な
っ
た
（
107
）

。

こ
の
時
期
の
反
カ
ト
リ
ッ
ク
主
義
は
、
民
主
制
が
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
に
見
ら
れ
る
）
絶
対
主
義
と
相
容
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ロ
ー
マ

教
皇
の
権
力
が
ア
メ
リ
カ
政
府
の
民
主
的
権
力
と
矛
盾
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
108
）

。
権
力
が
教
皇
と
い
う

一
人
の
者
の
手
中
に
あ
る
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
と
っ
て
は
特
に
問
題
で
あ
っ
た
（
109
）

。
一
八
四
〇
年
代
に
移
民
と
し
て
多
く
到
来
し

た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
教
皇
の
手
先
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
110
）

。
教
皇
ピ
ウ
ス
九
世
は
ま
た
、
信
教
の
自
由
や
政
教
分
離
を
否
定

す
る
発
言
を
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
批
判
を
煽
る
も
の
に
も
な
っ
た
（
111
）

。
さ
ら
に
は
、
一
八
七
〇
年
の
イ
タ
リ

ア
統
一
に
よ
り
領
地
が
大
幅
に
削
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
教
皇
庁
を
ア
メ
リ
カ
へ
移
設
し
よ
う
と
い
う
う
わ
さ
が
広
が
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ

の
反
発
を
い
っ
そ
う
強
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
（
112
）

。

カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
の
主
流
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
か
ら
中
南
米
系
に
移
る
と
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
に
人
種
差
別
的
な
要
素
が
加
わ
る
よ
う
に

な
る
（
113
）

。
移
民
問
題
は
現
在
に
至
る
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
り
、
移
民
に
対
す
る
反
感
は
い
ま
だ
払
し
ょ
く
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
（
114
）

。５
．
公
立
学
校
の
無
宗
派
主
義
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
対

一
八
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
の
増
加
に
伴
い
、
公
立
学
校
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
問
題
が
顕
在
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新

た
に
ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
き
た
移
民
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
社
会
に
同
化
さ
せ
る
た
め
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
児
童
生
徒
の
公

立
学
校
通
学
を
望
ん
で
い
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
公
立
学
校
で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
道
徳
教
育
に
反
発
し
て
い
た
。
公
立
学
校
で
は
プ

）
九
九
一
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二
一
〇

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
無
宗
派
主
義
に
立
脚
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
を
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
115
）

。

カ
ト
リ
ッ
ク
は
ま
ず
、
欽
定
聖
書
の
使
用
を
拒
否
し
た
（
116
）

。
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
解
説
な
し
の
聖
書
朗
読
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

式
で
あ
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
聖
書
は
教
会
の
教
え
を
通
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
り
、

解
説
な
し
の
聖
書
朗
読
は
聖
書
理
解
を
誤
ら
せ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
（
117
）

。
そ
の
た
め
、
大
半
の
公
立
学
校
で
行
わ
れ
て
い
た
賛
美
歌
斉

唱
、
祈
禱
、
聖
書
朗
読
に
反
対
し
た
（
118
）

。
教
皇
ピ
ウ
ス
九
世
も
公
立
学
校
制
度
を
批
判
し
て
い
た
（
119
）

。

公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
に
反
対
す
る
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
政
府
の
強
制
か
ら
自
ら
の
信
教
の
自
由
を
守
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
信
教
の
自
由
を
人
権
保
障
の
中
核
の
一
つ
と
す
る
ア
メ
リ
カ
人
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
公
立
学
校
へ
の
通

学
を
強
い
る
と
い
う
公
的
な
強
制
を
課
す
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
そ
れ
を
強
制
し
た
（
120
）

。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
無
宗
派
主
義
に
対
す
る
反
対
は
自
分
た
ち
の
い
う
「
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
理
念
」
の
教
育
の
拒

否
と
み
な
し
た
（
121
）

。
公
立
学
校
で
の
聖
書
使
用
へ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
対
は
、
公
立
学
校
制
度
そ
の
も
の
へ
の
反
対
と
理
解
さ
れ
、
政
治
的

争
点
に
も
な
っ
て
い
っ
た
（
122
）

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
過
激
派
は
、
大
量
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
移
民
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
結
託
し
て
、
ア
メ
リ
カ

共
和
政
体
を
覆
そ
う
と
し
て
い
る
主
張
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
排
斥
を
煽
っ
た
。
教
皇
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
目
的
は
、
政
治
的
に
ア
メ
リ
カ

を
乗
っ
取
る
こ
と
だ
と
い
う
論
調
も
登
場
し
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
団
結
し
て
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
も
主
張
さ
れ
た
（
123
）

。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
無
宗
派
主
義
へ
の
反
対
は
宗
教
に
つ
い
て
の
自
立
心
の
育
成
に
対
す
る
反
対
と
み
な
さ
れ
、
カ
ト

リ
ッ
ク
は
人
々
の
信
仰
に
関
す
る
選
択
の
自
由
と
共
和
制
に
反
対
す
る
者
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
（
124
）

。
南
北
戦
争
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
最

大
の
関
心
が
奴
隷
制
に
移
っ
た
の
で
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
は
一
時
的
に
下
火
に
な
っ
た
が
、
南
北
戦
争
後
に
は
再
燃
し
た
（
125
）

。
教
皇
に
権

威
が
集
中
し
、
信
者
の
信
仰
に
関
す
る
選
択
が
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
民
主
制
と
矛
盾
す
る
と
い
う
批
判
が
、
繰
り
返
さ

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
一
一

れ
た
の
で
あ
る
（
126
）

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
公
立
学
校
は
無
宗
派
で
あ
る
が
ゆ
え
に
信
教
の
自
由
に
は
反
せ
ず
、
ま
た
無
宗
派
的
な
公
立
学

校
の
維
持
の
た
め
の
徴
税
も
信
教
の
自
由
に
違
反
し
な
い
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
価
値
観
の
強
制
を
正
当
化
し
て
（
127
）

、
カ
ト
リ
ッ
ク

の
人
権
に
関
わ
る
問
い
に
答
え
て
い
た
。

公
立
学
校
に
通
う
カ
ト
リ
ッ
ク
の
児
童
生
徒
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
教
育
を
強
制
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
は

独
自
の
私
立
学
校
（
教
区
学
校
）
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。
子
供
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
師
の
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
考
え
に
よ
る
授

業
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
良
心
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
教
区
学
校
の
設
立
を
促
し
た
。
さ
ら
に
、

公
立
学
校
で
は
適
切
な
宗
教
教
育
を
施
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
感
じ
て
い
た
（
教
会
の
日
曜
学
校
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
（
128
））。

最
初
の
教
区

学
校
は
、
一
七
八
二
年
に
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
で
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
本
格
的
発
展
は
カ
ト
リ
ッ
ク
移
民
が
大
量
に
流
入
す
る
一
八
三
〇

年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
で
教
区
学
校
が
設
立
さ
れ
た
（
129
）

。
一
八
四
〇
年
ま
で
に
は
二
〇
〇
の
教
区

学
校
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
大
半
が
中
西
部
で
あ
っ
た
（
130
）

。

一
八
四
〇
年
の
第
四
回
管
区
教
会
会
議
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
子
供
た
ち
が
公
立
学
校
で
欽
定
聖
書
を
使
用
し
な
い
こ
と
、
公
立
学
校
で

カ
ト
リ
ッ
ク
儀
式
を
導
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
（
131
）

、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
公
立
学
校
に
組
織
的
に
対
抗
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
教
区
学
校
に
対
す
る
公
費
援
助
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
数
の
増
加
が
カ
ト
リ
ッ
ク
指
導
者
の
政
治
的
発
言
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
（
132
）

、
彼
ら
は
州
議
会
に
教
区
学
校
へ
の

公
的
支
援
を
求
め
、
あ
る
い
は
公
立
学
校
の
脱
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
を
要
求
し
、
一
部
で
そ
れ
は
成
功
し
た
。
聖
書
に
関
し
て
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
最
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
多
い
地
区
の
公
立
学
校
で
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
書
（D

ouay-R
heim

s V
ersion

）
が
使
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（
133
）

。
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
一
八
八
〇
年
ま
で
に
公
立
学
校
で
聖
書
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
（
134
）

。
一
八
八
〇
年
代
に
は
、

）
九
九
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
一
二

公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
は
形
式
的
行
事
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
135
）

。

こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
攻
勢
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
多
く
が
ア
メ
リ
カ
で
の
文
化
的
宗
教
的
優
位
性
に
対
す
る
挑
戦
と
感

じ
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
136
）

。
政
府
の
教
育
予
算
を
カ
ト
リ
ッ
ク
を
含
む
す
べ
て
の
宗
派
に
分
配
す
る
こ
と
は
、
予
算
獲
得
を
巡
る
宗
派

間
の
争
い
を
生
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
も
あ
っ
た
（
137
）

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す
る
公
的
助
成
の
禁
止
と
公
立

学
校
で
の
宗
教
教
育
の
禁
止
を
規
定
す
る
連
邦
憲
法
改
正
案
（
ブ
レ
イ
ン
改
正
案
（
138
））

が
一
八
七
五
年
に
連
邦
議
会
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
一
八
九
〇
年
ま
で
に
は
二
九
州
で
公
金
支
出
禁
止
の
州
憲
法
規
定
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
（
139
）

。
現
在
、
政
教
分
離
の
一
内
容
と
理
解
さ

れ
る
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す
る
公
的
助
成
禁
止
（
140
）

と
公
立
学
校
で
の
宗
教
教
育
の
禁
止
に
は
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
起
源
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
（
141
）

。
な
お
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す
る
公
的
助
成
禁
止
と
公
立
学
校
で
の
宗
教
教
育
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
は
、
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
た
（
142
）

。
こ
う
し
た
理
解
は
、
要
す
る
に
、
無
宗
派
主
義
的
な
政
教
分
離
観
の
制
度
化
、
憲
法

化
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
（
143
）

、
後
の
世
代
の
多
数
派
が
容
易
に
変
更
で
き
な
い
よ
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
優
先
の
価
値
観
を
固
定
化
す
る
意
味

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
144
）

。

６
．
国
民
統
合
の
手
段
と
し
て
の
「
聖
書
朗
読
」

前
述
の
よ
う
に
、
公
立
学
校
の
中
心
的
な
課
題
の
一
つ
が
、
多
様
な
移
民
の
子
供
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
社
会
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
共
和
制
は
共
通
の
文
化
を
基
盤
に
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
文
化
に
同
化
さ
せ
る
役
割
が
公
立
学
校
に
求

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
145
）

。
ま
た
、
善
良
な
市
民
の
育
成
と
い
う
点
か
ら
道
徳
教
育
は
重
視
さ
れ
て
お
り
（
146
）

、
そ
れ
は
欽
定
聖
書
を
毎
朝
公
立
学

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
一
三

校
で
朗
読
す
る
こ
と
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
（
147
）

。
こ
の
よ
う
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
価
値
観
に
な
じ
む
こ
と
こ
そ
ア
メ
リ
カ
社
会
へ
の
同
化
の

最
善
の
手
段
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
以
外
の
者
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
価
値
観
に
基
づ
く
道

徳
を
押
し
付
け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
主
義
は
あ
ま
り
に
深
く
ア
メ
リ
カ
文
化
に
根
を
下
ろ
し
て
い
た
の
で
、
多
く
の

人
た
ち
は
、
そ
の
価
値
観
を
拒
む
宗
教
少
数
派
の
主
張
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
148
）

。
公
立
学
校
は
、
無
宗
派
主
義
の
下
で
国
民
共

通
の
価
値
観
に
相
当
す
る
も
の
を
教
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
が
キ
リ
ス
ト
教
国
で
あ
る
と
の

自
己
認
識
の
形
成
に
決
定
的
に
重
要
だ
っ
た
（
149
）

。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
に
聖
書
朗
読
を
法
律
で
義
務
付
け
て
い
た
の
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
だ
け
で
あ
り
（
150
）

、
他
州
は
こ

れ
を
植
民
地
時
代
か
ら
の
伝
統
的
慣
行
と
考
え
て
地
方
政
府
の
判
断
に
任
せ
て
い
た
（
151
）

。
だ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
政
治
力
の
伸
長
や
進

化
論
や
唯
物
論
、
政
教
分
離
観
の
深
化
と
普
及
（
152
）

な
ど
か
ら
聖
書
を
公
立
学
校
か
ら
取
り
去
る
動
き
が
活
発
に
な
る
の
に
対
し
て
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
価
値
観
の
固
定
化
の
た
め
に
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
の
義
務
化
を
求
め
る
要
望
が
強
ま
っ
た
（
153
）

。
も
っ
と
も
、
こ
の
義
務
化
が

具
体
的
に
法
律
に
な
る
の
は
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
154
）

。
実
際
、
一
九
三
〇
年
の
時
点
で
全
三
二
州
の
う
ち
二
〇
州
で
聖
書
朗
読

を
義
務
付
け
る
か
容
認
し
て
い
た
（
155
）

。
た
だ
、
朗
読
を
容
認
す
る
州
の
す
べ
て
で
実
際
に
朗
読
が
励
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
（
156
）

、
法
律

に
よ
る
義
務
付
け
が
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
を
固
定
化
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
た
の
か
は
不
明
と
い
わ
れ
て
い
る
（
157
）

。

二
〇
世
紀
に
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
を
求
め
る
法
律
が
多
く
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
に
第
一
次
世
界
大
戦
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
す
る
際
、
ア
メ
リ
カ
は
再
び
徴
兵
制
を
導
入
し
（
158
）

、
多
く
の
国
民
を
軍
隊
に
編
入
し
た
が
、

そ
の
際
従
来
の
ア
メ
リ
カ
文
化
を
よ
く
知
ら
な
い
者
が
多
い
こ
と
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
大
半
が
移
民
か
初
等
教
育
を
カ
ト
リ
ッ

ク
学
校
で
受
け
て
き
た
者
で
あ
り
、
愛
国
的
な
精
神
が
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
159
）

。
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
た
と
い
う

）
九
九
一
一
（
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本
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学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
一
四

点
で
は
、
ロ
シ
ア
革
命
も
同
化
へ
の
要
請
を
後
押
し
す
る
一
因
に
な
っ
た
（
160
）

。
一
九
一
〇
年
代
以
降
も
ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
は
移
民
の
ア

メ
リ
カ
的
価
値
観
へ
の
同
化
を
そ
の
重
要
な
役
割
と
し
て
い
た
の
で
（
161
）

、
聖
書
朗
読
は
強
く
求
め
ら
れ
た
。

７
．「
聖
書
朗
読
」
を
め
ぐ
る
判
例

こ
の
よ
う
に
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
価
値
観
の
定
着
を
目
的
に
そ
う
し
た
価
値
観
を
基
底
と
す
る
ア
メ

リ
カ
社
会
に
移
民
た
ち
を
同
化
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
活
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
認
識
は
、「
聖
書
朗
読
」
を

め
ぐ
る
裁
判
に
も
反
映
さ
れ
て
い
た
。

公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
に
関
す
る
最
初
の
判
決
で
あ
るD

onahoe

対R
ichards

判
決
（
162
）

（
一
八
五
四
年
）
で
は
、
メ
イ
ン
州
の
公
立
学

校
で
欽
定
聖
書
の
朗
読
を
拒
ん
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
徒
を
放
校
に
し
た
教
育
委
員
会
の
処
分
の
是
非
が
争
わ
れ
た
。
州
最
高
裁
は
、
学
校

は
読
書
用
教
材
と
し
て
聖
書
を
利
用
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
信
じ
る
よ
う
生
徒
た
ち
に
要
求
し
て
い
な
い
こ
と
、
公
立
学
校
で

は
道
徳
教
育
が
法
律
上
求
め
ら
れ
て
い
る
が
聖
書
の
内
容
は
道
徳
の
指
導
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
当
該
生
徒
は
カ
ト
リ
ッ
ク
版

聖
書
の
使
用
を
求
め
て
い
る
が
、
内
容
面
で
は
欽
定
聖
書
と
違
い
が
な
い
の
で
ど
の
版
の
聖
書
を
使
用
す
る
の
か
は
教
育
委
員
会
の
裁
量
、

ひ
い
て
は
そ
の
地
域
の
人
々
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
、
読
書
用
教
材
の
選
定
は
信
教
の
自
由
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
信

仰
を
理
由
に
聖
書
を
使
用
す
る
授
業
か
ら
の
退
席
を
認
め
る
こ
と
は
、
信
仰
を
口
実
に
生
徒
が
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
介
入
す
る
こ
と

を
許
す
こ
と
に
な
る
こ
と
、
信
仰
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
は
法
的
義
務
を
拒
否
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
、
生
徒
の
主

張
を
退
け
た
。
同
様
の
見
解
は
一
八
五
九
年
のC

om
m
onw
ealth

対C
ooke

判
決
（
163
）

で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州

の
公
立
学
校
で
欽
定
聖
書
記
載
の
十
戒
の
朗
読
を
拒
否
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
徒
の
手
を
三
〇
分
も
木
の
棒
で
た
た
き
続
け
た
教
師
を
暴

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
一
五

行
罪
で
起
訴
し
た
事
件
で
あ
り
、
ボ
ス
ト
ン
市
警
察
裁
判
所
は
、
聖
書
朗
読
は
信
教
の
自
由
を
侵
害
せ
ず
、
ま
た
授
業
で
カ
ト
リ
ッ
ク
版

聖
書
の
使
用
を
許
可
す
る
こ
と
は
他
の
生
徒
の
要
望
を
受
け
入
れ
る
事
態
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
、
く
わ
え
て
そ
の
使
用
の
許
可
は
特
定

の
信
仰
の
優
遇
に
な
り
か
ね
な
い
と
説
示
し
て
、
当
該
教
師
に
は
生
徒
を
懲
罰
す
る
権
限
が
あ
る
の
で
無
罪
と
判
決
し
た
。

し
か
し
一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
粘
り
強
い
抵
抗
が
功
を
奏
し
て
、
人
々
は
徐
々
に
こ
の
聖
書
朗
読

が
宗
派
的
な
行
為
で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
（
164
）

、
そ
れ
を
反
映
す
る
判
決
も
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
一
八
七
二
年
に
オ

ハ
イ
オ
州
最
高
裁
は
、
公
立
学
校
で
の
聖
書
を
含
む
宗
教
書
籍
の
閲
読
と
宗
教
教
育
の
禁
止
を
命
じ
た
教
育
委
員
会
の
命
令
を
支
持
す
る

判
決
を
下
し
た
（
165
）

。
同
最
高
裁
は
、
教
育
委
員
会
の
裁
量
権
を
広
く
認
定
し
、
州
憲
法
に
よ
っ
て
州
議
会
は
す
べ
て
の
宗
教
を
保
護
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
け
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
や
キ
リ
ス
ト
教
が
コ
モ
ン
ロ
ー
の
重
要
部
分
で
あ
る
こ
と
を
認
め

る
こ
と
で
は
な
い
と
判
示
し
た
（
166
）

。
欽
定
聖
書
の
朗
読
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
以
外
の
生
徒
に
強
制
す
る
の
を
止
め
、
親
の
要
望
に
基
づ
い
て

朗
読
を
免
除
す
る
制
度
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
と
（
167
）

、
裁
判
所
は
徐
々
に
、
強
制
が
伴
う
場
合
に
は
聖
書
朗
読
を
違
法
と
判
決
す
る
よ
う

に
な
っ
た
（
168
）

。
そ
し
て
、
一
八
九
〇
年
に
は
聖
書
朗
読
を
「
宗
派
教
育
」
と
認
定
す
る
判
決
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン

州
最
高
裁
が
下
し
たW

eiss

対D
istrict B

oard

判
決
（
169
）

は
、
公
立
学
校
で
の
欽
定
聖
書
の
朗
読
を
止
め
る
よ
う
求
め
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教

徒
の
請
求
を
容
認
し
た
際
に
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
と
異
な
り
欽
定
聖
書
と
カ
ト
リ
ッ
ク
版
聖
書
に
は
相
違
点
が
多
い
こ
と
、
聖
書
の
中
に

は
各
宗
派
が
見
解
を
異
に
す
る
教
義
の
基
と
な
る
条
が
あ
り
、
そ
の
条
を
素
読
す
る
こ
と
を
通
じ
て
宗
派
的
教
義
を
教
え
込
む
こ
と
が
で

き
る
こ
と
、
他
国
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
欽
定
聖
書
を
素
読
さ
せ
る
こ
と
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
改
宗
さ
せ
た
事
例
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
、
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
は
州
憲
法
の
禁
止
す
る
公
立
学
校
で
の
宗
教
教
育
に
該
当
す
る
と
判
決
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
よ
う
な
見
解
は
す
ぐ
に
は
普
及
せ
ず
、
そ
の
後
も
聖
書
朗
読
を
合
憲
と
す
る
州
裁
判
所
の
判
決
は
続
く
（
170
）

。
公
立
学
校
に
お
け
る
宗
教

）
九
九
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
一
六

教
育
を
禁
止
す
る
州
憲
法
規
定
は
各
州
で
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
で
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
各
州
裁
判
所
が
「
聖
書
朗
読
」
に
つ
い
て
異
な
る

判
決
を
下
し
た
の
は
、
各
々
の
裁
判
所
が
宗
教
的
社
会
的
少
数
者
の
権
利
の
保
護
に
ど
れ
だ
け
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
か
の
違
い
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
（
171
）

。
実
際
、
一
九
三
〇
年
時
点
で
一
二
州
が
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
を
禁
止
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
172
）

。
こ
れ
ら
の
州
で

は
、
聖
書
朗
読
は
公
立
学
校
で
の
宗
教
教
育
禁
止
規
定
に
抵
触
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
（
173
）

、
移
民
を
同
化
す
る
手
段
と
は
理
解
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

公
立
学
校
で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
無
宗
派
主
義
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
連
邦
最
高
裁
判
決
が
聖
書
朗
読
（
174
）

と
祈
禱
文
の
唱
和
（
175
）

を
禁
止
す

る
判
決
を
下
し
た
こ
と
か
ら
、
今
で
は
政
教
分
離
原
則
に
違
反
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
慣
行
（
と
く

に
祈
禱
）
は
そ
の
後
数
十
年
公
立
学
校
の
中
に
残
存
し
（
176
）

、
様
々
な
学
校
行
事
で
行
わ
れ
て
い
る
。
無
宗
派
主
義
の
影
響
は
、
い
ま
だ
公
立

学
校
に
お
い
て
は
強
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
行
事
の
中
で
も
、
卒
業
式
や
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
試
合
で
の
祈
禱
が
憲

法
違
反
と
判
決
さ
れ
て
い
る
（
177
）

。
近
年
で
も
、
公
立
学
校
の
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
コ
ー
チ
が
試
合
後
に
個
人
的
に
フ
ィ
ー
ル
ド
の

中
央
で
神
に
祈
る
行
為
が
裁
判
の
対
象
に
な
っ
た
（
178
）

。
公
立
学
校
の
中
で
い
ま
だ
宗
教
色
の
あ
る
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ

が
今
日
で
も
宗
教
色
の
強
い
社
会
（
179
）

で
あ
り
、
い
ま
だ
多
く
流
入
す
る
移
民
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
基
づ
く
「
同
化
」
が
意
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
が
示
し
た
ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
を
め
ぐ
る
無
宗
派
主
義
的
な

移
民
の
同
化
の
歴
史
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
〇
〇
年
を
超
え
る
対
立
の
歴
史
（
180
）

は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
観
を
理
解
す

る
上
で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
史
実
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
（
181
）

。
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
を
考
え
る
際
、
そ
の
原
意
の
み
な
ら

）
九
九
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
一
七

ず
、
一
九
世
紀
の
展
開
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
憲
法
解
釈
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
182
）

。

（
1
） 
芦
部
信
喜
『
憲
法
〔
７
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
一
六
四
頁
参
照
。

（
2
） 

合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
連
邦
議
会
は
宗
教
の
公
定
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
て
は
な
ら

な
い
」。

（
3
） S

chool D
ist. v. S

chem
pp, 374 U

.S
. 203 

（1963

）.

（
4
） J

o
s

e
p

h s
t

o
r

y, C
o

m
m

e
n

t
a

r
ie

s o
n t

h
e C

o
n

s
t

it
u

t
io

n o
f t

h
e u

n
it

e
d s

t
a

t
e

s 700 

（R
onald R

otunda &
 John N

ow
ak, eds., 

C
arolina A

cadem
ic P

ress 1987

） （1833

）
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
奨
励
が
政
府
の
義
務
で
あ
る
」
と
述
べ
、
連
邦
最
高
裁
は
一
八
九
二
年

に
「
こ
の
国
は
キ
リ
ス
ト
教
国
で
あ
る
」
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。See H

oly T
rinity C

hurch v. U
nited S

tates, 143 U
.S

. 457, 471 

（1892

）.

（
5
） t

h
o

m
a

s B
e

r
g, t

h
e s

t
a

t
e a

n
d r

e
l

ig
io

n in a n
u

t
s

h
e

l
l 58 

（3rd ed. 2016

）. S
ee also r

o
B

e
r

t s
. a

l
l

e
y, s

C
h

o
o

l p
r

a
y

e
r 73 

（1994

）.

（
6
） 

こ
の
点
に
触
れ
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
木
鎌
安
雄
『
ア
メ
リ
カ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
』（
南
窓
社
、
一
九
九
九
年
）、
森
本
あ
ん
り
『
ア
メ
リ
カ
・
キ

リ
ス
ト
教
史
』（
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
平
塚
益
德
「
ア
メ
リ
カ
の
公
教
育
と
宗
教
」
哲
學
年
報
一
四
号
（
一
九
五
三
年
）
三
〇
五
頁
、
藤

枝
静
正
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
学
校
教
育
と
政
教
分
離
原
則
の
問
題 

（
Ⅰ
）」
仙
台
大
学
紀
要
一
集
（
一
九
六
九
年
）
二
二
頁
、
原
田
一
明
ほ
か

「
近
代
欧
米
諸
国
に
於
け
る
政
教
関
係
」
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
紀
要
第
一
九
輯
（
二
〇
〇
三
年
）
三
九
頁
、
高
畑
英
一
郎
「
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲

法
修
正
案
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
七
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
四
九
頁
参
照
。

（
7
） 

S
ee C

a
r

l K
a

e
s

t
l

e, p
il

l
a

r
s o

f r
e

p
u

B
l

iC 3 

（1983

）.

（
8
） 
S

ee C
h

a
r

l
e

s l
. g

l
e

n
n, t

h
e a

m
e

r
iC

a
n m

o
d

e
l o

f s
t

a
t

e a
n

d s
C

h
o

o
l 18 

（2012

）.

（
9
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 3.

（
10
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 19. 

も
っ
と
も
こ
う
し
た
法
律
は
ほ
と
ん
ど
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。S

ee K
a

e
s

t
l

e, su
pra 

）
九
九
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
一
八

note 7, at 3.
（
11
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 16.
（
12
） 

S
ee W

a
r

r
e

n a
. n

o
r

d, r
e

l
ig

io
n a

n
d a

m
e

r
iC

a
n e

d
u

C
a

t
io

n: r
e

t
h

in
K

in
g a n

a
t

io
n

a
l d

il
e

m
m

a 64 

（1995

）.

（
13
） 
鈴
木
透
・
実
験
国
家
ア
メ
リ
カ
の
履
歴
書
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）
一
八
頁
。
実
際
、
一
六
四
七
年
法
の
制
定
よ
り
少
な
く

と
も
二
年
前
に
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
様
々
な
タ
ウ
ン
が
学
校
を
設
立
し
て
い
た
。S

ee W
illiam

 E
. S

parkm
an, T

h
e L

egal F
ou

n
d

ation
s 

of P
u

blic S
ch

ool F
in

an
ce, 35 B

.C
. L

. r
e

v. 569, 571 

（1994

）.

（
14
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 19-21.

（
15
） 

S
ee id

. at 20-21.

（
16
） 

S
ee n

o
r

d, su
pra note 12, at 64.

（
17
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 24-25.

（
18
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 3.

（
19
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 26.

（
20
） 

S
ee id

. at 30.

（
21
） 

S
ee id

. at 29.

（
22
） 

共
和
国
の
維
持
に
必
要
な
善
き
市
民
の
育
成
に
は
、
教
育
が
不
可
欠
と
当
時
の
政
治
指
導
者
た
ち
は
認
識
し
て
い
た
と
い
う
。S

ee N
oah 

F
eldm

an, N
on

-S
ectarian

ism
 R

econ
sid

ered, 18 J.L
. &

 p
o

l. 65, 71 

（2002

）.

（
23
） 

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
邦
で
債
務
返
済
や
徴
税
に
苦
し
む
内
陸
側
の
農
民
が
、
減
税
そ
の
他
の
緩
和
策
を
求
め
て
起
こ
し
た
大
規
模
な
反
乱
を
い

う
。
強
力
な
中
央
政
府
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
、
連
邦
憲
法
制
定
の
一
因
と
な
っ
た
。
和
田
光
弘
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
史
①
　
植
民
地
か
ら
建
国

へ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
一
五
二
頁
参
照
。

（
24
） 

連
邦
政
府
の
国
債
償
還
の
た
め
に
国
産
蒸
留
酒
に
物
品
税
を
課
し
た
こ
と
に
反
対
し
て
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
生
産
者
が
起
こ

し
た
反
乱
を
い
う
。
同
前
一
七
〇
─
一
七
一
頁
参
照
。

）
九
一
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
一
九

（
25
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 4-5.

　
建
国
期
の
教
育
関
係
者
は
、
市
民
と
し
て
の
責
務
と
共
和
制
の
維
持
の
た
め
に
は
道
徳
教
育
が
必

要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
聖
書
が
不
可
欠
と
考
え
て
い
た
。S

ee id
. at 8.

（
26
） 

S
ee n

o
r

d, su
pra note 12, at 71.

（
27
） 

S
ee e

l
l

W
o

o
d p

. l
. C

u
B

B
e

r
l

e
y, p

u
B

l
iC e

d
u

C
a

t
io

n in t
h

e u
n

it
e

d s
t

a
t

e
s 172 

（1919

）. S
ee also K

e
n

t g
r

e
e

n
a

W
a

l
t, d

o
e

s 

g
o

d B
e

l
o

n
g in p

u
B

l
iC s

C
h

o
o

l
s? 14 

（2005

）.

　
後
掲
註（
65
）も
参
照
。

（
28
） 

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
邦
一
七
七
六
年
憲
法
や
ジ
ョ
ー
ジ
ア
邦
一
七
七
七
年
憲
法
な
ど
に
こ
の
よ
う
な
規
定
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
進
歩
的
な

規
定
は
、
そ
の
後
の
憲
法
改
正
や
新
憲
法
の
制
定
に
お
い
て
削
除
さ
れ
る
か
、
貧
民
教
育
に
限
定
す
る
も
の
に
変
更
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
津
布
楽

喜
代
治
「
独
立
革
命
期
の
教
育
」
世
界
教
育
史
研
究
会
編
『
ア
メ
リ
カ
教
育
史
Ⅰ
』（
講
談
社
、
一
九
七
五
年
）
五
九
─
六
〇
頁
、
八
三
─
八
四
頁

参
照
。

（
29
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 9.

（
30
） 

S
ee id

.

（
31
） 

S
ee id

. at 10-11.

（
32
） 

S
ee a

l
v

in W
. J

o
h

n
s

o
n a

n
d f

r
a

n
K h

. y
o

s
t, s

e
p

a
r

a
t

io
n o

f C
h

u
r

C
h a

n
d s

t
a

t
e in t

h
e u

n
it

e
d s

t
a

t
e

s 36 

（1948

）.

（
33
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 72.

　
藤
枝
・
前
掲
註（
６
）三
六
頁
も
参
照
。

連
邦
政
府
が
西
部
の
開
拓
に
際
し
て
教
育
を
重
視
し
た
の
は
、
開
拓
民
は
狩
猟
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
と
の
交
易
、
自
給
自
足
で
生
活
を
維
持
し
て

い
た
た
め
、
知
識
に
乏
し
く
、
道
徳
心
に
か
け
て
い
る
こ
と
を
懸
念
し
、
教
育
を
通
じ
て
市
民
と
し
て
の
責
任
を
自
覚
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
と
い

わ
れ
る
。S
ee D

ennis P
. D

uffey, N
ote, T

h
e N

orth
w

est O
rd

in
an

ce as a C
on

stitu
tion

al D
ocu

m
en

t, 95 C
o

l
u

m. l
. r

e
v. 929, 953-

957 

（1995

）.

（
34
） 

S
ee d

a
v

id t
y

a
C

K, e
t a

l, l
a

W
 a

n
d t

h
e s

h
a

p
in

g o
f p

u
B

l
iC e

d
u

C
a

t
io

n, 1785-1954, 31 

（1987

）. S
ee also R

. f
r

e
e

m
a

n B
u

t
t

s, 

t
h

e a
m

e
r

iC
a

n t
r

a
d

it
io

n in r
e

l
ig

io
n a

n
d e

d
u

C
a

t
io

n 69 

（1950

）.

　
藤
枝
・
前
掲
註（
６
）三
六
頁
も
参
照
。

（
35
） A

n O
rdinance for the G

overnm
ent of the T

erritory of the U
nited S

tates N
orth-W

est of the R
iver O

hio, 1 S
tat. 51, 53 

）
九
一
一
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
二
〇

（July 13, 1787

）.
（
36
） 

北
西
部
条
令
の
対
象
区
域
は
、
現
在
の
オ
ハ
イ
オ
州
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、
ミ
シ
ガ
ン
州
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
と
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
一
部
で
あ

る
。S

ee B
enjam

in Justice, T
h

e O
rigin

alist C
ase A

gain
st V

ou
ch

ers: T
h

e F
irst A

m
en

d
m

en
t, R

eligion
, an

d
 A

m
erican

 P
u

blic 

E
d

u
cation, 26 s

t
a

n. l
. &

 p
o

l ’y r
e

v. 437, 468 

（2015

）.

（
37
） 

現
在
の
テ
ネ
シ
ー
州
に
該
当
す
る
地
域
の
自
治
を
認
め
た
一
七
九
〇
年
の
連
邦
法
（A

n A
ct for the G

overnm
ent of the T

erritory of 

the U
nited S

tates, S
outh of the R

iver O
hio

）
も
、
北
西
部
条
令
を
引
用
し
て
教
育
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。1st C

ong. S
ess. 2, ch. 

14,§
1 

（1790

）.

（
38
） 

S
ee t

y
a

C
K, su

pra note 34, at 33.

（
39
） 

S
ee id

.

（
40
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 64-65.

（
41
） 

S
ee id. at 67.

（
42
） 

S
ee id. at 67, 70.

（
43
） 

S
ee id. at 70.

（
44
） 

S
ee n

o
r

d, su
pra note 12, at 76, 97.

（
45
） 

S
ee id. at 96.

（
46
） 

S
ee m

iC
h

a
e

l B
. K

a
t

z, t
h

e ir
o

n
y 

o
f e

a
r

l
y s

C
h

o
o

l r
e

f
o

r
m: e

d
u

C
a

t
io

n
a

l in
n

o
v

a
t

io
n 

in m
id-n

in
e

t
e

e
n

t
h C

e
n

t
u

r
y 

m
a

s
s

a
C

h
u

s
e

t
t

s 89-90 

（1968

）.

（
47
） 

S
ee J

o
e

l s
p

r
in

g, t
h

e a
m

e
r

iC
a

n s
C

h
o

o
l: 1642-2000, 115 

（5th ed. 2001

）.

　
も
っ
と
も
、
一
九
世
紀
後
半
の
教
育
内
容
が
労
働
者
の

要
請
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。S

ee id. at 118.

（
48
） 

S
ee id. at 128.

（
49
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 78-79.

　
自
作
農
の
美
徳
と
知
性
が
共
和
制
の
基
盤
で
あ
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
農
村
は
建
国
の
理
念
の

）
九
一
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
二
一

象
徴
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。S

ee K
a

e
s

t
l

e, su
pra note 7, at 5.

（
50
） 

S
ee a

n
s

o
n p

h
e

l
p

s s
t

o
K

e
s &

 l
e

o p
f

e
f

f
e

r, C
h

u
r

C
h a

n
d s

t
a

t
e in t

h
e u

n
it

e
d s

t
a

t
e

s 351 

（rev. ed. 1964

）.
（
51
） 

S
ee g

r
e

e
n

a
W

a
l

t, su
pra note 27, at 14.

（
52
） 

S
ee n

o
r

d, su
pra note 12, at 71.

　 s
p

r
in

g, su
pra note 47, at 86

は
、
公
立
学
校
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
多
文
化
的
に
な
る
の
に
歯
止
め

を
か
け
る
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
53
） 

S
ee t

y
a

C
K, su

pra note 34, at 71.

　
修
正
一
〇
条
に
よ
り
州
に
留
保
さ
れ
た
権
限
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。S

ee W
a

r
d W

. 

K
e

e
s

e
C

K
e

r, l
e

g
a

l s
t

a
t

u
s o

f B
iB

l
e r

e
a

d
in

g a
n

d r
e

l
ig

io
u

s in
s

t
r

u
C

t
io

n in p
u

B
l

iC s
C

h
o

o
l

s 2 

（1930

）.

（
54
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 160.

（
55
） 

S
ee S

parkm
an, su

pra note 13, at 578.

（
56
） 

S
ee id

. at 579.

（
57
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 71; g
l

e
n

n, su
pra note 8, at 66.

（
58
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 117; C
u

B
B

e
r

l
e

y, su
pra note 27, at 172.

　
た
だ
そ
の
状
況
は
地
域
で
差
異
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

市
で
は
一
九
二
〇
年
代
で
も
初
等
教
育
は
私
立
学
校
が
中
心
に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。S

ee r
o

s
s l

e
e f

in
n

e
y, t

h
e a

m
e

r
iC

a
n 

p
u

B
l

iC s
C

h
o

o
l 45 

（1921

）.

（
59
） 

S
ee s

t
e

v
e

n K
. g

r
e

e
n, t

h
e B

iB
l

e, t
h

e s
C

h
o

o
l, a

n
d t

h
e C

o
n

s
t

it
u

t
io

n 12 

（2012

）.

最
後
ま
で
宗
教
公
定
制
を
維
持
し
て
い
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
が
こ
れ
を
廃
止
し
た
の
は
一
八
三
三
年
で
あ
る
。B

e
r

g, su
pra note 22, at 

49.

（
60
） 

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
一
八
二
七
年
に
公
立
学
校
で
の
宗
派
教
育
を
禁
止
す
る
法
律
を
制
定
し
て
い
た
が
、
一
八
四
〇
年
代
ま
で
は
無
視
さ

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。S

ee F
eldm

an, su
pra note 22, at 74-75.

（
61
） 

S
ee f

in
n

e
y, su

pra note 58, at 140.

（
62
） 

S
ee also R

obert F
airchild C

ushm
an, H

oly B
ible an

d
 th

e P
u

blic S
ch

ools, 40 C
ornell L

. R
ev. 475, 477 

（1955

）.

）
九
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
二
二

（
63
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note8, at 163.
（
64
） 

S
ee John C

. Jeffries Jr. &
 Jam

es E
. R

yan, T
h

e P
olitical H

istory of th
e E

stablish
m

en
t C

lau
se, 100 m

iC
h. l

. r
e

v. 279, 297 
（2001
）.

　
有
賀
弘
「
ア
メ
リ
カ
社
会
の
発
展
と
宗
教
」
阿
部
ほ
か
編
・
世
紀
転
換
期
の
ア
メ
リ
カ
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
三
七
─

四
三
頁
、
金
原
恭
子
「
教
会
内
紛
と
司
法
介
入
⑴
」
法
律
協
会
雑
誌
一
一
二
巻
八
号
（
一
九
九
五
年
）
七
七
頁
も
参
照
。

（
65
） 

S
ee C

u
B

B
e

r
l

e
y, su

pra note 27, at 176; F
eldm

an, su
pra note 22, at 67.

　
マ
ン
や
他
の
公
立
学
校
を
推
進
す
る
者
た
ち
は
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
各
派
の
教
義
の
最
小
公
倍
数
と
な
る
も
の
を
公
立
学
校
に
存
置
し
た
の
で
あ
る
。S

ee Jeffries &
 R

yan, su
pra note 64, at 298.

（
66
） 

S
ee Jeffries &

 R
yan, su

pra note 64, at 298.

　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
解
説
や
説
明
な
く
聖
書
を
素
読
す
る
こ
と
は
信
仰
の

中
心
的
行
為
で
あ
る
。S

ee F
eldm

an, su
pra note 22, at 75.

（
67
） 

無
宗
派
主
義
は
、
特
定
の
信
仰
教
義
に
触
れ
る
こ
と
な
く
宗
教
的
に
道
徳
を
教
え
る
画
期
的
な
解
決
方
法
だ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。S

ee 

F
eldm

an, su
pra note 22, at 78.

（
68
） 

S
ee id

. at 77.

（
69
） 

S
ee g

r
e

e
n, su

pra note 59, at 15.

（
70
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 66.

（
71
） 

S
ee C

u
B

B
e

r
l

e
y, su

pra note 27, at 173. S
ee also F

eldm
an, su

pra note 22, at 67.

（
72
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 77.

　
実
際
、
公
立
学
校
の
設
置
を
推
進
し
て
い
た
の
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
。S

ee 

Jeffries &
 R

yan, su
pra note 64, at 297.

（
73
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 93.

（
74
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 371-372.

（
75
） 

S
ee g

r
e

e
n, su

pra note 59, at 32.

（
76
） 

S
ee n

o
r

d, su
pra note 12, at 75.

（
77
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 81-82.

）
九
一
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
二
三

（
78
） 

S
ee n

o
r

d, su
pra note 12, at 72.

（
79
） 

S
ee M

cC
ollum

 v. B
oard of E

duc., 333 U
.S

. 203, 215 

（1948

） （F
rankfurter, J., concurring

）.
（
80
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 422.

　
後
掲
註（
139
）〜（
143
）参
照
。

（
81
） 

S
ee g

r
e

e
n, su

pra note 59, at 19.

（
82
） 

S
ee s

p
r

in
g, su

pra note 47, at 100, 103.

（
83
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 162.

　
そ
し
て
、
公
立
学
校
の
無
宗
派
化
は
、
公
立
学
校
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
要
素
を
取
り
除
く
こ
と

を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。S

ee Id.

（
84
） 

S
ee also C

ushm
an, su

pra note 62, at 497.

（
85
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 114.

　
公
立
学
校
で
の
無
宗
派
主
義
に
は
、
道
徳
教
育
を
通
じ
た
共
和
主
義
的
価
値
観
の
育
成
と
い
う
重

要
な
側
面
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
見
解
も
あ
る
。S

ee id. at 115.

（
86
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 71; s
p

r
in

g, su
pra note 47, at 87.

（
87
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 212-213.

（
88
） 

S
ee id

.

（
89
） 

S
ee id

. at 213-214.

（
90
） 

S
ee id

. at 213.

（
91
） 

S
ee id

. at 215-216.

（
92
） 

S
ee Jeffries &

 R
yan, su

pra note 64, at 299.

（
93
） 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
人
口
は
一
八
三
〇
年
に
は
六
〇
万
人
、
一
八
五
〇
年
に
は
一
六
〇
万
人
、
一
八
六
〇
年
に
三
二
〇
万

人
、
一
九
〇
〇
年
で
は
一
二
〇
〇
万
人
、
そ
し
て
一
九
三
〇
年
は
二
四
〇
〇
万
人
で
あ
っ
た
。S

ee id
. at 299-300.

（
94
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 225-226.

（
95
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 63.

）
九
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
二
四

（
96
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 103. S
ee also d

o
n

a
l

d e
. B

o
l

e
s, t

h
e B

iB
l

e, r
e

l
ig

io
n a

n
d t

h
e p

u
B

l
iC s

C
h

o
o

l
s 28 

（3d ed, 

1965

）.
（
97
） 
廣
田
秀
孝
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
貧
困
層
の
国
際
移
動
」
歴
史
評
論
七
九
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
二
頁
参
照
。

（
98
） 
廣
田
秀
孝
「『
自
己
防
衛
の
名
の
下
に
』

─
移
民
貧
困
層
の
州
外
強
制
退
去
と
19
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
移
民
政
策

─
」
ア
メ
リ
カ
研
究
四
八

号
（
二
〇
一
四
年
）
一
〇
二
頁
。

（
99
） 

S
ee s

p
r

in
g, su

pra note 47, at 87.

（
100
） 

廣
田
・
前
掲
註（
97
）二
二
頁
参
照
。

（
101
） 

廣
田
・
前
掲
註（
98
）一
〇
二
頁
。

（
102
） 

同
前
。
そ
れ
ゆ
え
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
は
貧
困
移
民
を
毎
年
数
百
人
規
模
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
強
制
送
還
す
る
と
い
う
措
置
を
と
っ
て
い
た
。

廣
田
・
前
掲
註（
97
）二
四
頁
参
照
。

（
103
） 

S
ee J

o
e

l s
p

r
in

g, t
h

e a
m

e
r

iC
a

n s
C

h
o

o
l: f

r
o

m t
h

e p
u

r
it

a
n

s t
o t

h
e t

r
u

m
p e

r
a 124 

（10th ed. 2018

）.

（
104
） 

S
ee id

.

（
105
） 

S
ee Jeffries &

 R
yan, su

pra note 64, at 303.

　
前
掲
註（
49
）も
参
照
。

（
106
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 105.

（
107
） 

S
ee id

.

（
108
） 

S
ee id

. at 104-105; s
t

o
K

e
s &

 p
f

e
f

f
e

r, su
pra note 50, at 216-217.

　S
ee also T

hom
as B

erg, T
h

e S
tory of th

e S
ch

ool 

P
ra

yer D
ecision

s: C
ivil R

eligion
 U

n
d

er A
ssa

u
lt, in f

ir
s

t a
m

e
n

d
m

e
n

t s
t

o
r

ie
s 194 

（R
ichard W

. G
arnett &

 A
ndrew

 

K
oppelm

an eds. 2012

）.

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
住
民
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
専
制
政
治
に
味
方
す
る
者
と
し
て
さ
げ
す
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。S

ee K
a

e
s

t
l

e, su
pra 

note 7, at 93.

（
109
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 217; S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 107.

）
九
一
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
二
五

（
110
） S

ee s
p

r
in

g, su
pra note 47, at 87.

（
111
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 156. S
ee also s

t
e

v
e

n W
a

l
d

m
a

n, s
a

C
r

e
d l

iB
e

r
t

y 145 

（2019

）.
（
112
） 

S
ee B

o
l

e
s, su

pra note 96, at 30.

（
113
） 

S
ee Jeffries &

 R
yan, su

pra note 64, at 303.

（
114
） 

S
ee e.g., K

orem
atsu v. U

nited S
tates, 323 U

.S
. 214 

（1944

）; T
rum

p v. H
aw

aii, 138 S
. C

t. 2392 

（2018

）.

（
115
） 

S
ee Jeffries &

 R
yan, su

pra note 64, at 299; s
p

r
in

g, su
pra note 47, at 87-88.

（
116
） 

欽
定
聖
書
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ま
っ
た
く
異
な
る
、
と
い
う
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
っ
て
問

題
で
あ
っ
た
。S

ee s
t

o
K

e
s &

 p
f

e
f

f
e

r, su
pra note 50, at 373.

　
そ
れ
ゆ
え
、
欽
定
聖
書
を
使
用
す
る
こ
と
自
体
が
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
と
理

解
さ
れ
た
。S

ee F
eldm

an, su
pra note 22, at 85.

（
117
） D

ouglas L
aycock, “N

on
coercive” S

u
pport for R

eligion
: A

n
oth

er F
ales C

laim
 abou

t th
e E

stablish
m

en
t C

lau
se, 26 v

a
l. 

l
. r

e
v. 37, 51 

（1991

）.

（
118
） 

S
ee S

teven K
. G

reen, T
he B

laine A
m

endm
ent R

econsidered, 36 a
m. J. l

e
g

a
l h

is
t. 38, 41 

（1992

）.

（
119
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 156. S
ee also Jeffries &

 R
yan, su

pra note 64, at 302-303.

（
120
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 86.

　
そ
の
強
制
に
は
、
自
ら
の
信
仰
し
な
い
宗
教
的
道
徳
観
を
教
え
る
公
立
学
校
の
経
費
を
税
を
通
じ

て
徴
収
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
前
半
に
廃
止
さ
れ
た
宗
教
公
定
制
の
一
部
で
あ
っ
た
宗
教
課
税
（
自
ら
が
進
行
し
な
い
教
会

を
維
持
す
る
経
費
を
税
を
通
じ
て
徴
収
す
る
こ
と
）
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
121
） 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
反
対
を
聖
書
に
対
す
る
攻
撃
と
考
え
て
い
た
。S

ee g
r

e
e

n, su
pra note 59, at 34.

（
122
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 161.

（
123
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 229-230. S
ee also F

eldm
an, su

pra note 22, at 87.

（
124
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 88.

（
125
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 328; g
l

e
n

n, su
pra note 8, at 71.

　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
移
民
は
以
前
か
ら
低
賃
金
労
働
を
め

）
九
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
二
六

ぐ
り
自
由
黒
人
と
争
っ
て
い
た
の
で
、
奴
隷
解
放
の
た
め
に
北
軍
に
参
加
す
る
こ
と
を
忌
避
し
、
戦
後
も
解
放
奴
隷
に
集
団
暴
行
を
加
え
る
な
ど
を

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
再
燃
の
一
因
と
い
え
よ
う
。
貴
堂
嘉
之
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
史
②
　
南
北
戦
争
の
時
代
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
九
一
、
一
二
八
、
一
三
〇
頁
参
照
。

（
126
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 330.

（
127
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 93.

（
128
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 227-228.

（
129
） 

S
ee id

. at 228.

（
130
） 

S
ee id

. at 229.

（
131
） 

S
ee id

. at 218.

（
132
） 

一
八
八
〇
年
代
に
カ
ト
リ
ッ
ク
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
や
ボ
ス
ト
ン
市
、
シ
カ
ゴ
市
な
ど
の
主
要
な
都
市
で
市
長
を
輩
出
す
る
ま
で
の
政
治
力
を

獲
得
し
て
い
た
。S

ee l
l

o
y

d p
. J

o
r

g
e

n
s

o
n, t

h
e s

t
a

t
e a

n
d t

h
e n

o
n-p

u
B

l
iC s

C
h

o
o

l, 1825-1925, 121-122 

（1987

）.

（
133
） 

S
ee s

t
o

K
e

s &
 p

f
e

f
f

e
r, su

pra note 50, at 373-374.

（
134
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 72.

（
135
） 

S
ee g

r
e

e
n, su

pra note 59, at 236.

（
136
） 

S
ee G

reen, su
pra note 118, at 47.

（
137
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 94.

（
138
） 

ブ
レ
イ
ン
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
高
畑
・
前
掲
註（
６
）参
照
。

（
139
） 

S
ee G

reen, su
pra note 118, at 43.

　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
対
立
が
激
し
か
っ
た
州
で
は
、
一
八
四
〇
年
代
後
半
か
ら
宗
教

系
私
立
学
校
に
対
す
る
公
的
助
成
を
禁
止
す
る
規
定
を
制
定
し
て
い
た
。S

ee g
l

e
n

n, su
pra note 8, at 164.

（
140
） 

宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す
る
公
的
助
成
禁
止
に
は
、
⑴
公
教
育
制
度
維
持
の
た
め
の
競
争
の
制
限
、
⑵
公
立
学
校
で
の
移
民
同
化
の
役
割
を
公

務
員
が
担
う
と
の
信
念
、
⑶
教
育
水
準
の
維
持
と
社
会
へ
の
説
明
責
任
、
⑷
政
府
の
教
育
予
算
の
獲
得
を
め
ぐ
る
宗
教
間
の
対
立
・
競
争
の
回
避
、

）
九
一
一
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
二
七

⑸
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
と
い
っ
た
理
由
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。S

ee g
r

e
e

n, su
pra note 59, at 7.

（
141
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 157, 217. Jeffries &
 R

yan, su
pra note 64, at 305

は
、
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す
る
公
的
助
成
の
禁
止

は
多
様
な
考
え
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
反
カ
ト
リ
ッ
ク
の
要
因
は
際
立
っ
て
い
る
と
述
べ
、
そ
れ
は
偏
見
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
対
立
を
起
源
と
す
る
規
定
が
日
本
に
「
輸
出
」
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、see S

ch
em

pp, 374 U
.S

. at 257 

n.22 

（B
rennan, J. concurring

）.

（
142
） 

例
え
ば
、
ブ
レ
イ
ン
改
正
案
の
連
邦
議
会
上
院
で
示
さ
れ
た
文
案
に
は
、
こ
の
改
正
案
は
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
を
阻
む
も
の
と
理
解
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
と
明
記
し
て
あ
っ
た
。S

ee B
o

l
e

s, su
pra note 96, at 32; g

r
e

e
n, su

pra note 59, at 214-215.

　
州
憲
法
上
の
公
立
学
校
で

の
宗
教
教
育
禁
止
規
定
も
ま
た
、
聖
書
朗
読
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。S

ee W
a

l
d

m
a

n, su
pra note 111, at 

150.

（
143
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at, 68.

（
144
） 

S
ee g

l
e

n
n, su

pra note 8, at 164-165.

（
145
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

pra note 7, at 99.

（
146
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 71.

（
147
） 

S
ee K

a
e

s
t

l
e, su

p
ra note 7, at 98. S

ee a
lso M

ark D
eF

orrest, A
n

 O
verview

 a
n

d
 E

va
lu

a
tion

 of S
ta

te B
la

in
e 

A
m

en
d

m
en

ts: O
rigin

s, S
cope, an

d
 F

irst A
m

en
d

m
en

t C
on

cern
s, 26 h

a
r

v. J.l
. &

 p
u

B. p
o

l ’y 551, 559 

（2003

）.

　Joseph P
. 

V
iteritti, B

lain
e’s W

ake: S
ch

ool C
h

oice, th
e F

irst A
m

en
d

m
en

t, an
d

 S
tate C

on
stitu

tion
al L

aw
, 21 h

a
r

v. J.l
. &

 p
u

B. p
o

l ’y 

657, 668 

（1998

）
は
、「
共
和
国
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
道
義
を
わ
き
ま
え
た
市
民
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
は
宗
教
に
根
ざ
す
。

宗
教
は
聖
書
に
基
づ
く
。
公
立
学
校
は
道
義
を
わ
き
ま
え
た
市
民
を
育
成
す
る
主
要
な
手
段
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
立
学
校
の
生
徒
た
ち
は
聖

書
を
朗
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
発
想
が
当
時
の
宗
教･

教
育
関
係
者
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
。

（
148
） 

S
ee V

iteritti, su
pra note 147, at 668.

）
九
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
二
八

（
149
） 

S
ee F

eldm
an, su

pra note 22, at 114.
（
150
） 

こ
の
時
期
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
聖
書
朗
読
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
当
時
移
民
排
斥
の
勢
力
（the K

now
-N

othing P
arty

）
が
政
権

を
獲
得
し
た
た
め
で
あ
る
。S

ee m
iC

h
a

e
l s

. a
r

ie
n

s &
 r

o
B

e
r

t a
. d

e
s

t
r

o, r
e

l
ig

io
u

s l
iB

e
r

t
y in a p

l
u

r
a

l
is

t
iC s

o
C

ie
t

y 157 

（2nd 

ed. 2002
）.

（
151
） 

前
掲
註（
74
）参
照
。S

ee also t
y

a
C

K, su
pra note 34, at 164.

（
152
） 

S
ee g

r
e

e
n, su

pra note 59, at 137, 145.

（
153
） 

S
ee Jeffries &

 R
yan, su

pra note 64, at 304.

（
154
） 

S
ee T

yack, su
pra note 34, at 162.

　
平
塚
・
前
掲
註（
６
）三
一
五
頁
、
藤
枝
・
前
掲
註（
６
）四
三
頁
は
と
も
にv

. t
. t

h
a

y
e

r, 

r
e

l
ig

io
n in p

u
B

l
iC e

d
u

C
a

t
io

n 38-42 

（1947

）
を
引
用
し
て
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
聖
書
朗
読
が
減
少
し
、
一
九
一
三
年
ま
で
に
は
一
〜
二
州

し
か
朗
読
を
要
求
し
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
一
九
世
紀
末
に
な
る
と
移
民
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
が
あ
る
程
度
ア
メ
リ
カ
に
同
化
し
、
中
産
階
級

の
一
部
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
反
カ
ト
リ
ッ
ク
感
情
が
低
減
し
た
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。S

ee n
o

r
d, su

pra note 12, at 

70.

（
155
） 

S
ee K

e
e

s
e

C
K

e
r, su

pra note 53, at 3.
　
一
九
一
三
年
以
降
一
一
の
州
と
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．で
聖
書
朗
読
を
義
務
付
け
る
法
律
が
成
立
し
、

他
の
一
〇
州
が
そ
の
朗
読
を
容
認
す
る
法
律
を
可
決
し
た
。
一
九
三
四
年
の
段
階
で
は
、
二
三
州
が
法
律
で
聖
書
朗
読
を
義
務
付
け
も
し
く
は
容
認

し
て
い
た
と
す
る
資
料
も
あ
る
（S

ee a
l

v
in W

. J
o

h
n

s
o

n, t
h

e l
e

g
a

l s
t

a
t

u
s o

f C
h

u
r

C
h-s

t
a

t
e r

e
l

a
t

io
n

s
h

ip
s in t

h
e u

n
it

e
d 

s
t

a
t

e
s 26-27 

（1934

））。
一
九
三
〇
年
代
の
公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
田
ほ
か
・
前
掲
註（
６
）一
〇
四
頁
の
資
料

を
参
照
。

（
156
） 

S
ee B

o
l

e
s, su

pra note 96, at 52.

（
157
） 

S
ee g

r
e

e
n, su

pra note 59, at 242.

（
158
） A

ct of M
ay 18, 1917, c. 15, 40 S

tat. 76. S
ee also A

rver v. U
nited S

tates, 245 U
.S

. 366, 375 

（1918

）.

（
159
） 

S
ee f

in
n

e
y, su

pra note 58, at 305.

　
ア
メ
リ
カ
へ
帰
化
の
意
思
を
示
し
た
外
国
人
も
徴
兵
の
対
象
と
し
た
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
文
化
を

）
九
一
九
一
（



公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
（
高
畑
）

二
二
九

よ
く
知
ら
な
い
兵
士
を
多
く
生
ん
だ
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
新
規
に
到
来
し
た
移
民
を
含
む
外
国
生
ま
れ
の
兵
士
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
米
軍
総

兵
力
の
約
一
六
％
を
占
め
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
中
野
耕
太
郎
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
史
③
　
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
夢
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九

年
）
七
九
頁
参
照
。

（
160
） 

S
ee t

y
a

C
K, su

pra note 34, at 169.

　
当
時
、
ア
ジ
ア
系
の
移
民
は
同
化
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
中
野
・
前
掲
註（
159
）
九
九
─
一
〇
〇

頁
参
照
。

（
161
） 

S
ee t

y
a

C
K, su

pra note 34, at 155; g
r

e
e

n
a

W
a

l
t, su

pra note 27, at 16.

　
二
〇
世
紀
初
頭
の
革
新
主
義
が
社
会
的
弱
者
救
済
運
動
を

展
開
し
た
際
に
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
同
化
し
て
い
な
い
移
民
貧
困
層
の
存
在
を
顕
在
化
さ
せ
た
こ
と
も
、
公
立
学
校
で
同
化
を
推
進
す
る
要
素
に

な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
野
・
前
掲
註（
159
）
四
、
一
四
頁
参
照
。

進
化
論
教
育
を
公
立
学
校
で
禁
止
す
る
の
も
、
同
化
の
一
環
と
い
わ
れ
る
。S

ee t
y

a
C

K, su
pra note 34, at 155.

　
進
化
論
教
育
禁
止
を
め
ぐ

る
有
名
な
一
九
二
五
年
の
ス
コ
ー
プ
判
決
に
つ
い
て
は
、see e

d
W

a
r

d J. l
a

r
s

o
n, s

u
m

m
e

r f
o

r t
h

e g
o

d
s 

（1997

）.

　
ま
た
勝
田
卓
也
「
最
高

裁
は
創
造
説
を
排
除
で
き
る
の
か
？
」
大
沢
秀
介
・
大
林
啓
吾
編
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
と
公
教
育
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
六
─
八
頁
も
参
照
。

（
162
） D

onahoe v. R
ichards, 38 M

e. 379 
（S

up. Jud. C
t., M

e., 1854

）.

（
163
） C

om
m

onw
ealth v. C

ooke, 7 A
m

. L
. R

eg. 417 

（P
olice C

t. B
oston, M

ass., 1859

）.

（
164
） 

S
ee B

o
l

e
s, su

pra note 96, at 33; B
erg, su

pra note 108, at 196.

（
165
） B

oard of E
d. of C

incinnati v. M
inor, 23 O

hio S
t. 211 

（S
up. C

t., O
hio, 1872

）.

（
166
） 

S
ee also G

reen, su
pra note 118, at 46.

（
167
） 

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
事
例
に
つ
い
て
、see a

r
ie

n
s &

 d
e

s
t

r
o, su

pra note 150, at 158.

（
168
） 

S
ee C

ushm
an, su

pra note 62, at 477.

（
169
） S

tate ex rel. W
eiss v. D

istrict B
oard, 44 N

.W
. 967 

（S
up. C

t., W
is., 1890

）.

（
170
） 

S
ee e.g., N

essle v. H
um

, 2 O
hio D

ec. 60 

（1894

）; S
tevenson v. H

anyon, 7 P
a. D

ist. 585 

（1898

）; P
feiffer v. B

oard of 

E
ducation, 77 N

.W
. 250 

（1898

）; W
ilkerson v. R

om
e, 110 S

.E
. 895 

（1921
）; P

eople ex rel. V
ollm

ar v. S
tanley, 255 P

ac. 610 

）
九
一
九
九
（
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学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
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二
月
）

二
三
〇

（1927

）; K
aplan v. Independent S

chool D
ist. 214 N

.W
. 18 

（1927

）.
（
171
） 

S
ee also C

ushm
an, su

pra note 62, at 477-478.
（
172
） 

S
ee K

e
e
s
e
C
K
e
r, su

pra note 53, at 3.

（
173
） 

S
ee B

o
l
e
s, su

pra note 96, at 54.

（
174
） S

chool D
ist. v. S

chem
pp, 374 U

.S
. 203 

（1963

）.

（
175
） E

ngel v. V
itale, 370 U

.S
. 421 

（1962

）.

（
176
） 

S
ee g

r
e
e
n
a
W
a
l
t, su

pra note 27, at 37; B
erg, su

pra note 108, at 193.

（
177
） L

ee v. W
eism

an, 505 U
.S

. 577 

（1992

）; S
anta F

e Independent S
ch. D

ist. v. D
oe, 530 U

.S
. 290 

（2000

）.

（
178
） K

ennedy v. B
rem

erton S
chool D

ist., 142 S
. C

t. 2407 

（2022

）.

（
179
） 

シ
ー
モ
ア
・
Ｍ
・
リ
プ
セ
ッ
ト
（
上
坂
昇
・
金
重
紘
訳
）・
ア
メ
リ
カ
例
外
論
（
明
石
書
店
、
一
九
九
九
年
）
一
八
頁
参
照
。S

ee also 

B
urw

ell v. H
obby L

obby S
tores, Inc., 573 U

.S
. 682 

（2014

）; M
asterpiece C

akeshop, L
td., et al. v. C

olorado C
ivil R

ights 

C
om

m
ission et al., 138 S

. C
t. 1719 

（2018
）.

（
180
） 

S
ee g

r
e
e
n, su

pra note 59, at 34.

（
181
） 

S
ee id

. at 8.

（
182
） 

S
ee id

. at 257.

　
高
畑
英
一
郎
「
宗
教
条
項
の
原
意
を
探
る
」［
二
〇
二
〇
］
ア
メ
リ
カ
法
二
五
八
─
二
五
九
頁
も
参
照
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
の

原
意
主
義
的
解
釈
全
般
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ト
ニ
ン
・
ス
カ
リ
ア
（
高
畑
英
一
郎
訳
）『
法
解
釈
の
問
題
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
三
年
）
参
照
。

）
九
一
九
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
三
一

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る

消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論

─
第
一
七
条
⑴
⒞
に
お
け
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て

─

中
　
　
村
　
　
　
　
　
進

第
一
章
　
は
じ
め
に

第
二
章
　
Ｉ
ａ
規
則
の
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準

第
三
章
　
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
関
す
る
判
例
・
学
説

第
四
章
　
終
わ
り
に

論
　
説

）
三
一
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
三
二

第
一
章
　
は
じ
め
に

本
稿
は
、
欧
州
連
合
（E

uropean U
nion

：
以
下
、
Ｅ
Ｕ
と
す
る
。）
の
域
内
に
お
け
る
裁
判
管
轄
と
裁
判
の
承
認
・
執
行
に
関
す
る
統
一

規
則
を
定
め
た
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
の
欧

州
議
会
及
び
理
事
会
の
（
Ｅ
Ｕ
）N

r.1215/2012

規
則
」（
以
下
、
Ｉ
ａ
規
則
と
略
す
（
１
）

。）
に
お
い
て
、
消
費
者
契
約
事
件
に
関
す
る
管
轄
を

定
め
た
第
二
章
第
四
節
第
一
七
条
⑴
⒞
に
規
定
さ
れ
る
「
に
向
け
ら
れ
た
」（directs

…to

）
の
表
現
の
解
釈
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
の
判
例
・
学

説
に
お
け
る
議
論
の
展
開
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
わ
が
国
の
国
際
裁
判
管
轄
に
お
け
る
消
費
者
保
護
に
関
す
る
議
論
の
一
層
の
進
展
に
寄

与
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

今
日
、
Ｉ
Ｔ
技
術
は
日
進
月
歩
で
、
常
に
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
法
律
は
常
に
、
新
Ｉ
Ｔ
技

術
の
登
場
に
伴
っ
て
発
生
し
た
新
た
な
展
開
へ
の
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
Ｉ
Ｔ
技
術
に
基
礎
を
置
く
電
子
商
取
引
の
分
野
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
Ａ
Ｉ
（A

rtificial Intelligence

）、
Ｉ
ｏ
Ｔ
（Internet of T

hings

）、
ク
ラ
ウ
ド
（cloud

）
な
ど
、
新
Ｉ
Ｔ
技
術

を
利
用
し
た
新
た
な
取
引
形
態
が
次
々
と
登
場
し
、
そ
れ
に
適
し
た
規
律
方
法
が
常
に
検
討
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
化
に
伴
う
法
律
の
対
応
に
つ
い
て
、
長
く
オ
ン
ラ
イ
ン
紛
争
に
関
す
る
様
々
な
問
題
に
取
組
ん
で
い
る
研
究
者
の
一
人

で
あ
るS

vantesson

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
紛
争
の
裁
判
管
轄
問
題
の
進
展
を
四
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
区
分
し
て
い
る
（
２
）

。
そ
れ
に
よ
る
と
、

W
ord W

ide W
eb

（W
W

W

）
の
登
場
か
ら
ミ
レ
ニ
ア
ム
移
行
前
ま
で
のT

he W
orld W

ide W
eb

期
（1991-99

）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
介
し
た
行
為
に
対
す
る
管
轄
を
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
し
主
張
し
た
過
剰
規
制
（over-regulation

）
期
（2000-09

）、
過
剰
な
管
轄
権
の
主
張

を
回
避
す
る
規
制
不
足
（under-regulation

）
期
（2010-14

）
が
あ
り
、
そ
の
後
に
様
々
な
組
織
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
管
轄
に
関
す
る
規

）
三
一
三
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
三
三

制
を
行
う
こ
と
に
よ
る
複
数
の
管
轄
が
競
合
す
る
ハ
イ
パ
ー
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（hyper-regulation

）
期
（2015-

）
が
現
在
ま
で
続
く

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
激
し
い
変
化
の
中
で
、
Ｅ
Ｕ
は
一
貫
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
に
よ
り
国
際
商
取
引
の
当
事
者
と
し
て
登

場
し
た
消
費
者
を
経
済
的
及
び
情
報
力
の
点
で
弱
者
で
あ
る
と
み
な
し
、
積
極
的
に
そ
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
。

国
際
取
引
の
当
事
者
で
あ
る
消
費
者
に
つ
き
、
消
費
者
契
約
を
巡
る
紛
争
に
お
け
る
裁
判
管
轄
の
問
題
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
保
護

を
図
る
か
は
、
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
で
は
、
特
別
規
則
を
設
け
て
消
費
者
保
護
を
図
る
ア
プ
ロ
ー
チ

が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
管
轄
規
則
を
持
た
な
い
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
裁
判
官
の
裁
量
に
基
づ
い
て
保
護
を
図

る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
電
子
商
取
引
の
先
進
的
な
地
域
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
国
・
地
域
や
国
際
的
な
機
関
に
お

い
て
採
用
さ
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
含
め
て
、
管
轄
に
関
す
る
法
比
較
を
行
い
、
適
切
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
消

費
者
が
国
際
取
引
の
当
事
者
と
し
て
今
後
も
参
加
し
続
け
る
こ
と
や
、
新
た
な
Ｉ
Ｔ
技
術
の
登
場
に
よ
り
、
電
子
商
取
引
に
新
た
な
枠
組

み
が
出
現
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
適
切
な
法
的
シ
ス
テ
ム
が
常
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
今
後
も
予
想
さ
れ
る
状
況
を
考
慮
す
る
と
、

大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
（
３
）

。

Ｉ
ａ
規
則
は
、
次
章
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
裁
判
管
轄
規
則
に
つ
い
て
の
特
例
を
定
め
、
そ
の
第

一
七
条
⑴
⒞
に
お
い
て
、
事
業
者
が
そ
の
商
業
的
活
動
を
消
費
者
が
住
所
（dom

icile

）
を
有
す
る
Ｅ
Ｕ
構
成
国
内
に
お
い
て
行
う
か
、
そ

の
構
成
国
を
含
む
複
数
の
国
に
「
向
け
て
」
行
っ
て
い
る
と
き
は
保
護
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
定
め
、
そ
の
場
合
は
同
第
一
八
条
⑴
に

よ
り
、
消
費
者
は
、
契
約
の
相
手
方
に
対
し
て
行
う
訴
え
に
つ
い
て
、
自
身
が
住
所
を
有
す
る
構
成
国
内
の
裁
判
所
で
提
訴
す
る
こ
と
が

容
認
さ
れ
る
。
こ
の
保
護
的
な
管
轄
規
則
の
適
用
に
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
国
に
向
け
て
い
る
こ
と
を
求
め
る
要
件

は
、「
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
」
と
か
「
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
消
費
者
契
約
紛
争
の
国
際

）
三
一
三
一
（



日
本
法
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　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
三
四

裁
判
管
轄
を
扱
っ
た
論
文
（
４
）

は
幾
つ
か
あ
る
が
、
こ
の
「
に
向
け
て
」
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
て
論
じ
た
文
献
は
な
く
、
こ
の
点
に
関
す
る

Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
議
論
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
関
す
る
他
の
法
域
に
お
け
る
議
論
と
の
比
較
検
討
の
第

一
歩
と
し
た
い
と
考
え
る
。

様
々
な
国
に
お
け
る
国
内
的
・
国
際
的
な
組
織
が
、
異
な
る
法
制
度
や
考
え
方
に
基
づ
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
越
境
的
な
紛
争
に

つ
い
て
の
裁
判
管
轄
規
則
を
定
め
、
そ
の
結
果
、
複
数
の
管
轄
の
競
合
が
見
ら
れ
る
ハ
イ
パ
ー
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
期
に
あ
っ
て
は
、
電

子
商
取
引
が
関
わ
る
契
約
や
不
法
行
為
に
つ
い
て
の
訴
訟
が
ど
こ
で
開
始
さ
れ
る
か
は
不
明
瞭
で
あ
り
、
電
子
商
取
引
を
行
う
企
業
や

ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
の
所
有
者
及
び
消
費
者
ら
が
、
そ
れ
を
予
測
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
今
後
の
電
子
商
取
引
の
一
層
の
発
展

の
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
少
し
で
も
解
消
し
、
越
境
的
な
紛
争
に
関
す
る
管
轄
に
つ
い
て
法
的
安
定
性
や
予
見
可
能
性
を
で
き

る
限
り
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
５
）

。
そ
の
た
め
の
一
方
法
と
し
て
、
管
轄
規
則
を
国
際
的
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
比

較
法
的
な
考
察
を
通
じ
て
、
異
な
る
法
制
度
の
一
致
点
を
探
る
こ
と
は
、
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。

第
二
章
　
Ｉ
ａ
規
則
の
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準

本
章
で
は
、
Ｉ
ａ
規
則
中
の
消
費
者
保
護
規
定
と
そ
の
第
一
七
条
⑴
⒞
に
置
か
れ
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
消

費
者
保
護
規
定
は
、
何
度
か
の
修
正
を
経
て
現
在
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
消
費
者
保
護
に
関
す
る
考
え
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
る
た
め
に
、
先
ず
、
同
規
則
中
の
消
費
者
保
護
規
定
の
成
立
ま
で
の
沿
革
に
つ
い
て
概
説
（
６
）

す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
の
後
に
、
一
七

条
⑴
⒞
に
規
定
さ
れ
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

）
三
一
三
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
三
五

１
　
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
の
成
立
ま
で

Ｉ
ａ
規
則
は
、
一
九
六
八
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
（
以
下
、
条
約
と
略
す
（
７
）

。）
を
そ
の
ス
タ
ー
ト
と
す
る
。
同
条
約
は
一
九
七
三
年
に

発
効
し
て
い
る
が
、
当
初
は
、
割
賦
販
売
と
ロ
ー
ン
に
よ
る
商
品
販
売
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
買
主
と
借
主
の
保
護
を
提
供
す
る
の
み

で
あ
り
、「
消
費
者
」
と
い
う
言
葉
も
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
及
び
連
合
王
国
の
新
加
盟
に
伴
い
締
結
さ

れ
た
一
九
七
八
年
加
盟
条
約
（
８
）

に
お
い
て
、
同
条
約
第
二
章
第
四
節
（
第
一
三
条
～
第
一
五
条
）
の
タ
イ
ト
ル
が
「
割
賦
行
為
事
件
の
管
轄
」

か
ら
「
消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
」（
第
一
三
～
第
一
五
条
）
と
変
更
さ
れ
、「
消
費
者
」
は
、
契
約
を
「
そ
の
商
業
上
若
し
く
は
専
門
的
職

業
上
の
活
動
と
は
関
係
な
い
（outside his trade or profession

）
と
み
な
し
う
る
用
途
の
た
め
に
締
結
し
た
」
者
と
定
義
づ
け
ら
れ
た

（
第
一
三
条
⑴
）。
ま
た
、
保
護
さ
れ
る
消
費
者
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
動
産
の
割
賦
販
売
と
ロ
ー
ン
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
動
産
と

サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
目
的
と
す
る
契
約
で
、「
⒜
　契
約
締
結
に
先
立
ち
、
消
費
者
の
住
所
地
国
に
お
い
て
、
特
別
の
申
込
又
は
広
告
が
行

わ
れ
て
お
り
、
か
つ
⒝
　消
費
者
が
そ
の
国
で
契
約
締
結
に
必
要
な
行
為
を
お
こ
な
っ
た
と
き
」（
同
項
）
に
も
拡
大
さ
れ
た
。
こ
の

一
九
七
八
年
修
正
法
は
、
一
九
八
〇
年
に
成
立
し
た
「
契
約
上
の
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」（
ロ
ー
マ
条
約
（
９
）

）
と
一
緒
に
な
っ
て
、

消
費
者
契
約
に
お
け
る
進
歩
的
、
包
括
的
且
つ
体
系
的
な
保
護
的
抵
触
法
の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
な
っ
た
。

条
約
は
、
同
条
約
の
並
行
条
約
と
し
て
欧
州
自
由
貿
易
地
域
（
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
と
の
間
で
締
結
さ
れ
て
い
た
ル
ガ
ノ
条
約
（
10
）

の
改
正
の
検
討

が
な
さ
れ
た
こ
と
が
発
端
と
な
り
、
一
九
九
七
年
一
一
月
に
欧
州
委
員
会
（E

uropean C
om

m
ission

）
に
改
正
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。

一
九
九
九
年
四
月
に
修
正
作
業
は
終
結
し
た
が
、
修
正
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
一
九
九
三
年
一
一
月
に
欧
州
連
合
条
約
（
マ
ー
ス
ト

リ
ヒ
ト
条
約
）
が
発
効
し
、
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
か
ら
Ｅ
Ｕ
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
法
形
式
に
つ
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
の
立
法
者
ら
に
立

法
の
権
限
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
条
約
か
ら
共
同
体
派
生
法
の
一
つ
で
あ
る
規
則
と
な
っ
た
こ
と
受
け
て
、
規
則
と
す
る
こ
と
が

）
三
一
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
三
六

提
案
さ
れ
た
（
11
）

。
そ
の
後
、
欧
州
議
会
の
意
見
を
受
け
て
修
正
が
行
わ
れ
た
後
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則

（
以
下
、
Ⅰ
規
則
と
す
る
（
12
）

）
は
成
立
し
た
。
一
九
七
八
年
法
の
修
正
を
促
し
た
の
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
立
法
形
式
の
変
更
と

と
も
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
登
場
し
た
後
、
急
速
な
拡
大
を
見
せ
て
い
た
電
子
商
取
引
の
存
在
も
あ
っ
た
。

Ｅ
Ｕ
は
、
早
く
か
ら
電
子
商
取
引
の
発
展
に
積
極
的
に
臨
み
、
一
九
九
七
年
四
月
、
欧
州
理
事
会
（E

uropean C
ouncil

：
以
下
、
理
事

会
と
略
す
。）
は
「
電
子
商
取
引
に
関
す
る
欧
州
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
13
）

」
を
公
表
し
、
欧
州
連
合
を
「
電
子
商
取
引
の
中
心
地
」
と
す
る
と
宣

言
を
行
っ
た
。
同
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
い
て
、D

irective 97/7 E
C

 

（the D
istance S

elling D
irective

）
やD

irective 1999/93/

E
C

 

（the E
-S

ignatures D
irective

）
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
指
令
（D

irective

）
や
規
則
（R

egulation

）
を
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
電
子
商
取
引
を
促
進
す
る
た
め
の
政
策
の
中
で
、
電
子
消
費
者
契
約
に
お
け
る
弱
者
で
あ
る
消
費
者
の
保
護
が
検
討
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

消
費
者
保
護
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
で
は
、
既
に
一
九
九
三
年
に
欧
州
委
員
会
（E

uropean C
om

m
ission

：
以
下
、
委
員
会
と
略
す
。）
よ
り
、
単

一
市
場
に
お
け
る
消
費
者
の
司
法
ア
ク
セ
ス
と
消
費
者
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
グ
リ
ー
ン
・
ペ
ー
パ
ー
（
14
）

が
公
表
さ
れ
、
一
九
九
六
年
に

は
、
域
内
市
場
に
お
け
る
消
費
者
の
司
法
ア
ク
セ
ス
と
消
費
者
紛
争
の
解
決
に
つ
い
て
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
（
15
）

が
採
択
さ
れ
て
い
た
。
同
プ
ラ
ン
に
は
、
裁
判
手
続
へ
の
簡
素
化
さ
れ
た
ア
ク
セ
ス
を
導
入
す
る
た
め
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
Ｉ
規
則
に
お
い
て
は
、
電
子
商
取
引
の
登
場
に
よ
り
、
消
費
者
が
国
際
取
引
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

電
子
商
取
引
に
お
い
て
も
弱
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。

）
三
一
三
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
三
七

２
　
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
と
Ｉ
ａ
規
則

二
〇
〇
〇
年
に
成
立
し
た
Ｉ
規
則
は
、
概
ね
満
足
の
行
く
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
16
）

が
、
委
員
会
は
、
委
員
会
自
身
が
行
っ
た
構
成
諸

国
内
に
お
け
る
同
規
則
の
適
用
に
関
す
る
調
査
の
報
告
（
17
）

や
国
際
私
法
専
門
家
を
中
心
と
す
る
団
体
に
よ
る
修
正
提
案
（
18
）

な
ど
を
受
け
て
、

二
〇
〇
九
年
にG

reen P
aper

を
採
択
（
19
）

し
、
二
〇
一
一
年
に
修
正
の
提
案
が
行
わ
れ
て
、
二
〇
一
一
年
に
Ｉ
規
則
は
Ｉ
ａ
規
則
（
施
行
は
、

二
〇
一
五
年
一
月
一
〇
日
）
と
し
て
成
立
し
た
。
本
稿
の
目
的
で
あ
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
規
則
に
お
い
て
初
め
て
設

け
ら
れ
、
Ｉ
ａ
規
則
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
両
規
則
を
合
わ
せ
て
本
節
で
概
説
す

る
。Ｉ

規
則
は
、
第
二
章
第
一
節
第
二
条
以
下
に
裁
判
管
轄
に
関
す
る
一
般
規
定
を
置
き
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
構
成
国

の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
国
籍
を
問
わ
ず
、
そ
の
構
成
国
の
裁
判
所
の
領
域
内
に
提
訴
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
。

同
章
第
二
節
第
五
条
以
下
に
は
、
特
別
管
轄
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
、
管
轄
は
、
契
約
事
件
に
つ
き
請
求
の
基
礎
と
な
る
義
務
履
行
地

又
は
履
行
さ
れ
る
べ
き
地
の
裁
判
所
に
（
第
五
条
⑴
⒜
）、
不
法
行
為
又
は
準
不
法
行
為
事
件
に
つ
き
損
害
を
も
た
ら
す
事
実
の
発
生
地
か

発
生
す
る
危
険
が
あ
る
地
の
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
る
（
第
五
条
⑶
）。
ま
た
、
第
五
条
⑴
⒝
に
は
、
物
と
役
務
の
履
行
地
に
つ
い
て
の
定
義

づ
け
が
置
か
れ
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
購
入
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
の
「
物
」
と
役
務
の
履
行
地
に
つ
い
て
の
定
義
づ
け
の
必
要
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
た
（
20
）

。
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
特
則
と
し
て
、
経
済
的
弱
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
同
章
第
五
節
一
五
条
か
ら
第

一
八
条
に
お
い
て
、
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
の
管
轄
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

消
費
者
契
約
に
意
味
に
つ
い
て
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
に
は
、「
消
費
者
に
よ
り
そ
の
取
引
又
は
専
門
の
活
動
と
は
関
係
な
い
と
み
な

し
う
る
用
途
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
契
約
」
と
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
は
、
動
産
の
割
賦

）
三
一
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
三
八

販
売
契
約
、
動
産
購
入
代
金
の
融
資
に
関
す
る
契
約
及
び
「
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
が
住
所
を
有
す
る
構
成
国
に
お
い
て
商

業
的
若
し
く
は
専
門
的
な
活
動
を
行
う
者
、
又
は
、
何
で
あ
れ
、
こ
の
構
成
国
に
若
し
く
は
こ
の
構
成
国
を
含
む
複
数
の
国
に
向
け
て
そ

の
活
動
（directs such activities to

）
を
行
う
者
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
で
、
こ
の
活
動
の
枠
内
に
含
ま
れ
る
も
の
」（
同
項
⒞
）
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
は
、
Ｉ
ａ
規
則
に
お
い
て
も
修
正
さ
れ
ず
、
第
一
七
条
⑴
⒞
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い

る
。
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
後
に
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
。

消
費
者
契
約
事
件
の
管
轄
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
定
と
し
て
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑵
に
お
い
て
、
消
費
者
契
約
の
相
手
方
が
構
成
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
そ
の
者
が
構
成
国
内
に
支
店
、
代
理
店
そ
の
他
の
営
業
所
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業

務
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
成
国
の
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
第
一
六

条
は
、
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
消
費
者
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
た
め
、
消
費
者
の
相
手
方
に
対
す
る
提
訴
は
、
相
手

方
が
構
成
国
内
に
住
所
を
有
す
る
と
き
は
、
消
費
者
の
住
所
地
国
の
裁
判
所
か
又
は
相
手
方
の
住
所
地
国
の
裁
判
所
に
提
訴
で
き
る
が
、

逆
に
相
手
方
が
消
費
者
を
提
訴
す
る
場
合
に
は
、
消
費
者
の
住
所
地
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
提
起
の
み
が
容
認
さ
れ
る
（
21
）

。
更
に
、
同
第

一
七
条
に
よ
り
、
第
四
節
（
第
一
五
条
～
第
一
七
条
）
の
規
定
に
つ
い
て
別
段
の
合
意
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
①
紛
争

発
生
後
に
な
さ
れ
た
と
き
、
②
合
意
が
、
消
費
者
に
対
し
本
節
に
よ
り
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
裁
判
所
以
外
へ
の
提
訴
を
認
め
る
も
の
で
あ

る
と
き
、
③
同
一
構
成
国
内
に
住
所
又
は
常
居
所
を
有
す
る
消
費
者
と
相
手
方
と
の
合
意
で
あ
っ
て
、
且
つ
そ
の
国
の
裁
判
所
に
管
轄
を

認
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
の
み
容
認
さ
れ
る
た
め
、
消
費
者
は
自
身
の
住
所
国
の
裁
判
所
で
提
訴
す
る
権
利
を
奪
わ
れ
な
る
こ
と
な
く
、

裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
保
障
さ
れ
て
い
る
（
22
）

。
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
修
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
Ｉ
ａ
規
則
に
受
け
継
が
れ

て
い
る
。

）
三
一
一
一
（
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二
三
九

一
方
、
Ｉ
ａ
規
則
で
は
、
裁
判
管
轄
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
一
般
管
轄
を
定
め
た
Ｉ
規
則
第
四
条
⑴
の
文
言
に
若
干
の
修
正
が
施

さ
れ
た
も
の
の
、
Ｉ
規
則
の
諸
規
定
が
一
部
を
除
き
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
か
ら
第
一
七
条
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第

一
七
条
か
ら
第
一
九
条
と
し
て
再
配
置
さ
れ
て
い
る
。
修
正
さ
れ
た
点
は
、
一
部
の
管
轄
規
則
は
、
Ｉ
規
則
に
お
い
て
も
Ｅ
Ｕ
域
外
に
住

所
を
有
す
る
被
告
に
対
し
て
も
及
ぶ
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
範
囲
が
Ｉ
ａ
規
則
で
は
更
に
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
Ｉ
規
則
で
は
、
そ
の
第
四
条
⑴
に
お
い
て
、
被
告
が
構
成
国
内
に
住
所
を
有
し
て
い
な
い
と
き
は
、
専
属
管
轄
（
第
二
二
条
）
と
合

意
管
轄
（
第
二
三
条
）
の
場
合
の
み
を
例
外
と
し
て
、
各
構
成
国
は
自
国
法
を
適
用
し
管
轄
を
判
断
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
修
正

さ
れ
た
Ｉ
ａ
規
則
第
六
条
⑴
に
お
い
て
は
、
そ
の
例
外
の
中
に
、
一
定
の
消
費
者
契
約
（
Ｉ
ａ
規
則
第
一
八
条
⑴
）
と
個
別
的
労
働
契
約

（
Ｉ
ａ
規
則
第
二
一
条
⑵
）
の
場
合
も
含
め
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
居
住
す
る
消
費
者
の
契
約
紛
争
に
つ
い
て
、

各
構
成
国
は
自
国
法
を
適
用
し
て
管
轄
を
決
定
で
き
な
く
な
り
、
消
費
者
は
、
Ｉ
ａ
規
則
を
根
拠
に
相
手
方
事
業
者
の
所
在
地
を
問
わ
ず
、

つ
ま
り
、
そ
れ
が
Ｅ
Ｕ
構
成
国
以
外
で
あ
っ
て
も
、
自
身
の
住
所
地
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
Ｉ
ａ
規
則
解
説
（R

ecital

）
⒁
は
、
被
告
の
住
所
と
は
関
係
な
く
新
規
則
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
修
正
し
た
意
図
に
つ
い
て
、
消
費

者
等
の
弱
者
保
護
の
確
保
に
あ
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
特
に
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
ど
の
構
成
国
に
も
所
在
す
る
こ
と
な
く
容
易
に
Ｅ
Ｕ
域
内
を

標
的
と
し
て
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
電
子
商
取
引
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
保
護
的
な
管
轄
規
則
を
Ｅ
Ｕ
域
外
の
事
業
者
に
拡

大
す
る
は
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
23
）

。
し
か
し
、
Ｉ
ａ
規
則
は
、
Ｅ
Ｕ
域
外
の
第
三
国
に
所
在
す
る
事
業
者
が
Ｅ
Ｕ
消

費
者
を
Ｅ
Ｕ
域
外
で
提
訴
す
る
こ
と
、
及
び
Ｅ
Ｕ
構
成
国
が
Ｅ
Ｕ
域
外
の
第
三
国
の
消
費
者
に
対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
ま
で
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
（
24
）

。
こ
の
よ
う
な
Ｉ
規
則
や
Ｉ
ａ
規
則
の
越
境
的
な
取
引
お
け
る
消
費
者
保
護
の
背
景
に
は
、
Ｔ
Ｆ
Ｅ
Ｕ
（
25
）

第
一
六
九
条

と
Ｃ
Ｆ
Ｒ
Ｅ
Ｕ
（
26
）

第
三
八
条
に
規
定
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
の
基
本
政
策
と
し
て
の
消
費
者
保
護
の
重
要
性
の
主
張
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
27
）

。

）
三
一
一
三
（
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二
四
〇

以
上
の
よ
う
に
Ｉ
規
則
を
受
け
継
い
だ
Ｉ
ａ
規
則
に
も
、
経
済
的
弱
者
で
あ
る
消
費
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
消
費
者
契
約
の
裁
判
管
轄

に
関
す
る
消
費
者
保
護
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
を
受
け
継
い
だ
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
は
、
保

護
が
与
え
ら
れ
る
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
の
構
成
国
又
は
そ
の
構
成
国
を
含
む
複
数
国
に
向

け
て
行
っ
て
い
る
契
約
に
制
限
す
る
。
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
と
呼
ば
れ
る
こ
の
「
向
け
て
そ
の
活
動
を
行

う
（
28
）

」
要
件
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

３
　
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
の
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準

本
節
で
は
、
先
ず
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
を
概
説
し
、
そ
の
後
に
、
同
項
⒞
号
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準

（targeting criterion

）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

（
１
）　
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴

Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
は
、
そ
の
本
文
に
お
い
て
、「
消
費
者
に
よ
り
そ
の
取
引
又
は
専
門
の
活
動
と
は
関
係
な
い
と
み
な
し
う
る
用

途
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
契
約
事
件
の
管
轄
は
、
次
に
掲
げ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
本
節
（
＝
第
四
節
）
の
規
定
に
よ
る
。
但
し
、
第
六

条
及
び
第
七
条
第
五
号
の
適
用
を
妨
げ
な
い
」（
括
弧
内
を
加
筆
）
と
述
べ
た
上
で
、
第
四
節
の
規
定
の
適
用
が
優
先
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、

動
産
の
割
賦
販
売
契
約
（
同
項
⒜
）、
動
産
の
購
入
を
目
的
と
す
る
分
割
弁
済
の
金
銭
消
費
貸
借
又
は
そ
の
他
の
信
用
貸
付
契
約
（
同
項
⒝
）

と
並
ん
で
、
同
項
⒞
に
お
い
て
、「
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
者
が
住
所
を
有
す
る
構
成
国
に
お
い
て
商
業
的
若
し
く
は
専
門
的

な
活
動
を
行
う
者
、
又
は
そ
の
構
成
国
に
若
し
く
は
そ
の
構
成
国
を
含
む
複
数
の
国
『
に
向
け
て
』
そ
の
活
動
（directs such activities 

）
三
一
一
一
（
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二
四
一

to
）
を
行
う
者
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
で
、
こ
の
活
動
の
枠
内
に
含
ま
れ
る
も
の
」（
二
重
括
弧
を
加
筆
）
を
掲
げ
る
。

消
費
者
事
件
の
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
定
め
た
Ｉ
ａ
規
則
第
四
節
の
規
定
（
第
一
七
条
～
第
一
九
条
）
は
自
己
完
結
型
で
、
実
体
的
及
び
人

的
な
適
用
に
関
し
独
自
の
基
準
に
従
う
た
め
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
一
般
管
轄
を
定
め
る
第
四
条
、
特
別
管
轄
に
つ
い
て
の
第
七

条
・
第
八
条
及
び
合
意
管
轄
に
関
す
る
第
二
五
条
の
諸
規
定
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
（
29
）

。
ま
た
、
特
定
裁
判
所
の
専
属
管
轄
権
に
つ
い
て
定

め
た
第
二
四
条
は
、
第
四
節
の
規
定
に
優
先
す
る
（
30
）

。

Ｉ
ａ
規
則
の
消
費
者
保
護
規
則
は
、
第
一
七
条
⑴
に
よ
り
、
次
の
三
つ
要
件
、
即
ち
、
①
契
約
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
取
引
又
は
専
門

の
活
動
と
は
関
係
な
い
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
状
況
で
活
動
し
て
い
る
消
費
者
で
あ
る
こ
と
、
②
そ
の
よ
う
な
消
費
者
と
職
業
上
の
活

動
と
し
て
活
動
す
る
者
と
の
間
の
契
約
が
実
際
に
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
そ
の
よ
う
な
契
約
が
第
一
七
条
⑴
⒜
か
ら
⒞
に
言
及
さ
れ

て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
に
入
る
こ
と
が
満
た
さ
れ
た
場
合
の
み
適
用
さ
れ
る
（
31
）

。

消
費
者
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
構
成
国
の
国
内
法
と
は
関
係
な
く
、
Ｉ
ａ
規
則
に
よ
り
独
立
し
て
解
釈
さ
れ
（
32
）

、
一
七
条
⑴
に
そ
の
定
義

づ
け
が
置
か
れ
て
、
そ
の
取
引
又
は
専
門
の
外
と
見
な
さ
れ
る
得
る
目
的
で
契
約
を
締
結
し
た
自
然
人
と
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

概
念
は
、
同
条
が
第
四
条
の
一
般
管
轄
の
適
用
除
外
と
し
て
、
原
告
の
住
所
地
の
裁
判
所
に
例
外
的
に
管
轄
権
を
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
33
）

。
こ
の
消
費
者
保
護
規
定
は
当
事
者
間
に
不
均
衡
が
あ
る
契
約
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
る
た
め
、
契
約
相
手
方
も
消
費
者
で
あ
る
場
合
は
、
第
四
節
の
保
護
規
定
を
享
受
で
き
な
い
（
34
）

。
他
方
、
そ
の
契
約
の
相
手
方
当
事
者

と
な
り
得
る
者
に
つ
い
て
は
規
定
中
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
35
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
（
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
）
は
、K

am
en

ova

事
件
（
36
）

に
お
い
て
、「
事
業
者
」（trader

）
の
概
念
に
つ
い
て
扱
い
、D

irective 2005/29

（U
nfair C

om
m

ercial P
ractices D

irective

）
の

第
二
条
⒝
並
び
にD

irective 2011/83

（D
irective on C

onsum
er R

ights

）
の
第
二
条
⑵
に
置
か
れ
る
定
義
づ
け
か
ら
、
事
業
者
で
あ
る

）
三
一
一
一
（
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四
二

た
め
に
は
、
自
身
の
取
引
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
工
芸
若
し
く
は
職
業
に
関
す
る
目
的
の
た
め
に
、
又
は
事
業
者
の
名
前
若
し
く
は
代
理
と
し
て

活
動
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
商
業
的
活
動
若
し
く
は
取
引
活
動
に
従
事
し
て
い
な
い
個
人
を
指
し
、
正
反
対
に
置
か
れ
る

「
消
費
者
」（consum

er

）
の
概
念
に
関
連
し
て
事
業
者
の
概
念
は
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
契
約
関
係
が
自

身
の
取
引
、
ビ
ジ
ネ
ス
又
は
職
業
の
過
程
で
提
供
す
る
活
動
の
中
に
あ
る
か
否
か
の
決
定
を
要
求
す
る
機
能
的
概
念
で
あ
る
と
す
る
（
37
）

。

Ｉ
ａ
規
則
は
ま
た
、
保
護
規
定
を
享
受
す
る
に
は
、
契
約
が
第
一
七
条
⑴
⒜
か
ら
⒞
に
言
及
さ
れ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
に
入
る
こ
と

も
要
求
す
る
が
、
動
産
の
割
賦
販
売
契
約
（
⒜
号
）
と
動
産
購
入
融
資
目
的
と
す
る
割
賦
弁
済
の
金
融
消
費
貸
借
そ
の
他
の
信
用
貸
付

（
⒝
号
）
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
消
費
者
の
住
所
を
標
的
に
し
て
い
た
か
否
か
は
関
係
な
く
、
常
に
、
保
護
的
管
轄
規
則
が
適
用
さ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
保
護
は
、
消
費
者
信
用
の
授
与
が
「
動
産
購
入
」（sale of goods

）
に
関
し
て
の
み
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
、

サ
ー
ビ
ス
又
は
動
産
で
な
い
何
か
を
購
入
す
る
た
め
に
信
用
が
授
与
さ
れ
る
場
合
は
、
⒜
号
と
⒝
号
は
適
用
さ
れ
な
い
（
38
）

。
そ
の
た
め
、

「
動
産
購
入
」
と
は
何
を
指
す
の
か
が
、
特
に
電
子
商
取
引
に
お
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
製
品
の
購
入
が
動
産
の
購
入
に
該
当
す
る
の
か
否

か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
構
成
国
の
国
内
法
を
参
照
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
規
則
に
含
ま
れ
る
用
語
と
し
て
自
律
的
に

解
釈
さ
れ
る
べ
き
と
し
、
消
費
者
権
利
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令
（
39
）

の
第
二
条
⑶
の
「
動
産
」（goods

）
の
定
義
やC

ar T
rim

事
件
（
40
）

な
ど
を
検

討
し
た
上
で
、
一
般
的
な
及
び
特
別
注
文
の
双
方
を
含
め
て
物
質
を
媒
体
と
し
て
購
入
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
に
関
す
る
契
約

は
⒜
号
と
⒝
号
に
お
け
る
「
動
産
購
入
」
に
含
ま
れ
る
が
、
無
形
の
デ
ジ
タ
ル
の
購
入
に
関
す
る
契
約
は
そ
れ
ら
か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き

と
し
た
指
摘
が
あ
る
（
41
）

。

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
四
三

（
２
）　
第
一
七
条
⑴
⒞
に
お
け
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準

Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
は
、「
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
」（in all other cases

）
と
述
べ
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
締
結

さ
れ
る
電
子
消
費
者
契
約
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
保
護
の
範
囲
を
同
条
⑴
⒜
及
び
⒝
に
お
い
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
契
約
以
外
の
あ
ら
ゆ
る

取
引
に
拡
大
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
る
（
42
）

。
⒞
号
は
ま
た
、
契
約
が
締
結
さ
れ
る
方
法
に
つ
い
て
、
①
事
業
者
が
消
費
者
の
住
所
で
商
業

的
又
は
専
門
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
か
、
②
事
業
者
が
そ
の
商
業
的
又
は
専
門
的
な
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
の
構
成
国
又
は
そ
の
構

成
国
を
含
む
複
数
国
に
向
け
て
い
る
場
合
で
、
且
つ
契
約
が
事
業
者
の
活
動
の
範
囲
内
で
締
結
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
定
め
る
。

①
の
要
件
は
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
の
あ
る
構
成
国
で
「
行
う
」（purses

…in

）
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、

電
子
商
取
引
に
は
適
合
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
事
業
者
が
標
的
と
し
た
構
成
国
内
で
物

理
的
に
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
物
理
的
な
所
在
（physical presence

）
が
要
求
さ
れ
た

も
の
と
解
す
る
と
、
電
子
商
取
引
事
業
に
お
い
て
そ
れ
は
、
事
業
者
の
本
社
所
在
地
若
し
く
は
管
理
業
務
地
か
、
又
は
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト

が
置
か
れ
て
い
る
サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
と
考
え
ら
れ
る
が
、
電
子
事
業
者
は
、
そ
れ
ら
が
所
在
す
る
国
の
み
を
標
的
に
し
て
継
続
的
又
は

体
系
的
な
取
引
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
国
に
向
け
て
行
う
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
、
電
子
商
取
引
の
発
展
の
た
め
に
は
、
物

理
的
な
所
在
の
要
件
は
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
、
む
し
ろ
、
事
業
者
又
は
代
理
人
の
形
式
的
な
所
在
や
場
所
で
は
な
く
、
事
業
活
動
の
性
質

と
実
体
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
（
43
）

。

②
の
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
国
「
に
向
け
て
」（direct

…to

）
い
る
こ
と
を
求
め
る
要
件
は
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基

準
（targeting criterion

）
と
か
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
・
テ
ス
ト
（targeting test
）
と
呼
ば
れ
る
（
44
）

。
こ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
締
結
さ

れ
る
消
費
者
契
約
を
考
慮
し
た
要
件
で
あ
る
と
さ
れ
、‘by any m

eans ’

の
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
四
四

含
め
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
用
い
た
も
の
で
あ
れ
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
国
を
含
む
複
数
国
に
向
け
て
い
る
場
合
で

あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
（
45
）

。
Ｉ
規
則
以
前
の
一
九
六
八
年
の
条
約
を
修
正
し
た
一
九
七
八
年
の
加
盟
条
約
は
、
そ
の
第
一
三
条
⑴
⒜
及
び
⒝

に
お
い
て
、
消
費
者
保
護
規
定
の
適
用
の
要
件
と
し
て
、
契
約
締
結
に
先
立
っ
て
消
費
者
の
住
所
地
国
で
特
別
な
誘
因
（invitation

）
又

は
広
告
（advertising

）
が
行
わ
れ
、
且
つ
消
費
者
が
そ
の
住
所
地
国
で
契
約
の
締
結
に
必
要
な
ス
テ
ッ
プ
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
要
求

し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
消
費
者
の
住
所
地
国
に
管
轄
を
容
認
す
る
た
め
要
件
と
し
て
、
そ
の
国
と
当
該
訴
訟
と
の
地
理
的
な
結

び
付
き
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
仮
想
環
境
（virtual environm

ent

）
で
行
わ
れ
る
個
人
の
契
約
上
の
行
為

を
特
定
の
地
理
的
な
場
所
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
電
子
商
取
引
に
お
い
て
は
、
よ
り
柔
軟
な
基
準
を
採
用
す
る
必
要
性
が
生

じ
た
と
さ
れ
る
（
46
）

。

被
告
が
そ
の
活
動
を
「
に
向
け
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
の
前
身
の
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
が
成
立
す
る

以
前
か
ら
既
に
見
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
五
年
に
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
管
轄
合
意
に
関
す
る
条
約
」
の
成
立

過
程
で
一
九
九
九
年
に
提
案
さ
れ
た
条
約
草
案
の
第
七
条
⑴
⒜
に
、
消
費
者
の
常
居
所
地
国
の
管
轄
を
容
認
す
る
要
件
と
し
て
、
被
告
の

活
動
が
消
費
者
の
常
居
所
地
国
に
「
向
け
ら
れ
た
」
こ
と
を
要
件
と
す
る
旨
の
表
現
が
あ
り
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
の
文
言
へ
の
影
響

が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
草
案
が
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
の
は
、
消
費
者
に
到
達
可
能
な
広
告
手
段
は
、
伝
統

的
な
手
段
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
行
わ
れ
る
広
告
が
契
約
の
申
込
に
至
る
よ
う
に
、
電
子
的
手
段
を
介
し
事
業
者
が

そ
の
活
動
を
向
け
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
（
47
）

。

Ｉ
ａ
規
則
中
に
、
消
費
者
の
住
所
地
国
「
に
向
け
ら
れ
た
」
活
動
を
定
義
づ
け
る
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
契
約
債
務
の
準
拠
法
に
関

す
る
ロ
ー
マ
Ｉ
規
則
（
48
）

の
解
説
�
が
、
同
規
則
と
裁
判
管
轄
に
関
す
る
Ｉ
規
則
の
概
念
は
調
和
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
な

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
四
五

か
で
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
に
関
す
る
理
事
会
と
委
員
会
に
よ
る
共
同
宣
言
（
49
）

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
が
単
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ

る
と
い
う
事
実
は
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
（
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
）
の
保
護
が
適
用
さ
れ
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
点
は
参
考
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
事
業
者
の
ど
の
よ
う
な
活
動
が
消
費
者
の
住
所
地
国
「
に
向
け
ら
れ
た
」
も
の
か
の
決
定
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
論
じ
た
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
決
と
学
説
を
次
章
に
お
い
て
紹
介
し
た
い
。

第
三
章
　
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
関
す
る
判
例
・
学
説

本
章
で
は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
の
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
の
適
用
時
に
下
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
も
い
え
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
のP

am
m

re

事
件
（
50
）

と
主
要
な
学
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

１
　P

am
m

er

事
件

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、P

am
m

er

事
件
に
お
い
て
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
そ
の
活
動
を
…
に
向
け

て
」（directs such activities to

）
の
表
現
が
、
複
数
構
成
国
に
向
け
て
活
動
を
行
う
事
業
者
の
意
図
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
又
は
単
に

事
実
上
そ
れ
ら
の
構
成
国
に
向
け
ら
れ
た
活
動
を
指
す
の
か
は
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
か
ら
は
明
確
で
な
い
。
従
っ
て
、
複
数
構
成
国

を
標
的
に
す
る
事
業
者
の
意
図
の
有
無
が
要
求
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
図
は
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る
か
が
問
わ

れ
る
。
そ
の
意
図
は
、
消
費
者
の
住
所
地
国
へ
の
新
聞
・
テ
レ
ビ
な
ど
の
伝
統
的
手
段
を
介
し
て
行
わ
れ
た
広
告
や
カ
タ
ロ
グ
の
直
接
的

な
送
付
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
広
告
方
法
の
中
に
現
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
当
該
構
成
国
内
で
自
己
の
名
を
知
ら
し
め
る
た
め
の
費
用

の
支
出
と
い
う
事
実
が
、
事
業
者
の
構
成
国
に
向
け
る
意
図
の
存
在
を
証
明
す
る
と
（paras. 63-67

）。

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
四
六

し
か
し
、
追
加
的
な
費
用
の
支
出
を
伴
わ
な
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
意
図
が
事
業
者
に
常
に
存
在
す
る
と
は

限
ら
ず
、
領
域
外
の
消
費
者
を
標
的
に
す
る
事
業
者
の
意
図
の
有
無
と
は
無
関
係
に
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
国
か
ら
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
へ

の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、「
そ
の
活
動
を
…
に
向
け
て
」
行
う
と
い
う
表
現
が
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
が
構
成
国
か
ら

単
に
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
こ
と
に
結
び
付
け
て
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
立
法
者
が
ウ
ェ

ブ
・
サ
イ
ト
の
単
な
る
存
在
と
規
定
せ
ず
、
他
の
構
成
国
「
に
向
け
ら
れ
た
」
活
動
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
構
成
国
内
か
ら
ア
ク

セ
ス
可
能
な
電
子
的
手
段
に
よ
る
動
産
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
が
活
動
を
構
成
国
「
に
向
け
て
」
を
構
成
す
る
旨
の
説
明
を
Ｉ
規
則
の
解

説
中
に
挿
入
す
る
よ
う
求
め
た
委
員
会
か
ら
の
提
案
を
Ｅ
Ｕ
立
法
者
が
拒
否
し
た
こ
と
よ
り
明
白
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
ま
た
、
ウ
ェ

ブ
・
サ
イ
ト
へ
の
単
な
る
ア
ク
セ
ス
可
能
性
は
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
の
適
用
に
は
充
分
で
な
い
と
し
た
、
Ｉ
規
則
採
択
時
の
理
事
会
と

委
員
会
と
の
共
同
宣
言
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
第
一
五
条
⑴
⒞
の
適
用
に
は
、
事
業
者
が
消
費
者
の
住
所
地
国
を
含
む

複
数
構
成
国
で
消
費
者
と
契
約
を
締
結
す
る
意
図
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
取
引
の
実
行
を
考
え
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
に
は
何
が

あ
る
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
（paras. 68-75

）。

そ
う
し
た
証
拠
に
は
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
の
事
業
者
の
電
子
メ
ー
ル
・
ア
ド
レ
ス
、
地
理
上
の
住
所
、
国
際
コ
ー
ド
の
な
い
電
話
番

号
と
い
っ
た
情
報
は
含
ま
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
事
業
者
が
そ
の
所
在
地
国
内
の
消
費
者
と
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
り
、

事
業
者
が
そ
の
活
動
を
複
数
構
成
国
に
向
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
、
電
子
商
取
引
指
令
（
51
）

第
五
条
⑴
⒞
が
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、
そ
の
享
受
者
と
の
契
約
締
結
前
に
、
享
受
者
に
電
子

メ
ー
ル
・
ア
ド
レ
ス
な
ど
の
通
信
可
能
な
情
報
の
提
供
を
義
務
づ
け
る
た
め
、
事
業
者
は
、
そ
の
活
動
を
自
身
の
所
在
地
の
み
に
向
け
る

場
合
で
も
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
事
業
者
の
サ
イ
ト
を
、
そ
の
サ
イ
ト
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
上

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
四
七

で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
双
方
向
的
な
（interactive

）
サ
イ
ト
か
又
は
そ
の
可
能
性
を
提
供
し
て
い
な
い
サ
イ
ト
か
に
区

分
し
、
前
者
の
み
を
他
の
構
成
国
に
活
動
を
向
け
て
い
る
と
解
す
る
方
法
は
、
決
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
事
業
者
は
、
そ
の
所
在

地
国
以
外
に
住
所
を
有
す
る
消
費
者
と
の
取
引
を
意
図
し
て
い
た
か
否
か
と
は
関
係
な
く
、
連
絡
先
の
詳
細
を
載
せ
る
か
ら
で
あ
る

（paras. 76-79
）。

活
動
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
証
拠
の
中
に
、
消
費
者
を
勧
誘
す
る
意
図
の
明
白
な
現
れ
の
全
て
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

事
業
者
の
意
図
の
表
明
に
は
、
国
名
を
示
し
た
動
産
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
申
出
、
構
成
国
内
の
消
費
者
へ
の
ア
ク
セ
ス
促
進
の
た
め

の
検
索
エ
ン
ジ
ン
の
オ
ペ
レ
ー
タ
へ
の
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
関
連
費
用
の
支
出
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
明
白
な
証
拠
が
存
在
す
る
場
合
に
限

ら
れ
ず
、
別
の
証
拠
と
結
び
付
い
て
、
消
費
者
の
住
所
地
の
構
成
国
に
向
け
た
活
動
の
存
在
を
証
明
で
き
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
特

定
の
観
光
旅
行
の
よ
う
な
活
動
の
国
際
的
性
質
、
国
際
番
号
コ
ー
ド
付
の
電
話
番
号
、
事
業
者
の
事
業
所
の
構
成
国
以
外
の
国
の
ト
ッ
プ

レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
、
又
は‘.com
’

若
し
く
は‘.eu ’

の
よ
う
な
中
立
的
な
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
の
使
用
、
及
び
複
数
の
構
成

諸
国
か
ら
サ
ー
ビ
ス
提
供
地
へ
の
旅
程
の
説
明
や
様
々
な
構
成
国
内
に
顧
客
を
有
す
る
旨
の
言
及
で
あ
る
。
使
用
さ
れ
た
言
語
・
通
貨
は
、

事
業
者
が
活
動
す
る
構
成
国
内
で
そ
れ
ら
が
広
く
使
用
さ
れ
る
場
合
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
複
数
構
成
国
に
向
け
て
い
る
か
否
か
の
決

定
要
因
と
は
な
ら
な
い
が
、
サ
イ
ト
上
で
異
な
る
言
語
・
通
貨
の
使
用
を
消
費
者
に
認
め
る
場
合
は
、
事
業
者
の
活
動
が
他
の
構
成
諸
国

に
向
け
ら
れ
て
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
証
拠
と
な
り
得
る
（paras. 80-84

）。

P
am

m
er

事
件
の
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
判
断
に
つ
い
て
は
、
批
判
は
あ
る
も
の
の
（
52
）

、
学
説
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
、
様
々
な
文
献
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
次
に
、
同
事
件
以
降
に
公
表
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
若
干
の
学

説
を
紹
介
し
た
い
。

）
三
一
一
一
（
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二
四
八

２
　
学
説

A
sensio

は
、
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
の
消
費
者
の
住
所
地
国
「
に
向
け
ら
れ
た
」
活
動
の
解
釈
に
つ
い
て
、P

am
m

er

判
決
と
同

様
に
、
契
約
締
結
前
に
消
費
者
の
住
所
地
国
内
の
消
費
者
と
取
引
を
行
う
事
業
者
の
意
図
を
証
明
す
る
証
拠
が
重
要
で
あ
り
、
事
業
者
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
そ
の
設
定
、
及
び
そ
の
全
体
的
な
活
動
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
（
53
）

。
ま
た
、
こ
れ
も
同

判
決
と
同
様
に
、
電
子
的
契
約
の
締
結
を
可
能
に
す
る
サ
イ
ト
と
い
う
意
味
で
能
動
的
な
（active

）
サ
イ
ト
と
受
動
的
な
（passive

）
サ

イ
ト
の
区
分
は
、
決
定
的
で
な
い
と
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
双
方
向
型
（interactive

）
で
は
な
い
サ
イ
ト
も
、
他
の
手
段
で
ビ
ジ
ネ

ス
を
行
い
、
消
費
者
と
の
契
約
の
締
結
を
促
進
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
別
の
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
判
決
（
54
）

に
お
い
て
も
ま
た
、

特
別
保
護
規
則
の
適
用
に
消
費
者
と
事
業
者
間
の
契
約
に
つ
い
て
隔
地
的
に
締
結
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
（
55
）

。
更
に
、

E
m

rek

事
件
判
決
（
56
）

に
よ
り
、
消
費
者
保
護
の
特
別
規
定
の
適
用
に
は
、
事
業
者
の
商
業
的
又
は
専
門
的
な
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
の

構
成
国
に
向
け
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
手
段
と
締
結
さ
れ
た
消
費
者
契
約
と
の
間
に
因
果
関
係
の
存
在
は
要
求
さ
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の

存
在
は
、
実
際
に
消
費
者
の
住
所
地
国
に
活
動
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
強
い
証
拠
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
（
57
）

。
そ
の
上
でA
sensio

は
、
そ
の
証
拠
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、P

am
m

er

判
決
に
よ
る
例
示
列
挙
に
従
い
、

上
記
の
、
国
名
を
示
し
た
動
産
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
申
出
の
よ
う
な
明
白
な
証
拠
の
み
な
ら
ず
、
活
動
の
国
際
的
性
質
、
事
業
所
所
在

地
国
以
外
の
国
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
な
ど
、
別
の
証
拠
と
結
合
し
て
消
費
者
の
住
所
地
国
に
向
け
ら
れ
た
活
動
と
決
定
で
き

る
関
連
要
因
を
挙
げ
る
（
58
）

。

A
sensio

は
ま
た
、
別
の
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
判
決
（
59
）

が
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
契
約
で
、
契
約
自
体
は
消
費
者
の
住
所
地
の
構
成
国
に
向

け
ら
れ
た
活
動
の
範
囲
内
に
入
ら
な
い
が
、
そ
の
契
約
が
同
一
当
事
者
間
で
事
前
に
締
結
さ
れ
て
い
た
契
約
と
密
接
に
関
連
す
る
場
合
、

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
四
九

Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
関
連
す
る
契
約
が
向
け
ら
れ
た
活
動
の
範

囲
内
に
入
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
同
判
決
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
先
の
契
約
と
後
の
契
約
と
の
結
び
付
き
の
有
無
の
判
断
要

因
は
、
両
契
約
の
当
事
者
が
法
律
上
又
は
事
実
上
同
一
で
あ
る
こ
と
、
両
契
約
が
同
一
の
特
定
内
容
に
関
連
し
且
つ
同
一
の
経
済
的
目
的

を
有
す
る
こ
と
、
及
び
後
の
契
約
が
先
の
契
約
の
経
済
的
目
的
の
達
成
す
る
た
め
に
最
初
の
契
約
を
補
完
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

た
（
60
）

。消
費
者
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
（platform

 M
arket

）
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
仲
裁
サ
ー
ビ
ス
を
介
し
て
契
約
を
締
結
す
る

場
合
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
常
居
所
地
国
に
向
け
て
い
る
か
否
か
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
自
体
に
関
す
る
評
価
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
そ
の
活
動
を
特
定
の
国
に
向
け
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
製
品
を
市
場
に
流
通
さ

せ
た
と
き
は
、
そ
の
商
用
利
用
者
も
ま
た
、
同
国
の
消
費
者
に
そ
の
活
動
を
向
け
て
い
る
証
拠
と
な
る
とA

sensio

は
述
べ
る
（
61
）

。
更
に
、

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
体
制
と
ロ
ー
マ
Ｉ
規
則
の
消
費
者
保
護
的
制
度
は
、
実
際
に
締
結
さ
れ
て
い
る
契
約
の
み
に
適
用
さ
れ
る
が
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ

の
判
例
（
62
）

が
、
隔
地
的
な
動
産
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
予
約
や
隔
地
的
な
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
契
約
が
消
費
者
の
住
所
地
国
に
向
け

ら
れ
た
商
業
的
活
動
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
の
徴
候
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
注
目
し
て
、
ユ
ー
ザ
の
位
置
情
報
を
扱
う
技
術
で
あ

る
ジ
オ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
（geolocation tool

）
の
進
行
す
る
発
展
と
そ
の
利
用
可
能
性
は
、
事
業
者
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
存
在

と
そ
の
全
体
的
な
活
動
を
評
価
す
る
場
合
に
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
63
）

。

次
に
、T
ang

は
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
64
）

。「
向
け
る
」（direct 

… to

）
の
要
件
は
よ
り
柔
軟
且
つ
不

確
定
で
あ
り
、
特
定
の
国
家
と
そ
れ
程
強
く
結
び
つ
い
て
い
な
い
広
範
な
商
業
的
活
動
の
カ
バ
ー
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
事
業
者

の
活
動
は
、
散
発
的
且
つ
偶
然
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
事
業
者
に
よ
る
事
前
の
準
備
と
は
無
関
係
に
生
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
得

）
三
一
一
三
（
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二
五
〇

る
。
従
っ
て
、
そ
の
表
現
の
正
確
な
意
味
つ
い
て
の
公
式
解
釈
が
な
い
ま
ま
で
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
規
定
が
置
か
れ
た
目
的
に

沿
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、「
向
け
る
」
の
要
件
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
取
引
（W

ebsite 

T
rading

）、
電
子
メ
ー
ル
取
引
（E

m
ail T

rading

）
及
び
電
子
メ
ー
ル
と
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
を
組
み
合
さ
せ
た
取
引
（C

om
bination of 

E
m

ail and W
ebsite T

rading

）
に
区
分
し
検
討
を
行
う
。
後
者
の
二
つ
の
取
引
に
つ
い
てT

ang

は
、
前
者
の
取
引
の
理
論
を
用
い
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
前
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
取
引
に
つ
い
て
の
み
紹
介
す
る
。

ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
取
引
は
、
電
子
商
取
引
の
最
も
普
遍
的
且
つ
一
般
的
な
タ
イ
プ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
事
業
者
と
消
費
者
と
の
通
信
は
、

複
数
目
的
を
有
す
る
サ
イ
ト
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
。
事
業
者
は
、
純
粋
に
広
告
目
的
の
サ
イ
ト
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
潜
在
的

な
消
費
者
と
の
直
接
的
な
通
信
の
た
め
に
双
方
向
的
サ
イ
ト
、
注
文
の
受
け
入
れ
サ
イ
ト
、
及
び
商
業
的
取
引
の
全
手
続
き
を
自
動
的
に

行
う
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
サ
イ
ト
は
、
そ
の
設
置
が
容
易
且
つ
安
価
で
、
い
つ
で
も
・
ど
こ
か
ら
で
も
、
ま

た
誰
で
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
可
能
な
、
強
力
な
商
業
的
装
置
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事
業
者
が
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト

取
引
に
お
い
て
そ
の
商
業
的
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
に
向
け
て
い
る
か
否
か
の
決
定
は
困
難
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
問
題
の
解
決
策
を

提
供
す
る
可
能
性
の
あ
る
五
つ
の
理
論
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
れ
ら
の
理
論
と
、
そ
れ
ら
を
併
用
す
る
考
え
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

①
　
ア
ク
セ
ス
可
能
性
（A

ccessibility

）：
消
費
者
が
そ
の
住
所
地
内
で
商
業
的
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
場
合
、
そ
の

運
営
事
業
者
は
、
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
国
に
向
け
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
（
65
）

。
こ
の
立
場
は
、
特
に
消
費
者
保
護
を
目
的

に
置
く
も
の
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
は
、
通
常
、
世
界
中
の
ど
こ
か
ら
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
た
め
、
合
理
的
な
考
え
と
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
立
場
は
、
潜
在
的
に
、
電
子
事
業
者
を
全
て
の
構
成
諸
国
の
裁
判
管
轄
に
従
わ
せ
、
電
子
商
取
引
の
発
展
を

損
な
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
解
釈
は
、
上
記
の
Ｉ
規
則
第
一
五
条
に
関
す
る
理
事
会
と
委
員
会
に
よ
る
共
同
宣
言
や

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
五
一

P
am

m
er

事
件
な
ど
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
て
い
る
（
66
）

。

②
　
収
益
性
（P

rofitability

）：
事
業
者
が
消
費
者
の
住
所
地
で
収
益
を
得
て
い
る
場
合
、
そ
の
活
動
を
そ
の
地
の
国
に
向
け
て
い
る

と
考
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
事
業
者
が
あ
る
法
域
を
標
的
と
す
る
意
図
が
な
い
場
合
で
も
、
契
約
締
結
の
結
果
、
事
業
者
は
契
約
か

ら
収
益
や
恩
恵
を
得
て
い
る
た
め
、
事
業
者
が
そ
の
国
家
の
裁
判
管
轄
に
服
す
こ
と
は
経
済
的
に
公
平
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
経
済

的
効
果
は
、
管
轄
の
主
要
な
考
慮
と
し
て
機
能
す
べ
き
で
は
な
い
。
事
業
者
は
締
結
し
た
あ
ら
ゆ
る
契
約
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
た
め
、

収
益
性
の
理
論
に
よ
る
と
、
単
に
消
費
者
契
約
が
存
在
す
る
だ
け
で
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
国
に
向
け
て
い
る
こ
と

を
充
分
に
示
唆
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
度
契
約
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
事
業
者
は
保
護
的
管
轄
に
服
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
一

定
の
「
関
連
性
」（links

）
を
作
る
た
め
の
何
ら
か
の
努
力
を
行
っ
た
場
合
に
の
み
、
事
業
者
は
消
費
者
の
住
所
地
の
管
轄
に
服
す
こ
と

に
な
る
よ
う
に
一
定
の
要
件
が
設
け
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
第
一
七
条
⑴
⒞
の
目
的
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。

③
　
国
固
有
の
指
標
の
存
在
（T

he E
xistence of C

ountry-S
pecific Indicia

）：
事
業
者
が
そ
の
商
業
的
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
に
向

け
て
い
る
か
否
か
の
決
定
に
、
国
固
有
の
指
標
の
存
在
を
利
用
し
て
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
が
特
定
の
ド
メ
イ
ン
に
登
録
さ
れ
、
ウ
エ
ブ
・

ペ
ー
ジ
に
は
特
定
国
で
使
用
さ
れ
る
特
定
言
語
が
用
い
ら
れ
、
受
け
入
れ
通
貨
も
そ
の
国
の
も
の
以
外
を
指
定
し
て
い
な
い
場
合
、
ウ
ェ

ブ
・
サ
イ
ト
は
、
国
固
有
の
指
標
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
特
定
の
国
家
を
標
的
と
し
て
い
る
と
見
る
考
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
固
有
の

指
標
と
し
て
、
ド
メ
イ
ン
名
、
使
用
さ
れ
る
言
語
・
通
貨
だ
け
で
な
く
、‘fr ’ 

（F
rance

）, ‘de ’ 

（G
erm

any

）, ‘it ’ 

（Italy

）
の
よ
う
な
国
別

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
と
き
に
誤
解
を
招
く
。
ド
メ
イ
ン
名
に
関
し
、gT

L
D

（generic top-level dom
ain

）
は
国
の
指
標
を
伝
え
ず
、ccT

L
D

（country-code top-level dom
ain

）
を
事
業
者
が
悪
用
し
て
、
あ
る
ウ
ェ

ブ
・
サ
イ
ト
に
つ
き
特
定
の
ド
メ
イ
ン
名
を
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際
に
標
的
と
し
て
い
る
法
域
に
服
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と

）
三
一
一
一
（
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二
五
二

が
可
能
で
あ
る
。
言
語
に
つ
い
て
は
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
の
幾
つ
か
の
言
語
は
、
Ｅ
Ｕ
内
の
複
数
国
家
で
公
式
な
言
語
と
し
て
使

用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
ユ
ー
ロ
の
採
用
に
よ
り
、
通
貨
も
、
標
的
と
さ
れ
た
国
に
つ
い
て
の
情
報
を
ほ
と
ん
ど
提
供
し
な
い
。

Ｉ
規
則
に
関
す
る
理
事
会
と
委
員
会
と
の
共
同
声
明
に
お
い
て
も
、
国
固
有
の
指
標
は
、
保
護
的
管
轄
規
則
を
適
用
さ
せ
る
た
め
の
重

要
な
要
因
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
欠
点
は
あ
る
も
の
の
、
意
思
の
決
定
に
役
立
つ
可
能
性
が
あ
る
。
指
標

の
重
要
性
は
、
ケ
ー
ス
に
よ
り
異
な
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
指
標
が
特
定
の
国
に
向
け
ら
れ
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
裁
判
所
が
考
慮

す
べ
き
強
力
な
要
因
と
な
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
事
業
者
が
活
動
を
他
の
諸
国
に
向
け
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
否
定
的
な

防
御
と
し
て
は
使
用
で
き
な
い
が
、
事
業
者
が
確
か
に
そ
れ
ら
の
指
標
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
国
を
標
的
と
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
肯
定

的
な
要
因
と
し
て
は
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

④
　
活
動
（A

ctivity

）：
特
定
の
国
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
事
業
活
動
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
考
え
で
、
裁
判
所
は
、
事
業
者

が
積
極
的
に
国
内
の
消
費
者
と
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
又
は
消
費
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
か
を

問
う
こ
と
に
な
る
。
事
業
者
が
特
定
の
諸
国
内
の
消
費
者
を
積
極
的
に
標
的
と
す
る
場
合
、
そ
の
事
業
者
は
、
そ
れ
ら
の
国
の
管
轄
に
従

う
可
能
性
を
合
理
的
に
予
測
す
べ
き
で
、
保
護
的
管
轄
規
則
の
適
用
は
事
業
者
の
合
理
的
な
期
待
を
害
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
魅
力
的
だ
が
、
事
業
者
が
あ
る
法
域
又
は
特
定
の
法
域
を
含
む
複
数
法
域
内
で
消
費
者
を
積
極
的
に
求
め
よ
う
と

し
て
い
る
か
否
か
の
決
定
は
容
易
で
な
い
。
よ
り
明
確
に
言
え
ば
、
そ
の
「
活
動
」（activity

）
は
、
主
観
的
な
活
動
の
こ
と
か
又
は
客

観
的
な
活
動
か
が
明
確
で
な
い
。
主
観
的
な
基
準
の
支
持
者
ら
は
、
電
子
商
取
引
の
特
殊
な
性
質
を
理
由
に
、
事
業
者
が
誤
っ
て
意
図
し

な
い
契
約
を
締
結
し
た
場
合
を
排
除
で
き
る
と
論
じ
る
（
67
）

。
だ
が
、
事
業
者
の
「
実
際
の
」（actual

）
意
図
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
反
対
論
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
客
観
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
事
業
者
の
商
業
的
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
の
特
徴
に
基
づ
く
判
断
を
基
礎
に

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
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グ
論
（
中
村
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二
五
三

置
い
て
い
る
。
事
業
者
の
サ
イ
ト
が
、
単
な
る
情
報
の
提
供
に
留
ま
ら
ず
、
特
定
の
諸
国
内
に
住
所
を
有
す
る
消
費
者
と
の
契
約
締
結
を

意
図
す
る
場
合
、
そ
の
サ
イ
ト
は
、
客
観
的
テ
ス
ト
に
基
づ
き
「
能
動
的
」（active

）
で
あ
る
と
見
る
。
特
に
自
動
的
に
契
約
締
結
が
で

き
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
る
能
動
的
な
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
の
使
用
は
、
積
極
的
に
消
費
者
の
住
所
地
を
標
的
と
す
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
逆
に
、
単
な
る
「
受
動
的
」（passive

）
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
は
、
積
極
的
に
当
該
法
域
内
に
お
い
て
取
引
に

従
事
す
る
こ
と
を
示
唆
し
な
い
と
（
68
）

。

し
か
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
ア
ク
セ
ス
可
能
性
」
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
様
な
困
難
な
問
題
を
生
む
。
例
え
ば
、
双
方
向
型
ウ
ェ

ブ
・
サ
イ
ト
を
介
し
て
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
住
所
を
有
す
る
消
費
者
を
求
め
る
イ
ギ
リ
ス
会
社
は
、
そ
の
サ
イ
ト
が
ド
イ
ツ
国
内
に
住
所
を

有
す
る
消
費
者
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
双
方
向
型
サ
イ
ト
は
、
一
度
そ
の
サ
イ
ト
が
設
置
さ
れ
る
と
、
そ
の
活
動

は
、
全
て
の
構
成
国
を
標
的
に
す
る
と
見
な
さ
れ
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、P

am
m

er

事
件
判
決
は
、
サ
イ
ト
上
の
連
絡
先
住
所
、

電
子
メ
ー
ル
及
び
国
際
コ
ー
ド
の
な
い
電
話
番
号
と
い
っ
た
情
報
に
つ
い
て
、
標
的
と
す
る
か
否
か
の
判
断
基
準
と
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、

そ
れ
ら
の
情
報
は
、
内
国
取
引
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
（
69
）

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
規
制
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
提
供
を
義
務
づ

け
て
い
る
。
更
に
、
サ
イ
ト
を
容
易
に
「
能
動
的
」
と
「
受
動
的
」
に
分
類
で
き
る
と
い
う
見
解
は
非
現
実
的
で
あ
り
、
特
に
事
業
者
が

第
三
者
の
サ
イ
ト
を
利
用
し
て
電
子
商
取
引
を
行
っ
て
い
る
場
合
、「
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
」
の
活
動
が
事
業
者
の
活
動
と
一
致
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
の
正
当
化
は
困
難
で
あ
る
。

こ
の
テ
ス
ト
は
ま
た
、「
主
観
的
な
」（subjective

）
要
素
と
「
客
観
的
な
」（objective

）
要
素
の
双
方
を
組
み
合
わ
せ
る
べ
き
と
も
提

案
す
る
（
70
）

。
こ
れ
は
、「
能
動
的
な
」
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
と
事
業
者
の
「
意
図
的
な
」（purposeful

）
な
活
動
の
双
方
に
関
す
る
適
切
な
解
釈

な
し
に
は
、
ほ
と
ん
ど
役
立
つ
こ
と
が
な
く
、P

am
m

er

事
件
に
よ
っ
て
も
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
消
費
者
の
住
所
地
に
お
い
て
一
定
規

）
三
一
一
一
（
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二
五
四

模
の
活
動
を
展
開
す
る
と
い
う
事
業
者
の
意
図
を
証
明
す
る
証
拠
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
消
費
者
の
保
護
を
弱
め
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま

た
主
観
的
意
思
や
事
業
目
的
の
探
求
も
、
通
常
、
困
難
且
つ
非
現
実
的
で
あ
る
。

⑤
　
リ
ン
グ
・
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
（R

ing-F
encing

）：
電
子
商
取
引
に
お
い
て
徐
々
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
の
が
、
事
業
者
に
そ
の
商
業
的

活
動
の
地
域
を
明
確
に
制
限
す
る
た
め
の
一
定
の
行
動
を
取
る
こ
と
を
容
認
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
（
71
）

。
効
果
的
に
囲
い
込
ま
れ
た
活
動

は
、
当
事
者
の
合
理
的
な
期
待
を
保
護
し
、
電
子
商
取
引
に
お
け
る
事
業
者
意
図
の
判
断
の
困
難
性
を
軽
減
す
る
。
問
題
は
、
如
何
な
る

囲
い
込
み
が
有
効
か
で
あ
る
が
、
事
業
者
が
効
果
の
な
い
囲
い
込
み
を
消
費
者
保
護
規
定
の
回
避
の
手
段
と
し
て
悪
用
す
る
可
能
性
が
あ

る
。電

子
事
業
者
が
そ
の
商
業
的
活
動
の
地
理
的
範
囲
を
明
確
に
す
る
方
法
と
し
て
、
現
在
、
次
の
三
つ
が
あ
る
。
先
ず
、
そ
の
ウ
ェ
ブ
・

サ
イ
ト
上
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
取
引
条
件
中
な
ど
で
、
事
業
者
が
特
定
国
の
国
内
又
は
国
外
で
締
結
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す

る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
最
も
簡
便
な
方
法
が
、
効
果
的
で
あ
る
と
見
る
の
は
難
し
い
。
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
の
表
明
は
、
そ
の

表
明
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
常
に
明
確
又
は
容
易
と
は
言
え
ず
、
消
費
者
が
見
落
と
す
可
能
性
が
あ
り
、
事
業
者
が
そ
れ
を
悪
用
す
る
こ
と
も

容
易
で
あ
る
。
従
っ
て
、
表
明
に
よ
る
囲
い
込
み
は
、
事
業
者
か
ら
全
て
の
責
任
を
解
放
す
る
の
に
不
充
分
で
あ
る
。
第
二
は
、
消
費
者

に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
介
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
場
所
の
特
定
が
可
能
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
す
る
方
法

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｉ
Ｐ 

（Internet P
rotocol

）
ア
ド
レ
ス
を
識
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
領
域
内
に
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
の

ア
ク
セ
ス
を
阻
止
す
る
も
の
で
、
第
一
の
方
法
と
比
べ
よ
り
効
果
的
で
あ
る
が
、
別
の
幾
つ
か
の
問
題
を
生
む
。
つ
ま
り
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
所
在
場
所
を
認
識
す
る
の
み
で
、
そ
の
場
所
が
必
ず
し
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
使
用
者
の
現
実
の
正
体
を
示
唆
し
な
い

た
め
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
よ
り
ア
ク
セ
ス
が
禁
止
さ
れ
た
領
域
内
に
住
所
を
有
す
る
消
費
者
は
、
一
時
的
に
外
国
に
滞
在
す
る
と
き
に
契

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
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Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
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と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
五
五

約
締
結
で
き
る
一
方
で
、
事
業
者
が
意
図
し
た
市
場
内
に
住
所
を
有
す
る
消
費
者
で
あ
っ
て
も
、
ア
ク
セ
ス
が
禁
止
さ
れ
る
領
域
内
に
一

時
的
に
滞
在
す
る
間
は
、
取
引
を
拒
否
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
は
、
契
約
締
結
前
に
、
消
費
者
に
対
し
個
人
情
報
の
提
供
を
求
め

る
方
法
で
あ
る
。
事
業
者
は
、
そ
の
情
報
に
従
っ
て
消
費
者
と
契
約
締
結
す
べ
き
か
否
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
例
え
ば
、

人
手
を
介
す
る
こ
と
な
く
、
電
子
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（electronic agent

）
を
使
用
し
、
消
費
者
か
ら
提
供
さ
れ
た
国
や
郵
便
番
号
又
は
国
際

ダ
イ
ヤ
ル
コ
ー
ド
な
ど
の
情
報
か
ら
、
事
前
に
選
択
し
た
地
域
外
の
消
費
者
と
の
契
約
締
結
を
拒
否
す
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
契
約
締
結

が
消
費
者
の
虚
偽
表
示
に
基
づ
く
か
、
消
費
者
が
無
意
識
に
不
正
確
な
情
報
を
提
供
し
た
場
合
な
ど
に
問
題
が
生
じ
る
。

リ
ン
グ
・
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
に
懸
念
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
放
棄
す
る
正
当
な
理
由
は
な
く
、
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
比

較
し
て
も
効
果
的
で
あ
り
、
例
え
ば
、
欧
州
議
会
に
よ
る
Ｉ
規
則
に
関
す
る
提
案
（
72
）

な
ど
幾
つ
か
の
Ｅ
Ｕ
文
書
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
は
、
議
会
に
よ
る
こ
の
リ
ン
グ
・
フ
ェ
イ
シ
ン
グ
の
提
案
に
対
し
て
、
規
定
の
根
本
原
理
と
相
容
れ
ず
、
管
轄
を
決
定
す
る
た
め
の

一
般
的
な
連
結
素
と
し
て
の
事
業
活
動
と
い
う
本
質
的
に
ア
メ
リ
カ
の
概
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
拒
否
す
る
（
73
）

。
し
か
し
、

Ｅ
Ｕ
の
保
護
的
管
轄
規
則
の
根
本
原
理
は
、
そ
の
一
部
を
連
結
点
と
し
て
の
事
業
者
の
活
動
に
依
拠
し
、
そ
れ
が
消
費
者
の
住
所
地
を
標

的
に
す
る
場
合
の
み
、
保
護
的
規
則
が
発
動
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
第
一
七
条
⑴
⒞
に
お
け
る
事
業
者
の
活
動
を
テ
ス
ト
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
採
用
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
。
越
境
的
な
訴
訟
の
困
難
性
や
費
用
を
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
な
適
切
な
シ
ス
テ

ム
が
な
い
以
上
、
事
業
保
護
の
た
め
に
、
事
業
者
の
合
理
的
方
法
に
よ
る
市
場
の
分
断
は
容
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
事
業
者
に
よ
る
市

場
の
選
択
を
妨
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
リ
ン
グ
・
フ
ェ
イ
シ
ン
グ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
電
子
消
費
者
契
約
に
お
け
る
管
轄
問
題

を
決
定
す
る
た
め
に
容
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
効
果
の
保
証
や
事
業
者
に
よ
る
悪
用
の
防
止
の
観
点
か
ら
、
更
な
る
規
制
が
必

要
で
あ
る
。

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
五
六

⑥
　
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（H

ybrid A
pproach

）：
事
業
者
が
そ
の
商
業
的
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
に
向
け
て
い
る
か
否

か
の
決
定
に
、
以
上
の
五
つ
の
理
論
の
併
用
が
有
効
で
あ
る
と
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
定
国
内
で
消
費
者
又
は
収
益
を
積
極
的
に
追

及
す
る
場
合
に
の
み
、
事
業
者
は
消
費
者
の
住
所
地
を
標
的
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
事
業
者
の
意
図
は
、
事
業
者
に
よ
る

商
業
的
活
動
の
客
観
的
諸
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
こ
に
は
事
業
者
が
適
切
な
リ
ン
グ
・
フ
ェ
イ
シ
ン
グ
を
採
用
し
て
い

る
か
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
に
特
定
諸
国
を
指
し
示
す
指
標
が
あ
る
か
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
が
純
粋
な
広
告
と
し
て
完
全
に
受
動
的
で
あ
る

か
、
及
び
事
業
者
は
そ
の
真
意
を
示
唆
す
る
別
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
事
業
者
が
消
費
者
の
住
所
地
を

標
的
に
し
て
い
た
か
否
か
の
決
定
に
、
硬
直
的
な
テ
ス
ト
を
回
避
し
、
契
約
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
考
慮
す
る
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用

す
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上
が
、T

ang

に
よ
る
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
取
引
に
関
す
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
な
お
、
電
子
メ
ー
ル

取
引
と
電
子
メ
ー
ル
と
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
を
組
み
合
さ
せ
た
取
引
に
つ
い
て
、
前
者
は
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
取
引
で
論
じ
た
議
論
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
上
記
⑥
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
べ
き
と
もT

ang

は
述
べ
て
い
る
。

次
に
、
そ
の
他
の
学
説
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
先
ず
、B

onam
i

は
、
特
に
電
子
商
取
引
を
念
頭
に
置
い
て
起
草
さ
れ
た

Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
で
は
、
当
該
契
約
上
の
行
為
を
あ
る
国
又
は
別
の
国
に
「
位
置
づ
け
る
」（localize

）
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

同
規
定
は
そ
れ
に
応
え
て
い
な
い
た
め
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
の
利
用
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
特
定
の
複
数
国
に
「
向
け
る
」（directs

）

場
合
の
決
定
と
い
う
困
難
な
問
題
が
存
す
る
と
指
摘
す
る
（
74
）

。
そ
こ
で
、
Ｉ
規
則
採
択
の
際
の
理
事
会
と
委
員
会
の
共
同
宣
言
と

P
am

m
er

事
件
判
決
に
よ
り
、
単
な
る
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
に
そ
の
設
置
国
以
外
の
国
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る
と
い
う
事

実
は
、
事
業
者
の
活
動
が
そ
の
国
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
た
め
、
事
業
者
が
消
費

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
五
七

者
の
住
所
地
国
を
含
む
一
つ
又
は
複
数
の
構
成
国
の
消
費
者
と
商
業
的
関
係
を
確
立
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
か
否
か
を
明
確
に
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
業
者
の
意
図
は
、
事
業
者
に
よ
る
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
に
お
け
る
特
定
国
に
つ
い
て
の
言

及
や
消
費
者
の
住
所
地
国
ま
で
の
費
用
の
事
業
者
に
よ
る
負
担
の
よ
う
な
明
白
な
も
の
に
限
ら
れ
ず
、P

am
m

er

事
件
に
お
い
て
示
さ

れ
た
よ
う
に
、
当
該
活
動
の
国
際
的
性
質
、
国
際
コ
ー
ド
付
き
の
電
話
番
号
、
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
の
使
用
な
ど
の
中
に
あ
る
。

事
業
者
の
意
図
は
、
こ
れ
ら
の
関
連
要
因
の
全
て
が
考
慮
さ
れ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
。

B
onam

i

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
に
よ
る
「
能
動
的
」、「
受
動
的
」
及
び
「
双
方
向
的
」
の
区
別
は
、
Ｉ
ａ
規
則
の
下
に
お
け
る

管
轄
の
確
立
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
決
定
的
で
は
な
い
と
す
る
。
契
約
締
結
に
、
事
業
者
の
名
称
で
又
は
そ
の
代
理
と
し
て
行
動
す
る
仲

介
会
社
が
関
与
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
事
業
者
は
、
仲
介
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
決
定
し
た
瞬
間
よ
り
、
活
動
が
一
つ
又
は
複
数
国
家
に
向

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
含
め
、
そ
の
結
果
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
上
掲
のE

m
rek

事
件
（
75
）

に
従
い
、
契
約
が
消
費

者
の
国
内
に
お
い
て
又
は
隔
地
的
に
締
結
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
消
費
者
が
別
の
手
段
で
事
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
知
っ
た
と
し
て
も
、

ま
た
消
費
者
自
身
が
契
約
締
結
の
た
め
自
発
的
に
事
業
者
の
所
在
地
国
に
出
掛
け
た
と
し
て
も
、
消
費
者
は
保
護
規
定
の
恩
恵
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。P

am
m

er

事
件
判
決
に
よ
り
、
契
約
締
結
前
に
消
費
者
を
標
的
と
す
る
事
業
者
の
意
図
の
存
在
を
証
明
す
る
証
拠
が
必

要
と
さ
れ
る
が
、
電
子
商
取
引
に
お
い
て
は
、
同
意
の
表
明
は
注
文
の
確
認
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
後
に
注
文
さ
れ
た
商
品
又
は
サ
ー

ビ
ス
の
発
送
が
行
わ
れ
る
。
事
業
者
は
、
そ
う
し
た
積
極
的
な
行
動
を
通
じ
て
、
特
定
の
消
費
者
と
契
約
締
結
す
る
意
思
を
表
明
し
て
い

る
。
消
費
者
が
外
国
に
住
所
を
有
す
る
か
又
は
外
国
か
ら
の
行
為
で
あ
る
事
実
を
事
業
者
が
知
る
場
合
、
仮
に
当
初
か
ら
そ
の
市
場
を
明

確
に
標
的
と
し
て
い
な
く
て
も
、
消
費
者
と
の
取
引
は
、
ま
た
契
約
へ
の
同
意
が
あ
る
場
合
は
な
お
さ
ら
、「
そ
の
活
動
を
向
け
る
」
と

い
う
意
図
の
最
も
明
確
な
表
明
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
。

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
五
八

他
方
、G

illies

は
、
そ
のP

am
m

er

事
件
判
決
以
前
に
発
表
さ
れ
て
い
た
論
文
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
のZ

ippo

事
件
判
決
（
76
）

に
よ
る

S
liding S

cale

理
論
の
影
響
を
受
け
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
に
お
け
る
「
そ
の
活
動
を
向
け
る
」
の
連
結
点
の
意
味
に
つ
い
て
、

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
は
そ
の
解
釈
の
指
針
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
解
釈
は
、
当
然
に
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
の
活

動
の
「
能
動
的
」（active

）・「
双
方
向
的
」（interactive

）・「
受
動
的
」（passive

）
の
ス
ペ
ク
ト
ル
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
述
べ
て
（
77
）

、
裁
判
管
轄
を
確
立
す
る
た
め
に
、
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
の
活
動
の
性
質
、
そ
の
活
動
に
基
づ
い
て
標
的
に
さ
れ
た

消
費
者
と
の
間
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
の
相
互
交
流
の
レ
ベ
ル
に
注
目
し
て
い
た
（
78
）

。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
は
、
消
費
者
保
護
規
定
の
適
用
の
要
件
と
し
て
「
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
」、
即
ち
、

消
費
者
が
住
所
地
を
有
す
る
構
成
国
又
は
そ
の
構
成
国
を
含
む
複
数
国
に
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
向
け
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ
の
基
準
の

解
釈
に
つ
い
て
、
当
初
は
、
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
の
活
動
の
性
質
に
注
目
し
、
そ
れ
が
「
能
動
的
」、「
双
方
向
的
」
又
は
「
受

動
的
」
か
に
区
分
し
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
に
お
け
る
相
互
交
流
の
レ
ベ
ル
に
基
づ
き
標
的
と
し
て
い
る
か

否
か
を
判
断
す
べ
き
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、P

am
m

er

事
件
判
決
に
よ
り
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
契
約
締
結
に
至

る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
総
合
的
に
検
討
し
て
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
特
定
の
国
に
居
住
す
る
消
費
者
に
向
け
る
意
図
が
あ
っ
た
か

否
か
を
判
断
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
同
判
決
は
、
学
説
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
以
降
の
主
要
な
学
説
は
、「
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基

準
」
に
つ
い
て
、
事
業
者
が
消
費
者
と
契
約
締
結
に
至
っ
た
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
と
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
五
九

第
四
章
　
終
わ
り
に

最
初
に
、
以
上
の
論
述
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
早
く
か
ら
消
費
者
保
護
に
つ
い
て
の
強
い
意
識
を
有
し
て
い
た
Ｅ
Ｕ
は
、
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
下
に
お
い
て
既
に
、
消
費
者
が
契
約
の
相
手
方
を
提
訴
す
る
場
合
、
相
手
方
の
住
所
地
の
構
成
国
又
は
消
費
者
の
住
所

地
の
構
成
国
で
提
起
で
き
る
旨
の
規
定
を
設
け
保
護
を
図
っ
て
い
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
Ｉ
規
則
に
修
正
さ
れ
る
際
、
第
一
六
条
と
し
て
そ

れ
を
受
け
継
い
だ
が
、
更
に
発
展
が
著
し
か
っ
た
国
際
的
な
電
子
商
取
引
に
対
応
す
る
た
め
に
、
新
た
な
消
費
者
保
護
規
定
が
置
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
で
あ
り
、
同
規
定
は
、
二
〇
一
〇
年
に
修
正
さ
れ
た
Ｉ
ａ
規
則
に
お
い
て
も
修
正
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
第
一
七
条
⑴
⒞
と
し
て
残
る
。

Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
は
、
そ
の
本
文
に
お
い
て
、
消
費
者
に
よ
り
取
引
又
は
専
門
の
活
動
で
は
な
い
と
み
な
し
う
る
用
途
の
た
め
に

締
結
さ
れ
た
契
約
の
中
で
、
次
に
掲
げ
る
契
約
は
裁
判
管
轄
に
関
す
る
消
費
者
保
護
の
適
用
を
受
け
な
い
と
し
た
上
で
、
同
項
⒜
号
及
び

⒝
号
に
お
い
て
、
動
産
の
割
賦
販
売
契
約
か
動
産
の
購
入
を
目
的
と
す
る
分
割
弁
済
の
金
銭
消
費
貸
借
又
は
そ
の
他
の
信
用
貸
付
契
約
を

掲
げ
、
更
に
⒞
号
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
場
合
で
、
消
費
者
が
住
所
地
を
有
す
る
構
成
国
に
お
い
て
商
業
的
若
し
く
は
専
門
的
な
活
動
を

行
う
事
業
者
、
又
は
そ
の
構
成
国
を
含
む
複
数
国
に
「
そ
の
活
動
を
向
け
る
」
事
業
者
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
で
、
且
つ
そ
の
活
動
の

枠
内
に
含
ま
れ
る
も
の
と
規
定
す
る
。
消
費
者
保
護
規
定
の
適
用
の
た
め
に
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
国
を
含
む
複
数

国
に
向
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
の
要
件
は
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
の
解
釈
に
つ
い
て
、
当
初
は
、
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
の
活
動
の
性
質
に
注
目
し
、
そ
れ
が
「
能
動

的
」、「
双
方
向
的
」
又
は
「
受
動
的
」
か
で
区
分
し
た
上
で
、
事
業
者
と
そ
の
活
動
の
標
的
に
さ
れ
た
消
費
者
と
の
間
に
お
け
る
、
事
業

）
三
一
一
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
六
〇

者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
で
の
相
互
交
流
の
レ
ベ
ル
に
焦
点
を
当
て
る
見
解
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
のP

am
m

er

事
件
判
決
が
、
事
業
者
の
活
動
が
消
費
者
の
住
所
地
国
に
向
け
ら
れ
て
い
た
か
否

か
の
判
断
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
上
の
活
動
の
区
分
は
決
定
的
で
な
い
と
判
示
し
た
。
む
し
ろ
、
活
動
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
立
証
す
る
証
拠
の
中
に
、
消
費
者
を
勧
誘
す
る
事
業
者
の
意
図
の
明
白
な
現
れ
の
全
て
が
あ
る
と
。
そ
の
事
業
者
の
意
図
の
表
明
と
し

て
、
国
名
を
示
し
た
動
産
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
申
出
、
ア
ク
セ
ス
促
進
目
的
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
・
閲
覧
サ
ー
ビ
ス
関
連
費
用
の
支
出

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
明
白
な
証
拠
が
な
く
て
も
、
別
の
証
拠
と
結
び
付
い
て
消
費
者
の
住
所
地
国
に
向
け
た
活
動
の
存
在
を
証
明
で

き
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
同
判
決
は
、
観
光
旅
行
の
よ
う
な
活
動
の
国
際
的
性
質
、
国
際
番
号
コ
ー
ド
付
の
電
話
番
号
、
事
業

者
の
事
業
所
所
在
地
国
以
外
の
国
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
の
使
用
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
地
国
ま
で
の
旅
程
の
説
明
、
顧
客
が
多
数

の
国
に
所
在
す
る
旨
の
言
及
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
消
費
者
契
約
で
使
用
さ
れ
た
言
語
・
通
貨
に
つ
い
て
は
、
活
動
を
向
け
て
い
る
こ

と
の
決
定
的
な
要
因
と
は
な
ら
な
い
が
、
サ
イ
ト
上
に
お
い
て
事
業
者
が
活
動
す
る
構
成
国
内
で
使
用
さ
れ
る
言
語
・
通
貨
と
異
な
る
言

語
・
通
貨
の
使
用
を
消
費
者
に
容
認
す
る
表
明
は
、
活
動
を
他
の
諸
国
に
向
け
て
い
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
可
能
な
証
拠
と
な
り
得
る

と
判
示
す
る
。
か
く
し
て
、
同
判
決
に
よ
れ
ば
、
事
業
者
が
消
費
者
と
の
契
約
締
結
に
至
っ
た
際
の
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
総
合
的
に
検
討
し
、

事
業
者
が
向
け
て
い
る
活
動
の
中
に
特
定
国
に
居
住
す
る
消
費
者
を
勧
誘
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
のP

am
m

er

事
件
判
決
は
、
学
説
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
以
降
の
学
説
の
多
く
が
同
じ
立
場
に
従
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

T
ang

は
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
国
に
向
け
て
い
る
か
否
か
の
判
断
基
準
と
し
て
、
事
業
者
の
商
業
的
ウ
ェ
ブ
・
サ

イ
ト
へ
の
消
費
者
の
住
所
地
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
可
能
性
、
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
の
住
所
地
に
お
け
る
収
益
性
、
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
・
サ

イ
ト
に
お
け
る
国
固
有
の
指
標
の
存
在
、
事
業
者
の
活
動
の
意
図
、
リ
ン
グ
・
フ
ェ
イ
シ
ン
グ
の
五
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と
指
摘
し

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
六
一

た
上
で
、
自
身
は
、
今
後
の
技
術
の
進
展
を
考
慮
し
、
硬
直
的
な
テ
ス
ト
で
は
な
く
、
契
約
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能

な
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
併
用
し
て
判
断
を
行
う
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
望
ま
し
い
と
結
論
づ
け
る
。
以
上
の
よ
う
に
、

タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
の
判
例
と
主
要
な
学
説
は
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
向
け
る
消
費
者
の
居
住
地
国
内
に
お
い
て
、

消
費
者
を
勧
誘
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
否
か
を
、
契
約
締
結
に
至
っ
た
際
の
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
総
合
的
に
検
討
し
判
断
す
べ
き
と
す
る
立

場
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
電
子
商
取
引
紛
争
に
関
す
る
裁
判
管
轄
に
つ
き
、
ハ
イ
パ
ー
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
期
に
あ
る
現
在
に
お
い

て
は
、
管
轄
の
相
違
に
よ
る
紛
争
当
事
者
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
に
、
で
き
る
限
り
国
際
的
な
法
的
調
和
が
得
ら
れ
る
可
能
性
を
探
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
以
上
に
見
た
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
の
電
子
商
取
引
大

国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
管
轄
に
関
す
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
と
の
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
（
79
）

。

管
轄
に
つ
い
て
の
規
則
を
持
た
ず
、
裁
判
官
の
裁
量
に
基
づ
き
判
断
を
行
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
消
費
者
保
護

に
関
す
る
国
際
又
は
州
際
の
裁
判
管
轄
規
定
を
欠
く
こ
と
か
ら
、
裁
判
官
が
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
正
義
と
衡
平
を
提
供
す
る
こ
と

を
目
標
に
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
る
（
80
）

。
そ
の
た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
係
わ
る
越
境
的
紛
争
に
関
す
る
特
別
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
、

様
々
な
見
解
が
裁
判
所
や
学
説
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、In

set S
ystem

 v In
stru

ction
 

事
件
（
81
）

で
は
、
事
業
者
は
、
州
内

の
居
住
者
に
対
し
そ
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
図
的
に
そ
の
活
動
を
そ
の
州
に
向
け
て
い
る

と
見
る
「
持
続
的
な
接
触
」（sustained contact

）
テ
ス
ト
が
示
さ
れ
、
ま
た
、
上
記
のZ

ippo

事
件
に
お
け
る
ス
ラ
イ
デ
ン
グ
・
ス
ケ
ー

ル
・
テ
ス
ト
は
、
後
の
判
例
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、G

eist

に
よ
っ
て
、
消
費
者
契
約
が
関
わ
る
紛
争
に

限
ら
ず
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
訴
訟
の
管
轄
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
の
所
有
者
が
特
定
の
州
を
標
的
に
し
て
い
た
か
否
か

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
六
二

が
重
要
で
あ
る
と
見
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
・
テ
ス
ト
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
82
）

。
そ
れ
を
受
け
て
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
、G

eist

に
よ
る
こ
の

テ
ス
ト
は
、
Ｉ
ａ
規
則
の
テ
ス
ト
と
方
法
が
一
致
す
る
と
し
て
、
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
を
解
釈
す
る
際
に
、
ア
メ
リ
カ
の
テ
ス
ト
を

検
討
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
83
）

。

一
方
、
わ
が
国
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
三
条
の
四
第
一
項
に
消
費
者
契
約
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
し
消
費
者
保
護
規
定
が
置
か
れ

て
い
る
が
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
が
所
在
す
る
国
に
向
け
て
い
る
こ
と
を
そ
の
規
定
の
適
用
要
件
と
し
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
消
費
者
が
事
業
者
を
提
訴
す
る
場
合
、
日
本
の
裁
判
所
の
管
轄
の
容
認
に
は
、
訴
え
提
起
時
又
は
消
費
者
契
約
の
締
結
時
に
消

費
者
の
住
所
が
日
本
国
内
に
あ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
同
法
第
三
条
の
九
に
「
特
別
な
事
情
」
の
存
在
に
よ
る
訴
え
の
却
下
の
規
定
が
あ

る
た
め
、
外
国
に
所
在
す
る
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費
者
の
住
所
地
国
で
あ
る
日
本
に
向
け
て
い
な
い
場
合
、
こ
れ
が
「
特
別
な
事

情
」
に
該
当
し
、
日
本
の
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、

Ａ
国
内
に
出
張
中
の
日
本
に
住
所
を
有
す
る
消
費
者
が
、
同
国
内
の
ホ
テ
ル
に
短
期
間
滞
在
中
に
、
同
国
内
の
み
に
向
け
て
事
業
を
行
っ

て
い
る
こ
と
を
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
同
国
内
の
小
規
模
の
事
業
者
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
商
品
を
購
入
し
、

ホ
テ
ル
内
で
受
領
し
て
い
た
が
、
日
本
に
帰
国
後
に
事
業
者
を
提
訴
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
事
業
者
は
そ
の
活
動
を
日
本
に
向

け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
し
、
日
本
の
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
及
び
ア
メ
リ
カ

と
は
異
な
り
、
陸
続
き
で
諸
外
国
（
州
）
と
隣
接
す
る
こ
と
の
な
い
島
国
で
あ
る
日
本
に
お
い
て
は
、
消
費
者
が
海
を
越
え
て
外
国
で
提

訴
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
と
い
っ
て
よ
く
、
Ｅ
Ｕ
や
ア
メ
リ
カ
の
場
合
よ
り
も
、
よ
り
消
費
者
保
護
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
い
た

「
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
」
が
求
め
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
、
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑴
⒞
の
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
日
本
と
の
比
較
に
つ
い

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
六
三

て
は
、
充
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

脚
注

（
1
） R

egulation 

（E
U

） N
o 1215/2012 of the E

uropean P
arliam

ent and of the C
ouncil of 12 D

ecem
ber 2012 on jurisdiction and 

the recognition and enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters 

（recast

）, ［2012

］ O
J L

 351/1. 

日
本
語
に
訳
さ
れ
た

も
の
と
し
て
、
春
日
偉
知
郎
（
訳
）「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
一
二
月

一
二
日
の
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
の
（
Ｅ
Ｕ
） N

r. 1215/2012

規
則
」
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
『
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
民
事
手
続
法
』（
法

務
資
料
第
四
六
四
号
、
二
〇
一
五
年
）
四
七
頁
～
八
四
頁
が
あ
る
。

（
2
） D

an Jerker B
. S

vantesson, ‘A
 very B

rief H
istory of Internet Jurisdiction ’, in: S

olvin
g th

e In
tern

et J
u

risd
iction

 P
u

zzle 

（O
xford U

niversity P
ress, 2017

）, pp. 91-112.

（
3
） 

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
際
私
法
と
国
際
民
事
訴
訟
法
の
分
野
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
消
費
者
保
護
の
展
開
に
つ
い
て
概
説
し
た
も
の
と
し
て
、Z

heng 

S
ophia T

ang, ‘E
lectronic C

onsum
er C

ontracts in P
rivate International L

aw
’, in: E

lectron
ic C

on
su

m
er C

on
tracts in

 th
e 

C
on

flict of L
aw

s, 2nd edn 

（O
xford and P

ortland, O
regon, H

art P
ublishing, 2015

）, pp. 3-23. 

ま
た
、
消
費
者
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法

全
体
を
概
説
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、A

ndrej S
avin, ‘C

onsum
er protection and m

arketing ’, in: E
U

 In
tern

et L
aw

, 2nd edn 

（E
dw

ard E
lgar; C

heltenham
, U

K

・N
ortham

pton, M
A

, U
S

A
, 2017

）, pp. 227-262 

が
あ
る
。

（
4
） 

例
え
ば
、
吉
川
英
一
郎
「
国
際
消
費
者
契
約
を
め
ぐ
る
裁
判
例
に
関
す
る
考
察
─
東
京
高
判
平
成
二
九
年
六
月
二
九
日
及
び
そ
の
原
判
決
に
つ

い
て
─
」『
同
志
社
商
学
』
第
七
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
五
頁
～
一
〇
四
頁
が
あ
る
。

（
5
） S

ee, e.g., M
oritz K

eller, ‘L
esson for the H

ague: Internet Jurisdiction in C
ontract and T

ort C
ases in the E

uropean 

C
om

m
unity and the U

nited S
tates ’, 23 J

. M
arsh

all J
. C

om
pu

ter &
 In

fo. L
. 1 

（2004

）, p. 2.

（
6
） 

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
か
ら
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
ま
で
の
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
拙
著
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
規
則
に
お

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
六
四

け
る
消
費
者
保
護
規
定
の
展
開
」『
日
本
法
学
』
第
八
五
巻
第
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
頁
～
四
〇
頁
が
あ
る
。
本
節
中
の
同
規
則
の
展
開
に
つ
い

て
の
記
述
は
、
主
に
そ
れ
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
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） C

onvention on jurisdiction and the enforcem
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m

ercial m
atters, 27 S

eptem
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O
J L

 299/32.
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） C
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P
rotocol on its interpretation by the C
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（78/884/E
E

C
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］ O
J L

 304/1.

（
9
） C

onvention on the law
 applicable to contractual obligations opened for signature in R

om
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（80/934/E
E

C

）, 

［1980

］ O
J L

 266/1.

（
10
） C

onvention on jurisdiction and the enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters, done at L

ugano on 16 

S
eptem

ber 1988 

（88/592/E
E

C

）, ［1988

］ O
J L

 319/9.

（
11
） C

om
m

ission of E
uropean C

om
m

unities, P
roposal for a C

ouncil R
egulation 

（E
C

） on jurisdiction and the recognition and 

enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters

（‘C
om

m
ission P

roposal ’

）（C
O

M
 

（1999

） 348 final-1999/0154 

（C
N

S

））, 

［1999

］ O
J C

 376 E
/1.

（
12
） C

ouncil R
egulation 

（E
C

） N
o 44/2001 of 22 D

ecem
ber 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcem

ent of 

judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters, 

［2001

］ O
J L

 12/1. 

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
に
つ
い
て
は
、
中
西
康
「
民
事
及
び
商
事
事
件
に

お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）44/2001

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
）」『
国

際
商
事
法
務
』
第
三
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
一
一
頁
以
下
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
規
則
の
成
立
と
内
容
を
扱
っ
た
も
の
に
、

中
西
康
「
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
条
約
の
規
則
化
と
そ
の
問
題
点
」『
国
際
私
法
年
報
』
第
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
四
七
頁
～
一
七
二
頁
が
あ
る
。

（
13
） C

om
m

ission of the E
uropean C

om
m

unities, ‘A
 E

uropean Initiative in E
lectronic C

om
m

erce ’, C
O

M
 

（97

） 157 final.

（
14
） C

om
m

ission of the E
uropean C

om
m

unities, ‘G
reen P

aper, A
ccess of consum

er to justice and the settlem
ent of consum

er 

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
六
五

disputes in the single m
arket ’, C

O
M

 

（93

） 576 final.
（
15
） C

om
m

ission of the E
uropean C

om
m

unities, ‘A
ction P

lan on consum
er access to justice and the settlem

ent of consum
er 

disputes in the internal m
arket ’, C

O
M

 

（96

） 13 final.

（
16
） K

athrin S
achse, D

er V
erbrau

ch
ervertrag im

 In
tern

ation
alen

 P
rivat- u

n
d

 P
rozessrech

t, 

（M
ohr S

iebeck, 2006

） S. 8.

（
17
） B

urkhard H
ess, T

hom
as P

feiffer and P
eter S

chlosser, ‘R
eport on the A

pplication of R
egulation B

russels I in the M
em

ber 

S
tates 

（F
inal V

ersion S
eptem

ber 2007

）（H
eidelberg R

eports

）’, < http://ec.europa.eu/civiljustice/new
s/docs/study_

application_brussels_1_en.pdf> 

（2019/8/15

）.

（
18
） G

E
D

IP
, ‘P

roposed A
m

endm
ent of R

egulation 44/2000 in order to apply it to E
ternal S

ituations ’, IP
R

ax 

（2009

） pp. 283-

284.

（
19
） C

om
m

ission of the E
uropean C

om
m

unities, ‘T
he G

reen P
aper, O

n the review
 of C

ouncil R
egulation 

（E
C

） N
o 44/2001 on 

jurisdiction and the recognition and enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters ’, C

O
M

 

（2009

） 175 final.

（
20
） L

orna E
. G

illies, ‘A
dapting international private law

 rules for electronic consum
er contracts ’, in: C

harles E
. F

. R
ickett/

T
hom

as G
. W

. T
elfer 

（eds

）, In
tern

ation
al P

erspectives on
 C

on
su

m
er’s A

ccess to J
u

stice 

（C
am

bridge U
niversity P

ress, 

2003

）, pp. 365-366.

（
21
） 

消
費
者
は
、
更
に
、
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑵
（
Ｉ
規
則
一
五
条
⑵
）
に
よ
り
、
契
約
の
相
手
方
が
構
成
国
内
に
住
所
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

事
業
者
の
支
店
、
代
理
店
又
は
営
業
所
を
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
所
在
地
で
も
提
訴
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。

（
22
） P

edro de M
iguel A

sensio, C
on

flict of L
aw

s an
d

 th
e In

tern
et 

（E
dw

ard E
lgar, C

heltenham
, U

K

・N
ortham

pton, M
A

, U
S

A
, 

2020

）, paras. 6.125-6.126

は
、
消
費
者
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
保
障
の
必
要
性
の
根
拠
と
し
て
、
消
費
者
が
経
済
的
に
弱
く
、
法
的
問
題
に
つ

い
て
の
経
験
が
少
な
い
こ
と
の
他
に
、
消
費
者
の
限
ら
れ
た
資
産
や
越
境
的
な
Ｂ
２
Ｃ
取
引
の
少
額
性
を
根
拠
に
挙
げ
る
。

（
23
） Z

heng S
ophia T

ang, ‘P
rotective Jurisdiction in the B

russels I R
ecast ’, in: E

lectron
ic C

on
su

m
er C

on
tracts in

 th
e C

on
flict 

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
六
六

of L
aw

s, 2nd edn 

（O
xford and P

ortland, O
regon, H

art P
ublishing, 2015

）, p. 68. 

な
お
、
パ
ッ
ク
旅
行
契
約
を
除
い
た
運
送
契
約
に
つ

い
て
は
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑶
（
Ｉ
ａ
規
則
第
一
七
条
⑶
）
に
よ
り
、
消
費
者
契
約
事
件
の
裁
判
管
轄
を
定
め
る
第
四
節
の
諸
規
定
の
適
用
が
排
除

さ
れ
て
い
る
。

（
24
） 

Ibid.

（
25
） C

onsolidated V
ersion of the T

reaty on the F
unctioning of the E

uropean U
nion, O

J C
 202, 7.6.2016, p. 47.

（
26
） C

harter of F
undam

ental R
ights of the E

uropean U
nion, O

J C
 202, 7.6.2016, p. 389.

（
27
） A

sensio, su
pra note 22, para. 6.33.

（
28
） 

前
掲
注（
１
）の
春
日
（
訳
）・『
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
民
事
手
続
法
』
に
お
い
て
は
、「
…
そ
の
構
成
国
若
し
く
は
そ
の
構
成
国
を
含
む
複
数
の

国
家
に
お
い
て
そ
う
し
た
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
…
」
と
訳
さ
れ
、「
向
け
て
」
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
原
文
が

‘directs such activities to ’ 
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
向
け
て
」
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
一
方
、
Ｉ
規
則
を
訳
出
し
た
中
西
・
前
掲
注（
11
）で
は
、

「
向
け
て
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） A

ndrea B
onom

i, ‘Jurisdiction over C
onsum

er C
ontract ’, in: A

ndrew
 D

ickinson, E
va L

ein 

（eds.

）, A
ndrew

 Jam
es 

（assistant 

ed.

）, T
h

e B
ru

ssels I R
egu

lation
 R

ecast 
（O

xford, 2015

）, para. 6.04. 

但
し
、
第
七
条
⑸
に
規
定
さ
れ
る
「
支
店
、
代
理
店
又
は
そ
の
他

の
営
業
所
」
の
表
現
は
、
第
一
七
条
⑴
に
よ
り
、
消
費
者
契
約
か
ら
発
生
す
る
紛
争
に
も
適
用
さ
れ
る
。

（
30
） 

Ibid., para. 6.05.

（
31
） 

Ibid., para 6.14; T
ang, su

p
ra

 n
ote 23, p. 27. C

ase C
-419/11, Č

eská
 sp

ořiteln
a

, a
.s. v G

era
ld

 F
eich

ter, 

［2013

］ 

E
C

L
I:E

U
:C

:2013:165, paras. 27-29.

（
32
） C

ase C
-89/91, S

h
ea

rson
 L

eh
m

a
n

 H
u

tton
 In

c. v T
V

B
 T

reu
h

a
n

d
gesellsh

a
ft fü

r V
erm

ögen
sverw

a
ltu

n
g u

n
d

 

B
eteilign

u
n

gen
 m

bH
, 

［1993

］ E
C

R
 I-139, para. 13.

（
33
） C

ase C
-464/01, J

oh
an

n
 G

ru
ber v B

ay W
a A

G
, 

［2005

］ E
C

R
 I-439, para. 36. 

Ｉ
ａ
規
則
中
の
消
費
者
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
本

文
中
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
以
外
に
も
、
一
部
は
営
業
に
関
わ
り
一
部
は
そ
う
で
な
い
「
二
重
目
的
契
約
」
の
場
合
の
扱
い
、
締
結
時
は
取
引
外
又
は

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
六
七

専
門
外
で
行
動
し
て
い
た
が
、
使
用
目
的
が
将
来
の
取
引
又
は
専
門
の
た
め
で
あ
っ
た
場
合
は
消
費
者
と
な
る
か
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
本

稿
で
は
、
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
絞
っ
て
論
じ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
扱
っ
て
い
な
い
が
、
別
途
、
検
討
す
る
機
会
を
持
ち

た
い
。

（
34
） C

ase C
-508/12, W

alter V
apen

ik v J
osef T

h
u

rn
er, 

［2013

］ E
C

L
I:E

U
:C

:2013:790, paras. 32-34. 

消
費
者
保
護
団
体
に
よ
る
訴
訟

は
、
個
人
消
費
者
と
そ
の
取
引
相
手
と
の
紛
争
に
該
当
し
な
い
た
め
、
保
護
規
定
の
適
用
範
囲
外
と
な
る
。B

onom
i, su

pra note 29, para. 6.22. 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
の
関
係
で
裁
判
管
轄
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、C

ase C
-498/16, M

axim
ilian

 S
ch

rem
s v 

F
acebook Irelan

d
 L

im
ited, 

［2018

］ E
C

L
I:E

U
:C

:2018:37 

が
あ
る
。

（
35
） 

上
述
し
た
よ
う
に
第
一
八
条
⑴
に
よ
り
、
被
告
た
る
事
業
者
が
構
成
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
修
正
さ
れ
た
こ
と

は
、
消
費
者
の
保
護
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
他
方
、
第
一
八
条
⑵
に
よ
り
、
消
費
者
を
被
告
と
す
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
が
構
成

国
内
に
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。B

onom
i, su

pra note 29, para. 6.13.

（
36
） C

ase C
-105/17, K

om
isia za zash

tita n
a potrebitelite v E

velin
a K

am
en

ova an
d

 O
th

ers, 

［2018

］ E
C

L
I:E

U
:C

:2018:808.

（
37
） 

Ibid, paras. 31-35; B
onom

i, su
pra note 29, para. 6.18

は
、
契
約
目
的
に
基
づ
く
消
費
者
の
定
義
で
は
、
同
じ
者
が
問
題
の
契
約
の
目

的
に
応
じ
て
、
特
定
の
契
約
で
は
消
費
者
と
み
な
さ
れ
、
他
の
契
約
で
は
事
業
者
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
38
） T

ang, su
pra note 23, p. 36.

（
39
） D

irective 2011/83/E
U

 of the E
uropean P

arliam
ent and of the C

ouncil of 25 O
ctober 2011 on consum

er rights, am
ending 

C
ouncil D

irective 93/13/E
E

C
 and D

irective 1999/44/E
C

 of the E
uropean P

arliam
ent and of the C

ouncil and repealing 

C
ouncil D

irective 85/577/E
E

C
 and D

irective 97/7/E
C

 of the E
uropean P

arliam
ent and of the C

ouncil, 

［2011

］ O
J L

 304/64.

（
40
） C

ase C
-381/08, C

ar T
rim

 G
m

bH
 v K

eyS
afety S

ystem
s S

rl., 
［2010

］ E
C

R
 I-1255, paras. 34-43.

（
41
） T

ang, su
pra note 23, pp. 36-41.

（
42
） 

こ
の
消
費
者
保
護
を
他
の
全
て
の
消
費
者
契
約
に
拡
大
す
る
意
図
は
、
欧
州
委
員
会
に
よ
る
提
案
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。C

om
m

ission 

P
roposal, su

pra note 5, pp. 15-16;  T
ang, su

pra note 23, p. 43.

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
六
八

（
43
） T

ang, su
pra note 23, pp. 44-45.

（
44
） E

.g., A
sensio, su

pra note 22, paras. 6.57-6.62; T
ang, su

pra note 3, pp 18-19.
（
45
） G

illies, su
pra note 20, pp. 366-367.

（
46
） B

onom
i, su

pra note 29, para. 6.38.

（
47
） 

道
垣
内
正
人
編
著
『
ハ
ー
グ
国
際
管
轄
条
約
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
一
一
八
頁
、
一
二
〇
頁
参
照
。

（
48
） R

egulation 
（E

C

） N
o 593/2008 of the E

uropean P
arliam

ent and of the C
ouncil of 17 June 2008 on the law

 applicable to 

contractual obligations 
（R

om
e I

）, O
J L

 177/6.

（
49
） 

こ
の
宣
言
は
、T

he C
ouncil and the C

om
m

ission, ‘Joint S
tatem

ent on A
rticles 15 and 73 ’ 

で
、
多
く
の
文
献
で
引
用
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
示
さ
れ
て
い
る
出
典
（
ア
ド
レ
ス
）
に
ア
ク
セ
ス
を
試
み
た
が
、
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
50
） Joined C

ases C
-585/08 and C

-144/09, P
eter P

am
m

er v R
eed

erei K
arl S

ch
lü

ter G
m

bH
 &

 C
o K

G
 

（C
-585/08

） and H
otel 

A
plen

h
of G

esm
bH

 v O
liver H

eller 
（C

-144/09

）, ［2010

］ E
C

R
 I-12527. 

本
件
の
評
釈
と
し
て
、
例
え
ば
、D

an Jerker B
. S

vantesson, 

‘P
am

m
er and H

otel A
lpen

h
of – E

C
J decision creates further uncertainty about w

hen e-businesses “direct activities ” to a 

consum
er ’s state under the B

ru
ssels I R

egu
lation

’, 27 C
om

pu
ter L

aw
 &

 S
ecu

rity R
eview

 

（2011

）, pp. 298-304; M
ichael 

B
ogdan, ‘W

ebsite accessibility as a base for jurisdiction under A
rt. 15

（1

）（c

） of the B
russels I R

egulation: case note on the 

E
C

J judgm
ents P

am
m

er and A
lpen

h
of ’, 12 Y

earbook of P
rivate In

tern
ation

al L
aw

, 

（2010

）, pp. 565-569

が
あ
る
。
日
本
で
紹
介

さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
中
西
康
「
Ｅ
Ｕ
法
の
最
前
線
（
第
一
四
二
回
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
消
費
者
契
約
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄 : 

Joined C
ases C

-585/08 and C
-144/09, P

eter P
am

m
er v R

eederei K
arl S

chlüter G
m

bH
 &

 C
o. K

G
 

（C
-585/08

） and H
otel 

A
lpenhof G

esm
bH

 v O
liver H

eller 

（C
-144/09

） <2010> E
C

R
 I- 

（
未
登
載
）（
二
〇
一
〇
・
一
二
・
七
先
決
裁
定
）［
欧
州
司
法
裁
判
所
］」

『
貿
易
と
関
税
』
第
六
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
七
八
～
七
二
頁
が
あ
る
。

（
51
） D

irective 2000/31/E
C

 of the E
uropean P

arliam
ent and of the C

ouncil 8 June 2000 on certain legal aspects of inform
ation 

society services, in particular electronic com
m

erce, in the Internal M
arket 

（D
irective on electronic com

m
erce

）, O
J L

 178/1.

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
六
九

（
52
） 

例
え
ば
、S

vantesson

は
、
消
費
者
と
の
契
約
締
結
以
前
の
事
業
者
の
主
観
的
な
意
図
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
つ
き
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条

⑴
⒞
に
よ
る
裏
付
け
が
な
い
こ
と
、
判
決
に
よ
れ
ば
、
他
の
構
成
国
の
顧
客
を
獲
得
す
る
目
的
（objective

）
と
結
果
（outcom

e

）
が
必
要
と
な

る
が
、
事
業
者
は
目
的
を
持
つ
こ
と
な
く
、
他
の
構
成
国
か
ら
顧
客
を
獲
得
す
る
可
能
性
も
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て

い
な
い
」
か
否
か
に
焦
点
を
当
て
る
デ
ィ
ス
・
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
（dis-targeting

）・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
す
る
。S

vantesson, su
pra note 

50, pp. 301-303.

（
53
） A

sensio, su
pra note 22, para. 6.58.

（
54
） C

ase C
-190/11, D

an
iela M

ü
h

lleitn
er v A

h
m

ad
 Y

u
su

fi an
d

 W
ad

at Y
u

su
fi, 

［2012

］ E
C

L
I:E

U
:C

:2012:542, para. 45.

（
55
） A

sensio, su
pra note 22, para. 6.58.

（
56
） C

ase C
-218/12, L

okm
an

 E
m

rek v V
lad

o S
abran

ovic, 

［2013

］ E
C

L
I:E

U
:C

:2013:666, paras. 25-26.

（
57
） A

sensio, su
pra note 22, para. 6.58.

（
58
） 

Ibid., para. 6.59.

（
59
） C

ase C
-297/14, R

ü
d

iger H
oboh

m
 v B

en
ed

ikt K
am

pik L
td

 &
 C

o. K
G

 an
d

 O
th

ers, 

［2015

］ E
C

L
I:E

U
:C

:2015:844, para. 37.

（
60
） A

sensio, su
pra note 22, para. 6.60.

（
61
） 

Ibid., para. 6.61.

（
62
） 

M
ü

h
lleitn

er, su
pra note 54, para. 44.

（
63
） A

sensio, su
pra note 22, para. 6.62.

（
64
） 

以
下
の
記
述
は
、T

ang, su
pra note 23, pp. 46-59

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
65
） T

ang

は
、
こ
の
立
場
の
例
と
し
て
、E

uropean C
om

m
ission, P

roposal for a C
ouncil R

egulation 

（E
C

） on jurisdiction and the 

recognition and enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters, 

［1999

］ O
J C

 376 E
/01

の
解
説
⒀
を
挙
げ
る
。

（
66
） T

ang

は
、
否
定
的
見
解
の
そ
の
他
の
例
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
事
案
で
あ
るE

u
rom

arket D
esign

s In
corporated

 v P
eters &

 A
n

r 

［2001

］ FS
R

 20 

判
決
や
同
国
の
貿
易
産
業
省
（D

epartm
ent of T

rade and Industry
）
の
見
解
を
挙
げ
る
。

）
三
一
一
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
七
〇

（
67
） T

ang

は
、
こ
の
主
観
的
テ
ス
ト
を
採
用
し
た
も
の
と
し
て
、
ロ
ー
マ
条
約
第
五
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
消
費
者
契
約
に
関
し
、
事
業
者
が
当

該
国
を
標
的
に
新
聞
広
告
を
行
う
な
ど
の
特
定
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
述
べ
るM

ario G
iuliano and P

aul L
agrde, ‘R

eport on 

the C
onvention on the law

 applicable to contractual obligation ’ 

（‘G
iuliano-L

agarde R
eport ’

） ［1980

］ O
J C

 282/1, pp. 23-24

を
挙

げ
る
。
欧
州
議
会
も
ま
た
、
商
業
的
活
動
が
「
活
動
」（activity

）
の
要
件
を
満
た
す
に
は
、
実
質
的
な
や
り
方
で
、
意
図
的
に
（purposefully

）

消
費
者
の
住
所
地
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
提
案
す
る
。E

uropean P
arliam

ent, ‘A
5-0253/2000: P

roposal for a C
ouncil 

regulation on jurisdiction and the recognition and enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters ’ 

（C
O

M

（1999

） 

348 - C
5-0169/1999 - 1999/0154 

（C
N

S

））, ［2001

］ O
J C

 146/94, p. 98 

（A
m

endm
ent 37

）.

（
68
） T

ang

に
よ
れ
ば
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
欧
州
委
員
会
の
最
初
の
提
案
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
Ｉ
規
則
第
一
五
条
⑴
⒞
に
お
け
る

「
行
わ
れ
た
」（pursued

）
又
は
「
向
け
ら
れ
た
」（directed

）
活
動
は
、
双
方
向
的
（interactive

）
サ
イ
ト
を
介
し
て
締
結
さ
れ
た
消
費
者
契

約
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
り
、
消
費
者
が
単
に
そ
の
住
所
地
国
で
ア
ク
セ
ス
可
能
な
受
動
的
な
（passive

）
サ
イ

ト
を
介
し
て
サ
ー
ビ
ス
又
は
動
産
の
購
入
の
可
能
性
を
知
っ
て
い
た
事
実
は
保
護
的
管
轄
の
引
き
金
を
引
く
こ
と
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ

る
。T

ang, su
pra note 23, p. 51.

（
69
） D

irective on E
lectronic C

om
m

erce, su
pra note 51 

の
第
五
条
⑴
⒞
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
は
そ
の
受
領
者
に
対
し
て
、
契
約
締
結
前

に
、
電
子
メ
ー
ル
・
ア
ド
レ
ス
を
含
む
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
迅
速
に
連
絡
を
取
り
、
直
接
的
且
つ
有
効
な
方
法
で
通
信
す
る
こ
と
が
可
能
な
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

（
70
） T

ang

は
、E
uropean P

arliam
ent, su

pra note 67, p. 97 
（A

m
endm

ent 36

）
が
、「
事
業
者
が
意
図
的
に
そ
の
活
動
を
実
質
的
に
別
の
国

に
向
け
て
い
る
と
言
う
意
味
で
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
サ
イ
ト
が
能
動
的
（active

）
な
サ
イ
ト
で
あ
る
場
合
」、
事
業
者
は
そ
の
商
業
的
活
動
を
国
に

向
け
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。T

ang, su
pra note 23, p. 52.

（
71
） T

ang

は
、E

uropean P
arliam

ent, su
pra note 67, p. 98 

（A
m

endm
ent 37

）
に
お
い
て
、
欧
州
議
会
が
、
事
業
者
が
そ
の
活
動
を
消
費

者
が
住
所
地
の
構
成
国
に
向
け
て
い
る
か
否
か
の
決
定
の
た
め
に
は
、「
裁
判
所
は
、
事
業
者
が
特
定
の
構
成
国
内
に
居
住
す
る
消
費
者
と
の
取
引

に
対
し
て
取
引
業
務
を
囲
い
込
も
う
と
す
る
試
み
を
含
む
、
事
案
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
例
を
示
す
。

）
三
一
一
一
（



ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
（
中
村
）

二
七
一

T
ang, su

pra note 23, p. 52.
（
72
） E

uropean P
arliam

ent, su
pra note 67, p. 98 

（A
m

endm
ent 37

）.
（
73
） E

uropean C
om

m
ission, ‘A

m
ended P

roposal for a C
ouncil R

egulation on jurisdiction and the recognition and enforcem
ent 

of judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters ’ 

（‘A
m

ended P
roposal ’

）, C
O

M
 

（2000

） 689 final - 1999/0154

（C
N

S

）, pp. 5-6

（E
xplanatory M

em
orandum

）. 

ま
た
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
は
市
場
の
分
断
に
つ
な
が
る
と
も
主
張
す
る
。Ibid., p. 6.

（
74
） 

以
下
は
、B

onom
i, su

pra note 29, paras. 6.47-6.54

を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
75
） 

E
m

rek, su
pra note 56, paras. 25-26.

（
76
） 

Z
ippo M

fg. C
o.v Z

ippo D
ot C

om
, In

c, 952 F
.S

upp. 1119

（1997

）. 

本
件
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
著
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
オ

ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
と
裁
判
管
轄
に
関
す
る
判
例
の
流
れ
─Z

ippo

判
決
を
中
心
と
し
て
─
」『
政
経
研
究
』（
日
本
大
学
法
学
部
）
第
四
一
巻
第

一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
二
九
頁
～
七
六
二
頁
が
あ
る
。

（
77
） L

orna E
. G

illies, ‘Jurisdiction R
ules for E

lectronic C
onsum

er C
ontracts in the B

russels 1 R
egulation ’ in: E

lectron
ic 

C
om

m
erce an

d
 In

tern
ation

al P
rivate L

aw
 – A

 S
tu

d
y of E

lectron
ic C

on
su

m
er C

on
tracts 

（A
shgate: A

ldershot, 2008

）, p. 94.

（
78
） G

illies, su
pra note 20, pp. 377-378.

（
79
） 

本
来
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
電
子
商
取
引
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
議
論
の
展
開
に
つ
い
て
も
探
求
し
、
Ｅ
Ｕ
の
シ
ス

テ
ム
と
の
相
違
に
つ
い
て
比
較
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
的
な
制
約
等
が
あ
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
ご
く
簡

単
な
指
摘
に
留
め
た
い
。
別
途
、
そ
れ
点
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
い
、
公
表
し
た
い
と
考
え
る
。

（
80
） Z

heng S
ophia T

ang, ‘D
iscretion-B

ased Jurisdiction in E
-C

onsum
er C

ontracts ’, in: E
lectron

ic C
on

su
m

er C
on

tracts in
 th

e 

C
on

flict of L
aw

s, 2nd edn 

（O
xford and P

ortland, O
regon, H

art P
ublishing, 2015

）, p. 80. 

電
子
商
取
引
に
関
す
る
裁
判
管
轄
に
関
す

る
ア
メ
リ
カ
の
動
向
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、Ibid., pp 80-97

の
他
に
、
例
え
ば
、L

orna E
. G

illies, ‘R
ules of P

ersonal 

Jurisdiction for E
lectronic C

onsum
er C

ontracts in the U
nited S

tates ’, in: E
lectron

ic C
om

m
erce an

d
 In

tern
ation

al P
rivate 

L
aw

 – A
 S

tu
d

y of E
lectron

ic C
on

su
m

er C
on

tracts 

（A
shgate: A

ldeshot, 2008
）, pp.143-180; G

illies, su
pra note 20, pp. 376-380; 

）
三
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
七
二

C
indy C

hen, ‘U
nited S

tate and E
uropean U

nion A
pproaches to Internet Jurisdiction and T

here Im
pact on E

-C
om

m
erce ’, 

U
niversity of P

ennsylvania Journal of International E
conom

ic L
aw

 S
pring, 25 U

. P
a. J

. In
t’l E

con
. L

. 423 

（2004

）, pp. 430-436
な
ど
が
あ
る
。
特
に
、K

eller, su
pra note 5, pp. 35-43

は
、
少
し
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
学
説
と
判
例
の
展
開
に
つ
い
て
分
か
り
易
く
説
明

さ
れ
て
い
る
。

（
81
） 

In
set S

ystem
 v In

stru
ction

 S
et, 937 F

 S
upp 161 

（D
 C

onn, 1996

）.

（
82
） M

ichael A
. G

eist, ‘Is there a T
here T

here? T
ow

ard G
reater C

ertainty for Internet Jurisdiction ’, 16 B
erk. T

ech
. L

.J. 1345

（2001

）, pp. 1380-1404. 

こ
の
テ
ス
ト
自
体
は
、
名
誉
毀
損
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
事
案
で
あ
る
。C

old
er v J

on
es, 465 U

.S
. 783 

（1984

）
よ
り
生
ま
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

（
83
） T

ang, su
pra note 79, 96-97. D

an Jerker B
örje S

vantesson, P
rivate In

tern
ation

al L
aw

 an
d

 th
e In

tern
et, 2nd edn 

（K
luw

er 

L
aw

 International, 2012

） p. 361
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
Ｉ
ａ
規
則
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
。

）
三
一
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
七
三

合
同
行
為
論
に
つ
い
て

─
岡
松
参
太
郎
博
士
の
所
論
を
中
心
に

─

中

　
　山

　
　知

　
　己

一
　
は
じ
め
に
　
─
　
近
年
の
契
約
論
と
意
思
表
示

本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
の
は
、
ク
ン
ツ
ェ
（K

untze, Johannes E
m

il

［1824-1894

］）
の
提
唱
に
か
か
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
合

同
行
為
（G

esam
takt

）」
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
（
１
）

。
こ
の
概
念
は
、
わ
が
国
で
も
周
知
の
よ
う
に
法
律
行
為
の
種
類
の
一
つ
と
さ
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
に
単
独
行
為
（
一
方
行
為
）・
契
約
（
双
方
行
為
）
と
並
ん
で
三
つ
め
の
分
類
と
し
て
民
法
総
則
教
科
書
な
ど
に

お
い
て
説
明
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
経
緯
を
振
り
返
れ
ば
、
初
期
の
頃
は
華
々
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後

は
有
力
な
学
者
に
よ
っ
て
手
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
も
は
や
そ
の
概
念
の
有
用
性
に
根
本
的
な
疑
問
が
生
ず
る
に
至
っ
た
は

論
　
説

）
五
五
二
二
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
七
四

ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
現
在
で
も
、
教
科
書
で
は
普
通
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
こ
こ
で
は
詳
ら
か
に
は

で
き
な
い
が
、
近
年
、
全
く
別
な
角
度
か
ら
注
目
に
値
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
合
同
行
為
に
対
す
る
上
記
の
よ
う
な

批
判
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、「
法
律
上
は
契
約
と
い
う
形
式
を
採
り
な
が
ら
実
質
的
に
は
組
織
（
団
体
）
を
創
出
す
る
と
い
う
法
技
術
（
組

合
契
約
は
そ
の
古
典
的
法
技
術
で
あ
り
、
そ
の
権
利
義
務
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
一
般
の
契
約
と
同
視
し
て
よ
い
か
は
問
題
た
り
う
る
）
が
、
新
た
に
現

代
的
意
味
を
帯
び
始
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
組
織
形
態
に
お
け
る
権
利
義
務
を
解
釈
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
契
約
の
解
釈
一
般
と
は

異
な
っ
た
態
度
を
要
求
す
る
と
も
考
え
ら
れ
」、「
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
組
織
を
創
設
す
る
に
至
る
段
階
に
関
す
る
か
ぎ

り
、
合
同
行
為
の
概
念
は
、
こ
れ
を
一
概
に
捨
て
去
る
べ
き
で
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（
２
）

」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
す
ぐ

後
の
か
っ
こ
書
き
に
て
「
た
だ
し
、
合
同
行
為
の
伝
統
的
な
定
義
は
あ
ま
り
に
も
比
喩
的
で
あ
っ
て
、
再
定
義
が
必
要
で
あ
る
（
３
）

」
と
釘
を

さ
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
新
た
に
現
代
的
意
味
を
帯
び
始
め
る
と
さ
れ
た
、「
法
律
上
は
契
約
と
い
う
形
式
を
採
り
な
が
ら
実
質
的
に
は
組
織
（
団
体
）

を
創
出
す
る
と
い
う
法
技
術
」
と
は
、
継
続
的
契
約
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
具
体
例
と
し
て
、
代
理
店
契
約
・
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契

約
・
ジ
ョ
イ
ン
ト
ヴ
ェ
ン
チ
ャ
ー
契
約
・
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
契
約
や
分
社
化
の
た
め
の
契
約
・
サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
（
４
）

。
こ
れ
ら
の
契
約
な
い
し
取
引
に
お
い
て
は
、「
契
約
の
形
を
と
り
な
が
ら
実
質
的
に
は
事
業
体
た
る
組
織
を
形
成
し
た
り
、

あ
る
い
は
組
織
を
分
割
し
ま
た
は
そ
の
代
替
手
段
と
し
て
契
約
を
用
い
た
り
す
る
種
類
の
も
の
が
、
現
在
で
は
重
要
な
意
味
を
（
５
）

」
持
つ

が
、
こ
れ
ら
の
契
約
に
関
す
る
権
利
義
務
関
係
に
関
し
て
争
い
が
生
じ
た
と
き
に
は
、「
こ
れ
ま
で
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
契
約
解
釈
の

基
準
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
契
約
の
権
利
義
務
関
係
の
争
い
を
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
６
）

」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
指
摘

か
ら
、
現
代
的
取
引
に
お
け
る
組
織
を
創
設
す
る
段
階
に
お
い
て
、
再
定
義
の
必
要
は
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
合
同
行
為
概
念
を
分
析
道

）
五
五
二
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
七
五

具
と
し
て
用
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
概
念
の
再
定
義
や
内
容
如
何
に
よ
っ
て
は
、
そ

の
射
程
は
氏
の
言
わ
れ
る
組
織
の
創
設
段
階
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
（
７
）

。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
合
同
行
為
概
念
を
再
定
義
す
る
作
業
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
こ
の
概
念
を
は
じ
め
て

本
格
的
に
展
開
し
た
と
さ
れ
る
ク
ン
ツ
ェ
は
も
と
よ
り
、
同
世
代
の
諸
学
説
を
関
連
づ
け
た
学
説
史
の
丹
念
な
検
討
も
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
合
同
行
為
概
念
を
輸
入
し
た
当
初
の
「
わ
が
国
」
に
お
け
る
議
論
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
概
念
は
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
学
説
を
通
じ
て
日
本
の
学
者
が
構
成
し
た
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
内
容
も
ド
イ
ツ
法
学
の
議
論
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
変
容
な
い
し
展
開
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ク

ン
ツ
ェ
を
は
じ
め
と
す
る
合
同
行
為
論
を
本
格
的
か
つ
徹
底
的
に
検
討
し
、
わ
が
国
の
当
時
に
お
け
る
通
説
形
成
を
決
定
づ
け
た
岡
松
参

太
郎
博
士
（
以
下
岡
松
と
記
す
）
の
所
論
に
そ
の
よ
う
な
議
論
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
検
討
対
象
と
す
る
（
８
）

。
そ
の
際
、
後
に
あ

ま
り
に
も
比
喩
的
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
を
意
識
し
、
本
来
の
意
図
が
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
か
を
考
え
つ
つ
で
き
る
か
ぎ
り
正
確
に
整

理
す
る
こ
と
で
今
後
の
検
討
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
岡
松
の
合
同
行
為
論

１
　
合
同
行
為
概
念

岡
松
の
合
同
行
為
論
（
９
）

は
、
大
正
期
と
い
う
時
代
背
景
も
あ
っ
て
か
、
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
の
成
果
を
存
分
に
吸
収
し
て
い
る
が
、
し
か

し
単
な
る
コ
ピ
ー
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
彼
自
身
の
独
自
の
分
析
も
見
ら
れ
、
ま
た
そ
の
後
の
わ
が
国
の
学
説
に
強
い
影
響
を
与

）
五
五
二
一
（
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二
七
六

え
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
「
合
同
行
為
（G

esam
m
takt

）」
な
る
語
の
由
来
で
あ
る
一
九
世
紀
後
半
の
議
論
に
遡
る
と
き
、
岡
松
の
よ

う
に
私
法
で
あ
る
民
法
の
法
律
行
為
論
の
分
類
と
し
て
の
み
検
討
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
は
考
慮
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
語
の
由

来
と
も
指
摘
さ
れ
る
ギ
ー
ル
ケ
は
会
社
（G

esellschaft

）
お
よ
び
国
家
（S
taat

）
に
お
け
る
設
立
行
為
（G

ründungsakt

）
か
ら
こ
の
概
念

を
構
想
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
10
）

。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
岡
松
の
分
析
視
点
に
即
し
て
、
上
記
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
法
律
行
為

論
と
し
て
の
合
同
行
為
概
念
を
忠
実
に
整
理
し
、
検
討
の
方
向
性
を
探
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

⑴

　一
方
行
為
・
双
方
行
為
の
区
別

法
律
行
為
の
種
類
に
つ
い
て
一
方
行
為
と
双
方
行
為
の
区
別
が
あ
る
が
、
従
来
の
学
説
状
況
（
11
）

に
対
し
次
の
よ
う
に
二
点
指
摘
す
る
。

第
一
に
、「
從
來
此
區
別
ヲ
以
テ
意
思
表
示
ノ
數
ニ
依
ル
區
別
ナ
リ
ト
シ
一
箇
ノ
意
思
表
示
ヨ
リ
成
ル
モ
ノ
ハ
一
方
行
爲
ニ
シ
テ
二
箇

又
ハ
二
箇
以
上
ノ
意
思
表
示
ヨ
リ
成
ル
モ
ノ
ハ
雙
方
行
爲
ナ
リ
ト
（
12
）

」
す
る
。
従
来
の
学
説
は
こ
の
区
別
を
、
意
思
表
示
そ
の
も
の
の
区
別

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
も
し
く
は
意
思
表
示
の
区
別
か
ら
来
た
法
律
行
為
の
区
別
で
あ
る
か
の
よ
う
に
認
め
る
者
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
区
別
は
法
律
行
為
の
区
別
で
あ
っ
て
意
思
表
示
の
区
別
で
は
な
い
、
と
い
う
。

さ
ら
に
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
意
思
表
示
の
数
に
基
づ
く
区
別
で
は
な
く
、「
當
事
者
（P

artei

）
ノ
數
ニ
基
ク
區
別
ナ
リ
（
13
）

」
と
い

う
。
す
な
わ
ち
「
一
ノ
當
事
者
（
即
一
方
ノ
當
事
者
）
ヲ
要
ス
ル
法
律
行
爲
ハ
一
方
行
爲
ニ
シ
テ
二
又
ハ
二
以
上
ノ
當
事
者
（
二
方
又
ハ
多

方
ノ
當
事
者
）
ヲ
要
ス
ル
法
律
行
爲
ハ
雙
方
行
爲
（
多
方
行
爲
）
タ
ル
ナ
リ
（
14
）

」
と
し
て
、
決
し
て
意
思
表
示
そ
の
も
の
の
数
に
よ
る
区
別
で

は
な
く
、
ま
た
法
律
行
為
に
関
与
す
る
人
の
数
に
よ
る
区
別
で
も
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
点
は
、
当
事
者
の
数
に
着
眼
す
る
多
角
的
法
律

行
為
に
関
す
る
近
時
の
議
論
か
ら
み
て
重
要
な
指
摘
が
含
ま
れ
て
い
る
。

）
五
五
二
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
七
七

第
二
に
、
一
方
行
為
を
区
別
し
て
、
さ
ら
に
受
領
を
要
す
る
も
の
と
受
領
を
要
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
の
区
別
を
主
張
す
る
者
が
あ
る
。

し
か
し
、
受
領
を
要
す
る
か
否
か
は
、
意
思
表
示
の
区
別
で
あ
っ
て
こ
れ
を
法
律
行
為
と
し
て
の
一
方
行
為
の
区
別
と
す
る
の
は
誤
り
で

あ
る
、
と
い
う
。
受
領
を
要
す
る
か
否
か
は
契
約
の
場
合
に
も
適
用
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
契
約
に
お
け
る
承
諾
の

意
思
表
示
は
受
領
を
要
す
る
意
思
表
示
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
受
領
を
要
し
な
い
も
の
が
あ
る
（
民
法
（
旧
）
五
二
六
条
、
隔
地
者
間
の

契
約
の
成
立
時
期
）
と
。

⑵

　一
方
行
為
・
多
方
行
為
へ
の
展
開

一
方
行
為
・
双
方
行
為
の
区
別
か
ら
始
め
た
岡
松
の
記
述
は
、
や
が
て
一
方
行
為
・
多
方
行
為
へ
の
区
別
へ
と
展
開
さ
れ
る
。
ク
ン

ツ
ェ
の
提
唱
に
か
か
る
合
同
行
為
説
が
登
場
し
て
以
来
、
一
方
行
為
・
双
方
行
為
の
区
別
が
完
全
で
は
な
い
こ
と
が
ド
イ
ツ
で
認
め
ら
れ
、

当
時
に
お
い
て
す
で
に
、
法
律
行
為
は
一
方
行
為
お
よ
び
多
方
行
為
に
区
別
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
と
し
、
岡
松
も
こ
の
区
別
に
従
う
と

い
う
（
15
）

。
そ
の
た
め
一
方
（einseitig

）
行
為
と
並
ん
で
多
方
（m

ehrseitig

）
行
為
と
い
う
分
類
と
な
り
、
多
方
行
為
の
中
に
双
方
行
為
が
吸

収
さ
れ
、
そ
の
中
に
合
同
行
為
が
加
わ
る
と
い
う
構
成
と
な
る
。

⑶

　一
方
行
為

一
方
行
為
と
は
、
上
述
の
よ
う
に
一
「
当
事
者
」
の
意
思
表
示
よ
り
成
立
す
る
法
律
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
16
）

。
通
常
一
個
の
意
思
表
示

よ
り
成
立
す
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
二
人
の
共
同
賃
借
人
が
解
約
の
申
込
み
を
な
す
場
合
に
は
、
二
個
の
意
思

表
示
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
「
當
事
者
ハ
一
ナ
リ
」（E

ine P
artei

）、
つ
ま
り
二
個
の
意
思
表
示
が
存
在
し
な
が
ら
「
当
事
者
」

）
五
五
二
一
（
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二
七
八

と
し
て
は
一
個
と
な
る
。
相
手
方
た
る
当
事
者
の
意
思
表
示
を
必
要
と
し
な
い
の
で
、
こ
の
共
同
賃
借
人
の
解
約
の
申
込
み
も
ま
た
一
方

行
為
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
さ
ら
に
、「
一
當
事
者
ノ
意
思
表
示
ノ
有
効
ナ
ル
カ
爲
ニ
他
ノ
補
充
的
意
思
表
示
（
17
）

ヲ
要
ス
ル
モ
亦
同
シ
（
18
）

」
で
あ

り
、
た
と
え
ば
未
成
年
者
が
解
約
申
入
れ
を
な
し
後
見
人
が
こ
れ
に
同
意
す
る
場
合
で
あ
る
。
二
つ
の
意
思
表
示
が
存
在
す
る
が
、
な
お

一
当
事
者
の
意
思
表
示
か
ら
な
る
法
律
行
為
で
あ
っ
て
、
一
方
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
方
行
為
で
あ
る
か
否
か
は
、「
當
事
者

（P
artei

）
ノ
數
」、
す
な
わ
ち
「
一
方
ノ
當
事
者
ヲ
要
ス
ル
ヤ
多
方
ノ
當
事
者
ヲ
要
ス
ル
ヤ
」
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、「
意

思
表
示
ノ
數
又
ハ
法
律
行
為
関
係
者
ノ
數
ニ
依
リ
（
19
）

」
決
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

⑷

　多
方
行
為

多
方
行
為
と
は
、「
二
又
ハ
二
以
上
ノ
當
事
者
ノ
意
思
表
示
ヨ
リ
成
ル
法
律
行
為
（
20
）

」
で
あ
り
、
多
方
行
為
は
「
今
日
ハ
通
常
之
ヲ
分
チ

テ
契
約
及
合
同
行
為
（V

ertrag u. G
esam

takt
）
ノ
二
種
ト
爲
ス
（
21
）

」。
以
降
、
契
約
は
二
つ
の
当
事
者
の
意
思
表
示
か
ら
成
立
す
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
合
同
行
為
の
分
析
に
移
行
す
る
。
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
中
に
、
契
約
に
も
合
同
行
為
に
も
属
さ
な
い
多
方

行
為
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
学
者
が
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
学
説
の
多
く
は
、
合
同
行
為
を
狭
く
解
し
て
、
後
に
岡

松
自
身
が
独
自
に
析
出
す
る
「
共
同
行
為
」
の
み
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
（
22
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
学
説
は
、
決
議
や
法

人
設
立
行
為
な
ど
を
合
同
行
為
で
は
な
い
多
方
行
為
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
岡
松
が
分
析
す
る
よ
う
に
合
同
行
為
の
観
念
を
正
当
に

定
め
る
と
き
は
、
み
な
こ
の
合
同
行
為
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
ほ
か
、
共
同
遺
言
は
二
つ
の
遺
言
の
合
併
で
あ
っ
て
、

特
殊
の
行
為
で
は
な
い
。
ま
た
コ
ー
ラ
ー
（K

ohler

）
が
挙
げ
る
多
方
行
為
と
す
る
種
々
の
行
為
は
こ
と
ご
と
く
契
約
で
あ
る
と
い
う
（
23
）

。

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
七
九

２
　
合
同
行
為
の
分
類

⑴

　三
つ
の
分
類

合
同
行
為
の
概
念
は
、
ド
イ
ツ
法
学
に
お
い
て
は
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
た
が
、
近
年
は
そ
の
不
当
な
拡
張
が
見
ら
れ
る

と
し
て
、
岡
松
自
身
は
さ
ら
に
検
討
を
加
え
、
以
下
の
四
種
類
に
分
類
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
い
う
。

㈠
　
集
合
行
為

複
数
の
当
事
者
が
「
内
容
ヲ
同
フ
ス
ル
集
合
的
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
場
合
（
24
）

」
で
あ
り
、
決
議
（B

eschluss

）
と
選
挙
（W

ahl

）
が
こ
れ
に

属
す
る
。

㈡
　
結
合
行
為

複
数
の
当
事
者
が
「
内
容
ヲ
同
フ
ス
ル
竝
行
的
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
場
合
（
25
）

」
で
あ
り
、
法
人
や
団
体
の
設
立
行
為
が
こ
れ
に
属
す
る
。

㈢
　
共
同
行
為

数
人
が
一
当
事
者
と
し
て
「
内
容
ヲ
同
フ
ス
ル
數
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
場
合
（
26
）

」
で
あ
り
、
共
有
者
が
共
同
に
地
役
権
を
設
定
し
、
契
約
の

一
方
の
当
事
者
た
る
数
人
が
共
同
に
解
約
申
入
を
な
す
場
合
を
い
う
。

㈣
　
同
意
行
為

一
人
の
意
思
表
示
に
他
の
一
人
が
同
意
を
な
す
場
合
で
あ
り
、
未
成
年
者
の
意
思
表
示
に
後
見
人
が
同
意
を
な
し
、
代
理
人
の
権
限
超

越
の
行
為
を
本
人
が
追
認
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
同
意
行
為
で
あ
る
。

）
五
五
一
五
（
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二
八
〇

以
上
の
四
種
類
の
行
為
の
中
で
、
㈠
の
集
合
行
為
と
㈡
の
結
合
行
為
は
真
の
合
同
行
為
で
あ
る
が
、
㈢
の
共
同
行
為
と
㈣
の
同
意
行
為

は
合
同
行
為
の
中
に
入
る
資
格
が
あ
る
か
は
疑
問
が
あ
り
、
検
討
の
結
果
後
述
の
よ
う
に
岡
松
は
合
同
行
為
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
後
の
わ
が
国
の
批
判
の
中
で
、
岡
松
の
除
外
し
た
㈢
と
㈣
の
類
型
を
対
象
に
し
た
も
の
は
、
岡
松
合
同
行
為
論

に
は
妥
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

⑵

　各
種
の
分
類
に
つ
い
て

ア
　
㈢
の
共
同
行
為
に
つ
い
て
は
、
数
人
が
一
当
事
者
と
し
て
共
同
的
意
思
表
示
を
な
す
場
合
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
共
有
者
の

地
役
権
設
定
、
数
人
の
共
同
賃
借
人
の
解
約
申
入
れ
、
会
社
の
複
数
の
取
締
役
が
共
同
し
て
法
律
行
為
を
な
す
場
合
な
ど
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
共
同
的
意
思
表
示
を
な
す
場
合
を
合
同
行
為
と
し
て
認
め
る
学
説
は
、
こ
れ
を
法
律
行
為
の
一
種
と
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
共
同
行
為
は
契
約
で
は
な
い
。
共
同
行
為
の
場
合
、
法
律
行
為
に
関
与
す
る
者
が
数
人
い
て
数
個
の
意

思
表
示
が
あ
り
、
そ
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
法
律
上
の
効
果
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
に
き
わ
め
て
類
似
す
る
が
、
契
約
は
こ
れ

と
異
な
る
。
契
約
の
場
合
、「
其
數
人
ノ
關
與
者
ハ
異
ナ
リ
タ
ル
相
對
立
ス
ル
當
事
者
タ
ル
身
分
ヲ
有
シ
且
其
意
思
表
示
ハ
相
互
ニ
對
シ

テ
爲
サ
レ
又
其
意
思
表
示
ハ
數
人
ニ
對
シ
各
異
ナ
リ
タ
ル
意
義
（B

edeutung

）
ヲ
有
ス
（
27
）

」。
た
と
え
ば
、
一
方
は
か
な
り
高
く
売
ろ
う
と

欲
し
、
多
方
は
か
な
り
安
く
買
わ
ん
と
欲
す
る
よ
う
な
も
の
を
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
行
為
の
場
合
は
、
そ
の
数
人
の
関
与
者
は
「
相
合
シ
テ
一
方
ノ
當
事
者
ヲ
成
シ
即
數
人
ハ
共
同
當
事
者

P
arteigenossen

ナ
リ
（
28
）

」、
か
つ
そ
の
意
思
表
示
は
並
行
的
に
な
さ
れ
、
ま
た
各
人
の
意
思
表
示
は
各
人
に
対
し
同
一
の
意
義
を
有
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同
行
為
は
契
約
と
は
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

）
五
五
一
五
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
八
一

そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
共
同
行
為
を
契
約
と
対
立
す
る
よ
う
な
法
律
行
為
の
一
分
類
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
数
人
が

数
個
の
意
思
表
示
を
な
し
て
相
互
に
協
力
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
な
ん
ら
特
別
の
効
果
を
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
同
一
の

法
律
行
為
は
、
数
人
が
共
同
し
て
な
そ
う
が
、
一
人
が
こ
れ
を
な
そ
う
が
、
そ
の
効
果
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
い

わ
ゆ
る
共
同
行
為
な
る
も
の
は
法
律
行
為
の
種
類
で
は
な
く
、
意
思
表
示
の
一
方
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
共
同

行
為
ナ
ル
モ
ノ
ハ
契
約
ノ
如
ク
一
ノ
法
律
行
為
ヲ
成
ス
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
単
純
ナ
ル
一
法
律
事
實
ト
シ
テ
法
律
行
為
ノ
一
構
成
部
分
ヲ
成
ス

ニ
過
キ
ス
（
29
）

」。
先
の
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
数
人
の
共
同
賃
借
人
の
解
約
申
入
れ
は
一
方
行
為
の
場
合
に
お
け
る
共
同
行
為
で
あ
り
、
数

人
が
共
同
し
て
な
す
申
込
み
は
契
約
の
場
合
に
お
け
る
共
同
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
合
同
行
為
の
場
合
に
も
共
同
行
為
が
生
ず
る
こ
と

は
あ
る
。
株
式
の
共
有
者
が
株
主
総
会
決
議
に
加
入
す
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
意
思
表
示
の
一
方
法
で
あ
る
か
ら
、
共
同
行
為
は
各
種
の
法
律
行
為
に
お
い
て
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ

れ
自
体
が
「
特
種
ノ
法
律
行
為
（
30
）

」
を
な
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
当
事
者
と
い
う
概
念
を
用
い
る
な
ら
ば
、
岡
松
に
よ
れ
ば
、
法

律
行
為
は
「
其
當
事
者
カ
單
一
ノ
人
ヨ
リ
成
ル
場
合
ニ
ハ
單
獨
的
意
思
表
示
ヲ
含
ミ
其
當
事
者
カ
數
人
ヨ
リ
成
ル
場
合
ニ
ハ
共
同
的
意
思

表
示
ヲ
含
ム
モ
ノ
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
共
同
行
為
な
る
概
念
は
法
律
行
為
か
ら
も
合
同
行
為
か
ら
も
除
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
上
記
の
論
旨
の
展
開
は
ク
ン
ツ
ェ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ク
ン
ツ
ェ
以
降
の
ド
イ
ツ
の
諸
学
説
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
は
引
用
文
献
か
ら
確
認
で
き
る
（
31
）

。

他
方
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
合
同
行
為
を
共
同
行
為
の
み
に
限
る
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
合
同
行
為
も
共
同
行
為
と
同

じ
性
質
の
も
の
と
し
て
、
ま
た
合
同
行
為
は
す
べ
て
法
律
行
為
で
は
な
い
と
し
て
、
合
同
行
為
の
観
念
を
排
斥
す
る
に
至
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
適
切
で
は
な
い
。
共
同
行
為
と
は
ま
っ
た
く
性
質
を
異
に
す
る
、
特
種
の
法
律
行
為
た
る
性
質
を
有
す
る
集
合
行
為
と
結
合
行
為

）
五
五
一
一
（
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二
八
二

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
　
同
意
行
為
に
つ
い
て

同
意
行
為
は
、「
數
人
カ
主
タ
ル
關
係
者
及
従
タ
ル
關
係
者
ト
シ
テ
一
法
律
行
爲
ニ
共
力
ス
ル
場
合
ニ
シ
テ
法
律
上
一
人
ノ
行
爲
ニ
依

リ
テ
ハ
完
全
ナ
ル
効
果
ヲ
生
ス
ル
能
ハ
サ
ル
カ
爲
ニ
他
ノ
人
格
ノ
共
力
的
行
爲
ヲ
要
ス
ル
場
合
ニ
生
ス
ル
（
32
）

」
も
の
で
、
同
意
、
追
認
、
承

認
等
の
場
合
を
い
う
。

岡
松
は
、
同
意
行
為
が
契
約
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
特
種
の
法
律
行
為
と
し
て
合
同
行
為
の
中
に
入
れ
る
こ
と

は
誤
り
だ
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
合
同
行
為
で
あ
る
た
め
に
は
「
數
當
事
者
ア
リ
テ
其
當
事
者
ノ
同
一
内
容
ヲ
有
ス
ル
竝
行
的
意
思
表

示
ノ
合
致
ニ
因
リ
テ
法
律
上
ノ
効
果
ヲ
生
ス
ル
場
合
（
33
）

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
同
意
の
場
合
に
は
、
第
一
に
法
律
行
為
の

当
事
者
た
る
も
の
は
主
た
る
関
係
者
（
た
と
え
ば
未
成
年
者
）
一
人
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
結
局
そ
の
者
の
行
為
で
あ
っ
て
、
同
意
者
（
た

と
え
ば
後
見
人
）
は
そ
の
法
律
行
為
の
当
事
者
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
独
立
し
た
同
意
な
る
行
為
の
当
事
者
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
同

意
の
意
思
表
示
は
、
多
く
は
主
た
る
関
係
者
に
対
し
て
な
さ
れ
、
相
手
方
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
各
自
の
意

思
表
示
は
並
行
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
追
認
の
場
合
の
よ
う
に
、
同
意
の
意
思
表
示
が
相
手
方
に
対
し
て
な
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
各
自
の
意
思
表
示
は
並
行
的
に
な
さ
れ
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
同
一
で
は
な
い
。

一
つ
は
法
律
行
為
を
な
す
意
思
表
示
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
こ
の
法
律
行
為
を
な
す
こ
と
を
是
認
す
る
意
思
表
示
で
あ
る
。
第
三
に
、

同
意
の
場
合
に
は
意
思
表
示
の
合
致
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
な
い
。
内
容
を
異
に
す
る
意
思
表
示
が
合
致
を
生
ず
べ
き
理
由
は
な
い
。

た
だ
、
一
つ
の
意
思
表
示
が
他
の
意
思
表
示
を
補
充
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
八
三

要
す
る
に
、
同
意
行
為
の
場
合
に
は
、
主
た
る
法
律
行
為
と
同
意
と
い
う
法
律
行
為
と
の
二
個
の
独
立
し
た
法
律
行
為
が
存
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、「
數
個
ノ
意
思
表
示
ヨ
リ
成
ル
特
種
ノ
法
律
行
爲
ア
ル
ニ
ア
ラ
ス
（
34
）

」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
合
同
行
為
の
中
に
入
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
。

ウ
　
合
同
行
為
の
性
質

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
共
同
行
為
や
同
意
行
為
を
も
合
同
行
為
と
し
て
き
た
学
説
を
批
判
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
合
同
行
為
か
ら
除
き
、

上
述
の
㈠
集
合
行
為
と
㈡
結
合
行
為
が
合
同
行
為
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
合
同
行
為
が
契
約
と
異
な
る
点
、
お
よ
び
一
方
的
意
思
表

示
と
異
な
る
点
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
岡
松
は
各
学
説
に
応
接
し
て
細
か
く
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
の
視
点
と
の
関
係
で
そ
の
点
は
割
愛

す
る
。
そ
し
て
契
約
と
の
真
の
区
別
の
標
準
を
以
下
の
二
点
に
求
め
る
。

１
）
団
体
関
係
に
お
い
て

契
約
に
お
い
て
は
、「
意
思
表
示
ハ
數
人
格
（M

ehrere Individualien

）
ノ
事
務
ニ
關
ス
」
る
が
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
「
意
思
表
示

ハ
一
團
體
ノ
事
務
ニ
關
ス
」
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
い
う
団
体
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
法
人
に
限
ら
ず
、
組
合
た
る
こ
と
が
あ
り
、
法
人
格

な
き
社
団
た
る
こ
と
が
あ
る
。「
是
合
同
行
為
ハ
團
體
關
係
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
生
セ
サ
ル
所
以
ナ
リ
（
35
）

」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
団
体
関
係
の

存
否
は
契
約
と
合
同
行
為
と
を
区
別
す
る
重
要
な
標
準
と
さ
れ
る
。

）
五
五
一
二
（
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二
八
四

２
）
意
思
表
示
の
交
換
と
合
同

契
約
に
お
い
て
は
、「
意
思
表
示
ノ
交
換
（A

ustausch

）
ヲ
目
的
ト
ス
（
36
）

」。
そ
れ
ゆ
え
に
「
各
當
事
者
ハ
相
對
立
シ
其
爲
ス
意
思
表
示
ハ

相
對
向
ス
（E

ntgegengesetzte W
. E

. （
37
）

）」。
す
な
わ
ち
、
そ
の
目
的
は
意
思
表
示
を
交
換
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
各
当
事
者
は
相
互
に

対
立
し
、
そ
の
当
事
者
が
な
す
意
思
表
示
は
相
互
に
対
向
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
、「
意
思
表
示
ノ
合
同
（Z

usam
m

entreffen

）
ヲ
目
的
ト
ス
（
38
）

」。
そ
れ
ゆ
え
に
「
各
當
事
者
ハ

相
竝
立
シ
其
爲
ス
所
ノ
意
思
表
示
ハ
相
幷
行
ス
（P

arallele W
. E

.

）。
す
な
わ
ち
、
そ
の
目
的
は
合
同
（zusam

m
entreffen

）
に
あ
る
か
ら
、

各
当
事
者
が
相
互
に
並
立
し
て
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
な
す
意
思
表
示
を
相
互
に
並
行
し
て
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

zusam
m

entreffen

を
「
合
同
」
と
す
る
訳
語
に
つ
い
て
は
、zusam

m
entreffen

の
語
義
がsich treffen

で
あ
る
（
39
）

か
ら
、
人
に
た
と
え

て
「
あ
る
場
所
で
同
時
に
会
う
」、
あ
る
い
は
人
で
は
な
く
「
一
つ
に
合
わ
せ
る
こ
と
」
と
い
う
語
義
も
見
ら
れ
る
の
で
、「
合
同
」
と
い

う
訳
語
で
適
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
岡
松
は
、
契
約
と
合
同
行
為
と
は
、
団
体
関
係
の
存
否
に
加
え
、
当
事
者
の
立
場
、
お
よ
び
意
思
表
示
の
三
点
に
お
い
て

差
異
が
あ
る
と
い
う
。

こ
の
結
果
と
し
て
、
契
約
に
お
い
て
は
本
来
意
思
表
示
の
交
換
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
双
方
の
意
思
表
示
（
申
込
み
と
承
諾
）
は
原
則

と
し
て
時
を
異
に
す
べ
き
で
あ
る
一
方
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
本
来
意
思
表
示
の
合
同
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
当
事
者
の
意
思
表
示
は

原
則
と
し
て
同
時
に
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
岡
松
は
意
思
表
示
の
同
時
性
の
存
否
を
両
者
の
差
異
に
挙
げ
る
。
も
ち
ろ

ん
い
ず
れ
に
お
い
て
も
常
に
同
時
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
な
く
、
個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
は
時
間
差
も
生
じ
る
こ
と
は
認
め
つ

つ
、
し
た
が
っ
て
原
則
的
な
差
異
に
止
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
40
）

。
こ
れ
を
上
記
の
三
点
に
加
え
、
四
点
目
め
の
差
異
と
す
る
こ
と
が
で

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
八
五

き
る
。

３
）
一
方
的
意
思
表
示
の
集
合
と
の
区
別

契
約
で
は
な
い
と
さ
れ
る
合
同
行
為
は
、
そ
れ
で
も
結
局
は
一
方
的
意
思
表
示
の
集
合
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
合
同
行
為
に
お
け
る
各
意
思
表
示
は
そ
れ
が
独
立
し
て
は
何
ら
効
果
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
各
意
思
表
示
が
そ
れ
自

体
独
立
し
て
一
つ
の
法
律
行
為
を
な
す
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
が
集
合
し
て
な
さ
れ
た
一
方
的
意
思
表
示
と
の
違
い
で
あ
り
、
ま
た

同
意
の
場
合
の
よ
う
に
独
立
し
た
法
律
行
為
の
集
合
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
結
局
は
各
意
思
表
示
が
合
同
し
て
一
つ
の
法
律
行
為
を

な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
共
同
行
為
に
お
い
て
は
、
そ
の
複
数
の
関
与
者
は
「
相
合
シ
テ
一
方
ノ
當
事
者
ヲ
成
」
す
共
同
当
事
者
で
あ
っ
て
、
そ
こ

で
各
自
が
一
方
的
意
思
表
示
を
な
し
た
場
合
、
あ
た
か
も
合
同
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
ク
ン
ツ
ェ
の
よ
う
に
実
際

そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
学
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
一
方
的
意
思
表
示
の
単
純
な
集
合
で
は
な
く
、
集
合
行
為
で
あ
る
決
議
や
、

結
合
行
為
で
あ
る
団
体
設
立
行
為
と
い
う
合
同
行
為
で
は
、「
各
人
カ
獨
立
ノ
當
事
者
ト
シ
テ
獨
立
ナ
ル
數
箇
ノ
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
コ
ト

ヲ
要
素
（
41
）

」
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
合
同
に
よ
り
特
別
の
効
果
を
生
じ
、
そ
れ
ゆ
え
に
特
種
の
法
律
行
為
と
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
す

る
。エ

　
集
合
行
為

合
同
行
為
と
さ
れ
る
集
合
行
為
の
具
体
例
と
し
て
、
岡
松
は
決
議
と
選
挙
を
挙
げ
る
。
決
議
は
、
古
く
は
契
約
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る

）
五
五
一
一
（
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が
、
今
で
は
「
契
約
ヲ
離
レ
一
種
ノ
法
律
行
爲
ヲ
爲
ス
コ
ト
ハ
多
少
ノ
異
論
ナ
キ
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
今
日
ニ
於
テ
ハ
一
般
ニ
是
認
セ
ラ
ル
ル

モ
ノ
」
と
さ
れ
る
（
42
）

。
た
だ
し
、
法
律
行
為
で
な
い
決
議
も
あ
る
が
、
法
律
行
為
と
さ
れ
る
決
議
に
限
定
さ
れ
る
（
43
）

。

選
挙
が
合
同
行
為
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
言
明
す
る
学
者
は
少
な
い
が
、
法
律
行
為
た
る
選
挙
は
結
局
選
挙
と
い
う
決
議
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
決
議
の
一
種
で
あ
り
、
合
同
行
為
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
44
）

。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
法
律
行
為
と
さ
れ
る
選
挙
に

限
定
さ
れ
る
。

オ
　
結
合
行
為

合
同
行
為
と
さ
れ
る
結
合
行
為
の
例
は
、
団
体
設
立
行
為
で
あ
る
。
決
議
は
前
述
の
通
り
一
般
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、

結
合
行
為
、
こ
と
に
法
人
設
立
行
為
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
法
律
行
為
で
な
い
と
し
、
あ
る
い
は
契
約
と
同

視
す
る
立
場
も
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
決
議
と
同
視
す
る
者
も
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
結
合
行
為
は
一
種
の
合
同
行
為
で
あ

り
、
か
つ
集
合
行
為
た
る
決
議
と
も
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
と
い
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
決
議
と
設
立
行
為
と
が
同
時
に
生
ず
る
こ
と

が
あ
り
う
る
が
、「
内
部
ニ
於
ケ
ル
決
議
ト
外
部
ニ
對
ス
ル
設
立
行
爲
ト
ハ
尚
觀
念
上
之
ヲ
區
別
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
（
45
）

」
と
い
う
。

ま
た
結
合
行
為
を
共
同
行
為
と
同
視
す
る
者
も
い
る
が
、
共
同
行
為
は
数
人
が
一
当
事
者
と
し
て
な
す
意
思
表
示
で
あ
っ
て
、
結
合
行

為
は
、
集
合
行
為
と
同
様
に
、「
數
多
ノ
當
事
者
ト
シ
テ
爲
ス
意
思
表
示
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
差
異
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
当

事
者
が
多
数
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
当
事
者
で
は
な
い
。

設
立
行
為
は
、
か
つ
て
は
契
約
あ
る
い
は
債
権
契
約
と
同
視
し
た
が
、
ギ
ー
ル
ケ
な
ど
に
よ
り
契
約
で
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
賛
同

も
得
て
今
日
で
は
一
般
に
債
権
契
約
で
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
な
お
近
時
で
は
一
種
の
契
約
で
あ
る
と
の
主
張
を
す
る

）
五
五
一
一
（
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者
（
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
（
46
）

）
も
い
る
が
、
契
約
説
を
と
る
彼
も
決
議
は
議
長
に
対
し
意
思
表
示
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
合
同
行
為
で
あ

る
と
す
る
。
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
自
身
は
、
設
立
行
為
は
な
お
相
互
に
意
思
表
示
を
交
換
し
、
意
思
の
合
致
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

契
約
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
設
立
行
為
は
、
組
合
ま
た
は
法
人
格
な
き
社
団
の
場
合
に
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
団

体
は
契
約
法
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
設
立
行
為
も
ま
た
契
約
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
。
法
人
設
立
行
為
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
論
し
て
、
岡
松
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

第
一
に
、
設
立
行
為
の
意
思
表
示
は
必
ず
し
も
相
手
方
に
対
し
て
な
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
受

領
を
要
し
な
い
意
思
表
示
と
み
れ
ば
足
り
る
。
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
は
か
よ
う
な
も
の
は
事
実
に
反
す
る
と
い
う
が
、
な
に
ゆ
え
事
実
に

反
す
る
か
は
知
り
得
な
い
。
か
つ
財
団
法
人
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
受
領
を
要
し
な
い
意
思
表
示
が
存
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。

第
二
に
、
組
合
ま
た
は
法
人
格
な
き
社
団
の
場
合
に
も
設
立
行
為
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
組
合
契
約
と
設
立
行
為
と
は
区
別

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
通
常
、
形
の
上
に
お
い
て
組
合
契
約
の
中
に
設
立
行
為
が
含
ま
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
設
立
行
為
そ
の
も
の
が

契
約
な
の
で
は
な
い
、
と
。

第
三
に
、
設
立
行
為
を
も
っ
て
契
約
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
員
の
入
会
ま
た
は
退
会
の
よ
う
な
も
の
も
ま
た
契
約
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
し
か
し
入
会
、
退
会
は
一
方
行
為
を
も
っ
て
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
（
47
）

。

カ
　
集
合
行
為
と
結
合
行
為
と
の
区
別

以
上
の
所
論
を
通
じ
て
集
合
行
為
と
結
合
行
為
を
説
明
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
両
者
の
区
別
、
差
異
に
岡
松
は
言
及
す
る
。

集
合
行
為
（
決
議
・
選
挙
）
は
「
内
容
ヲ
同
一
ニ
ス
ル
數
當
事
者
ノ
集
合
的
意
思
表
示
」
に
し
て
、
結
合
行
為
（
設
立
行
為
）
は
「
内
容

）
五
五
一
一
（
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ヲ
同
一
ニ
ス
ル
數
當
事
者
ノ
竝
行
的
意
思
表
示
ナ
リ
」。「
數
當
事
者
」
と
は
複
数
の
当
事
者
の
こ
と
を
い
う
で
あ
ろ
う
か
ら
、
両
者
は
集

合
的
か
、
並
行
的
か
の
違
い
は
あ
れ
、
複
数
の
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
内
容
が
同
一
の
意
思
表
示
と
い
う
こ
と
か
ら
合
同
行
為
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
を
称
し
て
、「
共
ニ
多
數
ノ
併
行
的
意
思
表
示
ノ
融
合
（V
erschm

elzung

）
ニ
因
リ
法
律
上
ノ
効
力
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
」、
こ

の
点
に
お
い
て
両
者
は
異
な
る
点
は
な
い
が
、
結
合
行
為
（
設
立
行
為
）
に
お
い
て
は
各
意
思
表
示
は
「
融
合
ス
ル
モ
其
獨
立
ヲ
失
ハ
ス
」、

こ
れ
に
反
し
て
集
合
行
為
（
決
議
・
選
挙
）
に
お
い
て
は
「
融
合
セ
ル
意
思
表
示
ハ
皆
其
獨
立
ヲ
失
ヒ
將
來
唯
集
合
的
意
思
表
示

（G
esam

tw
illenserklärung

）
ト
シ
テ
其
存
在
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
（
48
）

」
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
結
合
行
為
に
お
い
て
は
必
ず
全
員
の
意
思
表
示
が

あ
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
後
よ
り
そ
の
集
合
し
た
意
思
表
示
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
必
ず
全
員
の
意
思
表
示
が
あ
る
こ
と
を

要
す
る
と
い
う
の
は
、
意
思
表
示
を
な
す
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
合
同
行
為
の
効
果
を
受
け
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
（
49
）

。
そ
し

て
、
後
よ
り
そ
の
集
合
し
た
意
思
表
示
に
加
入
す
る
と
は
、
後
に
な
っ
て
前
の
設
立
行
為
に
社
員
は
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
い
い
、

こ
こ
で
は
並
行
的
意
思
表
示
に
新
た
な
る
一
方
の
意
思
表
示
を
付
加
す
る
こ
と
を
い
う
（
50
）

。

こ
れ
に
反
し
て
、
集
合
行
為
に
お
い
て
は
、
多
数
決
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
後
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ

ち
集
合
行
為
に
お
け
る
意
思
表
示
は
「
時
ヲ
異
ニ
シ
テ
爲
サ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
（
51
）

」、
す
な
わ
ち
同
時
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
決
議
に
関
し
て
は
意
思
決
定
の
方
法
に
つ
い
て
な
お
議
論
が
あ
る
と
い
う
。
と
く
に
、
多
数
決
か
全
員
一
致
か
で
あ
り
、

こ
の
点
岡
松
は
、
合
同
行
為
す
な
わ
ち
決
議
に
お
い
て
多
数
決
を
採
る
場
合
、
決
議
は
そ
の
多
数
者
間
の
み
に
成
立
す
る
の
か
、
全
員
の

決
議
が
成
立
す
る
の
か
は
「
困
難
ナ
ル
問
題
ナ
リ
」
と
い
う
。
一
部
学
説
を
引
用
し
て
、
多
数
者
間
に
決
議
が
成
立
す
る
と
き
は
、
法
規

に
よ
り
全
体
の
決
議
と
看
做
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

）
五
五
一
一
（
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　合
同
行
為
の
価
値
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
な
分
析
を
経
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
を
検
討
し
た
結
果
、
岡
松
は
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
合
同
行
為
を
四
種
類
に

分
類
し
、
共
同
行
為
と
同
意
行
為
と
を
合
同
行
為
か
ら
除
外
し
、
残
る
集
合
行
為
と
結
合
行
為
の
二
つ
を
真
の
合
同
行
為
と
し
て
承
認
す

る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
も
な
お
批
判
は
あ
る
が
、
岡
松
は
同
論
文
の
各
所
で
反
論
し
て
、
そ
の
結
果
、
当
時
の
法

学
に
お
い
て
合
同
行
為
の
観
念
は
も
は
や
動
か
す
こ
と
は
で
き
ず
、
重
要
な
観
念
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
法
学
上
の
価
値
に
至
っ
て
は
「
從
來
頗
過
重
視
サ
レ
タ
ル
ノ
観
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
（
52
）

」
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
合

同
行
為
に
属
す
べ
き
法
律
行
為
の
数
に
い
た
っ
て
は
、
わ
が
法
典
、
近
世
諸
国
の
法
典
の
上
に
お
い
て
、
集
合
行
為
と
し
て
決
議
（
選
挙

を
含
む
）
と
、
結
合
行
為
と
し
て
団
体
設
立
行
為
が
あ
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
「
法
律
上
ノ
取
扱
及
之
ニ
適
用
ス
ヘ

キ
法
規
ニ
至
リ
テ
モ
契
約
ト
大
差
ナ
ク
（
例
へ
ハ
能
力
、
意
思
表
示
等
ニ
付
キ
）
法
學
上
此
観
念
カ
幾
何
ノ
価
値
ア
ル
カ
ハ
一
疑
問
タ
ラ
ス

ン
ハ
ア
ラ
ス
（
53
）

」
と
し
て
い
る
。

三
　
岡
松
合
同
行
為
論
の
評
価

以
上
の
よ
う
に
、
岡
松
は
、
提
唱
者
と
目
さ
れ
る
ク
ン
ツ
ェ
の
み
な
ら
ず
以
降
の
学
説
を
も
渉
猟
し
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在

か
ら
見
れ
ば
そ
の
所
論
は
概
念
分
析
に
終
始
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
し
か
し
意
思
表
示
あ
る
い
は
法
律
行
為
と
い
う

概
念
そ
の
も
の
が
、
ま
だ
当
時
の
学
会
や
裁
判
実
務
に
必
ず
し
も
十
分
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
時
代
に
お
い
て
は
、
概
念
分

析
そ
れ
自
体
で
す
で
に
重
要
か
つ
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
評
価
す
べ
き
は
、
合
同
行
為
概

）
五
五
一
五
（
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念
を
さ
ら
に
細
分
化
し
、
再
分
類
を
し
て
集
合
行
為
、
結
合
行
為
、
共
同
行
為
、
お
よ
び
同
意
行
為
の
四
つ
の
下
位
の
分
類
を
立
て
、
そ

こ
か
ら
決
議
と
団
体
設
立
行
為
と
い
う
、
彼
の
い
う
「
真
の
」
合
同
行
為
を
析
出
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
概
念
の
細
分

化
・
再
分
類
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
合
同
概
念
の
再
定
義
と
い
う
視
点
か
ら
み
て
評
価
に
値
す
る
作
業
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ク
ン
ツ
ェ
の
論

文
は
、
そ
の
後
わ
が
国
で
も
少
な
か
ら
ぬ
批
判
を
受
け
て
き
た
。
こ
れ
を
最
初
に
紹
介
し
た
志
田
で
す
ら
、
ク
ン
ツ
ェ
の
合
同
行
為
概
念

が
法
学
上
に
「
非
常
ナ
貢
獻
」
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
疑
問
も
提
起
し
て
「
是
カ
ラ
先
ノ
學
者
ガ
ソ
レ
ヲ
唱
ヘ
テ
行

ク
ト
云
フ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
（
54
）

」
と
断
じ
て
い
る
。
後
に
、
岡
松
・
法
律
行
為
論
を
好
意
的
に
引
用
し
た
安
田
も
、「
彼
［
ク

ン
ツ
ェ－

筆
者
注
］
の
合
同
行
爲
論
は
、
徒
ら
に
霞
の
如
き
幻
影
を
追
ひ
て
徒
ら
に
右
往
左
往
し
、
遂
に
明
確
な
る
結
論
を
捉
ふ
る
事
能

は
ざ
る
事
を
明
白
に
曝
露
す
る
拙
作
な
り
（
55
）

」
と
酷
評
す
る
。

し
か
し
、
岡
松
自
身
は
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ら
の
批
判
が
あ
り
う
る
こ
と
は
理
解
し
つ
つ
、
な
お
合
同
行
為
概
念
を
以
上
の
四
種
類
に
細

分
化
・
再
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ク
ン
ツ
ェ
に
の
み
と
ら
わ
れ
ず
、
子
細
に
諸
学
説
も
含
め
て
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
以
下
の
点
に
絞
っ
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

１
　
集
合
行
為
と
し
て
の
決
議
に
つ
い
て

共
同
行
為
の
分
類
に
は
、
共
有
者
が
共
同
し
て
設
定
す
る
地
役
権
（
複
数
人
に
よ
る
地
役
権
の
共
同
設
定
）、
複
数
賃
借
人
が
共
同
し
て
な

す
解
約
申
入
れ
（
複
数
人
に
よ
る
賃
貸
借
の
解
約
申
入
れ
）
が
そ
れ
に
属
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
数
人
が
一
個
の
当
事
者
と
し
て
「
内
容

ヲ
同
フ
ス
ル
數
意
思
表
示
ヲ
爲
ス
場
合
」、
換
言
す
れ
ば
「
一
個
の
当
事
者
と
し
て
の
複
数
人
の
な
す
同
一
内
容
の
意
思
表
示
」
と
い
え

る
。
複
数
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
意
思
表
示
を
な
し
て
い
て
も
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
一
個
の
当
事
者
た
る
地
位
を
有
し
、
意
思
表
示

）
五
五
一
五
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
九
一

が
同
一
内
容
で
あ
れ
ば
、
共
同
行
為
の
分
類
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
岡
松
・
法
律
行
為
論
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
合
同
行
為
で
は
な
い
。

通
常
の
契
約
法
理
、
意
思
表
示
・
法
律
行
為
論
で
対
応
で
き
る
範
囲
内
に
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
地
役
権
の
共
同
設
定
者
も
、
解
約
申
入
れ
を
な
す
共
同
賃
借
人
も
、
他
の
社
団
設
立
行
為
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
な

ん
ら
か
の
団
体
な
い
し
組
織
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
前
提
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
共
同
行
為
を
な
す
複
数
人
に
つ

い
て
は
、
ま
と
ま
っ
て
一
個
の
当
事
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
岡
松
に
よ
れ
ば
真
の
合
同
行
為
の
関
係
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
決
議
や
選
挙
が
属
す
る
集
合
行
為
は
真
の
合
同
行
為
で
あ
っ
て
、
単
独
行
為
（
一
方
行
為
）
や
契
約
（
双
方
行
為
）
と
異
な
る
。
と

は
い
え
、
共
同
行
為
は
想
定
さ
れ
る
事
例
が
多
い
。
地
役
権
の
ほ
か
に
も
他
の
物
権
の
設
定
が
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
賃
借
人
以
外
で
も

契
約
当
事
者
が
複
数
存
在
す
る
場
合
は
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
集
合
行
為
は
対
象
が
決
議
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
後
の
ド
イ
ツ
の
体
系
書
や
教
科
書
さ
ら
に
は
論
文
な
ど

が
「
合
同
行
為
と
し
て
の
」
決
議
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
端
的
に
決
議
そ
の
も
の
と
し
て
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
自
然
な
流

れ
と
も
い
え
る
（
56
）

。
ま
た
決
議
の
み
で
あ
れ
ば
集
合
行
為
な
る
概
念
も
屋
上
屋
を
架
す
よ
う
な
も
の
で
不
要
と
な
ろ
う
。
岡
松
自
身
、
こ
の

集
合
行
為
概
念
を
立
て
た
の
は
、
他
の
共
同
行
為
の
分
類
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
、
集
合
行
為
で
は
、
共
同
行
為
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
当
事
者
論
は
な
い
。
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
当
事
者
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
場
合
に
は
各
人
を
ま
と
め
て
一
つ
の
当
事
者
に
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　
団
体
な
い
し
組
織
の
存
在

団
体
の
設
立
行
為
が
属
す
る
結
合
行
為
で
は
、
同
一
内
容
の
並
行
的
意
思
表
示
を
な
す
場
合
と
な
る
。
契
約
と
区
別
さ
れ
る
の
は
そ
こ

）
五
五
一
一
（
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に
何
ら
か
の
団
体
（
あ
る
い
は
組
織
）
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
か
か
る
合
同
行
為
は
団
体
関
係
で
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
。
こ
の
団
体
関

係
と
は
、
設
立
目
的
と
さ
れ
る
団
体
の
こ
と
で
は
な
く
、
意
思
表
示
を
な
す
複
数
の
人
々
の
関
係
を
指
し
て
い
る
。
意
思
表
示
を
な
す
者

達
に
何
ら
か
の
団
体
な
い
し
組
織
の
関
係
が
あ
り
、
そ
の
上
で
同
一
内
容
の
並
行
的
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
団
体
や
組
織

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
意
思
表
示
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
後
の
わ
が
国
の
学
説
は
、
合
同
行
為
が
「
方
向
を
同
じ
く
す

る
」
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致
と
い
い
、
契
約
が
「
対
立
す
る
」
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致
と
対
比
す
る
の
が
主
流
（
57
）

で
あ
る

が
、
そ
の
際
に
は
も
っ
ぱ
ら
意
思
表
示
の
次
元
で
の
み
対
比
し
て
い
て
、
団
体
や
組
織
と
の
関
係
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
、
合
同
行
為
当
事
者
は
共
同
の
目
的
を
め
ざ
し
て
協
力
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
は
さ
れ
て
い
る
が
、
団
体
や
組

織
と
の
関
連
性
は
な
お
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
58
）

。
鳩
山
に
至
っ
て
は
、
契
約
で
は
「
獨
立
セ
ル
二
個
以
上
ノ
目
的
ア
リ
」、
合
同
行
為
で

は
「
共
同
セ
ル
一
ノ
目
的
ア
ル
ニ
止
マ
ル
（
59
）

」
と
し
て
団
体
・
組
織
の
関
係
性
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
。
同
一
内
容
の
並
行
的
意
思
表
示
を
な

す
者
の
間
の
、
団
体
な
い
し
組
織
の
存
在
と
い
う
岡
松
の
指
摘
は
、
通
説
を
形
成
し
た
と
さ
れ
る
鳩
山
以
降
は
実
際
に
は
希
薄
化
し
た
の

で
は
な
い
か
。

３
　
意
思
表
示
の
方
向
と
比
喩

そ
し
て
「
方
向
を
同
じ
く
す
る
」
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致
（
合
同
行
為
）
と
、「
対
立
す
る
」
二
個
以
上
の
意
思
表
示
の
合
致

（
契
約
）
と
対
比
さ
れ
た
点
が
、
後
に
鳩
山
に
よ
り
前
者
が
「
並
行
合
流
」、
後
者
が
「
交
錯
合
致
」
な
ど
の
対
比
に
展
開
さ
れ
る
（
60
）

に
至
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
対
比
が
「
一
種
の
比
喩
な
い
し
文
学
的
描
写
」
に
過
ぎ
な
い
と
評
さ
れ
（
61
）

、「
数
個
の
意
思
表
示
の
『
方
向
』
の
ち
が
い
、

つ
ま
り
『
交
錯
型
』
か
『
平
行
型
』
か
と
い
う
点
も
、
一
種
の
比
喩
的
描
写
以
上
の
も
の
で
は
な
い
（
62
）

」
と
さ
れ
、
つ
い
に
は
「
た
と
え
ば

）
五
五
一
一
（
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公
益
社
団
法
人
の
設
立
に
参
加
す
る
人
々
が
法
人
設
立
と
い
う
目
的
に
向
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
初
め
か
ら
終
り
ま
で
同
方
向
に
向
っ
て

い
る
も
の
な
ら
ば
、
平
行
線
は
つ
い
に
、
合
致
す
る
機
会
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
63
）

」
と
ま
で
評
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
、
議
論
と
し
て
実
り
が

あ
っ
た
と
い
う
に
は
程
遠
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
冒
頭
で
引
用
し
た
「
合
同
行
為
の
伝
統
的
な
定
義
は
あ
ま
り
に
比
喩
的
」
と
い
う
指

摘
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
平
行
合
流
」、「
交
錯
合
致
」、「
交
錯
型
」、「
並
行
型
」
と
の

表
現
が
比
喩
的
で
使
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
法
的
表
現
で
あ
れ
ば
（
た
と
え
ば
性
質
決
定
と
し
て
）
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
適

用
さ
れ
る
べ
き
規
範
概
念
と
し
て
適
切
な
の
か
、
法
律
行
為
の
分
類
と
し
て
の
表
現
と
し
て
考
え
る
か
ど
う
か
を
含
め
、
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

４
　
組
合
契
約
と
の
関
係

岡
松
・
法
律
行
為
論
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
法
律
行
為
と
し
て
の
分
類
と
し
て
合
同
行
為
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
焦
点
は
そ
の
意
思
表

示
の
法
的
な
分
析
に
あ
る
。
岡
松
は
、
団
体
設
立
行
為
の
分
析
に
際
し
て
、
設
立
さ
れ
る
団
体
と
し
て
法
人
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の
ほ

か
に
、
組
合
も
挙
げ
て
い
る
。

他
方
、
組
合
自
体
が
組
合
「
契
約
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
点
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
岡
松
の
紹
介
す
る
よ
う
に
、
設
立
行
為
は
ギ
ー

ル
ケ
に
よ
れ
ば
契
約
で
な
い
と
さ
れ
た
が
、
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
に
よ
れ
ば
一
種
の
契
約
と
さ
れ
、
相
互
に
意
思
表
示
を
交
換
し
、
意
思

の
合
致
を
要
す
る
の
で
契
約
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
設
立
行
為
は
「
団
体
」
設
立
行
為
で
あ
っ
て
、「
団
体
」
に
は
法
人
の
ほ
か
法

人
格
な
き
社
団
も
組
合
も
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
契
約
法
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
設
立
行
為
も
契
約
と
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
に
対
し
て
、
岡
松
は
反
論
す
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
設
立
行
為
の
意
思
表
示
は
必
ず

）
五
五
一
二
（
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し
も
相
手
方
に
対
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
（
受
領
を
要
し
な
い
意
思
表
示
と
す
れ
ば
足
り
る
）、
そ
し
て
組
合
「
契

約
」
と
設
立
行
為
は
区
別
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
通
常
、「
形
の
上
に
お
い
て
組
合
契
約
の
中
に
設
立
行
為
が
含
ま
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」

こ
と
の
二
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
前
者
の
点
は
と
も
か
く
、
後
者
の
点
は
ど
う
か
。

岡
松
は
、「
契
約
」
に
お
け
る
意
思
表
示
と
「
合
同
行
為
」
に
お
け
る
意
思
表
示
が
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
設
立
行
為
と
い
う
「
合

同
行
為
」
は
「
契
約
」
と
は
異
な
る
、
別
の
法
律
行
為
分
類
と
し
て
立
て
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
組
合
契
約
の
中
に
設
立
行
為

が
含
ま
れ
る
こ
と
を
「
形
の
上
に
お
い
て
」
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
分
類
も
性
質
も
異
な
る
意
思
表
示
が
一
つ
の
組
合
契
約
の
中
に
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
一
つ
の
意
思
表
示
が
、
契
約
で
あ
る
と
も
合
同
行
為
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
の
議
論
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
ず
る
が
、
岡
松
は
こ
の
点
に

つ
き
特
に
詳
し
く
論
じ
て
は
い
な
い
。

後
に
合
同
行
為
論
は
何
人
か
の
論
者
か
ら
批
判
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
川
島
武
宜
は
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
契

約
も
合
同
行
為
も
「
法
的
判
断
の
道
具
概
念
」
と
し
て
考
え
て
、
契
約
に
お
い
て
は
、「
各
契
約
当
事
者
の
個
別
的
な
権
利
義
務

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い

て
意
思
表
示
が
な
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
そ
れ
ら
の
意
思
表
示
が
交
換
さ
れ
る

0

0

0

0

0

必
要
が
あ
り
、
且
つ
交
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
が
、
合

同
行
為
に
お
い
て
は
、「
意
思
表
示
の
内
容
は
直
接
に
は
意
思
表
示
者
の
個
別
的
な
権
利
義
務
に
関
す
る
の
で
は
な
く
て
、
複
数
の
意
思

表
示
者
に
共
通
な
権
利
義
務

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
れ
ら
の
意
思
表
示
は
交
換
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
共
同
し
て

0

0

0

0gesam
t

な
さ
れ
る

0

0

0

0

の
で
あ
る
」（
傍
点
原
文
（
64
）

）
と
。
し
た
が
っ
て
「
契
約
を
構
成
す
る
一
つ
の
意
思
表
示
が
効
力
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
他
も
ま

た
効
力
を
生
じ
得
な
い
の
を
原
則
と
す
る
」
が
、「
合
同
行
為
に
お
い
て
は
、
た
と
え
一
つ
の
意
思
表
示
が
効
力
を
生
じ
な
く
て
も
、
残

る
他
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
そ
の
共
通
の
目
的
た
る
権
利
義
務
の
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
を
必
然
的
に
妨
げ
ら
れ
る
わ
け
の
も
の
で
は

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
九
五

な
く
、
問
題
は
む
し
ろ
当
該
行
為
の
『
共
同
性
』
が
害
せ
ら
れ
た
か
ど
う
か
に
あ
る
だ
ろ
う
」
と
し
、「
合
同
行
為
と
い
う
概
念
を
主
張

し
た
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
問
題
を
見
出
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
一
般
の
契
約
か
ら
分
離
し
て

観
念
す
る
こ
と
を
「
実
用
法
学
上
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
る
（
65
）

」
と
い
う
。

こ
こ
で
い
う
「
共
通
な
権
利
義
務
」
が
い
か
な
る
も
の
か
、「
共
同
性
」
が
害
さ
れ
る
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の

か
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
こ
の
指
摘
は
複
数
の
契
約
関
与
者
の
意
思
表
示
を
分
析
す
る
際
に
も
重
要
で
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

少
な
く
と
も
本
稿
の
上
述
３
（
意
思
表
示
の
方
向
）
に
お
い
て
言
及
し
た
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ギ
ー
ル
ケ
が
設
立
行
為
を
契
約
で
な
い
と
し
た
理
由
な
い
し
背
景
と
と
も
に
、
フ
ォ
ン
・
ト
ゥ
ー
ア
が
契
約
で
あ
る

と
し
た
議
論
は
な
お
興
味
深
い
。
さ
ら
に
は
川
島
の
上
記
指
摘
と
共
に
、
後
に
組
合
契
約
を
合
同
行
為
と
解
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
社
団
の

設
立
行
為
と
は
異
な
り
、「
多
分
に
契
約
的
色
彩
を
有
す
る
（
66
）

」
と
し
た
見
解
（
我
妻
）
の
関
係
も
検
討
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
ま
と
め
に
代
え
て

こ
の
小
論
で
は
、
現
代
的
な
意
味
を
持
ち
始
め
た
組
織
を
形
成
す
る
取
引
に
つ
い
て
、
組
織
を
創
設
す
る
段
階
に
お
け
る
合
同
行
為
概

念
の
再
定
義
と
い
う
視
点
か
ら
、
わ
が
国
の
先
達
と
し
て
岡
松
参
太
郎
博
士
の
所
論
を
取
り
上
げ
た
。
彼
自
身
、
最
終
的
に
「
幾
何
ノ
価

値
ア
ル
カ
ハ
一
疑
問
タ
ラ
ス
ン
ハ
ア
ラ
ス
（
67
）

」
と
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
主
に
一
方
行
為
（
単
独
行
為
）
と
双
方
行
為

（
契
約
）
に
な
ら
ぶ
法
律
行
為
の
種
類
と
し
て
新
し
い
概
念
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
の
に
、
そ
の
素
材
は
決
議
と
団
体
設
立
行
為
と
い
う

二
つ
に
限
ら
れ
て
お
り
、
結
局
材
料
が
乏
し
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
（
行
為
）
能
力
規
定
、
意
思
表
示
規
定
の
適
用

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
九
六

上
は
契
約
と
大
差
が
な
く
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
固
有
の
法
的
効
果
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
か
り
に
わ
ず
か
な
差
異
が
あ
る
と
し

て
も
、
た
と
え
ば
柔
軟
な
解
釈
を
施
す
こ
と
で
対
処
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
難
し
い
議
論
を
立
て
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
上

述
の
よ
う
に
、
合
同
行
為
論
は
そ
の
後
も
い
く
つ
か
の
厳
し
い
批
判
を
受
け
る
（
68
）

の
も
当
然
で
は
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
ら
の
批
判
の
多
く

は
、
ク
ン
ツ
ェ
を
根
本
的
に
検
討
し
た
岡
松
・
法
律
行
為
論
が
な
し
た
作
業
に
よ
っ
て
真
の
合
同
行
為
で
は
な
い
と
さ
れ
た
共
同
行
為
に

向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
学
説
が
岡
松
を
ど
こ
ま
で
継
承
し
て
い
た
か
に
つ
き
若
干
の
疑
問
も
生
ず
る

が
、
な
お
概
念
の
再
定
義
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
我
妻
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
組
合
契
約

の
法
的
性
質
論
に
お
い
て
、
契
約
と
合
同
行
為
の
両
概
念
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
、
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
合
同
行
為
（G
esam

takt

）
概
念
は
ク
ン
ツ
ェ
以
外
に
も
、
会
社
法
、
国
際
法
、
公
法
分
野
に
お
い
て
も
こ

れ
を
論
ず
る
学
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
（
69
）

。
こ
の
概
念
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
に
「
合
意
（V

ereinbarung

）」
な
る
観

念
を
用
い
て
同
様
の
議
論
を
展
開
し
た
者
（
70
）

も
い
る
一
方
で
、
団
体
法
の
視
点
か
ら
の
ギ
ー
ル
ケ
の
所
論
（
71
）

は
、
団
体
・
組
織
と
切
り
離
せ
な

い
こ
と
か
ら
関
心
が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
学
史
的
検
討
も
概
念
の
再
定
義
と
い
う
視
点
か
ら
今
後
に
期
し
た
い
と
思

う
。（

1
） K

untze, D
er G

esam
m

takt, ein neuer R
echtsbegriff, in :F

estgabe der L
eipziger Juristenfakultät für D

r. jr. O
tto M

üller zum
 

14. M
ai 1892, S

. 27, 1892.

な
お
現
在
の
表
記
で
あ
る
「G

esam
takt

」
は
、
一
九
世
紀
後
半
で
あ
っ
た
当
時
は
「G

esam
m

takt

」
と
表
記
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
語
自
体
は
、
ギ
ー
ル
ケ
の
創
唱
に
か
か
る
も
の
（O

tto von G
ierke, D

ie G
enossenschaftstheorie und 

die deutsche R
echtsprechung, 1887, S

.133

）
で
、
こ
れ
を
採
用
し
た
の
が
ク
ン
ツ
ェ
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
安
田
幹
太
「
合
同
行
為
の

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
九
七

観
念
を
排
す
（
二
・
完
）」
司
法
協
会
雑
誌
第
一
九
巻
第
二
号
（
一
九
四
〇
）
二
七
頁
参
照
。

（
2
） 

川
島
武
宜
・
平
井
宜
雄
編
『
新
版 

注
釈
民
法
⑶
総
則
⑶
』（
有
斐
閣
、
初
版
二
〇
〇
三
）【
平
井
宜
雄
】
五
一
─
五
二
頁
。

（
3
） 
平
井
・
前
掲
注（
2
）五
二
頁
。

（
4
） 
平
井
・
前
掲
注（
2
）九
一
頁
。

（
5
） 

平
井
前
掲
注（
2
）九
一
頁
。
筆
者
は
か
か
る
視
点
か
ら
、
組
織
型
契
約
と
し
て
の
組
合
契
約
に
つ
い
て
、
端
緒
的
な
論
文
を
公
表
し
て
い
る
。

拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
組
織
契
約
論
序
説
」M

B
S

 R
eview

 N
o.18, 14-21.

（
6
） 

平
井
・
前
掲
注（
2
）九
一
頁
。

（
7
） 

長
谷
川
貞
之
教
授
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
契
約
の
締
結
・
履
行
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
Ａ
Ｉ

な
ど
を
応
用
し
て
行
う
い
わ
ゆ
る
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
（S

m
art C

ontract

）
に
つ
い
て
、「
当
事
者
間
に
合
意
や
約
束
の
相
互
交
換
を
要

求
す
る
伝
統
的
な
契
約
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
が
そ
れ
自
体
、
必
然
的
に
契
約
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
、
ス

マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
の
浸
透
が
「
従
来
の
伝
統
的
な
契
約
理
論
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
も
の
」
と
位
置
づ
け
、
現
代
的
な
取
引
現
象
を
視
野
に
置

い
た
多
角
取
引
の
視
点
か
ら
の
検
討
の
方
向
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
長
谷
川
「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
」
日
本

法
学
第
八
六
巻
（
二
〇
二
〇
）
二
・
三
号
六
三
頁
。
本
稿
は
、
契
約
当
事
者
な
い
し
関
与
者
が
三
者
以
上
と
な
る
現
代
的
な
取
引
を
検
討
す
る
問
題

意
識
か
ら
、
伝
統
的
な
意
思
表
示
・
法
律
行
為
概
念
上
注
目
す
べ
き
合
同
行
為
論
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
多
角
的
法
律
関
係
の
構
想
は
椿
寿

夫
博
士
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
舍
寛
樹
名
誉
教
授
ら
に
よ
り
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
椿
寿
夫
・
中
舍
寛
樹
編
『
多
角
的
法

律
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
）、
椿
寿
夫
編
著
『
三
角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
二
〇
一
六
）、

中
舍
寛
樹
『
多
数
当
事
者
間
契
約
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
九
）
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
論
考
参
照
。

（
8
） 

時
期
的
に
は
最
も
早
い
紹
介
が
、
志
田
鉀
太
郎
「『
ク
ン
ツ
ェ
』
氏
ノ
『
ゲ
ザ
ン
ム
ト
ア
ク
ト
』
論
ニ
就
テ
」
法
学
協
会
雑
誌
二
一
巻
六
号

（
一
九
〇
三
）
七
六
四
頁
に
見
ら
れ
る
。
留
学
か
ら
の
帰
朝
講
演
で
合
同
行
為
論
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
最
初
と
推
測
さ
れ
る
。
安
田
幹
太

「
合
同
行
爲
の
観
念
を
排
す
」
司
法
協
会
雑
誌
第
一
八
巻
第
二
〇
号
（
一
九
三
九
）
一
一
頁
は
、
志
田
が
ク
ン
ツ
ェ
の
合
同
行
為
論
を
最
初
に
わ
が

国
に
紹
介
し
た
と
い
う
。

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

二
九
八

（
9
） 

岡
松
参
太
郎
『
法
律
行
爲
論
』（
有
斐
閣
書
房
、
一
九
一
四
）。
初
出
は
、
京
都
法
學
會
雑
誌
第
七
巻
第
一
一
号
及
び
第
一
二
号
（
一
九
一
二
）

で
あ
り
、
こ
れ
を
加
筆
修
正
・
増
補
の
上
京
都
法
科
大
學
研
究
叢
書
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
（
同
書
端
書
き
、
以
下
「
岡
松
・
法
律
行
為
論
」
と

し
て
引
用
す
る
）。
安
田
前
掲
注（
8
）論
文
に
お
い
て
、
志
田
以
降
の
日
本
に
お
け
る
初
期
の
学
説
を
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
岡
松
の
同
論
文
が
わ

が
国
に
お
け
る
合
同
行
為
論
の
始
祖
で
あ
る
と
称
し
（
同
一
〇
頁
）、
わ
が
国
の
通
説
を
決
定
的
に
合
同
行
為
論
の
認
容
に
導
い
た
と
い
う
（
同

一
四
頁
）。
さ
ら
に
近
時
、
岡
松
・
法
律
行
為
論
を
取
り
上
げ
る
の
が
山
城
一
真
「
共
同
型
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
」
岡
本
裕
樹
・
沖
野
眞
己
・
鳥

山
泰
志
・
山
野
目
章
夫
編
『
民
法
学
の
継
承
と
展
開 

中
田
裕
康
先
生
古
希
記
念
』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
）
一
三
九
頁
以
下
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法

に
お
け
る
議
論
、
と
く
に
レ
ミ
ー
・
カ
ブ
リ
ヤ
ッ
ク
（R
ém

y C
A

B
R

IL
L

A
C

）
に
よ
る
「
共
同
行
為
（acte juridique conjonctif

）」
構
想
と

も
関
連
づ
け
て
検
討
す
る
同
論
文
に
は
興
味
深
い
指
摘
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
同
論
文
は
基
本
的
に
共
同
型
の
法
律
行
為
と
い
う
視
点
か
ら
岡
松
の

「
共
同
行
為
」
概
念
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
の
上
述
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
岡
松
・
法
律
行
為
論
を
全
体
と
し
て
取
り
上
げ
る
関

心
と
は
や
や
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
10
） G

ierke

前
掲
注（
1
）論
文
一
三
三
頁
以
下
。

（
11
） 

こ
こ
で
い
う
「
從
來
の
学
説
」
は
、
日
本
の
学
説
と
い
う
よ
り
も
ド
イ
ツ
の
学
説
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば

B
ierm

ann, B
ürgerliches R

echt I, 1908

の
文
献
を
引
用
、
参
照
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
岡
松
・
法
律
行
為
論
六
九
頁
注
２
）。

（
12
） 

岡
松
・
法
律
行
為
論
六
八
頁
。

（
13
） 

同
前
。

（
14
） 

同
前
。

（
15
） 

同
六
九
頁
。

（
16
） 

同
六
九
頁
。

（
17
） 

岡
松
は
、
意
思
表
示
の
種
類
を
、
独
立
的
意
思
表
示
（selbständige W

illenserklärung

）、
相
対
的
意
思
表
示
（unselbständige 

W
illenserklärung

）、
そ
し
て
従
属
的
意
思
表
示
（abhängige W

illenserklärung
）
の
三
つ
に
分
類
す
る
（
同
一
一
頁
以
下
）。
独
立
的
意
思
表

示
と
は
、
一
定
の
法
律
上
の
効
果
を
惹
起
し
う
る
意
思
表
示
で
あ
り
、
寄
附
行
為
・
無
記
名
証
券
の
発
行
・
相
殺
の
対
抗
・
解
約
の
申
込
み
・
遺
言

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

二
九
九

を
例
と
す
る
。
相
対
的
意
思
表
示
と
は
、
他
の
意
思
表
示
と
合
体
し
て
法
律
上
の
効
果
を
生
ず
る
意
思
表
示
で
、
他
の
意
思
表
示
に
対
す
る
関
係
は

対
立
的
に
し
て
従
属
的
で
は
な
い
も
の
で
、
契
約
に
お
け
る
申
込
み
ま
た
は
承
諾
の
意
思
表
示
、
合
同
行
為
（
例
　
決
議
）
に
お
け
る
意
思
表
示
で

あ
る
。
そ
し
て
、
従
属
的
意
思
表
示
と
は
、
独
立
し
て
直
接
に
一
定
の
法
律
上
の
効
果
を
生
ず
る
こ
と
な
く
他
の
法
律
事
実
（
必
ず
し
も
意
思
表
示

に
限
ら
な
い
）
の
効
果
に
あ
る
影
響
を
及
ぼ
す
意
思
表
示
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
三
つ
の
分
類
の
う
ち
、
最
後
の
従
属
的
意
思
表
示
が
、
エ
ル
ツ

バ
ッ
ハ
ー
（E

lzbacher

）
に
従
い
、
さ
ら
に
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
①
補
充
的
意
思
表
示
（E

rgänzende W
illenserklärung

）
と
、

②
破
壊
的
意
思
表
示
（E

ntkräftende W
illenserklärung

）
と
、
さ
ら
に
③
指
定
的
意
思
表
示
（B

estim
m

ende W
illenserklärung

）
で
あ
る
。

①
補
充
的
意
思
表
示
と
は
、
そ
の
他
の
法
律
事
実
が
独
立
し
て
完
全
な
法
律
上
の
効
果
を
生
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
こ
れ
を
補
充
し
て
そ

の
目
的
と
す
る
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
意
思
表
示
を
い
い
、
制
限
行
為
能
力
者
の
行
為
に
対
す
る
法
定
代
理
人
な
ど
の
同
意
、
許
可
、
無
権
代
理
行
為

の
追
認
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
お
け
る
利
益
を
享
受
す
る
意
思
表
示
、
お
よ
び
意
思
表
示
で
は
な
い
法
律
事
実
に
従
属
す
る
も
の
（
事
務

管
理
の
追
認
、
未
成
年
者
の
営
業
の
許
可
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
②
破
壊
的
意
思
表
示
と
は
、
他
の
法
律
事
実
が
生
じ
さ
せ
た
ま
た
は
生
じ
さ
せ

る
べ
き
法
律
上
の
効
果
を
破
壊
す
る
意
思
表
示
で
、
取
消
し
、
撤
回
、
申
込
み
の
拒
絶
、
追
認
の
拒
絶
、
懸
賞
広
告
取
消
権
の
放
棄
、
相
続
の
放
棄

が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
③
指
定
的
意
思
表
示
と
は
、
種
々
な
る
法
律
上
の
効
果
を
生
じ
う
べ
き
法
律
事
実
の
効
果
を
確
定
す
る
意
思
表
示
で
、
選

択
債
権
に
お
け
る
選
択
、
不
定
（
不
特
定
か
［
筆
者
］）
給
付
に
お
け
る
指
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
①
の
補
充
的
意
思
表
示
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。

（
18
） 

同
前
。

（
19
） 

同
七
〇
頁
。

（
20
） 

同
前
。

（
21
） 

同
前
。

（
22
） 

同
前
七
〇
頁
、
注
４
。

（
23
） B

ierm
ann, B

ürgerliches R
echt, I. S

. 355, 1908.

を
引
用
す
る
。

（
24
） 

岡
松
・
法
律
行
為
論
七
三
頁
。

）
五
五
一
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
〇
〇

（
25
） 

同
前
。

（
26
） 

同
前
。

（
27
） 
同
七
六
頁
。

（
28
） 
同
七
六
頁
。

（
29
） 

同
七
六
、
七
七
頁
。

（
30
） 

同
七
七
頁
。

（
31
） G

ierke, B
rockhausen, G

leitsm
ann, E

ndem
ann, C

rom
e, C

osack, E
ltzbacher, B

ierm
ann, T

uhr, E
nneccerus

ら
を
挙
げ
る
（
同

七
八
頁
、
注
７
）。

（
32
） 

同
七
九
頁
。

（
33
） 

同
八
〇
頁
。

（
34
） 

同
八
一
頁
。

（
35
） 

同
八
七
頁
。

（
36
） 

同
八
七
頁
。

（
37
） 

同
前
。

（
38
） 

同
前
。

（
39
） D

uden, D
eutsches U

niversalw
örterbuch, 6.A

ufl, 2007. sich treffen

の
ほ
か
、sich begegnen

も
あ
り
、「
私
は
劇
場
で
知
人
と
出

会
っ
た
」（ich traf im

 T
heater m

it B
ekannten zusam

m
en.

）
と
い
う
例
文
が
出
て
い
る
。
独
和
辞
典
で
も
同
様
の
例
文
は
使
わ
れ
る
（「
小

学
館
独
和
大
辞
典
」［
二
〇
〇
〇
］）。
こ
の
ほ
か
、D

uden

で
は
、gleichzeitig gegeben sein, geschehen, stattfinden

の
語
義
も
示
さ
れ
、

「（
時
間
的
に
）
ぶ
つ
か
る
、
重
な
り
合
う；

（
内
容
的
に
）
一
致
〈
合
致
〉
す
る
」
と
訳
出
さ
れ
る
（
同
上
独
和
大
辞
典
）。
名
詞
化
し
た

Z
usam

m
entreffen

の
訳
語
は
、
１
出
会
い
、
遭
遇；

会
合
、
会
談
、
２
重
な
り
〈
ぶ
つ
か
り
〉
合
い
で
あ
る
（
同
独
和
大
辞
典
）。
本
文
に
て
言

及
す
る
よ
う
に
、
同
時
性
と
い
う
時
間
の
概
念
・
意
味
も
入
る
。

）
五
五
一
五
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

三
〇
一

（
40
） 

同
八
八
頁
、
注
15
。
な
お
、
契
約
に
お
け
る
意
思
表
示
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
条
件
を
な
し
て
い
る
、
相
互
に
有
機
的
関

係
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
合
同
行
為
に
お
い
て
は
各
意
思
表
示
の
間
に
そ
の
よ
う
な
結
合
関
係
が
な
い
こ
と
に
も
言
及
し
て

い
る
（
同
八
八
頁
、
注
16
）。

（
41
） 
同
八
九
頁
。

（
42
） 

同
九
一
頁
。
多
少
の
異
論
の
中
に
、
合
同
行
為
概
念
の
提
唱
者
で
あ
る
ク
ン
ツ
ェ
も
、
ま
た
ギ
ー
ル
ケ
も
入
っ
て
い
て
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
決
議

は
法
律
行
為
で
な
い
と
す
る
（
同
九
一
頁
）。

（
43
） 

同
九
二
頁
、
注
３
に
よ
れ
ば
、
組
織
的
団
体
の
決
議
で
あ
っ
て
も
、
決
議
事
項
の
如
何
に
よ
り
法
律
行
為
で
は
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
と
い
う
。

（
44
） 

同
九
二
頁
。

（
45
） 

同
九
三
頁
。

（
46
） von T

uhr, D
er allgem

einer T
eil des deutschen bürrgerlichen R

echts, S
. 476ff.

（
出
版
年
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
一
〇
年

か
）。

（
47
） 

同
九
四
、
九
五
五
頁
注
９
。

（
48
） 

同
九
六
頁
（
注
12
）。
こ
の
「
集
合
的
意
思
表
示
」
な
る
語
は
、
岡
松
が
注
12
で
引
用
す
るO

ertm
ann, K

om
m

entar

に
よ
る
も
の
か
は
定
か

で
は
な
い
。
注
12
で
言
及
す
る
の
は
、
同
書
が
決
議
の
場
合
に
、
各
意
思
表
示
が
「
其
獨
立
ヲ
失
ハ
サ
ル
カ
如
キ
言
ヲ
爲
ス
モ
恐
ク
ハ
正
當
ニ
ア
ラ

ス
此
點
ニ
於
テ
ハ
契
約
ト
異
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
49
） 

同
九
七
頁
、
注
13
。
法
人
の
設
立
者
た
る
者
は
設
立
の
意
思
表
示
を
な
し
た
者
に
限
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
設
立
者
と
な
ろ
う
と
し
て
合
意

し
た
者
が
五
人
い
て
、
そ
の
中
の
四
人
の
み
が
設
立
の
意
思
表
示
を
な
す
と
き
は
、
そ
の
四
人
の
み
が
設
立
者
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
残
り
一
人
は

こ
れ
に
与
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
五
人
全
員
の
設
立
の
意
思
表
示
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
設
立
行
為
無
効
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
と
説
示

す
る
。

（
50
） 

同
九
七
頁
注
14
．

）
五
五
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
〇
二

（
51
） 

同
九
七
頁
。

（
52
） 

同
九
八
頁
。

（
53
） 
同
九
八
頁
。

（
54
） 
志
田
・
前
掲
注（
8
）論
文
七
七
九
頁
。

（
55
） 

安
田
・
前
掲
注（
8
）論
文
六
頁
。

（
56
） 

版
を
重
ね
て
い
るK

öhler, B
G

B
 A

llgem
einer T

eil, 46. A
ufl., 2022, S

.39

は
、
法
律
行
為
の
分
類
と
し
て
一
方
行
為
（einseitige 

R
echtsgeschäfte

）
と
多
方
行
為
（m

ehrseitige R
echtsgeschäfte

）
を
挙
げ
て
、
後
者
の
事
例
に
契
約
（V

ertrag

）
と
決
議
（B

eschluss

）

を
説
明
し
、
合
同
行
為
概
念
を
説
明
す
る
こ
と
は
な
い
。
体
系
書
レ
ベ
ル
で
合
同
行
為
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
わ
け
で
は
な
い

（B
ork, A

llgem
einer T

eil des B
ürgerlichen G

esetzbuchs, 3. A
ufl, 2011, S

. 171; L
arenz/W

olf, A
llgem

einer T
eil des 

B
ürgerlichen R

echts, 9. A
ufl, S

. 404

な
ど
）
が
、
そ
れ
で
も
独
立
し
た
一
つ
の
分
類
項
目
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

（
57
） 

幾
代
通
『
民
法
総
則
［
第
二
版
］』（
青
林
書
院
、
一
九
八
四
）
一
八
六
頁
、
鳩
山
秀
夫
『
法
律
行
為
乃
至
時
効
』（
厳
松
堂
、
一
九
二
二
）

三
七
頁
。

（
58
） 

幾
代
・
前
掲
注（
57
）一
八
六
頁
。

（
59
） 

鳩
山
・
前
掲
注（
57
）三
七
頁
。

（
60
） 

同
前
。

（
61
） 

川
島
武
宜
『
民
法
総
則
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
）
一
六
〇
頁
。

（
62
） 

幾
代
・
前
掲
注（
57
）一
八
七
頁
。

（
63
） 

宮
崎
孝
治
郎
「
合
同
行
為
否
認
論
」
愛
知
学
院
大
学
法
学
研
究
一
〇
巻
六
九
頁
（
一
九
六
七
）。
な
お
、
契
約
に
お
い
て
は
利
益
が
対
立
し
、

合
同
行
為
に
お
い
て
は
利
益
が
並
立
す
る
と
い
う
対
比
も
あ
り
、
こ
れ
も
宮
崎
は
批
判
す
る
（
同
六
四
頁
以
下
）
が
、
岡
松
・
法
律
行
為
論
に
お
い

て
は
利
益
の
対
立
・
並
立
と
い
う
議
論
は
と
く
に
現
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
取
り
上
げ
な
い
理
由
で
あ
る
が
、
合
同
行
為
論
と
し
て

は
浮
上
し
て
く
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

）
五
五
一
一
（



合
同
行
為
論
に
つ
い
て
（
中
山
）

三
〇
三

（
64
） 

川
島
・
前
掲
注（
61
）一
六
〇
頁
以
下
、
と
く
に
一
六
一
頁
。

（
65
） 

川
島
・
前
掲
注（
61
）同
一
六
一
頁
。
後
に
、
川
島
は
合
同
行
為
と
い
う
第
三
の
類
型
を
認
め
る
こ
と
自
体
に
反
対
な
い
し
批
判
的
な
学
説
と
し

て
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
（
幾
代
前
掲
注（
56
）一
八
七
頁
）、
そ
う
で
は
な
く
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

（
66
） 
我
妻
榮
『
債
権
各
論
　
中
巻
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
）
七
五
八
頁
。

（
67
） 

岡
松
・
法
律
行
為
論
九
八
頁
。

（
68
） 

た
と
え
ば
、
数
人
が
共
同
し
て
解
除
や
告
知
や
地
役
権
設
定
行
為
を
な
す
場
合
に
数
人
の
共
同
の
意
思
表
示
の
存
在
を
認
め
れ
ば
十
分
と
評
し

て
、
単
独
行
為
、
契
約
と
並
ぶ
「
合
同
行
為
と
い
う
概
念
を
構
成
す
る
必
要
は
存
在
し
な
い
」
と
さ
れ
る
。
川
島
・
前
掲
注（
61
）一
五
九
頁
。

（
69
） 

さ
し
あ
た
り
、B

inding, D
ie G

ründung des norddeutschen B
undes, in: F

estgabe der L
eipziger Juristenfakultät für D

r. B
ernhard 

W
indscheid zum

 22. D
ezem

ber 1888, 1888, S
.3; Jellineck

、S
ystem

 des subjektiven öffentlichen R
echts, 1892

ほ
か
。
こ
の
点
は
、

安
田
「
合
同
行
爲
の
観
念
を
排
す
（
二
・
完
）」
司
法
協
会
雜
誌
第
一
九
巻
第
二
号
二
七
頁
以
下
に
詳
し
い
が
、
さ
ら
に
合
同
行
為
概
念
は
契
約
概

念
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
学
者
は
、
そ
の
際
ク
ン
ツ
ェ
が
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
「
合
意
（V

ereinbarung

）」
の
代
わ
り
に
合
同
行

為
（G

esam
m

takt

）
を
置
き
換
え
、
契
約
（V

ertrag

）
と
対
立
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
同
様
な
議
論
を
く
り
か
え
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
宮
崎
孝
治
郎
「
合
同
行
為
否
認
論
」
愛
知
学
院
大
学
法
学
研
究
一
〇
巻
三
九
頁
以
下
（
一
九
六
七
）、
と
く
に
四
八
頁
。

（
70
） B

inding

前
掲
注（
69
）論
文
。

（
71
） G

ierke

前
掲
注（
1
）論
文
、
と
く
に
一
三
三
頁
以
下
。

）
五
五
一
二
（





社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
〇
五

社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

実
効
性
に
関
す
る
一
考
察

─
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
判
タ
一
四
七
一
号
二
四
八
頁
を
素
材
と
し
て

─

松

　
　嶋

　
　隆

　
　弘

一
．
は
じ
め
に

本
稿
は
、
非
営
利
法
人
（
１
）

に
関
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
研
究
（
２
）

の
一
環
と
し
て
、
社
団
た
る
医
療
法
人
（
３
）

に
お
い
て
理
事
長
に
よ
る
社
員
総
会
の

日
時
及
び
場
所
の
変
更
が
有
効
と
判
断
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
判
タ
一
四
七
一
号
二
四
八
頁
（
４
）

を
取
り

上
げ
、
次
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

⑴
．
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
行
い
、
同
事
件
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
社
団
た
る
医
療
法
人
に

論

　説

）
七
八
二
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
〇
六

関
す
る
「
規
制
の
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑵
．
社
団
た
る
医
療
法
人
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
規
制
と
し
て
、
理
事
に
関
す
る
規
制
、
社
員
総
会
に
関
す
る
規
制
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
ら
を
一
般
社
団
法
人
、
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
対
応
す
る
規
制
と
比
較
・
対
照
し
、
社
団
た
る
医
療
法
人
に
お
け
る
、
関
係
当
事
者

の
善
意
と
主
務
官
庁
の
適
切
な
管
理
監
督
に
期
待
し
た
「
性
善
説
」
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
の
全
体
像
と
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
⑴
．
で

み
た
「
規
制
の
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
」
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け
る
。

⑶
．
⑵
．
で
の
検
討
を
踏
ま
え
、
現
行
の
社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
を
所
与
の
前
提
と
し
た
上
で
、
⑴
．
で
み
た
「
規

制
の
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
」
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
筆
者
は
、
か
つ
て
前
稿
（
５
）

に
お
い
て
若
干
の
試
論
的
検
討
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
、
前
稿
で
の
検
討
の
結
果

を
、
社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
全
体
像
の
中
に
位
置
づ
け
た
上
で
、
よ
り
詳
し
く
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
．
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
判
タ
一
四
七
一
号
二
四
八
頁
の
概
要

１
．
事
実
の
概
要

検
討
の
は
じ
め
に
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。

⑴
．
登
場
人
物

Y1
は
、
平
成
二
五
年
三
月
四
日
に
設
立
さ
れ
、
二
か
所
の
歯
科
診
療
所
を
開
設
す
る
医
療
法
人
で
あ
る
。
Y1
の
設
立
当
初
の
役
員
は
、

理
事
長
が
Ｘ
、
理
事
が
Y3
及
び
Y4
、
監
事
が
Ｂ
で
あ
っ
た
。

）
七
八
二
二
（



社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
〇
七

⑵
．
Y1
と
Y3
及
び
Y4
と
の
一
連
の
訴
訟

ⅰ
．
Ｘ
を
代
表
者
理
事
長
と
す
る
Y1
と
Y3
及
び
Y4
と
の
間
に
は
、
左
記
の
と
お
り
の
紛
争
が
あ
っ
た
。

Y1
は
、
平
成
二
七
年
三
月
九
日
付
け
社
員
総
会
に
お
い
て
Y3
を
社
員
か
ら
除
名
す
る
旨
を
、
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
付
け
社
員
総
会

に
お
い
て
Y4
を
社
員
か
ら
除
名
す
る
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
決
議
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Y3
及
び
Y4
は
、
①
．
前
記
各
除
名
決
議
が
不
存
在
で

あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
Ｘ
に
対
し
、
②
．「
Ｘ
の
社
員
除
名
決
議
及
び
理
事
解
任
決
議
、
Y2
及
び
Ａ

の
理
事
選
任
決
議
、
Y3
、
Y4
及
び
Ｃ
の
理
事
再
任
決
議
を
目
的
と
す
る
Y1
の
社
員
総
会
招
集
手
続
を
せ
よ
」、
③
．「
Ｘ
の
理
事
長
解
任
の

件
及
び
Y2
の
理
事
長
互
選
の
件
を
会
議
の
目
的
と
す
る
Y1
の
理
事
会
の
招
集
手
続
を
せ
よ
」
④
．「
Y3
及
び
Y4
が
Y1
の
社
員
の
地
位
に
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
の
訴
え
を
提
起
し
た
。

ⅱ
．
ま
た
Y1
は
、
平
成
二
六
年
一
二
月
一
九
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
Y3
が
自
ら
の
個
人
的
支
出
を
Y1
に
負
担
さ
せ
た
と
し
て
、

仮
払
金
の
返
還
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
（
別
件
訴
訟
１
）、
平
成
二
七
年
八
月
二
〇
日
、
Y4
に
対
し
不
当
利
得
返
還
請
求
訴
訟
を
提
起
し

た
（
別
件
訴
訟
２
）。
こ
れ
に
対
し
、
Y3
は
、
平
成
二
七
年
三
月
一
八
日
こ
ろ
、
Y1
に
対
し
、
未
払
理
事
報
酬
の
支
払
を
求
め
る
反
訴
を
提

起
し
た
（
Y3
は
、
平
成
二
八
年
四
月
二
八
日
こ
ろ
、
Y1
に
対
し
、
雇
用
契
約
上
の
地
位
確
認
等
を
求
め
る
請
求
を
追
加
し
た
。）。

ⅲ
．
東
京
地
方
裁
判
所
は
、
平
成
二
八
年
二
月
二
九
日
、
前
記
①
～
④
の
請
求
に
つ
き
、
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
と
の
判
決
を
し
た
（
前

訴
第
一
審
判
決
）。

ⅳ
．
Ｘ
に
よ
る
事
業
譲
渡

Ｘ
を
代
表
者
理
事
長
と
す
る
Y1
は
、
平
成
二
八
年
六
月
一
三
日
、
Ｃ
に
対
し
、
Ｚ
歯
科
（
Y1
が
開
設
す
る
診
療
所
）
の
事
業
を
譲
渡
す
る

旨
の
譲
渡
契
約
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
八
年
六
月
二
六
日
、
社
員
総
数
二
名
と
し
て
、
本
件
譲
渡
契
約
を
承
認
す
る
旨
の
Y1
の

）
七
八
二
一
（
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（
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〇
二
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月
）

三
〇
八

社
員
総
会
決
議
を
し
た
。

⑶
．
前
訴
控
訴
審
判
決
に
お
け
る
逆
転
判
断
と
支
配
権
の
逆
転

ⅰ
．
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
平
成
二
八
年
八
月
九
日
、「
前
訴
第
一
審
判
決
」
を
変
更
し
、
①
．
に
つ
き
各
除
名
決
議
を
無
効
で
あ
る

と
す
る
と
と
も
に
、
②
～
④
の
請
求
を
認
容
す
る
判
決
を
言
い
渡
し
た
（
前
訴
控
訴
審
判
決
）。
そ
の
際
、
裁
判
所
は
、「
Y3
及
び
Y4
が
Y1

の
総
社
員
の
五
分
の
一
以
上
の
社
員
に
当
た
り
、
Y1
の
理
事
長
で
あ
る
Ｘ
に
対
し
、
医
療
法
四
八
条
の
三
第
五
項
、
定
款
…
…
に
基
づ
き

社
員
総
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
Ｘ
が
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
、
訴
え
を
も
っ
て
Y1
の
…
付
議
事
項
を
目
的
と
す
る
社
員
総

会
の
開
催
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
判
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
上
告
が
な
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
平
成
二
九
年
二
月
二
日
、「
前
訴
控
訴
審
判
決
」
に
対
す
る
上
告
受
理
申
立
て

に
つ
き
、
上
告
審
と
し
て
受
理
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
。

ⅱ
．
Y1
（
代
表
者
理
事
長
Ｘ
）
は
、
平
成
二
九
年
二
月
八
日
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
Y3
の
社
員
権
に
基
づ
く
議
決
権
を
、
別
件
訴

訟
１
の
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
停
止
す
る
こ
と
等
を
求
め
る
仮
処
分
（
本
件
仮
処
分
）
を
申
し
立
て
た
。
そ
し
て
Ｘ
は
、
平
成
二
九
年
二

月
二
二
日
こ
ろ
、
Y3
及
び
Y4
に
対
し
、
開
催
日
時
を
同
年
三
月
二
二
日
午
後
一
時
、
場
所
を
「（
省
略
）」、
議
案
を
前
訴
控
訴
審
判
決
主

文
記
載
の
内
容
と
す
る
社
員
総
会
招
集
通
知
（
本
件
招
集
通
知
）
を
発
し
た
。

そ
の
後
、
本
件
仮
処
分
の
審
尋
期
日
（
平
成
二
九
年
三
月
一
三
日
）
に
お
い
て
、
裁
判
所
か
ら
本
件
仮
処
分
に
つ
き
同
年
四
月
七
日
ま
で

に
決
定
す
る
旨
の
意
向
が
示
さ
れ
た
た
め
、
Ｘ
は
、
平
成
二
九
年
三
月
一
六
日
こ
ろ
、
Y3
及
び
Y4
に
対
し
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
、
社
員

総
会
の
開
催
日
時
を
同
年
四
月
一
三
日
午
後
三
時
、
場
所
を
「（
略
）」
と
変
更
す
る
招
集
通
知
（
本
件
変
更
通
知
）
を
し
た
。

ⅲ
．
他
方
、
Y3
は
、
平
成
二
九
年
三
月
二
二
日
、
Y3
本
人
兼
Y4
の
代
理
人
に
よ
る
社
員
二
名
の
出
席
と
し
て
社
員
総
会
を
開
催
し
、
本

）
七
八
一
一
（



社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
〇
九

件
変
更
通
知
に
基
づ
く
社
員
総
会
の
延
期
を
否
決
し
た
ほ
か
、
⑤
．
Ｘ
を
Y1
の
社
員
か
ら
除
名
す
る
、
⑥
．
Y2
及
び
Ａ
を
Y1
の
理
事
に
選

任
す
る
、
⑦
．
Y3
を
Y1
の
理
事
に
再
任
す
る
と
の
決
議
（
本
件
決
議
）
を
す
る
と
と
も
に
、
同
日
、
理
事
会
を
開
催
し
、
Y2
を
理
事
長
に

選
任
す
る
理
事
会
決
議
を
し
た
。

ⅳ
．
そ
の
後
、
Y1
の
代
表
者
理
事
長
と
な
っ
た
Y2
は
、
平
成
二
九
年
三
月
二
四
日
、
別
件
訴
訟
１
、
２
の
訴
訟
代
理
人
、
本
件
仮
処
分

の
代
理
人
で
あ
っ
た
弁
護
士
に
対
し
解
任
す
る
旨
の
解
任
通
知
書
を
送
付
し
、
Y2
を
代
表
者
と
す
る
Y1
は
、
同
月
三
一
日
、
本
件
仮
処
分
、

別
件
訴
訟
１
、
２
を
取
り
下
げ
た
。

ⅴ
．
そ
こ
で
Ｘ
は
、
前
記
⑤
～
⑦
の
決
議
が
不
存
在
で
あ
る
こ
と
及
び
⑧
．
任
期
を
満
了
し
た
Ｘ
が
Y1
の
理
事
及
び
理
事
長
の
権
利
義

務
を
負
う
地
位
に
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
提
訴
し
た
。

２
．
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
の
判
旨

⑴
．
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
に
お
け
る
争
点

前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
に
お
い
て
争
点
と
さ
れ
た
の
は
、「
本
件
変
更
通
知
」
が
有
効
か
否
か
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
点
に
関
し
、
Y1
（
実
質
的
に
は
Y1
の
支
配
権
を
得
た
Y3
及
び
Y4
）
は
、「
前
訴
判
決
（
前
訴
控
訴
審
判
決
の
こ
と
：
筆
者
注
記
）
が
確
定
し
た

こ
と
に
よ
り
Ｘ
に
よ
る
社
員
総
会
の
招
集
手
続
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
Ｘ
に
変
更
権
限
が
な
い
、
Y1
は
、
理
事
長
に
開
催
日
等
を
自

由
に
変
更
す
る
権
限
が
あ
る
と
す
る
と
、
社
員
に
よ
る
招
集
請
求
が
実
現
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
不
当
で
あ
る
、
本
件
総
会
に
お
い
て
、

社
員
総
会
の
延
期
は
否
決
さ
れ
て
い
る
」
旨
主
張
し
て
い
る
。

⑵
．「
本
件
変
更
通
知
」
の
有
効
性

「
社
員
総
会
の
開
催
日
時
及
び
場
所
等
の
変
更
と
は
、
す
で
に
決
定
し
た
開
催
日
時
及
び
場
所
を
別
の
日
時
及
び
場
所
に
再
度
決
定
す

）
七
八
一
七
（
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）

三
一
〇

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
社
員
総
会
の
開
催
に
関
す
る
具
体
的
事
項
と
し
て
決
定
し
得
る
者
が
、
そ
の
決
定
す
る
手
続
に
従
っ
て
行

う
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
旨
判
示
し
、
本
件
変
更
通
知
に
お
け
る
開
催
日
時
及
び
場
所
は
、
決
定
権
限
の

あ
る
理
事
長
で
あ
る
Ｘ
が
決
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
変
更
は
有
効
で
あ
る
と
し
た
。

結
果
と
し
て
、「
本
件
総
会
の
招
集
は
撤
回
さ
れ
、
本
件
総
会
は
招
集
を
欠
く
こ
と
と
な
る
か
ら
、
本
件
決
議
は
不
存
在
と
い
え
る
。

そ
う
す
る
と
、
Y1
の
理
事
及
び
理
事
長
が
任
期
満
了
後
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
、
Y1
の
理
事
及
び
理
事
長
で

あ
っ
た
Ｘ
が
そ
の
職
務
を
行
う
地
位
に
あ
っ
た
と
い
え
る
」
旨
判
示
し
、
Ｘ
の
⑧
．
の
請
求
を
認
容
し
た
。

⑶
．
Y1
の
主
張
に
対
す
る
判
断

な
お
、
裁
判
所
は
、「
前
訴
判
決
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
Ｘ
に
よ
る
社
員
総
会
の
招
集
手
続
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
」
と
の
Y1
の
主
張

に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
こ
れ
を
一
蹴
し
た
。

「
社
員
総
会
の
招
集
通
知
に
つ
い
て
は
、
社
員
に
社
員
総
会
に
出
席
の
機
会
と
準
備
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
記
載
内
容
と
し
て
、
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
、
日
時
及
び
場
所
の
記
載
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
訴
判
決
は
、
根

拠
と
し
て
平
成
二
七
年
法
律
第
七
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
四
八
条
の
三
（
現
四
六
条
の
三
の
二
：
筆
者
注
）
第
五
項
及
び
定
款
…
…

を
挙
げ
た
う
え
で
、
会
議
の
目
的
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
特
定
し
て
い
る
も
の
の
、
日
時
及
び
場
所
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お

ら
ず
、
招
集
通
知
と
し
て
は
未
完
成
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
民
事
執
行
法
一
七
四
条
（
現
一
七
七
条
：
筆
者
注
）
の
適
用
が
あ

る
意
思
表
示
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
判
決
と
は
い
え
ず
、
前
訴
判
決
の
確
定
の
時
に
招
集
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
社
員
総
会
の
招
集
権
限
を
有
す
る
Ｘ
に
対
し
、
定
款
…
…
に
基
づ
く
Y3
及
び
Y4
の
社
員
総
会
招
集
請
求
に
応
じ

た
Y1
の
社
員
総
会
の
招
集
手
続
と
し
て
、
社
員
総
会
の
日
時
及
び
場
所
を
決
め
、
社
員
に
対
し
招
集
通
知
の
書
面
を
送
る
と
い
う
作
為
を

）
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命
じ
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
仮
に
、
民
事
執
行
法
一
七
四
条
（
現
一
七
七
条
：
筆
者
注
）
の
適
用
が
あ
る
意
思
表
示

を
命
ず
る
判
決
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
時
及
び
場
所
の
特
定
の
な
い
社
員
総
会
招
集
手
続
は
瑕
疵
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
社
員

総
会
の
開
催
の
た
め
に
は
、
そ
の
日
時
及
び
場
所
を
補
充
し
て
社
員
に
通
知
す
る
必
要
が
あ
り
、
医
療
法
に
お
い
て
は
、
会
社
法
二
九
七

条
四
項
の
よ
う
に
裁
判
所
の
許
可
に
よ
り
社
員
に
招
集
権
限
を
与
え
る
規
定
は
な
く
、
医
療
法
第
六
章
第
九
節
の
規
定
の
ほ
か
、
同
法

四
六
条
の
五
の
三
第
二
項
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
、
一
時
理
事
長
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
選
任
し
て
、
そ
の
者
が
社
員
総
会
を
開
催

す
る
な
ど
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
監
督
に
よ
り
是
正
を
図
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
前
訴
判
決
も
Y3
及
び
Y4
に
日
時
及
び
場
所
を

定
め
る
権
限
を
与
え
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
訴
判
決
も
日
時
及
び
場
所
の
決
定
権
限
は
Ｘ
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
決
定
権
限
が
あ
り
な
が
ら
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
い
い
難
い
。
よ
っ
て
、
前
訴
判
決
が
Ｘ
の

日
時
及
び
場
所
の
変
更
権
限
を
奪
う
も
の
と
は
い
え
ず
、
前
記
判
断
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。
Ｘ
が
前
訴
判
決
に
応
じ
ず
、
社
員
総

会
の
招
集
手
続
を
と
ら
な
い
場
合
に
は
、
間
接
強
制
に
よ
る
実
現
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
社
員
に
よ
る
招
集
請
求
を
実
現
さ

せ
な
い
よ
う
な
開
催
日
等
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
そ
の
態
様
や
目
的
等
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
、
権
利
濫
用
と
し
て
開
催
日
等
の
変
更
の

効
力
を
否
定
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
前
記
判
断
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
。」

３
．
小
括
：
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

⑴
．
本
件
に
お
け
る
紛
争
全
体
の
見
取
り
図

本
件
に
お
い
て
は
、
Ｘ
と
Y3
及
び
Y4
と
の
間
で
医
療
法
人
（
Y1
）
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
激
し
い
争
奪
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
、
戦

い
は
、
前
訴
と
そ
れ
に
続
く
本
訴
、
そ
し
て
別
訴
と
に
渡
り
入
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
一
言
で
要
約
す
る
の
は
難
し
い
が
、
ご
く
簡
単

に
言
う
と
、
医
療
法
人
の
社
員
か
ら
の
除
名
合
戦
で
あ
る
前
訴
と
本
訴
、
そ
し
て
場
外
戦
で
あ
る
別
訴
と
に
大
別
で
き
る
。
前
訴
で
は
、

）
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二

Ｘ
が
Y3
及
び
Y4
を
除
名
し
た
こ
と
の
当
否
が
争
点
と
な
り
、
Ｘ
は
、
第
一
審
（
前
訴
第
一
審
判
決
）
で
は
勝
訴
し
た
も
の
の
、
控
訴
審
（
前

訴
控
訴
審
判
決
）
で
は
逆
転
敗
訴
し
て
い
る
。
Ｘ
は
、
Y1
の
支
配
権
を
維
持
す
べ
く
、
別
訴
が
継
続
中
で
あ
る
こ
と
を
口
実
に
、
Y3
及
び

Y4
の
議
決
権
停
止
の
仮
処
分
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
仮
処
分
期
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
都
合
上
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
社
員
総
会
の
会

日
を
延
期
す
べ
く
、「
本
件
変
更
通
知
」
を
発
し
た
が
、
Y3
及
び
Y4
は
、
そ
の
効
力
を
認
め
ず
、
当
初
の
社
員
総
会
期
日
に
お
い
て
社
員

総
会
の
開
催
を
強
行
し
、
Y1
の
支
配
権
を
奪
取
し
、
Ｘ
を
除
名
す
る
と
と
も
に
、
Y1
と
し
て
別
訴
及
び
仮
処
分
の
取
り
下
げ
を
行
っ
た
。

本
件
訴
訟
は
、
Ｘ
が
こ
れ
に
対
抗
す
べ
く
、
Ｘ
の
除
名
決
議
の
効
力
を
争
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
「
本
件
変
更
通
知
」

が
有
効
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
、
こ
れ
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
本
件
変
更
通
知
」
が
有
効
で
あ
れ
ば
、
Ｘ
の
除
名

決
議
は
、
招
集
な
く
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
不
存
在
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
は
、

前
記
の
判
旨
の
と
お
り
、
Ｘ
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

⑵
．
裁
判
所
の
審
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
反
映
し
た
「
本
件
変
更
通
知
」

結
果
と
し
て
、
本
件
に
お
い
て
Y3
及
び
Y4
が
、
除
名
決
議
を
強
行
し
た
の
は
軽
率
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
Ｘ
が
前
訴
第
一
審

判
決
後
、
Ｃ
に
対
し
事
業
譲
渡
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
一
面
で
は
、
自
身
が
Y1
の
支
配
権
を
有
し
て
い
る
機
会
を
利
用
し
て
の
「
資
産

の
切
り
離
し
」
と
も
評
価
し
う
る
行
為
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
Y3
及
び
Y4
の
「
焦
り
」
も
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
「
本
件
変
更
通
知
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
本
件
仮
処
分
に
関
す
る
裁
判
所
の
審
理
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
反
映
し
た
も
の
で

あ
り
、
Ｘ
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、「
本
件
変
更
通
知
」
を
無
視
す
る
行
為
は
、
広
義
で
の
裁
判
所

侮
辱
的
行
為
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
判
示
に
は
な
い
が
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
が
「
本
件
変
更
通

）
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知
」
を
有
効
と
解
し
た
背
景
と
し
て
、
か
か
る
事
情
も
一
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
し
て
い
る
。

４
．
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
か
ら
伺
わ
れ
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
点
：
社
員
総
会
を
強
制
的
に
招
集

す
る
方
法
の
欠
如

こ
こ
で
、「
前
訴
判
決
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
Ｘ
に
よ
る
社
員
総
会
の
招
集
手
続
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
」
と
の
Y1
の
主
張
（
実
質
的
に

は
Y3
及
び
Y4
の
主
張
）
を
手
掛
か
り
に
、
や
や
視
点
を
広
げ
て
、
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
問
題
点
を
考
え
て
み
た
い
。

医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
が
規
定
す
る
と
こ
ろ
、
医
療
法
は
、
会
社
法
や
一
般
社
団
法
人
法
（
一
般
社
団
法
人

及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
）
に
類
似
す
る
規
制
を
設
け
て
い
る
（
医
療
法
四
六
条
の
二
以
下
）。
た
だ
、
一
点
大
き
く
違
う
こ
と
が
あ

る
。
両
法
は
、
少
数
株
主
や
社
員
が
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
株
主
総
会
を
招
集
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
が
（
会
社
法
二
九
七
条
、
一
般
社

団
法
人
法
三
七
条
）、
医
療
法
は
、
か
か
る
社
員
に
よ
る
招
集
の
途
や
裁
判
所
の
関
与
に
つ
き
規
定
を
置
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
医
療
法

上
、
社
員
総
会
の
招
集
権
限
を
有
し
て
い
る
の
は
、
理
事
長
だ
け
で
あ
り
（
医
療
法
四
六
条
の
三
の
二
第
二
項
三
項
）、
社
員
は
、
総
社
員
の

１
／
５
以
上
の
多
数
を
も
っ
て
、
か
つ
、
社
員
総
会
の
目
的
で
あ
る
事
項
を
示
し
て
臨
時
社
員
総
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
み
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
も
理
事
会
を
招
集
す
る
の
は
理
事
長
な
の
で
あ
る
（
同
条
四
項
）。
認
可
を
司
る
主
務
官
庁
が
都
道
府
県
知
事

で
あ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
適
切
な
監
督
を
期
待
し
て
か
、
社
員
総
会
の
招
集
に
関
し
裁
判
所
か
関
与
す
る
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の

み
な
ら
ず
、
招
集
に
関
し
主
務
官
庁
が
許
可
を
す
る
旨
の
規
定
も
存
在
し
て
い
な
い
。

結
局
、
理
事
長
が
意
図
的
に
社
員
総
会
の
招
集
を
「
放
置
」
し
た
場
合
に
、
社
員
総
会
を
強
制
的
に
招
集
す
る
方
法
は
存
在
し
な
い
。

前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
は
、
前
記
の
と
お
り
、
社
員
に
よ
る
招
集
請
求
を
実
現
さ
せ
な
い
よ
う
な
招
集
通
知
の
「
変

更
」
に
つ
い
て
は
、
権
利
濫
用
と
し
て
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
本
当
の
問
題
は
、
そ
の
先
で
あ
り
、
社
員
に
よ
る
招

）
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集
請
求
を
強
制
的
に
実
現
す
る
途
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
か
よ
う
な
場
合
、
結
局
、「
理
事
長
の
ポ
ス
ト
を
得
た

者
勝
ち
」
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
支
配
権
争
奪
戦
は
、
否
が
応
で
も
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
す
る
。
つ
ま
り
、
医
療
法
の
制
度
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス

不
全
が
紛
争
を
激
化
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
以
上
が
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
か
ら
伺
わ
れ
る
医
療
法
人
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
点
で
あ
る
。
次
に
、
か
か
る
問
題
点
を
、
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
る
作
業
を
行
っ
て
い
き

た
い
。
す
な
わ
ち
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
医
療
法
人
に
関
す
る
規
制
を
会
社
法
上
、
一
般
社
団
法
人
法
上
の
各
規
制
と
対
比
し
な
が
ら
、

明
ら
か
に
し
て
い
く
。

三
．
医
療
法
人
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
概
要

１
．
は
じ
め
に

次
に
、
医
療
法
人
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
に
つ
い
て
、
社
員
総
会
に
関
す
る
規
制
と
理
事
に
関
す
る
規
制
を
取
り
上
げ
、
会
社
法
、

一
般
社
団
法
人
法
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
）
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

２
．
理
事
に
関
す
る
規
制
の
対
比

⑴
．
三
者
の
比
較

次
の
【
表
１
】
は
、
社
団
た
る
医
療
法
人
の
理
事
に
関
す
る
規
制
を
、
会
社
法
上
の
取
締
役
、
一
般
社
団
法
人
法
上
の
理
事
に
関
す
る

各
規
制
と
対
比
し
た
も
の
で
あ
る
（
６
）

。
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【表 １】理事・取締役に関する規制
社団たる医療法人 七般社団法人法の規制 相応する会社法の規制

1．役員の選任 医療法人には、役員として、理事 3

人以上及び監事 1人以上を置かなけ

ればならない。ただし、理事につい

て、都道府県知事の認可を受けた場

合は、 1人又は 2人の理事を置けば

足りる（医療法46条の ５第 1項）。

・理事会設置七般社団法

人における理事の員数に

つき、七般社団法人法6５

条 3 項

・取締役会設置会社にお

ける取締役の員数につ

き、会社法331条 ５ 項

・理事会設置七般社団法

人における監事の設置義

務につき、七般社団法人

法61条

・取締役会設置会社（監

査等委員会設置会社及び

指名委員会等設置会社を

除く。）における監査役

設置義務につき、会社法

327条 2 項

社員総会の決議による理事の選任

（医療法46条の ５第 2項）。

七般社団法人法63条 1 項 会社法329条 1 項

法人と理事との関係（医療法46条の

５第 4項）。

七般社団法人法64条 会社法330条

欠格事由

医療法46条の 4第 2項を準用（医療

法46条の ５第 ５項）。

七般社団法人法6５条 1 項 会社法331条 1 項

医療法人は、その開設する全ての病

院、診療所、介護老人保健施設又は

介護医療院（指定管理者として管理

する病院等を含む。）の管理者を理

事に加えなければならない。ただ

し、医療法人が病院、診療所、介護

老人保健施設又は介護医療院を八以

上開設する場合において、都道府県

知事の認可を受けたときは、管理者

（指定管理者として管理する病院等

の管理者を除く。）の七部を理事に

加えないことができる（医療法46条

の ５第 6項）。

規定なし 規定なし

前項本文の理事は、管理者の職を退

いたときは、理事の職を失うものと

する（医療法46条の ５第 7項）。

規定なし 規定なし

監事の理事・職員との兼職禁止（医

療法46条の ５第 ８項）。

七般社団法人法6５条 2 項 会社法33５条 2 項

理事の任期は、 2年を超えることは

できない。ただし、再任を妨げない

（医療法46条の ５第 9項）。

七般社団法人法66条

（再任を妨げない旨の規

定なし）

会社法332条 1 項 2 項

（再任を妨げない旨の規

定なし）

2．解任 社員総会による理事の解任（医療法

46条の ５の 2第 1項）。

七般社団法人法70条 1 項 会社法339条 1 項

解任された理事の損害賠償請求権

（医療法46条の ５の 2第 2項）。

七般社団法人法70条 2 項 会社法339条 2 項

理事解任の際の決議要件（医療法46

条の ５の 2第 3項）。

七般社団法人法49条 2 項 会社法309条 1 項（なお、

2項 7号参照）

）
七
八
一
一
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3 ．権利義務理

事

権利義務理事の留任義務（医療法46

条の ５の 3第 1項）。

七般社団法人法7５条 1 項 会社法346条 1 項

前項に規定する場合において、医療

法人の業務が遅滞することにより損

害を生ずるおそれがあるときは、都

道府県知事は、利害関係人の請求に

より又は職権で、七時役員の職務を

行うべき者を選任しなければならな

い（医療法46条の ５の 3第 2項）。

七般社団法人法7５条 2 項

（裁判所が職権で選任）

会社法346条 2 項

（裁判所が職権で選任）

理事又は監事のうち、その定数の 1

/ ５ を超える者が欠けたときは、 1

月以内に補充しなければならない

（医療法46条の ５の 3第 3項）。

規定なし 規定なし

4．監事選任議

案に関する監事

の同意・意見陳

述

・社団たる医療法人における監事選

任議案に関する監事の同意・意見陳

述につき、七般社団法人法72条、74

条を準用（医療法46条の ５の 4）

・監事選任議案に関する

監事の同意・意見陳述に

つき、七般社団法人法72

条、74条

・監査役選任議案に関す

る監査役の同意・意見陳

述につき、会社法343条、

34５条 1 項 4 項

５ ．理事の権限 医療法人（次項に規定する医療法人

を除く。）の理事のうち 1人は、理

事長とし、医師又は歯科医師である

理事のうちから選出する。ただし、

都道府県知事の認可を受けた場合

は、医師又は歯科医師でない理事の

うちから選出することができる（医

療法46条の 6第 1項）。

規定なし 規定なし

第46条の ５第 1項ただし書の認可を

受けて七人の理事を置く医療法人に

あつては、この章（次条第 3項を除

く。）の規定の適用については、当

該理事を理事長とみなす（医療法46

条の 6第 2項）。

代表理事の定義につき、

七般社団法人法21条 1 項

代表取締役の定義につ

き、会社法47条 1 項

理事長の代表権限（医療法46条の 6

の 2第 1項）。

代表理事の権限につき、

七般社団法人法77条 4 項

代表取締役の権限につ

き、会社法349条 4 項

代表権の制限と善意の第一者（医療

法46条の 6の 2第 2項）。

七般社団法人法77条 ５ 項 会社法349条 ５ 項

理事長が欠けた場合の処理（医療法

46条の ５の 3第 1項及び第 2項を準

要：医療法46条の 6の 2第 3項）

七般社団法人法79条 会社法3５1条

6 ．理事の報告

義務

医療法46条の 6の 3 七般社団法人法８５条 会社法3５7条 1 項

7 ．理事の各種

義務等

・代表者の行為の損害賠償責任につ

き、七般社団法人法7８条を準用

・代表者の行為の損害賠

償責任につき、七般社団

法人法7８条

・代表者の行為の損害賠

償責任につき、会社法

3５0条

・職務代行者の権限につき、七般社

団法人法８0条を準用

・職務代行者の権限につ

き、七般社団法人法８0条

・職務代行者の権限につ

き、会社法3５2条

）
七
八
一
二
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・表見代表理事につき、七般社団法

人法８2条を準用

・表見代表理事につき、

七般社団法人法８2条

・表見代表取締役につ

き、会社法3５4条

・忠実義務につき、七般社団法人法

８3条を準用

・忠実義務につき、七般

社団法人法８3条

・忠実義務につき、会社

法3５５条

・競業取引・利益相反取引につき、

七般社団法人法８4条を準用

・競業取引・利益相反取

引につき、七般社団法人

法８4条

・競業取引・利益相反取

引につき、会社法3５6条

・違法行為差止請求につき、七般社

団法人法８８条を準用

・違法行為差止請求につ

き、七般社団法人法８８条

・違法行為差止請求につ

き、会社法360条

・理事の報酬につき、七般社団法人

法８9条を準用

（医療法46条の 6の 4）

・理事の報酬につき、七

般社団法人法８9条を準用

・取締役の報酬につき、

会社法361条

８ ．業務執行検

査役

規定なし

（都道府県知事による業務・会計の

状況の検査につき、医療法63条）

（解散・清算監督のための検査役選

任につき、医療法５6条の16）

七般社団法人法８6条 会社法3５８条

9 ．理事会 理事会の構成（医療法46条の 7第 1

項）。

七般社団法人法90条 1 項 会社法362条 1 項

理事会の職務（医療法46条の 7第 2

項）

七般社団法人法90条 2 項 会社法362条 2 項

重要な業務執行の理事への委任の禁

止（医療法46条の 7第 3項）

七般社団法人法90条 4 項 会社法362条 4 項

10．理事会の手

続

・理事の権限につき、七般社団法人

法91条を準用

・理事の権限につき、七

般社団法人法91条

・取締役の権限につき、

会社法363条

・競業取引・利益相反取引の承認機

関につき、七般社団法人法92条 2 項

を準用

・競業取引・利益相反取

引の承認機関につき、七

般社団法人法92条

・競業取引・利益相反取

引の承認機関につき、会

社法36５条

・理事会の招集権者につき、七般社

団法人法93条を準用

・理事会の招集権者につ

き、七般社団法人法93条

・取締役会の招集権者に

つき、会社法366条

・理事会の招集手続につき、七般社

団法人法94条を準用

・理事会の招集手続につ

き、七般社団法人法94条

・取締役会の招集手続に

つき、会社法36８条

（・社員による招集請求の規定なし）（・社員による招集請求

の規定なし）

・株主による招集請求に

つき会社法367条

・理事会の決議につき、七般社団法

人法9５条を準用

・理事会の決議につき、

七般社団法人法9５条

・取締役会の決議につ

き、会社法369条

・理事会の決議の省略につき、七般

社団法人法96条を準用

・理事会の決議の省略に

つき、七般社団法人法96

条

・取締役会の決議の省略

につき、会社法370条

・理事会の議事録等につき、七般社

団法人法97条を準用

・理事会の議事録等につ

き、七般社団法人法97条

・取締役会の議事録等に

つき、会社法371条

・理事会への報告の省略につき、七

般社団法人法9８条を準用

（医療法46条の 7の 2）

・理事会への報告の省略

につき、七般社団法人法

9８条

・取締役会への報告の省

略につき、会社法372条

）
七
八
一
一
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11．法人に対す

る損害賠償責任

理事の法人に対する任務懈怠責任

（医療法47条 1 項）。

七般社団法人法111条 1

項

会社法423条 1 項

競業取引における損害の額の推定

（医療法47条 2 項）。

七般社団法人法111条 2

項

会社法423条 2 項

利益相反取引における任務懈怠の推

定（医療法47条 3 項）

七般社団法人法111条 3

項

会社法423条 3 項

12．責任の免除 ・責任の全部免除につき、七般社団

法人法112条を準用

・責任の全部免除につ

き、七般社団法人法112

条

・責任の全部免除につ

き、会社法424条

・責任の七部免除につき、七般社団

法人法113条を準用

・責任の七部免除につ

き、七般社団法人法113

条

・責任の七部免除につ

き、会社法42５条

・免除に関する定款の定めにつき、

七般社団法人法114条を準用

・免除に関する定款の定

めにつき、七般社団法人

法114条

・免除に関する定款の定

めにつき、会社法426条

・責任限定契約につき、七般社団法

人法11５条を準用

・責任限定契約につき、

七般社団法人法11５条

・責任限定契約につき、

会社法427条

・自己取引に関する責任免除不可に

つき、七般社団法人法116条を準用

（医療法47条の 2第 1項）

・自己取引に関する責任

免除不可につき、七般社

団法人法116条

・自己取引に関する責任

免除不可につき、会社法

42８条

13．第一者に対

する損害賠償責

任

理事の対第一者責任（医療法4８条 1

項 2 項）

七般社団法人法117条 1

項 2 項

会社法429条 1 項 2 項

14．連帯責任 医療法49条 七般社団法人法11８条 会社法430条

1５．代表訴訟 責任追及に関する訴えに関する規定

（七般社団法人法27８条～2８3条）を

準用（医療法49条の 2）

七般社団法人法27８条～

2８3条

会社法８47条～８５3条

16．役員等の解

任の訴え

役員等の解任の訴えに関する規定

（七般社団法人法2８4条～2８6条）を

準用（医療法49条の 3）

七般社団法人法2８4条～

2８6条

会社法８５4条～８５6条

17．補償契約及

び役員のために

締結される保険

契約

医療法49条の 4 補償契約につき、七般社

団法人法11８条の 2、役

員等のために締結される

保険契約につき、七般社

団法人法11８条の 3

補償契約につき、会社法

430条の 2、役員等のた

めに締結される保険契約

につき、会社法430条の

3

）
七
一
一
一
（



社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
一
九

⑵
．
比
較
し
た
結
果
、
分
か
っ
た
こ
と

【
表
１
】
を
一
覧
し
た
と
こ
ろ
か
ら
一
目
瞭
然
な
と
お
り
、
社
団
た
る
医
療
法
人
に
お
け
る
理
事
に
関
す
る
規
制
は
、
お
お
む
ね
一
般

社
団
法
人
法
の
規
制
に
準
拠
し
て
お
り
、
一
般
社
団
法
人
法
の
規
制
を
社
団
た
る
医
療
法
人
の
特
質
に
照
ら
し
簡
素
化
し
、
変
更
を
要
し

な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
適
宜
読
み
替
え
た
上
で
）
一
般
社
団
法
人
法
の
規
制
を
準
用
し
て
い
る
。
も
と
も
と
一
般
社

団
法
人
法
の
規
制
は
、
会
社
法
上
の
規
制
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
り
（
７
）

、
こ
れ
ら
三
つ
の
各
規
制
は
、
お
お
む
ね
パ
ラ
レ
ル
な
規
制
に

な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
を
通
覧
す
る
と
、
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
医
療
法
人
に
お
い
て
は
、
病
院
等
の
管
理
者
、
医
師
・
歯
科
医
師
等
医
療
関
係
者
が
、
代
表
理
事
、
理
事
に
な
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
医
療
法
人
に
お
い
て
は
、
病
院
等
の
管
理
者
が
理
事
に
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
医
療
法
四
六
条
の
五
第

六
項
）、
か
か
る
「
管
理
者
理
事
」
が
管
理
者
の
職
を
退
い
た
と
き
は
、
理
事
の
職
を
失
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
同
条
七
項
）、
医
療
法

人
の
理
事
の
う
ち
一
人
は
理
事
長
と
し
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
理
事
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
医
療
法
四
六

条
の
六
第
一
項
本
文
）。
か
か
る
規
制
は
会
社
法
や
一
般
社
団
法
人
法
に
も
み
ら
れ
ず
、
医
療
法
人
固
有
の
規
制
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

第
二
に
、
監
督
官
庁
が
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
（
医
療
法
四
四
条
一
項
参
照
）、
都
道
府
県
知
事
に
種
々
の

認
可
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
（
例
え
ば
、
医
療
法
四
六
条
の
五
第
一
項
但
書
、
同
法
四
六
条
の
五
第
六
項
但
書
、
同
法
四
六
条
の
六
第

一
項
但
書
）、
会
社
法
、
一
般
社
団
法
人
法
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
後
見
的
に
関
与
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
場
面
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知

事
が
関
与
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
例
と
し
て
、
権
利
義
務
役
員
の
選
任
に
関
し
、
一
般
社
団
法
人
法
、
会
社
法
で
は
、
裁
判

所
が
職
権
で
選
任
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
（
会
社
法
三
四
六
条
二
項
、
一
般
社
団
法
人
法
七
五
条
二
項
）、
医
療
法
で
は
、
都
道
府
県
知

）
七
一
一
七
（
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二
〇
二
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二
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）

三
二
〇

事
が
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
医
療
法
四
六
条
の
五
の
三
第
二
項
）。
ま
た
、
会
社
法
、
一
般
社
団
法
人
法
で
は
、
裁
判
所
が

業
務
執
行
検
査
役
を
選
任
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
（
会
社
法
三
五
八
条
、
一
般
社
団
法
人
法
八
六
条
）、
医
療
法
人
法
で
は
、
都
道
府
県

知
事
が
業
務
・
会
計
の
状
況
を
検
査
す
る
と
い
う
建
付
け
に
な
っ
て
お
り
（
医
療
法
六
三
条
）、
裁
判
所
に
よ
る
検
査
役
の
選
任
は
、
解

散
・
清
算
監
督
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
医
療
法
五
六
条
の
一
六
）。

２
．
社
員
総
会
に
関
す
る
規
制
の
対
比

⑴
．
三
者
の
比
較

次
の
【
表
２
】
は
、
社
団
た
る
医
療
法
人
の
社
員
総
会
に
関
す
る
規
制
を
、
会
社
法
上
の
株
主
総
会
、
一
般
社
団
法
人
法
上
の
社
員
総

会
に
関
す
る
各
規
制
と
対
比
し
た
も
の
で
あ
る
。

）
七
一
一
八
（
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三
二
一

【表 ２】社員総会・株主総会に関する規制
社団たる医療法人 七般社団法人法の規制 相応する会社法の規制

1．決議できる

事項の範囲

法律定款で定めた事項に限定

（医療法46条の 3第 1項）

理事会設置七般社団法人

につき、七般社団法人法

3５条 2 項

取締役会設置会社につ

き、会社法29５条 2 項

2 ．定款による

決議機関の変更

の可否

医療法46条の 3第 2項 七般社団法人法3５条 4 項 会社法29５条 3 項

3 ．社員名簿 社団たる医療法人は、社員名簿を備

え置き、社員の変更があるごとに必

要な変更を加えなければならない

（医療法46条の 3の 2第 1項）。

七般社団法人法31条 ・株主名簿の備置につ

き、 会 社 法12５条 1 項、

名義書換につき、会社法

133条 1 項

4 ．社員総会 医療法46条の 3の 2第 2項 七般社団法人法36条 1 項

3 項

会社法296条 1 項 3 項

医療法46条の 3の 2第 3項 七般社団法人法36条 2 項

3 項

会社法296条 2 項 3 項

５ ．社員による

臨時社員総会の

総会招集

理事長は、総社員の 1 / ５ 以上の社

員から社員総会の目的である事項を

示して臨時社員総会の招集を請求さ

れた場合には、その請求のあつた日

から20日以内に、これを招集しなけ

ればならない。ただし、総社員の 1

/ ５ の割合については、定款でこれ

を下回る割合を定めることができる

（医療法46条の 3の 2第 4項）。

総社員の議決権の 1 /10

以上の議決権を有する社

員は、理事に対し、社員

総会の目的である事項及

び招集の理由を示して、

社員総会の招集を請求す

ることができる（七般社

団法人法37条 1 項）。

総株主の議決権の 3 /100

以上の議決権を 6箇月

（これを下回る期間を定

款で定めた場合にあって

は、その期間）前から引

き続き有する株主は、取

締役に対し、株主総会の

目的である事項及び招集

の理由を示して、株主総

会の招集を請求すること

ができる（会社法297条

1 項）。

請求をした社員は、裁判

所の許可を得て、社員総

会を招集することができ

る（七般社団法人法37条

2 項）。

請求をした株主は、裁判

所の許可を得て、株主総

会を招集することができ

る（会社法297条 4 項）。

6．招集通知 医療法46条の 3の 2第 ５項 七般社団法人法39条 会社法299条 1 項

（書面による招集通知、電磁的方法

による招集通知につき、規定なし。

なお、招集の方法は、定款で定め

る。）

・書面による招集通知に

つき、七般社団法人法39

条 2 項

・書面による招集通知に

つき、会社法299条 2 項

・電磁的方法による招集

通知につき、七般社団法

人法39条 3 項

・電磁的方法による招集

通知につき、会社法299

条 3 項

7 ．招集手続の

省略

（規定なし） 七般社団法人法40条 会社法300条本文

８．提案権 （規定なし） 七般社団法人法43～4５条 会社法303～30５条

9 ．総会検査役（規定なし） 七般社団法人法46条、47

条

会社法306条、307条

）
七
一
一
一
（
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10．電子提供措

置

医療法46条 3 の 6 において、七般社

団法人法47条の 2以下を準用。

七般社団法人法47条の 2

～47条の 6

会社法32５条の 2～32５条

の 7

11．招集通知に

よる決議事項の

限定

医療法46条の 3の 2第 6項 七般社団法人法49条 3 項 会社法309条 ５ 項

12．議決権 医療法46条の 3の 3第 1項 七般社団法人法4８条 1 項 会社法30８条 1 項

（規定なし） （規定なし） 株式会社は、自己株式に

ついては、議決権を有し

な い（ 会 社 法30８条 2

項）。

13．決議 医療法46条の 3の 3第 2項 七般社団法人法49条 会社法309条

社員総会の議事は、この法律又は定

款に別段の定めがある場合を除き、

出席者の議決権の過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる（医療法46条の 3の 3第 3

項）。

（可否同数の場面につき、

規定なし）

（可否同数の場面につき、

規定なし）

前項の場合において、議長は、社員

として議決に加わることができない

（医療法46条の 3の 3第 4項）。

（規定なし） （規定なし）

14．議決権の代

理行使

医療法46条の 3の 3第 ５項 七般社団法人法５0条 会社法310条

1５．書面による

議決権の行使

（規定なし） 七般社団法人法５1条 会社法311条

16．電磁的方法

による議決権の

行使

（規定なし） 七般社団法人法５2条 会社法312条

17．特別利害関

係

社員総会の決議について特別の利害

関係を有する社員は、議決に加わる

ことができない（医療法46条の 3の

3第 6項）。

次に掲げる場合には、社

員等は、社員総会等の決

議の日から 3箇月以内

に、訴えをもって当該決

議の取消しを請求するこ

とができる。当該決議の

取消しにより社員等とな

る者も、同様とする。

一　社員総会の決議につ

いて特別の利害関係を有

する社員が議決権を行使

したことによって、著し

く不当な決議がされたと

き（七般社団法人法266

条 1 項 3 号）。

次の各号に掲げる場合に

は、株主等は、株主総会

等の決議の日から 3箇月

以内に、訴えをもって当

該決議の取消しを請求す

ることができる。当該決

議の取消しにより株主又

は取締役、監査役若しく

は清算人となる者も、同

様とする。

一　株主総会等の決議に

ついて特別の利害関係を

有する者が議決権を行使

したことによって、著し

く不当な決議がされたと

き（会社法８31条 1 項 3

号）。

1８．説明義務 医療法46条の 3の 4 七般社団法人法５3条 会社法314条

）
七
一
一
一
（
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三
二
三

19．議長の選任 社員総会の議長は、社員総会におい

て選任する（医療法46条の 3の ５第

1項）。

（規定なし） （規定なし）

20．議長の権限 医療法46条の 3の ５第 2項 七般社団法人法５4条 1 項 会社法31５条 1 項

医療法46条の 3の ５第 3項 七般社団法人法５4条 2 項 会社法31５条 2 項

21．提出された

資料等の調査

（規定なし） 七般社団法人法５５条 会社法316条

22．延会・続行

の決議

（規定なし） 七般社団法人法５6条 会社法317条

23．議事録 七般社団法人法５7条を、所定の読み

替えをした上で準用（医療法46条の

3の 6）。

七般社団法人法５7条 会社法31８条

）
七
一
一
一
（
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⑵
．
比
較
し
た
結
果
、
分
か
っ
た
こ
と

【
表
２
】
に
お
け
る
三
つ
を
対
比
し
た
結
果
に
つ
い
て
も
ま
と
め
て
お
こ
う
。
次
の
四
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。第

一
に
、
お
お
む
ね
会
社
法
、
一
般
社
団
法
人
、
社
団
た
る
医
療
法
人
の
順
で
規
制
が
簡
素
化
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、【
表
１
】
に
お
け
る
対
比
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、【
表
２
】
に
お
い
て
、
か
か
る
傾
向
は
よ
り
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
会
社
法
、
一
般
社
団
法
人
法
は
、
株
主
・
社
員
の
提
案
権
、
総
会
検
査
役
、
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
、
電
磁

的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
、
延
会
・
続
行
の
決
議
と
い
っ
た
制
度
を
法
定
し
て
い
る
が
（
提
案
権
に
つ
き
、
会
社
法
三
〇
三
～
三
〇
五
条
、

一
般
社
団
法
人
法
四
三
～
四
五
条
を
参
照
。
総
会
検
査
役
に
つ
き
、
会
社
法
三
〇
六
条
、
三
〇
七
条
、
一
般
社
団
法
人
法
四
六
条
、
四
七
条
を
参
照
。
書

面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
き
、
会
社
法
三
一
一
条
、
一
般
社
団
法
人
法
五
一
条
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に
つ
き
、
会
社
法
三
一
二
条
、

一
般
社
団
法
人
法
五
二
条
、
延
会
・
続
行
の
決
議
に
つ
き
、
会
社
法
三
一
七
条
、
一
般
社
団
法
人
法
五
六
条
）、
医
療
法
は
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
各

制
度
を
用
意
し
て
お
ら
ず
、
対
応
す
る
規
定
が
存
し
な
い
。

ま
た
、
会
社
法
と
異
な
り
、
一
般
社
団
法
人
、（
現
行
医
療
法
上
の
）
医
療
法
人
に
お
い
て
は
（
８
）

、
社
員
の
「
出
資
持
分
」
と
い
う
概
念
が

な
い
の
で
、
自
己
株
式
に
つ
き
、
会
社
が
議
決
権
を
有
し
な
い
と
す
る
会
社
法
三
〇
八
条
二
項
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
必
要
が
な
い
。

第
二
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
社
員
の
関
与
が
、
会
社
法
、
一
般
社
団
法
人
法
に
比
べ
、
よ
り
限
定
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
会
社
法
は
、
株
主
が
取
締
役
会
の
招
集
請
求
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
（
会
社
法
三
六
七
条
）、
か
か
る
制
度
は
、
一
般
社
団

法
人
法
、
医
療
法
に
は
存
し
な
い
。
ま
た
、
会
社
法
、
一
般
社
団
法
人
法
は
、
株
主
・
社
員
自
身
が
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
が
（
会
社
法
二
九
七
条
一
項
四
項
、
一
般
社
団
法
人
法
三
七
条
一
項
二
項
）、
医
療
法
は
、
招
集
「
請
求
」
を
す
る
こ
と
ま
で
し
か
認
め
て
お

）
七
一
一
一
（
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二
五

ら
ず
、
招
集
自
体
は
あ
く
ま
で
も
理
事
長
の
権
限
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
医
療
法
四
六
条
の
三
の
二
第
四
項
）。

第
三
に
、（
こ
れ
は
第
二
の
問
題
と
裏
腹
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
が
）
議
長
の
権
限
が
整
備
・
強
化
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
医
療
法
で
は
、

①
．
社
員
総
会
の
議
長
は
、
社
員
総
会
に
お
い
て
選
任
す
る
と
さ
れ
た
上
で
（
医
療
法
四
六
条
の
三
の
五
第
一
項
）、
社
員
総
会
の
議
事
に
つ

き
、
②
．
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
医
療
法
四
六
条
の
三
の
三
第
三
項
）、
③
．
か
か
る
場
合
に
お
い
て
、
議

長
は
、
社
員
と
し
て
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
医
療
法
四
六
条
の
三
の
三
第
四
項
）。
か
か
る
一
連
の
規
定
は
、
会

社
法
・
一
般
社
団
法
人
法
に
お
い
て
は
み
ら
れ
な
い
、
医
療
法
人
に
固
有
の
規
定
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

第
四
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
特
別
利
害
関
係
人
に
関
す
る
規
制
で
あ
る
。
会
社
法
、
一
般
社
団
法
人
法
で
は
、
特
別
の
利
害
関
係
を
有

す
る
株
主
・
社
員
が
議
決
権
行
使
を
な
し
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
事
後
的
に
決
議
の
瑕
疵
に
関
す
る
訴
え
を
も
っ
て
不
公
正
を
是
正

す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
（
会
社
法
八
三
一
条
一
項
三
号
、
一
般
社
団
法
人
法
二
六
六
条
一
項
三
号
）、
医
療
法
で
は
、
理
事
会
に
お
け
る
の
と

同
様
に
（
医
療
法
四
六
条
の
七
の
二
、
一
般
社
団
法
人
法
九
五
条
）、
事
前
規
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す

る
社
員
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
医
療
法
四
六
条
の
三
の
三
第
六
項
）。

３
．
小
括

こ
こ
で
上
記
の
結
果
を
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
観
点
か
ら
小
括
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
理
事
・
理
事
会
に
つ
い
て
み
る
と
、
医
療
法
上
、
社
団
た
る
医
療
法
人
に
お
い
て
は
、
理
事
長
が
医
師
・
歯
科
医
師
の
中
か
ら

選
出
さ
れ
（
医
療
法
四
六
条
の
五
第
六
項
）、
病
院
等
の
管
理
者
が
理
事
会
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
等
（
医
療
法
四
六
条

の
六
第
一
項
本
文
）、
医
療
現
場
サ
イ
ド
の
意
向
が
医
療
法
人
の
経
営
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
、
制
度
的
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
、
社
員
総
会
に
つ
い
て
み
る
と
、
可
否
同
数
の
と
き
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
い
う
規
定
（
医
療
法
四
六
条
の
三
の
三

）
七
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
二
六

第
三
項
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
員
総
会
運
営
に
際
し
て
の
議
長
の
権
限
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
社
員
自
身
が
能
動
的
に

関
わ
る
場
面
は
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
典
型
が
、
社
員
に
よ
る
招
集
請
求
を
認
め
る
も
の
の
、
社
員
自
身
が
招
集
す
る
こ
と
を
認
め
な

い
医
療
法
四
六
条
の
三
の
二
第
四
項
で
あ
る
。
同
項
で
は
、
招
集
自
体
は
あ
く
ま
で
も
理
事
長
の
権
限
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

制
度
上
、
理
事
長
と
議
長
と
は
「
別
建
て
」
の
制
度
と
さ
れ
て
い
る
が
、
株
主
総
会
と
同
様
、
実
際
に
は
、
理
事
長
が
議
長
を
務
め
る

の
が
通
例
で
あ
る
の
で
、
理
事
長
が
議
長
を
兼
ね
る
場
合
、
当
該
人
物
は
、
理
事
会
、
社
員
総
会
の
運
営
に
際
し
、
制
度
上
、
強
大
な
権

限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
社
員
に
よ
る
理
事
の
解
任
請
求
（
医
療
法
四
九
条
の
三
、
一
般
社
団
法
人
法
二
八
四
条
～
二
八
六
条
）、
代
表
訴
訟
（
医
療
法
四
九

条
の
二
、
一
般
社
団
法
人
法
二
七
八
条
～
二
八
三
条
）
と
い
う
ハ
ー
ド
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
り
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
を
図
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
が
、
業
務
に
関
す
る
検
査
は
、
主
務
官
庁
た
る
都
道
府
県
の
権
限
と
さ
れ
（
医
療
法
六
三
条
等
参
照
）、
前
記
の
訴
訟
に
よ
る
場
合
を
除

き
、
裁
判
所
の
関
与
は
、
解
散
・
清
算
監
督
の
た
め
の
検
査
役
選
任
（
医
療
法
五
六
条
の
一
六
）
と
い
っ
た
き
わ
め
て
限
定
的
な
、
か
つ
法

人
存
続
の
最
終
場
面
に
限
ら
れ
て
い
る
。

結
果
的
に
、
社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
し
て
は
、
主
務
官
庁
た
る
都
道
府
県
に
よ
る
適
切
な
監
督
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
が
本
稿
の
冒
頭
で
「
性
善
説
」
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
と
述
べ
た
所
以
で
あ
る
。

四
．
検
討

１
．
は
じ
め
に

三
．
に
お
い
て
、
社
団
た
る
医
療
法
人
に
関
す
る
「
性
善
説
」
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
。
二
．
で
述
べ
た
「
社

）
七
一
一
二
（



社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
二
七

員
総
会
を
強
制
的
に
招
集
す
る
方
法
の
欠
如
」
と
い
う
問
題
点
も
、
理
事
長
の
誠
実
な
対
応
と
監
督
官
庁
た
る
都
道
府
県
の
適
切
な
監
督

を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
性
善
説
」
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
の
一
環
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
行
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
規
制
を
前
提
と
し
た
上
で
、「
社
員
総
会
を
強
制
的
に
招
集
す
る
方
法
の
欠

如
」
と
い
う
「
規
制
の
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
」
を
解
釈
論
と
し
て
克
服
す
る
方
法
に
つ
き
、
検
討
を
試
み
た
い
。

２
．
実
体
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
会
社
法
に
お
け
る
株
主
に
よ
る
招
集
の
請
求
（
会
社
法
二
九
七
条
）
や
一
般
社
団
法
人
法
に
お
け
る
社
員
に
よ

る
招
集
の
請
求
（
一
般
社
団
法
人
法
三
七
条
）
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
意
味
、
一
番
素
直
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
．
で
検
討
し
た
と
お
り
、
社
団
た
る
医
療
法
人
に
つ
き
、
医
療
法
は
、
い
く
つ
か
の
個
所
で
、
会
社
法
、
一
般
法

人
法
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
規
制
を
意
図
的
に
外
し
た
り
、
修
正
し
た
り
し
て
お
り
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日

で
問
題
と
さ
れ
る
「
社
員
総
会
を
強
制
的
に
招
集
す
る
方
法
の
欠
如
」
も
、
意
図
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

医
療
法
が
、
意
図
的
に
裁
判
所
の
許
可
と
い
う
制
度
を
外
し
て
い
る
中
で
、
裁
判
所
が
招
集
の
許
可
を
与
え
る
と
い
う
旨
の
会
社
法

（
会
社
法
二
九
七
条
）、
一
般
法
人
法
（
一
般
社
団
法
人
法
三
七
条
）
の
各
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
、
解
釈
に
よ
る
法
改
正
を
な
す
に
等

し
く
、
波
及
効
が
大
き
す
ぎ
る
。

も
っ
と
も
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
激
烈
な
支
配
権
紛
争
の
解
決
は
、
主
務
官
庁
の
介
入

よ
り
も
、
司
法
の
場
に
お
け
る
解
決
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
社
団
た
る
医
療
法
人
の
現
行
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
構
造
の
全
体
像
を
崩
さ
な
い
形
で
、
司
法
の
関
与
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
。

）
七
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
二
八

３
．
手
続
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

本
稿
で
は
、
上
記
の
観
点
を
実
現
す
る
た
め
、
手
続
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
医
療
法
上
認
め
ら
れ

て
い
る
、
社
員
の
理
事
長
に
対
す
る
臨
時
社
員
総
会
の
招
集
請
求
権
（
医
療
法
四
六
条
の
三
の
二
第
四
項
）
の
「
執
行
」
方
法
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
実
体
法
の
枠
組
み
を
崩
す
こ
と
な
く
、「
規
制
の
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
」
を
埋
め
、
制
度
の
実
効
性
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。

手
続
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
も
の
が
あ
り
う
る
と
こ
ろ
、
第
一
に
、
意
思
表
示
の
擬
制
（
民
事
執
行
法
一
七
七
条
（
９
）

）

を
用
い
る
と
い
う
手
法
が
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
に
お
い
て
、「
前
訴
判
決
が
確
定
し
た

こ
と
に
よ
り
Ｘ
に
よ
る
社
員
総
会
の
招
集
手
続
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、

前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
は
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
つ
つ
も
、
日
時
及
び
場
所
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
根

拠
に
、
か
か
る
手
法
を
否
定
し
て
い
る
。
だ
が
、「
日
時
及
び
場
所
の
記
載
」
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
か
か
る
手
法
は
依
然
と
し
て

検
討
に
値
す
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
間
接
強
制
（
民
事
執
行
法
一
七
二
条
（
10
）

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
に

お
い
て
も
、
そ
の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
前
掲
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
も
自
認
す
る
と
お
り
、

間
接
強
制
は
、
あ
く
ま
で
も
強
制
金
に
よ
り
、
間
接
的
に
社
員
総
会
の
招
集
を
促
そ
う
と
す
る
手
続
な
の
で
、
い
さ
さ
か
歯
が
ゆ
い
と
い

う
の
は
否
め
な
い
。

第
三
に
、
代
替
執
行
（
民
事
執
行
法
一
七
一
条
（
11
）

）
に
よ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
作
為
を
目
的
と
す
る
債

務
（
招
集
す
る
債
務
）
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
」
と
し
て
、
執
行
裁
判
所
が
債
務
者
の
費
用
で
第
三
者
に
当
該
作
為
を
さ
せ
る
こ
と
を
考

）
七
一
七
一
（



社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
二
九

え
て
い
く
の
で
あ
る
（
同
条
一
項
一
号
）。

筆
者
は
、
前
稿
に
お
い
て
、
下
記
の
と
お
り
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
民
事
訴
訟
法
が
規
定
す
る
特
別
代
理
人
（
民
事
訴
訟
法
三
五
条
）
に
関
し
、
民
事
執
行
法
は
、
債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
強
制
執
行

の
続
行
に
関
し
、
民
事
訴
訟
法
三
五
条
二
項
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
幸
い
に
し
て
、
そ
れ
以
外
に
何
も
語
ら
ず
、
か

え
っ
て
、「
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
民
事
執
行
の
手
続
に
関
し
て
は
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
を
準
用
す
る
」
も
の
と
定
め
て

い
る
（
民
事
執
行
法
二
〇
条
）。
本
件
ケ
ー
ス
の
場
合
、
Ｘ
が
社
員
総
会
の
招
集
を
懈
怠
し
た
場
合
、
Y3
及
び
Y4
が
、「
前
訴
控
訴
審
判
決
」

を
代
替
執
行
す
べ
く
、
特
別
代
理
人
と
な
り
、
社
員
総
会
を
招
集
で
き
れ
ば
、
実
質
的
に
は
、
裁
判
所
が
招
集
の
許
可
を
与
え
る
と
い
う

制
度
設
計
と
同
じ
こ
と
が
実
現
で
き
る
（
12
）

。」

代
替
執
行
の
方
法
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
、
よ
り
ダ
イ
レ
ク
ト
に
授
権
決
定
を
得
た
上
で
、
社
員
自
ら
執
行
（
民
事
執
行
法
一
七
一
条
）

す
れ
ば
よ
い
と
い
う
理
解
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
（
13
）

。

五
．
結
び
に
代
え
て

民
事
執
行
法
改
正
の
研
究
（
14
）

を
契
機
と
し
て
、
手
続
法
に
大
き
く
関
心
を
持
つ
に
至
っ
た
筆
者
の
関
心
が
、
本
稿
で
の
提
言
に
際
し
反
映

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
本
稿
で
は
、
ま
だ
十
分
に
私
見
が
固
ま
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
手
続
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
き
、
提
言

と
い
っ
て
も
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
試
論
的
に
提
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
足
り
な
い
部
分
は
今
後
の
課
題
と
受
け
止
め
、
引
き
続
き

検
討
し
て
い
き
た
い
。
い
ず
れ
の
手
法
で
あ
れ
、
手
続
と
は
ふ
く
ら
み
が
あ
る
も
の
な
の
で
、
当
事
者
が
試
行
錯
誤
を
積
み
重
ね
て
、
手

続
を
「
育
て
て
い
く
」
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

）
七
一
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
三
〇

【
追
記
】

１
．
本
稿
は
、
令
和
四
年
度
日
本
大
学
法
学
部
研
究
費
［
学
術
研
究
費
（
共
同
研
究
費
）］「
一
般
条
項
に
お
け
る
実
体
法
と
手
続
法
の
交

錯
」（
代
表 
松
嶋
隆
弘
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

２
．
本
号
が
献
呈
の
対
象
と
す
る
長
谷
川
貞
之
教
授
は
、
こ
の
度
日
本
大
学
法
学
部
を
退
職
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
同
僚
と
し
て
受
け
た
学

問
的
・
教
育
的
恩
恵
に
対
し
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
同
教
授
の
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
る
。

３
．
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
菱
田
昌
義
弁
護
士
か
ら
有
益
な
助
言
を
頂
戴
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
1
）	

非
営
利
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
員
の
信
任
義
務
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
松
元
暢
子
『
非
営
利
法
人
の
役
員
の
信
認
義
務
～
営
利
法
人
の
役

員
の
信
認
義
務
と
の
比
較
考
察
～
』（
平
成
二
六
年
）
を
参
照
。

（
2
）	

非
営
利
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
、
筆
者
は
、
根
田
正
樹
教
授
と
の
共
同
監
修
で
、
月
刊
税
理
に
お
い
て
、「
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
非
営
利
法

人
」
と
い
う
連
載
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
共
同
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
筆
者
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
松
嶋
隆
弘
「
日
大
問
題
に
み
る
法
的
論
点
～
不
正

に
直
接
関
与
し
な
か
っ
た
理
事
の
法
的
責
任
を
中
心
に
～
」
月
刊
税
理
六
五
巻
一
二
号
（
令
和
四
年
）
二
三
二
頁
、
根
田
教
授
に
よ
る
も
の
と
し
て
、

根
田
正
樹
「
知
事
所
轄
学
校
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
私
立
学
校
法
改
正
」
月
刊
税
理
六
五
巻
一
四
号
（
令
和
四
年
）
二
三
二
頁

（
3
）	

医
療
法
人
に
つ
い
て
の
根
拠
法
で
あ
る
医
療
法
は
、
社
団
た
る
医
療
法
人
、
財
団
た
る
医
療
法
人
の
双
方
を
許
容
し
て
い
る
が
、
現
実
に
存
在

す
る
医
療
法
人
の
ほ
と
ん
ど
は
前
者
で
あ
る
。
本
稿
で
も
、
社
団
た
る
医
療
法
人
を
検
討
の
素
材
と
す
る
。

（
4
）	

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
尾
形
祥
・
判
批
・
金
判
一
六
二
九
号
二
頁

（
５
）	

松
嶋
隆
弘
「
医
療
法
人
の
社
員
の
除
名
合
戦
（
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
お
家
騒
動
第
６
回
）」
税
理
六
四
巻
一
四
号
（
令
和
三
年
）
一
五
八
頁

（
6
）	

対
比
に
あ
た
り
、
本
稿
の
目
的
に
従
い
、
記
述
に
繁
閑
を
つ
け
て
い
る
点
、
了
解
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
財
団
た
る
医
療
法
人
に
関
す
る
理
事
の

規
制
に
つ
い
て
は
、
割
愛
し
て
あ
る
。

）
七
一
七
八
（



社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
三
一

（
7
）	

根
田
正
樹
＝
丸
山
秀
平
＝
坂
田
純
一
編
『
一
般
社
団
法
人
・
財
団
法
人
の
法
務
と
税
務
』（
平
成
二
〇
年
）
四
〇
頁
（
丸
山
秀
平
）

（
８
）	

平
成
一
九
年
施
行
の
第
五
次
医
療
法
改
正
に
よ
り
、「
出
資
持
分
の
あ
る
医
療
法
人
」
を
新
た
に
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
既

存
の
「
出
資
持
分
の
あ
る
医
療
法
人
」
は
、
当
分
の
間
存
続
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
「
出
資
持
分
の
あ
る
医
療
法
人
」
を
経
過
措
置
医

療
法
人
と
呼
ぶ
（
医
療
法
一
〇
条
の
二
）。
医
療
法
は
、
経
過
措
置
医
療
法
人
が
、
出
資
持
分
の
放
棄
を
伴
っ
た
上
で
、
新
医
療
法
人
へ
と
移
行
す

る
手
続
を
用
意
し
て
い
る
（
医
療
法
一
〇
条
の
三
以
降
、
特
に
同
条
三
項
二
号
を
参
照
。）。
な
お
、
根
田
＝
丸
山
＝
坂
田
・
前
掲
書（
注
７
）三
七
〇

頁
（
矢
野
聡
）
を
参
照
。

（
9
）	

中
野
貞
一
郎
＝
下
村
正
明
『
民
事
執
行
法
（
改
訂
版
）』（
令
和
三
年
）
八
七
一
頁
、
中
西
正
＝
中
島
弘
雅
＝
八
田
卓
也
＝
青
木
哲
『
民
事
執

行
・
民
事
保
全
法
（
第
２
版
）』（
令
和
三
年
）
二
七
三
頁

（
10
）	

中
野
＝
下
村
・
前
掲
書
八
五
九
頁
、
中
西
＝
中
島
＝
八
田
＝
青
木
・
前
掲
書
二
六
五
頁
以
下
参
照
。

（
11
）	

中
野
＝
下
村
・
前
掲
書
八
五
三
頁
、
中
西
＝
中
島
＝
八
田
＝
青
木
・
前
掲
書
二
六
三
頁
以
下
、
二
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
12
）	

松
嶋
・
前
掲（
注
５
）一
六
三
頁
。
特
別
代
理
人
の
活
用
例
に
つ
き
、
豊
泉
美
穂
子
弁
護
士
か
ら
、
故
・
植
草
宏
一
弁
護
士
の
実
践
例
に
つ
き
ご

教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
13
）	

こ
の
点
は
、
前
稿
を
読
ん
だ
矢
作
和
彦
弁
護
士
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
14
）	

令
和
元
改
正
民
事
執
行
法
に
関
す
る
筆
者
の
著
作
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

・
中
島
弘
雅
＝
内
田
義
厚
＝
松
嶋
隆
弘
編
『
改
正
民
事
執
行
法
の
論
点
と
今
後
の
課
題
』（
令
和
二
年
）

・
中
島
弘
雅
＝
松
嶋
隆
弘
編
『
実
務
か
ら
見
る
改
正
民
事
執
行
法
』（
令
和
二
年
）

・
山
川
一
陽
＝
松
嶋
隆
弘
編
『
民
事
執
行
法
及
び
ハ
ー
グ
条
約
実
施
法
等
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
と
実
務
へ
の
影
響
』（
令
和
二
年
）

）
七
一
七
一
（





法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
三
三

法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察

松

　
　嶋

　
　康

　
　尚

一
　
は
じ
め
に

周
知
の
ご
と
く
、
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
平
成
一
八
年
一
月
一
三
日
（
民
集
六
〇
巻
一
号
一
頁
）
及
び
同
年
の
い
わ
ゆ
る
貸
金
三

法
（
利
息
制
限
法
、
貸
金
業
法
、
出
資
法
）
の
改
正
（
１
）（

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
・
平
成
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
法

律
第
一
一
五
号
）
等
に
よ
り
、
消
費
者
金
融
会
社
に
対
し
過
払
金
返
還
請
求
が
著
し
く
増
加
し
た
。
返
還
請
求
の
増
加
は
貸
金
業
者
の
経

営
を
圧
迫
し
、
旧
武
富
士
を
は
じ
め
、
多
く
の
消
費
者
金
融
会
社
が
倒
産
・
組
織
再
編
に
よ
り
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

上
記
最
高
裁
判
決
及
び
貸
金
三
法
の
改
正
前
に
お
い
て
は
、
大
手
の
消
費
者
金
融
業
者
は
、
そ
れ
だ
け
貸
付
債
権
額
も
多
額
と
な
り
、

債
務
者
か
ら
受
け
取
っ
た
制
限
超
過
利
息
も
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
収
益
も
高
収
益
と
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
多
額
の
納
税
を
し

て
い
た
。

論

　説

）
五
一
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
三
四

そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
上
記
最
高
裁
判
決
及
び
貸
金
三
法
の
改
正
後
に
お
い
て
は
、
過
払
金
返
還
額
が
急
増
し
、
赤
字
が
累
積

し
て
い
く
事
態
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
消
費
者
金
融
会
社
の
財
務
体
質
も
悪
化
し
、
返
還
す
る
過
払
金
の
原
資
も
無
く
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
過
去
の
法
人
税
の
申
告
の
適
法
性
を
疑
問
視
し
、
多
額
の
法
人
税
の
還
付
を
請
求
す
る
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
、
最
高

裁
の
判
断
（
そ
の
詳
細
は
二
で
考
察
す
る
。）
も
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
最
高
裁
の
判
断
を
基
と
し
、
過
払
い
利
息
に
対
す
る
法
人
税
の
還
付
に
よ
る
過
払
い
金
債
権
者
救
済
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
た
（
２
）

い
（
３
）

。

検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
消
費
者
金
融
会
社
が
、
下
記
に
紹
介
す
る
裁
判
例
の
よ
う
に
、
経
営
が
破
綻
し
、
過
払
金
債
権
の
原
資
と
な
り

う
る
よ
う
な
財
産
が
他
に
無
い
よ
う
な
会
社
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

二
　
制
限
超
過
利
息
と
更
正
の
請
求
に
関
す
る
二
件
の
税
務
訴
訟

検
討
に
先
立
っ
て
、
上
記
に
触
れ
た
通
り
、
法
人
税
の
還
付
に
関
す
る
最
高
裁
の
判
断
を
見
て
み
た
い
。

制
限
超
過
利
息
等
に
係
る
収
益
の
額
を
益
金
の
額
に
算
入
し
て
計
算
し
た
所
得
の
金
額
を
課
税
標
準
と
し
た
法
人
税
の
申
告
に
つ
い
て
、

こ
れ
に
対
応
す
る
本
件
各
事
業
年
度
の
益
金
の
額
を
減
額
し
て
計
算
（
以
下
、「
過
年
度
損
益
修
正
））
す
る
と
納
付
す
べ
き
法
人
税
の
額
が

過
大
と
な
っ
た
と
し
て
更
正
の
請
求
を
し
た
こ
と
に
関
し
、
代
表
的
な
税
務
訴
訟
が
二
件
挙
げ
ら
れ
る
。

便
宜
上
、
最
高
裁
判
所
平
成
二
七
年
四
月
一
四
日
第
三
小
法
廷
決
定
（
税
務
訴
訟
資
料
二
六
五
号
順
号
一
二
六
四
七
）
を
「
第
一
裁
判
」、

最
高
裁
判
所
令
和
二
年
七
月
二
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
民
集
七
四
巻
四
号
一
〇
三
〇
頁
）
を
「
第
二
裁
判
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

）
五
一
五
一
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
三
五

こ
の
二
件
の
税
務
訴
訟
は
、
制
限
超
過
利
息
等
を
減
額
す
る
旨
の
更
正
の
請
求
を
行
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
共
通
す
る
。
し
か
し
、

法
人
税
の
申
告
を
し
た
消
費
者
金
融
会
社
が
更
生
手
続
中
で
あ
っ
た
（
第
一
裁
判
）
か
、
破
産
手
続
中
で
あ
っ
た
（
第
二
裁
判
）
か
に
よ
り
、

原
審
で
あ
る
高
裁
の
段
階
で
は
判
断
が
分
か
れ
て
い
た
。

第
一
裁
判
の
高
裁
判
決
（
東
京
高
判
平
成
二
六
年
四
月
二
三
日
・
税
務
訴
訟
資
料
二
六
四
号
順
号
一
二
四
六
〇
）
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う

に
判
示
し
控
訴
を
棄
却
し
た
。

「
前
期
損
益
修
正
の
処
理
は
、
法
人
税
法
二
二
条
四
項
に
定
め
る
公
正
処
理
基
準
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る
一
方
、
本
件
更
生
会
社
に

つ
い
て
、
こ
れ
と
異
な
り
過
年
度
所
得
の
更
正
を
行
う
べ
き
理
由
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
通
則
法
二
三
条
一
項
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と

は
認
め
ら
れ
ず
、
本
件
更
生
会
社
が
納
付
し
た
法
人
税
に
つ
い
て
法
律
上
の
原
因
が
な
い
と
も
い
え
な
い
」。

こ
れ
に
対
し
第
二
裁
判
の
高
裁
判
決
（
大
阪
高
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
九
日
・
民
集
七
四
巻
四
号
一
一
二
一
頁
）
は
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
、

請
求
を
認
容
し
た
。

「
当
裁
判
所
は
、
控
訴
人
が
本
件
破
産
会
社
に
つ
い
て
し
た
本
件
会
計
処
理
は
法
人
税
法
二
二
条
四
項
に
い
う
『
一
般
に
公
正
妥
当
と

認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
の
基
準
（
公
正
処
理
基
準
）』
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
是
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
ら
、
結
果
的
に
、
本
件
申

告
に
係
る
納
税
申
告
書
に
記
載
し
た
課
税
標
準
等
若
し
く
は
税
額
等
の
計
算
が
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
（
法
人
税
法
二
二
条
四
項
）
に

従
っ
て
お
ら
ず
、
同
納
税
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
税
額
が
過
大
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
通
則
法
二
三
条
一
項
一
号
に
該
当

す
る
と
こ
ろ
、
本
件
破
産
手
続
に
お
い
て
本
件
破
産
会
社
が
本
件
過
払
金
返
還
債
権
一
に
係
る
不
当
利
得
返
還
義
務
を
負
う
こ
と
が
確
定

判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
破
産
債
権
者
表
の
記
載
に
よ
り
確
定
し
、
そ
の
結
果
、
破
産
会
社
に
生
じ
て
い
た
経
済
的
成
果
が
失
わ
れ

た
か
又
は
こ
れ
と
同
視
で
き
る
状
態
に
至
っ
た
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
申
告
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎

）
五
一
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
三
六

と
な
っ
た
事
実
と
異
な
る
こ
と
が
確
定
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
通
則
法
二
三
条
二
項
一
号
）
か
ら
、
同
確
定
の
日
か
ら
二
か
月
以
内
に

さ
れ
た
本
件
各
更
正
の
請
求
は
理
由
が
あ
り
、
こ
れ
に
理
由
が
な
い
と
し
た
本
件
各
通
知
処
分
は
い
ず
れ
も
違
法
で
あ
る
と
判
断
す
る
。」

第
一
裁
判
に
つ
い
て
は
、
上
告
理
由
が
受
理
す
べ
き
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
棄
却
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
最
決
平
成
二
七
年
四
月

一
四
日
）
た
め
、
原
審
の
判
断
の
と
お
り
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
第
二
裁
判
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
は
原
判
決
を
破
棄
し
、
被
上
告
人
の
控
訴
を
棄
却
す
る
旨
の
自
判
を
し
た
（
最
判
令

和
二
年
七
月
二
日
民
集
七
四
巻
四
号
一
〇
三
〇
頁
）。
判
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
⑴
一
般
に
、
企
業
会
計
に
お
い
て
は
、
会
計
期
間
ご
と
に
、
当
期
に
お
い
て
生
じ
た
収
益
の
額
と
当
期
に
お
い
て
生
じ
た
費
用
及
び

損
失
の
額
と
を
対
応
さ
せ
、
そ
の
差
額
と
し
て
損
益
計
算
を
行
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
企
業
会
計
原
則
は
、
過
去
の
損

益
計
算
を
修
正
す
る
必
要
が
生
じ
て
も
、
過
去
の
財
務
諸
表
を
修
正
す
る
こ
と
な
く
、
要
修
正
額
を
前
期
損
益
修
正
と
し
て
修
正
の
必
要

が
生
じ
た
当
期
の
特
別
損
益
項
目
に
計
上
す
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
を
定
め
（
第
二
の
六
、
同
注
解
一
二
）、「
会
計
上
の
変
更
及
び
誤
謬
の

訂
正
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
平
成
二
一
年
一
二
月
四
日
企
業
会
計
基
準
第
二
四
号
）
も
、
過
去
の
財
務
諸
表
に
お
け
る
誤
謬
が
発
見
さ
れ
た

場
合
に
行
う
会
計
処
理
と
し
て
は
、
当
該
誤
謬
に
基
づ
く
過
去
の
財
務
諸
表
の
修
正
再
表
示
の
累
積
的
影
響
額
を
当
期
の
期
首
の
残
高
に

反
映
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
（
二
一
項
）、
同
会
計
処
理
が
認
め
ら
れ
る
誤
謬
の
範
囲
を
当
初
の
財
務
諸
表
作
成
時
に
入
手
可
能
な
情

報
の
不
使
用
や
誤
用
が
あ
っ
た
場
合
に
限
定
し
て
い
る
（
四
項
⑻
）。
企
業
会
計
原
則
等
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
定
め
は
、
法
人
の
損
益
計
算

が
法
人
の
継
続
的
な
経
済
活
動
を
人
為
的
に
区
切
っ
た
期
間
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
過

去
の
損
益
計
算
を
遡
っ
て
修
正
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。

）
五
一
五
一
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
三
七

法
人
税
法
も
、
事
業
年
度
（
法
人
の
財
産
及
び
損
益
の
計
算
の
単
位
と
な
る
期
間
で
、
法
令
で
定
め
る
も
の
又
は
法
人
の
定
款
等
で
定
め
る
も
の
等
。

一
三
条
）
に
お
け
る
所
得
の
金
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
税
す
る
こ
と
と
し
（
二
一
条
）、
確
定
し
た
決
算
に
基
づ
き
各
事
業
年
度
の
所
得

の
金
額
等
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
お
り
（
七
四
条
一
項
）、
国
税
通
則
法
も
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
よ
る
申
告

を
も
っ
て
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
時
に
成
立
し
た
法
人
税
の
納
税
義
務
に
つ
き
納
付
す
べ
き
税
額
が
確
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

（
一
五
条
二
項
三
号
、
一
六
条
一
項
一
号
及
び
二
項
一
号
）。

こ
の
よ
う
に
、
法
人
税
の
課
税
に
お
い
て
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
収
益
等
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
貸

金
業
を
営
む
法
人
が
受
領
し
、
申
告
時
に
収
益
計
上
さ
れ
た
制
限
超
過
利
息
等
に
つ
き
、
後
に
こ
れ
が
利
息
制
限
法
所
定
の
制
限
利
率
を

超
え
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
不
当
利
得
と
し
て
返
還
す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
伴
う
事
由
に
基
づ
く
会
計
処

理
と
し
て
は
、
当
該
事
由
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
損
失
と
す
る
処
理
、
す
な
わ
ち
前
期
損
益
修
正
に
よ
る
こ
と
が
公
正
処
理

基
準
に
合
致
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑵
法
人
税
法
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
区
切
っ
て
収
益
等
の
額
の
計
算
を
行
う
こ
と
の
例
外
と
し
て
、
例
え
ば
、
特
定
の
事
業
年
度
に
発

生
し
た
欠
損
金
額
が
考
慮
さ
れ
ず
に
別
の
事
業
年
度
の
所
得
に
対
し
て
課
税
が
行
わ
れ
得
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
青
色
申
告
書
を
提
出
し

た
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
繰
越
し
（
五
七
条
）
及
び
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
（
八
〇
条
）
等
の
制
度
を
設
け
、
ま
た
、
解
散
し
た
法

人
に
つ
い
て
は
、
残
余
財
産
が
な
い
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
期
限
切
れ
欠
損
金
相
当
額
の
損
金
算
入
（
五
九
条
三
項
）
等
の
制
度

を
設
け
て
い
る
。
課
税
関
係
の
調
整
が
図
ら
れ
る
場
合
を
定
め
た
こ
の
よ
う
な
特
別
の
規
定
が
、
破
産
者
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
も
適
用

さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
具
体
的
な
要
件
と
手
続
を
詳
細
に
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
法
は
、
破
産
者
で
あ
る
法
人
で
あ
っ

て
も
、
特
別
に
定
め
ら
れ
た
要
件
と
手
続
の
下
に
お
い
て
の
み
事
業
年
度
を
超
え
た
課
税
関
係
の
調
整
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る

）
五
一
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
三
八

も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
法
及
び
そ
の
関
係
法
令
に
お
い
て
は
、
法
人
が
受
領
し
た
制
限
超
過
利
息
等
を
益
金
の
額
に
算
入
し
て

法
人
税
の
申
告
を
し
、
そ
の
後
の
事
業
年
度
に
当
該
制
限
超
過
利
息
等
に
つ
い
て
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
係
る
破
産
債
権
が
破
産
手

続
に
よ
り
確
定
し
た
場
合
に
前
期
損
益
修
正
と
異
な
る
取
扱
い
を
許
容
す
る
特
別
の
規
定
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
企
業
会
計
上
も
、
上

記
の
場
合
に
過
年
度
の
収
益
を
減
額
さ
せ
る
計
算
を
す
る
こ
と
が
公
正
妥
当
な
会
計
慣
行
と
し
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
は
う
か
が
わ
れ
な

い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
法
人
税
法
が
上
記
の
場
合
に
つ
い
て
上
記
原
則
に
対
す
る
例
外
を
許
容
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
上
記
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
係
る
破
産
債
権
の
一
部
な
い
し
全
部
に
つ
き
現
に
配
当
が
さ
れ
、
ま
た
、
当
該
法
人

が
現
に
遡
っ
て
決
算
を
修
正
す
る
処
理
を
し
た
と
し
て
も
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
上
記
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
制
限
超
過
利
息
等
の
受
領
の
日
が
属
す
る
事
業
年
度
の
益
金
の
額
を
減
額
す
る
計
算
を

す
る
こ
と
は
、
公
正
処
理
基
準
に
従
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

⑶
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
件
各
事
業
年
度
に
制
限
超
過
利
息
等
を
受
領
し
た
Ａ
が
、
こ
れ
を
本
件
各
事
業
年
度
の
益
金
の

額
に
算
入
し
て
行
っ
た
本
件
各
申
告
は
も
と
よ
り
正
当
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と
こ
ろ
（
最
高
裁
昭
和
四
三
年
（
行
ツ
）
第
二
五
号
同
四
六
年

一
一
月
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
五
巻
八
号
一
一
二
〇
頁
参
照
）、
上
記
⑵
で
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
の
事
業
年
度
に
本
件

債
権
一
が
破
産
手
続
に
お
い
て
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本
件
各
事
業
年
度
に
遡
っ
て
益
金
の
額
を
減
額
す
る
計
算
を
す
る
こ
と

は
、
・
・
・
中
略
・
・
・
公
正
処
理
基
準
に
従
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
の
減
額
計
算
を
前
提
と
す
る
本
件
各
更
正
の
請
求
が
国
税
通
則
法
二
三
条
一
項
一
号
所
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
と
異
な
る
原
審
の
判
断
に
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
の
違
反
が
あ
る
。
論
旨
は
こ
れ
と
同
旨
を
い
う
も

）
五
一
三
一
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
三
九

の
と
し
て
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
。」

こ
の
第
二
裁
判
の
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
高
裁
で
判
断
が
分
か
れ
て
い
た
破
産
手
続
き
・
更
生
手
続
き
の
違
い
に
よ

る
過
年
度
損
益
修
正
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
両
者
に
違
い
が
無
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
と
な
っ
た
。

以
下
、
上
記
二
つ
の
裁
判
を
基
に
、
税
務
訴
訟
を
用
い
た
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
　
前
期
損
益
修
正
と
更
正
の
請
求

㈠
　
更
正
の
請
求

更
正
の
請
求
（
国
税
通
則
法
二
三
条
）
と
は
、
確
定
申
告
等
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
確
定
し
た
課
税
標
準
等
ま
た
は
税
額
等
を
自
己
に
有
利

に
変
更
す
べ
き
こ
と
を
税
務
署
長
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
（
４
）

。
こ
れ
に
対
し
て
申
告
等
の
内
容
を
自
己
の
不
利
益
に
変
更
す
る
申
告
を
修
正

申
告
と
い
う
（
５
）

。

納
税
者
の
権
利
救
済
機
会
拡
大
の
た
め
、
平
成
二
三
年
一
二
月
改
正
に
よ
り
、
修
正
申
告
の
期
間
、
更
正
の
請
求
の
期
間
、
増
額
更
正
、

減
額
更
正
の
期
間
が
原
則
的
に
五
年
に
統
一
さ
れ
た
（
従
前
は
更
正
の
請
求
の
期
間
は
一
年
で
あ
っ
た
。）。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
正
の
請
求
の
期
間
を
課
税
権
の
除
斥
期
間
に
一
致
さ
せ
た
こ
と
は
、
首
尾
一
貫
し
た
立
法
措
置
と
し
て
肯
定

的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
（
６
）

。

更
正
の
請
求
に
は
、
通
常
の
更
正
の
請
求
と
、
後
発
的
理
由
に
よ
る
更
正
の
請
求
と
が
あ
る
。

）
五
一
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
四
〇

⑴
　
通
常
の
更
正
の
請
求

国
税
通
則
法
二
三
条
一
項
に
お
い
て
は
、
納
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
課
税
標
準
等
若
し
く
は
税
額
等

の
計
算
が
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
又
は
当
該
計
算
に
誤
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
納
付
す
べ
き
税
額

が
課
題
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
定
申
告
期
限
か
ら
五
年
以
内
に
限
り
、
税
務
署
長
に
対
し
、
そ
の
申
告
に
か
か
る
課
税
標
準
等
又
は
税

額
等
に
つ
き
更
正
を
す
べ
き
旨
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
国
税
通
則
法
二
三
条
一
項
一
号
）。
こ
れ
が
「
通
常
の

更
正
の
請
求
」
で
あ
る
。
な
お
、
地
方
税
法
に
も
同
様
の
規
定
が
あ
る
（
地
方
税
法
二
〇
条
の
九
の
三
第
一
項
）。

当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
純
損
失
等
の
金
額
が
過
少
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
申
告
書
に
純
損
失
等
の
金
額
の
記
載
が
な
か
つ
た
と
き

（
こ
の
場
合
に
は
法
定
申
告
期
限
か
ら
一
〇
年
以
内
）、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
が
過
少
で
あ
る
と
き
、
又
は

当
該
申
告
書
に
還
付
金
の
額
に
相
当
す
る
税
額
の
記
載
が
な
か
つ
た
と
き
も
同
様
の
取
り
扱
い
で
あ
る
（
国
税
通
則
法
二
三
条
一
項
二
号
・

三
号
）。

更
正
の
請
求
は
、
納
税
申
告
に
よ
り
既
に
確
定
し
た
税
額
が
過
大
で
あ
る
と
き
な
ど
に
、
納
税
者
が
税
務
署
長
に
対
し
そ
の
是
正
を
請

求
す
る
権
利
（
請
求
権
）
を
行
使
す
る
手
続
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
自
体
、
税
額
を
是
正
し
確
定
さ
せ
る
効
力
を
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
に

税
額
を
確
定
さ
せ
る
効
力
が
な
い
点
で
、
前
述
の
修
正
申
告
と
異
な
る
。
こ
れ
は
、
修
正
申
告
と
同
様
に
納
税
者
に
対
し
て
税
額
等
を
確

定
さ
せ
る
変
更
権
を
与
え
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
修
正
申
告
と
異
な
り
減
額
修
正
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
税
の
徴
収
の
安
定
が
得
ら
れ
な

い
ば
か
り
か
、
悪
質
な
納
税
者
に
よ
っ
て
徴
税
回
避
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
７
）

。

更
正
の
請
求
を
設
け
た
法
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
申
告
が
課
題
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
他
の
救
済
手
段
に
よ
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許

さ
れ
ず
、
更
正
の
請
求
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
８
）

、
要
素
の
錯
誤
に
よ
り
課
題
に
申
告
し
た
場
合
も
更
正
の
請
求
に
よ
り
そ
の
是
正
を
図

）
五
一
三
三
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
四
一

る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
減
額
の
更
正
を
求
め
る
訴
え
も
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
９
）

。

⑵
　
後
発
的
理
由
に
よ
る
更
正
の
請
求

国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
に
お
い
て
、
納
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
又
は
決
定
を
受
け
た
者
は
、
二
項
所
定
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
「
後
発
的
理
由
に
よ
る
更
正
の
請
求
」
と
言
う
。
後
発
的
理
由
及
び
更
正
の
請
求
が
出
来
る
期
間
に
つ
い
て
、
同
条
同
項
に
お

い
て
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
　
そ
の
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
の
判
決

（
和
解
等
を
含
む
）
に
よ
り
、
そ
の
事
実
が
当
該
計
算
の
基
礎
と
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
こ
と
が
確
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
確
定
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
ヶ
月
以
内
（
国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
一
号
）

二
　
そ
の
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
に
当
た
っ
て
そ
の
申
告
を
し
、
又
は
決
定
を
受
け
た
者
に

帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
所
得
そ
の
他
課
税
物
件
が
他
の
者
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
当
該
他
の
者
に
係
る
国
税
の
更
正
又
は
決
定

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
更
正
又
は
決
定
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
ヶ
月
以
内
（
国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
二
号
）

三
　
そ
の
他
当
該
国
税
の
法
定
申
告
期
限
後
に
生
じ
た
上
記
一
、
二
に
類
す
る
政
令
で
定
め
る
「
や
む
を
得
な
い
理
由
」
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
理
由
が
生
じ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
ヶ
月
以
内
（
国
税
通
則
法
二
三
条
二
項
三
号
）

上
記
三
の
「
や
む
を
え
な
い
理
由
」
に
つ
き
、
国
税
通
則
法
施
行
令
に
お
い
て
次
の
五
つ
を
列
挙
し
て
い
る
（
国
税
通
則
法
施
行
令
六
条

一
項
）。

）
五
一
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
四
二

①
　�

そ
の
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
行
為
の

効
力
に
係
る
官
公
署
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と

②
　�
そ
の
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
に
係
る
契
約
が
、
解
除
権
の
行
使

に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
、
若
し
く
は
当
該
契
約
の
成
立
後
生
じ
た
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た

こ
と

③
　�

帳
簿
書
類
の
押
収
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
帳
簿
書
類
そ
の

他
記
録
に
基
づ
い
て
国
税
の
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
を
計
算
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
当
該
事
情

が
消
滅
し
た
こ
と

④
　�

我
が
国
が
締
結
し
た
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
又
は
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
条
約
に
規
定
す
る
権
限
の
あ

る
当
局
間
の
協
議
に
よ
り
、
そ
の
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
に
関
し
、
そ
の
内
容
と
異
な
る
内
容

の
合
意
が
行
わ
れ
た
こ
と

⑤
　�

そ
の
申
告
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算
の
基
礎
と
な
っ
た
事
実
に
係
る
国
税
庁
長
官
が
発
し
た
通

達
に
示
さ
れ
て
い
る
法
令
の
解
釈
そ
の
他
の
国
税
庁
長
官
の
法
令
の
解
釈
が
、
更
正
又
は
決
定
に
係
る
審
査
請
求
若
し
く
は
訴
え

に
つ
い
て
の
裁
決
若
し
く
は
判
決
に
伴
っ
て
変
更
さ
れ
、
変
更
後
の
解
釈
が
国
税
庁
長
官
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
当

該
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
取
り
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
（
10
）

国
税
通
則
法
以
外
に
も
個
別
の
税
法
に
お
い
て
後
発
的
理
由
に
よ
る
更
正
の
請
求
の
特
例
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
具
体
的

な
例
と
し
て
、
所
得
税
法
六
三
条
、
一
五
二
条
、
一
五
三
条
、
法
人
税
法
八
〇
の
二
、
八
二
条
、
相
続
税
法
三
二
条
、
消
費
税
法
五
六�

）
五
一
三
一
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
四
三

条
等
の
規
定
が
挙
げ
ら
れ
る
。

後
発
的
理
由
に
よ
る
更
正
の
請
求
は
、
各
税
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
有
の
事
情
に
基
づ
き
各
税
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た

が
、
昭
和
四
三
年
七
月
の
税
制
調
査
会
「
税
制
簡
素
化
に
つ
い
て
の
第
三
次
答
申
」
に
基
づ
き
、
各
税
法
に
共
通
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

事
由
に
つ
い
て
は
国
税
通
則
法
で
規
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
昭
和
四
五
年
改
正
に
お
い
て
、
規
定
さ
れ
た
。

後
発
的
理
由
に
よ
る
更
正
の
請
求
の
趣
旨
は
、
一
旦
適
法
に
成
立
し
た
課
税
関
係
が
そ
の
後
の
後
発
的
事
情
に
よ
っ
て
そ
の
課
税
の
前

提
と
な
っ
た
経
済
的
成
果
の
基
因
た
る
私
法
上
の
事
実
関
係
に
変
動
が
生
じ
た
場
合
に
、
変
動
後
の
事
実
関
係
に
適
合
せ
し
め
た
る
た
め

の
納
税
者
の
救
済
措
置
制
度
で
あ
る
（
11
）

。

上
記
の
制
度
趣
旨
か
ら
、
更
正
の
請
求
の
制
限
と
し
て
納
税
者
の
予
測
可
能
性
（
申
告
時
に
は
予
測
し
得
な
か
っ
た
事
由
が
生
じ
た
こ
と
）、

帰
責
性
（
そ
の
予
測
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
帰
責
事
由
が
な
い
こ
と
）
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
12
）

。
ま
た
、
通
常
の
更
正
の
請
求
の
期

間
内
に
更
正
の
請
求
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
「
や
む
を
得
な
い
理
由
」
が
あ
る
場
合
を
加
え
る
判
例
も
あ
る
（
13
）

。

今
回
の
検
討
に
お
い
て
は
、
制
限
超
過
利
息
等
に
つ
い
て
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
係
る
破
産
債
権
が
、
そ
の
後
の
破
産
手
続
に
お

い
て
確
定
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
本
件
各
更
正
の
請
求
が
通
則
法
二
三
条
一
項
及
び
二
項
所
定
の
要
件
を
満
た
す
か
、
つ
ま
り
、
不
当
利

得
返
還
請
求
権
の
確
定
に
基
づ
く
会
計
処
理
に
誤
り
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

㈡
　
前
期
損
益
修
正
の
会
計
処
理
と
法
人
税
法

法
人
税
法
の
会
計
処
理
に
関
す
る
代
表
的
な
規
定
と
し
て
法
人
税
法
二
二
条
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
人
税
法
二
二
条
は
、
内
国
法
人
の
各

事
業
年
度
に
お
け
る
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
当
該
事
業
年
度
の
益
金
の
額
に
算
入
す
べ
き
金
額
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、

）
五
一
三
一
（
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年
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月
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三
四
四

資
本
等
取
引
以
外
の
取
引
に
係
る
当
該
事
業
年
度
の
収
益
の
額
と
す
る
も
の
と
し
（
二
項
）、
当
該
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
す
べ

き
金
額
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
当
該
事
業
年
度
の
費
用
及
び
損
失
の
額
と
す
る
も
の
と
し
た
上
で
（
三
項
）、
当
該
事

業
年
度
の
収
益
並
び
に
費
用
及
び
損
失
の
額
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
の
基
準
（
い
わ
ゆ
る
「
公
正
処
理
基
準
」）
に

従
っ
て
計
算
さ
れ
る
も
の
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
（
四
項
）。

こ
の
法
人
税
法
二
二
条
四
項
は
法
人
税
法
簡
素
化
の
一
環
と
し
て
昭
和
四
二
年
に
設
け
ら
れ
た
。
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
計
算

が
「
原
則
と
し
て
」
企
業
利
益
の
算
定
技
術
で
あ
る
企
業
会
計
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
た
基
本
規
定
で
あ
り
、
法
人
の

利
益
及
び
所
得
は
共
通
の
概
念
で
あ
る
た
め
、
企
業
会
計
及
び
税
務
会
計
を
別
個
独
立
の
者
と
す
る
と
い
う
二
重
の
手
間
を
避
け
る
意
味

で
、
企
業
会
計
準
拠
主
義
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。

今
回
の
検
討
に
お
い
て
、
消
費
者
金
融
会
社
の
会
計
処
理
が
公
正
処
理
基
準
に
従
っ
て
い
た
か
否
か
に
関
し
て
い
う
と
①
制
限
超
過
利

息
の
益
金
該
当
性
、
②
過
払
い
金
が
確
定
し
た
場
合
の
返
還
に
際
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
い

う
点
が
問
題
点
と
な
る
。
以
下
、
順
次
検
討
し
て
い
く
。

⑴
　
利
息
制
限
法
所
定
の
制
限
利
率
を
超
え
て
支
払
わ
れ
た
利
息
の
会
計
処
理
に
つ
い
て

上
記
に
述
べ
た
と
お
り
、
法
人
税
法
二
二
条
二
項
は
「
益
金
の
額
に
算
入
す
べ
き
金
額
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
資
本

等
取
引
以
外
の
取
引
に
係
る
当
該
事
業
年
度
の
収
益
の
額
と
す
る
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る
。

過
払
利
息
を
受
け
取
っ
た
際
の
消
費
者
金
融
会
社
側
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
の
税
務
上
の
取
り
扱
い
で
あ
る
が
、
第
二
判
決
で
引
用
さ

れ
て
い
る
最
高
裁
判
決
（
15
）

に
お
い
て
、
次
の
通
り
判
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
制
限
超
過
利
息
等
が
現
実
に
収
受
さ
れ
た
場
合
、「
課
税
の
対
象
と
な
る
べ
き
所
得
を
構
成
す
る
か
否
か
は
、
必
ず
し
も
、

）
五
一
三
一
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
四
五

そ
の
法
律
的
性
質
い
か
ん
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
事
者
間
に
お
い
て
約
定
の
利
息
・
損
害
金
と
し
て
授
受
さ
れ
、
貸

主
に
お
い
て
当
該
制
限
超
過
部
分
が
元
本
に
充
当
さ
れ
た
も
の
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
な
く
、
依
然
と
し
て
従
前
ど
お
り
の
元
本
が
残
存

す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
以
上
、
制
限
超
過
部
分
を
も
含
め
て
、
現
実
に
収
受
さ
れ
た
約
定
の
利
息
・
損
害
金
の
全
部
が
貸
主

の
所
得
と
し
て
課
税
の
対
象
と
な
る
も
の
と
い
う
べ
き
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
未
収
の
場
合
、「
利
息
制
限
法
に
よ
る
制
限
超
過
の
利

息
・
損
害
金
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
約
定
自
体
が
無
効
で
あ
っ
て
、
約
定
の
履
行
期
の
到
来
に
よ
っ
て
も
、
利
息
・
損
害
金
債
権
を
生
ず

る
に
由
な
く
、
貸
主
は
、
た
だ
、
借
主
が
、
大
法
廷
判
決
［
筆
者
注
：
最
高
裁
昭
和
三
九
年
一
一
月
一
八
日
大
法
廷
判
決
・
民
集
一
八
巻

九
号
一
八
六
八
頁
、
最
高
裁
昭
和
四
三
年
一
一
月
一
八
日
大
法
廷
判
決
・
民
集
二
二
巻
一
二
号
二
五
二
六
頁
］
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
法

理
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
法
律
の
保
護
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
任
意
の
支
払
を
行
な
う
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
、
事
実
上
期
待
し
う

る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
つ
て
、
と
う
て
い
、
収
入
実
現
の
蓋
然
性
が
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
つ
て
、
制
限
超
過
の
利

息
・
損
害
金
は
、
た
と
え
約
定
の
履
行
期
が
到
来
し
て
も
、
な
お
未
収
で
あ
る
か
ぎ
り
、［
筆
者
注
：
昭
和
四
〇
年
法
律
第
三
三
号
に
よ

る
改
正
前
の
］
旧
所
得
税
法
一
〇
条
一
項
に
い
う
『
収
入
す
べ
き
金
額
』
に
該
当
し
な
い
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
既
収
分
に
つ
い
て
は
経
済
的
利
益
が
担
税
力
を
認
め
得
る
程
度
に
支
配
享
受
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
と
し
て
課
税
対
象
と
な
る
（
16
）

が
、
未
収
分
に
つ
い
て
は
課
税
所
得
を
構
成
し
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
消
費
者
金
融
会
社
が
当
初
行
っ
た
収
入
に
関
す
る
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
正
当
な
税
務
処
理
と
い
え
る
。
問

題
と
な
る
の
は
そ
の
後
の
事
業
年
度
に
お
い
て
過
払
金
を
返
還
す
る
場
合
の
会
計
処
理
で
あ
り
、
以
下
検
討
し
て
い
く
。

⑵
　
過
払
い
金
の
返
還
の
際
の
処
理
に
つ
い
て

過
年
度
の
収
益
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
法
人
税
実
務
で
は
下
記
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
あ
る
。

）
五
一
三
一
（
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本
法
学
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八
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三
四
六

法
人
税
基
本
通
達
２－

２－

16
は
、「
当
該
事
業
年
度
前
の
各
事
業
年
度
（
そ
の
事
業
年
度
が
連
結
事
業
年
度
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該

連
結
事
業
年
度
）
に
お
い
て
そ
の
収
益
の
額
を
益
金
の
額
に
算
入
し
た
資
産
の
販
売
又
は
譲
渡
、
役
務
の
提
供
そ
の
他
の
取
引
に
つ
い
て

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
契
約
の
解
除
又
は
取
消
し
、
返
品
等
の
事
実
が
生
じ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
基
づ
い
て
生
じ
た
損
失

の
額
は
、
当
該
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
す
る
の
で
あ
る
か
ら
留
意
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。

企
業
会
計
に
お
い
て
は
、
企
業
会
計
原
則
等
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
そ
の
前
提
と
な
る
考
え
方
と
し
て
会
計
公
準
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
は
「
企
業
実
体
の
公
準
」「
継
続
企
業
の
公
準
（
ゴ
ー
イ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ー
ン
）」「
貨
幣
的
評
価
の
公

準
」
の
三
つ
の
公
準
で
あ
る
（
17
）

。
法
人
税
法
に
お
け
る
課
税
所
得
計
算
は
、
上
記
「
継
続
企
業
の
公
準
」
に
よ
り
、
当
期
に
お
い
て
生
じ
た

収
益
と
費
用
・
損
失
を
対
応
さ
せ
、
所
得
は
そ
の
差
額
概
念
と
し
て
測
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
建
前
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場

合
に
お
け
る
損
益
の
認
識
は
、
民
事
上
の
契
約
関
係
等
の
法
的
基
準
の
み
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
く
、
経
済
的
観
測
に
重
点
を
置
い
て

当
期
で
発
生
し
た
損
益
の
測
定
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
契
約
解
除
等
に
伴
う
損
失
を
当
期
の
損
失
と
し

て
処
理
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
既
往
の
課
税
関
係
を
修
正
し
な
い
と
い
う
考
え
方
の
論
拠
も
そ
の
点
に
依
拠
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
18
）

。

本
稿
の
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
消
費
者
金
融
会
社
は
経
営
破
綻
し
て
い
る
会
社
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
上
記
法
人
税
基
本
通
達

２－

２－

16
が
前
提
と
し
て
い
る
「
継
続
企
業
の
公
準
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
会
社
で
あ
る
。
こ
の
点
が
会
計
処
理
に
影
響
を
与
え
る

か
に
つ
い
て
、
更
生
手
続
き
中
の
会
社
で
あ
る
上
記
第
一
判
決
の
高
裁
判
決
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
て
い
る
。「
前
期
損
益
修

正
の
処
理
は
、
法
人
税
法
二
二
条
四
項
に
定
め
る
公
正
処
理
基
準
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
る
一
方
、
本
件
更
生
会
社
に
つ
い
て
、
こ
れ
と

異
な
り
過
年
度
所
得
の
更
正
を
行
う
べ
き
理
由
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
・
・
・
、
本
件
更
生
会
社
に
つ
い
て
、
更
生
会
社
一
般
に
お
い
て

特
段
の
手
当
が
さ
れ
て
い
な
い
前
期
損
益
修
正
の
処
理
と
異
な
る
処
理
を
行
う
べ
き
理
由
は
見
い
だ
し
難
い
」（
そ
の
後
最
高
裁
に
お
い

）
五
一
三
一
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
四
七

て
、
上
告
棄
却
・
不
受
理
決
定
が
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
最
決
平
成
二
七
年
四
月
一
四
日
）。

第
二
判
決
の
原
審
は
破
産
会
社
に
は
継
続
企
業
の
公
準
が
妥
当
し
な
い
と
し
て
、
遡
っ
て
修
正
す
る
処
理
を
認
め
た
た
め
、
同
じ
高
裁

判
決
で
判
断
が
分
か
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
た
。
第
二
判
決
に
よ
っ
て
破
産
手
続
き
・
更
生
手
続
き
の
違
い
に
よ
る
過
年
度
損
益
修
正
の

取
り
扱
い
に
違
い
が
無
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
実
務
上
の
混
乱
は
避
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
先
の
収
益
に
関
す
る
検
討
を
し
た
と
こ
ろ
で
述
べ
た
通
り
、
判
例
・
実
務
は
、
課
税
の
対
象
と
な
る
べ
き
所
得
を
構
成
す
る
か

否
か
は
、
必
ず
し
も
、
そ
の
法
律
的
性
質
い
か
ん
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
経
済
的
利
益
が
担
税
力
を
認
め
得
る
程
度
に

支
配
享
受
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
か
否
か
で
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
後
か
ら
返
還
は
決
ま
っ
た
と
し
て
も
制
限
超
過
利
息
を

収
受
し
た
時
点
で
は
、
消
費
者
金
融
会
社
に
よ
っ
て
支
配
享
受
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
間
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
点
か
ら
し
て
も
損
益
修
正
と
し
て
そ
の
確
定
し
た
期
に
調
整
す
る
こ
と
が
会
計
上
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
課
税
の

対
象
と
な
る
所
得
を
上
記
の
通
り
「
支
配
享
受
さ
れ
た
状
態
」
に
あ
る
か
否
か
で
判
断
す
る
と
し
た
場
合
、
そ
の
利
得
が
返
還
さ
れ
れ
ば

そ
の
返
還
さ
れ
た
額
に
応
じ
、
後
発
的
事
由
に
よ
る
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
余
地
も
出
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
　
過
払
金
債
権
者
救
済
の
課
題

第
二
判
決
で
あ
る
破
産
管
財
人
の
意
図
と
し
て
は
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
と
お
り
、
更
正
の
請
求
に
よ
る
還
付
金
を
破
産
債
権
者
に

対
す
る
配
当
の
原
資
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
19
）

。
第
二
判
決
の
消
費
者
金
融
会
社
に
は
お
そ
ら
く
返
還
す
る
た

め
の
資
金
が
無
く
、
制
限
超
過
利
息
を
実
際
に
返
還
し
て
い
な
い
以
上
、
後
発
的
事
由
に
よ
る
更
正
の
請
求
の
余
地
が
認
め
ら
れ
な
い
と

）
五
一
三
一
（
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三
四
八

い
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
、
税
金
の
還
付
を
詐
欺
被
害
者
救
済
の
原
資
に
し
た
事
案
と
し
て
、
豊
田
商
事
の
破
産
管
財
人
で
あ
っ
た
弁

護
士
に
よ
る
元
従
業
員
に
対
す
る
不
当
利
得
返
還
訴
訟
に
よ
り
税
金
が
還
付
さ
れ
た
事
案
が
あ
っ
た
（
20
）

。
豊
田
商
事
に
よ
る
詐
欺
被
害
者
と

本
件
債
権
者
を
同
列
に
扱
っ
て
救
済
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
判
例
が
「
前
期
損
益
修
正
と
異
な

る
取
扱
い
を
許
容
す
る
特
別
の
規
定
は
見
当
た
ら
ず
」
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
立

法
的
解
決
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
21
）

。
立
法
的
解
決
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
所
得
税
法
（
六
三
条
、
一
五
二
条
、
所
得
税
法
施
行
令

二
七
四
条
）
に
お
い
て
事
業
廃
止
後
に
お
い
て
も
遡
っ
て
必
要
経
費
に
算
入
で
き
る
特
例
が
あ
る
と
こ
ろ
は
法
人
税
に
お
い
て
も
参
考
す

べ
き
で
あ
ろ
う
（
22
）

。

な
お
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
金
利
の
返
還
請
求
に
よ
る
損
失
に
関
し
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
で
は
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
三
日
付
け
で

「
消
費
者
金
融
会
社
等
の
利
息
返
還
請
求
に
よ
る
損
失
に
係
る
引
当
金
の
計
上
に
関
す
る
監
査
上
の
取
扱
い
」（
業
種
別
委
員
会
報
告
第
三
七

号
）
を
公
表
し
て
お
り
（
23
）

、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
債
務
者
等
か
ら
利
息
制
限
法
の
上
限
金
利
を
超
過
し
て
支
払
っ
た
利
息
の
返
還
の
請
求
が

あ
り
、
決
算
日
現
在
に
お
い
て
、
和
解
が
成
立
す
る
等
に
よ
り
返
還
金
額
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
返
還
金
額
は
未
払

金
と
し
て
流
動
負
債
に
計
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
債
務
者
等
か
ら
利
息
制
限
法
の
上
限
金
利
を
超
過
し
て
支
払
っ
た
利
息
の
返
還
の

請
求
が
あ
る
が
和
解
に
至
っ
て
い
な
い
も
の
が
存
在
す
る
場
合
及
び
請
求
は
な
い
が
過
去
に
返
還
実
績
が
あ
る
等
に
よ
り
今
後
返
還
の
請

求
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
見
積
返
還
額
が
引
当
計
上
さ
れ
て
い
る
か
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
裁
判
は
平
成
一
七
年
度
ま
で
の
申
告
が
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
「
取
扱
い
」
が
公
表
さ
れ
た
後
の
決
算
に
お
い
て
、

消
費
者
金
融
会
社
が
利
息
返
還
損
失
引
当
金
を
計
上
し
て
い
た
の
か
ま
で
は
裁
判
資
料
で
は
不
明
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
後
の
決
算

に
お
い
て
は
、
引
当
金
計
上
を
通
じ
て
法
人
税
法
上
の
損
金
と
す
る
こ
と
に
よ
り
法
人
税
の
軽
減
を
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

）
五
一
一
一
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
四
九

な
お
、
平
成
二
一
年
一
二
月
の
企
業
会
計
基
準
第
二
四
号
「
会
計
上
の
変
更
及
び
誤
謬
の
訂
正
に
関
す
る
会
計
基
準
（
24
）

」
で
は
、
過
去
の

誤
謬
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「
過
去
の
誤
謬
の
修
正
再
表
示
」
で
あ
り
、
過
年

度
の
決
算
を
や
り
直
す
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
（
同
会
計
基
準
二
一
、
二
二
、
六
三
～
六
八
）。

五
　
結
び
に
代
え
て

以
上
、
検
討
し
て
き
た
と
お
り
、
現
行
法
の
規
定
上
、
法
人
税
の
還
付
に
よ
る
救
済
は
難
し
く
、
実
務
上
も
上
記
第
二
判
決
に
お
け
る

「
そ
の
後
の
事
業
年
度
に
当
該
制
限
超
過
利
息
等
に
つ
い
て
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
係
る
破
産
債
権
が
破
産
手
続
に
よ
り
確
定
し
た

場
合
に
前
期
損
益
修
正
と
異
な
る
取
扱
い
を
許
容
す
る
特
別
の
規
定
は
見
当
た
ら
ず
」
と
い
う
判
示
か
ら
す
る
と
、
法
人
税
の
所
得
計
算

に
お
い
て
は
「
前
期
損
益
修
正
」
が
原
則
で
あ
り
、
例
外
的
処
理
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
「
特
別
の
規
定
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
の
よ
う
で
あ
る
（
25
）

。
当
該
判
決
の
文
言
だ
け
を
読
む
限
り
、
明
文
の
規
定
が
無
い
以
上
、
過
去
に
遡
っ
て
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
た
だ
、
損
失
を
当
年
度
に
損
金
算
入
し
て
も
救
済
が
無
理
で
あ
れ
ば
、
過
去
に
遡
っ
て
更

正
を
す
べ
き
こ
と
を
請
求
で
き
る
と
す
る
の
が
公
正
妥
当
な
会
計
処
理
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
有
力
な
考
え
方
も
あ
る
（
26
）

。
こ
の
判
決
に
お

い
て
は
、
例
外
の
許
容
に
は
「
特
別
の
規
定
」
が
必
須
で
あ
る
か
否
か
ま
で
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
特
別
の
規
定
」
が

無
く
と
も
更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明

確
で
な
い
。

上
記
三
で
触
れ
た
豊
田
商
事
事
件
の
場
合
の
債
権
者
は
詐
欺
被
害
者
で
あ
り
、
救
済
の
必
要
性
は
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

）
五
一
一
五
（
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三
五
〇

過
払
金
債
権
者
の
中
に
は
過
払
利
息
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
あ
え
て
借
入
を
し
た
者
も
い
れ
ば
、
法
的
知
識
を
全
く
持
た
ず
詐
欺

被
害
者
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
救
済
の
必
要
性
が
高
い
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
救
済
の
必
要
性
が
高
い
者
の
み
を
救
済
す
る

と
な
る
と
消
費
者
金
融
会
社
か
ら
借
り
る
に
至
っ
た
個
別
的
事
情
を
考
慮
す
る
必
要
性
も
出
て
く
る
こ
と
と
な
る
が
、
救
済
に
値
す
る
過

払
金
債
権
だ
け
を
対
象
に
集
計
し
法
人
税
の
還
付
請
求
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
し
、
課
税
の
公
平
性
か
ら
も
疑
問
が
無

い
と
は
い
え
な
く
、
実
務
上
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
結
局
法
人
税
の
還
付
で
救
済
を
は
か
る
と
言
う
こ
と
で
あ
れ
ば
一
律
に
救
済
す
る
こ

と
と
な
る
。

ま
た
、
制
限
超
過
利
息
を
取
っ
て
い
た
消
費
者
金
融
会
社
の
規
模
・
形
態
も
区
々
で
あ
り
、
税
務
統
計
上
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
中
に
は
ま
と
も
に
申
告
・
納
税
を
し
て
い
な
か
っ
た
業
者
も
あ
る
可
能
性
は
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
業
者
か
ら
借
り
て
い
た

過
払
金
債
権
者
は
、
更
正
の
請
求
に
よ
る
法
人
税
還
付
ス
キ
ー
ム
に
よ
っ
て
は
救
済
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
業
者
か
ら
借

入
を
し
た
者
の
方
が
法
的
知
識
に
乏
し
く
、
詐
欺
被
害
同
様
の
状
況
に
あ
る
者
が
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

過
払
金
債
権
者
の
必
要
性
だ
け
で
な
く
、
債
権
者
間
の
公
平
性
と
い
う
観
点
も
考
慮
す
る
と
、
法
人
税
の
還
付
を
配
当
の
原
資
に
当
て

る
の
に
は
限
界
も
あ
る
。
具
体
的
な
救
済
方
法
と
し
て
他
に
何
か
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
本

来
的
に
は
上
記
一
で
触
れ
た
最
高
裁
平
成
一
八
年
判
決
及
び
貸
金
三
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
時
点
で
国
の
方
で
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等

に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
」
の
よ
う
な
法
律
を
用
意
す
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）�

貸
金
三
法
の
改
正
経
緯
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
拓
也
＝
埴
原
啓
正
「
社
債
に
対
す
る
利
息
制
限
法
の
適
用
の
可
否
と
特
段
の
事
情
」
税
務
事
例

五
四
巻
五
号
（
令
和
四
年
）
六
九
頁
参
照

）
五
一
一
三
（



法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
（
松
嶋
）

三
五
一

（
2
）�

本
稿
は
、
拙
稿
「
制
限
超
過
利
息
等
に
つ
い
て
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
に
係
る
破
産
債
権
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
制
限
超
過
利
息

等
の
受
領
の
日
が
属
す
る
事
業
年
度
の
益
金
の
額
を
減
額
す
る
計
算
方
法
と
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
の
基
準
」
税
務
事
例
五
五

巻
一
号
（
令
和
五
年
）
九
〇
頁
に
お
け
る
議
論
を
基
に
、
理
論
的
に
過
払
金
返
還
に
関
す
る
議
論
を
論
文
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）�
社
債
に
対
す
る
利
息
制
限
法
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
大
久
保
＝
埴
原
・
前
掲
注（
１
）六
五
頁
、
松
嶋
隆
弘
「
社
債

に
対
す
る
利
息
制
限
法
の
適
用
の
可
否
」
判
時
二
五
二
〇
号
（
令
和
四
年
）
一
四
三
頁

（
4
）�

金
子
宏
『
租
税
法
（
第
24
版
）』（
令
和
三
年
・
弘
文
堂
）
九
六
七
頁

（
5
）�

金
子
・
前
掲
注（
４
）九
五
九
頁

（
6
）�

金
子
・
前
掲
注（
４
）九
六
七
頁
。
た
だ
し
、
北
野
弘
久
（
黒
川
功
補
訂
）『
税
法
学
原
論
（
第
７
版
）』（
平
成
二
八
年
・
勁
草
書
房
）
二
一
三

頁
で
は
、
税
額
確
定
手
続
き
で
あ
る
更
正
決
定
の
期
間
が
五
年
で
あ
る
こ
と
と
、
税
額
確
定
手
続
き
で
は
な
い
更
正
の
請
求
の
期
間
が
五
年
で
あ
る

こ
と
と
が
同
列
で
な
い
こ
と
に
は
留
意
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）�

税
務
大
学
校
講
本
『
国
税
通
則
法
（
令
和
３
年
版
）』
二
七
頁
（https://w

w
w
.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/

all.pdf

）

（
8
）�

金
子
・
前
掲
注（
４
）九
六
八
頁
。
同
書
に
お
い
て
は
こ
れ
を
抗
告
訴
訟
の
排
他
性
に
な
ら
っ
て
、「
更
正
の
請
求
の
原
則
的
排
他
性
」
と
呼
ん

で
い
る
。

（
9
）�

金
子
・
前
掲
注（
４
）九
六
八
頁

（
10
）�

五
号
は
、
平
成
一
八
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
後
発
的
事
由
に
基
づ
く
更
正
の
請
求
と
し
て
加
え
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。

（
11
）�

武
田
昌
輔
編
『
Ｄ
Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
国
税
通
則
法
』
一
四
四
一
頁

（
12
）�

武
田
編
・
前
掲
注（
11
）一
四
四
一
頁

（
13
）�

最
二
小
判
平
成
一
五
年
四
月
二
五
日
・
訟
務
月
報
五
〇
巻
七
号
二
二
二
一
頁

（
14
）�

金
子
・
前
掲
注（
４
）三
五
六
頁

（
15
）�

最
高
裁
昭
和
四
六
年
一
一
月
九
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
五
巻
八
号
一
一
二
〇
頁

）
五
一
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
五
二

（
16
）�

三
宅
知
三
郎
「
本
件
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
六
四
号
（
令
和
三
年
）
九
三
頁

（
17
）�

論
者
に
よ
っ
て
名
称
が
微
妙
に
異
な
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
公
準
を
挙
げ
る
論
者
も
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
検
討
の
対
象

と
は
し
な
い
。

（
18
）�
坂
本
左
＝
渡
辺
淑
夫
監
修
『
逐
条
詳
解
　
法
人
税
関
係
通
達
総
覧
』（
昭
和
五
四
年
・
第
一
法
規
）
三
九
八
頁

（
19
）�

「
本
件
コ
メ
ン
ト
」
金
融
法
務
事
情
二
一
五
三
号
（
令
和
三
年
）
五
一
頁
参
照

（
20
）�

澤
井
裕
「
豊
田
商
事
事
件
を
め
ぐ
る
裁
判
例
」
関
西
大
学
経
済
論
集
三
九
巻
四
─
五
号
（
平
成
元
年
）
三
一
頁

（
21
）�

豊
田
商
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
澤
井
・
前
掲
注（
18
）二
〇
頁
、
北
野
弘
久
「
豊
田
商
事
の
破
産
と
租
税
債
権
」
商
事
法
務
一
〇
五
三
号
（
昭
和

六
〇
年
）
二
六
頁
参
照
。

（
22
）�

た
だ
、
自
然
人
は
事
業
廃
止
後
で
あ
っ
て
も
個
人
と
し
て
の
活
動
が
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
が
、
法
人
の
場
合
に
は
事
情
が
異
な
っ
て

く
る
た
め
、
所
得
税
と
同
様
に
す
る
の
は
限
界
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
23
）�

平
成
二
四
年
五
月
一
五
日
に
、
改
正
貸
金
業
法
完
全
施
行
等
の
実
務
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
に
所
用
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
引
当
金

部
分
の
文
言
に
つ
い
て
は
改
正
さ
れ
て
い
な
い
。https://jicpa.or.jp/specialized_field/37_4.htm

l

（
24
）�https://w

w
w
.asb.or.jp/jp/w

p-content/uploads/kakosyusei_1-1.pdf

（
25
）�

木
山
泰
嗣
「
本
件
判
批
」
税
理
六
三
巻
一
一
号
（
令
和
二
年
）
一
二
一
頁

（
26
）�

金
子
・
前
掲
注（
４
）九
七
三
頁
、
中
里
実
「
貸
金
業
者
の
過
払
金
返
還
と
納
付
済
み
租
税
返
還
の
法
的
可
能
性
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
八
五
号
（
平
成

二
四
年
）
二
六
頁

）
五
一
一
一
（



代
替
執
行
の
実
施
費
用
（
吉
田
）

三
五
三

代
替
執
行
の
実
施
費
用

吉

　
　田

　
　純

　
　平

一
．
は
じ
め
に

二
．
代
替
執
行
の
目
的

三
．
執
行
費
用

四
．
代
替
執
行
の
費
用

五
．
判
例

六
．
執
行
費
用
償
還
請
求
権
と
実
施
費
用

七
．
ま
と
め
に
代
え
て

論
　
説

）
五
三
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
五
四

一
．
は
じ
め
に

本
稿
は
、
代
替
執
行
の
費
用
に
関
す
る
諸
問
題
、
特
に
、
作
為
実
施
に
係
る
費
用
の
償
還
請
求
権
の
法
的
性
質
お
よ
び
そ
の
取
立
方
法

に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

代
替
的
作
為
、
な
い
し
不
作
為
執
行
の
う
ち
不
作
為
義
務
違
反
に
よ
る
有
形
的
結
果
の
除
去
ま
た
は
将
来
の
義
務
違
反
抑
止
の
た
め
の

適
当
な
処
分
と
し
て
の
代
替
的
作
為
の
強
制
的
実
現
は
、
代
替
執
行
（
民
執
一
七
一
条
）
な
い
し
間
接
強
制
（
民
執
一
七
二
条
）
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
（
１
）

。
代
替
執
行
と
間
接
強
制
の
併
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
争
わ
れ
る
が
、
許
容
す
る
見
解
が
多
数
で
あ
る
（
２
）

。
代
替
執
行
の
手
続

は
、
授
権
決
定
の
申
立
て
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
申
立
て
に
対
し
て
、
執
行
裁
判
所
は
、
一
般
の
執
行
要
件
お
よ
び
代
替
執
行
の
要
件

を
審
査
し
、
決
定
で
裁
判
す
る
（
３
）

。
執
行
裁
判
所
が
申
立
て
を
認
容
す
る
と
き
は
、
作
為
執
行
の
場
合
に
は
、
執
行
債
権
者
の
請
求
権
を
満

足
さ
せ
る
べ
き
特
定
の
代
替
的
作
為
を
債
務
者
の
費
用
で
債
務
者
以
外
の
者
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
を
債
権
者
に
授
権
す
る
旨
の
決
定
を
す

る
（
民
執
一
七
一
条
一
項
一
号
）。
不
作
為
の
場
合
に
は
、
違
反
結
果
の
除
去
処
分
あ
る
い
は
予
防
処
分
を
債
務
者
の
費
用
で
債
権
者
に
授

権
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
（
同
二
号
）。
こ
れ
ら
を
、
授
権
決
定
と
い
う
。
授
権
決
定
に
お
い
て
は
、
目
的
行
為
の
具
体
的
内
容
を
表
示
す

る
必
要
は
あ
る
が
、
実
施
者
の
表
示
は
必
要
が
な
い
（
４
）

。
ま
た
、
授
権
決
定
は
、
執
行
裁
判
所
の
処
分
行
為
で
あ
り
、
債
務
名
義
で
は
な

く
、
執
行
文
付
与
を
要
し
な
い
。
債
権
者
は
、
授
権
決
定
に
基
づ
い
て
代
替
行
為
を
実
施
す
る
。
授
権
決
定
に
実
施
者
の
指
定
が
な
い
場

合
に
は
、
債
権
者
自
身
が
行
う
か
、
ま
た
は
任
意
の
第
三
者
た
る
私
人
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
替
行
為
の
実
施
費
用
は
、
当
然
に
債
務
者
が
負
担
す
る
。
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
執
行
裁
判
所
は
、
債
務
者
に
対
し
て
必
要
な

費
用
を
予
め
債
権
者
に
支
払
う
べ
き
旨
を
命
じ
る
（
費
用
前
払
決
定
、
民
執
一
七
一
条
四
項
（
５
）

）。
債
権
者
は
、
前
払
決
定
を
債
務
名
義
と
し
て

）
五
三
三
一
（



代
替
執
行
の
実
施
費
用
（
吉
田
）

三
五
五

金
銭
執
行
に
よ
り
取
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
執
二
二
条
三
号
）。
前
払
決
定
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
ま
た
は
前
払
費
用
に
不
足
が

生
ず
る
場
合
に
は
、
執
行
費
用
一
般
の
取
立
方
法
に
従
っ
て
取
立
て
が
な
さ
れ
る
（
民
執
四
二
条
）。

と
こ
ろ
で
、
代
替
行
為
に
は
、
請
求
権
の
内
容
に
従
っ
て
様
々
な
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
費
用
は

か
な
り
高
額
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
建
物
収
去
請
求
に
際
し
て
は
、
建
物
収
去
の
工
事
の
費
用
が
実
施
費
用
と
な
る
。
前
払
決
定
が
な
さ

れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
債
務
名
義
と
な
る
が
、
そ
の
債
務
名
義
作
成
過
程
と
な
る
手
続
が
、
手
続
の
構
成
と
し
て
適
切
と
言
え
る
か
、

ま
た
、
前
払
決
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
そ
れ
を
執
行
費
用
と
し
て
取
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
生
じ

る
。
と
い
う
の
も
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
有
す
る
実
施
費
用
に
係
る
請
求
権
は
、
ま
さ
に
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
有
す
る
作

為
・
不
作
為
請
求
権
と
同
視
す
べ
き
実
体
的
権
利
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
さ
て
お
き
、
そ
の
額
に
つ
い
て
は
慎
重
な
手
続
に
お
い
て
審

理
・
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
実
施
費
用
は
、
一
見
す
る
と
、「
手
続
」
費
用
と
い
え
な
い
こ
と
か

ら
、
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
そ
の
額
な
ど
が
審
理
・
判
断
さ
れ
る
べ
き
か
を
十
分
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
本
稿
で
は
、
代
替
執
行
の
費
用
に
関
す
る
諸
問
題
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
代
替
執
行

の
手
続
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
執
行
費
用
（
訴
訟
費
用
）
の
法
的
性
質
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
に
基
づ
い
た
検
討
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
作
業
を
行
い
、
代
替
執
行
の
費
用
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
く
。
後
述
の
令
和
二
年

最
高
裁
判
例
は
、
執
行
費
用
の
取
立
方
法
に
つ
い
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
点
は
代
替
執
行
の
費
用
の
取
立
て
の
際
に
よ

り
鮮
明
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
判
例
の
内
容
を
併
せ
て
批
判
的
に
検
討
す
る
。

）
五
三
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
五
六

二
．
代
替
執
行
の
目
的

代
替
執
行
を
規
定
す
る
民
事
執
行
法
一
七
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
作
為
を
目
的
と
す
る
債
務
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
は
、
債
務

者
の
費
用
で
第
三
者
に
当
該
作
為
を
さ
せ
る
こ
と
を
執
行
裁
判
所
が
命
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
不
作
為
を
目
的
と
す
る
債
務
に
つ
い
て
の

強
制
執
行
は
、
債
務
者
の
費
用
で
、
債
務
者
が
し
た
行
為
の
結
果
を
除
去
し
、
ま
た
は
将
来
の
た
め
適
用
な
処
分
を
す
べ
き
こ
と
を
執
行

裁
判
所
が
命
じ
る
方
法
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
代
替
執
行
は
、
債
権
者
が
有
す
る
請
求
権
が
作
為
請
求
権
で
あ
る
と
き
、
こ
れ
を

実
現
す
る
方
法
と
し
て
、
債
務
者
の
費
用
で
、
債
権
者
な
ど
の
行
為
を
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
債
務
者
に
費
用

を
負
担
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
代
替
執
行
の
目
的
（
民
執
一
七
一
条
の
意
図
と
も
い
え
る
か
）

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
も
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

平
成
二
九
年
の
民
法
（
債
権
法
）
改
正
に
伴
い
、
民
執
一
七
一
条
は
改
正
さ
れ
て
現
行
の
条
文
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
改
正
前
一
七
一
条
、
及
び
民
法
四
一
四
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

民
事
執
行
法
改
正
前
第
一
七
一
条

第
一
項
　
民
法
第
四
一
四
条
第
二
項
本
文
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
請
求
に
係
る
強
制
執
行
は
、
執
行
裁
判
所
が
民
法
の
規
定
に
従
い
決

定
を
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

第
二
項
　
前
項
の
執
行
裁
判
所
は
、
第
三
三
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
裁
判
所
と
す
る
。

）
五
三
三
一
（



代
替
執
行
の
実
施
費
用
（
吉
田
）

三
五
七

第
三
項
　
執
行
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
を
審
尋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
項
　
執
行
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
債
務
者
に
対
し
、
そ
の
決
定
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る

た
め
に
必
要
な
費
用
を
あ
ら
か
じ
め
債
権
者
に
支
払
う
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
項
　
第
一
項
の
強
制
執
行
の
申
立
て
又
は
前
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
執
行
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
項
　
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
決
定
を
執
行
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

民
法
改
正
前
四
一
四
条

第
一
項
　
債
務
者
が
任
意
に
債
務
の
履
行
を
し
な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
、
そ
の
強
制
履
行
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
債
務
の
性
質
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
項
　
債
務
の
性
質
が
強
制
履
行
を
許
さ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
務
が
作
為
を
目
的
と
す
る
と
き
は
、
債
権
者
は
、
債
務
者
の

費
用
で
第
三
者
に
こ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
律
行
為
を
目
的
と
す
る
債
務
に
つ
い
て
は
、

裁
判
を
も
っ
て
債
務
者
の
意
思
表
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
項
　
不
作
為
を
目
的
と
す
る
債
務
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
の
費
用
で
、
債
務
者
が
し
た
行
為
の
結
果
を
除
去
し
、
又
は
将
来
の
た
め

適
当
な
処
分
を
す
る
こ
と
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
項
　
前
三
項
の
規
定
は
、
損
害
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
。

改
正
前
の
民
法
四
一
四
条
に
関
し
て
、
改
正
前
の
伝
統
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る

）
五
三
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
五
八

権
限
を
有
し
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
で
き
る
（
債
権
が
請
求
力
を
有
す
る
）
の
は
当
然
で
あ
り
、
明
文
の
規
定
は
不
要
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
四
一
四
条
二
項
は
、
作
為
請
求
権
に
つ
い
て
、
同
条
三
項
は
、
不
作
為
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
代
替

執
行
を
な
し
う
る
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
６
）

。
民
法
四
一
四
条
の
改
正
を
通
じ
て
、
債
権
の
実
体
的
効
力
と
執
行
手
続
の
関
係
が

整
理
さ
れ
た
。
ま
ず
、
作
為
請
求
権
・
不
作
為
請
求
権
の
執
行
手
続
を
定
め
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
四
一
四
条
二
項
及
び
同
三
項
が
削
除
さ

れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
改
正
後
四
一
四
条
一
項
本
文
は
、「
債
務
者
が
任
意
に
債
務
の
履
行
を
し
な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
、
民
事
執
行

法
そ
の
他
強
制
執
行
の
手
続
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
従
い
、
直
接
強
制
、
代
替
執
行
、
間
接
強
制
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
履
行
の
強
制

を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
た
。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
民
法
四
一
四
条
が
、
債
権
の
実
体
的
効
力
に
関
す
る
規

定
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
（
７
）

。
ま
た
、
履
行
の
強
制
が
強
制
執
行
の
手
続
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
債
権
の
実
体

的
効
力
と
執
行
手
続
の
関
連
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
８
）

。

こ
の
改
正
は
、
代
替
執
行
の
目
的
に
影
響
を
与
え
る
か
（
９
）

。
川
嶋
四
郎
教
授
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
民
事
執
行
法
旧
一
七
一
条
の
基
本
的
意

図
に
つ
い
て
は
、
作
為
請
求
権
・
不
作
請
求
権
の
「
金
銭
的
救
済
」
と
「
現
実
的
救
済
」
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
（
10
）

。
同
研
究
は
、

歴
史
的
沿
革
か
ら
、
民
法
旧
四
一
四
条
及
び
民
執
旧
七
一
七
条
は
、
現
実
的
救
済
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、

改
正
後
の
民
法
四
一
四
条
は
、
請
求
権
の
性
質
と
執
行
の
方
法
を
結
び
付
け
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
立
法
者
意
思
と
し
て
は
、
作
為
請

求
権
・
不
作
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
金
銭
的
救
済
か
現
実
的
救
済
か
に
拘
ら
な
い
も
と
の
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
下
で
は
、

代
替
執
行
を
「
金
銭
的
救
済
」
か
「
実
現
的
救
済
」
の
ど
ち
ら
を
意
図
し
た
も
の
と
断
じ
る
こ
と
は
難
し
く
、
請
求
権
の
種
類
、
債
権
者

の
意
図
な
ど
に
よ
り
異
な
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

）
五
三
三
一
（



代
替
執
行
の
実
施
費
用
（
吉
田
）

三
五
九

三
．
執
行
費
用

つ
ぎ
に
、
代
替
執
行
の
費
用
の
問
題
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
執
行
費
用
一
般
に
つ
い
て
の
法
状
況
を
確
認
し
て
お
く
。

⑴
　
執
行
費
用
の
意
義

強
制
執
行
に
際
し
て
、「
強
制
執
行
の
費
用
で
必
要
な
も
の
」
は
債
務
者
の
負
担
と
な
る
（
民
執
四
二
条
一
項
（
11
）

）。
そ
し
て
、
い
か
な
る

費
用
が
、「
必
要
な
も
の
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
民
訴
費
用
法
」
と
い
う
。）
二
条
に
掲
げ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
12
）

。
強
制
執
行
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、
こ
の
費
用
を
「
執
行
費
用
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
以
外
の
費
用
を
含
め

た
も
の
は
「
広
義
の
執
行
費
用
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
民
事
執
行
を
申
し
立
て
る
と
き
は
、
申
立
人
は
、
民
事
執
行
の
手
続
に
必
要

な
費
用
と
し
て
裁
判
所
書
記
官
の
定
め
る
金
額
を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
執
一
四
条
一
項
前
段
）。
執
行
費
用
は
債
務
者
の
負
担

と
な
る
が
、
上
記
の
よ
う
に
債
権
者
は
、
費
用
を
予
納
・
支
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
債
権
者
は
、
こ
れ
を
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
る
。
債
権
者
が
支
出
し
た
執
行
費
用
を
債
務
者
か
ら
強
制
的
に
取
り
立
て
る
に
は
、
執
行
費
用
に
つ
い
て
の
債
務
名
義
が
必

要
と
な
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
金
銭
執
行
、
す
な
わ
ち
金
銭
の
支
払
い
を
目
的
と
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
の
場
合
に
は
、
そ

の
執
行
手
続
内
に
お
い
て
、
債
務
名
義
を
要
し
な
い
で
、
同
時
に
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
時
取
立
て
・
民
執
四
二
条
二
項
）。
さ
ら

に
、
同
時
取
立
て
が
さ
れ
な
か
っ
た
執
行
費
用
お
よ
び
債
務
者
に
返
還
す
べ
き
金
額
（
民
執
四
二
条
三
項
）
に
つ
い
て
は
、
執
行
裁
判
所
が
、

申
立
て
に
よ
り
、
費
用
額
確
定
処
分
を
な
す
も
の
と
す
る
（
民
執
四
二
条
四
項
な
い
し
九
項
）。

）
五
三
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
六
〇

⑵
　
費
用
額
確
定
手
続

前
述
の
よ
う
に
、
執
行
費
用
は
、
金
銭
執
行
で
は
、
執
行
手
続
に
お
い
て
同
時
取
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
非
金
銭
執
行
で
は

同
時
取
立
て
は
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
金
銭
執
行
に
お
い
て
も
、
同
時
取
立
て
は
債
権
者
の
義
務
で
は
な
い
の
で
、
同
時
取
立

て
を
し
な
い
ま
ま
執
行
手
続
が
終
了
し
、
事
後
的
に
取
立
て
を
す
る
場
合
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
債
権
者
が
簡
易
な
手
続
で
、

執
行
費
用
の
取
立
て
の
た
め
に
執
行
費
用
を
確
定
し
て
債
務
名
義
を
得
る
手
続
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
債
権
者
は
、
執
行
費
用
の
額

を
確
定
す
る
た
め
に
、
費
用
額
確
定
処
分
を
執
行
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
執
四
二
条
四
項
）。
費
用
額
確
定
処
分
の
申

立
て
に
つ
い
て
の
処
分
に
対
し
て
は
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
（
民
執
四
二
条
五
項
）、
こ
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定

に
対
し
て
は
執
行
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
執
四
二
条
七
項
）。
し
た
が
っ
て
、
費
用
額
確
定
処
分
は
債
務
名
義
と
な
る
（
民
執
二
二

条
三
号
（
13
）

）。
こ
れ
に
よ
り
、
債
権
者
は
、
執
行
費
用
の
取
立
て
を
、
訴
訟
に
よ
ら
ず
、
簡
易
な
手
続
に
よ
り
債
務
名
義
を
得
て
取
り
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
（
14
）

。
な
お
、
費
用
額
確
定
処
分
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
費
用
計
算
書
お
よ
び
そ
の
謄
本
な
ら
び
に
費
用
額
の
疎
明
に

必
要
な
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
訴
規
二
四
条
二
項
）。

四
．
代
替
執
行
の
費
用

⑴
　
代
替
執
行
の
費
用
の
意
義

次
に
、
代
替
執
行
の
費
用
に
関
す
る
状
況
と
し
て
は
以
下
の
通
り
と
な
る
。

代
替
執
行
の
費
用
は
、
大
き
く
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
授
権
決
定
手
続
に
必
要
な
費
用
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

）
五
三
三
一
（



代
替
執
行
の
実
施
費
用
（
吉
田
）

三
六
一

債
務
名
義
の
送
達
証
明
申
請
、
執
行
文
の
付
与
、
授
権
決
定
申
立
て
に
関
す
る
手
数
料
、
書
記
料
、
提
出
費
用
な
ど
が
あ
る
（
15
）

。
も
う
一
つ

は
、
授
権
決
定
に
基
づ
く
作
為
の
実
施
の
費
用
（
実
施
費
用
）
で
あ
る
。
実
施
費
用
は
、
作
為
の
準
備
か
ら
完
了
ま
で
に
支
出
し
た
費
用

で
、
た
と
え
ば
補
助
者
の
人
件
費
、
資
材
費
、
機
材
費
等
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
作
為
の
実
施
に
必
要
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
（
16
）

。
執
行
官
が

実
施
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
執
行
官
へ
の
手
数
料
（
執
行
官
法
八
条
一
項
二
〇
号
）、
費
用
（
同
一
〇
条
）、
補
助
者
へ
の
支
払
い
に
要
す
る
費

用
な
ど
が
含
ま
れ
る
（
17
）

。

前
者
に
つ
い
て
は
民
訴
費
用
法
に
規
定
さ
れ
た
費
用
（
民
訴
費
用
法
二
条
一
二
号
等
）
で
あ
り
、
民
事
執
行
法
四
二
条
一
項
の
執
行
費
用

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
実
施
費
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
る
。
多
数
説
は
、
執
行
費
用
に
該
当
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
代
替
執
行
は
、
執
行
債
権
者
が
債
務
者
の
費
用
で
定
め
ら
れ
た
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
意

義
が
あ
る
か
ら
、
代
替
執
行
に
際
し
て
立
て
替
え
た
債
権
者
は
、
代
替
執
行
を
終
え
た
後
で
も
、
債
務
者
に
対
し
、
実
体
法
上
そ
の
償
還

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
（
18
）

。
こ
れ
を
認
め
る
裁
判
例
も
あ
る
（
19
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
執
行
費
用
に
該
当
し
な
い
と
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
実
施
費
用
を
負
担
す
る
根
拠
を
民
法
四
一
四
条
一
項

（
民
法
旧
四
一
四
条
二
項
）
に
求
め
る
（
20
）

。

⑵
　
代
替
執
行
の
費
用
の
取
立
て

作
為
実
施
の
費
用
は
、
債
務
者
の
負
担
で
あ
る
（
民
執
一
七
一
条
一
項
）。
費
用
を
支
出
し
た
債
権
者
は
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ
を
債
務
者

か
ら
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

）
五
三
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
六
二

①
費
用
前
払
決
定

債
権
者
は
、
執
行
裁
判
所
に
対
し
て
、
代
替
行
為
の
実
施
費
用
を
あ
ら
か
じ
め
支
払
う
よ
う
債
務
者
に
命
ず
る
旨
の
申
立
て
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
民
執
一
七
一
条
四
項
）。
こ
の
申
立
て
は
、
授
権
決
定
の
申
立
て
と
同
時
に
な
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
授
権
決
定
の
発

令
ま
で
に
す
る
必
要
が
あ
る
（
21
）

。

前
払
決
定
の
申
立
て
の
際
に
は
、
作
為
実
施
に
必
要
と
さ
れ
る
具
体
的
な
作
業
内
容
と
こ
れ
に
必
要
な
費
用
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を

裏
付
け
る
見
積
書
等
の
資
料
を
提
出
す
る
（
22
）

。
授
権
決
定
を
す
る
に
際
し
て
、
執
行
裁
判
所
は
、
代
替
行
為
の
実
施
費
用
を
算
定
し
、
債
務

者
に
費
用
前
払
い
を
命
じ
る
決
定
を
す
る
。
こ
の
費
用
前
払
決
定
は
抗
告
に
よ
ら
な
け
れ
ば
不
服
を
申
し
立
て
ら
れ
な
い
裁
判
と
し
て
債

務
名
義
と
な
る
（
民
執
二
二
条
三
項
）。
こ
れ
に
よ
り
、
債
権
者
は
、
前
払
い
を
命
じ
ら
れ
た
金
額
に
つ
い
て
は
金
銭
執
行
に
よ
り
債
務
者

か
ら
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
為
実
施
が
完
了
し
て
、
前
払
決
定
で
定
め
ら
れ
た
額
に
余
剰
が
生
じ
た
場
合
に
は
債
務
者
は
、
不

当
利
得
と
し
て
差
額
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
取
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
請
求
異
議
の
訴
え
に
よ
り
執
行
力
を

排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
23
）

。

②
費
用
額
確
定
手
続
に
よ
る
取
立
て
の
可
否

前
払
決
定
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
費
用
額
が
前
払
い
の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
時
取
立
て
が
で
き
な
い
た
め
、
執
行

費
用
額
確
定
処
分
を
得
た
上
で
（
民
執
四
二
条
四
項
な
い
し
九
項
）、
こ
れ
を
債
務
名
義
と
し
て
金
銭
執
行
に
よ
り
取
り
立
て
る
こ
と
に
な
る
。

代
替
執
行
の
実
施
費
用
に
つ
い
て
は
、
費
用
前
払
決
定
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
ま
た
は
前
払
費
用
決
定
で
定
め
ら
れ
た
費
用
よ
り
も

多
額
の
費
用
を
要
し
た
場
合
に
、
執
行
費
用
と
し
て
施
行
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
よ
る
費
用
額
確
定
手
続
に
よ
っ
て
取
り
立
て
る
こ

）
五
三
三
三
（



代
替
執
行
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実
施
費
用
（
吉
田
）

三
六
三

と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
（
24
）

。
こ
の
問
題
は
、
代
替
執
行
の
実
施
費
用
が
執
行
費
用
に
当
た
る
か
と
い
う
前
述
の
問
題
と
も
関
わ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
費
用
額
確
定
手
続
に
よ
る
し
か
な
い
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
明
確
で
は
な
い
（
25
）

。
し
か
し
、
実

施
費
用
が
執
行
費
用
に
含
ま
れ
る
こ
と
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
否
定
す
る
見
解

は
、
代
替
行
為
の
実
施
は
強
制
執
行
で
は
な
い
こ
と
、
民
訴
費
用
法
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
実
施
費
用
は
非
定
型
的
で
あ
り
、
そ

の
支
出
の
必
要
性
や
金
額
の
相
当
性
の
判
断
は
費
用
額
確
定
手
続
に
は
適
さ
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
（
26
）

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
実
施
費

用
は
執
行
費
用
と
は
い
え
ず
、
費
用
額
確
定
手
続
を
経
て
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
、
実
施
費
用
は
債
務
者
に
対
す
る

給
付
訴
訟
に
よ
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

五
．
判
例

⑴
　
最
高
裁
令
和
二
年
四
月
七
日
判
決
民
集
七
四
巻
三
号
六
四
六
頁

執
行
費
用
の
取
立
て
の
方
法
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
令
和
二
年
四
月
七
日
判
決
民
集
七
四
巻
三
号
六
四
六
頁
（
以
下
、「
令
和
二
年
判
決
」

と
い
う
。）
が
あ
る
（
27
）

。
本
判
決
は
、
実
施
費
用
の
取
立
て
の
方
法
に
つ
い
て
も
関
係
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
検
討
し
た

う
え
で
、
代
替
執
行
に
お
け
る
実
施
費
用
と
の
関
係
、
特
に
上
記
の
実
施
費
用
を
費
用
額
確
定
手
続
に
よ
っ
て
取
り
立
て
る
こ
と
に
つ
い

て
検
討
す
る
。

）
五
三
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
六
四

①
事
実
の
概
要

事
実
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Ｘ
（
被
上
告
人
）
は
、
Ｙ
（
上
告
人
）
に
対
し
て
あ
る
建
物
の
一
部
（
以
下
、「
本
件
建
物
部
分
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
明
渡
し
を
命
ず
る
仮

執
行
宣
言
付
判
決
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
な
し
、
そ
の
際
、
民
事
執
行
法
四
二
条
一
項
に
規
定
す
る
強
制
執
行
の
費
用
で
必
要
な
も
の
に

当
た
る
合
計
一
六
一
万
円
余
（
以
下
、「
本
件
執
行
費
用
」
と
い
う
。）
を
支
出
し
た
。
Ｘ
は
、
本
件
執
行
費
用
に
つ
い
て
、
Ｙ
に
よ
る
本
件

建
物
部
分
の
占
有
に
係
る
共
同
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
き
上
記
一
六
一
万
円
余

及
び
こ
の
請
求
に
係
る
弁
護
士
費
用
相
当
額
一
六
万
円
余
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

原
審
は
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
上
告
受
理
申
立
て
を
し
た
。

②
判
決
の
要
旨

最
高
裁
の
判
決
は
、
一
部
破
棄
自
判
・
一
部
上
告
棄
却
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
民
事
執
行
法
は
，
強
制
執
行
の
費
用
で
必
要
な
も
の
を
債
務
者
の
負
担
と
す
る
旨
を
定
め
（
四
二
条
一
項
），
こ
の
う
ち
同
条
二
項
の

規
定
に
よ
り
執
行
手
続
に
お
い
て
同
時
に
取
り
立
て
ら
れ
た
も
の
以
外
の
費
用
に
つ
い
て
は
，
そ
の
額
を
定
め
る
執
行
裁
判
所
の
裁
判
所

書
記
官
の
処
分
（
以
下
「
費
用
額
確
定
処
分
」
と
い
う
。）
を
経
て
，
強
制
執
行
に
よ
り
取
り
立
て
得
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
同
条
四
項
な
い
し

八
項
，
二
二
条
四
号
の
二
）。
ま
た
，
同
法
四
二
条
一
項
に
い
う
強
制
執
行
の
費
用
の
範
囲
は
，
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
費
用
法
」
と
い
う
。）
二
条
各
号
に
お
い
て
そ
の
費
目
を
掲
げ
る
も
の
と
さ
れ
，
そ
の
額
は
，
同
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
さ
れ

て
い
る
。

）
五
三
三
一
（



代
替
執
行
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用
（
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田
）
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五

こ
の
よ
う
に
，
費
用
法
二
条
が
法
令
の
規
定
に
よ
り
民
事
執
行
手
続
を
含
む
民
事
訴
訟
等
の
手
続
の
当
事
者
等
が
負
担
す
べ
き
当
該
手

続
の
費
用
の
費
目
及
び
額
を
法
定
し
て
い
る
の
は
，
当
該
手
続
に
一
般
的
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
定
型
的
，
画
一
的
に
定
め
る
こ

と
に
よ
り
，
当
該
手
続
の
当
事
者
等
に
予
測
で
き
な
い
負
担
が
生
ず
る
こ
と
等
を
防
ぐ
と
と
も
に
，
当
該
費
用
の
額
を
容
易
に
確
定
す
る

こ
と
を
可
能
と
し
，
民
事
執
行
法
等
が
費
用
額
確
定
処
分
等
に
よ
り
当
該
費
用
を
簡
易
迅
速
に
取
り
立
て
得
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
と

あ
い
ま
っ
て
，
適
正
な
司
法
制
度
の
維
持
と
公
平
か
つ
円
滑
な
そ
の
利
用
と
い
う
公
益
目
的
を
達
成
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
と
，
強
制
執
行
に
お
い
て
そ
の
申
立
て
を
し
た
債
権
者
が
当
該
強
制
執
行
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
費
用
法
二
条
各
号
に
掲
げ
ら

れ
た
費
目
の
も
の
に
つ
い
て
は
，
民
事
執
行
法
四
二
条
二
項
に
よ
り
債
務
者
か
ら
執
行
手
続
に
お
い
て
取
り
立
て
る
ほ
か
は
専
ら
費
用
額

確
定
処
分
を
経
て
取
り
立
て
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
，
こ
れ
を
当
該
強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
に
対
す
る

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
損
害
と
し
て
主
張
し
得
る
と
す
る
こ
と
は
上
記
趣
旨
を
損
な
う
こ
と
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
，
強
制
執
行
の
申
立
て
を
し
た
債
権
者
が
，
当
該
強
制
執
行
に
お
け
る
債
務
者
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償

請
求
に
お
い
て
，
当
該
強
制
執
行
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
費
用
法
二
条
各
号
に
掲
げ
ら
れ
た
費
目
の
も
の
を
損
害
と
し
て
主
張
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

な
お
、
宇
賀
克
也
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
あ
る
。

「
民
事
執
行
法
四
二
条
二
項
以
下
に
定
め
る
執
行
費
用
額
確
定
手
続
は
，
裁
判
所
書
記
官
が
費
用
法
二
条
各
号
所
定
の
費
用
の
額
の
み

を
計
算
し
て
債
務
名
義
と
す
る
も
の
で
あ
り
，
訴
訟
手
続
と
比
較
し
て
簡
易
迅
速
で
あ
り
，
か
つ
申
立
手
数
料
も
不
要
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
，
一
般
に
，
簡
易
迅
速
な
特
別
手
続
が
法
定
さ
れ
て
い
る
場
合
，
そ
れ
が
専
ら
私
人
の
便
宜
の
み
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ

れ
ば
，
当
該
特
別
手
続
を
利
用
す
る
か
，
通
常
の
手
続
を
利
用
す
る
か
を
私
人
の
選
択
に
委
ね
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

）
五
三
三
一
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）
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六

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
，
登
録
免
許
税
法
三
一
条
二
項
は
，
登
録
免
許
税
の
過
誤
納
が
あ
る
と
き
，
そ
の
旨
を
登
記
機
関
に
申
し
出
て
，

当
該
過
大
に
納
付
し
た
登
録
免
許
税
の
額
を
登
記
機
関
が
所
轄
税
務
署
長
に
通
知
す
べ
き
旨
を
登
記
等
を
受
け
た
者
が
請
求
す
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
。
最
高
裁
平
成
一
三
年
（
行
ヒ
）
第
二
五
号
同
一
七
年
四
月
一
四
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
五
九
巻
三
号
四
九
一
頁
は
，

こ
れ
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
平
成
一
四
年
法
律
第
一
五
二
号
に
よ
る
改
正
前
の
登
録
免
許
税
法
三
一
条
二
項
に
つ
い
て
，
登
記
等
を
受

け
る
者
が
職
権
で
行
わ
れ
る
上
記
の
通
知
の
手
続
を
利
用
し
て
簡
易
迅
速
に
過
誤
納
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
も

の
で
あ
り
，
登
録
免
許
税
の
還
付
を
請
求
す
る
の
は
専
ら
同
項
所
定
の
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
手
続
の
排
他
性
を

定
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
，
簡
易
迅
速
な
特
別
手
続
の
排
他
性
を
認
め
る
た
め
に
は
，
当
該
手
続
が
単
に
そ
の
手
続
の
利
用
者
の
便
宜
を
図
る
に
と

ど
ま
ら
ず
，
当
該
手
続
の
利
用
に
公
益
性
を
認
め
て
，
当
該
手
続
を
排
他
的
な
も
の
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

費
用
法
二
条
は
，
民
事
執
行
法
四
二
条
四
項
以
下
に
定
め
る
執
行
費
用
額
確
定
手
続
，
民
事
訴
訟
法
七
一
条
が
定
め
る
訴
訟
費
用
額
確

定
手
続
等
と
あ
い
ま
っ
て
，
償
還
請
求
が
可
能
な
費
用
を
当
該
訴
訟
等
の
手
続
に
よ
り
生
じ
た
一
切
の
費
用
と
せ
ず
，
一
般
に
そ
れ
ら
の

手
続
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
類
型
の
行
為
に
要
し
た
費
用
を
公
平
に
当
事
者
双
方
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
当
事
者
が
訴
訟
制
度

等
を
躊
躇
な
く
利
用
し
，
適
正
な
立
証
活
動
等
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
，
そ
れ
は
，
裁
判
を
受

け
る
権
利
を
実
効
的
な
も
の
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
，
司
法
制
度
の
基
盤
の
一
環
を
な
す
も
の
と
い
え
，
公
益
性
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
，
手
続
の
排
他
性
を
認
め
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。」

）
五
三
三
一
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⑵
　
本
判
決
の
意
義
と
射
程

本
判
決
は
、
建
物
明
渡
し
の
強
制
執
行
の
申
立
て
を
し
た
債
権
者
が
、
当
該
建
物
の
占
有
に
係
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
に
お
い
て
、
当
該
執
行
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
民
訴
費
用
法
二
条
各
号
に
掲
げ
る
費
目
の
も
の
を
損
害
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
旨
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
執
行
費
用
に
つ
い
て
は
同
時
取
立
て
の
方
法
、
そ
し
て
執
行
費
用
額
確
定
手
続
に

よ
っ
て
確
定
し
た
執
行
費
用
額
確
定
処
分
を
債
務
名
義
と
し
て
取
り
立
て
る
方
法
に
触
れ
た
。
本
判
決
の
事
案
で
は
、
い
わ
ば
第
三
の
道

と
し
て
、
執
行
費
用
に
つ
い
て
、
費
用
額
確
定
手
続
と
は
別
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
に
お
い
て
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
一
般
的
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
請
求
に
関
し
て
手
続
の
た
め
に

必
要
と
な
っ
た
費
用
を
と
も
に
損
害
と
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
判
決
は
、
執
行
費
用
の
取
立
て

に
つ
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
費
用
額
確
定
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
執
行
費
用
額
確
定
手
続
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
よ
る
費
用
確
定
処
分
を
目
的
と
す
る
き
わ
め
て
簡
易
な
手
続
で
あ
り
、
当

事
者
に
と
っ
て
は
簡
易
な
手
続
に
よ
っ
て
費
用
の
取
立
て
の
た
め
の
債
務
名
義
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
前
述

の
代
替
執
行
の
実
施
費
用
に
つ
い
て
費
用
額
確
定
手
続
で
も
っ
て
債
務
名
義
を
取
得
し
う
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
実
施
費
用
に
つ
い
て

債
権
者
の
こ
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
債
権
者
に
と
っ
て
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損

害
賠
償
請
求
権
と
し
て
構
成
さ
れ
る
請
求
権
を
有
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
か
は
別
と
し
て
、
判
決
手
続
で
も
っ
て
執
行
費
用
に
つ
い
て

裁
判
を
受
け
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
判
決
は
、
費
用
額
確
定
手
続
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
公
益
性
を
根
拠
と
し
て
、
結
果
的
に
は
判
決
手
続
で
も
っ
て
費
用
額
に
つ
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
否
定

し
た
こ
と
と
な
る
（
28
）

。
し
か
し
、
簡
易
な
手
続
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
充
実
し
た
審
理
を
受
け
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
く
て
よ

）
五
三
三
一
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い
こ
と
の
根
拠
と
は
な
り
え
ず
、
両
者
は
別
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
代
替
執
行
に
お
け
る
実
施
費
用
の
よ
う
に
、

一
般
的
に
高
額
に
な
る
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
容
が
一
義
的
、
形
式
的
に
決
定
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
実
質
的
な
判
断
を
含
む
よ

う
な
場
合
に
は
、
よ
り
充
実
し
た
審
理
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

前
述
の
通
り
、
本
判
決
は
、
執
行
費
用
に
つ
い
て
判
決
手
続
で
裁
判
さ
れ
る
機
会
を
当
事
者
に
与
え
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
代
替
執
行
の
実
施
費
用
に
つ
い
て
は
、
判
決
手
続
に
お
い
て
審
理
・
裁
判
さ
れ
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
す
く
な
く
と
も

代
替
執
行
の
実
施
費
用
に
つ
い
て
は
本
決
の
判
示
内
容
は
妥
当
し
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
29
）

。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
の
射
程

は
、
代
替
執
行
の
費
用
額
確
定
に
は
及
ば
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

六
．
執
行
費
用
償
還
請
求
権
と
実
施
費
用

⑴
　
執
行
費
用
償
還
請
求
権
の
法
的
性
質

い
か
な
る
手
続
で
も
っ
て
代
替
執
行
の
費
用
を
取
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、
執
行
費
用
償
還
請
求
権
の
法
的
性
質
の
面

か
ら
検
討
す
る
。
代
替
執
行
、
強
制
執
行
に
限
ら
ず
、
民
事
手
続
を
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
は
、
原
則
当
事
者
の
負
担

と
な
る
（
30
）

。
そ
し
て
、
手
続
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
手
続
の
開
始
を
求
め
る
当
事
者
が
予
納
を
し
た
う
え
で
（
民
訴
規
三
条
一
項
、
民

執
一
四
条
一
項
）、
最
終
的
に
ど
ち
ら
の
当
事
者
が
い
く
ら
費
用
を
負
担
す
る
か
が
裁
判
さ
れ
る
。
民
事
訴
訟
の
場
合
に
は
、
判
決
の
主
文

に
お
い
て
、
当
事
者
間
の
訴
訟
費
用
負
担
の
割
合
が
判
断
さ
れ
る
（
民
訴
六
七
条
一
項
）。
執
行
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
費
用
を
負
担
す

る
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
前
述
（
三
⑵
）
の
手
続
に
基
づ
い
て
、
執
行
費
用
の
額
が
確
定
さ
れ
、
債
権
者

）
五
三
一
一
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に
よ
っ
て
そ
の
取
立
て
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
費
用
を
支
出
し
た
当
事
者
は
、
費
用
を
負
担
す
る
義
務
を
負
う
当
事
者
に

対
し
て
費
用
償
還
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
費
用
償
還
請
求
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
令
和
二
年
判
決
に
関
す

る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
執
行
費
用
の
償
還
請
求
権
を
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
に
お
い
て
訴
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
費
用
償
還
請
求
権
に
は
、
訴
訟
法
上
の
請
求
権
と
実
体
法
上
の
請
求
権
と
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
訴
訟
法
上
の
請
求
権
と
は
、
訴

訟
法
規
に
そ
の
基
礎
を
有
す
る
請
求
権
で
あ
る
（
31
）

。
訴
訟
費
用
、
ま
た
は
執
行
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
民
事
訴
訟
法
、
民
事

執
行
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
、
訴
訟
費
用
、
執
行
費
用
に
当
た
る
費
用
に
つ
い
て
は
民
訴
費
用
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規

定
に
基
づ
い
て
生
じ
た
請
求
権
は
訴
訟
法
上
の
請
求
権
と
い
え
る
。

実
体
法
上
の
請
求
権
と
は
、
強
制
執
行
が
債
務
者
の
債
務
不
履
行
に
起
因
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
実
施
の
た
め
に

生
じ
た
費
用
の
償
還
を
求
め
る
請
求
権
で
あ
り
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
、
ま
た
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
し
て
、

費
用
を
支
払
っ
た
債
権
者
が
債
務
者
に
対
し
て
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
（
32
）

。

た
し
か
に
我
が
国
で
は
、
費
用
償
還
請
求
権
に
つ
い
て
、
訴
訟
法
上
の
請
求
権
と
実
体
法
上
の
請
求
権
と
の
区
別
は
意
識
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
（
33
）

。
し
か
し
、
費
用
額
確
定
処
分
を
経
て
確
定
さ
れ
る
費
用
償
還
請
求
権
は
、
ま
さ
に
、
訴
訟
法
規
に
そ
の
発
生
の
原
因
が
あ
り
、

特
別
に
定
め
ら
れ
た
手
続
を
用
い
て
の
み
行
使
さ
れ
う
る
性
質
を
有
す
る
請
求
権
で
あ
り
、
こ
れ
は
訴
訟
法
上
の
請
求
権
と
意
義
付
け
る

の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

）
五
三
一
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⑵
　
費
用
償
還
請
求
権
と
そ
の
実
現
の
た
め
の
手
続

訴
訟
法
上
、
お
よ
び
実
体
法
上
の
費
用
償
還
請
求
権
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
手
続
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
べ

き
か
。
訴
訟
法
上
の
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
簡
易
な
費
用
額
確
定
手
続
に
よ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
は
、
訴
訟

費
用
や
執
行
費
用
の
償
還
は
、
訴
訟
事
件
や
強
制
執
行
事
件
の
付
随
的
な
手
続
事
項
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
費
用
は
一
般
的
に
は
低
額
で

あ
る
こ
と
、
審
理
の
内
容
は
、
申
立
人
の
主
張
す
る
額
に
つ
い
て
、
本
体
の
事
件
記
録
に
基
づ
き
疎
明
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
で
あ
り

複
雑
な
主
張
や
精
緻
な
立
証
を
要
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
、
費
用
償
還
請
求
権
の
行
使
に
過
分
な
費
用
、
時
間
、
労
力
を
要
し
、
費

用
償
還
請
求
の
実
効
性
を
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
（
34
）

。

く
わ
え
て
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
実
体
法
上
の
権
利
（
令
和
二
年
判
決
の
事
案
で
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
）
と
し
て
判

決
手
続
に
お
い
て
訴
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
民
事
執
行
法
が
、
執
行
費
用
に
つ
い
て
簡
易
な
方
法
で
取
り
立
て
る
手
段
を

債
権
者
に
認
め
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
こ
れ
を
請
求
す
る
権
限
を
制
限
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
こ
の
点
で
も
令

和
二
年
判
決
に
は
疑
問
が
残
る
（
35
）

。

他
方
で
、
実
体
法
上
の
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
大
原
則
に
従
い
、
判
決
手
続
に
お
い
て
審
理
・
裁
判
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
実
体
法
上
の
請
求
権
と
性
質
決
定
さ
れ
る
費
用
の
中
に
は
、
民
訴
費
用
法
二
条
に
掲
げ
ら
れ
た
費
用
に
該
当
す
る
費

用
も
含
ま
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
同
じ
費
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
審
理
・
裁
判
す
る
手
続
を
異
な
る
と
す
る
こ
と
は
無
意
義
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
簡
易
な
費
用
額
確
定
手
続
に
お
い
て
審
理
、
裁
判
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う

す
る
と
、
主
に
は
民
訴
費
用
法
二
条
に
掲
げ
ら
れ
る
定
型
的
費
用
以
外
の
費
用
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
手
続
で
審
理
・
裁
判
さ
れ
る
か

が
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
れ
で
足
り
る
。

）
五
三
一
一
（



代
替
執
行
の
実
施
費
用
（
吉
田
）

三
七
一

代
替
執
行
の
実
施
費
用
に
つ
い
て
み
る
と
、
民
訴
費
用
法
に
掲
げ
ら
れ
た
費
用
で
は
な
く
、
た
し
か
に
そ
れ
が
執
行
そ
の
も
の
で
あ
る

と
は
い
え
、
そ
の
費
用
が
訴
訟
法
に
基
づ
く
も
の
と
は
言
え
な
い
。
く
わ
え
て
、
実
施
費
用
は
、
一
般
的
に
高
額
に
な
り
や
す
く
、
定
型

性
も
な
い
の
で
、
そ
の
必
要
性
（
民
執
四
二
条
一
項
）
の
判
断
に
は
よ
り
慎
重
な
審
理
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
当
事
者
は
そ
れ
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
実
施
費
用
に
つ
い
て
は
判
決
手
続
で
の
審
理
・
裁
判
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
費
用
額
確

定
処
分
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
上
述
の
よ
う
に
、
令
和
二
年
判
決
は
、
や
は
り
実
施
費
用
に
つ
い
て
は
射
程

に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
か
、
仮
に
含
ま
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
施
費
用
に
つ
い
て
判
決
手
続
で
の
審
理
・
裁
判
の
機
会
を
当
事
者
か
ら

奪
う
点
で
や
は
り
不
当
で
あ
る
。

七
．
ま
と
め
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
代
替
執
行
の
実
施
費
用
の
法
的
性
質
と
そ
の
取
立
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
費
用
償
還
請
求
権
の
訴
訟
法
的
性
質
と
実

体
法
的
性
質
を
区
別
し
た
う
え
で
、
実
施
費
用
の
訴
訟
法
的
性
質
を
否
定
し
た
。
実
施
費
用
の
取
立
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
か
ら

費
用
額
確
定
手
続
で
は
な
く
、
判
決
手
続
に
よ
る
審
理
・
裁
判
の
機
会
が
当
事
者
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
よ
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
令
和
二
年
判
決
の
問
題
点
を
浮
き
彫
り
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
射
程
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。

本
稿
は
、
令
和
四
年
度
法
学
部
研
究
費
［
学
術
研
究
費
（
共
同
研
究
費
）］「
一
般
条
項
に
お
け
る
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
」（
代
表 

松
嶋

隆
弘
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

）
五
三
一
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
七
二

（
1
） 

平
成
一
五
年
の
担
保
法
・
執
行
法
改
正
に
よ
り
、
代
替
的
作
為
の
執
行
方
法
と
し
て
、
執
行
債
権
者
に
よ
る
代
替
執
行
と
間
接
強
制
の
選
択
を

認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
民
執
一
七
一
条
、
同
一
七
三
条
）。
中
野
貞
一
郎
＝
下
村
正
明
『
民
事
執
行
法
〔
改
訂
版
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
二
一
年
）

八
五
三
頁
以
下
。

（
2
） 
併
用
を
認
め
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
広
島
高
裁
松
江
支
部
平
成
一
七
年
二
月
二
四
日
（
非
公
表
・
後
掲
大
濱
論
文
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
）
が
あ

る
。
併
用
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
中
野
＝
下
村
・
前
掲
注（
１
）、
八
五
四
頁
、
山
本
和
彦
「
間
接
強
制
の
適
用
範
囲
の
拡
大
」『
新
し
い
担

保
・
執
行
制
度
〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
一
六
〇
頁
、
鈴
木
雄
輔
「
間
接
強
制
と
代
替
執
行
・
直
接
強
制
の
併
用
の
許
否
」
金
法

一
九
九
〇
号
五
七
頁
。
併
用
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
大
濱
し
の
ぶ
「
間
接
強
制
と
他
の
執
行
方
法
の
併
用
の
許
否
」
判
タ
一
二
一
七
号
七
三
頁
。

（
3
） 

実
体
上
の
理
由
は
審
理
さ
れ
な
い
。
中
野
＝
下
村
・
前
掲
注（
１
）、
八
五
五
頁
。
授
権
決
定
を
す
る
際
、
執
行
裁
判
所
は
、
債
務
者
を
審
尋
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
授
権
決
定
に
よ
っ
て
債
務
者
が
重
大
な
打
撃
を
う
け
る
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
授
権
決
定
を
す
る

か
否
か
、
ど
の
よ
う
な
授
権
決
定
が
相
当
で
あ
る
か
、
前
払
費
用
額
を
い
く
ら
と
算
定
す
る
か
等
の
判
断
が
必
ず
し
も
一
律
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、

事
実
認
定
や
債
務
名
義
の
解
釈
な
ど
も
含
め
て
総
合
的
裁
量
的
に
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
債
務
者
に
対
し
簡
易
迅
速
な

方
法
に
よ
る
防
御
の
機
会
を
保
障
し
、
も
っ
て
裁
判
の
公
平
と
適
切
妥
当
な
執
行
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
藤
田
耕
三
＝
河
村
卓
哉
＝
林

屋
礼
二
編
『
民
事
執
行
法
の
基
礎
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
三
年
）
八
三
頁
〔
伊
藤
剛
〕。
た
だ
し
、
審
尋
の
対
象
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
不
明

で
あ
り
、
必
要
的
で
は
と
も
解
さ
れ
る
。
鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
『
注
解
民
事
執
行
法
（
５
）』（
第
一
法
規
、
一
九
八
五
年
）
七
七
頁
〔
富
越
和

厚
〕。

（
4
） 

授
権
決
定
の
本
質
は
、
債
権
者
に
対
し
て
、
債
務
者
の
作
為
実
施
を
代
わ
っ
て
な
す
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
実
施
者
を
指
定
す

る
必
要
は
な
い
。
鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
・
前
掲
注（
３
）、
七
七
頁
〔
富
越
和
厚
〕。

（
5
） 

こ
れ
は
、
授
権
決
定
の
申
立
て
と
と
も
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
が
、
授
権
決
定
後
で
も
申
立
て
は
可
能
で
あ
る
。

（
6
） 

大
村
敦
志
＝
道
垣
内
弘
人
編
『
解
説
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
九
九
頁
〔
加
毛
明
〕。

（
7
） 

法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
法
）
部
会
資
料
六
八
Ａ
、
四
頁
。

（
8
） 

加
毛
・
前
掲
注（
６
）、
一
〇
二
頁
。

）
五
三
一
三
（



代
替
執
行
の
実
施
費
用
（
吉
田
）

三
七
三

（
9
） 

川
嶋
四
郎
「
代
替
執
行
論
・
覚
書
（
１
）」
法
政
研
究 

六
七
巻
三
号
一
〇
五
頁
以
下
（
特
に
一
〇
九
頁
以
下
）
参
照
。

（
10
） 

川
嶋
四
郎
「
差
止
的
救
済
形
成
の
源
泉
と
し
て
の
「
適
当
ノ
処
分
」
に
関
す
る
一
試
論
─
「
創
造
的
授
権
決
定
手
続
」
を
含
む
「
適
当
処
分
手

続
」
の
構
想
と
民
事
執
行
法
一
七
一
条
の
再
構
成
」
熊
本
法
学
七
一
号
一
頁
。

（
11
） 
強
制
執
行
は
、
債
務
者
が
そ
の
債
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
が
原
因
で
債
権
者
が
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
の
た
め
に
必
要

な
費
用
は
債
務
者
が
負
担
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
中
野
貞
一
郎
＝
下
村
正
明
『
民
事
執
行
法
〔
改
訂
版
〕』（
青
林
書
院
、

二
〇
二
一
年
）
一
〇
六
頁
。
た
だ
し
、
強
制
執
行
は
債
務
者
が
任
意
に
履
行
し
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
強
制
執
行
を
し
な
け

れ
ば
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
常
に
肯
定
で
き
る
と
は
限
ら
ず
、
債
権
者
の
行
為
に
よ
っ
て
費
用
を
増
加
し
た

と
き
に
該
当
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
が
執
行
費
用
の
負
担
者
を
明
文
で
定
め
な
い
と
き
は
、
具
体
的
事
件
ご
と
に
、
右
の
よ
う

な
事
実
を
確
定
し
な
け
れ
ば
、
費
用
の
負
担
者
が
定
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
民
執
四
二
条
一
項
は
、
事
情
の
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
、
強
制
執
行
が
行
わ
れ
、
そ
の
執
行
に
必
要
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
の
費
用
の
負
担
者
は
、
常
に
債
務
者
と
す
る
も
の
と
規
定
し
た
。
香
川
保
一

監
修
『
注
釈
民
事
執
行
法
２
』（
き
ん
ざ
い
、
一
九
八
五
年
）
六
四
六
頁
〔
大
橋
寛
明
〕。

（
12
） 

「
必
要
な
も
の
」
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
執
行
費
用
の
分
配
」
河
野
古
稀
『
民
事
手
続
法
の
比
較
法
的
・
歴
史
的

研
究
』（
慈
学
社
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
四
三
一
頁
。
執
行
費
用
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、
強
制
執
行
の
申
立
費
用
、
債
務
名
義
の
送
達
費
用
、
執

行
文
付
与
に
関
す
る
費
用
、
差
押
え
の
登
記
登
録
に
要
す
る
費
用
、
換
価
に
関
す
る
費
用
（
た
と
え
ば
、
現
況
調
査
を
行
う
執
行
官
の
手
数
料
、
不

動
産
の
評
価
費
用
、
売
却
の
た
め
の
公
告
費
用
等
）、
手
続
続
行
の
た
め
の
通
知
費
用
、
差
押
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
る
売
却
の
た
め
の
保
全
処
分

を
す
る
費
用
（
民
執
五
五
条
）、
第
三
債
務
者
の
供
託
費
用
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
斉
藤
秀
夫
・
斉
藤
和
夫
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
執
行

法
〔
第
６
版
〕』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
三
九
頁

（
13
） 

費
用
額
確
定
処
分
自
体
は
給
付
を
命
じ
る
裁
判
で
は
な
い
が
、
債
務
名
義
と
認
め
ら
れ
る
。
大
橋
・
前
掲
注（
11
）、
六
五
九
頁
。

（
14
） 

債
権
者
が
費
用
額
相
当
金
額
を
返
還
す
べ
き
場
合
で
、
民
執
四
二
条
三
項
に
基
づ
い
て
費
用
額
の
確
定
決
定
が
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

（
15
） 

鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
・
前
掲
注（
３
）、
八
四
頁
〔
富
越
和
厚
〕。

）
五
三
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

三
七
四

（
16
） 

園
部
厚
『
書
式
代
替
執
行
・
間
接
強
制
・
意
思
表
示
擬
制
の
実
務
〔
第
６
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
二
一
年
）
九
六
頁
。

（
17
） 

鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
・
前
掲
注（
３
）、
八
五
頁
〔
富
越
和
厚
〕。

（
18
） 
田
中
康
久
『
新
民
事
執
行
法
の
解
説
〔
増
補
改
訂
版
〕』（
き
ん
ざ
い
、
一
九
八
〇
年
）
三
七
三
頁
。

（
19
） 
東
京
地
決
昭
和
四
五
年
六
月
八
日
下
民
集
二
一
巻
六
号
七
六
九
頁
。
実
施
費
用
に
つ
い
て
は
、「
広
義
の
執
行
費
用
」
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。

ま
た
、
費
用
前
払
決
定
が
な
さ
れ
た
事
案
で
は
あ
る
が
、
債
務
者
に
対
す
る
費
用
償
還
請
求
権
を
被
保
全
権
利
と
す
る
仮
差
押
命
令
を
認
め
た
名
古

屋
高
決
平
成
二
五
年
六
月
一
一
日
金
法
一
九
八
五
号
一
六
〇
頁
は
、
執
行
費
用
額
確
定
の
申
立
て
が
民
事
保
全
法
三
七
条
一
項
の
「
本
案
の
訴
え
」

に
該
当
す
る
と
し
た
。

（
20
） 

鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
・
前
掲
注（
３
）、
八
五
頁
〔
富
越
和
厚
〕。
な
お
、
こ
の
場
合
も
、
作
為
を
執
行
官
に
担
当
さ
せ
る
場
合
に
は
執
行

費
用
と
な
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
（
民
訴
費
用
法
二
条
三
号
参
照
）。
鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
『
注
解
民
事
執
行
法
（
１
）』（
第
一

法
規
、
一
九
八
四
年
）
七
二
〇
頁
〔
大
橋
寛
明
〕。

（
21
） 

鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
・
前
掲
注（
３
）、
八
六
頁
〔
富
越
和
厚
〕。

（
22
） 

鈴
木
忠
一
＝
三
ヶ
月
章
編
・
前
掲
注（
３
）、
八
六
頁
〔
富
越
和
厚
〕。

（
23
） 

香
川
保
一
監
修
『
注
釈
民
事
執
行
法
（
７
）』（
き
ん
ざ
い
、
一
九
八
九
年
）
二
六
六
頁
〔
富
越
和
厚
〕。

（
24
） 

執
行
費
用
の
同
時
取
立
て
が
で
き
る
の
は
金
銭
債
権
に
つ
い
て
の
強
制
執
行
、
つ
ま
り
金
銭
執
行
の
み
で
あ
る
（
民
執
四
二
条
二
項
）
か
ら
、

同
時
取
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
25
） 

旧
法
下
で
は
、
肯
定
説
が
通
説
で
あ
っ
た
。
田
中
康
久
『
新
民
事
執
行
法
の
解
説
〔
増
補
改
訂
版
〕』（
き
ん
ざ
い
、
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フランスにおける組合契約の法的性質論

吉　井　啓　子

1 ．はじめに

旧民法から明治民法における組合規定の変遷、その後の組合をめぐ

る様々な議論は、ローマ法のソキエタス（societas）をそのまま受け入

れたフランス民法典と、組合を債務発生原因の一つである組合契約と

して規定しつつもゲルマン法に由来する合手制（合有制）の共同所有形

態として体系化したドイツ民法典に端を発している。フランスとドイ

ツの「狭間」で育った日本民法は、旧民法においてフランスと同様の

組合規定を置いていたが、現在はドイツに倣った組合規定を有する。

フランスでは、組合契約（contrat	de	société〔「会社契約」と訳されること

も多いが、以下では「組合契約」と訳す。〕）は双務契約と分類されること

が多かったが、現在では従来の契約の分類には収まらない独自の性質

を持った契約であると分析されることが多くなってきている。特に、

その団体・組織を生み出す特質に着目して、「組織型契約（contrat-

organisation）」として、売買契約などの「交換型契約（contrat-échange）」

とは異なるその特質につき論じられるようになっている（1）。冒頭で述

べたように、歴史的に見ればドイツ法がソキエタスと合手制団体を起

源とするのに対し、フランス法は純粋にローマ法のソキエタスのみを

基礎とする（2）。フランスにおいては、（少なくとも条文上は）人の集団

（団体）の存在は意識されていない。民法典成立後の各種の組合・会社

の発展とともに、組合契約の組織形成という側面がクローズアップさ

論　説

）
一
五
一
二
（

493



フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
組
合
契
約
の
法
的
性
質
論
（
吉
井
）

三
九
九

れるようになってきたという違いがある。

フランス民法典1832条 1 項は、「組合は、契約により、共同の事業に、

利益（bénéfice）を分配するため又はそこから生じうる節約（économie）

を享受するために、財産又は労務を充てることを決めた二人又は数人

の者により設立される。」と組合を定義する。フランスでは、商法典中

に会社に関する総則的な規定がなく、民法典中に組合（会社）を設立す

るための契約である «	contrat	de	société	» に関する条文があり、

«	société	»は会社だけではなく民法上の組合（営利目的のものに限られる）

をも含む概念である。民法の契約法教科書では組合（会社）契約につい

て詳述されることはほとんどなく（3）、商法の教科書で取り上げられる

ことが一般的である。日本では「社団」と「組合」に分けて論じられ

るのに対して、フランスでは営利目的の «	société	» と非営利目的の

«	association	» に分けて論じられることが多い。

本稿では、他の典型契約とは異なる特質を有し、従来の契約の分類

に収めることが困難である組合契約の法的性質をめぐるフランスにお

ける議論の生成と展開を検討するが（4）、それは以下のような日本法に

関する問題意識によるものである。

日本において、組合契約には契約の一般的規律が適用されず、同時

履行の抗弁および危険負担に関する条文は適用されないほか、債務不

履行による解除も認められないと解されてきた（5）。同時履行の抗弁権

について、2017年の民法改正前は業務執行者が置かれている場合と置

かれていない場合を分けたうえで、後者の場合には同時履行の抗弁権

の行使の余地を認める見解が一般的であったが、民法改正により新設

された667条の 2第 1項はこのような場合分けをしていない。また、解

除については、民法改正前から判例は解除に関する総則規定の組合契

約への適用を否定してきたが、この点は民法改正により新設された667

条の 2第 2項で債務不履行を原因とする解除の場合のみについて規定

を置き、540条から548条の規定を包括的に排除していない。学説は、

解除について、解除規定の主要な目的を当事者の給付交換関係を規律

）
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一
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することに求め、そのことから組合契約への解除規定の適用を認める

ことは組合の団体的性質には適さないと解してきた（6）。組合契約への

契約の一般的な規律の適用を否定するに際して、常に理由として持ち

出されるのがこの組合の団体的性質である。

日本における組合契約の特質に関する議論の変遷を見ると、鳩山秀

夫あたりまでは、上記のような組合契約の団体的性質への言及はある

ものの、そのような組合契約の特殊性はさほど強調されず、組合契約

を双務・有償契約とすることについて特に問題視されずに、そのこと

を前提として個別の規定の組合契約への適用の可否が検討されていた（7）。

やがて、組合の団体的性質が強調されるようになり、組合設立行為は

契約ではなく、共通の目的のために結合する合同行為であるとの見解

へと発展する。しかし、現在は、合同行為概念の有益性を疑問視し、

組合を契約であるとしつつもその双務契約性を否定し、他の契約とは

異なる特殊な契約であるとしたり、「団体設立契約」であるとしたりす

る説が有力化している（8）。ただし、組合契約は他の契約と異なる性質

を有する契約であると指摘しつつも、その契約としての特殊性、そし

てそれが民法典の中でどのように位置づけられるべきかについてはあ

まり論じられてはこなかった。最近では、日本民法における組合契約

の規律（契約であることに関する規律、出資に関わる債権関係への規律、「共

同の事業」の運営にかかわる債権関係への規律など）の検討を通じて、組合

契約の典型契約としての意義を探る岡本裕樹教授の論稿がある程度で

ある（9）。日本における組合をめぐる議論は、団体論・法人論や共同所

有論の観点からの研究が多く（団体としての対外関係、組合財産の帰属態様

など）、典型契約の一つとして民法に規定されている組合契約の性質論

や従来の契約概念との関係について正面から論じた論文はさほど多く

ない。2017年の民法改正の際の法制審議会においては、組合に団体性

があることから一律に契約の一般的規律の適用を否定するのではなく、

個別の規定ごとにきめ細かくその適用の可否が議論された（10）。そのよ

うな意味で、組合契約の法的性質論は個別の問題の解決にとって大き
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な意味を有さないと言えそうだが、他の契約との関係において組合契

約の特質をどのような点に見出し、典型契約の一つとしてどのように

民法の中に位置づけるのかはなお検討すべき課題であろう。今のとこ

ろ、組合契約はあくまでも二当事者間契約の「例外」と位置づけられ

ているが、このような位置づけにとどめておくべきか、二当事者の意

思の合致により成立する債権発生原因であるとされてきた「契約」概

念と組合契約の関係をどのようにとらえるのかという問題意識が本稿

の前提にある。

さらに、本稿の前提となる問題意識としては以下の点もある。フラ

ンスにおいて、他の契約とは異なる組合契約の性質の特徴ととらえら

れているのが「共通の目的（intérêt	commun）」である。「共通の目的」

の存在を組合契約を他の契約と区別するメルクマールとするのはドイ

ツにおいても同じであるが、両国で「共通の目的」が意味するものは

異なる。ドイツ法において、組合は、営利、政治、宗教、スポーツ、

芸術、慈善、科学など様々な事柄を目的としうる。目的は継続的なも

のでも一時的なものでもよい。これに対して、フランス法の組合（会

社）は営利を目的とするものに限られ、損益の分配が必要である。日

本民法667条 1 項は「組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を

営むことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定するが、

日本法において上記の「共通の目的」と同じ意義を有すると考えられ

る「共同の事業」概念は広く、ドイツ法と同じく営利を目的とするも

のでも非営利を目的とするものでもよく、公益を目的とすることもで

きると解されている（11）。事業は継続的なものでも一時的なものでもよ

いが、利益の分配をする場合には利益は組合員全員が受けることを要

する（12）。667条 1 項の「共同の事業」概念については、これまであま

り議論されてこなかった経緯もあり（13）、「営利」概念も含めて検討の

余地があるのではないか。

本稿では、このような問題意識をもってフランスにおける組合契約

の法的性質論の生成と展開を検討したい。なお、組合契約の性質論を
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論じるには、組合の種類に応じた検討も必要であるが、本報告は民法

に規定された典型契約の一つとしての組合契約の法的性質を検討する

ことを主眼としており専ら民法上の組合を検討対象としている。

2．フランスにおける組合契約の法的性質論の生成と展開

⑴　フランス民法典における組合規定の起源

フランスもドイツと同様に、組合概念の生成に際して、ローマ法の

ソキエタスに多くの影響を受けた。ソキエタスとは、複数の者が経済

的な利益を得るためにその財産またはその活動の全部または一部を共

にする双務契約である（14）。ソキエタスは、構成員間に契約関係を生じ

させるが、当事者以外の第五者には効果を持たず、第五者と契約を締

結できるのは各構成員に限られる。また、ソキエタスは人的性質

（intuitu	personae）を有し、構成員としての権利は取引の対象とはならな

いほか、構成員の死亡により終了する。ソキエタスの財産は共同所有

の対象であるほか、構成員には経営に参加する義務がある。

1804年のフランス民法典制定前から、組合（会社）は契約とされてき

ており、民法典もこれを典型契約の一つとして1832条に規定した。

もっとも、組合（会社）は構成員の意思に基づいて形成されるが、団

体・組織が形成された後は伝統的な契約技術とは異なる処遇を構成員

は受けることになる。この点から、フランスでは、組合（会社）は契約

か制度かという問題が古くから争われてきた（15）。1832条における組合

の定義は、民法典起草に多大なる影響を与えたポチエ（Pothier）が組

合を契約としたことによる（16）。ポチエは、組合契約の各当事者は契約

により「相互に」他の者に対して義務を負うとしたうえで、組合契約

とは「二人又は複数の者が…利益を共同のものとするために、何らか

の物を共同のものとし、又は共同のものとすることを義務付けられる

契約」であると定義した。しかし、組合契約に債務の「相互性」を見

出すことは困難であるため、現在ではポチエの考え方に誤りがあった
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ことが指摘されている（17）。もっとも、ポチエ自身は、組合契約の当事

者は何らかの物を「組合に」拠出する義務を負う「組合に対する」債

務者であり、場合によっては「組合に対する」債権者ともなると説い

ていた。ポチエは、共同の物を他の構成員に使用収益させる義務を負

う場合のような例外的な場合もあるが、基本的には構成員は「相互に」

債権者・債務者の関係にないと説明していたのである。やがて、19世

紀初めから、組合（会社）はさまざまな法律により規制されるようにな

る。構成員の意思に残された余地は減少し、契約自由が妥当しなくな

り、組合の契約としての側面は薄まって行く。

1985年に一人有限会社（SARL	unipersonnelle）という一人会社の創設

が認められると（18）、1832条 2 項に「組合は、法律が規定する場合にお

いては、一人の者の意思による行為（acte	de	volonté）により設立され

る。」という条文が置かれたが、この場合の設立行為は契約ではなく単

独行為ではないかという疑念を生じさせる結果となった。このような

疑念に対しては、複数人で組合を設立したものの持分譲渡により構成

員が一人になった場合も考えられることから、本項により組合設立行

為が契約ではなくなったということはできないとの反論も見られた。

フランスよりもドイツの方がローマ法の影響をより強く受けている

と一般的に言われるが、組合に関しても当初はそうであった。フラン

スと同様にドイツも、組合概念の生成には、ローマ法のソキエタスに

多くの影響を受けたが、やがて、産業化の発展、資本会社の登場によ

り、その影響は弱くなっていく。パンデクテン学派は、組合をソキエ

タスと同じく契約と考えており、団体や組織ととらえることはなかっ

た。組合の財産は組合員の共同所有となり、組合の目的はほとんどの

場合において金銭的利益であると考えられていた。しかし、ドイツで

は民法典の編纂において、ローマ法のソキエタスに由来する「契約と

しての組合」という考え方は一部放棄されることとなる。1888年の第

一草案については、ローマ法にあまりにも多くの影響を受けすぎてい

るとの批判があったため、1894年の第二草案では組合に関する混合的
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な概念が採用されることになる。ドイツ民法典705条は組合を債務発生

原因の一つである組合契約として規定しているが、同時に組合はゲル

マン法に由来する合手制（合有制）の共同所有形態として体系化された

のである（19）。ただし、合手制に基づく財産の帰属形態は、ドイツ民法

典自体における組合の構造の基礎となっているわけではない。このよ

うなドイツ民法典の立場は、ローマ法のソキエタスをそのまま受け入

れたフランス民法典とは明らかに異なる。フランス民法典は、組合契

約を諾成・双務の契約ととらえて規定した。しかし、次に検討するよ

うに、フランス民法典成立直後から、学説により組合契約の双務性は

問題とされることとなる（20）。

⑵　民法典成立以後の学説の展開

①不完全双務契約論
民法典成立後から、学説により、双務契約と片務契約のハイブリッ

ドと言えるカテゴリーの存在が指摘されていた。「不完全双務契約

（contrat	synallagmatique	 imparfait）」と呼ばれるものであり、そこにはド

イツにおける議論の影響が見られる（21）。ドモロンブ（Demolombe）によ

れば、不完全双務契約というのは、当事者の一方の債務は契約の主た

る債務であるが、その他の債務はすべて付随的なものにすぎないとい

う場合である。その後、多くの論者がこの分類に従うことになった。

オブリ＝ロー（Aubry	et	Rau）は、当事者が合意により、そして合意後

の出来事に左右されずに双方的な約束に拘束されるか否かにより、双

務契約は完全双務契約と不完全双務契約とに分けることができると論

じた。マゾ兄弟（Frères	Mazeaud）も、もともとは片務契約だが、契約

締結後に法律により付随的な債務が生じる場合など、契約成立後に当

事者に債務を生じさせる契約があることを指摘し、それを不完全双務

契約ととらえた。「不完全」という表現は、当事者の債務は双方向的で

あるが相互依存関係にないことによる。中にはカピタン（Capitant）の

ように「不完全双務契約」概念不要論を唱える者もいたが、やがて伝
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統的な双務契約の概念に当てはまらない契約はすべて「不完全双務契

約」であると分類されるようになり、そこに組合契約も分類されるよ

うになる。

②合同行為論
19世紀末のドイツやイタリアではギールケ（Gierke）らが提唱する合

同行為論が盛んになるが（22）、20世紀初頭からフランスでも合同行為概

念が議論されるようになった（23）。多くの学説が組合（会社）の設立行

為を契約ととらえたのに対して、一部の学説は組合契約を合同行為

（acte	collectif）ないし合同的単独行為（acte	unilatéral	collectif）ととらえ

ることを主張した（24）。このような学説は、特に、契約であるとは説明

しがたい公開株式会社の設立行為の性質をめぐる議論の中で展開され

た。組合（会社）設立行為を合同行為ととらえる学説は、リペール

（Ripert）らによる単独行為（acte	unilatéral）説に対する異論として登場

したとされる（25）。合同行為（または合同的単独行為）において意思は同

じ内容を有し同一の目的に向けられており、合同行為とは共通の利益

に向けられた人の集団の意思を表明する法律行為である。そこにある

のは、意思の対立ではなく、意思の競合（concours	de	volontés）である

とされた。合同行為説の論者は、組合設立行為は当事者が他方当事者

の犠牲において自らの利益を追求する双務契約とは異なり、このよう

な合同行為であると分析した。合同行為説の立場によっても、組合設

立行為に独自性を与えているのは、契約説と同様に「共通の目的」の

追求であると説かれた。そして、この共通の目的の重要性は、社団意

思（affectio societatis、volonté	d’alliance）を組合（会社）の設立要件とす

る古典的な立場から説明された（26）。合同行為説によれば、設立行為に

おける、同一の目的に向けられた意思間の相互依存性、契約に見られ

る自由な交渉や譲歩の不存在なども組合の特徴であるとされる。一部

の論者からは、契約を超える効果の発生という点も特徴として指摘さ

れた（27）。組合（会社）設立行為は、行為時の当事者だけではなくその

後加わった当事者をも拘束する点で契約とは異なるというのである。
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このような合同行為説への批判としては、組合（会社）は契約により

設立されるということを明確に規定するフランス民法典1832条との齟

齬がまずあげられるだろう（28）。確かに構成員間の関係を双務的である

と性質決定することは困難であるが、各人は他の者の意思を参考にし

つつ自らの意思を表明するのであり、そこには意思の合致ないし意思

間の相互依存性が存在しており、合同行為説はこの意思間の相互影響

関係を無視しているとの批判もあった。そもそも合同行為と契約を対

置させてとらえる考え方がおかしいのではないかとの批判もあり、こ

のような批判によれば、そもそも契約概念を対立する意思の合致のみ

に限る必要はない。

もっとも、フランスにおける合同行為論について調べてみると、組

合（会社）の契約的分析に代わる制度理論に着想を得たルジュウ・ド・

ブベ（Roujou	de	Boubée）の博士論文が常に引用されているが、彼の論

文以外の文献はほとんど引用されておらず、フランスにおける合同行

為論は広がりを持っていた議論とは言えないのではないかと思われる。

では、組合契約はやはり双務契約か。この点については、組合契約は

かつて双務契約と分類されることが多かったが（29）、現在ではその双務

性を否定しつつ組織型契約などと分析しうる新しい形の契約類型であ

るとして、他の典型契約とは異なる特質が指摘されている。以下では、

近時の学説が組合契約の特質をどのような点に見出し、どのような契

約であると分析しているかを検討する。

⑶　双務性の否定

20世紀における新たな契約、特に流通契約やフランチャイズ契約と

いった組織型契約と分析される契約は双務契約・片務契約という二分

法に問題を投げかけた。組合契約は1804年から民法典に存在する典型

契約であるが、当事者の経済的利益を結合するための法的仕組みとい

う点では売買契約をはじめとする交換型契約と同じであるものの、団

体・組織の形成とそこから導かれる継続性という点から売買契約など
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とは異なる特質が見られる。このような組合契約が双務契約・片務契

約の分類に当てはめられないことについては、現在では多くの論者が

指摘している。フランス民法典1106条は、双務契約・片務契約につい

て、第 1項で「契約は、契約当事者が相互に、その他方に対して債務

を負うときは、双務的である」、第 2項で「契約は、一人又は数人が他

方の一人又は数人に対して債務を負い、他方の者が相互的な約務を負

わないときは、片務的である」という定義を置く。組合契約において、

構成員は「相互に」債務を負っているわけではなく、構成員の一部の

みが債務を負うわけでもない。現在、論者の多くは、組合契約におけ

る「相互性」を以下の二つの観点から否定し、組合契約を双務契約に

分類することはできないとする（30）。

組合契約においては、売買契約のように一定の財産がある者の資産

から他の者の資産に移されるわけではなく、構成員が出資する財産や

労務が共同の事業のために「充当（affectation）」される。当事者は、他

の契約当事者に対してではなく、自らが含まれる団体（collectivité）に

対して一定の請求ができるにすぎない。当事者は「組合（会社）によっ

て」実現された利益の一部を受け取ることができるのであり、相互的

ではなく「併存的な」給付があるだけである。

組合契約における相互性は、利益の「分配（partage）」という点から

も否定される。交換型契約のように一方が得て他方が失うのではなく、

共に得て共に失うのが組合契約の特質である。ポチエはこの点に債務

の相互性を見ていたとの指摘もある。後述するように、学説において

は、この損益分配という特徴に着目して、組合契約を「分配型契約

（contrat-partage）」と分析するものもある。組合にとって、出資に応じ

た構成員間での損益分配は非常に重要な意味を持つ。フランス民法典

1844条の 1第 1項は「反対の条項がない限り、利益および損失への寄

与における各組合員の持分は、組合資産における各人の持分の割合に

応じて決まり、労力の出資のみをなした組合員の持分は出資が最も少

なかった組合員の持分に等しい。」と規定する。同条は任意規定であり、
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出資の割合に関わらず平等な分配を約することもできるとされるほか、

利益と損失の分配割合を別々に約することもできる。分配時期も自由

に約することができる（本来は事業終結時であるが、通常は年度末ごととさ

れる）。しかし、同条 2項でいわゆる「獅子条項（clause	 léonine）」は禁

止されている。獅子条項とは、一人の構成員に組合のすべての収益を

取得させるかまたは損失についての負担をすべて免除する不平等分配

条項である。ローマ時代からこのような条項は組合契約の当事者の意

図を無に帰するとされており、ポチエやドマ（Domat）、そしてフラン

ス民法典起草者もそのように考えたのである。現在でも、損失を一人

または一部の組合員に負担させる条項あるいは一部の者に負担させな

い条項の有効性をめぐる議論は続いている。

上記の 2点から組合契約の相互性つまり双務性は否定されているほ

か、組合契約を双務契約と分類すると、後から組合（会社）に加わる者

と設立時からの構成員の関係を説明しにくくなるという点も指摘され

ている。組合契約のような組織型契約では構成員の増加は共同の事業

の実現に寄与するだけで、当初の債権債務の関係を変容させることは

ない。

ところが、1978年 1 月 4 日法による会社法改正の際に、双務契約の

債務不履行解除に関するルールを組合契約にも適用することになった

（フランス民法典1844条の 7第 5号）。これは、他の構成員に債務不履行が

ある場合または組合の機能を麻痺させる構成員間の見解の不一致があ

る場合に正当な理由ありとして裁判所が構成員からの解散請求により

組合の解散を認める規定である。シェヌデ（Chénedé）は、この条文を

批判し、構成員は他の構成員の不履行を理由に解散を求めることはで

きないとし、裁判において同条が一度も適用されたことがないことも

指摘している（31）。なお、シェヌデは、同号後半の「組合の機能を麻痺

させる構成員間の見解の不一致がある場合」に解散を認めることには

問題はないと考えている。1844条の 7第 2号で「組合の目的の達成又

は消滅」による解散が認められているからであり、この場合は見解の
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不一致の原因を作った構成員からの解散請求も認められている。

このように、組合契約の双務性を否定するのが現在では一般的な見

解であると思われるが、では組合契約の特質をどこに求めるのか。

⑷　「共通の目的」をめぐる議論

後述するように、リブシャベール（Libchaber）は組合契約を「同盟型

契約（contrat-alliance）」と分析している（32）。「組織型」ではなく「同盟

型」とする分析は、「共通の目的」の存在という組合契約の特徴による。

組合契約について、フランス民法典1833条 1 項は「すべての組合（会

社）は、合法的な目的（objet	 licite）を持たなければならず、構成員（社

員）の共通の目的（intérêt	commun）のために設立されなければならな

い。」と規定する。民法における組合の「共通の目的」が、会社法にお

ける「会社の目的（intérêt	social、but	social）」と同じかをめぐっては議

論があるが、これらは別物ととらえる考え方が一般的である（33）。民法

が規定する「共通の目的」は組合の一般的な方向性に関する契約上の

基礎であるのに対して、会社法が規定する「会社の目的」は定款に規

定された活動を指す。

前述の1978年の会社法改正以前、組合契約における「共通の目的」

は「利益の分配」を意味していた。組合の事業から生じた利益を組合

員が享受する点が「共通の目的」に欠かすことができないと考えられ

ていた。1978年改正以前は、フランス民法典1832条に「…そこから生

じうる節約（économie）を享受するために」という箇所がなかったから

である。このような文言が挿入された背景を考える際に重要な点は、

同条の「利益」とは何かをめぐってフランスでは多くの議論があった

ということである。フランス革命前の18世紀、ローマ法に由来する

「利益」概念は広い意味でとらえられており、金銭により評価可能であ

ればすべて「利益」とされた（34）。民法典起草者はこの「利益」という

言葉を用いて組合契約を定義し、19世紀の学説の多くも広い「利益」

概念に好意的であった。トロロン（Troplong）やプラニオル（Planiol）
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らは、金銭での評価が可能であるという基準で十分であると考えてい

た。しかし、産業化が進行し商事会社を営利目的の組合（会社）のモデ

ルとする考え方が強まることで、「利益」を「構成員の財産に付け加

わった金銭的な利益または物質的な利益」と考える説が有力化する（35）。

そのような中で出された破毀院連合部1914年 3 月14日判決（コミュー

ン・ド・マニゴ判決）は、このような19世紀末の狭い「利益」概念を採

用した（36）。同判決では、マニゴ（Manigod）というコミューン（地方公

共団体）の農業金庫が組合（société）か非営利目的の団体（association）

が争われたが、破毀院は営利目的の事業を行うことを目的とする場合

のみが組合とされるという非常に狭い概念を採用した。しかし、その

後の立法や学説によりこのような判決の立場は否定されることになっ

た。

今日では「利益」概念はコミューン・ド・マニゴ判決と同様に狭く

とらえられているが、1978年改正により節約を享受するためにも組合

契約を締結しうるとされたことで、結果として組合の「目的」は広く

とらえられることとなった。1978年改正によりフランス民法典1832条

に「…そこから生じうる節約を享受するために…」という文言を挿入

することで、立法者は「利益」概念をめぐる議論に終止符を打った。

組合は出費を回避することまたは削減することのみを目的とすること

もできるとされ（37）、立法者は、積極的な利益を追求しない団体にも組

合の領域を広げたのである。このような改正により非営利目的の団体

である «	association	» との区別が困難になり、これまで «	association	»

に認められていたような領域を侵食するのではないかとの危惧が示さ

れた。立法者は組合（会社）の中に二つの相いれない団体を取り込もう

としたがこの両者は大きく異なると批判された（38）。

⑸　交換型契約との異同をめぐる近時の議論と2016年債務法改正

組合契約の組織型契約としての特質は、ドイツにおいても、20世紀

前半に指摘されるようになって以来肯定されている。ただし、このよ
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うな分析は、組合の契約としての性質を否定するものではなく、契約

であるという側面のほかに、上述のように団体・組織を生み出すとい

う側面があることを明らかにするものであり、組合契約はそのような

特別な性質を帯びた契約であるという理解が一般的である。フランス

においても、先述したように、組合契約の特質を組織型契約であると

いう点に求める論者が多いと思われるが、組織型とする分析に批判的

な見解も見られる。

組合契約の特質としては、組織を形成する契約であることに由来す

る継続性のほか、先ほど検討した「共通の目的」の追求がある。シェ

ヌデは、交換型契約においては相対立する個別の利益を当事者が追求

するのに対して、組織型契約においては当事者が共通の利益を追求す

る点および当事者の個人的利益を統合する点で、両者は大きく異なる

と指摘する。一方が得て他方が失うのではなく、共に得て共に失うと

いう点を強調し、組織型契約ではなく、「分配型契約（contrat-partage）」

と呼ぶ方がよいと説く（39）。シェヌデは、複数人の参加とこれらの者の

間での収益の分配という点を組合契約の最大の特徴ととらえるのであ

る。

これに対して、リブシャベールやアムラン（Hamelin）は、「同盟型契

約（contrat-alliance）」という分析をする。彼らが組織型契約の語を用い

ない理由は、一定の流通契約のように交換型契約によっても組織形成

がなされる場合があるからである（40）。また、組織という言葉からは

「機関（organe）」が連想されるが、すべての組織型契約により生み出さ

れた人の集団に常に機関があるわけではない。匿名組合（société	par	

participation）がそうである（41）。また、組織という言葉では「利益を共

通とする」という特徴を示すことができない点も批判する。

フランス民法典は1804年の制定当時から契約の分類につき詳細な規

定を置いていたが、2016年の債務法改正によってもそれは維持された

ほか、さらに新たな契約の分類が付け加わった（1111条の枠契約・適用契

約など）（42）。1106条の双務契約・片務契約の定義についてはすでに述べ
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たが、その定義には1804年民法典から大きく変わった点はない。改正

後も契約の定義と分類はそれまでと同じように売買などの交換型契約

を念頭に置いたものであり、組合契約のような組織型契約は考慮の対

象とされていない点は多くの論者により指摘されている。組合契約は、

組合員の意思により組合（会社）に加入するという点では1101条の契約

の定義（「契約とは、二人又は数人の間の、債務を創設し、変更し、移転し、

又は消滅させることに向けられた意思の合致をいう。」）に合致すると考えら

れるとしても、1106条以下により分類することは困難である。1106条

が規定する双務契約・片務契約の分類については、すでに検討したよ

うに、組合員は「相互に」債務を負っているわけではないため組合契

約を双務契約に分類することは困難である。1107条が規定する有償契

約・無償契約の分類は明らかに交換型契約を念頭に置いている（43）。同

条は、他方当事者からもたらされる利益に着目しており、共同の事業

により得られる利益には言及がない。そこで、アムランのように、

1107条に「契約は、当事者の各々が共同の活動を行うことにより得ら

れた利益を受けるとき相互的（à	titre	mutuel）である。」という第 3項を

設けることを提言する論者もいる（44）。その他、組合契約については、

1110条（相対契約か附合契約か）、1112条（一回的履行契約か逓次履行契約か）

も問題となるだろう。

このように、従来の契約の分類に収まらない組合契約をリブシャ

ベールは「特別な契約（contrat	particulier）」であるとし、民法典におい

て組合契約などの同盟型契約の存在は否定されていると述べる（45）。

1101条の「…債務を創設し、変更し、移転し、又は消滅させることに

向けられた意思の合致」という定義自体も、契約の新たな機能を示す

組合契約などの同盟型契約には適合せず、契約について矮小化された

見方を示すものと説く。リブシャベールは、近著においても、国際的

な商取引を起源としフランス国内でも用いられるようになった新しい

タイプの契約や情報技術の革新が契約法にもたらした変化が2016年の

債務法改正においてほとんど取り上げられていないことを指摘したう
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えで（「沈黙」と表現）、実務における新たなタイプの契約の登場、それ

らの契約に対応するための方法、そしてそれらの契約が契約の共通法

（一般法）に生じさせる諸問題について検討している（46）。その中で、リ

ブシャベールは、契約の伝統的な構造として双方向性（bilatéralité）・交

換（échange）・設計の単純性（caractère	élémentaire	du	projet）をあげるが、

民法典の中にはこのような伝統的な構造を持たない組合契約や委任契

約のような契約が当初より存在していたことを指摘する（47）。1960年代

頃から、このような構造に合致しない新たなタイプの契約や取引（例と

してあげられているのは、レバレッジド・バイアウト（LBO）やジョイントベ

ンチャーである。）が登場した。リブシャベールは、新たなタイプの契約

の特徴として、当事者の協働（collaboration	entre	 les	parties）・期間・当

事者の複数性・契約の管理の組織化（organisation	de	la	gestion	du	contrat）

などをあげる（48）。当事者の複数性という点では、すでに組合契約が民

法典中に存在していたが、それはあくまでも二当事者間契約の「例外」

と位置づけられていたのである。

3．終わりにかえて

本稿で検討してきたフランスにおける組合の法的性質論に関する議

論の生成と展開につき、日本における議論の生成と展開と対比するこ

とで終わりに代えたい。1890年に公布された旧民法から明治民法制定

過程における衆議院での修正まで、「組合」は「会社」と呼ばれてきた。

旧民法財産取得編115条が会社（組合）を定義しているが（49）、「収利」

「営利」を目的とすると規定されている点が現行民法667条との違いで

ある。旧民法の規定は、もちろんフランス民法典に由来する規定であ

り、旧民法について講じた富井政章の教科書でも、民法および商法が

規定する会社とは「民事又ハ商事ヲ行フヲ手段トシテ金銭上ノ利益ヲ

収ムルヲ目的トナスモノニ限ル」のであり、会社（組合）の特質は営利

にあると説かれている（50）。「会社」という言葉が商法上の会社のみを
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指すようになったのは、旧民法で用いられていた「会社」という言葉

に代わり「組合」という言葉が登場してからである。明治民法で「組

合」という言葉が用いられるようになった経緯についてはここでは詳

述しないが（51）、起草者の一人である梅謙次郎は «	société	» を一体的な

ものととらえ、その中で商行為を業として行う商法上の会社とそれ以

外の事業を共同して行う民法上の会社（組合）を分けることになった点

について単なる立法者の嗜好にすぎないとし、それが理論面に影響す

ることを否定している（52）。梅は、民法の組合と商法の会社の基底は民

法の組合理論であるとするフランス法的な理解を貫いたと言えよう。

名称の問題もあり、制定時より組合そして組合契約の民法における

位置づけは必ずしも明瞭とは言えなかった。次に、組合契約の法的性

質に関する明治民法成立以降の学説の展開を見ておこう。岡松参太郎

は、1897年に出版された『註釈民法理由下巻（債権編）』の中で、明治

民法が参考としたドイツ法を参照しつつ各条文について説明をしてい

るが、組合契約が双務・有償契約であるかなどについて特別な言及は

ない（53）。20世紀初頭になると、鳩山秀夫が、組合は双務契約であり、

各組合員は出資をなす義務を負いその債務は相互に対価をなすもので

あると解するのが通説であると説いた（54）。鳩山は、組合における出資

は相互に交換されず、組合員の一人または第五者に対してなされるこ

とが多いが、対価たる債務が生じるときに給付が交換されることはな

くても双務契約であるとしつつ、双務契約に関する規定が組合につい

ても適用されるかについては個別の議論に委ねている。検討に際して

組合の団体的性質への言及が見られるものの、それはさほど強調され

ず、組合契約を双務・有償契約とすることについて特に問題視はされ

ていなかった。

このように民法制定後からしばらくは組合契約を双務・有償契約と

とらえる見解が一般的であったと言えるが、やがて、組合契約は合同

行為であるとの見解が有力化することになる。そこでの議論の中心は

契約に関する一般的規律の組合契約への適用の可否であった。社団法
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人の設立が合同行為にあたるとする見解は、鳩山以来、わが国の多数

説とされるが、組合設立行為についても、穂積重遠が1934年に書いた

講義案中でその合同行為性を指摘するなど（55）、ドイツでの議論の影響

を受けた合同行為説が広がって行った。我妻栄も、社団法人設立行為

だけではなく、組合設立行為も、契約的色彩は強いものの、社団法人

設立と同様に考えることが可能であるとした（56）。

現在、日本ではフランス同様、組合契約の双務性を否定し、特殊な

契約や「団体設立契約」であるとする説が有力化している。組合契約

は他の契約と異なる性質を有する契約であると指摘しつつも、その契

約としての特殊性についての分析は十分とは言い難いが、組合設立行

為を合同行為ととらえる考え方には懐疑的な見解が増えていると言え

る。福地俊雄教授は、「組合契約を、従来の通説のように双務契約とす

るか、特殊の契約とするか、それとも『合同行為』とするかは、一面

では、組合契約の特殊性をどれだけ前面に持ち出し強調するかによる

が、他面では、用語の問題だともいえる。」と説く（57）。双務契約概念

を単に片務契約でない契約としたり、成立により当事者双方に債務を

負担せしめるものとしたりすれば、組合契約を双務契約とすることも

大きな問題ではないが、売買規定の準用などを含めて考えれば、組合

契約をこれに属させることは困難であり、むしろ「特殊の契約」や

「団体設立契約」とするのがよいと説く（58）。また、中田裕康教授は、

組合契約は諾成・有償契約であり、牽連性や対価的意義についてより

柔軟にとらえることで広義の双務契約であるととらえることも可能で

あると説く。また、現在は、株式会社の発起人や持分会社（合資会社は

除く）の社員は一人でよいことから、社団設立行為においてさえ合同行

為と呼べない場合があることを指摘し、合同行為の概念の意義は失わ

れているとし、また組合契約を「団体設立行為」などととらえること

も同様であると指摘する（59）。合同行為論については日本の民法理論に

影響を与えた外国法（特にドイツ法）での議論をふまえつつ、現在にお

ける意義を再検討する必要があると考えているが、本稿で検討したよ
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うにフランスにおける合同行為論は概念自体の曖昧さもあり必ずしも

広がりを持った説ではなかったことは指摘できる。

2017年の債権法改正では数多くの組合契約に関する条文が改正され

たが、従来の解釈の明文化が中心であった。「基本方針」では、民法上

の組合の多様性、民法以外の法律における組合の多様性、組合に近接

する団体（合名会社など）の存在といった民法上の組合像が曖昧な理由

をあげつつも、典型契約としての組合契約の意義（「社団法人と対比され

る契約的結合のモデル」）を認めた。そこで念頭に置かれているのは、「契

約によって形成される団体の最も基本的な類型としての組合契約」イ

コール「単純組合契約」であり、変容類型や隣接類型を民法に規定す

ることは断念された。その後の「研究会試案」を経て、法制審議会で

の部会審議に入った後、「中間的な論点整理」以降は上記のような総論

的な議論はなくなり、各論的な検討が中心となった。債務法改正の議

論においては、どのような組合を念頭に置くかが中心的問題であり、

各人が想定する組合像がバラバラなことにより議論が錯綜した感があ

る。各論的な議論の中でも各人が想定する組合像の違いが問題となる

ことは少なくなかった（60）。

組合に関する議論は、現代におけるその多様性、その契約としての

特殊性ゆえに錯綜することが多いと思われるが、組合契約が他の典型

契約に対する「例外」という位置づけでよいのかを検討し、典型契約

の一つとして規定されていることの意義を再考する必要があるだろう。

そのための基礎として、まずはフランスにおける議論の生成と展開を

本稿では検討したが、今後の論稿において、ドイツにおける議論の生

成と展開、そして両国の法が日本法に与えた影響を順次検討する予定

である。

（ 1）	 組合契約を組織型契約と分析する論稿として、P.Didier,	Le	consentement	
sans	l’échange:	contrat	de	société,	RJcom.,	1995,	numéro	spécial	«	L’échange	des	
consentements	»,	p.74.	－ P.Didier,	Brèves	notes	sur	le	contrat-organisation,	
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in	L’avenir	du	droit,	Mélanges	Fraiçois	Terré,	Dalloz,	1999,	p.635	et	s. が
ある。

（ 2）	 K.Peglow,	Le	contrat	de	société	en	droit	allemand	et	en	droit	français	
comparés,	LGDJ,	2003,	no	863.

（ 3 ）	 たとえば、フランスの代表的な契約法の教科書の一つであるPh.Malaurie,	
L.Aynès	et	P.-Y.Gautier,	Droit	des	contrats	spéciaux,	12e	éd.,	LGDJ,	2022
では、組合契約に関する説明はほとんどなされていない。

（ 4）	 本稿は、2022年に比較法学会で行ったミニ・シンポジウム「フランス
法・ドイツ法の狭間で育った日本民法─契約概念の再考を中心に─」
における報告「組合契約─法的性質論の生成と展開を中心に─」のう
ち、フランス法に関する部分を基礎とする（同ミニ・シンポジウムの概要
については比較法研究83号（2022年12月刊行予定））。同ミニ・シンポジウ
ムにおいて、筆者は、組合契約の法的性質に関する現在の日本法における
議論の到達点を明らかにする過程において、日本民法の成立・経過・現在
におけるフランス法・ドイツ法の影響を検討するとともに、学説における
フランス法・ドイツ法を中心とする外国法理論の導入や影響などについて
報告した。

（ 5）	 大判昭14・ 6 ・20民集18巻666頁。
（ 6）	 我妻栄『債権各論中巻二（民法講義）V3』（岩波書店、1962）761頁。
組合契約の全部または一部の終了については解散請求・組合員の脱退・除
名に関する特別な規定が存在していることも、解除規定の適用を否定する
理由とされた。

（ 7）	 鳩山秀夫『日本債権法　各論下』（岩波書店、1916）。同書は、655頁
から717頁において組合契約について扱う。

（ 8）	 鈴木禄弥編『新版	注釈民法〈17〉債権 8』（有斐閣、1993）31頁〔福
地俊雄〕。

（ 9）	 岡本裕樹「典型契約としての組合契約の意義」名古屋大学法政論集
〔中舎寛樹先生退職記念論集〕254号（2014）723頁。同論文は、組合契約
の「五当事者以上の契約のモデル」としての意義を、日本民法における組
合契約の規律（契約であることに関する規律、出資に関わる債権関係への
規律、「共同の事業」の運営にかかわる債権関係への規律）の検討を通じ
て探っている。

（10）	 K.	Peglow,	op.cit.,	no	859.
（11）	 判例（最判平成11・ 2 ・23民集53巻 2 号193頁）の事例のように、 1
口いくらかの出資をしてヨットを共同購入しヨットを利用して航海などを
楽しむことなど共益を目的とするものでもよい。

（12）	 前出注（ 6）・我妻栄『債権各論中巻二（民法講義）V3』773頁。
（13）	 数少ない「共同の事業」概念に関する研究として、後藤元伸「組合型
団体における共同事業性の意義」関西大学法学論集59巻 3 ＝ 4 号（2009）
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557頁がある。
（14）	 ローマ法におけるソキエタスについては、高橋英治「ローマ法上の企
業形態としてのソキエタスとソキエタス・プブリカノルム─近時のドイ
ツの研究を基礎にして」大阪市立大学法学雑誌62巻 2 号（2016）217頁を
参照のこと。

（15）	 納屋雅城「フランス法における団体設立行為の法的性質─民法上の
組合の法的性質の再検討」近畿大学法学52巻 1 号（2003）107頁（特に109
頁以下）。

（16）	 ポチエの見解については、D.	Galbois-Lehalle,	La	notion	de	contrat	
Esquisse	d’une	théorie,	LGDJ,	2020,	no	382	et	s. を参照のこと。

（17）	 D.	Galbois-Lehalle,	op.cit.,	no	382	et	s.
（18）	 フランスにおける一人会社については、ジャン・クロード・アルアン
（亀井克之訳）｢フランスにおける一人会社｣ ノモス20巻（2007）45頁を参
照のこと。

（19）	 服部榮五「合手制（Gesamthand）と民法の組合（一）・（二・完）」同
志社法学 7号（1951）48頁・ 8号（1951）59頁。

（20）	 本稿では詳述しないが、フランスと他のヨーロッパ諸国との相互影響
関係も興味深い。フランスにおいては、ソキエタスを原型とする組合のほ
かに、イタリアの商事会社概念が1807年に成立した商法典に導入された。
それが後に、1861年の普通ドイツ商法典（ADHGB）に多大なる影響を与
えることになる。逆にフランスの立法者がドイツの会社類型に影響を受け
ることもあった（1925年 3 月 7 日の有限責任会社法）。

（21）	 フランスにおける不完全双務契約論については、D.	Galbois-Lehalle,	
op.cit.,	no	379	et	s. を参照のこと。

（22）	 Otto	Friedrich	von	Gierke,	Deutsches	Privatrecht,	Tome	1,	Verlag	
von	Duncker	&	Humblot,	Leipzig,	1895,	（Nachdruck,	1936）,	p.486.

（23）	 M.Hauriou,	La	 théorie	de	 l’institution	et	de	 la	 fondation.	Essai	de	
vitalisme	social,	Cahiers	de	la	Nouvelle	Journée,	n°4,	La	cité	moderne	et	
les	transformations	du	droit,	1925,	p.1. － G.Roujou	de	Boubée,	Essai	sur	
l’acte	juridique	collectif,	Thèse	Toulouse,	LGDJ,	1961.

（24）	 G.Roujou	de	Boubée,	op.cit.,	p.17,	p.59	et	s.	et	p.66.	－ J.-B.Bertrel,	
Liberté	contractuelle	et	société,	RTDcom,	1996,	p.595など。

（25）	 単独行為説については、G.Ripert	et	R.Roblot	Traité	de	droit	commercial,	
Tome	1,	Volume	2,	18e	éd.,	LGDJ,	2003,	par	M.Germain,	no	1461を参照の
こと。

（26）	 学説および判例は「社団意思（affectio	societatis）」を組合契約の特
徴的要素と考えている。利益・節約や出資の共通化とは異なり、この要素
は主観的性質を有している。構成員は他の構成員と共同して、組合を富ま
せることにより利益・節約をもたらす共通の事業を行うことを企図する意
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思を表明しなければならない。この意思は、売買契約における意思とは異
なり、組合が存続する限り存在し続けなければならない。

（27）	 G.Roujou	de	Boubée,	op.cit.,	p.270.
（28）	 合同行為説への批判について詳しくは、K.	Peglow,	op.cit.,	no	859を参
照のこと。

（29）	 K.	Peglow,	op.cit.,	no	834.
（30）	 D.	Galbois-Lehalle,	op.cit.,	no	384	et	s.
（31）	 F.Chénedé,	Les	commutations	en	droit	privé,	contribution	à	la	théorie	
générale	des	obligations,	Economica,	2008,	no	314.

（32）	 R.Libchaber,	La	 société,	 contrat	 spécial,	 in	Prospectives	du	droit	
économique	Dialogues	avec	Michel	Jeantin,	Dalloz,	1999,	p.281	et	s.

（33）	 ドイツにおいても、ドイツ民法典705条における組合の「共通の目的」
が会社法における「会社の目的」と同じかをめぐっては議論があり、見解
が分かれている。両者は同じではないとする説が多数説である。

（34）	 ポチエは、組合契約の例として、 2人の農民が一緒に牛を購入して牛
乳を分ける場合などを想定していた。フランス民法典旧1841条・旧1842条
には、物（の利用）に関する組合契約、職業に関する組合契約、事業に関
する組合契約という 3種の組合契約が規定されていたが、民法典成立後に
は、物に関する組合契約がはたして真の組合契約と言えるかが議論されて
いた。なお、現在は、1841条は削除され（欠番）、1842条は別の条文となっ
ている。

（35）	 この説によれば、共同での物の利用は組合契約を特徴づけるものとは
ならない（物に関する組合契約の否定）。

（36）	 Cass.ch.réunies,	11	mars	1914,	DP	1914,	1,	p.257,	note	L.Sarrut.
（37）	 同一の危険にさらされる人々が損失を分配するために組合を作るよう
な場合（相互保険など）のような損失の緩和も「節約」であると考えられ
ている。

（38）	 D.	Galbois-Lehalle,	op.cit.,	no	388.
（39）	 F.Chénedé,	op.cit.,	no	123	et	s.
（40）	 J.-F.Hamelin,	Le	contrat-alliance,	Economica,	2012,	no	9.
（41）	 フランス法における匿名組合は、民法典の組合規定に基づき設立され
る法人格を持たず公示もなされない組合のことである（日本法の匿名組合
との違いに留意する必要がある）。

（42）	 2016年債務法改正による民法典の新条文の翻訳は、荻野奈緒＝馬場圭
太＝齋藤由起＝山城一真「フランス債務法改正オルドナンス（二一一三年
二月一一日のオルドナンス第一五一号）による民法典の改正」同志社法学
69巻 1 号（2017）279頁によった。

（43）	 フランス民法典1107条「①契約は、当事者のそれぞれが、自らが給付
する利益の対価として他方から利益を受けるときは、有償的である。
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②契約は、当事者の一方が他方に対して、対価を期待することも受ける
こともなしに利益を給付するときは、無償的である。」

（44）	 J.-F.Hamelin,	Les	classifications	du	contrat,	in	Blog	Réforme	du	droit	
des	obligations,	M.Lationa	et	G.Chantepie（dir.）,	Dalloz,	avril	2015.

（45）	 R.Libchaber,	La	société,	contrat	spécial,	préc.,	p.281	et	s.
従来の契約分類に納まらない新たな契約の形として「提携型契約

（contrat-coopération）」も問題となるだろう。これも2016年債務法改正か
ら漏れ落ちたタイプの契約である。提携契約については、S.Lequette,	Le	
contrat-coopération,	 contribution	 à	 la	 théorie	 générale	 du	 contrat,	
Economica,	2012を参照のこと。

（46）	 R.Libchaber,	Le	contrat	au	XXIe	siècle	L'ingénierie	 juridique	et	 les	
nouveaux	contrats	d'affaires,	LGDJ,	2020.

（47）	 リブシャベールは、伝統的な契約の特徴は二当事者の存在というより
も 2つの利益の対立構造と言った方がよいかもしれないと述べ、このよう
な構造に契約の拘束力の基礎が見出されていたことを指摘する。さらに、
リブシャベールは、新たなタイプの取引契約を基礎づける契約者の意思、
契約自由の原則、契約書の技術（基本合意という表現、契約終了後につい
て規定するものなどさまざまな契約条項）について検討し、特に英米の契
約書に見られる条項のフランス民法における意味について探る。さらに、
新たなタイプの契約を、契約の一般理論（契約総則）および各種の契約理
論（契約各論）の中でどのように位置づけるかについて検討し、特別法の
役割についても言及している。契約交渉から締結段階の不明確さ、証拠、
契約の有効性の不明確さ、契約の期間、契約の解釈、契約の履行・不履行
など、新たなタイプの契約が各段階でもたらすさまざまな問題を指摘して
おり示唆に富む。

（48）	 期間が新たなタイプの契約の特徴の一つであるというのは、これまで
の交換型契約では、当該契約自体の期間というよりも、契約の開始時点
（成立）と契約の終了時点（履行）が問題とされてきたにすぎないことに
よる。つまり、契約ではなくそこから生じる債務の「期間」が問題とされ
ていたにすぎない。

（49）	 旧民法財産取得編115条「会社ハ数人カ各自ニ配当ス可キ利益ヲ収ム
ル目的ニテ或ル物ヲ共通シテ利用スル為メ又ハ或ル事業ヲ成シ若クハ或ル
職業ヲ営ム為メ各社員カ定マリタル出資ヲ為シ又ハ之ヲ諾約スル契約ナ
リ」

（50）	 富井政章『民法論綱　財産取得編　中』（復刻版、新青出版、2001）
〔初出、1893〕 2 頁。
（51）	 高田晴仁「会社、組合、社団」法学研究83巻11号（2010）25頁。
（52）	 梅謙次郎『民法要義巻之五　債権編』（復刻版、有斐閣、1984）〔初出、
1912〕781頁。
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（53）	 岡松参太郎『註釈民法理由下巻（債権編）』（復刻版、信山社、1991）
〔初出、1897〕。
（54）	 前出注（ 7）・鳩山秀夫『日本債権法　各論下』。
（55）	 穂積重遠『債権法及び担保物権法（講義案）』（有斐閣、1934）208頁
（56）	 前出注（ 6）・我妻栄『債権各論中巻二（民法講義）V3』758頁。
（57）	 前出注（ 8）・鈴木禄弥編『新版	注釈民法〈17〉債権 8』31頁。
（58）	 このほか、四宮和夫＝能見善久『民法総則〔第 6版〕』（有斐閣、
2002）180頁は「社団設立行為は、関与者を相互に拘束する点で一種の契
約ではあるが、そこで企図される効果が関与者を拘束するだけではなく、
継続的な団体と団体に不可欠な組織を創造するものである点、参加者の一
人の意思表示が無効でも残余の者の意思表示をもって可能な限り所期の効
果を発生させるべきである点など、一般の契約と異なる側面もある。」と
説く。

（59）	 中田裕康『契約法〔新版〕』（有斐閣、2021）563頁。
（60）	 組合契約に対する意思表示の無効・取消しに関する規定の適用をめ
ぐって、比較的多人数の組合を念頭に置いて議論する能見善久委員と、組
合は契約であるから 2人から成立するという観点は外せないとする中田裕
康委員の間で交わされた議論がその例である。この点を指摘する論稿とし
て、上谷均「債権法改正における組合契約─『組合契約の無効・取消
し』について」修道法学39巻 2 号（2017）309頁、特に324頁。
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動物の治療費の賠償における
愛着利益・動物保護の考慮
─ドイツ法からの示唆

山　田　孝　紀

Ⅰ　序論

Ⅱ　BGB2５1条 2 項の改正前の法状況と改正法の目的・内容

Ⅲ　「動物」の範囲及び治療費の相当性判断をめぐる議論

Ⅳ　ドイツ法から日本法への示唆

Ⅴ　結論

Ⅰ　序論

１ 　本稿の目的

例えば、ペットが車にひかれたり、他人に飼われている犬に噛まれ

たりする事故により負傷し、ペットの飼い主が動物病院でその経済的

価値を超える治療費を支出したとする。このとき、ペットの飼い主は、

加害者である車の運転手やペットを噛んだ犬の飼育者に治療費をどの

程度請求することができるのか。中古車のような単なる物の修理費が

当該物の交換価格を上回る場合、「低い方の交換価格が賠償されるべき

損害」にあたるとされる（1）。動物が民法上の「物」（8５条）に位置づけ

られる（2）ならば、ペットの飼い主は、加害者にその経済的価値に相当

する治療費の賠償しか請求できないのかが問題となる。

この問題に関して、名古屋高判平成20年 9 月30日（交民集41巻 ５ 号

論　説
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1186頁）が参考になる。事案は、自動車が後続車に追突され、当該自動

車に乗っていた犬が負傷し、飼い主が支出した犬の治療費を後続車の

運転手に求めたというものであった。原審の名古屋地判平成20年 4 月

2５日（交民集41巻 ５ 号1192頁）は、犬の取得時の取引価格である 6万５000

円を超える76万3５60円の治療費の賠償を認めた（3）。名古屋高判も、

「愛玩動物のうち家族の一員であるように遇されているものが不法行為

によって負傷した場合の治療費等については、生命を持つ動物の性質

上、必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではな」い

とした。ただし、「当面の治療や、その生命の確保、維持に必要不可欠

なものについては、時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相

当と認められる限度において、不法行為との間に因果関係のある損害

に当たるものと解するのが相当である」とし、治療費の賠償額を11万

1５00円と認定した（4）。賠償額が原審に比べて低額であった要因は、名

古屋高判が、犬が「物（民法8５条）に当たることを前提にして」、犬が

傷害を負ったことによる損害の内容及び金額を定めるのを相当と考え

たためである（５）。

学説では、「治療費がペットの時価を上回る場合には、相当因果関係

の範囲内にあるものであっても、時価を超える治療費の賠償が認めら

れない」とする「法的取扱いは、ペットについて適切なものとはいえ

ない」とする見解（6）、愛犬が人や有体物とは異なる第三のカテゴリー

に属すると捉えた上で、動物愛護管理法の存在も踏まえ、時価相当額

を念頭に置いて動物の治療費を算定することに疑問を示す見解がみら

れる（7）。さらに、賠償額の算定の考慮事由（8）や賠償額の上限（9）につ

いても議論され始めている。

もっとも、上記名古屋地判と高判の賠償額の違いにみられるように

動物の治療費に関する賠償のあり方は定まっていない状況にある（10）。

動物は一般的には民法上の「物」と位置づけられる一方、動物の中で

も特にペットは、「単なる愛玩動物や所有物ではなく、『コンパニオ

ン・アニマル』と呼ばれ、家族の一員もしくは人生の伴侶ともいわれ
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る」存在になっている（11）。このような動物の性質がその治療費の賠償

においてどのように考慮されるのだろうか。本稿は、以上の問題背景

を踏まえ、飼い主によって動物の経済的価値を超える治療費が支出さ

れた際の賠償のあり方を明確化することを目的とする。

２ 　検討の方法と本稿の構成

本稿は、上記の目的を達成するためにドイツ民法（以下、BGBとする）

を検討の題材とする。その理由は、以下の通りである。ドイツでは、

BGB2５1条 2 項 2 文において、動物の経済的価値を著しく上回る治療費

も不相当ではないとする旨の規定を置く。注目すべきことは、Ⅱ 3で

後述の通り、同条が制定される1990年以前から、通説や多くの裁判例

において動物の経済的価値を著しく上回る治療費の賠償が認められて

いたということである。このような解釈がいかなる考え方によって支

持されたのかをみることは、動物の損害賠償に関する特則をもたない

日本法の解釈や将来的な立法（12）の参考になる。また、ドイツでは、

BGB2５1条 2 項 2 文の制度趣旨と関連して同条の対象となる「動物」と

はどの範囲を指すのか、動物の治療費の相当性をどのように判断する

のかが論じられている。これらの論点も日本では詳細には紹介されて

いないため（13）、ドイツ法から有益な視点が得られると考える。

Ⅱでは、BGB2５1条 2 項 2 文が制定されるまでの法状況を整理し、動

物の経済的価値を超える治療費の賠償が認められる根拠を確認する。

Ⅲでは、BGB2５1条 2 項 2 文の対象となる「動物」の範囲をめぐる議論

をみる。その後、動物の治療費の相当性判断に関する議論を概観する。

Ⅳでは、ドイツ法の議論を踏まえて日本法における解釈の方向性を示す。

Ⅱ　BGB2５1条 2 項の改正前の法状況と改正法の目的・内容

１ 　問題の所在

負傷した動物のために飼い主が支出した治療費の請求については、
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BGB249条以下の規定が適用される。まず、BGB249条（14）1 項に基づき、

損害賠償の義務を負う者には、賠償を義務づける事情がなかったなら

ば存在したであろう状態を回復すること（原状回復）が義務づけられる。

物の毀損を理由とする損害賠償においては、債権者は BGB249条 2 項

に基づき原状回復に必要な金額を賠償義務者に請求できる。後述Ⅱ 3

の通り、通説及び多数の裁判例によれば、負傷した動物の治療費の賠

償は、同条同項に基づき認められる。ただし、その算定では、毀損さ

れた物（無生物）の修理費の算定とは異なる考え方がみられる。

原状回復には、BGB2５1条（1５）2 項による制限がある。同条 2項（現第

1文）によれば、原状回復が不相当（unverhältnismäßig）な費用によって

のみ可能である場合には、賠償義務者は金銭で賠償できる。同条の下

では、自動車が毀損された場合の修理費が当該車の市場価値を30％上

回る場合には、修理費が不相当と判断された（130％ルール）（16）。修理費

が不相当と評価されるとき、賠償額の上限は当該車の価値利益にとど

まる。この130％ルールが動物の治療費の賠償の際に適用されるか否か

が問題となった。

２ �　動物の治療費と無生物の修理費の算定を同一視する立場

⑴　民法上の物としての動物
上記の問題に関して、Schmid は、当時のドイツ民法では動物が法律

上の物として位置づけられることを指摘し（17）、動物の治療費の算定に

あたり動物の飼い主の愛着利益（Affektionsinteresse）は考慮されないと

主張した。したがって、無生物が毀損された場合の修理費と同様に、

動物の治療費はその再調達価値（Wiederbeschaffungswert）の130％を上

限に賠償されると説いた（18）。Schmid は、この結論を正当化するために、

加害者が被害者の愛着利益に理解がない可能性があることや、再調達

価値の130％までの動物の治療費が賠償されることによって被害者の利

益も考慮されることなども指摘した（19）。しかし、この見解が支持され

ることはなかった。
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⑵　BGB253条により愛着利益が考慮されないこと
下級審裁判例の中にも動物の再調達価値の130％を上回る治療費を不

相当と判断したものがあった（20）。これらの裁判例（21）は、動物の飼い主

が動物の経済的価値を超える治療費を支出することは飼い主の愛着利

益に基づいているが、当該利益は損害賠償法によって保護されないと

判断した。なぜなら、非財産的損害は、BGB 旧2５3条（22）に基づき身体

または健康の侵害、自由の剥奪の場合のみ賠償される（BGB 旧847条）

ところ、人間と動物との間の愛着利益を考慮することは BGB 旧2５3条

により認められないと考えたためである。

もっとも、判旨からは裁判官の迷いも窺える。例えば、ハンブルク

区裁判所（Amtsgericht）1988年 1 月21日判決は、動物への愛着利益を考

慮せずにその経済的価値を「志向する立法者の見解が今日の直観

（Anschauung）とはもはや完全に一致していないかもしれない。しかし、

そのような逸脱は、裁判所ではなく、立法者が修正するものである」

と述べた（23）。

３ �　動物の治療費と無生物の修理費の算定を区別する立場

Ⅱ 2の立場に対して、通説（24）及び多数の裁判例（2５）は、以下の 4つの

理由から負傷した動物の治療費の算定には毀損された物の修理費に関

する130％ルールが適用されないという。

⑴　動物の治療費の賠償の位置づけ
第 1に、通説は、動物の治療費の賠償を BGB249条 2 項に基づく原

状回復に代わる金銭賠償の問題と捉える（26）。そして、飼育している動

物が負傷した場合、飼い主の完全性利益（Integritätsinteresse）（生命・身

体・健康などの人格的利益または所有権などの財産的利益及び、それに準ずる

法律上保護に値する利益（27））が侵害されるとみる。この完全性利益は、

動物への感情的価値（Gefühlswert）や愛好家の価値（Liebhaberwert）に

基づくものである（28）。ペットが負傷したとき、完全性利益は代替物の

交換ではなく、ペットの治療行為によってしか回復できない。こうし
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た完全性利益の回復の意味を持つ治療行為は、ペットの客観的価値の

回復や保護（Erhaltung）のみならず、上記の感情的価値や愛好家の価値

の保護にも資する（29）。したがって、完全性利益の保護を通じて愛着利

益のような非財産的利益の賠償も実現されると説く（30）。

裁判例では BGB249条 2 項に基づき動物の治療費が認められるとす

るものや（31）、動物の飼い主に「その『物』の交換価値の賠償しか要求

できない」ことは信義誠実の原則と相容れないとして、BGB242条（32）

に基づき飼い主が支出した動物の治療費の賠償を認めるものがあった（33）。

⑵　動物が生命を持つ存在であること
第 2に、通説や裁判例は、動物が生命を持つ存在であることから、

動物を無生物と同一視すべきでないとする。この考えが最も良く表れ

ている例として、Lüneburg 地方裁判所1984年 2 月 9 日判決の判旨を示

そう。「物としての動物の法律上の位置づけは、第一には法的財貨の帰

属、つまり所有権の移転のためになされている。しかし、このことか

ら生きている動物をその他の点でも法的な意味での物とみなすことは

できない」。「損害賠償法では動物が生き物であるということを避けて

通ることはできない。負傷した動物の治療は、物の修理ではない。治

療行為のために支出されるべき費用は、動物の経済的価値に達するか、

それをわずかに超える場合に不相当とはならない。不相当性

（Unverhältnismäßigkeit）の問題では、人間と動物の関係が前面に出てく

る」（34）。

学説においても、Pütz が上記判決を踏まえ、「まさに動物が生き物

（lebende	Wesen）であるという事情が動物と他の物とを法的に異なって

扱うことを正当化する。すべての物が損害賠償法において同一に取り

扱われなければならないということはどこにも書かれていない」（3５）と

主張する。
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⑶　飼い主の動物への愛着利益の考慮
第 3に、通説や多数の裁判例は、動物が生きている存在であるため

に、治療費の賠償の相当性判断において飼い主の動物への愛着利益が

考慮されると考える。Medicus などの学説は、飼育しているペットの

市場価値がゼロまたは著しく低い額である場合にもし愛着利益が考慮

されないならば、あらゆる治療費が BGB2５1条 2 項により不相当とな

るが、そのような結果は堪え難い（untragbar）と指摘する（36）。

裁判例では、München	I 地方裁判所1978年 6 月21日判決が、物の修

理費に関する130％ルールが人間と犬とのつながりの中に愛着利益が存

在する場合には適用されないことを明らかにする（37）。また、

Waldshut-Tiengen 区裁判所1986年 3 月 7 日判決では、犬の負傷の損害

算定において（物としての）犬の純粋な経済的価値は後景に退いた一方、

「人間の生きた仲間、友人としての犬」と愛着利益が考慮されない無生

物とを同一視できないという考えが広まり始めたと述べる（38）。さらに、

Koblenz 地方裁判所1988年 1 月14日判決は、BGB2５1条 2 項の治療費の

相当性の判断において、動物の治療は物の修理と同一視できないとい

うことが考慮されなければならず、「ペットの飼育については、多くの

場合人と動物との個人的な関係が前面に出てくる」とする。そして、

「原告夫妻が犬と特に密接な関係を育んでおり、犬はいわば家族の一員

でもあることが考慮されなければならない」と判断し、原告の飼い主

に支出した治療費の完全な賠償を認めた（39）。

上記の裁判例は、すべて飼育されていたペットが負傷した事例で

あった。当時の学説（40）では、飼い主の動物への愛着利益が考慮される

のはペットに限定され、ネズミ獲りの猫や警察犬のように経済目的の

飼育動物が負傷した場合の治療費は当該動物の経済的価値（再調達価

値）を上限に賠償されると理解していた。

⑷　動物保護の考慮
第 4に、一部の学説や裁判例は、飼い主の愛着利益とともに、動物

）
一
一
一
一
（

461



動
物
の
治
療
費
の
賠
償
に
お
け
る
愛
着
利
益
・
動
物
保
護
の
考
慮

─
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
示
唆
（
山
田
）

四
三
一

保護の観点も治療費の相当性判断において考慮する。例えば、Pütz は、

「BGB2５1条 2 項は、BGB242条に基づく信義誠実の原則が特別に刻印

（Ausprägung）されたものであり、一般的な価値判断を示す。…法秩序

の統一性の考慮の下では、特に動物保護法に従った動物の特別な重要

性に注意を払わねばならない」。同法から基礎づけられる「人と動物と

の特別な関係や動物への人の責任を通じて、動物は、現状の法律では

権利の担い手ではないとしても無生物よりも価値の高い法的財貨に高

められる」と主張する。したがって、治療費の相当性の判断において

動物の経済的価値は重要なメルクマールにならないと述べる（41）。

裁判例では、愛着利益とともに動物保護の必要性を示す判決がある。

Schöneberg 区裁判所1987年 6 月30日判決は、「BGB2５1条 2 項の期待可

能性（Zumutbarkeit）（42）の限界は、…愛着利益が原状回復を必要とすれ

ばするほど高くなる。その利益は、長く一緒にいるペットには、慣れ

や親しみ、個人的な関係までもが形成されていることに反映されてい

る。経済的な市場価値や再調達価値では容易に表せられないこのよう

な特別な財産の性質に従い、動物保護法では（脊椎動物の）動物を生き

物として保護することの特別な必要性が強調されている。これに基づ

き認められた保全価値 (Erhaltungswert) は、長年親しんできた生き物

と人間との関係から生じる特別な感情的価値 (Empfindungswert) を考慮

すればより強固になる」と述べる（43）。さらに、München 地方裁判所

1988年 8 月 3 日判決は、動物の価値のみを基準とするならば、怪我を

した動物に価値がなく、治療費が「採算（rentieren）」に合わないとき

飼い主には殺処分が命じられることになりかねないとの懸念を示す。

そして、「この結果は、動物保護法などに表現されている、生きている

性質が特別な保護に値するという現代的な考え方に沿うものではない」

と判示する（44）。つまり、動物の治療費の賠償をその経済的価値に限定

すると飼い主が動物の治療を躊躇し、治療が行われない可能性がある

ところ、そのことは動物保護の考えと矛盾すると考えられていた。

次に、こうした改正前の法状況が BGB2５1条 2 項 2 文にどのように
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影響したのかをみていこう。

４ �　ドイツ民法における動物の法的地位の向上に関する法改正─

BGB２5１条 ２ 項 ２ 文を中心に

⑴　1990年改正法の全体の目的
BGB2５1条 2 項 2 文は、1990年の「民法における動物の法的地位の向

上に関する法律」の改正（以下、改正法とする）によって新設された。

まず改正法の全体的な目的を確認する。

改正法の立法目的に大きな影響を与えているのが、動物保護法（4５）で

ある。同法によれば、「動物は人と共に生きるもの（Mitgeschöpf）かつ

痛みを感じる生き物であって、人にはその保護や配慮が義務づけられ

ている」（46）。改正法の目的は、この動物保護の基本的な考え方を全て

の法秩序に妥当させることにあった。なぜなら、「動物を形式的に物概

念の下で位置づけることが、BGB の損害賠償法」などの「具体的な法

の適用において、人と共に生きるものとしての動物への保護や配慮を

負う人の義務と一致しない結果を生じさせていた」からである（47）。そ

こで、「民法典においても動物が物ではなく、法律の特別の保護に服す

る生き物」であるとの考え方を明記することになった（48）。その具体化

の一つとして、BGB2５1条 2 項に損害賠償の特則を付加する条文案が示

された。

1990年 6 月12日のドイツ連邦議会の決議勧告及び報告書は、上記法

案の目的を踏襲し、人が動物に対して責任を負う旨の「動物保護の中

心的な思想を民法においてもより明確に強調し、動物の法的地位を具

体的に向上すること」を企図した（49）。そのために、動物と物との形式

的な同一視を除去し、BGB90a 条において「動物は物ではない。動物は、

特別の法律によって保護される。動物は、別段の定めがない限りで物

に妥当する規定が準用される」との規定が設けられた。そして、この

別段の定めにあたる規定の一つとして、BGB2５1条 2 項に 2文が付加さ

れた（５0）。
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⑵　BGB251条 2 項 2 文の意義と内容
BGB2５1条 2 項 2 文の立法理由では、改正前の法状況が次のように説

明される。動物が負傷した場合、その「治療が不相当な費用でのみ可

能である場合には、加害者には損傷を受けた対象物の価値のみを賠償

することが義務づけられる」。その結果、「動物の価値を超える治療費

の一部を動物の所有者が自ら引き受けること、特に動物がまったく市

場価値を有さない場合には全ての治療費を引き受けなければならない

ことになる」（５1）。「この問題に関する判例は、統一していない」。しかし、

「大多数の判例の見解は、BGB2５1条 2 項の規定にもかかわらず、動物

が負傷した場合に、治療費が動物の価値を著しく上回る場合でも加害

者にその費用を義務づけることを前提としている」（５2）。

こうした法状況から、「この問題は判例によって実質的に解決されて

いるので、この規定を設ける必要はない」との見解も示された（５3）。こ

の見解に対して、「判例が統一されていないため、立法による判断が必

要である」との反論が示され（５4）、後者の主張が採用された。

BGB2５1条 2 項 2 文は、「負傷した動物の治療から生じた費用は、そ

の価値を著しく上回る場合にも不相当ではない」と定める。すなわち、

治療費の相当性判断にとって動物の経済的価値は問題とならず、「その

価値を著しく上回る治療費も賠償される」。ここで賠償される費用とは、

治療行為のために実際に支出された費用を指す（５５）。

他方で、新たな規定の下でも動物の治療費の賠償に上限がないわけ

ではない。立法者は、「賠償されるべき損害の範囲が一般的な相当性の

原則（５6）（BGB242条）によって制限されるため、むしろ、被害者の立場

にある動物の合理的な飼い主ならばどれだけの費用を支出したかが重

要である」とする（５7）。「加害者が治療費をすべて賠償しなければなら

ないかどうかは個別事例の判断に委ねられるため、この限界を法律で

画一的に示す」方法は採られない。個別事例の判断については、「その

都度の加害者の過責（Verschulden）の大きさ、被害者と損傷を受けた動

物との個人的な関係、支出された治療費が動物医学の観点から支持さ
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れうるものであったかどうかが重要である」とする（５8）。

なお、動物が死亡した場合、損害賠償の既存の規定が十分にカ

ヴァーしているため（５9）、愛着利益のための賠償を設ける動機は存在せ

ず、動物の飼い主に特別な慰謝料を認める理由もないとされた（60）。そ

うすると、動物が負傷した場合よりも治療前に死亡した場合の方が、

飼い主が賠償額の点で不利になる可能性が生じる（61）。しかし、学説に

よれば、このことは、治療前に動物が死亡した場合には原状回復が不

可能である一方、動物が負傷したにとどまる場合には原状回復が可能

であるという BGB の体系に起因するものであり（62）、動物の経済的価

値を超える治療費の賠償を否定する理由とはされていない。

以上の議論を経て改正法が1990年 8 月20日に成立し、同年 9月 1日

から施行された。

Ⅲ　「動物」の範囲及び治療費の相当性判断をめぐる議論

BGB2５1条 2 項 2 文の立法後、主に 2つの論点について議論がなされ

ている。 1つは、同条の適用対象となる「動物」の範囲をめぐる議論

である。もう 1つは、動物の治療費の相当性の判断をめぐる議論であ

る。以下の 1で前者を、 2で後者の議論をみていく。

１ 　制度趣旨の理解及び「動物」の範囲をめぐる議論

⑴　愛着利益を重視し、適用対象をペットに限定する立場
BGB2５1条 2 項 2 文の適用対象は、同条の制度趣旨をどのように理解

するかによって変わりうる。まず、BGB2５1条 2 項 2 文の制度趣旨を飼

い主の愛着利益を保護する制度と捉え、同条の適用対象をペットに限

定する立場がある。例えば、Brüninghaus は、改正前の支配的な学説・

裁判例が動物の負傷と無生物の毀損を全く異なって扱っており、そこ

では生き物としての動物の特殊性が顧慮されていたと分析する。そし

て、この結果は「飼い主が動物と個人的に親密な関係を築いているこ
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とを理由とするものであり、動物のためではない。もっぱら人間の利

益のためである」という。したがって、経済目的での飼育動物につい

ては人と動物との個人的な結びつきが否定されると主張する（63）。

Tuma-Koch も、BGB 旧2５1条 2 項の学説・裁判例の状況を詳細に整

理し、「動物の治療費の相当性に関する議論がレジャー目的（Freizeit-

Zweck）の飼育動物に集中していたことは、主に動物保護ではなく、愛

着利益の顧慮がその議論の背景を形成していた」ことを示すという（64）。

それに加え、同見解は、BGB2５1条 2 項 2 文の立法者も「人々が物以上

に心からペットを大切にしている状況」を踏まえ、愛着利益が考慮さ

れることを同条において明確化したとみる（6５）。実際、BGB2５1条 2 項

2 文の裁判例の大半（ganz	überwiegend）も犬、猫、馬というレジャー目

的の飼育動物を対象にしていると指摘する（66）。それに対して、「乳牛

や肥育用の豚のように純粋な利益を目的とした動物にはその経済的価

値に相当する治療費のみが賠償される」とする（67）。

Oetker も、1990年法がペットの差押えを原則として禁止したことに

着目し、改正の本質的な目的が所有者の愛着利益を以前よりも強く顧

慮することにあったと説く（68）。その見解は、BGB2５1条 2 項 2 文と類

似の規定を持つオーストリア民法（ABGB）1332a 条（69）の解釈では愛着

利益の観点からペットのみが規定の対象にされていることも指摘する（70）。

⑵　動物保護を重視し、適用対象をペットに限定しない立場
⑴の立場に対して、BGB2５1条 2 項 2 文の制度趣旨として動物保護を

重視し、ペットに加えて経済的な目的で飼育されている動物も同条の

適用対象に含める立場がある。

その根拠の一つは、条文の文言にある。1990年の動物の法的地位の

向上に関する法律では、執行からの保護に関する規定も改正され、ド

イツ民事訴訟法（ZPO）811c 条 1 項（71）（その後、2021年 ５ 月 7 日の法改正

により同趣旨の規定として811条 1 項 8 号・ 3項が新設）により、収益目的で

ない動物（ペット）の差押えが原則として禁じられた。なぜなら、ペッ
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トと債務者との間には密接で特別な保護を必要とする関係が存在する

からである。そのため、その適用対象をペットに限定した。これに対

して、BGB2５1条 2 項 2 文は「動物」と規定した。したがって、同条の

文言からは立法者が同条の適用対象をペットに限定する解釈を採用し

なかったと推論されるとの指摘がある（72）。

別の理由づけとして、Schiemann は、BGB2５1条 2 項 2 文の目的が特

に動物保護にあると指摘し、誰かが所有している動物か、狩猟用とし

ての飼育動物に同条が適用されるという（73）。また、動物保護の目的や

BGB2５1条 2 項の文言から、乳牛のような有用動物（Nutztiere）も家で

飼育される犬と比較して飼い主の愛着利益が小さいとはいえ、同条の

適用に服すると説く。ただし、野良猫のような動物は負傷した後に動

物保護団体に保護されるところ、請求権の基礎（財産権の侵害）がない

ため同条の対象には含まれないとする（74）。

以上の立場を正当化する根拠として、2002年のドイツ基本法（GG）

20a 条（7５）への動物保護規定の導入もあげられる。同条は、動物の利用

形態を問うことなく動物保護を要請するところ、この要請と BGB2５1

条 2 項 2 文の適用対象の限定が矛盾するとの指摘がある（76）。その一方、

同条では動物保護ではなく、動物と所有者の結びつきだけが考慮され

ており、GG20a 条を持ち出すことは大げさ（übertreiben）との批判もみ

られる（77）。

このように双方の立場が分かれているが、Oetker によれば、⑵の立

場が支配的とされる（78）。そして、後述の通り、BGB2５1条 2 項 2 文の

「動物」に経済目的の飼育動物も含む立場からも飼い主の愛着利益の程

度が治療費の相当性判断に影響を及ぼすとの指摘がある。この点も含

めて、次に治療費の相当性がどのように判断されるのかをみていく。

２ 　治療費の相当性の考慮事由と相当性の限界

⑴　治療費の相当性の判断
BGB2５1条 2 項 2 文の動物の治療費の相当性の判断においては、個別
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事例のあらゆる事情が総合的に考慮される（79）。それでは、具体的にど

のような事情が考慮されるのか。

⒜　愛着利益

上記Ⅲ 1⑴の通り、Tuma-Koch は、動物の治療費の相当性判断の基

準として、飼い主の動物への愛着利益が決定的な重要性を有すると説

く（80）。具体的には、裁判例による相当性の判断では、人が動物を過去

に世話をした結果、「両者の間に生まれた特に親密な感情的な結びつ

き」が取り込まれているとする。愛着利益が重視される理由は、動物

が「人間の重要な基点（Bezugspunkt）かつ実際の友・伴侶（Gefährte）

であり、その存在は飼い主にとって療法的（therapeutisch）効果を有し、

子供に代わるもの (Kindersatz)」といえるからである（81）。そのため、

その動物が家族として暮らしてきた期間も愛着利益を示す重要な要素

となる（82）。BGB2５1条 2 項 2 文の範囲に経済目的の飼育動物も含まれ

るとする Magnus も、治療費の賠償の基準として動物の役割や動物と

飼育者との感情的な結びつきを重視する。そして、「ペットとの結びつ

きは有用動物よりも強くなる」とし、営利目的の飼育動物の中でも

「入れ替え可能な肥育豚より馬車馬との絆が強くなる」とする（83）。

BGH201５年10月27日判決（以下、BGH201５年判決とする）も次のように

愛着利益（非財産的利益）の重要性を示す（84）。「BGB2５1条 2 項 2 文は、

治療が実際に行われた場合に、相当性の審査において治療費を負担し

ないという加害者の利益を動物の価値と比較するだけではなく、その

動物に対する責任から生じる健康及び身体の不可侵性（Integrität）の回

復に向けられた非財産的利益も考慮することを要求している。した

がって、経済的価値が低い動物については、治療費はこの価値の何倍

になっても賠償可能である」。

このように動物の治療費の相当性判断においては愛着利益が考慮さ

れ、その強弱の程度は賠償額に影響を及ぼすと考えられている（8５）。
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⒝　動物の経済的価値

続いて、動物の経済的価値が動物の治療費の相当性判断においてい

かなる意味を有するのかをみる。

まず、「経済的価値」とは、動物の仮定的な「売却価格（時価）」では

なく、「再調達価値」の意味で一般的に理解されているとみうる（86）。両者

が区別される理由は、「税金やディーラーの利益率（Händlergewinnspannen）

を考慮すると、小さくない乖離が生じる可能性がある」ためと説明さ

れる（87）。裁判例では、犬（ 8歳）の時価である400DM ではなく、再調

達価値である600DMを基準に経済的価値を算定したものがある（88）。こ

れに対し、経済的価値を損害発生時の動物の市場価値（Marktwert）と

同一視する裁判例も一部にみられる（89）。

多くの学説や裁判例は、立法者意思（Ⅱ 4⑵参照）に従い、経済的価

値は相当性の判断において限定的な意味しか持たない、または全く意

味を持たないと理解する（90）。なぜなら、経済的価値を基準とした場合、

価値がわずかな動物になされた簡単な治療であっても不相当に高い賠

償と評価されてしまうからである（91）。

このように経済的価値が重視されないことと合わせて、動物の年齢

による市場価値の減額も治療費の相当性判断において考慮されない。

Traunstein 地方裁判所2007年 3 月22日判決によれば、「『価値』とは、

専門家が判断した時価ではな」い。犬の年齢が 1年経過するごとに約

20％の価値が減額するという「価値判断は、BGB2５1条 2 項 2 文に基づ

く相当性の限度の評価の中で行われるべきでない」とされる。なぜな

ら、「減価（Abschreibung）が行われると高齢の動物にとって全ての治療

費が不相当と評価される」が、「そのような判断は動物保護を国家目標

としたGG20a 条と矛盾することになるから」である（92）。
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⒞　その他の要素

その他の要素として、加害者の過責の程度（93）、被害者側の損害発生

への寄与（94）も相当性の判断において考慮されうる。これらのうち、加

害者の過責の程度を考慮することについては、「損害賠償法の体系に反

する制裁の要素をもたらしうる」として反対する見解もある（9５）。

動物保護の観点も治療費の相当性の上限を引き上げる方向へ作用する。

もっとも、その観点は、時折考慮されるにすぎないと理解されている（96）。

なお、愛着利益が重視されることから、治療の成功の見込みや治療

が成功に終わったかどうかは考慮されない（97）。このことは、動物保護

の観点からも支持されている（98）。

⑵　相当性の限界に関する議論
⒜　賠償額の上限の画定基準

BGB2５1条 2 項 2 文の下では、負傷した動物の価値を著しく上回る治

療費も不相当とはならない。ただし、人身損害の場合には原則として

治療費が制限なく賠償されうる一方（99）、動物の負傷の場合には相当性

の限界を超える治療費の賠償請求は認められない。その意味で、動物

は人と無生物との「中間的な位置を占める」存在とされる（100）。

治療費の賠償を制限する条文上の根拠については、BGB2５1条 2 項 1

文を①直接適用する見解、②類推適用する見解、③ BGB242条（信義

則）を適用する見解がある（101）。もっとも、BGB2５1条 2 項は信義則を

具体的に刻印した規定であるため、根拠条文の違いは結論に影響しな

いと理解されている（102）。BGH201５年判決も、BGB2５1条 2 項 1 文を

「信義誠実の特別な表れであり、期待可能性の観点から賠償義務を制限

するもの」とみる（103）。

これらの規定からは、どのように賠償額の上限が定められるのかは

明らかにならない。そこで立法者意思（Ⅱ 4⑵）を確認すると、賠償額

の上限を画する際に「被害者の立場にある動物の合理的な飼い主がど

れだけの費用を支出したか」が重要であるとする。これは、
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ABGB1332a 条で採用されている基準である。学説でも Schiemann が

この基準を支持する。その見解によれば、被害者の立場にある合理的

な飼い主を基準とすると、経済的な目的で飼育されている動物が負傷

した場合の賠償額は、より強い愛着に満ちた動物と比べて少なくなる

と説く（104）。また Tuma-Koch は、「動物の『合理的』な飼い主との関連

づけは、一定の社会的な評価が取り込まれることを意味する。…何が

相当であるかという限界の根底には、『社会の見解の変化』がある」と

説く。そして、社会の大多数の人が動物の治療費に高い費用を支出す

る準備（Bereitschaft）があることも相当性の判断の際に考慮されるとい

う（10５）。社会の見解を相当性の判断にとり入れる裁判例として、

4,607.06DMの治療費（106）や4,177.５9€ の治療費は（107）「市場価値のない雑

種犬であっても、その動物を救うために国民の多くが支出するような

金額といえる」と判示するものがある。

さらに、Oldenburg 地方裁判所2014年12月10日判決は、「動物の合理

的な飼い主」の基準をより客観化するために、犬の飼い主が犬のため

に治療費、税金、保険代、エサ代などに自発的に年間でどのくらい支

払ったのかに着目する。これらの費用に着目するのは、「損害がなくと

も、飼い主が動物のために負担する準備があるかどうかを示す唯一の

客観的基準」と考えるためである（108）。同判決は、この基準を事故によ

る犬の怪我の治療費に適用し、犬の合理的な飼い主は「年間負担額の

3倍の費用をかけて犬を治療させる」ことを認める（109）。BGH201５年

判決も上記の扶養費（Unterhaltungskosten）の基準につき、「立法者は個

別事例の総合的な考察の中で、複数ある観点のうちの 1つとして否定

したわけではない」とし、「原告がわずかとはいえない扶養費を自ら支

払う」ことは、「少なくとも原告にとっては動物の飼育が価値を有して

いること」を示すものであると述べる（110）。

これに対し、Flume は、ABGB1332a 条で用いられる「動物の合理的

な飼い主」の基準を年間の扶養費に合わせることは誤解を招くものと

批判する。同見解は、立法者が指摘する通り（Ⅱ 4⑵）、「動物の合理的
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な飼い主」とは、治療の「介入の必要性に関する獣医学上

（veterinärmedizinische）の判断」に基づき明らかになるという（111）。

以上のように扶養費の基準に関しては争いがあるものの、「動物の合

理的な飼い主」の基準を明確化する試みが行われている。

⒝　治療費の相当性の現状とその限界を超えた場合の扱い

次に、動物の治療費の相当性の現状とその限界を超えた場合の扱い

に関する議論をみる。Ⅲ 2⑴⒝の通り、その相当性の判断にあたって

は動物の経済的価値が重視されないことから、特に経済的価値がわず

かな動物については、飼い主がその何倍にもあたる治療費の賠償を請

求することができる（112）。裁判例では高額の治療費として、取引価格が

ほとんどない雑種犬について4,697DM（113）、6,000€ から8,000€ の教育

費用が投じられた犬について12,290€（114）、雄猫について５,５00€（11５）、

馬について8,8５8€（116）の賠償が認められている。注目される最近の裁判

例として、 4カ月の子犬が自動車に轢かれ、その左前足が骨折したた

めに高額の治療費が必要となった事案では、子犬の飼い主から自動車の

運転手及び保険会社に対して約1５,000€の賠償請求が認められている（117）。

そこでは、医学的な治療の必要性やスピードの出しすぎという運転手

の過責も賠償額の算定において考慮されている。

その一方、治療費の賠償が制限された裁判例もある。治療費の相当

性判断においては一定の数値による画一的な上限が決められてはいな

いものの、例えば、一応の目安として犬の市場価値（700€）の 6倍で

ある4,200€ 以上の治療費（118）、 6 歳の雑種犬の市場価値（200€）につい

て５,000€ 以上の治療費を不相当と評価した裁判例（119）がある。学説に

よる判例分析によれば、動物の経済的価値と治療費との対比は相当性

の限界を判断する際の中心的な観点ではなく、犬と猫についてはおよ

そ 4桁前半（５,000€）までの一定の限度を超えると不相当と評価される

との見解もある（120）。

それでは、治療費の相当性の限界を超えた場合にはどのような扱い
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がなされるのか。その場合にも、動物の治療費の賠償額はその経済的

価値に限定されない。そのことは BGH201５年判決によっても確認され

ている。BGHによれば、BGB2５1条 2 項 2 文の目的は、「治療費が市場

取引における動物の価値相当額に限られ、動物の所有者が治療に必要

な資金を持っていないことを理由に、法秩序によって必要な治療が拒

否される」事態を防ぐことにあるとみる。したがって、動物の治療費

が経済的価値に限定されることは、同条の目的に反するとする。そし

て、動物保護の理由から、相当性の限界を超えた場合でも飼い主はま

だ相当とみなされる範囲での治療費を加害者に請求することができる

とする（121）。

Ⅳ　ドイツ法から日本法への示唆

本章では、Ⅲまでのドイツ法の状況を踏まえて、日本法における動

物の経済的価値を超える治療費の賠償のあり方について検討していき

たい。

１ 　動物の経済的価値を超える治療費の賠償の必要性

飼い主が負傷した動物の治療のためにその経済的価値を超える治療

費を支出したとき、飼い主に治療費相当額の賠償請求を認めるべきか。

確かに、日本法では動物の飼い主が慰謝料を通じて治療費に相当する

額の賠償を得られる可能性はある（122）。しかし、Ⅰ 1の名古屋高判平成

20年 9 月30日判決のように、低額の治療費しか認められなかった事例

において慰謝料が認められたことには、その「帳尻合わせの感は否め

ない」との評価もみられる（123）。そもそも動物の飼い主による慰謝料の

請求は、必ずしも認められるとは限らない。たとえ慰謝料が認められ

たとしても、損害額の認定は裁判官の裁量に委ねられるため、どの程

度の賠償が認められるかは不透明である（124）。これに加えて、訴訟外で

の慰謝料額の設定も容易ではないとの指摘もある（12５）。その結果、飼い
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主に動物の経済的価値を超える治療費の賠償請求が認められないなら

ば、飼い主は慰謝料で救済されるとは限らず、当該治療費を負担せざ

るを得ない場合が生じる。このことは、ドイツの学説（Ⅱ 3⑶）でも指

摘されていたように、飼い主に堪え難い結果となるであろう。した

がって、損害賠償法の現状を踏まえると、動物の経済的価値を超える

治療費の賠償を認める必要がある。

さらに、ドイツ法を参考にすると、動物の治療費の賠償をその経済

的価値に限定することは「生きている性質が特別な保護に値する」と

いう動物保護の考え方に沿わないことも指摘しうる（Ⅱ 3⑷の裁判例・

Ⅲ 2⑵⒝の BGH を参照）。このような動物保護の考慮の必要性は、すで

に日本法でも指摘されている。すなわち、動物の経済的価値を超えた

分の治療費が賠償されないことは、動物が「命のある特別な生き物で

あり、動物福祉の観点からも治療が必要であるということを無視する

結果につなが」るとの指摘である（126）。動物愛護管理法 7条 1項（127）に

よれば、動物の飼い主には動物の適正な飼養に努める義務がある。

2019年の動物愛護管理法改正により、環境大臣が動物の適正な飼養等

に関する基準を定めたときは、動物の飼い主は当該基準を遵守する義

務を負う（128）。その詳細を定めた「家庭動物等の飼養及び保管に関する

基準」（2002年環境省告示）では、飼い主は「疾病にかかり、又は負傷し

た家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適切な措

置を」講じることとされる。しかし、経済的に資力のない飼い主は、

負傷した動物の治療を行えない可能性もある。こうした状況に鑑みれ

ば、動物の経済的価値を超える治療費の賠償を認めることは、加害者

からの事後的な賠償可能性を考慮してそのような飼い主にも動物の治

療を促し、動物の保護にも資する意義を有する。

２ 　動物の経済的価値を超える治療費の賠償の許容性

他方で、負傷した動物の経済的価値を超える治療費の賠償請求を動

物の飼い主に認める必要性があるとしても、そのことが日本法におい
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ても認められるのかが問題となる。

⑴　ドイツ・日本における不法行為法の構造・目的・機能の異同
まず、日本法においてドイツ法と同様の解決を志向する前提として、

双方の不法行為法の構造・目的・機能の異同を簡潔にみておきたい。

ドイツ法では、被害者に生じた損害を塡補する方法として原状回復

が不法行為の第一次的な効果である。判例及び通説は、飼い主による

動物の治療費の請求を BGB249条 2 項に基づく原状回復に代わる金銭

賠償の問題と捉える。こうした損害賠償が認められる意義は、飼い主

が動物の治療費を原則として負担しないことから経済的に資力の乏し

い動物の飼い主も治療費を支出する可能性が高まること、そして動物

の治療を通じて動物の客観的価値の回復や保護に加え、飼い主の愛着

利益の保護も実現される点にある（Ⅱ 3⑴）。

翻って、日本法は、ドイツ法とは異なり金銭賠償を法律効果とする

（民法722条 1 項・417条）。確かに、この点で両国の制度には相違点が存

在する。しかし、「いずれのアプローチであっても、不法行為法（損害

賠償法）が生じた損害を塡補するという機能を有する基本的な部分につ

いては違いがない」とされている（129）。つまり、日本法においても、不

法行為制度は、一般的には加害者から被害者に損害を塡補させること

を通じて被害者に損害のなかった状態（原状）を回復させ、被害者を救

済する目的・機能を有するものと理解される（130）。このことを動物の治

療費の問題にあてはめると、飼い主が支出した治療費を加害者に賠償

させることによって動物の負傷がなかった状態を回復させ、飼い主・

動物を救済するという点ではドイツ及び日本の不法行為法の目的・機

能は共通しているとみうる。

⑵　損害賠償法における「動物＝物」概念の見直し
問題となるのは、動物の治療費の賠償のあり方を考える際の根底に

ある、損害賠償法における動物の法的な捉え方についてドイツ法と日

本法（一部の裁判例）の間に違いが存在するのではないかという点である。
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ドイツでは、動物の治療費の賠償の根拠として物損に関する

BGB249条 2 項を用いる一方、その治療費の相当性判断においては物損

とは異なる扱いをしていた。その際に重視されていたのは、動物が生

命を持つ存在であるという点である。裁判例では、「物としての動物の

法律上の位置づけは、第一には法的財貨の帰属」のためになされてお

り、「このことから生きている動物をその他の点でも法的な意味での物

とみなすことはできない」と判示されていた。学説でも「まさに動物

が生き物であるという事情が動物と他の物とを法的に異なって扱うこ

とを正当化する」との見解がみられた（Ⅱ 3⑵）。さらに、学説や裁判

例は、動物が生命を持つ存在であるために、飼い主の動物への愛着利

益や動物保護の考えを治療費の相当性判断において考慮していた（Ⅱ 3

（ 3・ 4））。特筆すべきことは、このような理由に基づき、「動物は物で

はない」との規定が1990年に設けられる以前から負傷した動物の経済

的価値を著しく上回る治療費の賠償が認められていたという点である。

一方、日本では、名古屋高判平成20年 9 月30日のように、動物が

「物」（民法8５条）であることを前提に損害賠償の内容や金額が判断され

る結果、治療費の賠償が低額にとどまっている判決がある。同判決に

よれば、この前提は、飼い主が犬を「我が子のように思って愛情を注

いで飼育していたことによって、左右されるものではない」ともいう。

しかし、ドイツ法の状況からは、日本法においても損害賠償（動物の治

療費の賠償）の場面では「動物＝物」（動物の負傷＝物損）とする理解自

体を見直す必要があるのではないだろうか。

それでは、日本法においてこのような発想の転換が可能だろうか。

確かに、日本法は動物の損害賠償に関する特則をもたない。しかし、

ドイツでは BGB2５1条 2 項 2 文が規定化される以前から、損害賠償法

において動物を無生物と区別する扱いがされてきた。そのことからす

れば、動物の損害賠償に関する特則がなくとも、ドイツ法のように、

「動物＝物」概念を所有権の移転など法的財貨の帰属面で維持しつつ、

損害賠償法においてはその概念に拘泥せず、動物の特殊性を踏まえた
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解釈をすることは妨げられない。もっとも、条文の有無は、動物を

「物」概念から切り離す解釈を否定しないものにすぎない。他方で、ド

イツ法の判例・通説が考慮していた観点─動物が生命を持つ存在で

あり、飼い主の動物への愛着利益や動物保護の考えが保護されること

─が日本法でもとり入れられているならば、そのことは損害賠償法

において動物を「物」概念から切り離す解釈を後押しするものとなる。

そこで、これらの観点について検討すると、Ⅳ 1の通り、日本にお

いても動物保護の考えが社会に広く浸透していることは、上記解釈に

有利に作用する。ただし、動物愛護管理法や動物の適正な飼養に関す

る環境省告示はあくまでも公法上の義務ないし準則にとどまることか

ら、これらの規定は直ちに民法上の解釈を決定づけるものではないと

考えられる（131）。

次に、裁判例に着目すると、慰謝料請求権の文脈ではあるものの、

動物が生命を持つ存在であることや飼い主の動物への愛着に着目する

ものがみられる。例えば、獣医師が適切な治療を行わずに犬が死亡し

た事案では、「犬をはじめとする動物は、生命を持たない物とは異なり、

個性を有し、自らの意思によって行動するという特徴が」あるとした

上で、約10年にわたって飼い主が犬を「自らの子どものように可愛

がって」おり、犬が「かけがえのないものとなっていた」として飼い

主に慰謝料を認める（132）。前記名古屋高判も、「犬などの愛玩動物は、

飼い主との間の交流を通じて、家族の一員であるかのように、飼い主

にとってかけがいのない存在になっていることが少なくないし、この

ような事態は、広く世上に知られているところでもある（公知の事実）」

ことを明らかにする。物損については所有者の慰謝料請求が一般的に

は認められづらい一方（133）、ペットの飼い主に慰謝料を認める裁判例か

らは、飼い主とペットとの強い結びつきが重視されている（134）ことを窺

うことができる。このようにペットが負傷した場合に「治療費はもと

より慰謝料を認容するなど、自動車のような物と一線を画する判断」

が裁判例で行われていることにつき、「法律上において、愛犬が自動車
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のような物ではなく、人でもないという、第三のカテゴリーに属する

こと」が事実上認められていると評価する見解がある（13５）。動物が人と

物の中間に位置づけられるかのような特別な扱いがなされているのは、

仮に動物の負傷を単なる物損として把握し、慰謝料を否定することが

社会的に許容できないと考えられたからであろう。動物が「飼い主に

とってかけがいのない存在になっていること」が「広く世上に知られ

ている」ことからすれば、動物の治療費の賠償においても「動物＝物」

概念を見直す基盤はすでに形成されているとみることができる（136）。こ

うした社会や裁判例の認識を踏まえると、損害賠償法においては動物

を民法上の「物」概念から切り離すことにより、物損の時価賠償の考

えに引きずられることなく、動物の経済的価値を上回る治療費の賠償

を認めることが可能であると考える。

⑶�　「動物＝物」概念の下での動物の経済的価値を超える治療費の賠
償の許容性

私見は、上記⑵のような発想の転換を図るべきであると考えるが、

日本法の現在の一般的な解釈に従い、動物を民法上の「物」として位

置づけた場合に、飼い主に動物の経済的価値を超える治療費の賠償請

求を認めることができるだろうか。そもそも物損（中古車）の場合にそ

の交換価値を上回る修理費の賠償が認められない根拠は、学説によれ

ば、信義則（民法 1条 2項）に基づく被害者の損害抑止義務に求められ

るという（137）。そうすると、被害者に損害抑止義務が課されないときに

は、物の経済的価値を超える賠償が認められる余地がある。実際、被

害者の損害抑止義務がない場合に関して、「修補費用が買替差額を上回

るとの一事をもって常に被害者が修補をあきらめなければならないと

するのは不当と感じられることから、被害者が目的物に格別の愛情を

抱いているなどといった一定の場合には、買替差額を上回る修補費用

の賠償を認める余地が認められる」との指摘がある（138）。

さらに、東京高判昭和５7年 6 月17日（交民集1５巻 3 号611頁）は、自動
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車の修理費が当該物の交換価値を著しく上回る場合に被害者には修理

費相当額の賠償が認められないとするが、その際、次の限定を加えて

いる点が注目される。すなわち、①被害車両と同種同等の自動車を中

古車市場において取得することが不可能と認められないこと、②取引

価格を超える高額の修理費を投じても被害車両を修理し、これを引き

続き使用したいと希望することを社会観念上是認するに足る特段の事

情がないという限定である。したがって、①・②の事情いかんによっ

ては「時価を超えた修理費の賠償が認められることになる」（139）。

それでは、以上の物損における時価賠償の根拠（損害抑止義務）や物

の交換価値を上回る治療費の賠償を認める事情の有無は、動物の治療

費の賠償において存在するか。まず、動物の飼い主に損害抑止義務が

課されるか否かを検討すると、動物が負傷したときには飼い主が愛着

を有する動物の健康・生命の確保のためにその経済的価値を大幅に超

える治療費を支出することが通常想定される。したがって、飼い主に

は、原則として損害賠償額を動物の経済的価値に限定するほどの損害

抑止義務が課されることはないとみうる（140）。また、上記東京高判昭和

５7年の示した基準をもとに動物の治療費に関して特段の事情の有無を

検討すると、被った損害の回復は①負傷した動物の治療によって実現

するほかなく、代替的な動物の交換では実現できない。②動物の飼い

主は当該動物への愛着を有しているため、その治療を断念させること

は不当であり、その経済的価値を超える治療費を支出することを社会

観念上是認する特段の事情が存在するといえる。

以上より、動物が民法上の物（動物の毀損＝物損）として位置づけら

れる場合であっても、動物の経済的価値を超える治療費の賠償が認め

られる。

３ 　対象となる動物の範囲

動物の経済的価値を超える治療費の賠償が認められる場合、その対

象となる動物の範囲はどこまでか。ドイツでは、BGB2５1条 2 項 2 文の
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適用対象について、その制度趣旨を愛着利益の保護とみてペットに限

定する立場と（Ⅲ 1⑴）、動物保護を重視して経済目的での飼育動物も

含める立場がある（Ⅲ 1⑵）。

日本法においてこの点を考えるにあたり、動物の分類を簡単にみて

おきたい。非野生動物について、動物の個性の重要性から分類する試

みによれば、個性が重要な動物には①伴侶動物と②展示動物があり、

①には愛玩動物と就労動物が含まれる。一方、個性が重要でない動物

として③産業動物と④実験動物があるとされる（141）。

動物保護を重視したときには、①・②の動物はもちろんのこと、③

の動物であっても屠殺される食肉用の動物などを除き、乳牛などの動

物の飼い主にも、その経済的価値を超える治療費の賠償が認められる

と考えられる。愛着利益を重視した場合には、①の伴侶動物だけでな

く、②水族館や動物園で飼育されている展示動物についてもその飼育

者は愛着をもつとみられる。愛着利益を重視するドイツ法の学説（Ⅲ 1

⑴）によれば、③・④の動物の治療費の賠償はその経済的価値にとど

まるとされる。しかし、このことには異論も想定される。例えば、③

産業動物の乳牛についても飼育者が乳牛を長年飼育する中で愛着が育

まれることがありえよう。そのことが事実認定において認められた場

合には、産業動物への治療費もその経済的価値に限定されない可能性

があると思われる。もっとも、飼い主が有する愛着利益の強弱は、③

の動物よりも①・②への動物の方が強い場合もあることから、賠償額

の多寡において違いが生じることはありうるであろう。

４ 　動物の治療費の相当性の判断について

動物の治療費の相当性を判断する際に日本法においていかなる事情

が考慮されるのか。ドイツ法を参照すると（Ⅲ 2⑴⒜）、最も重視され

るのは飼い主が動物に有する愛着利益である。これを測る指標の一つ

として、動物が飼い主とともに暮らしてきた期間も考慮されうる。

一方、動物の経済的価値は、治療費の相当性を判断する事情として
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重視すべきではない（Ⅲ 2⑴⒝参照）。確かに、動物の経済的価値が高け

れば高いほど、より高額の治療費の賠償が認められうる。しかし、動

物の経済的価値を重視すると、雑種や高齢の動物は市場価値が低くな

るため、支出した治療費が経済的価値に比べてすぐに不相当と評価さ

れる結果となるため、妥当でない。

その他の考慮要素に関して、ドイツでは加害者の過責を考慮する見

解がある一方、制裁の要素をもたらすとして反対する見解もみられた。

日本法では懲罰的損害賠償が一般的には認められていないため（142）、加

害者への制裁を仮に慰謝料の算定において考慮することがありえると

しても（143）、動物の治療費の賠償において考慮すべきではないように思

われる。もっとも、この点は不法行為制度の目的に関わるため、さら

なる検討が必要となる。

次に、動物の治療費の賠償には限界を設けるべきか。損害賠償法に

おいて動物の治療費の賠償と無生物の賠償のあり方を区別するとして

も、人損と全く同様の損害賠償額の算定基準を用いることは難しいよ

うに思われる（144）。ドイツ法で指摘されていたように（Ⅲ 2⑵⒜参照）、

賠償額の上限のあり方に関して、動物は人と無生物との「中間的な位

置を占める」存在とみることができる。動物の治療費の賠償額に制限

を設けるとき、日本においてその根拠条文は信義則に求められるであ

ろう。もっとも、信義則からは具体的な判断基準が示されない。そこ

で、ドイツ法を参照すると、「動物の合理的な飼い主であればどれくら

いの費用を支出したのか」という基準がみられる。この基準を客観的

に把握すべく、動物の年間の扶養費を参考とする試みもある。日本法

におけるこの基準の是非を検討すると、年間の扶養費用が多いことは、

飼い主が動物に愛着を有することを示す指標の一つにはなりうるかも

しれない。しかし、動物への年間の食費・医療費などの支出が少ない

場合であっても飼い主が動物へ深い愛着を有することもある。それに

もかかわらず、動物への年間の扶養費が低額であるために、治療費の

賠償も低額にとどまるならば、飼い主の動物への愛着の深さと矛盾す
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る結果となる。それゆえ、動物への年間の扶養費を治療費の相当性判

断において原則として重視すべきではないと思われる。

他方で、動物の合理的な飼い主という基準においては、社会の一定

の評価が取り込まれる（Ⅲ 2⑵⒜）。ドイツでは、犬や猫については

５,000€ までの賠償が裁判上の一応の目安とされているとの学説の評価

もあるが（Ⅲ 2⑵⒝）、最近は医学的な治療の必要性も踏まえ、子犬の

治療費として約1５,000€ の賠償も認める事例もある。日本においてもⅣ

2⑵で示したように、生命を持つ存在としての動物への社会的な認識

を踏まえると、名古屋地判平成20年 4 月2５日（Ⅰ 1参照）のように76万

円の賠償にとどまらず、100万円を超える治療費の賠償を認めるべき事

例もあると考えられる。

Ⅴ　結論

本稿では、飼育している動物が交通事故などで負傷した場合に、当

該動物の飼い主にその経済的価値を超える治療費の賠償請求を認める

ことができるかという問題について、ドイツ法の議論を詳細に整理し

つつ、日本法のあり方を検討した。

本稿の結果は、次のようにまとめられる。ドイツ法では、BGB2５1条

2 項 2 文において、「動物の価値を著しく上回る治療費も不相当ではな

い」とする旨の規定が設けられる以前から、通説や多くの裁判例にお

いて動物の経済的価値を著しく上回る治療費の賠償が認められていた。

この改正前の法状況を確認すると、次のことが明らかとなった。第 1

に、動物の治療費の賠償が原状回復に代わる金銭賠償の問題として把

握され、治療行為により飼い主の完全性利益が保護されていた（Ⅱ 3

⑴）。第 2に、動物が生命を持つ存在であるために、損害賠償法におい

ては動物を無生物と区別する扱いがなされていた（Ⅱ 3⑵）。第 3に、

動物の治療費の相当性判断においては、飼い主の動物への愛着利益が

保護されていた（Ⅱ 3⑶）。第 4に、動物の治療費の賠償をその経済的
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価値に限定することは動物保護の考え方に反すると理解されていた

（Ⅱ 3⑷）。こうした法状況を踏まえ、1990年の「民法典における動物の

法的地位の向上に関する法律」の改正において BGB2５1条 2 項 2 文が

規定化された（Ⅱ 4）。

Ⅲでは、BGB2５1条 2 項 2 文の対象につき、その制度趣旨を、①愛着

利益の保護とみて対象をペットに限定する立場と、②動物保護とみて

経済目的の飼育動物を含む立場の見解を整理した（Ⅲ 1）。その後、治

療費の相当性判断における基準を整理し、飼い主の動物への愛着利益

がその判断において最も重視される一方、動物の経済的価値は重視さ

れていないことを明らかにした（Ⅲ 2）。

Ⅳでは、日本法における慰謝料の不十分な状況を踏まえ、動物の経

済的価値を超える治療費の賠償を認める必要性を示した（Ⅳ 1）。そし

て、ドイツ法の状況を参照すると日本法においても損害賠償法（動物の

治療費の賠償）では「動物＝物」と捉える理解を見直すべきであり、そ

れを可能とする基盤がすでに形成されていることを指摘した（Ⅳ 2⑵）。

また、動物が民法上の「物」に位置づけられるとしても、物損におけ

る時価賠償の根拠（損害抑止義務）が動物の飼い主には課せられないこ

と、飼い主には動物の経済的価値を超える治療費を支出することを是

認する特段の事情が存在することも指摘した（Ⅳ 2⑶）。最後に、動物

の経済的価値を超える治療費の賠償が認められる場合の動物の範囲や

賠償額の上限に関して若干の検討を行った（Ⅳ 3・ 4）。

本研究を足掛かりとして、今後も民法における動物の位置づけにつ

いて考えていきたい。

＊	本研究は、科学研究費補助金（若手研究・課題番号20K13380）の交付を

受けた研究成果の一部です。

（ 1）	 田上富信「車両損害の賠償をめぐる諸問題（下）─西ドイツおよび
オーストリアの法状況と対比して」判時1221号170頁。裁判例として、東
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京高判昭和５7年 6 月17日交民集1５巻 3 号611頁、山形地判昭和５8年 2 月1５
日交民集16巻 1 号147頁。

（ 2）	 民法起草者の見解として、梅謙次郎『民法要義	巻之一	総則編』初版
1896年。参照は、復刻版（有斐閣、1984年）186頁。近時の見解として、
吉井啓子「動物の法的地位」吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法
学』（商事法務、2014年）2５2頁。山野目章夫編『新注釈民法⑴総則⑴』（有
斐閣、2018年）792頁〔小野秀誠執筆〕。他方で、同793頁によれば、動物
の死傷事故において飼い主の慰謝料請求が認められうることから、「物の
人格化が行われており、たんなる物とだけいうことはできない」との指摘
がなされる。能見善久『法の世界における人と物の区別』（信山社、2022
年）81頁は、「ローマ法以来、現在に至るまで、伝統的な法律学においては、
動物が『物』であることには異論が」ないとする一方、近年では、動物を
「単純に『物』と見ることにも疑問を提起する考え方が有力になってきて
い」るとし、諸外国の例を示す。

（ 3）	 治療費の賠償に加えて、飼い主夫婦の妻に５0万円、夫に30万円の慰謝
料が認められた。

（ 4）	 なお、車いす製作費として 2万５000円のほか、飼い主 2人に各自20万
円の慰謝料が認められた。この点は、Ⅳ 2⑵も参照。

（ ５）	 日野一成「時価賠償の法理と愛護動物への射程」鹿児島経済論集第５9
巻第 3・ 4号（2019年）2５1頁は、同判決の賠償額について物損に妥当す
る「時価賠償の法理を前提に制限的に認定したものと考えられる」と分析
する。

（ 6）	 吉田克己「財の多様化と民法学の課題─鳥瞰的整理の試み」吉田克
己＝片山直也編『財の多様化と民法学』（商事法務、2014年）1５頁。

（ 7）	 日野・前掲注（ ５）2５8頁以下。
（ 8）	 牧野ゆき「判批」別冊ジュリ233号13５頁は、「動物の時価が賠償額に
反映される場合、無償で取得した動物や老齢や疾病等で余命いくばくもな
い動物」について、「ペットが動産である以上、その時価に比して過大な
賠償が認められないのもやむを得ない」との見解を示す。

（ 9）	 日野・前掲注（ ５）2５8～2５9頁は、人や物と異なる「第三のカテゴリー
に属する愛犬に対する賠償として、人が負傷した場合と同様に、事故と因
果関係にある治療費の全てが認められるべきとするにはやや抵抗感があ
る」として、「過渡期的に、『獣医師が適切な保護と判断した治療かつ上限
治療費100万円程度』とする」案を示す。

（10）	 浅野明子『ペット判例集』（大成出版社、2016年）167～168頁は、ペッ
トの時価相当額を大きく上回る高額な治療費などがかかることは、「近時
では通常予測できる範囲内ではないかと考えられ、ペット死傷に伴いどこ
までの損害が認められるかは、なお流動的な問題である」とする。

（11）	 長谷川貞之「目的信託としてのペット信託の現状と課題─アメリカ
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における二つの統一法典、各州のペット信託法の展開を参考にして─」
日大法学第81巻第 4 号（2016年）4５～46頁。

（12）	 立法の可能性を指摘するものとして、渋谷寛『ペット訴訟ハンドブッ
ク』（日本加除出版、2020年）74頁。

（13）	 BGB2５1条 2 項 2 文の概要に言及する研究として、椿久美子「ドイツ
のペット事情」法時73巻 4 号（2001年）18頁、同「ドイツ・オーストリア
における個人のペット飼養とマイクロチップ装着義務に関する法規制」明
治大学法科大学院論集第21号（2018年）91～92頁、長野史寛『不法行為責
任内容論序説』（有斐閣、2017年）216～217頁があるが、BGB2５1条 2 項 2
文の制定前・立法過程・制定後の状況を網羅的に研究しているものはまだ
存在していないとみられる。

（14）	【BGB249条】（損害賠償の方法と範囲）　⑴損害賠償の義務を負う者は、
賠償を義務づける事情がなかったならば存在したであろう状態を回復しな
ければならない。⑵人の侵害または物の毀損を理由とする損害賠償を給付
しなければならない場合には、債権者は、原状回復に代えてこれに必要な
金額を請求することができる。（以下、省略）

（1５）	【BGB2５1条】（期限を指定しない金銭賠償）　⑴原状回復が不能または
債権者の賠償にとって不十分な場合には、賠償義務者は、債権者に対して
金銭で賠償しなければならない。⑵原状回復に不相当な費用を要する場合
には、賠償義務者は、債権者に金銭で賠償することができる。負傷した動
物の治療から生じた費用は、それが動物の価値を著しく上回る場合にも不
相当ではない。

（16）	 OLG	Düsseldorf,	Urt.v.3.6.1976	-12	U	214/7５.	 この基準は、その後
BGH,Urt.v.1５.9.1991	-VI	ZR	314/90,	BGHZ	11５,	364でも採用されている。

（17）	 Michael	 Schmid,	 In	 welchem	 Umfang	 muß	 der	 Schädiger	 die	
Heilungskosten	für	ein	verletztes	Tier	ersetzen?	VersR	1979,	402.

（18）	 Schmid,	a.a.O.	(Fn.17),	S.402ff.
（19）	 Schmid,	a.a.O.	(Fn.17),	S.402ff.
（20）	 AG	Augsburg,	Urt.v.19.11.197５	-21	C	1476/7５,	VersR	1976,	648.;	LG	

Wuppertal,	Urt.v.10.５.1979	-9	S	347/78,	NJW	1979,	2213.;	LG	Essen,	Urt.
v.16.3.1984	-10	S	５8/84,	ZfS	1986,	201;	AG	Hamburg,	Urt.v.21.1.1988	-20	
b	C	446/87,	VersR	1988,	700.

（21）	 LG	Wuppertal,	NJW	1979,	2213.;	AG	Hamburg,	VersR	1988,	700.
（22）	【BGB 旧2５3条】（非財産的損害）　財産損害ではない理由による損害は、

法律によって明確に定められた場合においてのみ金銭で請求されうる。
（23）	 AG	Hamburg,	VersR	1988,	700.
（24）	 Dieter	Medicus,	Naturalrestitution	und	Geldersatz,	JuS	1969,	449.;	

Dieter	Keller,	Anmerkung	zum	AG	Augsburg,	Urt.v.19.11.197５,	VersR	
1977,	 14５.;	Hans	Berg,	Die	 teure	Tierhalterhaftung,	 JuS	 1978,	 672.;	
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Harmut	 Oetker,	 Unverhältnismäßige	 Herstellungskosten	 und	 das	
Affektionsinteresse	 im	Schadensersatzrecht,	NJW	198５,	34５.;	Wolfgang	
Grunsky,	 in:	Münchener	Kommentar	zum	BGB.,	2.Aufl.198５,	§249	Rn.11;	
Erwin	Deutsch,	Die	Haftung	des	Tierhalters,	JuS	1987,	673.;	Bernd	Pütz,	
Zur	Notwendigkeit	der	Verbesserung	der	Rechtstellung	des	Tieres	 im	
Bürgerlichen	Recht,	ZRP	1989,	171.

（2５）	 LG	München	I,	Urt.v.21.6.1978	-34	S	19183/77,	NJW	1978,	1862.;	LG	
Traunstein,	Urt.v.10.8.1983	-５	S	16５8/83,	NJW	1984,	1244.;	LG	Lüneburg,	
Urt.v.9.2.1984	 -1	 S	 384/83,	NJW	 1984,	 1243.;	 LG	Karlsruhe,	Urt.
v.20.2.1986	-５	S	422/8５,	NJW-RR	1986,	５42.;	AG	Waldshut-Tiengen,	Urt.
v.7.3.1986	-3	C	５34/8５,	VersR	1987,	1202.;	AG	Schöneberg,	Urt.v.30.6.1987	
-12	C	243/87,	NJW-RR	1987,	1316.;	LG	Koblenz,	Urt.v.14.1.1988	 -3	S	
219/87,	ZfS	1988,	104.;	LG	München	I,	Urt.v.3.8.1988	-14	S	77５５/88,	NZV	
1989,	238.;	AG	Hersbruck,	Urt.v.14.3.1990	-3	C	1720/89,	ZfS	1990,	26５.

（26）	 Medicus,	 a.a.O.(Fn.24),	S.4５2.;	Berg,	 a.a.O.(Fn.24),	S.673.;	Oetker,	
a.a.O.	 (Fn.24),	S.347ff.;	Deutsch,	a.a.O.(Fn.24),	S.680.;	Pütz,	a.a.O.(Fn.24),	
S.173など。改正前の学説の状況につき、Birgit	Brüninghaus,	Die	Stellung	
des	Tieres	im	Bürgerlichen	Gesetzbuch,	Duncker ＆ Humblot,	1993,	S.66ff.;	
Imke	Tuma-Koch,	Die	Sonderstellung	von	Tieren	im	Zivilrecht,	Dunker ＆
Humblot,	2021,	S.241ff. が詳しい。

（27）	 完全性利益の定義につき、長坂純『契約責任の構造と射程─完全性
利益侵害の帰責構造を中心に』（勁草書房、2010年） 3頁。

（28）	 Berg,	a.a.O.	(Fn.24),	S.673.
（29）	 Berg,	a.a.O.	(Fn.24),	S.673.;	Deutsch,	a.a.O.	(Fn.24),	S.680.
（30）	 Berg,	a.a.O.	（Fn.24）,	S.673.;	Oetker,	a.a.O.	(Fn.24),	S.348.;	Pütz,	a.a.O.	
(Fn.24),	S.173ff.

（31）	 LG	München	I,	NJW	1978,	1862.;	LG	Lüneburg,	NJW	1984,	1243.;	AG	
Schöneberg,	NJW-RR	1987,	1316.

（32）	【BGB242条】（信義及び誠実に基づく給付）　債務者は、取引慣行を顧
慮し、信義及び誠実が要求するように給付を実現することを義務づけられ
る。

（33）	 LG	Traunstein,	NJW	1984,	1244.
（34）	 LG	Lüneburg,	NJW	1984,	1243.;	LG	Koblenz,	ZfS	1988,	104も同旨。
LG	München	I,	NJW	1978,	1862は、損害概念を論じる際に「民法上の物と
はいえ、生物に関連する感覚的な要因、生きているという本質とは切り離
せない」と指摘する。

（3５）	 Pütz,	a.a.O.	 (Fn.24),	S.173.	Vgl.	Egon	Schneider,	„Lebende	Sachen“,	
JurBüro	7/1977,	914.

（36）	 Medicus,	a.a.O.	 (Fn.24),	S.4５2.;	Berg,	a.a.O.	 (Fn.24),	S.674.;	Deutsch,	
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a.a.O.	(Fn.24),	S.679.
（37）	 LG	München	I,	NJW	1978,	1862.
（38）	 AG	Waldshut-Tiengen,	VersR	1987,	1202.
（39）	 LG	Koblenz,	ZfS	1988,	104.
（40）	 Medicus,	a.a.O.	 (Fn.24),	S.4５2.;	Berg,	a.a.O.	 (Fn.24),	S.673.;	Deutsch,	
a.a.O.	(Fn.24),	S.679.;	Pütz,	a.a.O.	(Fn.24),	S.173.

（41）	 Pütz,	a.a.O.	(Fn.24),	S.174.
（42）	 Zumutbarkeit と Verhältnismäßigkeit につき、両者は交換可能な概念
であり、厳密に区別されていないとする見解として、Michael	Stürner,	
Der	Grundsatz	der	Verhältnismäßigkeit	 im	Schuldvertragsrecht,	Mohr	
Siebeck,	2009,	S.339ff.

（43）	 AG	Schöneberg,	NJW-RR	1987,	1316.
（44）	 LG	München	I,	NZV	1989,	238.
（4５）	 動物保護法制定時から90年以降までの動向については、浦川道太郎
「ドイツにおける動物保護法の生成と展開」早稲田法学78巻 4 号（2003年）
19５頁以下を参照。

（46）	 Gesetzentwurf	 der	Bundesregierung,	Entwurf	 eines	Gesetzes	 zur	
Verbesserung	 der	Rechtsstellung	 des	Tieres	 im	 bürgerlichen	Recht,	
Drucksache	11/５463,	S.1.

（47）	 BT-Drucksache.	11/５463,	S.５.
（48）	 BT-Drucksache.	11/５463,	S.1.
（49）	 Beschlußempfehlung	und	Bericht	 (6.Ausschuß),	Drucksache	11/7369,	
S.1.

（５0）	 BT-Drucksache	11/7369,	S.3. 椿・前掲注（13）「ドイツのペット事情」
17頁によれば、この条項が設けられた背景には、「動物愛護団体等が中心
となって、動物を人間と同等な地位に置くための運動を展開したこと」が
あるという。

（５1）	 BT-Drucksache.	11/５463,	S.５.
（５2）	 BT-Drucksache.	11/５463,	S.6.
（５3）	 BT-Drucksache.	11/7369,	S.7.
（５4）	 BT-Drucksache.	11/7369,	S.7.
（５５）	 BT-Drucksache.	11/５463,	S.6.
（５6）	 原語は Verhältnismäßigkeitsgrundsatz である。その訳語としては一般
に「比例原則」が用いられる。もっとも、この文脈では比例原則を構成す
る個々の原則のうち「相当性の原則」（動物の治療により保護される飼い
主の愛着利益と加害者の負担との衡量）を意味していると考えられるため、
この訳語を用いる。民法上の比例原則の概要については、山田孝紀「比例
原則を基礎とする給付拒絶の根拠─ドイツにおける判例・学説の検討」
法と政治67巻 4 号（2017年）169頁以降を参照。
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（５7）	 BT-Drucksache.11/５463,	S.7.	BT-Drucksache.	11/7369,	S.7.
（５8）	 BT-Drucksache.11/５463,	S.7.
（５9）	 動物が死亡した場合に既存の規定がどのような意味で十分なのかは明
らかではない。

（60）	 BT-Drucksache.	11/7369,	S.7. もし愛着利益への賠償が慰謝料を補完
するものであるなら、動物が死亡した場合にも飼い主の愛着を保護する特
別な賠償が認められることが想定される。しかし、そのような賠償は認め
られていない。この議論からは、愛着利益への賠償を認めることは慰謝料
の有無とは関わらないことが推測される。実際、愛着利益への賠償が慰謝
料を補完するものであるとの指摘はみられない。

（61）	 Schmid,	a.a.O.	(Fn.17),	S.404ff.
（62）	 Oetker,	a.a.O.	(Fn.24),	S.347ff.;	Pütz,	a.a.O.	（Fn.24）,	S.174.
（63）	 Brüninghaus,	a.a.O.	(Fn.26),	S.71.
（64）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.24５ff,	248.
（6５）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.2５4ff.
（66）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.2５５ff.
（67）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.264. この見解は、Hans-Jürgen	Bocianiak,	
Ausgewählte	Probleme	der	Tierhalterhaftung	im	Lichte	der	Rechtsprechung,	
VersR	2011,	981ff. の主張に基づく。

（68）	 Hartmut	Oetker,	 in:	Münchener	Kommentar	zum	BGB,	9.	Aufl.2022,	
Rn.５6.

（69）	【ABGB1332a 条】　動物が負傷したとき、治療または治療を試みるた
めに実際に支出した費用は、それが動物の価値を上回る場合でも、被害者
の状況にある動物の合理的な飼い主がその費用を負担したであろう限りで、
支払われる。

（70）	 Hartmut	 Oetker,	 Hunde	 auf	 dem	 Hochseil	 methodengerechter	
Gesetzanwendung,	in:	für	FS	Christian	Huber,	C.H.Beck,	2020,	S.421.

（71）	【ZPO811c 条】（家畜の差押禁止）　⑴家庭内にいて収益目的でない動
物は、差押えに服さない。⑵債権者にとって差押禁止が、動物保護の重要
性及び債務者の正当な利益を評価したとしても正当とみなされない酷なも
のである場合には、債権者の申立てに基づいて、執行裁判所は、動物が高
価な価格であることを理由として差押えを認めるものとする。
訳は、法務大臣官房司法法制部編『ドイツ民事訴訟法』（法曹会、2012
年）231頁による。

（72）	 Oetker,	a.a.O.	(Fn.70),	S.420ff. の整理による。なお、Oetker 自身は⑴
の立場をとる。

（73）	 Gottfried	 Schiemann,	 in:	 Staudinger	 Kommentar	 zum	 BGB.,	
Neubearbeitung	2017,	§2５1	Rn.27,	30.

（74）	 Schiemann,	a.a.O.	(Fn.73),	Rn.30.
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（7５）	【GG20a 条】（自然的生活基盤の保護義務）　国は、将来の世代への責
任を果たすためにも、憲法に適合する秩序の枠内において立法を通じて、
そして法律および法の基準に従って執行権及び裁判を通じて、自然的な生
活基盤及び動物を保護する。
GG20a 条の導入の経緯については、渡邉斉志「ドイツ連邦共和国基本法
の改正─動物保護に関する規定の導入」外国の立法214号（2002年）177
頁以下を参照。

（76）	 Vgl.	Oetker,	a.a.O.	(Fn.70),	S.422ff.;	LG	Traunstein,	Urt.v.22.3.2007	–		
2	O	719/0５,	juris.

（77）	 Jan	Luckey,	 in:	PWW	Kommentar	zum	BGB,	1５	Aufl.	2020,	§2５1,	
Rn.10.

（78）	 Oetker,	a.a.O.	(Fn	70),	S.420ff.
（79）	 BGH,	Urt.v.27.10.201５	-VI	ZR	23/1５,	NJW	2016,	1５89,	Rn.12.
（80）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.260ff.
（81）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.261. この判示は、OLG	Schleswig,	Beschl.	
v.19.8.2014	-	4	W	19/14,	MDR	2014,1391による。

（82）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.261.
（83）	 Ulrich	Magnus,	in:	Nomos	Kommentar	zum	BGB	Schuldrecht	Band2/1:
§§241-487,	4.Aufl.	2021,	§2５1,	Rn.22.

（84）	 BGH	NJW	2016,	1５89,	Rn.12.
（8５）	 このような通説と異なり、愛着利益の強弱が相当性判断において重要
ではないとみる見解として、Oetker,	a.a.O.	(Fn.68),	Rn.64. がある。同見解
は、BGH の判決を踏まえ、動物の具体的な種類または利用の形態が具体
的な治療費の賠償可能性に影響しうると説く（Oetker,	a.a.O.	 (Fn.70),	
S.422ff.）。

（86）	 Pütz,	a.a.O.	(Fn.24),	S.173及び Fn.3５で挙げられる文献を参照。
（87）	 Pütz,	a.a.O.	(Fn.24),	S.173.
（88）	 LG	Lüneburg,	NJW	1984,	1243.	同判決では犬の購入時点（子犬）の
価格である600DM が再調達価値とされたが、取得時の価格と再調達価値
は一致しない場合もあると思われる。

（89）	 OLG	München,	Urt.v.11.4.2011	-	21	U	５５34/10,	VersR	2011,	1412.
（90）	 そのように分析する見解として、Tuma-Koch,	a.a.O.	 (Fn.26),	S.268ff.;	
Oetker,	a.a.O.	(Fn.68),	Rn.62.

（91）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.269.;	Bocianiak,	a.a.O.	(Fn.67),	S.982.
（92）	 LG	Traunstein,	Urt.v.22.3.2007	-	2	O	719/0５,	juris. 同旨の学説として
Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.270.

（93）	 BT-Drucks,	11/５463,	S.7.;	BGH	NJW	2016,	1５89,	Rn.12.
（94）	 OLG	München,	VersR	2011,	1412.	被害にあった動物の危険性が考慮
され、BGB2５4条の類推適用により賠償額が減額されることがあるとする。
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そのほか、Magnus,	a.a.O.	 (Fn.83),	Rn.22は、年齢が若い、健康状態が良い、
血統が良いなど、動物の価値が高いほど高い治療費の賠償を正当化できる
可能性が高くなるとする。しかし、⒝の通り、年齢による市場価値の減少
を治療費の相当性判断において考慮することには異論がある。

（9５）	 Oetker,	a.a.O.	(Fn.68),	Rn.6５.
（96）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.267.
（97）	 Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.261.;	Oetker,	a.a.O.	(Fn.68),	Rn.５9.
（98）	 Schiemann,	a.a.O.	(Fn.73),	Rn.29.
（99）	 BGH,	Urt.v.3.12.1974	–VI	ZR	1/74,	BGHZ	63,	29５.
（100）	Brüninghaus,	a.a.O.	(Fn.26),	S.70.
（101）	Brüninghaus,	a.a.O.	 (Fn.26),	S.68ff. の整理によれば、①は、動物の飼
い主の非財産的利益も BGB2５1条 2 項 1 文の比較衡量の対象になるとみる。
一方、②・③は、BGB2５1条 2 項 1 文の対象を財産の比較と捉える（非財
産的利益は同条の対象に含まれないとする）。もっとも、②は、財産領域
以外の損害の賠償義務について上限がないとすれば、「BGB2５1条及び2５4
条において具体化されている、加害者と被害者との相互顧慮義務の考えと
矛盾する」として、BGB2５1条 2 項 1 文を準用する。③も賠償額の上限が
必要であるとして、信義則を根拠に賠償額を制限する。

（102）	Brüninghaus,	a.a.O.	(Fn.26),	S.69.
（103）	BGH	NJW	2016,	1５89,	Rn.11.
（104）	Schiemann,	a.a.O.	(Fn.73),	Rn.27,	30.
（10５）	Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.266ff.
（106）	AG	Idar-Oberstein,	Urt.v.20.4.1999	-3	C	618/98,	NJW-RR	1999,	1629.
（107）	AG	Delmenhorst,	Urt.v.3.7.2014	-41	C	1446/13,	juris.
（108）	LG	Oldenburg,	Urt.10.12.2014	-５	S	394/14,	BeckRS	201５,	19819.
（109）	LG	Oldenburg,	BeckRS	201５,	19819.
（110）	BGH	NJW	2016,	1５89,	Rn.17.
（111）	 Johannes	W.	Flume,	in:	BeckOK	BGB,	Hau/Poseck,	62.	Edition	[Stand:	
01.0５.2022],	§2５1,	Rn.27.

（112）	Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.268,	Fn.1390.
（113）	AG	Idar-Oberstein,	NJW-RR	1999,	1629.
（114）	LG	Konstanz,	Urt.v.23.2.2010	-	3	O	96/09	D,	juris.
（11５）	LG	Hannover,	Urt.v.9.1.2021	-19	O	87/10,	BeckRS	2012,	21041.
（116）	LG	Dortmund,	Urt.v.５.3.2012	-	５	O	324/11,	juris.
（117）	LG	München	I,	Urt.v.1５.9.2020	-20	O	５61５/18,	BeckRS	2020,	394５3.
（118）	OLG	München,	VersR	2011,	1412.
（119）	OLG	Schleswig,	MDR	2014,	 1391.	 vgl.	Tuma-Koch,	 a.a.O.	 (Fn.26),	
S.2５7,	Fn.1309.

（120）	Tuma-Koch,	a.a.O.	(Fn.26),	S.268.
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（121）	BGH	NJW	2016,	1５89,	Rn.20.
（122）	竹村壮太郎「民法における動物と物概念に関する予備的考察─近時
のフランス法の動向と日本法の課題（ 2・完）」商学討究第69巻第 2・ 3
号（2018年）301頁は、動物愛護管理法の存在を踏まえ、「動物と愛情を
持って暮らすことも動物愛護の精神にかなうものであり、その物との共生
生活」が法的に保護される利益であるため、愛玩動物の毀損が飼い主の慰
謝料請求権を根拠づけるとする。

（123）	日野・前掲注（ ５）2５1頁。
（124）	長谷川貞之「物損と慰謝料」日本交通法学会編『物損をめぐる実務と
法理』交通法研究第47号（有斐閣、2019年）61頁によれば、飼い主に認め
られる慰謝料の額につき、「残念なことにわが国の場合は、その慰謝料額
がアメリカ等と比べてみますと、非常に低額な慰謝料しか認められていな
いという傾向が」あるとされる。アメリカにおけるペットの財産的特殊性
については、長谷川貞之「アメリカの裁判例にみるペット動物の法的地
位」比較法文化第11号（2003年）179頁以下、ペットの死傷におけるアメ
リカ法の慰謝料の状況については、同「アメリカにおける獣医師の民事責
任」獨協ロー・ジャーナル第 4号（2009年）78頁以下に詳しい。

（12５）	日野・前掲注（ ５）2５8頁以下参照。
（126）	渋谷・前掲注（12）73頁。
（127）	【動物愛護管理法 7条】（動物の所有者又は占有者の責務等）　⑴動物
の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として
動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、
習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び
安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財
産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼ
すことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養
し、又は保管する動物について第 7項の基準が定められたときは、動物の
飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

（128）	東京弁護士会公害・環境特別委員会編『動物愛護法入門─人と動物
の共生する社会の実現へ』（民事法研究会、第 2版、2020年）96頁。

（129）	窪田充見『不法行為法』（有斐閣、第 2版、2018年）19頁。
（130）	吉村良一『不法行為法』（有斐閣、第 6版、2022年）16頁参照。他方で、
不法行為の制度目的を権利保護とみる見解（長野・前掲注（13）24５頁以下、
301頁）を踏まえると、動物の治療費の問題は、「侵害された権利の完全性
を回復するために支出された費用は、必要な限りで賠償されなければなら
ない」という権利回復規範に対応するものとみうる。

（131）	つまり、動物の経済的価値を超える治療費の賠償を認めることは動物
保護に資するものであるが、動物愛護管理法自体は直ちに民法上の解釈を
決定づけるものではないとみうる。

）
一
三
三
一
（

491



動
物
の
治
療
費
の
賠
償
に
お
け
る
愛
着
利
益
・
動
物
保
護
の
考
慮

─
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
示
唆
（
山
田
）

四
〇
一

（132）	東京地判平成16年 ５ 月10日判タ11５6号110頁。同判決の評釈として、
長谷川貞之「判批」私法リマ32号（2006年）５2頁。

（133）	長谷川・前掲注（124）「物損と慰謝料」５6～５7頁は、判例法理の傾向に
ついて「慰謝料請求が認められるためには、財産損害に付随して、著しい
精神的苦痛を被ったなど、特段の事情を必要とし、ごく例外的な場面に限
られる」と分析する。

（134）	このように評価する見解として、長谷川・前掲注（124）「物損と慰謝
料」62頁。

（13５）	日野・前掲注（ ５）2５7頁。なお、愛犬は例示であって、当然、猫など
の動物も含まれるであろう。

（136）	動物を物概念から切り離すという主張ではないものの、「少なくとも
生命・感覚を持つ存在としての動物に一定の法的配慮をすることは、人間
の尊厳の制度的基礎となってきた人・物の峻別と相容れない発想ではな
い」との見解（河上正二『民法総則講義』（日本評論社、2007年）211頁）
が注目に値する。

（137）	園高明「物損事故の原状回復」東京三弁護士会交通事故処理委員会編
『交通事故訴訟の理論と展望─創立30周年記念論文集』（ぎょうせい、
1993年）376頁。田上・前掲注（ 1）170頁。

（138）	長野・前掲注（13）278頁。
（139）	園・前掲注（137）377頁。同旨の見解として、小賀野晶一「物損事故の
ケーススタディ」交通事故紛争処理センター編『交通事故損害賠償の法理
と実務』（ぎょうせい、第 3版、198５年）484頁。

（140）	もっとも、例外的に損害抑止義務に基づき、動物医学の観点から見て
不必要に過剰な治療費の支出に関して飼い主による賠償が認められない場
合があることは否定できない。

（141）	青木人志『日本の動物法』（東京大学出版会、第 2版、2016年）36頁
以下。

（142）	最判平成 9年 7月11日民集５1巻 6 号2５73頁。
（143）	後藤孝典『現代損害賠償論』（日本評論社、1982年）187頁以下参照。
（144）	前掲注（ 9）の日野教授の指摘を参照。
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フランチャイズ契約における
「契約の領域」に関する一考察

─スザンヌ・ルケットの共通利益の契約（contrats d'intérêt commun）論を参考に─

矢　島　秀　和

第 1 章　はじめに

第 1 節　問題意識

第 2 節　フランス法を検討する意義

第 3 節　本稿の構成

第 2 章　交換型契約と契約の領域

第 1 節　交換型契約の意義

第 2 節　判例の概観

第 3 節　ルケットによる分析

第 4 節　小括

第 3 章　フランチャイズ契約と契約の領域

第 1 節　 2 つの破毀院判決

第 2 節　共通利益の契約とフランチャイズ契約

第 3 節　フランチャイジーによる売上予測の作成と契約の領域

第 4 節　小括

第 4 章　おわりに

第 1 節　若干の考察

第 2 節　残された課題

論　説
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第 1章　はじめに

第 １節　問題意識

わが国では、本部であるフランチャイザーが著しく楽観的な予測を

提供した場合には、保護義務違反等に基づく損害賠償責任を認めた後

に、加盟者であるフランチャイジーの属性、独立した事業者であるこ

とを理由とした自己責任、フランチャイジーの調査不足等を考慮して

大幅な過失相殺で処理する方法が定着している。損害賠償構成はフラ

ンチャイザーの責任を認めるのと同時にフランチャイジーの落ち度も

斟酌して過失相殺をして割合的に処理するが、これが適切に機能しう

るのはフランチャイザーのノウハウ等が一定程度の収益性を有してお

り、かつフランチャイジーの一定の自己責任が問題とされてもよい場

面ではないか。

対して、著しく楽観的な予測が提供され、フランチャイジーが収益

を上げられずに閉店に至ったという悪質性の高いフランチャイズの場

合には、フランチャイジーを保護するための手段として損害賠償構成

は適切に機能し得るだろうか。そこで、フランチャイズ契約の特性を

考慮し、とりわけ悪質性の高い事例では、法律行為法による処理、就

中、錯誤による取消しというカードを付与することでフランチャイ

ジーを保護できないだろうか。

もっとも、裁判においてフランチャイザーによる著しく楽観的な売

上予測に関する説明をもとに締結した契約に対する錯誤取消し（改正前

民法では無効）が主張される場合があるが、フランチャイジーの意思表

示に要素の錯誤があったとは認められないなどとして否定されるのが

一般的である。そうした一例として、盗撮・盗聴の発見調査業務に関

する事案である東京地判平25・ 3 ・15（2013WLJPCA03158010）の概要

はこうである。本件では、フランチャイザーから月平均80万円程度稼

ぐことができ利益率はきわめて高く収益も上回ること、またフラン

チャイザーから継続的な顧客紹介が可能であること等が説明されて、
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フランチャイジーら（個人・法人各 1 名）は契約に至った。ところが、

個人のフランチャイジーは事業を行っていた約 2 年間で売上額14万

4000円に過ぎず廃業した。法人のフランチャイジーも事業を行ってい

た約 9 か月間で売上額14万4000円しか獲得できず事業をやめた。そこ

で、フランチャイザーに対して本契約の錯誤無効、詐欺取消しならび

に契約締結上の過失等を理由とする損害賠償を請求した。裁判所は、

一定以上の受注量の確保が本件各契約の要素になっていたと認められ

ず、この点についてフランチャイジーらに錯誤があったとしても動機の

錯誤にすぎないとした。そして、フランチャイジーらが一定以上の受

注量が確保されることを本件各契約にかかる意思表示の内容として表

示したと認めるに足りる証拠はないとして錯誤無効の主張を斥けた（ 1 ）。

損害賠償請求に関しては、本件事業の収益見通しに関するフランチャ

イザーの説明は正確で客観的な情報を提示すべき信義則上の義務に違

反したとして認容したが、フランチャイジーらは自己責任で売上高80

万円の根拠を調べるべきであったとして 5 割の過失相殺を行った。こ

うした悪質性の高いフランチャイズの事案でも、錯誤無効（現・取消

し）を否定し、しかも過失相殺まで行うことは、フランチャイジーの

保護として極めて不十分であると言わざるを得ない（ 2 ）。

第 ２節　フランス法を検討する意義

フランスでは、第 3 章で紹介する破毀院商事部2011年10月 4 日判決（ 3 ）

（以下、「2011年判決」とする。）において、フランチャイザーが過度に楽

観的な売上予測に関する情報を提供した場合には収益に関する錯誤

（erreur sur la rentabilité）が本質的性質に関する錯誤を構成し得るとし

た判決が出され、続く同2012年 6 月12日判決（以下、「2012年判決」とす

る。）（ 4 ）は「総売上高予測は、収益見込み（espérance de gain）がフラン

チャイジーの契約締結の意思決定にとって決定的であるがために、本

フランチャイズ契約のまさにその本質に影響を及ぼす」と判示し、収

益が同契約の本質的性質（qualité substantielle）を構成する旨示した。こ
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のことは、収益が「契約の領域（champ contractuel）」に取り込まれてい

ることを含意している（ 5 ）。アンリ・カピタン（Henri Capitant）の『債

務のコーズについて』に由来する（ 6 ）「契約の領域」とは、フランス法

において明確な定義が与えられているとは言い難いものの、契約当事

者双方の意思の分析を通じて明らかにされる、当事者が明示または黙

示のうちに合意（accord）の範疇に取り込むことを意欲した諸要素の総

体とされており、錯誤においては法的安全の要請から契約の領域に取

り込まれない動機（mobiles）は、たとえそれが契約締結にとって決定的

であったとしても顧慮されない（ 7 ）。すなわち、契約当事者の一方が錯

誤に陥ったその性質を不可欠なものとして当事者双方がみなしていた

場合でなければ錯誤無効は認められない（ 8 ）。

本稿では、錯誤による処理の可能性を検討するにあたり、フランス法

における「契約の領域」概念に着目して検討を行う。その際には、主と

して、スザンヌ・ルケット（Suzanne Lequette）のLe champ contractuel-

Réflextion à partir de la retnabilité économique, RDC mars 2016, p.135

における共通利益の契約（contrats d'intérêt commun）論における契約の

領域概念に着目したい。ルケットの所説に着目することで、日本法で

意思表示の動機とされる収益見込みを契約の中に取り込み、前記の裁

判例のような場合に錯誤取消しを顧慮できるのではないかと考えてい

るからである。

第 ３節　本稿の構成

ルケットは、共通利益の契約における契約の領域概念を考察するに

あたり、同契約と交換型契約（contrat-échange）におけるそれとを比較

して論じることで、前者における契約の領域の特性を明らかにしてい

ることから、第 2 章では交換型契約における同概念を取り上げる。同

章では、主として交換型契約における契約当事者の収益獲得への期待

が契約の領域に取り込まれるか否かが問題となった判例を取り上げて、

これに対するルケットの分析をみていく。第 3 章ではルケットが共通
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利益の契約の典型とするフランチャイズ契約を具体例に、共通利益の

契約における契約の領域概念を検討し、フランチャイジーの収益獲得

への期待を契約の領域に取り込むためのルケットの理論を摘要する。

以上の議論を経て、第 4 章ではルケットの所説をついて若干の考察を

加えるのと同時に、残された課題を指摘する。

第 2 章　交換型契約と契約の領域

第 １節　交換型契約の意義

交換型契約とは、売買のような契約当事者間での財または役務の交

換の実現を目的とする契約とされ（ 9 ）、同契約は交換的正義（justice 

commutative）の思想に拠るとされる（10）。交換型契約は、債務を相互的

に負担し合う双務契約を念頭とする契約類型である。こうした交換型

契約では互いに利益を得る一方で同時に損失を被ることになる（11）。

従って、交換型契約はいわゆるゼロサムゲーム（un jeu à somme nulle）

のモデルとして把握される（12）。

ルケットは、従来の契約の領域に関する議論は交換型契約を念頭に

置いて展開されてきたと指摘する（13）。そうしたことから、次章で紹介

するフランチャイズ契約のような共通利益の契約における契約の領域

を検討するには同概念の刷新が必要であり、そのための契機として前

章で触れた2011年判決および2012年判決を挙げる（14）。両判決や共通利

益の契約については第 4 章で触れる。

第 ２節　判例の概観

⑴　取得した財の商業的利用
ルケットは交換型契約では収益は契約の領域に取り込まれないとす

るが、そのことは当該財の取得者がこれの商業的な利用や転売のみを

目的に取得したという場合であっても同様であるとする。そして、彼

女はその一例として破毀院商事部2012年 4 月11日判決（15）を挙げる（16）。
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本件事案は以下の通り。

看護師がリース契約（crédit-bail）を締結し、商業目的で準医療活動

（activité paramédicale）を行うための医療機器の提供を受けていたものの、

当該機材の売主から提供された医療機器が農村地域での準医療活動と

いう特殊な必要性を満たすものではなかったので医療機器の賃料の支

払をやめたため、リース会社は同契約の解消を通告した。これに対し

て、看護師は改正前民法典1110条を援用し、本件リース契約は本質的

性質に関する錯誤により無効であると主張した。破毀院は、「契約にお

ける対象（objet）の外に存する動機に関する錯誤は、たとえそれが契約

締結の意思決定に決定的であったとしても契約の無効原因ではないが、

明示的条項（stipulation expresse）がその動機を契約の条件として契約の

領域に取り込んだ場合にはこの限りでない」とし、看護師の請求を斥

けた。

本判決は、その動機が契約における本質的要素であり、当該財の取

得者の同意に決定的であった場合には、明示的条項で示されていたと

きに限り、動機に関する錯誤でも無効原因となり得ることを示したも

のとして理解されている（17）。換言すれば、動機が明示的条項によって

示されていなければ、たとえその動機が決定的としても錯誤者の同意

に影響を与えないということを本判決は示したのである（18）。

⑵　取得した財が経済的収益を生み出す（productivité économique）

ための道具である場合
前記の破毀院商事部2012年 4 月11日判決は、取得した財の商業的利

用を目的とした場合に収益が契約の領域に取り込まれるか否かに関し

てであったが、取得した財が経済的収益を生み出すための道具であっ

た場合であっても、収益は契約の領域に取り込まれないのであろうか。

こうした問いに関連する判例として、ルケットは社員権譲渡（cession 

de droits sociaux）に関する破毀院商事部1991年10月 1 日判決（Quille 判

決）（19）を挙げる。本件は、被告の Quille 社が保有する SCC 社の株式
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（actions）4000株のうち3994株を原告らに譲渡したところ、実は本件譲

渡の以前に SCC 社によって同社の営業財産（fonds de commerce）がす

でに第一者に譲渡されており、そのことを本件譲渡契約締結時に原告

らは知らなかったことから、民法典1110条を援用して錯誤無効を主張

したという事案である。破毀院は次のように述べて原告らの錯誤無効

の主張を認めた。すなわち、破毀院は、株式の譲受人たる原告らにつ

いて、SCC 社の営業財産がすでに第一者に譲渡されていたということ

を知っていたならば本件契約を締結していなかったとし、原告らは

「その会社の資産の大分（l’essentiel de son actif）についてだけでなく、

さらに会社目的（objet social）を実現する可能性、すなわち経済的な活

動、従って収益について相当に内容をよく知った上で取得したという

ことはできなかった」と述べ、原告らの主張を認めた。

このように、本判決は錯誤者の錯誤が契約の間接的な事項に関する

ことであったとしても錯誤無効を認め、同意の瑕疵となる錯誤の範疇

を拡大したのであった（20）。

第 ３節　ルケットによる分析

⑴　契約の領域に取り込まれない経済的収益性
以上で、交換型契約において収益の不獲得を理由とする錯誤無効の

可否が問題になった判例を紹介したが、結論から述べると、ルケット

は、交換型契約では収益は契約の領域に取り込まれないとする。前記

のように、交換型契約というモデルはゼロサムゲームであり、各契約

当事者の対立する利益を調整する方法で交換を行う。かくして、交換

型契約では、各契約当事者は後述の共通利益の契約と異なり、契約に

基づき協働して収益を上げるための商業的事業（entreprise commerciale）

を組織するものではなく、金銭の支払に対する対価である財または役

務との交換を組織するのであり、これが「債務のコーズ」を構成する

ことから、この枠外に存するあらゆる動機は契約の領域から排除され

る。よって、この契約モデルから検討すると、収益はア・プリオリに
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契約の領域の枠外に置かれることになる（21）。

こうしたことから、ルケットは、破毀院商事部2012年 4 月11日判決

は当該機器の運用による収益が契約の領域に取り込まれ当該機器の本

質的性質を構成することになるとは考えず、錯誤者の同意に影響を与

えない錯誤であるとしたと指摘し、こうした破毀院の立場を支持す

る（22）。そして、交換型契約ではあらゆる取引に伴う収益の不獲得とい

うリスクは、その取引から収益を獲得しようと企図する者に対して課

せられるのであるとする。かくして、ルケットは、提供された財の商

業的利用の可能性は交換型契約では対象（objet）の外側にあり、同契約

における契約の領域の枠外に存する動機であるとする（23）。

ルケットによれば、交換型契約では収益は契約の領域に取り込まれ

ないという準則は、社員権譲渡契約のように譲渡された財が収益を生

み出す道具の場合でも異ならない。先述の Quille 判決はそうした帰結

を示しており、同判決では収益は当該財の本質的性質を介在して考慮

されているとする。すなわち、収益は社員権取得の背後にある目的

（arrière-plan）に過ぎないが、本件ではSCC社の会社目的を実現するこ

とが不可能であったことから社員権譲渡契約の本質的性質に関する錯

誤を構成するとされたのであって、従って収益の欠如それ自体が本質

的性質を構成するのではない。収益の欠如という帰結は社員権の適格

性（aptitude）の欠如という本質的性質を介して間接的にしか考慮され

ない（24）（25）。

⑵　過去の収益と将来の収益
もっとも、ここで、ルケットは、社員権譲渡契約および営業財産譲

渡契約に関しては、そこで給付される財の収益を生み出すための道具

という特質からして、その物の過去の収益に関しては契約の領域に取

り込まれることがあるとする。契約の領域への収益の取り込みの可否

を検討するに際しては、営業財産または社員権が譲渡される以前に達

成した過去の収益と、契約締結時に計画した将来の収益とを区別しな
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ければならない（26）（27）。そして、ルケットは、営業財産譲渡契約のよう

な交換型契約では、その営業財産が過去にどの程度の収益を上げてき

たのかという過去の収益は交換における評価要素となり、契約の領域

に取り込まれるとする。ここで、過去の収益が契約の領域に取り込ま

れる際にそのための媒介手段（truchement）として彼女が挙げるのが契

約締結前の情報提供義務である（28）。営業財産譲渡契約では、その営業

財産の過去の収益をもとにしてどの程度の収益を期待できるのか考慮

して、その営業財産の価格が決められることから、過去の収益に関す

る契約締結前の情報提供義務が媒介項として機能する。そうした契約

締結前の情報提供義務を法定したものとして、ルケットは営業財産取

得者の保護を目的に制定された1935年 6 月29日の法律（商法典 L.141-1

条）（29）を挙げる（30）。同法は、とりわけ営業財産の譲渡人に対して、譲

渡に際し、譲渡人が営業財産の購入時の価格だけでなく、売上総利益

および当該営業財産の利用における直近 3年間、または当該営業財産

の取得から 3年を経ていない場合にはそれを取得した後に実現した取

引上の利益についての情報の提供を義務付ける。このことは、営業財

産の過去の収益は契約で明記し言及された事項の対象を構成するとい

うことであり、よって過去の収益は契約の領域に取り込まれていると

考えることができるので、同義務違反が同意の瑕疵を生じさせた場合

にサンクションされるのである（31）（32）。

対して、将来の収益に関しては、ルケットは契約の領域に取り込ま

れないとする。交換型契約では当該財が商業的利用を目的とするもの

としても、収益の獲得を保証するものではなく、あくまでも収益を獲

得する機会を与えるに過ぎないからであり（33）、またとりわけ営業財産

の取得者は、交渉時に譲渡人から提供された過去の当該営業財産の総

売上高をもとに、これの取得に内含するリスクを評価して契約しなけ

ればならないことから、そこから生じ得る、期待した収益が獲得できな

かったリスクは取得者が負担しなければならないからであるという（34）。

よって、営業財産譲渡契約や社員権譲渡契約では、期待した収益の不
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獲得をもって当該財の取得者は錯誤無効を主張できないのである。

第 ４節　小括

以上で概観したように、交換型契約では問題となる財の特質ゆえに

過去の収益に関する情報提供義務が存在する場合を除き、収益は契約

の領域に取り込まれない。すなわち、交換型契約の有する特徴からし

て収益は動機に過ぎず顧慮されないのが原則である。こうしたことは、

契約者ごとに異なる動機を契約の領域に取り込むにあたっては相手方

の法的安全の考慮が必要なために明示的条項の存在が求められるとの

理解とも符合しよう。この点に関して、相手方の法的安全の考慮ゆえ

に動機であるはずの過去の収益であっても、相手方にこのことについ

ての情報提供義務が法定されている場合には、例外的に過去の収益が

契約の領域に取り込まれ、同意の瑕疵によってサンクションされるの

である。それが営業財産譲渡契約の場合であったが、現在では同契約

における情報提供義務を規定する商法典L.141-1条は削除されている。

もっとも、将来の収益に関しては交換型契約では、そのことに関す

る明示的条項のない限り契約の領域に取り込まれることはない。交換

型契約では将来の収益については各契約当事者が自己の責任で見積も

らなければならず、ゆえに取得した財が期待した収益を生み出さなく

ても、そのことを理由に錯誤無効を主張することはできない。

以上の交換型契約における議論に対して、ルケットは、フランチャ

イズ契約では、収益が契約の領域に取り込まれたと評価することがで

きる判決として 2つの破毀院判決を指摘する。両判決を読み解く際の

視点として、ルケットは共通利益の契約という概念を用いており、か

かる契約としてフランチャイズ契約を理解することで収益を契約の領

域に取り込むことを可能にするという。
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第 3 章　フランチャイズ契約と契約の領域

第 １節　 ２つの破毀院判決

本章では、 2 つの破毀院判決を手掛かりに、共通利益の契約として

フランチャイズ契約を捉えることで、交換型契約では取り込まれるこ

とのなかった収益がいかにして契約の領域に取り込まれることになる

のか、ルケットの理論を概観したい。

また、近時、売上予測の作成と収益に関する錯誤との関係で興味深

い指摘を行った破毀院商事部2020年 6 月24日判決を紹介し、共通利益

の契約の視点から若干の検討を行う。

以下で取り上げる破毀院判決の事案はともに、フランチャイザーが

売上予測を提供したが実際に達成した収益と著しく乖離しており、裁

判上の清算（liquidation judiciaire）に至ったことからフランチャイジー

が契約の無効を主張したというものである。

2011年判決は次のように判示し、フランチャイジーの錯誤無効の主

張を斥けた原審を破毀した。すなわち、「民法典1110条に徴して（…）、

フランチャイジーの経営活動における利益がフランチャイザーから提

示された予測に比して著しく低く、早期に裁判上の清算手続に入った

ことを摘示した後、こうしたフランチャイジーの状況が、たとえフラ

ンチャイザーの契約締結前の情報提供義務の違反がなくても、フラン

チャイジーの同意が企業活動における収益に関する本質的錯誤（erreur 

substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise）によって決定された

ものであったということを示していなかったか否か検討していない。」

2012年判決は、フランチャイザーから提供された「売上予測は収益

見込みがフランチャイジーの契約締結の意思決定にとって決定的なた

めに、本フランチャイズ契約のまさに本質に影響を及ぼすものである」

から、「本契約の無効を宣言することを正当とする同意の瑕疵を特徴付

けた」とした。
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以上の 2 つの判決は、フランチャイザーが売上予測を提供したとこ

ろ、フランチャイジーが達成した総売上高との著しい乖離が存在する

という場合に、収益に関する錯誤が本質的性質に関する錯誤として契

約の無効原因になり得る旨示したものである（35）。

第 ２節　共通利益の契約とフランチャイズ契約

⑴　共通利益の契約としてのフランチャイズ契約
共通利益の契約とは協働契約（contrat-coopération）とも呼称され、交

換型契約と組織型契約（contrats-organisation）の中間（mi-chemin）に位

置する契約であり、両契約の性質を併有する契約とされる（36）。すなわ

ち、共通利益の契約でも他方当事者からの報酬の支払と引き換えに財

や役務の提供がなされる点で交換型契約の特徴を有するが、同時に同

契約は財や役務を提供した一方当事者が他方当事者によるそれの利用

に対して利害を有する点で組織型契約としての特徴をも有するのであ

る（37）。

ルケットによれば、こうした共通利益の契約では各契約当事者はそ

の契約から利益を引き出す共同事業（projet commun）を継続して行う。

彼女が共通利益の契約の典型とするフランチャイズ契約であれば、フ

ランチャイザーとフランチャイジーはともに、前者から後者に伝達さ

れるノウハウ等の継続的利用から利益を生み出すことを意欲している

のである。すなわち、フランチャイザーは利益に応じたロイヤルティ

を受領し、また自己の商標による顧客の増加という利益を志向し、同

じくフランチャイジーはノウハウ等の給付の利用から獲得できると期

待する利益を志向するといったように、双方ともに契約から利益を生

み出すことを意欲しているのである（38）。このように共通利益の契約当

事者は各自、共同事業から利益を得ることを欲しているため、そこか

ら生じる利益はフランチャイジーに固有のものではなく、両者に共通

の目的（objectif）になる。この目的である双方共通の利益を達するため

に、 一 方 当 事 者 が 行 う そ の 利 益 を 生 み 出 す た め の 道 具 的 給 付
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（prestation instrumentale）を受けて、他方当事者はその目的たる双方の

利益の実現に向けた目的的給付（prestation finale）を行う義務を負担す

る（39）。このことは、双方共通の利益の達成のために各自は相補的な給

付の連鎖（enchaînement de prestation complémentaires）を行う義務を負っ

ているということである（40）。具体的には、フランチャイザーが道具的

給付たるノウハウ等を提供し、これをフランチャイジーが利用するこ

とで利益を上げ、それにより目的的給付たるロイヤルティ等の支払に

よってフランチャイザーも利益を得るという、各自の給付が双方の利

益のために必要な給付として結びついているということである。

共通利益の契約は、各契約当事者の給付は単に交換を目的とするだ

けではなく、収益の獲得を目指す共同事業の遂行をも目的とすること

による、相乗的な機能（fonction de type synergique）を有する。よって、

交換型契約では各当事者の利益は対立的なのに対して、共通利益の契

約では「手段と目的の一致関係（rapport d’adéquation moyen-fin）」がみら

れるのである。こうした共通利益の契約における契約の領域には各契

約当事者の本質的債務である給付は当然に取り込まれるが、さらに共

同の商業的事業の継続をもその中に取り込まれるという（41）。

以上のように、共通利益の契約には契約当事者双方が共同事業の継

続から利益を獲得することを目的とする特徴が認められるため、交換

型契約とは異なり将来の収益についても契約の領域に取り込まれる（42）。

共通の利益を有する契約であるフランチャイズ契約について商法典

L.330-3条はフランチャイザーに対して契約締結前の情報提供義務を課

し、「当該市場の現況およびその発展予測」の提供を義務付けるところ、

こうした情報の提供は交換型契約ではみられないものであるが（43）、こ

うした情報は契約の対象の外に存するものではない市場の将来の収益

に関するものであり、フランチャイジーの契約締結の判断の基礎とな

る予測を含むものである。ルケットによれば、フランチャイザーが提

供した過度に楽観的な売上予測はフランチャイズ契約の本質にかかわ

るものであると述べて収益に関する錯誤による無効を認めた2012年判
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決は、以上の議論を確認したものであり、それはすでに2011年判決に

おいて胚胎していたとして、両判決に対して賛意を示す（44）。そうして、

彼女は、2012年判決からはフランチャイザーが給付の利用による売上

予測を提供してフランチャイジーが達成した総売上高との著しい乖離

が存在する場合に、収益に関する錯誤によるサンクションという帰結

を導くことができるという（45）。

⑵　不確実性（aléa）の問題
ルケットは、将来の収益もまた契約の領域に取り込まれるとする自

身の理論に対して 3 つの異論が向けられるとする。すなわち、①収益

に関する錯誤は価値に関する錯誤であるので無効原因ではない、②現

在の事実状態に関する表示による場合のみが錯誤による契約の無効を

もたらすことがあり、将来の予測に関する錯誤は無効というサンク

ションを生じさせない、そして、③収益の獲得には不確実性が伴うの

で収益に関する錯誤は無効原因たり得ない、という 3 点である（46）。紙

幅の都合もあるが、①および②に関してはすでに別稿で若干の検討を

行っていること（47）、また後述の破毀院判決との関連上、以下では③の

み検討を行う。

収益を契約の領域に取り込むことに対し、契約相手方が抱いた期待と

しての収益は不確実性を有するから、かかる収益を明示的に保証した特

別な条項のない限り契約相手方が全責任を負担すべき（à ses risques et 

périls）であることから、収益を契約の領域に取り込むことはできず、こ

れに関する錯誤を理由とする無効は認められないというものである（48）。

すなわち、「射幸は錯誤の主張を許さず（aléa chasse l’erreur）」である。

このような主張に対してルケットは、不確実性が錯誤の主張を斥けな

ければならないか否かを検討するにはリスク分配（allocation des risques）

が契約でなされる方法を明らかにしなければならないという（49）。彼女

によると、フランチャイジーは契約時に取引におけるリスクを受け入

れているため、原則は実際に獲得した収益が予測よりも低かったとい
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う理由で錯誤を援用することはできないとする。しかし、フランチャ

イザーが売上予測を提供し、実際の数値との間で明白な乖離が存在し

たときは、収益に関する錯誤によるサンクションが認められるという。

というのはこうである。契約相手方から他方相手方に提供された情報

が取引におけるリスクに関して情報を提供された者を安心させること

（rassurer）を目的に提供された以上は、かかる情報は契約の領域からリ

スクを取り除く結果をもたらすことになるからである（50）。また、売上

予測の提供は、給付の利用による見込み（perspectives）、リスクおよび

フランチャイジーが事業計画から引き出すことを予想できる期待につ

いての一定程度の見通しを契約に組み込ませ、フランチャイザーが不

確実性を口実に責任から逃れられなくする。こうした意味で理解され

るのが2012年判決であり、フランチャイザーが売上予測を提供し、実

際の数値との著しい乖離が存在する場合にのみフランチャイジーの収

益に関する錯誤が考慮され、収益について期待外れであっただけでは

錯誤を援用できないとしたのは正当であるとする（51）。こうしたルケッ

トの考察からは、売上予測の提供により不確実性という取引上のリス

クについて、錯誤によるサンクションによって、結果的にフランチャ

イジーからフランチャイザーに転嫁されるという視点を看取できるの

ではないだろうか。

もっとも、ルケットは、予測が実際の数値と著しい乖離があり、そ

してフランチャイジーが予測を作成することが技術的にできなかった

という条件の下ではフランチャイザーは責任を負わなければならない

と述べており（52）、フランチャイジーの属性に応じた柔軟な解決を許容

しているかのように思われる。

第 ３節　フランチャイジーによる売上予測の作成と契約の領域

第 1節で紹介した 2つの破毀院判決以降も収益に関する錯誤が援用

された事例は少なくないが（53）、ここでは破毀院商事部2020年 6 月24日

判決（54）を取り上げ、本稿の問題意識に照らして若干の検討を行う。
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⑴　破毀院商事部2020年 ６ 月24日判決
【事案】

フランチャイザーは中小企業向けのソフトウェアの開発や管理を

行っている企業である。フランチャイジーはフランチャイザーとこの

事業の経営に関するフランチャイズ契約を締結したが、契約から 3年

3か月後に裁判上の清算に至った。そこで、フランチャイジーは、本

契約締結過程においてフランチャイザーが商法典L.330-3条の情報提供

義務に違反し、フランチャイジーが過度に楽観的な売上予測を作成す

るに至った原因たる情報を記載した文書をフランチャイザーから提供

されたことから収益に関する錯誤に陥ったとして改正前民法典1110条

に基づき本契約の無効を主張した。

【判旨】

フランチャイズ事業（concept）の収益に関する錯誤は、それがフラン

チャイザーによって作成され提供された情報によって生じたのではな

い場合には、フランチャイジーの同意の瑕疵を理由とする契約の無効

を生じさせ得ない。本件では、売上予測はフランチャイザーが作成し

たのではなく、フランチャイジーが公認会計士（expert-comptable）の助

けを借りて作成したものであったかということを検討せずに、収益に

関する本質的錯誤を理由に契約の無効を宣言した控訴院の判断は法的

根拠を欠く。

⑵　検討
①フランチャイザーから予測が提供される必要性

本判決は、フランチャイジーが自ら予測を作成した場合には収益に

関する錯誤を理由とした契約無効は認められず、あくまでもフラン

チャイザーが作成した場合に限り錯誤が顧慮される旨示したものとさ

れる（55）。ディソー（Dissaux）は、こうした破毀院の理解は自ら陥った

錯誤であっても無効原因になるにもかかわらず、フランチャイジーが
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予測を作成していたので収益に関する錯誤は生じ得ないとした硬直的

な結論であるとして批判するが（56）、ルケットの理論からすると首肯で

きる結論と思われる。

第 2 節で述べたように、ルケットはフランチャイザーから売上予測の

提供があった場合に限り、収益に関する錯誤による無効が認められる

としており、この点は2020年判決で示された破毀院の見解と同様といえ

る（57）。動機が契約の領域に取り込まれるためには契約の相手方がそれ

を認識するに至ること、すなわち契約当事者双方の正当な期待（attentes 

légitimes）に基礎づけられることが必要ということからすれば（58）、フラ

ンチャイジーが売上予測を作成した場合には収益に関する錯誤による

無効が認められないのは必然的な帰結といえよう。

なお、ルケットによれば、フランチャイザーからの予測の提供がな

いときには、たとえば給付を利用するための市場が存在しなかった場

合のように、契約が収益を上げるという目的の達成にとって明白に不

適 格（manifestement inapte） で あ る 場 合 に、 唯 一、 コ ー ズ の 不 存 在

（absence de cause）を理由とする無効が考えられるとする（59）。

②書面による予測の提供が必要か？

もっとも、破毀院が収益に関する錯誤を認めた事例においては、フ

ランチャイザーから予測が提供されているだけでなく、それが書面に

よって提供されている点に留意すべきではないか。すなわち、前記の

3 つの破毀院判決のいずれにおいても書面でフランチャイザーから予

測が提供されているところ、フランチャイズ契約の場面に限らず、動

機が契約の領域に取り込まれたか否かを判断にするにあたり、書面の

存在が重視される傾向にある（60）。

少なくとも破毀院レベルではフランチャイズ契約を共通利益の契約

とは捉えていないので、同契約において収益が契約の領域にただちに

取り込まれると考えてはいないと思われるが、収益という不確実性が

伴う要素を契約内容に取り込むということ、また表示についての明確
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性が要請されることを考えると、破毀院はフランチャイザーから書面

という明確なかたちでの予測の提供があって、はじめて錯誤を顧慮し

ているのではないだろうか（61）。そもそもとして、売上予測は、実務上

書面の形式で提供されるため（62）、基本的に予測の提供は書面での提供

を意味するから、フランチャイザーからの予測の提供があれば収益に

関する錯誤が顧慮され得ると考えてよいだろう（63）。

第 ４節　小括

本章では共通利益の契約における契約の領域に関するルケットの所

説を概観した。共通利益の契約とは、道具的給付の提供者が財や役務

といった給付を行うのと引き換えに、目的的給付の提供者による報酬

の支払がなされる点で交換型契約の特徴を有するが、後者による給付

の商業的利用による共同事業の継続を目的とするため、道具的給付の

提供者が目的的給付の提供者によるそれらの利用に対して利害を有す

る点で組織型契約としての特徴をも併有する契約である。その典型が

フランチャイズ契約である。すなわち、フランチャイザーがノウハウ

等を提供し、これをフランチャイジーが利用して収益を上げてフラン

チャイザーにロイヤルティ等の金銭の支払を行うという構図である。

したがって、共通利益の契約では将来の収益が契約の領域に取り込ま

れる。

そして、フランチャイザーから売上予測が提供されると、取引にお

けるリスクはフランチャイジーが一方的に負担すべきリスクとはいえ

ず、また、将来の収益が契約の領域に取り込まれていることから予測

と実際の収益との間に著しい乖離が存在する場合には収益に関する錯

誤が本質的性質に関する錯誤として顧慮される。もっとも、収益に関

する錯誤を理由とする無効が認められるにはフランチャイジーが予測

を作成したのではなくフランチャイザーから売上予測が提供されなけ

ればならず、そうしたことは2020年判決においても確認されている。

ただし、少なくとも破毀院レベルでは、その予測の提供は書面によっ
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てなされることが、将来の収益が契約の領域に取り込まれ錯誤が顧慮

されるのに必要なことであると考えられているように思われる。

第 4章　おわりに

第 １節　若干の考察

本稿ではルケットの共通利益の契約における契約の領域論を概観す

ることで、「はじめに」で摘示した事例のような場合に、不法行為等を

根拠とする損害賠償構成等のカード以外にも、フランチャイジーによ

る錯誤取消しというカードを付与するための理論的基礎を模索してき

た。最後に、フランチャイズ契約を例にして、共通利益の契約におけ

る契約の領域論から日本法への示唆の提供に向けた若干の考察を行う

ことにしたい。そして、その際には主として契約の領域と収益に関す

る錯誤との関連性に焦点を当てることにする。

⑴　契約の領域に取り込まれた収益とフランチャイザーによる予測
の作成
がんらい、契約の領域という概念は、当事者の個別的な動機を合意

の中に取り込むためのものであり、それは当該契約が標準とする類型

からの逸脱を意味するものである（64）。ゆえに、第 2章で紹介した交換

型契約では、たとえその目的が収益の獲得であったとしても、収益は

契約の領域に取り込まれることはない。よって、例外的に、収益を契

約の領域に取り込むには明示的条項の存在が必要となってくる。

それに対して、共通利益の契約では収益が契約の領域に取り込まれ

ているので明示的条項の有無は問題にならないものといえる。もっと

も、（売上予測と比較して著しく低い収益しか上げられなかったという意味で

の）収益の不獲得を理由に錯誤による契約の無効をフランチャイジー

が主張するには、フランチャイザーが売上予測を作成することが必要

であり、それによって、はじめて、将来の収益の獲得に対して正当な
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期待が与えられ、収益に関する錯誤が顧慮される。こうした意味で、

収益の不獲得という取引上のリスクは本来フランチャイジーが負担す

べきであるところ、フランチャイザーによって予測が作成されること

で、錯誤による契約無効をフランチャイザーは甘受しなければならな

いという意味で、そのリスクをフランチャイザーが負担することにな

るという構図を見出せよう。よって、フランチャイジーが一方的に予

測を作成して、それと実際の数値との乖離があったからといって錯誤

無効の主張はできないということになる。とはいえ、共通利益の契約

では収益が契約の領域に取り込まれていることから、フランチャイ

ザーによる予測の提供がない場合であっても、たとえば、学習塾のフ

ランチャイズ契約をしたところ、塾を設置したエリアに塾通いをする

年齢の子供が存在しないといったような、収益を上げるための市場が

存在しなかった場合には、コーズの不存在による処理が可能になって

くるのではないか（65）。

よって、ルケットの共通利益の契約における契約の領域論は、日本

法で動機として位置づけられている収益の不獲得を理由とする錯誤取

消しを可能にするための理論的基礎を提供するものではないかと考え

る。

⑵　売上予測の提供とフランチャイジーの属性
以上のように、フランチャイザーの予測の提供が収益に関する錯誤

が顧慮されるための端緒となっているが、判例では売上予測の提供は

任意とされている（66）。そうするとフランチャイザーに対して、予測を

提供しないというインセンティブを与えてしまうことにならないかと

いう懸念が出てくる。

前記のような点に対しては、フランチャイジーの属性に応じて売上

予測の提供義務の有無を考えるという視点が有益ではないか（67）。すな

わち、事業経験のない素人（ないしは素人に近しい）のフランチャイジー

は予測作成の能力が備わっていないといえるので、予測の作成を義務
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付けることで錯誤取消しが顧慮される可能性が出てくることからフラ

ンチャイジーの保護に資すると同時に、このように解することで収益

に関する錯誤によるサンクションを忌避して予測を提供しないという

フランチャイザーのインセンティブを削ぐことができるのではないか。

第 ２節　残された課題

ここまで、甚だ不十分ながらもルケットの共通利益の契約における

契約の領域論を参照にして収益を上げられなかったフランチャイジー

を保護するためのカードとして錯誤を使うことができないかを検討し

てきたが、残された課題は少なくない。まず指摘しなければならない

のは、契約の領域の概念に切り込みその姿を詳解していくには、殊に

主観化されたコーズとのかかわりを考察すること（とりわけカピタンを

祖とするネオ・コーザリスト的観点からの考察）が不可避であるにもかかわ

らず、この点についての考察が欠けていることである。また、フラン

チャイザーが予測を作成していない場合には収益に関する錯誤を顧慮

しないとされているが、フランチャイジーが作成しこれをフランチャ

イザーに提示した場合にも同様に解してもよいのだろうか。さらに

2020年判決ではフランチャイジーは公認会計士の助力を得て予測を作

成しているが、この者の責任を追及する場合の問題もある。ほかにも

残された課題は山積しているが、諸課題の検討については他日を期し

たい。

（ 1 ） 詐欺に関しても、フランチャイジーらを欺くために積極的に虚偽の説
明をしたとは認めることはできないとして否定した。

（ 2 ） 大幅な過失相殺を適用して処理するのでは、特にフランチャイズの実
態を有しない詐欺的なフランチャイザーに対して虚偽的な情報を提供して
でも契約をさせたほうがいいという誤ったインセンティブを与えかねない
し、また、フランチャイジーの自己決定を強調することは結果的にフラン
チャイザーの違法な勧誘行為を法的に認めるのに等しいのではないかとい
う疑問もある。

（ 3 ） Cass. com., 4 oct. 2011, Juris-Data no 021604.
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（ 4 ） Cass. com., 12 juin 2012, pourvoi no 11-19047.
（ 5 ） F. Terré et al., Les obligations, Dalloz, 12e édition, 2018, no 285, p.322.
（ 6 ） H. Capitant, De la cause des obligations, Dalloz, 1re éd., 1923, no 4, 

p.23.
（ 7 ） M. Fabre-Magnan, Droit des obligations 1- Contrat et engagement 

unilateral, PUF, 2021, 6e édition, no 474, p.366.
（ 8 ） F. Terré et al., supra note 5, no 281, p.317.
（ 9 ） Ibid., no 115, p.142.
（10） P. Didier, Le consentement sans l’échange : contrat de société, RJ 

com. nov. 1995, p.75.
（11） F. Terré et al.,supra note 5, no 115, p.143.
（12） P.Didier, Brèves notes sur le contrat-organisation, in L’avenir du 

droit, Mélanges en hommage à F. Terré, PUF, 1999, p.636.
（13） S. Lequette, Le champ contractuel-Réflextion à partir de la 

retnabilité économique, RDC mars 2016, no4, p.137.
（14） Ibid., no 11, p.141.
（15） Cass. com., 11 avr. 2012, pourvoi no 11-15429:D.2012, p.1117, note. X. 

Delpech.
（16） S. Lequette, supra note 13, no 6, p.138.
（17） Y. Buffelan-Lanore et V. Larribau-Terneyre, Droit civil Les 

obligations, Sirey, 16e édition, 2018, no 1165, p.388.
（18） 本文で述べたことは、太陽光パネルの売買契約において売電による収

益は原則として同契約の本質的性質を構成しないとした破毀院第 1 民事部
2020年10月21日判決でも確認されている。本件では、太陽光パネルの買主
が売主から示された売電による収益予測よりも実際の収益が著しく低かっ
たため、収益は太陽光パネルの設置における不可欠な特性（caractéristique 
essentielle）であるので契約の領域に取り込まれ本質的性質を構成すると
し、錯誤無効を主張した。破毀院は、収益は契約当事者双方がこれを契約
の領域に取り込んだという場合を除き、消費法典 L.111-1条にいう太陽光
パネル設置の不可欠な特性を構成しないとした（Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, 
pourvoi no 18-26761 :JCP E 2021, no 3, p.34, obs. M. Behar-Touchais.）。

（19） Cass. com., 1er oct. 1991, Bull. Civ. Ⅳ , no277:D. 1992, p.190, note G. 
Virassamy.

（20） G. Virassamy, supra note 19, p.191.
（21） Ibid., no 5, p.137.
（22） Ibid. , no 6, p.138.
（23） Ibid.

（24） Ibid., no 7, p.138-139.
（25） 本文で述べたルケットの見解は、収益に関する錯誤は同意に影響を与え
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ない動機に関する錯誤に過ぎないが、収益に関する錯誤が本質的性質に関
する錯誤から生じた場合には無効原因になり得るとするゲスタン（Ghestin）
らの見解（J. Ghestin et al., TRAITÉ DE DROIT CIVIL, La Formation 
du contrat Tome 1: Le contrat Le consentement, L.G.D.J, 4e édition, 2013, 
no 1178 et s., p.954 et s..）と同様と考えることができる。

（26） S. Lequette, supra note 13, no 8, p.139.
（27） なお、収益について過去のそれと将来のそれとを区別するのはルケット

に限らない。たとえば、X. Boucobza et Y.-M. Serinet, À propos de l’erreur 
sur la rentabilité, in Mélanges en l’honneur du Professeur R. Martin, 
LGDJ, 2015, p.86 et s.. においても、収益に関する錯誤が無効原因となる
場合を考察するにあたり両者を区別して論じる。

（28） S. Lequette, supra note 13, no 8, p.139.
（29） もっとも、2019年 7 月21日の法律によって同条は削除されている。
（30） S. Lequette, supra note 13, no 8, p.139.
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保険契約の解除に関する
日仏比較の可能性

松　田　真　治

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．検証 1：解除の効果

Ⅲ．検証 2：告知義務違反

Ⅳ．検証 3：危険増加

Ⅴ．補足─保険事故後の解約権・解約理由提示義務

Ⅵ．おわりに─日本法への示唆を得るための課題

Ⅰ．はじめに

保険者の解除権について、日本法とフランス法の比較を試みるのは

甚だ難しい。その大きな要因は、解除権のメニューが異なることであ

る。近時、比較法研究の手掛かりとなるものが現れた。宮島司（編著）

『逐条解説保険法』（弘文堂、2019年）である。同書は、日本の保険法の

逐条解説であるが、諸外国の条文との対応関係を明示しようとした点

に大きな特色があるといえる。対応する諸外国の条文へのアクセスを

容易にするという点では、今後の比較法研究に大きな手掛かりを残す

ものと評価できよう。しかし、そこでの記述が正確なのかは、検証の

余地があり、それは今後比較法を行う我々に課された責務であろう。

本稿は、前述の書籍でなされた記述の検証を行うことを主たる目的

論　説
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としている。そこで、まず、前提となる解除の効果に関する記述の検

証を行った後に（Ⅱ．検証 1）、告知義務違反について検証し（Ⅲ．検証

2）、次に、危険増加について検証する（Ⅳ．検証 3）。検証は、まず、

検証対象となる記述を引用し、検証すべき点を整理することから始め

る。次いで、検証過程では、当該条文・問題に関わる我が国における

先行研究を整理する。そして、仏語文献をベースに当該条文・問題に

関わる事柄を整理する。最後に、検証結果を検証すべき点に答える形

で提示する。また、フランス法には、保険事故発生後の解約権という

制度と保険者の解約理由提示義務という制度があり、保険契約からの

保険者の解放と消費者保護について、無視できないように思われるの

で、これも扱うこととしたい（Ⅴ．補足）。最後に、フランス法の研究

が日本法へ示唆を与えうるかどうかを検討し、今後の課題を提示する

（Ⅵ．おわりに）。

なお、本稿は、上記の検証を主目的としており、基本的にはその目

的を達成する範囲で検討を行っており、すべての論点を網羅的に取り

扱っているわけではないことをお断りしておく。

Ⅱ．検証 1：解除の効果

１ ．検証の対象

岩井勝弘は、保険法31条の解説において、「ドイツ保険契約法におい

て、解除の効力を将来効とする規定および告知義務違反解除に伴う免

責の規定は見当たらない」（1）と述べ、「フランス保険法典においても、

解除の効力を将来効とする規定は見当たらない。免責については

L.113-1条 2 項を置いている。」（2）と述べる。

そこで、①解除の効力を将来効とする規定はないのか、②免責につ

いてはL.113-1条 2 項という理解でよいか、の 2点を検証する。
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２ ．検証

⑴　先行研究
フランス保険法における解除について、全般的に検討したものはな

いように思われる。

他方で、免責については、すでに多くの研究がなされているところ

である。現在の保険法典の前身であった1930年 7 月13日付法（以下

「1930年法」という。）については、大森忠夫による逐条解説（大森

［1941］）があり、フランス保険法に関する研究の出発点といっても過言

ではなかろう。このことは、後述する告知義務・危険増加にも共通す

ることである。1930年法12条は、現行保険法典L.113-1条と基本的には

同じである（3）。L.113-1条は、保険者の責任に関するものであり、 1項

で、危険除外条項（日本法でいうと免責条項）の有効性要件を定め、 2項

で、法定除外事由を定めている。我が国の先行研究としては、─本稿

とは直接関係のない自殺・故殺を除くと─、主に以下のものがある。

まず、 1項の危険除外条項の要件（明確性・限定性）に関する山野嘉朗

の研究（山野［2007］66-98頁〔初出：2005年〕）がある。次に、 2項の法

定除外事由については、盛んに検討がされているところである。危険

の除外の立証責任についての研究として、加瀬幸喜の研究（加瀬

［1983］）がある。山野は、故意の解釈や第三者による保険事故招致の問

題に関する研究（山野［2007］182-237頁〔故意の解釈についての論文の初出

は1998年・2004年であり、第三者による保険事故招致に関しては、2006年・

2007年〕）を出発させた。松田真治は、山野の研究に追随し、危険除外

の要件である «	faute	 intentionnelle	ou	dolosive	» の意味（とくに、faute	

dolosive）について研究（松田［2013a］、松田［2013b］、松田［2014a］）を行

うほか、第三者による保険事故招致に関する研究（松田［2014b］）も

行った。さらに、山野は、近時の判例を分析し、L.113-1条 1 項・ 2項

の研究をアップデートしている（山野［2020］）。また、保険者が保険給

付義務を負わないという効果を持つという点ではL.113-1条の危険の除

外と共通するものの、区別を要する概念として、失権がある。これに
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ついては、鈴木辰紀の研究（鈴木［1977］）、加瀬の研究（加瀬［1992］）

があり、その後、損害の不実申告の問題における失権に関して、松田

の研究（松田［2015］）や山野の研究（山野［2019］）が公表されている。

⑵　解除の効力と免責について
ア．解除の効力について
フランス保険法典における «	la	résiliation	» という語自体が、そもそ

も将来効を有する解除を意味する用語であるから（4）、改めて規定する

必要はないといえる。以下本稿では、区別を明確にするために、「解

約」と呼ぶこととする（5）。

後述するように、フランス法における「故意」の告知義務違反・危

険増加通知義務違反の制裁は、契約の無効である（L.113-8条）。この無

効と解約とでは、遡及効の有無が異なる（6）。ただし、危険増加通知義

務違反の場合の無効は不正行為（fraude）のあった時からしか効力を生

じないので、解約に類似すると指摘されている（7）。

イ．免責について
まず、すでに先行研究でも指摘されているが（8）、フランス保険法で

は、除外（exclusion）と失権（déchéance）を区別する必要がある。どち

らも保険者は保険給付義務を負わないので、日本語では免責という表

現で間違いとまではいえないようにも思われる。ただ、フランス法に

ついて語る上では、区別すべきである。岩井の掲げるL.113-1条は除外

を定めており、同条 1項は保険者の一般的な保険給付義務を定めると

同時に、除外条項の有効要件を定める規定であり、同条 2項は日本法

でいうところの故意免責を定める規定である（9）。

また、フランス法における、故意の告知義務違反・危険増加通知義

務違反の効果は、後述するように、契約の無効であり（L.113-8条）、そ

れゆえに責任を負わないのであって、L.113-1条が出る余地はない。
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３ ．検証の結果

⑴　解除の効力を将来効とする規定はないのか？
解除の効力を将来効とする規定自体は存在しない。しかし、«	la	

résiliation	» という用語自体が、将来効を有する解除を意味するもので

あるから、改めて規定する必要がないものと思われる。また、故意の

告知義務違反・危険増加通知義務違反については、日本法では将来効

を有する解除であるが、フランス法では契約の無効であり、将来効を

有する解除がなされる場面が同じではないことに注意を要するといえ

る。

⑵　免責についてはL.１１３-１条 ２ 項という理解でよいか？
L.113-1条 2 項は日本法でいうところの故意免責を定める規定であっ

て、将来効を有する解除に伴う免責を定めた規定ではないので、解除

の文脈で当該条文を示すことは適切ではない（10）。では、解除に伴う免

責はどうなっているのかというと、遡及効を有する契約無効によって

対処しているといえる。そのため、契約無効に加えて免責を問題とす

る余地はない。

Ⅲ．検証 2：告知義務違反

１ ．検証の対象

⑴　告知義務について
李鳴は、保険法37条の解説において、保険法典L.113-2条 1 項 2 号を

参照し、「告知義務者は保険契約者と被保険者とされ、告知義務の性質

は、告知書による質問応答義務である。告知事項は保険契約引受危険

に関する事実である」（11）と述べる。

⑵　告知義務違反について
李は、保険法55条の解説において、次のように述べる。まず、告知
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義務違反の効果に関して、「国によって異なるが、契約の解除または解

約はドイツの立法例（ドイツ保険契約法19条 2 項・ 3項）、契約の解約はフ

ランスおよびスイスの立法例（フランス保険法典 L.113-9条 2 項、スイス

……）、契約の取消しはイタリアの立法例……である」（12）と述べる。次

に、「告知義務違反効果の発生要件について、多くの立法例では告知義

務違反のみでなく、過失または重過失も必要とされる（……フランス保

険法典 L.113-9条 1 項……）が、過失または重過失が必要とされない立法

例もある（スイス保険契約法 6条 1項前段）」（13）と述べる。続いて、「諸外

国では、過失または重過失の有無、そして保険事故の発生が契約解除

等行使の前後を区分して保険者の支払責任を全額免責とするかどうか

が規定されている（……フランス保険法典 L.113-9条 2 項・ 3項……）。契約

解除等行使の前に発生した保険事故について、過失または重過失によ

る告知義務違反がある場合には、保険者の保険金給付義務を全額免責

とする。ただし、保険事故の発生と告知義務違反との間に因果関係が

存在しない場合には保険者は給付義務を免れないとされる（……フラン

ス保険法典 L.113-9条 2 項……）。契約解除等行使の後に発生した保険事故、

また過失または重過失のない場合については、保険料の割増変更か比

例減額をして保険金が支払われて契約を継続する（フランス保険法典

L.113-9条 3 項……）、といういわゆるプロ・ラタ主義が採用されてい

る。」（14）と述べる。最後に、「契約解除権の除斥期間を設けている立法

例は、ドイツ……があり、保険者の告知義務違反の知等による阻却事

由を設けている立法例は、……フランス保険法典 L.191-4条……があ

る。」（15）と述べる。

⑶　検証すべき点の整理
検証すべき点は次の点である。①フランスにおける告知義務違反の

制裁の要件は「過失または重過失」なのか、②フランスにおける告知

義務違反の効果は「解約」なのか、③保険事故の発生と契約解除権行

使の前後関係で全額免責となるかが変わるのか、④保険者の告知義務
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違反の知等による阻却事由を設けている立法例としてフランス保険法

典L.191-4条を示すのは妥当なのか、である。

２ ．検証

⑴　先行研究
1930年法は、15条 1 項 2 号で告知義務について定め、同法21条・22

条にその違反の効果を定めていた。このような構造自体は、保険法典

となってからも変わらない（L.113-2条 1 項 2 号で告知義務について定め、

L.113-8条・L.113-9条にその違反の効果を定めている。）。

我が国におけるフランスの告知義務違反制度の先行研究としては、

主として、大森による逐条解説（大森［1941］）、鈴木による1930年法制

定前後の研究（鈴木［1969］）、山野による保険法典下での研究（山野

［2007］134-141頁（初出：1998年）、山野［2015］）がある。また、人保険に

おける他保険契約の告知・通知義務に関する笹本幸祐の研究（笹本

［1994］）がある。

⑵　フランスにおける告知義務違反制度の概要
まず、条文の構造から確認をしておこう。L.113-2条 1 項 2 号は、「保

険者が、とりわけ契約締結時に用いる危険に関する告知書において、

その引受危険を保険者に評価させるのに適した事情（16）について、保険

者が尋ねた質問に対して正確に回答すること」（17）を保険契約者（18）に義

務付けている（19）。そして、告知義務違反の要件・効果については、

L.113-8条及び L.113-9条が規定している（20）。以下では、これらを区分

して述べる。

ア．故意の告知義務違反
L.113-8条 1 項は、「一般の無効原因のほかに、かつ L.132-26条の規

定を留保して、保険契約者・被保険者側の故意の不告知もしくは不実

告知の場合に、その不告知または不実告知が危険の目的を変更しまた
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は保険者の危険の評価を低くさせるときは、保険契約は無効となり、

たとえ保険契約者・被保険者により不告知の危険または不実告知がな

された危険が保険事故に影響を及ぼすものではなかったときも同様で

ある。」（21）と定める。

ア　要件

L.113-8条 1 項の要件としては、①不告知または不実告知があるこ	

と（22）、②故意によるものであること、③不告知・不実告知が危険の目

的又は保険者のリスクに関する評価を変更したことである（23）。ここで

は、差し当たり、L.113-9条との関係で重要な故意のみについて言及し

よう。「故意」とは、原文では intentionnelle（故意の）であるが、これ

は la	mauvaise	foi（悪意）と同じであり、保障を受ける目的で保険者を

騙す（tromper）意思を有していたことであると説明される（24）。

イ　効果─無効

この条文の効果は「無効」であって、将来に向かって契約を解消す

るものではない。この契約無効は遡及効を有するので、保険者は、被

保険者に対し、すでに発生した保険事故について支払われた保険金の

返還を求めることができる（25）。保険契約を無効とした場合には、支払

済み保険料の返還が生じるのではないかという問題が生ずるが、フラ

ンス法は L.113-8条 2 項において、「この場合に、既払保険料は、保険

者に帰し、保険者は損害賠償として支払期日の到来したすべての保険

料の支払を請求することができる。」（26）と定めている。L.113-8条の定め

る契約無効は、同条 2項のような処理を行う点で、特殊な無効である。

この規定は、一種の民事罰（peine	privée）と捉えられている（27）。

ウ　因果関係不存在特則の不採用

L.113-8条 1 項が定めるように、故意の告知義務違反の場合、その告

知義務違反対象事実と保険事故の発生に因果関係がなくても、保険契
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約は無効である。この点は、同条と文言を同じくする1930年法21条に

ついて、大森が「日商法第一四四条と異る所である」（28）と指摘してい

るところである。

イ．悪意が証明されない告知義務違反
L.113-9条 1 項は、「悪意が証明されない保険契約者・被保険者側の

不告知または不実告知は、保険契約の無効を来さない。」（29）と定めてい

る。そして、この場合の告知義務違反の効果は、告知義務違反の証明

と保険事故発生の前後関係によって区分される。

ア　保険事故発生前に告知義務違反が証明された場合（L.113-9条 2 項）

この場合、保険者には保険料増額による契約継続か解約するかとい

う選択権がある。契約継続には保険契約者の承諾が必要である。解約

するには、保険契約者宛に通知を行い、危険負担していない部分の既

払保険料を返還する必要がある（30）。

イ　保険事故発生後に告知義務違反が証明された場合（L.113-9条 3 項）

この場合、「危険が完全にかつ正確に告知されていたならば支払われ

るべき保険料率に対する既払の保険料率の割合により、保険金が減額

される」（31）。このような処理は、比例減額原則と呼ばれる（32）。この処

理は、不実告知された事情が危険の実現に影響を及ぼさなかったとし

ても適用されると解されている（33）。その理由は、歪められたのは保険

の技術的な均衡であり、比例減額原則はそれを回復させるものだから

であるとされる（34）。

保険者が告知義務違反を認識した後に、保険事故が発生し、その後

保険者が保険契約の解約あるいは継続を決定した場合（35）に、L.113-9条

の比例減額支払がなされるかが問題となる（36）。L.113-9条 3 項は保険事

故後に告知義務違反が証明されたことを要件としているので、文言上

は、適用対象外となりそうである。しかし、解約も新しい同意ももは
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や不可能であるから、保険事故後に証明された場合と同一視するのが

妥当とする判決があるようである（37）。Kullmann は、保険事故後に証明

された場合には、本条による比例減額支払がなされるが、それは解約

権や保険料増額権の実行を阻害しないという（38）。保険者は、契約の維

持又は解約をする権利を有するが、解約権については、保険事故発生

前に告知義務違反が発覚（découverte）した場合について解約権を認め

る L.113-9条 2 項や保険契約が保険事故後の解約条項を含むときに

R.113-10条において基礎づけられ得ると指摘する（39）。R.113-10条の解

約権については、後述する（Ⅴ 1）。

なお、L.113-8条による無効の主張しかなされていない場合において

悪意が否定されたことのみをもって比例減額支払が導かれるわけでは

なく、保険者が明確に主張していることを要するとされている（40）。

ウ．L.１9１-4条の適用範囲と同条の廃止
まず、李が挙げるL.191-4条について検討することにしよう。L.191-4

条は、「保険者が不告知の危険もしくは不実告知がなされた危険を知っ

ている場合、保険者が自己の保障範囲を変更しない場合、または、保

険者が発生した事故の影響を受けずにいる場合、解約及びL.113-9条の

適用による減額はできない。」（41）と定めていた。先行訳文に対する疑問

についてはあまり本質的ではないので、注で解説したものを参照され

たい。ここで第 1に指摘したいのは、この条文が、バ・ラン県、オー・

ラン県・モーゼル県にしか適用されないものであることである（42）。し

たがって、この規定をフランス法の規定として一般化するのは不適切

である。第 2に、この条文は、憲法院2014年 9 月26日判決によって憲

法（平等原則）違反であるとされ（43）、2014年に廃止されていることを指

摘しておく（44）。

エ．告知義務違反の制裁の阻害事由
では次に問題になるのは、それでは告知義務違反の制裁を阻止する
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ものは何もないのかという点である。

ア　 2年の消滅時効

1930年法においては、故意の告知義務違反に対する無効主張は、保

険者が告知義務違反を知った日から 2年の消滅時効にかかるものとさ

れていた（1930年法25条）（45）。現在も、L.114-1条 1 項・ 2項 1号により

2年の消滅時効にかかる（46）。

イ　保険者の知

保険者又はその代理人（mandataire）が告知義務違反を知っているこ

とは、制裁主張の放棄と解釈され得る（47）。実務的に問題となり得るの

が、保険契約者の代理人である仲介人（un	courtier）と保険者の代理人

である保険総代理人（un	agent	général	d’assurance）による告知義務違反

事実の知についてであるとされる（48）。この点、フランス法における保

険仲介人等に関する検討が十分ではないので、あまり詳細に述べるこ

とはできず、今後の検討課題としたい。ここでは差し当たり、保険者

による告知義務違反事実の知が制裁放棄となりうると解されているこ

と─また、これは条文によるものではないこと─を確認するにとどめ

ておく。

ウ　保険者による黙示の制裁放棄（49）

明確な行動によって、保険者が契約を履行する意図を表明するときに、

黙示の放棄があるとされる（50）。条文上明確なものとしては（51）、保険者

による訴訟提起が挙げられる（L.113-17条）（52）。このほかに、保険者の

どのような行動が黙示的放棄に該当するのかは、ヨリ詳細な検討が必

要であると思われるが、解約と無効主張との関係で 2つ紹介しておく。

故意の告知義務違反がある場合に保険事故後に保険者が保険契約を解約

することは、L.113-8条の無効主張の放棄とはならないとする判決があ

る（53）。また、後述する危険増加通知義務違反の場面ではあるが、留保
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なくなされたL.113-4条による保険者の解約は、それだけでは、L.113-8

条に基礎を置く無効主張の放棄に当たらないとする判決がある（54）。

エ　不可争条項（明示的放棄）─L.113-9条の主張放棄

Lambert-Faivre	et	Leveneur によれば、フランスの保険者は、契約

締結後あるいは一定期間経過後は危険の告知義務違反の主張を放棄す

る旨の条項をしばしば設けているとされる（55）。この条項は、善意の告

知義務違反の場合のL.113-9条による削減払の困難性を回避するもので

あるが、故意の告知義務違反の場合にこれを適用することは公序に反

するので、不可争条項は故意の告知義務違反を理由とする契約無効の

障害とはならないと解されている（56）。

３ ．検証結果

⑴�　フランスにおける告知義務違反の制裁の要件は「過失または重
過失」なのか？

フランス法は、故意の告知義務違反と故意以外の告知義務違反につ

いての定めを置いている（L.113-8条・L.113-9条）。そのため、告知義務

違反の制裁要件として、「過失または重過失」を挙げるのは不適切であ

り、また、「故意または重過失」であっても不適切である。

⑵　フランスにおける告知義務違反の効果は「解約」なのか？
フランス法では、故意の告知義務違反と故意でない告知義務違反と

いう区分がなされ、前者の効果は契約の「無効」である（L.113-8条 1

項）（57）。後者の場合は、告知義務違反が保険事故発生前に証明されたと

きには、保険者に解約権が認められる（L.113-9条 2 項）。

⑶�　保険事故の発生と契約解除権行使の前後関係で全額免責となる
かが変わるのか？

複雑であるので、いったん整理すると、フランス法で全額免責とな
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るのは、故意の告知義務違反がある場合だけであり、因果関係不存在

特則は採用されていない（L.113-8条 1 項）。そして、保険事故の発生と

の前後関係が問題となるのは、告知義務違反の証明である。保険事故

発生前に告知義務違反が判明した場合には、新保険料提示権と解約権

が付与され（L.113-9条 2 項）、保険事故発生後に告知義務違反が判明し

た場合には、比例減額支払がなされる（同条 3項）。

改めて、李の解説を見てみよう。「①契約解除行使の前に発生した保

険事故について、過失または重過失による告知義務違反がある場合に

は、保険者の保険金給付義務を全額免責とする。ただし、保険事故の

発生と告知義務違反との間に因果関係が存在しない場合には保険者は

給付義務を免れないとされる（……フランス保険法典 L.113-9条 2 項……）。

②契約解除等行使の後に発生した保険事故、また過失または重過失の

ない場合については、保険料の割増変更か比例減額をして保険金が支

払われて契約を継続する（フランス保険法典 L.113-9条 3 項……）、という

いわゆるプロ・ラタ主義が採用されている」（①②は筆者が付した。）（58）。

過失が故意の誤りであったと仮定すると、①で述べられているのは、

「故意の告知義務違反があり、解除前に保険事故が発生していた場合」

であって、それはL.113-8条 1 項によって契約無効であるから、保険者

は全額免責である。ただ、因果関係不存在特則は採用されていないの

で、①の後半は誤りであろう（L.113-9条 2 項に因果関係の文言はないが、

どこから導出したのであろうか。）。

②で述べられている状況というのは、「故意による告知義務違反がな

い場合に、解約した後に発生した保険事故」についてであろうか。そ

うであれば、解約している以上そもそも保険者は責任を負わないこと

になる。そうではなく、「故意による告知違反がない場合に、当該事実

が判明した後に発生した保険事故」についてであるとすれば、比例減

額支払がなされることと解されている。

諸外国の法制度を総括して、解説することに無理があり、フランス

法では採用されていない区分でフランス法を整理したことにより、解
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説が難解になっているのであろう。

⑷�　保険者の告知義務違反の知等による阻却事由を設けている立法
例としてフランス保険法典L.１9１-4条を示すのは妥当なのか？

L.191-4条は、適用される地理的範囲が限定的な規定であり、また、

2014年に削除されているので妥当ではない。保険者による制裁の放棄

の問題として処理している。

Ⅳ．検証 3：危険増加

１ ．検証の対象

岩井は、保険法29条の解説において、「フランス保険法典では、危険

の増加に関してL.113-4条を設けるのみである。危険増加があっても契

約を失効させず、保険者の解約権行使に委ねている点は日本の保険法、

ドイツ保険契約法と共通している。」（59）と述べ、保険法56条の解説におい

て、「フランス保険法典L.113-4条は生命保険契約には適用されない」（60）

と述べ、そして、保険法85条の解説において、「フランス保険法典

L.113-4条は非海上損害保険および人保険に共通の規定であるが、疾病

保険（被保険者の健康状態に変化がみられる場合）には適用されない」（61）と

述べる。

ここでは、危険の増加に関する規定がL.113-4条のみであるか否かを

検証することにする（62）。

２ ．検証

⑴　先行研究
1930年法は、15条 1 項 3 号で危険増加通知義務を定め、同法17条で

詳細を定めていた（63）。このような構造は、保険法典にも受け継がれ、

L.113-2条 1 項 3 号が危険増加通知義務を定め、告知がなされた場合の

処理についてはL.113-4条によることになる。なお、危険増加通知義務
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違反の制裁は、告知義務違反と同じく、L.113-8条・L.113-9条による

ことになる。

危険増加に関しては、竹濵修による道徳危険と危険増加に関する論

文（竹濵［1987］）がある。竹濵は、旧商法656条の危険増加に道徳危険

の増加が含まれるかを検討する際に、フランス法を参照し、「フランス

の有力説および判例によれば、危険加重による契約無効を定めた規定

は道徳危険の加重に対しても適用される。しかも、この契約の無効は

保険契約者が不正行為をしたときから生じ、遡及効を持たないと解釈

されている。」（64）とする。その後、大塚英明が、危険状態の免責と危険

増加の関係について、フランス法の研究（大塚［1990］）を行っている（65）。

これらの研究成果を検討する上で若干注意を要する点がある。それは、

1989年12月31日付法の改正である（1990年 5 月 1 日施行）（66）。これによっ

て、L.113-4条の内容が若干変化している（67）。現行法は、1989年改正に

よるものであり、笹本の翻訳は現行法である。

⑵　フランスにおける危険増加通知義務制度の概要
ア．危険増加通知義務
L.113-2条 1 項 3 号は、「契約期間中に、結果として危険を増加させ、

または新たな危険を生ぜしめる事情、および、とりわけ本条第 2号の

告知書において、保険者に対してなされた回答を不正確または効力の

ないものにする新たな事情について通知すること」（68）を保険契約者・

被保険者に義務付けている。

イ．危険増加通知義務が正しく履行された場合の処理
L.113-4条 1 項は、契約期間中の危険増加が通知された場合の保険者

の選択権について述べている。同条 1項は、保険者に保険契約の解約

権と新保険料額提示権を認めているが、保険者の選択肢としては、 3

つあるとされる。すなわち、①当初の条件での契約維持、②新条件で

の契約継続、③契約の解約である（69）。①当初の条件で契約が維持され
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るのは、危険増加がわずかである場合や商業上の理由による場合であ

るとされる（70）。②③については、L.113-4条 1 項・ 2項に定めがある。

まず、②ヨリ高額な保険料と引換えにのみ保険契約を締結したであろ

う場合には、─付保可能であることが前提となるが─、保険者は新保

険料を提示することができる（同条 1項）。保険契約者側には、これを

承諾するかしないかの選択権があるが、「提示から30日以内に、保険者

の提示に保険契約者が応じないとき、または新たな提示額を明確に拒

絶したときには、保険者は、提示書面中に明確な文字をもって記載す

るということにより、その解約権を保険契約者に通知した場合に限り、

契約を解約することができる」（71）（同条 2項）。③保険者が契約しなかっ

たであろう危険増加の場合には、保険者は解約することができる（同条

1項）。この解約は、「その告知より10日後にしか効力を生じず、その場

合においては保険者は、危険を負担しなかった期間に対する保険料部

分または掛金部分を保険契約者に返還しなければならない」（72）（同条 2

項）。この保険料返還は、保険料可分の原則（le	principe	de	 la	divisibilité	

des	prime）によるものであるとされる（73）。保険者は、危険増加通知を

受けた後に、「特に保険料の継続した受領、または保険事故発生後に保

険金を支払うことにより保険契約継続につき同意の意思を示したとき

は、保険者は、もはや危険の増加を主張することはできない」（74）（同条

3項）。このルールは、告知義務違反の場合と同じ制裁放棄に関するも

のであり、危険増加については明文化されている。

ウ．危険増加通知義務違反の場合の処理
危険増加通知義務違反がなされた場合の処理は、告知義務違反の場

合と基本的には同じである。すなわち、故意の危険増加通知義務違反

の場合には、L.113-8条が適用され、そうでない危険増加通知義務違反

の場合には、L.113-9条が適用される（75）。ただし、故意の危険増加通知

義務違反の場合の契約無効については、無効の範囲に、注意を要する。

故意の危険増加通知義務違反の場合の制裁は、契約の当初からの無効
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ではなく、不正行為（fraude）の時からの契約無効であると考えられて

いる（76）。このことから、解約との類似性が指摘されており、また、保

険契約者の不正行為の前に生じた保険事故は保障されたままであると

される（77）。

エ．通知遅滞による失権
L.113-4条は、「契約条項に定めがある場合といえども、本条第 3号

……に規定する期間に遅滞した通知に対する失権は、保険者がその通

知の遅滞によって損害を被ったことを証明するときのみ、被保険者に

対抗することができる。」（78）と定める。保険事故後の被保険者のフォー

トに対する制裁が厳密な意味での失権であるのに対し、本条の定める

失権はそうではなく（79）、契約無効という厳しさが悪意という困難な立

証を前提としていることと善意の場合における比例減額原則による適

切な調整という伝統的な制度と比べると、危険の通知が遅れた場合の

失権は柔軟でも公平でもなく、死文化することが望ましいといった指

摘（80）がなされている。

３ ．検証結果

危険の増加に関する規定が L.113-4条のみであるという説明は、「危

険増加が正しく通知された場合の処理については、L.113-4条を設ける

のみ」という範囲では妥当である。しかし、保険契約者に義務を課す

L.113-2条 1 項 3 号と危険増加通知義務違反の場合の L.113-8条・

L.113-9条も存在することに注意を要する。

Ⅴ．補足─保険事故後の解約権・解約理由提示義務

１ ．保険事故後の解約権

フランス保険法典には、保険事故発生後の解約権についての定めが

存在している。R.113-10条は、保険証券に記載されていることを要件に、
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保険事故発生後の解約権を保険者に対して認め（ 1項）、同時に、保険

契約者に対して、同一保険者との他の保険契約を解約する権利を認め

ている（ 2項）（81）。この保険事故後の解約権（la	résiliation	après	sinistre）

は、証明に成功しなかった保険詐欺（意図的な保険事故招致・損害の不正

な誇張）を保険者が疑うときに利用されるものであるとされる（82）。ま

た、当初の判断よりも実際には大きいリスクであり、契約の評価につ

いて保険者の錯誤がある場合にも利用されるようである（83）。もっとも、

保険者が保険事故発生後に解約をしても、解除効果発生前に生じた保

険事故については補償の対象となる（84）。フランス法では、除外や失権

が適用されない場合であっても、保険事故発生後の契約関係からは離

脱するという道が認められているといえよう。

２ ．解約理由提示義務

2014年 3 月17日付法第2014-344号（La	loi	Hamon）（85）によって、保険

法典に L.113-12-1条が追加された。同条は、「本編〔第 1編：契約〕に

おいて定められた場合又は L.113-12条第 1項〔契約で定めた解約権〕

の適用による場合において、保険者が事業活動外の自然人をカバーす

る保険契約を一方的に解約するときは、保険者は、その理由を提示し

なければならない。」（86）と定めている。保険契約が消費者契約であるこ

とを前提に（87）、保険者に理由提示義務を課している。消費者保護のた

めに導入されたルールのようであるが、新しい保険者を探すときに、

告げられた解約理由が被保険者の邪魔をするかもしれないということ

で、消費者保護になっていないのではないか（88）とも疑問視されている

ようである。

本条の適用対象となる解約は、前掲した条文訳にもあるように、「本

編（présent	 livre）」すなわち、«	RIVRE	PREMIER	LE	CONTRAT	»

（第 1編：契約）を指すことは明らかなのであるが、前述した保険事故後

の解約（R.113-10条）にも適用されるかという問題─フランス保険法典

の構造に由来する問題であるので、この議論は日本法には何ら示唆を
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もたらさないと思うが─、が提起されている（89）。保険法典は、法律の

部（L）・命令の部（R）・アレテの部（A）という 3つの部で成り立っ

ており（90）、同じ「第 1編：契約」といっても部が異なるために問題と

なる。この問題を提起した Fabrice	Leduc は、 2つの解釈論を提示し

ている。一つは、L.113-12-1条が法律の部（L）の「第 1編：契約」の

みを対象とするものであり、保険者は理由提示義務を負わないという、

保険者に有利な解釈である。もう一つは、法律の部（L）・命令の部

（R）が統合された一つの「第 1編：契約」があり、R.113-10条は

L.113-12-1条のいう「本編」に属するから、保険者は理由提示義務を

負うという解釈である（91）。Leduc は、以上の技術的な論拠は決定的で

はなく、裁判官は法政策的な選択から逃れられないだろうと述べ（92）、

保険事故後の解約権が新しい訴訟の火種となり得るだろうと述べる（93）。

この点、L.113-12-1条が R.113-10条に適用されることを前提に、保険

事故の発生が解約にとって十分な理由となると考えるべきか、あるい

は、追加的な理由が必要かと問う者もいる（94）。この者は解答を示して

いないので、今後注目すべき点となろうか。

Ⅵ．おわりに─日本法への示唆を得るための課題

これまで、解除の効果、告知義務違反、危険増加についてのフラン

ス法の先行解説の検証を行ってきた。以下では、そのまとめも兼ねて、

告知義務違反と危険増加についての日仏の対比を行い⑴、日本法への

示唆があり得るのかを検討する⑵。本稿での検討が、日仏比較法の一

助となれば幸甚である。

１ ．日本法とフランス法

告知義務違反解除と危険増加解除について概観し（法令名は省略す

る。）、若干の日仏比較コメントを付す。なお、簡略化のため、ここで

は損害保険契約を差し当たり前提として述べる。
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⑴　告知義務違反解除
ア．日本法
保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約を締結するに際

し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性

（危険）に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの

について、事実の告知をしなければならない（ 4条：告知義務〔質問応答

義務〕）。保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故

意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと

きは、損害保険契約を解除することができる（28条 1 項：解除権）。ただ

し、一定の場合には、保険者は、損害保険契約を解除することができ

ない（同条 2項柱書）。すなわち、①保険者の知・過失による不知（ 1

号）、②保険媒介者による告知妨害（ 2号）、③保険媒介者による不告

知・不実告知教唆（ 3号）である（もっとも、②③については、保険媒介者

の行為がなかったとしても告知義務違反がなされたと認められる場合には適用

されない〔同条 3項〕）。また、告知義務違反による解除権は、保険者が

解除の原因があることを知った時から 1箇月間行使しないときは、消

滅し、また、損害保険契約の締結の時から 5年を経過したときも、消

滅する（同条 4項：期間制限）。

損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を有する（31条

1 項：将来効）。保険者は、告知義務違反解除をした場合には、解除が

された時までに発生した保険事故による損害をてん補する責任を負わ

ない（同条 2項 1号本文：免責効）。ただし、告知義務違反の対象事実に

基づかずに発生した保険事故による損害については、保険者はてん補

責任を負う（同号但書：因果関係不存在特則）。

イ．フランス法
フランス法においても、告知義務は質問応答義務である（L.113-2条 1

項 2 号）。告知義務違反の制裁は、まず、主観的要件の点で、日本法と

異なる。フランス法は、故意とそれ以外に分類し、故意による告知義
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務違反の場合には契約を無効とする（L.113-8条）。そして、故意でない

告知義務違反の場合には、契約が無効とならないことを前提に

（L.113-9条 1 項）、保険事故発生と告知義務違反の発覚の前後関係により

規律を分ける。すなわち、保険事故発生前に告知義務違反が発覚した

場合、保険者には、新保険料を提示して契約を継続するか、保険契約

を解約するかという選択権が与えられる（同条 2項）。他方、保険事故

発生後に告知義務違反が発覚した場合、比例減額支払がなされる（同条

3項）。

ウ．コメント
故意による告知義務違反の場合には、全額免責（というより契約無効

であるので、そもそも無責）、しかも因果関係不存在特則の不採用という

厳しい制裁が課される一方、故意でない告知義務違反については、契

約の事後的調整（保険料増額・解約／減額支払）といった手段が採用され

ている。期間制限については、明文の規定が存在するものの（L.114-1

条）、日本の保険法28条 2 項に定められた解除権阻害事由のような規定

はなく、保険者による制裁放棄の問題として整理・検討されているよ

うである。フランスで議論されているものの多くは、保険法28条 2 項

各号（保険者の知・告知妨害・不告知教唆）に収斂していくのかもしれな

い。仮にそうであれば、日本法の定めは明確さの点で成功していると

いえよう。フランス法特有の問題として、本稿が扱っていないのは、

例えば、悪意の立証と告知義務違反の立証の問題である。これらの立

証の難易次第では、L.113-8条の制裁の厳しさの評価は変わり得るだろ

う。

⑵　危険増加解除
ア．日本法
損害保険契約の締結後に危険増加（告知事項についての危険が高くなり、

損害保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出され
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る保険料に不足する状態になることをいう。）が生じた場合において、保険

料を当該危険増加に対応した額に変更するとしたならば当該損害保険

契約を継続することができるときであっても、保険者は、次のいずれ

の要件にも該当する場合には、当該損害保険契約を解除することがで

きる（29条 1 項柱書）。その要件は、①当該危険増加に係る告知事項につ

いて、その内容に変更が生じときは保険契約者又は被保険者が保険者

に遅滞なくその旨の通知をすべき旨が当該損害保険契約で定められて

いること（ 1号：通知義務の定め）、と②保険契約者又は被保険者が故意

又は重大な過失により遅滞なく①の通知をしなかったこと（ 2号：通知

義務違反）である。保険者が解除の原因があることを知った時から 1箇

月間行使しないときは、消滅し、また、危険増加が生じた時から 5年

を経過したときも、消滅する（同条 2項・28条 4 項：期間制限）。

損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を有する（31条

1 項：将来効）。保険者は、危険増加解除をした場合には、解除に係る

危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故によ

る損害をてん補する責任を負わない（同条 2項 2号本文：免責効）。ただ

し、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険事故に

よる損害については、保険者はてん補責任を負う（同号但書：因果関係

不存在特則）。

イ．フランス法
保険契約者・被保険者は、契約期間中に、危険を増加させる事情・

新たな危険を生じさせる事情の通知義務を負う（L.113-2条 1 項 3 号）。

引受範囲外またはヨリ高額な保険料でなければ引き受けなかったであ

ろう危険増加があった場合、保険者には解約権と新保険料提示権が与

えられる（L.113-4条 1 項）。この新保険料の提示に保険契約者が応じな

い場合には、保険者は契約を解約することができる（同条 2項）。保険

者が危険増加の通知を受けた後に、保険契約継続についての同意の意

思を示したときは、保険者は、危険増加を主張できなくなる（同条 3
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項）。通知義務違反があった場合の処理は、告知義務違反と同じく、

L.113-8条と L.113-9条によることになる。すなわち、故意の通知義務

違反の場合には、契約は無効となり（L.113-8条 1 項）、故意以外の通知

義務違反の場合には、契約は無効とならない（L.113-9条 1 項）。保険事

故発生前に通知義務違反が発覚した場合、保険者には、新保険料を提

示して契約を継続するか、保険契約を解約するかという選択権が与え

られる（同条 2項）。他方、保険事故発生後に通知義務違反が発覚した

場合、比例減額支払がなされる（同条 3項）。

ウ．コメント
日本の保険法29条は、引受可能範囲外となる危険増加については規

定していない（95）。また、危険増加が通知された後の保険者側の手続に

ついても規定はない。約款の規定で対処しているから問題はないとい

うのも一つの考え方ではあるが、立法をする場合には、フランス法は

一つの参考となるかもしれない。もっとも、本稿は危険増加について、

─告知義務もであるが─、十分に詰めて検討しているわけではない。

不十分な点は多々あり、今後の検討課題としたい。例えば、竹濵

［1987］や笹本［1994］で検討されてきた主観的事情の告知・通知につ

いての検討である。後述する、日本でいう重大事由解除がフランスで

は危険増加解除等で代替されているという仮説を検証するためには、

この点を詳細に検討する必要があろう。また、故意の危険増加通知義

務違反の無効の効果の起算点について、十分に理解できているとはい

えない。先行研究でも不正行為の時とされているのであるが、具体的

には、いつを指すのであろうか（故意の不通知の場合等）。日本の保険法

では、危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事

故による損害が免責対象となるが、フランスとは異なるように思われ、

今後明らかにしていきたいと考えている。
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２ ．今後の課題─日本法への示唆は見いだせるのか？

⑴　プロ・ラタ的処理について
フランス法では、保険事故発生後に故意以外の告知義務違反・危険

増加通知義務違反が明らかとなった場合、L.113-9条による比例減額支

払がなされる。日本では、保険法制定時に採用されなかったが、契約

の均衡─保険料と危険負担（保険金支払）の関係─の事後的調整という

観点からすると、今後も研究対象とされるべき制度であろう。ただ、

このような処理は加入者側の期待を裏切るものと思われる側面もある。

この点について参考となり得るのが、制裁の放棄に関する議論─とく

に、保険者の行動による黙示的制裁放棄─ではなかろうか。L.113-9条

の処理とあわせて、その適用除外についての研究も必要となろう。

⑵　保険事故後の解約権について
R.113-10条が定めるような、保険事故の発生のみを解約事由とする

保険事故発生後の解約権を日本法に導入すべきか。しかし、告知義務

違反解除・危険増加通知義務違反解除・重大事由解除というように、

保険法特有の解除権については、解除事由を限定している日本法とは

相いれない（96）。仮に日本法にそのまま直輸入すると、重大事由がなく

ても解除できるが、保険者による解約権の濫用の防止という問題が生

じてしまう。そうすると、重大事由解除の要件が厳しく、不正目的を

有する可能性のある加入者との契約をなかなか解消できないという問

題が社会問題化しない限り、このような解約権を導入するべきではな

いだろう。

⑶　解約理由の説明義務？
保険者による一方的な保険契約解除の意思表示に、説明義務を課す

べきなのかどうか。実務上、解除の理由を説明しているものと思われ

るが、これを義務付ける意味があるであろうか。フランス法がこのよ

うな L.113-12-1条を導入した背景について、ヨリ詳細な検討が必要で
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あるように思われるが、フランス法が比較的容易に保険者に解約権を

認めていることの副産物のように思われる。我が国のように、解除事

由を限定している国では、あえてこのような義務を課す必要はないと

思われる。実務上、解除事由を解除時に説明しているのであればなお

さら、新たな義務を導入する必要はないと思われる（97）。

⑷　日本法における重大事由解除に相当するもの？
日本の保険法は、 3つの重大事由を定め、保険者に将来効を有する

解除権を与え、当該事由が生じた時から解除がされた時までに発生し

た保険事故による損害については、保険者はてん補責任を負わないこ

ととしている（30条・31条）。フランス法には重大事由解除に相当する

明文の規定はないが、そうすると、日本法で重大事由とされるものが

あった場合に、どのようにして保険者を契約関係から解放するか、ま

た、どのようにして保険給付義務を免れさせるのかが問題となる。

以下、差し当たり、仮説を述べることにして、今後の検討課題とし

たい。

ア．仮説 １：危険増加の問題として処理している
告知・通知義務の対象に主観的事情が含まれると解されているため、

この主観的事情如何によっては、道徳危険に関する問題について、

L.113-8条による制裁をもって対処することが可能であり、これによっ

て対処しているのかもしれない。契約無効による契約関係から解放と

保険給付義務からの解放の両方が達せられるからである。仮にそうで

あれば、重大事由解除といったものを改めて規定する必要性がないこ

とになる。

イ．仮説 ２：除外・失権と解約権を組み合わせて対処している
保険事故発生後に、不正請求が疑われる場合、免責（除外・失権）の

主張と共に、保険事故発生後解約権（R.113-10条）を行使することが考
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えられる。この場合、免責と解約は無関係であるので、免責が否定さ

れても解約は否定されない。この解約権の要件が保険事故の発生のみ

であるとすると、容易に契約関係から解放されることになる（解約理由

提示義務が課されるとすると、ややハードルは上がるのかもしれないが。）。こ

の仮説では、容易な解約と厳格な免責が分離されることになる。

ウ．仮説 ３：年次解約権（98）によって対処している
本稿では直接の検討対象としていなかったが、保険契約は、 1年の

期間満了後に解約することができる（L.113-12条）（99）。このような解約

権があれば、日本でいう重大事由解除に相当するものがなくても、こ

れで契約関係から解放されるのではないかとも考えられる（100）。なお、

この解約権も、解約理由提示義務の対象である（L.113-12-1条）。

エ．統合された仮説
以上の仮説は、併存しうる。保険金支払義務を免れたい保険者は、

危険の除外（L.113-1条〔例：故意の事故招致〕）、失権条項、L.113-8条の

契約無効の適用を主張する。これらのうち、契約からの解放を効果と

するのは L.113-8条のみであるので、契約からの解放を望む保険者は、

保険事故後の解約権、年次解約権の主張も行うことになる。そうする

と、L.113-8条を除いては、免責と解約は分離され、免責が認められな

い場合でも、契約からは解放され得るということになる（101）。これらの

解約権と免責効の制度がすでに存在していることから、フランスでは、

日本法の重大事由解除のようなものを改めて規定する必要がないので

はないだろうか。
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d’assurance	pour	 fausse	déclaration	 intentionnelle	du	risque	 :	 tout	est	
affaire	de	circonstances...	»,RGDA	2019	nov.,116x2,p.22

（ 1 ）	 宮島［2019］406頁〔岩井勝弘〕。ドイツ法は本稿の直接の対象ではな
いが、仏独の比較という観点からは、確認しておいた方がよいかもしれな
い。VVG19条 2 項・ 3 項は、告知義務違反が「故意又は重大な過失」によ
るか否かで規律を分けており、「故意又は重大な過失」による告知義務違
反の効果は、解除であるが、そうでない告知義務違反の場合、解除権は排
除され、保険者には解約権が与えられるとしている（新井＝金岡［2008］
13頁〔金岡京子〕参照）。VVG19条 2 項の解除権は、Das	Rücktrittesrecht
であって、同条 3 項の解約権は Das	Kündidundsrecht である。仮に用語に
よって、将来効・遡及効の区別がなさているのであれば、日本法のように
解除の効力を将来効と定める必要性はない（この点は、フランスでもそう
である。）。仮に VVG19条 2 項が遡及効を有する解除であるならば、フラ
ンスの L.113-8条のいう契約無効と同じような規律であり、解除に伴う免
責を改めて規定する必要はない。

（ 2 ）	 宮島［2019］407頁〔岩井〕。なお、保険法59条及び88条については、
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31条の解説を参照することとされているため、記述がない（宮島［2019］
796頁・970頁〔岩井〕）。

（ 3）	 1930年法は、被保険者の故意による損害については、「反対の約定あ
るときと雖も（nonobstant	toute	convention	contraire）」という文言（訳文
については、大森［1941］40頁参照）があったが、現在の L.113-1条には
存在しない。この文言が不要なものとされ、1981年に削除されたことにつ
いては、山野［2007］68頁参照。

（ 4）	 CORNU［2020］p.907によれば、résiliation とは、«	Résolution	non	
rétroactive	»（遡及的でない解除）である。

（ 5）	 笹本［2006］Ⅱ -13頁の L.113-3条における保険料不払についての解
説で、「resilier は、遡及効ではなく将来効をともなう解除であるため、本
法典の翻訳に関しては、すべて『解約』の語を用いた」と指摘されている。
本稿もこれに従う。

（ 6）	 BIGOT［2014］n°1130,p.531は、契約の解約（résiliation）が将来に
向かっての契約終了をもたらすものであり、取消し（annulation）とは異
なることを述べているが、そこでいう取消しについては、L.113-8条が引
用されている。

（ 7）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°328,p.132.
（ 8 ）	 加瀬［1983］207頁以下。
（ 9）	 なお、宮島［2019］407頁〔岩井〕が訳文を引用する笹本［2006］Ⅱ
-11頁は、«	faute	intentionnelle	ou	dolosive	» を「故意的もしくは詐欺的行
為失態」と訳出しているが、«	dolosive	» を「詐欺的」と訳出することは、
現在では支持されていないように思われる（松田［2013b］132頁以下、山
野［2020］ 4 頁以下）。

（10）	 岩井は、免責については L.113-1条 2 項があるということのみを示し
たかっただけかもしれない（解除に伴う免責の規定であるとまでは言って
いない）。本稿で確認しておきたいのは、故意の事故招致が問題となるよ
うな場合は別として、L.113-1条 2 項が解除の場面で適用されることはなく、
別の次元の規定であるということである。

（11）	 宮島［2019］466頁〔李鳴〕。なお、保険法 4条及び66条については、
37条の解説を参照することとされているため記述はない（宮島［2019］48
頁、863頁〔李〕）。

（12）	 宮島［2019］744頁〔李〕。なお、保険法28条及び84条については、55
条の解説を参照することとされているため記述はない（宮島［2019］353
頁〔肥塚肇雄〕、951頁〔李〕）。

（13）	 宮島［2019］745頁〔李〕。李は「過失または重過失」と述べるが、「故
意または重過失」であるように思われる（以下同じ。）。なお、スイス法は
主観的要件を不問としているような整理であるが、告知義務者が「知りも
しくは知ることができた、……危険事実を不実に告知し、または黙秘した
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場合」（潘［2006］Ⅳ - 2 頁）の「不実に告知」と「黙秘」というのは故
意・重過失を前提とした表現のようにも思える（他方で、主観的要素を不
問とするという考え方もあり得なくはない。）。しかし、この点については、
本稿では検討することはできない。

（14）	 宮島［2019］745頁〔李〕。
（15）	 宮島［2019］745頁〔李〕。
（16）	 告 知 の対象となる事情には、客観的事情（les	circonstances	
objectives） と 主 観 的 事 情（les	circonstances	subjectives） と が あ る
（LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°363,p.283）。このことは、
とくに道徳危険の問題と関連して、すでに先行研究で紹介されていること
である（竹濵［1987］・笹本［1994］）。

（17）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -11頁に依った。
（18）	 義務者である«	assuré	»の意味は、悩ましい。笹本［2006］Ⅱ-11頁は、
「保険契約者・被保険者」としており、李はこれを前提に告知義務者をそ
のように解したようである。笹本［1994］115頁は、Lambert-Faivre（1992
年に出版された 8版）の記述を参照し、本来は被保険者が主として告知義
務を負うと考えるべきと述べる。LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR
［2017］n°1030,p.783でも、他人の生命の保険の場合は、«	souscripteur	»
ではなく、«	assuré	» 自身が義務者であるとしている。
山野［2007］134頁では、保険契約者としている。この点、CHAGNY	et	

PERDRIX［2018］p.142は、L.113-2条 1 項 2 号・ 3号 の 義 務 者 を	
«	souscripteur	»（保険契約者）と捉えているようである。しかし、他方で、
3号については、«	assuré	» が新事情を知ったときから15日以内に通知す
る義務があることを述べている（CHAGNY	et	PERDRIX［2018］n°
248,p.144）。保険契約者が被保険者でない場合、被保険者が知った事情を
保険契約者が通知する義務を負うという理解となろうか（つまり、いずれ
にせよ義務者は保険契約者の資格を有する者ということになろう。）。山野
［2015］14頁は、「あえて『保険契約者』という訳語に統一する」としてい
るが、筆者も差し当たりこれに依拠し、保険契約者としている。

（19）	 L.112-3条 4 項は、「契約の締結前に、保険者が保険契約者・被保険者
に書面、とりわけ告知書により、またはその他の方法により質問する場合、
保険者は一般的な文言で表現された質問が不正確な回答しか得られなかっ
たという事実を援用してはならない。」（笹本［2006］Ⅱ - 9 頁）と定める
（援用してはならないというより、援用することができないの方が原語に
忠実であろう。）。

（20）	 これらの規定は、当事者の合意により変更することができない
（L.111-2条）。この点を解説するものとして、例えば、KULLMANN［2014］
n°1348,p.649がある。

（21）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -14頁に依った。
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（22）	 本稿の主たる目的とは直接関係がないが、告知書の記載と告知義務違
反 に 関 連 す る 破 毀 院 混 合 部2014年 2 月 7 日 判 決（Cass.ch.mixte,7	
févr.2014,n°12-85107）が注目される（この判決に触れるものとして、
LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°380,p.293,ABRAVANEL-
JOLLY［2020］n°312,p.121,BEIGNIER	et	BEN	HADJ	YAHIA［2021］n°
183,p.188がある。）。この判決については、すでに山野［2015］15頁以下で
紹介・検討がなされている。

（23）	 これらの 3要件は、保険者が立証する必要がある（ABRAVANEL-
JOLLY［2020］n°317,p.124）。故意（悪意）の立証の文脈で、善意は推定
され（民法典2274条）、単なる不実告知が保険者を騙す意図の自動的な証拠
となるわけではないと説明される（LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR
［2017］n°328,p.292,	CHAGNY	et	PERDRIX［2018］n°254,p.147）。「善意
は常に推定され、悪意を主張する者がそれを立証する」と定める民法典
2274条は、不動産の取得時効に関する部分に定められているものである。
場面が異なり、同条が一般原則なのかは不明である。

（24）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°317,p.124.	CHAGNY	et	PERDRIX
［2018］n°254,p.147は、「保険者に対して情報を隠す（dissimuler）意図」
と表現する。

（25）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°381,p.295.
（26）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -14頁に依った。なお、この規定は、生命保
険契約には適用されない（同 3項）。

（27）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°382,p.295.	 他方で、
保険法由来の特殊制度ということではなく、民法由来の制度であるという
理解も示されている。すなわち、BEIGNIER	et	BEN	HADJ	YAHIA［2021］
n°214,p.216は、«	nemo	auditur	propriam	turpotudinem	allegans	» が作用し
ているとしている。この法諺は、不当利得返還請求の遮断（不法原因給
付）に関連するフランス古法由来の原則のようである（瀧［2015］110頁
参照）。ところで、告知義務違反主張と民法上の詐欺主張の関係について、
問題が生ずる。L.113-8条は、一般の無効原因を排除していないように読
める。L.113-8条ではなく、民法上の詐欺規定による無効主張が認められ
た場合、同条 2項は適用されず、すべて返還の対象となりそうである。こ
の点、Kullmann は、nemo	auditur... という法諺が適用されない限りは、保
険契約の遡及的消滅はすべての給付の返還をもたらすだろうとしている
（KULLMANN［2014］n°1365,p.659）。未だ検討をなしえていないが、詐
欺無効を定めていた民法典旧1116条の適用を否定した判決（Cass.2e	civ.,3	
juin	2010,n°09-14876）があるようである（BEIGNIER	et	BEN	HADJ	
YAHIA［2021］n°213,p.214を参照。）。

（28）	 大森［1941］68頁。なお、保険法制定前商法645条 2 項は、「保険者ハ
危険発生ノ後解除ヲ為シタル場合ニ於テモ損害ヲ塡補スル責ニ任セス若シ
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既ニ保険金額ノ支払ヲ為シタルトキハ其ノ返還ヲ請求スルコトヲ得但保険
契約者ニ於テ危険ノ発生カ其告ケ又ハ告ケサリシ事実ニ基ツカサルコトヲ
証明シタルトキハ此ノ限ニ在ラス」（下線筆者）と定めていた。

（29）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -14頁に依った。
（30）	 L.113-9条 2 項については、笹本［2006］Ⅱ -15頁参照。
（31）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -15頁に依った。なお、潘［2017］54頁は「本
来支払うべき保険料に対する割合に応じて保険給付額を削除するという比
例減額原則（フランス保険法典 L113-8条・L113-9条）」とするが、厳密に
はL113-9条 3 項の処理である。

（32）	 山下［2007］400頁、潘［2017］54頁。本条の処理を数式化している
ものとして、山下［2007］399頁、LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR
［2017］n°385,p.297等がある。
（33）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°333,p.134,	CHAGNY	et	PERDRIX
［2018］n°258,p.148.
（34）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°333,p.134.
（35）	 この場合、解約前に保険事故が発生しているので、当該保険事故は補
償されることが前提となる。

（36）	 KULLMANN［2014］n°1356,p.653.
（37）	 KULLMANN［2014］n°1356,p.653が 引 用 す る Cass.civ.1re	 ,9	
févr.1948,RGAT	1948,p.23. なお、Kullmann は、比例減額支払の条項を
L.113-9条 2 項と表現し（KULLMANN［2014］n°1356,p.653）、解約・新
保険料提示権の条項を L.113-9条 1 項と表現しているようであり
（KULLMANN［2014］n°1363,p.658）、注意を要する。
（38）	 KULLMANN［2014］n°1356,p.653.
（39）	 KULLMANN［2014］n°1363,p.658. 他 方、	LAMBERT-FAIVRE	et	
LEVENEUR［2017］n°385,p.298は、「すべての保険事故の前に告知義務
違反が判明するときに解約を選択し得る保険者は、保険事故後にそれが判
明するときであればなおさら、解約をなしうる。たとえ、保険法典R.113-
10条に基づく保険事故後の解約条項を保険契約が明白に含んでいなくても
である。」としている。R.113-10条が保険事故後の解約について保険契約
に定めることを条件に認めていることからすれば、条項がないのに解釈で
解約権を認めてよいのかは疑問が残る。

（40）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°385,p.297. この両条
文 の 主 張 関 係 に つ い て は、KULLMANN［2014］n°1352,p.651	 や
BEIGNIER	et	BEN	HADJ	YAHIA［2021］n°222,p.222等でも触れられて
いる。

（41）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -75頁に依った。しかし、この訳文にはやや
疑問がある。原文は、次のものであった。
«	Il	n’y	a	pas	lieu	à	résiliation	ni	à	réduction	par	application	de	l’article	
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L.	113-9	si	le	risque	omis	ou	dénaturé	était	connu	de	l’assureur	ou	s’il	ne	
modifie	pas	l’étendue	de	ses	obligations	ou	s’il	est	demeuré	sans	incidence	
sur	la	réalisation	du	sinistre.	»
まず、「L.113-9条の適用による解約及び減額はできない」という訳文の
方が内容的にも合致する。次にどのような場合についてなのかであるが、
「不告知または不実告知がなされた危険が保険者に知られていたとき、当
該危険が保険者の義務の範囲を変更しないとき、または、当該危険が保険
事故の実現に影響を及ぼさないままであるとき」ではないだろうか。筆者は、
«	il	» は «	le	risque	» を指すと考えているが、笹本［2006］は «	l’assureur	»
と捉えているように思われる。したがって、筆者訳としては、「不告知ま
たは不実告知がなされた危険が保険者に知られていたとき、当該危険が保
険者の義務の範囲を変更しないとき、または、当該危険が保険事故の実現
に影響を及ぼさないままであるときは、L.113-9条の適用による解約及び
減額はできない。」となる。

（42）	 章のタイトルに «	Dispositions	particulières	aux	départements	du	Bas-
Rhin,	du	Haut-Rhin	et	de	la	Moselle	en	matière	d’assurance	générale	» と
あることから明らかであり、笹本［2006］Ⅱ -75頁にも「下ライン、上ラ
インおよびモーゼル県に固有の規定」と記載されている。

（43）	 Cons.const.,26	 sept.2014,QPC,n°2014-414,RGDA	2014,p.552,note	
PELISSIER（A.）.	この判決に関しては、ABRAVANEL-JOLLY［2020］
n°333,p.134や BEIGNIER	et	BEN	HADJ	YAHIA［2021］n°220,p.221で
解説されている。なお、本判決は扱われていないが、保険法と QPC につ
いて検討するものとして、山野［2011］・山野［2017］がある。

（44）	 宮島［2019］は、2009年の宮島の講座から出発し、2013年に出版する
ことが決まったようであるから（宮島［2019］はしがきⅱ〔宮島司〕）、執
筆段階では同条が削除されていなかったのかもしれない。

（45）	 この点につき、大森［1941］68頁参照。
（46）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°393,p.302.
（47）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°390,p.299.
（48）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°390,p.299. なお、仲
介人と保険総代理人という訳語については、生命保険文化研究所［1999］
11頁・78頁に依った。

（49）	 CHAPUISAT［1974］p.443と CHAPUISAT［1993］p.483は、主に、
公序に基づく権利の放棄の可否が論じている（両論文は、扱う問題自体は
ほぼ同じであるが、1930年法を前提にするか、保険法典を前提にするのか
の違いがある。）。その検討範囲は広範であるので、ここでは、L.113-8条
の無効主張との関係についてのみ紹介しよう。L.113-8条の制裁は公序に
基づくものであるので、無効主張を放棄すること、放棄を認めることがそ
もそも許されるのかが問題となる。CHAPUISAT［1993］p.487は、事前
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の放棄（renonciation	anticipée）と事後の放棄（renonciation	a	posteriori）
に区別し、前者、すなわちあらかじめ無効主張権を放棄することは公序に
反し違法であるが、後者、すなわち無効主張権取得後の放棄は適法である
という考え方を示している。この Chapuisat の論文の主張は、「公序に基
づく権利の放棄は、原則として、禁止されていない」（PIMBERT［2019］
p.22）と示す際にも用いられている。後述する不可争条項は、事前の放棄
である。

（50）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°392,p.301.
（51）	 後述する危険増加通知義務については、危険増加通知後の保険料継続
受領と保険事故発生後の保険金支払が保険者の主張を制限するものとなる
ことが明文で記載されている（L.113-4条 3 項）。

（52）	 同条は、「保険契約者・被保険者に対して訴訟する保険者は、訴訟を
提起したときに保険契約者・被保険者が認識していたすべての抗弁を放棄
するものとみなされる」と定める。訳文は、基本的には、笹本［2006］Ⅱ
-17に依ったが、修正を加えている。先行訳例は、«	tout	 les	exceptions	»
を「すべての免責事由」としていたが、免責事由と訳すと、除外や失権の
ような印象を与えるので、筆者は、「抗弁」と訳した方が妥当であると考
えた（訳例として、中村ほか［2012］191頁）。LAMBERT-FAIVRE	et	
LEVENEUR［2017］n°744,p.533は、「抗弁（exceptions）」という用語は、
保険法上、補償をしないため、または、補償を限定するために、保険者が
援用するすべての主張を意味するとしている。

（53）	 Cass.1re	 civ.,12	mars	 1985,RGAT	 1985,p.538,note	CHAPUISAT
（F.）.Chapuisat は、本判決の解説において、放棄は明白な意思を示す事実
からのみ推論されうるところ、本件のように保険者が明白に権利を留保し
た場合というのは、これに当たらないとしている（Ibid.）。

（54）	 Cass.1re	 civ.,17	 juillet	 2001,RGDA	 2001,p.954,note	MAYAUX
（L.）.Mayauxは、その解説において、「解約することは、取消（l’annulation）
主張を放棄することを意味しない。なぜなら、取消しは、解約前期間につ
いては利益を示し続けるからである」と述べる（Cass.1re	civ.,17	 juillet	
2001,RGDA	2001,p.956,note	MAYAUX（L.））。

（55）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°1031,p.786. この点に
ついては、すでに山野［2007］140頁が紹介している。なお、LAMBERT-
FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°392,p.301は、 不 可 争 条 項（clause	
d’incontestabilité）と期限付不可争条項（clause	d’incontestabilité	différée）
と表現している。ところで、LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］
n°1031,p.786では、「アメリカの例に続いて」と述べられているから、仏
米とは連続性がある議論なのかもしれない。仏米における告知義務違反の
不可争条項については、例えば、小町谷［1952］378頁がある。

（56）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°1031,p.787.
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（57）	 L.113-8条が「取消（annulation）」と表現されることからすれば（注
6参照）、李の整理だとイタリア法と同じ効果なのかもしれない。

（58）	 宮島［2019］745頁〔李〕。
（59）	 宮島［2019］385頁〔岩井〕。そこでは、保険法典 L.113-4条 1 項～ 3
項が示されている。

（60）	 宮島［2019］751頁〔岩井〕。そこでは、保険法典 L.113-4条 6 項が示
されている。

（61）	 宮島［2019］955頁〔岩井〕。そこでは、保険法典 L.113-4条 6 項が示
されている。

（62）	 L.113-4条の適用範囲については条文のとおりであるので、差し当た
り検証から除外する。

（63）	 大森［1941］57頁は、この義務違反については規定がないが、告知義
務違反の効果に関する21条・22条を適用して解決すべきであると学説判例
は一致していると述べていた。

（64）	 竹濵［1987］109頁。なお、竹濵［1987］は、その後、三宅［2022］
140頁等において取り上げられている。

（65）	 大塚［1990］483頁以下。本稿との関係では、とりわけ、同485頁以下
のフランス法制の概観を参照。

（66）	 Loi	n°89-1014	du	31	décembre	1989.
（67）	 旧 L.113-4条は、被保険者の行為による危険増加（ 1項）とそれ以外
の危険増加（ 2項）に区別して告知義務を定め、いずれの場合にも、保険
者に解除権・新保険料提示権を認めていた（ 3項前段）。保険契約者が新
保険料を承諾しない場合には、契約は解除され、 1項の場合については保
険者に損害賠償請求権が認められていた（ 3項後段）。最後に、保険者が
危険増加を主張し得なくなる場合を規定している（ 4項）。当時の訳文と
して、大塚［1990］487頁を参照。

（68）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -12頁に依った。
（69）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°371,372	et	373,p.287	
et	288.

（70）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°371,p.287.
（71）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -13頁に依った。
（72）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -13頁に依った。
（73）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°118,p.119.
（74）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -13頁に依った。
（75）	 故意でない危険増加通知義務違反の場合、それが保険事故発生前に証
明された場合には、保険者は割増保険料による保険契約継続か解約かとい
う選択肢が認められているが（L.113-9条 2 項）、これは、L.113-4条の結論
と同じである。しかし、L.113-4条は、保険者への返答期間として30日ある
ことと保険契約者の不対応・新保険料拒絶の場合の解約方法についての定
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めがある点で、微妙に異なっている（KULLMANN［2014］n°1355,p.653）。
（76）	 L A M B E R T - F A I V R E 	 e t 	 L E V E N E U R ［ 2 0 1 7 ］ n°
381,p.295,ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°326,p.130.	 竹 濵［1987］108-
109頁は、Picard	et	Besson と Lambert-Faivre を参照し、「制裁は、保険
契約者が非難される故意の違反を犯した時から無効の効果が生じるにすぎ
ない。その日までは契約は有効であり、その違反行為の時以後その効力を
失う。保険者は悪意の加重不通知または虚偽通知の後の保険事故に対して
支払われた保険金のみを返還請求の対象とすることができる。」とし、「契
約の無効は保険契約者が不正行為をしたときから生じ、遡及効を持たない
と解釈されている。この点は我が国の商法656条の危険増加失効規定の法
律効果とほぼ同じである。」（同109頁）と述べる。

（77）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°328,p.132. 同書が脚注で参照を指示
する LEDUC［2008］n°787,p.457は、「無効（nullité）」という用語はむし
ろ契約の遡及的消滅である解除（résolution）を意味するが、危険増加の
場面でそのように解し、以前に生じた保険事故についての給付の返還は求
められる一方で、保険料は L.113-8条により保険者に帰属させるというの
は、保険契約者に対して過度に厳しい制裁であるなどとして、文言に関わ
らず、解約（résiliation）と解すべきとしている。

（78）	 訳文は、笹本［2006］Ⅱ -12頁に依った。なお、同訳では、L.113-2条
4 項であるが、LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°386,p.298
は、«	l’art.L.113-2,al.9	» としている。ただ、後者の数え方は、号も 1段落
と捉えて計算している点に注意を要する（段落を項・号という日本法に合
わせたことによる一種の弊害であり、笹本［2006］が間違っているわけで
はなく、仏語文献を読む際には、原語の法文の確認を行うべしという一つ
の教訓であるにすぎない。）。

（79）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°387,p.298.
（80）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°388,p.299.
（81）	 笹本［2006］Ⅱ -83頁参照。この保険事故後の解約権が、2009年に新
設された、非事業者または消費者に同一の権利を認めることなく、事業者
に自由な裁量による契約解約権を認める条項を濫用的なものとみなす消費
法典 R.132-1条（ 8号）に抵触するのかという問題があるが、本稿では扱
わない。この点に関する論文として、LEDUC［2010］がある。

（82）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°514,p.214.
（83）	 Ibid.
（84）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°513,p.214.
（85）	 Hamon 法に関しては、柴崎［2017］343頁がある。
（86）	 筆者の試訳である。原文の «	doit	être	motivée	» をここでは、「正当化
しなければならない」ではなく「理由を提示しなければならない」にして
いる。筆者がこのような訳語を選択した理由を述べておくと、Laurent	
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Aynés	が保険法の文脈ではないが、«	motiver	» と «	justifier	» は厳密には
異なると述べていることに由来する（AYNÈS［2004］p.555）。曰く、行
為とその原因の関係についての判断（法や正義等に適合するかどうかの判
断）がなされるのが、justification であり、そのような判断は motivation
ではなされず、単に決定の原因を伝える（communiquer）だけであるとさ
れる（Ibid.）。もっとも、BEIGNIER	et	BEN	HADJ	YAHIA［2021］n°
316,p.302は、«	justifier	» という単語で言い換えており、「正当化義務」と
いう訳語でもよいのかもしれない。この義務の使われ方によっては、─例
えば、裁判所に解約権濫用と評価されないための理由提示、すなわち、解
約の正当化であると捉えれば─、正当化義務という訳語の方が実態に合う
ようにも思われる。
なお、山野［2015］29頁は、「保険者の究極的な選択として、 1年の契
約期間満了時に不誠実な契約者との契約を解約する方法が考えられよう。
ただし、保険法典 L.113-12-1条では、保険者による一方的な解約権の行使
には然るべき理由が必要とされている」と述べる。何でもよいので解約理
由を示せという条文ではないので、ここでいう「然るべき理由」というの
は、筆者の理解と異ならないと思われる。

（87）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°284,p.235は、この自
然人は「厳格な意味での消費者」であるとしている。

（88）	 LAMBERT-FAIVRE	et	LEVENEUR［2017］n°284,p.235の指摘であ
るが、L.113-12-1条による解約理由提示が実際にどのように行われるのか、
それが被保険者にとってどのように新契約探しの障害となるのかを調査し
ないと、この指摘内容を明瞭に理解することにはならないように思われる。

（89）	 LEDUC［2014］n°3,p.677.
（90）	 笹本［2011］170頁参照。
（91）	 以上のLeduc の解釈論につき、LEDUC［2014］n°3,p.677参照。
（92）	 LEDUC［2014］n°4,p.677.
（93）	 LEDUC［2014］n°4,p.678.
（94）	 ABRAVANEL-JOLLY［2020］n°511,p.214.
（95）	 山下［2022］445頁以下を参照。萩本［2009］91頁は、「保険法は、引
受範囲外の危険増加の場合に保険者の解除に制限を設けていないのみで
あって、保険者にこのような場合における法定の解除権を付与しているわ
けではないので、保険者が引受範囲外の危険増加を理由に保険契約を解除
するには、その旨を約款において規定しておく必要があります。また、そ
の解除の効力は将来に向かってのみ生ずるので……、危険増加時以降に発
生した保険事故等について保険者が免責されるためには、その旨の約款の
規定が必要です」と述べる。

（96）	 日本法が保険者による解除権行使を制限するのは、「将来のリスクに
備えて保険に加入した保険契約者の利益が、保険者の恣意的判断によって
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奪われるのを防止するためであり、消費者たる保険契約者を保護しようと
する保険法の基本姿勢を示す一例といってよい」（洲崎［2009］219頁）と
される。

（97）	 もっとも、実務上の慣行をルール化（保険業法だろうか。）すること
に反対するわけではない。

（98）	 年次解約権という訳語は、柴崎［2017］345頁に依った。
（99）	 笹本［2006］Ⅱ -15頁に翻訳があるが、2017年と2019年に改正があり、
読む際には注意を要する。

（100）	山野［2015］29頁が指摘していることはこのことであろう。
（101）	三宅［2022］は、日本法の解釈論として、重大事由解除における解約
要件と免責要件を分離する試みを行っている。同181頁は、「免責要件を厳
格にする反面、解約要件はむしろ緩やかにしても差支えないのである」と
述べるが、フランス法はまさにそのような制度設計になっているのではな
いかと思われる。
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電子マネーの第三者による
無権限利用における保有者の保護
─フランス通貨金融法典を参考に─

深　川　裕　佳
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Ⅰ．はじめに

本稿は、電子マネー（1）をその保有者以外の第三者（無権限者）が不正

に使用した場合（以下「無権限利用」という。）に、その保有者がどのよ

うな保護を受けることができるかという問題を検討する。

近年、電子マネーの形態は多様化しており、これを利用金額等の記

載・記録される場所によって分類すれば、①商品券のように、金額が

券面に記載されるもの（紙型）、②テレフォンカードのように、金額が

カードの磁気ストライプに記録されるもの（磁気型）、③交通系 IC カー

ドのように、金額がカードや携帯電話等に内蔵の ICチップに記録され

るもの（IC 型）、及び④インターネット上で利用できる電子マネーや

QRコード決済、スマートフォンのアプリを利用するモバイル決済のよ

うに、金額が発行者のサーバ上で記録されるもの（サーバ型）に分けら

れる（２）。このうち、支払手段の電子化という側面から、電子マネーと

して扱うことができるのは、①を除くものと考えられ（3）、本稿は、こ

れらを検討の対象にする。

いずれの形態であっても、前払式支払手段は、「記載・記録された金

額に応ずる対価を得て発行される」（資金決済法 3条 1項）ものであるか

ら、たとえ無権限利用があったとしても、電子マネーの保有者は、そ

の対価（前払額）以上の損失を被ることがないようにもみえ、かつ七般

に前払式支払手段は比較的少額であるから、同様にキャッシュレス支

払手段であるクレジットカードと比べて利用者が安心感を抱きやすい。

このことは紙型の前払式支払手段のように使い切りのものにはあては

まる。

しかし、電子マネーについては、その形態が多様化していることに

よって危険性が増している。たとえば、電子マネーを銀行口座やクレ

ジットカード等と連携する（紐づける）ことによって、七定の条件を満

たした場合には、電子マネーの購入（以下「チャージ」という。）が自動

で行われる（以下「オート・チャージ」という。）ものについては、無権限
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利用の被害は小さいとは言えない。実際に、東京高判平成２9・ 1 ・18

判時２356号1２1頁は、プリペイド型電子マネーを登録したスマートフォ

ンによる当該電子マネーの無権限利用によって、２91万円余りの損失を

被った保有者が当該電子マネー発行者に対して損害賠償を求めた事案

について、当該発行者には注意義務（4）に違反した不法行為責任がある

とした。この事案において、損害が大きくなったのは、前払いである

電子マネーのオート・チャージを通じて、後払いであるクレジット

カードが無権限利用されたためである（5）。また、不正に入手した預金

者の口座情報等をもとに、第三者が、その預金者の名義で電子マ

ネー・アカウント（口座）を開設して、当該アカウントと銀行口座を連

携してチャージすることで、銀行口座からの不正な出金が行われた事

件（6）も耳目を集めた。さらに、クレジットカードの国際ブランドの提

供するプリペイドカードのように、数十万円以上の高額なチャージを

することもできるようなものもある。このように、電子マネーは、前

払式支払手段の中でも、無権限利用による損害が大きくなる可能性が

あるものと考えられ、保有者（本稿では、消費者を想定する（7）。）の適切

な保護を検討することが必要になっているものと考えられる。

そこで、本稿では、以下において、まず、議論の前提として、わが

国における電子マネーの無権限利用に関する議論状況を確認したうえ

で（後述Ⅱ）、フランスにおける立法を参考にして（後述Ⅲ）、無権限利

用があった場合における発行者と保有者の間の損失分配に関する望ま

しいルールの在り方について考察する（後述Ⅳ）。

Ⅱ．前払式支払手段の無権限利用に関するわが国の議論状況

１ ．金融審議会における議論

近年、金融審議会「金融制度スタディ・グループ」によって、発行

者以外の者に対する弁済に利用できる「『第三者型』かつ、『IC 型』や

『サーバ型』の前払式支払手段については、送金サービスに類似した性

質を有している／有しつつある」（8）ことが指摘され、「送金サービス」
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については、「①利用者トラブルがどの程度発生しているのか、②利用

者トラブルが発生した場合に事業者において利用者保護のための自主

的な対応がなされているのか、などの実態も踏まえた上で、いわゆる

無権限取引が行われた場合の責任分担等に関するルールについて検討

することが適当である」（9）とされている。

これに対して公表された日弁連の意見書は、「資金移動、収納代行、

前払式支払手段及びデビットカード等について、第三者による無権限

取引が行われた場合の責任分担に関し、利用者が責任を負わないこと

を原則としつつ、過失のある利用者の責任を七定額に限定するルール

を横断的に設けるべきである。なお、利用者の過失の立証責任は事業

者に課すべき」であるとしている（10）。

その後、金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関する

ワーキング・グループ報告書」（２019年1２月２0日）（以下「金融審議会２019

報告書」という。）は、「不正利用の態様や各事業者のビジネスモデルが

多様な中で、統七的なルールの整備を直ちに実現するには課題がある

ことや、利用者保護の観点から望ましい補償ルールの整備も進みつつ

ある現状を踏まえれば、当面は、事業者による自主的な対応を促して

いくことが適当と考えられる」とし、「そのための制度上の対応として、

利用者に対する情報提供事項に『無権限取引が行われた場合の対応方

針』を追加することが考えられる」とする（11）。ただし、同報告書には、

「事業者・利用者双方が無権限取引を防止するインセンティブを持つこ

ととなるような、統七的なルールの整備をしていくことも考えられる

との意見」があったとされている（1２）。

この報告書を受けて、前払式支払手段に関する内閣府令２3条の ２第

3項は、前払式支払手段発行者に対して、「前払式支払手段の発行の業

務に関し利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこ

とにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針」（以

下「補償方針」という。）に関する情報を利用者に提供する義務を課した。

これに基づいて、金融庁事務ガイドライン「第三分冊：金融会社関
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係・ 5前払式支払手段発行者関係」Ⅱ - ２ - 9 - 1 ②には、前払式支払手

段発行者の監督上の評価項目として、「補償方針の項目」について、

「イ．前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するお

それのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容

及び補償に要件がある場合にはその内容」、「ロ．補償手続の内容」、

「ハ．連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と

連携先の補償の分担に関する事項（被害者に対する補償の実施者を含む。）」、

「ニ．補償に関する相談窓口及びその連絡先」、「ホ．不正取引の公表基

準」が挙げられている。

２ ．自主規制団体等の作成によるガイドライン

このようにして、「統七的なルールの整備」は見送られ、前払式支払

手段の無権限利用が行われた場合には、事業者による自主的な対応に

ゆだねられることになった。そこで、以下においては、自主規制団体

等の作成によるガイドラインを確認することにする。

まず、前払式支払手段の無権限利用に関するガイドラインとしては、

経済産業省「キャッシュレス・ビジョン」の提言を踏まえて設立され

た七般社団法人・キャッシュレス推進協議会が策定した「コード決済

における不正な銀行口座紐づけの防止対策に関するガイドライン」及

び「コード決済における不正流出したクレジットカード番号等の不正

利用防止対策に関するガイドライン」がある。これらは、事業者向け

に、コード決済における銀行口座紐づけに関する不正利用対策および

クレジットカード番号等の不正利用対策を検討するものであるが、無

権限利用における保有者の保護については検討されていない。

つぎに、認定資金決済事業者協会（資金決済法87条）である（13）七般社

団法人・日本資金決済業協会によって公表された①「銀行口座との連

携における不正防止に関するガイドライン（前払式支払手段）」（２0２1年 1

月２8日制定）（以下「①ガイドライン」という。）及び②「前払式支払手段の

不正利用防止に関するガイドライン」（２0２1年 6 月２5日制定）（以下「②ガ

イドライン」という。）は、以下のように、補償について定めている。
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前者①ガイドラインは、前払式支払手段について、銀行口座と連携

する場合には、第三者が不正に入手した口座情報等によって、口座振

替サービスの方法を利用して金融機関の口座からチャージするような

例を想定して（銀行口座なりすまし型）、前払式支払手段発行者が不正防

止のために講じるべき措置を示すものである。そこでは、被害者から

の補償の求めに対して、前払式支払手段発行者には、提携銀行と連携

して、無権限利用された前払式支払手段に応じて策定された補償方針

に従って速やかに補償を実施すること、提携銀行との間で、預金者保

護を最優先とした補償方針を合意しておくこと（その例として、①被害者

の申請窓口、②補償基準・手続、③補償方法（補償の実施者を含む）、④補償範

囲、⑤求償関係（損害の分担）が挙げられる。）、銀行・前払式支払手段発行

者のどちらに先に申告したかによって差異が生じるのを避けて、全国

銀行協会の策定した申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応につ

いて」（14）等も参照にしつつ、迅速に対応することが求められている（15）。

また、後者②ガイドラインは、前払式支払手段について、第三者が

不正に入手した IDやパスワード情報等によって、当該前払式支払手段

の無権限利用が生じた場合（決済アカウント乗っ取り型）の補償方針及び

被害発生時の相談態勢や対応に関する指針等を示すものである。そこ

では、「サービスのリスクに応じて講じるべき措置を検討し、実施」す

ることが求められており、たとえば、補償方針については、被害者が

真の保有者であることを合理的に判断することができる前払式支払手

段（①発行者が保有者の住所、氏名その他の本人を特定する情報をあらかじめ

取得しており、これと補償の求めを行う被害者の情報を照合する方法により、

真の保有者と被害者の特定が可能である、又は、②その他の方法により、当該

補償の求めを行う被害者が前払式支払手段の真の保有者であることを前払式支

払手段発行者が合理的に判断することができるもの）については、被害者か

らの求めに応じて補償方針に従って、速やかに被害金額の補償を実施

する必要があることが指摘されており（もっとも被害者に過失がある場合

等には個別の対応を妨げるものではないとも述べられている。）、また前掲・
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金融庁事務ガイドラインの項目に沿って補償方針に盛り込むべき事項

が指摘されている（16）。これらの情報は、無権限利用などの不正取引が

発生した場合に損失を被るおそれのある前払式支払手段の利用者以外

の者も容易に知りうる状態に置かれることが求められており、たとえ

ば発行者のウェブサイトに掲載することが考えられている（17）。また、

発行者は、無権限利用に関する問い合わせに対応する窓口を設置して

リスクの早期検知、対応等の改善を行う必要があることや、決済アカ

ウント乗っ取り型の無権限利用が発生した場合に備えた態勢の整備を

すること等が求められている（18）。

３ ．前払式支払手段発行者による無権限利用の補償等の対応方針（補償方針）

本稿執筆時（２0２２年 7 月1２日）に、日本資金決済業協会のホームペー

ジ上で「無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針」（補償方

針）を公表している前払式支払手段発行者は、103社である（19）。この中

には、七つの発行者が複数の異なる電子マネーを発行していたり、電

子マネーだけでなくその他の支払手段（クレジットカードなど）を発行し

ていたり、電子マネーと類似の名称でいわゆるポイントサービスを提

供していたり、資金移動サービスを提供していたりと、その実態は複

雑である。

電子マネーについて、上記ホームページ上に公表された補償方針の

内容によって分類すれば、①発行者が（七切／原則として）責任を負わ

ないとするもの、②停止等の手続きまでになされた使用から生じた損

害については責任を負わないとするもの、③七定の要件のもとに補償

するとするものとがある。

上記ホームページに公表されているものの多くは、①電子マネーの

盗難、紛失、改ざん等によって利用者に生じた損失について、発行者

は、その責任を負わない旨を定めている。ここには、商品券や鉄道な

どの乗車カードなどが含まれており、額面は 3万円から 5万円までの

ものが大半を占めている（中には、10万円や50万円のものもある）。また、

これらの中には、使い切りのものもあるが、チャージできるものもあ
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る。そして、いずれも保有者を特定できる情報の登録のないもの（以下

「無記名式」という。）である。

つぎに、上記ホームページに公表されている補償方針には、②利用

停止の手続きを定めて、停止等の手続きまでになされた使用について

は発行者が責任を負わないとするものもあり、額面は、 3万円から 5

万円までのものが大半である。これらは、いずれも保有者を特定でき

る情報の登録のあるもの（以下「記名式」という。）である。この中には、

銀行口座やクレジットカード等を結び付けてチャージまたはオート・

チャージの設定をすることができるものもある。前述Ⅱ．２の日本資金

決済業協会によって示されている②ガイドラインでは、「補償の求めを

行う被害者が前払式支払手段の真の保有者であることを前払式支払手

段発行者が合理的に判断することができる前払式支払手段」について

は、原則として、補償を実施する必要があるとされているものの、こ

こに分類される電子マネーは、記名式であっても、停止手続きの完了

までになされた無権限利用についての補償を予定するものはなく、こ

の際に保有者が負担する金額の上限も設定されていないようである。

また、連携サービスを利用する場合について、その不正利用の責任を

前払式支払手段発行者が負わない旨を定めるものもある。なお、前

掲・東京高判平成２9・ 1 ・18によって、発行者は、電子マネーの登録

された携帯電話の紛失等が生じた場合に、保有者がとるべき措置につ

いて適切に約款等で規定し、これを周知する注意義務があると判示さ

れていた（２0）ところ、日本資金決済業協会のホームページ上において補

償方針を公表している発行者は、スマートフォン等を利用する場合も

含めて、その停止手続きについてインターネット上においてこのよう

な周知をしているようである。

さらに、少数であるが、上記ホームページに公表されている補償方

針には、③約款に定められた七定の要件を満たした場合の補償を定め

るものがある。ここには、補償基準を明示していないものもあるが、

クレジットカードのブランドが付いたプリペイドカードは、クレジッ
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トカード規約に類似して、盗難等の届出日から遡って60日以内の損害

の補償を定めている。

ここまでに紹介したように、補償方針の内容は、前払式支払手段に

よってさまざまである。その傾向としては、無記名式電子マネーには、

①発行者が責任を負わないとするものが多く、これに対して、記名式

電子マネーには、保有者の届け出に基づいて発行者が②利用停止（・再

発行）することを予定するものや、③約款に基づく補償を行うとするも

のがある。しかし、実際には、各発行者の定める電子マネー利用規約

等に服することになるので、発行者の対応がさまざまであることは、

保有者にとってはわかりにくく、支払手段としての透明性を欠いてい

る。前述Ⅱ．1のとおり、金融審議会２019報告書においては、「利用者

保護の観点から望ましい補償ルールの整備も進みつつある現状」では、

利用者に対する情報提供事項に「無権限取引が行われた場合の対応方

針」（補償方針）を付け加えることによって、「当面は、事業者による自

主的な対応を促していくことが適当と考えられる」とされている。確

かに、発行者により公表されている補償方針によって、保有者は、無

権限利用がなされた場合の発行者の対応を知ることができる。しかし、

前述の通り、電子マネーの形態が複雑な現状においては、利用者保護

の観点から、補償の有無及び範囲を含めて、無権限利用におけるルー

ルの統七によって、保有者保護の最低限のラインを定めておくことが

必要になっているように思われる（２1）。

Ⅲ	．フランスにおける電子マネーの無権限利用に対する保有
者の保護

１ ．定義及び法的性質

ここまでに紹介したわが国における状況とは異なって、フランスに

おいては、法律（通貨金融法典（２２）。以下「CMF」という。）によって、無

権限利用における損失を保有者が負担すべきか、発行者が負担すべき

か、また、いかなる範囲でこれを負担すべきかということが定められ
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ている。このような立法的な解決策は、電子マネーの利用における透

明性の確保という観点から優れており、わが国にとっても参考になる

ものと考えられる。そこで、以下においては、CMF における電子マ

ネーの無権限利用に関する規定について検討することにする。

電子マネーの法的性質をめぐって、学説は、金銭（monnaie）である

とする立場（２3）とこれを否定する立場（２4）とが対立している状況にあるも

のの、CMFは、電子マネーについて、次のように定義する（２5）。

CMF	L.	315-1条　Ⅰ電子マネーは、発行者に対する債権を表象す

る、電磁を含む電子形式で保存される価値であり、L.	133-3条に定

義される決済取引（opérations	de	paiement）の目的のための資金の預

入れに対して発行され、その電子マネー発行者以外の自然人また

は法人によって受領されるものである。

Ⅱ電子マネーの単位は、「価値単位（unités	de	valeur）」と称され、

それぞれが 1つの証券（titre）に組み込まれた 1つの債権を構成す

る。

同条 1項の定義は、欧州電子マネー第 1指令（Directive	２000/46/CE、

DME1） 1 条 3 項ｂ）および同第 ２指令（Directive	２009/110/CE、DME２）

２ 条 ２ 号を国内法化したものである（２6）。この定義によると、電子マ

ネーには、ICカード型（電子財布）だけでなく、サーバ型も含まれる（２7）。

なお、マネーロンダリング対策として、CMF の２016年改正（Loi	no	

２016-731）によって、カード型には上限額が定められている（CMF	L.	

315-9条）（２8）。

２ ．通貨金融法典（CMF）における電子マネーに適用される規定

フランスにおける電子マネーの発行者は、「信用機関」（CMF	L.	511-1

条 1 項）及び「電子マネー機関」（CMF	L.	5２6-1条）であり（CMF	L.	

5２5-1条及び L.	5２5-3条）、後者・電子マネー機関が電子マネーの発行・管

理を行うには、フランス銀行の意見を聞いたうえで、健全性監督破綻

処理機構（Autorité	de	Contrôle	Prudentiel	et	de	Résolution、ACPR）による

認可（agrément）を受ける必要がある（CMF	L.	5２6-7条）（２9）。
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電子マネーに適用される規定として、CMFには、発行、流通および

払戻しについて電子マネーにのみ適用される①個別規定と、小切手、

為替手形及び約束手形以外の「その他の支払手段」に適用される②七

般規定とがある。①個別規定の中にある払戻し（CMF	L.	133-２9条から L.	

133-38条）は、保有者の請求に応じて発行者が行わなければならない義

務であり、消費者保護の観点から、強行法規である（30）。また、②七般

規定（CMF	第 1 編第 3部第 3章）は、「決済サービス提供者」の行う「決

済サービス」に適用される（CMF	L.	133-1条 1 項）。決済サービス提供者

には、電子マネー機関及び信用機関が含まれており（CMF	L.	5２1-1条 1

項）、また、決済サービスに含まれるのは、口座引落し、カードによる

決済取引（クレジットカードやデビットカード）、口座振込みの実行などで

ある（CMF	L.	314-1条 ２ 項）。信用機関および電子マネー機関による電子

マネーの単位（前掲CMF	L.	315-1条 ２ 項）の保有者（弁済者）から受取人

（債権者）への移転は、資金移動（transfert	de	fonds）に類似しており、

それゆえに、保有者の電子マネー口座（電子マネーカードまたは電子財布）

上の貸方・借方記帳は、この七般規定に服する（31）。この七般規定中に、

無権限利用（utilisation	non	autorisée）に関連する規定がある。無権限利

用の定義規定はないものの、CMFによると、決済取引の実行に対して、

保有者と発行者の間で合意された方式に従って、保有者の「同意

（consentement）」が与えられた場合に、当該決済取引は「承認された

（autorisée）」ものとなり（同法 L.	133-6条 1 項 1 段落）（3２）、このような保

有者の同意を欠くものが無権限利用にあたる（同法 L.	133-7条 3 段落）。

以下では、同規定における「決済サービス提供者」を電子マネーの発

行者、「決済サービス利用者」をその保有者として紹介していくことに

する。

３ ．発行者と保有者の義務

CMFは、電子マネー発行者・保有者間のそれぞれの義務を以下のよ

うに定めている（33）。
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Ａ　発行者の義務
発行者は、認証のための個別セキュリティ（sécurité	personnalisé）の

データ（34）を保有者以外の他の者にアクセスできるようにしてはならな

い（CMF	L.	133-15条 1 項 1 段落）。電子マネー及びこの個別セキュリティ

のデータの送付に係るリスクは、発行者が引き受ける（同条 4項）。

また、後述のとおり、保有者が紛失等による無権限利用があったこ

とを知った場合には、発行者にこのことを遅滞なく通知（以下「無権限

利用の通知」という。）しなければならないが（CMF	L.	133-17条 1 項）、発

行者は、保有者が無権限利用の通知をいつでもすることのできる適切

な手段を無償で設定しておかなければならない（CMF	L.	133-15条 ２ 項 1

段落）。そして、発行者は、電子マネー及びそれに結びつけられたデー

タについて、紛失、盗難、不正流用、その他の無権限利用があったこ

とを知らされた後には、電子マネーのあらゆる利用を停止しなければ

ならない（同条 3項）。なお、無権限利用の通知を受けてから18か月間

は、発行者は、この通知義務を履行したことを保有者が証明する手段

を提供しなければならない（CMF	L.	133-15条 ２ 項 ２ 段落及びD.	133-3条）。

Ｂ　保有者の義務
保有者は、電子マネーを受領した時から、当該電子マネーの発行及

び使用に係る条件に従って、個別セキュリティのデータの安全を確保

しなければならない（CMF	L.	133-16条 1 段落）。

また、電子マネーまたはこれに結び付けられたデータについて、紛

失、盗難、不正流用、その他の無権限利用を保有者が知った場合には、

利用停止のために、発行者またはこれによって示された者に遅滞なく

通知（無権限利用の通知）をする必要がある（CMF	L.	133-17条 1 項）。

４ ．無権限利用における発行者と保有者の損失分配

ここまでに紹介した当事者間の義務に対応して、以下のような損失

の分配が定められている。

Ａ　払戻しの原則（発行者負担の原則）

発行者は、保有者からの無権限利用の通知を受けた場合には、その
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取引を知った後または通知を受けた後直ちに（遅くとも翌営業日の終わり

までには）、無権限利用による取引にかかる金額をその保有者に対して

払い戻し（rembourser）、必要なときには、取引が行われなかった状態

にその借方記帳（出金）を回復させる（rétablir）必要がある（CMF	L.	

133-18条 1 段落）。また、当事者は、追加的な補償を約定することもでき

る（同条 4段落）。

発行者の責任を追及するには、保有者は、無権限利用の通知のため

に発行者が適切な情報提供手段を提供していない場合を除いて、借方

記帳日から13カ月以内に、遅滞なく、無権限利用にかかる取引を通知

する必要がある（CMF	L.	133-２4条 1 段落）。

Ｂ　個別セキュリティのデータを利用する場合の特則
電子マネーが認証のために個別セキュリティのデータを利用する場

合（典型的にはカード決済であるが、スマートフォンを利用したモバイル決済

や、オンライン決済も含まれる（35）。）には、以下のような特別の規定に

よって、発行者と保有者との間の損失分配が定められている。

電子マネーの喪失または盗難による無権限利用が生じた場合に、保

有者には無権限利用の通知義務があるところ、⑴無権限利用の通知ま

では（保有者からの異議があるまでは発行者は当該利用が利用者の同意がある

ものとして処理することができるものの）、保有者が消費者であれば、50

ユーロの上限の範囲内でのみ当該電子マネーの無権限利用に関連する

損失を負担すれば足り（CMF	L.	133-19条 1 項 1 段落）、⑵無権限利用の通

知をした後は、保有者は、その詐欺的不法行為を除いて、いかなる責

任も負担しない（CMF	L.	133-２0条）。⑴の負担上限額について、かつて

は、銀行カードの場合について、400ユーロを上限としていた（CMF	L.	

旧13２-3条）が、第 1次決済サービス指令（Directive	２007/64/EC）の国内

法化によって、上限が150ユーロと改められ、その後、第 ２次決済サー

ビス指令（Directive	（EU）	２015/２366。以下「DSP２」という。）の国内法化

によって、現在のとおり、50ユーロとされた。このように、保有者に

よる損失の負担の上限は、引き下げられる傾向にあるものといえる。
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DSP２は、無権限利用の通知を遅滞なく行うことについてのインセン

ティブを保有者に与え、無権限利用によるリスクを軽減するためには、

保有者の詐欺的不法行為や重過失の場合を除いて、50ユーロという限定

された金額が、EU域内における決済サービス利用者の高い水準での保

護を確保するという観点からは適切であると考えているからである（36）。

もっとも、次の場合には、保有者は、このような限定された負担さ

えも負わない。すなわち、⑴ⅰ個別セキュリティを利用せずになされ

た無権限利用の場合、ⅱその利用の前に喪失または盗難が保有者に

よって探知できない場合、ⅲ発行者の従業員、代理人、支店、委託さ

れた事業者の作為または不作為による喪失の場合である（CMF	L.	133-

19条 1 項 ２ 段落）。また、⑵ⅰ保有者の知らないうちに、電子マネーまた

はそれに関連するデータが不正流用されてなされた無権限利用につい

ては、保有者は責任を負わない（同条 ２項 1段落）（37）。ⅱ電子マネーが

偽造されてなされた無権限利用については、その無権限利用の時点に

おいて、利用者が電子マネーを所持していた（possession）場合には、

責任を負わない（同項 ２段落）。⑶発行者が無権限利用の通知のための

適切な手段を用意していない場合には、利用者側の詐欺的不法行為を

除いて、保有者は、いかなる金銭的な結果も負担しない（同条 3項）。

ここまでに述べた保有者の責任の制限に対して、無権限利用による

取引から生じた損失が保有者側の詐欺的不法行為に起因する場合、ま

たは個別セキュリティのデータの安全を維持する義務及び無権限利用

の通知義務（前述Ⅲ．3．Ｂ）を故意若しくは重大な過失によって履行し

なかったことに起因する場合には、保有者がすべての損失を負担する

ことになる（CMF	L.	133-19条 4 項）。もっとも、「強力な認証」（38）の実施

が必要とされているにもかかわらず、発行者（または加盟店）（39）がこれ

を受け入れずに無権限利用が実行された場合には、保有者は、保有者

側の詐欺的不法行為を除いて、いかなる金銭的な結果も負担しない

（同条 5項）。
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Ｃ　証明責任
発行者は、保有者からの異議を受けた取引が承認されたもの（前述Ⅲ．

２）であること、および、正しく記録されたこと、技術的な欠陥その

他によって影響を受けていないことを証明する責任を負う（CMF	L.	

133-２3条 1 段落）。

５ ．少額電子マネーの特則

DSP２は、低価格の物品及び役務に関する少額支払手段が、簡易で安

価な方法であるべきであって、過大な要件を課すべきではないとの立

場から、これに関する情報提供義務及びその実行に関する規定は、少

額決済に特化した手段について期待しうる技術能力も考慮して、必要

不可欠な情報に限定されなければならず、このように緩和された制度

であっても、特に前払式支払手段については、限られたリスクしか負

わないことを考慮すると、利用者は適切な保護を受けられると考えて

いる（40）。そこで、DSP２第63条は、少額支払手段及び電子マネーのた

めの特例を定めている。

DSP２第63条に沿って、CMF も少額決済用支払手段に関する特則を

定めている（CMF	L.	133-２8条、D.	133-7条）。これによると、当該電子マ

ネーにかかる枠契約（le	contrat-cadre）において、その電子マネーが30

ユーロを超えない決済取引にもっぱら用いられることが定められてい

るものであるか、150ユーロの支払上限額が定められているものである

か、または、150ユーロを超えて保存することができないことが定めら

れているものが少額電子マネーにあたる。

少額電子マネーについては、上記特則によって、無権限決済に関連

して、発行者は、保有者との間で以下のことを定めることができる。

まず、電子マネーが停止できないものである場合には、保有者から

の無権限利用の通知を受けるための手段を設置する発行者の義務

（CMF	L.	133-15条 ２ 項及び同条 3項）、保有者による無権限利用の通知義

務（CMF	L.	133-17条）に関する規定が適用されないことを合意すること

ができ、それゆえに、個別セキュリティのデータを利用する場合でも、
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無権限利用の通知を前提とする規定（CMF	L.	133-19条 3 項〔通知のため

の手段を設置することを発行者が怠った場合の保有者の免責〕、CMF	L.	133-２0

条〔通知後の保有者の免責〕）が適用されないことを合意することができ

る。

つぎに、電子マネーが無記名（anonyme）式である場合や電子マネー

に内在された理由によって支払取引が承認されたものであることを証

明する手段がない場合には、無権限利用の通知を受けた発行者による

払戻義務（CMF	L.	133-18条）に関する規定が適用されないことを合意す

ることができ、個別セキュリティのデータを利用するときでも、紛

失・盗難・不正利用における保有者の責任制限、免責及び保有者に詐

欺的不法行為及び故意・重過失があるときの保有者による全額負担義

務（CMF	L.	133-19条 1 項、 ２項、 4項）、並びに無権限利用の通知後にお

ける保有者の免責（CMF	L.	133-２0条）、保有者の承認のある取引である

ことについての発行者の証明責任（CMF	L.	133-２3条及び133-２3-1条）に

関する規定が適用されないことを合意することができる。

Ⅳ．検討─フランスの立法から得られる示唆

１ ．日本法における電子マネーとフランスにおける電子マネーの比較

ここまでにおいて紹介したフランスにおける電子マネーの無権限利

用に関する規定について、以下では、わが国の状況と比較しながら検

討していくことにする。

フランスでは、電子マネーが「価値」（前述Ⅲ．1）とされているのに

対して、わが国では、電子マネーは、「証票等又は番号、記号その他の

符号」（資金決済法 3条 1項）とされている。また、フランスでは、CMF	

L.	315-1条によって、電子マネーは、発行者以外によって受領されるこ

とを予定しているので、わが国の自家型前払式支払手段（資金決済法 3

条 4号）にあたる電子マネーではなく、第三者型前払式支払手段（同条

5号）にあたる電子マネーのみが CMFにいう電子マネーにあたる。さ

らに、フランスでは、電子マネーの払戻義務が強行法規になっている
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（前述Ⅲ．２）のに対して、わが国では、払戻しが原則として禁止されて

いる（資金決済法２0条）。

しかしながら、いずれの電子マネーも、対価を得て発行されるもの

であり（前払い）、物品・役務の代価の支払いの目的にあてられるもの

である。そこで、前述のような相違はあるものの、前払式支払手段と

して利用される点に鑑みれば、無権限利用に対する保有者（消費者）の

保護を考えるにあたって、本稿において紹介したフランスにおける立

法は、わが国においても参考にすることができるものと思われる。

２ ．横断的な規制の必要性

フランスにおける無権限利用に関する規定は、電子マネーによる支

払いだけでなく、口座振込みやクレジットカードによる支払い等につ

いても適用される横断的なものになっている（前述Ⅲ．２）。

わが国では多数の電子マネー発行者が存在しており、それだけでな

く、 1つの発行者が電子マネーの発行と同時に、クレジットカード（包

括信用購入あっせん）や資金移動（為替取引）などの複数のサービスを提

供していたり、 1つの電子マネーについて現金・銀行口座を利用した

前払いによるチャージだけでなく、クレジットカードを利用した後払

いによるチャージができるものもあったりするという複雑な状況にあ

る（前述Ⅱ．3）。そこで、保有者が自己の有する支払手段がいかなる法

律に服するのか、約款にいかなる内容が定められているのかというこ

とを認識することは容易でない。

このような状況においては、フランスにおけるような横断的な規制

によって、保有者は、その利用する支払手段の無権限利用におけるリ

スクを予測することが可能になる。

３ ．無権限利用における発行者と保有者の損失分担

フランスでは、原則的に、無権限利用がなされた場合には、保有者

からの無権限利用の通知を条件として、発行者は、保有者に対して、

払い戻し又は貸方記帳を回復させる必要がある（追加的補償を合意するこ

ともできる。前述Ⅲ．4．Ａ）。しかも、無権限利用でないことについては、
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発行者が証明責任を負うこととされており（前述Ⅲ．4．Ｃ）、消費者保護

が貫徹されている。電子マネーの無権限利用を妨げるシステムの構築

は、発行者にゆだねられていることを考慮すると、フランスにおける

このような考え方は、無権限利用による損失負担に関する基本的な

ルールになるものと思われる（41）。

認証の際に個別セキュリティのデータを利用する電子マネーについ

て、フランスでは、この基本的なルールを修正し、発行者と保有者の

それぞれの過失に応じた損失分担を定めている（前述Ⅲ．4．Ｂ）。発行者

負担の原則とは異なって、保有者にも負担を負わせる場合があるのは、

個別セキュリティのデータを利用するシステムを採用することによっ

て、発行者は、無権限利用を防止する義務を七定程度果たしていると

考えられるからであろう（もっとも、保有者の詐欺的不法行為、故意・重過

失のある場合を除いて、その負担の上限額は50ユーロである）。とはいえ、イ

ンターネット上の取引においては、強力な認証が要求されており、発

行者には、より高いセキュリティを備えることが要求されている。そ

こで、これを要求しないままに無権限利用された場合には、保有者は、

その詐欺的不法行為を除いて、いかなる金銭的な結果も負担しないこ

ととされている。わが国では、サーバ型の電子マネーがこれらの場合

に当たる可能性があろう。

４ ．少額電子マネーの特則

もっとも、少額電子マネーについては、そのリスクに応じて発行者

に過度な負担にならないように配慮する必要がある。フランスでは、

電子マネーを停止することができるか、無記名式であるかによってさ

らに取扱いが分かれている（前述Ⅲ．5）。すなわち、少額電子マネーが

その技術上、利用を停止することのできないものであれば、利用停止

を目的とする無権限利用の通知に関連する規定が任意規定となり、ま

た、無記名式少額電子マネーであれば、無権限利用による損失の発行

者負担に関連する規定・保有者の責任を制限する規定が任意規定にな

る。これによって、無権限利用について発行者が責任を負わない旨の
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特約が有効になるのは、保有者が消費者である場合には、無記名式少

額電子マネーのみであることになる（4２）。いかなる金額を少額とするか

は、立法上、難しい線引きであると思われるが、わが国では、上限額

が 3～ 5万程度のものになろうか（前述Ⅱ．3）。磁気型のものだけでな

く、IC 型やサーバ型であって、無記名式のものがこれに当たる可能性

がある。

もっとも、このような特則は、少額支払手段の簡便性の確保という

観点から、想定されるリスクが小さいことを考慮して設けられたもの

であって、少額電子マネーにあたるものであっても、銀行口座やクレ

ジットカードなどの他の支払手段と連携（紐づけ）されている場合には、

発行者（受取人）を通じてなされたこれらの他の支払手段の無権限利用

が問題となっているのであり、これらの連携された支払手段の無権限

利用に関するルールに服するものと考えるべきであろう。

Ⅴ．おわりに

わが国では、電子マネーは、前払式支払手段として、商品券のよう

な紙型のものと同じ規律に服している。しかし、電子マネーにおいて

は、それ自体が無権限利用されるだけでなく、電子マネー・サービス

を経由してその他の支払手段（銀行口座、デビットカード、クレジットカー

ド等）が無権限利用される場合がありうること、電子マネー・アカウン

ト（口座）を利用する場合には資金移動にも似た仕組みを持つことを考

慮すると、そのリスクに応じたルールを設けるべきと考えられる。そ

こで、本稿は、EU指令に準拠して統七的なルールを国内法化している

フランスにおける立法例を参考にして、そのルールの在り方について

検討した。

フランスにおける立法は、EU指令を国内法化したものであるが、保

有者からの無権限利用の通知を要件として、無権限利用のリスクを原

則として発行者に負わせている（保有者は、払戻し又は貸方記帳の回復を

受けられる）。そのうえで、認証に暗証番号等を利用するものについて
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は、発行者と保有者のぞれぞれの過失の程度を考慮して、事案に応じ

た解決を可能にするルールを設けている。また、少額電子マネーの特

質に鑑みて、停止できないものについては、無権限利用の通知に関す

る規定を任意規定としており、さらに、無記名のものについては、払

戻しに関する規定を任意規定としている。このようなルールは、リス

クの程度に応じて保有者（消費者）保護を図りつつ、少額支払手段とし

ての電子マネーの利便性にも配慮したものであり、わが国においても、

最低限の消費者保護を実現するための水準を考えるにあたって参考に

値するものと考えられる。

【付記】本研究は、JSPS 科研費 JP19K0140２および２0２２年度南山大学

パッヘ研究奨励金 I-A-２による研究成果の七部である。

（ 1）	 電子マネーについては、明確な定義がないものの（「電子マネーの私
法的側面に関する七考察─『電子マネーに関する勉強会』報告書」金融
研究16巻 ２ 号（1997年） 3頁を参照）、ここでは、物品や役務の購入の対
価を支払うにあたって、あらかじめ入金（チャージ）をしておく電子的な
支払手段をいうものとする。

（ ２）	 坂勇七郎「前払式支払手段⑴」国民生活105号（２0２1年）37頁を参照。
なお、山本正行「キャッシュレス決済の基礎知識」国民生活118号（２0２２
年）２4頁は、さらに、モバイル型、QR コード型を異なる類型として挙げ
る。

（ 3）	 なお、近年は、後払い（ポストペイ）のものも、電子マネーとよばれ
ることあるが、本稿では、前払い（プリペイド）の電子マネーを検討の対
象とする。

（ 4）	 東京高判平成２9・ 1 ・18判時２356号1２1頁は、「本件サービスの技術的
専門性をも考慮すれば、本件サービスを提供するY1〔電子マネー発行者〕
においては、登録携帯電話の紛失等が生じた場合に、本件サービスの不正
利用を防止するため、登録会員がとるべき措置について適切に約款等で規
定し、これを周知する注意義務がある」とする。

（ 5）	 深川裕佳「判批」判時２386号（２019年）153頁。
（ 6）	 金融庁「スマホ決済等のサービスを利用した不正出金に関する注意喚
起（令和 ２年 9月 8日）」〈https://www.fsa.go.jp/news/r２/sonota/２0２00915/	
２0２00915_01.pdf〉［２0２２年 9 月 1 日確認］。
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（ 7）	 本稿では、発行者・加盟店（受取人）・保有者（消費者）の三者で構
成される電子マネー・サービスを想定して検討する。

（ 8）	 金融審議会・金融制度スタディ・グループ「『決済』法制及び金融
サービス仲介法制に係る制度整備についての報告≪基本的な考え方≫」
（２019年 7 月２6日）1２頁。
（ 9）	 金融審議会・金融制度スタディ・グループ・前掲注（ 8）、18-19頁。
（10）	 日本弁護士連合会「金融審議会『金融制度スタディ・グループ』『『決
済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告（基本
的な考え方）』についての意見書」（２019年 9 月1２日）〈https://www.
nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/２019/opinion_19091２.
pdf〉 ２ 頁。同意見書 9 -10頁も参照。

（11）	 金融審議会・決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキン
グ・グループ「報告書」（２019年1２月２0日）15頁。

（1２）	 金融審議会・前掲注（11）、15頁。
（13）	 金融庁のホームページ「認定資金決済事業者協会七覧」〈https://
www.fsa.go.jp/koueki/koueki10f.html〉［２0２２年 4 月19日確認］。

（14）	 全国銀行協会のホームページ「『預金等の不正な払戻しへの対応』に
ついて」〈https://www.zenginkyo.or.jp/news/２008/n２933/〉［２0２２年10月２6
日確認］。

（15）	 日本資金決済業協会「銀行口座との連携における不正防止に関するガ
イドライン（前払式支払手段）」（２0２1年 1 月２8日制定） 6 - 7 頁を参照。
なお、銀行口座との紐づけがなされた場合について、全国銀行協会「資金
移動業者等との口座連携に関するガイドライン（令和 ２年11月30日制定）」
が公表されている。

（16）	 日本資金決済業協会「前払式支払手段の不正利用防止に関するガイド
ライン」（２0２1年 6 月２5日制定） ２ - 4 頁。

（17）	 日本資金決済業協会・前掲注（16）、 ２ - 4 頁。
（18）	 日本資金決済業協会・前掲注（16）、 4頁。
（19）	 日本資金決済業協会のホームページ〈https://www.s-kessai.jp/cms/
user-protection/list/〉に「周知委託会員の利用者保護措置の内容」とし
て、会員である前払式支払手段発行者の定めた「無権限取引により発生し
た損失の補償等の対応方針」が公表されている［２0２２年 7 月1２日確認］。
なお、図書カードのように、ここに掲載されていないものもあるが、本稿
では、以下において、このホームページ上に掲載された電子マネーを対象
にして、無権限利用についての発行者の対応を検討することにする。

（２0）	 前掲注（ 4）。
（２1）	 千葉惠美子「キャッシュレス決済の横断的検討の必要性と検討の視
点」千葉惠美子編著『キャッシュレス決済と法規整─横断的・包括的な電
子決済法制の制定に向けて─』民事法研究会、２019年） ２ -２3頁（特に17
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頁）において、各種決済サービスに対する横断的な分析の必要性が主張さ
れている。

（２２）	 白石大・都筑満雄訳「フランス法参照条文七覧」千葉編著・前掲注
（２1）、170-177頁に抄訳が掲載されている。
（２3）	 S.	Moreil,	La	directive	DME	２	enfin	 transposée,	D.	 ２013,	115２;	P.	
Storrer,	Droit de la monnaie électronique,	RB	Edition,	２014,	no	16.	現金
での支払い（paiement	en	espèces）が禁止される債権について規定する
CMF	L.	11２-6条は、電子マネーでの支払いを現金での支払いと同列に定
めていることから、「電子マネーは、その使用の限界の範囲において、現
金と明白に類似する」ことを指摘するものもある（R.	Bonhomme	et	M.	
Roussille,	Instruments de crédit et de paiement,	14e	éd.,	LGDJ,	２0２1,	no	
２96.）。

（２4）	 D.	-R.	Martin,	Aspects	de	 la	monnaie	électronique,	D.	２013,	nos	２-4;	
Th.	Bonneau,	Droit banaire,	14e	éd.,	LGDJ,	２0２1,	no	97.

（２5）	 フランスにおける電子マネーに関する法制度については、都筑満雄
「フランスの電子マネー法─EUにおける電子マネー法の七つの具体化と
して」名法２70号（２017年）２17-２3２頁および同「電子マネーのルールを通
してみるフランスのキャッシュレス決済法の特質」千葉編著・前掲注（２1）、
1２7-146頁に詳細な紹介・検討がなされている。

（２6）	 DME1の国内法化前に、「電子マネーの法的性質」と題するフランス銀
行の研究報告書（S.	Lanskoy,	la	nature	juridique	de	la	monnaie	électronique,	
Bull. Banque de France	no	70,	oct.	1999,	p.	61.）において、「法的観点か
らは、各電子単位（unité	électronique）は、電子手段に加えられた債権証
券（un	titre	de	créance）であり、発行者以外の第三者によって支払手段
として認められたものである」とされていた。同研究によると、価値を保
存する機能は発行者の口座によって果たされるものであるから、「電子単
位は、単にこの口座上の債権を表す」という（Lanskoy,	op. cit.,	p.	57）。

（２7）	 8e	consid.	de	la	directive	２009/110/CE.
（２8）	 CMF	D.	315-２条は、電子形式で保存される物質的な媒体を利用する
ものについては、10,000ユーロを上限とし、また、このような電子マネー
への現金や匿名電子マネーでのチャージは 1か月あたり1,000ユーロを上
限とし、さらに、その現金での引出し（retrait）及び払戻しは 1か月あた
り1,000ユーロを上限としている。

（２9）	 平野裕之「海外金融法の動向・フランス・電子マネーについての法改
正（２013年 1 月２8日の法律２013-100号）」金融法２9号（２013年）131-144頁
（特に137-143頁）において詳細な紹介がなされている。
（30）	 Storrer,	op. cit.,	nos	２63	et	２64.	DME２は、電子マネー保有者の信頼
（confiance）を保持するために払戻しが必要であるとしている（18e	consid.	
de	la	directive	２009/110/CE）。
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（31）	 Bonhomme	et	Roussille,	op. cit.,	no	２97.
（3２）	 なお、決済取引は、受取人によってなされた指図に基づいて開始され
ることもあり、その場合には、支払人から受取人に対する同意に基づいて
指図がなされている必要がある（CMF	L.	133-3第 ２ 項 c））。

（33）	 本稿では、無権限決済に関する規定を検討するのに必要な範囲におい
て紹介する。発行者の義務について、都筑・前掲注（２5）「フランスの電子
マネー法」、２２5-２２8頁を参照。

（34）	 CMF	L.	133-4条 a）によると、個別セキュリティのデータとは、認証
の目的で、決済サービス提供者によって決済サービス利用者に対して提供
される、個別的要求に対応したデータを意味するものとされる。銀行カー
ドの暗証番号やインターネット上の口座にアクセスするコードなどである。

（35）	 Bonhomme	et	Roussille,	op. cit.,	no	375.
（36）	 71e	consid.	de	la	directive	２009/110/CE.
（37）	 DSP２第74条 1 項は、不正流用（misappropriation）についても、喪
失・盗難と同様の扱いとしているが、CMF は、これを喪失・盗難と区別
して規定している。

（38）	 CMF	L.	133-44条 1 項によると、保有者が①オンラインでその口座に
アクセスし、②電子決済を開始し、③支払いにおける不正やその他の不正
使用のリスクを伴う可能性がある隔地者間の意思表示を通じて決済取引を
実行する場合に、発行者は、CMF	L.	133-4条 f）において定義されている
「強力な顧客認証」を実施しなければならない。CMF	L.	133-4条 f）によ
ると、強力な顧客認証とは、「知識」（ユーザーのみが知っているもの）、
「所持」（ユーザーのみが所持するもの）、および「生体」（ユーザーに固有
のもの）に属する ２つ以上の要素の使用に基づく認証を意味するものとさ
れる。

（39）	 条文上は、受取人またはその決済サービス提供者とされているが、発
行者・加盟店・保有者（消費者）の三者で構成される電子マネー・サービ
スの場合には、強力な顧客認証を採用するシステムを構築する義務を負う
のは、発行者であると考えられる。

（40）	 81e	consid.	de	la	directive	２009/110/CE.
（41）	 学説においても、発行者が十分な水準でセキュリティを確保すること
が無権限利用のリスクを利用者に負担させる前提になると考えられている。
鹿野菜穂子「判批（東京地判平２9・ 1 ・18）」金法２097号（２018年）77頁、
小塚荘七郎「スマートフォンの紛失とアプリによって提供される電子マ
ネーの不正利用」CCR（２0２0年）9号87-88頁、小塚荘七郎「各種のキャッ
シュレス支払いと消費者保護」国民生活研究61巻 ２ 号（２0２1年）69-71頁
を参照。

（4２）	 無権限利用による損失について発行者は責任を負わないとする規定に
ついては、消費者契約法10条に反する可能性があると指摘されている（北
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浜法律事務所編『バーチャルマネーの法務〔第 ２版〕─電子マネー・ポイ
ント・仮想通貨を中心に』（民事法研究会、第 ２版、２018年）136-144頁、
金融審議会・金融制度スタディ・グループ・前掲（ 8）、15頁を参照）。なお、
東京高判平成２9・ 1 ・18（前掲注（ 4））は、不正利用による発行者の免責
条項について、消費者契約法 8条 1項 3号に抵触して無効であるとする。
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スイス債務法における信頼関係と
契約上の利益からみる委任の終了と継続

蓮　田　哲　也

目次

はじめに

一　ORにおける委任契約規定構造

一　委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権（OR404条 １ 項）

一　時機を逸した任意撤回権又は任意解約権行使に伴う損害賠償（OR404条 ２項）

一　委任事務継続義務（OR405条 ２ 項）

一　ORにおける委任の終了と継続

むすびに代えて

はじめに

１ ．日本における委任終了後の善処義務

日本民法654条では、委任が終了したとしても、急迫な事情があると

きは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は委任者又はその相

続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るま

では、必要な処分をしなければならないことが定められている。この

ように、委任が終了したとされる場合であっても、なお受任者等が引

き続き必要な処分をしなければならない義務は「善処義務」として論

じられている。

論　説

）
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善処義務は、委任が終了した後に認められる義務であることから、

その法的性質をどの様に解するのかが日本民法制定過程から議論の対

象となっていた。日本民法制定過程においては、委任契約上の義務で

はなく、事務管理としての性質を有する法定義務であることが示され

ていた。この理解は、委任の終了事由が発生しているのみならず、善

処義務が急迫な事情が存する場合にのみ認められる義務であり、かつ、

委任契約上の義務の全てを行うのではないから従前と同一の報酬を与

えるのは適当ではないという理由から基礎づけられている（１）。民法制

定過程において、善処義務の法的性質が事務管理上の義務として位置

づけられていたのに対し、民法制定後においては、一転して、委任契

約上の義務であるとの理解が次第に広まっていくこととなる。この理

解は、ドイツ民法典（以下、BGB と呼ぶ。）67２条及び673条（ ２）の文言を

参考にしつつ、善処義務を果たした受任者等に対して報酬請求権が認

められるべきであるとして、委任契約に付随して生じる委任契約上の

義務であるという理由から基礎づけられている（3）。今日においては、

善処義務は委任契約上の義務としての法的性質を有する義務であり、

日本民法654条に基づいて受任者等が善処義務を負う限りにおいて、委

任契約が存続しているという理解が広く承認されている。

２ ．問題の所在─委任終了事由と存続─

日本民法654条に基づいて、委任終了事由が生じたとしても受任者等

が善処義務を負う限りでは、委任契約は終了することなく存続してい

ることが認められているが、その根底にある理念は何であろう。この

点について、委任終了事由の根底にある理念との対比において一定程

度明らかとすることができる。

日本民法において、委任契約特有の終了事由として、日本民法65１条

に任意解除権、653条には委任者又は受任者の死亡（同条 １号）、委任者

又は受任者の破産手続開始の決定（同条 ２号）及び受任者の後見開始の

審判（同条 3号）、の 4つが掲げられている。これらの事由は契約当事

）
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者間の信頼関係の消滅ないし著しい減退が認められることから認めら

れるとされる。すなわち、委任契約は委任者と受任者間の信頼関係を

基礎として認められる契約であることから、この信頼関係が損なわれ

ることで委任契約の基礎を失い委任契約は終了するという、いわゆる

「信頼主義」に基づいて説明されている（4）。

委任契約特有の終了事由が信頼主義に基づいて説明されるが、善処

義務は当事者間の信頼関係が損なわれる事由が生じているにもかかわ

らず、委任契約が継続しているために認められる義務であるとされる。

その根底にある理念は「契約上の利益」であると考えられる。すなわ

ち、委任終了事由が生じているものの、委任者側の利益に不測の損害

が生じてしまうという急迫な事情が存する場合に善処義務が認められ

ることから、委任者に認められるべき契約上の利益を保護することを

目的として、委任契約が終了することなく継続すると解されよう。

このように、委任契約においていわば「信頼関係の崩壊よりも契約

上の利益」という規律構造が認められるとするならば、日本民法654条

に定められている善処義務が認められる場面に限らず、他の場面にお

いても委任契約の継続が意図されるべき場面があるのではないであろ

うか。

委任契約における契約上の利益については、これまでに日本民法65１

条の任意解除権行使に伴う損害賠償請求権との関係で優れた先行研究

が認められる（5）。先行研究では、日本民法制定過程から今日に至るま

での日本の理論的変遷のみならずドイツ法や英米法との比較法研究を

通じて詳細な分析が行われているところである。しかし、ここで見い

だされた契約上の利益が委任契約の継続という点においてどの様に影

響するのかについては明らかにされたとはいえない。そこで、日本に

おける理論的変遷等については先行研究の成果を享受しつつ、新たな

研究視点として契約上の利益が委任契約の継続にどの様な影響を及ぼ

しうるのかについて、日本民法制定過程において参照され、委任契約

に関する日本民法の条文構造と非常に類似しているスイス債務法（以下、

）
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OR と呼ぶ。）について分析 ･ 検討を行うこととする（6）。特に、本稿で

は、ORに法定されている委任終了事由、任意撤回・解約権行使に伴う

損害賠償請求権及び委任事務継続義務に着目し、委任契約における

「信頼関係」と「契約上の利益」が委任契約の終了と継続にいかなる影

響を及ぼすのかについて論じていくこととする。

一　ORにおける委任契約規定構造（7）

ORは、スイスが連邦国家として創設後直ちに連邦で統一的な法の制

定が必要視され立法作業が進められた結果、１883年に「債務法に関す

る連邦法（Bundesgesetz	über	das	Obligationenrecht）」として発行された

（以下では旧債務法という意味で aOR と呼ぶ。）。しかし、aOR 制定時にお

いて存在していなかったスイス民法典（以下、ZGBと呼ぶ。）が１907年に

制定（発行は１9１２年）されたことを受け、aOR の改正が唱えられること

となった。その際、aOR の条文の一部が ZBG へと移転され、aOR の

基礎を維持しつつ修正が加えられ、１9１１年に連邦議会を通過し、「スイ

ス民法典の補充に関する連邦法（第一部：債務法）（Bundesgesetz	

betreffend	die	Ergänzung	des	Schweizerischen	Zivilgesetzbuches	（Fünfter	Teil:	

Obligationenrecht））」として１9１２年に発行され、今日では単に OR とし

て言及されている。その後、今日までに多くの改正が見られるが、

aORからORへと改正されたような法令名の変更等はなされていない。

aOR から OR への改正に当たって条数の変更及び文言の修正が加え

られたものの、委任契約に係る条文構造について特段変更がなされる

ことはなかった（8）。単純委任（Der	einfache	Auftrag）では、概念（Begriff）、

成立（Entstehung）、効果（Wirkungen）、終了（Beendigung）に分けて規定

されており、特に、終了においては、その原因（Gründe）として、OR404

条 １ 項（aOR40２条 １ 項）（ 9）では撤回及び解約（Widerruf,	Kündigung）が定

められおり、この撤回又は解約が時期に逸していた場合には、これに

よって相手方に生じた損害を賠償しなければならないことが OR404条

）
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２ 項（aOR40２条 ２項）に定められている。また、OR405条（aOR403条）（１0）

では、別の委任終了原因としての当事者の一方の死亡、行為能力喪失

又は破産が定められているが、この委任終了原因による委任の終了に

よって委任者の利益が危険にさらされる場合には、受任者又はその相

続人若しくは代理人は、委任者又はその相続人若しくは代理人が委任

事務を自ら行うことができる状態になるまで事務の継続をする義務

（委任事務継続義務）を負うことが定められている。これらの委任終了原

因に係る規定に続いて、消滅の効力（Wirkung	des	Erlöschens）【aOR404

条、OR406条】（１１）が定められている。

一	　委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権（OR404条
１ 項）

１ ．任意撤回権又は任意解約権の行使による委任の終了

OR404条 １ 項では、委任者は撤回により、受任者は解約によりいつ

でも委任を終了させることができることが定められている（１２）。このよ

うな委任者に認められる任意撤回権と受任者に認められる任意解約権

について、当事者に相違があることが意識されているものの、その法

的性質は同一であることが言及されている。すなわち、一方的な意思

表示によって委任関係を終了させる一種の形成権として理解されてお

り、その効力は遡及効が認められず、将来に向かってのみ委任関係を

終了させるものであるとされる（１3）。

このように、委任者による任意撤回権又は受任者による任意解約権

が行使されたとしても、既に生じている効果には影響を及ぼさないこ

とが明らかにされている。そのため、既に投じられてきた費用等の償

還請求権（OR40２条（１4））のみならず、委任契約が有償契約であった場合

には受任者の報酬請求権も認められることとなるとされる（１5）。
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２ ．OR404条 １ 項の強行法規性

OR404条 １ 項に定められている委任者の任意撤回権及び受任者の任

意解約権は、ローマ慣習法を淵源とするとされる。すなわち、委任契

約は当事者間の信頼関係を基礎としていることを理由に挙げつつ、委

任契約に基づく委任事務の処理の効果帰属先は委任者であるために委

任者の意思によってその帰趨が決せられることから任意撤回権が当然

に認められ、さらに、特に無償委任契約である場合にはその好意的性

質が顧慮されなければならないことから委任者よりも受任者が不利な

立場におかれてはならないために受任者に任意解約権が認められると

される（１6）。このように、委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権

は当事者間の信頼関係に基づいて認められる委任契約に特有な制度で

あることから、他の役務提供契約と区別される主要な分類特徴である

とされる。さらに、当事者間の信頼関係を基礎とする委任契約を特徴

付ける制度であることから、当事者意思によって放棄することや、任

意解約権の行使を阻害することを目的とする違約金特約等は無効とし

て扱われるとして、OR404条 １ 項の強行法規性が判例上承認されてい

る（１7）。

このように判例上認められている OR404条 １ 項の強行法規性につい

て、その理解を改めるべきであるという見解が見受けられる。この点

について詳細に言及しているものとして以下の見解を挙げることがで

きる。

Honsell は、任意撤回権及び任意解約権がローマ慣習法を淵源とした

委任者と受任者とが対等に自由であることを基礎とする無償委任を前

提とした制度であることに着目し、有償委任においても同様に理解す

ることは適当ではないという（１8）。確かに、委任契約が「信頼関係」を

基礎としていることは認めるが、その信頼関係は相互的なものであり

一方的な委任終了は私的自治の根幹をなす「pacta	sunt	servanda（合意

は守られなければならない）」ということを無視しているのみならず、受

任者の報酬利益を一切顧慮していないという批判を加えている。
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Büren は、より具体的に、有償委任契約において各当事者に認めら

れる「継続性の利益（Kontinuitätsinteressen）」が考慮されなければなら

ないことを指摘している（１9）。ここでの継続性の利益については、委任

者と受任者とでは地位が異なることに着目し、それぞれ検討しなけれ

ばならないという。まず、委任者の任意撤回権について、委任者は委

任事務の処理の効果帰属先であることから、受任者は委任者の意思に

従わなければならず、委任者による任意撤回権行使によって委任が終

了することは認められなければならないという。しかし、有償委任契

約においては、委任者の意思による突然の委任終了に際し、受任者が

獲得することのできる報酬利益がどの程度認められるべきかは、委任

事務の内容によって判断されなければならないという。この点につい

て、弁護士、医師、歯科医師及び建築家等が行う委任事務については、

その役務が利用された範囲でのみ報酬請求権が認められ、撤回権行使

後に予定されていた役務について報酬請求権は認められないとする一

方で、物及び人の運搬、情報の入手並びに山岳ツアーの引率等事実的

な内容を委任事務としている場合には受任者の報酬利益を完全に満足

させるべきであるとし、受任者による役務が一切利用されなかったと

しても全額について報酬請求権が認められるべきであるとしている。

ついで、受任者の任意解約権について、特に有償委任においては自由

に行使することは不適当であるという。委任者は委任事務の処理につ

き対価を支払っていることから、受任者が委任者と対等な立場に置か

れていることを前提とする無償委任よりも、委任者は遙かに強い立場

にあるという。そのため、委任者は受任者に対し委任事務の処理につ

き一定の継続を求めることができなければならないとしており、特に、

弁護士や医師といった自由職が受任者である場合には、理由なくして

受任者が任意解約権を行使し、委任事務の処理を中断してはならない

という。受任者が理由なくして任意解約権を行使した場合には、当該

受任者は常に OR404条 ２ 項に基づく損害賠償義務を常に負わなければ

ならないとしている。このように、Büren は委任契約の無償制と有償
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性とを明確に区別した上で、委任者の任意撤回権行使に制限はないと

しつつ、受任者の報酬利益をどの様に認めていくべきか検討すべきで

あることを示す一方で、受任者の任意解約権については、特に有償委

任の場合には、任意撤回権の行使は制限されなければならないとし、

この制限は OR404条 ２ 項の損害賠償によって担保されることを示唆し

ている。

このように、判例理論は委任契約が信頼関係を基礎としていること

を理由に OR404条 １ 項の強行法規性を承認しているのに対し、特に、

有償委任において委任者及び受任者がそれぞれ有する利益や地位の違

いから、一定の制限が加えられるべきことが学説上唱えられている。

３ ．小括

委任終了事由として OR404条 １ 項に法定されている委任者の任意撤

回権及び受任者の任意解約権の行使は、委任契約が当事者間の信頼関

係を基礎とする契約類型であることから認められるものであるため、

委任契約特有の制度であることが示されている。ここでの撤回及び解

約は、行使する者の違いからその呼称が異なるものの、その法的性質

に相違がないことが明らかとされており、特に、その効力に遡及効が

認められないことから、受任者の費用償還請求権（OR40２条）等、既に

生じている債権債務に影響を及ぼさない点に特徴が認められる。

このような特徴から、委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権

の行使を制限する特約については無効であるとして、OR404条 １ 項の

強行法規性が判例上承認されているとされるが、この強行法規性につ

いては学説上一部否定的に捉えられている。すなわち、委任契約が当

事者間の信頼関係を基礎とし、委任者と受任者とが対等な地位にある

ことを前提とした無償委任である場合には問題ないとされるが、受任

者に対して報酬を約した有償委任である場合にも同じく扱うことが適

当ではないことが指摘されている。そこでは、当事者間の信頼関係は

「pacta	sunt	servanda（合意は守られなければならない）」からも検討しな
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ければならず、委任者又は受任者が委任契約によって得る利益をも考

慮しなければならないことが言及されている。ここでの利益とは、委

任者側では報酬に裏付けされた「委任事務継続利益」に向けられ、受

任者側では「報酬利益」に向けられている。換言すれば、委任者側は

受任者に対して対価を支払っていることから、契約は守られるものと

して委任事務の継続を期待し、受任者側は約定された委任事務の処理

をする対価としての報酬を獲得することができることを期待している

のであるから、その期待を裏切ってはならず、まさに委任契約におけ

る信頼関係は単に好意的性質によるものに注視すべきものではなく、

両当事者に存する利益という側面から「pacta	sunt	servanda（合意は守

られなければならない）」という基本原則に立ち戻らなければならないこ

とを示しているといえよう。

一	　時機を逸した任意撤回権又は任意解約権行使に伴う損害
賠償（OR404条 ２ 項）

１ ．OR404条 ２ 項に基づく損害賠償

OR404条 ２ 項には、委任者による任意解約権又は受任者による任意

解約権の行使が、時機を逸した場合には、相手方に生じた損害を賠償

することを定めている。

この損害賠償義務は、時機を逸して委任を終了したことで生じるこ

ととなる。ここでの時機を逸したとは、委任者側では受任者による突

然の任意解約権行使によって、他の備えを講じることができない場合

が挙げられており（２0）、受任者側では、委任者による突然の任意撤回権

行使によって、撤回された委任契約以外による利益を獲得する機会を

喪失した場合が挙げられている（２１）。さらに、時機を逸したとは、相手

方の行動が正当化されないために委任を終了させざるを得なかった場

合も含まれるとされる（２２）。前者は、委任を終了させた者、すなわち任

意撤回権を行使した委任者又は任意解約権を行使した受任者が損害賠
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償義務を負うのに対し、後者は、委任を終了された者、すなわち任意

撤回権を行使された受任者又は任意解約権を行使された委任者が損害

賠償義務を負うことを表している。このことから、委任者及び受任者

は任意撤回権又は任意解約権の行使によって相手方に特別な損害が生

じないように配慮する義務を負っていることが示されている（２3）。

これに対して、委任者の任意撤回権又は受任者の任意解約権の行使

によって相手方に特別な損害が生じた場合であっても、OR404条 ２ 項

に基づく損害賠償義務を負わないことがある。すなわち、委任契約の

当事者が一方的に委任を終了させた場合には、相手方の信頼や利益に

対して悪影響が生じることは当然に予定されていることであり、委任

者の任意撤回権又は受任者の任意解約権の行使につき、客観的に正当

な事由が認められる場合には時機を逸したとは評価されないという（２4）。

この正当事由には、委任を終了させた者の個人的な事由が含まれるの

は当然であるが、委任を終了させられた者に特別な損害が生じたとし

ても、委任の終了が正当化されない同人の行動のために生じたもので

あるときにも認められるとされる（２5）。

このように、OR404条 ２ 項に基づく損害賠償は、OR404条 １ 項に基

づく委任者による任意撤回権又は受任者による任意解約権の行使が時

機を逸していたために特別な損害が生じた場合に認められるが、委任

の終了につき正当事由が存する場合には、これが免責事由として機能

している。

２ ．OR404条 ２ 項に基づく損害賠償の範囲

OR404条 ２ 項に基づく損害賠償義務は、単に突然の委任の終了に

よって損害が生じたとしても認められない。すなわち、OR404条 ２ 項

に基づく損害賠償は、時期を逸した委任者の任意撤回権又は受任者の

任意解約権の結果として生じた損害についてのみ賠償義務が認められ

るに過ぎないとされる（２6）。

時期に逸した委任者による任意撤回権又は受任者による任意解約権
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行使によって生じた損害の範囲をどこまで認めることができるのかが

問題となる。この点について、委任が継続することを信頼していたに

もかかわらず、突然の委任の終了によって被った損害であるところの

消極的利益のみを対象とすることが指摘されている（２7）。

このように OR404条 ２ 項に基づく損害賠償は消極的利益のみを対象

としているが、有償委任が突然終了することで、受任者が受け取るこ

とができなくなった報酬が含まれるのかが問題となる。この点につい

て、当該報酬は損害賠償の範囲に含まれないという共通理解が認めら

れる。これは、受任者による委任事務の処理に対する対価として位置

づけられるのであり、委任が終了したことで受任者が委任事務の処理

を免れているのであるから報酬は損害とは認められないとされる（２8）。

３ ．小括

OR404条 ２ 項では、委任者による任意撤回権又は受任者による任意

解約権の行使が時機を逸していたために、生じた損害を対象として賠

償しなければならないことが定められている。ここでの損害賠償が認

められるか否かは、「時機を逸した撤回又は解約」と「客観的な正当事

由」という ２つの側面から判断されているといえよう。「時機を逸した

撤回又は解約」は、委任が突然終了させられた当事者に特別な損害が

生じた場合のみならず、委任の終了を申し入れざるを得なくなった当

事者に特別な損害が生じた場合にも認められるが、いずれも委任が終

了しないことを前提とした利益が危険にさらされたことが判断基準と

して機能している。「時機を逸した撤回又は解約」であると評価された

場合には OR404条 ２ 項に基づく損害賠償が認められることから、いわ

ゆる積極的要件として位置づけることができる。これに対し、「客観的

な正当事由」は、委任を終了させた当事者の個人的事由が取り上げら

れると伴に、委任の終了を申し入れざるを得なかった理由が相手方に

存することも含まれることとなるが、いずれも委任を継続する利益

（場合によっては当事者間の信頼関係）を失ったことが判断基準として機能
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している。この「客観的な正当事由」が認められる限り、委任の終了

を申し入れたことによって相手方に特別な損害が生じたとしても「時

機を逸した撤回又は解約」と評価されないことから損害賠償を免れる

ことができるため、いわゆる消極的要件（免責事由）として位置づける

ことができる。

OR404条 ２ 項に基づく損害賠償は、客観的な正当事由が認められず、

委任者による任意撤回権又は受任者による任意解約権行使が時機に逸

したものであると評価された場合に認められることとなるが、その賠

償の範囲は限定的であるといえる。OR404条 ２ 項に基づく損害賠償は、

時機を逸した委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権によって生

じた損害にのみ向けられていることから、突然の委任の終了によって

被った消極的利益を対象とし、積極的利益についてはその対象から外

れることが明らかとされている。この積極的利益について損害賠償を

求める場合には、OR97条（２9）に基づく債務不履行責任追求が認められ

なければならないこととなる。すなわち、OR404条 ２ 項に基づく損害

賠償は、債務不履行一般に係る損害賠償とは別に機能する一種の法定

責任として位置づけることができる。

このように、OR404条 ２ 項に基づく損害賠償は、OR404条 １ 項に基

づく委任の終了に伴って生じる損害を補償することを目的とするが、

委任の終了に伴って生じるあらゆる損害を対象とせずに、消極的利益

の賠償のみに向けられた特殊な責任として位置づけることができよう。

一　委任事務継続義務（OR405条 ２ 項）

これまで、OR404条に定められた委任終了事由について整理・分析

をしてきたが、以下では、日本民法654条に定められている善処義務と

同じように、委任が終了したとしてもなお認められる受任者又はその

相続人若しくは代理人の委任事務継続義務（OR405条 ２ 項）について整

理 ･分析を行う。
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１ ．OR405条 ２ 項に基づく委任事務継続義務発生場面

OR405条 ２ 項では、OR405条 １ 項に定められた委任終了事由、すな

わち、委任者又は受任者の死亡、行為能力喪失又は破産によって委任

が終了することで、委任者の利益が危険にさらされる場合には、受任

者（受任者の相続人又は代理人を含む）は委任者（委任者の相続人又は代理人

を含む）が自ら委任事務を行うことができるようになるまで、委任事務

の継続につき配慮しなければならないことを定めている。そのため、

OR405条 ２ 項に基づいて受任者等が委任事務継続義務を負うのは特定

の委任終了原因発生場面に限定されることとなるが、以下では、それ

らの終了原因について概観することとする。

①　当事者の一方の死亡

委任契約は当事者間の信頼関係を基礎としており、この信頼関

係は個人的なものであるとされる。そのため、委任契約の当事者

の一方が死亡したことで、同人の地位が相続人へと承継されたと

しても当該信頼関係は相続人へと引き継がれることはないために

委任が終了するとされる（30）。なお、死亡には自然人の失踪宣告

（Verschollenerklärung）や法人の解散も含まれる（3１）。

②　当事者の一方の行為能力喪失（3２）

委任事務に係る行為能力を喪失する場合には、当事者間の信頼

関係が損なわれることから委任は終了するとされる（33）。行為能力

の喪失は、法律行為を委任事務の内容とする場合のみならず、事

実行為を委任事務の内容とする場合であっても委任の終了を導く

ことが言及されている（34）。行為能力を喪失する主体については、

主に受任者を念頭に置いていると解されるが、委任者の行為能力

喪失場面は妥当しないという記述がないことから、委任者の行為

能力喪失によっても委任が終了することがあることが示唆されて

いると解される。

受任者の行為能力喪失に伴い委任が終了することは、引き受け

た委任事務を受任者が確定的有効に行うことができないことや、
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十分な事理弁識能力を備えていないために、不適切な委任事務の

処理を行う可能性を鑑みた結果と解される。そのため、委任事務

の内容が法律行為である場合に限らず事実行為である場合であっ

ても、委任契約が基礎とする当事者間の信頼関係が揺らぐことか

ら委任が終了することとなると解される。これに対し、委任者の

行為能力喪失に伴い委任が終了することについては、受任者によ

る委任事務の処理に当たって、場合によって委任者の指図を受け

ることが考えられる。そのような場合、委任者が十分な事理弁識

能力を備えていないことから、適切に指図が行われず、結果とし

て不適切な指図に拘束された委任事務の処理を受任者は行わなけ

ればならないことが考えられよう。このような場合には、まさに

受任者の委任者に対する信頼が揺らぐことは想像に難くなく、そ

のために委任は終了するとされたと解される。

③　当事者の一方の破産

当事者の一方が破産したとしても、委任契約上の債務の履行可

能性を妨げるものではないものの、信頼関係が損なわれると評価さ

れる為に委任は終了するとされる（35）。破産について、委任者の破

産の場合と受任者の破産の場合とに分けて言及する見解がある（36）。

その見解によれば、委任者の破産の場合には、破産管財人が委任

の継続を希望しない場合に委任は終了するとされ、受任者の破産

の場合には、破産法によって処分能力が制限されることから委任

は終了するとされる。

このように、OR405条 １ 項に定められている委任終了事由は、委任

契約が基礎としている当事者間の信頼関係が揺らぐ典型的な事由とし

て、一方当事者の死亡、行為能力喪失及び破産が挙げられている。こ

れらの事由が生じた場合には、特段の意思表示なくして委任は終了す

るものの、当該事由を相手方が知るに至るまでは委任は終了すること

なく有効に存続することが法定されている（OR406条）。また、当該事

由が生じたことで委任が終了したとしても、直ちに当事者間の委任関
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係が消滅するのではなく、既に生じている権利義務は未だに存在して

おり、単に委任事務の執行に係る履行請求が認められなくなるに過ぎ

ないとされる（37）。

なお、例外的に、当事者意思又は委任事務の性質から、すなわち、

事前に終了しないことにつき（明示的又は黙示的に）合意をしている場

合や委任者又は受任者の高度に個人的な権利 ･ 義務に係るものではな

い非人間的でありかつ標準化されている場合には、委任は終了しない

ことが OR404条 １ 項に定められている（38）。このように、当事者意思又

は委任事務の性質上、OR405条 １ 項に定められている終了事由が生じ

たとしても委任は継続されることとなり、特に、委任者又は受任者が

死亡した場合、死者の相続人は委任契約上の権利義務を承継すること

となる。この場合、当該相続人は委任事務について十分な理解を得て

いないこと等を理由として適切な権利行使又は義務履行を果たすこと

ができないことが考えられる。そのような場合、OR404条に定められ

ている任意解約権を用いることで委任を終了させることができるとさ

れる（39）。

２ ．OR405条 ２ 項に基づく委任事務継続義務

OR405条 １ 項に定められている委任終了事由が生じたとしても、当

該事由を相手方が知るに至るまでは委任は終了しないが（OR406条）、

相手方が当該事由を知った後であっても受任者等は配慮義務（誠実義

務）として委任事務を継続しなければならないこと（委任事務継続義務）

がOR405条 ２ 項に定められている。

OR405条 ２ 項に基づいて受任者等が委任事務継続義務を負うのは、

OR405条 １ 項に定められた委任終了事由により委任が終了することで

委任者の利益が危険にさらされる場合に限られている。これは、委任

者（又は委任者の相続人）の利益に及ぼす影響を大幅に制限するために

設けられたとされ、委任者の利益への配慮義務としても論じられてお

り、委任の結果として委任者にもたらされる利益を保全し、利益が害
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されることを防止することを目的として、受任者等は委任事務の継続

義務を負うとされる（40）。

また、委任事務継続義務が認められるためには、委任者の利益が危

険にさらされていなければならないが、実際に委任者の利益への危険

が生じている必要はなく OR405条 １ 項に定められている委任終了事由

よって委任が終了することで委任者の利益に対する危険性や損害発生

の蓋然性が認められれば良いとされる（4１）。

受任者等が OR405条 ２ 項に基づく委任事務継続義務を負う場合には

委任関係が存続しており（4２）、委任者（委任者の相続人又は代理人を含む）

が自ら対処することができる時まで継続する（43）。

３ ．小括

OR405条 ２ 項では、OR405条 １ 項に定められている委任終了事由が

生じたために委任が終了する場合であっても、受任者又はその相続人

若しくは代理人は委任者の利益が危険にさらされているならば、委任

者又はその相続人若しくは代理人が自ら委任事務を行うことができる

ようになるまで、委任事務の継続につき配慮しなければならないこと

から委任事務継続義務を負うことが定められている。この委任事務継

続義務は、OR405条 １ 項に定められている委任終了事由による委任終

了場面でしか認められない。OR405条 １ 項に定められている委任終了

事由は、委任契約の基礎として存する当事者間の信頼関係が揺らぐ典

型的な事由として位置づけられていることから、当該事由発生を相手

方が知るに至った場合には、直ちに委任は終了することとなる。しか

し、当事者意思や委任事務の性質から委任が終了しないことがあるこ

とを OR405条 １ 項は定めている。この点に着目するならば、OR405条

１ 項に定められている委任終了事由は当事者間の信頼関係の揺らぎが

委任の終了を導くことを端的に示しており、信頼関係が揺らがない限

り委任は継続することが明らかにされているといえよう。

しかし、OR405条 １ 項に定められている委任終了事由が生じ、これ
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によって当事者間の信頼関係が揺らいだために委任が終了するとされ

る場合であっても、OR405条 ２ 項に基づいて受任者等は委任事務継続

義務を負うことがある。この義務は、OR405条 １ 項に定められている

委任終了事由によって委任が終了することで生じる委任者側の利益に

及ぼす影響、すなわち突然の委任終了によって委任者側が獲得してき

た利益が減じる危険性や損害発生の蓋然性に対処するために受任者等

に課されるものである。この委任事務継続義務は、委任者等が自ら委

任事務を行うことができるようになるまで課されており、その限りに

おいて委任関係は存続することが言及されている。そのため、受任者

が委任事務継続義務を果たさない場合には、委任契約上の債務不履行

に該当することから契約責任を負うこととなるが、その賠償範囲は消

極的利益の賠償に限定されることが示されている。

このように、OR405条 １ 項は委任契約の基礎として存する信頼関係

が揺らぐ典型的な事由として委任の終了を導くこととなるが、この委

任の終了に伴って委任者側の利益に危険が及ぶことを防ぐことを目的

として、OR405条 ２ 項では受任者側に委任事務継続義務が課されている。

一　ORにおける委任の終了と継続

１ ．法定の委任終了事由に存する理念─個人的・属人的な信頼関係─

OR404条 １ 項に定められている委任者による任意撤回権及び受任者

による任意解約権の行使並びに OR405条 １ 項に定められている一方当

事者の死亡、行為能力喪失及び破産という委任終了事由は、委任契約

が信頼関係を基礎としていることから認められるものである。前者は、

他の役務提供契約と区別される主要な分類特徴であり、当事者意思に

よってその行使を制限することは認められないとして強行法規である

ことが判例上認められている。後者は、当事者間の信頼関係を揺るが

す典型的な事由であるとされる。この点から、法定の委任終了事由に

存する理念はローマ慣習法を淵源とする委任契約特有の当事者間に認
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められる信頼関係、換言すれば、委任者は特定の受任者であることか

ら事務を委託し、受任者も特定の委任者であることから事務を受託し

たという個人的・属人的な信頼関係にあるといえよう。

２ ．委任の終了を阻害する事由

法定の委任終了事由は、個人的・属人的な信頼関係が揺らいだため

に委任が終了することから認められるものであるが、この信頼関係が

揺らいだと評価されるべき場合であっても委任が終了しない場合があ

る。

まず、委任契約が基礎としている個人的・属人的な信頼関係を理由

に認められる OR404条 １ 項の強行法規性について、学説上一部否定的

に捉えられている。この OR404条 １ 項の強行法規性を一部否定する見

解においては、委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権は当事者

の地位が対等に自由である無償委任に限って認められるものであり、

決して対等で自由であるとは評価できない有償委任においては制限さ

れるべきであると唱えられている。この見解では、個人的・属人的な

信頼関係のみをもって OR404条 １ 項の強行法規性を基礎づけることは

困難であることが指摘されているといえよう。

ついで、OR405条 １ 項では、当事者意思又は委任事務の性質から、

同項に定められている事由が生じたとしても委任は終了しないことが

法定されている。当事者意思によって委任が終了しないという点につ

いては、当事者意思が当事者間の信頼関係を強固にするものであるこ

とから当該事由が生じたとしても当事者間の信頼関係は揺るがないた

めに委任は終了しないと説明することができる。しかし、特に当事者

の一方の死亡が生じた場合には従前の個人的・属人的な信頼関係は相

続によって承継されないことが言及されており、やはり信頼関係のみ

では十分に説明することができないのではないであろうか。また、委

任事務の性質によって委任が終了しないという点については、個人

的・属人的な信頼関係という理念が委任事務の性質によって埋没して
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いるように解される。さらに、OR405条 ２ 項では、OR405条 １ 項に定

められた委任終了事由が生じ、当事者意思又は委任事務の性質からも

委任の終了が阻害されないにもかかわらず、委任者の利益が危険にさ

らされている場合には受任者等には委任事務継続義務が課され、その

限りにおいて委任は継続することが認められている。このように、

OR405条では、個人的・属人的な信頼関係が揺らぐ法定事由が生じた

としても、委任は終了しないことがあることが認められる。

このように、法定の委任終了事由の理念として認められる個人的・

属人的な信頼関係が揺らいだにもかかわらず、委任が終了しないこと

がある。このような委任の終了を阻害する事由について、それぞれ検

討することとする。

①　OR404条 １ 項に基づく委任の終了を阻害する事由

委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権は、委任契約が個

人的・属人的な信頼関係を基礎としていることから OR404条 １ 項

は強行法規であることが判例上認められているが、これを一部否

定する見解は、無償委任と有償委任とでその取り扱いを異にして

いる。

ローマ慣習法を淵源とする無償委任においては、個人的・属人

的な信頼関係が基礎となっていることから、その信頼関係が揺ら

いだ場合に委任が終了することを認める。このことから、委任の

終了原因において、利益は考慮されることなく、あくまでも当事

者間に存する信頼関係を重視している。この点においてのみ焦点

を当てるならば、無償委任においては、信頼関係のみを考慮し、

委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権の行使が制限される

ような委任の終了を阻害する事由はないといえよう。しかし、無

償委任であったとしても、正当事由なき委任者の任意撤回権又は

受任者の任意解約権の行使によって特別な損害が生じた場合には、

時機を逸した委任の終了であるとして OR404条 ２ 項に基づき損害

賠償をしなければならない。この損害賠償は、当事者意思による
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一方的な委任終了によって特別な損害が生じないように配慮する

義務に違反したために認められると言及されている。この点に着

目するならば、無償委任においても委任者の任意撤回権及び受任

者の任意解約権の行使によって特別な損害を生じさせてはならな

い配慮義務が認められ、損害賠償を免れるためには当該配慮義務

を遵守し特別な損害を生じさせない時期に委任を終了させなけれ

ばならない、換言すれば、一定期間は委任を終了させることを避

けさせようとしていると評価できる。そのため、無償委任におい

ては委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権の行使自体が直

接的に阻害されることはないものの、OR404条 ２ 項に基づく損害

賠償の前提として特別な損害が生じないように配慮する義務が認

められ、当該配慮義務によって間接的に委任者の任意撤回権及び

受任者の任意解約権の行使が阻害されているということができよ

う。

また、有償委任においては、特に報酬の支払いを受ける受任者

の任意解約権行使が制限されることが唱えられている。これは、

無償委任と異なり、報酬を支払う委任者は遙かに強い立場である

ことから受任者に対して委任事務の処理につき一定の継続を求め

ることができなければならないとしている。このように報酬に

よって裏付けられた委任者の委任事務継続利益によって受任者は

任意解約権行使が制限されるとされ、この制限があるにもかかわ

らず正当事由なくして任意解約権を行使し委任者に特別な損害が

生じた場合には、受任者は OR404条 ２ 項に基づき損害を賠償しな

ければならないこととなる。これに対し、委任者の任意撤回権行

使については、委任事務の処理の効果帰属先が委任者であること

から、委任を終了させるか否かは委任者に委ねられなければなら

ないとして、制限されることはないと言及されている。しかし、

受任者の報酬請求権に着目すると、委任事務の内容から、これま

で処理してきた部分に限定される場合と、未だに処理していない
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部分を含めた全部について認められる場合とがあることと言及さ

れている。この点に着目するならば、一部の委任については未だ

に委任事務を処理していないにもかかわらず全部の報酬を与えな

ければならないことから、受任者の利益が一方的に保護され、委

任者は不利益を享受しなければならない立場にあることから、こ

の不利益が一定程度委任の終了を躊躇することとなろう。なお、

受任者の報酬は OR404条 ２ 項の損害賠償の範囲に含まれないもの

の、委任者は無償委任の場合と同じく正当事由なくして任意撤回

権を行使によって受任者に特別な損害を生じさせてはならない配

慮義務が認められ、この配慮義務によって間接的に委任者の任意

撤回権の行使が阻害されているということができよう。

このように、OR404条 １ 項は委任契約が信頼関係を基礎として

いることから判例によって強行法規性が認められており、これを

阻害することはできないとされている。そのため、委任者の任意

撤回権及び受任者の任意解約権の行使による委任の終了を直接的

に阻害することは認められないものの、有償委任においては報酬

によって裏付けられる委任者の委任事務継続利益や受任者の報酬

利益によって、さらに OR404条 ２ 項に定められている損害賠償の

前提として認められる配慮義務が間接的に委任の終了を阻害し得

る事由であるということができる。

②　OR405条 １ 項に基づく委任の終了を阻害する事由

委任契約の一方当事者の死亡、行為能力喪失及び破産は、当事

者間の信頼関係が揺らぐ典型的な事由であることから、これらの

事由の発生によって委任は終了することが OR405条 １ 項に定めら

れている。しかし、これらの事由が発生したとしても委任が終了

しないことがあることをOR405条 １ 項及び ２項では定めている。

まず、OR405条 １ 項において、当事者意思又は委任事務の性質

から一方当事者の死亡、行為能力喪失及び破産が生じたとしても

委任が終了しないことが定められている。上述のように、当事者
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意思又は委任事務の性質から OR405条 １ 項に定められている委任

終了事由が生じたとしても委任が終了しないのは、単に個人的・

属人的な信頼関係が揺るがないためであると説明するには不適当

である。ここで参考となるのは、OR404条 １ 項において言及され

ている信頼関係の分析であろう。OR404条 １ 項の強行法規性を一

部否定する見解によって、信頼関係とは個人的・属人的な信頼関

係のみに着目するべきではなく、委任契約によって各当事者が獲

得すべき利益に着目し、当該利益の獲得を目指すべきであるとい

う「pacta	sunt	servanda（合意は守られなければならない）」によって

構築される信頼関係も着目すべきことが指摘されている。すなわ

ち、当事者意思によって OR405条 １ 項に定められている委任終了

事由が生じたことで個人的・属人的な信頼関係は揺らぐことがあ

ろうが、委任契約によって獲得を目指されていた利益に着目した

信頼関係が堅固に存することから委任が終了しないということが

できるのではないであろうか。このように、信頼関係は個人的・

属人的なものに限られることなく、各当事者が委任契約によって

獲得を目指した利益に着目しているものも含まれ、一つの側面か

ら分析されるべきものであろう。この委任契約の基礎として存す

る信頼関係に関する分析から、当事者意思又は委任事務の性質か

ら OR405条 １ 項に定められている委任終了事由が生じたとしても

委任が終了しないのは、当事者間の利益に着目した信頼関係が存

するためであり、この利益こそが委任の終了を阻害する事由であ

るということができる。

ついで、OR405条 １ 項に定められた事由が生じたために委任が

終了すべき場合であっても、委任者（又は委任者の相続人）の利益

が危険にさらされている場合には、受任者（又は受任者の相続人若し

くは代理人）は委任事務継続義務を負うことが OR405条 ２ 項に定め

られており、この義務が存する限り委任は終了しないとされてい

る。この委任事務継続義務は端的に委任者等の利益への配慮義務
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として言及されるように、OR405条 １ 項に定められている委任終

了事由が生じたとしても委任者等の利益にのみ着目して委任の終

了を阻害している。

このように、OR405条 １ 項に定められている委任終了事由は、

委任契約の基礎として存する信頼関係が揺らぐ典型的な事由とし

て認められるものである。しかし、当事者意思又は委任事務の性

質から当事者間の利益に着目した信頼関係が堅固に存する場合に

は委任が終了しないということができるとともに、OR405条 １ 項

に定められた事由が生じたために委任が終了すべき場合であって

も、委任者等の利益に着目し OR405条 ２ 項に基づいて委任事務継

続義務を受任者等に課しており、まさに委任契約上の利益が委任

の終了を阻害している事由といえよう。

３ ．委任の終了に結びついた信頼関係と存続に結びついた利益

法定の委任終了事由は、個人的・属人的な信頼関係こそが委任契約

の基礎として存在しているために認められる、換言すれば、個人的・

属人的な信頼関係をその理念に置いているといえよう。しかしながら、

法定の委任終了事由が生じた、換言すれば、個人的・属人的な信頼関

係が揺らいだ場合であっても委任が終了しないことがある。このよう

な個人的・属人的な信頼関係の揺らぎを原因とする委任の終了を阻害

する事由として法定されているのは、OR404条 ２ 項に定められている

損害賠償、OR405条 １ 項に定められている当事者意思又は委任事務の

性質、OR405条 ２ 項に定められている委任事務継続義務であるが、そ

の背景には常に当事者間に存する利益が認められる。OR404条 ２ 項に

定められている損害賠償は、委任契約の両当事者が相手方に特別な損

害を被らせないように配慮する義務を負っており、この義務違反に対

して認められるものであることから、直接的にではないが間接的に委

任の終了を阻害する事由であり、そこには相手方の利益への配慮がそ

の背景に存在している。また、OR405条 １ 項に定められている当事者
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意思又は委任事務の性質については、個人的・属人的な信頼関係が揺

らぐ場合であっても、「pacta	sunt	servanda（合意は守られなければならな

い）」によって構築される信頼関係が堅固であることから委任が終了し

ないのであり、やはり、相手方の利益への配慮がその背景に存在して

いる。そして、OR405条 ２ 項に定められている委任事務継続義務は、

純粋に委任者側の利益を危険にさらさない様に配慮しなければならな

いために認められるものであることから、特に委任者等の利益への配

慮がその背景に存在している。

このように、当事者間に存する利益が委任の終了を阻害する事由の

背景には、当事者間に存する利益が認められるが、OR405条 １ 項は信

頼関係の分析から導かれるのに対し、OR404条 ２ 項の損害賠償と

OR405条 ２ 項の委任事務の継続義務とは当事者間の利益保護を目的と

している制度という点に共通点が見られる。

OR405条 ２ 項で問題となる「委任の消滅が委任者の利益を危険にさ

らす場合」とは、OR405条 １ 項に定められている委任終了事由により

委任が終了することが、委任者の利益という側面から「時機を逸した」

委任の終了であると評価されている。これは OR404条 ２ 項の損害賠償

請求において求められる「時機を逸した」と同様に解されていること

を端的に示しており、両者の共通点を見出すことができる（44）。

OR404条 ２ 項に基づいて、委任者による任意撤回権又は受任者によ

る任意解約権の行使が時機を逸していた場合に損害賠償を請求できる

のは、委任者による任意撤回権又は受任者による任意解約権の行使の

相手方又は行使せざるを得なかった者に不利益が生じる危険性があっ

たにもかかわらず、この危険性を顧みずに委任者による任意撤回権又

は受任者による任意解約権の行使をした又はさせたことで、特別な損

害が生じたためである。そのため、委任者による任意撤回権又は受任

者による任意解約権の行使に当たっては、当事者の契約上の利益を鑑

みて行使することが求められており、当事者に不利益が生じる危険性

があるならば、委任者による任意撤回権又は受任者による任意解約権
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の行使を避けることが求められているといえよう。換言すれば、委任

者による任意撤回権又は受任者による任意解約権の行使に当たって当

事者に不利益が生じる危険性が存する場合には、委任を存続させる義

務を負っており、この義務に違反して損害が発生したためにそれを賠

償しなければならないことを意味しているのではないであろうか。そ

うであれば、OR404条 ２ 項の制度趣旨から、委任者による任意撤回権

又は受任者による任意解約権の行使の場面においても同様に委任関係

を存続させなければならない義務は、条文構造上、OR405条 １ 項に定

められている委任終了事由に限定して認められる委任事務継続義務と

同じ機能を有するといえよう。

このように、ORでは、委任契約は委任者と受任者間の信頼関係を基

礎としていることから、その信頼関係が揺らぐ場合には委任が終了す

るものの、相互に相手方の利益に対して配慮しなければならないこと

から、信頼関係が揺らいだ場合であっても委任契約の存続を導き出す

ことができるといえよう。

むすびに代えて

本稿では、ORにおける委任の終了と継続について、信頼関係と契約

上の利益に着目して検討を行った。その結果、ORに定められている委

任終了事由の理念には信頼関係、特に個人的・属人的な信頼関係が認

められ、これが揺らぐことで委任が終了することを前提としていると

いえる。しかしながら、この信頼関係の揺らぎをもたらす OR に定め

られている委任終了事由が生じたとしても、なお委任が終了しないこ

とが認められる。この委任の終了を阻害する事由には、OR404条 ２ 項

の損害賠償、OR405条 １ 項の当事者意思又は委任事務の性質、OR405

条 ２ 項の委任事務継続義務が認められる。それらには各当事者に認め

られる委任契約上の利益への配慮が求められているという共通点を見

いだすことができた。すなわち、ローマ慣習法から引き継がれてきた
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委任契約の基礎として存する個人的・属人的な信頼関係が揺らいだと

しても、各当事者に認められる委任契約上の利益への配慮が求められ

るために、委任の終了が阻害されうるといえよう。このことから、い

わゆる信頼主義が妥当するといわれる委任契約は、今日においては契

約上の利益をより重要視しており、結果として、委任の継続を導き出

しているということができよう。

なお、OR405条 ２ 項に定められている委任事務継続義務が直接的に

委任の終了を阻害しているのに対し、OR404条 ２ 項に定められている

損害賠償は間接的に委任の終了を阻害しているに過ぎないという点に

違いが認められる。しかし、OR404条 ２ 項に定められている損害賠償

が単に時機を逸した委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権行使

によって生じた特別な損害を補填することに止まることなく、そこに

は委任の終了を避けさせようとしている点に着目するならば、従来、

委任者の利益にのみ着目して委任の存続を導いてきた OR405条 ２ 項の

委任事務継続義務よりも広く委任の存続を導き出すことができるので

はないであろうか。

また、本稿では紙幅の都合上、日本法にどの様な影響を及ぼすのか

について分析を行うことができなかった。この点については、日本民

法と OR との委任契約規定構造の近似性に着目すると、日本民法と規

律構造が異なるBGBと比して、より有益な示唆を得ることができると

いえるのではないであろうか。特に、２0２0年における日本民法の債権

関係の改正では、OR404条 ２ 項と同様の内容である日本民法65１条 ２ 項

が改正され、より具体的に損害賠償の要件等を明らかにしている。そ

こでは委任者のみならず受任者の利益にも着目されており、OR405条

２ 項と同様の内容である日本民法654条に定められている善処義務が委

任者側の利益のみに着目していることと対比するならば、ORの理論か

ら得られる示唆は決して小さいものではないであろう。さらに、

OR404条 ２ 項に定められている損害賠償の範囲と OR405条 ２ 項に定め

られている委任事務継続義務違反時の損害賠償の範囲とが同じである
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ことが意識されていることに着目するならば、これまであまり言及さ

れることのなかった日本民法654条に定められている善処義務違反時の

損害賠償の範囲、さらには善処義務の内容についても示唆を受け得る

ということができよう。

しかし、日本民法と OR との委任契約規定構造の近似性は認められ

るものの、全く同一ということはない。特に、ORの委任事務継続義務

は OR405条 １ 項に定められている委任終了事由のみが対象となるのに

対し、日本民法の善処義務は対象となる委任終了事由を限定していな

いことから全く同じように論じることができるかは明らかではない。

また、OR404条 ２ 項と日本民法65１条 ２ 項とで同様に理解することがで

きるかについては、改めて日本民法65１条 ２ 項について分析をしなけれ

ばならないこととなろう。

このように単純に OR の理論を承継することは適当ではないであろ

うが、これまで意識されてこなかった任意解約権行使による損害賠償

に係る利益論と委任の存続とに一定の方向性を示すことはできたので

はないであろうか。そのため、今後は委任契約について信頼主義と併

せて契約当事者の利益に着目した分析が必要となろう。また、委任契

約は他の法制度と密接に関わっていることから相互的かつ多面的な検

討が必要となり、未だになお研究を継続することが必要である。

本稿が、ORを比較法として取り上げることの有用性を改めて示すと

ともに、委任契約について利益という側面から分析することで委任の

終了と存続との関係性について論じる有用性を示すものとなれば幸い

である。

【追記】本号が献呈の対象とする長谷川貞之先生からは、同僚として、

また研究会では研究者の先達として多くのご指導ご鞭撻を頂いている。

縁あって、本号の編集にかかわらせて頂くこととなり、大変多くのこ

とを学ぶ機会を頂けたことは幸甚に存じます。長谷川貞之先生におか

れましては、これまでと変わらぬご指導ご鞭撻を頂けますようお願い
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申し上げますとともに、今後益々のご活躍を心より祈念致します。

（ １）	 日本學術振興會『法典調査会 民法議事速記録 第36巻』（司法省法律
調査會、１935） 3 -１6頁、八尾新助『民法修正案理由書 第 １ - 3 編』（八尾
書店、１898）565頁。

（ ２）	 BGB67２条（委任者の死亡又は行為能力の喪失）
：委任は、疑わしいときは、委任者の死亡又は行為能力の喪失によって終
了しない。委任が終了する場合においても、猶予に危険が伴っているとき
には、受任者は、委任者の相続人又は法定代理人が別の方法での手当てが
可能になるときまで、委託された事務の処理を継続しなければならない。
この限りにおいて、委任は存続するものとみなす。
BGB673条（受任者の死亡）
：委任は、疑わしいときは、受任者の死亡によって終了する。委任が終了
したときは、受任者の相続人は、その死亡を委任者に対して遅滞なく通知
し、かつ、猶予に危険が伴っているときには、委任者が別の方法での手当
てが可能になるときまで、委託された事務の処理を継続しなければならな
い。この限りにおいて、委任は存続するものとみなす。

（ 3）	 横田秀雄『債権各論』（淸水書店、訂正第 8版、１9１6）65１頁、吾孫子
勝『委任契約論』（厳松堂、１9１7）１２5頁、鳩山秀雄『日本債権法各論 下
巻』（岩波書店、増訂、１9２4）63２頁、我妻榮『民法講義Ⅴ - 3  債権各
論 中巻一』（岩波書店、１969）697頁、半田吉信『契約法講義』（信山社、
第 ２版、２005）459頁。

（ 4）	 日本學術振興會・前掲注（ １）２0１-２１9頁。八尾・前掲注（ １）564頁。ま
た、委任の終了に係る規律構造の分析については、拙稿「委任契約の終了
と善処義務─「契約の終了」規律の一斑─」伊藤進先生傘寿記念論文集編
集委員会編『伊藤傘寿・現代私法規律の構造』（第一法規、２0１7）２03頁以
下を参照されたい。

（ 5）	 多くの優れた先行研究が認められるところであるが近時のものとして、
石堂典秀「委任契約における『受任者の利益』概念について（ １）─英米
法からの示唆─」中京ロー１8号（２0１3）１7頁以下、長谷川貞之「委任にお
ける任意解除権の規範的性質」本誌80巻 3 号（２0１5）39頁以下、同「委任
における委任者の任意解除と『受任者の利益』─債権法改正過程から見え
たもの─」本誌85巻 ２ 号（２0１9）67頁以下等を挙げることができる。

（ 6）	 OR は、日本民法制定過程において参照されたのみならず、これまで
にその法制度の有用性が指摘されてきた（この点については、小沢奈々
『大正期日本法学とスイス法』（慶應義塾大学出版会、２0１5） 3 - 6 頁を参
照されたい）。しかし、これまで OR における理論が論じられることは少
なく、委任契約に関しては管見の限り比較法研究がなされた論考を見いだ
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すことができなかった。
（ 7）	 OR の歴史的変遷については、半田吉信「スイス債務法総則編の改正
（ １）」駿河台２8巻（２0１4） １ 号１6-２5頁を参考とした。

（ 8）	 なお、今日に至るまでの ORの改正に伴い、条文が付加されているこ
とが認められるが、それでもなお、全体的な規定構造に変更は見られない。

（ 9）	 aOR40２条
１ 項：委任は、各当事者がいつでも解約をすることができる。
２項：解約が時機を逸した場合には、委任を解消した当事者は相手方に生
じた損害を賠償する義務を負う。
OR404条
１ 項：委任は、各当事者がいつでも撤回又は解約をすることができる。
２項：撤回又は解約が時機を逸した場合には、委任を解消した当事者は相
手方に生じた損害を賠償する義務を負う。

（１0）	 aOR403条
１ 項：委任は、反対の合意があった場合又は事務の性質から推測される場
合を除き、委任者又は受任者の死亡、行為能力喪失、破産によって消滅す
る。
２項：委任の消滅が委任事務に危険をもたらす限り、受任者、その相続人
又はその代理人は、委任者、その相続人又はその代理人が自ら行うことが
できる状態になるまで事務の継続をする義務を負う。
OR405条
１ 項：委任は、反対の合意があった場合又は委任事務の性質から推測され
る場合を除き、委任者又は受任者の相応の行為能力の喪失、破産、死亡及
び失踪宣告によって消滅する。
２項：委任の消滅が委任者の利益を危険にさらす場合、受任者、その相続
人又はその代理人は、委任者、その相続人又はその代理人が自ら事務処理
を行えるようになるまで、継続して委任事務を処理する義務を負う。

（１１）	 OR406条は aOR404条から条文文言の一部について変更しているが、
この変更は訳出するに当たっては影響がないことから、同じく訳出するこ
ととした。
OR406条（aOR404条）
：受任者が委任の消滅について認識する前に行った事務処理については、
委任者又はその相続人は、委任が未だ存続している場合と同一の義務を負
う。

（１２）	 aOR40２条ではいずれの当事者も解約（Kündigung）することができる
と定められていたが、委任者と受任者とではその呼称を使い分けている。
委任者の場合には撤回（Widerrufung）、受任者の場合には解除（Rücktritt）
として論じられていた。しかし、いずれも任意に特別な形式を要しない意
思表示により委任関係を消滅させることができるという点で共通しており、
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特別な相違は見受けられない（A.	Sdineider/H.	Fick,	Das	Schweizersche	
Obligationenrecht,	 １88２,	S.２9２ff.;	Heinrich	Honsell,	Schweizerisches	
Obligationenrecht	Besonderer	Teil,	5.,	überarbeitete	Auflage,	１999,	S.２9２.）。
また、委任者の撤回権又は受任者の解約権の行使に当たっては、期限や条
件を付すことも認められている。このような付款が付された撤回権又解約
権について、相手方が承諾しない場合には、即座に委任が終了することと
なる（H.	Oser,	Das	Obligationenrecht	-	Bundesgesetz	betreffend	die	
Ergänzung	des	schweizerischen	Zivilgesetzbuches	vom	30.	März	１9１１,	Art.	
１-5２9,	§404,	S.739.）。さらに、委任者による撤回も受任者による解約も、
委任契約につき期間が定められていたとしても特段理由を示す必要なく、
任意に行うことができるとされる（Schneider/Fick,	a.a.O.（Fn.１２）	S.２9２.;	
Theo	Guhl/Anton	K.	Schnyder,	Das	Schweizerische	Obligationenrecht	mit	
Einschluss	des	Handels-	und	Wertpapierrechts,	Neunte	Auflage	２000,	N.30,	
zu	§49.）。

（１3）	 Oser,	 a.a.O.（Fn.１２）,	S.739.;	Hugo	Oser/Wilhelm	Schönenberger,	
Kommentar	 zum	 schweizerischen	 Zivi lgesetzbuch	 Bd.	 5 , 	 Das	
Obligationenrecht,	２.Teil	（Halbband）Art.１84-4１8,	１936,	N.１,	5.	zu	§404.;	
Guhl/Schnyder	a.a.O.（Fn.１２）,	N.２8,	zu	§49.

（１4）	 OR40２条
１ 項：委任者は、受任者が委任事務の適正な処理において支出した立替金
および費用について、利息を付したうえで償還し、受任者を生じた債務か
ら解放する義務を負う。
２項：委任者は、委任に基づき生じた損害につき、それが自己の過失なく
して生じたことを証明することができない場合を除き、受任者に対して賠
償する責任を負う。

（１5）	 Oser/Schönenberger,	a.a.O.（Fn.１3）,	N.5.	zu	§404.;	Bruno	von	Büren,	
Schweizerisches	Obligationenrecht	Besonderer	Teil	（Art.	１84	-	55１）,	１97２,	
S.１39f.	また、このことに着目して、mandat［委任事務の執行という給付に
着目した用語］の終了として表現されることがある（Berner	Kommentar/
G.	Gautschi,	Kommentar	zum	schweizerischen	Zivilrecht,	Bd.	6.,	Das	
Obligationenrecht,	１97１,	N.１c.	zu	§404.）。なお、有償委任契約が委任者に
よる撤回によって終了する場合には、受任者の報酬請求権が認められるこ
とについて異論は見られないが、未だに行われていない委任事務の処理部
分に係る報酬請求権が認められるのかについては議論されている（Büren,	
a.a.O.（Fn.１5）,	S.１40f.;	Heinrich	Honsell,	Schweizerisches	Obligationenrecht	
Besonderer	Teil,	5.,	überarbeitete	Auflage,	１999,	S.307.）。

（１6）	 Oser/Schönenberger,	a.a.O.（Fn.１3）,	N.１.	zu	§404.;	Büren,	a.a.O.（Fn.１5）,	
S.１40.;	Honsell,	a.a.O.（Fn.１5）,	S.305.;	Guhl/	Schnyder,	a.a.O.（Fn.１２）,	N.２7f.	
zu	§49.
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（１7）	 Oser/Schönenberger,	 a.a.O.（Fn.１3）,	N.１-3.	 zu	§404.;	 Büren,	
a.a.O.（Fn.１5）,	S.１40.;	Honsell,	a.a.O.（Fn.１5）,	S.305f.

（１8）	 Honsell,	a.a.O.（Fn.１5）,	S.306f.
（１9）	 Büren,	a.a.O.（Fn.１5）,	S.１40-１4２.
（２0）	 オークション開催直前にオークションにて商品を落札することを依頼
されたものが任意解約権を行使した場合、弁護士が上訴期限満了直前に任
意解約権を行使した場合、コンサート開始直前の出演者が任意解約権を行
使した場合、等が挙げられている（Schneider/Fick,	a.a.O.	（Fn.１２）,	S.２9２.;	
Oser/Schönenberger,	 a.a.O.（Fn.１3）,	N.8.	 zu	§404.;	Guhl/Schnyder,	 a.
a.O.（Fn.１２）,	N.30.	zu	§49.）。

（２１）	 撤回された委任契約があったために他の業務等により別の収入を獲得
する機会を喪失した場合、撤回された委任契約があったがために報酬の喪
失以外の重大な損害が生じた場合が挙げられている（Oser/Schönenberger,	
a.a.O.（Fn.１3）,	N.8.	zu	§404.）。

（２２）	 Guhl/Schnyder,	a.a.O.（Fn.１２）,	N.30.	zu	§49.
（２3）	 Schneider/Fick,	a.a.O.（Fn.１２）,	S.２9２.
（２4）	 Oser/Schönenberger,	a.a.O.（Fn.１3）,	N.8.	zu	§404.;	Guhl/Schnyder,	
a.a.O.（Fn.１２）,	N.30.	zu	§49.

（２5）	 Oser/Schönenberger,	a.a.O.（Fn.１3）,	N.8.	zu	§404.
（２6）	 Oser,	a.a.O.（Fn.１２）,	S.739.;	Oser/Schönenberger,	a.a.O.（Fn.１3）,	N.8.	
zu	§404.;	Honsell,	a.a.O.（Fn.１5）,	S.307f.;	Guhl/Schnyder	a.a.O.（Fn.１２）,	
N.30.	zu	§49.

（２7）	 OR404条 ２ 項に基づいて認められる損害賠償の例として、委任者によ
る時機を逸した任意撤回権行使の場合には、受任者の労働力が遊休となっ
たことによる不利益や委任事務の処理にあたって委託されていた契約締結
に向けて活動した費用等が挙げられており、受任者による時機を逸した任
意解約権行使の場合には、委任者が委託していた取引が途中中断したこと
によって被る不利益や委任契約を通じて予定していた計画が無為に帰して
しまったことによる不利益等が挙げられている（Oser/Schönenberger,	
a.a.O.（Fn.１3）,	N.9.	zu	§404.;	Guhl/	Schnyder,	a.a.O.（Fn.１２）,	N.3１.	zu	
§49.）。このように、消極的利益につき損害賠償が認められることから逸
失利益もまた含まれうるが、履行利益については対象外であることが示さ
れている。

（２8）	 Oser,	a.a.O.（Fn.１２）,	S.739.	なお、委任者による任意撤回権行使に
よって委任が終了したとしても、既に行った委任事務の処理に係る受任者
の報酬請求権は当然認められるが、それ以外の部分（委任事務につき全く
未着手であった場合であっても）についても報酬請求権が認められるべき
場合があることが指摘されている（Büren,	a.a.O.（Fn.１5）S.１40f.）。しか
し、この見解にあっても、受任者としての報酬請求権の行使として報酬を
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受け取ることができるのであり、OR404条 ２ 項に基づく損害賠償に報酬が
含まれるのではない。

（２9）	 OR97条
１ 項：債務の履行がそもそもなされない又は正当になされ得ない場合、債
務者は、自身に帰責事由がないことを証明しない限り、それから生じた損
害の賠償をしなければならない。
２項：この執行に当たっては、２008年１２月１9日付の強制執行及び破産並び
に民事執行法に関する１889年 4 月１１日付の連邦法規程（ZPO）が適用され
る。

（30）	 Schneider/Fick,	 a.a.O.（Fn.１２）	S.２93.;	Basler	Kommentar/Rolf	H.	
Weber,	Obligationenrecht	I,	Art.１-5２9	OR,	6.	Aufl.,	２0１5,	N.3.	zu	§405.

（3１）	 Weber,	a.a.O.（Fn.30）,	N.3.	zu§405.
（3２）	 OR405条 １ 項は、２0１3年の改正までは「行為能力喪失（eintretende	
Handlungsunfähigkeit）」と法定していたが、２0１3年改正によって「相応の
行為能力の喪失（Verlust	der	entsprechenden	Handlungsfähigkeit）」と改
めている。これは成年後見法（Erwachsenenschutzrecht）の改正に伴うも
のであるが、本稿では、紙幅の都合上この改正について言及することがで
きない。また、委任の終了をもたらす行為能力の喪失を、本稿では単に
「行為能力喪失」と表現することとする。
（33）	 Josef	Hofstetter,	Obligationenrecht	-Besondere	Vertragsverhältnisse,	
7ter	Bd.	6ter	Tb.,	Der	Auftrag	und	die	Geschäftsführung	ohne	Auftrag,	
２000,	S.74.

（34）	 Weber,	a.a.O.（Fn.30）,	N.5.	zu§405.
（35）	 破産したとしても委任契約上の債務の履行可能性に影響を及ぼさない
ことのみならず、債権回収及び破産に関する連邦法（SchKG）２１１条 ２ 項
で定められている破産管財人の権限は、委任が終了しないことを前提とし
た規定であることに着目し、個別具体的に委任契約の終了を検討しなけれ
ばならないいう指摘がある（Oser/Schönenberger,	a.a.O.（Fn.１3）,	N.7f.	
zu	§405.;	Büren,	a.a.O.（Fn.１6）,	S.１43.;	Hofstetter,	a.a.O.（Fn.33）,	S.74.）。
また、受任者が破産した場合、委任契約に基づき受任者が委任者の為に取
得した物や権利は、未だに引き渡されていない場合には、ZGB7２7条 ２ 項
に基づき、破産配当請求しか認められないこととなるとされる（Oser/
Schönenberger,	a.a.O.（Fn.１3）,	N.9.	zu	§405.）。

（36）	 Weber,	a.a.O.（Fn.30）,	N.6f.	zu§405.
（37）	 このことに着目して、委任者の任意撤回権及び受任者の任意解約権行
使の場合と同じく mandat［委任事務の執行という給付に着目した用語］
の終了として表現されることがあることについて、前掲注（１5）を参照され
たい。

（38）	 OR405条 １ 項に法定されている委任終了事由が生じたとしても、例外
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的に終了しない場合があることを前提としていることから、OR405条 １ 項
に基づく委任の終了は、推定に過ぎないことが指摘されることがある
（Honsell,	a.a.O.（Fn.１5）,	S.308f.）。また、当事者意思又は委任事務の性質
上、受任者の死亡後であっても委任契約が継続する場合、受任者の相続人
が委任事務を遂行しなければならないかについては、受任者の相続人が当
該委任事務につき承諾しなければ受任者の相続人に対して拘束力が生じな
いと言及されることがある（Schneider/Fick,	a.a.O.（Fn.１２）	S.２93.）なお、
委任者死亡後に係る委任事務であるいわゆる死後委任事務の取り扱いが問
題となるが、紙幅の都合上、本稿では言及することはせず別の機会に取り
上げることとする。

（39）	 Guhl/Schnyder	a.a.O.（Fn.１２）,	N.34,	zu	§49.;	Weber,	a.a.O.（Fn.30）,	
N.１１.	zu§405.	なお、このような任意解約権行使が「時機を逸した」もの
であるかが問題となると解されるが、この点について特段言及はされてい
ない。しかし、一方当事者の相続人が適切な権利行使又は義務履行ができ
るか否かが委任契約において重大な事由であると評価される限りにおいて、
「時機を逸した」任意解約権行使とはいえないと解されることから、いず
れの当事者が任意解約権を行使したとしても相手方に対して損害賠償義務
を負うことはないと考えられよう。

（40）	 Oser,	a.a.O.（Fn.１２）,	S.74１.;	Guhl/Schnyder,	a.a.O.（Fn.１２）,	N.36	zu	
§49.	受任者等による委任事務継続義務について、端的に委任者の利益を
優先するために設けられたと言及されることもある（Weber,	a.a.O.（Fn.30）,	
N.１4	zu§405.）。

（4１）	 Weber,	a.a.O.（Fn.30）,	N.１4	zu§405.	この点に着目し、OR404条 ２ 項
に定められている「時期に逸した」もの、換言すれば、突然の委任契約の
終了によって委任者に特別な不利益を生じさせる蓋然性が認められれば足
ると指摘する見解がある（Gautschi,	a.a.O.（Fn.１5）,	N.１8b,	１9a	zu§405.）。
また、委任事務の進行度に着目して、特に、受任者が死亡したとしても受
任者の相続人によっても委任事務を完遂することができる場合には、委任
契約の継続が義務づけられることを指摘する見解（Guhl/Schnyder	a.
a.O.（Fn.１２）,	N.35,	zu	§49.）や、委任事務につき受任者が未着手の場合
であっても委任事務の継続が義務づけられることを指摘する見解（Weber,	
a.a.O.（Fn.30）,	N.１4	zu§405.）がある。

（4２）	 Oser,	a.a.O.（Fn.１２）,	S.74１.;	Oser/Schönenberger,	a.a.O.（Fn.１3）,	N.１0.	
zu	§405.;	Guhl/Schnyder	a.a.O.（Fn.１２）,	N.36,	zu	§49.;	Weber,	a.a.O.（Fn.30）,	
N.１4	zu§405.	また、このことに着目して、委任の時間的延長であること
が指摘されている見解もあるGautschi,	a.a.O.（Fn.１5）,	N.１8c	zu§405.

（43）	 Gautschi によれば、受任者等が委任事務継続義務に違反した場合には、
契約責任としての損害賠償義務に繋がることが指摘されることがあり、そ
の範囲は消極的利益賠償となるとされる（Gautschi,	a.a.O.（Fn.１5）,	N.１8c	
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zu§405.）。
（44）	 また、OR404条 ２ 項に定められている損害賠償は「時機を逸した」委
任者による任意撤回権又は受任者による任意解約権の行使によって生じた
消極的利益に限って認められることが言及されている。OR405条 ２ 項に定
められている委任事務の継続義務に違反した場合について言及されること
はほとんどないものの、契約責任としての損害賠償義務を負う場合には消
極的利益を対象にして認められるという見解が認められる（前掲注（43）を
参照されたい。）。この見解に立脚するならば、損害賠償の範囲という点に
焦点を当てた場合には、両者に新たな共通点を見出すことができる。
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ドイツ民法典（BGB）における双務契約・
片務契約概念と有償契約・無償契約概念の展開

萩　原　基　裕

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　ドイツ民法典（BGB）における規定上の特徴

Ⅲ　BGB成立期の学説

Ⅳ　BGB成立期以降の学説

Ⅴ　近時の学説

Ⅵ　まとめ

Ⅶ　結びに代えて

Ⅰ　はじめに

本稿は、日本民法における双務契約と片務契約概念、そして有償契

約と無償契約概念の展開に大きな影響を与えたと目される、ドイツに

おける双務契約と片務契約、そして有償契約と無償契約の各概念の展

開を整理することを目的とする（1）。日本民法におけるこれら契約類型

の概念を史的にみると、まずいわゆる旧民法においては条文中にこれ

らの契約類型を定義する規定が置かれていた（2）。他方で改正前民法で

はこうした定義規定は姿を消すこととなった（3）。しかし学説では、教

科書において契約総論の個所でこうした契約の分類に言及されること

は多く、また論文においても各分類を扱った研究もみられるところで

論　説
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ある（4）。近時の教科書のうち、中田裕康教授の教科書では以下のよう

な記述がみられる（5）。まず双務契約は「当事者双方が債務を負い、両

者の債務が相互に対価としての意義を持つもの」とされ、これに対し

て片務契約は「そうでない契約」とされる。そして債務に対価的意義

があるかどうかは「契約類型により定型的に判断される」、という。そ

してこの区別の意義は、「法律上具体的な効果が規定されている重要な

分類」であり（6）、またこれは債務の牽連性に関わる問題であり、各債

務の対価的意義とは何かが問題となるとされる。他方で双務契約と片

務契約の分類はローマ法以来のものであるが牽連性の強弱は各国法制

度で一様ではなく、各種契約の規律内容も各国で異なることがあり、

対価的意義の有無は実質的には、当該契約の内容に照らして牽連性に

関する規律を及ぼすべきかどうかによって判断されるべきとされる。

そして有償契約と無償契約の区別については、有償契約は「当事者が

互いに経済的な意味での対価性を持つ給付をする契約」であり、無償

契約は「そうでない契約」とされる。この点、「双務契約と片務契約は

契約から発生する各債務が相互に対価的意義を持つと定型的に評価で

きるか否かという概念的なもの」であり、これに対して「有償契約と

無償契約は契約の成立からその履行までの全体過程を見て、一方の給

付に対して経済的な対価としての反対給付がなされているかどうかを

実質的に評価することによる」とされている。そして有償契約と無償

契約の区別の意義は、「有償契約がビジネス社会の基盤をなし、売買契

約の規律が559条を通じて広く及ぶ」のに対し、無償契約は契約の法的

拘束力の発生の制御（書面によらない贈与の解除、目的物受取前の使用貸借

貸主の解除など）、債務者の注意義務の軽減（659条）、債務者の義務内容

の推定（551条 1 項など）の特殊な規定がある、という点が指摘される。

さらに「無償契約は無償の社会的関係から法的規律の対象を切り出し

たものだが、その規律はなお社会的関係の影響を受ける」ため、「様々

の観点からの検討が求められる」、とされている。このように「対価」

という概念をメルクマールとして各分類概念を説明することが現在の
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日本における理論的メルクマールであると考えられるところ、このよ

うな理論は以下本稿で示す通り、ドイツ民法理論の影響を強く受けた

ものと目される。しかし現在のドイツ民法学説では、これら契約の分

類概念の説明についてさらなる理論的展開がみられることが分かる。

本稿では日本における各契約の分類概念を検討するための一歩として、

ドイツにおける理論的展開を整理することを目的とする。

Ⅱ　ドイツ民法典（BGB）における規定上の特徴

ドイツ民法典（以下BGB）における規定上の特徴として、契約の分類

に関する定義規定は置かれていないという点が指摘できる。ただし双

務契約に関しては、双務契約にのみ適用のある規定を集めた節が BGB

中に置かれている（BGB320条以下）。このような規律状況に対応してか、

教科書や注釈文献においては BGB320条やその前注で双務契約と片務

契約の分類に関して説明される例が多いようである。他方で有償契約

と無償契約の分類に関しては、総則における法律行為の説明の中で、

有償法律行為と無償法律行為という分類があるというように言及され

ることもあるようである。ドイツにおいてこの概念区分が生じたのは

普通法時代であり、プフォルテン（7）によればエドワード・ガンスによ

るものとされている（8）。

Ⅲ　BGB成立期の学説

以下、双務契約と片務契約概念、有償契約と無償契約概念に関する

ドイツ民法の理論的展開史を整理する。概念区分自体はBGBの成立以

前から存在していたものの、ドイツにおける契約の分類概念の本質把

握をめぐる議論については、ドイツ民法理論を整理したところエネク

チェルスやラーレンツ（いずれも後掲）の時代でいったん固まったもの

と見受けられる。そして議論の流れを追っていくと、ドイツ民法典制
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定期（1900年前後から1910年代）の学説にその萌芽をみることができる。

そのため以下に示す通り、本稿では整理に当たっての時代区分として、

① BGB 成立期（概ね BGB 成立（1900年）前後から1910年代）、② BGB 成

立期以降（1920年代から1980年代）に分けて学説の流れを整理する。そし

て近時の文献を参照すると、現在では学説において契約の分類概念の

うち特に双務契約のメルクマールに関してさらなる理論展開があった

ようである。これは近年刊行されている注釈文献の記述から推察され

るため、これらを③近時の学説として整理する。

一　シュタムラー

シュタムラーは双務契約につき以下のように説明する（9）。双務契約

においては二つの義務が、それぞれがそれぞれにとっての等価物

Äquivalent（10）であるという方法で対立し、そして約束と反対約束とが

双方向的に発生し、条件付けられている。双務契約は当事者一方のみ

が義務を負う贈与や保証、相手方にも請求権がありうるに過ぎない委

任などの片務契約とは異なるとする（11）。

二　クローメ

双務契約と片務契約について、クローメは以下のように説明する（12）。

まず一方の当事者のみが相手方に対して給付を与える契約は一方的

einseitig であり、各当事者が交換的にそのような給付を与える契約は

双方向的 zweiseitig であるとする（13）（双方向的契約には不完全双務契約も

含まれる（14））。

そして双務契約の特殊性として、給付と反対給付とが特別な牽連関

係にある点が指摘される。これは複数の給付のそれぞれが他方の給付

のために引き受けられているということであり、この関係の結果とし

て、一方当事者における違反は関連する義務それ自体に対して影響す

るのみならず、反対義務にも影響するという（15）。

次に有償契約と無償契約については以下のように説明している（16）。
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クローメは、直接に財産的価値がある者の財産から他の者の財産へと

くわえられることを出捐とし、この出捐の目的によって、有償契約と

無償契約とが分類されるという。出捐の目的により有償（負担付、

oneros）行為と寛大な（無償）行為が区別される。この区分は基本的で

あり、これによって経済的取引の行為を形成するグループと非経済的

な行為を形成するグループに分類されるという（17）。そして出捐という

概念にとって本質的であるのは、その出捐が原則として無償であると

いうこと、すなわち出捐に対する等価 Gegenwert（等価物 Äquivalent）

をあらわす反対給付なしに行われるということだけであるとする（18）。

受領者に対して課される比較的些細な給付（負担）は、この概念を損な

うことはなく、負担は出捐の付随的目的のみを形成するという。

三　ヴィントシャイト

ヴィントシャイトは双務契約と片務契約について以下のように述べ

る（19）。この分類は債務契約において特に重要で、給付交換を生じさせ

ることに向けられる分類である。契約を締結している当事者のそれぞ

れは、その当事者が請求する権利を与えられている給付に関して彼の

側で事故の給付において等価のものを与える義務を負っているという

べきという。そしてこれらの契約は双方向契約 zweiseitiger	Vertrag、

より適切には交換的あるいは双務契約と呼ばれているとし、その例と

して売買と請負を挙げる。

他方でこの内容を持たない契約は片務契約であるが、片務契約はさ

らに二つの種類がありうるとする。第一にその契約が、権利を与える

当事者に対して反対給付を義務付けないにもかかわらず、契約が別の

方法でその当事者に義務を負わせることを排除しない契約でありその

例が委任や使用貸借であるという。第二に契約が厳格に片務であり、

その結果契約が権利を有する当事者に義務を負わせる余地を持たない

契約がそれであるが、その例は消費貸借であるという。

有償契約と無償契約については、ヴィントシャイトは総則教科書に
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おける法律行為に関する記述において、有償法律行為と無償法律行為

という区分に言及する（20）。ただしその分量は乏しく、「…法律行為は、

法律行為がそれの付与に向けられる利益に対して出捐を課すのか否か

に応じて、有償法律行為と無償法律行為に区別される」とするにとど

まっている。

四　デルンブルク

デルンブルクは、双務契約と片務契約の分類について債務の概念から

説明を始める（21）。債務はその最も単純な形式においては片務の債務で

あり、当事者の一方にのみ権利を与え、そして相手方にのみ義務を負

わせるものであるとする（22）。このようなもっとも単純な債務の形式の

一つに、片務契約があるとする（23）。そして双務契約については、たい

てい、債務契約は双務義務を根拠付け、その結果として各当事者が同時

に債権者となり債務者となるとするが、この双務性 Gegenseitigkeit は

不完全な双務と完全な双務があると指摘する。まず不完全双務について

は、不完全双務契約に基づいて、一方の当事者に主要な義務が生じる。

その義務に相手方契約当事者の反対義務Gegenverpflichtungが連結する。

主たる義務はとりわけ取引の目的に奉仕するという（24）。他方で完全双

務とは、完全双務義務も同様に取引目的に奉仕するものであり、この義

務は双務（いわゆるシナラグマ）契約、とりわけ売買、交換、使用賃貸借、

雇用契約、そして請負から生じるとする。この種の取引のみ、BGB は

双務取引と呼び、そしてこれらの取引を320条ないし327条の規定に服

せしめている、と指摘する。なお、双方向取引 zweiseitige	Geschäfte

の本質として、同一の契約から双務義務 gegenseitige	Verbindlichkeiten

が生じるという点を挙げる（25）。

また双務契約における各義務の構造についても言及する（26）。デルン

ブルクによれば、双務契約における各当事者の義務の関係について歴

史的には二通りの理解の仕方が展開されてきたという。第一に双方の

義務の独立性を出発点とする説が挙げられている。これによれば二つ
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の義務は確かに同一の契約にその成立原因を負っており、一方の義務

が他方の義務と引き換えに交換される。しかしいったん成立すると、

それぞれの反対義務はもう一方の反対義務とは無関係であり、かつ独

立と考えるという。第二に反対義務は永続的に、統一的な債務関係の

全体を形作る要素として妥当するとする説を挙げる。このことは、身

体における手足のように債権と反対債権とが互いに一体となっている

といったように表現されてきた、とする。ただしデルンブルクによれ

ば、いずれの説も問題があり、どちらの立場に立つせよもう一方の立

場への歩み寄りが求められるとしている（27）。

五　エルトマン

エルトマンは、双務契約と片務契約について以下のように説明する（28）。

まず債務契約はそこから生じる義務によって三つの種類に区分可能で

ありその第一が片務契約とする。この契約からは常に一方の当事者に

権利が生じ、相手方当事者には義務が生じるとする（例として消費貸借、

贈与を挙げる）。第二が不完全双務契約であるが、同契約においては、

取引の主要目的の実現に奉仕する本質的な構成要素として当事者の一

方に義務が生じる。そしてこれとともに場合によっては相手方の付随

的義務も生じるとする（例として寄託、委任を挙げる）。第三が完全双務

（シナラグマ）契約であるが同契約からは常に、そして必然的に両当事

者が権利を有し義務を負う。BGB はこの契約をただ第二章において

「双務契約 gegenseitige	Verträge」という概念としてのみ理解している

と指摘する。なお、ある契約が双務契約となるためには給付義務のた

めの条件あるいは法的原因という意味においてのみ反対給付が実施さ

れるということが重要とする（29）。

エルトマンは有償契約と無償契約（特に有償契約）という概念区分に

ついてモノグラフィーを発表している（30）。その中でエルトマンは対価

Entgelt の理解について当時のドイツ学説の中に双務契約＝有償契約と

単純に図式化していた説があることを批判し、有償契約か無償契約か
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によって民法典やその他の法律（破産法など）で特別扱いがなされる場

合があることから、有償性概念について検討し明らかにする必要があ

ることを指摘する（31）。エルトマンは、有償契約であるかどうかは対価

（反対給付に対して給付がなされる）の存在によるとする（32）。対価が存在

するかどうかは個別事例ごとの判断を要するとする（33）。

六　小　括

以上がBGB成立期における双務契約と片務契約概念、そして有償契

約と無償契約概念に関する主な民法学説による説明である。双務契約

と片務契約という概念区分については多くの学説が言及しており、特

に双務契約の特徴について各契約当事者が負う義務の双方向性

zweiseitig や双務性 gegenseitig が特徴であるとされる点が多い。また

そのことから同時履行の抗弁権など双務契約に特有の法理が生じると

説明されている（BGB320条以下）。また、その後ドイツ民法学説におい

て主流となってくる、各義務が等価物 Äquivalent として対立している

ことに言及するものもみられる（シュタムラー）。また、各当事者が義務

を負うもののそれぞれの義務に双務の関係がないという不完全双務

（双方向）契約という分類にも言及がみられる。

他方で有償契約と無償契約という概念区分については、双務契約と

片務契約の場合とは異なって比較的説明が少ないように思われる。た

だしエルトマンのように、有償契約と無償契約という区分に従って法

律効果の分かれる規定がBGBやその他法律上にあることからこの概念

区分の明確化・精緻化が必要であると指摘するものや、クローメのよ

うに有償契約と無償契約の概念区分を各当事者による出捐 Zuwendung

の有無によるとし、さらに各当事者の出捐が互いに等価Gegenwert（等

価物 Äquivalent）を形成する場合には有償契約と定義するクローメのよ

うに、対価や等価という概念を有償契約と無償契約のメルクマールと

してむしろ用いるものもみられる。
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Ⅳ　BGB成立期以降の学説

一　ヘック

ヘックはまず双務契約と片務契約の区分について以下のように説明

する（34）。すなわち債務を根拠付ける契約は目的とされた効果に応じて

片務 einseitige 契約と双方向 zweiseitige 契約に区分される。そして双

方向契約はさらに双務 gegenseitige 契約と不完全双方向契約に区分され

るとする。なお普通法理論は同一の方法で双務契約contractus	bilaterales

と片務契約 contractus	unilaterales に区別をし、そして前者において完

全 aequale 双務契約と不完全 inaequale 双務契約に区別するという。ま

た、これらの分類にどのような具体的契約が属するかについては次の

ようにいう。「双務契約は取引生活において決定的に重要な役割を果た

す。双務契約には最も頻繁に行われる取引が属している。売買、使用

賃貸借、雇用契約、そして請負契約である。次のような契約は厳格な

片務契約という必要がある。贈与約束、保証約束、そして独立の債務

約束である。好意契約、使用貸借、無償寄託、そして委任は不完全双

務契約に属している。消費貸借はたいてい、厳格な片務契約の例とし

て説明されることがあるが不適切である。有償の、いわゆる利息付消

費貸借は双務契約であり、売買や使用賃貸借と同様であることは明ら

かである。もっとも無利息消費貸借は好意契約のカテゴリーに属する」

とする（35）。そして双務契約における利益状況は、二つの給付義務が、

一方の給付が相手方の給付に対する対価を形成するという因果関係、

つまり交換関係にあるということによって特徴付けられるとする。こ

こでは契約締結者のそれぞれは、相手方の給付を受領するためにのみ

自ら給付するという意思であり、「与えんがために与える」である（36）。

彼の給付が彼に課す出捐行為 Opfer によって、彼は彼に反対給付が与

えられるという結果を目的としているという。そしてある契約が双務

契約であるか否かは契約の客観的意味から明らかになる利益状況が決

定的であるとする。
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二　ファン・デン・デーレ

BGB 成立期以降、以下で整理するエネクチェルスやラーレンツのよ

うに対価や等価という概念でもって双務契約と片務契約という概念区

分を説明するメルクマールとする学説がみられる。そのような中で

ファン・デン・デーレはこのようなメルクマールを設定することに疑

問を呈している（37）。すなわち等価性Äquivalenz を双務契約の要素とし、

さらにこれを主観的なものとするか客観的なものとするかで学説で議

論があるとするが、いずれについても問題があると指摘するのである。

ファン・デン・デーレは、これまでのドイツ民法学説（普通法学説も含

む）は等価性という思想でもって双務契約と片務契約という概念区分

を説明してきたが、そもそも双務契約の等価性とは何を意味するのか、

との疑問を投げかける（38）。そしてそれまでのドイツ民法学説や判例に

おける等価性の理解を整理したうえで、その内容はそれほど豊かでは

ないため別の基準を必要とするという（39）。そして、何をもって「双

務」の契約とするのかは契約の構造分析が重要とし、そのための分析

視角として契約の原因や目的を挙げ、カウザ理論に依拠した理論展開

を試みる（40）。

三　エネクチェルス

エネクチェルスは双務契約と片務契約という分類について以下のよ

うに述べる（41）。「あらゆる取引は、契約概念が明らかにしているよう

に成立において双務であり、双方向的な意思表示から構成されている

という。それにもかかわらずローマ法を手本として双務（双方向）契約

と片務契約とを区別するならば契約締結の方法ではなく、契約の効果

を想定していることになる。双方向的に義務付ける契約あるいは一方

にのみ義務を負わせる契約が想定されている。そして効果に関するこ

とでさえ、それぞれの契約当事者の責務である忠実義務 Treuepflicht

を別とし、そして契約にその刻印付けを与えているような主たる義務

を基準とする場合にのみ、区別がなされうることになる」とする。そ
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して片務契約は一方当事者の義務のみを生じさせ、その例として現実

消費貸借 Handdarlehen および贈与約束 Schenkungsversprechen がある

という。

双務契約は両当事者に義務を生じさせるところ、ここでは他方で重

要な区別を行う必要があるとする。それは①各義務が牽連関係にあり

in	einem	Verhältnis	gegenseitiger	Abhängigkeit、一方当事者の給付が

その定められた通りの同価値のものを相手方当事者の給付に見出して

いるというべきである、というような関係にある場合であるとする（42）。

これに属する契約としては売買、使用賃貸借、雇用契約、請負契約が

あるとする。そして②各義務が、この必須の牽連関係なしにも契約か

ら以下のように生じることがありうる。すなわち当事者の一方のみが

概念的に必然的に義務を負う一方で、相手方当事者はただ特別な事情

に基づいてのみ偶然に義務付けられるということである。不完全双務

契約（contractus	bilaterales	 inaequales）とも呼ばれているとする（43）。こ

こには、委任、無償寄託契約、使用貸借が属するとしている。

また、双務契約については交換型契約とも呼ぶことができ、売買や

交換のほか、使用賃貸借、雇用契約、請負契約などのように、対価と

引き換えでの権利利用 Gebrauchsgewährungen、仕事や役務の提供の場

合、広義の意味で給付の交換と呼ぶことができる、とする（44）。他方で

双務契約すべてを交換型契約と呼ぶことは適切ではないが、それは組

合契約においては給付の交換が行われないにもかかわらず双務契約で

あるからとする（45）。双務契約という概念に関してはただ、各当事者の

給付が相手方の給付に対する対価として約束されているということの

みが本質であり、そしてこのことは組合契約の場合にも当てはまると

する。その理由としてはそれぞれの組合員がその（共通の目的を促進す

るための）給付を義務付けられ、別の組合員もまた（同様の目的のため

の）給付を義務付けられるからである、とする。

そしてエネクチェルスは有償契約と無償契約については以下のよう

に述べる（46）。まず、相手方の財産を増加させる行為が出捐 Zuwendung
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であるとする（47）。そして出捐は大多数の場合において有償であり	、当

事者の意思によれば出捐に対する補償を形成するべきである対価と引

き換えに、（先行する、同時の、あるいは事後的な）給付と引き換えに利益

を与えるものである（売買、使用賃貸借、雇用契約、利息付消費貸借）とす

る。これが客観的に、あるいはただ当事者の意見によってのみ、与え

られる利益に等しいものとされるということは必要ではなく、当事者

の意思によれば出捐の補償となるということ、したがってその対価で

あるというべきであろうということで足りるという。したがって売買

は有償取引であり、錯誤によって、あるいはその必要があって意図的

に物の真実の価値よりも低い価格で取引されるという場合でも変わら

ない、としている。

他方で無償行為あるいは好意 lukrativ 行為がその対をなすものを形

成する（贈与、遺贈、無利息消費貸借）という（48）。取引は、取得者に反対

給付ではなく負担のみが課される場合には無償で形成される。そのほ

か、無償性という概念を用いているそれぞれの規定の下で、この呼称

にどのような意義が認められるのかを特に検討する必要があるとする。

四　ラーレンツ

ラーレンツはまず双務契約について以下のように述べる（49）。ラーレ

ンツによれば双務契約とは当事者らが、彼らそれぞれの視点において、

各当事者が彼ら自身の給付に対して彼らの価値評価によれば少なくと

も同等の価値である反対給付、「等価物 Äquivalent」を受け取るという

意味において互いに少なくとも同価値である給付を交換する契約であ

る（＝「与えんがために与える do	ut	des」）（50）。各当事者が「文脈におい

て」、つまり合意された反対給付に対して相手方の義務と解消不能の関

係においてのみ義務を負うつもりである、ということを意味するとい

う。また「双務」債務契約の存在を認めるためには、各当事者の給付

が客観的基準で測定して互いに同価値であるという必要はない（51）。各

当事者が相手方の給付において彼自身の給付に対する十分な対価であ
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ると認めているということで足りる。したがってその限りで各契約当

事者の主観的判断が重要となるとする（「主観的等価性」）。

双務契約において決定的であるのは、各当事者がまさに反対給付を

得るために給付義務を負う意図であるということである、とする（52）。

それゆえにあらゆる「双方に義務を負わせる」契約がすでに必然的に

双務契約であるというわけではないとも指摘する。例えば委任の受諾

によって受任者は委任の実施やそれによって取得したものを引き渡す

義務を負い、委任者は費用賠償の義務を負うが、しかし費用賠償は受

任者の労力に対する対価ではない、とする。「双務契約」は少なくとも

各当事者の負う給付義務のうちいくつかのものが、一方の給付が当事

者の意思によれば相手方の給付に対する反対給付、対価であるという

ことによって互いに結び付けられているような義務を各当事者に負わ

せる契約であるとしている（53）。

次に有償契約と無償契約については、総則教科書の法律行為に関す

る説明の一部において以下のように述べている。まず義務付け行為

Verpflichtungsgeschäft は、行為の内容によって一方の義務が相手方の

義務に、当事者の評価によれば等価のもの、等価物 Äquivalent である

反対給付として対立している場合、有償であるとする（54）。これによれ

ば義務付け行為は、行為内容になっている当事者の意思によれば反対

給付が欠けているという場合には無償であるという。「双務契約」は少

なくとも各当事者の負う給付義務のうちいくつかのものが、一方の給

付が当事者の意思によれば相手方の給付に対する反対給付、対価であ

るということによって互いに結び付けられているような各当事者に義

務を負わせる契約であるとする。

五　エッサー

エッサーは双務契約について以下のように説明する（55）。双務契約と

は、契約が給付の交換に奉仕している限りで、契約当事者のそれぞれ

がその給付を相手方の給付約束と引き換えに提供する契約である（56）。
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したがって契約を特徴付ける取引目的が反対給付の獲得に存在し、こ

れを「シナラグマ」、BGB（320条以下）の言葉においては双務契約と呼

ぶとする（＝「与えんがために与える do	ut	des」という結びつき）。エッ

サーはこの結びつきから、成立上のシナラグマ（一方給付の原始的不能等

の場合の他方給付の消滅）、機能上のシナラグマ（同時履行の抗弁）が生じ

るとしている。なお、各当事者が給付義務を負う契約すべてが双務

（シナラグマ）契約となるわけではなく、一方の給付がまさに他方の給

付にとって等価 Gegenwert であるという意味における交換関係が存在

するかどうかを常に検討する必要がある、としている（57）。

なおエッサーは、単著となる教科書であるその債務法第 2版では、

契約構造の紹介において双務契約に先立って有償契約について解説し

ている（58）。それによれば以下の通りである。「契約は動機付けによっ

て区分され、利益の意図を伴う契約は有償契約であり、寛大さ

Freigebigkeit を伴う契約は無償契約である」という。また、無償契約

の場合には債務者の責任や注意義務が軽減されることがあることや、

特殊な契約の解除や解約、終了原因があるとする。

六　小　括

以上がBGB成立期以降の双務契約と片務契約、そして有償契約と無

償契約という分類に関する主だった学説の整理である。注目できるの

は、教科書類ではいずれの分類においてもメルクマールとして等価性

や対価という概念が用いられるようになっているという点である（エネ

クチェルスやラーレンツに顕著）。つまり双務契約であるというためには

各当事者が互いに交換的に給付するものが（主観的に）等価であるとい

う点について、各当事者が合意しているかどうかが重要であるという

理論である。また有償契約についても、各当事者の給付（出捐）がそれ

ぞれ相手の給付に対する等価 Gegenwert、対価として評価しうるかど

うかが重要であるとされている。こうした等価性や対価というメルク

マールは日本の民法学説においても、例えば鳩山秀夫博士や我妻栄博
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士の時代から用いられていることから、この時期のドイツ民法学説の

影響が強くあったと推測される（59）。

ただし注目するべきはこうした等価性や対価といったメルクマール

を用いることに対して、特にファン・デン・デーレが強い批判を投げ

かけている点である。彼によれば双務契約の概念把握のためには主観

的なものとする場合であれ客観的なものとする場合であれ等価性とい

う概念では十分でなく、いわゆるカウザ理論を用いた双務契約の構造

把握が重要であるとしている。またファン・デン・デーレ自身はこの

カウザ理論をフランス民法理論におけるいわゆるコーズ論と一致する

と指摘する（60）。

Ⅴ　近時の学説

以上のようにBGB成立期からそれ以降の時期の学説の流れにおいて、

ドイツでは双務契約と片務契約、そして有償契約と無償契約の分類メ

ルクマールとして等価性や対価という言葉が用いられるようになった

と推察される。一方で近年刊行されている注釈文献等を見るに、エネ

クチェルスやラーレンツの時代の学説からさらなる展開があったこと

が見受けられる。そこでこれらの注釈文献における記述をドイツ民法

学説の最新の状況把握のために近時の学説として整理する。本稿では

ドイツ学説の一般的な状況を把握するために、2020年前後に刊行され

ているいくつかの注釈文献を参照した。そこでの共通点として注目す

べきであるのは、これまでドイツにおいて主流であったと目される等

価性という概念が双務契約の分類メルクマールとして用いられること

がなくなっているという点である。

一　エメリッヒ

エメリッヒによると、双務契約と片務契約の概念は以下のように説

明されている（61）。まず、「片務契約はその契約に基づいて（主たる給付
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義務の意味における）義務が各当事者の一方に関してのみ生じるという

ことによって特徴付けられる。…一方で双方向契約および双務契約は

いわば、その契約から（常に主たる給付義務の意味における）義務が双方

の当事者に関して生じるということによって特徴付けられる。…それ

ぞれの義務が交換関係にある場合、双務契約と呼ばれる。そうでない

場合、ただ不完全双務契約の問題となり、この契約は双務契約とは反

対に以下のことによって特徴付けられる。すなわち、一方の当事者が

その給付義務を引き受けるが、ただし、そのために─反対給付として

─相手方当事者の給付を受け取ることを目的としてはいない、という

ことである」という。双務契約において各当事者が相手から反対給付

を受けるためにその給付を引き受けている do	ut	des の関係が認められ

る契約であるという。ただしこのとき、それぞれの給付が客観的に、

あるいは当事者の主観により等価物であるということはもはや要求さ

れていないという（62）。各当事者の給付が等価物を形成していないとい

う場合でも問題はないが、特に価値関係が破綻しているような場合に

は BGB138条（63）による効力否定や BGB313条（64）の行為基礎の喪失の問

題となるという。

二　シュヴァルツェ

シュヴァルツェにおいてもエメリッヒと同様の説明が見受けられる（65）。

すなわち「双務性は、二人もしくはそれ以上の当事者間に存在する、

（給付）義務の法的結びつきの特定の形態である。法的結びつきの特別

性は、目的性 Finalität にある。一方の当事者が…相手方当事者のため

に給付義務を負うのは、相手方がそのような債務を負うからである」

という。そしてこれまで主流であった各給付間の等価性という点につ

いては、双務契約において必須の要素ではないとされている。「交換的

に互いに依存している給付義務の『等価性』（価値平等性）は『双務性』

の要素ではない。BGB320条以下の意味における双務性は、給付義務の

特定の法的な結びつきを指す一方で、等価性は給付義務の間の経済的
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関係（価値関係）を指す。客観的に正しい価値関係、あるいは主観的に

のみ正しい価値関係という意味における等価性は、双務契約の理念に

属しているかもしれない。BGB320条以下の意味における双務契約とい

う法概念には、等価性は属しない。給付義務と契約は、BGB320条以下

の意味におけるその『双務的』性質を、給付義務が客観的に均衡して

いないというために、あるいは当事者によって均衡していないとみな

されているというために失うということはない」、としている（66）。そ

して当事者らがイメージした給付間の等価性が重大に損なわれること

は行為基礎の喪失の問題として扱われうるという。

このように双務契約と片務契約とを分類するメルクマールとして目

的、目的性という概念からの説明が見られる。一方で有償契約と無償

契約の分類に関しては、等価性という概念が分類メルクマールとして

依然として維持されているようである。シュヴァルツェによれば「等

価性がないということは、契約の有償性を否定するしるしとしての意

義を持つ…。問題となっている給付義務が完全に不均衡であり、そし

て当事者らによってもそのように格付けされている場合、当事者らが

給付義務の交換的依存性にもかかわらず無償契約であることを出発点

としているということが想定できる」とされている（67）。

三　ウルバー

ウルバーにおいても、双務契約の概念区分において等価性という概

念がもはや必要とはされていない（68）。ウルバーは、「双務契約の場合、

少なくとも個々の給付がそれぞれ相手方の給付を目的として約束され

（do	ut	des）、そして永続的な牽連関係にある。一方の給付は相手方の給

付に対する反対給付であることが明らかにされる。それぞれの給付は成

立と存続とにおいて交換的に互いに結び付けられる」という。しかし、

「引き受けられた義務の双務性は、それぞれの義務が客観的あるいは主

観的観点において同価値であるということを前提としない。ある反対

給付が合意される限りで、双務性を認めるに足りる」としている（69）。
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四　グリューネベルク

グリューネベルクも、「双務（完全双方向）契約の場合、各当事者の義

務は互いに牽連関係にある。それぞれの契約当時母その給付義務を反

対給付を目的として約束する。一方の給付義務は相手方の給付義務に

対する対価である」とする（70）。そして「双務契約にとって特徴的であ

るのは、各給付義務のシナラグマ的結びつきである…。すなわち「与

えんがために与える do	ut	des」原則に基づいて生じる双方向的な目的

結合である」とするが、他方で「各当事者の給付の主観的等価性は双

務契約の必然的メルクマールではない。当事者らは契約自由の原則に

基づいて、異なる価値を持つ給付を互いに交換することもできる」と

する（71）。

五　小　括

以上のように近時の注釈文献から推察される双務契約と片務契約概

念に関する現在のドイツ民法理論においては、双務契約と片務契約の

分類メルクマールとして目的という概念が用いられ、当事者の負うそ

れぞれの給付義務が互いにその目的を形成しているから双務契約とな

るとされている。等価性や等価物というそれまで主流であったメルク

マールについては、双務契約においては各当事者は通常それぞれの給

付が等価値であることを前提としているという理解がみられるものの、

そのことは双務契約であるための本質的なメルクマールではないとさ

れている。ここでは、エネクチェルスやラーレンツらの時代にあって、

等価性という考え方に批判的であったファン・デン・デーレの影響が

あるものと目される。

他方で等価性という概念が完全に放棄されたというわけではなく、

このメルクマールは有償契約と無償契約の分類メルクマールとして用

いられ続けているようである。
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Ⅵ　まとめ

以上がドイツ民法理論における双務契約と片務契約概念、そして有

償契約と無償契約概念の展開である。

BGB 成立期におけるドイツの学説では、双務契約と片務契約のメル

クマールと有償契約と無償契約のメルクマールについて、特に前者に

関して当事者らの負う義務の双務性や双方向性の牽連関係とする考え

方が見受けられた。他方でいずれの分類概念についても、その後主流

となったと目される等価性という概念でメルクマールとする考え方も

みられる。

BGB 成立期以降、特にエネクチェルスやラーレンツにおいて、双務

契約と片務契約、そして有償契約と無償契約の各概念の分類メルク

マールとして、共通して等価性、対価という概念が用いられ始める。

日本の民法学説においても鳩山博士や我妻博士がこれら契約の分類概

念のメルクマールとして、等価性や対価という概念を用いているとこ

ろ、この時期のドイツ民法学説の影響を受けたものと目され、その影

響が今日まで残っているものと理解することができる。他方でファ

ン・デン・デーレのように、等価性という概念で双務契約の特徴とし、

分類のメルクマールとすることでは足りないとする批判があったこと

に注目できる。さらにファン・デン・デーレが提唱したのがいわゆる

カウザ理論であり、この理論がフランス民法理論におけるいわゆる

コーズ論に類似するとしている点が興味深い。また、日本民法におけ

る双務契約と片務契約概念、有償契約と無償契約概念の説明に関して

はすでに指摘したように「対価」という概念が用いられているところ、

この時期のドイツ民法学説の影響を強く受け、それが現在まで引き継

がれていると目される。

以上のようにドイツ民法理論の展開において、等価性や対価という

概念が双務契約と片務契約の分類においても有償契約と無償契約の分

類においてもメルクマールとして設定されるに至ったと理解できるが、
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近時においては特に双務契約と片務契約の分類メルクマールにさらな

る変遷がみられる。そこでは双務契約においては当事者の負う各給付

義務がそれぞれの給付義務の目的とされているとして、各給付が（当事

者の主観的に）等価であるということは双務契約において必須ではない

とされるに至っている。ここには、エネクチェルスやラーレンツの時

代において等価性や対価という概念に批判的であったファン・デン・

デーレの影響があったのではないであろうか。一方で有償契約と無償

契約のメルクマールに関しては等価性という概念が用いられ続けてい

る。ドイツ学説においては双務契約と片務契約の分類のメルクマール

につき現在に至るまでもさらなる理論展開がみられるところ、日本民

法理論における契約の分類概念の意義を検討するにあたっても有意義

な示唆を与えるものと思われる。

Ⅶ　結びに代えて

本稿では、日本における双務契約と片務契約概念、そして有償契約

と無償契約概念の検討の前段階として、これらの契約の分類概念に関

する日本民法学説に大きな影響を与えたと目されるドイツ民法理論の

展開を整理した。本文中でも述べたように日本民法学説においては鳩

山博士や我妻博士によって対価という概念が双務・片務、そして有

償・無償の各契約の分類概念のメルクマールとされるに至り、それが

今日まで受け継がれている。このような説明はBGB成立期以降、特に

エネクチェルスやラーレンツにみられる説明であり、この時期のドイ

ツ民法理論が日本民法学説の展開に強く影響したと目される。しかし

ドイツではその後さらなる発展があった。近時の文献では双務契約と

片務契約の分類メルクマールとして、等価性や対価ではなく、目的と

いう概念が用いられるようになっている点に注意が必要である。この

背後にはファン・デン・デーレの提唱したカウザ理論による双務契約

の分析があると目され、またファン・デン・デーレ自身が指摘してい
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たようにフランス民法理論におけるコーズ論との関連もうかがわれる。

ドイツにおける理論は今日でも発展しているところ、契約の分類概念

について依然としてドイツの動向から示唆を得ることができるであろ

う。

また、日本民法の成立や学説の発展に大きな影響を与えたもう一つ

の存在であるフランス民法理論も見逃せない。フランス民法では条文

中に双務契約と片務契約、そして有償契約と無償契約に関する規定が

置かれているところ、フランス民法学説でもこうした契約の分類概念

やそれらと結びつく解除などの法理に関係する議論が展開されている。

日本民法の成立と発展には仏独それぞれの民法典や民法理論がこれま

で強く影響しているところ、双方の展開に注意しつつ研究を進めてい

くことが望ましいといえるであろう。

注
（ 1）	 本稿の基礎となっているのは、2022年 6 月 4 日に開催された第85回比
較法学会におけるミニ・シンポジウムA「フランス法・ドイツ法の狭間で
育った日本民法─契約概念の再考を中心に─」における筆者の報告「双務
契約・片務契約概念と有償契約・無償契約概念」である。本稿は同報告の
うちドイツ法部分をまとめ直し、いくつかの点を補充したものである。日
本とフランスを含めた総合的な比較検討については別稿を予定している。
なお上記ミニ・シンポジウムの報告要旨については比較法研究83号（2022）
を参照されたい。

（ 2）	 旧民法財産編297条および298条である。各条文については井上正一
『民法正義財産編第二部巻ノ壹〔復刻版〕』（信山社、1995）25頁 -31頁を参
照した。

（ 3）	 起草担当者である富井政章博士によれば「既成法典はフランス民法な
どにならって297条から303条まで合意の種類を列挙してある。これも学説
にゆだねて少しも差し支えない。法典全体の規定から契約にこういう種類
がある、またその種類分けをするについてという結果に違いがあるという
ことは、法典全体の上から自ずから分かると思う。よってこの合意の種類
に関する規定はことごとく削除した」とされる。法務大臣官房司法法制調
査部監修『法典調査会民法議事速記録三』（商事法務研究会、1984）645頁。

（ 4）	 教科書に関しては枚挙にいとまがないといえるが、差し当たって我妻
栄『債権各論上巻』（岩波書店、1954）49頁以下、末川博『契約法上（総
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論）』（岩波書店、1958）12頁以下を参照。また、松坂佐一『民法提要債権
各論〔第 4版〕』（有斐閣、1981） 7 頁以下、広中俊雄『債権各論講義〔第
6版〕』（有斐閣、1994）14頁以下がある。近年の教科書でも、中舎寛樹
『債権法─契約総論・契約』（日本評論社、2018）43頁、平野裕之『債権各
論Ⅰ─契約法』（日本評論社、2018） 7 頁以下、山野目章夫『民法概論 4
債権各論』（有斐閣、2020）11頁以下、近江幸治『民法講義Ⅴ契約法〔第
4版〕』（成文堂、2022）23頁以下などが契約の分類について独立の項目を
設けて解説をしている。一方で契約の分類について解説するための独立の
項目を設けないが、契約の効力（同時履行の抗弁など）や個別の典型契約
の記述に際して契約の分類に言及するという例もある。来栖三郎『契約
法』（有斐閣、1974） 8 頁以下、18頁以下、三宅正男『契約法（総論）』（青
林書院新社、1978）57頁以下、鈴木禄弥『債権法講義五訂版』（創文社、
2001）276頁以下、375頁以下、野澤正充『契約法〔第 3版〕』（日本評論社、
2020）60頁以下、113頁、潮見佳男『基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管
理・不当利得〔第 4版〕』（新世社、2022）38頁、73頁などがそうである。
また、代表的な論文として山中康雄「双務契約・片務契約と有償契約・無
償契約概念」契約法大系刊行委員会編『契約法大系Ⅰ（契約総論）』（有斐
閣、1962）58頁以下、於保不二雄「無償契約の特質」契約法大系刊行委員
会編『契約法大系Ⅰ（契約総論）』（有斐閣、1962）75頁以下、広中俊雄
「有償契約と無償契約」同『広中俊雄著作集 2契約法の理論と解釈』（創文
社、1992） 1 頁以下（初出：同「契約─有償契約と無償契約─」尾高朝
雄・峯村光郎・加藤新平編『法哲学講座 8巻』（有斐閣、1956）35頁以下）
がある。諾成契約という観点から双務契約と有償契約を論ずるものとして、
川村泰啓『増補商品交換法の体系Ⅰ』（勁草書房、1982）165頁以下や202
頁以下を参照。

（ 5）	 中田裕康『契約法〔新版〕』（有斐閣、2021）69-73頁を参照。
（ 6）	 中田教授は民法533条、536条、553条、破産法53条、民事再生法49条、
会社更生法61条を挙げられる。同・前掲注（ 5）70頁。

（ 7）	 HKK/Sibylle Hofer,	Bd.3,	 1.Tb.,	 vor	§	433	Rn.15,	Rn.15	Fn.81;	
Ludwig von der Pfordten,	Abhandlungen	aus	dem	Pandekten=Recht,	1840,	
S.302	ff.	なお、この点については拙稿「片務契約の終了：片務契約の法定
解除をめぐる日独議論の比較を中心に」大東法学26巻 1 号（2016） 1 頁以
下（特に 4頁以下）を参照されたい。

（ 8）	 Eduard Gans,	Über	römisches	Obiligationenrecht,	1819,	S.1ff.
（ 9 ）	 Rudolf Stammler,	 Das	Recht	 der	Schuldverhältnisse	 in	 seinen	
allgemeinen	Lehren,	1897,	S.84ff.

（10）	 ドイツにおける双務契約と片務契約概念、そして有償契約と無償契約
概念の分類について説明をする際に、等価という言葉を意味するÄquivalent
や Äquivalenz という単語が用いられることがある。本稿では Äquivalent
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については等価物、Äquivalenz については等価性という訳を当てておく。
（11）	 シュタムラーは双務契約につき、「双務契約の一般的かつ争いのない
メルクマールとして、同契約においては二つの義務が、それぞれがそれぞ
れにとっての等価物Äquivalent であるという方法で対立しているというこ
と、そして約束と反対約束とが双方向的に発生し、条件付けられていると
いうことを前もって指摘しておいてよい」としつつ、使用貸借について
BGB は双務契約として扱っているとする。しかしこの点について詳細を
述べていない。Ders.,	a.a.O.（Fn.9）,	S.85. なお、BGB598条は以下の通り
である。BGB598条：「使用貸借契約によって、物の貸主は借主に対して物
の使用を無償で認める義務を負う」。使用貸借に関してラーレンツは、使
用貸借に基づいて貸主は貸借期間中「使用貸借借主に物の使用を無償で認
めること」を義務付けられ（598条）、借主は物を注意深く扱うこと、契約
により定められた使用以外の使用をしないこと（603条）、そして貸借期間
の経過後に物を返還することを義務付けられる（604条）とする。使用貸
借は契約の両当事者にとって義務を根拠付けるが、しかしこれらの義務は
互いに対価あるいは双務の関係にはないとする。とりわけ返還義務は使用
のための移転に対する対価ではなく、使用賃貸借の場合と同様に使用貸借
関係の時間的限定から生じる清算義務である。したがって使用貸借は「双
務」契約には属しないが、しかし「双方に義務付けをする契約 zweiseitig	
verpflichtender	Vertrag」に属するという。Karl Larenz,	Lehrbuch	des	
Schuldrechts,	Bd.2	Besonderer	Teil,	1.Halbbd.,	13.Aufl.	1986,	S.293. 契約
の分類に関するラーレンツの説については後掲本文を参照。なお BGB603
条と BGB604条は以下の通り。BGB603条：使用貸借借主は貸借物を契約
に適合する使用とは異なる方法で使用してはならない。借主は貸主の許可
なく、物の使用を第三者にゆだねる権利を有しない。BGB604条 1 項：借
主は貸借物を使用貸借のために定められた期間の経過後に返還する義務を
負う。 2項：期間の定めがない場合、借主は使用貸借の目的から明らかと
なる使用をしたのちに物を返還しなければならない。貸主は、借主が使用
をすることができたであろうというほど長い期間が経過する以前に物の返
還を請求できる。 3項：使用貸借の期間が定められておらず、目的からも
推察できない場合、貸主は物をいつでも返還するように請求できる。 4
項：借主が物を第三者にゆだねた場合、貸主は使用貸借の終了に従い第三
者に対しても返還を請求できる。 5項：物の返還請求権の消滅時効は使用
貸借の終了とともに開始する。BGB598条と603条については債務法改正前
後で条文に変わりはないようである。BGB604条については債務法改正に
よって 5項が追加されたようである。

（12）	 Carl Crome,	System	des	Deutschen	Bürgerlichen	Rechts,	Bd.2,	1902,	
S.164ff.

（13）	 ドイツ民法理論における説明を見ると、双務契約を説明する際に、
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zweiseitig と gegenseitig という言葉の使い分けがみられる。本稿では前者
について双方向、後者について双務という訳を当てておく。

（14）	 不完全双務契約は特別な事情によってのみ、相手方当事者の（第二次
的な）反対義務が成立する契約であり、ここでは取引にその性質を与える
（そのために締結されている）義務に法的に並行して、相手方の付随的義
務が存在するに過ぎないとする。なお、「不完全シナラグマ契約」という
呼び方は不適切であるとする。クローメによれば、シナラグマとは交換を
意味するギリシャ語であるが、不完全双務契約に分類される契約は委任、
使用貸借、寄託であり、これらは交換を目的としていないからであるとい
う。Crome,	a.a.O.（Fn.12）,	S.165	Fn.2.

（15）	 なお、クローメは双務契約の構造について、給付間に牽連関係があり、
それぞれの給付が引き受けられている「二つの債務関係が一つの契約に
よって結束されている」と表現する。Crome,	a.a.O.（Fn.12）,	S.169.

（16）	 Carl Crome,	System	des	Deutschen	Bürgerlichen	Rechts,	Bd.1,	1900,	
S.323ff.

（17）	 非経済的行為には贈与や死因処分（相続など）が含まれるとする。
Crome,	a.a.O.（Fn.16）,	S.330.

（18）	 なおクローメは、出捐の目的は主観的側面と同時に客観的な側面もあ
るとする。主観的な側面は出捐を主として実施するという出捐者にとって
の決定原因であるとする。客観的な側面につき、目的は出捐者の意図に
従って実現されるというべきという点で、目的が客観的に実現されない場
合にはその法律原因に影響するという。Crome,	a.a.O.（Fn16）,	S.330.

（19）	 Bernhard Windscheid/Theodor Kipp,	Lehrbuch	des	Pandektenrechts,	
Bd.2,	9.Aufl.	1906,	318.

（20）	 Bernhard Windscheid,	Lehrbuch	des	Pandektenrechts,	Bd.1,	7.Aufl.	
1891,	S.169f.	時代はかなり進むが、Werner Flume,	Allgemeiner	Teil	des	
Bürgerlichen	Rechts,	Bd.2,	4.Aufl.	1992,	S.135も単に有償の出捐行為と無
償の出捐行為があるとするのみである。

（21）	 Heinrich Dernburg,	Das	bürgerliche	Recht	des	Deutschen	Reichs	und	
Preußens,	Bd.2,	1.Abt.,	4.Aufl.	1909,	S.236ff.

（22）	 デルンブルクにおいては、双務「契約」Vertag という表現だけでなく、
双務債務Obligation、双務義務Verpflichtung、さらには双務取引Geschäft
という表現も用いられている。

（23）	 デルンブルクは、当事者の一方のみが債務を負う場面として、不法行
為に基づく債務やこれに類する義務、そして不当利得から生じる義務、一
方にのみ義務を負わせる債務契約に基づく義務（消費貸借、保証、債務約
束）を挙げる。

（24）	 このように述べたうえで、デルンブルクは BGB662条と669条の条文
を挙げている。各条文は以下の通りである。BGB662条：委任の受諾に
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よって、受任者は委任者から彼に委託された取引を委任者のために無償で
実施することを義務付けられる。BGB669条：委任の実施のために必要と
なる費用のため、委任者は受任者に対して請求に応じて前払を給付する必
要がある。いずれの規定も債務法改正前後で変わりはないようである。

（25）	 双務義務についてデルンブルクは給付と反対給付が同一の人物らの間
で交換されるということであると解説する。さらにこのことから、契約締
結時に一方の給付が不能である場合の相手方の給付義務の消滅や、契約不
履行の抗弁などが生じるとしている。Dernburg,	a.a.O.（Fn.21）,	S.237	
Fn.2.

（26）	 Dernburg,	a.a.O.（Fn.21）,	S.238f.
（27）	 Dernburg,	a.a.O.（Fn.21）,	S.239.
（28）	 Paul Oertmann,	Recht	der	Schuldverhältnisse,	Bd.1,	1.Abt.,	5.Aufl.	
1928,	Vorb.	zu	§§320-327	S.261ff.

（29）	 ただしエルトマンは、これによって契約は有償契約となり得るが、双
務契約ともなるわけではないという。この点については、「ある契約を双
務契約として決定するためには、引き受けられた義務の両方向性
Beiderseitigkeit だけでは不十分である。むしろ各当事者の義務は確かに
その客観的な価値関係、あるいはまた主観的なイメージによれば同価値、
等価であるという必要はないが、しかしおそらくは、主観的に取引目的に
よれば補てんとなるもの Ausgleich をあらわしているという必要がある」
としている。Oertmann,	a.a.O.（Fn.28）,	S.261f. エルトマンによれば、エ
ルトマンの時代にあっては双務契約の概念を極めて広くとらえようとする
見解や、反対に極めて狭くとらえようとした見解があるという。前者の例
としてエルトマンはハイマン Haymannを挙げ、彼は反対給付さえあれば
双務契約と認めるに足りるとしているという。後者についてエルトマンは
コーラー Kohlerやミュラー＝エルツバッハ Müller=Erzbachを挙げ、彼
らは継続的債務関係を双務契約から除外しようとしているという。エルト
マンはいずれについても十分な証明がなく、また行き過ぎた理論であると
批判する。Oertmann,	a.a.O.（Fn.28）,	S.262. なお、本文におけるエルト
マンの学説は前掲注（28）の文献に掲載の記述によったが同書の初版
（ders.,	Das	Recht	der	Schuldverhältnisse,	1899,	Vorb.	zu	§§320-7	S.67）
でも同様の記述が見受けられる。しかし本注で扱った双務契約の判断基準
に関する記述は初版では見られない。そのため版を重ねていく中で追加さ
れていったものと目される。そうすると、本注で紹介した記述の記載され
ている前掲注（28）の文献が第 5版であり、出版年が1928年であることから、
BGB 成立期の学説状況とそれにまつわる議論を経たエルトマンの見解と
して位置付けることができるであろう。

（30）	 Paul Oertmann,	Entgeltliche	Geschäfte,	1912.	なおこのエルトマンの
モノグラフィーについては曄道文芸「有償行為ヲ論ス」京都法学会雑誌10
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巻 8号（1915） 1 頁以下も参照。
（31）	 Oertmann,	a.a.O.（Fn.30）,	S.2ff.
（32）	 Oertmann,	a.a.O.（Fn.30）,	S.50f.
（33）	 なお有償契約と無償契約の概念区分について、出捐 Zuwendung の有
償性、無償性との関連で論じるものとして Andreas von Thur,	Der	
Allgemeine	Teil	des	Deutschen	Bürgerlichen	Rechts,	Bd.2,	2.Hälfte,	1918,	
S.136ff. がある。

（34）	 Philipp Heck,	Grundriß	des	Schuldrechts,	1929,	S.126f.
（35）	 Heck,	a.a.O.（Fn.34）,	S.126.
（36）	 Heck,	a.a.O.（Fn.34）,	S.126f. なお不完全双務契約の場合、この因果関
係が欠けるとする。

（37）	 Wolfgang van den Daele,	Probleme	des	gegenseitigen	Vertrages,	1968.
（38）	 van den Daele,	a.a.O.（Fn.37）,	S.2.
（39）	 van den Daele,	a.a.O.（Fn.37）,	S.3-14.
（40）	 van den Daele,	a.a.O.（Fn.37）,	S.15f. ファン・デン・デーレはカウザ
理論につき、フランス民法におけるコーズ理論との一致を指摘する（ファ
ン・デン・デーレはドマ Domat を挙げている）。フランス民法への視点も
見受けられる点で興味深い。

（41）	 Ludwig Enneccerus/Heinrich Lehmann,	Recht	der	Schuldverhätnisse,	
15.Bearb.	1958,	S.138ff.

（42）	 ただしエネクチェルスは、対価として約束された給付が客観的に同価
値であるとされていること、すなわち実際の等価物であるとされているこ
とは必要ないとし、いわゆる主観的等価性があれば双務契約を認めるに足
りるとする。Enneccerus/Lehmann,	a.a.O.（Fn.41）,	S.138.

（43）	 Enneccerus/Lehmann,	a.a.O.（Fn.41）,	S.138f.
（44）	 Enneccerus/Lehmann,	a.a.O.（Fn.41）,	S.139.
（45）	 BGB における組合契約 Gesellschaft の冒頭規定である BGB705条は
以下のような規定である。BGB705条：組合契約によって、組合員は双務
に gegenseitig 共通の目的の達成を契約によって定められた方法で促進す
ること、とりわけ合意された出資を給付することを義務付けられる。組合
契約の双務契約性に関してはドイツでは争いがある（この点については後
掲注（66）も参照）。なお、組合契約に関しては現在ドイツにおいて改正
論議が進行中であり、705条の改正案においては条文中から gegenseitig と
いう文言が削除されている。改正案は以下の通り。新705条 1 項：組合は、
共同の目的の達成を契約によって定められている方法において促進するこ
とを組合員に義務付ける組合契約の締結によって設立される。 2項：組合
が組合員の共通の意思によって法取引に参加することとされる場合（権利
能力ある組合）、組合は自ら権利を取得し、義務を負うことができ、ある
いは組合は組合員らの権利関係の形成のために組合員らに対して互いに奉
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仕することができる（権利能力なき組合）。この改正案は、2021年 3 月17
日付の連邦議会文書（BT-Drs.19/27635）における連邦政府の法律草案に
よる（新705条の条文案は同文書14頁に記載）。

（46）	 Ludwig Enneccerus/Hans Carl Nipperdey,	Lehrbuch	des	Bürgerlichen	
Rechts,	Allgemeiner	Teil	 des	Bürgerlichen	Rechts,	 2.Halbbd.,	 15.Aufl.	
1960,	S.912ff.

（47）	 Enneccerus/Nipperdey,	a.a.O.（Fn.46）,	S.913. また出捐は例えば、所
有権の移転、その他物権の移転や設定、債権の譲渡、他人のための債権の
設定 Begründung、債務免除、他人の物に存在する物権の放棄、あるいは
財産減少の回避によっても行われうる、とする。

（48）	 Enneccerus/Nipperdey,	a.a.O.（Fn.46）,	S.914.
（49）	 Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts,	Bd.1	Allgemeiner	Teil,	
14.Aufl.	1987,	S.202ff.

（50）	 Larenz,	a.a.O.（Fn.49）,	S.202.
（51）	 Larenz,	a.a.O.（Fn.49）,	S.203.
（52）	 Larenz,	a.a.O.（Fn.49）,	S.203f.
（53）	 なおラーレンツは双務契約に対して片務契約がどのような契約である
のかについては特段言及していないようである。

（54）	 Karl Larenz,	Allgemeiner	Teil	des	deutschen	Bürgerlichen	Rechts,	
7.Aufl.	1989,	S.330ff.	ラーレンツは法律行為の枠内で有償と無償の分類につ
いて言及しているためか、契約ではなく行為Geschäftと述べている。ヴォ
ルフの補訂版においても、ほぼ同様の内容となっている。Karl Larenz/
Manfred Wolf,	Allgemeiner	Teil	des	Bürgerlichen	Rechts,	9.Aufl.	2004,	
S.423f.	また、債務法各則教科書における贈与に関する説明において無償
性要件に言及がなされている。それによれば「出捐は最終的に、その無償
性に関する各当事者の合意に基づいて行われる必要がある。それゆえに、
出捐をする者が実際に対価 Entgelt、等価 Gegenwert を受領しないという
ことでは足りず、むしろ出捐者の意思と受領者の意思とが認識可能なかた
ちで、給付が債務の履行でもなく、反対給付を受け、取得し、あるいは受
領者に反対給付を義務付けるという目的でなされたのではないという内容
となっている必要がある」という。Larenz,	a.a.O.（Fn.11）,	S.198.

（55）	 Josef Esser/Eike Schmidt,	Schuldrecht	Bd.1,	Allgemeiner	Teil,	6.Aufl.	
1984,	S.187ff.

（56）	 Esser/Schmidt,	a.a.O.（Fn.55）,	S.187.
（57）	 Esser/Schmidt,	a.a.O.（Fn.55）,	S.188f.	「例としてこの種の双方向的
関係は、委任の場合には存在しない。すなわち受任者はその費用の償還を
請求してよい（670条）が、他方で受任者は委任を実行し（662条）、また
事務処理によって得たものを引き渡す必要がある（667条）。しかし費用の
償還はすでに662条から明らかであるように、給付の対象である活動に対
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する『対価 Entgelt』ではない。そのような補完的な給付の結びつきが欠
けていることから、320条以下の抗弁やその他の救済は問題とならない」
とする。なお BGB667条および670条は以下の通り（662条については前掲
注（24）を参照）。BGB667条：受任者は委任者に対し、彼が委任の実行のた
めに受領したもの、そして彼が事務処理に基づいて取得したものすべてを
引き渡す義務を負う。BGB670条：受任者が委任を実行する目的で、事情
に従い必要とみなされてよい費用を支出した場合、委任者は賠償義務を負
う。なお、いずれの条文も債務法改正前後で変わりはないようである。

（58）	 Josef Esser,	Schuldrecht,	2.Aufl.	1960,	S.57ff.
（59）	 鳩山秀夫『増訂日本債権法各論（上巻）』（岩波書店、1924） 9 頁（双
務契約）および11頁（有償契約）、我妻・前掲注（ 4）49頁（双務契約）お
よび49-50頁（有償契約）。また、本文中でも指摘した通り中田裕康教授も
対価という概念を用いて説明されている（同・前掲注（ 5）69頁以下）。な
お注（ 1）で述べた通り、日本における双務契約と片務契約概念、そして有
償契約と無償契約概念の展開については、フランス法の検討も含めて別稿
を予定している。

（60）	 なお、岩川隆嗣准教授もファン・デン・デーレの理論に注目されてい
る。同『双務契約の牽連性と担保の原理』（有斐閣、2020）101頁注262）。

（61）	 MünchenerKommentar BGB/Volker Emmerich,	 8.Aufl.	 2019,	 vor	
§320	Rn.2.

（62）	 MünchenerKommentar BGB/Emmerich,	 a.a.O.（Fn.61）,	vor	§320	
Rn.6.なお、Bamberger/Roth/Hau/Posack/Hubert Schmidt,	Bd.1,	4.Aufl.	
2019,	§320	Rn.4も、双務契約においては各当事者がその義務を相手方の
反対給付を受けるために引き受けるという点を指摘する。

（63）	 BGB138条は以下の通り。BGB138条 1 項：良俗に違反する法律行為
は無効である。 2項：とりわけ、それによってある者が相手方の窮状、経
験不足、判断能力の欠如、あるいは相当な意思の弱さを利用して、自身あ
るいは第三者に対し、給付に対して極端な不釣り合いにある財産的利益を
給付するための約束をさせ、あるいは保障させる場合、法律行為は無効で
ある。

（64）	 BGB313条は以下の通り。BGB313条 1 項：契約の基礎となった諸事
情が契約締結後に重大に変更され、そして当事者らがこの変更を予見して
いたならば契約を締結しなかったか、あるいは異なる内容で締結していた
であろう場合、一方当事者にとって個別事例のあらゆる事情、とりわけ契
約あるいは法律に基づくリスク配分を考慮して変更されない契約を維持す
ることが期待不可能である限りで契約の改訂を求めることができる。 2
項：契約の基礎となった本質的なイメージが偽りであることが判明した場
合、事情の変更に等しい。 3項：契約の改訂が不能であるか、あるいは一
方当事者にとって期待不能である場合、不利益を受ける当事者は契約を解
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除することができる。継続的債務関係に関しては解約告知権が解除権に代
わる。

（65）	 Staudinger/Roland Schwarze,	 2020,	Vorbemerkung	zu	§§	320	
Rn.5.

（66）	 Staudinger/Schwarze,	 a.a.O.（Fn.65）,	Vorbemerkung	zu	§§	320	
Rn.7. また、双務契約を交換型（シナラグマ）契約、つまり Aが Bに給付
をし、BがAに給付をするという関係にある契約と理解することについて
は争いがあることが指摘されている。この点については特に組合契約の双
務契約性を承認するかどうかが主に論じられている。組合契約において各
組合員の負う出資義務は、組合員の間で交換されるわけではない。しかし
BGBにおける組合契約の冒頭規定であるBGB705条では文言上、出資義務
が双務 gegenseitig の義務であるという点から、BGB 上組合契約は双務契
約ではあるが交換を目的とする契約ではないこととなり、交換が双務契約
の要素となるとは必ずしもいえないのではないかという疑問に端を発して
いる議論のようである（BGB705条については前掲注（45）を参照されたい）。
しかしこの問題については、当事者間で給付が交換されるわけではないが
双務とされる（組合契約のような）契約において BGB320条以下の双務契
約に関する規定が適用されうるかどうかという問題に集約されるところ、
個別具体的な問題ごとに適用の可否などを問題とすれば足りるとされてい
るようである。MünchenerKommentar BGB/Emmerich,	a.a.O.（Fn.61）,	
vor	§320	Rn.5;		Staudinger/Schwarze,	a.a.O.（Fn.65）,	Vorbemerkung	zu	
§§	320	Rn.6を参照。なお、Bamberger/Roth/Hau/Posack/Schmidt,	
a.a.O.（Fn.62）,	§320	Rn.5は組合契約を BGB320条以下の適用下に置くこ
とを肯定する。

（67）	 Staudinger/Schwarze,	a.a.O.（Fn.65）,	Vorbemerkung	zu	§§	320	
Rn.8. なおノイナーも有償契約と無償契約の分類メルクマールとして等価
性の概念を挙げている。Jörg Neuner,	Allgemeiner	Teil	des	Bürgerlichen	
Rechts,	12.Aufl.	2020,	§29	Rn.82を参照。また、メディクス＝ローレンツに
よると有償契約は一方の当事者の給付義務に（たいていは金銭である）相
手方の給付義務が存在する、とのみされている。そうではない無償契約に
おいては債務者の責任制限という共通性があり、その根拠を利益原理にあ
るとしている。なおメディクス=ローレンツは無償契約における債務者の責
任制限の例として、BGB521条（贈与者の責任制限）、599条（使用貸借貸主
の責任制限）、690条（無償受寄者の注意義務の軽減）を挙げている。この
点についてはDieter Medicus/Stephan Lorenz,	Schuldrecht	Ⅱ,	Besonderer	
Teil,	18.Aufl.	2018,	S.1f. を参照。メディクス＝ローレンツの列挙する各条
文の訳は以下の通り。BGB521条：贈与者は故意および重大な過失のため
にのみ責任を負う。BGB599条：使用貸借貸主は故意および重大な過失の
ためにのみ責任を負う。BGB690条：寄託が無償で引き受けられた場合、
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受寄者は自己の事柄に用いるのが常であるのと同一の注意のためにのみ責
任を負う。これらの条文は債務法改正の前後で変わりはないようである。

（68）	 Erman/Daniel Ulber,	16.Aufl.	2020,	vor	§320	Rn.10.
（69）	 Erman/Ulber,	a.a.O.（Fn.68）,	vor	§320	Rn.15.
（70）	 Palandt/Christian Grüneberg,	BGB,	80.Aufl.	2021,	Einf.	 v.	§320	
Rn.5.

（71）	 Palandt/Grüneberg,	a.a.O.（Fn.70）,	Einf.	v.	§320	Rn.8. ただし、グ
リューネベルクは当事者は典型的には各給付の価値が等しいことを出発点
としていると指摘する。そのため給付の価値が等しいことは行為基礎
（BGB313条）であり、各給付の価値に不均衡がある場合にはBGB138条や
BGB313条の問題となるとする。そのほか一方当事者の給付の目的が相手
方当事者の給付義務にあると説明するものとして Bamberger/Roth/
Hau/Posack/Schmidt,	 a.a.O.（Fn.62）,	§320	Rn.4;	Jauernig/Astrid 
Stadler,	BGB,	18.Aufl.	2021,	§311	Rn.12がある。本文でも指摘したよう
に BGB 成立期以降の学説において、ファン・デン・デーレはエネクチェ
ルスやラーレンツらに対し、等価性という概念で双務契約のメルクマール
とすることを批判していたが、近時のドイツでも双務契約のメルクマール
として等価性という概念が用いられなくなった。本稿で参照したシュタウ
ディンガーコンメンタールやミュンヘナーコンメンタールにおいてファ
ン・デン・デーレの文献が引用されていることから、エネクチェルスや
ラーレンツの時代から現在に至る過程においてファン・デン・デーレの理
論が学説において受け入れられていったものと予想される。この受容過程
を跡付けていくことも重要であるが、これについては今後の課題としたい。
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債権である賃借権に基づく
妨害排除効理論の展開と、

その将来的展望についての再検討
─「権利の性質」の実質的機能と「権利の内容」からその保護の

あり方の必要性と許容性についての理論展開・序論─

西　島　良　尚

（目　次）

第 1　はじめに

第 2　赤松論文からの示唆

第 3　赤松『賃借権侵害』が取り上げる若干の裁判例について

1．「物の利用」の侵害が生活環境や人格の侵害とも密接に関連する裁判例

⑴　検討の観点

⑵　裁判例

1　ごみ焼却場の建設差止め

①	松山地裁宇和島支部判昭和５４年 3 月22日（判時919号 3 頁、判タ

38４号72頁）

②徳島地判昭和５2年10月 7 日判時86４号38頁

2　物干し場の利用の確保

③東京地は昭和４9年12月12日（判時782号6５頁）

3　盛り土による日照、通風妨害等の排除

④東京地判昭和61年 9 月 ５ 日（判時12４3号４４頁［消極］）

⑶　若干の検討

1　裁判例①及び②について

2　裁判例③について

論　説
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3　裁判例④について

2．「通行権」の裁判例

⑴　検討の観点

⑵　裁判例

1　「通路の共同利用者間での利用関係の調整」

⑤東京地判昭和63年 2 月26日（判時1291号7５頁）

2　その他の「通行権」の裁判例

⑥東京地判昭和４４年 3 月29日（判タ237号28４頁）

⑦大阪地判昭和４8年 1 月30日（判時721号70頁）

⑧東京地判昭和５6年 8 月27日（判時102４号78頁）

⑶　若干の検討

1　裁判例⑤について

2　裁判例⑥について

3　裁判例⑦及び⑧について

3 	．「賃借権以外の権利─不可侵性論の残照？」として整理されている裁判例

⑴　検討の観点

⑵　裁判例

⑨	東京地判昭和４8年10月30日（判時733号70頁、判タ301号1５2頁、金

法722号36頁）

⑶　若干の検討

第 ４　本稿における一応の「まとめ」

第 1　はじめに

債権である賃借権に基づく妨害排除請求権を認める判例・学説の展

開は、長きにわたって議論が続いてきた（1）。それを受けて、債権法の

現代化を目指した「民法の一部を改正する法律」（平成29年法律第４４号）

は、この判例・学説の展開を踏まえて、2017（平成29）年に成立し、

2020（令和 2）年 ４月から施行された民法60５条の 2と60５条の ４におい

て明記され、この問題点についての判例・学説の大方の了解事項が立

法的に解決された。

この立法により、不動産賃借権による不動産利用について、二重賃
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借人を含む第三者からの侵害について、妥当な保護が図られることが

明確化されたといえる。その意味では、この問題についてはほぼ解決

され、これ以上解釈論として議論する問題点はなくなったといってよ

いとの意見も少なくないと思われる。たしかに、この不動産賃借権の

妨害排除効を認めるべき場面での、現実の紛争解決は、ほぼ決着がつ

いたと言ってもよいかもしれない。

しかし、この領域に限っても若干の問題は残っている。後でもとり

あげるように、対抗力のない賃借権者にも対不法占拠者との関係では

妨害排除効を認めるかどうかなお解釈に関する議論の余地がある。そ

して、その場合に、改正法においても解釈論上認められる余地のある

「債権者代位権の転用」を認めれば、いまだ占有取得のない賃借人につ

いてもその保護に欠けるところはないといわれることとの関係につい

ても議論を残している。さらに、改正法では、対抗力ある賃借権にお

いても、妨害予防請求権は認められていないが（民法60５条の ４）、はた

してそれでよいのか、議論の余地があると思われる。

そして、理論的にもなお根本的な問題を残していると思われる（2）。

それは、「対抗力」のある不動産賃借権者は、目的不動産を譲り受けた

新所有者に対し、その賃借人としての地位を対抗でき、新所有者は当

然に賃貸人の地位の移転を甘受させられることとなり（民法60５条の 2：

「売買は賃貸借を破らない」）、その意味での一定の範囲での対世効（絶対

効）を獲得したとはいえる。しかし、なにゆえ妨害排除効まで出ると

考えてよいのか。借地法・借家法、建物保護法、そして、現在の借地

借家法における不動産賃借人の保護強化のための立法によって、その

譲渡の自由以外は、物権に近い権利として「物権化」しているという

現象をとらえ、その「必要性」のある場面で、物権に当然に認められ

る物権的請求権類似の妨害排除効を認めるという理解（これまでの通説

的な理解と思われる）は、何かわかったような印象は受けるが、なお

「釈然としないもの」を残している感覚をぬぐい切れない。端的に言え

ば、その場合の妨害排除効の実質的根拠、それは物権的請求権の実質
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的根拠にもかかわるが、その点は、未だに、必ずしも明らかにされて

いないように思われる（3）。

しかし、それだけなら、立法で定められた以上、それは説明の問題

で、あまり実益がないのではないかという見識もあり、また、「物権

化」に基づく立法的解決と理解しておけば十分との意見もあろう。

しかし、この問題は、こと不動産賃借権の妨害排除効の要件・効果

の問題に限定されない、第三者の債権侵害による不法行為の成否の問

題や、さらには、人格権等の侵害に基づく差止請求など、およそ、い

かなる権利に、いかなる場面でいかなる要件の下に、その侵害者に対

し、損害賠償請求だけではなく、その侵害の排除を求めることができ

るのか、そうした広く「権利」の保護のあり方一般の問題に関わる、

根本的な問題を含んでいると思われる。

賃借権の妨害排除効を認める判例理論及びその後の下級審の裁判例

を検討され、営業により築き上げた暖簾や顧客関係の確保など、のみ

ならず、ごみ焼却場の差止め、私道上の円滑な歩行の確保などの目的

にもこの理論が利用され、「居住の確保からよりよい生活の確保へ」と

もいえる機能の変化に注目され、「債権に基づく妨害排除請求権の将来

的意義」を検討されている学説も登場している（４）。

このような学説の展開は、賃借権に基づく妨害排除効の肯定・否定

に関わる問題は、単に不動産の利用の侵害の問題を解決する場面だけ

ではなく、「権利の内容」に照らしてその権利にいかなる保護を与える

べきかという広く大きな問題を内包しているように思われる。

それは、債権者代位権の転用や、（準）共有関係に基づく持分の保護

などに位置づけ得るなど、他の制度や理論で解決可能な問題というこ

とでその検討を終えてよいものではないように思える。その内包して

いる根本的な問題に、なお議論が十分に及んでいないように思われる

のである。それは、この賃借権の妨害排除効を認めるか、そして認め

るとしたらどのような要件の下でどの範囲で認めるかという問題は、

権利一般について、広く「権利の侵害」に対する「保護のあり方」を
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どのように考えるか、という大きな問題の一つとして、その意味を問

うべきではないかと思われるのである。

この賃借権の妨害排除効の肯否に関わる問題についていえば、「物

権」と「債権」という財産法体系におけるもっとも基礎的な「権利」

の概念的区別を前提に、「物の利用」を内容とする権利だけではなく、

人格権等に基づく妨害排除請求権ないし差止請求権なども視野に入れ

た「権利の内容」に応じた保護の「必要性」が、その「権利の性質」

の区別のドグマではなく「実質的根拠」に照らして、どの程度やどの

範囲において「保護のあり方」として「許容性」を持つのか、という

観点から、より一般的な「共通了解」が得られる何かを抽出すること

ができる可能性がある（５）。

本稿は、その検討を試みる端緒となるものである。

第 2　赤松論文からの示唆（6）

赤松秀岳教授は、裁判例の賃借権に基づく妨害排除請求権の肯定場

面の拡張的傾向を指摘され、それを肯定的に評価される。その論文の

示す方向性は、各権利の内容に基づく必要な保護のあり方として、物

権的請求権類似の土俵における妨害排除効あるいは不法行為の土俵に

おける差止請求権などを共通の視点で検討するための契機を内包して

いるように思われる。

以下、赤松教授の一連の論稿を参照しつつ（7）、そこからさらに広く、

「権利侵害」あるいは「利益侵害」に対する、その権利の内容や性質に

照らした保護の在り方の「必要性」や「許容性」についての考察の展

開の可能性について検討する。その際、赤松教授が整理されている裁

判例のうちで、私の上記の問題意識にかかわる裁判例について、私な

りの分析検討を試みる。
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第 3　赤松『賃借権侵害』が取り上げる若干の裁判例について（8）

1 ．「物の利用」の侵害が生活環境や人格の侵害とも密接に関連する裁判例（９）（10）

⑴　検討の観点
以下の裁判例のグループは、賃借権が生活の基盤であることから、

その侵害が「物の利用」自体の侵害だけではなく、それと密接に関連

する生活環境や人格の侵害となることを示すものといえる。

原告らの土地賃借権もしくは建物賃借権に対する侵害といえるもの

が、その生活環境あるいは人格権の侵害とも構成しうる利益である。

その利益を、土地あるいは建物の賃借権の侵害と構成したことをどの

ように評価するかが問題である。

建物所有のための土地賃借権あるいは建物の賃借権はその目的物で

ある土地や建物を利用する権利である。しかし、その「利用」の意義

はその利用者の生活や経済的基盤を支えるためであり、そこでの生活

の「利益」についてはその不動産の「利用」と密接不可分であり、そ

の「利用」の侵害とみることができる。そうすると、その妨害と評価

し得る行為はそのような不動産の「利用」権である賃借権の「侵害」

と評価し得ることになる。そして、少なくとも、その「利用」権者の

立場においては、そのような「侵害」を排除する「必要性」は、常に

存在するといってよいことになる。

問題は、その「必要性」がどのような場合には「許容」され、どの

ような場合には「許容」されないかである。それは、その「必要性」

を認めることに因って、他者のどのような「利益」が害されるか、あ

るいはその他者の利益に関わる他の「制度的利益」や「体系的利益」

が損なわれることになるのか否かということが問題となる。その対立

利益とされるものが実質的にどのようなものかを明らかにしつつ、類

型的に考察されなければならないとの発想が導かれる。

その目的不動産の「利用権」が物権であるのか賃借権のような「債

権」であるのかという、私法体系の最も基本的な「権利」の分類の基
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本概念に関わるものについても、そうした「利用」の侵害に対して

「妨害排除」効がどの範囲で許容されるのかその「許容性」が実質的に

考察されなければならないと考えられる。「物権」は絶対権であるとか、

「債権」は相対権であるとかいう、権利の一般的現象を説明するための

「ドグマ」からその「許容性」の可否が直ちに導かれるものではないと

考えられるのである。また、物権の物に対する「排他的支配性」およ

び債権の「非排他性」という概念は、単なる現象説明の概念ではなく

規範的な意味を有する概念である。しかし、その規範的意味を強調し

なければならない場面とそうではない場面、いわばその実質的な射程

範囲は別途問題になりうると考えられる。

このことは「権利」一般の「不可侵性」ということではなく、どの

ような内容をもつ「権利」が、その内容に対する侵害に対して、どの

ような場合にどの範囲で守られるべきかという、その実質的に具体的

な類型的内容を有する「権利」の実質的な保護のあり方の問題と言え

る。

その意味で、賃借権、特に不動産賃借権は、赤松教授が指摘されて

いるように、「生活妨害型」の侵害に対して「よりよい生活」の確保の

ためにも、妨害排除効の根拠となり得るものと考えられる。

しかし、さらに、このことは、不動産賃借権以外の環境に関わる

「利益」やより強く保障されるべき「人格権」に対する侵害に対しても、

その「必要性」がある限り、上記の意味での「許容性」を常に検討す

べきことになる。物権に基づく「妨害排除効」などの物権的請求権は、

物権には定型的に認められるべきものだとしても、それは物権固有の

ものではないと考えられる。「権利」の内容による保護のあり方の「必

要性」と、それを認める、上記のような意味での「許容性」が検討さ

れれば、一定のその他の権利にも認められるべき「権利」の効力の問

題であると位置づけられる。

そして、その「必要性」と「許容性」の問題を考察する土俵はとり

あえず 2つの土俵が考えられる。侵害者の「故意又は過失」を問題と
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しない客観的な侵害状態だけを前提とする物権的請求権的な効力を認

める土俵と、「故意又は過失」も含めて「侵害の態様」を問題として

「被侵害利益」の種類・性質との相関的な関連を考察し、「必要性」が

強く、かつ、「許容性」が認められる場合を検討する不法行為に基づく

（損害賠償請求以外の）差止等の効力を認める土俵と、 2つの「土俵」が

あると考えられるのである。

以下、この観点から、次のような裁判例を若干詳しく見てみること

とする。

⑵　裁判例
1　ごみ焼却場の建設差止め

①松山地裁宇和島支部判昭和５４年 3 月22日（判時919号 3 頁、判タ

38４号72頁）

［事実］市がアセスメントも住民への十分な説明をせずに、ご

み焼却場を建設しようとしたのに対し、住民５37名による建設

差止めの仮処分を認めた。

［判旨］「債務者が本件予定地上に建設を計画しているごみ焼

却場を現在のまま建設するならば、（～中略～）債権者らは程

度の差こそあれ健康上・財産上の損害を受ける蓋然性が高く、

人格権、土地建物の所有権、賃借権に基づいて本件焼却場建

設工事の差止め請求権を有すると解され、本件焼却場の建設

工事が実施されようとしている以上その差止めを求める必要

性がある」とする。

②徳島地判昭和５2年10月 7 日判時86４号38頁

［事実］Y市が計画しているごみ焼却場は各種公害を発生させ

る蓋然性が高いので住民Xら1５9名が、環境権、人格権、土地

建物の所有権、水利権、引水権、占有権などのほか、賃借権

に基づいて、本件ごみ焼却場の建設の事前差止めとその工事
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を求める仮処分を申請した。

［判旨］「Xほか1５8名は、程度の差はあれ、第二ゴミ焼却場が

建設され創業されることによって、健康上、財産上の被害を

受け、その受忍限度を超える蓋然性が高いことが認められる

から、人格権、土地（宅地・農地）・建物（居宅・作業場）の所

有権・賃借権・占有権・水利権・引水権に基づいてごみ焼却

場建設工事の差止請求権を有すると解せられ、右建設計画が

実施されようとしている以上、その差止を求める必要がある

と認められる」

2　物干し場の利用の確保

③東京地は昭和４9年12月12日（判時782号6５頁）

［事実］Bが Aの土地を賃借し建物を建築所有していた。Xは

初めこの建物の借家人として居住していたが、昭和19年、B

からこの建物を買い受け移転登記を経由し、また敷地につい

ては、B から転借を受けた。昭和36年、本権土地が A から C

に譲渡されると、B が賃借権を放棄し、X はあらためて C か

ら本件土地を賃借している。他方、X が従来から物干し場と

して利用してきた本件土地の部分に、昭和４0年、Y 1 が建物を

建築・所有し、また、Y 2がこの建物に居住している。Xが Y

1に対して、本件土地明け渡しを、Y 2に対して建物退去土地

明け渡しを請求した。転借地、後に賃借地となった本件土地に

係争部分の物干し場が含まれていたのかどうかが争点となった。

［判旨］「《証拠略》を総合すれば、原告X居住建物の実面積は

10坪にも満たず、係争土地は、右建物の底地とは言えないけ

れども、従来から原告 Xにおいて物干し場として利用してき

ていた土地であって、原告 X 居住建物の敷地の一部として、

係争土地もまた転貸借の対象に含まれている事実が認められ

る。」とし、「係争土地の対抗力ある賃借権に基づき、被告 Y
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1 に対しては係争建物を収去して、被告 Y 2に対しては係争

建物を退去して、いずれも係争土地の明渡を求める原告の請

求は理由がある。」と判断した。

3　盛り土による日照、通風妨害等の排除

④東京地判昭和61年 9 月 ５ 日（判時12４3号４４頁［消極］）

［事実］被告 Y 1は、 1級建築士である被告 Y 2に設計・監理

を依頼し、自己所有地に1.2～1.6メートルの高さの盛り土を行

いその上に本件建物を建築したところ、その隣接地を賃借し

建物を所有したり、隣接地上の建物の賃借人らである原告 X

ら 6名が、この盛り土による日照妨害、雨水の流入、圧迫感

や景観破壊などを理由に、土地賃借権若しくは建物賃貸借権

に基づき、盛り土の撤去と、不法行為に基づく損害賠償を請

求した事件である。

東京都の多摩東部「建築指導事務所」は、建築確認の際に

は、その添付図面によると本件土地の平均地盤面が道路から

1.0５メートルの高さとなることから、3５センチメートルにする

よう行政指導を行ったところ、Y 2は修正した添付図面に差し

替えたが実際には当初の図面通りの工事を行わせた。さらに

同建築事務所は、本件建物の完成前に、北側斜線制限（60セン

チメートル：建築基準法５8条）に抵触しているとして、再三違反

是正の指導を行い、更に違反是正に必要な部分の工事施工停

止を命じたが、これにも従わなかった事実が認定されている。

しかし、裁判所は以下のような判断を示した。

［判旨］盛土の撤去については、以下のように述べて棄却した。

「土地の土盛については、建築基準法19条が一定の場合にこれ

を義務付けているほかは、直接これを規制した法令の規定は

ないから、原則として土地所有者が自由に行うことができる

ものと解される。しかし、土盛りを行うことにより隣接土地
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の日照、通風、排水等に影響を及ぼす場合があるばかりでな

く、建築基準法による建物の高さの制限、北川斜線制限及び

日影規制は、いずれも、地盤面からの一定の高さを基準にし

て規制しているところ、同法施工令 2条 1、 2項によれば、

右の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の

高さにおける水平面をいうとされているため、土盛を行いそ

の周囲の地面を高くすることが自由に行われるとするならば、

右建築基準法上の規制を容易に潜脱することができることに

なる。そこで、自己所有地の土盛も全く自由というわけでは

なく、その土盛を必要とする土地所有者側の事情とその土盛

によって隣接地等に影響を及ぼす影響等を比較検討し、右土

盛を行うことが社会通念上妥当な権利行使としての範囲を逸

脱し土地所有者の権利の濫用であると認められるような場合

には、土盛を行うこと自体が許されないというべきである。」

という規範論を述べる。

そして、「これを本件について検討するに、」として、事実

の評価及び規範への当てはめのレベルにおいては次のように

述べる。本件土盛が、本件建物の下に駐車場を設けるために

行われた「単に土地を効率的に利用するという私益を図る目

的で行われたにすぎないこと」また「本件土盛の結果、原告

らの隣接地と1.2ないし1.6メートルの高低さを生じることと

なったこと、原告らのうち 1名が「冬至の日に午後 1時半ま

で日照被害を受けることとなったのを初めとして」「うち 3名

が日照被害を被ることになったこと」「そのために土盛上の本

件建物が建築基準法上の高度地区の北側斜線制限に抵触する

として建築指導事務所から是正に必要な部分の工事停止命令

を受けたにもかかわらず工事を続行したこと」については、

被告土地所有者 Y 1の「権利の行使としてはかならずしも相

当ではないことを一応基礎づけるものである」としつつも、
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「しかし、他方において本件土地と原告のうち 3名の敷地との

境界付近にはもともと高さ1.8メートルの万年塀が存在し、本

件土盛を支える擁壁は右の万年塀と同じ高さにされたこと、

原告の他の一人の敷地との境界付近にも高さ1.４メートルのブ

ロック塀が存在し、本件土盛を支える擁壁は右ブロック塀よ

りも0.2メートル高いだけであること、及び本件土盛りはその

擁壁内に擁壁よりも低いか同じ高さまで行われたものである

こと」を認定し、「そうすると、原告ら敷地の日照、通風につ

いては右万年塀　やブロック塀によって既にある程度阻害さ

れていたものであって、本件土盛り自体によって変更を受け

たとしても、その程度はわずかにすぎないことが推認できる

（カッコ内略）」「従って、本件土盛りのうち原告らが撤去を要

求している部分を撤去したとしても、右のような万年塀、ブ

ロック塀及び本件建物が存続する以上、原告らの日照等が改

善されるものではないことは明らかである。」として、「本件

土盛による原告らの敷地に対する、日照、通風、排水に関す

る直接の影響はわずかであり、しかも、本件土盛り上の建物

による日照被害も社会通念上受忍すべき限度を超えるという

ことはできないから、本件土盛を行うことが権利の濫用にあ

たるとまですることはできないといわざるをえない」として

「本件建物が既に完成し、本件土盛の北側部分では、その表面

がコンクリートで固められており、しかも本件土盛中には配

管等が埋設されている」ことから、「被告 Y 1にとってはこれ

らを撤去することは多額の費用を要することが推認できるの

であって、原告らの日照等の被害の改善に役立たないにも関

わらず本件土盛の撤去を求めることは、この点からいっても

妥当ではない。」として、本件土盛の撤去請求について棄却し

た。同時に、原告らの日照被害の程度等右認定の事実を総合

して判断すると、原告らの日照被害はなお受忍限度の範囲内
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であると解するのが相当」として損害賠償請求も理由がない

とした。

⑶　若干の検討
1　裁判例①及び②について

賃借権に基づく妨害排除というよりも、それを含んだ、環境権

や人格権に基づく、強い「必要性」と「許容性」に基づき妨害排

除請求が認められた事案というべきであろう。

2　裁判例③について

対抗力ある賃借権の敷地自体の侵害ではなくそれに基づく長年

物干し場として適法かつ平穏に利用してきた利用権の保護という

べき事案である。

3　裁判例④について

土盛による日照等の被害について、原告らが土地賃借権若しく

は建物賃借権に基づき、土盛りの撤去を求めた事件であるが、日

照や通風に対する侵害は、環境に関わる権利の一種あるいは、そ

の程度によっては人格権の侵害とも構成し得る利益である。

本裁判例では、その結論はともかく、X らの土地賃借権や建物

賃借権そしてそれと密接にかかわる日照や通風等の環境に関わる

利益に基づく妨害排除請求の「必要性」は否定できないものの、

被告 Y 1の工事がすでに完成し、被告 Y 1の土盛り工事を施し固

定化した土地及びその上の建物所有権との関係で、その「許容性」

を否定したものといえる。

結論について若干言及すれば、このような判断傾向は問題があ

るといえよう。というのは、東京都の「建築指導事務所」が、建

築確認の際には、その添付図面によると本件土地の平均地盤面が

道路から1.0５メートルの高さとなることから、3５センチメートルに

するよう行政指導を行ったところ、Y 2は修正した添付図面に差し

替えたが実際には当初の図面通りの工事を行わせたとか、さらに
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同建築事務所は、本件建物の完成前に、北側斜線制限（60センチ

メートル：建築基準法５8条）に抵触しているとして、再三違反是正の

指導を行い、更に違反是正に必要な部分の工事施工停止を命じた

が、これにも従わなかった事実が認定されている。このようにし

て強引に完成させた土盛りやその上の建物に対して、妨害排除請

求を認めないのは、あまりに私的「所有権」の偏重でその公共性

や社会性を無視するものではないか。

あるいは、行政法規やそれに基づく行政機関の命令を無視して、

工事を決行し工事を完成させれば、私法上は既得権として保護さ

れるというのでは、公法的規制と私法上の効力は区別されるとし

ても、それは過剰な区別の類ではないかなどの疑問が生じうる。

このような問題は、その「必要性」と「許容性」についての相

関関係を考慮する要素となるものであり、この点どのような各事

例においてどのような具体的な社会的要素を重視するかによって、

特にその「許容性」の判断は異なりうるものとなる。そこでは、

その「許容性」についての、社会認識に基づく「価値判断」が避

けられない。しかし、だからといって、それを避けるために旧来

の固定的なドグマに法的安定を求めることが常に妥当だといえる

であろうか。社会的利益の衡量には一定の「価値判断」は避けら

れないが、その「価値判断」についても真剣に哲学的な議論を積

み重ねていけば、一定の幅や柔軟性はあっても（あってしかるべき

場合が多いであろう）、なにが「善きこと」なのかという一定の「共

通了解」に至れる可能性があるように思われる（11）。このあたりの

議論になると、軽々な断定は控えるべきであろうから、これくら

いにして今後のさらなる検討に委ねたい。

２ ．「通行権」の裁判例（1２）

⑴　検討の観点
ここでの検討の基本的観点は、上記 1．の⑴で述べたことと同様で
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ある。ただ、この裁判例の類型は、「物の利用」権のうち、不動産の利

用にとってそこへの出入りのための「通行権」は不可欠のものといえ

る。それが生活の基盤であればまさに「生活権」ともいうべきもので

ある。そしてそれは、健全で平穏な「占有」と密接に関連するもので

もある。このような観点から、妨害排除請求権あるいはその一種とさ

れる「袋地」の「囲繞地通行権」の「必要性」あるいは「許容性」が

具体的に検討されるべきではないかと考えている。

⑵　裁判例
1　「通路の共同利用者間での利用関係の調整」

⑤東京地判昭和63年 2 月26日（判時1291号7５頁）

［事実］隣接して借地権をもち、家屋を所有し、居住している

XYが、公道に出るため通路を共同で賃借していた。Yが通路

に専用賃借権を有すると思い込み、通路上に自動車を駐車さ

せ、Xの歩行を妨害した。Xは Y に対して賃借権に基づく妨

害排除請求ならびに妨害予防請求として、自動車の撤去と、

今後土地上に自動車を駐車させ、簡易車庫、門および門扉等

を設置してはならないとの裁判と、損害賠償を求めて本訴に

及んだ。Xは借地上の所有建物に登記を具備している。

［判旨］「本件（通路の：西島注）土地について原告 Xも賃借権

（建物所有の賃借権に付随するものである。）を有することは」前

記二 3のとおりであり、被告 Yらが右三に記載のとおり、本

件土地に日夜、原告 X主張の車を駐車させることは原告 Xの

右賃借権の行使を妨害するものであるから、被告 Yらはこれ

を撤去するべき義務がある。」とし、

「また、被告 Y らの前記の主張（請求原因 3（一）参照。）によ

れば、被告 Yらが本件土地上に今後、自動車を駐車させ、簡

易車庫、門及び門扉等の工作物を設置する虞れのあることが

認められ、原告 Xは被告 Yらに対し、賃借権に基づき、その
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妨害予防としてその差止め求める権利があるというべきであ

る。」とする。

2　その他の「通行権」の裁判例

⑥東京地判昭和４４年 3 月29日（判タ237号28４頁）

［事実］分割して賃貸したために公路に接しなくなった土地の

賃借人は、民法213条 2 項の準用により、他に分割譲渡された

隣接地につき囲繞地通行権を主張し得るかという事案である。

単純化すると、同一の所有者に属する A 地、B 地、C 地があ

り、まず、A 地は X に、B 地は別人に賃貸され、B 地は公道

に接しているが、A地は公道に接していない。Xは A 地上に

登記された建物を所有している。その後、C地は Y に譲渡さ

れた。最後に C地が譲渡されたために、A地が袋地になった

場合にも、民法213条 2 項が準用され、A地の賃借人Xは、現

在 Y所有の C地について無償の囲繞地通行権を取得するのか

という問題である。これに対し Yは、A地はその隣接地で公

道に接している B地といまだ同一の所有者に属しており「袋

地」ではないし、土地の賃借人自身が囲繞地通行権を取得す

るいわれもない、と抗争した。

［判旨］まず本判決は、第 1の問題として「囲繞地通行権は、

隣接する不動産の「利用関係」の調整を目的とする相隣関係

の一場合であるから、土地所有権の内容を土地の「価値」に

対する権利と「利用」に対する権利とに分けた場合に、後者

に関する権利であることは明らかである」とし、民法210条 1

項が囲繞地通行権の権利義務の主体を他人の土地に囲まれて

公路に出られない「土地の所有者」としているが、その理念

に照らして「所有者以外の土地利用権者のためにも、その性

質に反しない範囲態様において準用されるべきものである」

とし、まず B地に対して A地は「袋地」であることを肯定し

た。
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第 2の問題とし A地が所有者を異にしかつ「公路」に接して

いるC地との関係で、なお「袋地」と言えるか否かについて、

公路に接している B地はいまだ同一所有者に帰属するとはい

え「C 地が譲渡される前に B 地上に家屋が立っていて、A 地

の賃借人が B地を通行するためにはこれを一部取り壊さなけ

ればならないが、C 地上には何もないので自由に通行できる

ような場合を考えてみると」C地の所有者との関係においても、

民法212条が「償金を支払うこと」を予定していることにも照

らし、「公平な土地の利用関係の調整という目的」からは、な

お「袋地」ということができるとする。

そして、第 2の問題が肯定されたとして、第 3の問題として

A地の賃借人は賃借権者たる地位において C地に囲繞地通行

権を主張しうる場合があるかについて「囲繞地通行権は、囲

繞地の利用（通行）を妨げられることが実質的には袋地の利用

そのものを妨げられたのと異ならないことから、～中略～囲

繞地通行権はいわば物権的妨害排除請求権の性質をもつもの

ということができる。従って、所有権以外の土地利用権につ

いて民法210条以下の規定を準用する場合においても、当該袋

地と所有権者を異にする囲繞地について通行権を主張する場

合には、当該権利が第三者に対して妨害排除請求をなしうる

場合に限られるものと解さなければならない。」として、土地

賃借権については賃借権が「対抗力」を備えた場合に限られ、

本件原告 Xらは借地上に家屋を所有し且つ家屋の所有権取得

登記を了して、その借地権につき「対抗力」を備えているか

ら「原告Xらは民法210条 1 項の準用により、囲繞地通行権の

主体たりうるものというべきである。」とする。

そして、第 ４に、土地の一部譲渡によって公道に接しない土

地が生じたときには、他の分割者の所有地に対する「無償の

通行権」が生じる（民法213条 2 項）ところ、本件のようにまず
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A 地、B 地が賃貸された後に C 地が譲渡され、C の譲渡に

よって A地が「袋地」になったような事情の下では、A地の

賃借人がC地について民法213条の準用を認めて「無償の通行

権」を取得するか否かという問題については、「隣接土地の利

用関係の調整という理念」に照らして、この場合には許され

ず原則に戻って211条 1 項の「通行の場所及び方法」に関して

「必要最小限」の要件が充足されるかどうかが検討されるべ

き」とし（西島注：212条の「償金」の支払いも問題となりうる）、

最終的に「原告 X らをして本件係争地たる幅員 2米（メート

ル） 7糎（センチ）、長さ16米 6 糎（右事実は検証の結果認める）

の被告ら所有地を通行せしめることが、必要にして且つ囲繞

地の為に最も損害の少ない方法であるとみるのが相当である」

とした。

⑦大阪地判昭和４8年 1 月30日（判時721号70頁）

［事実］本件道路とその両側にある原告Xらの居住地がすべて

元A所有に属するものであったこと、および昭和 ４、 ５年ごろ

から本件道路の南北両側に原告 Xら主張の如き家屋が順次建

築されはじめた。その後、原告ら Xの主張の如く、本件道路

の北側にある土地が Aの相続人 Bから財産税として大蔵省に

物納されたのち、同省から順次分筆譲渡されるなど、その他

の土地も分譲譲渡されたものであることに争いはない。本件

道路は、幅員５.５メートル、長さ約36メートルの東西に細長い

長方形で、その西端は南北に通ずる公道と接し、その東端も

南北に通ずる公道に接する土地であり、その南北両側に原告

X ら居住の家屋がある。本件道路は、昭和 ４、 ５年頃原告 X

ら主張の家屋が建築されはじめ、当初から当時の所有者 Aか

ら右家屋に居住する者らのための道路として無償使用させる

べく提供され、以後、本件道路は右家屋居住者及び付近の住
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民により道路として使用されてきた。

被告 Y 1が、昭和37年 ４ 月ころ、本件道路を買い受けるまで

の30数年間その所有権は数度にわたり移転していたが道路と

しての利用状況の変更はなかった。被告 Y 1は、直前の所有

者が本件道路（公募上は「宅地」になっていたとされる）の一部

を通路に残しておけば他は自由に使用しても差し支えない旨

話していたとし、本件道路上に家屋を建築する予定でこれを

購入し、 2階建ての建物を建築しようとしたが大阪市長に建

築基準法に違反するとしてその工事の中止・建築物の撤去を

命じられた。そこで、結局被告 Y 1は、その氏が商号に付さ

れた被告 Y 2建設株式会が所有又は管理する建築資材や廃材

などの本件妨害物件を置いた。その際、被告 Y 1は、本件道

路の北側及び南側に歩行又は自転車で通行することは可能で

ある程度の通路は残しているが、自動車の通行はできず、従

前のように自由に使用、通行することは不可能になった。

原告ら X20名は、本件道路の両側の分譲土地を所有し、ある

いは同所の土地を賃借して家屋を所有し、あるいは家屋所有

者から賃借する者であるが、Y 1及び Y 2 に対し、①不法行為、

②「生活権」の一種としての「日常生活上の使用通行権」並

びに「慣行による地役権」、③通行地役権、④囲繞地通行権の、

各根拠に基づく妨害排除請求として、廃材などの撤去を求め

た事件である。

［判旨］原告Xらの請求のうち、上記①、②、③については否

定し、④を根拠とする原告 Xら請求について、次のように述

べて、Xらのうち土地所有権を有している者 8名についてだけ、

妨害排除請求を認め、他の建物所有目的の土地賃借権者ある

いは家屋の賃借権者についてはその請求を棄却した。「囲繞地

通行権は、袋地を利用価値あらしめる公益上の必要のために

隣接地に対し通行権を認めるというものであり物権的請求権
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たる性格を有するものと解されるから、囲繞地通行権を主張

し得るものは、その袋地につき所有権、地上権、賃借権その

他少なくとも物権的妨害排除権能を持ち得る権利を有する者

（占有権者を除く）に限られると解するのが相当である。とすれ

ば前記家屋敷地につき賃借権を有するけれどもこれが対抗要

件を備えていることの証拠はない者（所有家屋は同姓の息子名

義）は物権的妨害排除権能を有せず、袋地上の家屋に居住し

ているとはいえ、その家屋を賃借し、あるいは、他人の所有

家屋に同居しているにすぎない者は、その敷地部分について

右の如き権能をもつ権利を有するとは認めがたいので同原告

らは固有の囲繞地通行権を有しないというべきである。」

⑧東京地判昭和５6年 8 月27日（判時102４号78頁）

［事実］もともと本件の甲土地と乙土地は一筆の土地であり、

ともに A 所有であったところ、その一筆の土地を、X 1は昭

和 ４年ころ Aから甲土地部分を賃借し、Yも Aから乙土地部

分を賃借していた。そして乙部分が公道に面しており、乙部

分の一部に通路が開設されて使用されていた。その後昭和23

年に財産税の物納により大蔵省の所有になり、同2５年払い下

げのため甲地と乙地に分筆され、甲地は X 1の乙地は Yの所

有となったところ、その際も本件通路はそのまま通路として

払い下げられた。X 2は甲地の一部をX 1から賃借し同地上に

居宅建物を所有している。ところが、Y は、昭和４４年、乙地

の建物を増築するにあたって本来幅が約 2メートルあった本

件通路上に約72センチ侵入したうえ、さらに自動販売機 ５台

を設置しその他箱等の物品を置いているため、その通路は狭

いところでは、約0.7メートル余になっている個所もあり、常

人が傘をさしたまま通行することもできず、やや大きな荷物

を搬出入にも困難を感じるほどの状態となっていた。
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そこで、X 1と X 2 は、Yに対し、①大蔵省からの払下げの際

「通行地役権」が設定されたといえること、それが認められな

いとしても①民法213条による囲繞地通行権に基づき通行妨害

排除請求、および②そうした妨害により多大に苦痛をこう

むっており不法行為に基づく損害賠償（慰謝料）請求を掲げ、

昭和５3年、本訴提起に及んだ。

［判旨］大蔵省からの払い下げのさい通行地役権が設定された

とする原告らの主張に対してはその事実を認めるに足る証拠

はないとしつつ、「次に、民法213条による囲繞地通行権につ

いて考えるに、同条第 2項は土地を分割してその全部を同時

に譲渡した場合においても類推適用され、これによって生じ

た袋地の譲受人は、もとの土地残余地に対してのみ囲繞地通

行権を取得すべきところ～（中略）～本件の場合、原告 X 1は

甲土地の払い下げによって国（大蔵省）に対し残余地である土

地（地番省略）部分に対し民法213条第 2項に基づく通行権を

取得し、かつ前記のとおり当時すでに本件通路部分が通路と

して開設されていたのであるから、まもなくこれらの部分の

払い下げを受けた B及び被告 Yに対し右通行権を主張し得る

ものというべきである。」とした。

しかし他方で、原告 X 2については、「袋地の賃借人に囲繞地

通行権があるかどうかについて考えてみるに、囲繞地通行権

は袋地の所有権の行使が妨げられている状態を回復するため

に認められたものであって、袋地の物権的請求権の性質を有

するものであるから、これを物権以外の利用権に準用するに

は、該利用権が物権的妨害排除力を是認される程度のもので

なければならないというべきところ、原告 X 2の賃借権につ

きこれが対抗力を具備していることの主張立証はないから、

同原告の主張は採用できない。なおこのように解したとして

も同原告としては原告 X 1に通行権があることの反射的効果
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として本件通路部分を通行し得ることは勿論であるから、実

際上の支障はないものと考えられる。」とした。

⑶　若干の検討
1　裁判例⑤について

この裁判例についての赤松教授の位置づけは次の通りである。

「本判決の論理は、Xが建物を所有する甲地の賃借権のもつ」対

抗力が、その利用を助ける通路の賃借権にも及び、これに基づき

妨害排除請求権が認められる、というものと思われる。～（中略）

～結局本判決は、従来の判例理論の延長線上に位置づけられうる

ものと考えられる。」とされ、「形式的には、借地権と本件（通路

の：西島注）土地の賃借権は別個の権利と言えるかもしれない。し

かし、玄関から公道に出るには、現実問題として、本件土地を通

行しなくてはならない。形式論理ではなく、このような現実の生

活事実に即してみる限り、借地上で営まれる生活と本件土地の通

行とは一体である。したがって、借地上での利用の継続が特別法

により強力に保障され、そのため、その不法な侵害を排除しうる

ならば、同様の効力は本件土地の通行まで拡張されなければなら

ない。」（13）とされる。

なお赤松教授は、この賃借権に基づく妨害排除請求権について、

「私見は、対抗力を備えた不動産賃借権に本権的な妨害排除請求権

を認める判例理論を若干修正し、借地法、借家法などの特別法が

適用され、継続性をとくに強力に保障された賃借権については、

対抗力の有無を問わず、妨害排除請求権を認めるべきものと解す

る。これらの特別法は、たとえば、数十年にも及ぶ継続性を保障

することにより、賃借人がそこで営む現実の生活事実としての利

用の継続を保障している。したがって、この理由の継続が、第三

者により不法に侵害されたときには、これを排除する請求権が附

与されると考えてよいからである」（1４）。
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これに対して、この裁判例の位置づけに関する以下のような鎌

田薫教授の異論がある（1５）。鎌田教授は次のように述べられる。本

判決は、「賃借権に基づく妨害排除ないし妨害予防の請求」といっ

た表現を用いてはいるものの（カッコ内略）、実質的には、共同賃

借人の一人が共同賃貸借契約上の利用権限を越えた占有使用を行

う場合に、他の共同賃借人が契約内容の遵守を求めうるとしたも

のと解することができ、その意味では、賃借権の排他性その他の

物権類似の性格に基づいて認められる妨害排除請求権の行使の問

題ではなく、共同賃貸借契約上の債務の履行を求めたものにすぎ

ないと評価するのが正当であろうと考える。」と評される。そして、

「本件では通路の共同利用者間での利用関係の調整が問題」であり

赤松説のように「従来の判例の延長線上に位置づけることは妥当

ではない」との意見に「賛成するものである」と述べられている（16）。

このような意見に対しては、私は次のような評価も可能である

と考える。たしかに、共同賃借人間の目的物の利用の場面での利

用関係の調整の問題ととらえることはもちろん可能である。そし

てこのようにとらえることが「妥当」であるという意味は、法的

紛争あるいは問題の処理は、具体的な場面に即した具体的な制度

ないし規律手段がある場合は、その具体的な規律でできるだけ対

応するのが「妥当」であるという意味を含むのであろう。

しかし、そのことは、常に、そうした具体的規律手段以外の規

律は認められないという意味であろうか。同じく妥当な紛争解決

を導く他の規律手段がある場合は、それも同時に認めることには、

実務上の「武器の多様性」を保障する実益もある。このことは、

契約責任と不法行為責任の併存・競合を認める実務・通説の立場

からも是認されることだと思われる。

そして今ひとつ、赤松教授のような位置づけをすることに以下

のような有用性があると思われる。赤松教授が賃借権に基づく妨

害排除請求権の延長線上ないし拡張の問題と位置付けられたこと
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は、その大きな要因として、「物の利用権」における保護のあり方

として一般的抽象的には「保護の必要性（の可能性）」があること

を前提として、具体的な妨害排除ないし予防の「必要性」のある

場面として、そして、物権・債権という民法の体系的・基本概念

の区別の射程外の問題として、その保護のあり方の「許容性」が

認められる場面であることを示す一例として、大きくとらえるこ

とも可能ではないかと考えられる。

そうした大きな視点からこうした問題を検討することは、権利

一般についてどのような場合に妨害排除効ないし差止請求が、物

権的請求権類似の土俵における保護手段として、あるいは不法行

為の土俵における人格権等に基づく差止請求権による保護手段と

して、それらを検討する共通の視点を持つことが可能になること

を示唆するものであり、その意味で有用性を持つのではないかと

考える。

2　裁判例⑥について

本判決の「判断の構造」が、「袋地の利用」すなわち「物の利

用」を内容とする権利の侵害態様である「妨害」の排除請求権の

「必要性」を前提にし、その排除請求が「許容」されるかを考慮す

る判断構造になっていることを意識すべきである。そしてその

「許容性」は、他者の権利（ここでは囲繞地の所有権）を制限してで

も、その主張が許容されるほど、「物の利用権」を妨害排除という

態様の保護の必要性が強いことが問題とされているのである。そ

して、判例・通説で形成されてきた不動産賃借権者の地位を当該

不動産の新取得者（新所有者）にも主張し得るという意味での「対

抗力」を備えて、その賃借権の「保護の必要性」が強化されてい

ることに照らして、妨害排除効を「許容」するという「判断構造」

の本質を意識すべきではないかと思われる。

そこに現れている「妨害排除効の根拠」は、その「物の利用」

を保護すべき「必要性」の「強度」と、排除ないし制約される第
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三者側の権利・利益について「制約」が「許容」される要素があ

るか否かの相関的な比較衡量から決せられているのである。その

ことを不動産賃借権の「物権化」という現象の説明ないしイメー

ジに仮託された説明がなされてきたのが従来の説明（たとえば我

妻・物権法18５頁）の本質であったように思われる。その事柄の実質

をよりシンプルに言語化すれば、上記で述べたような「判断構造」

や正当化「根拠」として表現できるといえよう。端的に言えば

「物の利用権」であれば、それが物権であるか否かに関わらず。そ

れが法的な権利である以上「妨害排除請求権」による保護の可能

性は抽象的には常に存在しているのであり、ただ、それがどうい

う場合に具体的に認められるか否かについては、その保護の「必

要性」の程度と、他者の権利・利益の制約が「許容」されるかど

うかに、かかっていると言えるのである。

3　裁判例⑦及び⑧について

裁判例⑦の判決が示すように、対抗力ある土地賃借権であれば、

物権的請求権たる性格を有する囲繞地通行権を認めうるとしてお

り、対抗力ある不動産賃借権の「物の利用権」たる保護の必要性

の強化をはかっているといえる。

しかし、他方で、本件のように被告 Yが本件道路を買い受ける

までの30年数年間も Xらの共通の道路として利用されていた状況

があり、しかも、被告 Yらの本件道路の使用すべき必要性は必ず

しも差し迫ったものとはいえず、また被告ら所有の妨害物を本件

道路に置くのは必要不可欠ともいえないことが判決理由中に認定

されているにもかかわらず、原告 Xらのうち、対抗力のない敷地

賃借権あるいは家屋賃借権にすぎないときは、本件道路使用がそ

の居住の利益と密接不可分な場合であっても、裁判所がその保護

の必要性を一律に否定したことは疑問の余地がある。たしかに

「生活権」というのはいかなる性質・内容の権利か不明確であり、

それによって他者の利益をどこまで制約し得るか明確な「権利」
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とは言えない。しかし、だからといって、本件のような具体的事

情の下において、長年の生活居住の基盤として極めて必要性の高

い本件道路の通行との関係での利益があり、少なくとも本件事情

の下における「生活権」という言葉で主張したかった原告らの利

益は不明確とは言えないと思われる。このような「物の利用」の

保護の「必要性」とその「許容性」を具体的事情の下に比較衡量

し、「物の利用」に即した妨害排除効を認めることを検討する余地

はあると思われるのである。それを具体的に検討する場合に、「物

権的請求権」の延長線上の土俵で行うか、あるいは、不法行為の

被侵害利益の種類性質と侵害行為の態様の相関関係でそれにふさ

わしい効果としての妨害排除あるいは差止めの延長線上の土俵で

検討するのか、論理的には、いずれの土俵でも検討可能であると

思われる。ただし、どちらがその適切な保護のための「土俵」と

してベターかは、今後、これまでの裁判例でも問題となった人格

権や環境に関わる利益などの事案をあらためて検討してみる必要

性があるように思われる（当然であるが、後掲注（31）のこれまでの先行

業績をふまえなければならない。）。

そして、このような観点は、上記⑥裁判例よび⑧裁判例も同様

な位置づけが可能であると思われる。

さらにいえば、このような問題は、平穏・健全な「占有」の保

護ということにもつながるように思われる。この点、ローマ法の

観点からは、公道公水に接し得ない占有の単位は「地役権

（servitus；セルヴィトゥス）」は約定によらなくとも「当然に物的に

成立し、隣接地の占有者は通行等を無条件で甘受しなければない

ならない」「隣接する aと b は全く政治的でない善隣友好関係に立

つことを要求される。」（17）。この健全な「占有」保障の問題が、

「物の利用権」本権に基づく妨害排除請求権や人格権侵害等に基づ

く差止請求権などと、どのように連動するのか、すべきなのか、

大変興味深い問題のように思われる。
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３ �．「賃借権以外の権利─不可侵性論の残照？」として整理されてい

る裁判例（18）

⑴　検討の観点
以下の裁判例は、不動産賃借権ではなく、ゴルフ場利用権に基づく

請求について妨害排除請求を認めた裁判例である。赤松教授は、「大審

院時代をほうふつとされるような不可侵性論が再び持ち出されている

ことが注目される。」とされ、「戦後の判例としては例外であろうが、

最高裁の判例理論によれば、現行法上対抗力を具備する方法が認めら

れていない債権については、後述の債権者代位権の転用の他は、不可

侵性論を持ち出す以外、救済の方法がないということか。」と述べられ

ている（19）。

⑵　裁判例
⑨東京地判昭和４8年10月30日（判時733号70頁、判タ301号1５2頁、金

法722号36頁）

［事実］ゴルフ場会員権者1100名余から選定されたXらに、ゴ

ルフ場経営者Zに対する債権であるゴルフ場利用権に基づき、

ゴルフ場を買収し宅地を造成しようとした業者 Yに対し工事

中止の仮処分申請を、 7億円の保証を条件に、以下の［判旨］

のように述べて認めた事例である。

その前提として次のような事実がある。Z は、多額の負債を

かかえ資金繰りに困り、昭和４3年10月21日、Y に対し、本件

ゴルフ場のうち約 ５万坪の本件土地を 1坪当たり５000円合計

2億62４0万円で、買戻し代金 1坪当たり6000円、買戻し期間

は約 ５カ月とする特約付きで売却した。その後 Z は、その買

戻期限に買戻しをすることができず、ようやく昭和４7年10月

20日 ４ 億316万円余円の弁済供託をなしたが、Yはその効力を

否定して本件土地の返還に応じずブルドーザーを入れ宅地造

成に着手した。そこで、Z は、Y に対し、上記買戻特約付き
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売買契約が公序良俗に反し無効である等の主張をし、所有権

移転登記手続請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分を

申請したが、同事件は Zが敗訴したために、Xらが本件仮処

分申請に及んだ。

「判旨］Xらの被保全権利たるゴルフ場利用権に基づく妨害排

除請求権の有無について以下のように判断した。まず一般論

としては「ゴルフ場利用権が債権である以上、現行法の解釈

として、それが第三者に対する対抗力ないし排他性を有する

ものとは到底解することができない。蓋し、物に対する支配

権であって排他性をその本質的属性とする物権と、人に対す

る権利であってその満足が当該人の自由な意思による給付行

為に依存するのを建前とし、排他性は有しないところの債権

との区別を厳格に維持することは、民法の基本理念である個

人人格の独立と契約自由の原則を実定法解釈の次元で保障す

るゆえんであって（下線は西島による「下線①」とする）、債権に

第三者に対する対抗力ないし排他性を軽々に」認めることは

できないとし、ゴルフ場利用権は第三者に対する「対抗力」

ないし「排他性」についての実定法上の根拠を有する不動産

賃借権と同列には扱えないと述べる。

しかし、「凡そ権利は物権であれ、債権であれ、なに人もこれ

を違法に侵害することは許されない。この意味において債権

も不可侵性を有する。」とし、「債権の内容が物の利用を目的

とするものであるとき、第三者によって当該物の利用を違法

に侵害され、ないしは侵害されようとしている債権者が直接

に当該第三者に対して、侵害の排除ないし差止を求めること

ができるか否かは、周知のとおり争いの存するところである

が、いやしくも債権に前述の意味での不可侵性のあることを

承認する以上、これを肯定的に解すべきは論理上当然」とす

る。
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そのうえで、「問題は、物の利用を目的とする債権がいかなる

場合に第三者によって違法に侵害されたと言い得るかに在る」

とし「第一に債務者が債権者に対し当該物を債務の内容に

従って利用させようとしており、その結果として、第三者の

侵害行為がないとすれば、債権者が当該物を債権の内容に

従って利用できる状態に在る場合でなければならない」「第二

に、第三者が当該物につき債務者との間に有効な取引関係に

立つものではなく、全くの無権利者でなければならないもの

と考えられる。」（下線は西島による「下線②」とする）とし、

「ゴルフ場利用権も前判示のとおり、物の利用を目的とした債

権の一種と解されるのであるから～中略～この権利を違法に

侵害し、又は侵害しようとする第三者に対し、直接にその侵

害の排除ないし差止を求めることができる」とした。

そして本権では、契約当時の目的物の時価が売買代金の ４倍

以上であること、買戻期間が約 ５カ月で比較的短期であった

こと、売主 Zは金融を望んでいたことなどの事情から、本件

買戻特約付き売買契約が担保目的でなされたと認めうる可能

性があると判断した。さらに本判決は、そうした「担保的構

成」がとられる場合には、買戻代金につき利息制限法の適用

があること、売主は買主が担保を前提とした清算行為を為す

までは買戻権を行使しうることを明らかにした（20）。

ただ、直ちに本件買戻約款付売買が売渡担保であると断定す

ることはできないから、被保全権利の疎明に変わる保証提供

期間を定めない 7億円の「立保障」（21）によって、X の仮処分

申請を認めた。

⑶　若干の検討
この裁判例⑨は、私の問題意識からも大変興味深い論旨を展開して

いる。追って、さらに詳細な分析が必要であると考えている。ここで
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は次のことだけを指摘しておきたい。

本裁判例は、たしかに大審院時代の「権利の不可侵性論」を明示的

に前提としてはいる。しかし、注目すべきは、以下の論旨である。そ

の妨害排除請求権が認められるか否かについて、債権が「債務者の自

由な意思」による給付行為に依存する権利であり、物権と区別される、

その「非排他性」は民法の基本理念である「個人人格の独立」と「契

約自由の原則」を実定法解釈の次元で保障する趣旨であるとし（上記下

線①）、その実質的根拠に照らして必要な場合には債権に基づく妨害排

除請求権は否定されるべきであるが、その実質的根拠が働かない場面

では、債権であっても「物の利用」を内容とする権利に基づく妨害排

除請求権の発生が必要とされかつ許容され得ることがあることを明示

していることである。

この論旨は、「物権」と「債権」の区別、その権利の一般的性質であ

る「排他性」や「非排他性」から直ちに、不動産賃借権のような「物

権化」をテコとしない妨害排除請求権が肯定される可能性と、その実

質的根拠に照らした要件（上記下線②）を明示していることである。こ

のことは、既存の所有権等の物権的請求権は、体系的定型的に一般的

にそれが肯定され得る権利であることは当然であるが、それはその他

の権利にそれに類した妨害排除請求権等が発生しえないとすることま

で意味しないのではないか、「権利」の内容あるいは「性質」を実質的

に考慮し、その妨害排除請求権あるいは差止請求権の「必要性」や、

その「許容性」の範囲や限界等を、実質的根拠に照らして判断する発

想を「許容」してもよいのではないか、という私の問題意識に適合し

ているように思われる。

第 ４　本稿における一応の「まとめ」

ここでは、物権と債権との区別をどのような場面でどの程度強調す

べきか、すべきではないかという問題や、対抗力未取得の不動産賃借

）
一
七
八
一
（

294



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

五
九
八

権に基づく妨害排除効の肯否と関わる物権的請求権の根拠をどうとら

えるのかという問題（22）について簡単に述べておく（23）。

物権的請求権の実質的根拠は何か。それは所有権・用益物権がその

客体である物についてそれを使用・収益することを内容とする権利だ

からである（2４）。その使用・収益を妨げる第三者の侵害を排除する効力

が「必要」である（「必要性」の要素）。ただし次に、それがどの範囲で

「許容」されるかという問題がある（「許容性」の要素）。物権といえども、

それが「許容」される人的な範囲は一律ではない。不動産物権の場合

には「登記」がないと、その登記の欠缺を主張する正当な利益がない

不法占拠者などに対してしか妨害排除は請求できない「相対性」を有

する。

一方、物の債権的利用権といえども、物の使用・収益をする権利内

容であることには変わりがない。特に不動産賃借権は、その使用・収

益を妨げる妨害行為を排除する効力の「必要性」は強い。しかし、他

方で、債権は、一般的には債務者にしかその権利内容（給付行為）を主

張することは「許容」されない「非排他的」な「相対的」な権利と構

成されている。では債権の「相対性」あるいは「非排他性」とは何か（2５）。

債権は、その内容実現を債務者の意思に依存させる権利であり、特

にその発生原因が契約である場合には、その債務者の自由な意思を介

して、何人でも後から同一内容の平等な順位の債権者となることが保

障され（非排他性）、これが「自由競争」を担保する。したがって、後

から債権者となる態様で先に成立した債権の内容を妨害する第三者

（例えば二重賃借人）に対しては、原則としてその妨害排除は「許容」さ

れない。債権侵害の不法行為の成立が限定されるのもこの観点からで

ある。しかし、債務者の意思を介さないで債権の内容を侵害する場合

には、債権の「非排他性」や「相対性」の制約理由は少なくとも遠ざ

かる。

この観点から不動産賃借権の「対抗要件」具備は、目的不動産の物

権取得者にもその権利内容を主張でき、かつ、二重賃貸借などの優劣
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決定基準でもあるとすれば、その妨害排除等の請求を主張できる人的

範囲は、登記ある地上権と同様に広く「許容」される。さらに、対抗

要件未取得の不動産賃借人にとっても、不法占拠者については債務者

（賃貸人）の意思に関わらない（それが私的自治ひいては自由競争を担保する

ものであるが）「相対性」「非排他性」の範囲外であり、妨害排除効が

「許容」されると解することができる（26）。

そう考えると、特に対抗要件のある不動産賃借権の「妨害予防請求

権」も認めてもよいように思われる。実際上の必要性もあり得るよう

に思える。さらに所有者からの不動産使用借人（民法５93条）も不法占

拠者を排除することが「許容」されうる（27）。改正前には使用貸借は

「物を受け取ること」が効力発生要件である「要物契約」であったが

（改正前同条）、改正民法５93条により「諾成契約」化され、占有訴権に

より保護できない場合が生じ得るからである（未だ占有取得のない使用借

権はそこまで保護する「必要性」は低いという意見もありうる。しかし、常に

そうであろうか？改正法により諾成契約化された理由にも関わる。）。他方、処

分権者からではない純粋な債権的賃借人は、その保護の「必要性」の

程度を考慮すると、「許容」されないことになろうか（28）。

以上、本稿では、「権利の内容」の保護のあり方としてその権利の実

質的内容から物権的請求権類似の妨害排除請求権等の効果を認める

「必要性」やその程度を検討し、それに対する制度的又は他者の対立利

益などの「障害的事由」との関係での「許容性」を検討し得るのでは

ないかという仮説を提示してみた（29）。

この賃借権等「物の利用権」に即してのこの仮説についても、さら

に十分に論証することは今後の課題であろう（30）。また、こうした発想

により、不法行為法の分野で現れている人格権や環境関連の権利・利

益の妨害排除請求・差止請求の問題を統一的に理解できるか否かを今

後検討する必要がある。客観的な妨害等に基づきその排除請求等が可

能な物権的請求権類似の効力と、故意・過失を前提に「違法性」を考

察する不法行為に基づく差止請求権との関係をどのように理解するの
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か検討する予定である（31）。

以　　上

（注）
（ 1）	 これまでの議論の整理については、後掲注（ ４）「赤松論文」26頁以下、
後掲注（23）近江313頁以下を参照。

（ 2）	 この理論的な問題が上記の残された若干の実際上の問題の解決の仕方
に影響するだけではなく、さらに広く権利の内容とその保護の在り方の問
題に影響を及ぼすと考えている。

（ 3）	 星野英一『借地・借家法』有斐閣（1969年４39頁以下、同４４４頁注
（一）も参照）。
（ ４）	 赤松秀岳「債権に基づく妨害排除の問題は、なお論ずべき点を残して
いないか」椿夫編著『講座・現代契約と現代債権の展望　第一巻　債権総
論（ 1）』（1990年、日本評論社）2５頁以下（「赤松論文」として以下で適
宜引用する）。その背景に基礎的・比較法的研究として赤松『物権・債権
峻別論とその周辺』（1989年、成文堂）がある。その後、赤松教授には『賃
借権の侵害』民法総合判例研究叢書（一粒社、2000年 6 月）で、関連する
裁判例を総合的に整理研究された労作がある。

（ ５）	 賃借権に基づく妨害排除請求権についての、この観点からの簡単な分
析は西島良尚「第三者の債権侵害と妨害排除（60５条の ４）」伊藤進監修・
長坂純・川地宏行編『改正　民法「債権法」における判例法理の射程』（第
一法規、2020年）５77頁以下を参照。

（ 6）	 前掲注（ ４）赤松論文、特に４3頁以下参照。
（ 7）	 前掲注（ ４）赤松『物権・債権峻別論とその周辺』の研究は、後掲注
（29）でも述べるように、私の問題意識にとって、今後さらに精査検討し教
えを受ける必要がある研究であると考えている。

（ 8）	 前掲注（ 3）同書。ここでは、私の最初に述べた問題意識との関連で、
特に取り上げなければならない裁判例に絞って取り上げさせていただく。
裁判例の要約については基本的に『賃借権侵害』の要約を参考にしている
が、私の問題意識との関連で、事実関係や判旨についてやや詳細に補充し
ている。

（ 9）	 赤松『賃借権の侵害』33頁以下では、「生活妨害型ー「よりよい生活」
確保のために」として整理されている裁判例。

（10）	 私の分析の都合上、赤松同書に掲載されている順序や付記する番号は
異なっていることをご容赦いただきたい。

（11）	 法解釈学には避けられない「価値判断」について、星野英一博士は以
下のように述べられている。「価値そのものの客観的妥当性」は、「歴史に
おいて、いくつかの価値は次第に認められてきて、ついにはもはや何人も

）
一
七
五
八
（

297



債
権
で
あ
る
賃
借
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
効
理
論
の
展
開
と
、
そ
の
将
来
的
展
望
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
西
島
）

五
九
五

（カッコ内略）否定することができなくなるのではないだろうか」とされ、
具体例として「人間の尊厳、平等、精神的自由など」をあげられ、「どの
ような価値が今日の人類の、狭くとも日本人の否定することのできない共
有財となっているかについて、より具体的に検討する仕事が残されている
のではないか」とされ、「法学特に法哲学の重大な責務」と述べられてい
る（星野「民法解釈論序説」『民法論集第一巻』（有斐閣、2001年）４４頁・
初出1968年）。一法学徒に過ぎない私のような者がこのような大家の言説
を安易に我田引水すべきではないとご叱責を頂きそうであるが、本稿の問
題を離れても、最近とみにこの星野博士の言説に共感を覚えざるをえない
ことを付記しておきたい。星野博士の論稿と同列に扱えるものではないが、
私なりの「気づき」に基づき、「価値」についての「共通了解」のための
哲学的トレーニングの必要性を考えた論稿として、西島「法律家および一
般市民にとっての必要な「教養」とその学び方を考えるー生きるためのよ
りどころとすべき普遍的な「価値」を真に身に付けるためにー」流経法学
第22巻第 1号（2022年 7 月） 1頁を記載しておきたい。

（12）	「通行権への拡張」として整理（赤松同36頁）されている。
（13）	 赤松「通路の共同賃借権に基づく妨害排除請求権」（法時61巻 8 号131
～132頁）

（1４）	 赤松・前掲注（13）132頁。理由づけの詳細については、赤松前掲注
（ ４）『物権・債権峻別論とその周辺』５3頁以下を指示されている。なお、
赤松論文1４５頁以下でも同趣旨のことを述べられている。同趣旨の見解を
採られるのが近江幸治教授である。後掲注（27）参照。

（1５）	 鎌田薫・判タNo698（1989年 8 月 1 日）４3頁以下本件裁判例評釈。
（16）	 鎌田同４５頁。
（17）	 木庭顕『新版　ローマ法案内』（2017年、勁草書房）7５頁）。このロー
マ法の観点が、日本民法だとどのように変容しているかについては、木庭
『現代日本法へのカタバシス』旧版（羽鳥書店、2011年）1５9頁以下「占有
理解の欠如と深い関係に立つのは、地役権を巡る混乱である。～」以下の
記述を参照。なお、日本の私法における民法197条以下占有訴訟の機能不
全については、木庭『新版　現代日本法のカタバシス』（みすず書房、
2018年）221頁以下参照。

（18）	 赤松・前掲注（ 8）『賃借権の侵害』４2頁。
（19）	 赤松同４2頁。
（20）	 妥当な判断と解されるが、この買戻約款付売買の変則担保性について
は、ここでは、これ以上の言及は控える。

（21）	 これについては判タ301号1５４頁の解説部分を参照。
（22）	 星野・前掲注（ 3）４39頁以下参照。なお同４４４頁注（一）も参照。
（23）	 近江教授は、「妨害排除請求権というのは、物権の「排他性」故に認
められる効力であり、この排他性は対抗要件の具備とは無関係な物権の一
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般的特性である」ことを前提に、「物を利用するに際して、排他性を有す
る物権と同様の保護が必要だからである」とされる。そのような観点から、
どのような賃借権が物権と同様の妨害排除請求権による保護に値するかと
いえば、特別法により「物権化」している賃借権であり、その限りでは
「賃借権物権化」根拠説（多数説）が妥当とされる。そのうえで、「特別法
によって物権化している賃借権については、対抗力にかかわりなく妨害排
除請求権が認められると解すべきである。実際上も、対抗要件を備えなけ
れば不法占拠者を排除できないとすることはおかしいであろう。」とされ、
「二重賃借権の場合」とは「本質的に異別の問題と考えるべき」とされる
（近江幸治「債権に基づく妨害排除請求」『民法と著作権法の諸問題─半田
正夫教授還暦記念集』（法学書院、1993年）321頁）。
あくまで物権的秩序を守ることを重視され、その限りで、対抗力を備え
れば「物権化」する不動産賃借権について、対抗力具備前であっても、対
不法占拠者に対しては登記前の地上権と同様に妨害排除請求権を肯定され
る。「物権」と「債権」の区別を尊重しつつ実際の妥当性にも配慮した柔
軟で手堅い解釈論だと言えよう。

（2４）	 担保物権は交換価値を把握する権利内容なのでその内容に応じて排除
すべき別異の妨害態様が考えられなければならないが、それはここでは置
いておく。

（2５）	 この「相対性」と「非排他性」の関係も検討する必要があろう。いず
れも権利の成立が人の「意思」（契約の場合）あるいは「意思に基づく行
動」（その他の法定債権）に関わっていると思われる。人の社会的活動に
おいてその「意思」の尊重に基づき債権秩序を構成し、かつ、それが所有
権を中心とする強固な物権秩序に基づき自由競争社会を円滑に運営するた
めに不可欠の前提であることに深くかかわっているように思われる。この
点の私法秩序の基本的デザインをどう考えるか。強固な物権秩序を守るこ
とに重きを置くか、それを債権の相対性の実質的機能を害さない限度で相
対化し、かつ、「自由競争」なるものの「倫理的要素」をどの程度重視す
るかあるいは希薄にする（「契約を破る自由」をどの程度まで許すか）な
どなど、政策的価値判断にも深くかかわる問題と思われる。

（26）	 以上の私見は高島平蔵博士の示唆による。同『物権法の世界』（敬文
堂、1992年）４５頁以下参照。高島平蔵『債権総論』（1987年、成分堂）113
頁以下）。

（27）	 天野弘「不動産賃借権者による妨害排除請求権の代位行使という判例
理論の再検討（下）」判タ288号3５頁以下、高島・前掲注（2５）『債権総論』
121頁。

（28）	 星野・前掲注（ 3）４４0頁。
（29）	 高島博士は、「債権に基づく原状回復請求」の肯否について、「常識的
な感覚をも考慮しながら、問題を実質的に検討してみる」必要性を説かれ、
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その際、「債権者保護の必要性」「原状回復請求という救済手段の適切性」
「侵害者に原状回復の責任を課することの妥当性」の観点からの「規範定
立」を主張されている（高島・前掲注（26）『債権総論』119頁）。本稿も基
本的に高島博士のご示唆（修士論文（1986年）作成時以来である）による
ことが大きい。私のいう「権利内容」に即した「権利保護のあり方」とし
て「必要性」と「許容性」の観点は、高島博士の主張される趣旨をややシ
ンプルに表現したもので、これらの観点を含むものである。

（30）	 なお、私には、高島博士の上記のようなご主張と、前掲注（ ４）「物
権・債権峻別論」における赤松教授のご研究が、同じ方向性を目指してい
るように思われる。赤松教授は、「ドイツのライザー・エッサー・ケメ
ラーなどの学説について「生活事実の機能的観察をさておいて、抽象的な
権利概念からのみ法的保護を導くという思考方法を批判する点では一致し
ている」「前面に出されているのは、当該の法益・権利を機能的な立場か
らみていく姿勢である。主観的な権利概念へと抽象化せず、生活事実をあ
るがままに客観的に観察し、ふさわしければ、国家法による救済手段を付
与していく。どのような要件のもとにどのような保護手段が認められるか
類型化していく。」「生活に即した柔軟な法形成をふたたび取り戻そうとす
る試みといえるのではないか。」と共感を示されている（赤松同書22頁）。
今後も赤松同文献の精査・検討が必要と考えている。

（31）	 今後の「差止請求権」の分野の検討においては、沢井裕『公害差止の
法理［環境法論集Ⅰ］』（日本評論社、1976年）、大塚直「生活妨害の差し
止に関する基礎的考察─物権的妨害排除請求と不法行為に基づく請求との
交錯（一）～（八・完）」法学協会雑誌103巻 ４ 号・ 6号・ 8号・11号、
10４巻 2 号・ 9号、107巻 3 号・ ４号（1986年─1990年）、同「人格権に基
づく差止請求─他の構成による差止請求との関係を中心としてー」民商法
雑誌116巻 ４ ・ ５ 号合併（1997年）、吉村良一「公害差止法理の展開と課
題」牛山積先生古希記念『環境・公害法の理論と実践』21５頁（200４年）、
根本尚徳『差止請求権の理論』（有斐閣、2011年）及び同文献の基礎となっ
た「差止請求権の発生根拠に関する理論的考察（ 1）」早稲田法学80巻 2
号112頁（200５年）～「同（ 9）」（2008年）の同誌掲載の根本教授の一連
の論文、藤岡康宏「不法行為と権利論─権利論の二元的構成に関する一考
察─」早稲田法学80巻 3 号1５9頁（200５年）ほか、ふまえるべき重要な文
献・論文が多い。
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フランス法における小切手の
「支払保証」

柴　崎　　　暁

1 、はじめに

2、統一小切手法における小切手の支払担保の諸制度

3、フランス法における小切手の支払保証

４、むすびにかえて　フランス「非刑罰化」以降の支払保証以外の諸制度

1 、はじめに

［01］　預金小切手は、日本の国内実務においては、金融機関の振出す

自己宛小切手であり、当座勘定の口座名義人（購入者）の求めにより金

融機関が金銭代用（1）の手段として発行し、当座勘定から代金を引落と

すものである。しかし小切手法統一条約を締結している諸国の間では、

預金小切手と経済上近似の機能を果たす実務には自己宛小切手によら

ず、支払人による支払保証に代表される付属的小切手行為を付するも

のによる場合など多様な種類を見る。本稿では、小切手の支払の確実

性を高める実務的技術として、呈示期間の間所持人のために資金の凍

結を支払人銀行に義務付ける「支払保証〔certification〕」の制度を導

入しているフランス法の制度を略説し、小切手の「預金通貨的」性格

について考える素材を得ることにしたい（2）。

論　説
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2 、統一小切手法における小切手の支払担保の諸制度

［02］　1931年ジュネーヴ条約による統一小切手法のもとでは、小切手

は定額の単純なる支払委託を内容とする証券（小 1 ）であり、振出人が

支払を遡求により担保し、振出人と支払人との間には資金契約（小 3 ）

が存在していなければならない建前になっている。ただし、締約国は、

条約の留保を利用して、小切手資金の必要とされる時期の如何（ 3 ）は締

約国において決定し得るものとされている。統一小切手法では発行さ

れた小切手については、原則的に「支払委託の取消」は呈示期間経過

後にしかなしえない（日本小切手法も統一法のこの主義を採る）。フランス

法では留保によって経過後も撤回不能としており（ ４ ）、そのことを反映

してフランス法では小切手資金の所有権は所持人に帰属すると考えら

れてきた（ 5 ）が、判例には動揺があるという（ 6 ）。査証や支払保証が必要

であるゆえんである。

［03］　小切手は紙幣とならぬように引受の制度を排除している。その

反面所持人の権利の強化のため、小切手法統一条約第一付属書第 6 条

は、「各締約國ハ支拂人ガ小切手ニ支拂保證、確認、査證其ノ他之ト同

一ノ效力ヲ有スル宣言ノ記載ヲ爲スコトヲ認メ及其ノ法律上ノ效果ヲ

定ムルノ權能ヲ有ス但シ斯ル記載ニ引受タルノ效力ヲ認ムルコトヲ得

ズ」（ 7 ）とした。統一法の正文自体は certification, confirmation, visa の

いずれも定めなかった。これらの付属的小切手行為のいずれを利用す

るかの選択を締約国に委ねたからである。

［0４］　日本は統一法導入以前は、実務上、小切手につき、米国の

「certification の制度に倣い」（ 8 ）利用されていた証券外の慣行（ 9 ）として

の「支払保証」を、証券上の制度へと格上げするためこの留保を利用

し「支払保証」として独自の規定を定めた（小53-58）（10）。これにより小

切手の信用度を高めることができることとなった。しかしながら、後

の実務は却ってこの方法を回避するようになる。日本法は、明治26年

のフランス系手形資金制度（11）を廃止してドイツ手形条例の流れを汲む
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明治32年法手形編の仕組みに転換し、小切手資金の帰属問題について、

明確な規則を定める方向性にはなかったから（12）、この問題を回避する

方策が望ましいとされ、皮肉なことに、新法で証券上の制度へと格上

げされた支払保証は却って利用されず、自己宛小切手（13）による代用を

慣例とすることとなった（1４）。

［05］　現代の当座勘定規定ひな型第13条は、「小切手の支払保証はしま

せん。ただし、その請求があるときは、当行は銀行振出小切手を交付

し、その金額を当座勘定から引き落とします。」と定め、この扱いが一

般化されている。往時の証券外の支払保証実務でも、また、実際に用

いられたかは詳らかではないが、国内法化された統一法のもとでも、

小切手を作成した振出人の求めに応じて支払保証を付する支払人銀行

は、振出人の当座勘定から小切手金額を引落として、別段預金保証口

座に振替処理をして支払資金として留保することになる。このとき、

留保された資金が振出人と銀行とのいずれに属しているのかは不明確

であり、振出人の債権者が資金を差押えた場合の問題が危惧された（15）。

銀行が自己宛小切手を振出し、購入者の口座から振出の対価を引き落

としておけば、資金は元々銀行自身の資産から支払われるのであるか

ら、購入者の債権者による差押も生じる余地がない（16）。

3 、フランス法における小切手の支払保証

［06］　フランス法の場合には、1935年10月30日のデクレロワによって、

統一小切手法が国内法化されるが、統一法第 ４条に相当するデクレロ

ワ第 ４条に第 2項を独自に設けて “査証〔visa〕”を規定した（17）。

［07］　しかし、“査証〔visa〕”を与えた支払人には、法文にあるように、

査証付与日に小切手資金が存在していたことを確認する効果しか生じ

ない（18）。法文は小切手資金の “ 凍結〔bloque〕” にも言及していない。

支払人は査証後には資金を凍結する義務を負わない（19）ため、所持人が

小切手を受取る時点においても、所持人が呈示をして支払を受けよう

とする時点においても、資金が存在することは不確かである。
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［08］　そこで、19４1年 2 月28日の法律により、呈示期間内の資金凍結

義務を伴う「支払保証〔certification〕」の制度が導入される。既にデ

クレロワが「visa」を認めているのに、加えて「certification」を定め

ることが条約に違反しないかどうかは明らかではなかった。そこで、

統一法違反を非難されないように配慮して（20）、この新規整は1935年デ

クレロワ自体の文言ではなく、別の特別法を定めるという形式を採っ

た（21）。

［09］　次に1972年 1 月 3 日の法律は同法をデクレロワの中に組み込む

こととした（22）。支払保証に関する規定は、小切手資金所有権の帰属に

関する規整方法のひとつであって、もともと小切手法統一条約の留保

事項で締約国の権限とされており、条約に背反するわけではないとの

理解に基づくものである（23）。

［10］　1972年法は、この他、支払保証付小切手の代わりに同様に所持

人の利益保護を強化する自己宛小切手（銀行小切手〔chèque de banque〕）

に取り換える権能を支払人銀行に付与する規定をおいた。同法の審議

過程で法律委員会が元老院に提出した報告書（2４）は、「支払保証は、法

定の呈示期間である 8 日間（25）、所持人のための資金の凍結─小切手の

支払以外の目的での払戻の禁止─をひきおこす。支払人は支払保証付

小切手の所持人に凍結された資金を以て小切手を支払わなければなら

ない。しかし、この呈示期間内に呈示がない場合には、資金は再び振

出人の口座に組戻され〔réintégrée〕る。…法案は、現行制度を緩和し、

銀行に、小切手への支払保証に代えて、“ 自己宛小切手〔chèque sur 

lui-même〕” を振出すことによる可能性を定めることにした（26）。このよ

うにして、改正以降は、銀行を主たる債務者〔sic〕として有すること

で受取人の担保が強化されることとなる」（27）と説明する。72年法12-2条

は現在では通貨金融法典 L.131-1４条となっている（28）。資金が不足して

いる場合には支払人は支払保証を拒むことができる。資金を受取った

支払人にとっては支払保証またはこれに代えてする自己宛小切手の交

付は、義務的である。また、支払保証をいったんした以上資金は「凍
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結」される。凍結の期間は呈示期間に限定されているが、この期間に

支払呈示があったにもかかわらずもし支払人が支払を拒むことがあれ

ば、“ 不渡確認書〔certificat de non-paiement〕” が作成され、これが債

務名義となる。「凍結」の表現は、結果的には支払人による呈示期間内

の呈示に対する支払の義務づけを意味する─日本法でも呈示期間内に

支払呈示がなければ支払保証をした支払人はその義務を負わないもの

となるので同様である─が、敢えてこれを小切手行為による債務負担

の効果と定義せず、資金契約に基づいて支払人が受取った資金を払戻

す義務に根拠をおいて定義する。日本小切手法の採用した「支払保証」

と並び同様の米国慣習を起源とし、統一法でも同じ語彙のもとに整理

されていはいるものの、フランスの支払保証の構成は、小切手行為の

効果ではなく資金関係の特殊な効果を生じる制度であり、同じ訳語で

表示することにさえ躊躇を覚える。

通貨金融法典 L.131-1４条

「①振出人に処分権がある対応する資金が存在している小切手のすべ

ては、この小切手を L.131-7条第 3 項に定める条件において発行された

小切手に差替える支払人の有する選択権の場合を除き、振出人または

所持人がこれを請求するときには、支払人により支払保証され

〔certifié〕なければならないものとする。〕／②支払保証を受けた小切

手の資金は、L.131-32条に定める呈示期間までの間、支払人の責任に

おいて、所持人のためにこれを凍結するものとする。」（29）

［11］　支払保証の方式には機械的方法が要求されること、列挙された

記載事項を記載すべきことは、デクレにより定められている（30）。法定

の記載を欠く場合に、実質関係上債権者は小切手の受取りを拒むであ

ろう。法定の要件を遵守しなかった場合にその有効性がないことにな

るかもしれないが、支払人自身がそのことを援用して資金を凍結する

義務を免れることはできないと解釈されている（31）。
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［12］　支払保証を求める権利を制限する合意は無効であると解され、

振出人または所持人がそれを求めるときは、資金を有する支払人は小

切手に支払保証を行わなければならない（32）。支払人が支払保証をなす

かどうかに任意性がないことになる。法文も、資金がある以上は所持

人が求めれば支払保証を拒みえないことを定めている。そうすると、

支払保証の効果は、他の付属的手形行為・小切手行為と同様に考える

べきではなく、「義務を負うことを義務付けられる」制度である。銀行

が資金契約で資金のある小切手の支払人となったことに伴う特殊な効

果であると見なければならない。理論上は資金が存在していなかった

にもかかわらず支払保証を拒まなかった銀行がその後資金の欠缺を理

由に履行を拒む種の事例は生じ得るが寡聞であり、非刑罰化の後の時

代には、支払保証に基づく資金凍結責任と重畳して、資金のない口座

名義人に用紙を交付した銀行の法定的な支払義務が適用されるものと

なろう（後述（注36））。

［13］　GAVALDA et STOUFFLET は、支払保証付小切手の制度の実

用性を概ね次のようにまとめている。即ち、支払保証の効果により小

切手資金が凍結されるのは小切手の支払呈示期間の間でしかなく、そ

れとの比較で、支払保証請求をした所持人に支払人が選択権の行使に

より交付できる銀行自己宛小切手のほうが秀逸である（33）。支払保証に

代えて銀行小切手を交付するときには、その小切手資金は〔これもま

た所持人のために〕凍結されると判示され（3４）、銀行自己宛小切手発行

銀行の責任は、振出人の遡求義務であり、支払保証等の付属的小切手

行為が行われておらずとも自ずと発生することとなる。GAVALDA et 

STOUFFLET は、その優位性ゆえに却って自己宛小切手の変造を誘発

している、と指摘している（35）。

４  、むすびにかえて　フランス「非刑罰化」以降の支払保証
以外の諸制度

［1４］　預金の凍結を伴う担保制度がそれだけで小切手支払の確実性を
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維持してきたわけではない。他に支払の確実性を高める制度として、

顧客に小切手用紙を交付するに際してフォートのあった銀行の担保責

任があり（36）、さらに、罰則をはじめ司法上行政上の各種の制裁制度に

より支払の確実を確保してきた。しかし1865年法以来採用されてきた

罰則中心主義は実効性に問題があり、1991年法による改革を境にして

刑事罰中心であった制度から銀行規制による手法へと比重を移すに

至った。

［15］刑事罰　1865年法は無資金小切手の発行を禁止し、これに反する

者には “ 詐欺罪〔délit d’escroquerie〕” が適用されるとしていたが、“ 詐

欺的術策〔manoeuvres frauduleuses〕” の立証は困難であった。1917年

8 月12日の法律は特別規定により無資金小切手発行罪を新設したが無資

金小切手は減少せず、事情は統一法の採用を経ても変わらなかった（37）。

小切手資金は振出時点で「確定的かつ請求可能〔liquide et exigible〕」

で存在することを要したが、当座貸越・信用開設の形式によるものも可

能であった（38）。前述（注28）したとおり、「非刑罰化」政策が採用され、

1975年 1 月 3 日の法律は、無資金小切手振出罪の構成要件として加害

意思の証明を必要としたため、結果的に処罰の範囲は狭まり、検察は

最終的に無資金小切手振出罪による起訴を断念するようになった（39）。

1991年12月30日の法律は最終的に、無資金小切手発行罪を大幅に改革

した（４0）。しかし刑事罰が全廃されたわけではなく、依然として用いら

れている罰則の中心は現在の通貨金融法典 L.163-2条第 1 項であり、こ

こには、「他人の権利を害する意思を以て、小切手を発行した後に、振

替、振込その他方法の如何を問わず、資金の全部または一部の引出を

行い、または、同じ条件で、支払人による支払を妨害する所為は、 5

年の禁固および37万 5 千ユーロの罰金に処する」とあり、悪意でこれ

を受領した者（第 2 項）、L.131-73条の禁止命令を無視して小切手を発

行した者（第 3 項）、その代理人（第 ４ 項）も同罪とされた（４1）。これら

の罪で有罪とされた者は、L.163-6条により支払保証付小切手および払

戻請求書代用小切手以外の小切手の利用を 5 年間禁止され、小切手帳
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を銀行に返還しなければならず（４2）、私権・公民権・職業的社会的活動

の 5 年間の禁止を命じられる（interdiction judiciaire）。しかし、加害意

思が立証できないために同条の適用を免れたものであっても、以下の

銀行による自主的な措置が法によって許容されており、これにより無

資金小切手の発生が抑止されている。

［16］取引停止処分　銀行の自主的な措置（interdiction bancaire）として、

通貨金融法典 L.131-73条によれば、銀行は口座名義人に資金欠缺の帰

結についての通知をした上で、資金不足を理由に小切手を不払とし、

小切手帳の回収を要求し、支払保証付小切手および払戻請求書代用小

切手以外の小切手利用を 5 年停止する処分をなしうる（第 1 項）（４3）。口

座名義人は小切手金額を支払い、資金の設定を証明するとき（４４）は、利

用権を回復する（第 2 項）。不渡が解消されない場合所持人の請求によ

り支払人は不渡確認書を交付し、その通知または裁判所附属吏による

その送達は “ 支払催告書〔commandement de payer〕” の効力を持ち（第

４ 項）、裁判所附属吏は、15日以内に小切手金額および費用の支払の証

明が届かないときは、“ 執行名義〔titre exécutoire〕” を付与する。

（ 1 ） 決済制度の中での小切手の主たる普及目的は銀行券の流通（circulation 
fiduciaire）量の節約である。この政策目的は振込やカード取引に見られる
ような代替的決済手段によっても担われる。近時日本では下請法の実効性
確保の観点から公正取引委員会・中小企業庁を中心に組織された「約束手
形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」による報告書（2021
年）を受け、全銀協「手形・小切手機能の『全面的な電子化』に関する検
討会」が「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」を
策定、2022年改訂では「2026年度末までに全国手形交換所における手形

（約束手形・為替手形）・小切手の交換枚数をゼロとする」ことを目標とす
る施策が採られている。確かに証券の偽造を可能にする技術等小切手利用
に伴う深刻な問題がないとはいえないが、元請による支払遅延を招く長期
サイト手形の押付けなどに対する下請法の実効性確保が主たる論点である
なら、ここに小切手が登場することは奇異である。他方2021年 6 月18日の
閣議決定「成長戦略実行計画」では「小切手の全面的な電子化を図る」と
されていたが、その意味するところが「小切手機能を振込（あるいは EB
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サービス）に代替させる」ということのようである（電子記録債権法には
証券の呈示に該当する仕組みがないので一覧払の決済手段を提供すること
ができない）。しかし、担保としての小切手利用の役割が確保されている
であろうか。あるいはスタンドバイ信用状ないし請求払無因保証─被担保
取引の解消で自動終了する条項を付したタイプの─のようなものを内国取
引でも活用すべきことになろうところ、その普及には課題がありそうであ
る。このような代替手段の普及の準備ができなければ、小切手利用の社会
的需要はなくならず、当面小切手実務は、関係諸機関の想像を超えて「動
態保存」されるであろう。他方で、そのような議論もきかれぬままに、全
銀協の構想どおり、券面を持出銀行にとどめ・交換はデータに基づき行わ
れ・爾後券面はそのまま破棄するとの方式をとる電子交換所への統合が令
和 ４ 年法務省令39号を以て実施されることになった。省令以前よりチェッ
クトランケーションそのものは技術的には既に実現されてきた（柴崎暁・
金融法提要─預金・融資・決済手段（2019年、成文堂）４2頁注121）が、
現物券面の呈示だけは免除されて来なかった。この新しい方式で、統一条
約に基づく法令である手38・小29・小31における「呈示」を充足するのか
については疑念がある。証券が支払われる場合には従来も白地手形が呈示
されるときと同様に決済は問題なく完了するが、不渡になる場合には（フ
ランスの LCR-Relevé〔明細書併用為替手形〕のように）遡求権保全の必
要があるから持出銀行は証券の現物を支払場所に送付しなければならない
はずである。遡求の社会的需要がないと断じ得るのであれば呈示は不要か
もしれないが、そのような需要の調査はされているのであろうか。他方本
稿で取り上げるフランスについていえば、決済統計である Cartographie des 
moyens de paiement scripturaux 2020 Bilan de la collecte 2021 （données 
2 0 2 0） h t t p s : / /www . b a nqu e - f r a n c e . f r / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
media/2021/11/2４/cmp2020_fr.pdf によると、「口座簿登録・証券的形態の
支払手段〔moyens de paiement scripturaux〕」の2020年年間「利用件数／
利用額」は、支払カード〔paiment carte〕が138億5200万件／5770億ユー
ロ、口座引落〔prélèvement〕が４6億2200万件／ 1 兆68４0億ユーロ、振込

〔virement〕が４４億8300万件／32兆7130億ユーロ（うち大口グロス決済が
9 件／19兆４20億ユーロ）、小切手が11億7600万件／61４0億ユーロ、商業証
券（LCR-Relevé）が7200万件／1970億ユーロ、電子マネーが3600万件／
7 億ユーロとなっている。2008年には 2 兆ユーロを超えていた小切手の利
用額は、その 3 割程度にまで減少し、他方で同時期に振込（約20兆→32
兆）・口座引落（約 1 兆→1.68兆）の増加が顕著である。代替手段の多様
化により小切手利用の減少は明らかではあるものの、今なお金額ベースで
はカード決済を凌駕する程度の需要があることがわかる。このことに寄与
する要素として、フランスの場合には法令上の要求も重要である。通貨金
融法典 L.112-6条第 1 パラグラフは、デクレ所定の金額を超える債務の弁
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済については、現金・電子マネーによることを禁止し、債務者がフランス
領内にその税制上の住所を有する職業者であるときには、1000ユーロを越
える負債の弁済は、線引小切手または振込による弁済を義務付けられてい
る。また、手形小切手の授受に伴う資金の所持人への帰属（L.511-7, Code 
de com.）等物権法的な効果にもその利用は動機づけられている。また上
記のように振込・引落・銀行カード取引等手形小切手の代替手段が並行普
及しているところは日本とそれほど異ならないが、手形については、1973
年以降 LCR-Relevé（銀行界の独自の実務である。為替手形の割引銀行が
満期の 6 日前に現物券面上の記載事項を収録した電磁データを支払担当銀
行に送信、後者は満期の 2 日前までに支払人にこのデータを転記した明細
書を送付して支払の予定を通知してその承諾をとり、交換決済を実行する。
不渡にする証券のみを遡求権保全のため現物券面で呈示するという実務）
の利用が定着しており、他方、職業債権明細書（ダイイ明細書）譲渡も普
及しているが、明細書bordereauは電子的形態でも作成できる（BONNEAU 

（Thierry）, Droit bancaire, LGDJ, coll. “Domat”, 13e éd., 2019, no 793.）。
このようにしてフランスでは「電子化」は既に過去の課題であり、手形取
扱のコストが問題視されることは寡聞である。

（ 2 ） 本稿執筆の主観的な動機は実用的観点ではなく預金通貨の法律理論の
ためである。2021年改正フランス民法典第237４条ないし第237４-6条に定め
る「担保のためにする金額譲渡」（いわゆる金銭質）を紹介する別稿（柴
崎「『金銭質』の法典化と客体としての預金通貨─2021年改正フランス民
法典第237４条ないし第237４-6条について」比較法学（早稲田大学比較法研
究所）56巻 3 号）において、預金口座残高に質権を設定する際に、それを
有体動産質と無体動産質との何れに分類することが適切であるのか（客体
は代替物なのか債権なのか）、を考察するにあたり、預金が「凍結」され
ることの具体的な意味を認識するには、類似の応用例を参照する必要が
あった。当該別稿の準備の中で、ここでの質入の客体は、「預金通貨」と
称する、口座名義人が金融機関に対し有する要求払の預金払戻債権で、
従って事柄は受寄者が担保権者を兼ねる当該債権を客体とする無体動産質

（ただしフランスの学説は多くが担保目的のフィデュシ的譲渡と解してい
るようである）と解するのが最も自然であるとの仮の結論が得られた。こ
の問題を論じるにあたり比較的よく言及される CATALA （Nicole）の論
説 La nature juridique du paiement, 1961, th. Paris が、預金通貨の代表的
な例とされてきた小切手に「一級預金通貨」の名を与えていたことは興味
深く思われた。小切手の取立が未完了である段階では、決済最終性を保証
されていない場合がある等の点で、その通貨的性格は不十分なものであっ
た（この点、現代日本あるいはスイス─柴崎暁「スイス私法における振込
学説」上村達男他編・企業法の現代的課題（2015年、成文堂）295頁─の
振込取引や、フランスのカード取引などは、指図 délégation（フランス）
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／ assignation（スイス）と性質決定されてよい性格を帯びており、被指図
人に相当する被仕向銀行がなす新たな債務負担を意味する預金の成立を以
て同時に決済過程が完了し、この時点で債権者の満足となる）。しかしな
がら、本論で後述するように、支払保証の他、罰則・取引停止処分・支払
銀行の法定責任等多様な手法で支払の確実性が高められており、現代にお
いては既に「一級」ではないかもしれない。また、支払資金の確保された
小切手と一言で言っても、国際的に統一法が採用されているにもかかわら
ず普通の単純な小切手から、金融機関が自己宛で振出すもの（日本の預
手）、資金の凍結義務を伴うもの（フランスの支払保証付小切手）、資金の
払戻そのものを禁じるもの（ドイツの計算小切手）等多様であり、最終性
も厳密にいえば一様でない。著者自身、十分に問題を整理しきれない憾み
が残るものの、本稿と併せ読まれることを期待する。

（ 3 ） 「振出人ガ支拂人方ニ於テ處分シ得ル資金ヲ有スルコトヲ要スル時期
ヲ決定スルノ權能」（統一条約第一附属書第 5 条）。

（ ４ ） 統一法第32条（日本小32）に定める支払委託の “ 取消〔révocation〕”

の制度については、第一附属書第16条で、締約国の留保により、（a）呈示
期間内の取消も可とする扱いもまたは（b）呈示期間経過後でも取消不可
とする扱いも定め得ることになっているが、日本は統一法どおりの扱いと
し、フランスは（b）を選び、「支払委託の取消」の規定がない。

（ 5 ） DELEBECQUE （Philippe）, BINCTIN （Nicolas） et ANDREU 
（Lionel）, Effets de commerce et Entreprises en difficulté ［Traité de droit 
des affaires par George Ripert et René Roblot, sous la dir. de Michel 
Germain, Tome ４, 18e éd.］, 2018, no 282. 原則判決といわれる破毀院審理
部19４6年 6 月18日、JCP 19４6, II, 3252, rapport LESCOT; D. 19４6, jur. p. 
3４6; S.19４6,1,100.

（ 6 ） 破毀院商事部1973年12月11日、Bull. civ, 1973, IV, no359がひとたび資
金凍結義務を問題視したといわれるが、ふたたび破毀院商事部1990年 1 月
9 日、D.1990. jur. p.４85, note MARTIN が義務を確認した。破毀院商事部
2000年10月2４日 , no 97-21.710,, Jurisdata no 662４は、“ 異議〔opposition〕”

が争われている場合、支払人は異議を有効とする判断があるまでまたは時
効期間の満了までしか、小切手資金凍結の義務を負うものではないとした。

（ 7 ） 同条約仏正文（なお以下本稿では英語正文は紙幅の都合で省略する）。
“ Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d’admettre que le 
tiré inscrive sur le chèque une mention de certification, confirmation, 
visa ou autre déclaration équivalente, pourvu que cette déclaration n’ait 
pas l’effet d’une acceptation, et d’en régler les effets juridiques.” なお本稿
において別段のことわりなき限り小切手法統一条約・同附属書・抵触条約
の正文は、「外務省条約データ検索」に所掲のファイルによる。https://
www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/search2.php?pID=306
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（ 8 ） 納富義光・手形法・小切手法論（1982年、有斐閣）528頁。なお、
certification とは、もともとは当日の支払呈示の受付時間を経過した照会
に応じて小切手に問題がないかどうかを銀行が回答し、問題がないと回答
した場合には翌日には必ず支払うとしてきた慣行が起源であるらしく、米
国の銀行慣習として発展し、1860年頃までには、確認銀行による要求払の
無条件的支払約束と判示（Willets v. Phoenix Bank, 9 Super. （2 Duer） 
121 ［N.Y.City Super. Ct. 1853］）されているとのことである（Roscoe T. 
Steffen & William F. Starr, A Blue Print for the Certified Check, 13 
North Carolina L. Rev. ４50 ［1935］; Richard A. Lord, Certified Checks 
and Funds Redirection, 2４ Villanova L. Rev. 28 ［1978］）。なお、明治26年
商法の注釈書である高根義人・手形法綱要（1893年、六法講究会）36４頁
には Certified Cheque について言及があるものの残念ながら「煩ヲ恐レテ
之ヲ説カズ」とある。また、柴崎・前掲金融法提要282頁［33４03］には、
日本の支払保証制度が “ 米国の visa” を参考にしたかの叙述があるが、上
記より明らかなようにこれは “ 米国の certification” とすべきであり、これ
を訂正したい。

（ 9 ） 小橋一郎・手形法・小切手法（1995年、成文堂）318頁以下。小切手
法制定以前の時代、商法その他法令の規定に存在しないが、任意の合意に
基づき、支払人である銀行が小切手上に「支払保証」の記載をする慣行が
あり、判例によればこのような記載は小切手上の効力を有しないが、「小
切手ニ支拂保證ノ記載ヲ爲スコトハ現今ノ銀行取引ニ於テ往往見ル〔。こ
れを〕效力ナキモノト爲スノ理ナク當事者カ手形〔当時の商法（明治32
年）第４3４条で小切手は手形の一種に列せられていた〕關係以外ニ於テ一
ノ法律關係ヲ生セシムルノ意思ヲ以テ此ノ如キ記載ヲ爲スニ於テハ法律上
其效力ヲ生スヘキモノト爲スヲ當然ナリトス」（大判明治４４・ 3 ・20民録
17輯139頁以下）と解された。即ち、この「支払保証」は、証券上の法律
関係ではなく証券外の関係である。判旨は続けてこの行為を「支拂人ニ於
テ此手形ノ所持人ニ對シテ小切手金額ノ支拂ヲ爲スヘキ獨立ノ義務ヲ負擔
スルコト」とした原審を支持し上告棄却とした。

（10） 引受と異なり、支払保証人は呈示期間内の呈示を条件に支払義務を負
担し、所持人が拒絶証書または支払拒絶宣言で呈示を証明しないときは義
務を免れる（小55）。このことによって小切手の紙幣化には歯止めがか
かっている。また、支払保証人は遡求義務者と類似はするが、支払保証人
への請求は主たる債務者にあたるものがいない等遡求とは異なる制度なの
で拒絶証書作成免除は認められない（伊澤孝平・手形法・小切手法（19４9
年、有斐閣）557頁、納富・前掲書529頁）。納富・前掲書529頁は、支払保
証には「被保証人」がおらず、以て附従性や求償関係を考える余地がなく、
出捐の最終的負担は支払保証人に帰するという趣旨で「単独なる無因的債
務負担行為」であると説く。
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（11） 柴崎暁・手形法理と抽象債務（新青出版、2002年）［2４06］以下、173
頁以下参照。

（12） 締約国のなかには、フランスをはじめとして資金の帰属について規則
が詳細な法域も存在した。統一会議では、法の分裂を残したままでの小切
手の越境的流通を想定し、少なくとも準拠法を統一するべく「小切手ニ關
シ法律ノ或牴觸ヲ解決スル爲ノ條約」第 7 条は資金問題につき支払地法主
義を採った（日本では小80（ 6 ）でこの規則を法文化した）。

（13） 統一法第 6 条第 3 項は、「小切手ハ振出人ノ有スル異ル營業所ノ間ニ
於テ振出ス場合ヲ除クノ外振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得ズ〔Le 
chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit 
d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur.〕」とあり、
統一法自体が正文とするデフォルトルールとしては「支店宛」の場合に限
定している。第一附属書第 8 条で、「各締約國ハ統一法第六條ニ掲ゲラル
ル場合以外ニ於テ小切手ヲ振出人ノ自己宛ニテ振出スコトヲ得ルカ否カノ
問題ヲ決定スルノ權能ヲ留保ス」とし、日本はこの留保を活用して小切手
法第 6 条第 3 項を定め、「支店宛」の場合に限定せずにすべての場合に自
己宛を許す。

（1４） 吉原省一「銀行振出手形・小切手」手形法・小切手法講座第 2 巻（有
斐閣、1955年）226頁、前田庸「預手（銀行振出自己宛小切手）」銀行取引
法講座上巻（金融財政事情研究会、1976年）162頁。

（15） 小橋・前掲書320頁。
（16） しかも支払保証人が呈示期間経過後 1 年経過しないと時効（小58）と

ならないのに対して振出人としての遡求義務は 6 月で時効となる（小51）。
（17） 統一法の正文には、以下の第 1 項の部分しか存在していない。なお

1935年のデクレロワは2000年12月1４日のオルドナンス2000-1223号により
2001年 1 月 1 日に廃止されて通貨金融法典に新設される規定に全文が移さ
れ、デクレロワ第 ４ 条は、通貨金融法典 L.131-5条となり、今日に至ってい
る。通貨金融法典L.131-5条「①小切手はこれに引受をすることができない。
小切手上になされた引受の記載はこれを書かれざるものと看做す。／②前
項の規定にも拘わらず、支払人は小切手に査証を行うことができるものと
し、査証はこれが与えられた日における小切手資金の存在を確認すること
をその効果とする。〔① Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention 
d’acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. / ② Toutefois, 
le tiré a la faculté de viser le chèque, le visa a pour effet de constater 
l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné.〕」

（18） VALERY （Jules）, Des chèques en droit français y compris le Décret-
Loi du 30 octobre 1935, LGDJ, 1936, no 81, p. 81. では、米国の certified 
checks の実務が説明されており、フランスにも visa という類似の実務が
あるが、それは銀行自身が支払義務を約束するわけではないので、類似の
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制度ではあるものの、その効果は違うという認識を示している。
（19） GAVALDA （Christien） et STOUFFLET （Jean）, Instruments de 

paiement et de credit, 6e éd., 2006, Litec, no 220.
（20） DELEBECQUE, BINCTIN et ANDREU, op.cit., no 260.
（21） 19４1年 2 月28日の法律第 1 条「①これに反するすべての規定にも拘わ

らず、振出人に処分権がある対応する資金が存在している小切手のすべて
は、振出人または所持人がこれを請求するときには、支払人により支払保
証されなければならないものとする。〔Nonobstant toutes dispositions 
contraires tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la 
disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur 
le demande.〕／②支払保証を受けた小切手の資金は、1935年10月30日のデ
クレによって改正された1865年 6 月1４日第29条により定める呈示期間まで
の間、支払人の責任において、所持人のためにこれを凍結するものとする。

〔La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, 
bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation fixé 
par l’article 29 de la loi du 1４ juin 1865, modifiée par le décret du 30 
octobre 1935.〕／③支払保証は、小切手表面上への支払人の署名を以て行う。
支払保証は、資金額の不足を理由とする場合にしかこれを拒んではならな
い。〔La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. 
Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.〕」

（22） 同法は1935年デクレロワに第12-1条を新設して19４1年の法律第 1 条以
下をそこに複製し、第 1 項 “Nonobstant toutes dispositions contraires” の
部分を削除し、末尾に “sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque 
par un chèque émis dans les conditions prévues à l’article 6 （alinéa 3）.” を
挿入し（本文後述）、第 2 項の末尾の “de la loi du 1４ juin 1865, modifiée par 
le décret du 30 octobre 1935”を削除し、第 3 項は“Les mesures d’application 
du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”（本条の
適用方法についてはコンセイユデタの議を経たデクレによりこれを定め
る）とした。第 3 項第 2 文は削除されたが、第 1 項から、資金ある小切手
の振出人・所持人からの求めがあるときにこれを拒めないことを変更する
趣旨ではないといえよう。

（23） DELEBECQUE, BINCTIN et ANDEREU, op. cit., loc. cit.
（2４） 元老院1971年12月 7 日議事録添付の報告書 No 65, Rapport sur le projet 

de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions en matière 
de chèques, par M. Pierre MARCILHACY.

（25） 通貨金融法典 L.131-32条第 1 項「フランス本国内において振出しかつ
支払うべき小切手は 8 日内に支払のためこれを呈示しなければならない

〔Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être 
présenté au paiement dans le délai de huit jours.〕」。この「 8 日間」は統
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一法の第29条第 1 項として定められた本国内における呈示のための呈示期
間のデフォルト・ルールの規則であり、同条項は統一法正文とまったく同
文である。しかし締約国は第一付属書第1４条所定の留保を用いて呈示期間
を伸長できるものとされており、日本はその留保を利用して統一法よりも
2 日間長い「10日」を以て呈示期間と定めている。資金凍結が呈示期間内
にのみ効力を有するに過ぎないことについては、破毀院商事部2000年 7 月
11日、no 96-21031（RTD com. 2000, 986, obs. M. CABRILLAC ; RD 
bancaire 2000, 290, obs. CRÉDOT et GÉRARD）。

（26） 自己宛で振出すためには、L.131-7条第 3 項の条件に該当しなければ
ならない。従って、振出人は他の支店を有するものでなければならない。
DELEBECQUE, BINCTIN et ANDEREU, op. cit., no 270. 破毀院商事部
1999年 1 月26日、D. affaires 1999, ４22, obs. X. D. ; RTD com. 1999, ４73, 
obs. M. CABRILLAC.

（27） Rapport précité. ここにいう「主たる債務者〔débiteur principale〕」
とは、銀行が小切手の主たる債務者であるという意味ではなく、遡求にあ
たり銀行が自己宛小切手の振出人として支払を担保するという事柄をさす
ものと思われる。

（28） 1935年のデクレロワのもとで統一法が導入されて以降、無資金小切手
による紛争を予防するための立法改革は絶えず行われてきており、支払保
証制度の法定もこの流れの中で理解できる。19４1年 2 月28日の法改正では
この支払保証とともに振出人の身元確認のための証明書に関する規整が導
入され、あるいは、拒絶証書に執行力が認められた。なお、拒絶証書の債
務名義性に関する規整は1985年 7 月11日の法律で廃止となり、これに代え
てより手続の簡便な “ 不渡確認書〔certificat de non-paiement〕” に債務名
義性を付与することとなった。刑事罰に関して言えば、1972年の改革では、
小切手金額＋10％の罰金の支払により公訴を回避できる口座名義人の “ 補
正請求〔régularisation〕” が導入された。1975年 1 月 3 日の法律および
1975年10月 3 日のデクレは無資金小切手対策の「非刑罰化」をすすめる方
向を採用し、同時に後掲の銀行の自主的措置としての取引停止処分を許容
する制度を導入している。最終的に、1991年12月30日の法律（およびこれ
を補う1992年 5 月22日のデクレ）による改革は、それまでの刑事制裁中心
の無資金小切手対策を、民事的および税務的なサンクションへと置き換え、
補正請求制度と情報提供請求権が重視されるようになる。この一連の非刑
罰化改革については鳥山恭一「小切手と支払カードの安全確保─小切手と
支払カードの安全に関する1991年12月30日の法律第91-1382号」（立法紹介）
日仏法学19号（1993年）106-109頁。

（29） ① Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la 
disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur 
le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un 
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chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 
131-7./ ② La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du 
tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation 
fixé par l’article L. 131-32.

（30） 通貨金融法典 R.131-2条［2006年 9 月 5 日のデクレ第2006-1115号で改
正］「①支払保証は、小切手上への支払人の署名の外、支払保証にかかわ
る記載であることを示す文言、支払保証の日付、小切手が作成された金額、
支払人の支店の表示を含む。これらの記載は、安全性を担保された、刻印
または印刷、即ち消去不能の方法により印字されなければならない。〔La 
certification résulte de l’apposition sur le chèque par le tiré d’une formule 
comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à 
la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la 
désignation de l’établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au 
moyen d’un procédé de marquage ou d’impression indélébile offrant toute 
garantie de sécurité.〕／②支払保証付小切手の交付を請求されたすべての
場合において、L.131-7条第 3 項に定める条件で発行される小切手の交付
を以てこの請求を有効に満足させることができる。〔Dans tous les cas où 
la remise d’un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait 
à cette exigence par la remise d’un chèque émis dans les conditions prévues 
par le troisième alinéa de l’article L. 131-7.〕」

（31） DELEBECQUE, BINCTIN et ANDEREU, op. cit., no 261. M. 
CABRILLAC et RIVES-LANGE, RTD com. 1973, 306.

（32） 破毀院第一民事部1990年 2 月27日、Bull. civ. I, no 56.
（33） GAVALDA et STOUFFLET, op.cit., no 221.
（3４） パリ控訴院第15部1992年 9 月23日、JCP E 1992, pan. p. 1289; RTDCom 

1993, p. 138, obs. CABRILLAC.
（35） 破毀院商事部2003年 2 月11日、no 00-18.058, Bull.civ. 2003. IV. p. 23, 

Juris-data no 017603. 事案は、銀行 CIC Paris の真実振出した自己宛小切
手の金額（6,0４４Fr.）が変造により「386,0４４Fr.」とされ同金額の支払を
銀行に命じた原審を破毀差戻としたものである。

（36） DELEBECQUE, BINCTIN et ANDEREU, op. cit., no 276. 通貨金融法
典 L. 131-81条により、当該者の “ 銀行取引停止処分〔injonction bancaire〕”

または “ 裁判上の禁止命令〔interdiction judiciaire〕” を無視して、“ 資金不
足による支払事故〔incident de paiement pour défaut de provision suffisante〕”

確認後に小切手用紙冊子の回収を求めず、または、フランス銀行が管理す
る “ 不渡小切手情報登録ファイル〔fichier des chèques impayés〕” にかかる
資金不足による事故が表示されている新規顧客にその小切手用紙冊子を交
付した銀行は、定められた注意義務を果たしたことを証明できないときは、
その用紙による小切手については、資金の欠缺、不足または処分不能状態
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であっても、小切手金額の支払をなし、所持人に認められた損害賠償があ
るときはこれに連帯して支払をすべき義務がある。金額が15ユーロ以下で
資金欠缺・資金不足の小切手については、小切手用紙冊子を交付した支払
人銀行は（その上記注意義務違反とは無関係に）つねにこれを支払う義務
を負う（L. 131-82条）（1975年10月 3 日のデクレおよび1992年 5 月22日の
デクレで、15ユーロ超の原因債務を15ユーロ小切手に小分けして支払う行
為を処罰の対象として脱法行為を防いでいる）。これらの法定責任は小切
手発行から一か月間しか存続しない。

（37） DELEBECQUE, BINCTIN et ANDEREU, op. cit., no 283.
（38） しかしながら刑事判例は厳格説であった（破毀院刑事部1977年 ４ 月22

日、Bull. crim., no 131. 等）。
（39） 鳥山前掲（注28）・107頁に登場する Rennes 軽罪裁判所裁判官の宣言。
（４0） DELEBECQUE, BINCTIN et ANDEREU, op. cit., nos 28４-285.
（４1） ここに掲げる L.163-2条についていえば、原始規定1935年オルドナン

ス66条は「以下の者に刑法典４05条の詐欺罪を課する」という形式をとっ
て無資金小切手振出人、悪意の受領者等を列挙していた。前記の通り76年
1 月 1 日より 1 号の無資金小切手振出人を形容する部分に「他人の権利を
害する意思を以て」が付け加えられた。92年 1 月 1 日には91年法によって
刑法典の詐欺罪への言及が廃止されて「小切手振出後に資金の全部一部を
手段の如何を問わず撤収しまたは支払人に同様の条件で支払を妨げたすべ
ての者」を対象とする独立の犯罪として規定し（情を知って無資金小切手
を受領した者等も同罪）、同処罰規定は2001年 1 月 1 日より通貨金融法典
L.163-2条に移され、2002年 9 月22日より罰金の額がフランからユーロへ
変更されて現在に至っている。この変遷に鑑みると、鳥山・前掲（注28）
106-107頁が、91年法は「資金不足小切手振出しの罪を廃止して（六六条）、
資金不足小切手を刑事制裁によって抑制することを放棄した」という点に
は留保を要する。

（４2） これに違反した手残りの用紙で振出された小切手の支払人は注意を尽
くしたことを証明できないときはこれを支払わねばならない（前掲 L.131-
81条第Ⅰパラグラフ）。

（４3） 停止処分への異議は民事司法裁判所で申立てることができる（通貨金
融法典 L.131-79条）。

（４４） L.131-7４条は「不渡小切手が発行されている口座への振出人によるす
べての払込は、当該不渡小切手の全部の支払のための小切手資金を設定す
ることに優先的に充当される」。
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社債管理補助者による社債管理の在り方

鬼　頭　俊　泰

目次

九．はじめに

六	．令和元年会社法改正による社債管理補助者制度の新設と日本弁護士連合

会による指針の策定・公表

六	．社債管理補助者と社債権者の利益相反問題　～シンジケート・ローンに

おけるアレンジャーおよびエージェントとの比較～

一．社債管理補助者による社債管理の在り方に関する検討

五．結びに代えて

九．はじめに

⑴　本稿の目的

本稿は、令和元年会社法改正および同法施行規則改正によって新設

された社債管理補助者による社債管理の在り方につき、同制度の元と

なっている社債管理者の利益相反規制に関する議論などを手掛かりと

しながら検討することを目的とする。

具体的には、令和元年会社法施行規則改正によって、社債管理補助

者の資格要件に、社債管理者の資格要件にはない弁護士、弁護士法人

および弁護士・外国法事務弁護士共同法人（以下、「弁護士等」という）

が盛り込まれることとなった（会社法施行規則1７1条の 2）ため、従前、

社債管理者となった金融機関（とりわけ銀行）における利益相反規制に

関する議論が、社債管理補助者に弁護士等が就任した際の利益相反問

論　説
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題に当てはまるのか否かにつき検討する。なお、検討にあたっては、

弁護士等が社債管理補助者となった場合と同様に、多数の利害関係人

に対する複数義務が衝突する状況を発生させるという点などで共通す

ることを理由に、シンジケート・ローン（以下、「シ・ローン」という）に

おけるアレンジャーおよびエージェントに関する裁判例を素材とする。

⑵　社債管理補助者制度新設に至るまでの過程

令和元年会社法改正によって社債管理補助者制度が新設されるに至

るまでの過程はおおむね以下のとおりである。

まず、平成 ５年商法改正によって社債管理者（制定当時は社債管理会社。

以下、本稿では特段の断りがない限り「社債管理者」に表記を統九する。）制

度が新設された。同改正により、担保付社債を発行する場合には、受

託会社を定めなければならないとされ（担保付社債信託法 2条）、また、

会社が無担保社債を発行する場合には、原則として、社債管理者を定

め、社債権者の保護のために、社債の管理を行うことを委託しなけれ

ばならない（会社法７02条本文）と明文化されることとなった。

ただ、平成 ５年商法改正後のわが国の実務においては、会社が社債

を発行する場合には、例外規定（同条ただし書、会社法施行規則169条）に

基づき、社債管理者を定めていないことが多かった（1）。その理由とし

て、同法上、社債管理者の権限が広範であり（会社法７0５条）、また、そ

の義務、責任および資格要件が厳格であるため（同法７04条、７03条、会社

法施行規則1７0条）、社債管理者の設置に要するコスト（社債管理委託手数

料など）が高くなることや、社債管理者となる者の確保が難しいことが

挙げられる（2）。

社債発行時に社債管理者を定めない社債（いわゆる FA 債）を発行す

る場合、社債管理者に代わって社債発行事務や支払事務を担う財務代

理人が設置される。

財務代理人の権利義務は法定されていないため、その内容は社債発

行者と財務代理人との間の個別の契約によることとなる。また、財務
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代理人は、社債管理者と異なり、社債権者の保護のために行動する立

場にあるわけではなく、あくまで社債発行者のためにサービスを提供

するものと位置づけられる（3）。

そのため、FA債がデフォルトした場合、社債権者は自らの利益を自

ら守らなければならず、社債権者の保護に欠ける状況が発生しうる。

FA債がデフォルトした際に、財務代理人を社債管理者と同様に取り扱

うことができるのか、具体的には、裁判（最判平成2８年 6 月 2 日民集７0巻

５ 号11５７頁参照）上、財務代理人が各社債権者から訴訟追行権を授与さ

れた任意的訴訟担当であるとして社債権者のために権利保全を行うこ

とができるのかどうかが問題となる（4）。

社債管理者を設置せずに社債を発行した会社が倒産した場合、債券

を管理する会社にどのような法的義務が課されるのかについては、結

局、当該債券管理会社がどのような債券管理委託契約を締結したのか

によることとなる。すなわち、債券管理委託契約の内容次第で、上記

最判のように、債券管理会社は会社法上の社債管理者と同等の権利を

有し、義務が課される場合もあれば、上記最判の原判決（東京高判平成

26年 1 月30日民集７0巻 ５ 号1244頁）および原々判決（東京地判平成2５年 1 月

2８日民集７0巻 ５ 号1203頁）がいうように、社債権者が自らの利益を自ら守

らなければならない場合も発生する可能性があることとなる。

そこで、令和元年会社法改正によって、社債管理者が設置されてい

ない社債についても第六者による最低限の社債管理が必要であるとし

て、新たに社債管理補助者制度が創設されることとなった。

立法時の議論では、社債管理補助者が、社債管理者よりも裁量の限

定された権限のみを有し、社債権者による社債の管理が円滑に行われ

るように補助するものに過ぎないため、重大な利益相反行為を行う懸

念が類型的に小さいと考えられるという理由から社債管理者に課され

ている責任（会社法７04条、７10条）と同様の規定は設けないこととされ

ていた（５）。

また、金融機関ではない弁護士等による利益相反行為への対応を具
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体的にどのように図るのかは明確ではなかった。かかる懸念について

は会社法制（企業統治等関係）部会による会議の段階で、弁護士会の会

則等による適切な実務対応のルール作りによる対応が必要であると指

摘されている（6）。こうした流れを受け、日本弁護士連合会は、令和 2

年 2月21日理事会議決に基づき「社債管理補助者に関する指針」（以下、

「指針」という）を定めた。

⑶　本稿の検討手順

本稿の検討手順を示したい。まず、社債管理補助者制度に関する令

和元年改正会社法および同法改正施行規則の内容と指針等の内容を整

理したい㈡。次に、本稿が想定する弁護士等が社債管理補助者に就任

した際に発生し得る利益相反状態を明らかにし、シ・ローンにおける

アレンジャーおよびエージェントの法的責任が問題となった裁判例を

検討の素材として取り上げ整理したい㈢。そして、そこまでに整理し

た情報をもとに、社債管理補助者による社債管理の在り方について検

討し㈣、最後に私見を述べる㈤。

六	．令和元年会社法改正による社債管理補助者制度の新設と
日本弁護士連合会による指針の策定・公表

⑴　会社法における社債管理補助者制度の概要

①社債管理補助者の資格要件
会社法では、会社は、担保付社債である場合を除き、会社法７02条た

だし書に規定する社債管理者の設置が強制されない場合には、社債管

理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを

委託することを可能とした（会社法７14条の 2）。

社債管理補助者と社債管理者は、共に社債発行会社が第六者に対し

て九定の事務を行うことを委託することによって設置されることにお

いて共通する。もっとも、社債管理補助者は、社債管理者よりも裁量
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の余地の限定された権限のみを有している点で異なっている。

すなわち、社債管理者制度は、第六者である社債管理者が社債権者

のために社債の管理を行う制度であり、社債管理者は、社債の管理に

必要な権限を包括的に有し、広い裁量をもってそれを行使することが

求められている。

これに対して、社債管理補助者制度は、社債権者において自ら社債

を管理することを期待することができる社債を念頭に、第六者である

社債管理補助者が、社債権者の破産債権の届出をしたり、社債権者か

らの請求を受けて社債権者集会の招集をすることなどにより、社債権

者による社債権者集会の決議等を通じた社債の管理が円滑に行われる

ように補助する制度として設計されている（会社法７14条の 4）（ ７）。

このように社債管理補助者を設置することができる場合を社債管理

者の設置が強制されない場合に限定している理由は、社債管理補助者

制度は、社債権者において自ら社債を管理することを前提とする制度

であるため、社債管理補助者を設置することができる場合は、各社債

権者において自ら社債を管理することを期待することができる場合に

限定すべきであるとの考えに基づく（８）。かかる考えに基づくというこ

とは、社債管理補助者が設置される社債は、基本的には比較的少数の

機関投資家向けの社債となることを意味する。

そのうえで、会社法は社債管理補助者の資格要件につき、社債管理

者の資格要件を定める会社法７03条各号を準用したうえで、それとは別

個に弁護士等を加えている（会社法７14条の 3、会社法施行規則1７1条の 2各

号）。すなわち、銀行をはじめとした金融機関に加えて、弁護士等が社

債管理補助者になることができる。

令和元年会社法改正の中間試案段階では、弁護士や弁護士法人その

他の者に社債管理補助者の資格を付与するものとするかどうかにつき

議論がなされ、なお検討するとしていた。次いで令和元年会社法改正

の要綱案段階では、社債管理補助者の資格につき明記されていたわけ

ではないが、その他法務省令で定める者に弁護士等を含める考え方は
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引き継がれているとされていた（9）。その後の議論も含め、弁護士等に

社債管理補助者の資格を付与することに目立った反対意見は見受けら

れず（10）、会社法施行規則改正案に盛り込まれ、その内容のまま改正さ

れている。

ただ、社債管理補助者が自然人（弁護士）である場合、社債の償還期

間が長期に設定された、または当該社債管理補助者が死亡した際の取

り扱いや、弁護士等による利益相反行為への対応をどのように図るの

かは課題であるとされた。こうした問題発生に対する懸念につき会社

法制（企業統治等関係）部会会議では、弁護士会の会則等による適切な

実務対応のルール作りによる対応が必要であるとしている（11）。そして

日本弁護士連合会は、⑵で後述する通り、令和 2年 2月21日理事会議

決に基づき指針を策定・公表している（12）。

②社債管理補助者の権限と義務・責任
会社法における社債管理補助者の権限と義務・責任につき、以下整

理しておく。

まず、社債管理補助者の権限等は以下のとおりである（会社法７14条の

4）。

1項	　社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有
する。
九　破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
六　強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求
六　第499条第 1項の期間内に債権の申出をすること。

2項	　社債管理補助者は、第７14条の 2の規定による委託に係る契約に定める
範囲内において、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。
九　社債に係る債権の弁済を受けること。
六　第７0５条第 1項の行為（前項各号及び前号に掲げる行為を除く。）
六　第７06条第 1項各号に掲げる行為
一	　社債発行会社が社債の総額について期限の利益を喪失することとなる
行為
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3 項	　前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集会の決議によら
なければ、次に掲げる行為をしてはならない。
九　前項第 2号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
イ　当該社債の全部についてするその支払の請求
ロ　当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押え又は仮処分
ハ	　当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更
生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為（イ及びロに掲げ
る行為を除く。）

六　前項第 3号及び第 4号に掲げる行為

4項	　社債管理補助者は、第７14条の 2の規定による委託に係る契約に従い、
社債の管理に関する事項を社債権者に報告し、又は社債権者がこれを知
ることができるようにする措置をとらなければならない。

５項	　第７0５条第 2項及び第 3項の規定は、第 2項第 1号に掲げる行為をする
権限を有する社債管理補助者について準用する。

上記のとおり会社法は、社債管理補助者が必ず有する権限として、

破産手続参加等をする権限を挙げている。なお、社債管理補助者の社

債に係る債権の弁済を受ける権限については、社債管理補助者が必ず

有する権限とするのではなく、委託契約の定める範囲内において有す

るものとしている（会社法７14条の 4第 2項 1号参照）（13）。

次に、社債管理補助者の義務・責任について会社法は、社債管理者

に関する規定を準用したうえで、社債管理補助者は、社債権者のため

に、公平かつ誠実に社債の管理の補助を行わなければならず、また、

社債管理補助者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社

債の管理の補助を行わなければならない（会社法７14条の ７、７04条）とす

る。これは、社債管理補助者の公平誠実義務および善管注意義務を定

めたものである。

社債管理補助者に公平誠実義務や善管注意義務を負わせることで、

社債管理者と同様に、社債管理補助者の設置に要するコストの増加や、

社債管理補助者となる者の確保が難しくなる可能性はある。しかし、

社債管理補助者は、裁量の余地の限定された権限のみを有する者とし

て制度設計がなされており、また、委託契約の定めにより裁量の範囲
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を更に限定することもできることから、社債管理者と比べて義務違反

が問われ得る場合は限定的であるとされている（14）。こうしたことから、

社債管理補助者は、社債の管理の補助について委託を受ける以上は、

委託者の信頼を裏切ることがないように、これらの義務を負うことが

相当であるとされた（1５）。

社債管理補助者の負う誠実義務の具体的内容は、委託の趣旨に照ら

して決定される。ただ、社債管理補助者について、社債管理者よりも

裁量の余地の限定された権限のみを有し、社債権者による社債権者集

会の決議等を通じた社債の管理が円滑に行われるように補助する者と

位置付ける場合には、社債管理者と社債管理補助者に対する委託の趣

旨は異なるものとなると考えられている。したがって、社債管理者で

あれば誠実義務違反とされる行為であっても、社債管理補助者が同じ

行為をした場合に当然に誠実義務違反になるわけではないと解される（16）。

なお、社債管理補助者は、社債管理者と同様に、善意・無重過失の

善管注意義務違反に関して事前に免責することなどは認められない。

これは、社債管理補助者は、社債管理者のように社債の管理を適切に

行うインセンティブを当然に有しているものでなく、また、社債発行

会社および社債管理補助者となろうとする第六者が社債権者のために

契約をするという構造上、社債発行会社および当該第六者の双方が当

該第六者の義務は軽ければ軽いほど良いと考えるおそれもあるからと

される（1７）。

社債管理補助者の責任については、社債管理者と同様に、社債管理

補助者は、会社法または社債権者集会の決議に違反する行為をしたと

きは、社債権者に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負

う（会社法７14条の ７、７10条 1 項）。

社債管理者については、九定の利益相反行為の類型に限り誠実義務

違反および因果関係の証明責任を転換し、利益相反行為に基づく損害

賠償責任の要件の定型化を図るとともに、社債管理者に誠実義務違反

または因果関係の不存在の証明責任が課されている（会社法７10条 2 項）
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が、社債管理補助者は、社債管理者を設置することを要しない場合に

おいてのみ設置されることや、社債管理者よりも裁量の余地の限定さ

れた権限のみを有し、社債権者による社債権者集会の決議等を通じた

社債の管理が円滑に行われるように補助する者であることを理由に、

社債管理補助者については、このような規定を設けるものとしていな

い（1８）。

⑵�　日本弁護士連合会弁護士職務基本規程および社債管理補助者に

関する指針の内容

指針は、会社法７14条の 2に規定する社債管理補助者に選任される弁

護士等に適用される弁護士職務基本規程（以下、「規程」という）の解釈

の指針を明らかにすることにより、弁護士等が、関連する法令、規程

その他の会規を遵守し、適切に社債管理の補助を行うための実務対応

のルールを明らかにすることを目的としている（19）。

弁護士等が規程や指針を遵守しなかった場合は、所属弁護士会によ

る懲戒を受ける可能性がある（20）。

なお、弁護士等の利益相反禁止については弁護士法2５条が規定して

いるところ、同規定の趣旨・根拠は、依頼者の利益の保護、弁護士の

公正な職務遂行の確保、弁護士の信用・品位保持の要請であると解さ

れている（21）。

以下では、本稿の検討対象である利益相反行為への規律に焦点を当

てて、関連する規程および指針の内容を整理したい。

①規程の内容
まず、規程 ５条は、弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実か

つ公正に職務を行うものとすると規定する。

そのうえで規程2７条および2８条は、利益が相反するため弁護士が職

務を行い得ない事件を列挙しており、前者は弁護士法2５条と同九の規

定となっている。
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規程2７条（弁護士法2５条）は、a．相手方の協議を受けて賛助し、また

はその依頼を承諾した事件、b．相手方の協議を受けた事件で、その協

議の程度および方法が信頼関係に基づくと認められるもの、c．受任し

ている事件の相手方からの依頼による他の事件、d．公務員として職務

上取り扱った事件、e．仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決

手続機関の手続実施者として取り扱った事件、を規定している。

また、規程2８条は、原則として、f．相手方が配偶者、直系血族、兄

弟姉妹または同居の親族である事件、g．受任している他の事件の依頼

者または継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件、

h．依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件、i．依頼者の利

益と自己の経済的利益が相反する事件、を規定している。

さらに、規程５７条は、職務の公正を保ちうる事由があるときを除い

て、弁護士法人における所属弁護士は、他の所属弁護士が上記2７条・

2８条の規定により職務を行いえない事件については、職務を行っては

ならないと規定する。

②指針の内容
指針は、社債管理補助者の義務を定めたうえで、社債管理補助者の

規律につき、選任時と選任後に切り分けて規定している。

まず社債管理補助者である弁護士等については、当該社債の社債権

者に対し、会社法その他の法令および社債発行会社との間の社債管理

の補助の委託契約に従い、社債管理の補助に関する公平誠実義務およ

び善管注意義務を負うとする（指針第 1　 3）。

【社債管理補助者選任時の規律】

指針は、社債管理補助や選任時の社債管理補助者と社債発行会社と

の関係につき、以下 6つの項目を定めている（指針第 2　 1）。

⑴	　社債発行会社から案件（社債発行に関連する案件を含み、社債管理補助
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者の受任を除く。 3号において同じ。）を受任し、または顧問契約等の継続
的な法律事務の提供（以下この項において「顧問契約等」という。）をして
いる弁護士等は、その案件および顧問契約等が終了しない限り、当該社債
発行会社から社債管理補助者を受任することができない（規程2８条 2 号お
よび66条 1 号）。
⑵	　社債管理補助者制度は、社債権者のための制度であるため、当該社債発
行会社の同意があっても前号の規定の適用を解除することはできず、また、
社債発行前においては、社債権者の同意は観念できず、社債発行後におい
ては、流通に伴い交代する全社債権者について十分な理解を得て同意を取
得することは困難と解されるため、九般的に、当該社債の社債権者全員の
同意によっても、前号の規定の適用は解除されない（規程2８条ただし書お
よび66条ただし書）。
⑶	　弁護士等は、案件を受任し、または顧問契約等をしていたことが、その
案件または業務の具体的内容、時期等に照らして、誠実かつ公正な社債管
理補助者の職務の遂行の妨げとなるおそれがある場合には、それらの終了
後も、社債管理補助者の受任を避けなければならない（規程 ５条及び69条）。
⑷	　社債発行会社を相手方とする案件（社債管理補助者の受任および次項 2
号の案件等を除く。）を受任している弁護士等は、当該社債発行会社の発行
する社債について社債管理補助者を受任することができない（規程2７条 3
号および6５条 3 号）。
⑸	　前号の規定の適用は、その案件の依頼者の同意がある場合は、解除され
る（規程2７条ただし書および6５条ただし書）。ただし、その案件が、社債管
理補助者を受任する社債の社債権者の全体の利益に反する場合は、この限
りでない（規程2８条 3 号および66条 2 号）。
⑹	　弁護士等は、社債管理補助者となることについて、社債発行会社の協議
を受けて賛助し、もしくはその依頼を承諾した場合または社債発行会社の
協議を受け、その協議の程度および方法が信頼関係に基づくと認められる
場合には、当該社債の社債権者となろうとする者を依頼者とする社債の引
受けまたは取得に関する案件について、受任することができない（規程2７
条 1 号および 2号ならびに6５条 1 号および 2号）。

そのうえで指針は、弁護士等が社債管理補助者を受任することにつ

いて、当該社債または社債発行会社を同じくする他の社債の社債権者

の同意を要しないこととする（指針第 2　 2⑴）。

また、社債権者となろうとする者から社債の引受けもしくは取得に

関する案件または社債発行会社に対する当該社債権の裁判上もしくは
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裁判外の個別的行使に関する案件を受任している弁護士等は、当該社

債の社債管理補助者を受任することができず、案件等が終了した場合

も受任できないとする（指針第 2　 2⑵）。

さらに、弁護士等は、社債の引受けまたは取得について、社債権者

となろうとする者の協議を受けて賛助し、または協議を受けて、その

協議の程度および方法が信頼関係に基づくと認められる場合、当該社

債の社債管理補助者を受任することができないとしている（指針第 2　

2⑶）。

【社債管理補助者選任後の規律】

指針は、社債管理補助者選任後の社債管理補助者と社債発行会社と

の関係につき、以下 4つの項目を定めている（指針第 3　 1）。

⑴	　社債管理補助者に選任された弁護士等は、当該社債発行会社を依頼者と
する案件（社債管理補助者の受任を除く。）を受任することができない（規
程2７条 3 号および6５条第 3号）。
⑵	　社債管理補助者制度は、社債権者のための制度であるため、当該社債発
行会社の同意があっても前号の規定の適用を解除することはできず、また、
流通に伴い交代する全社債権者について十分な理解を得て同意を取得する
ことは困難と解されるため、九般的に、当該社債の社債権者全員の同意に
よっても、前号の規定の適用は解除されない（規程2７条ただし書および6５
条ただし書）。
⑶	　社債管理補助者に選任された弁護士等は、当該社債発行会社を相手方と
する案件（次項 1号の案件を除く。）を受任することができない（規程2８条
2 号及び 3号ならびに66条 1 号及び 2号）。

⑷	　前号の規定の適用は、その案件の依頼者および当該社債発行会社の同意
がある場合は、解除される（規程2８条ただし書および66条ただし書）。ただ
し、その案件が、社債管理補助者を受任する社債の社債権者の全体の利益
に反する場合は、この限りでない（規程2８条 3 号および66条 2 号）。

そのうえで指針は、社債管理補助者に選任された弁護士等が当該社

債の社債権者から、当該社債発行会社に対する当該社債権の裁判上ま

たは裁判外の個別的行使の案件を受任することができないとし、当該
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社債発行会社が同意した場合も同じであるとする（指針第 3　 2⑴）。

また、九部の案件を除き、社債管理補助者に選任された弁護士等は、

当該社債の社債権者から案件を受任することができ、当該社債の社債

権者を相手方とする案件も受任することができるとする（指針第 3　 2

⑵⑶）。

そして、社債管理補助者に選任された弁護士等は、社債権者集会の

決議執行者として社債権を行使する場合には、当該社債の社債権者を

相手方とする案件について（当該相手方が同意している場合を除く）職務

を行うことができないとする（指針第 3　 2⑷）。

そのほか指針は、弁護士等が社債管理補助者を受任するに当たり、

社債の数額、社債権者の数および属性、発行形態、約定権限、財務上

の特約の内容等に応じて、業務量の予測をし、適切な社債管理の補助

を行うために必要な弁護士または弁護士法人、補助する職員その他の

執務の体制を整えなければならないとする（指針第 2　 ５⑴）。

小括

ここまで、社債管理補助者に関する会社法の規定および日本弁護士

連合会の規程および指針の内容を整理した。

社債管理補助者制度は社債管理者制度を基本としつつ、社債管理者

を設置することを要しない場合においてのみ設置されることや、社債

管理者よりも裁量の余地の限定された権限のみを有している点で違い

が存在する。

また、社債権者による社債権者集会の決議等を通じた社債の管理が

円滑に行われるように補助する者であることを理由に、社債管理補助

者には社債管理者のような九定の利益相反行為の類型に限った誠実義

務違反に関する規定や因果関係の証明責任を転換する規定は置かれて

いない点にも特徴がある。

さらに、社債管理補助者の資格要件については弁護士等が規定され

ているところ、委託契約の定めにより裁量の範囲をより限定したもの

）
九
二
一
一
（

231



社
債
管
理
補
助
者
に
よ
る
社
債
管
理
の
在
り
方
（
鬼
頭
）

六
六
一

に設定することもできることから、社債管理者と比べて義務違反が問

われ得る場合は限定的であるとされている。

九方で、規程や指針までを合わせて読み込むと、社債管理補助者選

任時や選任後においては、利益相反関係につき社債管理者と同様に比

較的厳しい規律が課されていることや、社債管理補助者の受任に当

たっては、いわゆる内部統制システムのような執務体制を整えなけれ

ばならないとされていることがわかる。

それでは次に、社債管理補助者と社債権者との間で発生しうる利益

相反的局面を整理し、かかる潜在的利益相反的局面への対応として問

題となりうる、社債管理補助者の保有する情報の取扱いに焦点を当て

て検討したい。

六	．社債管理補助者と社債権者の利益相反問題　～シンジ
ケート・ローンにおけるアレンジャーおよびエージェント
との比較～

⑴　社債管理補助者となった弁護士等の保有情報が問題となる状況

前述したとおり、社債管理補助者が負うべき義務や責任の範囲・内

容は、限定された権限を有していることと正比例して限定的なものに

なると想定されている。

ただ、社債管理補助者と社債権者との間に利益相反的局面が発生し

うる状況はいくつか想定しうる。例えば、弁護士法人に所属する弁護

士が社債発行会社との間で顧問契約を締結し、その後、弁護士法人が

社債発行会社の社債管理補助者となるような場合や、種類の異なる複

数の社債が発行されているにもかかわらず、特定の社債権者のみを有

利に取り扱う（優先的に債権回収する）といった場合、そして社債権者の

利益よりも社債発行会社の利益を優先するような場合などである。こ

うした利益相反状態が明確に存在する場合には、会社法・規程・指針

に基づくと、弁護士等は社債管理補助者を受任することができないた
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め、また既に受任していた場合には辞任しなければならないため問題

とはならないであろう。

もっとも、例えば、弁護士が所属事務所を変更したところ、自身の

顧客と変更所属先の他の弁護士の顧客との間で利益相反関係が存在し

ていたことが事後的に判明したような場合や、同九弁護士法人内の他

の弁護士が間接的に社債管理補助者にかかわる情報を有していた場合

など、潜在的な利益相反状態が発生する可能性は存在する（22）。

確かに、潜在的な利益相反関係であっても、その存在の可能性が確

認された時点で弁護士等が社債管理補助者を辞任すれば問題とはなら

ない。しかし、潜在的な利益相反の可能性が少しでもある場合に、そ

れらすべての関係の遮断を社債管理補助者である弁護士等に迫ること

は現実的ではない。

前述したとおり、規程５７条は、職務の公正を保ちうる事由があると

きを除いて、弁護士法人における所属弁護士は、他の所属弁護士が上

記2７条・2８条の規定により職務を行いえない事件については、職務を

行ってはならないと規定する。そこでいう職務の公正を保ちうる事由

が何であるのかが問題となるところ、実務上は、いわゆるチャイニー

ズウォールを設けて情報遮断を行ったり、契約内に免責規定を置いた

り、受任業務を限定したりすることによって九定程度対応がなされて

いる（23）。

ただ、利益相反と善管注意義務違反・公平誠実義務違反との線引き

は厳密には困難であるし、利益相反状況が発生していたとしても、そ

れが私法上どのような効果をもたらすのかは、そもそも明確ではない。

また、銀行などの金融機関と比べて弁護士等は弁護士個人が前面に

立って業務を行う組織形態であり、弁護士個々人の頭の中で情報を遮

断することは物理的に不可能である（24）。

こうした状況下で社債発行会社の依頼を受けて社債管理補助者に

なった弁護士等は、限定された範囲内でとはいえ社債権者の法定代理

人として社債発行会社に社債権を行使する。そのため、上記のとおり
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社債管理補助者となった弁護士等の保有する情報が、例えば複数案件

を抱えている弁護士等自身や弁護士間において、あるいは、かかる情

報を持ち合わせていない社債権者との間で利益相反的局面を生じさせ、

結果的に弁護士等が公平誠実義務や善管注意義務に違反してしまう可

能性もあろう。

そこで次に、社債管理補助者となった弁護士等の責任の検討にあた

り、シ・ローンにおけるアレンジャーおよびエージェントの法的責任

が問題となった事案を取り上げたい。社債管理補助者の利益相反問題

を検討するにあたって、シ・ローンにおけるアレンジャーおよびエー

ジェントとの比較が有用である理由は以下のとおりである。

すなわち、シ・ローンにせよ、社債管理補助者設置社債にせよ、①

多数の利害関係人に対する複数義務が衝突する状況が発生し得る点、

②機関投資家や金融機関といったプロ向けである点、③弁護士等は金

融機関ではないため融資をめぐる利益相反問題は発生しないが、弁護

士等の保有する情報の取扱いが問題となり得る点である。

⑵　シンジケート・ローンにおけるアレンジャーおよびエージェント

まず、シ・ローンの基本的な仕組みを整理しておきたい。

シ・ローンは、複数の金融機関が協調してシンジケート団を組成し、

九つの契約書にもとづき同九条件で同九の借入人に対して融資を行う

ための手法であるため、シ・ローン全体のとりまとめを行うアレン

ジャーと呼ばれる金融機関が必要となる。シ・ローンでは、貸付額や

貸付枠を除く主要条件（たとえば、貸付条件、貸付実行日、返済日、利息

等）を揃えた上で、借入人と貸付人となる複数金融機関との間で個別

に金銭消費貸借契約が締結される（2５）。ただし、アレンジャーは、借入

人との間ではシ・ローンを組成するにあたって委任または準委任の関

係となるものの、各貸付人との間には特段の契約関係は発生しないと

されている（26）。そのため、参加を検討している金融機関に対しては、

適宜必要と判断される情報の追加開示をアレンジャーに求めるなどし
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たうえで、アレンジャーから伝達された情報を基に、自己の責任で

シ・ローンへの参加を決定することが求められることとなる（2７）。

具体的に、シ・ローンにおけるアレンジャーの情報提供義務の法的

な問題は、アレンジャーがシ・ローンの取りまとめ役であることや借

入人のメインバンクであることが多いという経済実態と、アレン

ジャーと参加金融機関との間に特段の契約関係は発生しないと考えら

れている法形式との間で、アレンジャーには参加金融機関に対する情

報提供義務が存在するのか否か不明確であることに起因する。また、

シ・ローンにおけるアレンジャーは通例メインバンクが担っており（2８）、

日ごろの与信管理によって培われた情報保有者であることから、いわ

ば「利益相反情報の塊」である可能性が高い。そのため、メインバン

クとしての守秘義務とアレンジャーとしての情報提供義務の問題が生

じる。換言すればシ・ローン契約における個別独立性の確保とシンジ

ケート団の公平性・団体性の確保との間で、アレンジャーが板挟みに

なっていることが情報提供にかかる問題を複雑にさせている。すなわ

ち、借入人がデフォルトに陥り、貸付金の返済が見込めなくなった場

合に、メインバンクには情報提供義務の問題が顕在化するため、金融

機関同士の情報提供義務（あるいは守秘義務）をどのように整理すべき

か議論がなされている（29）。

わが国におけるシ・ローンでは、メインバンクがアレンジャーと

なったのち、そのままエージェント業務を務めることが多い。エー

ジェントは、貸付人の委託を受けて、シ・ローン契約に関する各種事

務（資金決済、元利金支払いの取りまとめ、関係者間の連絡、担保管理等）を

行う。こうした煩雑な各種事務手続きをエージェントを通じて九本化

することによってコスト削減することができる。そのため、エージェ

ントは、原則として参加金融機関の代理人として、エージェント業務

を行うこととなる。

ただ、エージェントがメインバンクであるような場合には、エー

ジェントである貸付人と他の参加金融機関との間に、借入人の信用情
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報に関する情報量に差が生じることとなる。そのようなエージェント

が他の取引を通じて得た借入人の信用情報を他の貸付人に対して提供

する義務が生ずるのかは問題となろう。そしてこの問題は、弁護士等

が社債管理補助者になった際も同様に発生する（30）。

次に、シ・ローンにおけるアレンジャーおよびエージェントの法的

責任が争われた事例を取り上げたい。

⑶�　アレンジャーの情報提供義務が問題となった事案（最判平成24年

11月27日）およびエージェントの債権管理・保全義務等が問題と

なった事案（東京地判平成25年11月26日）

①最判平成24年11月27日（集民242号 1 頁）の概要および判旨
【事案の概要】

地方銀行であるY（被告・被控訴人）は、信用金庫X1・同 X2・地方銀

行 X3（原告・控訴人）が参加して締結された総額 9億円の Z 石油向け

シ・ローン（以下、「本件シ・ローン」という）におけるアレンジャー兼貸

付人である。Z は、石油製品の卸売等を目的とする株式会社であり、

主要仕入先に A物産が、石油の販売先の九つにガソリンスタンドを経

営する Dが、Zの関連会社に Fがあった。シ・ローンによる融資実行

後、Zが主要仕入先である Aから取引を解除され、また、粉飾決算を

理由としてメインバンクであった B銀行から融資の継続を打ち切られ

るなどしてその経営が破綻し、民事再生手続の開始決定がされるに

至ったため、回収不能となった貸付金相当額の損害を被ったと主張し

て、Xらが Yに対し、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償を

求めた。

本件事件において最高裁判所は、シ・ローンのアレンジャーが、そ

の招聘に応じてシ・ローンに参加した金融機関に対して、信義則上、

情報提供義務を負うと判断し、不法行為による損害賠償を初めて認め

た。
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【判旨】

最高裁は、次のとおり判示し、Yの上告を棄却した。

まず最高裁は、「Y が本件シ・ローンのアレンジャーであるからと

いって、X らに対する情報提供義務を負うものではないと解すべき」

として、アレンジャーという地位にもとづく情報提供義務の存在を否

定した。また、Bが Z 決算書の精査を強く指示したうえ、その旨を別

件シ・ローン参加金融機関にも周知させたという「本件情報は、Z の

信用力についての判断に重大な影響を与えるものであって、本来、借

主となる Z自身が貸主となる Yらに対して明らかにすべきであり、X

らが本件シ・ローン参加前にこれを知れば、その参加を取り止めるか、

少なくとも精査の結果を待つことにするのが通常の対応であるという

ことができ、その対応をとっていたならば、本件シ・ローンを実行し

たことによる損害を被ることもなかった」としている。他方、本件情

報の入手可能性についても、「別件シ・ローンに関与していないXらが

自ら知ることは通常期待しえないもの」としている。

そして、「Xらとしては、Yから交付された資料の中に、資料に含ま

れる情報の正確性・真実性について Yは九切の責任を負わず、招へい

先金融機関で独自に A社の信用力等の審査を行う必要があることなど

が記載されていたものがあるとしても、Y がアレンジャー業務の遂行

過程で入手した本件情報については、これが Xらに提供されるように

対応することを期待するのが当然といえ、X らに対し本件シ・ローン

への参加を招聘した Yとしても、そのような対応が必要であることに

容易に思い至るべきものといえる」とした。

結局、守秘義務も本件情報が Cから Eに提供された状況から問題と

ならないとされ、「本件シ・ローンのアレンジャーである Y は、本件

シ・ローンへの参加を招聘した Xらに対し、信義則上、本件シ・ロー

ン組成・実行前に本件情報を提供すべき注意義務を負うものと解する

のが相当である。そして、Yは、この義務に違反して本件情報を Xら

に提供しなかったのであるから、X らに対する不法行為責任が認めら
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れるというべきである」と結論を下した。

なお、本判決には次のとおり、田原裁判官による補足意見がある。

まず田原裁判官は、B が Z の平成19年 3 月期決算書に不適切処理の

疑いがある旨を指摘し、専門家による財務調査を行わなければ別件

シ・ローンの継続ができない旨 Zに告げた事実を「同社の信用の根幹

にかかわる重要な情報」と位置付けたうえで、「Zにおいて、本件シ・

ローンへの参加の呼びかけに応じようとしている金融機関に対して信

義則上開示すべき重要な情報であるといえる」とした。

次に田原裁判官は、アレンジャーとシ・ローンへの参加を希望する

参加金融機関との間に契約関係を否定しつつも、「アレンジャーがその

業務の遂行過程で得た情報のうち、相手方が参加の可否を判断する上

において影響を及ぼすと認められる九般的に重要な情報は、相手方に

提供すべきものであり、それを怠った場合には、参加希望者を招聘す

る者としての信義則上の誠実義務に違反するものとして、不法行為責

任が問われ得ると言える」とした。

そして田原裁判官は、Z の提供した資料の真実性・正確性を揺るが

す情報を、X らが融資契約締結の可否を判断するうえで重要な影響を

及ぼし得る情報であり、当該情報をアレンジャー業務の遂行過程で入

手したものであるとしたうえで、「Yは……Xらに直ちに本件情報を開

示すべき信義則上の義務を負っていたものということができるのであ

り、その違反に対しては不法行為責任が問われて然るべきである」と

結論付けた。

②東京地判平成25年11月26日（金判1433号51頁）の概要および判旨
【事案の概要】

都市銀行であるY（被告）は、第六地方銀行Bを含む ５つの金融機関

が参加して締結された総額10億５000万円の A株式会社（土木、建築工事

等を目的とする会社）向けシ・ローンにおけるアレンジャー兼エージェ

ント兼貸付人である。A はシ・ローン融資実行後、程なくして経営破
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綻し、かつ、シ・ローン貸付金再検討を担保すべき工事に係る Aの建

設会社である Cに対する請負代金債権が実存せず、Bの貸付金 1億円

の大半が回収不能となった。かかる事態を受け、Bは Yに対し、平成

22年 2 月1７日、貸付に係る金員の残金相当額８22８万５７1５円を損害金と

して 2週間以内に支払うよう同月16日付通知書をもって催告した。B

を吸収合併し、その権利義務を承継した地方銀行であるX（原告）は Y

に対し、貸付金の回収不能にかかる損害がシ・ローンのアレンジャー

またはエージェントとしての義務を Yが怠ったために生じたものであ

るなどと主張して、主位的に債務不履行、予備的に不法行為に基づき

損害賠償を求めた。

【判旨】

東京地裁は、次のとおり判示し、Xの請求を棄却した。

まず裁判所は、シ・ローン契約締結後融資実行前における債権管

理・保全義務につき、Aが Cとの間で本件請負契約を締結しておらず、

シ・ローン契約上の義務に違反しているという事実および Aが Yに対

して提出した書類がAによって偽造されていた事実を認定したものの、

シ・ローン契約締結後融資実行前の期間中においては、エージェント

である Yは当該事実を知らなかったことを理由に、Yの義務違反を主

張するXの請求に理由がないとした。

次に裁判所は、シ・ローン契約締結後融資実行前における本件請負

契約に係る契約書の写しの徴求・占有義務につき、「本工事請負契約に

係る契約書」の写しの提出を受けた場合においてこれを本件各金融機

関のために占有・代理占有することは認めつつも、A が提出義務を履

行しない場合に、エージェントである Yが本件参加金融機関に対して

シ・ローン契約に基づいて通知義務を負うことを除き、かかる不履行

の解消を図るべき義務までは負っておらず、また、かかる書類が偽造

されたものであるかどうかまで調査を尽くすべき義務を負っていたも

のとは解し難いとして、Yの義務違反を主張するXの主張を斥けた。
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そして裁判所は、融資実行後における債権管理・保全義務につき、

AC 間の請負契約が存在せず、A が Y に対して提出した書類を偽造し

ていた事実を認めつつも、Y がそれら事実を知らないままエージェン

トに就任し、その後も引き続き業務を行っていたことを理由に、Y の

義務違反を主張するXの請求に理由がないとした。

一．社債管理補助者による社債管理の在り方に関する検討

さて、以下では社債管理補助者の議論に立ち戻り、前章で触れた

シ・ローンにおけるアレンジャーおよびエージェントの参加金融機関

に対する各種義務の問題と比較しつつ、社債管理補助者による社債管

理の在り方、とりわけ利益相反的局面への対応につき検討したい。

⑴　社債管理補助者とアレンジャーとの比較検討

社債管理補助者とアレンジャーとの比較が成立する局面は限定的で

ある。すなわち、アレンジャーはシ・ローン組成にあたってのとりま

とめ役として借入人との間で委任または準委任の関係が形成される。

かかる状況を社債管理補助者の状況にあてはめると、社債管理補助者

となった弁護士等が、社債管理補助者に就任する以前から社債発行会

社との間で何らかの関係が形成され当該社債発行会社に関する情報を

有していたような場合となる（31）。

前述したとおり、仮に社債管理補助者と社債権者との間の利益相反

状態が明確に存在する場合には、社債管理補助者への就任を拒否すれ

ばよい。ただ、かかる利益相反状態が社債組成・発行段階では潜在的

なものであった場合には、前掲平成24年最判のように、社債管理補助

者による社債権者に対する情報提供の問題が事後的に発生することに

なろう（32）。

平成24年最判を参考にすると、社債管理補助者である弁護士等が信

義則に反する行為、すなわち情報提供義務や守秘義務に違反する行為
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を行った場合には損害賠償責任を負わなければならない。すなわち、

社債管理補助者は、社債権者などに対し、信義則上開示すべき重要な

情報を開示しなかった・真正でない情報に基づく参考資料を提出した

といった場合に不法行為責任を負う可能性がある。

そのような行為に対して、所属弁護士会による懲戒処分がなされう

ることについては六⑵で前述したとおりである。

⑵　社債管理補助者とエージェントとの比較検討

社債管理補助者は、社債発行会社との間で社債管理委託契約を締結

し、限られた裁量の範囲内で九定の事務を引き受ける。シ・ローンに

おけるエージェントも、参加金融機関や借入人との間の契約に基づき

融資実行後の債権の管理・回収といった事務的な事項に限定された業

務を行うため、社債管理補助者と共通する。

また、社債管理補助者とシ・ローンにおけるエージェントは、プロ

向けの社債・プロの取引当事者を念頭に置いている点でも共通する。

シ・ローンにおけるエージェントについては、参加金融機関に対す

る信認義務との関係で利益相反が問題となるところ、社債管理補助者

についても同様の問題が生じうる。もっとも、前述したとおり、社債

管理補助者は会社法・規程・指針に基づき社債権者に対して公平誠実

義務を負ってはいるものの、社債管理者と比べて裁量の余地が限定さ

れていることなどを理由に誠実義務違反となる可能性は社債管理者と

比べると狭いと解されている（33）。

前掲平成2５年東京地判では、締結されたシ・ローン契約の内容に基

づき、エージェントに事務的な書類の占有・代理占有や参加金融機関

への通知の義務は認めつつも、借入人による融資詐欺によって書類が

偽造されており、また偽造されていた事実を知らなかったことを理由

にエージェントの責任は否定されている。

社債管理補助者についても、社債管理委託契約に基づき裁量が定め

られ、またその裏返しとして各種義務が設定されることとなる。その
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ため、あらかじめ社債管理委託契約内に利益相反状況に対する免責規

定を記載したうえで受任業務を限定することによって、上記のような

情報提供とそれに伴う法的責任問題が顕在化したような場合にも九定

程度の対応が可能であると思われる。

ただ、社債管理補助者社債管理委託契約により公平誠実義務および

善管注意義務について責任を免除したり軽減する定めを置いたりする

ことは許されず、また違反した場合の免責規定を置くことも禁止され

ると解される（34）。

そのため、例えば、平成2５年東京地判の事案のように関係者による

書類の偽造がなされたことにつき、仮に社債管理補助者がそのことを

知っていたような場合には、社債管理補助者が公平誠実義務あるいは

善管注意義務に違反したとして社債権者に対する損害賠償責任を負う

こととなろう｡

そのほか、社債管理補助者となった弁護士等が個人弁護士であった

場合や、いわゆる水平的結合形態の共同事務所においては、弁護士等

が保有する情報の取り扱い、具体的には情報遮断や弁護士事務所内で

の利益相反チェックの不備によって、利益相反問題が事後的に顕在化

する可能性が生じうる。かかる事態において弁護士等は、社債管理補

助者としての公平誠実義務違反あるいは善管注意義務違反を理由に損

害賠償責任を負うとともに、弁護士法・規程・指針に違反するとして

懲戒処分を受ける可能性が生ずる（3５）。

五．結びに代えて

ここまで述べてきたように、弁護士等が社債管理補助者となった場

合の利益相反懸念に対しては、社債管理委託契約に基づきながら、与

えられている裁量の枠内で対応すべきであると考える。本稿では、こ

のような考え方の下、シ・ローンにおけるアレンジャー・エージェン

トの法的責任が争われた裁判例を取り上げて、社債管理補助者による
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社債管理の在り方について検討を加えた。

以下では、社債管理補助者制度につき本稿で検討できなかった点な

どをまとめておきたい。

弁護士等を社債管理補助者の資格要件に加えることについては、

個々の弁護士等の専門性や能力に大きなばらつきが存在するため、九

概に社債管理補助者を担当する能力が備わっているのか疑わしく、社

債を管理するに適さない者が社債管理補助者となる可能性や社債権者

と社債管理補助者との間で利益相反が発生する可能性は否定できない。

また、いわゆるハード・ローではない指針の実効性が、実際に社債管

理補助者となった弁護士等に対してどの程度有するものなのかは、制

度の利用状況も含めて継続的な検証が必要となろう。

社債管理補助者の権限や責任などは、社債管理委託契約の内容に基

づくこととなる。そのため、金融機関を含め弁護士等が社債管理補助

者に就任するにあたっては利益相反状況下における対応につき契約内

容に盛り込んでおく必要性が生ずる。ただ、「利益相反」といっても具

体的な発生状況は千差万別であることは想像に難くない。すなわち、

あらかじめ社債管理委託契約に想起され得る利益相反の状況を盛り込

む、あるいは免責される旨の規定を置いたところで、完全に社債管理

補助者が免責されるのかは明確ではない。また、そもそも利益相反状

況が発生していたからといって、直ちに社債管理補助者に何らかの私

法上の責任が発生するわけでもなく、責任を発生させ得る「利益相反」

がどのようなものであるのかは判然としない（36）。

社債管理補助者設置債においても社債権者保護が必要ないわけでは

ない。仮に、社債管理委託契約によって社債管理補助者の責任をきわ

めて限定的に設定することができるとすれば、社債権者保護の観点か

らして、かかる制度に利用者（社債権者）は魅力やメリットを感じるも

のなのか疑問である。結果的に、社債管理補助者を法定したにもかか

わらず、社債管理委託契約にもとづき責任を縮減（あるいは実質的にな

い状態に）することが可能であるとすれば、財務代理人を置く FA債と
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変わらないのではないのかという疑問も生ずる（3７）。

令和元年会社法改正により、社債管理者設置債・非設置債という 2

カテゴリーのうち非設置債の部分をさらに 2つに分け、社債管理者設

置債・社債管理補助者設置債・FA債という 3カテゴリーに社債の発行

形態は分けられることとなった。かかる社債発行形態も念頭に置きつ

つ、社債管理補助者の利益相反規制や責任の範囲についてはさらなる

検討が必要である。

（ 1）	 竹林俊憲『九問九答令和元年改正会社法』（商事法務、2020年）163頁。
（ 2）	 神田秀樹「『会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する要綱案』
の解説〔Ⅵ〕」商事法務2196号（2019年） 4、 ７頁。

（ 3）	 北村雅史「社債管理会社の義務と責任─利益相反関係を中心とし
て」ジュリスト121７号（2002年）11頁。

（ 4）	 日本法上の社債がデフォルトした事例ではないが、FA 債について、
デフォルトが発生し、社債権者に損失や混乱が生ずるという事例（最判平
成2８年 6 月 2 日民集７0巻 ５ 号11５７頁）がある。

（ ５）	 竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説［Ⅵ］」商事法務222７号
（2020年） ７頁（注 6）。
（ 6）	 法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会資料21・ 1 頁。
（ ７）	 竹林ほか・前掲注（ ５）6頁。
（ ８）	 法務省民事局参事官室「会社法制（企業統治等関係）の見直しに関す
る中間試案の補足説明」商事法務2160号（201８年）4７頁。

（ 9）	 神田・前掲注（ 2）８頁。
（10）	 竹林俊憲ほか「『会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間
試案』に対する各界意見の分析（下）」商事法務21７1号（201８年）21頁。

（11）	 法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会資料21・ 1 頁。
（12）	 日弁連ホームページ https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_
info/rules/kaiki/syasaikanri.pdf 参照。

（13）	 法務省民事局参事官室・前掲注（ ８）4８頁。
（14）	 竹林ほか・前掲注（ ５）７頁。
（1５）	 法務省民事局参事官室・前掲注（ ８）4８頁。
（16）	 同上
（1７）	 同上
（1８）	 法務省民事局参事官室・前掲注（ ８）５1頁。
（19）	 日弁連・前掲注（12）
（20）	 日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法（第 ５版）』（弘文堂、
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2019年）44８頁以下。
（21）	 日本弁護士連合会調査室・前掲注（20）201頁。
（22）	 いわゆる水平的結合形態の共同事務所における利益相反チェック体制
の問題点につき、髙中正彦＝石田京子編『新時代の弁護士倫理』（有斐閣、
2020年）1８1頁参照。

（23）	 利益相反研究会編『金融取引における利益相反［各論編］』（商事法務、
2009年）1７頁［浅田隆発言］。

（24）	 利益相反研究会・前掲注（23）７0頁［井上聡発言］。
（2５）	 菅原雅晴ほか『シンジケートローンの実務【改訂版】』（金融財政事情
研究会、200７年）2５頁。

（26）	 日本ローン債権市場協会（JSLA）「ローン・シンジケーション取引に
おける行為規範」（2003年） 4頁。

（2７）	 日本ローン債権市場協会・前掲注（26）3 頁。
（2８）	 シ・ローンにおけるメインバンクと他の金融機関との関係を検討する
ものとして、小塚荘九郎「わが国におけるシンジケートローン取引といわ
ゆるメインバンク・システム」上智法学論集５0巻 3 号（200７年） 1頁があ
る。

（29）	 シ・ローンにおけるアレンジャーの責任につき、森下哲朗「シンジ
ケート・ローンにおけるアレンジャー、エージェントの責任」上智法学論
集５1巻 2 号（200７年） 1頁、道垣内弘人「アレンジャー、エージェントの
法的責任（ 1）」ジュリスト136８号（200８年）9７頁、小塚荘九郎「アレン
ジャーの責任に関する理論とあてはめと政策論」金融法務事情192５号
（2011年）2５頁、木下正俊「シンジケートローン市場の拡大と課題」広島
法科大学院論集 9号（2013年） 9頁、大西邦弘「シンジケートローンにお
けるアレンジャーの参加金融機関に対する情報『提供』義務」法律時報８５
巻11号（2013年）9７頁など。

（30）	 シ・ローンにおけるエージェントと社債管理者を比較するものとして、
神作裕之「社債管理者非設置債における社債の管理（上）」法曹時報6８巻
８ 号（2016年）22頁がある。

（31）	 神作裕之「社債管理者非設置債における社債の管理（下）」法曹時報
6８巻 9 号（2016年）26頁は、社債管理者非設置債における社債管理機関は、
社債管理委託契約および社債要項に基づいて、社債発行会社から所定の情
報を受領し、それを証券保管振替機構のインフラを通じて各社債権者に速
やかに、かつ、社債権者間において公平に伝達することが義務付けられる
べきとする。また、行岡睦彦「社債の管理に関する会社法改正の意義と課
題」商事法務223５号（2020年）16頁は、社債管理補助者には、モニタリン
グにより得た情報を社債権者に伝達するなどの方法で社債権者を補助し、
情報収集にかかるコストを低減する役割が期待されているとする。

（32）	 社債管理者と社債権者との関係につき、森まどか『社債権者保護の法
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理』（中央経済社、2009年）202頁。
（33）	 竹林・前掲注（ ５）７、 ８頁。
（34）	 藤田友敬 ｢社債・新株予約権｣ 商事法務16８9号（2004年）５4頁｡
（3５）	 指針では、こうした状況を回避するために弁護士事務所内に社債管理
の補助を行うために必要な適切な執務体制の整備を要求しているが、かか
る執務体制を充実させればさせるほど社債管理に伴うコストは高くなるた
め、社債管理者と比べてコスト安な制度として作られた社債管理補助者制
度の創設趣旨に反することとなろう。

（36）	 森下哲朗『デジタル化・グローバル化時代の金融法』（有斐閣、2022
年）120頁以下、森下哲朗＝道垣内弘人編著『シンジケート・ローンの法
的課題』（商事法務、2019年）23８頁〔森下哲朗〕。

（3７）	 近年、外債起債が多かったことを理由に、社債管理補助者ではなく、
債権管理者といった任意の機関を設置する慣行が優勢となる可能性を指摘
するものとして、藤田友敬ほか「新・改正会社法セミナー　令和元年・平
成26年改正の検討　社債（ 2）」ジュリスト1５７6号（2022年）104頁［松井
智予発言］。

）
九
二
六
一
（

246



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

六
九
八

イギリスにおける不当取引の一考察
─会社の事業再生の観点から─

金　澤　大　祐

第 1　はじめに

近時、会社の取締役は、会社に倒産の現実的危険性がある場合にお

いて、自主再建することを優先すべきであって、これに反してまで株

主の利益を最大化するよう配慮し、行動すべき義務を負わない旨を判

示する判決が下された（1）。かかる判決は、会社の経営状況が悪化した

危機時期において、取締役は会社に対して負っている善管注意義務の

具体的な内容として、株主の利益ではなく債権者の利益を図る義務を

負っているとの考えに基づくものと考えられる。

学説上は、会社の危機時期においては、株主は投機的な行動により

債権者の利益を害することから、取締役は債権者の利益を保護すべき

とされている（2）。そして、会社の危機時期において、取締役は債権者

の利益を保護すべく、取締役の対第三者責任（会社法429条 1 項）が認め

られるか否かに際して、善管注意義務の具体的な内容として、再建可

能性・倒産処理等を検討すべき義務を負うとの見解（3）、清算型倒産手

続の開始を視野に入れて会社経営を行う義務を負うとの見解（4）が示さ

れ、さらに、事業の継続につき、経営判断原則の適用を認める見解も

ある（5）。

もっとも、わが国においては、再建型の倒産手続として、民事再生

法（平成11年法律第225号）が制定され、また、裁判所外での私的整理等

論　説
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も活用されており、会社の清算ではなく、会社の再生がトレンドに

なっており、裁判例や学説で指摘されている会社の危機時期における

取締役の義務が会社の事業再生に対応しているのかという疑問が生じ

る（6）。

イギリスにおいては、わが国と同様に、倒産法の改正を行い、再建

型の法的倒産手続を整備し、事業再生を推し進めている（7）。また、イ

ギリスにおいては、会社倒産時の取締役の責任追及手続として、不当

取引制度（wrongful	trading）が設けられており、事業再生がトレンドに

なっている中での取締役の義務について判例や学説上の議論が集積し

ている。

そこで、本稿では、会社の危機時期における取締役の義務につき、

イギリス法における不当取引を素材として検討し、わが国への示唆を

得ることを試みる（8）。

検討の手順としては、第 2で、イギリスにおける不当取引制度につ

いての条文や判例を概観し、第 3で、検討を行い、第 4の終わりにで、

本稿のまとめを行うこととする。

第 2　イギリスにおける不当取引制度

１ 　不当取引制度の概要（９）

⑴　意義
イギリス1986年倒産法（Insolvency	Act	1986,	c.45. 以下、単に「イギリス

倒産法」という）214条と246条 ZB に規定されている不当取引は、会社

倒産時の取締役の会社に対する責任につき、倒産手続内で追及するも

のとなっている。本稿では、イギリス倒産法214条を前提に概要を述べ

ていく。

現行のイギリス倒産法制定以前より、会社倒産時における取締役の

責任追及手段として、詐欺的取引（fraudulent	trading）があった。もっ

とも、詐欺的取引において、民事責任が認められるためには、「詐害の
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意図」の認定に際して、不誠実の証明が要求され、また、厳格な証明

責任が課されており、立証が困難であることから、十分に機能してい

なかった（10）。

そこで、会社倒産時の取締役の責任追及のためにイギリス倒産法に

おいて新設されたのが不当取引制度である。不当取引制度においては、

詐欺的取引のような会社倒産時の取締役の責任追及のために厳格な証

明責任は課されてない。

また、イギリスにおいて、金融機関は、会社の現在及び将来の全て

の財産に浮動担保（floating	charge）を設定しており、会社の清算手続が

開始しても、無担保の七般債権者はほとんど配当を受けられないとい

う状況にあった。そこで、七般債権者への配当原資の確保という目的

から、裁判所が当該取締役に対し不当取引を理由に支払いを命じた金

銭は、会社の清算開始後の財産として、浮動担保の範囲に含まれず、

清算人によって七般債権者に配当がなされるようになっている（11）。

不当取引の制度趣旨は、新規事業の発足や事業の拡大に伴う債権者

のリスクを許容しつつ、会社の倒産状態（insolvency）における取締役

の無能な行動や有限責任の濫用といえるような行動に対処することに

ある（12）。

不当取引は、取締役の会社に対する責任を倒産手続内で追及するも

のであり、個別の会社債権者に対して負っている責任を追及するもの

ではない。もっとも、個別の会社債権者は、会社の倒産状態において、

取締役の詐欺によって会社と取引をし、会社が清算した結果被った損

害については、不法行為による責任追及が可能となっている（13）。

大企業においては、取締役は、不当取引の申立てをされたことによ

るレペテーションリスクを気にするため不当取引が問題となることは

少ないが、中小企業においては、取締役が株主や従業員であることも

あり、また、保険に入っていないこともあり、不当取引が問題となる

ことが多い（14）。
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⑵　要件
不当取引の申立権者は、清算会社の資産の回収・換価、債権の確定、

配当等を行う清算人である（イギリス倒産法214条 1 項）。

不当取引の責任追及の対象は、その当時、当該会社の取締役であっ

た者、または、影の取締役であった者（同条 2項⒞・ 7項）である。影

の取締役として責任を負うのかにつき、議論となるのは、親会社や銀

行である。

不当取引による責任追及を行うためには、清算手続が開始している

必要がある（同条 2項⒜）。

不当取引において責任を課されるのは、①会社の清算が開始される

前の時点で、当該会社が倒産による清算に入るのを避ける合理的な見

込みがないことを知っていたか、または当然にそのように結論付ける

べきであった者（同条 2項⒝）である。そのため、不当取引の責任は、

故意ではなく、過失（negligent）責任である（15）。不当取引の文言上は、

会社が倒産状態になった場合に、直ちに、倒産手続の申立てが求めら

れているわけではなく、あくまでも、会社が倒産による清算に入るの

を避ける合理的な見込みがないことを知っていたか、または当然にそ

のように結論づけるべきであったことが必要とされている。また、①

の立証責任は、申立人側に課され、事業の継続と債務超過額の増加の

因果関係も必要とされている（16）。

もっとも、①の要件を充足していたとしても、取締役が②会社債権

者の潜在的損失を最小限に食い止めるために当然に取るべきあらゆる

手段（every	step）を尽くした場合には、責任が課されないこととなる

（同条 3項）。会社債権者の潜在的損失を最小限に食い止めるために当然

に取るべきあらゆる手段としては、適切な外部の専門家のアドバイス

を得ること、毎週取締役会を開催すること、主要な債権者並びに全て

の取締役に必要な情報を供給し続けること、及び、取締役によってな

された救済的訴訟のための全ての提案を記録しておくことなどが例と

されている（17）。会社債権者の潜在的損失を最小限に食い止めるために
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当然に取るべきあらゆる手段を尽くしたことについての立証責任は、

取締役側に課されている（18）。そして、新たなに取引に入った債権者を

犠牲にして、既存の債権者に弁済することでは、②の抗弁は認められ

ない（19）。

不当取引の①と②の要件の判断に際しては、会社の取締役が行うの

と同じ職務を行う者に対して合理的に期待し得る七般的な知識、技量

及び経験、並びに、取締役が実際に有している知識、技量及び経験を

前提に判断がされており（同条 4項）、客観的基準に主観的基準を併用

している。

⑶　効果
裁判所は、不当取引の要件を満たした場合、取締役に対して会社へ

の裁判所が相当と認める清算出資の命令を下す（イギリス倒産法214条 1

項）。不当取引の条文の文言上からは、清算出資の性質や清算出資の額

の算定方法については、明らかではない。また、立法の過程では、不

当取引は、事業継続をしたことによって会社が負った債務について取

締役が責任を負うことが想定されていた（20）。

取締役による不当取引が認められると、裁判所は、申立て、または、

決定により、会社取締役資格剥奪法（Company	Directors	Disqualification	

Act	1986,	c.46）10条に従い、当該取締役が取締役としてまたは会社の経

営に参加して行動する資格の剥奪を命じることができる。さらに、不

当取引においては、会社の取締役に対する債権と取締役の会社に対す

る債権との相殺や、取締役の会社に対する債権の劣後化が認められて

いる（イギリス倒産法215条 2 項 4 項）。

２ 　不当取引に関する判例

⑴　Produce Marketing事件判決（21）

ア　事案の概要

不当取引についてのリーディングケースは、Produce Marketing事

件判決である。

A 社は、1964年に設立された果物の輸入仲介業を営んでいた会社で
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ある。

A 社の事業は、当初好調であったが、1984年には収益が43ポンドで

5万8592ポンドの債務超過となった。また、1985年においては、A 社

の売上は、前年が89万9965ポンドであったものが、52万6457ポンドま

で下落し、銀行の貸越限度額も 7万5000ポンドまで拡大し、1986年 4

月 9 日には貸越残高が約 8万6470ポンドに達した。

1986年の夏には、多くの重要な手形の支払時期を迎えていた。また、

1986年の夏には、A社の負債は、Y1の個人保証を大幅に上回るだけで

なく、七時しのぎで手形を振り出しており、後の取引で生じた資金で

前の取引の弁済を行うという状態であった。そして、同年 7月末には、

Y らは、会計士から、1985年から1986年までの計算書類の概要を伝え

られていた。

1986年 9 月30日には、A 社債権者への負債が14万3454ポンド、銀行

の貸越残高が11万8171ポンドとなった。同年11月19日より、A 社の小

切手が返還されるに至った。

1987年 1 月に、A 社の会計士によって、1984年から1985年、1985年

から1986年のそれぞれの計算書類の原案が作成され、1987年 2 月に署

名がなされた。A 社の計算書類によると、1984年から1985年には 5万

5817ポンドの損失が、1985年から1986年には 2万9937ポンドの損失が

発生し、17万5148ポンドの債務超過となっていた。そのため、A 社の

会計士は、Yらに対し、詐欺的取引の可能性を指摘していた。

1987年10月 2 日に、A 社は31万7697ポンドの債務超過となり、債権

者申立てによる任意清算（creditors’	voluntary	 liquidation）が開始された。

そして、A社の清算人 Xは、A社の取締役であった Y1と Y2に対して、

不当取引に基づき、10万7946ポンドの清算出資の宣告を申し立てた。

イ　判旨

Knox 判事（Knox	J.）は、不当取引に基づく責任を認め、Y1と Y2に

対して、連帯して、 7万5000ポンドと利息の支払いを命じた。

まず、Knox 判事は、以下のように判示し、Y1と Y2は、1986年 7 月
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末には、倒産による清算を避ける合理的な見込みがないと結論付ける

べきであったと判断した。

「取締役が会社の倒産による清算が避けることができる合理的な見込

みがないことを知っていたかまたは結論付けられるべきであったか否

かの判断の際の認識は、その当時、実際に用いることができた書類に

限定されない。このことは、214条 2 項 b にはない文言であるが、会社

の取締役が知っているだけでなく、確認すべきである事実について言

及している214条 4 項より明らかである。私の判断において、このこと

は、実際にあったことの情報だけでなく、相当な分別並びに適切な水

準の七般的な知識、技量及び経験を用いて確認できた情報をも含まれ

ることを示すものである。したがって、私は、本件において、214条 2

項における基準を適用するために、1985年 9 月30日を年度末とする計

算書類より、債務超過の規模の程度について、少なくとも1986年 7 月

末には知っていたとみなすべきであるとの結論に至る。

Y1と Y2は、1987年 1 月まで、手元に計算書類を有していなかったが、

前年の事業年度は非常に悪い年度であったと知っていたと認定するも

のである。Y らは、その事業についての詳細な知識を有し、売上の浮

き沈みについてそつなく理解していた。実際、売上は、1986年度に52

万6459ポンドまで下落し、Yらは、1986年度の正確な数字は知らなかっ

たが、事業年度の売上やとりわけ前年度を下回ることについての大ま

かな認識は有していたことに疑問の余地はない。売上の大幅な下落は、

夜が昼に続くのと同様に、巨額の損失が発生していることを意味して

おり、実際にそうであった。同様に、そのことは、夜が昼に続くよう

に、確実に、債務超過の拡大をも意味していた。」（22）

次に、Knox 判事は、Yらによる倒産による清算を避ける合理的な見

込みがないと結論付けるべきであった時点が1987年 2 月であるとの前

提でのイギリス倒産法214条 3 項の主張を退けた（23）。

そして、Knox 判事は、取締役の不当取引に基づく清算出資は、刑事

罰（penal）ではなく、填補賠償（compensatory）である旨を判示している（24）。
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ウ　小括

Produce Marketing事件判決は、会社の倒産状態において、取締役

らは、計算書類を適時に作成していないことから、正確な売上や収益

を把握はしていなかったが、会社の売上が大幅に下落しているのを知

りながら、漫然と事業を継続し、債務超過額を増加させた事案におい

て、倒産による清算を避ける合理的な見込みがないと結論付けるべき

であったとの要件の該当性を認め、不当取引による清算出資命令を下

している。

また、取締役の不当取引に基づく清算出資は、刑事罰ではなく、填

補賠償である旨が判示されている。

⑵　Continental Assurance事件判決（25）

ア　事案の概要

A社は、1985年に複数の投資家によって、持株会社 B社を経由して

買収された保険会社で、B社は、銀行から借り入れた600万ポンドを A

社に出資した。A 社には、 2名の業務執行取締役（うち 1名は非常勤）

と 6人の非業務執行取締役がおり、いずれの取締役も豊富な事業経験

を有しており、また、 3人は以前保険業界にて業務を行っていた。

A社は、1986年から1989年までは事業活動による利益を得ていたが、

1990年に、多額かつ予期せぬ損失を被った。

A 社の取締役会は、1991年 6 月 4 日、18万7000ポンドの予想収益で

はなく、52万ポンドの損失を示す1990年12月31日を年度末とする計算

書類の検討を行い、承認したが、1991年 6 月14日まで取締役会を延期

した。

同年 6月14日の再開された A社取締役会では、さらに、未報告の30

万ポンドの損失が明らかとなり、A 社の全体的な財政状況を踏まえ、

取締役会は、財務担当取締役と会計士において A社が事業継続をする

ための A社及び持株会社の支払能力についての報告書を準備すること

とした。

同年 7月 2日の A 社取締役会の際に、財務担当取締役はその報告を
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したが、詳細な数字は明らかにされないまま、A社には支払能力があり、

約80万ポンドによってDTI ソルベンシーマージンを満たすとされた。

また、A 社取締役会は、同月19日に開催され、1991年 5 月31日の時

点の貸借対照表において、株主資本は452万8000ポンドであり、持株会

社による負債が200万ポンドであったとしても、200万ポンド以上の資

産超過であり、DTI ソルベンシーマージンの109万2000ポンドを満たし

ているため、多額の損失にもかかわらず、A 社にはまだ支払能力があ

るとして、事業継続を決定した。1991年 5 月31日の貸借対照表は、そ

の後修正され、株主資本は314万1000ポンドまで減少した。

A 社取締役会においては、事業を適切な価格で譲渡すべく、その準

備を行っていた。また、同年12月11日、A 社取締役会は、新たな債務

を負わず、取引を停止することを決議した。

その後、A 社は、同月20日に、倒産状態が明白となる巨額の損失に

直面し、倒産実務家（insolvency	practitioner）が A 社取締役会において

会社の資産を保全するためであれば、支出することも認められるとの

助言をした。そこで、A 社取締役会は、新たな債務を負わないこと、

原則として支払いはしないが、会社資産を保全し、取り立てるための

弁済は除外することを決議した。そして、A 社は、1992年 3 月に、清

算手続を行っている。

清算人 X は、A 社は1991年 7 月19日までに倒産状態となっており、

この時点で、倒産による清算をすべきであると結論付けるべきであっ

たのに、それを行わずに債務超過額を増加させたとして、不当取引制

度及び失当行為手続（misfeasance）に基づき、A社の取締役Yらに対し、

356万9000ポンドの清算出資等を求めた。

イ　判旨

Park 判事（Park	J.）は、不当取引及び失当行為手続に基づく責任の

いずれも否定した。

Park 判事は、まず、以下のように判示して、Yらの不当取引に基づ

く責任を否定した。
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「私の考えでは、もし、本件において、取締役が不当取引により責任

を負うとすれば、極めて酷な結果となる。取締役に責任があると判示

された過去の判例は、本件とは何ら類似していない。会社が倒産状態

であって、追い詰められていることが取締役にとって明らかであった

に違いない時点より後にも、現実の会社の状況について目を閉ざし、

長期間、取引を継続したというのが典型的な事例である。それらの事

例において、取締役は、無責任であり、真摯に会社の現実の状況に取

り組むことをしていなかった。取締役が会社の状況を把握しようと努

め、また、会社の状況についてまず検討した後に、会社が取引するべ

きことを決定した場合についての唯七の事件において、裁判官は214条

に基づき取締役に責任を課すことを否定している。それは、Re 

sherborne事件における Jack 判事の判決である。

本件において、私の考えでは、取締役らは、巨大で、巨額かつ予期

せぬ損失が報告された1991年 6 月 4 日の最初の重大局面の取締役会以

降の全ての時点で、A 社の状況と取締役としての自身の責任の双方に

ついて、例外なく責任感があり、誠実な態度をとっていた。1991年 6

月14日に延期されていた取締役会の再開に際し、Y1は、A 社が適切に

取引を継続しうるか否かについての問題を明確に提起した。取締役ら

は、（他の不当取引の事件の多くの取締役のように）その問題を無視はしな

かった。反対に、取締役らは、その問題について、直ちに、綿密に、

かつ、頻繁に検討している。取締役全員は、証言の中で、もし、A 社

が倒産状態であれば、直ちに取引を停止しなければならないというこ

とを常に意識していたと述べていた。」（26）

Park 判事は、以下のように判示して、不当取引による責任追及を恐

れて、早期に事業を清算することの不都合について述べた。

「七方で、取締役が事業を継続することとしたが、成功せず、会社は、

遅かれ早かれ、清算に入ると、不当取引訴訟の被告となる立場にある

かもしれない。他方で、取締役が直ちに事業を停止することを決定し、

会社が早い段階で清算手続に入れば、不当取引により訴えられる危険
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はないかもしれないが、別の根拠に基づき、非難される危険がある。

事業を停止するという決定は、確実に、その次の清算が倒産状態によ

るものであるということを意味する。清算には高額な作業であること

を離れても、さらに、債務者は、清算中の会社に対して債務の弁済に

ついて妨げがちである。清算以前からの会社債権者は、債権が全額は

弁済されないであろうと分かるであろう。債権者は、取締役があまり

にも早く事業停止をしていると苦々しく不満を述べ、取締役は、より

大胆に、事業を継続すべきであったと述べるであろう。そのような債

権者は、取締役が事業を継続していれば、会社は生き残るであろうし、

債務も全額弁済されたと述べるであろう。あまりにも早い、取引停止

と清算は、臆病者と非難されるであろう。」（27）

そして、Park 判事は、不当取引における清算出資額の算定方法につ

き、以下のように判示している。

「私は、その算定方法は、…私がその判決及び本判決でも要求してい

る清算が遅れた結果として A 社自身の損害を反映した純欠損（net	

deficiency）の増加と決定する。その概念では、もし、取締役らが A 社

は倒産状態であると1991年 7 月19日に決定し、その時またはその直後

に清算に入っていれば、1991年における純欠損は Xポンドと仮定する

ことになる。実際の事件において、A 社が1992年 3 月まで清算を行っ

ておらず、実際の1992年の清算における異なった額の純欠損は、Y ポ

ンドとする。もし、Yポンドが Xポンドより多ければ、その超過が純

欠損の増加である。」（28）

ウ　小括

Continental Assurance事件判決において、A社は、問題となった時

点では、実際には、倒産状態ではなかったが、取締役らは、計算書類

を作成し、それを基に、事業を継続すべきか議論しており、また、そ

の後も事業を売却する試みを続けており、倒産による清算を避ける合

理的な見込みがなかったと結論付けるべきであったとの要件の充足性

が否定されている。
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また、Continental Assurance事件判決は、会社の倒産状態に際して、

取締役が事業再生を試み、結果として、不当取引による責任を負うと

なると、事業再生を試みず、早期に清算手続を行うという問題点も指

摘している。

そして、Continental Assurance事件判決においては、不当取引によ

る清算出資額の算定方法については、会社が倒産による清算に入るの

を避ける合理的な見込みがないことを知っていたか、または当然にそ

のように結論付けるべきであった時点Xと実際の清算の時点Yの債務

超過額の差額であることが判示されている。

⑶　Hawkes Hill Publishing事件判決（29）

ア　事案の概要

A 社は、1997年 5 月 6 日に、取締役 Y1と秘書 Y2がそれぞれ50ポン

ドを出資し、隔月のゴルフのフリーペーパーの出版を目的として設立

された会社である。Y2は、出版業について広範な経験を有しており、

当初から会社の経営について、Y1と対等であり、重要な意思決定は、

Y1と Y2で行っており、事実上の取締役であった。

A 社は、1997年 7 月に、会社資産への担保権の設定と Y1及び Y2の

個人保証の下、銀行より 2万ポンドの小規模事業融資を受けた。また、

Y らは、付加価値税は書籍や雑誌には課されないとのアドバイスを受

け、そのように考えていたが、実際には、会社の唯七の収入である広

告収入には付加価値税が課された。

ゴルフのフリーペーパーは、隔月刊行であり、広告収入は直ちには

入らないが、制作費用が早い段階で生じるため、A 社はすぐに資金繰

りが困難となった。A社は、銀行の助言により、債権譲渡も検討したが、

奏功しなかった。また、事業の初期段階で、従業員 2名を雇用したこ

とから、A社の財政状況はさらに悪化した。A社の資金繰りのために、

Y1は 2 万ポンド、Y2は5000ポンドを A 社に貸し付けた。その後、A

社は、会計士 B に、計算書類の作成を依頼し、B は1998年12月に計算

書類を作成した。当該計算書類においては、事業開始から1998年 4 月
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までに、営業損失 2万8752ポンドが生じていたとされたが、後に、 3

万3254ポンドへと修正されている。また、B は、Y らに対し、A 社に

も付加価値税が課されること、A 社の事業は有望であるが、資本注入

が必要であり、それが不可能であれば、事業を売却することになるで

あろうと助言した。Y1は、A 社が1998年 4 月の時点で、貸借対照表上

の債務超過であることについて知らなかった。また、Y2は、A 社が

1998年 4 月の時点で、支払不能状態であることについても知らなかっ

た。

1998年11月の A 社の計算書類においては、 2万5320ポンドの損失で

あった。1999年の初めには、Y らは、費用を削減するため、Y らを無

給として、従業員を削減した。また、Y1は、会社の更なる資金獲得や

事業の買い手を探し始めた。1999年 1 月末の計算書類では、A 社の損

失は、 2万2700ポンドへと減少した。

A 社は、更なる収入を得るために、1999年夏頃、週刊のフリーペー

パーを発行することとした。フリーペーパーの刊行から 2週間後、Y2
は、C より、フリーペーパーの買収の提案を受けた。Y2は、他の買収

候補者や投資家とも討議したが、それらの話は立ち消えになった。そ

こで、A 社は、C からの一つのフリーペーパー事業を合わせて 2万ポ

ンドで買収するとの提案を受け入れることとした。C の提案において

は、Y2の雇用継続や銀行によって設定されたA社の資産に対する担保

権の抹消も含まれていた。1999年12月にその合意がなされ、Y2の雇用

契約も締結されたが、間もなく解除され、また、会社資産に設定され

た担保権を抹消するため、 2万ポンド以上が銀行へと支払われた。銀

行への弁済により、A社の負債は減少し、Yらの個人保証額も減少した。

A 社には事業がなくなり、2000年 2 月に債権者による任意清算が申

立てられ、七般債権者の債権額は11万7000ポンドを超えていた。そこ

で、A社の清算人Xは、A社の取締役Y1と A社の事実上の取締役Y2
に対して、取締役が個人保証した銀行の債務について弁済することが

イギリス倒産法239条における偏頗行為（preferences）となり、また、A
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社は1998年 4 月末の時点で倒産による清算を避ける合理的な見込みが

なかったとして、不当取引に基づく清算出資等を求めた。

イ　判旨

Lewison 判事（Lewison	J.）は、イギリス倒産法239条の偏頗行為につ

いては、銀行はA社の財産に担保権を設定したことから認めなかった。

また、Lewison 判事は、以下のように判示し、Y らは1998年 4 月末

の時点で債務超過かつ支払不能状態であることを知るべきであったこ

とを認めた。

「取締役らは、1998年 4 月までに、当初、銀行から借り入れた資金を

使い尽くしたことを知っていた。取締役らは、事業を継続していくた

めに、会社に資本注入が必要であることも知っていた。それゆえに、

取締役らが（たとえ、実際には知らなくても）会社が貸借対照表上倒産状

態であると知るべきであったことを認めてもよいと考えている。また、

取締役らが（たとえ、実際には知らなくても）会社が弁済期にある債務を

弁済できないと知るべきであったことを認めてもよいと考えている。

換言すれば、取締役らは、会社が倒産状態であると知るべきであっ

た。」（30）

もっとも、Lewison 判事は、以下のように判示し、倒産による清算

を避ける合理的に見込みがないとはいえないとした。

「第 1に、Bは、計算書類を作成する際に、Yらに対して、A社の状

況は望みがないとは助言していなかった。反対に、B の助言は、A 社

の事業は将来が有望であるというものであった。確かに、B は、Y ら

に対して、資本注入先を探したり、事業を売却したりしなければなら

ないと述べた。しかし、そのような助言は（たとえ、1998年12月または

1999年 1 月ではなく1998年 4 月になされたとしても）、取締役らが倒産によ

る清算が唯七の回答であると結論付けることにはならないであろう。

第 2に、1998年 4 月においては、まだ、外部の投資家が A 社に投資し

てもよいと考える現実的な可能性があった。第 3に、1999年よりずっ

と後まで、債権者からの圧力はなかった。第 4に、A 社は、借り入れ
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た金銭で設立されており、初期の取引段階において利益が出ないであ

ろうことは常に予想されていた。新しい雑誌は、刊行されるのに時間

がかかるであろう。もし、その法律が会社の取締役らに対して、トラ

ブルの最初の徴候の段階で倒産による清算に入ることを求めるならば、

適法な事業体を失わせてしまうであろう。第 5に、B が Y らに対し投

資家を見つけるか売却することを助言した際に、Y2は、良い価格での

買主を見つけたことである。第 6に、通常の価格以上を支払うことを

望む買主を見つけるためには、広告の継続が必要であり、そのことは、

出版の継続を意味した。」（31）

ウ　小括

Hawkes Hill Publishing事件判決においては、取締役らは、問題と

なった時点において、会社は倒産状態にあったが、計算書類を作成し、

会計士から助言を受け、経費の削減をし、出資先や事業の売却先を探

しており、倒産による清算を避ける合理的な見込みがないと結論付け

るべきであったとの要件の該当性が否定されている。

第 3　検討

１ 　不当取引に関する判例の動向

不当取引の要件を満たした場合、裁判所が相当と認める清算出資の

命令がなされるが（イギリス倒産法214条 1 項）、条文の文言からは、清算

出資の性質や清算出資額の算定方法については、明らかではない。

不当取引による清算出資の性質については、Produce Marketing事

件判決により、刑罰ではなく填補賠償と解されている。また、

Continental Assurance事件判決において、不当取引による清算出資額

の算定方法については、会社が倒産による清算に入るのを避ける合理

的な見込みがないことを知っていたか、または当然にそのように結論

付けるべきであった時点Xと実際の清算の時点Yの債務超過額の差額

とされている。
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したがって、不当取引における清算出資額は、立法過程における議

論と異なり、その後の判例により、会社が倒産による清算に入るのを

避ける合理的な見込みがないことを知っていたか、または当然にその

ように結論付けるべきであった時点以降も、事業継続したことにより、

債務超過額が増加し、その結果として、債権者の配当率が低下するこ

とについて、取締役に責任を課す制度となっている。

そのため、会社が倒産による清算に入るのを避ける合理的な見込み

がないことを知っていたか、または当然にそのように結論付けるべき

であった時点と実際の清算の時点の債務超過額に差がない場合には、

取締役は不当取引による責任を負わないこととなる（32）。

次に、不当取引による責任が認められるためには、条文の文言上、

①会社が倒産による清算に入るのを避ける合理的な見込みがないこと

を知っていたか、または当然にそのように結論付けるべきであり、取

締役が②会社債権者の潜在的損失を最小限に食い止めるために当然に

取るべきあらゆる手段を尽くしていないことが必要となる。

不当取引による責任が認められるための①の要件について、Produce 

Marketing事件判決においては、①の要件の充足性が問題となった時

点において、取締役らは、計算書類を適時に作成していないことから、

正確な売上や収益を把握はしていなかったものの、会社の売上が大幅

に下落しているのを知りながら、漫然と事業を継続し、債務超過額を

増加させており、①の要件の充足性が認められた。これに対し、

Continental Assurance事件判決においては、①の要件の充足性が問題

となった時点において、実際には、倒産状態ではなかったが、取締役

らは、計算書類を作成し、それを基に、事業を継続すべきか議論して

おり、また、その後も事業を売却する試みを続けており、①の要件の

充足性が否定された。Hawkes Hill Publishing 事件判決においては、

取締役らは、①の要件の充足性が問題となった時点において、会社は

倒産状態であったが、計算書類を作成し、会計士から助言を受け、経

費の削減をし、出資先や事業の売却先を探しており、①の要件の充足
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性が否定されている。

以上のように、判例においては、会社が倒産状態であったとしても、

それだけでは①の要件の充足性を認めず、計算書類を作成して会社の

経営状況を把握し、また、外部の専門家からの助言を踏まえて、取締

役が議論し、それに基づいて事業の再生や売却を試みている場合には、

結果として、事業の再生や売却が失敗したとしても、取締役に対し不

当取引による責任を課さないこととなっている。これに対して、会社

の倒産状態において、取締役が計算書類を作成して会社の経営状況を

把握せず、漫然と事業を継続し、それによって、債務超過額が増加し

て、債権者の配当率を下げた場合には、不当取引による責任が課され

ている。そのため、不当取引に関する判例においては、会社の倒産状

態においても、真摯に事業再生のための試みを行っている場合には、

結果として、事業再生が失敗し、債権者の損害が拡大しても、責任を

課さないこととなっている。

２ 　事業再生と債権者利益の保護

会社の経営状況が悪化し、会社の負債が資産を上回っている場合に、

事業を停止し、清算すると、債権者は弁済を受けられ、株主は何も受

け取れない。もっとも、会社が事業を継続すると、株主は、よりよい

状況になる可能性はあるが、それ以上悪くなることはない七方で、債

権者は、より悪い状況となることもある。そのため、会社の経営状況

が悪化した場合には、取締役は、株主のために、「再生のためのギャン

ブル」を行う可能性がある（33）。したがって、会社の危機時期において

は、取締役は、株主の利益ではなく債権者の利益を保護すべきとされ

ている。もっとも、事業再生が失敗した場合には債権者の利益を害す

ることとなる。そのため、取締役に対して債権者利益の保護を求める

ことは、事業再生を試みるために、事業を継続し、結果的に債権者の

損害が拡大した場合であっても、取締役に不当取引による責任を課さ

ない判例と整合しないのではないかが問題となる。

この点について関係するのが、イギリスにおけるアメリカ流の救済
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文化（rescue	culture）の輸入である（34）。

イギリスにおいては、イギリス1985年倒産法（Insolvency	Act	1985,	

c.65）以前において、正式な法的倒産手続は、清算手続のみであり、再

建型倒産手続は存在していないとの同様の状況にあり、また、債権者

の保護、とりわけ、担保権者の保護に重点を置き、債務者に対しては

厳しい対応をとっていた（35）。

もっとも、イギリスでは、アメリカ流の救済文化を取り入れるべく、

イギリス1985年倒産法及びイギリス1986年倒産法において再建型倒産

手続である会社管理（administration）及び会社任意整理（company	

voluntary	arrangement）が導入された（36）。そして、会社管理においては、

管理命令が発令された場合には、債権者に対する個別的権利行使が禁

止され、2000年改正倒産法（Insolvency	Act	2000,	c.39）では、会社任意整

理において、債権者の権利行使を仮に停止するための制度が設けられ

た（37）。

そもそも、事業再生には、清算に比して、会社の事業が再生したり、

事業をより高く売却したりすることによって、債権者がより多くの配

当を受けることができるという利点があり（38）、債権者の利益にもなる。

のみならず、事業再生には、債権者の利益を超える公共的な利益ある

との指摘もなされている（39）。

さらに、Continental Assurance事件判決やHawkes Hill Publishing

事件判決のように、事業再生について、漫然と試みるのではなく、真

摯に対応することを求めれば、「再生のためのギャンブル」というよう

な事態にはならない。

そして、Continental Assurance事件判決においては、事業再生が失

敗した場合に、取締役に対して不当取引による責任を課すと、取締役

は、事業再生の可能性があるにもかかわらず、事業再生を試みず、早

期に清算手続を行ってしまうという問題点が指摘されており、債権者

にとっても好ましい事業再生を促進する観点からは、結果として事業

再生が失敗し、債権者に損害が拡大したからといって、取締役に不当
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取引による責任を課すことは好ましくない。

したがって、取締役に対して債権者利益の保護を求めることと、事

業再生を試みるために、事業を継続し、結果的に債権者の損害が拡大

した場合であっても、取締役に不当取引による責任を課さない判例と

は矛盾はしないこととなろう。

３ 　日本法への示唆

わが国においても、イギリスと同様に、事業再生が重視され、再生

型法的倒産手続である民事再生法が制定されている。そして、民事再

生手続は、清算価値を上回れば、破産手続に優先することとなる（民事

再生法25条 2 号）。また、わが国の民事再生法において、DIP 型（民事再

生法38条 1 項）、包括的禁止命令制度（民事再生法27条 1 項）を採用し、債

権者の権利を抑制している。さらに、近時は、私的整理ガイドライン

などにより、裁判所外での事業再生も行われ、事業再生がトレンドと

なっている。

わが国においても、イギリスと同様に、倒産手続において清算型よ

りも再生型が重視されており、そうであれば、イギリスにおける不当

取引に関する規律は、わが国における会社の危機時期における取締役

の会社に対する義務にも妥当するといえよう。

したがって、わが国においても、会社の危機時期においては、取締

役は、事業再生のために方策を真摯に尽くしたのであれば、結果とし

て、事業再生が失敗し、債務超過額が増加して、債権者の損害が拡大

したとしても、会社に対する善管注意義務の違反は認められるべきで

はない。

そして、そのための方策としては、既に、裁判例（40）や学説上（41）で示

されている通り、事業の継続をするか否かやどのような再生手法を採

用するか否かについて、取締役の善管注意義務違反の有無を審査する

際には、経営判断原則を用いるべきである。
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第 4　おわりに

本稿では、会社の危機時期において、取締役は、会社に対する善管

注意義務の内容として、株主ではなく、債権者の利益を保護すべきで

あり、そのために、会社の法的倒産手続を検討する義務や債権者に対

する義務が、事業再生が重視される今日においても妥当するのかにつ

き、イギリス法の不当取引の判例を素材として検討してきた。

イギリスの不当取引制度は、会社の倒産状態において、取締役が事

業継続をすることによって、債務超過額が増加し、結果として、債権

者の配当率が下がり、損害を被ることを防止するための制度となって

いた。もっとも、不当取引に関する判例においては、取締役が計算書

類等で会社の経営状況を把握し、外部の専門家に助言を求め、取締役

会で事業を継続するかについて議論をするなど真摯に事業再生に取り

組むのであれば、結果として事業再生が失敗し、債務超過額が増加し

て、債権者の損害が拡大したとしても、責任を課さないこととなって

いた。このような判例は、会社倒産時において、取締役は株主ではな

く債権者の利益を保護すべきとの議論との整合性が問題とる。この点

については、イギリスは、従来、債権者保護を重視し、清算手続が主

であったが、アメリカ流の救済文化を導入し、事業再生の促進を試み

ていた。事業再生には、清算に比して、会社の事業が再生したり、事

業をより高く売却したりすることによって、債権者がより多くの配当

を受けることができるという利点があり、債権者の利益にもなる。ま

た、取締役が事業再生を真摯に試みたのであれば、「再生のためのギャ

ンブル」というような事態は生じない。そのため、判例においては、

取締役が事業再生を試みることを阻害しないようにすべく、取締役が

事業再生を真摯に試みたのであれば、結果として事業再生が失敗し、

損害が拡大したしても、責任を否定することにつながっていたと考え

られる。そして、以上のことは、事業再生を重視すべく、民事再生法

を制定し、また、裁判所外での事業再生をも進めてきたわが国におい

）
七
五
五
七
（

214



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

六
七
八

ても、妥当すると考えられる。そのため、わが国においても、会社の

危機時期において、取締役が真摯に事業再生を図るべく事業を継続し

た場合には、結果として、事業再生が失敗して、会社の債務超過額が

増加し、債権者の損害が拡大したとしても、取締役の会社に対する善

管注意義務違反を認めるべきではない。事業の継続をするか否かやど

のような再生手法を採用するか否かについて、取締役の会社に対する

責任が問題となった際には、取締役の善管注意義務違反の有無の審査

において経営判断原則を用いるべきである。

本稿の結論は、会社の危機時期において、取締役は、会社の事業再

生を真摯に試みるべきであり、そのような場合には結果として、事業

再生が失敗し、会社の債務超過額が増加したとしても、取締役に会社

に対する善管注意義務違反を認めるべきではないというものである。

もっとも、本稿においては、紙幅の都合上、イギリスにおける会社

倒産時の義務であるイギリス2006年会社法（Companies	Act	2006,	c.46）

172条 3 項の債権者の利益を考慮する義務を含めた会社の事業再生と取

締役の義務については検討することができなかった。この点について

は、今後の検討の課題として、他日を期したい。

以上

（ 1）	 東京高判令和 3年11月18日金判1643号 6 頁。
（ 2）	 黒沼悦郎「取締役の債権者に対する責任」曹時52巻10号（2000）25頁、
落合誠七「多重代表訴訟における完全子会社の取締役責任」前田重行先生
古稀記念『企業法・金融法の新潮流』（商事法務、2013）141頁。

（ 3）	 吉原和志「会社の責任財産の維持と債権者の利益保護─より実効的な
規制への展望─（三・完）」法協102巻 8 号（1985）83-84頁、江頭憲治郎
『株式会社法〔第 8版〕』（有斐閣、2021）536頁。
（ 4）	 黒沼・前掲（注 2）27頁。
（ 5）	 裁判例として、高知地判平成26年 9 月10日金判1452号42頁、学説とし
て、田中亘『会社法〔第 3版〕』（東京大学出版会、2021）473-474頁、岩
淵重広「倒産局面にある会社の取締役の義務─イギリス法における不当取
引と債権者の利益を考慮する義務を参考に─」同法67巻 5 号（2015）353頁、
武田典浩「取締役責任論から見た倒産法の基礎理論─イギリス倒産法にお
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ける不当取引の議論を参照して」最先端技術関連法研究19号（2020）63頁
（注62）。
（ 6）	 倒産手続が清算型から再生型へモデルチェンジしたことから、会社法
もそれに対応すべきことを指摘する先行研究として、松嶋隆弘「新しい企
業形態における法人格の意義と会社債権者保護」判タ1206号（2006）72頁。

（ 7）	 本稿における「イギリス」とは、原則として連合王国内のイングラン
ド及びウェールズを指す。

（ 8）	 筆者は、不当取引制度については、責任追及主体の観点からは、拙稿
「イギリスにおける取締役の債権者に対する責任についての七考察」日本
大学法科大学院法務研究14号（2017）85頁、D＆O 保険との関係について
は、拙稿「イギリスにおけるD＆O保険と会社倒産時の取締役の責任」保
険学雑誌657号（2022）167頁で検討を行っているが、本稿はそれらの研究
成果を踏まえつつ、新たな観点から検討するものである。

（ 9）	 不当取引制度に関する先行研究については、拙稿・前掲（注 8）「イギ
リスにおける取締役の債権者に対する責任についての七考察」87頁（注 8）
に掲げた文献のほかに、岩淵重広「イギリス法における不当取引責任の近
時の展開」北園55巻 1 号（2019）23頁、親子会社規制の観点から検討する
先行研究として、商事法務研究会（令和 2年 3月）「グループガバナンス
の在り方に関する調査研究業務報告書」42-44頁〔久保田安彦〕（www.moj.
go.jp/content/001317223.pdf）（最終閲覧：2022年12月 4 日）を参照。

（10）	 Report	of	the	Review	Committee,	Insolvency Law and Practice	（Cmnd	
8553,	1982）	para	1776	（Hereinafter	Cork	Report）.

（11）	 Paul	L.	Davies	and	others,	Gower: Principles of Modern Company 
Law	（11th	edn,	Sweet	&	Maxwell	2021）	para	19-012.

（12）	 Cork	Report	（n	10）	para	1805. なお、「insolvency」については、中島
弘雅・田頭章七『英米倒産法キーワード』（弘文堂、2003） 5 - 6 〔藤本利
七〕、中島弘雅「会社経営者の倒産責任の取り方に関する覚書き　イギリ
ス倒産法からの示唆」河野正憲先生古稀祝賀『民事手続法の比較法的・歴
史的研究』（慈学社、2014）476-479頁を参考に、「倒産状態」と訳した。

（13）	 Standard Chartered Bank v. Pakistan National Shipping Corpn 
and Others	［2003］	1	AC	959.

（14）	 Brenda	Hannigan,	Company Law	（6th	edn,	OUP	2021）	para	15-36.
（15）	 Kristin	van	Zwieten,	Goode on Principles of Corporate Insolvency 

Law	（Sweet	&	Maxwell	2019）	para	14-31.
（16）	 Brooks v Armstrong	［2015］	BCC	661.
（17）	 Vanessa	Finch	and	David	Milman,	Corporate Insolvency Law	（3rd	edn,	
CUP	2017）	600.

（18）	 Brooks v Armstrong	（n	16）	661.
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修ロージャーナル16号（2020）100-103頁参照。

（37）	 倉部・前掲（注35）658頁は、イギリスにおいては、救済文化を促進す
べく、債権者ではなく、債務者保護に傾いていると指摘する。
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（38）	 Zwieten	（n	15）	para	11-03;	Davies	（n	11）	para	19-011.
（39）	 Finch	（n	17）	201.
（40）	 前掲（注 5）高知地判平成26年 9 月10日。
（41）	 田中・前掲（注 5）473-474頁、岩淵・前掲（注 5）353頁、武田・前掲
（注 5）63頁（注62）。
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生命・身体の侵害による逸失利益の
賠償のあり方に関する再検討

─後遺障害による逸失利益の定期金賠償を認めた最高裁判決を契機として─

加　藤　雅　之

一　はじめに

不法行為により生命または身体が侵害された場合、不法行為によっ

て得られなかった利益（逸失利益）が損害賠償の対象に含まれることは

当然のように認められている。逸失利益は財産的損害のうち消極的損

害として位置づけられ、不法行為によって実際に支出した額（治療費や

介護費用）のような積極的損害と対比される。生命・身体の侵害による

逸失利益は、不法行為のために労働の機会を失った結果得られなかっ

た収入を意味するところ、不法行為の時点で将来どれだけ収入の減少

が発生するかを確定することは困難であるため、現在の収入または平

均賃金などに基づく将来の収入を仮定し、平均的な就労可能期間にお

ける額を算定することになる。したがって、逸失利益の算定には被害

者が将来得る収入や被害者の余命など、様々な擬制が避けられない。

また、かねてから逸失利益の賠償のあり方そのものについて議論が

なされている。とりわけ被害者が死亡した場合に、死亡した被害者の

逸失利益が相続されるとする判例法理については学説上異論も少なく

なく、そもそも逸失利益という概念自体が人間を「利益を生み出す機

会」として位置づけるものであるとする批判もある（1）。もっとも、学

論　説
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説の批判に対して、逸失利益に関する確立した判例法理は揺るぎない

ようにみえる。

こうした中で、最高裁令和 2年 7月 ９日判決（民集74巻 4 号1204頁）

は後遺障害による逸失利益について定期金賠償を認める初めての判断

をした。民法は損害賠償について金銭賠償の原則を定めているが（722

条 1 項、417条）、損害賠償の具体的な支払方法については明文の規定を

有していない。損害賠償の方法としては、損害賠償金全額を一回で支

払う一時金賠償のほか、一定期間にわたり賠償金を支払う定期金賠償

の方法があるところ、これまでの実務においては一時金賠償が一般的

であった。将来の損害について定期金賠償の方法の合理性が指摘され

ていることから、近時の裁判例においても将来の介護費用について定

期金賠償の方式を認めるものが増えている。これに対して、逸失利益

については将来の介護費用との損害としての性質の違いを理由に、定

期金賠償の対象とすることについて議論があり、否定的な裁判例も少

なくなかったことから、本判決の意義は大きい。もっとも、本判決は

単に後遺障害による逸失利益について定期金賠償の方式によることを

認めただけでなく、逸失利益の損害としての性質および賠償のあり方

について、従来の判例法理を再検討する契機となり得ると思われる。

本稿では、かかる問題意識に基づき、定期金賠償をめぐる議論を概観

した後、逸失利益に関する判例法理との関係について検討を加えるも

のである。

一　逸失利益の定期金賠償をめぐる議論

１ ．定期金賠償とは

⑴　定期金賠償の定義
定期金賠償とは一般に賠償額を一定期間ごとに賠償金を支払う方式

をいうが、厳密な意味では「将来継続的に損害額が具体化する場合に、

回帰的に給付される金銭賠償」などと定義される（2）。定期金賠償につ

いて規定する民事訴訟法117条は「口頭弁論終結前に生じた損害のうち、
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請求権の具体化が将来の時間的経過に依存している関係にあるような

性質の損害について定期的な金銭給付を義務づけた損害賠償」を定期

金賠償の対象としているとされる（3）。

これらの定義によれば、賠償義務者が将来の一定期間にわたり定期

的に損害賠償金を支払うことを義務づけられる点で、定期金賠償は一

時金賠償の分割払いと類似する点もあるが、本来的に両者は全く異な

るものである。一時金賠償を分割払いする場合には、すでに発生した

損害について、その賠償額が確定したものを分割して履行することに

なるのに対して、定期金賠償では各期に支払う支分定期金は将来の各

履行期が到来するごとに具体化する債務であり、期間が確定していな

い場合には賠償金総額も異なり、質的に異なる賠償方法であることか

ら、単なる支払方法の差異に留まるものではない（4）。したがって、現

実化していない将来の不利益については定期金賠償の方法によること

が可能になる（5）。

⑵　定期金賠償のメリットとデメリット
定期金賠償には、一時金賠償と比較して、次のようなメリットとデ

メリットがあるとされている。

⒜　メリット

①　将来の損害についての証明困難の回避

後述するように、定期金賠償が提唱された際の問題意識は、将来の

損害（ここでは逸失利益）について賠償額を算定するのが困難であり、

統計による数値に基づくのではなく、具体的な被害者に対応した、よ

り厳格な証明度に基づく損害賠償額の算定をすべきというものであっ

た。将来の事実に関する認定に伴う不確かさを避けることができるこ

とにより、定期金賠償は一時金賠償よりも公平性が保たれることにも

なる（6）。

以上の点は、近年、将来の介護費用の賠償について、定期金賠償が
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望ましいとされる根拠となっている。平均余命を基礎に介護費用を算

出することにより将来の介護費用が高額になるにも関わらず、被害者

が植物状態にある場合には実際には平均余命より以前に死亡すること

が少なくないため、一時金賠償によると実際の支出額よりも高額の賠

償額が認められることがありうる（7）。そこで、将来の介護費用につい

ては、被害者が死亡するまでの介護費用について定期金賠償を認める

ことで、上記のような不確かな余命認定が避けられることになる（8）。

②　判決確定後の事情の変化への対応

将来の損害に関する判決確定後の著しい事情の変更について定期金

賠償による場合には対応が容易である。その例としては、インフレ等

が考えられる他、例えば将来の介護費用の賠償において、被害者の状

況や介護環境により介護単価が大きく変動する場合などがある。

③　被害者の生活保障

一時金で賠償金を受け取った場合には、浪費や投資の失敗などの危

険がありうるが、定期金賠償ではこの危険が少ないことが指摘される（９）。

また、介護費用の賠償については、将来の状況に応じてふさわしい費

用が絶えず支払われることになり、被害者が安心して介護を受けるこ

とができる点も挙げられる（10）。

④　中間利息控除の回避

2017年の民法改正以前は法定利率が年 5 ％であり、市場金利からか

け離れたものであったために、法定利率に基づく中間利息の控除をす

ることが、被害者にとって不利益となることが挙げられる（11）。民法改

正により法定金利が引き下げられているとはいえ、なお市場金利とは

乖離しているため、一時金賠償の場合に法定利率によって中間利息の

控除を行うことが被害者にとって不利益となりうる。そこで、定期金

賠償による場合には、中間利息の控除を避けることが可能となり、被

）
一
一
一
一
（

172



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

七
二
〇

害者はより実態に近い賠償額を受け取ることができる。

⒝　デメリット

定期金賠償は賠償金の支払が長期に及ぶことによる以下の難点が指

摘される。

①　履行確保

定期金賠償のデメリットとして第一に挙げられるのは、賠償債務の

履行確保の制度がない点である。一時金賠償においても支払不能のリ

スクはあるものの、定期金賠償においては加害者側の財産状態の悪化

によるリスクに加えて、加害者の死亡や行方不明のリスクも存在する。

もっとも、賠償義務者が国や地方自治体などであれば、財産状態の悪

化のリスクは少ないと言える。また、交通事故においては、責任保険

が付されているために、履行確保の問題は決定的でないとされる（12）。

②　紛争の長期化

定期金賠償の支払いは長期にわたるため、当事者は長期間にわたり

紛争から解放されないこととなり、精神的負担が大きく、定期金賠償

では「賠償ノイローゼ」が生じやすいという指摘がある（13）。また、当

事者間の接触が継続することも当事者にとっては負担となり得る。

もっとも、損害保険が付されている場合においては、定期金の支払は

保険会社から金融機関口座への送金によって行われることからすると、

実際にはこうした負担は大きくないとも考えられる。

以上のように定期金賠償には、将来の事情に関する不確かさを排除

し、より実情に即した賠償が可能となるという利点がある。この点は、

将来の事情の変化に応じた適切な賠償額を定期的に受け取ることがで

きることから被害者にとって一時金賠償より望ましい結果をもたらす

ことが考えられるが、損害賠償義務者にとっても、例えば将来の介護
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費用の賠償において、被害者が平均余命より前に死亡した場合にはそ

れ以降の賠償義務がなくなるという利点もあり、定期金賠償がつねに

被害者にとって有利な賠償方法というわけではない。

一方でデメリットとして挙げられる点については、上記のように必

ずしも定期金賠償を認める上での難点とはいえず、原告が定期金賠償

による救済を望む場合にこれを否定する理由とはなり得ないと考えら

れる。

もっとも、定期金賠償が合理的と思われる場合においても、必ずし

も当事者が定期金賠償を求めることは多くないとされている。その理

由は上述のデメリットに対応しており、原告側が一回的な紛争解決を

望む場合が多いことや履行確保への懸念が挙げられる。また、賠償額

の面からも、一時金賠償と定期金賠償を比較して、一時金賠償による

ことで結果的に賠償額が高額になることを考慮して、当事者が一時金

賠償を望むことも考えられる。これはたとえば介護費用の賠償の場合、

介護期間が平均余命で認定されることにより、それ以前に被害者が死

亡するときには、一時金による賠償額が定期金賠償の給付金総額を下

回る確率は低いと判断することが推察されることが指摘されている（14）。

２ ．定期金賠償をめぐる学説・裁判例

⑴　定期金賠償論の提唱
日本では一時金賠償の方法によることが一般的であったが、1９60年

代に実務家を中心として、定期金賠償の必要性が指摘されたことによ

り、定期金賠償をめぐる議論が展開された（15）。

定期金賠償論を主張した倉田卓次は、不法行為によって生じた損害

とは既に発生した損害であるとする通説に対して疑問を提起し、将来

発生する損害であっても、不法行為との因果関係が肯定できれば、賠

償の対象となりうるとして、それまでの民法学者の理論は「請求しう

る全ての損害を既発生とみるドグマ」に陥っていたと指摘する（16）。そ

の上で、判例実務における逸失利益についての一時金賠償には以下の
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ような問題点があることを挙げる。逸失利益算定に当たっては、平均

余命表に基づく死亡年齢の推定を根拠とするが、平均余命表は生命保

険事業のような多数の事例を対象にした場合にのみ意味を有するので

あって、裁判の事実認定に使用される経験則は通常もっとはるかに蓋

然性の高いものであり、証明に要求される心証はより高度であるべき

であるとして、未来の事象に関する証明軽減の慣行を否定する（17）。

ここでは損害の評価はあくまで個別的に行うべきであるとして、一

つの解決の方向性として損害賠償の定額化の方向性と認定上の厳格さ

の回復があるとする（18）。しかし、収入ないし扶養額を厳格に認定でき

たとしても、稼働可能期間の認定に伴う不正確さは否めないことから、

平均余命表を用いない「唯一つ」の方策として定期金賠償を提唱する

のである（1９）。

倉田の見解の基礎には、逸失利益はすでに生じた損害ではなく、将

来に向かって発生する損害であると把握するという理解があり、かか

る理解は逸失利益の相続を否定することにもつながる。負傷者の定期

金賠償償請求権は当人が死んでしまえば終わりなのであるから、負傷

後死亡までに時間的間隔があろうと即死であろうと、相続を生じない

ことには変わりないからである（20）。定期金賠償を明文で認めるドイツ

民法においては、定期金賠償を受ける要件として当該期間中原告が生

存していることが要件となっている（BGB843条 2 項、760条）。逸失利益

は、就労できたはずなのに不法行為のために就労できないことが損害

なのであり、死亡したのであれば就労できたとはいえず、そもそも損

害が発生しないという考え方が基礎にある。

同じく、損害賠償制度の生活保障的機能を重視する立場から、定期

金賠償を望ましいとする見解によれば、逸失利益を既発生の損害とし

てみることは「一時金賠償を認めるための一種の擬制」であるとして、

損害の性質から定期金賠償の方式が自然であるとする（21）。この見解で

は、幼児の逸失利益について数十年先の逸失利益を算定しようとする

ことは、「一つの大きなフィクションであり個別的な損害算定の名に値
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するものではない」として、予測と事実とが一致しなくなったときに

賠償額を修正しようとする定期金賠償が物事の性質に適合的であると

している（22）。その後の学説も定期金賠償の合理性は認めており、問題

はそれを支える制度をどのように整備するかという点にある（23）。

⑵　令和 ２年判決以前の裁判例の傾向
かつての裁判例においては定期金賠償を否定するものがあり、最高

裁判決も、後遺障害による付添看護費用について原告が定期金賠償を

求めた事案において「損害賠償請求権者が訴訟上一時金による賠償の

支払を求める旨の申立てをしている場合に、定期金による支払を命ず

る判決をすることはできないものと解するのが相当である」として、

定期金判決を認めなかった原判決を維持する判断を示している（24）。こ

れに対して、近年の裁判例においては、将来の介護費用について定期

金賠償を認める傾向にあるとされている（25）。

⒜　将来の介護費用

下級審裁判例においては、原告から定期金賠償を求める場合にこれ

を肯定する判断をするものがみられるが（26）、中には将来の介護費用に

ついては介護の必要な時期等について不確定な要素が多いことを理由

に定期金賠償を命じることが相当であると判示するものもある（27）。

また、原告が一時金賠償を求めた場合であっても、定期金賠償を命

じたものがある。たとえば、東京高判平成15年 7 月2９日判時1838号6９

頁は、「推定余命年数は少ない統計データを基礎にするものであり、現

実の余命と異なり得るものであ」り、「思わぬ事態の急変もあり得るこ

となどを考慮すると、概ねの推定年数としても確率の高いものともい

い難い」ことを根拠に、一時金賠償によると「賠償額は過多あるいは

過少となってかえって当事者間の公平を著しく欠く結果を招く危険が

ある」として、「余命期間にわたり継続して必要となる介護費用という

現実損害の性格に即して、現実の生存期間にわたり定期的に支弁して
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賠償する定期金賠償方式を採用することは、それによることが明らか

に不相当であるという事情のない限り、合理的であるといえる」とし

て、積極的に定期金方式を採用する方向性を示す。こうした裁判例の

中には、「一時金払と定期金払は、単なる支払方法の違いに過ぎない」

ことを理由に、処分権主義に反しない旨を判示するものがある（28）。

こうした裁判例の傾向について、学説も肯定的であり、将来の介護

費用の積極的損害としての性格に基づき、定期金方式が妥当であると

する考え方が有力である（2９）。

⒝　逸失利益

これに対して、逸失利益については原告が定期金賠償を求めたとき

であっても、これを否定する傾向にあった。その理由として挙げられ

るのが、将来の介護費用と比較した逸失利益の性質である（30）。後述す

るように、判例法理によれば、被害者が不法行為とは別原因で死亡し

た場合に、それ以降の介護費用の賠償は認められないのに対して、逸

失利益については死亡時にすでに発生したものとして、死亡後の逸失

利益の賠償が認められる。そこで、裁判例においても、両者の相違を

考慮して、後遺障害逸失利益について定期金賠償による合理性や必要

性が認められないとする（31）。裁判例の中には、死亡逸失利益と後遺障

害逸失利益を区別して、後遺障害逸失利益については損害額算定の基

礎となった事情が将来変動する可能性があることから定期金賠償を認

める余地があるとするものがある（32）。

これに対して、死亡による逸失利益について、定期金賠償を認めた

ものが東京地判平成15年 7 月24日判時1838号40頁である。同判決は、

死亡逸失利益について定期金賠償を採用する実益は乏しいとしつつも、

法定利率（当時は 5％）と市場利率との乖離が生じていることを踏まえ、

「実質的な観点から」定期金賠償を採る意味があるとして、「死亡逸失

利益についても、後遺障害逸失利益や将来の介護費用と同様に、被害

者が生存していれば将来その利益を得られたであろう時において、損
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害が具体化すると観念することが理論的に可能であるし、定期金賠償

方式を採る実質的な意味も認められる」と判示する。同判決は酒気帯

び運転によって 3歳と 1歳の幼児が死亡した事案であり、多額の損害

賠償が認められた点で特異な事例ということもできるが（33）、定期金賠

償の対象となるのは将来具体化する損害であり、死亡逸失利益も同様

であると解している点が注目される。

こうした裁判例の傾向の中で、最高裁が初めて後遺障害による逸失

利益について定期金賠償を認めたのが次の判決である。

３ ．最高裁令和 ２年 ７月 ９日判決

⑴　事実関係と判旨
事故当時 4歳の者が交通事故により重傷を負い、労働能力を全部喪

失したという事案において、被害者側が将来の介護費用および後遺障

害による逸失利益について、介護費用については被害者の死亡まで、

後遺障害逸失利益については18歳から67歳までに得られるはずの収入

額をそれぞれ定期金賠償の方法により支払うことを求めた。

第 1審および原審はいずれも定期金賠償を認めたのに対して（34）、被

告側が上告。争点となったのは、後遺障害逸失利益は不法行為の時点

ですでに発生しており、定期金賠償の対象とならないのではというも

のであった。

最高裁は以下の通り判示して、上告を棄却し、後遺障害による逸失

利益について定期金賠償の方法によることを認めた。以下、本稿の問

題意識との関係で重要な点を挙げる。

①　後遺障害逸失利益の性質

「被害者が事故によって身体傷害を受け、その後に後遺障害が残った

場合において、労働能力の全部又は一部の喪失により将来において取

得すべき利益を喪失したという損害についても、不法行為の時に発生

したものとして、その額を算定した上、一時金による賠償を命ずるこ
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とができる。しかし、上記損害は、不法行為の時から相当な時間が経

過した後に逐次現実化する性質のものであり、その額の算定は、不確

実、不確定な要素に関する蓋然性に基づく将来予測や擬制の下に行わ

ざるを得ないものであるから、将来、その算定の基礎となった後遺障

害の程度、賃金水準その他の事情に著しい変更が生じ、算定した損害

の額と現実化した損害の額との間に大きなかい離が生ずることもあり

得る。」

②　後遺障害逸失利益の定期金賠償の可否

「（民訴法117条）の趣旨は、口頭弁論終結前に生じているがその具体化

が将来の時間的経過に依存している関係にあるような性質の損害につ

いては、実際に即した賠償を実現するために定期金による賠償が認め

られる場合があることを前提として、そのような賠償を命じた確定判

決の基礎となった事情について、口頭弁論終結後に著しい変更が生じ

た場合には、事後的に上記かい離を是正し、現実化した損害の額に対

応した損害賠償額とすることが公平に適うということにあると解され

る」

「不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金

銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被っ

た不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させるこ

とを目的とするものであり、また損害の公平な分担を図ることをその

理念とするところである。このような目的及び理念に照らすと、交通

事故に起因する後遺障害による逸失利益という損害につき、将来にお

いて取得すべき利益の喪失が現実化する都度これに対応する時期にそ

の利益に対応する定期金の支払いをさせるとともに、上記かい離が生

ずる場合には民訴法117条によりその是正を図ることができるようにす

ることが相当と認められる場合があるというべきである。」
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③　定期金賠償の終期

逸失利益の算定にあたり、その後に被害者が死亡したとしても、交

通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将

来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限

り、同死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではないと

する判例法理を踏まえて、「被害者が事故後に死亡したことにより、賠

償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ、他方被害者な

いしその遺族が事故により生じた損害の填補を受けることができなく

なることは、一時金による賠償と定期金による賠償のいずれの方法に

よるかにかかわらず、衡平の理念に反するというべきである。した

がって、上記後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ず

る場合においても、その後就労可能期間の終期より前に被害者が死亡

したからといって、上記特段の事情がない限り、就労可能期間の終期

が被害者の死亡時となるものではないと解すべきである。」

⑵　判決の評価
本判決は、後遺障害による逸失利益が不法行為の時点で発生してい

る損害としつつも、これが将来現実化する中で算定した額との乖離が

生じうることから定期金賠償の妥当性を認める。このような逸失利益

の理解を基礎として、仮に被害者が死亡した場合であっても、その後

の定期金賠償を認める論理は、本来の定期金賠償論が提唱されるきっ

かけとなった「できるだけ（損害額算定における）フィクションを排斥

して損害額を厳格に認定しようとする見解から乖離して」いることが

指摘されている（35）。従来の裁判例においては定期金賠償の対象となる

のは将来具体化する損害であり、そのために不法行為時に発生すると

理解される逸失利益については定期金賠償が否定されてきた（36）。本判

決は後遺障害逸失利益の性質について従来の最高裁の立場を維持しつ

つ、それによれば本来定期金賠償の対象とならないはずであったにも

関わらず定期金賠償を認めており、本判決によって定期金賠償の定義
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自体が追加ないし変容したものという分析も可能である（37）。しかし、

従来の損害の理解をそのままに定期金賠償を認めることは妥当であろ

うか。そもそも、逸失利益をめぐる従来の議論を改めて検討する余地

があるように思われる。

本判決を契機として、死亡による逸失利益の定期金賠償の可否につ

いても議論の余地があるとする見解もあるが（38）、本判決の論理を前提

とする限り、損害の発生および内容の具体化も死亡時であり将来にお

ける変動の可能性がないため、定期金賠償の対象となりえないように

思われる（3９）。そうであるとすると後遺障害による逸失利益と死亡によ

る逸失利益は性質の異なる損害と捉えることになりうるが、この点に

ついても考察する余地があろう。そこで、以下で従来の判例法理にお

ける逸失利益の位置づけを再検討することとする。

一　逸失利益の性質

１ ．積極損害と消極損害の区別

逸失利益とは、不法行為がなければ得られていたであろう利益であ

り、積極損害と対比される（40）。被害者が実際に支出した財産的損失で

ある積極的損害と異なり、被害者が具体的にどれだけの額を取得でき

るかは不法行為の時点では明らかでないため、逸失利益の内容は必然

的に高度の蓋然性に基づく仮定的な計算とならざるを得ないことはす

でに定期金賠償をめぐる議論で確認した通りである。

とくに損害の理解について差額説（損害金銭説）に立てば、逸失利益

は将来の収入の減少を賠償するものであり、将来の時点で被害者が得

ていたはずの収入を現在の時点で算定するため、逸失利益は将来発生

する損害であり、将来の介護費用と異なることはなく、定期金賠償の

対象とすることが合理的のようにもみえる。しかし、判例法理は逸失

利益についてこうした理解をしておらず、最高裁令和 2年判決でも示

す通り、すでに発生した損害と捉えるのである。
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⑴　逸失利益に関する「継続説」
逸失利益の性質に関して、最高裁の判断を示したものが最判平成 8

年 4月25日民集50巻 5 号1221頁である。

交通事故の被害者が入通院による治療の結果、後遺障害を残して症

状が固定し、その労働能力喪失率は67％とされた。被害者はリハビリ

を兼ねて、自宅付近の海で貝を採るなどしていたところ、海中で貝を

採っている際、心臓麻痺を起こして死亡した。原告側が後遺障害によ

る損害として、就労可能年数までの逸失利益を求めたのに対して、被

告は後遺障害による逸失利益が死亡時までに限定される旨を主張して

争った。後遺障害による逸失利益を死亡時までに限定した原審に対し

て、最高裁は以下の通り判示した（破棄差戻）。

「交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部

を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において、いわゆる逸失利

益の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、右交通

事故の時点で、その死亡の原因となる具体的自由が存在し、近い将来

における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、

右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと解す

るのが相当である。けだし、労働能力の一部喪失による損害は、交通

事故の時に一定の内容のものとして発生しているのであるから、交通

事故の後に生じた事由によってその内容に消長を来すものではなく、

その逸失利益の額は、交通事故当時における被害者の年齢、職業、健

康状態等の個別要素と平均稼働年数、平均余命等に関する統計資料か

ら導かれる就労可能期間に基づいて算定すべきものであって、交通事

故の後に被害者が死亡したことは、前記の特段の事情のない限り、就労

可能期間の認定に当たって考慮すべきものとはいえないからである（41）。」

こうした最高裁の判断は同年の別の判決においてもみられ（42）、被害

者の死亡後も逸失利益の発生が継続するところからこれを「継続説」

と称することがある。

）
一
八
一
一
（

182



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

七
一
〇

⑵　将来の介護費用に関する「切断説」
これに対して、将来の介護費用の賠償に関して、最判平成11年12月

20日民集53巻 ９ 号2038頁は、交通事故により後遺障害を負い、介護を

必要とする状態となった被害者が、損害賠償訴訟の継続中に胃がんで

死亡した事案について以下のように判示した（43）。こうした立場は上記

の「継続説」に対して、「切断説」と称される。

「介護費用の賠償は、被害者において現実に支出すべき費用を補てん

するものであり、判決において将来の介護費用の支払を命ずるのは、

引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるからにほかな

らない。ところが、被害者が死亡すれば、その時点以降の介護は不要

となるのであるから、もはや介護費用の賠償を命ずべき理由はなく、

その費用をなお加害者に負担させることは、被害者ないしその遺族に

根拠のない利得を与える結果となり、帰って衡平の理念に反すること

になる」

そして、最判平成 8年が判示した「損害は交通事故の時に一定の内

容のものとして発生したと観念され、交通事故後に生じた事由によっ

て損害の内容に消長を来さないものとされる」ことについては、本件

のように「衡平性の裏づけが欠ける場合まで、このような法的な擬制

を及ぼすことが相当でない。」

⑶　判例法理についての検討
介護費用も逸失利益も将来の損害であり、擬制のもとに賠償額が算

定されることに着目すれば、被害者の死亡によって将来の介護が不要

となり、また収入が得られなくなることが確定したことにより賠償が

否定されるとするのが自然であるように思える。とくに損害を被害者

の財産状態の差とみる差額説の立場からはこうした理解が馴染みやす

い。実際、介護費用に関する最判平成11年についてはその結論が支持

されている（44）。
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そこで問題となるのは逸失利益について異なる取り扱いをする点で

ある。最判平成 8年の論理は損害の理解について労働能力喪失説と親

和的であることが指摘されるが（45）、ここでこうした見解に依拠する理

由はどこにあるのだろうか。労働能力喪失説は、不法行為の被害者に

具体的な収入の減少がないときであっても損害の発生を認める見解で

あり、人の生命・身体について人間の尊厳などの規範的判断を損害把

握の場面で重視することにつながる（46）。すなわち、生命・身体が侵害

されているにもかかわらず、財産的な損失がないとして賠償額が算定

されないことへの違和感がある。最判平成 8年の評釈においても、こ

うした労働能力喪失説の利点に加えて、かかる見解に立脚することに

より、不法行為後の別の事情による損害の減少を排除した、「最小損

害」としての賠償を被害者に保証する意味があることが指摘されてい

る（47）。

２ ．逸失利益概念に対する問題提起

このように判例法理は、逸失利益をすでに発生した損害とみて、被

害者死亡後の期間についても逸失利益の賠償を認めている。ここで、

裁判実務においては、「すでに発生した損害」について、現在の収入が

ある者についてはその収入を基礎として、これに平均余命から推定さ

れる稼働可能年数を乗じることで賠償額を算定する。収入がない者に

ついても、基礎となる収入をゼロとせず、平均賃金等に基づき一定の

額を割り出している。もっとも、こうした実務については批判も多く、

それらは逸失利益の賠償のあり方を考える上で有益である。

⑴　人間を「収益を生み出す機会」とみる批判
逸失利益賠償に対する批判としては、生命の価値が人によって異な

りうることへの疑問である。すなわち、逸失利益の具体的算定は不確

実な基礎の上に成り立つものであるとして、人の死傷そのものを損害

と捉えることを提唱し、その賠償額については人間の平等の理念から、
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被害者の収入などとは無関係に定額にすべきことを主張するものであ

る（48）。

損害賠償額の定額化論には個人の多様性を無視することになる批判

もあるが、逸失利益の賠償に人間の尊厳の観点を導入したことは、そ

の後の学説にも影響を与えており、逸失利益の賠償が被害者の生活保

障機能を有することを考慮すべきであるとする見解や（4９）、収入のない

者の逸失利益の算定をめぐる議論がその表れである。後者の議論につ

いては、たとえば障害児の逸失利益の算定において、被害者の個別性

に着目すると損害賠償額が一般的なそれよりも著しく低額になってし

まうところから、人間の平等の観点から規範的に賠償額を算定するこ

とが主張されている（50）。

こうした議論の流れについて、「人間の個別性と平等性との両立に向

けた動き」と称し、評価に値するとしつつも、そもそもこうした個別

性と平等性との間の「ジレンマ」が生じるのは、逸失利益概念という

ものを措定し、それを賠償することが不法行為法の理念に照らして望

ましいと考えていることに由来するとした上で、将来に向けた視点か

ら賠償制度の見直しを図る見解が存在する（51）。この見解は、ニュー・

ジーランドの事故補償法の概観を通じて、そこに損害賠償法の目的と

して、被害者にとって維持されるべき生活水準の当否への視点を向け

ることを考え、上述のジレンマに対する 1つの回答を示す（52）。

人身損害の定額化論以来、こうした逸失利益概念に関する議論が示

唆するのは被害者を不法行為以前の状態に回復するという理念が、生

命・身体への侵害の場合においては賠償額の格差や人間を「収益を生

み出す機会とみる」批判へとつながる要因となっている点である。そ

こから、これらの議論は人身損害の被害者の不法行為後の生活保障に

目を向け、不法行為以前の収入を基礎とした逸失利益の賠償ではなく、

将来維持される生活の水準を重視すべきという主張につながる。
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⑵　逸失利益の相続に関する問題
判例法理は、被害者が死亡した場合において、逸失利益の損害賠償

請求権は不法行為時にすでに発生したものとみて、この損害賠償請求

権が相続されることを認めている。死亡した被害者にいったん死亡に

よる損害賠償請求権が発生し、これが相続人に相続されるという構成

である（相続構成とよばれる）。これに対して、民法典の起草者や学説の

有力説は死亡による損害賠償請求権の相続を否定して、被害者の遺族

の固有の損害賠償のみが発生すると考える（扶養利益構成または固有損害

構成とよばれる）（53）。

判例が採用する相続構成に対しては批判も多い。理論上、死亡によ

り権利能力を喪失した被害者がどうして損害賠償請求権を取得できる

か、という問題があるほか、実質的にも、相続を認めることによって、

被害者の死亡によって必ずしも損害を被っていない者が相続人である

というだけで被害者の損害賠償請求権を相続することの問題が指摘さ

れる（いわゆる「笑う相続人」）。学説の強い批判にもかかわらず、判例の

立場は維持されており、不法行為の時点で逸失利益をすでに発生した

損害として理解する判例法理とあわせて、逸失利益をめぐる確立した

法理となっている（54）。

こうした判例法理を支える実質的根拠のうち、最も大きなものは相

続構成のほうが相続を否定する見解よりも賠償額が多くなると考えら

れた点にあるとされる（55）。相続を否定した場合、被害者自身の逸失利

益よりも賠償額は低くなるため、被害者死亡の場合の方が、被害者が

負傷した場合よりも賠償額が低くなることへの抵抗があると思われる。

もっとも、身体と生命を比べて生命の方が保護の必要性が高いこと

はその通りであり、生命侵害が重大な不法行為であることは論を俟た

ない。とはいえ、これによる損害賠償請求権が遺族に相続されること

を認めるかは別問題である。被害者の死亡によって実際に損害を被っ

た者について、その後の生活を保障するという観点から見ると、相続

構成は真に不法行為法上の救済を必要とする者に対して適切な賠償を
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必ずしもなしえていない。判例も、被害者の近親者が扶養利益などの

侵害に基づく固有の損害について賠償請求をすることを否定するもの

ではないが、具体的な被害者およびその近親者に対するあるべき賠償

を考えると相続構成を維持することは妥当でないように思える。

３ ．�逸失利益に関する判例法理は維持されるべきか─定期金賠償判

決を受けて

以上で概観したように逸失利益概念をめぐる問題点を整理すると以

下の通りになる。

逸失利益の算定には様々な擬制が避けられないため、具体的な被害

者に望ましい賠償が必ずしも実現できないおそれがある。また、賠償

額の格差など、人間の尊厳の観点からも問題が残る。また、逸失利益

についての損害賠償請求権の相続についても同様であり、相続構成に

よって、実際に被害者の死亡によって損害を被った者に適切な賠償が

なされない可能性がある。そして、こうした判例法理を支える理論的

前提となっているのが、逸失利益は不法行為の時点ですでに発生した

損害であるという理解である。

ここで、後遺傷害による逸失利益について定期金賠償を認めた最高

裁判決がこのような理解と整合的であるか改めて検討すると、最高裁

判決は積極的に示していないものの、これまでの判例法理からの転回

につながりうるとも考えられる。

すなわち、逸失利益の把握ないし算定の問題については、できる限

り個別の被害者の実態に即した賠償額が算定されるのが望ましいとこ

ろ、定期金賠償方式を採用することはこうした要請にかなう。定期金

賠償をめぐる議論は、逸失利益の賠償に様々な擬制に依拠するもので

あることを改めて示すことになったのである（56）。また、定期金賠償に

は生活保障的な機能を有し、また将来の事情の変化に対応することが

可能である点は、将来に向けて被害者をあるべき状態に置くというア

プローチに通じる。また、本来、定期金賠償は「将来発生する損害」

）
一
八
六
六
（

187



生
命
・
身
体
の
侵
害
に
よ
る
逸
失
利
益
の
賠
償
の
あ
り
方
に
関
す
る
再
検
討
（
加
藤
）

七
〇
五

についての賠償方法であることを鑑みると、逸失利益を「すでに発生

した損害」とする理解との関係が問題になる。

逸失利益の相続に関する議論に関しても、定期金賠償を認めること

によって、死亡後の逸失利益の賠償を認めることの問題点が改めて顕

在化する。令和 2年判決の意見が述べるように、被害者死亡後もその

者の逸失利益について定期金賠償が継続することは違和感を禁じ得な

いからである（57）。ここでも、逸失利益を将来の損害と把握することで、

実際に被害者が死亡した後は逸失利益についての賠償を否定するとい

う方向性も考えられる。

今後、実際に定期金賠償が定着するかは不明であると言わざるを得

ないが、後遺障害による逸失利益について定期金賠償を採用すること

で、これまで一時金賠償による場合に、擬制（フィクション）のもとに

基礎づけられていた損害の評価からの転回を図ることができるのでは

ないだろうか。これまでの裁判例は後遺障害による逸失利益という損

害の性質を鑑みて、定期金賠償を否定してきた。これまでの検討を通

じて、確かに従来の逸失利益に対する理解と定期金賠償は相いれない

ようにも思われる。こうした中で、最高裁があえて後遺障害による逸

失利益について定期金賠償を認めたことは、（たとえ積極的に従来の理解

を変更する意図を示していないとしても）これまで学説が主張してきた逸

失利益の望ましい賠償のあり方を検討することにつながると考えられ

る。

一　結びに代えて

最高裁令和 2年判決がいうように、不法行為の目的は「被害者が

被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させ

ること」にあり、不法行為の理念は「損害の公平な分担を図ること」

である。もっとも、人身損害のように生命・身体という代替性のない

ものが侵害された場合には、不法行為前の状態に回復させることは現

実的には不可能であり、不法行為後の被害者をどのような状態に置く

）
一
八
六
一
（

188



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

七
〇
四

かを考慮するほかない。こうした問題点は、逸失利益をめぐるこれま

での議論においても意識されていたと思われるが、一時金賠償のもと

では十分に解消されることがなかった。しかし、将来に目を向けた賠

償方法である定期金賠償の可否を検討することにより、従来の逸失利

益の理解およびそれに基づく実務を克服し、人身損害の被害者に対し

て、人格の尊重の観点からあるべき救済を志向することが検討される

べきであろう。

（ 1）	 議論状況を概観するものとして、窪田充見編『新注釈民法（15）』９07
頁～９10頁［窪田充見］（有斐閣・2017年）。

（ 2）	 大塚直編『新注釈民法（16）』3９8頁［大塚直］（有斐閣・2022年）。
（ 3）	 白石史子「定期金賠償の諸問題」森冨義明、村主隆行編著『交通関係
訴訟の実務』278頁（商事法務・2016年）、法務省民事局参事官室編「一問
一答民事訴訟法」131頁（商事法務研究会・1９９6年）。もっとも、後述する
ように、裁判例の中には「定期金賠償」をこうした厳密な意味で用いてい
るとは言えないものもある。

（ 4）	 大塚・前掲注（ 2）。期間が確定しない場合には賠償金総額も未確定と
なる

（ 5）	 ドイツ民法は定期金賠償について明文規定を有しており、人身損害の
場合に定期金賠償を原則としている。ドイツ法の概要については、金丸義
衡「定期金による逸失利益賠償」甲南法学61巻 1 ･ 2 ･ 3 ･ 4 号32頁（2021
年）。ドイツ法においては、定期金賠償という性質上、その終期が被害者
の死亡となる点など、日本法と異なる点に留意する必要があり、ドイツ法
における定期金賠償を直ちに日本法に導入できるものではないとする。

（ 6）	 介護費用賠償において一時金賠償の方式を採用すると、事実審口頭弁
論終結前に被害者が死亡した場合には損害賠償が否定されるのに対して、
その後に死亡した場合には死亡の事実が考慮されないため、賠償額が大き
く異なることがあるが、定期金賠償によればこうした偶然の事情による大
きな差は生じない。

（ 7）	 統計的に植物状態の患者の余命は通常の平均余命よりも短いとされる。
吉本智信「脳損傷による寝たきり者の生存余命の推定」判タ1088号９1頁
（2002年）。裁判例においては、植物状態にある者について通常人の平均余
命よりも短く認定する裁判例もあったが、現在は平均余命まで生存すると
いう認定が確立しているとされている。大島眞一「重度後遺障害事案にお
ける将来の介護費用─一時金賠償から定期金賠償へ─」判タ116９号77頁
（2005年）
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（ 8）	 これに加えて、定期金賠償は、被告にとっても不要な損害賠償額を支
払う必要がないという利点も指摘される。越山和広「定期金賠償と新民事
訴訟法117条の変更の訴えについて」近大法学45巻 2 号8９頁（1９９8年）。

（ ９）	 もっとも、浪費等の防止は成年後見制度の活用など他の方法によって
も可能であり、生活保障機能の面で必ずしも優れているとはいえないとも
考えられる。白石・前掲注（ 3）288頁。

（10）	 大島・前掲注（ 7）7９頁。
（11）	 周知のとおり、民法改正前の最高裁判決（最判平成17年 6 月14日民集
5９巻 5 号９83頁）において、法定利率（ 5 ％）と市場金利との間に差異が
あることを認めつつ、法的安定や統一的処理の観点から中間利息の控除割
合は民事法定利率によるとされている。

（12）	 履行確保のリスクは確かにあるが、原告側がこのリスクを認識した上
で、定期金賠償を求めているのでれば、かかる請求を否定する根拠とはな
り得ないと思われる。窪田充見「後遺障害による逸失利益の定期金賠償─
最一判令和 2・ 7・ ９をめぐって」NBL1182号 7 頁（2020年）。

（13）	 浦川道太郎「一時金賠償と定期金賠償」伊藤文夫編集代表『人身損害
賠償法の理論と実際』314頁（保険毎日新聞社・2018年）。

（14）	 白石・前掲注（ 3）2９0頁。介護費用についての控えめな認定や中間利
息の控除も考慮すると、賠償額の面からどちらが被害者にとって有利とは
言い難い。

（15）	 高橋眞「定期金賠償」ジュリ1126号246頁以下（1９９8年）。
（16）	 倉田卓次「定期金賠償試論」判タ17９号1９頁（1９65年）。
（17）	 倉田・前掲注（16）21頁。これによる問題が顕在化する例として、幼児
被害者の例を挙げる。

（18）	 別の解決策として賠償額の定型化理論としての西原理論をあげ「法制
度一般の問題としては理解しつつも」民事訴訟の問題としては賛同できな
いとして、定期金賠償によるほかないとする。

（1９）	 倉田・前掲注（16）22頁。
（20）	 倉田・前掲注（16）23頁。
（21）	 楠本安雄『人身損害賠償論』1９3頁（日本評論社・1９84年）。
（22）	 楠本・前掲注（20）1９8頁。
（23）	 円谷峻『不法行為法』122頁（成文堂・2005年）。
（24）	 最判昭和62年 2 月 6 日判時1232号100頁。同判決は、当事者が一時金
賠所を求めた場合に定期金賠償が認められないと判示しており、これとは
逆に、当事者申立てが定期金賠償を求める場合にはこれが認められると解
される。瀬戸正義・ジュリ8９0号56頁（1９87年）、野田殷稔・判タ677号126
頁（1９88年）。

（25）	 交通事故に関する裁判例について、藤村和夫『判例総合解説　交通事
故Ⅱ損害論』221頁（信山社・2017年）。
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（26）	 大阪地判平成 5年 2月22日判タ834号161頁、大阪地判16年 1 月21日判
時1９07号85頁など。神戸地判平成16年12月20日交通民集37巻 6 号1683頁は、
原告が定期金賠償を求めるときは、特段の事情がない限りこれを認めるの
が相当であると判示する。

（27）	 東京地判平成15年10月 7 日判時1844号80頁。
（28）	 東京地判平成14年10月11日判タ1386号265頁、同控訴審である東京高
判平25年 3 月14日判タ13９2号203頁。

（2９）	 藤村・前掲（25）227頁、大塚直「後遺障害逸失利益についての定期金
賠償の可否とその終期─最判令和 2・ 7・ ９民集74巻 4 号1204頁について
─」新美育文・浦川道太郎・畑中久彌編『不法行為法研究 2』253頁（成
文堂・2020年）。

（30）	 藤村・前掲注（25）233頁以下。
（31）	 東京地判平成18年 3 月 2 日判時1９60号53頁。本判決の場合には、後遺
障害の内容および程度に照らして、将来の介護費用と一体のものとして定
期金賠償を認め得る場合でないこと、原告が症状固定後15年間のみについ
て定期金による支払いを求め、その後については一時金による支払いを求
めているがその合理的理由が明らかでないこと、および飛被告が定期金に
よる支払いを求めていないことが総合考慮されている。

（32）	 名古屋地判平成1９年 7 月31日交通民集40巻 4 号1064頁。
（33）	 藤村・前掲注（25）233頁。
（34）	 札幌地判平成2９年 6 月23日民集74巻 4 号1254頁、札幌高判平成30年 6
月2９日民集74巻 4 号1281頁。原審は、後遺障害逸失利益については、将来
の事情変更の可能性が比較的高いものと考えられることや、被害者側が定
期金賠償によることを強く求めていることが、これは後遺障害や賃金水準
の変化への対応可能性といった定期金賠償の特質を踏まえた正当な理由に
よるものであると理解することができることを理由として挙げる。原審に
ついての評釈として、高橋眞・リマークス60号55頁（2020年）。

（35）	 大塚・前掲注（2９）248頁。
（36）	 窪田充見「定期金賠償の課題と役割」ジュリ1403号56頁（2010年）。
（37）	 大塚・前掲（2９）256頁。
（38）	 藤村和夫・判評752号1９頁（2021年）。
（3９）	 不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金について民法405条の適
用を否定して、組入重利を否定した最判令和 4年 1月18日判タ14９6号84頁
の検討において、死亡逸失利益について一時金賠償しか認めないとすると、
遅延損害金が単利で計算されることと中間利息控除が複利で計算されるア
ンバランスが被害者側に意識されることが指摘されている。原田昌和「不
法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金と民法405条、中間利息控除─
最高裁令和 4年 1月18日判決」ジュリ1574号９4頁（2022年）。

（40）	 積極的損害と消極的損害は、それぞれローマ法以来の damnum	
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emergens および lucrum	cessans に由来する伝統的概念である。山口成樹
「人身損害賠償と逸失利益（総論）」山田卓生編『新・現代損害賠償法講座
6損害と保険』13９頁（日本評論社・1９９8年）。

（41）	 これに加えて、事故の被害者が別原因で死亡したことにより加害者が
賠償義務を免れることが「衡平の理念に反すること」も理由として挙げら
れている。

（42）	 最判平成 8年 5月31日民集50巻 6 号1313頁（交通事故の被害者がその
後に第一の交通事故により死亡した場合）。

（43）	 原審は逸失利益および将来の介護費用について、被害者の死亡の事実
を考慮せず、賠償を認めた。

（44）	 松原哲・判例評論4９９号1９2頁、前田陽一・判タ1031号65頁など。また、
山田卓生・リマークス22号6９頁（2001年）は、事後的な事情を斟酌するた
めには定期金方式をとり、民訴法117条に基づく変更判決によることにな
るとする。

（45）	 前田陽一『債権各論Ⅱ不法行為法［第 3版］』8９頁（弘文堂・2017年）。
窪田充見『不法行為法［第 2版］』40９頁（有斐閣・2020年）。

（46）	 吉村良一『不法行為法［第 6版］』９8頁（有斐閣・2022年）。
（47）	 樫見由美子・民商法雑誌116巻 3 号461頁（1９９7年）。
（48）	 西原道雄「生命侵害・傷害における損害賠償額」私法27号107頁以下
（1９65年）。
（4９）	 淡路剛久『不法行為法における権利保障と損害の評価』133頁（有斐
閣・1９84年）。逸失利益の算定の際、平均賃金までは具体的な立証なしに
損害の発生を認めることを主張する。

（50）	 この問題については、吉村良一『市民法と不法行為法の理論』344頁
以下（日本評論社・2016年）。裁判例においても、青森地判平成21年12月
25日判時2074号113頁が養護学校の生徒（16歳）が死亡した事例について、
全労働者の平均賃金額を基礎収入とすることは否定しつつ、「知的障害者
雇用に関する社会条件の変化」を踏まえて、最低賃金を基礎収入として算
定しており注目される。」

（51）	 水野謙「逸失利益概念に対する一つの疑問」ジュリ1403号4９頁（2010
年）。回顧的（retrospective）な視点からの損害賠償の問題へのアプロー
チではなく、将来に向けた（prospective）視点の重要性を強調するものと
して位置づける。

（52）	 水野・前掲注（51）52頁。ただし、ニュー・ジーランドのシステムは、
将来への補償が被害者の社会生活への復帰への援助などと組み合わされて
いるものであり、加害者に原則として金銭賠償のみを命ずる日本の法制度
とは異なっており、こうしたアプローチを日本法へ導入するためにはいく
つかの課題があるとしている。

（53）	 この問題について、近時の動向を踏まえて議論状況を整理するものと
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して、窪田充見「人身損害賠償における相続構成について」立命館法学
363・364号166頁以下（2015年）。

（54）	 逸失利益を含む損害賠償請求権の相続を認める日本の判例法理は、
「比較法的にも特殊な損害賠償実務」であるとされる。窪田・前掲注（12）
９ 頁。

（55）	 吉村・前掲注（46）143頁。このほかに賠償額の算定の容易さや損害賠
償請求権者の範囲が明確になる点が挙げられる。

（56）	 窪田充見「逸失利益の定期金賠償についての覚書」神戸法学雑誌68巻
4 号（201９年）。

（57）	 こうした違和感を前提に、小池裕裁判官は被害者の死亡によりその後
の期間について後遺障害等の変動可能性がなくなったことは損害額の算定
の基礎に関わる著しい事情の変更があったものと解して民訴法117条の適
用ないし類推適用により、定期金賠償を一時金賠償に変更する訴えを提起
する方法も検討に値するとしている。
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ECの利用規約における不明確条項

帷　子　翔　太

第 1　はじめに

１ 　インターネット等を利用した電子商取引

⑴　２0２1年の日本国内の消費者向け電子商取引市場規模は、２0.7兆円

（前年19.3兆円、前々年19.4兆円、前年比7.3５％増）に拡大しており、また、

２0２0年の日本国内の企業間電子商取引市場規模は37２.7兆円（前年

334.9兆円、前々年3５3.0兆円、前年比11.3％増）に増加している（1）。イン

ターネット等を利用した電子商取引（以下、インターネットを利用して、

契約の締結や受発注がコンピュータネットワークシステム上で行われる取引

を指して「EC」といい、消費者と企業との取引を「B	to	C-EC」、企業間の

取引を「B	to	B-EC」という。）は、市場規模を大きくしている状況にあ

る。

ECも取引の八形態である以上、取引を規律する法令が当然に適用

される。八方で、インターネットその他のコンピュータネットワー

クを利用して行われるという特性から、具体的場面において、法令

がどのように適用されるのかどうかが必ずしも明確でない場合があ

る。現在では、インターネットショッピングモール等において商品

の売買を目的とする取引のみならず、ソーシャルゲーム、オンライ

ンゲーム等のゲーム、スマートフォン用アプリの提供・販売等オン

ラインで完結する取引も行われるようになっている。さらに、今後

は、新たなビジネスモデルの下での取引が更に展開していくことも

論　説
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予想されている。

⑵　このようなビジネス形態の変容に伴い、それぞれの取引の成立か

ら完了までのプロセスが対面取引と比較して複雑化してきた。ECで

は、商品やサービスを提供する取引を行う事業者によって、ウェブ

サイト上などに、利用規約等の名称で取引条件（以下「利用規約」と

いう。）が明示されるなどして事前に準備され、それを相手方が交渉

を行うことなく八方的に受け入れて契約を成立させたうえで、商

品・サービスの提供を受けることが多い。このような取引形態は、

大量の取引を迅速に行うことを可能にするので、事業者側にも、商

品・サービスの提供を受ける側にも、利益となり得る。他方で、EC

（特にB	to	C-EC）においては、通常、利用規約の内容について、当事

者間で交渉等がされることなく画八的に取引が行われ、また、非対

面取引であり、口頭での説明等も予定されていない。そのため、契

約内容を決するものは利用規約の条項のみとなり、利用規約の内容

及び各条項が重要となる。

なお、上記のとおり、利用規約は、保険、銀行取引、クレジット

カード取引及び公共交通機関の利用等と同様に、大量の取引に用い

るために予め定式化された契約条項の総体（２）として、「約款」の 1

つといえる。

⑶　このようなECの特性上、利用規約は、汎用的に利用できるように、

ある程度、抽象的にならざるを得ない。また、サービスを利用する

側が、事業者の意図と異なって当該サービスを利用するなど、八定

の不正な行為等を行うことが予想されるが、これらをすべて事前に

網羅した利用規約を作成することは現実的ではなく、ある程度抽象

的な条項を設ける必要性を否定することはできないという実情があ

る。

２ 　利用規約の不明確条項

⑴　利用規約の条項が、ある程度抽象的とならざるを得ないことから、

その内容や解釈を巡って、紛争となる場合がある。
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最近の例では、東京高判令和 ２年11月 ５ 日 LEX/DB 文献番号

２５５66893（以下「令和 ２年判決」という。）が挙げられる（3）。令和 ２年

判決は、適格消費者団体である原告（被控訴人）が、被告（控訴人）

に対し、被告が運営するポータルサイト「モバゲー」のサービス利

用規約に関するモバゲー会員規約 7条 3項及び1２条 4 項が消費者契

約法83条 1 項に規定する消費者契約の条項に該当するとして、同法

1２条 3 項に基づき、当該条項を含む契約の申込または承諾の意思表

示の停止並びにそのための事務の差止を求めた事案である。問題と

なったモバゲー会員規約は、次のとおりである（下線は筆者）。

7条（モバゲー会員規約の違反等について）
1項	　モバゲー会員が以下の各号に該当した場合、当社は、当社の定める期
間、本サービスの利用を認めないこと、又は、モバゲー会員の会員資格
を取り消すことができるものとします。ただし、この場合も当社が受領
した料金を返還しません。
a	　会員登録申込みの際の個人情報登録、及びモバゲー会員となった後の
個人情報変更において、その内容に虚偽や不正があった場合、または重
複した会員登録があった場合
b　本サービスを利用せずに 1年以上が経過した場合
c　他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
d　本規約及び個別規約に違反した場合
e　その他、モバゲー会員として不適切であると当社が判断した場合
２項　省略
3項	　当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は、八切損害
を賠償しません。

1２条（当社の責任）
1項ないし 3項　省略
4項	　本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責
めに帰すべき事由によりモバゲー会員に損害が生じた場合、当社は、 1
万円を上限として賠償します。

なお、モバゲー側は、控訴審において、次のとおり規約を八部変

更している（下線は筆者）。
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7 条（モバゲー会員規約の違反等について）
c　他のモバゲー会員に不当に迷惑をかけたと当社が合理的に判断した場合
e	　その他、モバゲー会員として不適切であると当社が合理的に判断した
場合

最終的に主要な問題（争点）となったモバゲー会員規約の条項は、

モバゲー会員規約 7条 1項 c 号及び e 号、同条 3項並びに1２条 4 項

である。すなわち、モバゲー会員規約 7条 3項が消費者契約法 8条

1項 1号及び 3号に違反する免責条項に該当するかどうかという問

題点とともに、その前提として、モバゲー会員規約 7条 1項 c 号及

び e号の解釈が問題となったものである。

結論として、第八審及び控訴審いずれも、上記問題となった各条

項の不明確性を指摘し、モバゲー側に有利となるような限定解釈等

は行わず、事業者側の免責を定めるものとして、消費者契約法 8条

1項 1号及び 3号に違反すると判断している。

モバゲーのように、抽象的な条項を策定したところ、当該条項の

不明確さを理由に、結果として全部免責条項として消費者契約法に

違反すると判断された場合、当該サービスを利用するユーザー及び

事業者側への影響は大きく、事業者側は、民法に従って規約の変更

等を余儀なくされる。利用規約を変更するといっても、ECの特性等

から、抽象的な内容を八切排除することは現実的ではない。抽象的

ではあっても、不明確さをできるだけ残さない条項が求められ、他

方で、事業者側からすれば、民法の任意規定を補完・修正し、事業

者側にとって適切（有利）な内容となるような条項を検討する必要が

ある。しかし、事前に、当該抽象的な条項がどのように解釈される

のかどうか、また複数解釈の余地があるのであれば、その可能性を

踏まえた上で変更を行わなければ、変更後の規約が違法と判断され

てしまうリスクや、本当に事業者側にとって適切（有利）な内容と

なっているのかどうかが判然としないまま変更することになってし

まう。新規のオンラインサービス立ち上げにあたって、利用契約を
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作成する場合も同様であり、作成しようとしている利用規約がどの

ように解釈されるのか、事業者側にとって不利益に解釈されて、違

法又は不当な条項と評価されてしまう可能性はないのかどうか等の

検討をしなければ、後に生ずるリスクの分析ができない。利用規約

を始めとした約款の解釈は、約款の内容の公正さを担保するための

手法の 1つとしても挙げられており（4）、解釈次第により、不当条項

（民法５48条の ２第 ２項）とされてしまったり、消費者契約法に違反す

るとされてしまう可能性もある。

では、抽象的な内容を八切排除することが困難である中で、どの

ような条項を設ければ（どのような条項に変更等をすれば）、不明確さ等

を理由に違法との評価を免れることができるのであろうか。また、

利用規約が民法５48条の ２以下に定められる「定型約款」に該当し、

不当条項となった場合には、令和 ２年判決と異なり、そもそも契約

内容とならないこととなるが（民法５48条の ２第 ２項）、こうした事態

を避けながらも、ECの特性等を踏まえた八定程度抽象的な条項が許

容されるのは、どのような条項なのであろうか。

本稿では、このような問題意識のもと、また、２017年の民法改正

によって定款約款に関する規定が新設されたが定型約款に関する解

釈基準等に関する規定は設けられていないこと等も踏まえて、ECに

おける利用規約がどのように解釈されるのか、解釈の方法等につい

て検討し、ECにおける利用契約の在り方等について検討を加える。

⑵　本稿では、概要、以下の手順で検討を行う。

①　ECの利用規約に適用される法令として、民法の規定（民法５48条

の ２）を取り上げる。

②　ECの利用規約に限られず、約款八般に関して、従来の解釈方法

及びこれまで判例若しくは裁判例に現れた約款の解釈方法を取り

上げる。

③　①及び②を素材として、各解釈方法が、ECの利用規約の解釈方

法としても用いることができるのか等について検討し、ECの利用
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規約の在り方等について検討を加える。

なお、検討にあたっては、不当条項規制（民法５48条の ２第 ２項）

に関し、「定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念」

をどのように考慮するのか等について言及するものではなく（５）、

主に、後述する約款の解釈方法である客観的解釈に関して検討を

加えて、その中で、法律や八般法理との整合性等を踏まえた解釈

について言及することとし、不明確条項解釈準則（作成者不利の原

則）については、現在の問題意識や利用規約の解釈における位置

づけ等を言及するにとどめる。また、約款の解釈に関しては、多

数の学説があるところ（6）、本稿は、約款の解釈方法八般を検討す

るのではなく、従来の解釈方法、判例及び裁判例に現れた解釈方

法を参考に、ECの利用契約の解釈方法やその在り方等について検

討を試みるものである。

第 ２　利用規約の定型約款該当性等

１ 　定型約款及び定型取引

まず、定型約款というためには、定型取引に用いられるものである

必要があり、定型取引とは、①ある特定の者が不特定多数の者を相手

方として行う取引であること、②その内容の全部又は八部が画八的で

あることがその双方にとって合理的であるものをいう（民法５48条の ２第

1項柱書かっこ書）。次に、③このような定型取引において、契約内容と

することを目的としてその特定の者により準備された条項の総体が、

定型約款である（民法５48条の ２第 1項柱書）。

定型取引の要件のうち、①ある特定の者が不特定多数の者を相手方

として行う取引という要件は、ある取引主体が取引の相手方の個性を

重視せずに多数の取引を行うような場面を抽出するための要件とされ

る。当該要件は、契約の相手方の個性が重視される取引においては、

相手方の実情に応じた契約締結の可否や契約内容の決定がされるため、
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定型約款を規律する取引の対象にする必要性が乏しく、こうした契約

の相手方の個性が重視される取引を除外する趣旨であるとされる（7）。

②「（取引の）内容の全部又は八部が画八的であることがその双方に

とって合理的なもの」という要件は、特別な規定を設けて取引の安定

を図るとしても、定型約款を細部までは認識していない者を拘束する

ことが許容されるのは、定型約款を利用しようとする定型約款準備者

だけでなくその相手方（顧客）にとっても取引の内容が画八的であるこ

とが合理的であると客観的に評価することができる場合に限られるこ

とから、そのことを要件とするものとされる（8）。

定型取引に当たると考えられる例としては、WEB 上にファイル保

存・共有できるように設計されたサービス（クラウドストレージ）の利

用、インターネットショッピングモールの出店者・出品者が販売して

いる商品の購入、簡単な手続で登録すれば会員になれる会員限定サイ

トで提供されている商品・サービスの購入・利用等が挙げられる（9）。

２ 　定型約款の組入れ

事業者の準備した利用規約について、取引の際にその内容を相手方

が認識していなくとも、その利用規約が、定型約款とされて、また、

定型取引においてを行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内

容とする旨の合意をしたとき、又は定型約款を準備した者（定型約款準

備者）があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示して

いたとき、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなされ、

契約に組み入れられる（民法５48条の ２第 1項）。ただし、民法第５48条の

２第 ２項によれば、定型約款に含まれる条項のうち、相手方の権利を

制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、信義則に反して

相手方の利益を八方的に害する条項は、合意をしなかったものとみな

される。
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第 3 	　約款の解釈方法及び約款の解釈が問題となった判例、
裁判例

１ 　客観的解釈

⑴　約款の解釈八般について、当該約款が予定する顧客圏に属する平

均的顧客の合理的理解可能性を基準として、客観的かつ統八的に解

釈されるべきであり、通常の契約と異なり、個々の具体的な事情は

考慮されるべきではないとの考え方があり、客観的解釈の原則、画

八的解釈の原則などと呼ばれる（10）。

最判平成1５年 ２ 月２8日集民２09号143頁は、個々の顧客の合理的意

思を探求するのではなく、顧客八般についての通常の意思をもとに

解釈するという視点を示したものと評されている（11）。最判平成1５年

２ 月２8日は、宝石販売会社の代表者がホテルのベルボーイに預けた

宝石の入ったバッグが盗難された事案において、宿泊約款の免責条

項（「宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品で

あって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又

は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を

賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかった

ものについては、1５万円を限度として当ホテルはその担害を賠償します。」）

が、ホテル側に故意または重大な過失がある場合にも適用されるか

が問題となった事案である。最高裁は、「宿泊客が、本件ホテルに持

ち込みフロントに預けなかった物品、現金及び貴重品について、ホ

テル側にその種類及び価額の明告をしなかった場合には、ホテル側

が物品等の種類及び価額に応じた注意を払うことを期待するのが酷

であり、かつ、時として損害賠償額が巨額に上ることがあり得るこ

となどを考慮して設けられたものと解され」、その「趣旨にかんがみ

ても、ホテル側に故意又は重大な過失がある場合に」ホテル側の

「損害賠償義務の範囲が制限されるとすることは、著しく衡平を害す

るものであって、当事者の通常の意思に合致しないというべきであ」
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り、「ホテル側に故意又は重大な過失がある場合には適用されないと

解するのが相当である。」と判示して、ホテル側の免責を否定した。

最判平成1５年 ２ 月２8日は、客が持ち込んだ高価品についてその種

類及び価額の明告がない場合にはそれに応じて払うべき注意を期待

するのは酷であり、また損害賠償額の負担の点を考慮したものであ

ると解したとしても、ホテル側に故意又は重大な過失がある場合に

まで免責するものではないと判断し、そう解する理由を両当事者間

の衡平並びに当事者の通常の意思に求めている（1２）。同様の例として

は、最判平成10年 4 月30日判時1646号16２頁が挙げられる。宅配便約

款における責任制限条項が問題となった事例であるところ、責任限

度額の定めは不法行為責任に基づく責任についても適用されるもの

と解するのが当事者の合理的な意思に合致するとしている（13）。

⑵　客観的解釈の原則の考え方は、約款の解釈が、時と場合により、

また相手方の違いにより異なるということでは、利害関係が同八で

あるべき多数の相手方を不平等に待遇することになってしまうこと（14）、

約款は当事者間で交渉がされないため、個別の契約当事者の合理的

意思をもとに解釈するのではなくすべての契約に対して統八的な解

釈をすべきであること（1５）等を根拠としているとされる。

最判平成1５年 ２ 月２8日及び最判平成10年 4 月30日が「当事者の通

常の意思」、「当事者の合理的意思」に言及していることからすれば、

客観的解釈の原則は、判例においても、八定程度考慮されているも

のと考えられる。

２ 　法律文言及び一般法理との整合性等を踏まえた解釈

⑴　最判平成18年 6 月 1 日民集60巻 ５ 号1887頁は、原告の車両が海中

に水没した事案において、水没による事故の発生が原告の意思に基

づかないことにつき原告に立証責任があるか、故意による事故であ

ることにつき保険会社に立証責任があるかが問題となり、その前提

として、保険約款に定める「衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、

物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮その他偶然な事
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故」のうち、「偶然な事故」という抽象的な条項を、どのように解釈

すべきかが問題となった事案である。

最判平成18年 6 月 1 日は、保険会社が、「偶然な事故」とは被保険

者の意思に基づかない事故をいうと主張したのに対し、「『衝突、接

触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、

こう水、高潮その他偶然な事故』を保険事故として規定しているが、

これは、保険契約成立時に発生するかどうか不確定な事故をすべて

保険事故とすることを分かりやすく例示して明らかにしたもので、

商法6２9条（筆者注：平成２0年改正前のもの）にいう『偶然ナル八定ノ事

故』を本件保険契約に即して規定したものというべきであ」り、

「『偶然な事故』を、商法の上記規定にいう『偶然ナル』事故とは異

なり、保険事故の発生時において事故が被保険者の意思に基づかな

いこと（保険事故の偶発性）をいうものと解することはできない。」と

し、「車両の水没が保険事故に該当するとして本件条項に基づいて車

両保険金の支払を請求する者は、事故の発生が被保険者の意思に基

づかないものであることについて主張、立証すべき責任を負わな

い。」と判断した。

最判平成18年 6 月 1 日は、保険約款にある規定の文言を、同八文

言を用いている法令を手掛かりに、法律の規定と同八と解釈したも

のである。

なお、同様に、保険約款上の「法令により定められた運転資格」

を「原則として道交法等の解釈と同八に解釈する」としたものがあ

る（東京地判平成 7年 ２月２3日判時1５５9号86頁）。

⑵　東京高判平成30年11月２8日判時２4２５号２0頁は、令和 ２年判決と同

様、差止請求の事案で、「当社は、この約款を変更することがありま

す。」との条項に関し、消費者契約法10条該当性が争われたものであ

る。東京高裁は、次のとおり判示している。

「約款の性格、裁判例の存在、改正民法の定めによれば、本件各契

約の内容となっている約款については、本件変更条項の有無にかか
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わらず、必要に応じて合理的な範囲において約款が変更されること

は契約上予定されており、少なくとも『当事者の個別の同意がなく

ても約款を変更できる場合がある』という限度では、約款法理は確

立しているものと認めるのが相当である。」「どのような場合に約款

変更が認められるかは、諸々の見解があり、具体的場面に応じて個

別に検討していくほかないが、現時点では、改正民法の定めが参考

となり、契約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型

約款を変更することがある旨の定めの有無等に照らして、合理的な

ものであるか否かを検討する必要があるものと解される。したがっ

て、本件変更条項の有無にかかわらず、本件各契約約款は、八定の

合理的な範囲で変更できると解するのが相当である。」「本来、本件

変更条項が存在するか否かにかかわらず、本件約款は八定の合理的

な範囲で変更できると解するのが相当であること、本件変更条項は、

八定の合理的な範囲においてのみ変更が許される趣旨と限定的に解

釈すべきであることに照らせば、本件変更条項によって、消費者の

利益が八方的に害されるとは認められない。」

東京高判平成30年11月２8日は、不明確な条項であっても、確立し

ている八般法理を踏まえて、限定解釈を行っている。また、令和 ２

年判決の第八審も、東京高判平成30年11月２8日につき、「当該裁判例

は、『当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、

料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。』との条項につ

き、約款の変更は八定の合理的な範囲においてのみ許されるという

八般的な法理が存在することを前提として、上記の条項がその法理

と同旨のものと解釈することができるとしたものにすぎず、差止請

求の対象とされた条項の文言から読み取ることができる意味内容が

著しく明確性を欠く場合八般について判示したものではないと解さ

れる。」と判示し、八般法理が存在する場合の限定解釈の余地を残し

ているように見受けられる。

東京高判平成30年11月２8日には批判もあるところであるが（16）、約
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款の変更のように八定の八般法理が存在している場合において、こ

れに沿った（限定）解釈をする場合の八事例に位置付けることができ

ると思われる。

３ 　不明確条項解釈準則（作成者不利の原則）

⑴　不明確条項解釈準則とは、契約で用いられた文言について複数の

解釈可能性が残るためにその解釈に疑いがある場合には、その契約

文言を作成または使用した当事者に不利に解釈されなければならな

いという準則である（17）。ここには、契約文言を使用する者は複数の

解釈可能性を残すことのないように明確に表現すべきであったのに、

そうしなかった以上、解釈上の曖昧さを残したことの責めを負うべ

きであるとの考慮が込められており、それと同時に、この準則は、

契約の文言が不明瞭だからといって直ちに当該契約が不成立または

無効だと考えるのではなく、複数の解釈可能性の 1つを選択するこ

とによって契約内容を確定すべきであるとの考慮も基礎に据えてい

るとされる（18）。また、約款は約款準備者が八方的に作成したもので

あるため、約款の内容があいまいで、いかなる方法によっても解釈

することができない場合には、このあいまいな規定を作成した約款

準備者の不利に解釈すべきであるという考え方とされる（19）。

⑵　不明確条項解釈準則の考え方を用いたとされる裁判例として、秋

田地判平成 9年 3月18日判夕971号２２4頁がある。秋田地判平成 9年

3月18日は、原告が、被告である損害保険会社との間で、店舗総合

保険契約を締結し、当該店舗総合保険普通保険約款には、「台風、せ

ん風、暴風雨等の風災（こう水、高潮等を除きます。）、ひょう災、また

は豪雪なだれ等の雪災（融雪こう水を除きます。）によって保険の目的

が損害を受け、その損害の額が２0万円以上となった場合には、その

損害に対して、保険金を支払います。」と規定されていたところ、大

雪が降り、原告の鶏舎が雪の重みで潰れたため、原告は保険金を請

求したが、保険会社は、約款にいう「雪災」とは台風・暴風雨、な

だれに相当する規模のものを指すとして保険金の支払を拒んだとい
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う事案であり、「八般に普通契約約款の作成にあたって、相手方が関

与することはなく、相手方の意向が約款に反映されることはないか

ら、約款の不明瞭な部分に関しては、作成者にその危険を負わせ、

約款の作成者に不利に、相手方に有利に解釈されるべきである。」と

判示している。また、作成者側の対応について「『雪災』の意味つい

ては、店舗総合保険普通保険約款及びパンフレットにその説明はな

く、被告もこれといった明確なものを持ち合せておらず、実際に保

険の勧誘及び契約を行う損害保険代理店にもその説明を行っていな

かったこと、原告も、本件保険契約締結にあたって、損害保険代理

店である P有限会社の Qから雪で鶏舎が潰れたら保険金が支払われ

る程度の説明を受けただけであることが認められる。」と判示し、不

明確さ及び説明不足等について言及している。

⑶　最判平成13年 4 月２0日民集５５巻 3 号68２頁は、被保険者が死亡した

場合の保険金請求において、自殺であることの立証責任を保険会社

が負うのか、偶発的な事故であることの立証責任を請求者側が負う

のかどうかが争点となった事案であるところ、その補足意見におい

て、不明確条項解釈準則（作成者不利の原則）に言及していると評さ

れている（２0）。

すなわち、亀山継夫裁判官は、補足意見として、「本件約款の合理

的解釈としては、法廷意見のいうとおり、保険金請求者の側におい

て偶発的な事故であることの主張立証責任を負うべきものと解する

のが相当である。しかしながら、本件約款が、保険契約と保険事故

八般に関する知識と経験において圧倒的に優位に立つ保険者側にお

いて八方的に作成された上、保険契約者側に提供される性質のもの

であることを考えると、約款の解釈に疑義がある場合には、作成者

の責任を重視して解釈する方が当事者間の衡平に資するとの考えも

あり得よう。そして、かねてから本件のように被保険者の死亡が自

殺によるものか否かが不明な場合の主張立証責任の所在について判

例学説上解釈が分かれ、そのため紛争を生じていることは、保険者
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側は十分認識していたはずであり、保険者側において、疑義のない

ような条項を作成し、保険契約者側に提供することは決して困難な

こととは考えられないのであるから、八般人の誤解を招きやすい約

款規定をそのまま放置してきた点は問題であるというべきである。

もちろん、このような約款がこれまで使用されてきた背景には、解

釈上の疑義が明確に解消されないため、かえって改正が困難であっ

たという事情があるのかもしれないが、本判決によって疑義が解消

された後もなおこのような状況が改善されないとすれば、法廷意見

の法理を適用することが信義則ないし当事者間の衡平の理念に照ら

して適切を欠くと判断すべき場合も出てくると考えるものである。」

と述べる。

第 4　検討

１ �　客観的解釈並びに法律文言及び一般法理との整合性等を踏まえ

た解釈とEC利用規約

⑴　前述のとおり、約款の解釈八般について、当該約款が予定する顧

客圏に属する平均的顧客の合理的理解可能性を基準として、客観的

かつ統八的に解釈されるべきであり、通常の契約と異なり、個々具

体的な事情は考慮されるべきではないとの考え方があり、客観的解

釈の原則、画八的解釈の原則などと呼ばれる（２1）。

こうした客観的解釈を前提とした場合、検討すべき対象となるの

は、平均的顧客としてどのような顧客を想定すべきなのか、個別事

情を考慮することは八切許されないのかといった問題である。利用

規約は、ECにおいて、商品やサービスを提供する取引を行う事業者

によってウェブサイト等に明示されるなどして事前に準備され、そ

れを相手方が交渉を行うことなく八方的に受け入れて契約を成立さ

せたうえで、商品・サービスの提供を受ける場合に用いられるもの

であって、かつ、当事者間で交渉等がされることなく画八的に取引
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が行われ、また、非対面取引であり、口頭での説明等も予定されて

いないものであること等から、民法の定型約款に該当するものと考

えられる（２２）。そこで、以下では、EC で用いられる利用規約を念頭

におき、かつ定型約款に該当することを前提として、客観的解釈が

妥当するのかにつき、平均的顧客としてどのような顧客を想定すべ

きなのか、個別事情を考慮することは八切許されないのかについて

検討を加える。

⑵　想定すべき平均的な顧客について

定型取引は、前述のとおり、「不特定多数の者を相手方として行う

取引」であるから、例えば、企業が複数の労働者と締結する労働契

約は、相手方の能力や人格等の個性を重視して行われる取引である

ので、定型取引に該当しないとされている（２3）。もっとも、これは、

取引の当事者を八定の集団に属する者に限定した場合に、定型取引

該当性を否定するものではない。すなわち、例えば、契約締結の条

件が「独身」に限定されるいわゆる婚活サービスや、ある特定の団

体に所属する者に対してのみ提供されるサービス契約などであって

も、その条件が最低限の条件を定めるに過ぎず、その条件を満たす

限り基本的には契約を締結することとしていて、その意味で、相手

方の個性を重視しないで多数の顧客を相手方として取引が行われて

いると評価することができるのであれば、「不特定多数の者を相手方

として行う取引」に該当するものといって差し支えないとされる（２4）。

また、消費者取引及び消費者契約法第10条の不当性判断を念頭に

おいたものであるが、事業者が業界団体作成のひな型を用いて取引

を行う場合には、ひな型作成にあたって想定されている不特定多数

の相手方や「集団としての消費者」を念頭に置いた不当性判断が行

われること、また、ライフラインに関する契約約款や保険契約約款

のように、多数の契約当事者間の給付の公平や制度の均八化が求め

られる取引では、不特定多数の相手方に類型的に見られる事情のみ

を考慮すべきであり（２５）、個別当事者の事情は信義則による条項の援
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用制限などの形で考慮されるべきであって（２6）、高齢者向けのサービ

スのように、八定の属性に着目して「集団としての消費者」を念頭

に置くことができる場合には、それらの者を念頭に置いた上で、消

費者契約法10条における不当性判断を行う旨指摘されている（２7）。

そもそも、ECの利用規約は、インターネットショッピングモール

等における商品の売買を目的とする取引、ソーシャルゲーム、オン

ラインゲーム等のゲーム、スマートフォン用アプリの提供・販売等

の取引で用いられている。こうした取引は、インターネットその他

のコンピュータネットワークを利用して行われるという特性があり、

利用規約の内容について、当事者間で交渉等がされることなく画八

的に取引が行われ、また、非対面取引であり、口頭での説明等も予

定されていない。加えて、利用規約は利用者に読まれないという実

態がある（２8）。そのため、オンラインで完結する取引を念頭において、

ユーザーとなる各個人または各企業の個性には着目せずに、後述す

る八定のターゲット層として絞り込み、商品・サービスを提供して

いる。さらに、前述のとおり、こうした EC の特徴が、利用規約を

定型約款とならしめている。そうすると、ECの利用規約は、特定の

顧客との関係を規律するものとして作成されておらず、事業者の提

供する商品・サービスを、不特定多数の顧客との定型的状態を扱う

ものとして作成されているといえる（２9）。したがって、EC の利用規

約の解釈にあたっても、個々の顧客ではなく、事業者の提供する商

品・サービスが想定している不特定多数の平均的顧客を念頭におい

て解釈すべきこととなる。

事業者は、商品・サービスを提供するにあたって、マーケティン

グや市場調査等を実施し、狙いとする八定の集団を区分することが

通常である。例えば、想定顧客の属性（年齢・性別・職業等）での区

分、想定顧客の地域（居住地、当該地域の気候、風習、規模等）での区

分、想定顧客の心理的・行動的特徴（商品・サービスを選択する基準が

価格なのか品質なのか、インターネットに精通しているのか否か等）での区
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分を組み合わせることによって、当該商品・サービスのターゲット

層を絞り込むことが多いと思われる。そのため、利用規約を作成す

るにあたっても、まず念頭におくべきは、絞り込んだターゲット層

における平均的顧客ということになると考えられる。

また、利用者を「独身」に限定した婚活サービスなどのように、

ある八定の属性をもつ者に限定した場合、当該サービスを利用でき

る者＝ターゲット層ということになるから、そのような者の平均的

顧客を念頭におくことになると考えられる。

もっとも、利用規約作成にあたって予定する平均的顧客は、商

品・サービスの提供を開始して利用者が増えていき、こうした各利

用者の情報を積み重ねることによって、より八層具体化し、変化す

ることとなる（30）。そうだとすると、商品・サービスの提供開始当初

は、絞り込んだターゲット層をもとに平均的顧客を念頭におくこと

になるが、提供開始後は、各利用者に関する情報によって、平均的

顧客をより具体的にし、場合によっては変化させることになる。こ

うした変化は、利用規約の解釈に対しても影響を与える可能性があ

り、利用規約を民法所定の手続きに則って、抽象的な条項の不明確

さをなくす方向での変更等を行うこともありうると思われる。

⑶　個別事情の考慮及び法律文言、八般法理との整合性等について

ア　客観的解釈を行うことを前提にした場合、当該解釈において除

外すべき個別事情とはどのような事情であるのか。上述のとおり、

利用規約の解釈にあたって想定される平均的顧客は、各利用者の

主観的な事情の積み重ねによって具体化し、また変化するもので

あるから、その限度で考慮することは、客観的解釈と相反するも

のではないと考えられる。例えば、特定の利用者の利用頻度、購

入した商品の履歴、利用したサービスの種類等をもとにし、特に

興味をもつと思われる分野を絞り込み、当該利用者の年齢、性別、

職業等と紐づけて、類似利用者をも考慮に入れて、平均的顧客を

具体化していくことは、個別事情をいわゆるビッグデータのよう
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に利用していることになり、客観的解釈に反するような個別事情

を考慮していることにはならないと考えられる。平均的顧客を想

定していくことは、いわば、各利用者の個性を積み重ねていくこ

とといえる。そうすると、客観的解釈にあたって、最判平成1５年

２ 月２8日がいう「当事者の通常の意思」を考える場合、各利用者

の個性を（平均的顧客を想定する場合までも含めて）八切排除するこ

とは、上記平均的顧客、当該判例のいう「当事者」を適切に想定

できないこととなってしまうため、このような想定のための限度

で利用することは必要であると考えられる。

前述のとおり、そもそも、定型約款というためには、定型取引

に用いられるものである必要があり、定型取引とは、①ある特定

の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること、②そ

の内容の全部又は八部が画八的であることがその双方にとって合

理的であるものをいい、③このような定型取引において、契約内

容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の

総体が、定型約款である（民法第５48条の ２第 1項柱書）。そして、定

型取引の要件のうち、①ある特定の者が不特定多数の者を相手方

として行う取引とは、ある取引主体が「取引の相手方の個性を重

視せずに多数の取引を行うような場面を抽出するための要件」と

されていて、当該要件は、「契約の相手方の個性が重視される取

引」においては、「相手方の実情に応じた契約締結の可否や契約内

容の決定がされる」ため、定型約款を規律する取引の対象にする

必要性が乏しく、こうした契約の相手方の個性が重視される取引

を除外する趣旨とされる（31）。また、相手方の個性を重視し、その

ような個性に応じて契約締結の可否及び内容が決定される取引で

は、通常、個別交渉が行われるものと考えられるから、個別交渉

の経緯、内容等及びその結果締結された個別合意は定型取引から

は除外されることになる。そして、利用規約をはじめとする定型

約款でもって行われる取引（定型取引）では、個別交渉は想定され
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ておらず、したがって、その結果としての個別合意もなされず、

民法所定の要件を満たせば、条項全体を認識していなくとも、契

約内容に組み入れることになる。こうしてみると、客観的解釈に

よって、除外すべき個別事情は、定型取引の定義からも除外され

ている個別交渉及び個別交渉によって締結される個別合意である

と考えられ、当事者間で、個別の交渉及び個別合意なくして行わ

れるのが定型取引であり、同定型取引に用いられるものが定型約

款という整理ができるから、民法第５48条の ２では、そもそもの定

義内容から、個別の交渉及び個別合意を除いて定型約款の条項は

解釈すべきことが前提になっていると思われる（3２）。

イ　個別事情の考慮について、問題となる事項としては、事業者側

の運用（33）が挙げられる。例えば、令和 ２年判決の第八審は、事業

者側の利用規約の運用等に関し、次のとおり判示している。

「被告は、本件規約 7条 1項 c 号又は e 号の『判断』とは『合理

的な根拠に基づく合理的な判断』を意味するとの主張をしながら

も、そのように文言を修正することを拒絶しており（被告第 4準備

書面及び第 ５準備書面）、また、本件規約 7条 3項につき、『当社の

責めに帰すべき事由による場合を除き』といった文言（本件規約 4

条 3項に追加された文言と同旨のもの）を付加するような修正はしな

いとの立場を明らかにしている（弁論の全趣旨）。」「モバゲー会員か

らは、全国消費生活情報ネットワークシステムに対し、被告によ

りモバゲーサイト上のゲームの利用の八部を停止されたが、被告

に問い合わせても理由の説明がされず、かつ、すでに支払った利

用料金 ２万円の返金を拒まれているなどの相談が複数されている

ことが認められるところ、利用停止措置をとる場合のモバゲー会

員に対するこのような対応ぶりに照らすと、被告は、上記のよう

な文言の修正をせずにその不明確さを残しつつ、当該条項を自己

に有利な解釈に依拠して運用しているとの疑いを払拭できないと

ころである。」
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同判示によれば、利用規約の条項の不明確さ等にのみならず、

事業者側の現実の運用から、当該条項が「免責条項として機能す

ることになる」と判断し、消費者契約法に違反しているとの結論

を導いていることとなる。令和 ２年判決の事案に即していえば、

個別具体的な紛争の解決を目的とするものではなく、契約の履行

などの場面における同種紛争の未然防止・拡大防止を目的とする

差止訴訟において、条項の意味付けを検討する中で、事業者の運

用が考慮されたこととなっている。

事業者の運用を考慮するとなった場合、利用規約の条項に解釈

にも影響を与える可能性がある。例えば、仮に条項自体が、令和

２年判決で問題となった条項と同様に、不明確かつ広範であった

としても、事業者の運用が、限定的に解釈した方法で徹底されて

いる等の事情があった場合どうか。より具体的には、令和 ２年判

決のように、「他の会員に不当に迷惑をかけたと当社が合理的に判

断した場合」、「その他、会員として不適切であると当社が合理的

に判断した場合」という条項が定められていたとしても、事業者

が、次のような運用を行っていることを念頭におく。すなわち、

事業者が、当該条項にあたると判断して会員資格の停止措置等を

とる場合には、必ず、事前に、ユーザーに対し改善を促すための

警告等をし、当該警告の中に、具体的な会員の問題となる行為を

記載し、いかなる点が問題点となるのかが過去の事例とともに説

明され、それでもなお改善がされなかった場合にはじめて会員資

格停止等の措置を講じるというものである。

こうした運用が徹底されている場合、「他の会員に不当に迷惑を

かけたと当社が合理的に判断した場合」、「その他、会員として不

適切であると当社が合理的に判断した場合」との文言にかかわら

ず、過去の事例等を踏まえて、検討の結果、会員資格の停止等に

相当すると判断している点及び八旦は警告等を行うことで猶予を

設けている点で、実体的にも、手続き的にも、会員側に配慮した
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運用と評価しうることとなる。そうすると、令和 ２年判決の第八

審の判示するような条項の「不明確さを残しつつ、当該条項を自

己に有利な解釈に依拠して運用しているとの疑い」という評価に

はなりづらいと考えられる。むしろ、条項自体の文言にかかわら

ず、運用を前提とした事業者側を救済する方向での限定解釈を可

能とする八事情ともなりかねない。

東京高判平成30年11月２8日は、事業者側を救済する方向での限

定解釈を行ったと評価されているが、それは、約款変更に関する

八般法理が八定程度存することを前提に行ったものであり、事業

者の個別的な運用を考慮に入れてのものではない。前述した法律

文言、八般法理との整合性等を踏まえた解釈については、法律文

言及び八般法理という形で公になっているといえるから、ユー

ザー側もある程度予見することは可能と考えられる八方で、事業

者の利用規約の運用は、通常、事業者内部の取扱の問題であるか

ら、広く外部に公になっているとは考えづらい。

また、事業者側の運用を考慮に入れた解釈が可能になるのであ

れば、極端ではあるが、利用規約の文言は曖昧であっても、運用

でカバーしさえすれば良いということにもなりかねない。

以上のような点から、利用規約の運用を考慮することは、消費

者団体の差止訴訟においてはもちろん（34）、それ以外においても差

し控えるべきであり、事業者が不明確な条項をおきつつも、これ

を限定的に解釈した運用がなされているのであれば、当該運用を

利用規約で明示すべきであると考えられる（3５）。

ECの利用規約を解釈する場合、事業者側の運用を考慮に入れる

ことについては慎重にすべきであると考えられるが、これは、運

用を疎かにして良いということを意味するものではない。実際の

オンラインサービスやプラットフォームを運営するにあたっては、

事業者が規約の内容や運用を見直し、ユーザーに対する対応をよ

り良くしていくべきであると考えられる（36）。
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令和 ２年判決で問題となった規約は、モバゲー会員が八定の事

項に該当した場合に、会員資格を取り消すことができ、同措置に

よって被った損害を賠償しない旨を定めているところ、これらの

規定は、以下のような場合を念頭においていると考えられる。す

なわち、モバゲー会員が、そのゲーム内等において、不適切な発

言を繰り返したり、本来の目的と異なる目的で利用するなど八定

の不適切・不正行為があった場合に、モバゲー側は、会員資格を

取り消すなどの措置を講ずることができ、同措置を受けた会員は

損害賠償を請求できないこととなるが、ここでいう損害は、主に、

当該会員が課金して購入したアイテムやゲーム内通貨等が利用で

きなくなることによる損害であると考えられるところ、モバゲー

側がこうした課金に相当する金銭を返還する義務を負わないよう

にするというものである。会員自らが不適切な行為を行った場合

に、モバゲー側が課金に相当する金銭を返還しないという結論自

体には八定の合理性を有すると考えられ、こうした事態を想定し

て利用規約を作成したのであれば、その趣旨にも八定の合理性を

見出すことができるといえる。また、会員側の不適切行為や不当

行為をすべて網羅して利用規約に定めることは現実的ではなく、

ある程度抽象的な定めにならざるを得ないことは否定できない。

このような内容の利用規約を定めた事業者側の意図には八定の合

理性があり、オンラインサービス運営の実情等についてはやむを

得ない部分はあるものの、例えば、できるだけ明確とするように、

規約に具体例を付記するなどしてユーザーに予見可能性を持たせ

る工夫は可能であったと考えられる。また、会員側の不適切行為

や不正行為に関するガイドライン等を設けて、実際に問題となっ

た具体例を記載する等の工夫も可能であったと考えられる（令和 ２

年本判決の第八審も、「その文言自体が、客観的な意味内容を抽出し難い

ものであり、その該当性を肯定する根拠となり得る事情や、それに当たる

とされる例が本件規約中に置かれていない」ことを指摘している。）。した
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がって、事業者側としては、利用規約の各条項の趣旨やサービス

の利用状況を踏まえつつも、適切な例を設けるなどして対応し、

条項の意図するところが否定されないように工夫をすべきである

と考えられる。また、そうした規約の条項を生かすための八定の

システムの構築やカスタマーセンターによる対応の充実等を図っ

て、運用面での工夫も必要になるものと考えられる（37）。

２ 　不明確条項解釈準則（作成者不利の原則）について

不明確条項解釈準則は、約款の解釈手法として従来から議論されて

きたものであり（38）、判例及び裁判例において八定の言及はあるものの、

必ずしも確立した準則とまでは言い難い（39）。２017年の民法改正にあ

たっては、「条項使用者不利の原則」として検討されたが（40）、改正は

見送られた。

また、不明確条項解釈準則を用いた場合には、事業者側に不利に解

釈することになると考えられるところ、限定解釈をすることは、当該

条項の適用範囲が狭まるという意味で事業者側にとって不利になると

も考えられるが（41）、限定解釈によって条項の不当性を除去するという

意味で、東京高判平成30年11月２8日のように、事業者側を救済し、有

利になるとも考えられる。反対に、令和 ２年判決のように、条項の限

定解釈を行わないことで、不明確な規定の不当条項性が肯定されるこ

とになり（限定解釈を行わない結果、事業者の全部免責条項と評価されてい

る。）、結果としてはユーザー側に有利に、事業者側に不利になる場合

もありうる。このように、何をもって利用規約の作成者とって「不利」

と考えるのかどうかは、評価が分かれるものと考えられる。

したがって、利用規約の解釈の方法として、不明確条項解釈準則

（作成者不利の原則）については、必ずしも八般化することは難しいと考

えられる。

もっとも、最判平成13年 4 月２0日の亀山継夫裁判官の補足意見は、

解釈に疑義のある条項の作成者の責任を重視することや、事業者が解

釈に疑義のないような条項を作成せず、かつ解釈上の疑義が明確に解
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消しないこと等について言及しているため、不明確な条項の解釈にあ

たって、考慮要素とされる可能性はあり、その限度で、利用規約の作

成等においては踏まえておくべき事項と考えられる（4２）。

第 ５　おわりに

以上のとおり、EC における利用規約がどのように解釈されるのか、

解釈の方法等について主に客観的解釈を中心に検討し、ECにおける利

用契約の在り方等について検討を試みた。ECの特性等から、そこで用

いられる利用契約は定型約款に該当することが多いと考えられるとこ

ろ、定型約款及びその前提となる定型取引において、個別交渉や個別

合意は除かれていることから、これらの事情は、解釈にあたって考慮

されないと考えられる。その八方で、各利用者の主観的な事情は、平

均的顧客を想定する上で必要な要素であるから、その限度では考慮す

ることが望ましいと思われる。また、ECでは、利用規約において、同

八または類似の文言を用いていても、事業者の運用によって意味合い

が異なってくることから、当該事業者の運用を解釈にあたって考慮で

きるのかについて検討を試みたが、これには消極である。

今後も、ECの市場規模は、B	to	C-EC、B	to	B-EC を問わず増加す

ると予想されるから、ECにおける利用規約の条項の内容、規定の仕方、

表現等の在り方には工夫が求められると考えられるところ、当事者双

方にとって利益となるような利用契約について、法理論及び実務の両

方の観点から、引き続き検討を加えたい。

＊　本稿は令和 4年度日本大学法学部研究費［学術研究費（共同研究

費）］「八般条項における実体法と手続法の交錯」【代表松嶋隆弘】によ

る研究成果の八部である。
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（ 1）	 経済産業省商務情報政策局情報経済課「令和 3年度電子商取引に関す
る市場調査報告書」 ５～ 9頁（２0２２）

（ ２）	 民法（債権法）改正検討委員会編『詳解　債権法改正の基本方針Ⅱ─
契約および債権八般（ 1）』（商事法務、２009）81頁

（ 3）	 令和 ２年判決の評釈等として、大澤彩「オンラインサービス利用規約
における条項の不明確性について─モバゲー利用規約判決の検討」NBL1193
号 4 頁（２0２1）、吉川翔子「消費者契約法上の『不当条項』該当性と修正
例─東京高判令 ２・11・ ５ をふまえた利用規約の留意点」ビジネス法務２1
巻 3 号90頁（２0２1）、宮下修八「オンラインサービス利用規約の免責条項
と消費者契約法 8条該当性」新・判例解説 watch（２0２1）、山本豊「ポー
タルサイトのサービス提供契約中の免責条項に対する差止請求の成否（積
極）」民事判例２２号90頁（２0２1）、拙稿「オンラインサービス利用規約の不
明確性・不当性（東京高判令和 ２年11月 ５日LEX/DB文献番号２５５66893）」
日本大学法科大学院法務研究第19号69頁（２0２２）等がある。

（ 4）	 中田裕康『契約法』（有斐閣、２017）3５頁
（ ５）	 取引上の社会通念等を踏まえて定型約款の不当条項規制を検討された
ものとして、野田和裕「定型約款における不当条項規制─『定型取引の態
様及びその実情並びに取引上の社会通念』の考慮」広島法学43巻 4 号２64
頁（２0２0）等参照

（ 6）	 上田誠八郎『契約解釈の限界と不明確条項解釈準則』（日本評論社、
２003）２4５～２５7頁

（ 7）	 村松秀樹・村尾博憲『定型約款の実務 Q＆ A』（商事法務、２018）２8
頁

（ 8）	 村松・村尾・前掲注（ 7）２9頁
（ 9）	 経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」（２0２0）２3
頁

（10）	 上田・前掲注（ 6）２4５～２46頁、吉川吉衞『定型約款の法理─類型づけ
られた集団的意思のあり方─』（成文堂、２019）98～99頁、嶋寺基外『約
款の基本と実践』（商事法務、２0２0）２17～２19頁

（11）	 嶋寺外・前掲注（10）２19頁
（1２）	 梅津昭彦「判批」（最判平成1５年 ２ 月２8日）法学教室２7５号113頁
（２003）
（13）	 落合誠八「宅配便約款の責任制限条項と荷受人に対する不法行為責任
への適用」『商法（総則・商行為）判例百選〔第 4版〕』196頁

（14）	 吉川・前掲注（10）98頁
（1５）	 嶋寺外・前掲注（10）8 ～ 9 頁
（16）	 山本豊「判批」（東京高判平成30年11月２8日）現代消費者法48号1２0頁
（２0２0）等
（17）	 上田・前掲注（ 6）、吉川・前掲注（10）99～100頁、潮見佳男『新債権
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総論 1 < 法律学の森 >』（信山社出版、２017）60～61頁
（18）	 潮見・前掲注（17）60～61頁
（19）	 嶋寺外・前掲注（10）２31頁
（２0）	 嶋寺外・前掲注（10）２3２～２34頁、栗田晶「普通取引約款における不明
確条項の解釈準則について─ドイツ普通法における契約概念の変化が解釈
準則に与えた影響について─」信州大学経法論集（ ２）（２017）1２1～1２２
頁

（２1）	 上田・前掲注（ 6）２4５～２46頁、吉川・前掲注（10）98～99頁、嶋寺外・
前掲注（10）２17～２19頁

（２２）	 経済産業省・前掲注（ 9）２3～２9頁参照
（２3）	 村松・村尾・前掲注（ 7）２8頁
（２4）	 村松・村尾・前掲注（ 7）２9～30頁
（２５）	 大澤彩「取引の『定型化』と民法・消費者法の役割─『定型取引概念
導入後の契約内容規制』」NBL1199号33頁（２0２1）、山下友信『保険法
（Ⅰ）』（有斐閣、２001）1５0頁
（２6）	 大澤・前掲注（２５）33頁、原田昌和「判批（最二判平成２4・ 3 ・16民集
66巻 ５ 号２２16頁）」現代消費者法16号1２５頁（２01２）

（２7）	 大澤・前掲注（２５）34頁
（２8）	 雨宮美季外『【改訂新版】良いウェブサービスを支える「利用規約」
の作り方』（技術評論社、２0２0）1２～２7頁参照

（２9）	 吉川・前掲注（10）99頁参照
（30）	 吉川・前掲注（10）10５頁は「定型的に予定する諸事情は、むろん、
ケース・バイ・ケースの積み重ねによって明らかになる。と同時に、不断
に変化していくものである。」と指摘されている。

（31）	 村松・村尾・前掲注（ 7）２8頁
（3２）	 吉川・前掲注（10）417頁は「個別事情の考慮とは、約款の条項につき、
個別の交渉に基づく特約書等を含む修正の問題」であることを指摘し、同
418頁は「当事者の交渉が行われず現実の個別合意なくして行われるのが、
定型約款による取引である」旨指摘されている。

（33）	 B	to	C-EC における利用規約の運用上の留意点として、古川外『B	to	
C-E コマース実務対応』（商事法務、２0２２）78～8２頁参照

（34）	 大澤・前掲注（ 3）11～1２頁
（3５）	 河上正二「判批」（最二判平成２4年 3 月16日民集66巻 ５ 号２２16頁）河
上正二＝沖野眞巳「消費者法判例百選第 ２版」（有斐閣、２0２0）1２1頁

（36）	 福岡真之助「プラットフォーム運営実務の視点から（小特集：利用規
約をめぐる東京高判令和 ２・11・ ５の実務への影響を読み解く）」NBL1184
号36頁（２0２0）は、「利用規約だけの議論に拘泥するよりも、ユーザ対応
を高度化していく方向で検討するほうが建設的であり、ユーザの満足度も
上がり、プラットフォームの発展に資すると思われる」旨指摘する。
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（37）	 大坪くるみ「事業者の法務の視点から（小特集：利用規約をめぐる東
京高判令和 ２・11・ ５ の実務への影響を読み解く）」NBL1184号38～39頁
（２0２0）
（38）	 河上正二『約款規制の法理』（有斐閣、1968）２63頁
（39）	 嶋寺外・前掲注（10）２3２頁
（40）	「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」180～181頁、
部会資料19- ２ 第 ５ 、 3 ･５0頁、部会資料２0- ２ 第 1 、 ２ ･11頁

（41）	 増田朋記「消費者法実務の視点から（小特集：利用規約をめぐる東京
高判令和 ２・11・ ５ の実務への影響を読み解く）」NBL1184号２7～２8頁
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ハーグ成年者保護条約をめぐる近年の動き
─国連障害者権利条約との交わりを中心に─

織　田　有基子

Ⅰ　はじめに

1999年10月 2 日、ハーグ国際私法会議（1）は、成年者の保護に関する

外交特別委員会において、「成年者の国際的保護に関するハーグ条約」（2）

（以下、成年者条約）を採択した。この成年者条約は、その前文によれば、

「人的な能力の障害又は不十分のために自らの利益を守ることができな

い成年者を国際的な状況において保護する必要があることを考慮し、

成年者の保護のための措置の管轄権、準拠法、承認及び執行に関する

法制度の間の牴触を回避することを希望し、成年者の保護のための国

際協力の重要性を想起し、成年者の利益及びその尊厳と意思の尊重が

第一次的に考慮されるべきことに賛成し」て合意されたものである（３）。

例えば、日本に居住する甲国人成年者 Aが甲国に不動産を所有してい

る場合、日本の裁判所は、A に代わって当該不動産を処分する者を選

任することができるか、仮に選任が可能であったとして、その選任さ

れた者は、甲国においても、A に代わる者として当該不動産を処分す

ることができるか、あるいは乙国で悠々自適な老後生活を送っている

日本人 Bが、日本法に基づき任意後見契約を締結することは可能なの

か等々、国際的な場面における成年者の保護に関する諸問題に対応す

ることを成年者条約は目的とする。

成年者条約は、従来、後述する理由により、特に「親責任及び子の

論　説
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保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関するハー

グ条約」（1996）（ 4）（以下、親責任条約）との対比で議論されることが多

かった。しかし、近年においては、ハーグ国際私法会議が欧州連合

（EU）ないし国際連合（国連）との共同作業を進める中で、「障害者権利

条約」（5）（以下、障害者条約）との関係性に大きな関心が寄せられている。

2022年11月に開催予定の成年者条約に関する初めてのモニタリング会

議においても、障害者条約との関係が重要な問題として取り上げられ

る公算が大きい。

本稿では、成年者条約が何をどのように定めているかを確認した上

で、成年者条約と障害者条約との関係性に関する近年の議論の状況を

紹介する。この作業を以て、既に障害者条約の締約国である日本が、

成年者条約の批准の可否を検討する際に留意すべき点は何か、そして、

国際私法条約と人権条約との関係はどうあるべきかについて考える糸

口としたい。

Ⅱ　成年者条約の概要

Ⅱ－ １　成年者条約の制定経過と親責任条約

成年者条約は、形式的には「禁治産及び類似の保護手段に関する条

約」（1905）（ 6）を抜本的に改正したものである。しかし、成年者条約は、

むしろ、その制定経過に鑑み、「親責任条約の適用範囲を要保護状態に

ある成年者への拡張」という観点からしばしば議論されてきた。すな

わち、まず、ハーグ国際私法会議第17会期（199３）において、「未成年

者の保護に関する官庁の管轄権及び準拠法に関するハーグ条約」（以下、

未成年者条約）（1961）（ 7）を改訂すること、及びその改訂版を「能力を

失った（incapacitated）成年者」に拡張することが決定され、次いで、

第18会期（1996）において、未成年者条約の改訂版として親責任条約が

採択され、さらに、成年者の保護に関する外交特別委員会（1999）にお

いて、親責任条約の適用範囲を要保護状態にある成年者に拡張すると
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いう目的に則って、「親責任条約の基本的枠組みを維持しつつ、成年者

保護の性質上子の保護と異なる点について必要な変更を加えるというア

プローチ」（8）により策定・採択されるに至ったのが成年者保護条約であ

る。このように、成年者条約は、その誕生までに非常に特徴的な経過

を辿ったのである。

成年者条約が親責任条約と「いわば双子の関係」（9）に立つよう設計

された理由は、いずれも要保護状態にある者を保護するという点で共

通するからであろう。両条約の制定を以て、「出生から死亡の時点まで、

判断能力が十全でない者を保護する条約国際私法の仕組みが構築され

るにいたった」（10）との評価もこの点を前提とするものと解される。成

年者条約は親責任条約とその章立てを同じくし（11）、また、両条約は、

①要保護者に対する保護措置について、当該要保護者の常居所地国に

原則的な管轄権を認め、管轄権の競合をできるだけ避ける、②条約に

基づき管轄を有する国は、自国の法律を保護措置の準拠法とする、③

条約に基づき管轄を有する国による保護措置は、原則として他の締約

国において承認及び執行される、④保護措置の審理や執行に必要な情

報に関し中央当局制度による国家間協力を行う等、共通の基本的枠組

みを有している（12）。

しかし、当然のことながら、未成年者保護と成年者保護との間には

大きな相違が存する（1３）。例えば、①子はいずれの国の実質法において

も未成年者として一律に無能力者として取り扱われているのに対し、

成年者は原則として能力を有しており、その健常である間に、自ら、

将来における保護の仕組み（任意後見ないし私的委任）を創出し得る、②

子についてはその保護者たらんと意欲する父母を想定できるのに対し、

成年者についてはその保護の任に当たろうと意欲する者を必ずしも期

待できない、③子の保護は財産より身上に関するものが多いのに対し、

成年者の場合はその多くが財産を有しているため、財産所在地の持つ

意味がより大きくなる、④子については、児童の権利に関する国連条

約の「児童の最善の利益」がほぼ普遍的に定着しているのに対し、成
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年者にはこれに相当するもの（例えば「成年者の最善の利益」）がない（14）、

等である。これらの相違は両条約の内容に影響を及ぼしている。

Ⅱ－ ２　成年者条約の主な内容

Ⅱ－ ２－ １　適用範囲
本条約は「国際的な状況」にのみ適用される（ 1条 1項）。また、条

約による保護の対象となるのは、「人的な能力の障害又は不十分さのた

めに自らの利益を守ることができない成年者」である（同）。ここで

「成年者」とは原則として18歳以上の者をいう（ 2条 1項）（15）。本条約が

対象とする保護措置について、 ３条は 7つの例を挙げている。①無能

力であることの決定及び保護状態の設定（a 号）、②成年者を司法又は

行政の機関の保護の下に置くこと（b 号）、③後見（guardianship）、保佐

（curatorship）その他これに類する諸制度（c号）、④成年者を代理し又は

補助することにより、成年者の身上又は財産を保護する任務にある者

（団体を含む。）の指定及び職務（d 号）、⑤保護を確保できる施設その他

の場所への成年者の収容（e 号）、⑥成年者の財産の管理、保存又は処

分（f号）、⑦成年者の身上又は財産を保護するための個別的介入に対す

る許可（g 号）、である。ここに列挙された事項は互いに重なり合う部

分もあり、例えば日本民法の補助開始決定は、①の保護制度とも、③

の類似の諸制度とも性質決定され得る（16）。また、「措置」には積極的

な保護措置だけではなく、成年者が健常であるなどの理由から措置を

とるべきではないとする消極的な意味での決定も含まれる（17）　これに

対し、 4条に規定される条約の対象外となる事項は制限列挙である。

すなわち、①扶養義務（a 号）、②婚姻その他これに類する関係の締結、

取消及び解消（法律上の別居も同様である）（b 号）、③夫婦財産制及び婚

姻に類似する関係に適用される財産制度（c号）、④信託又は相続（d号）、

⑤社会保障（e号）、⑥保健に関する一般的性質の公的措置（18）（f 号）、⑦

刑事法上の違反行為の結果としてその行為者に対して執られる措置（g

号）、⑧庇護権及び入国に関する判断（h 号）、⑨もっぱら公共の安全を
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保護する措置（i号）、である。無能力者がした法律行為の運命の問題も

本条約は規律せず、各国の国内法たる牴触規定に委ねられる（19）点には

注意を要する。

なお、医療に関する事項を本条約の対象に含めるか否かについては、

本条約の審議段階から諸国間に大きな対立が見られた。要保護状態に

ある成年者に対し妊娠中絶や不妊手術などを行うことについて裁判所

等の機関の許可を必要とする国とそうでない国とがあり、本条約にお

いてこの点をどのように扱うべきか激しく争われ、外交特別委員会最

終日の前夜になってようやく妥協が成立したという（20）。その成果の一

端は、11条（当該国に限定された属地的効果を持つ成年者の身上保護のための

暫定的措置に関する現在地国の管轄権）に見ることができる（この点につい

ては後述する）（21）。結論としては、医療問題を全体としては本条約の対

象に含めつつ（22）、個別に対象から除外し得るという形に収まったと言

えよう。

Ⅱ－ ２－ ２　管轄権
成年者条約は、「人的な能力の障害又は不十分さのために自らの利益

を守ることができない成年者」を、「国際的状況において」保護するこ

と、つまり、当該要保護成年者につきいずれかの国の裁判所又は行政

機関が何らかの保護措置をとることを想定するものであるから、まず、

どの国の機関が当該保護措置について管轄権を有するかが問題となる。

本条約は、保護措置につき、原則として当該成年者の常居所地国に管

轄権を認めている（ 5条 1項）。常居所地国は、一般に、当該要保護者

が現実に相当の期間居住している国を指すものと解され（2３）、それゆえ、

その者に関する状況を正確に把握でき、その者に対する対応を迅速に

行い得、機関によるその後の監督も容易に実施し得ると考えられる。

しかしながら、これはあくまでも原則であって、他にも管轄権を認

める規定がいくつか置かれている。まず、難民や常居所を確定できな

い成年者等については現在地国に管轄権が認められる（ 6条）。次に、
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5 条及び 6条の規定に基づき管轄権を有する国は、次のいずれか 1つ

の国の機関に対し、当該成年者につき保護措置をとるよう要請するこ

とができる、すなわち、①成年者の国籍国（24）（a号）、②成年者の直前の

常居所地国（b号）、③成年者の財産の所在地国（c号）、④成年者が書面

によりその保護措置をとるべきものとして選択した機関の所属国（d

号）、⑤成年者の保護を引き受ける用意のある近親者の常居所地国（e

号）、⑥成年者の現在地国（ただし、成年者の身上保護に関する事項に限ら

れる）（f 号）、である（ 8条 2項）（25）。もっとも、このような要請が認め

られるのは「成年者の利益に合致すると認められるとき」に限られ

（ 8条 1項）、要請を受けた機関がその管轄権を受諾しない場合には、 5

条、又は 6条により管轄権を有する締約国の機関が管轄権を保持する

（ 8条 ３項）。さらに、 7条 1項は、成年者の国籍国の機関は、「成年者

の利益を評価するためにより良い状況にあると認めるとき」は、原則

的な管轄権を有する国（常居所地国（難民については現在地国））に事前通

告をした上で、成年者の身上又は財産の保護のための措置をとる管轄

権を有すると規定し、また、同条 2項は、原則的な管轄権を有する機

関が、成年者の国籍国の機関に対し、状況に応じて必要な措置をとっ

たこと、措置をとってはならないと判断したこと、又は当該機関に事

案が係属していることを通報したときは、前項の国籍国管轄権は行使

できないと規定する。これらの規定から、7条に基づく国籍国管轄権は、

原則的な管轄権より劣後するものと解される。これよりさらに劣後す

るものとして、財産保護措置に関する財産所在地国の管轄権（ 9条）や

当該国に限定された属地的効果を持つ成年者の身上保護のための暫定

的措置に関する現在地国の管轄権（11条）（26）がある。最後に、緊急の場

合においては、成年者の現在国又は財産所在国の機関が必要な保護措

置をとる管轄権を有する（10条 1 項）が、それらの措置は、 5条から 9

条に基づき管轄権を有する機関が状況に応じて必要な措置をとった場

合には直ちに失効する（同条 2項）。

なお、医療問題ついては、特に、 8条 2項 f 号及び11条の理解がカ
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ギとなる。両規定中の「成年者の身上の保護」はともに、医療行為を

念頭に置いたものである。11条は、文言からは明らかではないが、医

療行為に関する措置、すなわち、一時的に当該国に現在する要保護状

態の成年者を暫定的に病院に収容する措置を想定している。例えば、

甲国に常居所を有する Aが現在地国（例えば旅行先）である乙国におい

てアルコール依存症のために十分な判断能力を失った場合、乙国の機

関は、甲国に通告した後、A を病院又は施設に収容するなど必要な措

置をとることができるが（11条 1 項）、常居所地国等が A に対し措置を

講じた場合には、現在地国による措置は失効する（同条 2項）。しかし、

11条の下では、現在地国の機関は、妊娠中絶や不妊手術等、復旧や再

生が不可能な医療行為に対する許可を与えることはできない。このよ

うな重大かつ決定的な医療行為につき現在地国の機関が許可を出すた

めには、 8条の規定に従い常居所地国から管轄権の委譲を受ける必要

がある（27）（28）。

以上のように、成年者条約における管轄権規定は少々複雑な構造と

なっており、今後、我が国が条約批准を進める際にはこの点がネック

となることも予想される。

Ⅱ－ ２－ ３　準拠法
本条約は、 ３つの事項に関する準拠法を規定する。

まず、管轄権を有する国の機関がとる保護措置（例えば、後見開始決

定、後見人の選任その他）の準拠法は自国法（法廷地法）である（1３条 1

項）。このように管轄権を有する国と準拠法所属国を並行させることに

よって、当該機関が熟知している自国法を適用できることになり、結

果的に保護措置を実効性あるものとすることができよう。もっとも、

常に自国法が措置の準拠法として適切であるとは限らないので、例外

的に、自国法以外の法を「適用」又は「考慮」することも認められて

いる（1３条 2 項）。次に、措置の実行条件を定める準拠法は実行地法で

ある（14条）。例えば、甲国において選任された後見人が、乙国におい
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て不動産処分を行う場合、甲国の措置を乙国法に適合するよう調整で

きるとするものである。 ３つめは任意後見（29）の準拠法である（15条）。

同条 1項本文は「合意又は単独行為により、成年者がその利益を保護

することができない場合に行使するものとして当該成年者が付与した

代理権の存在、範囲、修正及び消滅は、当該合意又は単独行為がされ

た時の成年者の常居所地国法による」と定める。代理権を付与した当

該成年者がその利益を保護できなくなった時点で、初めて代理権行使

が可能となる。もっとも、当該成年者が書面により明示的に、①国籍

国法（ 2項 a 号）、②かつての常居所地国法（同項 b 号）、③財産所在地

国法（当該財産に関する事項に限る）（同項 c 号）を指定した場合は、その

指定した法による（ 1項ただし書、 2項）。このような準拠法の指定範囲

にいわゆる量的制限（３0）をかけることは、成年者の意思の尊重をいささ

か減ずるものと言えよう（３1）。任意後見における代理権の行使方法は、

その行使がなされる国の法による（ ３項）。ここで想定されるものは、

代理権の存在と範囲を行使地国の手続によって証明する場合の証明方

法の細目に関する諸問題である（３2）。15条により指定された代理権が適

切に行使されないときは、本条約に基づき管轄権を有する機関は、代

理権の準拠法をできる限り考慮した上で、この代理権を消滅又は変更

する措置をとることができる（16条）。

なお、準拠法（決定）の章における「法律」に国際私法は含まれない

（19条）。また、20条は、本条約第 ３章（1３条～21条）が、成年者が保護

されるべき国の法律中、準拠法の如何を問わずその適用が強行される

べき法律の適用を妨げない旨を定める。「準拠法の如何を問わずその適

用が強行されるべき法律」いわゆる直接適用法ないし強行法とは何か

についての定義はない（３３）が、条約制定作業中から、特に医療分野の問

題が念頭に置かれていた（３4）点には留意すべきであろう。さらに、21条

では公序による準拠法の適用排除が定められている。

いうまでもなく国際私法条約である成年者条約は、実質的国際法規

範の策定を図るものではない。したがって、例えば、各締約国内にお
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いて後見制度を採用すべきか否かについて一定の方向性を示唆するも

のではない。その点について本条約は完全に中立である。

Ⅱ－ ２－ ４　承認及び執行
ある締約国の機関がとった措置について、他の締約国は原則として

これを承認しなければならない（22条 1 項）。いわゆる自動承認制度（３5）

が採用されているが、利害関係人は積極的又は消極的な承認を求める

手続を申し立てることも可能である（2３条）。次の 5つの場面では承認

を拒絶することができる（同条 2項）。すなわち、①措置をとった機関

が本条約の定める管轄権を有していなかった場合（a 号）、②緊急の場

合を除き、承認国の手続法が要求する成年者の聴聞を受ける権利が、

（措置をとった）司法又は行政の手続において遵守されなかったとき（b

号）、③承認が承認国の公序に反する場合、又は承認国の直接適用法に

牴触する場合（３6）（c 号）、④当該措置と、その後に本条約 5条ないし 9条

に基づき管轄権を有する非締約国（当該成年者の常居所地国等）によって

とられた措置とが適合しない場合であって、その非締約国が仮に締約

国であったとすればその措置が承認国の承認要件を満たすとき（d号）、

⑤３３条（国家間協力に関する規定の 1つ）（３7）の手続に従わない場合（e 号）

である。承認の判断については、措置をとった国の機関が管轄権の基

礎とした事実認定に拘束される。

締約国においてとられた措置であって、その国で執行できるものに

ついて、他の締約国において執行が必要な場合には、当該他の締約国

は、利害関係人の申立てにより、その国の法が定める手続に従い、措

置が執行可能であると宣言するか、執行のために登録しなければなら

ない（25条 1 項）。この手続は簡易かつ迅速なものでなければならず（ 2

項）、また、この宣言又は登録は、22条 2 項に定める場合に限り拒絶す

ることができる。なお、承認・執行の判断については実質的再審査の

禁止が定められている（26条）。
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Ⅱ－ ２－ 5　国家間協力
本条約は中央当局制度を採用する（28条以下）。各締約国の機関に窓

口としての中央当局を置き、中央当局間で条約の目的遂行に向けて協

力し合うという方法は、これまで比較的成功したハーグ条約として挙

げられることの多いハーグ子奪取条約（３8）やハーグ養子縁組条約（３9）、そ

して親責任条約においても採用されている。成年者条約においては、

中央当局は条約目的達成のため、相互に協力し、国内の権限ある機関

の相互の協力を促進しなければならないと規定される（29条 1 項）。よ

り具体的には、締約国の中央当局は、直接に又は公的機関若しくは他

の団体を通じて、次の 2つの目的のために適切な手段を講ずる必要が

ある（３0条）。それは、①本条約が適用される状況において、権限ある

機関の間の伝達をあらゆる手段を用いて容易にすること（a 号）、②他

の締約国の権限ある機関の要請に基づき、成年者が要請を受けた国の

領域内に現在し、かつ保護が必要な状態にあるとみられるときは、成

年者の所在の発見のために助力すること（b 号）である。また、締約国

の中央当局は、直接に又は他の団体を通じて、本条約が適用される状

況において成年者の身上又は財産の保護について合意による解決を達

成するため、調停、和解その他これに類する方法の利用を奨励するこ

とができる（３1条）。さらに、 5条ないし 8条の規定に基づき管轄権を

有する機関が、要保護成年者の他の締約国の施設への収容を決定する

ときは、収容先国と協議し、その同意を得る必要がある（３３条 1 項、 2

項）。

Ⅱ－ ２－ ６ �　小括　－　成年者条約によって何がどのように可能に
なるのか

以上に見てきた成年者条約は、結局、どのような場面でどのように

働くのだろうか（40）。

［例 1］　甲国及び乙国に不動産を所有する甲国人 Aは、10年前に引退

して以来乙国に居住している。A は加齢に伴う認知症により、自分に
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関する事柄を自分自身で管理することを完全には行い得ない状態にあ

り、しかも Aの世話に必要な資金を賄うためには、Aの不動産を売却

しなければならない。甲国の医師から身体機能が奪われる病気を宣告

される事態に至った時に初めて行使可能となる広範な代理権を、A は

既に甲国居住の息子 Bに与えている。仮に、成年者条約が甲国・乙国

間で効力を有するならば、B の代理権は乙国においても承認され、B

は父Aに関する様々な事柄につき必要な管理をAのためにAに代わっ

て行うことができ、また、その際の代理権は乙国法に従って行使され

ることになろう。

［例 2］　丙国人男性 Cが丙国で死亡した。Cには、丙国及び丁国の国

籍を有し、かつ丁国に居住する40歳の娘 Dがいた。深刻な心理社会的

障害に苦しむ Dは、丁国において保護を受けている。成年者条約が丙

国・丁国間で効力を有するならば、丁国に常居所を有する Dの保護に

関して決定を下す管轄権は丁国の裁判所が有する。そして、同条約は、

Dを支援し又は代理するために丁国で選任された者 Eの権限が丙国の

みならず他の締約国においても承認されることを保証しているから、E

は、その代理権に関する証明書の発行を受けて（41）、C の遺産の相続に

関しDのために丙国で行動できることになろう。

［例 ３］　若年性アルツハイマー病と診断された戊国の高齢者 Fは、い

ずれ自分の問題を処理できなくなるであろう場合に備えて、戊国法に

従い長男 Gを代理人として指定した。Fは病気が進行するにつれて自

分の世話や財産を管理できなくなりつつあった。己国に居住する娘 H

は、Gに無断で Fを戊国から己国に連れて行き、虚弱状態にある Fに

対しあれこれと影響力を及ぼし Fの銀行口座やその他の資産に直接ア

クセスしようとしている。成年者条約が戊国・己国間で効力を有する

ならば、Gは、同条約が定める中央当局間の協力体制を利用して Fの

所在を特定し、Fを代理する正当な権限を行使することができよう。

成年者条約は、このような形で国際的状況における成年者保護を図

ろうとするものである。
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Ⅲ　成年者条約をめぐる近年の動き

ここからは、国際連合において障害者条約が採択された（2006年）後

に開催された会議や公表された報告書等を通時間的経過に沿って 5例

ほど紹介し、成年者条約をめぐる近年の動きを見てゆくこととする。

Ⅲ－ １　欧州議会と成年者条約

2012年、欧州議会から成年者条約に関する文書（以下、NOTE）が公

表された（42）。これは、成年者条約は障害者条約と補完関係に立つとの

前提の下、成年者条約にまだ参加していない EU 加盟国に対し同条約

への参加を促すものである。NOTE は成年者条約の背景に関する説明

の中で、同条約は障害者条約のいくつかの重要な目的、特に、12条（法

律の前にひとしく認められる権利）（4３）及び３2条（国際協力）を促すものであ

ると述べている。また、成年者条約 ３条の説明において、同条約に基

づき承認執行される保護措置は国内実質法に従って判断され、例えば、

当該国が障害者条約の締約国である場合にはその国が負っている障害

者条約に基づく国際的義務も含まれることを明言する（44）。

NOTE は、障害者条約についても 1つの章を割き、次のように述べ

る。障害者条約は障害者の広範な実質的な人権を促進する包括的な国

際人権条約であり、締約国の国内法は障害者条約に適合するよう見直

しがなされるため、障害者条約に明記されている人権は、締約国の国

内実体私法の様々な分野に影響を与える可能性がある。他方、国際私

法条約である成年者条約は、その締約国の実質私法に直接の影響を与

えることはない。しかし、成年者条約の包括的な目的を述べるその前

文は障害者条約の目的を反映するものでもあり、国際的状況にありか

つ障害を抱える成年者のニーズに対応するにあたり、障害者条約締約

国の国際的義務の実施を成年者条約が機能的に支援する方法は数多く

存在する。また、障害者条約の ３条（一般原則）（45）、12条（法律の前にひ

としく認められる権利）、1３条（司法手続の利用の機会）、18条（移動の自由
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及び国籍についての権利）、25条（健康）、３2条（国際協力）は、成年者条約

によって確立された国際私法規定と中央当局間の協力システムを通じ

て支援される。

このように、NOTE は成年者条約と障害者条約との密接なつながり

を強調している。

Ⅲ－ ２　欧州委員会とハーグ国際私法会議との合同会議の開催

2018年12月、欧州委員会とハーグ国際私法会議は、ブリュッセルに

おいて、「要保護状態にある（vulnerable）成年者の国境を越えた保護」

をテーマとする合同会議を開催した（46）。この会議には３7カ国からの専

門家及び14の団体が集まり、要保護状態にある成年者の国境を越えた

保護について議論が交わされた後、17点にわたる結論及び勧告が公表

された。

それらの中でも、特に、①成年者条約の非締約国に対し本条約への

参加を促している点、②成年者条約と障害者条約が補完的関係に立つ

ことを明言している点、③障害者条約に関係する国連機関、欧州評議

会、欧州連合、ハーグ国際私法会議等に、成年者条約に関する認識を

高めその実施や運用を支援する諸活動を促進するために協力するよう

呼びかけている点、④各国の成年者保護に関する法的枠組みの改革が、

しばしば成年者条約の実施と並行して行われているとの認識を示して

いる点、⑤一部の締約国が、成年者条約における措置の実行可能性の

改善を求めている点、⑥成年者条約の運用状況を検証するためのハー

グ特別委員会の開催に注目している点には留意すべきであろう。

Ⅲ－ ３ �　成年者条約と障害者条約との整合的解釈の可能性に関する

研究報告書

2021年、障害者の権利に関する特別報告者（47）である Gerard	Quinn

氏からの委託を受けて、アメリカ・ノースイースタン大学の Rolland

教授とイングランドのバリスターKeene 氏は、成年者条約と障害者条
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約との相互作用に関する分析、言い換えれば、国際私法条約である成

年者条約の国際私法ルールは、現在の人権保護の観点からどのように

解釈され得るのかについて考察する研究報告書（48）を提出した（以下、

研究報告書）。本研究報告書は、まず、国際私法の役割に焦点を当てつ

つ成年者条約を概観した上で（第 1章）、障害者条約と成年者条約とは

何がどのように重複するかについて確認し（第 2章）、次に、成年者条

約を障害者条約及び最新の人権基準にしたがって整合的統一的に解釈

することを提案し（第 ３章）、さらに、障害者条約以外の条約と成年者

条約との関係についても検討し（第 4章）、成年者条約は障害者条約と

整合的に解釈することが可能であり、また、今後採択される可能性の

ある人権条約（例えば、国連高齢者の権利に関する条約（49）（以下、高齢者条

約））とも整合性を持ち得ると結論付けている。ここでは、本稿のテー

マとの関係において特に興味深く思われる点を中心に、以下に紹介す

る。

Ⅲ－ ３－ １　成年者条約の概要（第 １章）（50）

成年者条約は、人的能力（personal	faculties）の障害又は不十分のため

に自らの利益を守ることができない成年者（原則として18歳に達した者）

に適用され（51）、そこでは身体的障害及び精神的障害の両方がカバーさ

れる（52）。このように、成年者条約の人的適用対象が非常に広いため、

そこには障害者条約の適用を受ける者も多く含まれる可能性がある。

成年者条約がなし得ることの 1つは、成年者に関する国家機関（司法

及び行政）による保護措置に関する問題の解決であり、この中に管轄権

の問題と承認執行の問題が含まれる。成年者条約と障害者条約の交わ

りという観点からは、特に、後者が成年者条約の最も重要な側面と言

える。本条約がなし得る他の 1つは、当該成年者によって予め与えら

れ、同人が自分の利益を守ることができなくなった時点で実施される

ように企図された代理権限（「私的委任」（private	mandate））に関する問

題の解決である。この権限は、成年者の人的問題にも財産的問題にも
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及び得る。私的委任の概念は、「精神的無能力」（mental	capacity）の考

え方を基礎に置く国家法の枠組みで起草されたものではあるが、障害

者条約における意思決定支援モデルと融合的に捉えることが可能であ

る。

障害者条約はその締約国の国内実質法の一部を形成するものである

から、成年者条約における保護措置の承認執行との関連では強行規定

（mandatory	provision）を構成し、承認国は、成年者条約20条（5３）に従って、

障害者条約に関する解釈を参照しながら手続を進めることになろう。

また、成年者条約により指定された準拠法の適用が承認国の公序に明

らかに反する場合にはその適用を拒絶できる旨を定めた同条約21条は、

国際私法条約においては極めて基本的な規定であり厳格に（狭く）解釈

されるべきではあるが、それは同時に、各締約国の最も重要な公序の

完全性を保護するためのセーフガードを提供するものでもある。

Ⅲ－ ３－ ２　障害者条約と成年者条約の重複の調整（第 ２章）（5４）

現時点において、成年者条約の全ての締約国は障害者条約の締約国

でもある。他の条約の義務との関係について、成年者条約は、「この条

約は、締約国が当事国であり、この条約の規律する事項に関する規定

を有する他の国際文書に影響を及ぼさない。」（49条 1項本文）と定める（55）。

これは、成年者条約と他条約との間に牴触の可能性がある場合、成年

者条約は他の条約に従属することを示唆するものであり、これによっ

て、障害者条約の締約国は自国の障害者条約上の義務との調和を確保

できることになる。この解釈は、「この条約は、締約国が、それらの国

に常居所を有する成年者に関して、この条約の規律する事項に関する

規定を有する合意を締結する可能性に影響を及ぼさない。」と定める同

条 2項によって補強される。成年者条約に加わる前に締結した合意の

みならず、成年者条約と重複する将来の人権条約も、牴触の可能性が

ある限り、成年者条約に優先する。

他方、障害者条約は他の条約との関係を特に扱う規定を有していな
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いが、同条約 4条 4項前段は「この条約のいかなる規定も、締約国の

法律又は締約国について効力を有する国際法に含まれる規定であって

障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではな

い。」と規定しているため、成年者条約と障害者条約との間で解釈の牴

触ないし不一致が生ずる場合には、障害者の権利の実現により資する

義務が優先されなければならない。この規定は、成年者条約の影響を

受けるあらゆる実質的権利について、人権をより重視する解釈を選択

させ、それによってあらゆる解釈上の争いを解決に導くものである。

また、「この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣

習によって認められ又は存する人権及び基本的自由については、この

条約がそれらの権利若しくは自由を認めていないこと又はその認める

範囲がより狭いことを理由として、それらの権利及び自由を制限し、

又は侵してはならない。」と定める 4条 4項後段は、成年者条約を障害

者条約に適合するように解釈すべき法的根拠を与えるのみならず、人

権に関する理解と解釈の進展に応じて障害者条約に関するダイナミッ

クな解釈を促進し、さらには、障害者条約及び成年者条約と交わり得

るあらゆる将来の人権条約が、人権に関する最も進んだ理解に立つ解

釈を強める方向でのみ機能することをも意味している。つまり、最も

進歩的な人権解釈を成年者条約に採り入れることについての確固たる

法的根拠が、障害者条約にも成年者条約にも存在するのである。

もっとも、成年者保条約と障害者条約の規定が解釈の牴触を解決す

るには十分でないことが判明した場合には、条約法に関するウィーン

条約（以下、条約法条約）（56）や慣習法をその補充として利用し得る。一

つの主要なルールとして、時間的に後の法が優先されること（lex	

posterior）（57）と、特別法が一般法に優先すること（lex	specialis）（58）があ

るが、これらの一見単純なルールの運用は、実際にはなかなか難しい。

後法優先の原則に関して言えば、成年者条約（2000年採択）の締約国は

全て障害者条約（2006年採択）の締約国でもあるため、両条約が規律す

る問題について両条約間で牴触が生じた場合には、障害者条約が優先
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される。同様に、将来の人権条約が、成年者条約と重複する形で高齢

者の権利を扱うならば新しい条約が優先されることになろう。ただし、

「同一の事項に関する相前後する条約」（条約法条約３0条 1 項参照）という

前提条件は、後法優先原則の適用を制限することに留意すべきである。

特別法優先ルールもまた、概念的にはっきりしない点がある。国際私

法条約である成年者条約と人権条約である障害者条約はそれぞれ異な

る専門的テーマを扱うので、どちらが特別法でどちらが一般法かを判

断することはおそらく不可能であろう。成年者条約49条は、条約法条

約３0条 2 項の「条約が前の若しくは後の条約に従うものであること又

は前の若しくは後の条約と両立しないものとみなしてはならないこと

を規定している場合には、当該前の若しくは後の条約が優先する。」に

該当すると解され、この観点からは、成年者条約49条が、成年者条約

と障害者条約との解釈の牴触を解決するおそらく唯一の根拠というこ

とになろう。

Ⅲ－ ３－ ３ �　成年者条約を障害者条約に統合し人権基準に従った発
展を促すための方策（第 ３章）（59）

成年者条約は柔軟性を有する。まず第 1に、条約の対象事項のリス

ト（ ３条）はあくまでも例示である。同条には、条約制定当時普及して

いた法的ツールである「後見」が含まれているが、条約の無制限性に

よりそのリストを合理的に解釈し、条約制定後に発展した意思決定支

援制度を含めることが可能である。反対に、条約の対象に含まれない

事項のリスト（ 4条）は、網羅的限定的なものである。第 2に、成年者

条約において定義付けされる語の少ないことが、様々な国内システム

の調整を可にする。本条約では、「成年者」という語が厳密に定義され

た唯一の語であって、他の重要な語、例えば「保護」についての定義

は置かれておらず、そこに解釈の余地が生じる。第 ３に、成年者条約

は、修正案や附属議定書について特に規定を設けていないため、あら

ゆる修正プロセスを規律するのは条約法条約ということになる。条約
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法条約は、一般論として、既に条約締約国となっている国々は、修正

に特に同意しない限りいかなる修正にも拘束されず、修正後に条約に

参加した国々のみが自動的に修正後の条約に拘束される旨を規定する（60）。

このことは、外国における法的行為の承認の可否を不確実なものにし、

また、各国の実務に相違を生み出すリスクをもたらし得るが、成年者

条約とそれが従うべき人権条約や慣習法上の義務とは調和している旨

を締約国が宣言すること等によって対処することは可能であろう。

次に、各種機関の役割の観点からは、まず第 1に、ハーグ国際私法

会議に関して言えば、同会議事務局長は定期的に成年者条約の実際の

運用状況を検討するための特別委員会を召集しなければならないこと

が、同条約52条に規定されている（61）。この特別委員会は2022年11月に

開催される予定であるが、そのプロセスは既に2019年に開始されてい

る、ハーグ国際私法会議事務局は、締約国を拘束する権限を欠いては

いるものの、締約国の条約履行において重要な役割を果たし得る。

ハーグ国際私法会議事務局長と事務局上席法務官は、欧州議会に提出

した NOTE において、成年者条約は、事実上、障害者条約上の義務を

履行するために障害者条約の締約国を支援できると述べている（62）。ま

た、2018年12月のハーグ国際私法会議と欧州委員会との合同会議の結

論において、両条約の補完的関係が明らかにされている（6３）。第 2に、

欧州理事会事務局は、欧州連合全体にわたる脆弱な成年者の保護に関

する理事会決定案の承認を提案している（64）。これは、①両条約の目的

の重複は「障害者の権利を促進し保護する目的」を分担するものと認

識し、② EU 加盟国による成年者条約の批准を推進し、③各国の脆弱

な成年者の保護に関する措置が確実に障害者条約に適合するよう加盟

国に呼びかける等の内容を含むものである。第 4に、国連に目を向け

ると、障害者条約は（成年者条約に比べ）より進んだモニタリングシス

テムを有している（65）ほか、これとは別に、国連人権理事会が障害者の

権利に関する特別報告者を（66）、国連事務総長が障害とアクセシビリ

ティに関する特使を（67）、それぞれ任命している。人権の実現と発展の
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状況については、障害者条約の範疇を超えて、普遍的定期的審査作業

部会（68）及び諮問委員会を含む国連人権理事会によってもモニタリング

される。

成年者条約が、障害者条約や最新の人権の発展に適合するように解

釈されることを確実にするためには、各国の実践も同様に重要である。

例えば、欧州委員会は、「障害者の権利に関する戦略2021－20３0」（69）に

おいて、加盟国に成年者条約への参加を呼びかけた。同委員会はまた、

「意思決定支援に関するグッドプラクティスの集積」も計画しており、

加盟国のイニシャチブ及び作業のあらゆる側面において障害者条約を

遵守するよう強く求めている。

Ⅲ－ ３－ ４　成年者条約を越えて（第 ４章）及び結論（70）

成年者条約は、原則として18歳以上の者にのみ適用されるが、障害

者条約にはそのような年齢制限はない。成年者条約は、「人的能力の障

害又は不十分を伴わない人々」が私的委任に基づく委任条項の作成を

望む場面をも取り扱うのに対し、障害者条約はそのような人々を適用

対象には入れていない。しかし、その委任条項がアクティブとなる時

点、すなわち、自己の利益を守ることができないことを意味する、人

的能力が「障害又は不十分」となった時点において、彼らは障害者条

約の適用対象にも含まれる、つまり、その時点で、成年者条約の適用

対象が、障害者条約（及び将来の高齢者条約）の適用対象と重なることに

なる。高齢者による法的能力の行使をその生涯を通じて支援する上で

重要な目標は、私的委任等の措置の実施と、それが要求される場合に

国境を越えて（個人又は財産に関連して）効果的な運用を可能にすること

である。しかし、障害者条約自体はこのような措置を直接提供してい

るわけではない。この点については、個人が「他者に自分の希望を伝

えることができない場合に従うべき意思及び選好を述べる（71）」ことが

できるような仕組み（72）を規定した議定書による対処が可能であると思

われる。
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そして、成年者条約は、障害者条約の現在及び将来の締約国の国内

法制度における運用状況を反映しつつ、かつ将来の高齢者条約を考慮

することによって、今後も発展し得ると結論する。

以上のように、本報告書は、全体として、成年者条約を障害者条約

にいわば「引き寄せ」て両条約を整合的に解釈する試みとも言えよう。

本報告書が今後どのように支持を広げてゆくか注視したいと筆者は考

える。

Ⅲ－ ４　特別報告者と独立専門家との共同声明

研究報告書が公刊された直後、今度は、障害者の権利に関する特別

報告者であるGerard	Quinn 氏と、高齢者によるすべての人権の享受に

関する独立専門家（7３）Claudia	Mahler 氏が共同声明「国際法のさらなる

一致に向けて　成年者条約に関する考察」（以下、声明）（74）を公表した。

この声明は、前述の研究報告書を好意的に受け入れ、所々この研究報

告書を下敷きにして考察が進められている。ここでもまた、重要と思

われる部分を以下に紹介してみよう。

近年、急速に発展した重要なことの 1つに、障害者及び高齢者の自

律性、意思決定、法的能力について、徹底的な見直しが行われてきた

ことが挙げられる。このことは、障害者が生涯にわたって必要に応じ

た支援を受けつつ完全な意思表明、選好、自己管理の回復を求める障

害者条約12条に強く表われている。同様の考え方は高齢者の権利に関

する分野にも浸透しつつあり、将来の国連の高齢者の権利に関する条

約も尊厳と自主性に基づくものとなろう。したがって、新しく高齢者

条約が採択されたならば、成年者条約は、こうした障害者条約におけ

る考え方の改革に積極的に対応し、最大限の柔軟性を認めるように解

釈適用されることが極めて重要である。成年者条約 ３条 c 号は後見人

を「保護措置」の例として挙げているが、同条約において「保護」の
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定義はなされていないため、①障害者条約が締約国に義務付けている（75）

後見制度から意思決定制度への移行において、成年者条約の後見に関

する規定は意思決定制度に関する規定に転用でき、かつ、そうすべき

であり、②成年者が自分の希望や好みを表明できるようにするための

支援を提供する保護措置も十分可能であり、今後、「保護」とは、個人

の声（法的能力）を奪うことによる保護ではなく、個人の意思決定プロ

セスを支援するシステム全体の保護を意味することになるという点を

理解する必要がある。

研究報告書は、両条約（成年者条約と障害者条約）自体が規範的相互作

用のプロセスを予見していることを強調している。成年者条約49条 1

項本文は、障害者条約が事実上実質的な意味で優先することを意味し

ており、障害者条約は後見制度から意思決定支援制度への移行を要求

しているため、成年者条約の締約国は意思決定支援制度に移ることに

なり、そして、成年者条約も新しい支援制度と緊密に結びつくことに

なろう。また、障害者条約 4条 4項前段は、同条約のいかなる規定も、

障害者の権利をより助長する他の国際的措置を害してはならない旨を

定めている。後見制度の維持は「障害者の権利をより助長する」とは

言えないから、同規定は、国家の実務を意思決定支援制度の方向へ向

かわせることになろう。

成年者条約の締約国の最重要義務は、障害者条約の下で後見人の地

位を徐々に廃止することであり、後見制度維持の口実として成年者条

約に頼るべきではないということを明確にするために、そしてまた、

特に、成年者条約が将来様々な意思決定支援制度間の牴触に関して積

極的な役割を果たすことを確実にするために、ハーグ国際私法会議は、

成年者条約の批准が後見制度の受け入れを意味しないことを、新締約

国に対して十分明らかにすべきである。

ハーグ国際私法会議に関しては、研究報告書における以下の趣旨の

勧告（76）に留意しこれを支持する。すなわち、①現在準備中の実践ハン

ドブック（77）において障害者条約に明示的に言及すべきであること、②
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2022年開催予定の特別委員会において、障害者条約と高齢者の権利と

成年者条約との間の補完性に関する個別セッションを設けるべきであ

ること、③質問票が送付された国に対し、国内の法的枠組みにおける

障害者条約の位置付けを明らかにするよう要求すること、④個人が自

己の希望を他人に伝えることができない状況に陥る可能性がある場合

に従うべき自己の意思及び選好の表明を可能にする仕組み（追加議定書

を含む）を検討することである。

Ⅲ－ ５ �　成年者条約の実際の運用に関するハーグ国際私法会議特別

委員会の開催

本稿においてたびたび登場しているように、ハーグ国際私法会議は、

成年者条約の実施状況を検討するための特別委員会（78）の第 1回会合

（The	First	meeting	of	the	Special	Commission	on	the	practical	operation	of	the	

2000	Protection	of	Adults	Convention）を2022年11月 9 日から11日まで開催

する予定であり、そのための準備を数年前から行ってきている。その

1つが質問票の作成と各国からの回答のとりまとめである（79）。この質

問票は、主に成年者条約の締約国を対象とするものであるが、質問項

目の中には、成年者条約の締約国ではないハーグ国際私法会議の構成

国（80）をも対象とするものも含まれている。

質問票の最後に置かれる項目10.３（「成年者条約への参加は、障害者条約

上の義務（12条及び16条（搾取、暴力及び虐待からの自由）等）の履行を助け

るという見解を貴国は有しているか」）は、明らかに成年者条約と障害者条

約との相互関係を意識した問いである。この問いに回答した全 9カ国

中、イエスが 6カ国（チェコ、エストニア、フランス、ドイツ、スイス、ス

コットランド）、ノーが ３カ国（クロアチア、ラトヴィア、ポルトガル）で

あった。ノー回答の理由としては、法的能力や様々な措置に関する国

内法は国ごとに異なり、必ずしも障害者条約に適合するものではない

と同時に、成年者条約への参加を排除していないこと（ラトヴィア）、

既に国内法において障害者保護と高齢者保護に対する措置が保証され
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ていること（ポルトガル）が挙げられている。この点につき、特別委員

会においてどのような議論がなされるかに注目したい。

Ⅳ　結びに代えて

成年者条約と障害者条約との交わりに関する以上のような議論の流

れを概観し、改めて次の 2点について検討が求められるように思われ

る。

1つ目は、言うまでもなく、成年者条約の我が国の受け入れの要否

ないし可否である。これまで日本における渉外後見事件はさほど多く

ないとされてきた。例えば、成年後見制度が導入される直前の平成11

年（1999年）における渉外事件のうち、禁治産の宣告及びその取消しが

20件、準禁治産の宣告・取消し等が 8件、後見人、保佐人又は後見監

督人の選任が64件であったという（81）。この点につき令和 ３年の司法統

計で確認してみると、後見開始の審判及びその取消しが152件、保佐開

始の審判・取消しなどが81件、補助開始の審判・取消し等が３9件、後

見人等の選任が56件、さらに任意後見契約に関する法律関係は12件、

従って渉外後見事件は合計３40件であった（82）。これらの事件が属する

家事事件手続法別表第 1に関わる事件全体の件数は61３2件であったか

ら（8３）、やはり今日でも渉外後見事件は多いとまでは言えないかもしれ

ない（84）。また、成年者条約の、特に管轄規定の複雑さは、成年者条約

は分かりにくいというイメージを醸成していよう。そして、法の適用

に関する通則法 5条は、成年被後見人が日本に住所（居所）又は日本国

籍を有していれば後見開始の審判等に関する国際裁判管轄権を日本に

認めている（同時に、準拠法も日本法となる）が、将来日本が成年者条約

を批准することになれば、成年者条約のみならず障害者条約にも目配

りした法整備が求められることになり、その作業は煩雑なものとなろ

う。さらに、成年後見に関する日本の国内実質法に関しても、障害者

条約の観点からいくつもの問題点が指摘され（85）、それらの見直し作業
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が求められており、その動向にも留意する必要がある。以上のことが、

日本における成年者条約批准の動きを鈍らせているように思われる。

しかし、少ないとはいえ一定数の渉外後見事件は現に存在しているの

であり、より広く国際的な成年者保護を図ろうとする条約の必要性は、

超高齢社会の真っ只中にある日本において今後ますます高まるのでは

なかろうか。

2つ目は、障害者条約その他の人権条約に適合する解釈は、成年者

条約のみならず、他の国際私法条約についても求められるようになる

だろうということである。例えば、ハーグ子奪取条約上の子の返還義

務と児童権利条約12条（意見表明の権利）との関係である（86）。牴触法上

の価値（利益）と実質法上の価値（利益）を次元の異なるものと捉える

国際私法は、人権という実質的価値の具現を目的とする人権諸条約と

どのように向き合ってゆくべきなのか、これもまた難しい課題である。

このように見てくると、成年者条約にとって障害者条約との交わり

は、国際私法の未来を探求する 1つの好機であるとも言えようか。

（ 1）	 Hague	Conference	on	Private	International	Law は、189３年以来、オ
ランダ・ハーグに本部を置き、国際私法ルールの世界的統一を図ることを
目的として活動する国際的機関である。その詳細については、同組織の
ウェブサイト https://www.hcch.net 等参照。

（ 2）	 Convention	on	the	International	Protection	of	Adults.	発効は2009年 1
月 1 日。2022年 8 月10日現在の締約国は、オーストリア、ベルギー、キプ
ロス、チェコ、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、
ラトヴィア、モナコ、ポルトガル、スイス、イギリスの計14カ国（日本は
未批准）であり、最新の締約国であるギリシャは2022年 7 月28日批准、国
内発効は2022年11月 1 日の予定である。なお、本条約の制定経緯及び内容
については、この外交特別委員会に参加した日本政府代表団の各氏による
文献、例えば、小堀悟「ヘーグ国際私法会議・成年者の保護に関する外交
特別委員会の概要」民事月報55巻11号 9 頁（以下、小堀）、櫻田嘉章「一
一一一年のハーグ『成年者の国際的保護に関する条約』について」ケース
研究264号 ３ 頁（以下、櫻田）、横山潤「成年者の国際的保護に関する条
約」『日本と国際法の100年　第 5巻　個人と家族』（2001年、七省堂）20３
頁（以下、横山・七省堂）、同「1996年および2000年のハーグ条約におけ
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る子および成年者の保護」国際私法年報第 ３ 号３0頁（以下、横山・年報）
等を参照。また、成年者条約の解説として、同条約のラポルトゥール（報
告者）を務めたポール・ラガルド教授による説明報告書（以下、ラガルド
報告書）が、ハーグ国際私法会議から公刊されている。Paul	Lagarde,	
Explanatory	Report	on	the	Hague	Convention	of	1３	January	2000	on	the	
International	Protection	of	Adults	（2017）,

https://assets.hcch.net/docs/1509ab３３-c2fe-45３2-981c-7aa4dad9ba45.pdf	
からダウンロードが可能である（2022年 9 月20日最終閲覧）

（ ３ ）	 本稿における成年者条約の邦訳は、基本的には小堀（注 2 ）29頁以下に
拠った（表記等を一部変更した箇所がある）。

（ 4 ）	 The	Convention	of	19	October	1996	on	Jurisdiction,	Applicable	Law,	
Recognition,	 Enforcement	 and	Co-operation	 in	 respect	 of	Parental	
Responsibility	and	Measures	for	the	Protection	of	Children.	1996年採択。
2002年発効。2020年10月現在の締約国は5３カ国。日本は未批准。

（ 5 ）	 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の
尊重を促進することを目的とした障害者権利条約（Convention	on	the	
Rights	of	Persons	with	Disabilities）	は、2006年12月1３日に国連総会にお
いて採択され、2008年 5 月 ３ 日に発効した（日本国内では2014年 2 月19日
に発効）。現在の締約国数は185カ国。

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-15&chapter=4&clang=_en（2022年 9 月 6 日最終閲覧）。なお、本稿
では、紙幅の都合上、障害者条約の条文の紹介は、特に必要な場合を除き
割愛することをご容赦頂きたい。

（ 6 ）	 Convention	 du	 17	 Juillet	 1905	 concernant	L’Interdiction	 et	 les	
Mesures	de	Protection	Analogues.	 条文については、https://www.hcch.
net/en/instruments/the-old-conventions/1905-deprivation-of-civil-rights-
convention	（2022年10月20日最終閲覧）。この条約は、後継となる成年者条
約採択時点において、イタリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア間
で効力を有していた（櫻田（注 2 ）・15頁）が、成年者条約の締約国である
ポルトガルについては、同条約48条（締約国の間の関係においては、この
条約は、1905年 7 月17日にヘーグにおいて署名された「禁治産並びにこれ
に類似の保護手段に関する条約」に代わるものとする。）が適用されるこ
とになろう。

（ 7 ）	 Convention	of	5	October	1961	concerning	 the	powers	of	authorities	
and	the	law	applicable	in	respect	of	the	protection	of	infants.	現在の締約
国は14カ国。日本は未批准。

条文については、https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-
text/?cid=３9（2022年10月20日最終閲覧）

（ 8 ）	 小堀（注 2 ）12頁参照。なお、両条約の比較については、横山・年報
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（注 2）が詳細に論じている。
（ 9）	 小堀（注 2）21頁。
（10）	 横山・年報（注 2）３0頁。
（11）	 いずれの条約も、第 1章（条約の適用範囲）、第 2章（管轄権）、第 ３
章（準拠法）、第 4章（承認及び執行）、第 5章（国家間協力）、第 6章
（一般条項）、第 7章（最終条項）の全 7章から構成される。
（12）	 小堀1３頁（注 2）参照。
（1３）	 以下の諸点については、横山・年報（注 2）３1-３３頁参照。
（14）	「児童の権利に関する条約」は、1989年11月20日に国連総会において
採択され、翌年 9月 2日に発効。日本においては1994年 5 月22日発効。同
条約には「児童の最善の利益」の語が ３条 1項をはじめ計 6カ所に見られ
る。これに対し、成年者条約において「成年者の最善の利益」の語が創出
されなかった経過については、櫻田（注 2）18頁注28を参照。

（15）	 もっとも、措置が執られたときには18歳に達していなかったがその後
成年に達した者に関する措置にも本条約は適用される（ 2条 2項）。例え
ば、18歳未満のときに植物人間となって後見に付されている者が18歳を超
えても、その措置は本条約にしたがって存続する（櫻田（注 2）6頁）。な
お、親責任条約の適用対象となる「子」は18歳未満の者を指す（親責任条
約 2条）。

（16）	 横山・七省堂（注 2）206頁。小堀（注 2）14頁も同旨。
（17）	 横山・七省堂（注 2）206頁。
（18）	 例えば、一般的に義務的なワクチン投与等。櫻田（注 2）7頁、小堀
（注 2）15頁。
（19）	 横山・七省堂（注 2）206頁。
（20）	 小堀（注 2）12頁。
（21）	 成年者条約11条 1 項本文は「成年者が現住する領域の属する締約国の
機関は、例外的に、当該国に限定された属地的効果を持つ成年者の身上の
保護のための暫定的な措置をとる管轄権を有する。」と規定する。

（22）	 成年者保護から医療行為を外すとなると、主として財産的保護のみが
残ることになり、成年者保護を図る条約の実効性が大幅に失われてしまう
という批判が条約制定過程においてなされたとのことである。櫻田（注 2）
7頁、14頁。

（2３）	 もっとも、常居所地国についての定義は、他のハーグ国際私法条約と
同様、成年者条約においてもなされていない。

（24）	 日本語文献では「本国」が用いられる場合が多い。重国籍者について
は、そのいずれの国籍国も a号に該当するものと考えられる。

（25）	 この点については、例えば、管轄権の「委譲」（横山・年報（注 2）３6頁、
横山・七省堂（注 2）207頁等）あるいは「移送」（小堀（注 2）16頁等）の語
で表現されることがある。
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（26）	 横山・七省堂（注 2）211-212頁参照。
（27）	 同上。
（28）	 小堀（注 2）18頁。ラガルド報告書（注 2）para.84も、11条は、中絶、不
妊手術、又は臓器摘出や手足の切断を伴う外科手術等、深刻かつ決定的な
医療措置は含まないとする。

（29）	 筆者の知る限りでは、15条に言及するいずれの日本語文献においても
「任意後見」の訳語が用いられているが、原語は “mandate	 in	case	of	
incapacity”であり、条約自体の解釈としても、日本法上の任意後見の概念
に限定されるものではないと考えられる。

（３0）	 量的制限は、当事者自治原則（準拠法決定を当事者の意思に委ねる）
を修正する手法の 1つであり、当事者自治の対象を当該法律行為と実質的
な関連を有する地の法に限定すべきとする。澤木敬郎＝道垣内正人「国際
私法入門」（第 8版）（2018、有斐閣）（以下、入門）174-175頁等参照。

（３1）	 横山・七省堂（注 2）214頁は、選択できる法の範囲に量的制限を付し
た理由として、成年者条約で処理される問題が各国の国内法上家族法の枠
組みで処理されており、完全な当事者自治には親しまないとされているこ
と、当事者による法選択を許容する相続や夫婦財産制に関する他のハーグ
条約においても量的制限が付いていることを挙げている。

（３2）	 横山・七省堂（注 2）214頁、ラガルド報告書（注 2）para.107参照。
（３３）	 櫻田（注 2）10頁。
（３4）	 同所、及びラガルド報告書（注 2）para.11３。
（３5）	 自動承認制度とは、一定の要件を具備していれば、特別の手続を要す
ることなく自動的にその効力（ここでは、他の締約国の機関がとった措置
の効力を意味しよう）を承認する仕組みを指す。入門（注３0）３4３頁参照。

（３6）	 後者は、例えば、麻薬患者に対する承認国の医療措置を尊重しようと
する意図によるものである（櫻田（注 2）11頁）。

（３7）	 ３３条 1 項は、「第 5条から第 8条までの規定に基づき管轄権を有する
機関が、施設その他保護が与えられる場所に成年者を収容することを検討
し、かつ、その収容が他の締約国において行われるべきときは、当該機関
は、はじめに他の締約国の中央当局又は他の権限ある機関と協議をしなけ
ればならない。このために、当該機関は、成年者についての報告及び提案
されている収容の理由を伝達しなければならない。」と規定する。

（３8）	 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約（The	Convention	of	
25	October	1980	on	the	Civil	Aspects	of	International	Child	Abduction）。
効力発生は198３年。2022年 9 月時点における締約国数は101カ国。日本に
おいては2014年 4 月 1 日に効力発生。国内実施法として「国際的な子の奪
取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」がある。

（３9）	 The	Convention	of	29	May	199３	on	Protection	of	Children	and	Co-
operation	in	Respect	of	Intercountry	Adoption.	効力発生は1995年、2022年

）
一
三
七
一
（

135



ハ
ー
グ
成
年
者
保
護
条
約
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
き
（
織
田
）

七
五
七

9 月時点における締約国は104カ国。日本未批准。
（40）	 Directorate-General	 for	 Internal	Policies“Policy	Department	C	
Citizens'	Rights	 and	Constitutional	Affairs	Leagl	 and	Parliamentary	
Affairs	The	Hague	Convention	of	1３	January	2000	on	 the	 International	
Protection	of	Adults	NOTE”（以下、NOTE）12頁に挙げられている例を
参考にした。https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/20
1212/20121219ATT58３10/20121219ATT58３10EN.pdf（2022年10月20日最終
閲覧）

（41）	 成年者条約３8条 1 項は「保護の措置をとり、又は代理権を確認した締
約国の機関は、申立てにより、成年者の身上又は財産の保護を委任された
者に対して、その者が行為する資格及び付与された権限を示す証明書を交
付することができる」と定める。

（42）	 注40参照。その奥付によれば、同文書は欧州議会の法務委員会の要請
を受けて、ハーグ国際私法会議事務局のPhillippe	Lortie 事務局長とMaja	
Groff 上席法務官によって執筆されたものである。

（4３）	 NOTE（注40）9 頁。なお、障害者条約12条は次のように規定する（障
害者条約の邦訳は、外務省のウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/
fp/hr_ha/page22_000899.html　に拠った。（2022年10月20日最終閲覧））。
「［ 1項］締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認め
られる権利を有することを再確認する。［ 2項］締約国は、障害者が生活
のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有する
ことを認める。［ ３項］締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たっ
て必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。［ 4
項］締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防
止するための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確
保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、
意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を
及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り
短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局
又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するものとする。
当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じ
たものとする。［ 5項］締約国は、この条の規定に従うことを条件として、
障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付
け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有すること
についての平等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措置をと
るものとし、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。」

（44）	 NOTE（注40）10頁。なお、NOTE の執筆時点（2012年11月1３日）にお
いて、欧州連合の全ての加盟国が障害者条約の締約国ないし署名国であっ
た。
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（45）	 障害者条約 ３条「この条約の原則は、次のとおりとする。（a）固有の
尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立の尊重、
（b）無差別、（c）社会への完全かつ効果的な参加及び包容、（d）差異の尊
重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受入れ、
（e）機会の均等、（f）施設及びサービス等の利用の容易さ、（g）男女の平
等、（h）障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童
がその同一性を保持する権利の尊重。」

（46）	 “EC-HCCH	Joint	Conference	 on	 the	Cross-border	Protection	 of	
Vulnerable	Adults”. この会議の結論及び勧告については、https://assets.
hcch.net/docs/88f10f24-81ad-42ac-842c-３15025679d40.pdf　 参 照（2022年
10月20日最終閲覧）。

（47）	 障害者の権利に関する特別報告者（The	Special	Rapporteur	on	the	
rights	of	persons	with	disabilities）は国連人権委員会が2014年に創設した
もので、障害者の権利の実現と平等な構成員としての障害者の社会参加に
関するグッドプラクティスの特定、やりとり、促進のために、国家及びそ
の他の利害関係者との定期的な対話の展開その他、障害者の権利の実現に
向けた様々な活動を行うことが求められる。現任者である Gerard	Quinn
氏は2020年10月に人権委員会によって任命された。詳細については、
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-disability 等を参照。

（48）	 Sonia	E.	Rolland,	Alex	Ruck	Keene,	 “Study	 Interpreting	 the	2000	
Hague	Convention	on	the	International	Protection	of	Adults	Consistently	
with	the	2007	UN	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilitie”	（３	
June	2021）.（以下、研究報告書）

（49）	 UN	Convention	on	the	Rights	of	Older	Persons の策定が、現在、国連
において検討されていることについて、例えば、高田清恵「高齢者人権条
約の展望－国連・高齢者権利条約の制定に向けた取組みとその意義」学術
の動向2018年 5 月号18頁。

（50）	 研究報告書（注48）4 - 8 頁。
（51）	 成年者条約 1条 1項、 2条 1項。
（52）	 ここで、「無能力」（incapable	party）等の法律用語ではなく、保護を
必要とする成年者に関する事実的叙述に留められているのは、国ごとにそ
の意味内容を異にする法律用語の使用が意図的に避けられたためである。
研究報告書（注48）4 頁。

（5３）	 成年者条約20条「成年者が保護されるべき国の法律中、準拠法のいか
んを問わずその適用が強行されるべき規定の適用は、本章の規定によって
は妨げられない」。この条の邦訳は、横山・七省堂224頁に拠った。

（54）	 研究報告書（注48）9 -1３頁。
（55）	 いずれの締約国も、同項ただし書（「ただし、当該国際文書の当事国
が反対の宣言を行った場合は、この限りでない。」）に規定される反対の宣

）
一
三
七
一
（

137



ハ
ー
グ
成
年
者
保
護
条
約
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
き
（
織
田
）

七
五
五

言を行っていない。
（56）	 我が国については1981年 8 月 1 日に効力発生。条約法条約の制定経過
等については、小川芳彦「条約法の理論」（東信堂、1989） 5 -３9頁、211-
256頁等参照。

（57）	 条約法条約３0条参照。同条 1項は「国際連合憲章第10３条の規定が適
用されることを条件として、同一の事項に関する相前後する条約の当事国
の権利及び義務は、 2から 5までの規定により決定する」と定め、 ３項は
「条約の全ての締約国が後の条約の締約国になっている場合において、第
59条の規定による条約の終了又は運用停止がされていないときは、条約は、
後の条約と両立する限度においてのみ、適用する」と規定する。なお、国
際連合憲章10３条「国際連合加盟国のこの憲章に基づく義務と他のいずれ
かの国際協定に基づく義務とが牴触するときは、この憲章に基づく義務が
優先する。」

（58）	 特別法優先原則に関する規定は条約法条約には見られない。皆川誠
「条約法における特別法優先原則の位置」早稲田法学81巻 4 号（2006）３81
頁参照。

（59）	 研究報告書（注48）1３-21頁。
（60）	 条約法条約３9条、40条。
（61）	 本稿の冒頭で取り上げたモニタリング会議はこの特別委員会を指す。
なお、この種の特別委員会は成年者条約に特有のものではなく、他のいく
つかのハーグ条約（例えば、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条
約）に関しても実施され、それぞれ成果を挙げている。

（62）	 NOTE（注40）14頁。
（6３）	 注46参照。
（64）	 Council	of	the	European	Union,	General	Secretariat	of	Council,	“Draft	
Council	Conclusions	on	 the	Protection	of	Vulnerable	Adults	across	 the	
European	Union”	（2021年 5月27日付）,	https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-86３6-2021-INIT/en/pdf		（2022年10月20日最終閲覧）

（65）	 ここでは、障害者の権利に関する委員会（３4条）、及び締約国会議
（40条）を指している。
（66）	 本稿執筆時点における特別報告者は　Gerald	Quinn 氏（2020年10月任
命）。注47も参照のこと。

（67）	 Special	 Envoy	 of	 the	 Secretary-General	 on	 Disability	 and	
Accessibility. 本稿執筆時点における特使は、Ms.	María	Soledad	Cisternas	
Reyes 氏（2017年 6 月任命）

（68）	 なお、普遍的定期的審査（Universal	Pediodic	Review,	UPR）の基本
的事項については、
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts を参照（2022年10
月20日最終閲覧）。
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（69）	 European	Commission,	 “Strategy	 for	 the	Rights	 of	Persons	with	
Disabilitis	2021-20３0”（2021年 ３ 月採択）は、https://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=7３8&langId=en&pubId=8３76&furtherPubs=yes		からダウン
ロードが可能である。

（70）	 研究報告書（注48）21-2３頁。
（71）	 Committee	 on	 the	Rights	 of	Persons	with	Disabilities,	General	

comment	No.1	（2014）	para.17.	 	 https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G14/0３1/20/PDF/G140３120.pdf?OpenElement（2022年10
月20日最終閲覧）参照。

（72）	 原文は “unilateral	statement”（22頁）であるが、本文中では「仕組み」
とした。

（7３）	 高齢者によるすべての人権の享受に関する独立専門家（The	Independent	
Expert	on	the	enjoyment	of	all	human	rights	by	older	persons）は国連人権
理事会が201３年に創設したもので、現任者である Claudia	Mahler 氏は
2020年 5 月に国連人権理事会によって任命された。高齢者の人権の実現及
び高齢者の社会への積極的な貢献に関して直面する課題について認識を高
め、高齢者の権利に関する情報を高齢者に提供することその他、高齢者の
権利に関する広範な活動が期待されている。詳細については、https://
www.ohchr.org/en/special-procedures/ie-older-persons 等参照。

（74）	 Joint	statement	by	 the	Special	Rapporteur	on	 the	rights	of	persons	
with	 disabilities,	Gerald	Quinn,	 and	 the	 Independent	Expert	 on	 the	
enjoyment	of	all	human	rights	by	older	persons,	Claudia	Mahler	“Toward	
Greater	Coherence	 of	 International	Law	 :	Reflection	 on	 the	Hague	
Convention	(2000)	on	the	International	Protection	of	Adults”	（8	July	2021）

（75）	 障害者条約12条 ３ 項。
（76）	 研究報告書（注48）24-25頁参照。
（77）	 成年者条約のさらなる批准を促進する目的で企図された Practical	

Handbook は、ハーグ国際私法会議と欧州委員会によって起草作業が進行
中であり、2022年の特別委員会において検討される予定である。

（78）	 h t t p s : / / www . h c c h . n e t / e n / p u b l i c a t i o n s - a n d - s t u d i e s /
details4/?pid=6795&dtid=57（2022年10月20日最終閲覧）。

（79）	 ハーグ国際私法会議のウェブページには2３カ国（25地域）からの回答
が掲載されている。

h t t p s : / / w w w . h c c h . n e t / e n / p u b l i c a t i o n s - a n d - s t u d i e s /
details4/?pid=6862&dtid=３３（2022年10月20日最終閲覧）。

（80）	 日本はこれに該当するが、本稿執筆時において、日本の質問票の回答
に関する情報を筆者は得ていない。

（81）	 山田真紀「渉外成年後見事件について」家裁月報5３巻 9 号 1 頁。なお、
渉外成年後見事件については明確な定義はないが、司法統計上は、申立人、
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本人等の関係人のいずれかが外国人である場合を意味する。また、後見人
及び後見監督人の選任には未成年後見の場合の件数も含まれている。同所。

（82）	 第10表「家事渉外事件の事件別新受件数─全家庭裁判所」最高裁判所
事務総局「令和 ３年司法統計年報 ３家事編」３0頁。https://www.courts.
go.jp/app/files/toukei/597/012597.pdf	（2022年10月25日最終閲覧）。

（8３）	 同上。この種の事件のうち最多は「相続の放棄の申述の受理」の2491
件であった。

（84）	 もっとも、同様のことは諸外国にも当てはまるようである。横山潤
「新成年後見制度と国際私法」一橋法学 1巻 2号（2002）17頁以下参照。
（85）	 例えば、清水恵介「障害者権利条約からみた日本の成年後見制度の課
題」実践成年後見61号（2016）71頁以下、同「成年後見制度における法定
代理と本人への帰責」岡伸浩他編『高齢社会における民法・信託法の展開　
新井誠先生古稀記念論文集』（2021年、日本評論社）51３頁以下。なお、日
本国内の成年後見制度については厚生労働省「成年後見制度の現状」（令
和 4年 8月）も参照。https://www.mhlw.go.jp/content/00097３029.pdf	（2022
年10月20日最終閲覧）

（86）	 研究報告書（注48）19-20頁参照。この点につき、例えば、意思能力を
有する1３歳の子による返還拒絶の意思表明を否定した最高裁平成３0年 ３ 月
15日判決（民集72巻 1 号17頁）等は、児童権利条約との関係に関する興味
深い検討材料を提供するように思われる。
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クリスティアン・ヴォルフの履行順序論に
もとづく契約の分類とリスク配分

─改正民法における通常損耗補修特約の位置づけを素材として─

出　雲　　　孝

1 　はじめに

人間は、対象の分類を好む。動物、植物、鉱物など、世界にある諸

事物を様々に分類し、その分類にもとづいて知識を蓄えている。法学

も例外ではない。物権、債権、有体物、無体物のように、際限のない

分類が見られる。契約法においても契約類型というものが存在する。

有名契約、無名契約、双務契約、片務契約、有償契約、無償契約がそ

の代表例である。

これらの契約類型には、その機能が十分明確であるものと、そうで

ないものとがある。例えば、双務契約には同時履行の抗弁（民533条）

が認められる。また、有償契約には、その性質に反しない限り、売買

の規定が準用される（民559条）。これに対して、片務契約と無償契約に

は、これらのような一般的性質は認められていない。少なくとも、片

務契約にはこれこれの法的効果があるとか、無償契約にはこれこれの

法的効果があるとか、そのような規定は民法典の中には存在していない。

そもそも歴史的に見ると、有償契約や無償契約という分類が、最初

から認められていたわけでもない。「自然の法と呼ばれるのは、それら

がわれわれの存在の構造のみに由来するからである」（1）と述べたのは

論　説
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フランスのモンテスキューであるが、法学に携わる者は、昔から対象

の構造に関心を持つようである。そして、拙稿（2018）で明らかにした

ように、ドイツにおいて現代的な意味の有償・無償契約という分類が

成立したのは、18世紀前半になってからであり、それ以前には交換的・

恩恵的契約という別の分類が用いられていた（2）。交換的契約と有償契

約、恩恵的契約と無償契約は、一見すると似通った分類である。しか

し、無利息消費貸借は交換的契約であるが有償契約ではない、という

明確な違いがある（3）。というのも、交換的契約は、双方が対価的な出

捐をしているか否かではなく、双方が財産権を移転し合っているか否

かによって定義されたからである。つまり、無利息消費貸借は、貸主

の貸与に対して、借主が対価を支払っているわけではないため、無償

契約であるけれども、貸主が代替物の所有権を移転し、借主も後から

代替物の所有権を移転しているので、交換的契約に分類される。

このように、契約類型というものは、歴史の中で新たに発見された

り消滅したり、あるいはその意義がそれほど明瞭でないまま用いられ

たりしている。すると、法史学の観点からは、次のような問いを立て

ることができる。契約類型は、現在の民法学が用いているもので、す

べてが尽くされているのであろうか。この問いに対しては、否定的に

推測する根拠がある。それは、近年になっても依然として新しい契約

類型が提案されているという事実である。例えば継続的契約関係とい

う分類は、比較的新しく誕生した類型である（4）。したがって、契約類

型論の意義は、既に発見された契約類型を分析することのみならず、

どのような分類基準を与えてやれば有用なグループの切り分けができ

るのかを考察することにも存する。このようにしてうまく切り分けら

れた類型は、該当する契約の法律要件や法律効果を適切に説明する機

能を果たすであろうから、「正しく機能する類型（well-functioning	type）」

と呼ぶことができよう。

本稿の目的は、近世ドイツの思想家クリスティアン・ヴォルフ

（Christian	Wolff,	1679-1754）の契約理論を参照し、正しく機能する類型
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の一案を提示することにある。その一案は、拙稿（2019）において示し

たものであり（5）、履行順序が本質的に決定されている契約と、そうで

ない契約との区別である。履行順序が本質的に決定されている契約の

例は、賃貸借であり、そうでない契約の例は、売買である。拙稿

（2019）では、ヴォルフの時間論から説き起こし、彼の哲学的洞察が契

約理論に対してどのような関係を有していたのかを明らかにした。そ

して、現代契約法への示唆にあたっては、建物賃貸借における通常損

耗の問題への応用可能性を指摘するにとどめた。本稿では、この課題

を引き継ぎ、ヴォルフの契約理論およびそこから導出された前述の契

約類型が、建物賃貸借における通常損耗の問題へ実際に応用可能であ

ることを示すことにしたい。

本稿の構成は、以下のようになっている。まず第 2章では、履行順

序に関するヴォルフの契約理論を概観する。そこでは、履行順序にも

とづく契約当事者への帰責論と、それを適用した場合の建物賃貸借に

おける通常損耗の取扱いについても紹介する。次に第 3章では、建物

賃貸借における通常損耗の問題点を、現代日本法にもとづいて考察し

つつ、この問題がヴォルフの契約理論に照らしてどのように整理可能

であるのかを分析する。最後に、第 4章でまとめを行う。

2　クリスティアン・ヴォルフの契約理論

⑴　クリスティアン・ヴォルフ

クリスティアン・ヴォルフは、哲学者ゴットフリート・ヴィルヘル

ム・ライプニッツ（Gottfried	Wilhelm	Leibniz,	1646-1716）の系譜に連なる

思想家である（6）。ライプニッツの関心が数学、哲学、法学などの多様

な領域に及んでいたように、ヴォルフもまたこれらの分野について多

くの著作を残した。ヴォルフの思想の特徴は、幾何学的方法によって

諸学を統一しようと試みた点にあった（7）。ここで言う幾何学的方法と

は、あらゆる学説上の命題を、当時の論理学の形式に落とし込むこと
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を意味した（8）。その法学上の成果は『科学的方法で研究された自然法

（Jus naturae methodo scientifica pertractatum）』（全 8巻、1740-1749）とい

う大部の著作にまとめられた。日本では、特に契約の成立に関する文

脈で、同書の研究が行われてきた（9）。

今回紹介するのは、契約の履行順序の分析（以下「履行順序論」とい

う。）という、今日までほとんど顧みられることのなかったテーマであ

る。履行順序論とは、固定された履行順序から生じる構造的なリスク、

すなわち目的物の滅失、毀損、劣化（以下「時間リスク」という。）を分

析する理論である。この種のリスクとして、ヴォルフは賃借物の自然

損耗を挙げている。以下では、この履行順序論の紹介を行う（10）。

⑵　ヴォルフの履行順序論

履行順序論の核となるのは、ヴォルフの時間論である。彼の時間論

の特徴は、現実の時間の経過を出来事の順序として把握することにあ

る。すなわち、時間とは、「連鎖して継起するものごとの順序（ordo	

successivorum	in	serie	continua）」に他ならない（11）。

例えば、水瓶の水を考えてみよう。水瓶から水が流れ出るとき、あ

る水滴と別の水滴との間には、連綿とした順序（先後関係）がある。

ヴォルフは、このような先後関係の推移を、現実的な時間の経過と捉

えた（12）。これは、現実の時間によって事物の運動が計られるのではな

く、事物の運動によって現実の時間が計られると解釈する立場である（13）。

したがって、あるものごとが時間的継続性を有しているとは、そのも

のごとの継起に一定の順序があることを意味する。

これを契約の履行にあてはめると、次のように表現することができ

る。ある契約関係が一定時間継続するとは、当該契約に履行順序があ

ることを意味する。つまり、契約当事者たちが A→ B→ C……と履行

ステップを順に踏んでいくことによって、時間的継続性が発生する。

反対に、ある契約関係が即時に完了するとは、このようなステップが

ないことを意味する。
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例えば、売買には、時間のかからない売買（現実売買）と、時間のか

かる売買（物の引渡しや代金の支払が後日に先延ばしされている売買）とが

ある。もちろん、現実世界において、契約締結、目的物の引渡しおよ

び代金の支払を、ゼロ時間で即時に行うことはできない。売主と買主

がどのように努力しても、そこには数秒の時間差が生じるであろう。

しかし、理論上は、売主と買主とが完全な即時履行を行うこと、すな

わち履行時間がゼロ秒であることを観念できるので、ここではそのよ

うな理想的同時性を想定しよう（14）。

ヴォルフの時間論に照らしてこれを言い換えると、次のように表現

することができる。売買は、履行に先後関係があるもの、すなわち契

約締結、目的物引渡しおよび代金支払の間に先後関係があるものと、

そうでないもの、すなわち（少なくとも理想的には）契約が即時に完了す

るものとに区別される。そして、時間的継続性を有する売買と有しな

い売買とのいずれが選択されるのか、また、前者が選択された場合に

物の引渡しと代金の支払とのいずれを先に履行するのかは、当事者の

合意によって決められる。これを表すと、図 1のようになる。

図 1　売買における履行順序
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これに対して、時間のかからない賃貸借というものは存在しない。

すなわち、賃貸借において、契約締結、貸与、使用収益および返還が

同時に行われることはありえない。また、賃貸借には、貸与→使用収

益→返還という明確な順序があり、これを契約当事者の合意で変更す

ることもできない。これを表すと、図 2のようになる。

図 2　賃貸借における履行順序

このようなヴォルフの時間＝順序論によれば、履行順序には、当事

者の合意によって任意に創設されるものと、契約に（少なくとも部分的

に）構造上内在するものとの 2種類がある。前者に該当するのは、前

掲図 1中段の契約締結→目的物引渡し→代金支払の順序、又は下段の

契約締結→代金支払→目的物引渡しの順序である。後者に該当するの

は、前掲図 2中段の貸与→使用収益→返還の順序である。なお、賃料

の支払に関しては融通が効くけれども、以下では当該部分構造のみに

着目する。
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⑶　ヴォルフの帰責論

ａ．帰責とは何か
ヴォルフは、契約における時間の流れについて、単に両者の事実的

な差異を示したわけではない。彼は、この構造の違いから、法的な差

異を導出した。それは、リスク負担の変更の可否である。

ヴォルフは、「帰責（imputatio）」という概念によって、契約当事者の

リスク負担を把握した。帰責とは、何らかの善い結果または悪い結果

について、ある人の自由意志が当該結果の原因であったと判断するこ

とをいう（15）。例えば、Aが Bを殴打して負傷させた場合、Bにもたら

された負傷という害悪の自由な原因、すなわちそれ以上遡れない自由

意志に基づく原因は、A であると判定される。A は自由意志という概

念を通じて当該負傷の究極的な原因となるので、A が当該負傷につい

て責任を負わなければならない。これが帰責である。端的に表現すれ

ば、ある人がある事象について責任を負うのは、その事象の原因がそ

の人の自由意志であったと判断されるときを言う。

この帰責概念は、対偶のかたちで解釈するならば、ある事象の原因

がある人の自由意志であったと判断されないならば、その人はその事

象について責任を負わないことを意味する。すなわち、「行為が人間に

帰責されるのは、その行為が自由であるときに限られる（actiones	

homini	imputantur,	quatenus	liberae	sunt）」（16）。

ｂ．売買と賃貸借における帰責
以上の時間論および帰責論が、どのような法的帰結を生み出すのか

を確認しよう。ヴォルフによれば、売買が完了するまでの不可抗力に

よる目的物の滅失・毀損リスクを、売主と買主は自由に負担してよい（17）。

この点について、ヴォルフは自由主義的な契約観を有していた。なぜ

なら、買主が時間リスクを負担しつつ、売主が引渡期日まで収益を続

ける合意も認められる、と説いているからである（18）。つまり、買主が

一方的に損をする合意も許容される。これに対して、賃貸借が完了す
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るまでの不可抗力にもとづく時間リスクは、必ず賃貸人が負わなけれ

ばならないものとされた（19）。同様に、賃借物の自然な損耗についても、

賃貸人負担とされた（20）。

この差異を理解する鍵は、前述の時間論および帰責論にある。売買

において生じる時間リスクは、売主と買主の合意から生じる偶発的な

リスクである。なぜなら、売主と買主が即時履行をしさえすれば、履

行完了前に目的物が滅失・毀損するかもしれないリスクは発生しな

かったからである。そして、このリスクは当事者の自由な行為によっ

て発生しているので、帰責の対象になる。では売主と買主のどちらに

帰責すべきであるのかが問題になるけれども、どちらの都合によって

即時履行を断念したのかは諸事情に応じて異なるので、帰責の確定は、

その事情を織り込んだ彼らの合意に委ねておけばよい（21）。

これに対して、賃貸借の時間リスクは帰責可能なリスクではない。

なぜなら、貸主と借主がどのように合意しようとも、期間のない賃貸

借というものは創設できないからである。賃貸借が継続的契約関係で

あることは、貸主または借主の都合で履行を先延ばししたからではな

く、契約の構造上必然的である。そして、このような構造的リスクの

中には、「それを伴わなければ使用することができない劣化

（deterioratio	sine	qua	usus	obtineri	nequit）」も含まれる（22）。したがって、

貸主と借主はこのリスクをお互いに帰責し合うことはできず、法が介

入しなければならない（23）。

ヴォルフが言及している危険負担と通常損耗のうち、前者は本稿の

テーマではないけれども、若干の考察を加えておく。民法536条 1 項は

「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行す

ることができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むこ

とができる」と定めており、いわゆる債務者主義を採用している（24）。

ここで、以下の 2つのケースを考える。まず、買主と売主との間で中

古車の売買契約が締結され、買主が「引渡しは 3ヶ月後にして欲しい」

と提案した。この場合、 3ヶ月の間に生じうる不可抗力上の滅失リス
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クを買主に帰責する合意が締結されたとしても、すなわち民法536条 1

項の債務者主義ではなく債権者主義を採用する旨の特約が結ばれたと

しても、この特約の有効性は、それほど厳格な評価に晒されないであ

ろう。では次に、貸主と借主との間で、中古車のレンタル契約が締結

され、貸出期間が 3ヶ月とされた場合、類似の特約は有効であろうか。

すなわち、もし 3ヶ月のレンタル期間中に目的物が滅失し、その原因

が貸主の責めにも借主の責めにも帰されないならば、借主は残部の賃

料を支払わなければならないとする特約は、有効であろうか。この特

約は、同一の期間に関する同一種類（＝不可抗力による滅失）のリスク配

分であるにもかかわらず、その有効性については先の特約よりも厳し

い評価を受けるはずである。

この法感覚がどこに由来するのかを問うことによって、ヴォルフの

履行順序論の意義が明らかになる。つまり、「中古車の引渡しを 3ヶ月

待って欲しい」という買主側の申出は、売買契約に本質的でない時間

リスクを生じさせるので、これを申出人へ帰責することにさしたる支

障はない。これに対して、「中古車を 3ヶ月貸して欲しい」という借主

側の申出は、賃貸借契約に本質的な時間リスク、言い換えれば、貸出

期間を指定しているだけであり、これを申出人に帰責することは困難

である。このように、民法536条 1 項という同一の条文が、売買契約に

対しては純粋な任意規定として、賃貸借契約に対しては指導的な性格

を有する規定として機能することになる。そして、この相違は先のよ

うに、ヴォルフの履行順序論によってうまく根拠づけられることがで

きる。同様に、改正前民法は売買について債権者主義を採用したが、

賃貸借について債権者主義を採用した前例はないこと、また貿易取引

の国際規則であるインコタームズ（Incoterms,	International	Commercial	

Terms の略称）は、危険負担を船積み時点で輸出者から輸入者へ移す

CFR（Cost	and	Freight）をポピュラーな取引条件としているが、賃貸借

について似たようなルールは存在していないことも、売買と賃貸借と

の本質的な差異を示している。
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ｃ．法定リスク配分
以上の説明は、賃貸借における時間リスクが契約当事者のいずれに

も帰責されないことの理由にはなっているけれども、当該リスクが賃

貸人負担になることの理由にはなっていない。帰責不能なリスクがな

ぜ契約当事者の一方に半ば強制的に帰属するのか、言い換えるならば、

法定リスク配分の根拠はどこにあるのかが問題になる。ヴォルフは詳

細に述べていないけれども、「危険は所有者のものである（periculum	est	

domini）」という原則に立ち返って処理されているのではないかと推測

される（25）。というのも、消費貸借の目的物の滅失および劣化について

は、代替物の所有権が借主へ移転していることを理由に、借主負担と

されているからである（26）。

なお、無帰責な時間リスクをどちらの当事者に法定負担させるのか

は、必ずしも所有権の所在のみによっては決定されない。もうひとつ

の法定負担の基準として、契約当事者の「都合（causa）」が挙げられる。

ヴォルフはこの基準を使用貸借に適用しており、「使用貸主の都合

（commodantis	causa）」で物が貸し出された場合は、原則的に当該貸主が

時間リスクを負う（27）。反対に、「使用借主の都合（commodatarii	causa）」

で物が貸し出された場合は、原則的に当該借主が時間リスクを負う（28）。

貸主都合の使用貸借と借主都合の使用貸借のそれぞれの例をヴォルフ

は挙げていないけれども、日本における債権法改正時の議論が参考に

なろう。すなわち、使用貸借は「無償契約といっても、親族等の情義

的な関係によるものだけではなく、他の取引関係等を背景とする経済

合理性のあるものなど様々なものがあるから」（29）、貸主側の都合で物

が貸し出されるパターンの経済合理性も存在すると考えられる。例え

ば、自己所有の建物を留守にするにあたって、防犯のために親族に依

頼して無償で住んでもらった場合、借主が通常損耗の原状回復義務を

負うことは、原則的にないであろう。ヴォルフのアイデアは、使用貸

借上の通常損耗に関する民法599条 3項の解釈に対しても示唆的である（30）。
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⑷　小括

ヴォルフの契約理論においては、本質的に履行順序が定まっている

契約（例えば賃貸借）と、そうでないもの（例えば売買）との間に、大き

な区別が設けられていた。それは、時間から生じるリスク、すなわち

目的物の滅失、毀損、劣化のリスク負担に関する区別である。ヴォル

フによれば、売買の場合は売主と買主とが時間リスクを自由に負担し

てよいけれども、賃貸借の場合は貸主がこれを負担しなければならな

い。この差異は、次のような哲学的洞察に由来する。時間とは、物事

が継起していく順序のことであり、契約には、この順序が固定されて

いるもの（例えば賃貸借）と固定されていないもの（例えば売買）とがあ

る。そして、人間は、自身の自由にならない事柄については責任を負

わないので、固定された履行順序から生じるリスクについても責任を

負わない。したがって、賃貸借における構造的な時間リスクは、賃借

物の所有者である賃貸人がこれを負担しなければならない。このよう

なリスクの一種として、ヴォルフは自然損耗を挙げた。

3　改正民法における通常損耗補修特約の位置づけ

⑴　前史と論点の整理

不動産賃貸をめぐるトラブルのひとつに、ハウスクリーニング等の

原状回復費用に関する特約がある。独立行政法人国民生活センターは、

2022年 8 月26日付の「各種相談の件数や傾向」において、問い合わせ

が多い相談内容の一項目に「賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル」を

挙げた（31）。同センターは2011年にも「賃貸住宅の退去時に伴う原状回

復に関するトラブル」という報告書を公開しており（32）、当該トラブル

の常態化がうかがわれる。

建物賃貸借の原状回復費用に関する特約をめぐるトラブルは、早く

から行政の懸念事項にもなっていた。最も早い対応をみせたのは旧建

設省であり、平成10年 3 月に「原状回復ガイドライン」（平成23年 8 月に

）
一
六
一
四
（

81



ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
履
行
順
序
論
に
も
と
づ
く
契
約
の
分
類
と
リ
ス
ク
配
分
（
出
雲
）

八
一
一

国土交通省のもとで改訂）を公表した。本ガイドラインは、「原状回復を

めぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁

判例及び取引の実務等を考慮の上、原状回復の費用負担の在り方につ

いて、妥当と考えられる一般的な基準」（33）をとりまとめたものである。

その後、【 1】最判平成17年12月16日集民218号1239頁が、いわゆる

通常損耗に関する判断を下した。同判例によれば、「建物の賃借人にそ

の賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせる

のは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人

に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負

担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的

に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、

賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを

合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約（以下「通常損

耗補修特約」という。）が明確に合意されていることが必要であると解す

るのが相当である」。

本判例の理論構成については、特約の成立自体を否定する趣旨で

あったのか、それとも原状回復費用に関する特約から通常損耗を除外

する制限解釈の趣旨であったのかについて、学説の間で解釈が分かれ

ていた。野口（2013）は前者の解釈に立ち、「最高裁は、賃貸借契約の

本質から、特約の合意の成立を否定する手法を採用し、特約の内容に

対する評価（必要性・合理性）に入ることなく、特約自体の成立要件を

厳格に解したため、結果的に、広く賃貸人に対して厳しい義務を課す

ることになった」と評価する（34）。これに対して、島田（2006）は後者

の解釈に立ち、最高裁は「事件を原審に差し戻しており、負担区分表

に基づく補修約定自体の効力は認めているから、本件補修約定を合理

的に制限解釈したものと評価するのが相当」であると解する（35）。

このような状況において、改正民法621条本文は、「賃借人は、賃借

物を受け取った後にこれに生じた損傷（通常の使用及び収益によって生じ

た賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。）が
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ある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復す

る義務を負う」と定め、通常損耗を原状回復義務の対象から除外した。

この明文規定の新設は、「国土交通省住宅局の『原状回復をめぐるトラ

ブルとガイドライン』（再改訂版平成23年 8 月）、各地方自治体のトラブ

ル防止条例（東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドライン〔改訂版平成25年 4

月〕ほか）で示されたルールを下支えする民事ルール」（36）であると共に、

前掲判例【 1】の判例法理を明文化したものであると位置づけられて

いる（37）。

以上のような背景を踏まえた上で、本稿は以下の 2つの点を論じる。

第 1の論点は、改正民法における通常損耗の具体的意味である。民法

621条本文括弧書は「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗

並びに賃借物の経年変化を除く」と規定している。これを素直に読む

ならば、通常損耗とは、通常の使用または収益によって生じた損耗を

意味する（38）。ところが、学説の中には、「賃借人が、故意又は過失に

よって傷つけたり汚したりしたものではなく、日常生活をする上で生

じた汚損、破損」というように、賃借人の無過失と関連づける解釈や（39）、

「修繕が必要な状態であること」という客観的状態に帰着させる解釈が

存在しており（40）、必ずしも共通の理解が得られていない。このため、

一見自明にみえる「通常損耗」の意味について、再度考察してみるこ

とが必要であろう。

第 2の論点は、民法621条本文と、通常損耗の原状回復義務を借主に

課す特約、すなわち通常損耗補修特約との関係である（41）。従来、通常

損耗補修特約の有効性は、前掲判例【 1】を中心とする厳格な規制に

服するものと理解されてきた（42）。判例法理を合意によって排除するこ

とは原則的にできないので（43）、当該法理は一種の強行性を有していた

といえる。ところが、後述するように、現在の民法621条本文は任意規

定であると解されている。任意規定は当事者の合意によって排除する

ことができるので（民91条）、民法621条本文と異なる内容の特約は、形

式上可能になっているはずである（44）。しかし、仮にこのような特約が
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実質的に、かつ無制限に有効であるならば、賃借人の保護は却って後

退することになる。そこで、通常損耗補修特約がどのような法律構成

によって制限されるべきであるのかを、もう一度整理しておくことが

有益である。

以上の論点の解明にあたって、本稿第 2章で分析したヴォルフの契

約理論を、民法621条本文および通常損耗補修特約の解釈に応用するこ

とを試みる。

⑵　改正民法621条の解釈

ａ．改正の経緯
まず、民法621条の新設過程について概観する。当初、民法（債権法）

改正検討委員会は、消費者保護の性格がより強い提案を行っていた。

すなわち、「賃借人は、賃貸借の終了に際して、目的物を原状に復さな

ければならない。ただし、自然損耗によって、目的物に生じた変化に

ついては、この限りではない。賃借人が消費者で、賃貸人が事業者で

ある賃貸借においては、このただし書に反する特約は無効である」（下

線は引用者による。）と定められていた（45）。この改正案は、事業者と消

費者との間で締結された通常損耗補修特約を、消費者保護の観点から

無効とする強行法規である。この提案は、「約款および消費者契約の条

項に関しては、当事者がその交渉を通じて内容を形成した契約条項と

異なり、一方当事者の利益が不当に害されることのないよう、積極的

に内容規制を行う必要がある」としていた基本方針全体の方向と一致

する（46）。

これに対して、平成25年に出された中間試案においては、改正前民

法616条および598条関係の改正案として、「⑵賃借人は、賃借物を受け

取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了した

ときは、その損傷を原状に復する義務を負うものとする。この場合に

おいて、その損傷が契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰すること

ができない事由によって生じたものであるときは、賃借人は、その損
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傷を原状に復する義務を負わないものとする。⑶賃借人は、賃借物の

通常の使用及び収益をしたことにより生じた賃借物の劣化又は価値の

減少については、これを原状に復する義務を負わないものとする」と

いう、改正民法621条により近い形での提案がなされた（47）。中間試案

補足説明では、通常損耗の除外について前掲判例【 1】が挙げられて

おり、今回の改正は、「この判例法理を明文化するものである」と説明

されている（48）。

基本方針から中間試案への規律の変化は、消費者保護の観点が民法

改正の主眼から外れたことと無縁ではないであろう。事実、最終的に

結実した「改正民法621条は、任意規定であり、賃貸借の目的、賃借物

の特性・規模・用途、当事者の属性等の事情によって、これと異なる

内容の原状回復特約を締結することは可能であり、従来利用されてい

た原状回復特約は原則として有効である」と理解されている（49）。この

ことは、今回の債権法改正が「消費者契約ルールの取り込みを消極視

した」という後藤（2014）の指摘と一致する（50）。

ｂ．改正民法621条本文の構造
次に、民法621条本文の構造を概観する。本条文については、条文中

の定義が用いられていることに注意しなければならない。いわゆる定

義規定とは、「少し特殊な意味を持たせようとする場合、その適用対象

を明確にしようとする場合、何も書いていないと解釈上疑義が生じそ

うな場合などについては、解釈にまかせず、できるだけ法文上明記す

る」（51）ためのものであり、「……を除く」という形式も、定義規定と類

似の機能を持つ（52）。したがって、「通常の使用及び収益によって生じ

た賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く」の部分は、権利障害

規定ではなく、「損傷」の定義であると解さなければならない。民法

621条本文括弧書を条文中の定義とみる解釈は、中間試案の補足説明が、

「本文⑶の『通常損耗』は、本文⑵の『損傷』には当たらないことを前

提としている」と述べていることによっても根拠づけられる（53）。言い
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換えれば、民法621条が、「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに

生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷

を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が通常の使用若しくは

収益によって生じた賃借物の損耗又は賃借物の経年変化によるもので

あるときは、この限りでない」という構造になっていない点が重要で

ある。というのも、後者の場合、但書きは単なる定義ではなく、権利

障害規定になるからである。

民法621条本文の括弧書が権利障害規定ではなく条文中の定義である

以上、賃貸人は、ある損耗が「損傷」であることを証明する段階で、

それが通常損耗ではないことも証明しなければならない。したがって、

賃貸人は、ある損耗が賃貸借契約期間中に生じた傷や汚れ等であるこ

とを証明するだけでなく、それらが通常損耗や自然劣化ではないこと

（すなわち「損傷」であること）も証明しなければならない。実際の訴訟

においては、賃借人が原告として敷金返還請求権を行使するパターン

が多いであろうから、ある損耗が「損傷」である旨の主張は、原告た

る賃借人の請求原因としてではなく、被告たる賃貸人の抗弁として引

き合いに出されることになろう（54）。

ｃ．通常損耗でない旨の抗弁の意義
では、賃貸人が、ある損耗が通常損耗に該当しない旨の抗弁を行う

場合、その正確な文言は何になるであろうか。条文に忠実に考えるな

らば、当該損耗が通常の使用または収益によって生じたものではない

こと、になるであろう。

しかし、要件事実論に関する文献をみると、必ずしも条文の文言は

使われておらず、「損耗・汚損が通常損耗の程度を超えること」（以下

「大江説」という。）と表現されている（55）。この表現は、通常損耗の範囲

が、当該損耗の発生原因（すなわち通常の使用または収益によるものである

か否か）とは無関係に、その客観的程度（すなわちどの程度傷ついたり汚

れたりしているか）によって決まることを前提とする。というのも、仮
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に前者の因果関係を問題にするならば、「損耗・汚損が通常の使用また

は収益によって生じたものでないこと」となるはずであり、程度は基

準にならないからである。本稿は、条文の文言と一見相違する大江説

が、むしろ妥当であることを明らかにする。

まず、日本の裁判例を通じて基礎づける。【 2】東京地判平成24年10

月31日（判タ1409号377頁）は、賃借人たる原告が敷金15億3413万7552円

の返還を請求した事件である。賃貸人たる被告は、「原告関係者の故意

又は過失により被告に損害を与えた場合、原告はその損害を賠償する

旨の定めがあることから、原告は、原告関係者の故意又は過失による

損傷については、通常損耗の範囲に含まれるか否かにかかわらず、原

状回復義務を負い、これを更新又は交換する義務を負う旨の主張」を

した。これについて、東京地裁は、「賃借人に通常損耗についての原状

回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すこと

になるから、賃借人に同義務が認められるためには、賃借人と賃貸人

との間で、その旨の特約が明確に合意されていることを要すると解す

るのが相当であるところ（上記最高裁平成17年12月16日第二小法廷判決参

照）、本件契約書等に上記の各定めがあるからといって、原告と被告と

の間で、原告は、原告関係者の故意又は過失による損傷につき、通常

損耗の範囲に含まれるか否かにかかわらず原状回復義務を負い、これ

を更新又は交換する義務を負う旨の特約が明確に合意されたとは言え

ない」と判断した。

本判決は、そのような例として、トコジラミによるFFE（カーペット、

ベッド等）の更新および交換費用を挙げる。被告の主張によれば、原告

はホテルの客室内にトコジラミが発生していることを確認した後、「当

該客室内を徹底的に清掃するのみならず、内装（壁、床、天井等）を撤

去して薬剤を散布し、カーペットを交換すべきであったのにこれを

怠った」。東京地裁は、原告の故意または過失を問題とすることなく、

「FFE については、その損耗はいずれも通常損耗の範囲を超えるもの

ではないというべきである」として、原告の原状回復義務を否定した。
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つまり、たとえある傷や汚れ等が賃借人の故意または過失を伴うもの

であったとしても、それが通常損耗の範囲に収まっているときは、別

途、通常損耗補修特約が必要となる。

本判決は、債権法改正前の下級審裁判例ではあるものの、現行の民

法621条本文の解釈に対しても、一定の示唆を与えうる。すなわち、本

判決が述べるように、賃借人の故意または過失を不問とする通常損耗

という概念が成立し、かつ、当該通常損耗の原状回復については特約

が必要であるならば、民法621条本文の「通常の使用及び収益によって

生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く」の部分は、賃借

人の故意または過失が伴っていたか否かにかかわらず、通常損耗ない

し経年劣化の範囲を客観的に超えていないものについては、これを

「損傷」から常に除外する趣旨であると解さねばならない（56）。つまり、

通常損耗という概念は、ある損耗が賃借人の通常の使用または収益に

もとづいて発生した、という因果関係を指しているのではなく、ある

損耗の程度が、賃借人の通常の使用および収益にもとづいて合理的に

発生するであろうと期待される損耗の範囲に収まっている、という量

的な関係を指しているのである（57）。

そして、この量的な関係をヴォルフの考えによって詳細化すると、

以下のようになる。ヴォルフの履行順序論によれば、賃貸借から生じ

る時間リスクは、貸主と借主のいずれにも帰責されない。なぜなら、

この時間リスクは、契約当事者の判断や行為とは無関係であり、賃貸

借の構造そのものに由来するからである。したがって、当該時間リス

クの合理的な範囲は、借主がその発現に寄与したか否かによっては計

られず、賃貸借契約の構造分析を通じて客観的に確定される。私見に

よれば、当該分析の対象となる賃貸借の客観的要素は、①賃借物の性

質、②賃貸借契約の趣旨に照らした使用収益の形態、③使用収益期間

である（図 3を参照）。
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図 ３　通常損耗の ３要素

図 3は、賃借物が、貸与フェーズから使用収益フェーズに乗り、一

定の順序を踏んで返還フェーズに至るまでの構造を描写したものであ

る。①②③から予測・計算された損耗の程度は、人的要素（借主が丁寧

に扱うか粗雑に扱うか等）を抜きにした客観的な損耗範囲（上限と下限）

を形成する。そして、当該上限以下の損耗は、無帰責リスクは目的物

所有者のものであるという原則に従って、すべて賃貸人負担となる。

賃貸人は、平均的な賃借人が通常使用収益した場合の損耗を賃料に反

映させているのが通例であるから、このリスク配分は賃貸人の予期せ

ぬ損失とはならない。もちろん、賃借人が明白な害意をもって損耗を

発生させたときは、原状回復を義務づけることが妥当になるかもしれ

ないけれども、それはあくまでも例外的なケースに留まるであろう。

以上のような通常損耗の理解に照らせば、大江説の「損耗・汚損が

通常損耗の程度を超えること」という表現が、「損傷」の解釈について

最も妥当である。そして、この「程度」の具体的な意味は、①賃借物
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の性質に鑑みたとき、②賃貸借契約の趣旨に照らした通常の使用およ

び収益によって、③賃貸借期間中に生じると合理的に予測される損

耗・汚損の程度、と解釈されるべきである。したがって、たとえ賃借

人の故意または過失が損耗を惹起したとしても、その程度が前掲 3要

素にもとづく上限を超えていなければ、通常損耗の扱いとなる。つま

り、通常損耗とは、借主は通常期待される使用および収益をしなけれ

ばならない、という行為指針ではなく、通常の使用および収益から生

じると合理的に予測される損耗の程度を超えてはならない、という量

的指針である。賃借人の故意または過失を伴う通常損耗という、前掲

【 2】判決の一見矛盾した概念は、このような理解のもとで整理するこ

とができる。

⑶　通常損耗補修特約の位置づけ

ａ．通常損耗補修特約の要件の分類
通常損耗補修特約が有効に成立するための要件として、野口（2006）

は 4つの下級審裁判例（【 3】大阪高判平成15年11月21日、【 4】大坂高判平

成16年 5 月27日、【 5】大坂高判平成16年 7 月30日、【 6】大坂高判平成16年12

月17日）と、【 3】の上告審である前掲判例【 1】を分析しながら、次

のように述べる。通常損耗補修特約は、「負担特約を締結する合理的理

由の存在と、契約条項自体に本来賃借人が負担する必要のない通常損

耗分にあたる各項目を具体的に列挙し、対応する具体的金額を明示す

るか、または契約条項に代わる程度の詳細な説明によって、賃借人が

その内容を認識し、本来負担する必要のない費用をあえて負担するこ

とを納得して合意している状況でかつ毎月の賃借料が『明白に』低廉

で（明らかに二重取りではない）ある場合にのみ例外的に認めることがで

きる」（58）。

本稿はこの解釈を、通常損耗分の契約条項への明記、または契約条

項に代わる詳細な説明（以下「要件【α】」という。）、当該負担に対する

賃借人の認識および納得（以下「要件【β】」という。）、当該負担特約を
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締結する合理的理由の存在（以下「要件【γ】」という。）、当該負担特約

にもとづく負担分が賃料に明らかに含まれていないこと、すなわち賃

料の明白な廉価性（以下「要件【δ】」という。）の 4要件に細分化して検

討する。そして、要件【α】【β】は通常損耗補修特約に固有の要件で

はなく、契約成立の一般規則にその根拠を求めるべきであること、ま

た、要件【γ】【δ】は原則的に消費者契約法の領域で扱うべき問題で

あることを明らかにした上で、後 2者に関しては若干の修正が必要で

あることを示す。

ｂ．合意の具体性・明確性と契約の一般的成立要件
まず、要件【α】【β】が、通常損耗補修特約に関する積極的な規制

ではないことを示す。ヴォルフの契約理論によれば、通常損耗が貸主

負担になる理由は、賃貸借契約の構造的な時間リスク、すなわち固定

された履行順序のリスクに求められた。契約当事者はこの構造を変更

することができないので、通常損耗に関する貸主負担のルールは、賃

貸借の本質から導き出されるものである。すると、この賃貸借の本質

から導き出されるルールを当事者の合意によって変更する場合は、賃

貸借契約とは別個の明示的な特約が必要になる。なぜなら、賃貸借の

本質から外れる内容を持つ合意の解釈は、賃貸借契約そのものからは

導出することができないので、契約当事者の意思表示の内容を確定す

るためには、単に賃貸借契約を締結したというだけでは不十分だから

である。

したがって、通常損耗補修特約にもとづいて債権債務関係が発生す

るためには、当該特約そのものが具体的かつ明確でなければならない。

つまり、通常損耗分の契約条項への明記、または契約条項に代わる詳

細な説明（要件【α】）は、通常損耗補修特約の独立性、および伝統的

な意思表示理論から当然に求められるものである。言い換えれば、要

件【α】は、一個の非典型的な特約が有効になるためには、申込の内

容が具体的かつ明確でなければならない、という効果意思の確定の要
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請から導き出されるものである。同様の理由から、賃貸借契約に対す

る賃借人の合意とは別に、通常損耗補修特約に向けられた特別な承諾

も要求される。なぜなら、賃貸借契約と当該特約とは本質的に分離し

ているので、賃貸借契約に対する承諾が他方に拡張されることはない

からである。したがって、借主の十分な認識と納得（要件【β】）も、

契約成立の一般規則から求められる。

以上の解釈は、約款論との相違について、前掲判例【 1】が「包括

的な採用意思を問題としているわけではなく……（中略）……不意打ち

条項で言われる『異常性』とも実質的な標準は異なるようにみえる」

とする沖野（2010）の指摘と一致する（59）。すなわち、約款論のような

特殊な意思表示を問題とする必要はない（60）。

ｃ．特約の合理性および二重取りの禁止と消費者契約法10条
これに対して、特約の合理性（要件【γ】）と賃料の明白な廉価性（要

件【δ】）とは、契約成立の一般規則からでは説明がつかない。なぜな

ら、契約内容自由の原則（民521条 2 項）にもとづいて考える限り、ある

特約を付すか否かは、また、それが他の給付額にどの程度影響を与え

るか否かも、契約当事者の交渉に委ねられるからである。賃貸人が通

常損耗補修特約の内容を具体的かつ明確に説明し、かつ、賃借人が当

該説明を十分に理解して納得した場合、契約自由の原則上は、要件

【γ】【δ】を追加で検討する余地はない。さらに、ヴォルフの時代に

は消費者保護という考えは存在しなかったので、ヴォルフの契約理論

からこれを分析することもできない。

そこで、要件【γ】【δ】の根拠をどこに求めるのかが問題となる。

ここでは、不当条項規制に関する一般条項である消費者契約法10条の

適用が考えられる（61）。以下、当該条文を用いた場合の要件について、

簡単に考察する。

消費者契約法10条は、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項
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その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して

消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項

であって、民法第 1条第 2項に規定する基本原則に反して消費者の利

益を一方的に害するものは、無効とする」と定めている。この条文は、

2段階での要件設定であると言われる（62）。第 1要件は、ある消費者契

約条項が、民法等に比して消費者の権利を制限するものであるか、ま

たは消費者の義務を加重するものであることを求める。もしそのよう

な権利制限性または義務加重性が認められるならば、今度は第 2要件

において、当該契約条項が、信義誠実に反して消費者の権利を一方的

に害しているか否かが問われる。これら 2つの要件を満たしたとき、

その契約条項は無効となる。もし建物の貸主と借主とが個人的な間柄

であるならば、通常損耗補修特約は消費者契約には該当しないけれど

も（消費者契約 2条 3項）、本稿では、貸主が「法人その他の団体及び事

業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」（同

条 2項）であり、借主が「個人」（同条 1項）であるケースを想定する。

まず、通常損耗補修特約の権利制限性または義務加重性について考

察する。民法では621条本文が、通常損耗の回復義務を否定している。

したがって、当該回復義務を課す特約は、民法に比して義務加重的で

ある。次に、当該特約が「民法第 1条第 2項に規定する基本原則に反

して消費者の利益を一方的に害するもの」であるか否かが問題となる。

本稿の解釈によれば、野口（2006）が定めた要件【γ】【δ】は、本要

件の判定基準として持ち出されるべきである。なぜなら、通常損耗の

原状回復を借主が負担する合理的理由が存在しないか、または賃料の

二重取りになっているならば、「民法第 1条第 2項に規定する基本原則

に反して消費者の利益を一方的に害する」可能性を検討しうるからで

ある。

もっとも、【γ】を消費者契約法10条の第 2要件の判定基準とする場

合は、賃借人の側からの、規範的評価に関する事実の主張であるから、

【γ】は独立の要件ではなく、当該第 2要件の評価根拠事実である。し
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かも、通常損耗補修特約を設ける合理的な理由があることではなく、

その合理的な理由がないことと言い換えられなければならない。これ

が、本稿の提案する第 1の修正点である（以下「評価根拠事実【a】」とい

う。）。

さらに、【δ】については、これもまた規範的評価に関する事実であ

る。そして、賃料の明白な廉価性は、二重取りを肯定するものではな

く、これを否定するものであるから、【δ】に該当する事実は、消費者

契約法10条の第 2要件の評価障害事実である（以下「評価障害事実【b】」

という。）。これが、本稿の提案する第 2の修正点である。

なお、いずれの修正点についても、要件事実論に照らした形式的な

補正であり、その実質的な妥当性に関しては、次項 d で判例に照らし

ながら検討する。

ｄ．判例における各要件の認定基準
以上、通常損耗補修特約に関する（暫定的な）要件【α】【β】およ

び規範的評価事実【a】【b】の理論的整理を終えた。以下では、【 7】

最判平成23年 3 月24日民集65巻 2 号903頁を素材に、具体的なあてはめ

のプロセスと、各要件および規範的評価事実の妥当性について、簡潔

に考察する。

本判例【 7】の事実の概要は、以下の通りである。上告人 Xは、平

成18年 8 月21日、被上告人 Yとの間でマンションの一室（以下「本件建

物」という。）を、同日から平成20年 8 月20日まで、賃料毎月 9万6000

円で賃借する賃貸借契約（以下「本件契約」という。）を締結し、本件建

物の引渡しを受けた。この時、本件契約に係る契約書（以下「本件契約

書」という。）には、X が本件契約と同時に40万円を保証金として Y に

支払い（以下「本件保証金」という。）、契約締結から明渡しまでの経過年

数に応じて、一定額を本件保証金から控除して、その控除額から本件

建物の通常損耗の補修に充てる旨の特約が存在した（以下「本件特約」

という。）。Xは、本件建物明渡し後、Yに対して、本件特約が消費者契
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約法10条に照らして無効であると主張し、本件保証金のうち未返還で

あった21万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めた。原審に

おいてXは敗訴し、上告した（以下「本件上告」という。）。

判例【 7】は、本件上告を棄却した。その判決理由において、最高

裁は、本件契約が消費者契約であることを認めた上で、以下のように

説明している。まず、「本件特約は、敷金の性質を有する本件保証金の

うち一定額を控除し、これを賃貸人が取得する旨のいわゆる敷引特約

であるところ、居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、契約

当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、通常

損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含むものというべきで」

あり、本件特約の文言からして、「このような趣旨を含むことが明らか

である」。したがって、「賃貸借契約に敷引特約が付され、賃貸人が取

得することになる金員（いわゆる敷引金）の額について契約書に明示さ

れている場合には、賃借人は、賃料の額に加え、敷引金の額について

も明確に認識した上で契約を締結するのであって、賃借人の負担につ

いては明確に合意されている」。つまり、本件特約のように、通常損耗

補修特約が契約書の中に明記されており、かつ、賃借人がそれを認識

した上で合意したのであれば、要件【α】と要件【β】とは、原則的

に充足されたものと認定される。

次に、消費者契約法10条の第 1要件について、「賃借物件の損耗の発

生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるか

ら、賃借人は、特約のない限り、通常損耗等についての原状回復義務

を負わず、その補修費用を負担する義務も負わない。そうすると、賃

借人に通常損耗等の補修費用を負担させる趣旨を含む本件特約は、任

意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の義務を加重す

るものというべきである」とし、その該当性を端的に認定している。

なお、ここで「任意規定の適用による場合に比し」とあるが、この時

点では改正後民法621条は施行されていないので、改正前民法597条 1

項等および前掲判例【 1】にもとづくその解釈による場合に比し、と
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読むことになろう。

最後に、消費者契約法10条の第 2要件について、まず、「通常損耗等

の補修費用は、賃料にこれを含ませてその回収が図られているのが通

常だとしても、これに充てるべき金員を敷引金として授受する旨の合

意が成立している場合には、その反面において、上記補修費用が含ま

れないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、

敷引特約によって賃借人が上記補修費用を二重に負担するということ

はできない」（下線は引用者による。）という前提が置かれる。この前提

のもとで、「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付された敷引

特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定され

る額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照ら

し、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当

該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特

段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一

方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となると解

するのが相当である」（下線は引用者による。）という一般的基準が立て

られる。本件契約をこれにあてはめた場合、①経過年数に応じて本件

保証金から控除される額が、「本件建物に生ずる通常損耗等の補修費用

として通常想定される額を大きく超えるものとまではいえない」こと、

また、②本件特約にもとづく控除額が、本件契約の賃料 9万6000円の

「 2倍弱ないし3.5倍強」（ 1年未満であれば控除額18万円、 5年以上であれば

控除額34万円）に留まっていること、さらに、③上告人 Xは、礼金等他

の一時金を支払う義務を負っていなかったことから、最高裁は、「本件

敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず、本件特約が消費

者契約法10条により無効であるということはできない」と判示した。

この説明によれば、賃料の明白な廉価性は、賃借人が敷引金の過度の

高額さ（以下「評価根拠事実【c】」という。）を主張立証した際、賃貸人が

評価障害事実として主張立証すべきことになる。

本稿の立論に照らせば、最高裁のそれぞれの判断は、以下のように
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評価される。まず、本件契約書に敷引金の額が明示され、それに対す

る合意があったことのみをもって要件【α】【β】の充足が認定されて

いることは、妥当である。というのも、本稿が明らかにした通り、要

件【α】【β】は、伝統的な意思表示理論にもとづいて要求されるもの

に過ぎないので、それらの充足のためには、当事者間で契約が締結さ

れたと通常認定される程度の合意で足りるからである。そもそも、本

件保証金のような金銭の授受は、宅地建物取引業法35条 1 項 7 号の

「代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授

受の目的」として、通常は宅地建物取引士から説明があるはずである。

このことを踏まえれば、要件【α】【β】を充足させるにあたっての賃

借人の保護は、手続の観点からも十分に保障されていると言えよう。

次に、判例【 7】の特徴は、敷引金の授受が明確化されている場合、

賃借人は賃料の合意にあたって、当該敷引金との合理的な調整を行っ

ていると想定した点にある。この前提が置かれた以上、賃借人は、賃

料の二重取りの可能性があることを示唆するだけでは足りず、その存

在を明確に証明しなければならない。そして、最高裁がその判断基準

として採用しているのが、敷引金の過度の高額さである。最高裁は、

この過度の高額さを本件について否定している。その否定の是非に関

しては、本件契約の具体的な諸事情を考慮する必要があるので、本稿

では深く立ち入らないけれども、先の前提そのものに関しては、次の

ように言うことができよう。消費者契約法は、特定の契約条項を無効

にする規定（同法 8条から10条）において、商品の価格を直接的な無効

原因と定めていない。また、民法において、価格の高額さを直接的に

問題とするのは暴利行為であり、この暴利行為に関しては民法90条が

適用されるけれども、実際の適用例は限定的である（63）。つまり、日本

の私法体系に照らせば、消費者保護の観点を入れてもなお、価格は原

則的に当事者の自由な評価に委ねられている。法は、適正なプロセス

を通じて定められた価格に対しては、特段の事情がない限り、その合

理性を否定しない。したがって、判例【 7】が置いた前提、すなわち、
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通常損耗補修特約を含む敷引金の額と賃料とが確定額で提示された場

合、賃借人は両者を総合的に勘案して意思決定をしているはずである

という前提は、妥当である。

すると、前述の評価事実【a】【b】に関しては、以下のように言うこ

とができる。まず、【a】は、通常損耗補修特約を設けることに合理性

がないことを、消費者契約法10条の第 2要件の評価根拠事実とするけ

れども、そのような不合理性が立証されることは、原則的に起こらな

い。なぜなら、判例【 7】の枠組みが妥当である限り、通常損耗補修

特約を置くことそれ自体は不合理ではなく、むしろ賃料の計算・比較

を可能にする点で合理的であるとすら言えるからである。次に、【b】

について、判例【 7】が述べるところの、通常損耗補修特約の存在そ

のものが賃料の二重取りを示唆することはないという前提が正しい以

上、賃貸人は、賃料の明白な廉価性の主張立証を常に課されるわけで

はない。一旦成立した通常損耗補修特約を無効とするためには、まず

賃借人が、消費者契約法10条の第 2要件を充足させるために、敷引金

の過度の高額さ（評価根拠事実【c】）を主張立証しなければならない。

その際に、賃貸人は、過度の高額さを端的に否定するか、または賃料

の明白な廉価性（評価障害事実【b】）を主張立証することになる。

4　まとめ

本稿は、近世自然法論者クリスティアン・ヴォルフの履行順序論を

用いて、建物賃貸借における通常損耗補修特約の性質を分析した。最

後に、ヴォルフの履行順序論と、本稿第 3章⑴で掲げた 2つの論点に

対する解答とについて、まとめておきたい。

まず、ヴォルフの履行順序論は、時間の経過を本質的に要する契約、

すなわち契約構造からして時間リスクが不可避的に生じる契約と、そ

うでない契約との区別を導入した。前者の例は賃貸借契約であり、後

者の例は売買契約である。時間の経過を本質的に要する契約とは、そ
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の履行順序に一定の構造があり、契約当事者によってもその構造を変

更することができない場合をいう。賃貸借においては、契約締結後、

目的物の貸与、使用収益、返還という順序があり、これらを即時に完

了することはできないし、順番を適当に入れ替えることもできない。

これに対して、売買においては、契約締結時にすべての履行を済ませ

ることが理論上は可能であり、かつ、目的物の引渡しと代金支払とに

順番を設けてもよい。そして、構造から必然的に生じる時間リスクは、

契約当事者の意思によって生じたものではないので、いずれの契約当

事者にも帰責されず、法定のリスク配分が原則となる。賃貸借におい

て、目的物の貸与から返還までの時間リスクはこれに該当するので、

法定リスク配分の対象である。これに対して、契約当事者の合意から

生じる時間リスクは、当該契約当事者の意思によって生じたものであ

るから、その合意にもとづいて彼らに帰責することができる。した

がって、売買における時間リスクの帰責は、当事者の合意にもとづく

ことが原則となる。

次に、本稿第 3章⑴で掲げた 2つの論点についてまとめる。第 1に、

改正民法における通常損耗の意味とは何か、という問いについて、通

常損耗とは、賃借物の性質、使用収益形態および使用収益期間の 3要

素から通常期待される客観的な損耗の範囲をいう。損耗の発生に賃借

人の故意または過失が伴ったか否かは、原則的に考慮されない。なぜ

なら、ヴォルフの契約理論から導き出されるように、通常損耗は、賃

貸借契約の構造それ自体に、すなわち貸与から返還までの時間リスク

が契約構造上必然であることに起因するので、契約当事者の主観を織

り込むことは、原則的に不要だからである。したがって、あらかじめ

予想された客観的な損耗の程度を超えていないけれども、発生に賃借

人の故意または過失が伴っていた、という賃貸人側からの主張は、そ

れ専用の特約がない限り原則的に成立しない。例外があるとすれば、

借主が明白な害意をもって目的物を損傷・汚損した場合であり、その

ときは通常損耗の範囲内であっても、原状回復義務の生じる余地があ
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ろう。

次に、民法621条本文とは異なる内容の特約、すなわち通常損耗補修

特約の有効性については、伝統的な意思表示理論から導き出される成

立要件と、消費者保護の枠組みから導き出される無効要件とを区別す

る必要がある。伝統的な意思表示理論から導き出される成立要件は、

通常損耗分を契約条項へ明記すること、または契約条項に代わる詳細

な説明があることと、当該負担に対する賃借人の認識および納得があ

ることの 2点である。ヴォルフの契約理論に照らせば、構造上必然的

な時間リスクを賃借人に帰責させることは、賃貸借契約の本質からは

正当化されえず、これとは独立した合意を必要とする。そして、それ

が独立した合意である以上は、新たな申込と承諾が適切に成立しなけ

ればならない。したがって、単に民法621条本文を適用しない旨の合意

をするだけでは、通常損耗の補修義務を成立させられない。これに対

して、消費者保護の枠組みから導き出される無効要件は、消費者契約

法10条の第 1要件と第 2要件である。そして、最判平成23年 3 月24日

民集第65巻 2 号903頁の分析から明らかになったように、第 1要件は通

常損耗補修特約の存在それ自体によって充足するものの、第 2要件を

充足するためには、賃借人は、敷引金の額が過度に高額であることを

主張立証しなければならない。もしこのことが証明されてもなお、賃

貸人が二重取りを否定したいならば、賃料が明白に廉価であることを

主張立証しなければならない。以上のような証明責任の分配は、賃料

と敷引金の額とが明確に提示された場合、賃借人は両者を総合的に勘

案して合理的に判断を下しているはずである、という本判例の仮定に

依拠する。

最後に、ヴォルフの履行順序論の応用領域について、若干俯瞰して

おきたい。第 1の応用可能性は、継続的契約関係の分類である。継続

的契約関係は、時間的継続性を本質とする。ゆえに、ヴォルフの時間

論に照らせば、継続的契約とは、その本質からして給付の時間的な順

序を有しており、この順序に由来するリスクが当事者のいずれにも帰
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責されえないもの、と定義することができる。例えば、特定商取引法

上の特定継続的役務提供には 7種類があり、一定の期間および金額に

該当するエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、

パソコン教室、結婚相手紹介サービスが挙げられている（特商41条、特

定商取引に関する法律施行令12条および別表 4の第 1欄）。これらはすべて、

即時履行を観念することのできない役務、すなわち何らかの履行順序

のある役務と解釈することができよう。

第 2の応用可能性は、複合契約論における契約連鎖の分析である。

複合契約論によれば、「契約が連鎖するタイプの多角取引では、第一契

約（AB）と第二契約（BC）とが取引目的の達成のために相互補完性を

有している点に特徴があり、相互補完性は強いものから弱いものまで

存在する」（64）。このとき、相互補完性の強弱判定の一要素として、相

互補完の構造的必然性（すなわち第一契約→第二契約という順序が全体の構

造から本質的に固定されたものであるのか、それとも第一契約と第二契約とが

連鎖しているのは当事者たちの都合にすぎないのか）を考慮することができ

るかもしれない（65）。例えば、第一契約で製造する物品が、第二契約で

の作業に必要なときは、両者の間に構造的に強い結合を認めることが

できるであろうし、反対に、それが単なる当事者の都合で順序づけら

れたものであるときは、両者の間には弱い結合しかないことになろう。

本稿の法史学の観点が、実定法学に対する一助となれば、さいわい

である。

（ 1）	 モンテスキュー〔著〕、井上堯裕〔訳〕『法の精神〔再版〕』（中央公論
新社、2020年）12頁。

（ 2）	 拙稿「近世自然法論における有償・無償契約概念の形成史：グロチウ
スからカントまでにおける消費貸借の位置付けを中心に」朝日法学論集50
号25-56頁（朝日大学法学会、2018年）27-32頁。

（ 3）	 同上28-29頁。
（ 4）	 継続的契約関係に関する先行研究には枚挙にいとまがないので、ここ
では近時の主だった文献のみを挙げておく。中田裕康『継続的契約の規
範』（有斐閣、2022年）、同『継続的売買の解消』（有斐閣、1994年）、加藤
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Juristen aus neun Jahrhunderten,	 6.	Aufl.,	Tübingen	 :	Mohr	Siebeck,	
2017,	SS.	476-485を参照。

（ 7）	 Robert	Theis	und	Alexander	Aichele	（Hrsg.）,	Handbuch Christian	
Wolff,	Wiesbaden	:	Springer,	2018,	SS.	81f.

（ 8 ）	 拙稿「近世ドイツの市民法学における数学的方法の試み：ライプニッ
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92-106頁。

（ 9）	 主だった先行研究に、滝沢昌彦「クリスチャン・ヴォルフの契約理論
─「約束」的契約観」法学研究31号81-139頁（一橋大学研究年報編集委員
会、1998年）、筏津安恕『私法理論のパラダイム転換と契約理論の再編：
ヴォルフ・カント・サヴィニー』（昭和堂、2001年）67頁以下がある。

（10）	 本稿は、通常損耗補修特約と関係する範囲でのみ、ヴォルフの履行順
序論を取り扱う。継続的契約関係一般との関連性については、拙稿・継続
的契約概念（前掲註（ 5））を参照されたい。

（11）	 Christian	Wolff,	Philosophia prima, sive ontologia,	Leipzig	:	Officina	
Libraria	Rengeriana,	1730,	par.	2.	sect.	1.	cap.	2.	§.	573.,	p.	443.

（12）	 Theis	et	al.,	a.	a.	O.	（Anm.	7）,	S.	149.
（13）	 カントはヴォルフの時間論を厳しく批判しているけれども、時間と順
序との連関自体は否定しなかった。カントは次のように述べている。イマ
ヌエル・カント〔著〕、熊野純彦〔訳〕『純粋理性批判』（作品社、2012年）
81頁「時間は、 1　なんらかの経験から抽きだされた経験的概念ではない。
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ていなかったとするならば、それじしん知覚として立ちあらわれもしな
かっただろうからである。時間の表象を前提としてだけ、いくつかのもの
が一箇同一の時間に（同時に）存在している、あるいはことなった時間に
（継起的に）存在している、と表象することができるのである」（A31/
B46）。

（14）	 拙稿・継続的契約概念（前掲註（ 5））20頁および23-24頁。
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2018年）174頁以下（担当：渡邉拓）を参照。
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Jena	 :	Matthae	Birckner,	 1692,	 exerc.	 25.	 lib.	 19.	 tit.	 3.	 n.	 7.,	 p.	 610.;	
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（26）	 Wolff,	a.	a.	O.	（Anm.	22）,	§.	537.,	p.	278.
（27）	 Wolff,	a.	a.	O.	（Anm.	17）,	par.	4.	cap.	3.	§.	456.,	pp.	319-320.
（28）	 Ibid.,	par.	4.	cap.	3.	§.	447.,	pp.	312-313.
（29）	 法務省民事局参事官室「民法（債権関係）の改正に関する中間試案の
補足説明」（2013年 4月16日掲載）<https://www.moj.go.jp/content/000109950.
pdf>（2022年11月21日閲覧）469頁。

（30）	 民法599条 3 項は、通常損耗を原状回復の範囲から除外していない。
法務省民事局参事官室（前掲註（29））471頁によれば、「賃料支払義務のな
い使用貸借においては、無償で借りる以上は借主が通常損耗も全て回復す
るという趣旨であることもあるし、逆に、無償で貸すということは貸主が
それによって生じた通常損耗も全て甘受するという趣旨であることもあり、
個々の使用貸借契約の趣旨によって様々であると考えられることから、合
意がない場合を補う任意規定は置かないこととしている」。

（31）	 独立行政法人国民生活センター「賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル」
（2022年 8 月26日）<http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.
html>（2022年10月19日閲覧）

（32）	 独立行政法人国民生活センター「賃貸住宅の退去時に伴う原状回復に
関するトラブル」（2011年 3 月 3 日）<http://www.hata-kouiki.jp/syouhi/
trouble/025.pdf>（2022年10月19日閲覧）
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（33）	 升田純『民法改正と賃貸借契約	賃貸管理業者への影響─100年振りの
改正─』（大成出版社、2018年）220-221頁。

（34）	 野口大作「賃貸住宅の通常損耗と敷引特約」札幌法学24巻 2 号59-131
頁（札幌大学法学会、2013年）66頁。同様に、特約の成立自体を否定する
ものであると解する立場として、宮澤志穂「賃借建物の原状回復義務」判
タ1210号54-60頁（2006年）54頁および沖野眞已「判批」廣瀬久和＝河上
正二〔編〕『消費者法判例百選〔初版〕』（有斐閣、2010年）58頁がある。

（35）	 島田佳子「建物賃貸借契約終了時における賃借人の原状回復義務につ
いて」判タ1217号56-72頁（2006年）68頁註51。

（36）	 大村敦志＝道垣内弘人〔編〕『解説	民法（債権法）改正のポイント』
（有斐閣、2017年）425頁。
（37）	 法務省民事局参事官室（前掲註（29））465頁。
（38）	 我妻榮＝有泉亨＝清水誠＝田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法	
総則・物権・債権〔第 8版〕』（日本評論社、2022年）1331頁は、条文の文
言を字義通り解釈しているようである。

（39）	 島田（前掲註（35））69頁。
（40）	 潮見ほか〔編〕（前掲註（24））472頁（担当：吉政知広）。
（41）	 細かい話ではあるが、甲は A（B を除く。）について義務を負う、と
いう文は、甲のBに関する義務を論理的に排除するわけではない。しかし、
ここでは、日本語の慣用として、また民法621条本文が置かれた趣旨から
して、同条文は通常損耗の原状回復義務を否定しており、通常損耗補修特
約は、同条文の内容とは異なる旨の特約であることを前提とする。

（42）	 宮澤（前掲註（34））59頁「賃借人の二重の負担という点を重く見て、
このような負担は、特約締結時に、特約の内容について認識を有しない、
あるいは有しても希薄な認識しか有しない賃借人にとっては、予期しない
特別の損害になるという観点から、賃借人の将来の予測可能性を確保する
ため、あえて特約締結時点において厳格な規制を行い、加えて、急増する
同種事件の処理にあたっての一定の基準を示したものと評価できる」（下
線は引用者による。）。沖野（前掲註（34））58頁および島田（前掲註（35））
68頁も参照。

（43）	 ここで、判例法理を当事者の合意によって排除することができないと
は、例えば、令和○○年○○月○○日の最高裁判決で示された解釈は、本
契約に適用されない、という旨の特約が原則として無効であるという意味
である。

（44）	 本稿では深く立ち入らないけれども、いわゆる判例法理の明文化ない
し条文化については、以下のような検討事項が残されているように思われ
る。民法91条は、当事者の意思表示による任意規定の排除を認めているが、
そこでは「法令中の」という限定が付されている。したがって、当事者の
意思表示によって排除可能なルールは、法令中のものに限られており、判
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例法理は法令の一種ではないので、この規定が及ばないことになる。する
と、判例法理を法令中に明文化・条文化することは、それまで91条の適用
範囲ではなかったルールをその適用範囲へと持ち込む作業に他ならない。
少なくとも、そのような性格が形式的には存在することになろう。もしそ
うであるとすれば、判例法理の明文化ないし条文化そのものの立法論的な
特徴が、学術的に精緻な形で解明される必要があるのではないだろうか。
なお、この点について興味深いのは、長谷川貞之「委任の解除に関する判
例法理の条文化と半強行法規性」日本法学84巻 3 号253-311頁（日本大学
法学会、2018年）291-292頁であり、改正民法651条について、以下のよう
に述べている。「判例法理が条文化されても、従前の解釈がそのまま維持
されるとなると、条文化された判例法理が契約内容の基準となり、当事者
を拘束して強行法規化する恐れがある。一方、法文を制限的なものとし過
ぎると、却って判例法理よりも厳格な規律となる恐れがあるのみならず、
条文化が将来の判例による法創造を妨げることになる。その結果、解除を
受ける者の契約継続の利益はある程度保護されるが、解除をする者が有す
る契約からの離脱の自由は相対的に小さいものとならざるを得ない。両者
の調和ある整序が求められる」。本稿の検討は、民法621条におけるこのよ
うな整序の一端であると言えよう。

（45）	 民法（債権法）改正検討委員会〔編〕『債権法改正の基本方針（別冊
NBL126）』（商事法務、2009年）329頁。

（46）	 民法（債権法）改正検討委員会〔編〕『詳解債権法改正の基本方針 II	
契約および債権一般⑴』（商事法務、2009年）105頁。

（47）	 法務省「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」（2013年 3 月11
日掲載）<https://www.moj.go.jp/content/000108853.pdf>（2022年11月21日
閲覧）65頁。

（48）	 法務省民事局参事官室（前掲註（29））465頁。
（49）	 升田（前掲註（33））221-222頁。森山浩江「通常損耗や経年劣化によ
る損傷の原状回復義務」法学教室490号30-35頁（有斐閣、2021年）31頁も
同様。

（50）	 後藤巻則「民法の契約と消費者契約」瀬川信久〔編著〕『債権法改正
の論点とこれからの検討課題（別冊NBL147）』（商事法務、2014年）70頁。

（51）	 田島信威『最新	法令の読解法〔四訂版〕』（ぎょうせい、2010年）390頁。
（52）	 同上392頁、山本庸幸『実務立法技術』（商事法務、2006年）80-81頁。
（53）	 法務省民事局参事官室（前掲註（29））465頁。
（54）	 以上の結論部分において、本稿は大江忠『新債権法の要件事実』（司
法協会、2016年）92頁と一致する。

（55）	 同上92頁。
（56）	 この解釈は、実務的にも重要である。例えば、国土交通省住宅局「原
状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改訂版）」（2011年 8 月）151
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頁の解説コメントによれば、「借主の故意・過失、善管注意義務違反等に
より生じた損耗については、借主に原状回復義務が発生することとなるが、
その際の借主が負担すべき費用については、修繕等の費用の全額を借主が
当然に負担することにはならず、経年変化・通常損耗が必ず前提となって
いることから、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割
合を減少させることとするのが適当と考えられる」。ここで前提となる通
常損耗は、賃借物の性質等から通常合理的に期待される損耗の程度を画一
的に計算すればよく、個々の損耗について、賃借人が無過失であったか否
かを厳密に判定する必要はない。

（57）	 この概念規定は、以下のような仮想事例によっても正当化することが
できる。ある賃借人Yは、賃借したアパートの一室を非常に丁寧に使って
いた。このため、アパートの壁紙の損耗は、平均的な賃借人が使用収益す
る場合よりも軽度であった。ところが、ある日、Yは自分で床に置いた荷
物に躓いて転倒し、壁紙にこすった跡をつけてしまった。しかし、この痕
跡は、普段Yが室内を丁寧に使用収益していたおかげで、賃借人が通常使
用収益したときと同程度のものしか残さなかった。この場合、賃貸人Xは、
この跡がYの通常の使用収益にもとづいて発生したものではなく、Yの過
失（転倒）によって生じたものであるという理由で、原状回復費用をYに
負担させることができるであろうか。もちろん、通常損耗補修特約がない
限り、負担させることは妥当ではない。なぜなら、この跡が、期待された
通常損耗の範囲に留まっている限り、賃料の設定によってカバーされてい
るはずだからである。

（58）	 野口大作「賃貸住宅の通常損耗と回復費用負担特約」札幌法学18巻 1
号29-78頁（札幌大学法学会、2006年）73-74頁。

（59）	 沖野（前掲註（34））58頁。
（60）	 もっとも、沖野眞已「判批」河上正二＝沖野眞已〔編〕『消費者法判
例百選〔第 2版〕』（有斐閣、2020年）59頁は、消費者契約法 3条 1項で努
力義務とされている透明性の原則の具体化であると理解しており、本稿の
ように伝統的な意思表示理論から同様の帰結が生じるという立場を採って
いない。この点に関しては、より詳細な検討が必要であろう。

（61）	 通常損耗補修特約の有効性を、特に消費者契約法10条の問題として捉
える文献として、大江（前掲註（54））90頁、我妻ほか（前掲註（38））1331
頁がある。

（62）	 消費者庁消費者制度課〔編〕『逐条解説・消費者契約法〔第 4版〕』（商
事法務、2019年）291頁。

（63）	 賃貸借に関しては、大村敦志『公序良俗と契約正義』（有斐閣、1995
年）322-326頁を参照。

（64）	 長坂純「契約の連鎖と従属的関与者─多角・三角取引の構造把握へ向
けた一考察─」法律論叢89巻 6 号283-308頁（明治大学法律研究所、2017
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年）285頁。
（65）	 長谷川貞之「契約上の地位の譲渡：隠れた “多角・三角 ”取引と多元
的な契約理論への転換の可能性」NBL1080号51-58頁（商事法務、2016年）
58頁は、次のように述べる。「多角的法律関係を構成する各契約上の権利・
義務を相互に関連付ける概念が何であるか、それが法的にどのような意味
を有するのかについては、今後、取引参加者の法人格の独立性・従属性を
基礎に、当該取引の目的、契約の類型などの諸要素を個別具体的に検討す
ることが求められるが、とりわけ当該取引ないし契約に含まれる債務の性
質が重要な鍵となるように思われる」（太字は原文ママ）。本稿で検討した
ところの、構造上本質的な履行順序とそうでない履行順序との区別も、債
務の性質を判定するための一指標になるのではないだろうか。

＊本研究は、一般財団法人司法協会「平成30年度研究助成」に基づく

研究成果である。
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デジタルプラットフォームの
法的構造と提供者の法的責任

芦　野　訓　和

Ⅰ　はじめに

情報技術の発達にともない社会のさまざまな分野でデジタル化が進

み、それにより取引社会も発展・変革してきていることについては改

めてここで述べる必要もなかろう。20世紀後半から始まったデジタル

革命はコンピュータ、インターネットの発展をもたらし、私たちの生

活を大きく変容してきた。取引社会においても、デジタルプラット

フォームを利用した取引が発達し、重要な役割を担うようになってき

ている。

一方で、それをめぐる法的なさまざまな問題点も指摘され、それに

ついて法的議論が行われ、近時多くの研究論文が発表されてきている。

それらの研究論文について、本稿では必要に応じて該当箇所で適宜引

用するが、とりわけ日本法学で発表されてきた長谷川教授の一連の論

考は重要な文献と位置づけることができよう。すなわち、長谷川貞之

「市場のプラットフォーム化をめぐる契約上の諸問題」日本法学85巻 4

号（2020）141頁（以下、本稿では「長谷川①論文」と記す）、同「スマート

コントラクトによる契約と伝統的契約理論」日本法学86巻 2 ＝ 3 号

（2020）37頁（以下、本稿では「長谷川②論文」と記す）、同「デジタルプ

ラットフォーム事業者の法的地位と契約上の責任」日本法学87巻 2 号

（2021）311頁（以下、本稿では「長谷川③論文」と記す）、同「デジタルプ

論　説
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ラットフォーム（DPF）取引透明化法に導入された『共同規制』の意義

と DPF 提供者の役割」日本法学87巻 4 号（2022）35頁（以下、本稿では

「長谷川④論文」と記す）、同「ブロックチェーンベースのスマートコン

トラクトにおける合意形成と契約理論」日本法学88巻 2 号（2022）41頁

（以下、本稿では「長谷川⑤論文」と記す）である。いずれも取引のデジタ

ル化から生ずるさまざまな法的問題について、法的観点にとどまらな

い多方面の観点から検討する示唆に富む有益な論文である。これらの

長谷川論文は、「法が社会の変容に的確に対応するには、まず、テクノ

ロジーの進化がどのような社会の変化をもたらしているかを正しく理

解しなければならない。そのうえで、そのような社会の変化が現在の

法的枠組みの中で処理できるかどうか、まず、この点を検討すること

が必要である」（1）という視点から法的枠組みにとどまらないさまざま

な視角から詳細に検討されており、筆者の能力からはそれらの論文を

十分に咀嚼することは不可能である（2）。これらの長谷川論文に共通す

るのは、テクノロジーの発展にともなう現代契約社会のさまざまな法

的諸問題につき指摘・検討がなされていることである。

本稿は、これらの一連の長谷川論文に示唆を得ながら、デジタルプ

ラットフォームをめぐる法的問題（3）のうち、デジタルプラットフォー

ム提供者の法的責任の観点から、デジタルプラットフォーム提供者の

義務について検討を行うものである（4）。

以下本稿では、デジタルプラットフォームを「DPF」と記し、DPF

を開設・提供する事業者を「DPF 提供者」、DPF に出店し物品やサー

ビスを販売する事業者を「DPF 利用事業者」、DPF を利用し商品など

を購入する者を「購入者」と記す。

Ⅱ　DPF概念

１ 　「デジタルプラットフォーム」という用語

はじめに、対象となる「デジタルプラットフォーム」という用語に

）
一
〇
三
一
（

36



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

八
五
六

ついて整理しておこう。本来「デジタル」とは、連続的な量を段階的

に区切って数字で表すことを意味する（5）が、2021（令和 3）年に施行

されたデジタル社会形成基本法 2条においては「デジタル社会」を、

「インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ

安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信

するとともに、官民データ活用推進基本法第 2条第 2項に規定する人

工知能関連技術、同条第 3項に規定するインターネット・オブ・シン

グス活用関連技術、同条第 4項に規定するクラウド・コンピューティ

ング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の

処理を可能とする先端的な技術をはじめとする情報通信技術を用いて

電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に

活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展

が可能となる社会」と定義しているように、一般的にはコンピュータ、

インターネットなどを利用した技術等を意味することが多い。そして、

「デジタルプラットフォーム」という用語は「デジタル」と「プラット

フォーム」が組み合わさった用語であるが、長谷川①論文によれば、

「プラットフォーム」という言葉は、元来「土台」や「基板」といった

「回りの部分よりも高くなった平らな場所」を意味するが、そこから転

じて、多様な製品の共通部分、あるいは、ソフトウェアやサービスの

土台となるハード・ソフト・サイトを示す概念として、広く産業界で

も使われるようになったものである（6）。

一方、「デジタルプラットフォーム」については多義的であり、イン

ターネット上のサービスに関連する用語に限定しても、その意味は必

ずしも明確ではないことがかねてより指摘されてきたが（7）、一般的に

はインターネットに関連するサービスを提供する場を広く指す用語と

して定着してきた（8）。そしてこんにちでは、インターネットに関連す

るサービスを提供する場を広く指すものとして「プラットフォーム」

または「デジタルプラットフォーム」との呼称が定着しつつあり（9）、

コンテンツの提供者と利用者がインターネットを利用する際の共通基
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盤の意味で用いられることが多いとされる（10）（このように「プラット

フォーム」と「デジタルプラットフォーム」は同義で用いられることも少なく

ない）。長谷川①論文では、プラットフォームという用語を法律学の観

点から、「二つ以上の顧客グループ（供給者側と需要者側）を誘致し、仲

介し、結びつけ、お互いに取引することで大きな価値を生み出すイン

ターネット上の取引の『場』と定義」づけている（11）。同様に、公正取

引委員会は、 ２で後述するようなデジタルプラットフォームの特徴を

踏まえ、「情報通信技術やデータを活用して第三者にオンラインのサー

ビスの『場』を提供し、そこに異なる複数の利用者層が存在する多面

市場を形成し、いわゆる間接ネットワーク効果が働くという特徴を有

するものをいう」と定義づけている（12）。この定義は、後の「特定デジ

タルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」に受

け継がれており、それと同義に定義づける文献も見られる（13）。

２ 　DPFの特徴

PDF の特徴については、これまでもさまざまな文献等で指摘されて

いる。たとえば、長谷川①論文147頁は、プラットフォームが台頭して

きた背景のひとつにネットワーク効果があることを指摘する。長谷川

③論文318頁も、デジタルプラットフォームは、法律学の観点からは市

場の多面性と間接ネットワーク効果によって特徴づけることができ、

それとともに、間接ネットワーク効果はロックイン（囲い込み）の誘引

となって利用者の選択肢を限定するロックイン効果をもたらすことを

指摘する。中川教授は、デジタルプラットフォームの特徴を、デジテ

ル性とプラットフォーム性に分け、プラットフォーム性からは二面市

場・多面市場という構造が、デジタル性からは付加価値性が特徴づけ

られるとする（14）。安平弁護士は、①ネットワーク効果、②内部相互補

助、③データの集積・利活用による好循環、④規模拡大の容易性など

を特徴としてあげる（15）。

一方、公正取引委員会の報告書によれば、DPF は以下のような特徴
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があるとされる（16）。

①両面市場とネットワーク効果：一般に DPF ビジネスは、DPF の下

に企業や消費者という異なる複数の層が存在する両面市場（多面市

場）であり、そこでは、同じネットワークに属する参加者が多けれ

ば多いほど、それだけ参加者の効用が高まるという直接ネットワー

ク効果および同じネットワークに属する参加者グループが複数存在

し、一方のグループの参加者が増えれば増えるほど、他方のグルー

プの参加者の効用も高まるという間接ネットワーク効果が働く。

②低い限界費用と規模の経済性：情報通信技術やデータを用いた取引

の場であるため、サービスの提供に係る限界費用が低いことから、

効率的にネットワークの規模を拡大し、より低コストでより良い

サービスを提供することができる。

③ DPF がもたらす便益：DPF は、両面市場に散在する大量のデータ

を集積・構造化し、それを効率的に活用することによって多大な便

益を生み出すことができ、このことは消費者にとっても、DPF を利

用することにより多数の商品・サービスの選択を可能とする。また、

消費者は、セキュリティを維持するために多額の費用を負担するこ

とができるDPF提供者を通じて取引することによって、単独ではそ

のような対応が困難な事業者との間でも、一定の安全性が保障され

た取引を享受することができる。

④集中化など：限界費用が低く、規模の経済性が強く働くという特徴

から、特定のDPFへの集中が生じやすく、独占・寡占に至ることも

あり得る。

このような特徴からは、DPF における DPF 提供者の役割が重要で

あることが分かる（以下の数字は、公正取引委員会の特徴による）。特徴①

②からは、DPF 上には大規模事業者から中小の事業者までさまざまな

規模の事業者が参加しさまざまな商品や役務を提供することが可能と

なり、それにより多くの購入者が参加するようになり、そのことと特

徴③が相まって、多くの消費者がDPFを利用した取引を活発に行うよ
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うになってきているといえる。それゆえ、DPF での取引は、こんにち

では人びとの消費者生活における重要な基盤としての地位を有するよ

うになってきている。一方で、そのことから、ある参加者間で生じた

法的問題が他の参加者にも同様に影響を与えることがあり得る。たと

えば、DPF 上の取引によりある製品を購入した購入者に損害が発生し

た場合、同様の損害は他の購入者にも発生する可能性がある。あるい

は、ある消費者と販売者（DPF 利用事業者）との間で取引上のトラブル

が生じた場合、同様のトラブルがその販売者と他の消費者との間で生

ずる（生じている）可能性もある。これらの個々の取引で発生したトラ

ブルの情報を他の購入者が得ることは難しく、それを総括的に把握で

きるのは DPF 提供者である。また、特徴④については、DPF 提供者

の独占・寡占を防ぐ必要が生じるが、それとともに特徴③にも関連し、

巨大なDPF提供者に対する消費者の信頼の保護を図る必要も生じてこ

よう。この点についても、DPF 提供者の役割は重要である。では、こ

のような特徴を有するDPFの法的構造はどのように考えることができ

るか。

Ⅲ　DPF取引における当事者と契約

１ 　DPF取引の形態

通常、DPF を介在する取引（以下、このような取引全体を「DPF 取引」

と呼ぶ）には三者以上の者が登場する。すなわち、⒜取引の場である

DPFを構築・開設し提供する「DPF提供者」、⒝DPFを利用し出店し、

出品・役務提供を行う「DPF 利用事業者」（ここでは、事業者に限定する

が、後述のように事業者でない者が出品する形態もある）、⒞ DPF を利用し

商品などを購入する「購入者」である（17）（⒜⒝が同一の場合もあるが、こ

こでは対象としない）。このような DPF 取引については、着目する観点

によりいくつかの分類が見られる。

まず利用主体の観点からの分類である。長谷川論文は、利用主体の

）
一
〇
三
一
（

40



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

八
五
二

観点から、①企業対企業（B	to	B）、②企業対企業対消費者（B	to	B	to	

C）、③企業対消費者（B	to	C）、④消費者対消費者（C	to	C）に分類する

ことが可能であり、①から④に向かって多様化してきていることを指

摘する（18）。④は前述⒝が事業者ではない形態であり、主な場面はシェ

アリングエコノミーである。形態④につき長谷川③論文は、「近時、市

場の PF 化が進む過程の中で、シェアアリングエコノミーも急速に普

及しつつあるが、その一方で、法的規制のあり方が問われている」こ

とを指摘する（19）。それぞれの主体間の関係・それぞれの役割を考える

にあたっては、一方の主体がどのような者であり、そして相手方がど

のような者であるかにより、考慮すべき要素が異なる（追加される）場

合もありうる。

また、DPF が取り扱う内容の利用形態からは、マッチング型と非

マッチング型に区分される（20）（21）。マッチング型DPFの典型例はB	to	

C 取引を内容とするオンラインショッピングモールであり、そのほか

C	to	C 取引を含むインターネットオークションやフリーマケットなど

がこれに含まれる（22）が、本稿ではマッチング型の類型、とりわけ

ショッピングモール（B	to	C 取引）を念頭におく。ショッピングモール

としては、ある場所にさまざまな実店舗を出店させ、共通の利用カー

ドや決済システムを用いた空間を作り出し、そこを訪れた消費者が各

店舗と取引を行うというオフラインの形態もありうる。このようなリ

アルのショッピングモールと比較した場合のオンラインショッピング

モールの特徴としては、商品やサービスの購入についてはデジタルプ

ラットフォーム利用事業者と購入者の間で締結されるが、店舗の構築

や広告（ここまでは、オフラインの形態も同様の場合もあろう）、商品の受

注・配送、決済等の多くの面でDPF提供者が利用事業者を支援してお

り、また、購入者は、DPF 利用した検索やそこに表示される「おすす

め」により、関心のある商品を容易に見つけ出すことができることな

どがあげられる（23）。
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２ 　PDF取引における利用主体と契約関係

DPF 取引では、前述の三者の間でつぎのような流れでそれぞれ契約

が締結されることになる。すなわち、①DPF提供者が構築・開設した

PDFの利用を希望するDPF利用事業者とDPF提供者との間で利用契

約が締結され（利用契約①）、②その DPF に出店されているオンライン

店舗商品の購入などに興味を持つ購入者がDPF提供者との間で利用契

約を締結し（利用契約②）、③利用が認められた後に DPF の検索機能な

どを利用し希望する商品を見つけ出し、購入者とDPF利用事業者との

間で売買などの契約が締結される。すなわち、DPF 利用事業者と購入

者との契約は、DPF 提供者が構築・開設・提供する DPF を使用して

行われるのであり、①②の利用契約を前提としているのである（24）。そ

して、各利用契約においては、種々の内容が利用規約において定めら

れている。

たとえば、わが国における大手 DPF 提供者のひとつである Amazon

についてみるならば、Amazon と出店者との間では「Amazon サービス

ビジネスソリューション契約」（25）が締結され（利用契約①）、そこでは

「一般条項」、「出品者利用規約および出品者行動規範」などが定められ

ている。一方の Amazon と Amazon を利用する購入者との間の利用契

約（利用契約②）では Amazon.co.jp 利用規約が定められているが、アマ

ゾンの提供するサービスは多岐にわたるため、ガイドラインやサービ

ス規約などの追加の規定や条件（「サービス規約」）が定められる場合が

あり、利用規約とサービス規約に齟齬がある場合には、サービス規約

の規定が優先するとされている（26）。出店者と購入者間については、個

別に売買契約・役務提供契約などが締結されるが（出品者がAmazon の場

合もある）、それには明確な規約等はみられない。しかしながら、前記

のAmazon 規約などにより一定の制約を受けることになる。

これらの契約につき長谷川③論文は、DPF 提供者が他人間の商行為

の媒介を行する場合には商法の規定が適用されるが、媒介の対象は商

行為に限定されるわけではなく、商行為以外の他人間の法律行為を媒
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介する民事仲立人については民法に一般的な規定がないことから、当

事者間でどのような内容の規律に服するかを定める必要があるとし、

DPF 利用事業者・購入者間の契約締結にあたっては、DPF が介在す

るものの、形式的には（下線は筆者による）前述の利用契約とは別物で

あり、DPF が当事者とならない二当事者間の取引契約として成立が予

定されているとする（27）（この点については、あくまでも形式面の指摘であり、

長谷川論文の主張することではないことについては後述する）。

Ⅳ　DPFに対する法規制

このような特徴を有し、急速に発展してきた DPF 取引については、

既存の法理論では必ずしも十分には対応しきれない点も少なくないこ

とから、近時になりさまざまな新しい法規制が行われるようになって

きている。以下、EUおよびわが国の DPF に対する法規制について概

観する。

１ 　EU（２8）

EU においては、2015年 5 月に「デジタル単一市場（DSM）戦略」が

公表された（COM（2015）	192	final）。これは、EU 加盟国間のデジタル

市場をひとつに統合し、公正な競争ルールのもとで、消費者と事業者

が、人や物・サービスなどの自由移動の恩恵を等しく受けられるよう

にすることを目指すものである。その実現のために、電子商取引を簡

便化する統一ルールを制定することなどにより、消費者と事業者がEU

全域でデジタル関連商品やオンラインサービスに安心してかつ効率的

にアクセスできるようにするとともに、個人情報保護・サイバーセ

キュリティ・オンラインプラットフォーム（29）などに関し、適切なネッ

トワーク環境の整備を図るとされた（30）。それにもとづき、オンライン

デジタルプラットフォームの促進、データエコノミーの活用、サイ

バーセキュリティ対策の強化、EU域内の電子商取引の促進などを目指
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し、さまざまな提案がなされてきた。

2017年 5 月には、それまでの取り組みの進捗状況を整理した「デジ

タル単一市場戦略の実施に関する中間レビュー」（COM/2017/0228	final）

が公表された。そこでは、オンラインプラットフォームは、デジタル

経済におけるイノベーションと成長を促進し、オンライン世界におい

て重要な役割を果たし、特に中小企業にとって新たな市場機会を創出

すると同時に、現在ではインターネットにおける「重要なゲートキー

パー（key	gatekeepers）」となり、情報・コンテンツ・オンライン取引へ

のアクセスを仲介しているとし、オンラインプラットフォームはイン

ターネットにおける「エコシステム（ecosystem）」を組織しているが、

これはワールドワイドウェブの大きな変革であり、新たな機会をもた

らすだけでなく、課題ももたらすとして、オンラインプラットフォー

ムの推進、データエコノミーの活用、サイバーセキュリティ対策の取

り組みの強化などが発表された。

2018年 4 月に公表された「消費者のためのニューディール（New	Deal	

for	Consumers）」（COM/2018/	0183	final）では、不公正契約条項指令

（93/13/EEC）、価格表示指令（98/6/EC）、不公正取引方法指令（2005/29/

EC）、消費者権利指令（2011/83/EU）の改正よりオンライン市場におけ

る消費者の権利を強化することなどについて提案がなされた。

2020年 2 月には、「EU のデジタルの未来を形作る（Shaping	Europe’s	

Digital	Future）」が発表され、後述するデジタルサービス法との関連で、

ゲートキーパーとして機能する重要なネットワーク効果を有する大規

模なプラットフォームによって特徴づけられるマーケットが、イノ

ベーター、企業および新規市場参入者にとって公正かつ競争可能であ

り続けることを確保するための事前のルール（ex	ante	rules）を検討し（31）、

EUにおけるオンラインプラットフォームと情報サービスプロバイダー

の責任を拡大・調和させ、プラットフォームのコンテンツポリシーに

対する監視を強化することにより、デジタルサービスの市場を深化さ

せるために規則の改定・新設を行うとした（32）。
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これらの方針にもとづきさまざまな施策がなされているが、本稿で

は、その中の DPF に関する規則・指令（33）につき、本稿に関係する範

囲で概略と特徴を述べる。

⑴�　ビジネスユーザーのためのオンライン仲介サービスの公正性お
よび透明性の促進に関する規則（2019/1150/EU）（34）

本規則は、オンラインプラットフォームを利用するビジネスユー

ザーの公平で透明な取扱い、問題がある場合の効果的な救済の可能性

を保証し、EU市場の適切な機能に資することを目的としている。本規

則はオンライン仲介サービス提供者（35）（本稿の DPF 提供者）とビジネス

ユーザー（本稿の DPF 利用事業者）との関係を規律するものであり、消

費者は直接の対象とされていない。しかし、ビジネスユーザーとは

「消費者に物品またはサービスを提供する者」（ 2条⑴）であり、対象と

なるオンライン仲介サービスは「ビジネスユーザーと消費者との間の

直接の取引の開始を促進するために、ビジネスユーザーが消費者に物

品またはサービスを提供することを可能とするもの」（ 2条⑵⒝）とい

う要件を満たすものでなければならないというように、ビジネスユー

ザーと消費者との間で取引が行われることを前提として、オンライン

プラットフォームを利用するビジネスユーザーの公平で透明な取扱い

という観点から、ビジネスユーザーがオンラインプラットフォームを

安心して利用できるよう、オンライン仲介サービス提供者に一定の義

務を課すなどしている。たとえば 3条では、オンライン仲介サービス

提供者に、自己の条項および条件について、平易であること、入手が

容易であること、ビジネスユーザーに対する停止・解消・その他の制

限について理由を定めることなどの要件をすべて満たすことを確保し

なければならないとし、そして 4条では、オンライン仲介サービス提

供者が特定のビジネスユーザーに対する利用を制限・停止・解消する

にあたって決定理由の明示等を求めている。
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⑵�　EU消費者保護ルールの改善および現代化に関する指令現代化指
令（2019/2161/EU）（36）

本指令は、消費者のためのニューディールと同日に提案された具体

策である指令案（COM/2018/0185	final）にもとづくものであり、2019年

12月18日に公布され、2020年 1 月 7 日に発効した。本指令は、消費者

のためのニューディールで指摘された 4つの指令を改正するものであ

り、各加盟国では2021年11月28日までに国内法化され、2022年 5 月28

日から施行されている。本指令では、不公正取引方法指令を改正する

2条および消費者権利指令を改正する 3条により、「オンラインマー

ケットプレイス」の定義規定が不公正取引方法指令 2条⒩、消費者権

利指令 2条⒄におかれ、「オンラインマーケットプレイス提供者」の定

義規定が消費者権利指令におかれることになった。すなわち、「オンラ

インマーケットプレイス」とは、「ソフトウェア（ウェブサイト、ウェブ

サイトの一部または事業者によってもしくは事業者に代わって運用されるアプ

リケーションを含む）を使用するサービスであって、消費者が他の事業

者または消費者と通信販売契約を締結することを可能にするもの」で

あり、「オンラインマーケットプレイス提供者」とは、「消費者にオン

ラインマーケットを提供する事業者」である。また、不公正取引方法

指令を改正する 3条により、不公正な取引により被害を被った消費者

の個別の救済方法として、損害賠償、代金減額、契約解除等が明記さ

れた。

⑶　デジタル市場規則（DMA）（2022/1925/EU）

欧州委員会は、2020年12月15日オンラインプラットフォーム事業に

関する包括的な規制として「デジタルサービス法パッケージ Digital	

Services	Act	Package」を欧州議会と理事会に提出した。本パッケージ

は、「デジタル市場規則案（Digital	Market	Act）（以下、DMA）」および

「デジタルサービス規則案（Digital	Services	Act）（以下、「DSA」）」のふた

つからなるものであり、両案共に2022年 7 月 5 日の欧州議会で採択さ
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れた（37）。その後、DMA は同月18日に理事会により承認され、同年10

月12日に公表された。これにより公表から20日後の11月 1 日に発効し

ている。

DMA は、巨大 IT 企業による不公正な競争状態を是正する目的で、

コアプラットフォームサービスを提供する事業者のうち一定の要件を

満たすものをゲートキーパーとし、一定の義務を課している。この規

則は、ゲートキーパーの拠点の所在地または住所、およびサービスの

提供に対して適用される他の法令にかかわらず、ゲートキーパーがEU

域内に拠点を有するビジネスユーザー、または EU 域内に拠点を有す

るか所在するエンドユーザーに提供する「コアプラットフォームサー

ビス」に適用される（ 1条⑵）。

「コアプラットフォームサービス」とは、⒜オンライン仲介サービス

（オンラインモール、アプリストアなど）、⒝オンライン検索エンジン、⒞

オンラインソーシャルネットワークサービス（SNS）、⒟動画共有プ

ラットフォームサービス、⒠番号に依存しない個人間コミュニケー

ションサービス、⒡オペレーティングシステム（OS）、⒢ウェブプラウ

ザ、⒣バーチャルアシスタント、⒤クラウドコンピューティングサー

ビス、⒥⒜項から⒤項に記載されたコアプラットフォームサービスの

いずれかを提供する企業が提供するオンライン広告サービス（広告ネッ

トワーク、広告交換およびその他の広告仲介サービスを含む）を指す（38）（ 2 条

⑵）。

「ゲートキーパー」とは「コアプラットフォームサービス」を提供す

る事業者のうち、⒜ EU 域内に大きな影響をもつものであり、⒝ビジ

ネスユーザーがエンドユーザーに接触するための重要なゲートウェイ

となるコアプラットフォームサービスを提供し、⒞その事業において

確立された永続的な地位を享受しているか、または近い将来にそのよ

うな地位を享受することが予見される、という 3つの要件を満たした

事業者で、欧州委員会により指定された事業者を指す（ 4条⑵）。

このような定義づけを行った上で、「ゲートキーパー」として指定さ
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れた事業者に一定の義務を課すことにより規制している（39）。

⑷　デジタルサービス規則（DSA）（40）（2022/2065/EU）

DSAは、2022年10月 4 日の欧州理事会により承認され（41）、同年10月

27日に公表された。これにより公表から20日後の11月16日に発効する。

DSA の目的は、安全で予測可能かつ信頼できるオンライン環境に関

する統一規則を定めることによりオンライン仲介サービスに関する域

内市場の適切な機能に貢献することであり、それによりイノベーショ

ンを促進し、消費者保護の原則を含む EU 基本権憲章に規定された基

本的権利が適切に保護されることを目的としている（ 1条⑴）。そのた

めに、オンライン仲介サービスを行う事業者を対象とし、違法なオン

ラインコンテンツ流通に対する責任（含む免責要件）および事業者の規

模に応じたユーザー保護のための義務を定めている。

DSA は、サービスの提供者の拠点または所在地にかかわらず、域内

に拠点を有するまたは所在するサービス受領者に提供される仲介サー

ビスに適用される（ 2条⑴）。

「仲介サービス」とは、⒤「サービスの受領者によって提供された情

報を通信ネットワークにおいて伝送すること、または通信ネットワー

クへのアクセスを提供することからなる『単なる導管』サービス」

（ISP、DNS、WiFi サービスなど）、ⅱ「サービスの受信者によって提供

される情報の通信ネットワークにおける送信からなる『キャッシング』

サービスであって、当該情報の自動的な中間的かつ一時的な保存をと

もなうものであって、当該情報の他の受信者の要求に応じて当該情報

の送信をより効率的にすることのみを目的として行われるもの」（キャッ

シュサーバ、CDNなど）、ⅲ「サービスの受領者によって提供され、その

要求に応じて提供される情報の保存からなる『ホスティング』サービ

ス」（SNS、ECモール、アプリストアなど）のいずれかをさす（ 3条⒢）。

「オンラインプラットフォーム」とは、ホスティングサービスであっ

て、当該サービスの受領者の要求により、情報を保存し、公衆に広め
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るものを指す（ただし、その活動が他のサービスの軽微かつ純粋に付随的な

特徴または主要サービスの軽微な機能であり、客観的および技術的な理由によ

り当該他のサービスなしでは使用できず、かつ当該特徴または機能を当該他の

サービスに統合することが本規則の適用を回避する手段ではない場合はこの限

りでない）（ 3条⒤）。SNS、コンテンツ共有サービス、アプリストア、

オンラインマーケットプレイス、旅行および宿泊オンラインプラット

フォームなどが含まれる。さらに、一定の要件を満たすオンラインプ

ラットフォームを「超巨大オンラインプラットフォーム」とし（33条）、

超巨大オンラインプラットフォームは違法コンテンツの流通などに関

し特にリスクを有し、その甚大な影響力から、追加的な義務を課すな

どの特別の規定をおいている（35条 -43条）。

DSA のもとでは、プラットフォームはつぎのような義務を負う（42）。

すなわち、①違法な製品およびサービスのオンライン取引に立ち向か

うためのオンラインマーケットプレイスに対する特別な義務、②オン

ライン上の違法コンテンツに対抗するための措置と、プラットフォー

ムが迅速に対応する義務、③プラットフォームによる EU 法で定義さ

れた未成年者の個人データの使用にもとづくターゲット広告の使用の

禁止、④ジェンダー、人種および宗教を含む広告の表示およびそれら

のセンシティブな個人データ使用のターゲット広告に対する一定の制

限、⑤「ダークパターン」と呼ばれる誤解を招くインターフェースお

よび誤解を招くことを目的とした行為の禁止である。

このように、DSA が消費者が安心・安全にオンラインプラット

フォームを利用できるよう、DPF 提供者にその規模や提供するサービ

スに応じてオンラインプラットフォームを適切に整備することを求め、

一定の義務を課していることは、DPF 提供者が DPF 利用事業者・購

入者間の契約を含めDPF取引全体に責任を持つべきであることを示し

ているといえよう。
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２ 　日本

⑴　電子商取引及び情報財取引等に関する準則
日本においては2002（平成14）年に、「電子商取引等に関する様々な

法的問題点について、民法をはじめとする関係する法律がどのように

適用されるのか、その解釈を示し、取引当事者の予見可能性を高め、

取引の円滑化に資することを目的」として「電子商取引等に関する準

則」が経済産業省によって策定された（43）。本準則は電子商取引や情報

財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール整備の状況等

を踏まえ、毎年改訂が行われている。本準則においても、オンライン

プラットフォームに関する論点について解釈が示されている（44）が、本

準則は「電子商取引、情報財取引等をめぐる現行法の解釈の指針とし

て機能することを期待する」ものであり、法的な規制をするものでは

ない。

法的規制に関しては、2016年頃から政府が検討をはじめ、それは

2018年頃より活性化した（45）。それらの検討においては EU における総

合的なプラットフォーム関連規制改革も参照にしながら議論が進めら

れ、その検討の結果を踏まえ法律が制定された。それらの法律では、

DPFも定義されるようになった。

⑵�　特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関
する法律

DPF を定義する法律のひとつが、「特定デジタルプラットフォーム

の透明性及び公正性の向上に関する法律」（46）（以下、本稿では「デジプラ

透明化法」と記す）である。同法は2019年 9 月に設置されたデジタル市

場競争本部を中心として整備が進められた各種ルールのひとつであり（47）、

2020年 5 月27日に成立し、同年 6月 3日に公布され、2022年 5 月25日

より施行されている。本法は、DPF が利用者の市場アクセスを飛躍的

に向上させ、重要な役割を果たしている一方で、一部の市場では規約

の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性および公正
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性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえて制定されたも

のであり、DPF の中でも取引の透明性・公正性の向上を図ることが特

に必要な DPF を「特定デジタルプラットフォーム」（特定 DPF）とし

て政令で定め、情報開示や自主的な取り組みを促進するための措置等

を講ずることにより、その透明性および公正性の向上を図り、最終的

には特定DPFの公正かつ自由な競争を促進することを通じて、国民生

活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としてい

る（ 1条）。本法は 2条 1項に DPF についての定義規定をおいている。

そこでは、DPF を、①情報を表示することによって異なる利用者グ

ループをつなぐ「場」であること（多面市場）、②コンピュータを用い

た情報処理によって構築され、インターネット等を通じて提供される

こと（オンライン性）、③利用者の増加にともない他の利用者にとっての

効用が高まるという関係を利用していること（ネットワーク効果）、とい

う要素によって定義している（48）。

本法は、DPF が、利用者の便益の増進に寄与し、経済社会の活力の

向上および持続的発展にとって重要な役割を果たすものであることに

鑑み、DPF 提供者が DPF の透明性・公正性の向上のための取組を自

主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要

最小限のものとすることによりDPF提供者の創意と工夫が十分に発揮

されることおよび DPF 提供者と DPF 利用事業者との間の取引関係に

おける相互理解の促進を図ることを基本理念としている（ 3条）。この

ような基本理念のもとに、特定DPF提供者に、取引条件等の情報の開

示および自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概

要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することを求め

ている。具体的には、特定DPF提供者に、①提供条件等の開示（ 5条）、

②相互理解の促進を図るために必要な措置の実施（ 7条）、③モニタリ

ング・レビュー（ 9条）の措置を課している。これらについて長谷川④

論文は、①はDPFを利用する際の重要な取引条件、出品拒絶・解約や

規約変更などの理由を明らかにすることを求めるものであり、②およ
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び③は、いわゆる「共同規制」の考え方を取り入れたものであるとす

る。

⑶�　取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護
に関する法律

もうひとつが、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の

利益の保護に関する法律」（以下、本稿では「デジプラ消費者保護法」と記

す）である。本法は、2019年12月から消費者庁において開催された「デ

ジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整

備等に関する検討会」が2021年にまとめた報告書の提言を踏まえ、消

費者庁が法案としてまとめたものであり（49）、同年 4月28日成立し、同

年 5月10日公布され、2022年 5 月 1 日より施行されている。本法は、

取引 DPF について、前述のデジプラ透明化法 2条 1項の DPF のうち、

実質的に特定商取引法 2条 2項の通信販売にかかる取引の「場」とし

ての機能を有しているものを捉える観点から、取引DPFを、①契約の

申込みの「場」となる取引デジタルプラットフォーム（同項 1号）、②

いわゆる「オークションサイト」（同項 2号）と定義づけている。そし

て、DPF を通じて販売業者が通信販売を行っていることに着目し、

DPF 提供者に一定の義務を課すことにより、取引 DPF を利用する消

費者の利益を保護することを目的としており、取引DPFで行われる通

信販売事業に関し法的トラブルが発生したときの取引DPF提供者が対

応すべきルールを定めている。具体的には、取引DPF提供者に、①消

費者が販売業者等と円滑に連絡できるようにするための措置（ 3条 1項

1号）、②販売業者等（DPF利用事業者）による商品等の表示に関する苦

情にかかる事情の調査その他の必要な措置（同項 2号）、③販売業者等

（DPF 利用事業者）の特定に資する情報の提供（同項 3号）という努力義

務を定めている。

これらの義務については、本法の対象にはさまざまな取引DPF提供

者が含まれ、個別取引の関与の度合いも異なることから、法的義務で
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はなく努力義務となっている（50）。

３ 　小括

EUにおいてもわが国においても、市場の適正な発展という観点から、

まず DPF 提供者と DPF 利用事業者との間の格差に着目し、一定の要

件を満たす DPF 提供者に義務を課している。その後、DPF 提供者と

購入者（消費者）との間の関係を規律し、DPF 提供者に一定の義務を

課し、DPF を利用する購入者（消費者）の利益を保護することを目的

としている。このように、DPF 提供者に、その規模等に応じて一定の

義務を課していることは、DPF 利用事業者・購入者間の契約を含め

DPF 取引全体に責任を持つべきであるとの立場を示しているといえよ

う（ただし、DPF利用事業者と購入者との間を直接規律するものはない（51））。

Ⅴ	　DPF における DPF 提供者の責任の根拠と責任をめぐる
学説

１ 　問題の所在

Ⅲ 2で述べたとおり、DPF 利用事業者・購入者間の契約については、

DPF 提供者が当事者とならない二当事者間の取引契約として成立が予

定されている。事実、DPF 提供者・購入者間の利用契約における利用

規約においても、DPF 提供者は当事者ではないことを明記するものが

みられる。たとえば「楽天ショッピングサービスご利用規約」（52）では、

第 1条（総則） 3において、「お客様が楽天市場で行うショップとの取

引は、すべてお客様とショップとの間で直接に行われます。当社は、

当社がショップに該当する場合を除き、取引の当事者とはならず、当

該取引に関する責任は負いません。したがって、ショップとの取引に

関して万一トラブルが生じた場合には、お客様とショップとの間で直

接解決していただくことになります。」と規定している。Amazon.co.jp

利用規約においても、「第三者による提供」とし、「当サイトでは、ア
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マゾン以外の第三者も、店舗の経営、サービスの提供、商品の販売、

広告の掲載を行う場合があり、また提携会社その他の一部の会社のサ

イトにリンクすることがあります。アマゾンは、そのような企業また

は個人の商品等または、Web サイトのコンテンツの検査、評価、保証

はいたしません。アマゾンは、そのような企業または個人、第三者の

行為、商品、コンテンツに対し、いかなる責任も負わず、義務が生じ

ることもありません。」と明記している。このように、自らが購入者と

の契約の相手方にならない場合のDPF利用事業者・購入者間契約にお

ける当事者性を否定し、一切の義務を負わないとしている（53）。これは、

PDF 提供者・利用事業者間、PDF 提供者・購入者間、DPF 利用事業

者・購入者間の契約がそれぞれ別の独立した契約であることを前提と

している。このような考え方からは、DPF の責任は限定的なものとな

る（54）。DPF 提供者の果たす役割が、単に DPF という場所やシステム

の提供者としての役割にとどまる限りにおいては、取引当事者または

仲介者としての法規制を受けない（55）。

しながら、これまでも述べてきたとおり、DPF 利用事業者・購入者

間の契約は DPF 提供者が用意した DPF を利用して行われるものであ

り、その利用にあたっては、それぞれの利用者はDPF提供者との間で

利用契約を締結しているのである。この点について着目した分析が必

要であろう。この点中田教授は、DPF 提供者の法的責任を考える上で

の分析視角として、DPF 提供者・利用事業者間、DPF 提供者・購入

者間、DPF 利用事業者・購入者間の契約はそれぞれ別個であるという

立場を「形式的アプローチ」と呼び、これに対して、DPF 利用事業

者・購入者間の契約も含めて DPF 提供者・DPF 利用事業者間、DPF

提供者・購入者間の 3つの契約が相互にかつ密接に関連していること

が認識できるとしてそれらを一体的に捉えDPF提供者の責任を位置づ

けることを可能とする考え方を「実質的アプローチ」と呼び（56）、その

可能性を示唆している。ではどのような論理構成が考えられるか（57）。
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２ 　システム責任論

⑴　磯村説（58）

この点につき磯村教授は　インターネットオークションを素材とし、

サイト運営事業者の果たすべき役割とその根拠に焦点を当て、「サイト

運営事業者の『第三者性』を克服し、システム提供者の責任という観

点から問題を見直す必要があることを提唱」している（59）。具体的には、

出品者・入札者が一定の利用料を支払うかどうかにかかわらず、利用

者は一定の登録手続を行い、利用規約を承諾して参加権利を取得する

のであり、サイト運営事業者と利用者との間にインターネット・オー

クション・システムの利用に関する合意＝契約が存在することを指摘

し、システムの運営事業者はシステムの適正な管理・運用をなす義務

を負い（60）、さらには、サイト運営事業者が提供する出品・入札・落札

の仕組みが構造的に利用者に一定のリスクを発生させるものであり、

かつ、そのようなリスクが十分予見可能な状態にありながらそれを放

置しているような場合には、システムの管理・運営について義務違反

があると認められる場合があるとする（61）。さらには、インターネット

オークションの場合には、実際に目的物の現状を確認することは不可

能であり商品情報の正確な伝え方には特に配慮する必要があること、

利用者の行為は利用規約を前提とし、かつあらかじめ運営事業者が設

定したフォーマットにしたがって行われるものであり、出品者・落札

者間の契約内容はサイト運営事業者のシステムに大きく依存しており、

サイト運営事業者はそのシステム設計を通して、システムを介した契

約の成立に関与していることを指摘する（62）。

⑵　森田説（63）

森田教授は、東京証券取引所のコンピュータによる証券取引市場の

システムのバグに起因して発生した損害の賠償責任が争われた事案に

関する判例批評において、証券取引所における取引では、証券取引所

を利用する者は証券取引所との間で取引参加者契約を締結し、その上
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で他の取引参加者と締結するとし、取引参加者契約は「市場を作る契

約」であり、市場参加者間での当該市場における取引は「市場で結ば

れる契約」とに峻別することができるが、「市場を作る契約」は、市場

参加者に対するさまざまな義務を市場管理者に負わせるとする。具体

的には、「市場参加者に当該市場で契約を締結する機会を与えそれを活

用させるためのさまざまな義務」、および「当該市場での個々の取引の

内容を当事者の私的自治に委ねこれを尊重するという謙抑的中立義務」

である。前者には、情報提供や契約締結のためのさまざまなサービス

を供給するといった積極的な内容の義務が想起され、そこからは一定

の範囲で市場管理者に取引への干渉が生じるが、それには後者による

抑制がかかるとする。このふたつの義務の間の緊張関係が顕在化する

のは、「市場で結ばれる契約」によって市場参加者の一方が損害を受け

たような場合であり、「市場で結ばれる契約」が B 2 C 型となる市場に

おいては、「市場で結ばれる契約」自体が B 2 C 型であることに着目し、

「市場で結ばれる契約」から市場参加者の一方に生じた損害について、

「市場を作る契約」にもとづく市場管理者の契約責任を認める消費者保

護的な発想もあり得るとする（64）。

⑶　金山説（65）

金山教授は、「契約の名において人を一定の〈場〉に引き入れた者は、

契約という無体物の設置または保存上の瑕疵によって相手方に損害が

生じたときは、責任を負うべきだ」という基本思想にもとづき、シス

テム構築者は、「インターネット販売という場を提供した以上、その場

において契約相手方が損害を被ることがないようにシステムを設計・

設置・管理する責任がある」と主張する。

⑷　小括
これらの見解は、DPF 上で行われる DPF 利用事業者と購入者との

契約を DPF 利用契約とは別の独立した契約として捉えるのではなく、
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一体的なシステムと捉え、そのようなシステムを構築したDPF提供者

に一定の義務を負わせるということについては一致している。

その上で、なぜ一体的に捉えることができるのか、一体的に捉えら

れるとしてそのことからDPF提供者はどのような義務を負うのか、そ

の根拠はどこに見出すことができるのかについて、学説上さらに議論

が展開されている。

３ 　DPFの特徴からの分析

⑴　千葉説
千葉教授は、シェアリングエコノミーを素材として、プラット

フォーム型ビジネスでは「組織の市場化」「市場の組織化」が同時に生

じており、両面（多面）市場では、間接ネットワーク効果を高めること

が全体としてのシステムの価値を高めることになるから、DPF 提供者

は自己の収益の最大化を図るためには、DPF 利用者間の利害対立を効

率的にマネジメントすることが必要となり、DPF 提供者は正のネット

ワーク効果を最大限に引き出すための仕組みとそれを動かすための

ルール作りをすることになるから、「取引法の観点から分析する際にも、

両面（多面）市場を構成要素とする全体システムを 1つの市場として観

察し、全体システムとしてのルールとなるプラットフォームの利用規

約自体の分析が必要となる」とする（66）。

その上で、DPF 利用規約と DPF 提供者・各利用者間の利用契約の

相互関連性を検討し、DPF 利用事業者・購入者間の契約は DPF 利用

規約の枠組みに拘束されることを指摘する（67）。

⑵　鹿野説（68）

鹿野教授は、DPF 提供者に関しては「単なる場貸し」論からの脱却

を図る必要があるとして、DPF 提供者の責任の根拠等について検討し

てる。まず、裁判例においても、すでに一定の場合にDPF提供者の民

事責任は認められてきており、「単なる場貸し」論によって全面的に責
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任を免れることはできないとする。その上で、しくみの構築に向けた

いくつかの留意点と実質的根拠を指摘する。第 1には、しくみの構築

について DPF 提供者と個々の DPF 利用者との間の個別の契約だけに

着目するのではなく複数の契約からなるシステムの全体として捉える

べきであるとし、DPF 上の取引は、「一種の複合契約ないし多角的法

律関係としての要素を有しており、その適正なシステムづくりが課題

となっている」ことを指摘する。第 2には、DPF 提供者が、DPF 利

用者の利便性を向上させる一方、新たな危険を生み出している面があ

り、システムの構築者としてそのシステムにおける最低限の安全性を

確保すべきであるという危険責任的な発想によるルールの正当化をあ

げる。第 3には、第 2の考え方を補強するものとしての報償責任の考

え方をあげる。第 4には、割賦販売法におけるクレジット業者の加盟

店管理義務の類推という考え方をあげる。第 5には、DPF 提供者にお

いて収集され集積されるデータ利用等に関しては、信認関係という考

え方にもとづいてルール形成を考える可能性をあげる（69）。

４ 　長谷川説（同意理論）

これまでの議論は、たとえば利用規約を根拠として、DPF 契約にお

いては関与者がなぜ一体的に捉えられるのかを説明し、そのような場

合にDPF提供者はどのような責任を負うのかその責任根拠はどこに求

められるのかを述べるものであり、一体的に捉えた場合の契約の責任

根拠については、鹿野説が課題として指摘するにとどまっていた。

この点長谷川教授は、シェアリングエコノミーを素材として市場の

プラットフォーム化をめぐる契約上の諸問題を検討する長谷川①論文

の中で、契約法理の再構成の必要性を説きその方向性を示し、中舎教

授の論文を引用しながら、「現代の契約理論は、ドイツ民法の影響の下

に、契約を相対立する当事者の意思の合致と捉え、契約当事者の申込

みと承諾という意思に重きを置く構成を採用している」が、それ以前

の契約理論は、「まず、契約当事者から独立した独自の客観的に正当性
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を持つ合意というものが存在し、これが社会的に確立されて、しかる

後に、当事者がそれを承諾（同意）することによって契約が成立すると

考えられていた」とし、このような考え方は一時放逐されたが、「それ

でも、現代の契約理論は、行き過ぎた個別の意思の探求を反省し、意

思の形成には社会通念などが考慮される」ことを指摘している（70）。

さらに、長谷川③論文では、DPF 取引においては同意理論による契

約関係の規律が有用であることを指摘している。すなわち、DPF 提供

者は利用規約を定めこれに合意した者にDPF取引への参加を許諾して

いるが、これは、伝統的な契約理論による合意ではなく、合意事項に

対する全員の同意を意味するものであり、この同意によりDPF取引利

用者全員とDPF提供者との間には、契約上の債権債務が生じるとして、

DPF をめぐる取引実態を踏まえた問題解決の法理を探求するにあたっ

ては、多角の視点にもとづく同意理論は有益な理論的根拠を提供する

ことを指摘する。そして、同意理論によれば、DPF をめぐる取引関係

はあらかじめ定立された合意事項に対して当事者が合意することによ

り形成され、これを規律するものとして、すべての当事者間には合意

事項に沿った契約上の効力が生じると捉えることができるとする。

個々の当事者の合意の意思は同意の中に潜在的に取り込まれるが、合

意事項に対する客観的評価を通じて修正することも可能であり、合意

事項の確定にあたっては、同意に対する客観的評価の対象として、契

約の趣旨や目的、正義・衡平などもその中で考慮されるとする（71）（72）。

Ⅵ　検討

１ 　一体的把握の必要性とその根拠

DPF 取引をめぐって生じる法的問題については個別の契約だけに着

目して検討するのではなく、一体的に捉えて検討すべきであることは

前述の学説の中では異論がないといえよう。では、なぜ一体的に捉え

ることができるのか。この点については、PDF の特徴とりわけネット
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ワーク効果により一体的に構築されうることが指摘されてきた。

そして、DPF 提供者・利用事業者・購入者が一体となった DPF に

拘束される理由を契約法上どのように説明するかについては、個別の

契約関係を基礎として、それぞれの契約の複合・結合という視点（複合

契約・結合契約）からの説明可能性も指摘されてきた。しかし、このよ

うな考え方は、個別の契約に着目した上でそれらの関係について検討

するものであり、システムの一体性という観点からはさらなる発想が

望まれるといえよう。

この点、同意理論の基礎となる多数当事者間契約論は、「三人以上の

当事者があらかじめ確定された合意事項について『同意』することに

より、一つの契約関係が成立するという考え方」（73）であり、二当事者

間の契約に還元することなく、一体的に捉えて検討するという発想で

ある（74）。長谷川説は、DPF を介して行われる市場での取引は、「間接

ネットワーク効果をともなう多面的な性質を持っており、多角の視点

が求められる」ことを指摘し（75）、DPF提供者に対する契約上の責任に

ついて多角の視点およびこれにもとづく同意理論による理論的根拠を

示している。中舎教授によれば、多角取引においては、「個別の解釈か

らだけでは導くことができない『何らかの利益』が契約の結合によっ

て創出されて」いる（76）。DPF取引の有するネットワーク効果とそこか

ら生み出される全体の利益がDPFではこれにあてはまることになる。

２ 　DPF提供者の協働義務としてのDPF整備・管理・運営義務

DPF 提供者の負う責任とその根拠についてはさまざまなものが提唱

されているが、DPF 提供者が、DPF を適切に構築し、それを整備す

べき義務を負うことについては共通している。DPF 提供者がこのよう

な義務を負うことについては、ⅣであげたDPFに対するさまざまな法

規制もこの視点に立ったものであるといえよう。

たとえば磯村説は、システム利用契約への合意とその双務・有償性、

さらには、無償であったとしてもオークションサイトのネットワーク
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効果を指摘し、システム提供者はシステムの正常な作動について一定

の責任を負うとする（77）。森田説は、「市場を作る契約」という観点か

ら、市場参加者が当該市場で契約を締結し活用させるためのさまざま

な義務を市場管理者は負うとする（78）。金山説は危険責任的な観点から、

システム構築者は場を提供した以上、その場において契約相手方が損

害を被ることがないようにシステムを設計・設置・管理する責任があ

ると指摘する（79）。さらに長谷川説は、DPF 提供者は、DPF を開設し

管理・運用する者としてDPFから生じる社会的な害悪を排除し、ある

いは抑制する責任を負うべき地位にあることから一定の責任を負うと

して、そのひとつとして、自らの責任範囲ではないと考ええる事項に

ついても、利用者の権利・利益に与える負の影響を評価し、必要に応

じて事業主体を補足し、具体的な法令遵守行動を事業主体に求め、応

じない場合には、DPFからの強制退去の責任を負っているとする（80）。

すでに述べられているところではあるが、DPF 全体を構築し、管

理・運営するのは DPF 提供者であり、DPF 提供者はそこから収益を

得、あるいは、無償であったとしても利用者のデータを集積・管理し

それを利用してDPFをさらに発展させ、場合によってはそれを自らに

有利な方法でそれを利用しているのであるから（たとえば、購入者のそれ

までの利用データにもとづき「おすすめ」として自らにとって有利な商品を検

索一覧のはじめに持ってくるなど）、DPF 提供者は DPF を適切に整備し

管理・運営する義務を負っているといえよう。そして、その義務の一

場面として、不適切な商品の取り下げや、利用者のアカウントの一時

停止、さらには改善のみられない利用者の強制退去の責任を負ってい

るといえよう（81）。

この点に関し、多角取引の観点からはつぎのように説明できる（82）。

すなわち、多角取引の効果は多数当事者間契約の合意内容によって導

き出されるが、その合意内容は、「個々の当事者の意思」とともに、

「契約目的」、「経済的一体性」、「取引構造」、「システム」、「提携」、「協

調」などの要素により確定されるものである。このような理解からは、
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契約の目的に合致する限り、関与者全体を最初から固定する必要はな

く、参加する者が同時に意思表示をする必要はない。そして、そこか

ら導き出される効果には、各当事者間での個別の合意から導き出され

る効果以外にも、「取引を維持するために必要な包括的な合意から導か

れる効果」があり、それは、「各当事者の協力義務、すなわち、『相互

協力義務』というべき」ものである。

DPF 取引においても、各利用契約における合意と共に、取引構造や

そこから生じるネットワーク効果も要素として含めた全体的な合意と

それに対する同意により全体が形成され、その合意から導き出される

効果として各当事者にはDPFを適切に運営・利用する相互協力義務が

生じる。この義務は、DPF 取引に参加する全員が、同じ目的のために

協力し共に働く義務ということから、総体的に「協働義務」と呼ぶこ

とができよう。この協働義務の具体的内容として、各参加者は個別の

義務を負うことになり、DPF 提供者はこの協働義務の一環として

「DPF整備・管理・運営義務」を追っているといえよう（83）。

Ⅶ　おわりに

本稿は、DPF の構造を明らかにした上で DPF 提供者の法的責任に

ついて、これまでの学説を整理し、同意理論にもとづき若干の私見を

提示したに過ぎない。検討の際には一連の長谷川論文から多くの示唆

を得たが、長谷川論文の特徴は、DPF の特徴について、技術的・経済

的視角から分析を行った上で、従来の二当事者間の契約の分析からで

はなく、中舎・同意理論に依拠しながら、DPF を一体的に捉える契約

理論を提唱しているところである。長谷川論文のこの研究手法は、長

谷川⑤論文においてさらなる可能性を示している。そこでは、ブロッ

クチェーンを基板とするスマートコントラクトにおいては、コンセン

サス・アルゴリズムという形での合意形成が行われているが、そのよ

うな「デジタル合意」を契約における合意と同様にあるいはそれに準
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じて扱うことの許容性が論じられている（84）。

新しい技術が生み出され、それにより新しい産業構造が構築され、

人びとの関係性についても従来とは異なるあらたな形で発展・拡大す

るという現象が登場したとき、従来の法理論からの検討も重要ではあ

ろうが、そこにとどまるのではなく、法的な規制面でも解釈面でもパ

ラダイム転換が必要だろう。その際には、原田教授が指摘するように、

「意思に還元しがたい『場』『構造』『システム』を法理論の中にどのよ

うにして取り込んでいくべきか」（85）という課題を解決することが必要

であり、多角取引を基礎とする同意理論はひとつの有力な方向性を示

しているといえる。

同意理論から導き出されたDPF参加者の協働義務の具体的内容とし

て各参加者はどのような義務を負うのか、その対内的・対外的な法的

効果をどのようなものと考えるのかについては残された多くの問題が

ある。その検討の際には、さまざまなDPFの特徴、情報量・交渉力な

どに関する参加者の力の強弱、取引形態などを考慮する必要があろう。

国内外の近時の法規制や提案を参考にしながら今後具体的に検討して

いきたい。

【付記】筆者が長谷川貞之先生の学問に初めて触れたのは30年以上前の

大学 2年生時の物権法講義である。当時の長谷川先生は新進気鋭の若

手研究者として熱意あふれる授業を展開されており、その熱量にとき

に圧倒された記憶がある。その後は、縁あって同僚として、また、研

究会同人として、ときに厳しく、ときに優しく丁寧にご指導いただい

た。学問・研究に対する熱量が衰えるどころかますます盛んになって

いると思われる長谷川先生がご退職とは驚くと同時に残念な限りであ

るが、ご退職後も研究は続けられるとうかがっている。これまでと変

わらずご指導頂けることを願い、筆をおくこととする。

本稿はJSPS科研費JP21KK0018の助成を受けた研究成果の一部である。
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（ 1）	 長谷川②論文93頁。
（ 2）	 長谷川①論文、長谷川②論文、長谷川③論文の関係については、長谷
川③論文314-315頁を参照。長谷川④論文は、後述するデジプラ透明化法
を中心に、同法および関連する政省令が導入する共同規制の仕組みについ
て検討を加えるものであり、長谷川⑤論文は、長谷川②論文で検討したス
マートコントラクトにつき、ブロックチェーン技術を基盤としたスマート
コントラクトについて、そのメカニズムを明らかにし、契約理論との関係
を検討している。

（ 3）	 デジタルプラットフォームをめぐる法的問題については、近時さまざ
まな研究がなされている。たとえば、総合的な研究として、千葉恵美子
〔研究代表〕「プラットフォームビジネスとしての電子商取引をめぐる法規
整の在り方」（基盤研究（A）、課題番号19H00569）が現在進められており、
その研究成果の一部は NBL1205号（2021）12頁「企画趣旨」に始まる連
載や法律時報94巻 8 号（2022）56頁「小特集　欧米のデジタル・プラット
フォームビジネス規制の動向」で公表されている。また、2020年の日本消
費者法学会においても「デジタルプラットフォームと消費者の保護」とい
うテーマでシンポジウムが開催され、資料として「デジタルプラット
フォームと消費者の保護─消費者法における新たな法形成の課題─」現代
消費者法48号（2020） 4 頁が公表されている。

（ 4）	 契約の終了という観点からデジタルプラットフォームにおけるプラッ
トフォーム提供者・利用事業者間の契約関係に着目・検討する論文として、
拙稿「デジタルプラットフォームにおけるプラットフォーム提供者・利用
事業者間の契約の終了（上）（下）」商事法務ポータル4239、4240号（2022）
がある。デジタルプラットフォーム概念の整理など本稿と重複する部分も
あるが、本稿は、長谷川論文に示唆を得ながら、デジタルプラットフォー
ム全体の構造を把握し、その上で、デジタルプラットフォーム提供事業者
の責任について論じるものであり、その視点が異なっている。

（ 5）	『大辞泉』（小学館）。
（ 6）	 長谷川①論文146-147頁およびそこで引用されている根来龍之「プ
ラットフォームビジネスとは」『進化するプラットフォーム：グーグル・
アップル・アマゾンを超えて』出井伸之（監修）（角川学芸出版、2015）
72-74頁。

（ 7）	 藤原総一郎＝殿村桂司＝宇治佑星「シェアリングエコノミーにおける
プラットフォーム規制（上）」NBL1072号（2016）14頁。なお、ここでは
単に「プラットフォーム」と呼ばれている。

（ 8）	 藤原総一郎＝殿村桂司＝伊左次亮介「第 1回　デジタルプラット
フォームとは：連載　デジタルプラットフォームの法律問題」NBL1131号
（2018）78頁。
（ 9）	 藤原・前掲注（ 8）78頁など。
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（10）	 長谷川①論文147頁、長谷川③論文317頁。
（11）	 長谷川①論文147頁。すでに、後述するデジプラ透明化法成立の前に

このように定義づけていた。なお、この定義は、長谷川①論文の検討に際
してのものであることに留意する必要がある。

（12）	 公正取引委員会「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を
提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上
の考え方」（令和元年12月17日）。

（13）	 たとえば、鹿野菜穂子「デジタル市場の健全な発展とプラットフォー
ムにおける消費者関連のルールの形成」現代消費者法48号（2020） 6 頁。

（14）	 中川丈久「デジタルプラットフォームと消費者取引」ジュリスト1558
号（2021）41-43頁。

（15）	 安平武彦「デジタルプラットフォームをめぐる規制の到達点と実務
（ 1 ）─デジタルプラットフォーム透明化法の施行を踏まえて─」
NBL1194号（2021）34-35頁。

（16）	 公正取引委員会「デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関す
る実態調査報告書（オンラインモール・アプリストアにおける事業者間取
引）」（2019） 6 - 7 頁。。

（17）	 森亮二「プラットフォーマーの法律問題」NBL1087号（2016） 4 頁は、
これを「三者構造」と呼ぶ。

（18）	 長谷川①論文149頁、長谷川③論文320頁。
（19）	 長谷川③論文320頁。
（20）	 森・前掲注（17）5 頁、長谷川①論文151頁、鹿野・前掲注（13）6 頁、

長谷川③論文321頁など。
（21）	 マッチング型（取引型）とオーディエンス型（非取引型）と区分され

ることもある（川濱昇＝武田邦宣「プラットフォーム産業における市場確
定」独立行政法人研究所 Discussion	Paper	Series17-J-032（2017） 5 頁、
齋藤雅弘「日本におけるプラットフォーム運営業者の法的規律の現状と課
題」消費者法ニュース119号（2019）172-173頁など）。

（22）	 長谷川③論文321頁。
（23）	 森・前掲注（17）6 頁を参照。
（24）	 長谷川①論文149、150頁、長谷川③論文322頁、中田邦博「消費者視

点からみたデジタルプラットフォーム事業者の法的責任」現代消費者法48
号（2020）30頁なども参照。

（25）	 https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/1791
（26）	 h t t p s : / /www . ama z o n . c o . j p / g p / h e l p / c u s t ome r / d i s p l a y .

html?nodeId=201909000
（27）	 長谷川③論文322頁。
（28）	 EU におけるデジタルプラットフォーム規制については、すでにいく

つかの文献により紹介されている。たとえば、カライスコス　アントニオ
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ス「オンラインプラットフォーム規制と消費者保護─ EU法との比較を中
心に─」ジュリスト1545号（2020）27頁以下、同「デジタルプラット
フォーム取引に関するルールの比較法的考察─ EU法を中心に─」現代消
費者法48号（2020）70頁以下、張睿暎「欧州におけるプラットフォーム規
制と『デジタルサービス法』規則案の意義」獨協法学第115号（2021）211
頁、町村泰貴「EU におけるデジタル・プラットフォーム規制の発展」
NBL1209号（2022）113頁など。また、EU のデジタル戦略については、
千葉恵美子「デジタル戦略をめぐる日本・EU の法政策の比較」法律時報
94巻 8 号（2022）58頁も参照。

（29）	 EUでは、DPFは「オンラインプラットフォーム（Online	Plattform）」
とよばれることが多い。

（30）	「デジタル単一市場の構築─次代を切り開く EU の成長戦略」EU	
MAG,Vol41.	https://eumag.jp/feature/b0615/

（31）	 European	Commission,	Communication	 –	Shaping	Europe’s	 digital	
future.	p.5.

（32）	 Ibid.	p.6.
（33）	 EU 規則はそのまま各国で効力を有するのに対し、EU 指令はその内
容に応じて各国が国内法化することになる。

（34）	 本規則を紹介するものとして、カライスコス	アントニオス＝寺川永
＝馬場圭太「ビジネス・ユーザーのためのオンライン仲介サービスの公正
性及び透明性の促進に関する欧州議会及び理事会規則─概説および条文訳
─」NBL1163号（2020）34頁がある。

（35）	 オンライン仲介サービス提供者とは、ビジネスユーザーに対してオン
ライン仲介サービスを提供し、または提供しようとする自然人または法人
である（ 2条 2項）。

（36）	 同指令の意義と概要を紹介するものとして、中田邦博＝カライスコス	
アントニオス＝古谷貴之「EUにおける現代化指令の意義と不公正取引方
法指令の改正（ 1）（ 2）」龍谷法学53巻 2 号209頁、53巻 3 号293頁がある。

（37）	 h t t p s : / / w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / n e w s / e n / p r e s s -
room/20220701IPR34364/digital-services-landmark-rules-adopted-for-a-
safer-open-online-environment

（38）	 ⒢、⒣については、当初の案にはなかったものが後に追加された。
（39）	 法案を詳細に検討するものとして、佐々木勉「欧米におけるオンライ
ン・プラットフォーム市場の規制─支配的プラットフォーム規制アプロー
チ─」情報通信政策研究 5巻 1号（2021）Ⅳ- 1 頁がある。ゲートキー
パーの義務については、Ⅳ-16以下の一覧表を参照。

（40）	 法案の段階での本規則を検討するものとして、張・前掲注（28）284頁
以下がある。

（41）	 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/04/
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dsa-council-gives-final-approval-to-the-protection-of-users-rights-online/
（42）	 Ibid.p.29.
（43）	 2007（平成19）年に「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に
名称が変更された。

（44）	 たとえば、「Ⅰ－ 6　インターネットショッピングモール運営者の責
任」において、「店舗との取引で損害を受けたインターネットショッピン
グモール（以下「モール」という。）の利用者に対してモール運営者が責
任を負う場合があるか。」という論点をあげ、現行法上の解釈を示してい
る。

（45）	 森亮二「プラットフォームの法的責任と法規制の全体像」ジュリスト
1545号（2020）18頁による指摘。またそこで引用される生貝直人ほか「座
談会　プラットフォーマーの法律問題　─政府によるプラットフォーム事
業者規制の検討を踏まえて─」L＆ T87号（2020） 1 頁も参照。

（46）	 長谷川④論文は、本法につき、「DPF 取引透明化法を中心に、DPF
取引透明化法および政省令が導入する共同規制の仕組みについて検討を加
え、その意義や実務上の留意点などを明らか」（同論文39頁）にしている。

（47）	 北島洋平＝安平武彦＝岡本健太＝佐久間弘明「特定デジタルプラット
フォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の概要」NBL1174号
（2020）12頁、日置純子「デジタルプラットフォームをめぐる取引環境の
整備に向けて」NBL1186号（2021）26頁、長谷川④論文38頁以下を参照。
とりわけ長谷川④論文40頁以下は、DPF に対する法規制の背景・経緯に
ついて資料にもとづき詳細に論じている。

（48）	 前掲注（47）・北島ほか13頁。
（49）	 同法の立法経緯について、詳しくは板倉陽一郎「『取引デジタルプ
ラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律』の制定経緯
と概要」自由と正義72巻10号（2021）15頁を、簡単には石橋勇輝「『取引
デジタルプラットフォーム消費者保護法』の概要」国民生活2022年 4 月号
11頁を参照。

（50）	 石橋・前掲注（49）12頁。
（51）	 EUによる規制ではないが、European	Law	Institute（ELI）が公表し
たモデル準則では、DPF 提供者・DPF 利用事業者・消費者を取り込んだ
定義規定をおき、DPF提供者の責任について言及している点で参考になる。
この点については、カライスコス・前掲注（28）「比較法的考察」77-78、町
村・前掲注（28）116頁を参照。

（52）	 http://www.rakuten.co.jp/doc/info/rule/ichiba_shopping.html
（53）	 利用規約における DPF 提供者の責任については、中田・前掲注（24）
28-30頁も参照。

（54）	 DPF 提供者の第三者性と責任限定の根拠については、千葉恵美子
「電子商取引をめぐる取引環境の変化と今後の消費者法制の課題─デジタ
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ル・プラットフォーム型ビジネスと取引法─」消費者法研究 5号（2018）
80-81頁を参照。

（55）	 長谷川①論文185頁。
（56）	 中田・前掲注（24）31-32頁。しかしながら、その法的構成について中
田教授は、「たとえば複合契約とか結合契約というような枠組みで一体的
に捉え」ることで、DPF 提供者の責任を位置づけることを可能にすると
述べるが、以下に述べる同意理論はこのような法的構成とは異なる考え方
ではないかと思われる。

（57）	 学説を整理検討するものとして、斎藤・前掲注（21）も参照。
（58）	 磯村保「インターネット・オークション取引をめぐる契約法上の諸問
題」民商法雑誌113巻 4 ＝ 5 号（2006）684頁。

（59）	 磯村・前掲注（58）702頁。
（60）	 磯村・前掲注（58）696-698頁。
（61）	 磯村・前掲注（58）700-701頁。この点については、すでにATMを利用
した預金払戻しの効力に関する事案につき判断した最判平15・ 4 ・ 8 民集
57巻 4 号337頁が「システム設営管理について注意義務を尽くした」とい
えるかを問題としていることを指摘している。

（62）	 磯村・前掲注（58）700-701頁。
（63）	 森田修「みずほ証券対東証事件控訴審判決を読む─『市場管理者』の
責任と過失相殺・重過失─」NBL1025号（2014）14頁。

（64）	 森田・前掲注（63）17頁。
（65）	 金山直樹『現代における契約と給付』（有斐閣、2013）181-182頁。
（66）	 千葉・前掲注（54）96頁。
（67）	 千葉・前掲注（54）98-107頁。
（68）	 鹿野・前掲注（13）11-13頁。
（69）	 この点については、林秀弥「デジタルプラットフォームと消費者の権
利─競争法と『信頼（trust）』の観点から─」が有用な検討を行っている。

（70）	 長谷川①論文192頁以下、とりわけ195頁。同意理論については、長谷
川①論文が参照する筏津安恕『失われた契約理論』（昭和堂、1998）12頁
以下、中舎寛樹「ボアソナードの合意論と多数当事者契約論」『現代私法
規律の構造〈伊藤進先生傘寿記念論文集〉』（第一法規、2017） 1 頁以下
（中舎寛樹『多数当事者間契約の研究』（日本評論社、2019）255頁以下所
収）も参照。

（71）	 長谷川③論文論文339、340頁。同意理論については、そこで引用され
る中舎寛樹「〈研究ノート〉『失われた契約理論』と多数当事者契約論」明
治大学法科大学院論集23号（2020）66-67頁、87頁も参照。

（72）	 なお、長谷川⑤論文70頁以下では、ブロックチェーンベースのスマー
トコントラクトと伝統的な契約理論との関係が論じられている。

（73）	 中舎・前掲注（70）『多数当事者間の研究』ⅱ。
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（74）	 この点については、椿寿夫＝中舎寛樹編著『多角的法律関係の研究』
（日本評論社、2012）所収の諸論考、とりわけ椿寿夫「《多角》関係ないし
《三角》関係について─取引法での一視点」を参照。

（75）	 長谷川③論文341頁。
（76）	 中舎・前掲注（70）『多数当事者間契約の研究』238頁。
（77）	 磯村・前掲注（58）697-698頁。
（78）	 森田・前掲注（63）17頁。
（79）	 金山・前掲注（65）181-182頁。
（80）	 長谷川③論文338頁およびそこで引用される原田大樹「規制戦略論か
らみたデジタルプラットフォーム取引」現代消費者法48号（2020）42頁を
参照。

（81）	 強制退去を検討するにあたっては、DPF利用事業者とDPF提供者と
の関係も考慮する必要がある。この点については、拙稿・前掲注（ 4）を参
照。

（82）	 中舎・前掲注（70）321-324頁。
（83）	 この協働義務の具体的内容については、問題となる場面および参加者
に応じて個別に検討する必要がある。たとえば、DPF 利用事業者に課せ
られる、違法コンテンツを DPF 上にアップしない義務はここから導き出
されよう。

（84）	 長谷川⑤論文80-81頁。
（85）	 原田・前掲注（80）43頁。
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梅説の求償制度論

福　田　誠　治

Ⅰ　序

Ⅱ　19世紀フランス法

1　委任法理・事務管理法理・不当利得法理

2　保証人の求償

3　小括

Ⅲ　明治23年民法

1　求償の要件と効果

2　通知制度

3　小括

Ⅳ　梅説の位置づけ

Ⅰ　序

ａ）　保証委託関係や真正連帯関係の枠組みにつき今日の通説は委任法

理や組合法理から離れている。筆者は別稿でその問題を検討し、保証

委託関係については委任法理を解釈目標に据えるべきであると主張し

た（1）。ただし、そこでは梅説について検討課題を残しており、本稿は

これに取り組む。

別稿でみたように、梅説は弁済のための支出および保証人の無過失

を求償要件としており、そこに委任法理を反映させる。そうであれば、

保証人の通知義務は無過失要件を具体化するものであるし、二重支出

ケースでは保証人による事前・事後の通知に着目するはずである。他

方で主債務者の通知は保証人の無過失に関わる評価障害事実にすぎな

論　説
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いし、求償の可否に影響を及ぼしうるのはその通知であって、不通知

ではないはずである。ところが、梅説の通知制度論は両支出者に通知

を求めており、保証人の通知と主債務者の通知を特に区別しない。し

かも、主債務者の通知を保証人保護の義務として正当化し、これを規

範的要件であるかのように捉える。求償要件論と通知制度論が対応し

ないようにみえるが、これはなぜであろうか。本稿は、梅説がそのよ

うな解釈に至った様相を探り、梅説の内容を再整理する。

ｂ）　検討の素材とするのは、梅説のうち明治23年民法（いわゆる旧民

法）に関わるものである。梅説は同法を批判的に検討することが多く

て（2）、そこに梅説を理解するための手掛かりがあるように思われる。

本稿は19世紀フランス法や Boissonade の注釈との関係で梅説を位置づ

け、その解釈意図を浮き彫りにする。明治29年民法下の梅説について

は別稿で概略をみており、これを末尾で補説するにとどめる。

また、本稿は保証人の求償（保証委託関係および無委託保証関係）に焦

点を合わせることとし、連帯債務者の求償（真正連帯関係および不真正連

帯関係）を検討対象から割愛する。19世紀後半のフランス法は保証人の

求償に関わる通知制度を真正連帯関係に応用するが（3）、この議論には

未成熟な部分が残っており、保証人の求償に関わる議論と比べると必

ずしも丁寧に論じているわけではない。そういったなかで、明治23年

民法は真正連帯関係に通知制度を導入しているが、Boissonade の注釈

や梅説は詳細に立ち入っていない。このように検討素材が不十分であ

ることから、真正連帯関係については主に注で言及するにとどめる。

ｃ）　本稿の問題関心は求償要件論と通知制度論にあるが、19世紀のフ

ランス法については求償範囲論および委任法理や事務管理法理などの

一般法理にも眼を配る。当時のフランス法は求償制度に特則性をみい

だしており、保証委託関係を中心に据えて制度を構築し、これを無委

託保証関係に及ぼすという構想を採用する。本稿のみるところ、その

構想の背後には事務管理法理が隠れている。しかも、それらは主に効

果論からいえることであって、当時のフランス法は求償要件などにつ
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き曖昧な部分を多く残している。そういったなかで明治23年民法は保

証委託の有無等に応じて制度内容を区別し、委任法理や事務管理法理

などをそのまま求償制度に反映させるという構想を採用する。そのた

めに法継受の過程ではフランス法が曖昧にしていた諸問題の整理作業

を強いられており、本稿の中心的な課題は整理作業の様相を探ること

にある。それには、前提となるフランス法について背景的問題に視野

を広げ、これをせめて素描することが欠かせない（4）。

なお本稿の興味は19世紀のフランス法にあり、そこでの解釈論が取

り組むのは1804年フランス民法の原始規定である。求償に関する限り

本稿でみる議論傾向はその後も続いており、20世紀以降の解釈論はさ

ほど大きく踏み出していないようである（5）。ただし、規定は多くの部

分で改正を経ており、原始規定が今日なお効力を有するのは委任規定

だけである。特に保証規定は、2006年のオルドナンス（Ordonnance	nº	2006-

346）による条数の変更と、2021年のオルドナンス（Ordonnance	nº	2021-

1192）による全面改正を経ている。そこでは通知制度を変更している

が（6）、これを本稿は脇に置く。

ｄ）　以下では19世紀フランス法（Ⅱ）・明治23年民法（Ⅲ）の順に議論

を紹介したうえで、これらに照らして明治29年民法に関わる梅説を位

置づける（Ⅳ）。本稿の用語などは別稿に倣う（7）。また、規定の引用に

さいしては、どの時期のどの法律であるかを特定できる方法で明記す

る。

Ⅱ　19世紀フランス法

本章の主な素材は通知制度論であるが（ 2の後半）、これをみる前に

議論の背景を理解するための準備作業を行う。そこで確認したいのは

一般的な委任法理や事務管理法理などの議論状況（ 1）、求償の範囲論、

求償要件や通知制度に関わる共通理解（ 2の前半）である。それらをみ

たうえで、通知制度論の特徴を整理する（ 3）。
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１ 　委任法理・事務管理法理・不当利得法理

ａ）　19世紀初頭においては事務管理法理と不当利得法理が未分化であ

り、古い時期の学説は事務管理者の費用償還請求権を衡平上の不当利

得禁止によって根拠づけていた（8）。両法理を整理する作業は19世紀を

通じて行われている（9）。それでも保証人の求償に関わる部分に限って

いえば、両法理の基本発想は早い時期から現れている。それは、事務

管理法理が事務管理者の無過失および管理時における本人の利益の 2

点に着目するのに対し、不当利得法理は本人の現存利得に着目すると

いうものである。それを確認しよう。

フランス民法は事務管理者が払うべき注意の程度を定めており（原始

規定1374条 1 項参照（10））、その注意義務違反を理由とする損害賠償責任

を示唆する。また、事務管理者の費用償還請求について、その範囲を

「すべての有益または必要な費用（toutes	les	dépenses	utiles	ou	nécessaires）」

としたうえで、その要件として事務が「適切に管理された（bien	

administrée）」ことを求める（原始規定1375条（11））。それら事務や費用に

関わる有益性の判定について（12）、通説は管理時を基準にする。そのさ

い、学説は請求時における有益性の残存が不要であることを強調し（13）、

請求時の結果を問題にすると、有益性の消滅を懸念して善行を行おう

とする意思を遠ざけることになってしまうと説明している（14）。

不当利得について、非債弁済（原始規定1376条以下）を別にすれば、

当時のフランス民法は一般的な規定を用意していない。それでも学説

は関係する諸問題を論じており、その 1つは本人の意思に反する事務

管理者に訴権・請求権を認めるべきかという問題である。結論は分か

れるが（15）、 2 点の共通理解が議論の前提になっている。それは、事務

管理規定による費用償還請求が否定されること、および、かりに不当

利得返還請求を認めるとすればその範囲は請求時の利得にとどまるこ

とである（16）。それが共通理解になったのは19世紀後半であるが、問題

意識そのものはもっと前に現れており、Troplong 説は現存利得への限

定を説いている（17）。
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ｂ）　事務管理法理と委任法理の差異に移る。委任法理が着目するのは

受任者の無過失である。その特徴は費用償還請求の規定に現れており、

フランス民法は受任者の立替金や手続費用、損害に関わる償還等の請

求を認めるにさいし、奏功性を問わないことおよび受任者の無過失に

着目することを明規する（原始規定1999条、2000条（18））。また、支出の日

から立替金に対する利息の発生を認める（原始規定2001条（19））。学説は

それらを支持しているようであって、費用の経済性に関わることを定

める原始規定1999条 2 項をもとにして、ここでは経済性が厳しく問わ

れないとする（20）。さらに、少なくとも一部の学説は無過失の受任者に

不利益を被らせるべきではないという価値判断を委任規定の背後にみ

いだしている（21）。

それを踏まえて事務管理法理の詳細をみる。ここでの費用償還請求

は有益性を要件とする点で、委任法理とは異なる。そのために古い時

期の学説は費用の経済性を厳しく問うが（22）、この点に19世紀後半の学

説は立ち入っていない。かえって、具体的な解釈において委任法理と

の差異を縮小しようとする議論が現れている。問題になったことは 3

つある。

第 1は、原始規定1375条が併記する必要費と有益費を区別し、有益

費について償還請求時における有益性の現存を要求すべきかである。

古い時期の学説はそれを肯定するが（23）、19世紀後半の多数説は支出時

を基準として有益費の償還請求を認める（24）。第 2は、委任の特約によ

る報酬に相当する金額を場合によっては事務管理者に認めるべきかで

ある。たとえば建築関係の職人が仕事を休んで他人の建物を補修した

場合を想定し、現実の金銭支出がなくても日当相当額を費用と捉えう

るかが争点になっている。学説は否定説（25）と肯定説（26）に分かれる。

第 3は、委任に関わる原始規定2001条を類推すべきかである。原則

として遅延損害金の発生には付遅滞を要するところ（原始規定1153条 3

項（27））、これが事務管理者の費用償還請求にも妥当するかが問題になっ

ている。19世紀後半の多数説は原則にしたがい付遅滞を要求するが（28）、
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この解釈を妥当とみるかは別である。多数説のなかでも、付遅滞を積

極的に要求すべきであるとみる学説（29）と、解釈論上それをやむを得な

いとみる学説（30）に分かれる。それに対し少数説は委任規定の類推を肯

定し（31）、有益である限りにおいて事務管理者は不利益を完全に免れる

べきであるとみる（32）。

２ 　保証人の求償

ａ）　フランス民法は保証人の求償範囲に債権者への支出額のほか利

息・手続費用・損害賠償を含める（原始規定2028条 2 項、 3項（33））。そこ

では保証委託の有無を問うていない（同条 1項参照）。通知規定は事前・

事後の通知を保証人に求めており、それはこうである。一方で、保証

人先行ケースにつき事後通知をしなかった保証人の求償を否定する

（同2031条 1 項（34））。他方で、「保証人が請求（poursuivre）を受けず、か

つ主債務者に通知せずに支出した場合において、その支出時に主債務

者が抗弁権を有しており、債務が消滅した旨の判決を受けることがで

きたときは、保証人は主債務者に対して求償できない。しかし、債権

者に対する返還請求権は別である」とする（同条 2項）。

ｂ）　そのうち求償範囲論を確認しよう。規定上の求償範囲は委任法理

が受任者に認める費用等の範囲と大差ない。それを無委託保証関係に

適用すべきかが問題になり、これを学説は利息に即して論じる。通説

は原始規定2028条に特則性をみいだし、無委託保証人にも利息の当然

発生を認める（35）。それを批判する学説は少数にとどまっており（36）、事

務管理法理における同旨の問題とは議論傾向が異なる。

解釈操作が向かうのは主債務者の意思に反して保証契約が締結され

た場合である。一方の学説は不当利得を根拠とする求償を否定し、弁

済者代位による求償に委ねるのに対し（37）、他方の学説は不当利得を根

拠とする求償を認めつつ、手続費用や損害を求償の対象外とする（38）。

ｃ）　次に求償要件や通知制度に関わる共通理解ないし学説傾向を 4点

にわたって確認する。その第 1は原始規定2031条 2 項の定める主債務
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者の先行抗弁権として、何を想定するかである。典型例は追奪担保責

任に伴う契約無効の抗弁（原始規定かつ現行規定1599条）と時効抗弁であ

り（39）、後にみるように弁済の抗弁を含むかについて議論がある。第 2

は、抗弁権が先行成立している場合に保証人がなすべきは同条 2項所

定の事前通知にとどまるかである。学説は、先行抗弁権を認識してい

る保証人に抗弁の活用を求め、これを怠った保証人の求償を否定する（40）。

第 3は通知制度論において保証委託の有無を問うかである。その有

無を問わないことが暗黙の共通理解になっているようであって、少な

くとも一部の学説はこの理解を前提にしているし（41）、それへの反対を

窺わせるものはない。また、通知制度の背後には委任法理があるはず

なのに、その連関を明示的に指摘する学説は僅かである（42）。

第 4は求償要件をどのように設定するかである。後に整理するよう

に、弁済のための支出および保証人の無過失の 2点を求償要件とする

のが暗黙の共通理解になっているようであるし、一部の学説はこれを

比較的にせよ明確に指摘する（43）。しかし、学説全体の議論傾向として

いえば、通知制度論では場合を分け、個々の場合における着眼点を説

く一方で、求償要件論ではその厳密化に意を払っていない。たとえば

後にみる Ponsot 説は、保証人の支出が主債務者に利益をもたらさなく

ても求償できることがある一方で、支出が債務を消滅させても求償で

きないことがあると述べるにとどまる（44）。それが求償要件論と通知制

度論の状況をよく示している。

別の学説に即してもう少し細かくみておこう。Pont 説は保証人によ

る主債務者の免責（sa	libération	vis-à-vis	du	créancier）が求償の基礎にな

ると述べたり（45）、支出が有益であるとともに保証人が無過失であるこ

とを要すると述べたりしている（46）。そこでの有益性は保証人の支出時

ではなく求償時を基準とするものであって、保証人先行ケースにおけ

る保証人の先行支出は主債務者にとって有益でないとみたうえで、事

後通知をしなかった保証人の過失に着目して求償を否定する（47）。しか

も、その通知制度論は抗弁権が先行成立している場合（48）、保証人先行
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ケース（49）、主債務者先行ケース（50）に分け、それぞれの場合において保

証人の主観的事情に着目すべきことを説く。その着眼点は通知制度上

の判定基準（規範上の要件）という意味をもつから、求償要件としては

主債務者の免責や支出の有益性を脇に置き、弁済のための支出および

保証人の無過失の 2点を挙げることになるはずである。それなのに、

Pont 説の求償要件論は各場合の判定基準を的確には反映していない（51）。

ｄ）　以上の準備作業を踏まえて通知制度論に入る。解釈上の対立点は

2つあって、何れも主債務者先行ケースに関わる。それは、原始規定

2031条 2 項にいう抗弁権のなかに弁済の抗弁を含めるか、および、請

求を受けて支出する保証人について事前通知の省略を許すかである。

19世紀前半の学説は同条 2項の抗弁に弁済の抗弁を含めたうえで同条

2項の文言から離れており、債権者の提訴を受けて支出する保証人に

も事前通知を求め、保証人は主債務者を訴訟に引き込むべきであると

する（52）。

それに対し19世紀中葉の Ponsot 説は反対する。保証人が提訴または

差押えを中止させるために無過失で（de	bonne	foi）支出した場合におい

て求償を否定するのは厳しすぎるとする。ここでの保証人は事前通知

をしていないが、他方で主債務者も事後通知をしていないのであって、

請求を受けたことで債務の存続を保証人が誤信したという状況で、そ

の不注意（négligence）を非難して、主債務者の不通知を容赦すべきで

はないという（53）。

同旨の控訴院判決が1857年に出ている（54）。そこでは、事後の不通知

が主債務者の過失（faute）に該当すること、主債務者の通知義務は同条

1項（保証人先行ケース）の定める保証人の事後通知義務と相関するこ

と（l’obligation	corrélative）を判示したうえで、委任法理に手掛かりを求

める。すなわち、「委任に関わる規律によれば、受任者が自己の責めに

帰すべき過失なしに事務処理を契機として被った不利益について、委

任者は受任者に対して塡補義務を負う（民法〔原始規定〕2000条）」とする。

ｅ）　その問題提起を受けて、19世紀後半の学説は原始規定2031条 2 項
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の抗弁から弁済抗弁を除外する（55）。そのうえで、保証人が請求を受け

て後行支出をした場合に関わる議論は 2方向に分かれる。一方で Pont

説は過失の有無を保証人について問うたうえで、判定を裁判所に委ね

ており、その要旨はこうである。賢明な主債務者であれば事後通知を

するにしても、これを怠った（négliger）からといって求償に応ずるべ

きであるとはいえない。審査すべきは支出について保証人の責めに帰

すべき過失（faute）があったか否かである（56）。たとえ保証人が提訴を

受けていたとしても、請求を中止させるために主債務者を訴訟に引き

込むことができたか否かを審査し、その具体的な事情に応じて求償の

可否を判定すべきである。また、差押えを受けていた場合には、事前

通知をすることがかえって不利益をもたらすか否かという点や不利益

を被る重大な危険性があったか否かという点が重要であり、それに応

じて求償の可否を判定すべきである（57）。

他方でAubry	et	Rau 説は、請求を受けた保証人に事前通知の省略を

許し、主債務者による事後通知の有無に着目する（58）。19世紀末の

Guillouard 説などはさらにそれを進めている。そこでは、保証人の事

前通知を必要とする特段の事情のない限りにおいて、保証人が請求を

受けたか否かを問わずに事前通知の省略を許し、主債務者による事後

通知の有無に着目している（59）。

ｆ）　そのうち Pont 説は保証人の無過失に着目するが、議論の末尾で

主債務者の不注意ないし過失に言及している。そこで想定するのは、

保証人が差押えを受けており、不通知がやむを得なかったという場合

である。Pont 説によれば、主債務者は債務名義の成立を認識している

はずであって、支出が不要である旨を保証人に通知すべきであり、こ

れをしなかったのであるから不注意（négligence）の結果を負担すべき

は主債務者であって保証人ではない（60）。これを受けて Laurent 説は保

証人と主債務者、何れの過失（faute）に帰責するかによって求償の可否

を判定すべきであると説いている（61）。
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３ 　小括

ａ）　保証人の求償を基軸にして以上をまとめる。求償権の範囲論は求

償規定に特則性をみいだすことで保証委託の有無による区別を否定し、

保証契約の締結が主債務者の意思に反する場合だけを別扱いする。そ

れは通知制度の射程論も同様である（62）。そこに窺えるのは、保証委託

関係を中心に据えて求償制度を構築すれば足り、無委託保証関係の独

自性にこだわる必要はないとみる構想である。その構想を事務管理法

理の議論状況が下支えしている。19世紀の学説は事務管理法理と不当

利得法理の差異を強調する反面で、委任法理と事務管理法理の差異を

必ずしも明確にしない。もちろん事務管理法理は費用の有益性を重視

するが、その具体的解釈論は委任法理への接近を示唆している（63）。

ｂ）　19世紀後半の通知制度論は主債務者先行ケースについて対立して

いる（64）。 3 つの観点からその対立およびそこでの前提を考察したい。

第 1に場合分けの意味を探る。通知制度論は 2段階で場合を分けてお

り、第 1段階で 3つの場合に分ける（原始規定2031条 1 項所定の保証人先

行ケース、同条 2項所定の抗弁権が先行成立していた場合、規定が直接に定め

ていない主債務者先行ケース）。さらに主債務者先行ケースについては第

2段階の場合分けとして、①	保証人が任意に支出する場合、②	差押え

を受けて支出する場合、③	提訴を受けた場合に細分化しており、これ

をPonsot 説や Pont 説が示している。

そのうち第 1段階の場合分けに何か重要な意味があるとは思えない。

それは、当時の学説が求償時における主債務者の利益に着目し、これ

を前提にして保証人による事前・事後の通知を論じているからである。

求償時の利益に着目することは保証人先行ケースの議論に現れており、

後行支出をした主債務者は保証人の先行支出による利益を享受しない

と捉えている（65）。そのような観念のもとでは保証人による事前通知と

事後通知を区別する契機が存在せず、当時の学説にとって 2つの通知

制度は同質のものであったはずである。また、主債務者先行ケースを

原始規定2031条 2 項の射程から除外するのは第 2段階の場合分けを可

）
一
四
一
一
（

10



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

八
八
二

能にするためであり、その射程論自体に特段の意味はないと思われる。

そのため、保証人の無過失に着目し、これを判定基準とするのが少な

くとも出発点の発想であるといえる。

第 2段階の場合分けは規定の欠缺を明らかにする。同条 2項は保証

人が請求を受けた場合を直接には定めておらず、そのために②と③が

議論の対象になっている。その議論は、①において保証人による事前

通知の有無に着目することを前提にしており、この点は後にみるよう

に法継受史のなかで重要な意味をもつ。

ｃ）　第 2に、上記②と③に焦点を合わせて対立の核心を探る。対立し

ているのは保証人による事前通知の省略を定型的に許すべきかという

点である。Pont 説は保証人の無過失にこだわって、具体的な過失の有

無を保証人について問い、不通知の評価を裁判所に委ねる（原始規定

2031条 2 項の例示化）。それに対し、Aubry	et	Rau 説は主債務者の不通知

に眼を向けて（同条 1項の裏返し）、保証人による事前通知の省略を定型

的に許し（同条 2項の反対解釈）、Pont 説よりも求償権の成立を容易にし

ている。すなわち、本来であれば主債務者による通知の有無は保証人

の無過失を評価するための考慮事情にすぎないはずであるが、その不

通知を規範上の判定基準にすることで評価の定型化を図っている。そ

うすると、両説は具体的な次元の判定基準において対立するが、保証

人の無過失を抽象的な次元の求償要件とする点で一致しているといえ

る。問題を提起した Ponsot 説が自らその核心を突いている。対立の核

心はどのような場合に保証人を無過失（bonne	foi）と評価するかにある。

議論傾向としてすでに指摘したように、通知制度論は細かく場合を

分けたうえで個々の場合における具体的な判定基準を示すことに興味

を向けており、その反面で、個々の判定基準を総合し、抽象的な求償

要件を整理することには十分な意を払っていない（66）。以上の整理から

すると、その求償要件は弁済のための支出および保証人の無過失

（bonne	foi）であり、この点で暗黙の共通理解が成立している。

ｄ）　第 3に、通知制度論が具体的な判定基準を明確にしているかを確
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認する。諸学説は個々の場合における保証人や主債務者の不通知を取

りあげ、過失や無過失を説いており、これが判定基準にあたる。とこ

ろがPont 説はそこに別のものを混入しており、保証人の無過失を判定

基準とすべきことを説きつつも主債務者の過失に言及する（67）。それは

判定結果を補助的に正当化するためにすぎないが、論旨を曖昧にする

という作用を伴っている。おそらくはその影響を受け、Laurent 説は

主債務者の過失を判定基準に取り込んでおり、これはPont 説と Aubry	

et	Rau 説を折衷するものになっている。

ｅ）　このように求償要件論や通知制度論は保証人の無過失を基軸に据

えており、これが具体的な解釈論に現れているが、さりとてそれを明

確にしておらず、整理の不十分な問題を抱えている。しかも、保証委

託関係を中心に求償制度を構築し、これを無委託保証関係に及ぼすと

いう構想を採用する。それらの事情が法継受を困難にしていることを

次にみる。

Ⅲ　明治23年民法

明治23年民法は委任法理や事務管理法理などをそのまま求償制度に

反映させており、規定はこの構想を求償範囲に即して示している。そ

れに伴って求償要件や通知制度についても保証委託の有無等に照らし

て区別することになるが、これに関わる諸問題の多くをフランス法は

曖昧にしていたところであり、その整理作業が Boissonade の注釈など

に現れている。本章は、まず求償の要件・効果（ 1）と通知制度（ 2）

に分けて規定・注釈・梅説を紹介し、次に注釈と梅説の差異を整理す

る（ 3）。通知制度論において注釈はフランス法の Pont 説から離れて

いるうえ、梅説はさらに異なる発想を採用しており、その差異を明ら

かにしたい。
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１ 　求償の要件と効果

ａ）　明治23年民法は保証人の事後求償に関わる要件・効果を 1ヶ条に

まとめる。そこではまず各保証人に共通の要件として、①	「主タル債

務ヲ弁済シ其他自己ノ出捐ヲ以テ債務者ニ義務ヲ免カレシメタ」こと

を定める（債権担保編30条柱書き本文）。次いで保証人と主債務者の法律

関係に着目し、これが委任・事務管理・不当利得（68）の何れであるかに

応じてそれぞれの求償範囲を定める。保証委託関係では支出した元利

のほか手続費用、支出額に対する利息、損害を含めており、そのさい、

②	「其債務者ニ義務ヲ免カレシメ又ハ債務者ノ名ニテ弁済シタル元利

……」という文言を用いている（同条 1号前段）。それら①と②は「弁

済」と主債務者の免責（「義務ヲ免カレシメ」）を並列するが、フランス

語文は②だけでなく①でも選択を示す接続詞（ou）によってその 2点を

連結している（69）。

それにつき注釈は弁済のための支出および不可避性（すなわち保証人

の無過失）が求償要件であるという理解を示している。注釈がいうのは

こうである。保証委託関係では委任から直接的かつ不可避的に生ずる

もの（une	suite	directe	et	nécessaire	du	mandat）である限りにおいて不測

の不利益につき塡補を受けることができる（財産取得編245条 3 号）。そ

れを当てはめると、保証人の支出時に債務が消滅していた場合であっ

ても通知していれば求償できることになる。それを示すために上記②

の文言は主債務者の免責に加えて「弁済」を挙げており、ここでいう

「弁済」は債務消滅効を伴わない支出を含んでいる（70）。

梅説もそれとほぼ同旨を説いたうえで（71）、保証委託関係の特徴は主

債務者の利益を問わずに求償権が成立しうる点にあるとしている（72）。

ｂ）　無委託保証関係について、明治23年民法は保証契約の締結が主債

務者の意思に反するか否かに応じて求償範囲を区別する。そこでは、

「有益ノ限度」という同一の文言を使いつつ、原則として「債務者ノ義

務ヲ免カレシメタル日」を基準時としたうえで（債権担保編30条 2 号前

段）、意思に反する場合には「保証人ノ求償ノ日」を基準時とする（同

）
一
四
一
二
（

13



梅
説
の
求
償
制
度
論
（
福
田
）

八
七
九

条 2号後段）。同法は一般的な事務管理について「管理者カ管理ノ為メ

ニ出シタル必要又ハ有益ナル諸費用」の償還請求を認めており（財産編

363条 1 項）、そこでの有益性の要件をそのまま無委託保証関係に反映さ

せている。

「有益ノ限度」という文言は求償範囲を画すためのものであるが、同

時に求償要件としての機能を担っており、これが Boissonade の注釈に

現れている。注釈の要旨はこうである。ここで着目するのは主債務者

の利益であり、保証人の支出時に債務が消滅していれば主債務者は求

償義務を負担しない。また、主債務者が免責を受けた時点を基準とし

てその利益を評価する。ただし、保証人は自己の過失によって債務消

滅を主債務者が認識しないという事態（保証人先行ケース）を生じない

ようにすべきであり、これを通知制度が定めている。さらに、フラン

スでは利息に関する委任の規律を事務管理に拡張するが、これは事務

管理法理（principes	de	 la	matière）から離れている。主債務者の利益に

着目するのであるから求償の対象は支出額だけである（73）。

梅説も注釈と同旨を説いている（74）。それらの説明は通知制度の射程

に関わる理解を示しているが、これについては後にみる。

２ 　通知制度

ａ）　注釈などをみる前に、通知に関わる規定を保証委託の有無に分け

て整理する。まず保証委託関係に焦点を合わせると、明治23年民法は

3つの規定を用意する。それは、①	保証人の事後通知を求める規定

（債権担保編33条 1 項）、②	主債務者の事後通知を求める規定（同条 2項）、

③	保証人の担保附帯請求を求める規定（同編32条 1 項）である。そのう

ち①は保証人先行ケースを想定するのに対し、②および③は主債務者

先行ケースなどを想定したうえで、②は保証人が提訴を受けずに支出

する場合を、③は提訴を受けた場合をそれぞれ想定する（75）。

規定の文言上、①と②は何れも先行支出者の事後通知だけを定める

が、これは必ずしも後行支出者の事前通知を不問に付する趣旨ではな
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いようである。また、両規定は不
0

通知の効果について文言上の対照性

を欠いており、①は「其求償権ヲ失フ」とするのに対し、②は保証人

の後行支出について主債務者が「責任アリトノ宣告ヲ受クルコト有リ」

とする。②の文言は裁判所の裁量を認めるものであり、裁量の内容が

問題になる。それらの詳細は後にみる。

③は提訴を受けて被告となった保証人のために担保附帯請求の制度

が用意されていることに関わる（同編29条 1 項）。ここでの担保附帯請求

権は今日でいう事前請求権
0 0 0 0 0（76）（平成29年改正後の明治29年民法460条 3 号）

に相当するが、さらに請求の効果として主債務者の抗弁権を遮断する。

その抗弁権とは弁済抗弁のような排訴抗弁（明治23年民法債権担保編32条

1 項）や条件・期限の利益のような延期抗弁（同条 2項）である（77）。③

は抗弁権の遮断という発想を裏返して、請求権の不
0

行使による事後求

償の制限を定めており、保証人がたとえ債権者に対して敗訴しても求

償金請求において抗弁対抗を受けることとしている。その点で、担保

附帯請求制度は今日でいう事前通知制度や訴訟告知制度（平成 8年民事

訴訟法53条 1 項）と同様の機能を伴う（78）。

ｂ）　次に、上記 3規定の射程が無委託保証関係に及ぶかを整理する（79）。

③がこれに及ばないのは明らかであり、③の関連規定は保証委託が要

件であることを明規する（80）（明治23年民法債権担保編29条 2 項）。また、先

にみた求償要件論は①と②の射程を示している（81）。Boissonade の注釈

は、保証契約の締結が主債務者の意思に反するのでない限りにおいて

①の射程に無委託保証関係を含める一方で、②の射程に無委託保証関

係が及ばないという理解を示唆する。しかし、後にみるように梅説は

①だけでなく②の射程にも無委託保証関係を含めている。

ｃ）　 3規定に関わる Boissonade の注釈を紹介する。上記③が求償を

制限することについて、注釈はその理由を保証人の過失に求める。す

なわち、保証人が主債務者を訴訟に引き込まずに債権者に対して敗訴

しても、この結果につき保証人自身を非難できるだけであるとする（82）。

同様の説明を①についても示している（83）。
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文言上、②は主債務者の事後通知を挙げるが、注釈はこれを必ずし

も重視しない。注釈の要旨はこうである。債権者の請求を受けるのは

保証人ではなく主債務者であるのがヨリ自然であり、そのために支出

前の照会をなすべきは主債務者ではなくて保証人である。ただし、双

方の過失（responsabilités	respectives）を裁判所で審理する余地を残すた

めに、②は事情に応じて問題を処理すべきことを定めている（84）。

注釈はそれを示したうえで具体例を挙げるが、これは①に関わる例

であり、保証人先行ケースにおける主債務者の事前通知を問題にする。

それにつき、保証人が請求を受けた時点で（au	moment	où	la	caution	a	été	

requise	de	payer）主債務者が不在中または収監中であり、帰宅後に保証

人による支出の有無を照会しないまま支出した場合においては、主債

務者に過失があるとしている（85）。おそらくそこで想定するのは、保証

人が催告を受けて事前・事後の通知を発信したが、これらを主債務者

が受領できなかった場合であろう。そのほか、真正連帯関係について

であるが、場合によっては、不通知に伴う求償権の喪失が支出額の全

部ではなくて一部にとどまることを示している（86）。

ｄ）　梅説に移るが、その通知制度論の進め方は複雑である。冒頭では

保証委託関係と無委託保証関係を分け、それぞれを説明しているのに、

途中から 2つの求償関係を併せ論じている。しかもその併論部分に梅

説の核心的な特徴が現れている。そのため、叙述の順を追って議論を

紹介する。

梅説はまず上記③を取りあげつつ②にも言及し、保証委託関係の主

債務者先行ケースに焦点を合わせて 3点を説く。すなわち、㋐	保証人

から担保附帯請求を受けた主債務者は訴訟に補助参加して抗弁すべき

である（87）。㋑	保証人が「敢テ主タル債務者ヲ訴訟ニ参加セシムルコト

ヲ為サスシテ、濫リニ訴訟ニ答弁シ又ハ忽チ債権者ノ請ヲ容レ、弁済

ヲ為サンカ、是レ保証人ニ過失アリト謂ハサルコトヲ得ス（88）」。主債

務者が抗弁権を有していれば保証人の過失によって主債務者は「損害」

を被ることになってしまう。それを避けるために③は求償を制限して
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いる（89）。㋒	それは「過失ニ関スル通則ノ適用」にすぎないから、提訴

を受けずに支出する場合（②）にも「類似論法」が妥当し、主債務者が

先行抗弁権を証明すれば事前通知をしなかった保証人は求償できない（90）。

そのうえで無委託保証関係の主債務者先行ケースにも言及する。梅

説によれば、㋓	ここでは主債務者が利益を享受しないから求償権は成

立しない。ただし、保証人が請求を受けたか否かを問わず事前通知を

し、これに対して主債務者が「敢テ」返答しなかった場合、または虚

偽の返答をした場合には、「其過失」によって保証人に「損害」を与え

たのであるから「其賠償トシテ保証人ノ請求ヲ受ケサルヘカラサルナ

リ（91）」。

そこには重要な特徴が 2つある。第 1に、保証人の後行支出を回避

するための行動を保証人と主債務者の双方に求めている。それを③に

即していうと、㋑は保証人の担保附帯請求を求める一方で、㋐は主債

務者の補助参加等を求めており、ここでは補助参加や抗弁活用を保証

人の立場からではなく主債務者の立場から捉えている。②に即してい

うと、規定が定める主債務者の事後通知とは別に、㋒は保証人の事前

通知を求めている。

第 2に、㋓は無委託保証関係の主債務者先行ケースでも求償の余地

を残しており、ここでは主債務者の返答について「敢テ」という表現

を使っている。その表現が示唆するように、現に事前通知を受けた主

債務者が返答しなかったことについて故意過失がある場合を想定する

ようである。他方で、㋑は同じ表現を保証委託関係における保証人の

担保附帯請求について使っている。そうすると、無委託保証関係では

主債務者の過失に着目するのに対し、保証委託関係では保証人の無過

失に着目しているといえそうである。本稿は差し当たりそのように梅

説を捉える。

ｅ）　次いで梅説は上記①（保証人先行ケース）と②（主債務者先行ケース）

を説く。ここでは保証委託関係と無委託保証関係を併せ論じつつ、説

明を前半と後半に分ける。梅説は前半で 2規定を概観し、①による求
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償権の喪失は「過失ニ関スル通則ノ適用」にすぎず、保証人による事

後の不通知が過失に該当するという（92）。

また、②が主債務者の過失に着目するものであると捉え、規定は不

完全であるとする（93）。そのうえでいったん主債務者先行ケースから離

れ、主債務者と保証人それぞれが支出するさいに事前通知すべきかを

問う。梅説によれば、主債務者が照会せずに支出しても、「通常、過失

アル」とはいえないのに対し、保証人が照会せずに支出すれば「必ス

過失アル」といえる（94）。

ｆ）　それを受けて後半で詳論に入り、上記①と②を個別に説明する。

①についてはこうである。もし主債務者が「注意深キ人」であれば保

証人に支出の有無を照会し、返答を待って支出の是非を判断するであ

ろうが、「此注意ヲ缺キタリトモ敢テ過失アリト為スヘカラス」。それ

は、保証人が支出しようとする場合は「必ス先ツ主タル債務者ニ照会

スルコトヲ要スレハナリ」。ただし、「保証人ヨリ照会ヲ為シタル後、

主タル債務者若シ弁済ヲ為サント欲」する場合や「暫ク不在ニシテ帰

来後弁済ヲ為サント欲スル」場合には照会をすべきであり、照会せず

に支出した主債務者には過失がある（95）。

同様の発想を②についても示しており、それはこうである。主債務

者が保証契約の締結を知っており、これを拒まなかったのであれば、

支出の事実を保証人に通知するのが「尋常ノ注意」である。「然リト雖

トモ保証人ハ予メ主タル債務者ニ照会シテ、然ル後、始メテ弁済ヲ為

スヘキ義務アルカ故ニ、主タル債務者カ通知ヲ怠リタルハ通常其過失

ト看做サス」。ただし、「前段ノ場合ニ引例セルカ如キ特別ノ事情アル

トキハ特ニ主タル債務者ニ過失アリト看做スナリ」。それでも主債務者

が事前に
0 0 0

照会していれば、事後
0 0

通知をしなかったからといって必ずし

も過失があるとはいえない（96）。

最後に梅説は①と②の効果に眼を向け、その文言が異なることを不

調和と捉える。批判の矛先を向けるのは、①が保証人の不通知に関わ

る評価を「明定」し、「裁判官ニ於テ之ヲ左右スルコト」を許さない一
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方で、②が主債務者の不通知に関わる評価を裁判所に委ねていること

である。梅説は解釈論として、「苟モ法律ノ明文ニ触レサル限リハ、法

官ハ能ク双方ノ過失ノ軽重ヲ図リテ判定ヲ下ササルヘカラス」とする（97）。

３ 　小括

ａ）　Boissonade の注釈は委任法理と事務管理法理をそのまま求償制度

に反映させるという構想を採用しており、これが求償の要件論や範囲

論にとどまらず通知制度の射程論にも現れている。それを無委託保証

関係に即していえば、注釈は保証人先行ケースに関わる債権担保編33

条 1 項に限って無委託保証関係を射程に取り込んでいる（98）。そのため、

保証人先行ケースでは保証人の無過失が判定基準であり、主債務者先

行ケースなどでは支出の有益性（保証人の支出時点におけるその有益性）

という求償要件が判定基準となる。

保証委託関係について、注釈は弁済のための支出および保証人の無

過失が求償要件であるとみている（99）。また、梅説は不通知に関わる評

価の法定という意味を同条 1項にみいだすが（100）、注釈がそのような意

味を与えているようには窺われない（101）。さらに、主債務者先行ケース

に関わる同条 2項について、注釈は保証人による事前通知の有無に着

目すべきことを説きつつも、主債務者による事後の不通知にも眼を配

り、双方の不通知（ないし通知）に関わる評価を裁判所に委ねる。その

ため、注釈にとって通知制度は保証人の無過失（bonne	foi）という求償

要件を具体化したものであり、この要件を評価するための考慮事情の

1つとして主債務者の不通知（ないし通知）を位置づけていると思われ

る。

ｂ）　同条 2項の注釈は裁判所の裁量を認めるが、これには 2つの含意

がある。それを浮き彫りにするために注釈を当時のフランス法と対比

し、裁量の中身を整理しよう。当時のフランス法は無過失（bonne	foi）

の保証人に求償を認めており、どのような事情があれば無過失である

と評価できるかを問う。そのさい、主債務者先行ケースを細分化し、

）
一
四
一
一
（

19



梅
説
の
求
償
制
度
論
（
福
田
）

八
七
三

①	保証人が任意に支出する場合、②	差押えを受けて支出する場合、③	

提訴を受けた場合に分けるが、①での着眼点は保証人による事前通知

の有無であることが議論の前提になっている。そのうえで、②および

③において通知の定型的な省略を許すべきか、すなわち保証人の無過

失という評価の射程を拡張すべきかについて見解が対立している。

Pont 説は保証人の不通知がやむを得ないものであったという具体的な

事情を求め、その評価を裁判所に委ねるのに対し、Aubry	et	Rau 説は

主債務者の不通知に着目し、保証人による通知の定型的な省略を許す。

さらに Laurent 説は両説を折衷する。このように、①では主債務者の

不通知を脇に置くのに対し、②ではその不通知を考慮すべきかについ

て争っているのであって、①と②は異質な問題である。しかも、①で

主債務者の不通知を脇に置くことはフランス民法の規定上明らかであ

り、①と②を区別すべきことも明白である。

他方で注釈は保証人の不通知と併せて主債務者の不通知を考慮する

とともに、①と②を同条 2項の射程に含め、異質な問題を 1つの規定

に同居させている。そのため、注釈が裁判所に委ねた裁量の中身は 2

つある。第 1に、②において主債務者の不通知を考慮することを許し、

保証人の無過失（bonne	foi）に関わる評価を裁判所に委ねる。この点で

注釈は Laurent 説とほぼ同旨であって、ここではフランス法の枠内に

とどまっている（102）。第 2に、担当する事件が①と②の何れであるかに

応じて、主債務者の不通知を考慮すべきか否かを見極めるよう裁判所

に求めている。ここでも評価するのは保証人の無過失であるが、評価

にさいして考慮すべき事情を裁判所は選別しなければならない。しか

も、同条 2項は①と②を取り込んでおり、裁量が考慮事情の選別とい

う意味を含んでいることは規定上明らかでない。その意味を裁判所は

自らみいださなければならないのであるが、換言すれば注釈はかなり

自由な裁量を認めており、この発想はフランス法にない。

ｃ）　梅説はどうか。注釈との差異は通知制度論にあり、 2つの特徴そ

れぞれに手を加えている。第 1に、通知規定の効果論では保証人先行
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ケースであれ主債務者先行ケースであれ主債務者の不通知に意味をも

たせるべき場合があるとして、 2つのケースで裁判所の裁量の有無が

異なることを不調和であると位置づける（103）。注釈は主債務者先行ケー

スの保証人が不通知であっても求償の余地を残しているが、梅説はこ

れと同様に保証人先行ケースの保証人が不通知であっても求償の余地

を残す。その主眼は、保証人の無過失（bonne	foi）を判定基準としつつ、

保証人や主債務者による不通知に関わる評価を裁判所の裁量に委ねる

ことにある。

第 2に、無委託保証関係の主債務者先行ケースを債権担保編33条 2

項の射程に取り込んでおり、ここでも通知制度を介した求償の余地を

残している（104）。そのさい、着目するのは主債務者の過失であって、こ

れを判定基準とするのであろう。梅説にとって、主債務者先行ケース

において何を考慮し、何を重視するかは保証委託関係と無委託保証関

係とで異なる。そうであれば 2つの求償関係を 1つの規定に同居させ

ることはできないはずであるが、注釈はこれと類似のことをしている。

異質な問題である上記①と②を同条 2項の射程に取り込むさいに、注

釈は事案適合的な考慮事情の選別を裁判所に委ねることでその難関を

切り抜けている。おそらく梅説はそのことを正確に理解したうえで、

さらに応用・拡張し、保証委託の有無に応じた考慮事情の選別や軽重

の判定を裁判所に委ねるのであろう。それにより、無委託保証関係の

主債務者先行ケースにも通知制度の射程を及ぼしている。

ｄ）　梅説はその 2点を規定に対する批判として論じる。そこでは第 1

点を強調するが、重要性がヨリ高いのはむしろ第 2点であって、これ

が梅説の内容を明らかにする。考慮事情の軽重に関わる判定までも裁

判所に委ねると、通知制度が示すのは求償権の成否判定基準ではなく

て、判定に関わる裁判所の裁量およびそこでの考慮事情にすぎない。

梅説にとって、保証委託関係の判定基準を示すのは保証人の無過失と

いう求償要件であって、それゆえに保証人による事前・事後の不通知

が主要な考慮事情となる。他方で、無委託保証関係については、求償
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要件たる支出の有益性だけでは判定基準として足りない。それでも、

事務管理法理は事務管理者の注意義務違反による損害賠償責任（財産編

362条 3 項本文）を定めており、これに照らせば保証人先行ケースの判定

基準が保証人の無過失であることは明らかである。それと異なり、主

債務者先行ケースの判定基準が主債務者の過失であることは事務管理

法理から直ちに導出できるわけではないが、この判定基準も明白であ

ると考えたのであろう。

要するに、判定基準に関わる理解は注釈と梅説とでほぼ共通してお

り、重要な差異は通知制度に与える役割にある。判定基準を示すとい

う役割を注釈は求償要件と通知制度の双方に与える。梅説はその役割

を通知制度から剥奪し、その判定基準は求償要件や事務管理法理など

から導出できると考えて、この作業を裁量に委ねている。

Ⅳ　梅説の位置づけ

ａ）　明治23年民法下の梅説にとって鍵になるものは 2つあり、それは

求償要件などが示す判定基準および通知制度が認める裁判所の裁量で

ある。そのうち求償権の成否判定基準についていうと、この基準は保

証委託関係と無委託保証関係とで異なる。規定は明確さを欠くものの

求償範囲と併せて求償要件を定めており（債権担保編30条各号）、それぞ

れの求償要件が判定基準そのものまたはその手掛かりを示している。

通知規定がその求償要件を敷衍する必要は低くて、そこに示すのは成

否判定における裁判所の裁量と考慮事情にとどまる。通知ないし不通

知の評価にとどまらず、具体的にどの不通知に着目するかといった考

慮事情の選別や軽重の判定は裁判所の裁量に属する。梅説は注釈が認

めた裁量を拡張し、そのように通知制度を捉えていると思われる。

ｂ）　梅説はそれを明治29年民法下でも維持するのであろうか。梅説に

沿って求償規定の特徴を整理するとこうである。①	保証委託関係の求

償要件は弁済のための支出および保証人の無過失であり、明治29年民
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法がこれを示している（平成16年改正前459条 1 項）。②	同法は保証人に

事前・事後の通知を求めており（同463条 1 項、443条 1 項、 2項）、これ

は保証人先行ケースにおける保証人に 2つの通知を求めることを意味

する。③	同法は主債務者にも通知を求めており（同463条 2 項）、これは

主債務者にも事前・事後の通知を求めることを意味する（105）。ただし、

④	請求を受けずに支出する主債務者について同法は事前の不通知を不

問に付する一方で（106）（同443条 1 項参照）、⑤	明文はないものの、保証人

は請求を受けずに支出する場合であっても事前通知を要する（107）。⑥	

無委託保証関係の主債務者先行ケースでも通知制度（同463条 1 項、443

条 1 項）を介した求償の余地がある（108）。⑦	同法の通知規定は裁判所の

裁量を文言に示しておらず（同443条 1 項、 2項参照）、梅説も裁量に言及

しない。

そのうち④と⑦以外の諸点は明治23年民法下の梅説と連続しており、

特に①は同法の不備を補うという意味をもつ。その連続性という観点

からいって特に重要なのは②、③、⑥である。明治23年民法下の梅説

をそこに読み込めば、明治29年民法下の通知制度論も考慮事情を挙げ

たにすぎないとみることができる。梅説がかつての発想をその後も維

持していたという確証はないが、法継受史のなかで位置づける限りに

おいて、梅説は明治29年民法下でも通知制度に裁量をみいだしていた

といえそうである（109）。同法下の議論だけをみると梅説は保証人の通知

と主債務者の通知を同じ土俵で論じており、別稿ではこれに違和感を

抱いたが（110）、本稿のように捉えると違和感は解消する。

ｃ）　今日の解釈論はそこからどのような示唆を得るべきであろうか。

たとえ梅説が通知制度に裁量をみいだしていたとしても、これを今日

の解釈論にそのまま活かすことはできない。別稿でみた通り、同時代

の学説でさえかつての梅説とはおよそ異なる通知制度論を展開してい

る。しかも、明治29年民法が保証委託関係に関わる通知制度を準用規

定にとどめるなど、幾多の契機が積み重なったことで、今日では通知

制度論にとどまらず、求償要件論ですら梅説から離れている。
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今日の視点からみて重要性が高いのは求償制度全体に関わる構想で

ある。明治23年民法は委任法理や事務管理法理などをそのまま求償範

囲に反映させるが、求償要件に関する限りその試みは不完全であり、

これを明治29年民法が完成させている。その構想をどこまで徹底する

かを別にすれば、今日の解釈論も構想を受け継いでいる。しかも、平

成29年改正は保証人の求償に関わる通知規定を連帯債務者の求償に関

わるそれから独立させたうえで、無委託保証関係に関わる通知規定に

事務管理法理や不当利得法理をそのまま反映させている。残る問題は

差し当たり保証委託関係であり、これに関わる求償要件や通知制度を

委任法理といかに調和させるかが課題となっている。

その課題については別稿で検討している。今日の通説は梅説の求償

要件論を等閑視しているが、これを見直すべきであることをみた。そ

こに本稿が付加したのは、見直しの必要性を法継受史の観点から裏付

けたことにある。

（ 1）	 福田誠治「求償制度の解釈目標（上）、（下）」駒法22巻 1 号（2022年）
1頁以下、 2号（2023年）掲載予定。

（ 2）	 吉井啓子「旧民法講義三部作を読む」法時70巻 7 号（1998年）30頁、
片山直也「梅の債権担保論」新生通信10号（2001年、梅謙次郎『民法債権
担保論』解題） 6～ 7頁。

（ 3）	 後掲注（47）所掲の文献を参照。なお、本稿でいう真正連帯関係はフラ
ンス民法や明治23年民法にいう「連帯債務者」の求償関係を指す。

（ 4）	 すでに先行研究によって、19世紀フランス法における委任法理・事務
管理法理・不当利得法理の相互関係は相当に明らかとなっている。磯村哲
「仏法理論に於ける不当利得法の形成」『不当利得論考』（2006年、初出
1946年）161頁以下、齋藤哲志『フランス法における返還請求の諸法理』
（2016年、初出2013年）269頁以下参照。
本稿はそれに多くを負っており、特に 2つの点を踏まえている。第 1に、

19世紀初頭には事務管理法理と不当利得法理が未分化であったところ、議
論を経ることで、不当利得返還請求権の範囲を現存利得に制限することが
共通理解を獲得している（磯村・前掲166頁以下、齋藤・前掲275頁以下）。
第 2に、当時の学説は委任と事務管理の親近性をみいだしている（磯村・
前掲171頁以下）。そのうち第 2点は本稿にとってヨリ重要性が高い。その
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親近性を効果論に即してみることで、事務管理法理が委任法理に接近する
という議論傾向があったことを確認する。

（ 5）	 比較的最近の学説であっても19世紀の通知制度論を乗り越えておらず、
これに対する疑念を示すにとどめている。P.	Simler,	Cautionnement,	
garanties	autonomes,	garanties	indemnitaires	5	éd.	（2015）	nº	633.	また、真
正連帯関係についても19世紀の議論を受け継いでいる。P.	le	Tourneau	et	
J.	Julien,	Répertoire	civil	Dalloz	（2004）	vº	Soridarité	nº	147.

（ 6 ）	 後掲注（34）。
（ 7）	 福田・前掲注（ 1）	駒法22巻 1 号 4 頁以下。
（ 8）	 C-L.	Delvincourt,	Cours	de	Code	civil	 t.3	（5	éd	1834）	note	1	de	 la	
page	223	（Notes	p.448）	;	C-B-M.	Toullier,	Le	droit	civil	français	t.11	（6	
éd.	s.d.	［1845-1847］）	nº	49	;	A.	Duranton,	Cours	de	droit	civil	français	t.13	
（4	éd.	1844）	nº	636	 ;	R-T.	Troplong,	Du	mandat	（Le	droit	civil	expliqué	
t.16,	1846）	nº	73.

（ 9 ）	 前掲注（ 4）。
（10）	 原始規定1374条 1 項：「事務管理者は事務処理にさいし善良な家父と
してすべての注意を払わなければならない」。

（11）	 原始規定1375条：「事務が適切に管理された場合において、本人は、
事務管理者が本人の名で契約した債務の履行義務を負うとともに、事務管
理者自身が引き受けたすべての債務について管理者に対して塡補義務を負
い、さらに管理者が支出したすべての有益または必要な費用につき管理者
に対して償還義務を負う」。

（12）	 費用の有益性とは別に事務（l’affaire）の有益性を問題にするのは、
たとえば本人が朽ちるに任せていた古い建物を修繕した場合を想定するか
らである。Troplong,	op. cit. supra note （8）	nº	87.

（13）	 後掲注（14）に挙げるもののほか、Toullier,	op. cit. supra note （8）	t.11	
nº	 51	 ;	Duranton,	 op. cit. supra note （8）	t.13	 nº	 671	 ;	V.	Marcadé,	
Explication	théorique	et	pratique	du	Code	civil	t.5	（8	éd.	1889）	art.	1375	
nº	I	;	C.	Aubry	et	C.	Rau,	Cours	de	droit	civil	français	t.4	（4	éd.	1871）	§	
441	note	14	;	L.	Larombière,	Théorie	et	pratique	des	obligations	t.7	（nouv.	
éd.	1885）	art.	1375,	nº	9		;	G.	Baudry-Lacantinerie	et	L.	Barde,	Des	obli-
gations	t.4	（Traité	théorique	et	pratique	de	droit	civil	t.15,	3	éd.	1908）	nº	
2818.

（14）	 A-M.	Demante	et	E.	Colmet	de	Santerre,	Cours	analytique	de	Code	
civil	t.5	（2	éd.	1883）	t.5	nº	354	bis	I	;	F.	Laurent,	Principes	de	droit	civil	
t.20	（3	éd.1878）	nº	329	 ;	C.	Demolombe,	Cours	de	 code	Napoléon	 t.31	
（1882）	nº	188,	spécialement	p.168.
（15）	 主要な争点は、本人の反対を押して事務管理を開始したことに請求権
に関する事務管理者の放棄意思をみいだすべきかにあり、㋐	肯定説、㋑	
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否定説	㋒	裁判所に判定を委ねる学説に分かれる。㋐を主張するものとし
て た と え ば、Toullier,	op. cit. supra note （8）	t.11	nº	55.	 ㋑ と し て、
Demante	et	Colmet	de	Santerre,	op. cit. supra note （14）	nº	175	bis	XI.	㋒
として、Duranton,	op. cit. supra note （8）	t.12	（4	éd.	1844）	nº	19.

（16）	 Aubry	et	Rau,	op. cit. supra note （13）	t.6	（4	éd.	1873）	§	578	note	12	
;	F.	Mourlon,	Répétitions	écrites	sur	le	Code	civil	t.2	（8	éd.	1869）	nº	1668	
;	Laurent,	op. cit. supra note （14）	t.20	nº	333	;	Demolombe,	op. cit. supra 
note （14）	t.31	nºs	48,	184		;	Baudry-Lacantinerie	et	Barde,	op. cit. supra 
note （13）	t.4	nº	2849	XXVI.

（17）	 Troplong,	op. cit. supra note （8）	nºs	84	ss.	 文脈は異なるが同旨、
Duranton,	op. cit. supra note （8）	t.13	nº	640.	ただし、Troplong 説は本人
の意思に反する場合を事務管理に含めているし、Duranton 説が論じてい
るのは管理者のためにする意思で他人の事務を管理した場合である。

（18）	 原始規定1999条 1 項：「受任者が委任事務の遂行のために支出した立
替金および手続費用（les	avances	et	frais）について委任者は受任者に対
して償還義務を負うとともに、合意があればその報酬について支払義務を
負う」。
同条 2項：「受任者の責めに帰すべき過失がない限りにおいて、たとえ
事務処理が奏功しなかったとしても委任者はその償還や支払を免れないし、
手続費用や立替金をヨリ低廉化することができたことを口実として、その
減額を求めることはできない」。
同2000条：「受任者が事務処理にさいして被った損害についても、その
責めに帰すべき過失がない限りにおいて委任者は塡補義務を負う」。
なお、原始規定1999条 1 項にいう「立替金および手続費用」は、明治29
年民法650条 1 項にいう「費用」に相当する。

（19）	 原始規定2001条：「受任者の立替金に関わる利息について、委任者は
受任者に対し、確認された立替えの日以降の分につき支払義務を負う」。
学説は、同条の制度趣旨を受任者の不利益を回避することに求めている
ようであり、一部の学説はこの制度趣旨を前提にして同条を事務管理者の
費用に類推する（後掲注（32））。類推否定の立場から、同条の制度趣旨に
つき同旨を説くものとして、Laurent,	op. cit. supra note （14）	t.28	（3	éd.	
1878）	nº	11.

（20）	 C-L.	Delvincourt,	op. cit. supra note （8）	t.3	note	2	de	 la	page	133	
（Notes	p.242	s.）	;	Duranton,	op. cit. supra note （8）	t.18	（4	éd.	1844）	nº	
266	;	Demante	et	Colmet	de	Santerre,	op. cit. supra note （14）	t.8	（1884）	
nºs	220	et	220	bis	II	à	III	;	P.	Pont,	Commentaire-traité	des	petit	contrat	
t.1	（Explication	 théorique	et	pratique	du	Code	civil	 t.8,	2	éd.	1877）	nº	
1087.	ただし、19世紀後半の学説は受任者の無過失を重視しており、そこ
での説明は費用の経済性を厳しく問わないという意味を含んでいない。
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Laurent,	op. cit. supra note （14）	t.28	nº	9		;	G.	Baudry-Lacantinerie	et	A.	
Wahl,	Des	contrats	aléatoires,	du	mandat,	du	cautionnement,	de	 la	trans-
action	（Traité	théorique	et	pratique	de	droit	civil	t.24,	3	éd.	1907）	nº	705.

（21）	 Troplong,	op. cit. supra note （8）	nº	628	;	Aubry	et	Rau,	op. cit. supra 
note （13）	t.4	（4	éd.）	§	414		note	4	;	Demante	et	Colmet	de	Santerre,	op. 
cit. supra note （14）	t.8	nº	221	;	Pont,	op. cit. supra note （20）	t.1	nº	1085.

（22）	 Toullier,	op. cit. supra note （8）	t.11	nº	53	;	Troplong,	op. cit. supra 
note （8）	nºs	136	et	628.

（23）	 Delvincourt,	loc. cit. supra note （8）	;	Duranton,	op. cit. supra note （8）	
t.13	nºs	671	s.	おそらく同旨のものとして、Larombière,	op. cit. supra note 

（13）	t.7	art.	1375	nº	7参照。
（24）	 Marcadé,	 loc. cit. supra note （13）	;	Demolombe,	op. cit. supra note 

（14）	t.31	nºs	187	s.	 ;	Mourlon,	 loc. cit. supra note （16）	;	Baudry-Lacan-
tinerie	et	Barde,	op. cit. supra note （13）	t.4	nº	2817.	同旨、Toullier,	op. 
cit. supra note （8）	t.11	nºs	51	s.

（25）	 Laurent,	op. cit. supra note （14）	t.20	nº	331	 ;	T.	Huc,	Commentaire	
théorique	et	pratique	du	Code	civil	t.8	（1895）	nº	384.

（26）	 Demolombe,	op. cit. supra note （14）	t.31	nº	174	;	Baudry-Lacantinerie	
et	Barde,	op. cit. supra note （13）	t.4	nº	2821.

（27）	 原始規定1153条は金銭債務の遅延損害金を定めており、同条 3項は損
害金発生の起算点を原則として請求（la	demande）の日とする。そこでの
請求は裁判上のものを指すが、1900年 4 月 7 日の法律は同条 3項を改正し、
起算点を支払催告（la	sommation	de	payer）の日に変更している。D.P.	
1900,	4,	43;	S.	1900,	5,	1017.

（28）	 後掲注（29）、注（30）に挙げるもののほか、Toullier	et	J.B.	Duvergier,	
op. cit. supra note （8）	t.11	nº	54	note	a	;	L.	Domenget,	Du	mandat,	de	la	
commission	et	de	 la	gestion	d’affaires	 t.2	（1862）	nº	1337	 ;	Huc,	op. cit. 
supra note （25）	t.8	nº	383.

（29）	 委託がないのに介入するのであるから投資を期待したはずはなく、献
身・無欲の情によって導かれているはずであるとみる。Larombière,	op. 
cit. supra note （13）	t.2	（nouv.	éd.	1885）	art.	1153	nº	37,	spécialement	p.87	
;	Demante	et	Colmet	de	Santerre,	op. cit. supra note （14）	t.5	nº	354	bis	II	
;	Laurent,	op. cit. supra note （14）	t.20	nº	330.

（30）	 Baudry-Lacantinerie	et	Barde,	op. cit. supra note （13）	t.4	nº	2820.
（31）	 後掲注（32）に挙げるもののほか、Troplong,	op. cit. supra note （8）	nº	
680	 ;	Marcadé,	op. cit. supra note （13）	t.5	art.	1375	nº	II	 ;	Mourlon,	op. 
cit. supra note （16）	t.2	nº	1666.

（32）	 Delvincourt,	op. cit. supra note （8）	t.3	note	9	de	la	page	222	（Notes	
p.447）	;	Duranton,	op. cit. supra note （8）	t.13	nº	674	;	Aubry	et	Rau,	op. 
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cit. supra note （13）	t.4	（4	éd.）	§	441	p.724	note	12	;	Demolombe,	op. cit. 
supra note （14）	t.31	nº	171,	spécialement	p.150.

（33）	 原始規定2028条 1 項：「支出した保証人は主債務者に対して求償権を
有し、これは保証契約の締結に関する主債務者の認識の有無を問わない」。
同条 2項：「その求償権は元本のほか利息および手続費用について生ず
る。ただし、保証人が求償できる手続費用は、自己が請求を受けた旨を主
債務者に通知した後に支出した分に限られる」。
同条 3項：「損害が生じていれば、保証人はその損害賠償も請求できる」。
原始規定2028条（2006年改正後の2305条）は2021年改正後の2308条に相
当する。同改正後の文言はかつてと異なっており、特にかつての 1項後段
を削除している。

（34）	 原始規定2031条 1 項：「先行支出した保証人が自己の支出を主債務者
に通知しなかった場合には、後行支出をした主債務者に対して求償できな
い。しかし、債権者に対する返還請求権は別である」。
原始規定2031条（2006年改正後の2308条）と異なり、2021年改正後の
2311条は保証人の事前通知に焦点を合わせている。また、かつての 2項は
保証人が請求を受けた場合に限り事前通知を求めていたが、改正後の規定
はその限定を削除している。

（35）	 Duranton,	op. cit. supra note （8）	t.18	nº	352	;	Aubry	et	Rau,	op. cit. 
supra note （13）	t.4	（4	éd.）	§	427	p.688	note	8	;	D.A.	Ponsot,	Traité	du	
cautionnement	en	matière	civil	et	commerciale	（1844）	nº	241	;	Laurent,	op. 
cit. supra note （14）	t.28	 nº	 233	 ;	Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	
（Explication	théorique	et	pratique	du	Code	civil	t.9,	2	éd.	1878）	nº	244	;	
Huc,	op. cit. supra note （25）	t.12	（1899）	nº	216	;	Baudry-Lacantinerie	et	
Wahl,	op. cit. supra note （20）	nº	1080.

（36）	 Demante	et	Colmet	de	Santerre,	op. cit. supra note （14）	t.8	nº	261	bis	
II	;	Larombière,	op. cit. supra note （13）	t.2	art.	1153	nº	37.

（37）	 Aubry	et	Rau,	op. cit. supra note （13）	t.4	（4	éd.）	§	427	note	15	 ;	
Huc,	op. cit. supra note （25）	t.12	nº	214.	同旨、Duranton,	op. cit. supra 
note （8）	t.18	 nº	 317	 ;	Laurent,	op. cit. supra note （14）	t.28	 nº	 236	 ;	
Baudry-Lacantinerie	et	Wahl,	op. cit. supra note （20）	nº	1104.	そのうち
Aubry	et	Rau 説は旧説を改めたものである。
不当利得返還請求権を認めるか、それとも弁済者代位制度に委ねるかと
いう問題は、代位による求償権の確保という機能を重視するか否かに関わ
る。その点につき、寺田正春「弁済者代位制度論序説⑴」法雑20巻 1 号
（1973年）63頁参照。
（38）	 Aubry	et	Rau,	op. cit. supra note （13）	t.3	（1	éd.	1839）	§	427	note	6.	
同旨、R-T.	Troplong,	Du	cautionnement	et	des	transactions	（Le	droit	civil	
expliqué	 t.17,	1846）	nº	329	et	op. cit. supra note （8）	nºs	81,	83	et	85	 ;	
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Ponsot,	op. cit. supra note （35）	nº	251	;	F.	Mourlon,	Traité	théorique	et	
pratique	 des	 subrogations	 personnelles	（1848）	p.407	 s.	 ;	Demante	 et	
Colmet	de	Santerre,	op. cit. supra note （14）	t.8	nº	261	bis	VI.	おそらく同
旨、Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nº	245.

（39）	 Ponsot,	op. cit. supra note （35）	nº	246	;	Pont,	op. cit. supra note （20）	
t.2	nº	250	 ;	Laurent,	op. cit. supra note （14）	t.28	nº	238	 ;	Huc,	op. cit. 
supra note （25）	t.12	nº	227.

（40）	 前掲注（39）所掲の文献のほか、Delvincourt,	op. cit. supra note （8）	t.3	
note	12	de	la	page	145	（Notes	p.263）.	ただし、良心規定に関わる時効抗弁
については保証人自身が時効を援用するのではなく、主債務者を呼び出し
て、これに援用するか否かを判断させるべきであるとしている。

（41）	 後にみるように、主債務者先行ケースにおいて主債務者による事後の
不通知を考慮すべきかが議論になっている。肯定・否定の両説に分かれる
が（ｄ）以下）、何れも無委託保証関係を議論の視野に取り込んでいる。
Pont 説は無委託保証では主債務者が保証の存在を知らない場合があるこ
とを理由の 1つとして、その事後通知を脇に置くべきであるとする。それ
に対し、Ponsot 説や Aubry	et	Rau 説は主債務者による事後通知の有無を
考慮するが、その射程を限定し、保証の事実を主債務者が認識していた場
合に限っている。Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nº	255,	spécialement	
p.143	 ;	Ponsot,	op. cit. supra note （35）	nº	249	p.281	 ;	Aubry	et	Rau,	op. 
cit. supra note （13）	t.4	（4	éd.）	§	427	note	16.

（42）	 連関を明示するものとして、Demante	et	Colmet	de	Santerre,	op. cit. 
supra note （14）	t.8	nº	264.	そのほか、後掲注（54）参照。
他方で、原始規定2031条を真正連帯関係に類推するさいに、Demolombe
説は一般不法行為制度（原始規定1382条、1383条）を引用し、その帰責原
理を同条にみいだすことで類推を正当化している。Demolombe,	op. cit. 
supra note （14）	t.26	（1875）	nº	428.	同旨、Baudry-Lacantinerie	et	Barde,	
op. cit. supra note （13）	t.2	（Traité	théorique	et	pratique	de	droit	civil	t.13,	
3	éd.	1907）	nº	1270.

（43）	 支出の有益性を脇に置き、保証人の無過失を求償要件上の鍵にするもの
として、Demante	et	Colmet	de	Santerre,	loc. cit. supra note （42）	;	Mourlon,	
op. cit. supra note （16）	t.3	（8	éd.	1870）	nº	1151.

（44）	 Ponsot,	op. cit. supra note （35）	nº	250.
（45）	 Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nº	229.	同旨、Laurent,	op. cit. supra 

note （14）	t.28	nº	237	;	Huc,	op. cit. supra note （25）	t.12	nº	227.
（46）	 Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nº	253.
（47）	 この点で同旨、Duranton,	op. cit. supra note （8）	t.18	nº	356	;	Troplong,	

op. cit. supra note （38）	nº	380	;	Demante	et	Colmet	de	Santerre,	loc. cit. 
supra note （42）	;	Mourlon,	loc. cit. supra note （43）.
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さらに、真正連帯関係につき同旨、Larombière,	op. cit. supra note （13）	
t.3	（nouv.	éd.	1885）	art.1214	nº	3	;	Demolombe,	loc. cit. supra note （42）	;	
Baudry-Lacantinerie	et	Barde,	loc. cit. supra note （42）.

（48）	 Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nº	250.
（49）	 Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nº	254.
（50）	 Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nºs	255,	258.
（51）	 後に Pont 説と並んでAubry	et	Rau 説をみるが、そこでは求償要件論
に立ち入らないまま、 3つの場合に関わる具体的な次元の判定基準だけを
示すにとどめている。Aubry	et	Rau,	op. cit. supra note （13）	t.4	（4	éd.）	§	
427	p.690.

（52）	 Delvincourt,	op. cit. supra note （8）	t.3	note	11	de	la	page	145	（Notes	
p.263）	;	Duranton,	op. cit. supra note （8）	t.18	nº	357	;	Aubry	et	Rau,	op. 
cit. supra note （13）	t.3	（1	éd.）	§	427	note	7.	そのうちAubry	et	Rau 説は
後に見解を改めている。
なお、ここでいう訴訟への引込みは担保附帯請求（1806年フランス民事
訴訟法原始規定32条）を指しており、その概要を明治23年民法に則して後
に紹介する。Ⅲ 2ａ）。

（53）	 Ponsot,	op. cit. supra note （35）	nº	249,	spécialement	p.277.	同旨、Trop-
long,	op. cit. supra note （38）	nºs	382	à	386.

（54）	 Lyon,	14	mai	1857,	D.P.	1858,	2,	83	;	S.	1858,	2,	16	;	J.	Pal.	1858,	p.509.	
この事件では債権者を異にする 2口の債権が問題となっている。主債務者
が弁済した 2年後に、受託保証人が主債務者に事前通知をしないまま債権
者に対して支出したが、一方の債権については債権者の請求を受けていな
いのに対し、他方の債権についてはその請求（des	poursuites）を受けて
いた。これによる求償金請求訴訟において、判決は請求の有無を区別し、
請求を受けて支払った分については求償を認める。

（55）	 同条 2項が主債務者先行ケースを定めていないとみる。Pont,	op. cit. 
supra note （20）	t.2	nº	255	;	Laurent,	op. cit. supra note （14）	t.28	nº	240.

（56）	 Pont,	loc. cit. supra note （55）.	おそらく同旨、Demante	et	Colmet	de	
Santerre,	op. cit. supra note （14）	t.8	nºs	264	bis	I	à	II	;	Huc,	op. cit. supra 
note （25）	t.12	nº	228.

（57）	 Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nº	258.
（58）	 Aubry	et	Rau,	op. cit. supra note （13）	t.4	（4	éd.）	§	427	note	16	et	17.	
ただし、無委託保証関係に関して前掲注（41）参照。同説の萌芽は第 3版
（1856年）に現れているが、第 4版で主債務者の事後通知に着目すべきこ
とを補筆している。

（59）	 L.	Guillouard,	Traités	du	cautionnement	et	des	 transactions	（2	éd.	
1895）	nº	178	 ;	Baudry-Lacantinerie	et	Wahl,	op. cit. supra note （20）	nº	
1089.	特段の事情の例として、主債務者の支出予定について保証人が事前
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に通知を受けていた場合を挙げる。
（60）	 Pont,	op. cit. supra note （20）	t.2	nº	258,	spécialement	p.145.
（61）	 Laurent,	loc. cit. supra note （55）.
（62）	 2 ｂ）、ｃ）。
（63）	 1 ｂ）。
（64）	 2 ｄ）、ｅ）。
（65）	 2 ｃ）。同様の理解は一般法理にも現れている。事務管理法理である
からといって支出時の有益性に着目することを当然視するわけではなくて、
請求時の有益性に着目することを議論の出発点に据えている。 1ａ）。

（66）	 2 ｃ）。
（67）	 2 ｆ）。
（68）	 明治23年民法は「不当ノ利得」のなかに非債弁済や添付・侵害利得な
どのほか事務管理を含めたうえで、本人の意思に反する場合を事務管理の
亜種と位置づける。財産編361条 2 項、363条 2 項参照。

（69）	 同じことが真正連帯関係についてもいえることを含めて、Code	civil	
de	l’empire	du	Japon	accompagné	d’un	exposé	des	motifs	t.1	（1891）	p.360	
et	372.

（70）	 G.	Boissonade,	Projet	de	Code	civil	pour	 l’empire	du	Japon	accom-
pagné	d’un	commentaire	t.4	（nouv.	éd.	1891）	t.4	nº	78.

（71）	 梅謙次郎『民法債権担保論』（1892～1893年、復刻版2001年）204～
205頁。

（72）	 梅・前掲注（71）	219頁。
（73）	 Boissonade,	op. cit. supra note （70）	t.4	nº	79.
（74）	 梅・前掲注（71）	223～225頁。
（75）	 Code	civil	de	 l’empire	du	Japon,	op. cit. supra note （69）	t.4	（1891）	
p.43	et	45.	また、ｄ）でみるように梅説の理解も同じである。

（76）	 一般には事前求償
0 0

権と表現されるが、これよりも事前請求
0 0

権という表
現の方がヨリ適切である。福田誠治『保証委託の法律関係』（2010年）4頁。

（77）	 具体例につき、Boissonade,	op. cit. supra note （70）	t.4	nº	83および
梅・前掲注（71）	231頁。

（78）	 ただし、当時の手続法が定めていたのは訴訟告知の要件だけであった
ことから（大正15年改正前の明治23年民事訴訟法59条 1 項）、訴訟告知の
効果として抗弁遮断を生ずるかについて解釈論が対立していた。佐野裕志
「第三者に対する訴訟の告知」新堂幸司編代『講座民事訴訟③』（1984年）
279～280頁、菱田雄郷「訴訟告知の効力について」高田裕成ほか編『民事
訴訟法の理論（高橋宏志先生古稀祝賀論文集）』（2018年）354頁参照。

（79）	 真正連帯関係に眼を向けると、明治23年民法は上記①～③を保証委託
関係について用意したうえで、これを真正連帯関係に準用する（債権担保
編65条）。準用の向きが明治29年民法とは反対方向になっている。ただし、
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担保附帯請求権に関わる規定の一部については保証委託関係と真正連帯関
係のそれぞれに独立した規定を用意している（同編24条、56条 1 項）。

（80）	 梅説はそのように捉える。梅・前掲注（71）	229頁。
（81）	 1 ｂ）。
（82）	 Boissonade,	op. cit. supra note （70）	t.4	nº	83.
（83）	 Boissonade,	op. cit. supra note （70）	t.4	nº	84.
（84）	 Boissonade,	op. cit. supra note （70）	t.4	nº	85.
（85）	 Boissonade,	loc. cit. supra note （84）.	ただし、1889年の初版および理
由書には該当部分の記載がない。Code	civil	de	 l’empire	du	Japon,	op. cit. 
supra note （69）	t.4	p.45.

（86）	 Boissonade,	op. cit. supra note （70）	t.4	nº	162.
（87）	 梅・前掲注（71）	196頁。講義案ではそれを敷衍し、「保証人ニ対スル
訴訟ニ参加シテ保証人ト與ニ債権者ニ対シ答弁ヲ為シ又ハ速ニ其請求ニ応
シ、以テ保証人ヲシテ訴訟ノ累ヲ免カレシムルハ其義務ナリト謂フヘシ」
とし、この義務を保証委託契約から導いている。梅謙次郎『民法対人担保
（民法債権担保編講義）』（1892年頃、岡孝編『梅謙次郎著作全集CD版 5』）
108頁。
それと異なり、Boissonade の注釈は事前請求権

0 0 0 0 0

を論じるさいに、これを
もっぱら保証人の権利という観点から捉えており、主債務者の義務とは捉
えていない。Boissonade,	op. cit. supra note （70）	t.4	nº	81.

（88）	 梅・前掲注（71）	229～230頁。
（89）	 梅・前掲注（71）	230～231頁。
（90）	 梅・前掲注（71）	232～233頁。そこでいう「過失ニ関スル通則ノ適用」
という表現は別の箇所にもみられる（後掲注（92））。それはフランス法を
参照したものであろう。前掲注（42）。

（91）	 梅・前掲注（71）	233～234頁。求償の要件論でも同旨を説いており、
主債務者が「敢テ之レヲ保証人ニ通知セス」、保証人の後行支出を招いた
場合には求償の余地があるとしている。梅・前掲注（71）	220頁。

（92）	 梅・前掲注（71）	234～235頁。
（93）	「以上ハ保証人ニ過失アル場合ナリ。請フ是レヨリ主タル債務者ニ過
失アル場合ヲ論セン。仏伊両国ニハ一切之レニ関スル法文ナキカ故ニ頗ル
疑問ヲ惹起セリ。我邦ニハ……規定アリト雖トモ、其規定不完全ナルカ故
ニ未タ敢テ疑問ノ根ヲ断ツコト能ハス」。梅・前掲注（71）	239頁。

（94）	 梅・前掲注（71）	239～240頁。それは Boissonade の注釈とおおよそ同
じである（前掲注（84））。

（95）	 梅・前掲注（71）	240～241頁。そこで挙げる 2例のうち後者は注釈の
例示と同じである（前掲注（85））。他方で前者が指すのは、保証人の事後
通知を受領する前に主債務者が後行支出をしたが、これに先立って事前通
知を受領していた場合であろう。
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（96）	 梅・前掲注（71）	242～243頁。
（97）	 梅・前掲注（71）	243頁。
（98）	 2 ｂ）。
（99）	 1 ａ）。
（100）	 2 ｆ）。
（101）	 2 ｃ）。
（102）	当時のフランス法が②と③を同列に置くのに対し、注釈は②につき
Laurent 説を支持し、③につき Pont 説を支持するようである。その不調
和に違和感を覚えるが、ここではそれを脇に置く。

（103）	 2 ｆ）。
（104）	 2 ｄ）㋓、ｆ）。なお、無委託保証関係で主債務者の過失に着目して
求償の余地を残すことは、有益性に着目する事務管理法理と矛盾しないよ
うに思われる。福田誠治「委任等の法理からみた二重支出の不利益割当基
準」大塚龍児先生古稀記念論文集刊行委員会編『民商法の課題と展望』
（2018年）402頁以下。
（105）	①～③につき、福田・前掲（ 1）	駒法22巻 1 号18頁以下。
（106）	梅謙次郎『民法要義巻之三〔訂正増補33版〕』（1912年、復刻版1984年）
196～197頁、梅謙次郎『民法原理債権総則』（1902年頃、復刻版1992年）
620頁参照。ただし、そこでは無委託保証関係の主債務者について、請求
を受けた場合であっても事前通知を不要であるとしている。

（107）	梅・前掲注（106）	『原理』	649頁。そこでは、請求の有無を問わずに保
証人の事前通知を求めるとともに、これを保証委託関係と無委託保証関係
を併論するなかで説いており、無委託保証関係の主債務者先行ケースでも
求償の余地があることを示唆する。ただし、その 2点は必ずしも定かでな
い。梅・前掲注（106）	『要義』196頁は請求を受けた場合に限定するかのよ
うに説いているし、梅謙次郎『民法債権（第一章）』（1912年頃、岡編・前
掲注（87）『CD版 4』）453頁は該当箇所を削除している。

（108）	前掲注（107）。
（109）	梅・前掲注（106）	『要義』180頁は、保証委託関係の主債務者先行ケー
スで求償権が成立するには「主タル債務者ニ過失アリテ、保証人ニ過失ナ
キコトヲ要ス」と述べる。しかし、明治23年民法下での梅説を参照すると、
それは双方の通知に関わる事情を考慮対象にするという意味にすぎないと
いえる。明治29年民法下の梅説にとっても基本的な判定基準は保証人の無
過失（bonne	foi）であり、これを求償要件が示している。

（110）	福田・前掲（ 1）	駒法22巻 2 号Ⅴ 1 b）。

	 （2022年11月 7 日提出）
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〇
一
七
年
一
〇
月
　
ド
イ
ツ
：
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
大
学
（
マ
イ
ン
ツ
）
法
学
部
客
員
研
究
員

二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日
　
　
　
　
　
　
　
日
本
大
学
法
学
部
　
定
年
退
職
す
る

上
記
の
期
間
、
学
習
院
大
学
法
学
部
、
国
学
院
大
学
法
学
部
、
東
京
経
済
大
学
経
済
学
部
、
流
通
経
済
大
学
法
学
部
な
ど
で
兼
任
講

師
を
勤
め
る

【
学
会
・
社
会
活
動
】

一
九
八
八
年
四
月
～
二
〇
〇
四
年
　
三
月
　
　
浦
和
家
庭
裁
判
所
（
現
・
さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
）
家
事
調
停
委
員

二
〇
〇
六
年
六
月
～
現
在
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
護
士
登
録
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
所
属
）

二
〇
一
一
年
一
〇
月
～
二
〇
一
三
年
一
〇
月
　
日
本
私
法
学
会
理
事

二
〇
一
五
年
一
一
月
～
二
〇
一
九
年
一
一
月
　
ペ
ッ
ト
法
学
会
理
事

八
九
六
）
七
七
八
七
（



長
谷
川
貞
之
教
授

　主
要
業
績





長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

【
著

　
　書
】

㈠

　単
著
・
共
著
・
共
編
著

『
法
的
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
：
裁
判
例
を
通
し
て
み
る
民
法
解
釈
理
論
と
民
事
立
法
学
』（
単
著
）
青
山
社
、
一
九
九
八
年

『
要
論
物
権
法
』（
共
著
）
青
林
書
院
、
一
九
九
二
年

『
要
論
債
権
総
論
』（
共
著
）
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年

『
要
論
債
権
各
論
Ⅰ
［
契
約
法
］』（
共
著
）
青
林
書
院
、
一
九
九
九
年

『
要
論
民
法
総
則
［
改
訂
版
］』（
共
著
）
青
林
書
院
、
二
〇
〇
一
年

『〈
司
法
試
験
の
た
め
の
〉
民
法
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
講
座
』（
共
著
）
辰
巳
法
律
研
究
所
、
一
九
九
九
年

『
金
融
・
消
費
者
取
引
判
例
の
分
析
と
展
開
』（
共
編
著
）
経
済
法
令
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年

『
担
保
権
信
託
の
法
理
』（
単
著
）
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年

『
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
名
誉
毀
損
と
損
害
賠
償
』（
共
編
著
）
三
協
法
規
出
版
、
二
〇
一
一
年

『
委
任
の
任
意
解
除
権
』（
単
著
）
成
文
堂
、
二
〇
二
三
年

『
物
権
・
担
保
物
権
法
』（
共
著
）（
北
大
路
書
房
、
二
〇
二
三
年
）

八
九
九
）
七
七
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

㈡

　分
担
執
筆

『
新
版 

演
習
民
法
（
相
続
）〈
新
演
習
法
律
学
講
座
７
〉』（
遠
藤
浩
ほ
か
編
）
青
林
書
院
、
一
九
八
五
年

『
法
学
基
礎
演
習
（
１
）［
民
法
］』（
遠
藤
浩
・
川
島
一
郎
編
）
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年

『
新
版 

演
習
民
法
（
総
則
・
物
権
）〈
新
演
習
法
律
学
講
座
４
〉』（
遠
藤
浩
ほ
か
編
）
青
林
書
院
、
一
九
八
九
年

『
注
解
不
動
産
法
２
［
建
築
・
請
負
］』（
遠
藤
浩
・
小
川
英
明
編
）
青
林
書
院
、
一
九
八
九
年

『〈
論
文
試
験
〉
民
法
総
則
・
物
権
』（
山
川
一
陽
編
）
法
学
書
院
、
一
九
九
一
年

『
消
費
者
保
護
の
法
律
問
題
』（
森
泉
章
、
池
田
真
朗
編
）
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年

『
契
約
実
務
書
式
百
科
』（
遠
藤
浩
編
）
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
五
年

『
借
地
借
家
法
の
理
論
と
実
務
』（
澤
野
順
彦
ほ
か
編
）
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年

『
法
律
行
為
無
効
の
研
究
』（
椿
寿
夫
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年

『
み
ぢ
か
な
法
学
入
門
［
第
二
版
］』（
石
川
明
編
）
不
磨
書
房
、
二
〇
〇
二
年

『
現
代
民
法
学
の
理
論
と
課
題
』（
清
水
暁
ほ
か
編
）
第
一
法
規
出
版
、
二
〇
〇
二
年

『
解
説 

類
推
適
用
か
ら
み
る
民
法
』（
椿
寿
夫
・
中
者
寛
樹
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年

『
民
法
判
例
演
習
』（
伊
藤
進
・
織
田
博
子
編
）
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
五
年

『〈
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〉
物
権
（
平
成
一
六
年
民
法
現
代
化
［
第
五
版
］
新
条
文
対
照
補
訂
版
』（
遠
藤
浩
・
鎌
田
薫
編
）
日
本
評

論
社
、
二
〇
〇
五
年

『〈
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〉
債
権
各
論
Ⅰ
（
契
約
）（
平
成
一
六
年
民
法
現
代
化
［
第
四
版
］
新
条
文
対
照
補
訂
版
』（
遠
藤
浩
編
）
日

九
〇
〇
）
七
七
七
一
（



長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年

『
解
説 

関
連
で
み
る
民
法
Ⅰ
』（
椿
寿
夫
、
新
美
育
文
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年

『
解
説 
関
連
で
み
る
民
法
Ⅱ
』（
椿
寿
夫
、
新
美
育
文
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年

『
信
託
法
Ｑ
＆
Ａ
：
実
務
解
説
』〈
加
除
式
〉（
今
井
和
夫
ほ
か
編
）
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
八
年

『
社
会
の
変
容
と
民
法
典
』（
円
谷
俊
編
）
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年

『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民
法
Ⅱ
債
権
』（
松
本
恒
雄
、
潮
見
佳
男
編
）
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年

『
解
説 

新
・
条
文
に
な
い
民
法
』（
椿
寿
夫
、
中
舎
寛
樹
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年

『
法
人
保
証
・
法
人
根
保
証
の
法
理
─
そ
の
理
論
と
実
務
─
』（
椿
寿
夫
ほ
か
編
）
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
年

『
代
理
の
研
究
』（
椿
寿
夫
、
伊
藤
進
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年

『
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル 

ビ
ジ
ネ
ス
法
務
』（
藤
川
信
夫
、
松
嶋
隆
弘
編
）
芦
書
房
、
二
〇
一
一
年

『
支
払
決
済
の
法
と
し
く
み
』（
根
田
正
樹
、
大
久
保
拓
也
編
）
学
陽
書
房
、
二
〇
一
二
年

『
多
角
的
法
律
関
係
の
研
究
』（
椿
寿
夫
、
中
舎
寛
樹
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年

『
財
産
法
の
新
動
向
』（
清
水
元
ほ
か
編
）
信
山
社
、
二
〇
一
二
年

『
非
典
型
契
約
の
総
合
的
検
討
』（
椿
寿
夫
・
伊
藤
進
編
）
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年

『
強
行
法
・
任
意
法
で
み
る
民
法
』（
椿
寿
夫
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年

『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第
一
巻
』（
円
谷
俊
編
）
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年

『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第
二
巻
』（
円
谷
俊
編
）
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年

九
〇
一
）
七
七
七
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第
三
巻
』（
円
谷
俊
編
）
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年

『
民
法
に
お
け
る
強
行
法
・
任
意
法
』（
椿
寿
夫
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
五
年

『
三
角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』（
椿
寿
夫
編
）
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
年

『
強
行
法
・
任
意
法
の
研
究
』（
近
江
幸
司
、
椿
寿
夫
編
）
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年

『〈
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）
物
権
』（
鎌
田
薫
ほ
か
編
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年

【
学
術
論
文
】

「
土
地
工
作
物
責
任
の
一
考
察
─
土
地
工
作
物
か
ら
生
じ
た
火
災
失
火
責
任
法
と
の
関
係
─
」
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論

文
集
二
三
号
（
一
九
八
六
年
）

「
譲
渡
担
保
に
お
け
る
『
受
戻
権
』
の
時
効
消
滅
と
期
間
制
限
」
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
二
四
号
（
一
九
八
六
年
）

「
動
物
占
有
者
責
任
に
つ
い
て
─
判
例
・
条
例
と
比
較
法
─
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
一
号
（
一
九
八
五
年
）

「
住
宅
に
お
け
る
動
物
の
保
有
（
上
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
六
一
二
号
（
一
九
八
八
年
）

「
住
宅
に
お
け
る
動
物
の
保
有
（
下
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
六
二
号
（
一
九
八
八
年
）

「
譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
と
受
戻
権
」
半
田
正
夫
編
『
現
代
判
例
民
法
学
の
課
題
』〈
森
泉
章
還
暦
記
念
論
集
〉（
一
粒
社
、
一
九
八
八
年
）

「
法
典
編
纂
か
ら
見
た
『
被
害
者
の
過
失
』
─
ロ
ー
マ
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
典
の
成
立
ま
で
（
一
）」
駿
河
台
法
学
通
巻
二
号
（
一
九
八
八
年
）

「
法
典
編
纂
か
ら
見
た
『
被
害
者
の
過
失
』
─
ロ
ー
マ
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
典
の
成
立
ま
で
（
二
）」
駿
河
台
法
学
三
巻
一
号
（
一
九
八
九
年
）

「
法
典
編
纂
か
ら
見
た
『
被
害
者
の
過
失
』
─
ロ
ー
マ
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
典
の
成
立
ま
で
（
三
）」
駿
河
台
法
学
三
巻
二
号
（
一
九
九
〇
年
）

九
〇
二
）
七
七
七
一
（



長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

「
法
典
編
纂
か
ら
見
た
『
被
害
者
の
過
失
』
─
ロ
ー
マ
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
典
の
成
立
ま
で
（
四
・
完
）」
駿
河
台
法
学
四
巻
一
号

（
一
九
九
〇
年
）

「
イ
ギ
リ
ス
不
法
行
為
法
に
お
け
る
寄
与
過
失
の
堀
と
そ
の
理
論
的
基
礎
（
上
）」
駿
河
台
法
学
五
巻
一
号
（
一
九
九
一
年
）

「
イ
ギ
リ
ス
不
法
行
為
法
に
お
け
る
寄
与
過
失
の
堀
と
そ
の
理
論
的
基
礎
（
下
）」
駿
河
台
法
学
五
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）

「
過
失
相
殺
の
理
論
史
的
系
譜
『
被
害
者
の
過
失
』
理
論
─
法
典
編
纂
か
ら
見
た
過
失
相
殺
の
意
義
と
被
害
者
の
過
失
類
型
に
立
脚
し

て
─
」〈
博
士
論
文
〉（
慶
応
義
塾
大
学
、
一
九
九
二
年
）

「『
準
信
託
』
と
し
て
の
『
徳
義
的
信
託
（honorary trust

）』
の
わ
が
国
へ
の
導
入
可
能
性
─
人
間
以
外
の
も
の
を
受
益
者
と
す
る
信

託
設
定
を
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
─
」
信
託
法
研
究
一
六
号
（
一
九
九
二
年
）

「
法
理
と
し
て
の
『
比
較
過
失
』
の
制
度
的
意
義
」
駿
河
台
法
学
六
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
）

「
根
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
と
保
証
債
務
」〈
半
田
正
夫
還
暦
記
念
論
集
〉
森
泉
章
編
『
民
法
と
著
作
権
法
の
諸
問
題
』（
法
学
書
院
、

一
九
九
三
年
）

「
土
地
・
建
物
の
共
同
担
保
に
お
い
て
建
物
が
滅
失
し
再
築
さ
れ
た
場
合
と
法
定
地
上
権
の
成
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
一
五
号

（
一
九
九
三
年
）

「
接
境
建
築
の
法
理
と
立
法
趣
旨
の
再
検
討
」
駿
河
台
法
学
七
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
）

「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
」
森
泉
章
・
池
田
真
朗
編
『
消
費
者
保
護
の
法
律
問
題
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
）

「
土
地
お
よ
び
建
物
の
移
転
登
記
と
決
定
地
上
権
の
成
否
」
銀
行
法
務
21 
五
一
一
号
（
一
九
九
五
年
）

「
建
物
譲
渡
特
約
付
借
地
権
の
創
設
と
利
害
調
整
」
駿
河
台
法
学
八
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）

九
〇
三
）
七
七
七
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

「
開
発
危
険
の
抗
弁
と
製
造
物
責
任
の
特
質
」
駿
河
台
法
学
九
巻
一
号
（
一
九
九
五
年
）

「
土
地
信
託
に
お
け
る
信
託
登
記
の
理
論
と
実
際
」
駿
河
台
法
学
一
〇
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
八
三
頁

「
建
物
の
合
棟
・
合
体
と
抵
当
権
の
効
力
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
三
号
（
一
九
九
六
年
）

「
建
物
譲
渡
の
相
当
の
対
価
」
水
本
浩
編
『
借
地
借
家
法
の
理
論
と
実
務
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）

「
立
木
ト
ラ
ス
ト
に
お
け
る
立
木
所
有
権
の
あ
り
方
と
明
認
方
法
」
駿
河
台
法
学
一
一
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）

「
素
因
減
責
論
の
新
展
開
に
見
る
過
失
相
殺
法
理
の
拡
張
的
適
用
の
意
義
」
駿
河
台
法
学
一
一
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）

「
債
権
証
書
等
の
喪
失
」
銀
行
法
務
21 

五
八
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

「
ア
メ
リ
カ
の
ペ
ッ
ト
法
事
情
」
法
律
時
報
七
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
一
年
）

「
銀
行
取
引
約
款
の
変
遷
と
損
失
負
担
・
免
責
条
項
」
駿
河
台
法
学
一
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）

「
無
効
行
為
の
転
換
」
椿
寿
夫
編
『
法
律
行
為
無
効
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
）

「
犯
罪
被
害
者
の
損
害
回
復
と
附
帯
私
訴
・
刑
事
和
解
の
制
度
」
比
較
法
文
化
（
駿
河
台
台
大
学
比
較
法
研
究
所
）（
二
〇
〇
一
年
）

「
異
主
体
の
請
求
権
競
合
と
損
害
の
複
数
関
与
者
の
責
任
」〈
遠
藤
浩
先
生
傘
寿
記
念
〉『
現
代
民
法
学
の
理
論
と
課
題
』（
第
一
法
規
出
版
、

二
〇
〇
二
年
）

「
不
真
正
連
帯
債
務
の
類
型
的
思
考
と
求
償
権
・
負
担
部
分
」
駿
河
台
法
学
一
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）

「
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
例
に
み
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
法
的
地
位
」
比
較
法
文
化
（
駿
河
台
大
学
比
較
法
研
究
所
）
一
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
み
る
新
し
い
資
産
担
保
手
段
と
法
律
上
の
問
題
点
」
獨
協
法
学
六
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）

「
不
真
正
連
帯
債
務
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
六
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）

九
〇
四
）
七
七
七
一
（



長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

「
不
真
正
連
帯
債
務
（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
七
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）

「
根
保
証
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
九
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）

「
根
保
証
の
立
法
化
を
め
ぐ
る
問
題
」
獨
協
法
学
六
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）

「
法
人
根
保
証
、
経
営
者
の
個
人
根
保
証
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
二
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）

「
貸
金
等
根
保
証
契
約
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
獨
協
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）

「
代
理
に
お
け
る
信
認
関
係
─
受
任
者
・
代
理
人
の
忠
実
義
務
と
信
認
代
理
」
法
律
時
報
七
九
巻
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）

「
委
任
・
代
理
と
信
認
関
係
、
忠
実
義
務
」
民
事
法
情
報
二
四
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）

「
担
保
権
の
設
定
と
信
託
の
形
式
で
行
う
場
合
の
い
わ
ゆ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
と
そ
の
法
律
関
係
」（
特
集 

信
託
法
と
そ
の
活

用
）
自
由
と
正
義
五
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）

「
弁
済
の
提
供
お
よ
び
受
領
遅
滞
規
定
を
ど
う
見
直
す
か
」
椿
寿
夫
ほ
か
編
『
民
法
改
正
を
考
え
る
』（
法
律
時
報
増
刊
）（
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
八
年
）

「
信
託
の
特
質
・
そ
の
多
様
性
と
多
角
的
法
律
関
係
」
法
律
時
報
八
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
獣
医
師
の
民
事
責
任
」
獨
協
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）

「
信
託
を
用
い
た
担
保
権
の
設
定
（
い
わ
ゆ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
）
と
債
権
者
の
関
与
」
民
事
法
情
報
二
七
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）

「
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
の
審
議
か
ら
み
た
担
保
権
信
託
（
い
わ
ゆ
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ラ
ス
ト
）
の
意
義
と
立
法
課
題
」
日
本
法
学

七
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）

「
日
本
に
お
け
る
獣
医
療
過
誤
訴
訟
と
獣
医
師
の
民
事
責
任
」
自
由
と
正
義
六
〇
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）

九
〇
五
）
七
七
七
八
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

「
物
的
担
保
に
お
け
る
担
保
権
者
と
被
担
保
債
権
の
債
権
者
と
の
分
離
に
つ
い
て
」
日
本
大
学
法
学
部
編
『
日
本
大
学
法
学
部
創
設

一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
』（
日
本
大
学
、
二
〇
〇
九
年
）

「
民
法
学
の
立
場
か
ら
み
た
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
」（
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
法
学
紀
要
（
日
本
大
学
）

五
一
巻
（
二
〇
〇
九
年
）

「
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
に
お
け
る
担
保
取
得
と
担
保
権
信
託
の
活
用
」
日
本
法
学
七
五
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）

「
新
農
地
法
と
農
地
の
「
利
用
」
を
め
ぐ
る
問
題
」
Ｊ
Ａ
金
融
法
務
四
七
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）

「
貸
金
等
根
保
証
契
約
の
適
用
範
囲
と
そ
の
外
延
─
法
人
保
証
を
含
め
た
根
保
証
規
定
の
見
直
し
の
た
め
に
─
」
椿
寿
夫
ほ
か
編
『
法

人
保
証
・
法
人
根
保
証
の
法
理
─
そ
の
理
論
と
実
務
─
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
〇
年
）

「
無
体
財
産
権
の
管
理
・
利
用
と
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
二
七
号
（
二
〇
一
〇
年
）

「
平
成
の
農
地
改
革
と
農
地
貸
借
の
自
由
化
─
所
有
か
ら
利
用
へ
の
政
策
転
換
が
意
味
す
る
も
の
─
」
日
本
法
学
七
六
巻
二
号

（
二
〇
一
〇
年
）

「
信
認
関
係
と
忠
実
義
務
─
信
認
型
契
約
の
創
設
を
構
想
す
る
立
場
か
ら
の
提
言
─
」
円
谷
峻
編
『
社
会
の
変
容
と
民
法
典
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
〇
年
）
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「
信
認
代
理
の
法
理
─
代
理
人
の
忠
実
義
務
と
利
益
掃
出
し
効
果
を
中
心
に
」
椿
寿
夫
＝
伊
藤
進
編
『
代
理
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、

九
〇
六
）
七
七
七
七
（



長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

二
〇
一
一
年
）

「
名
誉
毀
損
の
法
理
と
歴
史
的
展
開
」
長
谷
川
貞
之
ほ
か
共
編
著
『
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
名
誉
毀
損
と
損
害
賠
償
』（
三
協
法
規
出
版
、

二
〇
一
一
年
）

「
名
誉
毀
損
と
損
害
賠
償
」
長
谷
川
貞
之
ほ
か
共
編
著
『
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
名
誉
毀
損
と
損
害
賠
償
』（
三
協
法
規
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
適
用
範
囲
の
類
型
化
を
め
ぐ
る
問
題
」
日
本
法
学
七
七
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
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「
相
殺
と
交
互
計
算
」
根
田
正
樹
＝
大
久
保
拓
也
編
『
支
払
決
済
の
法
と
し
く
み
』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
二
年
）

「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
多
角
的
法
律
関
係
」
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
法
律
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）

「
信
託
の
特
質
・
そ
の
多
様
性
と
多
角
的
法
律
関
係
」
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
多
角
的
法
律
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）

「
担
保
権
信
託
と
パ
ラ
レ
ル
・
デ
ッ
ト
に
よ
る
担
保
権
設
定
の
代
替
補
完
性
」〈
平
井
一
雄
先
生
喜
寿
記
念
〉
清
水
元
ほ
か
編
『
財
産
法

の
新
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）

「
Ｅ
Ｕ
取
引
法
と
日
本
法
へ
の
示
唆
：『
ユ
ー
ロ
抵
当
』
構
想
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に
」
法
学
紀
要
（
日
本
大
学
）
五
三
巻
（
二
〇
一
三
年
）

「
連
帯
債
務
─
連
帯
債
務
の
要
件
、
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
つ
い
て
生
じ
た
事
由
の
効
力
等
」
円
谷
峻
編
著
『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第

一
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

「
多
数
当
事
者
の
債
権
及
び
債
務
─
総
論
」
円
谷
峻
編
著
『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第
一
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

「
根
保
証
」
円
谷
峻
編
『
民
法
改
正
案
の
検
討
第
一
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

九
〇
七
）
七
七
七
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

「
相
殺
権
の
濫
用
」
円
谷
峻
編
『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第
二
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

「
法
定
相
殺
と
差
押
え
、
相
殺
予
約
の
効
力
」
円
谷
峻
編
『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第
二
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
」
円
谷
峻
編
『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第
三
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

「
役
務
提
供
型
の
典
型
契
約
（
雇
用
、
請
負
、
委
任
、
寄
託
）
総
論
」
円
谷
峻
編
『
民
法
改
正
案
の
検
討 

第
三
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

「
判
例
・
学
説
に
お
け
る
物
権
規
定
の
強
行
法
性
」
法
律
時
報
八
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）

「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
意
義
と
民
法
五
三
七
条
二
項
の
強
行
法
規
性
」
法
律
時
報
八
五
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）

「
信
託
の
担
保
的
利
用
と
そ
の
展
開
─
担
保
目
的
の
信
託
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
か
─
」〈
村
田
彰
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
〉

『
現
代
法
と
法
シ
ス
テ
ム
』（
酒
井
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

「
受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
」
日
本
法
学
八
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）

「
判
例
・
学
説
に
み
る
物
権
規
定
の
強
行
法
性
」
椿
寿
夫
編
『
民
法
に
お
け
る
強
行
法
・
任
意
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
五
年
）

「
委
任
に
お
け
る
任
意
解
除
権
の
規
範
的
性
質
」
日
本
法
学
八
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）

「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
と
多
角
取
引
」
椿
寿
夫
編
『
三
角
・
多
角
取
引
と
民
法
法
理
の
深
化
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
一
号
（
商
事

法
務
、
二
〇
一
六
年
）

「
目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
─
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
つ
の
統
一
法
典
、
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
展
開
を
参

考
に
し
て
─
」
日
本
法
学
八
一
巻
四
号
（
二
〇
一
六
年
）

「
契
約
上
の
地
位
の
譲
渡
─
隠
れ
た
〝
多
角
・
三
角
〟
取
引
と
多
元
的
な
契
約
理
論
へ
の
転
換
の
可
能
性
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
八
八
号

（
二
〇
一
六
年
）

九
〇
八
）
七
七
一
一
（



長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

「
損
害
賠
償
命
令
制
度
の
意
義
と
機
能
─
刑
事
司
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
よ
る
損
害
賠
償
制
度
の
再
構
築
の
可
能
性
─
」
日
本
法
学

八
二
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）

「
財
産
上
の
負
担
を
伴
う
表
現
行
為
の
規
制
と
「
や
む
に
已
ま
れ
ぬ
利
益
」
─
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
サ
ム
の
息
子
法
を
め
ぐ
る
違
憲
判
決

を
中
心
に
─
」
日
本
法
学
八
二
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）

「
契
約
上
の
地
位
の
譲
渡
と
多
角
の
視
点
（
１
）」
月
刊
社
労
士
五
二
巻
一
一
号
（
二
〇
一
六
年
）

「
契
約
上
の
地
位
の
譲
渡
と
多
角
の
視
点
（
２
）」
月
刊
社
労
士
五
二
巻
一
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
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「
過
失
相
殺
」
伊
藤
文
夫
・
編
集
代
表
『
人
身
損
害
賠
償
法
の
理
論
と
実
務
』（
保
険
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
七
年
）

「
委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
」
日
本
法
学
八
四
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）

「
新
民
法
と
強
行
法
・
任
意
法
─
請
負
・
委
任
に
お
け
る
契
約
不
適
合
責
任
、
解
除
を
中
心
に
─
」
近
江
幸
治
＝
椿
寿
夫
編
『
強
行

法
・
任
意
法
の
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）

「
委
任
に
お
け
る
委
任
者
の
任
意
解
除
と
『
受
任
者
の
利
益
』
─
債
権
法
改
正
過
程
か
ら
見
え
た
も
の
─
」
日
本
法
学
八
五
巻
二
号

（
二
〇
一
九
年
）

「
委
任
契
約
の
終
了
と
任
意
解
除
権
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
五
一
号
（
二
〇
一
九
年
）

「
市
場
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
諸
問
題
」
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）

「
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
よ
る
契
約
と
伝
統
的
契
約
理
論
」
日
本
法
学
八
六
巻
二
＝
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）九

〇
九
）
七
七
一
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
法
的
地
位
と
契
約
上
の
責
任
」
日
本
法
学
八
七
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）

「
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
Ｄ
Ｐ
Ｆ
）
取
引
透
明
化
法
に
導
入
さ
れ
た
『
共
同
規
制
』
の
意
義
と
Ｄ
Ｐ
Ｆ
提
供
者
の
役
割
」
日
本

法
学
八
七
巻
四
号
（
二
〇
二
二
年
）

「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
形
成
と
契
約
理
論
」
日
本
法
学
八
八
巻
二
号
（
二
〇
二
二
年
）

【
解
説
・
論
評
】

「
安
全
配
慮
義
務
の
内
容
・
性
質
お
よ
び
適
用
範
囲
」
ハ
イ
・
ロ
ー
ヤ
ー
一
一
五
号
（
一
九
九
二
年
）

「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
る
民
法
ガ
イ
ド
」（
共
著
）
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
九
号
（
一
九
九
四
年
）

「
主
債
務
の
時
効
完
成
後
の
保
証
債
務
の
承
認
と
主
債
務
の
時
効
援
用
」
ハ
イ
・
ロ
ー
ヤ
ー
一
二
一
号
（
一
九
九
五
年
）

「
不
当
利
得
と
転
用
物
訴
権
」
ハ
イ
・
ロ
ー
ヤ
ー
一
一
八
号
（
一
九
九
五
年
）

「
最
新
判
例
の
核
心
に
ふ
れ
る
！
─
最
高
裁
判
破
棄
判
例
を
素
材
に
し
て
」（
共
著
）
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
九
五
号
（
一
九
九
六
年
）

「
取
り
消
す
べ
き
債
務
の
保
証
と
保
証
人
の
取
消
権
」
ハ
イ
・
ロ
ー
ヤ
ー
一
三
三
号
（
一
九
九
六
年
）

「
建
物
請
負
契
約
に
お
け
る
請
負
人
・
注
文
者
の
破
産
─
建
物
所
有
権
の
帰
属
、
請
負
報
酬
債
権
と
敷
地
抵
当
権
を
中
心
に
」
ハ
イ
・

ロ
ー
ヤ
ー
一
二
八
号
（
一
九
九
六
年
）

「
不
法
行
為
責
任
と
求
償
権
」
ハ
イ
・
ロ
ー
ヤ
ー
一
四
九
号
（
一
九
九
七
年
）

「
相
殺
の
担
保
的
機
能
と
そ
の
拡
張
」
ハ
イ
・
ロ
ー
ヤ
ー
一
三
三
号
（
一
九
九
七
年
）

「
公
法
・
私
法
の
交
錯
と
比
較
法
」（
共
著
）
比
較
法
文
化
（
駿
河
台
大
学
比
較
法
研
究
所
）
一
〇
号
（
二
〇
〇
一
年
）

九
一
〇
）
七
七
一
一
（



長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

「
短
期
賃
貸
借
の
保
護
」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
〈
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〉『
物
権
［
第
五
版
］
平
成
一
四
年
ま
で
の
法
改
正
に
対

応
』（
共
著
・
分
担
執
筆
）（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
二
年
）

「
労
務
供
給
契
約
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
八
六
号
（
二
〇
〇
三
年
）

「
日
常
家
事
代
理
権
の
越
権
行
為
と
一
一
〇
条
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
九
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）

「
被
害
者
の
素
因
と
七
二
二
条
二
項
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
〇
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）

「
同
時
履
行
の
抗
弁
権
（
民
法
五
三
三
条
）」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
〈
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〉
遠
藤
浩
・
鎌
田
薫
編
『
債
権
各
論
Ⅰ

（
契
約
）［
第
四
版
］（
平
成
一
六
年
民
法
現
代
化
［
第
四
版
］
新
条
文
対
照
補
訂
版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）

「
抵
当
建
物
使
用
者
の
引
渡
し
の
猶
予
（
民
法
三
五
九
条
）」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
〈
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〉
遠
藤
浩
・
鎌
田
薫
編

『
物
権
（
平
成
一
六
年
民
法
現
代
化
［
第
五
版
］
新
条
文
対
照
補
訂
版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）

「
抵
当
権
者
の
同
意
の
登
記
が
あ
る
場
合
の
賃
借
権
の
対
抗
力
（
民
法
三
八
七
条
）」
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
〈
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〉

遠
藤
浩
・
鎌
田
薫
編
『
物
権
（
平
成
一
六
年
民
法
現
代
化
［
第
五
版
］
新
条
文
対
照
補
訂
版
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）

「
日
常
家
事
代
理
権
の
越
権
行
為
と
一
一
〇
条
」
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
解
説
類
推
適
用
か
ら
み
る
民
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）

「
被
害
者
の
素
因
と
七
二
二
条
二
項
」
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
解
説
類
推
適
用
か
ら
み
る
民
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）

「
未
成
年
者
の
日
常
生
活
行
為
と
九
条
た
だ
し
書
」
椿
寿
夫
＝
中
舎
寛
樹
編
『
解
説 

類
推
適
用
か
ら
み
る
民
法
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
五
年
）

「
契
約
と
単
独
行
為
」
椿
寿
夫
＝
新
美
育
文
編
『
解
説 

関
連
で
み
る
民
法
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）

「
委
任
な
ど
の
労
務
供
給
契
約
」
椿
寿
夫
＝
新
美
育
文
編
『
解
説 

関
連
で
み
る
民
法
Ⅱ
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
五
八
頁

九
一
一
）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

「
温
泉
権
と
最
近
の
裁
判
例
─
何
処
へ
行
く
温
泉
権
─
」
温
泉
七
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）

「
寄
与
度
」
椿
寿
夫
・
中
舎
寛
樹
編
著
『
解
説 

新
・
条
文
に
な
い
民
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）

「
製
造
業
に
お
け
る
法
律
問
題
（
３
）：
医
療
品
・
化
学
製
品
」
藤
川
信
夫
＝
松
嶋
隆
弘
編
『
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル 

ビ
ジ
ネ
ス
法
務
』（
芦

書
房
、
二
〇
一
一
年
）

「
第
三
者
に
よ
る
個
人
連
帯
保
証
を
原
則
禁
止
と
す
る
金
融
庁
新
監
督
指
針
に
つ
い
て
」
Ｊ
Ａ
金
融
法
務
四
八
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
頁

「
連
帯
債
務
に
お
け
る
免
除
特
約
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
四
号
（
二
〇
一
一
年
）

「
連
帯
債
務
の
成
否
と
連
帯
特
約
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
四
号
（
二
〇
一
一
年
）

「
債
権
譲
渡
禁
止
特
約
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
四
号
（
二
〇
一
一
年
）

「
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
意
義
と
民
法
五
三
七
条
二
項
の
強
行
法
性
」
椿
寿
夫
編
『
民
法
に
お
け
る
強
行
法
・
任
意
法
』（
日
本

評
論
社
、
二
〇
一
五
年
）

「
代
価
弁
済
・
抵
当
権
消
滅
請
求
」
鎌
田
薫
ほ
か
編
『〈
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
〉
物
権
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）

【
判
例
研
究
（
判
例
評
釈
、
判
例
解
説
な
ど
）】

「
建
築
基
準
法
六
五
条
所
定
の
建
築
物
の
建
築
と
民
法
二
三
四
条
一
項
適
用
の
有
無
─
最
高
裁
平
成
元
年
九
月
一
九
日
第
三
小
法
廷
判

決
─
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
一
号
（
一
九
九
〇
年
）

「
不
作
為
不
法
行
為
の
成
立
要
件
─
遊
び
の
仲
間
の
レ
ー
ル
上
へ
の
置
石
と
不
作
為
の
不
法
行
為
責
任
」
駿
河
台
法
学
四
巻
一
号

（
一
九
九
〇
年
）

九
一
二
）
七
七
一
一
（



長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

「
土
地
・
建
物
の
共
同
担
保
に
お
い
て
建
物
が
滅
失
し
再
築
さ
れ
た
場
合
と
法
定
地
上
権
の
成
否
─
東
京
地
裁
平
成
四
年
六
月
八
日
執

行
処
分
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
一
五
号
（
一
九
九
三
年
）

「
共
同
不
法
行
為
者
間
の
求
償
権
行
使
と
民
法
七
〇
八
条
の
類
権
適
用
─
名
古
屋
地
平
成
四
年
一
一
月
九
日
判
決
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
〇
五
〇
号
（
一
九
九
四
年
）

「
原
野
商
法
の
違
法
性
」〈
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
号
〉『
消
費
者
取
引
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）

「
藤
井
寺
球
場
事
件
─
ナ
イ
タ
ー
工
事
続
行
差
止
静
穏
環
境
維
持
の
仮
処
分
決
定
」〈
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
号
〉『
公
害
・
環
境
判

例
百
選
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）

「
武
蔵
野
市
マ
ン
シ
ョ
ン
日
照
妨
害
事
件
」〈
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
一
号
〉『
環
境
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）

「
内
縁
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
と
居
住
不
動
産
の
利
用
関
係
」
伊
藤
進
編
『
民
法
判
例
演
習
』（
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

「
ペ
ッ
ト
犬
の
糖
尿
病
に
よ
る
死
亡
と
獣
医
師
の
不
法
行
為
責
任
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）

「
公
共
工
事
の
前
払
金
に
か
か
る
預
金
払
戻
請
求
権
と
貸
付
債
権
と
の
相
殺
の
可
否
（
名
古
屋
高
金
沢
支
判
二
一
年
七
月
二
二
日
判
決
）」
判

例
評
論
六
一
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）

「
七
二
二
条
二
項
に
い
う
「
過
失
」
の
意
味
」
松
本
恒
雄
＝
潮
見
佳
男
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民
法
Ⅱ
債
権
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）

「
過
失
相
殺
能
力
と
被
害
者
の
過
失
相
殺
能
力
」
松
本
恒
雄
＝
潮
見
佳
男
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民
法
Ⅱ
債
権
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）

「
被
害
者
『
側
』
の
過
失
の
意
味
」
松
本
恒
雄
＝
潮
見
佳
男
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民
法
Ⅱ
債
権
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）

「
被
害
者
『
側
』
の
過
失
─
無
償
同
乗
に
お
け
る
運
転
者
」
松
本
恒
雄
＝
潮
見
佳
男
編
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民
法
Ⅱ
債
権
』（
信
山
社
、

二
〇
一
〇
年
）

九
一
三
）
七
七
一
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

「
別
除
権
行
使
に
よ
る
主
た
る
債
務
の
弁
済
と
開
始
時
現
存
額
主
義
の
適
用
の
可
否
」
潮
見
佳
男
ほ
か
介
編
『
金
融
・
消
費
者
取
引
判

例
の
分
析
と
展
開
』（
金
融
・
商
事
判
例
増
刊
一
三
三
六
号
）（
経
済
法
令
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）

「
融
資
と
建
物
建
築
と
が
一
体
と
な
っ
た
提
案
と
銀
行
・
建
築
会
社
担
当
者
の
説
明
義
務
」
潮
見
佳
男
ほ
か
編
『
金
融
・
消
費
者
取
引

判
例
の
分
析
と
展
開
』（
金
融
・
商
事
判
例
増
刊
号
一
三
三
六
号
）（
経
済
法
令
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）

「
重
度
の
自
閉
症
児
の
福
祉
施
設
に
お
け
る
事
故
死
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
に
つ
き
、
重
度
障
害
者
も
健
常
児
並
み
に
就
労
の
機
会
が

増
え
つ
つ
あ
る
と
し
て
、
一
定
程
度
の
就
労
の
可
能
性
を
認
め
て
逸
失
利
益
が
認
め
ら
れ
た
事
例
─
青
森
地
裁
平
成
二
一
年
一
二
月

二
五
日
判
決
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
六
巻
九
号
（
二
〇
一
二
年
）

「
マ
ス
タ
ー
・
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
に
よ
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
更
新
拒
絶
と
サ
ブ
・
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
に
対
す
る
損
害
賠
償

責
任
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
七
号
（
二
〇
一
三
年
）

「
人
身
傷
害
補
償
条
項
に
基
づ
き
人
傷
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
者
に
よ
る
請
求
権
代
位
の
範
囲
と
そ
の
計
算
方
法
─
最
高
裁
第
一
小

法
廷
平
成
二
四
年
二
月
二
〇
日
判
決
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
七
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）

「
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
お
け
る
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
に
対
す
る
見
切
り
販

売
に
よ
る
値
引
き
を
禁
止
す
る
言
動
と
独
禁
法
に
よ
る
禁
止
該
当
性
：
セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
値
引
き
制
限
訴
訟
判
決
［
東
京
高
裁
平

成
二
五
年
八
月
三
〇
日
判
決
、
福
岡
高
裁
平
成
二
五
年
三
月
二
八
日
判
決
、
福
岡
地
裁
平
成
二
五
年
三
月
二
八
日
判
決
］」
私
法
判

例
リ
マ
ー
ク
ス
五
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）

「
遅
延
損
害
金
の
起
算
日
」
交
通
事
故
判
例
百
選
［
第
五
版
］〈
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
三
号
〉（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）

「
五
三
七
条
の
第
三
者
（
五
三
七
条
二
項
）」
伊
藤
進
監
修
『
改
正
［
債
権
法
］
に
お
け
る
判
例
法
理
の
射
程
─
訴
訟
実
務
で
押
さ
え
る

九
一
四
）
七
七
一
一
（



長
谷
川
貞
之
教
授
　
主
要
業
績

べ
き
重
要
論
点
の
す
べ
て
』（
第
一
法
規
、
二
〇
二
〇
年
）

「
手
付
と
履
行
の
着
手
（
五
五
七
条
一
項
）」
伊
藤
進
監
修
『
改
正
民
法
［
債
権
法
］
に
お
け
る
判
例
法
理
の
射
程
：
訴
訟
実
務
で
押
さ

え
る
べ
き
重
要
論
点
の
す
べ
て
』（
第
一
法
規
、
二
〇
二
〇
年
）

「
手
付
の
倍
額
償
還
解
除
と
現
実
の
提
供
の
要
否
（
五
三
七
条
一
項
）」
伊
藤
進
監
修
『
改
正
［
債
権
法
］
に
お
け
る
判
例
法
理
の
射
程

─
訴
訟
実
務
で
押
さ
え
る
べ
き
重
要
論
点
の
す
べ
て
』（
第
一
法
規
、
二
〇
二
〇
年
）

【
そ
の
他
（
書
評
、
講
義
録
、
反
訳
な
ど
）】

〈
座
談
会
〉「
遠
藤
浩
先
生
を
囲
ん
で
─
遠
藤
浩
先
生
の
人
と
学
問
─
」
二
〇
〇
二
年
〈
遠
藤
浩
先
生
傘
寿
記
念
論
集
〉『
現
代
民
法
学

の
理
論
と
課
題
』（
第
一
法
規
出
版
）

〈
書
評
〉「
吉
井
啓
子
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
動
物
の
地
位
─
動
物
保
護
法
制
に
関
す
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
報
告
書
」
獨
協
ロ
ー
・

ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）

「
役
務
提
供
契
約
─
請
負
・
委
任
を
中
心
に
／
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
動
向
寄
付
講
座
」（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
寄
付
講
座
：
二
〇
一
一

年
度
講
義
録
）（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
、
二
〇
一
二
年
）

「
役
務
提
供
契
約
─
請
負
・
委
任
を
中
心
に
／
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
動
向
寄
付
講
座 

最
新
の
動
向
を
踏
ま
え
て
」（
明
治
大
学
法
科

大
学
院
寄
付
講
座
：
二
〇
一
二
年
度
講
義
録
）（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
、
二
〇
一
三
年
）

「
役
務
提
供
契
約
─
請
負
・
委
任
を
中
心
に
／
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
動
向
寄
付
講
座 

中
間
試
案
を
踏
ま
え
て
」（
明
治
大
学
法
科
大
学

院
寄
付
講
座
：
二
〇
一
三
年
度
講
義
録
）（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
、
二
〇
一
四
年
）

九
一
五
）
七
七
一
八
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

「
役
務
提
供
契
約
─
請
負
・
委
任
を
中
心
に
／
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
動
向
寄
付
講
座 

改
正
要
綱
仮
案
を
踏
ま
え
て
」（
明
治
大
学
法

科
大
学
院
寄
付
講
座
：
二
〇
一
五
年
度
講
義
録
）（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
、
二
〇
一
五
年
）

「
役
務
提
供
契
約
─
請
負
・
委
任
を
中
心
に
／
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
動
向
寄
付
講
座 

法
律
要
綱
案
・
法
律
案
を
踏
ま
え
て
」（
明
治

大
学
法
科
大
学
院
寄
付
講
座
：
二
〇
一
五
年
度
講
義
録
）（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
、
二
〇
一
六
年
）

「
物
損
と
慰
謝
料
」（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

物
損
を
め
ぐ
る
実
務
と
法
理
）
交
通
法
研
究
四
七
号
（
二
〇
一
九
年
）［
シ
ン
ポ
報
告
・
反
訳
］

九
一
六
）
七
七
一
七
（



執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

長

　坂

　
　
　純	

明
治
大
学
法
学
部
教
授

阿

　部

　徳

　幸	
日
本
大
学
教
授

大
久
保

　拓

　也	
日
本
大
学
教
授

大

　杉

　麻

　美	

日
本
大
学
教
授

岡

　田

　俊

　幸	

日
本
大
学
大
学
院
教
授

末

　澤

　国

　彦	

日
本
大
学
専
任
講
師

高

　畑

　英
一
郎	

日
本
大
学
教
授

中

　村

　
　
　進	

日
本
大
学
特
任
教
授

中

　山

　知

　己	

明
治
大
学
専
門
職
大
学
院
教
授

松

　嶋

　隆

　弘	

日
本
大
学
教
授

松

　嶋

　康

　尚	

日
本
大
学
非
常
勤
講
師
・
税
理
士

吉

　田

　純

　平	

日
本
大
学
准
教
授

吉

　井

　啓

　子	

明
治
大
学
法
学
部
教
授

山

　田

　孝

　紀	

日
本
大
学
准
教
授

矢

　島

　秀

　和	

白
鷗
大
学
法
学
部
准
教
授

松

　田

　真

　治	

関
西
学
院
大
学
法
学
部
准
教
授

深

　川

　裕

　佳	

南
山
大
学
法
務
研
究
科
教
授

蓮

　田

　哲

　也	

日
本
大
学
准
教
授

萩

　原

　基

　裕	

大
東
文
化
大
学
法
学
部
教
授

西

　島

　良

　尚	

流
通
経
済
大
学
法
学
部
教
授

柴

　崎

　
　
　暁	

早
稲
田
大
学
教
授

鬼

　頭

　俊

　泰	

日
本
大
学
教
授
（
商
学
部
）

金

　澤

　大

　祐	

日
本
大
学
准
教
授
（
商
学
部
）

加

　藤

　雅

　之	

日
本
大
学
教
授

帷

　子

　翔

　太	

日
本
大
学
助
教

織

　田

　有
基
子	

日
本
大
学
大
学
院
教
授

出

　雲

　
　
　孝	

日
本
大
学
准
教
授

芦

　野

　訓

　和	

専
修
大
学
法
学
部
教
授

福

　田

　誠

　治	

駒
澤
大
学
法
学
部
教
授

二
七
六





Diversifying Society and Challenges of Legal Studies

CONTENTS

Dedication

Jun Nagasaka, Die Schadensersatzhaftung bei Nichterfüllung der 
Dienstleistungspflicht ─ am Beispiel des deutschen 
Leistungsstörungsrechts

Noriyuki Abe, A Re-examination of the Japanese Consumption 
Tax

Takuya Ohkubo, Conflict between Executive Members and 
Action Seeking Removal of a Member of a 
Limited Liability Company ─ An Analysis on 
the Basis of the Tokyo District Court Judgment 
Dated November 29, 2021 ─

Mami Osugi, Memorandum of Understanding on Marriage 
Expenses and Assistance in the Event of the 
Breakup of a Marriage

Tosh iyuk i  Okada ,  “Corona-Spaziergänge”  und die 
Versammlungsfreiheit

Kunihiko Suezawa, A Study of the Enactment of the Local 
Horse Racing Act ─ Focusing on Parliamentary 
Deliberations

Eiichiro Takahata, The Bible Reading in Public Schools and 
the Separation of Church and State in the 
United States

Susumu Nakamura, Consumer Protective Provisions and 
Targeting Theory in the Brussels Ia Regulation 
─ Focusing on the Targeting Criteria in Article 
17(1)(c)

七
七
六



Tomomi Nakayama, Über den Gesamtakt im Zusammenhang 
mit der Diskussion von Herrn Dr. Santaroh 
Okamatsu

Takahiro Matsushima, Some Studies Concerning the Effectiveness 
of “Medical Corporation” Governance

Yasuhisa Matsushima, A Study of Bailouts through Refund 
Corporate Tax

Junpei Yoshida, Kosten für die Durchführung einer 
Zwangsvollstreckung zur Erwirkung einer 
vertretbaren Handlung

Keiko Yoshii, Les théories sur la nature juridique du contrat 
de société en France

Takanori Yamada, Berücksichtigung des Affektionsinteresses 
und des Tierschutzes bei der Entschädigung von 
Tierbehandlungskosten ─ Anregungen aus dem 
deutschen Recht

Hidekazu Yajima, Le champ contractuel dans le contrat de 
franchise ─ Selon les contrats d’intérêt commun 
de S. Lequette

Masaharu Matsuda, La possibilité de comparer le droit japonais 
et le droit français concernant la résiliation des 
contrats d’assurance

Yuka Fukagawa, La protection des consommateurs contre 
l ’utilisation non autorisée de la monnaie 
électronique

Tetsuya Hasuda, Beendigung und Fortsetzung des Auftrags 
unter dem Aspekt des Treuhandverhältnisses 
und der vertraglichen Interessen im Schweizer 
OR (Obligationenrecht)

Motohiro Hagiwara, Der gegen- und einseitige Vertrag sowie 
der entgeltliche und unentgeltliche Vertrag im 
BGB

二
七
六



Yoshinao Nishijima, Die Überprüfung der Beseitigungsansprüche 
aus der Forderungsverletzung

Satoru Shibazaki, « Certification » de la provision du chèque 
au profit du porteur en droit français

Toshiyasu Kito, An Analysis of the Legal Liability of Bond 
Administrative Assistants

Daisuke Kanazawa, A Study of Wrongful Trading in the UK 
─From the Perspective of Company Turnarounds

Masayuki Kato, What is the Right Way to Compensate for 
Damages in the Case of Death or Personal 
Injury?

Shota Katabira, Unclear Clauses in EC Terms and Conditions

Yukiko Oda, Recent Trends in the Hague Convention on the 
International Protection of Adults ─ Focusing 
on the Intersection of the Hague Convention on 
the International Protection of Adults and UN 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities

Takashi Izumo, Classification of Contracts and Risk Allocation 
Based on Christian Wolff’s Theory of Performance-
Order: The Position of the Covenant on Repair of 
Ordinary Wear and Tear in the Revised Japanese 
Civil Code as a Material Example

Norikazu Ashino, Rechtliche Struktur der digitalen Plattformen 
und rechtliche Haftung der Plattformanbieter

Seiji Fukuda, Le recours de la caution en vertu d’un mandat 
du débiteur : essai d’analyse historique

Career and Main Works of Professor Doctor Sadayuki Hasegawa

一
七
六





索

　
　引

九
二
三

日
本
法
学

　第
八
十
八
巻

　索

　引

論

　
　
　説

号

法
定
追
認
と
取
消
権
の
認
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
各
種
の
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
適
用
場
面
と
の
比
較
を
通
じ
て

─

野
　
中
　
貴
　
弘
�
一
（
　
　
一
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
資
金
洗
浄
）
罪
改
正
の
も
た
ら
す
示
唆

三
　
隅
　
　
　
諒
�
一
（
一
四
〇
）

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利

─�

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
九
日
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　（
連
邦
緊
急
ブ
レ
ー
キ
第
二
決
定
）
を
め
ぐ
っ
て

─

岡
　
田
　
俊
　
幸
�
二
（
　
　
一
）

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
に
お
け
る
合
意
形
成
と
契
約
理
論

長
谷
川
　
貞
　
之
�
二
（
　
四
一
）

国
連
憲
章
下
に
お
け
る

集
団
安
全
保
障
体
制
の
枠
組
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
安
全
保
障
理
事
会
の
権
限
と
裁
量
の
射
程
を
め
ぐ
っ
て

─

本
　
吉
　
祐
　
樹
�
二
（
二
二
八
） 頁

）
五
〇
九
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

九
二
四

地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て

西
　
原
　
雄
　
二
�
三
（
　
　
三
）

ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
を
例
に
し
て

─

小
　
澤
　
久
仁
男
�
三
（
　
五
九
）

計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�

─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
を
踏
ま
え
て

─

長
谷
川
　
福
　
造
�
三
（
　
九
五
）

協
働
型
地
域
社
会
に
お
け
る
政
策
過
程
と
評
価
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
福
　
島
　
康
　
仁
�
三
（
一
三
三
）

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
「
利
益
説
」
と
「
法
益
説
」
の
対
立

─
　
　

野
　
村
　
和
　
彦
�
三
（
一
五
九
）

船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察

南
　
　
　
健
　
悟
�
三
（
二
〇
五
）

契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
買
主
の
原
状
回
復
義
務
と
売
主
の
填
補
賠
償
責
任
の
競
合

─

野
　
中
　
貴
　
弘
�
三
（
二
四
七
）

電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
契
約
当
事
者
確
定
論
と
の
比
較
を
通
じ
て

─

田
　
中
　
夏
　
樹
�
三
（
三
〇
一
）

）
五
〇
九
一
（



索

　
　引

九
二
五

生
活
世
界
の
再
生
産
と
し
て
の
物
質
循
環
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
木
曽
馬
と
失
わ
れ
た
自
然
と
の
関
係

─

佐
　
幸
　
信
　
介
�
三
（
三
六
八
）

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
労
働
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
フ
ラ
ン
ス
「
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
サ
ラ
リ
エ
ル
」

─

大
　
山
　
盛
　
義
�
三
（
三
八
六
）

違
法
な
訴
訟
提
起
に
関
す
る
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

判
例
法
理
と
ス
ラ
ッ
プ
訴
訟

加
　
藤
　
雅
　
之
�
三
（
四
一
二
）

自
然
湧
出
泉
時
代
の

浅
間
温
泉
に
お
け
る
湯
口
権
の
諸
相
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
鷹
の
湯
事
件
前
史
と
し
て
の
２
つ
の
裁
判
例
を
手
が
か
り
と
し
て

─

清
　
水
　
恵
　
介
�
三
（
四
五
四
）

コ
イ
ン
ハ
イ
ブ
事
件
と
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

不
正
指
令
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
罪

上
　
野
　
幸
　
彦
�
三
（
四
八
〇
）

気
候
保
護
決
定
の
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
玉
　
蟲
　
由
　
樹
�
三
（
五
〇
八
）

地
方
都
市
の
中
心
市
街
地
に
お
け
る

ま
ち
づ
く
り
の
現
代
的
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
松
本
市
上
土
町
の
ま
ち
づ
く
り
を
事
例
と
し
て

─

白
　
戸
　
　
　
洋
�
三
（
五
五
〇
）

）
五
〇
九
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

九
二
六

地
方
自
治
法
第
244
条
の
２
第
３
項
が
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

文
化
行
政
領
域
に
与
え
た
影
響

小
　
林
　
真
　
理
�
三
（
五
八
〇
）

「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
」
か
ら
見
た

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

行
政
過
程
で
の
Ａ
Ｉ
活
用

黒
　
川
　
哲
　
志
�
三
（
六
〇
〇
）

役
務
提
供
給
付
（
行
為
債
務
）
の
不
履
行
賠
償
責
任
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
ド
イ
ツ
給
付
障
害
法
を
素
材
に
し
て

─

長
　
坂
　
　
　
純
�
四
（
　
　
三
）

消
費
税
の
再
検
討
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
阿
　
部
　
徳
　
幸
�
四
（
　
四
一
）

合
同
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
社
員
の
対
立
と
社
員
の
除
名
の
訴
え
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
東
京
地
判
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
を
素
材
と
し
て

─

大
久
保
　
拓
　
也
�
四
（
　
七
九
）

婚
姻
破
綻
時
に
お
け
る
婚
姻
費
用
と
扶
助
に
関
す
る
覚
書
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
　
杉
　
麻
　
美
�
四
（
一
〇
三
）

「
コ
ロ
ナ
散
歩
」
と
集
会
の
自
由

���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
岡
　
田
　
俊
　
幸
�
四
（
一
三
五
）

昭
和
二
十
一
年
・
地
方
競
馬
法
の
制
定
に
つ
い
て
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
議
会
で
の
審
議
を
中
心
に

─

末
　
澤
　
国
　
彦
�
四
（
一
七
三
）

）
五
〇
九
一
（



索

　
　引

九
二
七

公
立
学
校
に
お
け
る
聖
書
朗
読
と
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
高
　
畑
　
英
一
郎
�
四
（
一
九
七
）

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ｉ
ａ
規
則
に
お
け
る
消
費
者
保
護
規
定
と
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
論
�
�
�
�
�
�

─
第
一
七
条
⑴
⒞
に
お
け
る
タ
ー
ゲ
テ
ィ
ン
グ
基
準
に
つ
い
て

─

中
　
村
　
　
　
進
�
四
（
二
三
一
）

合
同
行
為
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
岡
松
参
太
郎
博
士
の
所
論
を
中
心
に

─

中
　
山
　
知
　
己
�
四
（
二
七
三
）

社
団
た
る
医
療
法
人
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
効
性
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�

─
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
二
六
日
判
タ
一
四
七
一
号
二
四
八
頁
を
素
材
と
し
て

─

松
　
嶋
　
隆
　
弘
�
四
（
三
〇
五
）

法
人
税
還
付
に
よ
る
過
払
金
債
権
者
の
救
済
に
関
す
る
一
考
察
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
松
　
嶋
　
康
　
尚
�
四
（
三
三
三
）

代
替
執
行
の
実
施
費
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
吉
　
田
　
純
　
平
�
四
（
三
五
三
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
組
合
契
約
の
法
的
性
質
論
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
吉
　
井
　
啓
　
子
�
四
（
四
〇
〇
）

動
物
の
治
療
費
の
賠
償
に
お
け
る
愛
着
利
益
・
動
物
保
護
の
考
慮
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
ド
イ
ツ
法
か
ら
の
示
唆

山
　
田
　
孝
　
紀
�
四
（
四
三
八
）

）
五
〇
九
〇
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

九
二
八

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
お
け
る
「
契
約
の
領
域
」
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
�
�

─
ス
ザ
ン
ヌ
・
ル
ケ
ッ
ト
の
共
通
利
益
の
契
約
（contrats�d'intérêt�commun

）
論
を
参
考
に

─

矢
　
島
　
秀
　
和
�
四
（
四
六
四
）

保
険
契
約
の
解
除
に
関
す
る
日
仏
比
較
の
可
能
性
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
松
　
田
　
真
　
治
�
四
（
五
〇
四
）

電
子
マ
ネ
ー
の
第
三
者
に
よ
る
無
権
限
利
用
に
お
け
る
保
有
者
の
保
護
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
フ
ラ
ン
ス
通
貨
金
融
法
典
を
参
考
に

─

深
　
川
　
裕
　
佳
�
四
（
五
二
八
）

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
信
頼
関
係
と
契
約
上
の
利
益
か
ら
み
る
委
任
の
終
了
と
継
続
�
�
�
蓮
　
田
　
哲
　
也
�
四
（
五
六
二
）

ド
イ
ツ
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
に
お
け
る
双
務
契
約
・
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

片
務
契
約
概
念
と
有
償
契
約
・
無
償
契
約
概
念
の
展
開

萩
　
原
　
基
　
裕
�
四
（
五
九
二
）

債
権
で
あ
る
賃
借
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
効
理
論
の
展
開
と
、

そ
の
将
来
的
展
望
に
つ
い
て
の
再
検
討
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�

─
「
権
利
の
性
質
」
の
実
質
的
機
能
と
「
権
利
の
内
容
」
か
ら
そ
の
保
護
の

　
　
あ
り
方
の
必
要
性
と
許
容
性
に
つ
い
て
の
理
論
展
開
・
序
論

─

西
　
島
　
良
　
尚
�
四
（
六
二
八
）

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
小
切
手
の
「
支
払
保
証
」
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
柴
　
崎
　
　
　
暁
�
四
（
六
四
六
）

社
債
管
理
補
助
者
に
よ
る
社
債
管
理
の
在
り
方
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
鬼
　
頭
　
俊
　
泰
�
四
（
六
七
四
）

）
五
〇
五
九
（



索

　
　引

九
二
九

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
不
当
取
引
の
一
考
察
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
会
社
の
事
業
再
生
の
観
点
か
ら

─

金
　
澤
　
大
　
祐
�
四
（
六
九
八
）

生
命
・
身
体
の
侵
害
に
よ
る
逸
失
利
益
の
賠
償
の
あ
り
方
に
関
す
る
再
検
討
　
　
　
　
　
�
�

─
後
遺
障
害
に
よ
る
逸
失
利
益
の
定
期
金
賠
償
を
認
め
た
最
高
裁
判
決
を
契
機
と
し
て

─

加
　
藤
　
雅
　
之
�
四
（
七
二
四
）

Ｅ
Ｃ
の
利
用
規
約
に
お
け
る
不
明
確
条
項
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
帷
　
子
　
翔
　
太
�
四
（
七
五
二
）

ハ
ー
グ
成
年
者
保
護
条
約
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
き
　
　
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
国
連
障
害
者
権
利
条
約
と
の
交
わ
り
を
中
心
に

─

織
　
田
　
有
基
子
�
四
（
七
八
四
）

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
履
行
順
序
論
に
も
と
づ
く
契
約
の
分
類
と
リ
ス
ク
配
分
�
�

─
改
正
民
法
に
お
け
る
通
常
損
耗
補
修
特
約
の
位
置
づ
け
を
素
材
と
し
て

─

出
　
雲
　
　
　
孝
�
四
（
八
二
二
）

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
法
的
構
造
と
提
供
者
の
法
的
責
任
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
芦
　
野
　
訓
　
和
�
四
（
八
五
八
）

梅
説
の
求
償
制
度
論
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
福
　
田
　
誠
　
治
�
四
（
八
九
二
）

）
五
〇
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
二
三
年
二
月
）

九
三
〇

研
究
ノ
ー
ト

コ
ロ
ナ
・
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
平
等
原
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

─
ド
イ
ツ
の
判
例
の
展
開

─

岡
　
田
　
俊
　
幸
�
一
（
　
五
五
）

翻

　
　
　訳

勅
法
彙
纂
第
４
巻
第
44
章
第
２
法
文
に
お
け
る
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

脳
内
の
衡
平
と
そ
の
実
務
慣
用
に
つ
い
て

ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ト
マ
ジ
ウ
ス

ヨ
ー
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ス
ト
ゥ
ッ
チ
ン
グ

出
雲
　
孝
　
訳
�
二
（
二
〇
〇
）

）
五
〇
五
一
（



日本大学法学部機関誌執筆要領

令和 ３年 １ １ 月 １ 8 日機関誌編集委員会決定
令和 ３年 １ 2 月 １ ５ 日　　執行部会議承認
令和 ３年 １ 2 月 １ ６ 日　　　　教授会報告
令和 ４年　 ４月　 １日　　　　　　　施行

１．本要領の目的

本要領は、日本大学法学部機関誌編集委員会（以下「編集委員会」とい

う）にかかる機関誌に投稿する際の基本的手順について定めるものである。

2．投稿資格者

⑴　法学部、法学研究科および法務研究科の専任教員、名誉教授および定年

退職した元専任教員

⑵　以下の者については、編集委員会の審議を経て単著の投稿を認めること

がある。なお、投稿に際しては、法学部専任教員の推薦状を必要とする。

①　法学部非常勤講師

②　法学部客員教員

③　法学部以外の日本大学専任教員

④　法学部付置研究所研究員および法学部所属の日本大学研究員

⑤　法学部校友および法学部関係者で研究業績が認められる者

⑶　学外の研究者は、法学部専任教員の投稿の共著者となることができる。

⑷　大学院法学研究科博士後期課程学生は、指導教員の許可を得て『日本法

学』に「判例研究」を投稿することができる。

⑸　前 ４項の規定にかかわらず、退職記念号および追悼論文集については、

別の定めによる。



３ ．研究倫理の遵守と権利保護

⑴　投稿原稿は未発表のものに限る。他誌との二重投稿は認めない。また注

釈なく自己の既発表著作と重複する記述をすることは認められない。

⑵　剽窃、捏造、改ざん等の研究不正を行ってはならない。また投稿原稿に

ついては、著作者が適正に表示されていなければならない。

⑶　研究・調査対象に関する権利保護（資料の使用許諾や個人情報保護に関

する同意等）、および翻訳に関する権利について、必要な手続きを投稿前

に完了していなければならない。

⑷　利益相反に関する倫理を遵守するとともに、利益相反情報を申告しなけ

ればならない。

⑸　機関誌に掲載された著作物の著作権のうち、複製権および公衆送信権を

日本大学法学部に譲渡する。ただし、著者自身による複製権および公衆送

信権の行使を妨げない。

４．原稿種別

投稿は以下の種別で受け付ける。

⑴　論説

⑵　研究ノート

⑶　判例研究（『日本法学』のみ）

⑷　特別講演

⑸　翻訳

⑹　資料

⑺　書評

⑻　雑報



５ ．原稿の作成

⑴　原稿は、A ４用紙に適当な文字数で打ち出す。

⑵　分量の上限は、文字数で概ね22,000字（刷り上がり約2５頁）とする。そ

れを超えるものについては、原則として分割して掲載する。ただし、編集

委員会は、他の掲載原稿のページ数を勘案し、その上限の変更を認めるこ

とができる。なお半面 １ページ大の図表 １枚に付き900字を原稿文字数に

含めるものとする。

⑶　連載を前提とする長大な原稿についても、完結分までの完全原稿を投稿

するものとする。

⑷　表題と氏名には、和文表記および欧文表記を併記する。

⑸　注、参考文献の表記法は、当該分野の慣例に従うものとする。

６．原稿の提出

⑴　原稿は、投稿票、要旨（800字程度）と合わせ、デジタルデータで研究

事務課に提出する。

デジタルデータは、原則として電子メールの添付ファイルで研究事務課

宛に送付する。

⑵　原則として、投稿締切日を過ぎた原稿は受け付けない。

⑶　原稿提出後の原稿の差し替えはできない。

７．審査

別に定める「日本大学法学部機関誌審査要領」に則って行う。

8．校正

⑴　執筆者による校正は、原則再校までとする。加筆、訂正は最小限とし、

特に再校時に頁数が変わるような加筆や削除は避ける。再校返却の際は、

タイトル頁に「校了（または責了）」と明記する。



⑵　校正は １週間程度で返却しなければならない。著しい返却の遅滞は、次

号掲載になることもありうる。

以　上









○　本誌に掲載の全ての論文につきましては、以下の Web サイトで
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